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令和３年
第 １ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録目次

１．会期日程　� �9
１．開会日に応招した議員　� �11
１．２月18日に応招した議員　� �11
１．２月22日に応招した議員　� �11

○第１号（２月16日）

１．開会年月日時　� �13
１．議事日程　� �13
１．本日の会議に付した事件　� �13
１．出席議員　� �15
１．欠席議員　� �16
１．説明のため出席した者の職、氏名　� �16
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　� �16
１．開　　会　� �16
１．諸般の報告　� �16
１．日程第１　会議録署名議員の指名　� �17
１．日程第２　会期の決定　� �17
１．日程第３　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案まで　� �17
１．知事（玉城デニー君）の提案理由説明　� �17
１．教育委員会（金城弘昌君）の意見�� �26

１．一括議題
　　日程第４　議員提出議案第１号　米軍航空機の低空飛行に関する意見書　　　

� �26
　　　　　　　　日程第５　議員提出議案第２号　米軍航空機の低空飛行に関する抗議決議
１．照屋　守之君の提案理由説明�� �26
１．採　　決　� �27
１．議員派遣　� �27
１．日程第６　陳情第２号、第３号及び第20号の付託の件　� �27
１．委員会付託　� �27
１．休会の議決　� �27
１．散　　会　� �27

○第２号（２月24日）

１．開議年月日時　� �29
１．議事日程　� �29
１．本日の会議に付した事件　� �29
１．出席議員　� �29
１．説明のため出席した者の職、氏名　� �30
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　� �30
１．開　　議　� �30
１．諸般の報告　� �30
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１．一括議題

� 日程第１　議員提出議案第３号　米軍人による強制わいせつ事件に関する
意見書　　　　　　　　　　　　　　

　　

� �30
� 日程第２　議員提出議案第４号　米軍人による強制わいせつ事件に関する

抗議決議　　　　　　　　　　　　　
１．照屋　守之君の提案理由説明　� �31
１．採　　決　� �31
１．議員派遣　� �31
１．日程第３　代表質問　� �31
　　　照屋　守之君　� �31
　　　仲田　弘毅君　� �50
　　　下地　康教君　� �63
１．散　　会　� �76

○第３号（２月25日）

１．開議年月日時　� �79
１．議事日程　� �79
１．本日の会議に付した事件　� �79
１．出席議員　� �79
１．説明のため出席した者の職、氏名　� �79
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　� �80
１．開　　議　� �80
１．日程第１　代表質問　� �80
　　　上里　善清君　� �80
　　　比嘉　京子さん　� �90
　　　渡久地　修君　� �104
　　　玉城　武光君　� �122
１．散　　会　� �131

○第４号（２月26日）

１．開議年月日時　� �133
１．議事日程　� �133
１．本日の会議に付した事件　� �133
１．出席議員　� �133
１．説明のため出席した者の職、氏名　� �133
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　� �134
１．開　　議　� �134
１．日程第１　代表質問　� �134
　　　瑞慶覧　功君　� �134
　　　翁長　雄治君　� �143
１．議長の発言取消し留保の宣告　� �155
　　　平良　昭一君　� �155
　　　上原　　章君　� �175
　　　大城　憲幸君　� �185
１．散　　会　� �194
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○第５号（３月１日）

１．開議年月日時　� �197
１．議事日程　� �197
１．本日の会議に付した事件　� �197
１．出席議員　� �199
１．説明のため出席した者の職、氏名　� �199
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　� �200
１．開　　議　� �200
� 日程第１　一般質問　　� ����

� �200１．一括議題� 日程第２　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から
乙第43号議案まで�����������������������������������������������　���

１．一般質問・質疑　� �200
　　　仲里　全孝君　� �200
　　　石原　朝子さん　� �208
　　　新垣　　新君　� �215
　　　新垣　淑豊君　� �226
　　　西銘啓史郎君　� �234
　　　仲村　家治君　� �247
　　　小渡良太郎君　� �254
　　　又吉　清義君　� �259
１．散　　会　� �269

○第６号（３月２日）

１．開議年月日時　� �271
１．議事日程　� �271
１．本日の会議に付した事件　� �271
１．出席議員　� �273
１．説明のため出席した者の職、氏名　� �273
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　� �274
１．開　　議　� �274
� 日程第１　一般質問　　� ����

� �274１．一括議題� 日程第２　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から
乙第43号議案まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．一般質問・質疑　� �274�
　　　島袋　　大君　� �274
１．知事（玉城デニー君）の発言取消しの申出　� �275
１．議長の発言取消し留保の宣告　� �275
　　　大浜　一郎君　� �283
　　　中川　京貴君　� �292
　　　島尻　忠明君　� �302
　　　呉屋　　宏君　� �312
　　　花城　大輔君　� �318
　　　座波　　一君　� �327
　　　末松　文信君　� �336
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１．散　　会　� �346

○第７号（３月３日）

１．開議年月日時　� �349
１．議事日程　� �349
１．本日の会議に付した事件　� �349
１．出席議員　� �351
１．欠席議員　�� �351
１．説明のため出席した者の職、氏名　� �351
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　� �352
１．開　　議　� �352
� 日程第１　一般質問　　� �

� �352１．一括議題� 日程第２　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から
乙第43号議案まで�����������������������������������������������　���

１．一般質問・質疑　� �352
　　　金城　　勉君　� �352
　　　當間　盛夫君　� �361
　　　玉城健一郎君　� �370
　　　次呂久成崇君　� �380
　　　喜友名智子さん　� �389
　　　國仲　昌二君　� �399
　　　島袋　恵祐君　� �406
　　　照屋　大河君　� �415
１．散　　会　� �421

○第８号（３月４日）

１．開議年月日時　� �423
１．議事日程　� �423
１．本日の会議に付した事件　� �423
１．出席議員　� �425
１．欠席議員　� �425
１．説明のため出席した者の職、氏名　� �425
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　� �426
１．開　　議　� �426
� 日程第１　一般質問　　� ��

� �426１．一括議題� 日程第２　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から
乙第43号議案まで　�　　　　　　　　　　　　　　　　

１．一般質問・質疑　� �426
　　　比嘉　瑞己君　� �426
　　　山里　将雄君　� �435
　　　新垣　光栄君　� �443
　　　西銘　純恵さん　� �453
　　　崎山　嗣幸君　� �462
　　　瀬長美佐雄君　� �471
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１．子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）の釈明発言の申出　� �481
　　　仲村　未央さん　� �481
１．予算特別委員会の設置　� �487
１．予算特別委員会委員の選任　� �488
１．委員会付託　� �488
１．休会の議決　� �488
１．散　　会　� �488

○第９号（３月10日）

１．開議年月日時　� �491
１．議事日程　� �491
１．本日の会議に付した事件　� �491
１．出席議員　� �491
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　� �492
１．開　　議　� �492
１．諸般の報告　� �492
１．日程第１　乙第10号議案及び乙第13号議案　� �492
１．委員長報告（経済労働委員長）�� �492
１．採　　決　� �493
１．日程第２　乙第38号議案　� �493
１．委員長報告（総務企画委員長）�� �493
１．討　　論　� �494
　　　島尻　忠明君　� �494
　　　國仲　昌二君　� �495
　　　照屋　守之君　� �496
１．採　　決　� �499
１．日程第３　乙第34号議案　� �501
１．委員長報告（経済労働委員長）�� �501
１．採　　決　�� �502
１．日程第４　甲第25号議案から甲第34号議案まで　� �502
１．委員長報告（予算特別委員長）�� �502
１．採　　決　� �504
１．休会の議決　� �504
１．散　　会　� �504

○第10号（３月24日）　

１．開議年月日時　� �507
１．議事日程　� �507
１．本日の会議に付した事件　� �507
１．出席議員　� �507
１．説明のため出席した者の職、氏名　� �507
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　� �508
１．開　　議　� �508
１．諸般の報告　� �508
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１．日程第１　甲第35号議案　� �508
１．知事（玉城デニー君）の提案理由説明　� �508
１．委員会付託　� �508
１．日程追加　甲第35号議案　� �509
１．委員長報告（予算特別委員長）�� �509
１．採　　決　� �509
１．散　　会　� �510

○第11号（３月30日）

１．開議年月日時　� �513
１．議事日程　� �513
１．本日の会議に付した事件　� �514
１．出席議員　� �516
１．説明のため出席した者の職、氏名　� �517
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　� �517
１．開　　議　� �517
１．諸般の報告　� �517
１．予算特別委員会の存続　� �517
１．日程第１　乙第１号議案から乙第３号議案まで、乙第20号議案及び乙第21号議案　� �517
１．委員長報告（総務企画委員長）�� �518
１．採　　決　� �519
１．日程第２　乙第11号議案及び乙第12号議案　� �519
１．委員長報告（経済労働委員長）�� �519
１．採　　決　� �520
１．日程第３　乙第４号議案から乙第９号議案まで及び乙第16号議案から乙第19号議案まで　� �520
１．委員長報告（文教厚生委員長）�� �520
１．採　　決�� �522
１．日程第４　乙第14号議案及び乙第15号議案�� �522
１．委員長報告（土木環境委員長）�� �522
１．採　　決　� �523
１．日程第５　議員提出議案第５号　沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則　� �523
１．當間　盛夫君の提案理由説明　� �523
１．採　　決　� �523
１．日程第６　乙第25号議案、乙第28号議案、乙第29号議案、乙第32号議案、乙第33号議案、
　　　　　　　乙第35号議案及び乙第39号議案から乙第43号議案まで　� �523
１．委員長報告（総務企画委員長）�� �524
１．採　　決　� �525
１．日程第７　乙第27号議案、乙第30号議案、乙第31号議案及び乙第37号議案　� �525
１．委員長報告（文教厚生委員長）�� �525
１．採　　決�� �526
１．日程第８　乙第22号議案から乙第24号議案まで、乙第26号議案及び乙第36号議案　� �526
１．委員長報告（土木環境委員長）�� �527
１．採　　決　� �528
１．日程第９　甲第１号議案から甲第24号議案まで　� �528
１．委員長報告（予算特別委員長）�� �528
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１．甲第１号議案に対する修正動議の提出　� �531
１．座波　　一君の提出理由説明　� �531
１．討　　論　� �532
　　　当山　勝利君　� �532
　　　西銘啓史郎君　� �534
１．採　　決　� �536

１．一括議題

� 日程第10　議員提出議案第６号　中国海警局による尖閣諸島周辺海域における
日本漁船への威圧行為に対する意見書　　�

　��

� �537
����
� 日程第11　議員提出議案第７号　中国海警局による尖閣諸島周辺海域における

日本漁船への威圧行為に対する抗議決議　
１．又吉　清義君の提案理由説明　� �537
１．採　　決　� �537
１．日程第12　陳情令和２年第118号、同第135号、陳情第31号及び第52号　� �537
１．委員長報告（総務企画委員長）�� �537
１．採　　決　� �537
１．日程第13　陳情令和２年第57号　� �538
１．委員長報告（経済労働委員長）�� �538
１．採　　決　� �538
１．日程第14　陳情令和２年第23号、同第35号、同第92号、同第156号、同第162号、同第166号、
　　　　　　　同第194号、同第197号、同第202号、陳情第18号の２及び第59号の２　� �538
１．委員長報告（土木環境委員長）�� �538
１．採　　決　� �538
１．日程第15　陳情令和２年第131号、同第132号、同第208号、同第209号及び陳情第２号　� �538
１．委員長報告（米軍基地関係特別委員長）�� �538
１．採　　決　� �538
１．日程第16　陳情令和２年第152号　� �539
１．委員長報告（新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長）�� �539
１．採　　決　� �539
１．日程追加　甲第36号議案　� �539
１．知事（玉城デニー君）の提案理由説明　� �539
１．質　　疑　� �539
　　　下地　康教君　� �540
　　　末松　文信君　� �541
　　　照屋　守之君　� �543
　　　呉屋　　宏君　� �545
　　　仲村　未央さん　� �547
　　　比嘉　瑞己君　� �549
　　　翁長　雄治君　� �552
　　　平良　昭一君　� �555
　　　金城　　勉君　� �558
　　　大城　憲幸君　� �559
１．委員会付託　� �561
１．日程追加　会期延長の件　� �562
１．採　　決　� �562
１．延　　会　� �562
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○第12号（３月31日）　

１．開議年月日時　� �565
１．議事日程　� �565
１．本日の会議に付した事件　� �565
１．出席議員　� �565
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　� �565
１．開　　議　� �566
１．諸般の報告　� �566
１．日程追加　甲第36号議案　� �566
１．委員長報告（予算特別委員長）�� �566
１．採　　決�� �567
� 日程追加　議員提出議案第８号　感染拡大防止協力等に関する決議　　　　　

� �567１．一括議題� 日程追加　議員提出議案第９号　甲第36号議案「令和３年度沖縄県一般
会計補正予算（第１号）」に係る決議��

１．仲村　未央さんの提案理由説明　� �567
１．質　　疑　� �567
　　　下地　康教君　� �567
　　　仲里　全孝君　� �569
　　　末松　文信君　� �570
１．座波　　一君の提案理由説明　� �572
１．討　　論　� �572
　　　大浜　一郎君　� �572
　　　新垣　淑豊君　� �573
１．採　　決　� �574
１．日程第１　閉会中の継続審査の件　� �574
１．採　　決　� �574
１．閉　　会　� �574

○巻末掲載文書

１．知事提出議案　� �577
１．議員提出議案　� �727
１．諸般の報告　� �737
１．交通事故に関する和解等に係る専決処分の報告について　� �741
１．議案付託表　� �743
１．委員会審査報告書　� �745
１．乙第38号議案の記名投票の結果　� �759
１．閉会中継続審査及び調査申出書　� �761
１．予算特別委員名簿　� �773
１．陳情文書表　� �775
１．議案等処理一覧表　� �821
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令和３年第１回沖縄県議会（定例会）会期日程
会期44日間　　自�令和３年２月16日

至�令和３年３月31日�

月�日 曜日 日　　　　　程 備　　　考

１ ２月 16 日 火 本� 会� 議

（会議録署名議員の指名）

�請願・陳情付託（会期の決定）
（知事提出議案の説明）
（議員提出議案の説明、採決）

２ 17 日 水 議 案 研 究
３ 18 日 木 議 案 研 究 �代表質問通告締切（正午）
４ 19 日 金 議 案 研 究 �一般質問通告締切（正午）
５ 20 日 ㊏ 休　　 会
６ 21 日 ㊐ 休　　 会
７ 22 日 月 議 案 研 究
８ 23 日 ㊋ 休　　 会 �天皇誕生日
９ 24 日 水 本� 会� 議 （代表質問）
10 25 日 木 本� 会� 議 （代表質問）
11 26 日 金 本� 会� 議 （代表質問）
12 27 日 ㊏ 休　　 会
13 28 日 ㊐ 休　　 会
14 ３月１日 月 本� 会� 議 （一般質問）
15 ２日 火 本� 会� 議 （一般質問）
16 ３日 水 本� 会� 議 （一般質問） �請願・陳情提出期限（特別委）

17 ４日 木 本� 会� 議 （一般質問） �議案付託委� 員� 会 （予算特別委員会設置）
18 ５日 金 委� 員� 会 （予算特別委員会・補正予算審査）
19 ６日 ㊏ 休　　 会
20 ７日 ㊐ 休　　 会

21 ８日 月 委� 員� 会 （常任委員会・先議案件審査、採決）
（予算特別委員会・補正予算採決）

22 ９日 火 議 案 整 理
委� 員� 会 （議会運営委員会）

23 10 日 水 本� 会� 議 （補正予算・先議案件委員長報告、採決） �請願・陳情付託（特別委）
委� 員� 会 （予算特別委員会） �請願・陳情提出期限 ( 常任委 )

24 11 日 木 委� 員� 会 （常任委員会）
25 12 日 金 委� 員� 会 （常任委員会）
26 13 日 ㊏ 休　　 会
27 14 日 ㊐ 休　　 会
28 15 日 月 議 案 整 理
29 16 日 火 議 案 整 理
30 17 日 水 議 案 整 理 �請願・陳情付託（常任委）
31 18 日 木 委� 員� 会 （予算特別委員会）
32 19 日 金 委� 員� 会 （予算特別委員会）
33 20 日 ㊏ 休　　 会 �春分の日
34 21 日 ㊐ 休　　 会
35 22 日 月 委� 員� 会 （常任委員会）
36 23 日 火 委� 員� 会 （常任委員会）

37 24 日 水 本� 会� 議 （知事提出議案説明、質疑）
委� 員� 会 （予算特別委員会）

38 25 日 木 委� 員� 会 （特別委員会）
39 26 日 金 休　　 会 （予備日）
40 27 日 ㊏ 休　　 会
41 28 日 ㊐ 休　　 会

42 29 日 月 議 案 整 理
委� 員� 会 （議会運営委員会）

43 30 日 火 本� 会� 議 （委員長報告、採決）
（知事提出議案説明、質疑、会期延長）

委� 員� 会 （予算特別委員会）

44 31 日 水 委� 員� 会 （予算特別委員会）
本� 会� 議 （委員長報告、採決）



（注１）�３月24日は休会の日と議決されていたが、3月23日の議会運営委員会の協議に基づき、「甲第35号議�
案」を審議するため特に会議を開いた。

（注２）�当初、会期は３月30日までの43日間と議決されていたが、３月29日に知事から新型コロナウイルス感�
染症対策関連の補正予算「甲第36号議案」が追加提出され、付託した予算特別委員会での審査が長引
き会期内での日程消化が危ぶまれたため、会期を３月31日まで１日延長し、以後の日程については延
会することに決定した。
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開会日に応招した議員

赤　嶺　　　昇　君

仲　田　弘　毅　君

新　垣　光　栄　君

玉　城　健一郎　君

島　袋　恵　祐　君

上　里　善　清　君

大　城　憲　幸　君

上　原　　　章　君

小　渡　良太郎　君

新　垣　淑　豊　君

島　尻　忠　明　君

仲　里　全　孝　君

平　良　昭　一　君

喜友名　智　子　さん

國　仲　昌　二　君

瀬　長　美佐雄　君

次呂久　成　崇　君

当　山　勝　利　君

當　間　盛　夫　君

金　城　　　勉　君

新　垣　　　新　君

下　地　康　教　君

石　原　朝　子　さん

仲　村　家　治　君

山　里　将　雄　君

玉　城　武　光　君

比　嘉　瑞　己　君

仲　村　未　央　さん

照　屋　大　河　君

仲宗根　　　悟　君

西　銘　啓史郎　君

座　波　　　一　君

大　浜　一　郎　君

呉　屋　　　宏　君

花　城　大　輔　君

又　吉　清　義　君

山　内　末　子　さん

瑞慶覧　　　功　君

玉　城　ノブ子　さん

西　銘　純　恵　さん

渡久地　　　修　君

崎　山　嗣　幸　君

比　嘉　京　子　さん

末　松　文　信　君

中　川　京　貴　君

照　屋　守　之　君

２月 18 日に応招した議員

翁　長　雄　治　君

２月 22 日に応招した議員

島　袋　　　大　君





令和３年２月16日

令和３年
第 １ 回　�　�沖縄県議会（定例会）会議録

（第１号）
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議　　事　　日　　程　第１号
令和３年２月16日（火曜日）

午前10時開議
第１　会議録署名議員の指名
第２　会期の決定
第３　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案まで（知事説明）
第４　米軍航空機の低空飛行に関する意見書

照屋　守之君　小渡良太郎君
仲里　全孝君　仲村　家治君
又吉　清義君　上里　善清君
照屋　大河君　瀬長美佐雄君　　提出　議員提出議案第１号　
比嘉　瑞己君　玉城健一郎君
山里　将雄君　新垣　光栄君
金城　　勉君　當間　盛夫君

第５　米軍航空機の低空飛行に関する抗議決議
照屋　守之君　小渡良太郎君
仲里　全孝君　仲村　家治君
又吉　清義君　上里　善清君
照屋　大河君　瀬長美佐雄君　　提出　議員提出議案第２号　
比嘉　瑞己君　玉城健一郎君
山里　将雄君　新垣　光栄君
金城　　勉君　當間　盛夫君

第６　陳情第２号、第３号及び第20号の付託の件

本日の会議に付した事件
日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案まで

甲第１号議案　令和３年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案　令和３年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案　令和３年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案　令和３年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案　令和３年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案　令和３年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案　令和３年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第８号議案　令和３年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第９号議案　令和３年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第10号議案　令和３年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第11号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

令和３年
第 １ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第１号）

� 令和３年２月 16日（火曜日）午前 10時開会
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甲第12号議案　令和３年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第13号議案　令和３年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第14号議案　令和３年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第15号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第16号議案　令和３年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第17号議案　令和３年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第18号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第19号議案　令和３年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第20号議案　令和３年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
甲第21号議案　令和３年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案　令和３年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案　令和３年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案　令和３年度沖縄県流域下水道事業会計予算
甲第25号議案　令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第15号）
甲第26号議案　令和２年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案　令和２年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案　令和２年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第29号議案　令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第
　　　　　　　１号）
甲第30号議案　令和２年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
甲第31号議案　令和２年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
甲第32号議案　令和２年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案　令和２年度沖縄県水道事業会計補正予算（第１号）
甲第34号議案　令和２年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県債権管理条例
乙第３号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正す
　　　　　　　る条例
乙第５号議案　沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する
　　　　　　　条例
乙第７号議案　特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
乙第８号議案　沖縄県公立大学法人評価委員会条例の一部を改正する条例
乙第９号議案　公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例
乙第10号議案　沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例
乙第11号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第12号議案　琉球歴史文化の日条例
乙第13号議案　沖縄県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例
乙第14号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
乙第15号議案　建築基準法施行条例の一部を改正する条例
乙第16号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第17号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
乙第18号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第19号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する
　　　　　　　条例
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乙第20号議案　沖縄県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例
乙第21号議案　沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例の一部を改正する
　　　　　　　条例
乙第22号議案　工事請負契約について
乙第23号議案　工事請負契約について
乙第24号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第25号議案　財産の取得について
乙第26号議案　訴えの提起について
乙第27号議案　財産損傷事故に関する和解等について
乙第28号議案　交通事故に関する和解等について
乙第29号議案　交通事故に関する和解等について
乙第30号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第31号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第32号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第33号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第34号議案　指定管理者の指定について
乙第35号議案　包括外部監査契約の締結について
乙第36号議案　県道の路線の認定について
乙第37号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の設立について
乙第38号議案　副知事の選任について
乙第39号議案　沖縄海区漁業調整委員会委員の任命について
乙第40号議案　専決処分の承認について
乙第41号議案　専決処分の承認について
乙第42号議案　専決処分の承認について
乙第43号議案　専決処分の承認について

日程第４　議員提出議案第１号　米軍航空機の低空飛行に関する意見書
日程第５　議員提出議案第２号　米軍航空機の低空飛行に関する抗議決議
日程第６　陳情第２号、第３号及び第20号の付託の件

出　席　議　員（46名）
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君

16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君



─ 16 ─

33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん

欠　席　議　員（２名）

説明のため出席した者の職、氏名

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

○議長（赤嶺　昇君）　ただいまより令和３年第１回
沖縄県議会（定例会）を開会いたします。

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案77
件並びに今期定例会提出予算説明書、積算内訳書、令
和３年１月末現在の令和２年度一般会計予算執行状況
報告書及び同一般会計繰越予算執行状況報告書の提出
がありました。
　次に、本日、照屋守之君外13人から、議員提出議案
第１号「米軍航空機の低空飛行に関する意見書」及び
議員提出議案第２号「米軍航空機の低空飛行に関する

抗議決議」の提出がありました。
　次に、これまでに受理いたしました陳情のうち、特
別委員会に付託すべき陳情を除く陳情21件は、お手
元に配付の陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委
員会に付託いたしました。
　次に、説明員として出席を求めた人事委員会委員長
島袋秀勝君は、所用のため本日、24日から26日まで
及び３月１日から４日までの会議に出席できない旨の
届出がありましたので、その代理として、本日の会議
に人事委員会委員比嘉悦子さん、24日から26日まで
及び３月１日から４日までの会議に人事委員会事務局
長大城直人君の出席を求めました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に

事 　 務 　 局 　 長　　勝　連　盛　博　君
次　　　　　　　　長　　知　念　弘　光　君
議 �事 � 課 � 副 � 参 � 事
兼� � 課� � 長� � 補� � 佐

　　
佐久田　　　隆　君

主　　　　　　　　査　　宮　城　　　亮　君

主　　　　　　　　査　　親富祖　　　満　君
政��務��調��査��課��長　　上　原　貴　志　君
副　　　参　　　事　　中　村　　　守　君
主　　　　　　　　幹　　城　間　　　旬　君

知　　　　　　　　事　　玉　城　デニー　君
副　　　知　　　事　　富　川　盛　武　君
副　　　知　　　事　　謝　花　喜一郎　君
政　策　調　整　監　　島　袋　芳　敬　君
知　事　公　室　長　　金　城　　　賢　君
総　　務　　部　　長　　池　田　竹　州　君
企　　画　　部　　長　　宮　城　　　力　君
環　　境　　部　　長　　松　田　　　了　君
子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん
保 �健 �医 �療 �部 �長　　大　城　玲　子　さん
農 �林 �水 �産 �部 �長　　長　嶺　　　豊　君
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
文化観光スポーツ部長　　渡久地　一　浩　君

２　番　　翁　長　雄　治　君

土　木　建　築　部　長　　上　原　国　定　君
企　　業　　局　　長　　棚　原　憲　実　君
病　院　事　業　局　長　　我那覇　　　仁　君
会　計　管　理　者　　伊　川　秀　樹　君
知 � 事 � 公 � 室
秘�書�防�災�統�括�監　　平　敷　達　也　君

総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君
教　　　育　　　長　　金　城　弘　昌　君
公 安 委 員 会 委 員 長　　與　儀　弘　子　さん
警　察　本　部　長　　日　下　真　一　君
労�働�委�員�会�会�長　　藤　田　広　美　君
人�事�委�員�会�委�員　　比　嘉　悦　子　さん
代　表　監　査　委　員　　安慶名　　　均　君

45　番　　島　袋　　　大　君

40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君



─ 17 ─

より御了承願います。

〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　会議録署名議員の
指名を行います。
　今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　　５番　上　里　善　清　君　及び
　　　10番　島　尻　忠　明　君
を指名いたします。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　会期の決定を議題
といたします。
　お諮りいたします。
　今期定例会の会期は、本日から３月30日までの43
日間といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本日から３月30日までの43日間
と決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　甲第１号議案から
甲第34号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議
案までを議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

〔知事提出議案　巻末に掲載〕

　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　令和３年第１回沖縄県議会の開会に当たり、議員各
位の御健勝を心からお喜び申し上げますとともに、
日々の御精励に対し深く敬意を表します。
　令和３年度の当初予算案などの重要な議案の審議に
先立ち、まず県政運営に当たっての私の所信の一端を
申し述べ、議員各位及び県民の皆様の御理解と御協力
を賜りたいと存じます。
　まず、「県政運営に取り組む決意について」申し上
げます。
　私が県知事に就任してから２年余りが経過いたしま
した。この間、祖先（ウヤファーフジ）への敬い、自

然への畏敬の念、他者の痛みに寄り添うチムグクルを
大切にするとともに、「自立」、「共生」、「多様性」の
理念の下、包摂性と寛容性に基づく政策を推進してま
いりました。
　私が掲げた公約については、その全てに着手してお
り、「新時代沖縄の到来」、「誇りある豊かさ」、「沖縄
らしい優しい社会の構築」の視点の下、引き続き諸施
策を展開してまいります。
　さて、昨年２月に沖縄県内で初めて新型コロナウイ
ルス感染症が確認されてから１年が経過しました。
　県では、これまで14次にわたる補正予算により、総
額約1626億円の予算を確保し、切れ目なく対策を実
施してまいりました。また、今回提案する令和２年度
２月補正と令和３年度当初予算において、合わせて約
1058億円のコロナ対策関連予算を計上しているとこ
ろです。引き続き、水際対策を含め、感染拡大防止と
県民生活の安定並びに経済の回復に向け、全庁一丸と
なって取り組んでまいります。
　感染拡大防止に向けては、「感染症対策課（仮称）」
を新設し、エッセンシャルワーカーに対するＰＣＲ検
査の強化など、医療提供体制と検査体制の拡充に取り
組むとともに、保健所の体制強化や宿泊療養施設の確
保、医療機関の支援などに取り組みます。
　ワクチン接種については、予防接種の実施主体とな
る市町村を広域的視点からサポートしながら、国や医
師会等の関係機関と連携し、接種体制を整えてまいり
ます。
　介護施設、保育所などの社会福祉施設や幼稚園など
の教育施設の感染防止対策の支援に取り組みます。
　生活に困窮する世帯の増加等に対応し、生活困窮者
自立支援制度を通じた相談体制の充実や住居の確保、
就労支援などに取り組みます。
　経済対策については、中小企業・小規模事業者など
の事業継続や雇用の維持・安定に向けた取組を推進す
るとともに、社会経済活動の再開と一日も早い県経済
の回復を目指します。そのため、旅行者専用相談セン
ター沖縄（ＴＡＣＯ）の機能強化など、安全・安心の
島沖縄の構築と県民の生活・雇用・事業の維持を軸と
した経済対策等の各種施策を展開します。
　私は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と
経済の回復に向け、全身全霊で取り組んでまいります。
　首里城火災から１年余りたちますが、多くの励まし
の言葉や寄せられた寄附金は大きな励みになりまし
た。私は、皆様の強い願いを実現させるため、国や那
覇市等の関係機関や地域との連携の下、安全性の高い
施設管理体制の構築や首里城に象徴される琉球の歴
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史・文化の復興など、一日も早い首里城の復旧・復興
に向けた取組を推進します。
　令和３年度は、首里城復興基本計画に基づき新首里
杜構想による歴史まちづくりや、国内外から寄せられ
た寄附金を活用し、県産材を含め、首里城正殿を支え
る柱材や赤瓦の調達など、より具体的な取組を加速し
てまいります。
　ＳＤＧｓについては、「ＳＤＧｓ推進室（仮称）」を
新設し、全庁的な取組の加速と企業・団体等とのパー
トナーシップの促進を図ります。ＳＤＧｓに関する
万国津梁会議の提言を踏まえ、「沖縄県ＳＤＧｓ実施
指針（仮称）」の策定に向けて取り組むとともに、ア
ドバイザリーボードを設置するなど、外部からの意見
を積極的に取り込み、様々なステークホルダーが交流
し、参画できる環境づくりに取り組みます。これらの
取組を通じ、経済・社会・環境の３側面が調和した持
続可能な沖縄の発展と誰一人取り残さない社会の実
現を目指してまいります。
　経済面においては、「新型コロナウイルス対策に係
る沖縄県の経済対策基本方針」に基づく各種施策を展
開するとともに、アフターコロナを見据え、成長が期
待されるアジアのダイナミズムを取り込むための取
組を推進します。企業等のデジタル化を促進するとと
もに、産業横断的なマーケティング戦略を策定し、企
業や地域、県民の稼ぐ力の強化に取り組みます。
　社会面においては、コロナ禍に伴う雇用情勢の悪化
を踏まえ、子供の貧困対策を最重要施策として強力に
推進するとともに、「沖縄県子どもの権利を尊重し虐
待から守る社会づくり条例」、通称子どもの権利尊重
条例に基づく施策を実施します。
　こども医療費助成制度については、令和４年４月か
ら開始する中学校卒業までの通院対象年齢の拡大に
向けて取り組みます。
　全ての県民の尊厳をひとしく守り、互いに尊重し合
う共生の社会づくりを目指し「性の多様性尊重宣言
（仮称）」や相談窓口の開設などの取組を進めてまいり
ます。ジェンダー平等や女性のキャリア形成の促進に
向けて積極的に取り組んでまいります。
　環境面においては、「第２次沖縄県地球温暖化対策
実行計画」の策定や「沖縄県気候非常事態宣言（仮称）」
の実施に取り組み、県民一丸となった地球温暖化対策
を目指します。さらに、国においても目指すこととし
ている2050年の脱炭素社会の実現に向け、新たなエ
ネルギービジョンを策定し、持続可能なエネルギー政
策を推進します。
　米軍基地については、本土復帰50年という大き

な節目を来年に控えた今現在もなお、国土面積の約
0.6％の沖縄県に米軍専用施設面積の70.3％が集中し
続けていることにより、騒音、環境問題、米軍関係の
事件・事故が後を絶たない状況にあります。
　私は、日米安全保障体制の必要性を理解する立場で
す。しかしながら、沖縄の基地負担の状況は異常であ
り、到底受忍できるものではありません。沖縄の過重
な基地負担を軽減するためには、普天間飛行場代替施
設の県内への新たな提供を除き、既に日米両政府で合
意されたＳＡＣＯ最終報告及び再編に基づく統合計
画で示された嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還
が確実に実施される必要があると考えます。しかし、
統合計画による返還が全て実施されたとしても沖縄
の米軍基地専用施設面積は全国の69％程度にとどま
り、応分の負担には依然として程遠い状況にあります。
　このため、私は、沖縄県が本土復帰50年という大き
な節目を迎えるに当たり、沖縄21世紀ビジョンにお
いて、基地のない平和で豊かな沖縄をあるべき県土の
姿としながら、引き続き基地の整理縮小を進めること
としていること、沖縄県議会においては、これまで２
度、在沖米海兵隊の撤退を図ることを全会一致で決議
していることなどを重く受け止め、当面は在日米軍専
用施設面積の50％以下を目指すとする具体的な数値
目標を設定し、それを実現するよう日米両政府に対し
て求めてまいります。
　特に、辺野古新基地建設問題については、完了まで
に要する期間が約12年、総工費が当初の約４倍に相
当する約9300億円になることが令和元年12月に公表
され、これまで県が指摘していたとおり、辺野古移設
では、普天間飛行場の一日も早い危険性の除去にはつ
ながらないということが明確になりました。また、
令和元年度に沖縄県が設置した米軍基地問題に関す
る万国津梁会議の提言においても、辺野古新基地計画
は、軟弱地盤の存在が明らかになるなど、技術的にも
財政面からも完成が困難であることが明白になりつ
つあると指摘されております。
　辺野古新基地建設問題については、対話によって解
決策を求めていくことが重要と考えており、政府に対
し、工事を直ちに中止した上で、県との対話に応じる
よう求めてまいります。
　一方で、普天間飛行場の固定化は絶対に許されない
ことから、辺野古移設に関わりなく、普天間飛行場の
速やかな運用停止を含む危険性の除去、県外・国外移
設及び早期閉鎖・返還を政府に対し強く求めてまいり
ます。
　私は、辺野古に新基地は造らせないという公約の実



─ 19 ─

現に向けて、今後も諦めず、ぶれることなく、全身全
霊をもって、県民の思いに応えてまいります。
　第32軍司令部壕については、保存・公開に向け、平
和発信・継承の在り方等の議論を進めてまいります。
　私は、公約に掲げた諸施策を職員一丸となって推進
し、未来を担う子供たち、若者たちに、平和で真に豊
かな沖縄、誇りある沖縄、「新時代沖縄」を託せるよう、
全力で県政運営に当たる決意であります。
　第２に、「沖縄を取り巻く現状の認識について」申
し上げます。
　国際社会においては、2019年末以降、新型コロナ
ウイルス感染症が世界各地で猛威を振るい、経済、社
会など様々な面で大きな影響を及ぼしています。今
後、グローバル化による感染症の脅威や気候変動の影
響による自然災害の激甚化などの地球規模の課題を解
決するため、ＳＤＧｓの取組を着実に実施し、経済・
社会・環境分野の課題に統合的に取り組むことが重要
となっています。
　我が国においては、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大の影響により、経済的に厳しい状況となってお
ります。今後も国内外の感染拡大による経済活動下振
れリスクや債務返済等の金融リスクの影響などを注視
する必要があります。本県においても、感染拡大に伴
う影響が様々な面で生じていることから、引き続き感
染拡大防止の徹底と社会経済活動の回復に向けて全力
で取り組んでまいります。
　第３に、「今後の沖縄振興に向けた取組について」
申し上げます。
　令和４年度から始まる新たな沖縄振興については、
ウイズコロナからアフターコロナに向けた将来を見通
す中で、新しい生活様式に対応した各種施策やＳＤＧ
ｓを反映させ、未来を先取りし、日本経済の一端を担
うべく、「新時代沖縄」を展望し得る新たな振興計画
の策定に取り組んでまいります。
　令和３年度が沖縄21世紀ビジョン基本計画の最終
年度であることから、計画の総仕上げに向けて全力で
取り組みます。引き続き県民所得の向上、子供の貧困
の解消、過重な基地負担の軽減等の重要課題に対応
し、公約に掲げた「新時代沖縄」、「誇りある豊かさ」、「沖
縄らしい優しい社会の構築」の実現に向け、万国津梁
会議の議論等を踏まえながら、諸施策を展開してまい
ります。
　「新時代沖縄の到来―経済分野―」については、Ａ
Ｉ、ＩｏＴなど先進技術の活用やデジタルトランス
フォーメーション（ＤＸ）の促進など「ＲｅｓｏｒＴ
ｅｃｈ�Ｏｋｉｎａｗａ（リゾテックおきなわ）」の取

組を推進します。「リゾテック推進班（仮称）」を新設
し、国際ＩＴ見本市の継続開催や県内ＩＴ企業と他産
業の連携による稼ぐ力の向上、社会課題の解決に取り
組みます。「東海岸サンライズベルト構想」を策定し、
マリンタウンＭＩＣＥエリアの形成を含む東海岸一帯
の活性化に向けて取り組みます。
　鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入に向け
ては、国との議論を加速させるとともに、県民と一体
となって機運の醸成を図ります。
　「誇りある豊かさ―平和分野―」について申し上げ
ます。
　基地問題については、本県に広大な米軍基地が集中
することにより、日常的に発生する航空機騒音をはじ
め、自然環境の破壊、航空機事故のほか、米軍人・軍
属等による事件・事故等、県民生活に様々な影響を及
ぼしています。これらの問題を解決するため、在沖米
軍基地の整理縮小、県外・国外への訓練移転、ローテー
ション配備、訓練水域・空域の削減、日米地位協定の
抜本的な見直し等を日米両政府に強く求めるなど、基
地問題の解決に全力で取り組んでまいります。
　駐留軍用地跡地の利用については、県土構造の再編
を視野に入れた総合的かつ効率的な利用を推進してま
いります。
　「沖縄らしい優しい社会の構築―生活分野―」につ
いては、子供の貧困対策として、各種居場所の設置や
支援員等の研修の充実など、支援の質の向上を図ると
ともに、「沖縄子どもの未来県民会議」を中心とした
県民運動などにより、学びと育ちを支えてまいります。
　中高生のバス通学無料化については、交通費負担の
大きい中学生への支援拡充に向けて取り組みます。
　「琉球歴史文化の日条例」を制定し、琉球、ウチナー
文化のさらなる普及、継承、発展及び発信に取り組ん
でまいります。
　公立北部医療センターについては、「北部医療セン
ター整備推進室（仮称）」を新設し、早期整備に向け
て取り組みます。
　北部地区の教育環境の充実については、令和５年度
の中高一貫校の設置に向けて取り組んでまいります。
　離島や僻地の定住条件整備を推進するとともに、地
域の特色や魅力を生かした産業の振興に取り組みます。
　令和３年度の県政運営の「重点テーマ」としては、
「安全・安心の島“沖縄”の構築及び県民の生活・雇用・
事業の維持」などの７項目を掲げ、沖縄振興を力強く
推進する施策に取り組んでまいります。
　職員一人一人が、意欲的かつ柔軟な発想で働くこと
ができる職場づくりを進め、限りある行政資源の下
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で、多様な行政需要に対応する組織の編成に取り組み
ます。
　第４に、「内閣府予算案及び税制改正について」申
し上げます。
　令和３年度内閣府沖縄振興予算案においては、令和
２年度第３次補正予算に計上された公共事業関係費
等を含めると、約3200億円が確保され、子供の貧困
対策、離島活性化の推進、首里城復元に向けた取組な
どが計上されたほか、新しい生活様式に配慮した観光
サービスの創出支援事業が盛り込まれました。また、
令和３年度税制改正においては、７つの沖縄関係税制
の延長が認められました。
　県としては、沖縄振興予算及び税制を積極的に活用
し、最終年度を迎える沖縄振興計画の総仕上げに向け
て全力で取り組んでまいります。
　次に、令和３年度における施策の概要について、御
説明申し上げます。
　第１は、「経済分野」に関して、新時代沖縄の到来
の視点であります。
　本県の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大に伴い、深刻な影響を受けていることから、県内事
業者の事業継続や雇用の維持等の支援に取り組むと
ともに、経済活動の回復に向けた取組を展開します。
また、今後も発展が見込まれるアジアの活力を取り込
むための施策など、未来を先取りした取組を併せて推
進してまいります。
　「自立型経済発展資源の創出」について申し上げま
す。
　持続的な県経済の成長・発展に向け、新型コロナウ
イルス感染症の終息後を見据え、アジアの活力を取り
込むためのインフラの整備やビジネス・ネットワー
クの連携強化、アジアとの経済交流の活性化に向けた
取組を推進します。各産業のデジタルトランスフォー
メーション（ＤＸ）を促進するとともに、グローバル
人材、起業家人材、県内産業の成長に資する人材など
の育成を推進します。
　「社会資本・産業基盤の整備」について申し上げます。
　那覇空港については、利便性の向上を図るととも
に、県内経済界等とも連携し、機能強化及び拡充に向
けて取り組みます。
　那覇港については、総合物流センターにおいて、集
貨・創貨の促進を図るとともに、臨港道路やクルーズ
バース等の整備を推進します。
　中城湾港については、東海岸地域の活性化に向け
て、新港地区、泡瀬地区の整備を推進するとともに、
関係市町村と連携し、新港地区における航路の拡充、

産業支援港湾としての機能向上等に取り組みます。
　本部港については、物流、人流機能の向上に向けて
取り組んでまいります。
　沖縄都市モノレールについては、引き続き３両編成
化による輸送力増強に向けて取り組みます。
　幹線道路網については、那覇空港自動車道及び沖縄
西海岸道路の整備を促進するとともに、南部東道路、
浦添西原線等の整備を推進し、ハシゴ道路ネットワー
クの早期構築を図ります。
　「沖縄らしい観光・リゾート地の形成」について申
し上げます。
　観光振興においては、ウイズコロナからアフターコ
ロナを見据え、１人当たりの消費単価の向上や観光客
等の満足度向上など量から質への転換を目指します。
沖縄型ワーケーションなど新しい生活様式に対応し
た沖縄観光や自然の保全・継承と持続可能な活用を目
指した各種ツーリズム等を促進します。
　クルーズ船の受入れ再開に向けて、安全・安心の確
保が図られるよう関係機関と連携し、受入れ体制の構
築に取り組むとともに、国際旅客ハブの形成に向けた
施策の展開、外国人観光客の受入れに向けたＩＣＴの
活用や通訳育成などに取り組みます。
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
については、感染症予防を意識した聖火リレーの実施
や事前キャンプの受入れ市町村の支援等に取り組ん
でまいります。
　スポーツツーリズムの推進については、プロスポー
ツとの連携の促進やＪ１規格スタジアムの整備に向
けた検討を進めてまいります。
　「産業の振興と雇用の創出・安定」について申し上
げます。
　産業振興においては、「ＲｅｓｏｒＴｅｃｈ�Ｏｋｉ
ｎａｗａ（リゾテックおきなわ）」の取組として、ス
タートアップ企業の支援、人材育成等により、ＩＴを
活用した産業振興と国際情報通信拠点の形成を目指
します。Ｅコマース市場やデリバリー等の販路開拓の
支援や産業横断的なマーケティング等の取組を推進
し、県産品の販路拡大と販売促進を図ります。
　全国の特産品等をアジアへ届ける流通プラット
フォームの構築や、国境を越えて電子商取引を行う越
境ＥＣを促進するとともに、ウイズコロナに対応し、
オンラインとオフラインが融合したハイブリッド型
の沖縄大交易会や離島フェア等の開催に向けて取り
組みます。さらに、海外事務所等のネットワークを活
用し、戦略的な観光誘客、県内企業の海外展開などに
取り組みます。
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　企業誘致については、国際物流拠点産業集積地域な
どの特区制度や税制優遇措置などを活用するととも
に、賃貸工場の整備、航空関連産業クラスターの形成
など、臨空・臨港型産業等の集積を促進します。
　ものづくり産業については、付加価値の高い製品開
発や生産性の向上、県内発注の促進等により、域内の
経済循環を高めるとともに、先端的な研究機関との連
携により県内企業への技術導入を促進してまいります。
　沖縄科学技術大学院大学ＯＩＳＴをはじめとする県
内大学等を核とした企業等との共同研究を支援し、新
事業の創出に向け取り組んでまいります。また、再生
医療等の先端医療技術や医薬品・医療機器等の研究開
発及び事業化の促進に向けて取り組みます。
　泡盛製造業については、販路拡大に向けたマーケ
ティング等を支援するとともに、国との連携による海
外輸出の促進に取り組みます。
　伝統工芸産業については、後継者育成や原材料の安
定確保、製品開発等に取り組むとともに、「おきなわ
工芸の杜」の令和４年３月の供用開始に向け、整備を
進めてまいります。
　中小企業・小規模事業者の支援については、経営革
新やＩＴ技術の活用等による生産性の向上、事業承継
及び資金調達の円滑化など、総合的な支援を推進しま
す。また、商工会・商工会議所等の支援体制の強化に
取り組むとともに、市町村と連携した商店街への支援
等を実施します。
　エネルギー分野については、島嶼地域に適した再生
可能エネルギーの導入拡大など、低炭素で災害に強い
沖縄らしい島嶼型エネルギー社会を目指してまいりま
す。
　雇用の安定については、沖縄県雇用対策アクション
プランに基づき、雇用維持の取組を推進するととも
に、就職困難者等へのきめ細かな支援や新卒者と企業
のマッチング促進などに取り組みます。
　雇用の質の改善に向けては、ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進、正規雇用の拡大、働きやすい環境づくり
等に取り組む企業の支援を行うとともに、企業、地域、
県民の稼ぐ力の向上に資する取組を推進し、県民所得
の向上、子供の貧困の解消につなげてまいります。
　「農林水産業の振興」について申し上げます。
　農林水産業の振興については、生産者の事業継続や
経営安定の対策を総合的に講ずるとともに、多様な
ニーズに対応した販路の拡大や生産供給体制の強化等

「攻めの農林水産業・畜産業」に取り組みます。戦略
品目の拠点産地形成、研究開発の推進、担い手の育成・
確保、生産基盤の整備に取り組みます。６次産業化、

販路開拓などの取組や流通条件の不利性に対応した輸
送コスト低減対策を推進します。農林水産物のブラン
ド化及び海外輸出体制強化に向け、高度衛生管理型荷
さばき施設等の整備を進めてまいります。農地中間管
理機構等を通じた農地利用の拡大や中央卸売市場の機
能強化に向けて取り組みます。
　担い手育成の強化については、沖縄県立農業大学校
の移転整備に向けた取組を推進します。農山漁村地域
の多面的機能の保全、環境保全型農業の推進、赤土等
流出防止対策など、ＳＤＧｓの理念に基づく施策を推
進してまいります。
　サトウキビについては、安定生産に向けた取組や製
糖工場の安定操業に向けた支援などを推進してまいり
ます。
　畜産業については、経営基盤や生産供給体制の強
化、飼料コスト低減対策などに取り組みます。特定家
畜伝染病対策に向けて、「家畜防疫対策班（仮称）」を
新設するなど、防疫体制の強化を図ります。豚熱につ
いて、感染防止対策を強化するとともに、豚熱発生農
家や制限区域内生産農家への経営支援に取り組みま
す。高病原性鳥インフルエンザやアフリカ豚熱などの
侵入防止について、国と連携した水際対策や飼養衛生
管理基準の指導強化に取り組んでまいります。
　林業については、環境保全に配慮した森林施業を実
施し、県産木材の利用推進や特用林産物の生産拡大に
取り組みます。
　水産業については、新規漁業就業者の支援などに取
り組むとともに、糸満漁港の加工施設等について、整
備を進めてまいります。ホテル・ホテル訓練区域に
おける操業制限解除区域及び対象漁業の拡大や、日台
漁業取決め及び日中漁業協定等の見直しを求めるとと
もに、日台漁業取決めの影響緩和のための基金を活用
し、漁業者の安全操業の確保や水産経営の安定化など
に取り組んでまいります。
　尖閣諸島をめぐる情勢については、県民の平穏な生
活環境及び県内漁業者の安全確保に向けて国に要請す
るとともに、国の関係機関との連携を強化してまいり
ます。パラオ共和国の排他的経済水域（ＥＥＺ）にお
ける本県マグロはえ縄漁船の安定的な操業継続に向け
て、水産技術交流等に関するＭＯＵ締結を進め、友好
関係の強化を図ります。
　国際貿易交渉については、ＴＰＰ11協定、日ＥＵ・
ＥＰＡ、日米貿易協定、地域的な包括的経済連携協定
（ＲＣＥＰ）等の貿易自由化への対応として、ＴＰＰ
等対策予算を措置し、農林水産業の体質強化対策や経
営安定対策に取り組みます。
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　第２は、「平和分野」に関して、誇りある豊かさの
視点であります。
　まず、「国際交流・協力の推進」について申し上げます。
　国際交流・協力の推進については、ＪＩＣＡと連携
し、ウチナーネットワークの安定的な継承と発展に向
けたプラットフォームの構築や、将来の国際協力を担
う人材の育成を推進します。さらに、アジア諸国等の
大規模災害時の支援活動や台風対策等について、「国
際災害救援センター（仮称）」の役割を検討します。
　「第７回世界のウチナーンチュ大会」の令和４年開
催に向けて、機運醸成を図ります。本県の地理的特性
や歴史、ソフトパワーを生かし、国際交流、国際貢献
を通じた平和の緩衝地帯の形成を目指します。
　「基地問題等の解決と駐留軍用地の跡地利用」につ
いて申し上げます。
　在沖米軍基地の整理縮小については、普天間飛行場
代替施設の県内への新たな提供を除き、既に日米両政
府で合意されたＳＡＣＯ最終報告及び再編に基づく統
合計画で示された嘉手納飛行場より南の施設・区域の
返還等を確実に実施するとともに、さらなる基地の整
理縮小について具体的な数値目標を設定し、県民の目
に見える形で取り組むことを日米両政府に求めてまい
ります。
　普天間飛行場については、県内移設を断念すること
やオスプレイの配備計画の撤回を求める建白書の精神
に基づき、普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一
日も早い危険性の除去及び早期閉鎖・返還を日米両政
府に求めてまいります。また、訓練移転等については、
県外または国外への分散移転、ローテーション配備を
一層促進することを求めてまいります。
　辺野古新基地建設問題については、これまでに小金
井市議会や小平市議会等全国約50の地方議会で、国
民的議論で問題解決を求める意見書等が採択されてお
り、全国において沖縄の基地問題について議論が深ま
りつつあると考えております。
　今後も法令に基づく権限を適切に行使するほか、全
国でのトークキャラバン等を通じ、県民投票結果をは
じめとする辺野古新基地建設に反対する県民世論及び
それを踏まえた私の考えを広く国内外に伝え、国民的
議論を喚起し、理解と協力を促してまいります。
　加えて、沖縄本島周辺の訓練水域・空域の大幅な削
減を行うとともに、臨時訓練空域の有無や使用実態を
明らかにすること、さらなる在沖米軍基地の整理縮小
について、次期日米防衛政策見直し協議（ＤＰＲＩ）
や日米安全保障協議委員会（２プラス２）等で積極的
な協議を行うとともに、日米両政府に沖縄県を加えた

３者で協議を行う場「ＳＡＣＷＯ」を設けること等を
日米両政府に求めてまいります。日米地位協定に関し
ては、他国地位協定調査の結果を全国知事会や渉外知
事会と共有し、働きかけを行ったところ、昨年11月の
全国知事会議において、新たな「米軍基地負担に関す
る提言」が全会一致で決議されました。引き続き、全
国知事会や渉外知事会等と連携するとともに、様々な
機会を捉えて全国に情報発信を行うなど、日米地位協
定の抜本的見直しの実現に向けた取組を強化してまい
ります。
　沖縄の基地問題の解決を図るためには、米国側の理
解と協力が重要であると考えております。これまで
行ってきた訪米活動やワシントン駐在の働きかけもあ
り、2020年６月、米連邦議会下院の軍事委員会即応
力小委員会は、2021年度国防権限法案に関する報告
書に、国防総省に対して辺野古新基地建設予定地地下
の強度の検証結果などの提出を求めることを明記しま
した。軍事委員会では採用されませんでしたが、政府
が唯一の解決策とする辺野古新基地建設計画に関し、
米議会の小委員会で懸念が示されたことには大きな意
義があると考えております。
　米国におけるバイデン新政権の発足を重要な好機と
捉え、バイデン新政権に沖縄の実情を理解してもらう
ため、引き続きワシントン駐在を活用し、米国内での
情報収集及び情報発信、国連との連携や有識者と連携
した会議の開催及び連邦議会関係者への働きかけや沖
縄への招聘にも取り組んでまいります。また、新型コ
ロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、私が直接訪
米し、米国に在住する沖縄県系の方々とも連携しなが
ら、米国政府、米国連邦議会議員等に対し、沖縄の米
軍基地問題の実情等を訴えてまいります。
　尖閣諸島をめぐる問題については、日本政府に対
し、尖閣諸島周辺海域の安全確保等の適切な措置を図
ること、平成26年に日中両国間で確認された「日中
関係改善に向けた話合い」の合意事項に基づき、冷静
かつ平和的な外交（対話）によって中国との関係改善
を図ること等を求めてまいります。
　普天間飛行場をはじめとした返還予定地について
は、関係市町村等と連携を図り、跡地利用計画の策定
を促進します。
　戦後処理問題については、不発弾処理の早期解決に
取り組むとともに、沖縄戦における戦没者の遺骨収集
の加速化を図ります。
　所有者不明土地問題については、早期に抜本的解決
が図られるよう法制上の措置や財政措置などを国に求
めてまいります。
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　「沖縄から世界へ、平和の発信」について申し上げ
ます。
　平和を希求する「沖縄のこころ」の発信に向け、平
和の礎や沖縄平和賞などの取組を推進するとともに、
平和祈念資料館における学芸員育成や調査研究の充実
を図ります。
　第32軍司令部壕については、「第32軍司令部壕保存・
公開検討委員会」において、保存・公開に向けた議論
を進めてまいります。
　第３は、「生活分野」に関して、沖縄らしい優しい
社会の構築の視点であります。
　「地域力の向上・くらしの向上」について申し上げ
ます。
　地域の課題解決に向けて、ボランティア、ＮＰＯ活
動などに県民が主体的に参加できる仕組みづくりや

「おきなわＳＤＧｓパートナー」の連携促進など、多
様な主体が連携した取組を促進します。民生委員・児
童委員の活動環境の改善と充足率向上を図るととも
に、適切な福祉サービスが利用できる体制の構築を推
進します。県外都市部における移住相談会や移住体験
ツアーの開催など、ＵＪＩターン者の持続的受入れに
向けた取組を推進します。
　「世界に誇る沖縄の自然環境を守る」について申し
上げます。
　環境分野においては、地球温暖化対策及び自然環境
の保全の啓発等に取り組みます。
　「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世
界自然遺産の登録に向け、国等と連携を強化するとと
もに、「国立自然史博物館」の誘致に向けて、官民一
体となった取組を進めてまいります。
　「沖縄県希少野生動植物保護条例」に基づく、希少
種保護や外来種対策等に取り組むとともに、ジュゴン
の生息状況等の調査を継続してまいります。
　犬・猫殺処分ゼロから廃止に向け、譲渡の拠点施設
を整備します。
　「沖縄県自然環境再生指針」を踏まえ、再生事業に
関する市町村支援や自然環境の保全・再生・適正利用
を図ります。森や水及び水源地域に対する理解の促進
と地域の振興を図るため、北部地域の水源の維持や環
境保全、地域振興等、やんばるの森・いのちの水を守
る取組を推進します。
　「沖縄県赤土等流出防止対策基本計画」に基づく総
合的な取組を推進するとともに、全島緑化の取組など
を推進します。海岸漂着物の回収処理を推進するとと
もに、海洋プラスチック等の抑制に向けた陸域の発生
源対策等に取り組みます。

　食品ロス問題について、多様な主体が連携し、県民
運動として展開していくため、「沖縄県食品ロス削減
推進計画」を策定し、食品ロスの削減に向けて取り組
んでまいります。
　「歴史と誇りある伝統文化の継承と発展」について
申し上げます。
　伝統文化の継承と発展については、「しまくとぅば
普及センター」の役割や取組を強化するとともに、組
踊、琉球舞踊、ウチナー芝居などの伝統文化の後継者
育成の取組を強化してまいります。
　空手の保存・継承・発展については、「空手発祥の
地・沖縄」を国内外に広く発信するとともに、指導者・
後継者の育成、受入れ体制の強化による交流人口の拡
大を図ります。あわせて、ユネスコ無形文化遺産登録
に向けた県民機運の醸成や、沖縄伝統空手道振興会の
運営基盤強化に向けた支援等を通じ、沖縄空手振興ビ
ジョンで示す将来像の実現に向けて取り組みます。
　令和４年度に初めて沖縄県で開催される「国民文化
祭」及び「全国障害者芸術・文化祭」については、「国
民文化祭・障害者芸術文化祭準備室（仮称）」を新設し、
市町村など関係機関と連携しながら、開催成功に向け
て取り組んでまいります。
　「医療の充実・健康福祉社会の実現」について申し
上げます。
　医療の提供体制の充実に向けては、現状を踏まえ、
地域医療連携体制の強化や不足が見込まれる医療機能
の病床の整備などに取り組むとともに、北部、離島地
域の医師不足及び県内全域における医師の診療科偏在
の解消などに取り組みます。
　薬剤師確保については、需給予測を踏まえ、県内国
公立大学への薬学部設置の可能性などについて調査を
行います。
　沖縄県立看護大学については、公立大学法人化に向
け、計画的に移行作業を進めてまいります。
　西普天間住宅地区跡地においては、沖縄健康医療拠
点の形成を促進します。
　健康福祉社会に向けては、働き盛り世代の健康増進
や歯科口腔保健対策の強化に取り組むなど、健康長寿
復活プロジェクトを推進してまいります。障害のある
人に対する誤解や偏見等をなくすための取組や手話
の普及啓発、発達障害に対する地域支援体制の整備な
ど、障害者の地域生活支援に取り組んでまいります。
　ひきこもりの問題については、調査や支援が行える
よう体制づくりに取り組みます。
　「子育て・高齢者施策の推進」について申し上げます。
　子供の貧困対策については、就学援助等の充実、生
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活困窮家庭に対する食支援体制の整備などに取り組み
ます。令和３年度末までの待機児童の解消に向け、
保育所の施設整備の支援や保育士確保を重点に置いた
施策等による市町村の支援を強化します。また、認可
外保育施設の入所児童の処遇向上などを含め、多様な
ニーズに対応した子育て支援、保育サービスなどの充
実を図るとともに、質の高い幼児教育・保育の提供に
向けて取り組みます。
　放課後児童クラブについては、設置促進や運営費等
に対する支援を行い、利用料金の低減や登録できない
児童の解消に取り組みます。
　母子健康包括支援センターの設置促進などライフス
テージに即した母子保健、子育て支援の施策を推進し
ます。両親以外の者が子供を育てる養育者世帯の課題
を把握し、相談体制を強化するなど、引き続き独り親
家庭等の支援を推進します。
　児童虐待防止対策については、児童相談所の体制強
化を図るとともに、虐待を受けた子供の相談が容易に
できる環境を整備します。
　介護サービスの充実に向け、地域包括ケアシステム
の推進や介護人材の確保に取り組むとともに、認知症
施策の強化や特別養護老人ホーム等の整備支援などに
取り組みます。
　「安心・安全で快適な社会づくり」について申し上
げます。
　人に優しい交通手段の確保に向けて、基幹バスシス
テムの構築やバス運転手確保の支援に取り組むととも
に、ＩＣＴで交通手段などをつなぐ、ＭａａＳ（マー
ス）の導入など、公共交通の利便性向上を目指します。
　住環境の整備については、県営高原団地、赤道団地、
平良北団地等の建て替えを推進するとともに、民間住
宅の省エネ化やバリアフリー化を促進します。
　高齢者等の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入
居支援の促進に向けて取り組みます。
　「新たな日常」の実現に向けて、「デジタル社会推進
課（仮称）」を新設し、デジタル化を強力かつ速やか
に推進します。
　大規模災害の教訓を踏まえ、県民の防災意識の向上
と迅速な避難行動の確保を図るとともに、国、市町村、
民間事業者等と連携した防災訓練や地域防災力の一翼
を担う消防団の充実強化や消防防災ヘリコプターの導
入に向けた取組を推進します。自然災害や感染症など
の危機事案に対応するため、「防災危機管理センター
棟（仮称）」の整備に向けて取り組みます。災害時要
配慮者に対する福祉支援体制の充実を図ります。
　災害に強い県土づくりに向けては、無電柱化の推

進、老朽化した道路施設及び海岸堤防等の改修、民間
施設などの耐震診断及び改修の支援など、強靭化に向
けた取組を推進します。治水・浸水、土砂災害、高潮
などの対策や、森林の維持・造成による潮風害の防止、
山地災害復旧・予防及び生活環境の保全を図ります。
水道施設の計画的な更新や耐震化を推進するととも
に、下水道施設の整備拡張や計画的な更新、耐震化の
推進、市街地の浸水対策の促進などに取り組みます。
　ちゅらうちなー安全なまちづくり条例に基づき、適
正飲酒の働きかけを含めたちゅらさん運動を一層深化
させます。
　「沖縄県犯罪被害者等支援条例（仮称）」の制定に向
けて取り組むとともに、犯罪被害者支援活動の充実に
向けた取組を推進します。子供・女性・高齢者等の安
全確保、少年の非行防止・保護対策のほか、「沖縄県
水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する
条例」の改正等による水難事故防止対策の強化など、
安全・安心に暮らせる地域づくりに取り組みます。交
通ルールの遵守とマナーの向上、飲酒運転根絶に向け
た県民意識の高揚など、交通の安全を確保するための
取組を推進します。
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
に伴う聖火リレーなど、大規模な行事に備えたテロ等
の未然防止対策のほか、緊急の事態に即応するための
諸対策を推進するとともに、国境離島の警備強化に取
り組みます。また、サイバー空間における脅威や暴力
団・準暴力団等による組織犯罪などへの的確な対処に
取り組んでまいります。
　ＤＶやストーカー、性犯罪等の被害未然防止対策を
強化するとともに、「沖縄県性暴力被害者ワンストッ
プ支援センター」における被害者支援に取り組みます。
国籍が異なる男女間のトラブル等の相談及び支援体制
の強化に向けて取り組んでまいります。
　消費者被害の未然防止と早期救済に向けた市町村相
談体制の充実や消費者への啓発などに取り組むととも
に、令和４年度の成年年齢引下げに向けた消費者教育
に取り組みます。
　「離島力の向上」について申し上げます。
　離島の新型コロナウイルス感染症対策については、
市町村及び関係機関と連携し、医療人材の確保・支援、
患者搬送体制の整備などに取り組みます。
　離島診療所への医師派遣や専門医による巡回診療な
どによる医療提供体制の確保、離島患者の経済的負担
の軽減などに取り組んでまいります。
　離島航路及び航空路の交通コストの低減、生活コス
トの低減、離島からの高校進学等の支援、船舶建造の
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支援など、離島の定住条件の整備に取り組みます。本
島周辺離島８村への水道水の安定供給と料金低減など
を図るため、水道広域化に取り組んでまいります。
　情報通信については、離島の情報通信基盤の高度化
の一環として、本島と北大東島を結ぶ海底光ケーブル
の整備を推進するとともに、離島及び過疎地域におけ
る陸上の光ファイバー網の整備、八重山地区民放ラジ
オ放送中継局等の再構築及び強靭化等に取り組みます。
　農林水産業については、生産性向上、担い手の育成・
確保、製糖業の経営安定、黒糖や地域の農林水産物の
販路拡大、６次産業化などの取組を推進し、離島の稼
ぐ力の向上に向けて取り組んでまいります。
　肉用牛生産の活性化に向けて、飼料生産の基盤整備
などを推進するとともに、農業用水確保等の農業生産
基盤の整備に取り組みます。
　港湾・空港施設の更新整備・機能向上、道路・公園
等の離島における社会基盤の整備を推進します。
　下地島空港については、周辺用地を含め、利活用を
促進するとともに、「下地島宇宙港事業」の早期展開
を支援します。デジタルトランスフォーメーション（Ｄ
Ｘ）・オンラインの活用も含めた交流促進や観光振興
などにより、離島・島嶼地域の活性化を図るとともに、
離島におけるテレワーク活用を促進します。
　「教育振興」について申し上げます。
　持続可能な社会の担い手の育成に向けて、教育活動
を通したＳＤＧｓの推進に取り組みます。
　学校教育については、新たな時代を創造する力を育
むため、授業改善や学校改善を推進します。また、少
人数学級を中学３年生まで拡大し、学校教育の充実に
取り組むとともに、ＩＣＴを活用した教育環境の整備
と学習活動の充実に取り組みます。生徒指導の充実に
向けて、正規教員率の改善に取り組むとともに、地域
や保護者の理解を得ながら、長時間勤務の縮減をはじ
めとする学校の働き方改革に取り組みます。
　小学校から高等学校までの学びをつなぎ、自己実現
と社会参画を図るキャリア教育の充実に努めてまいり
ます。沖縄らしいインクルーシブ教育システムの構築
に向けて、県立真和志高等学校に「ゆい教室」を開設
し、障害のある人も障害のない人も共に学ぶ取組を進
めてまいります。
　スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーの活用等により、いじめや不登校等の未然防止、
早期対応に取り組むとともに、薬物乱用防止教育など
を推進します。
　新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえなが
ら、海外短期研修の高校生派遣など、グローバル人材

の育成に向けて取り組みます。
　那覇市内の新たな特別支援学校について、令和４年
度の開校に向けた取組を推進するとともに、中部地区
の特別支援学校の過密化解消に向けて抜本的な対策に
取り組みます。
　特色ある教育を実践し、個性豊かな人材育成に貢献
している私立学校を支援し、私学教育の充実、多様な
人材の育成に取り組みます。
　給付型奨学金の実施など、大学等への進学を支援
し、進学率の向上を図るとともに、大学や専門学校等
に進学の意欲がある低所得世帯の学生に対し、国と連
携し、支援に取り組んでまいります。
　また、「家～なれ～」運動を推進するとともに、幅
広い地域住民等の参画による学習補助や学校支援、子
供たちの放課後の安全・安心な居場所づくりに取り組
みます。
　「知の拠点」として県立図書館が県民に親しまれる
よう取り組むとともに、離島等の図書館未設置町村に
おける移動図書館の実施などにより読書環境の充実を
図ります。
　玉城青少年の家については、令和４年度の全面開所
に向けて、取り組んでまいります。
　次に、甲第１号議案から甲第34号議案までの予算
議案について御説明申し上げます。
　令和３年度は、コロナ禍においても、県民の生命・
生活・雇用・事業を守り抜くとともに、より幅広い分
野においてウイズコロナからアフターコロナに向けた
将来を見通した取組を進める必要があります。このた
め、「重点テーマ」を踏まえつつ、「沖縄県ＰＤＣＡ」
等の反映及び「沖縄県行政運営プログラム」の推進に
より、限られた財源を重点的に配分することにより、
持続可能な沖縄の発展と誰一人取り残さない社会づく
り（ＳＤＧｓ）の実現に向けて取り組む方針の下、必
要な予算を計上いたしました。
　その結果、令和３年度当初予算は、
　　　一般会計において　　7912億2600万円
　　　特別会計において　　2312億7360万円
　　　企業会計において　　1393億3178万円
の規模となっております。
　また、令和２年度補正予算につきましては、新型コ
ロナウイルス感染症や国の補正予算への対応、その他
の事業の執行状況に応じた所要の補正を行うこととし
ており、一般会計において192億1278万2000円を計
上しているほか、７の特別会計、水道事業会計及び流
域下水道事業会計において所要の補正予算を計上して
おります。
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　これらの補正予算10件につきましては、先議案件
として御審議を賜りますようお願い申し上げます。
　次に、乙第１号議案から乙第43号議案までの乙号
議案につきましては、条例議案が「沖縄県の事務処理
の特例に関する条例の一部を改正する条例」など21
件、議決議案が「工事請負契約について」など16件、
同意議案が「副知事の選任について」など２件、承認
議案として「専決処分の承認について」を４件提案し
ております。
　このうち、乙第10号議案「沖縄県新型コロナウイ
ルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例」
など４件につきましては、先議案件として御審議を賜
りますようお願い申し上げます。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしく
お願いいたします。
　以上をもちまして、今回提案いたしました議案の説
明といたします。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。イッペーニ
フェーデービル。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事の提案理由の説明は終わ
りました。
　ただいま議題となっております議案中、乙第19号
議案「沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の
特例に関する条例の一部を改正する条例」について
は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55
条第４項の規定により教育委員会の意見を聞く必要
がありますので、ただいまから教育委員会教育長の意
見を求めます。
　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　おはようございます。
　それでは、ただいま議長から、地方教育行政の組織
及び運営に関する法律第55条第４項の規定に基づき、
教育委員会の意見を求められましたので、当委員会の
意見を申し上げます。
　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条
第１項の規定により、沖縄県教育委員会の権限に属す
る市町村立学校職員給与負担法第１条に規定する職
員に係る沖縄県職員の給与に関する条例に規定する
扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当につ
いて、沖縄県人事委員会規則で定めるこれらの手当の
支給に関する事務を、条例の定めるところにより、市
町村が処理することとすることができることになっ
ております。
　乙第19号議案「沖縄県教育委員会の権限に属する

事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条
例」につきましては、法律の規定の趣旨に沿ってこれ
らの事務を市町村が処理することとするものである
ことから、適当であると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育委員会教育長の意見の開
陳は終わりました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　この際、日程第４　議員提出
議案第１号　米軍航空機の低空飛行に関する意見書
及び日程第５　議員提出議案第２号　米軍航空機の
低空飛行に関する抗議決議を一括議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　照屋守之君。

〔議員提出議案第１号及び第２号　巻末に掲載〕

　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　おはようございます。
　ただいま議題となりました議員提出議案第１号及
び同第２号の２件につきまして、２月10日に開催し
た米軍基地関係特別委員会の委員により協議した結
果、議員提出議案として提出することに意見の一致を
見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申
し上げます。
　提案理由は、米軍航空機の低空飛行について関係要
路に要請するためでありますが、県民に不安を与える
低空飛行については容認できるものではありません。
　私どもは県民の生命財産を守る、県民に不安を与え
ない、このことが最優先であります。
　議員提出議案第１号を朗読いたします。
　　　〔米軍航空機の低空飛行に関する意見書朗読〕
　次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同
じでありますので、宛先だけを申し上げます。

〔米軍航空機の低空飛行に関する抗議決議の宛
先朗読〕

　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
　なお、議員提出議案第１号の意見書の宛先に係る県
内所在関係機関、同第２号の抗議決議の宛先で、在沖
米国総領事につきましては、米軍基地関係特別委員会
委員を派遣する必要があるとの意見の一致を見てお
りますので、議長におかれましてはしかるべく取り計
らっていただきますようお願い申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
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ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
及び第２号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第１号
「米軍航空機の低空飛行に関する意見書」及び議員提
出議案第２号「米軍航空機の低空飛行に関する抗議決
議」の２件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第１号及び議員提出議案第２
号は、原案のとおり可決されました。

○議長（赤嶺　昇君）　ただいま可決されました議員
提出議案第１号及び第２号については、提案理由説明
の際提出者から、その趣旨を県内の関係要路に要請す
るため米軍基地関係特別委員会委員を派遣してもらい
たいとの要望がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第１号及び第２号の趣旨を県内の関係
要路に要請するため、米軍基地関係特別委員会委員を

派遣することとし、その期間及び人選については、議
長に一任することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第６　陳情第２号、第３
号及び第20号の付託の件を議題といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情３件のうち、陳情第２号及び第３号
については米軍基地関係特別委員会に、第20号につ
いては新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会
にそれぞれ付託の上、審査することにいたしたいと思
います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　議案研究のため、明２月17日から23日までの７日
間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明２月17日から23日までの７日間休会と
することに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、２月24日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前11時10分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員　　上　　里　　善　　清

会議録署名議員　　島　　尻　　忠　　明



令和３年２月24日

令和３年
第 １ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録

（第２号）
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議　　事　　日　　程　第２号
令和３年２月 24日（水曜日）

午前 10時開議
第１　米軍人による強制わいせつ事件に関する意見書

照屋　守之君　小渡良太郎君
仲里　全孝君　仲村　家治君
又吉　清義君　上里　善清君
照屋　大河君　瀬長美佐雄君　　提出　議員提出議案第３号
比嘉　瑞己君　玉城健一郎君
山里　将雄君　新垣　光栄君
金城　　勉君　當間　盛夫君

第２　米軍人による強制わいせつ事件に関する抗議決議
照屋　守之君　小渡良太郎君
仲里　全孝君　仲村　家治君
又吉　清義君　上里　善清君
照屋　大河君　瀬長美佐雄君　　提出　議員提出議案第４号
比嘉　瑞己君　玉城健一郎君
山里　将雄君　新垣　光栄君
金城　　勉君　當間　盛夫君

第３　代表質問

本日の会議に付した事件
日程第１　米軍人による強制わいせつ事件に関する意見書
日程第２　米軍人による強制わいせつ事件に関する抗議決議
日程第３　代表質問

出　席　議　員（48名）

令和３年
第 １ 回　沖縄県議会（定例会）会議録（第２号）

� 令和３年２月 24日（水曜日）午前 10時開議
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議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君

11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　２月16日、照屋守之君外13人から議員提出議案第
３号「米軍人による強制わいせつ事件に関する意見
書」及び議員提出議案第４号「米軍人による強制わい
せつ事件に関する抗議決議」の提出がありました。
　次に、説明員として出席を求めた労働委員会会長藤
田広美君は、所用のため本日から26日まで及び３月
１日から４日までの会議に出席できない旨の届出が
ありましたので、その代理として、労働委員会事務局

長山城貴子さんの出席を求めました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○議長（赤嶺　昇君）　この際、日程第１　議員提出
議案第３号　米軍人による強制わいせつ事件に関す
る意見書及び日程第２　議員提出議案第４号　米軍
人による強制わいせつ事件に関する抗議決議を一括
議題といたします。

23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君

説明のため出席した者の職、氏名
知　　　　　　　　事　　玉　城　デニー　君
副　　　知　　　事　　富　川　盛　武　君
副　　　知　　　事　　謝　花　喜一郎　君
政　策　調　整　監　　島　袋　芳　敬　君
知　事　公　室　長　　金　城　　　賢　君
総　　務　　部　　長　　池　田　竹　州　君
企　　画　　部　　長　　宮　城　　　力　君
環　　境　　部　　長　　松　田　　　了　君
子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん
保 �健 �医 �療 �部 �長　　大　城　玲　子　さん
農 �林 �水 �産 �部 �長　　長　嶺　　　豊　君
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
文化観光スポーツ部長　　渡久地　一　浩　君

土 �木 �建 �築 �部 �長　　上　原　国　定　君
企　��業　��局　��長　　棚　原　憲　実　君
病 �院 �事 �業 �局 �長　　我那覇　　　仁　君
会���計���管���理���者　　伊　川　秀　樹　君
知　� 事　� 公　� 室
秘��書�防�災�統�括�監　　平　敷　達　也　君

総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君
教　　　育　　　長　　金　城　弘　昌　君
警���察���本���部���長　　日　下　真　一　君
労働委員会事務局長　　山　城　貴　子　さん
人事委員会事務局長　　大　城　直　人　君
代��表��監��査��委��員　　安慶名　　　均　君

36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

事 　 務 　 局 　 長　　勝　連　盛　博　君　
次　　　　　　　　長　　知　念　弘　光　君
議　　事　　課　　長　　平　良　　　潤　君
副 参 事 兼 課 長 補 佐　　佐久田　　　隆　君
主　　　　　　　　査　　宮　城　　　亮　君

主　　　　　　　　査　　親富祖　　　満　君
政��務��調��査��課��長　　上　原　貴　志　君
副　　　参　　　事　　中　村　　　守　君
主　　　　　　　　幹　　城　間　　　旬　君
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　提出者から提案理由の説明を求めます。
　照屋守之君。

〔議員提出議案第３号及び第４号　巻末に掲載〕

　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　おはようございます。
　ただいま議題となりました議員提出議案第３号及び
同第４号の２件につきまして、２月16日に開催した
米軍基地関係特別委員会の委員により協議した結果、
議員提出議案として提出することに意見の一致を見ま
したので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上
げます。
　提案理由は、米軍人による強制わいせつ事件につい
て関係要路に要請するためであります。
　私ども県議会は、度重なる低空飛行への抗議を行っ
てきたわけでありますけれども、このたびのわいせつ
事件についても誠に遺憾であり、容認できるものでは
ございません。
　次に、議員提出議案第３号を朗読いたします。

〔米軍人による強制わいせつ事件に関する意見
書朗読〕

　次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同
じでありますので、宛先だけを申し上げます。

〔米軍人による強制わいせつ事件に関する抗議
決議の宛先朗読〕

　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
　なお、議員提出議案第３号の意見書の宛先に係る県
内所在関係機関、同第４号の抗議決議の宛先で、第３
海兵遠征軍司令官及び在沖米国総領事につきまして
は、米軍基地関係特別委員会委員を派遣する必要があ
るとの意見の一致を見ておりますので、議長におかれ
ましてはしかるべく取り計らっていただきますようお
願い申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第３号
及び第４号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。

　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第３号
「米軍人による強制わいせつ事件に関する意見書」及
び議員提出議案第４号「米軍人による強制わいせつ事
件に関する抗議決議」の２件を一括して採決いたしま
す。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
��よって、議員提出議案第３号及び第４号は、原案の
とおり可決されました。

○議長（赤嶺　昇君）　ただいま可決されました議員
提出議案第３号及び第４号については、提案理由説明
の際提出者から、その趣旨を県内の関係要路に要請す
るため米軍基地関係特別委員会委員を派遣してもらい
たいとの要望がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第３号及び第４号の趣旨を県内の関係
要路に要請するため、米軍基地関係特別委員会委員を
派遣することとし、その期間及び人選については、議
長に一任することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　この際、念のため申し上げます。
　本日から26日まで及び３月１日から４日までの７
日間にわたって行われます代表質問並びに一般質問及
び議案に対する質疑につきましては、議会運営委員会
において決定されました質問要綱に従って行うことに
いたします。

○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　おはようございます。
　沖縄・自民党を代表し、質問を行います。
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　初めに、新型コロナウイルス感染症によりお亡くな
りになられた皆様に哀悼の意を表します。同時にま
た、今なお感染されて厳しい状況にある皆様にお見舞
いを申し上げます。
　さらにはまた、コロナウイルス感染対策に取り組ん
でおられる医療従事者の皆様、全ての皆様方に改めて
敬意と感謝を申し上げます。
　私ども沖縄・自民党は、県民の声を拾い上げ、安心・
安全で普通の暮らしに戻れるよう県、国などの実施機
関へ働きかけ、新型コロナウイルス感染問題対策に取
り組んでまいります。
　さて、玉城知事が就任されて２年余りが経過し、今
改めて県民の立場で玉城県政、オール沖縄県政を検討
すべきであると考えております。
　東京では、総務省幹部による会食問題について総務
大臣が懲戒処分することが決まったようであります。
沖縄県における玉城知事と受託者との会食問題を改め
て参考人招致などで真相を究明する必要を感じている
わけであります。玉城知事もぜひ協力をお願いしたい
わけであります。
　今、玉城県政の人事、基地問題、経済振興、尖閣問題、
緊急事態への対応、国との関係など、この２年余りの
玉城オール沖縄県政の運営に県民から不安や不満の声
が寄せられております。特に尖閣諸島については、我
が国の領土であり県土でありながら玉城知事は自ら守
ることに消極的で、国任せの対応に県民から厳しい声
が寄せられております。コロナ感染問題が続く中で、
このままでは県政不況になるのではと危惧する声も出
始めております。
　私は現在の沖縄県政、玉城県政、オール沖縄県政で
は厳しい局面を打開し、県民の期待に応えることは難
しいと考えております。同時にオール沖縄も６年が経
過し、選挙のときだけのオール沖縄、もう限界だと思
います。
　次に、玉城知事の所信表明については、残念ながら
玉城知事の県政課題解決への意欲を感じることができ
ない内容であると思います。所信表明は、玉城知事の
１年間の具体的な取組を中心に県民に示すべきだと思
います。
　次の４点が抜けていることが大変残念でなりません。
　①、那覇軍港の返還に関する具体的な取組。②、臨空・
臨港都市構想については、昨年末、県民に明らかにし
て次期振計の骨子案にするとしながら具体的な取組が
記載をされておりません。③、新沖縄振興計画につい
ては、その基となる沖縄振興法の法律の制定への取組。
④、米軍専用施設50％以下を目指す。この表明をす

るのであれば所信表明で、普天間飛行場の返還、嘉手
納以南の返還を具体的に示すことが先であります。
　以上の４点が今回の所信表明に入っていないのが不
思議であり、玉城知事のやる気を感じることができな
いわけであります。
　私は、玉城知事の明るさ、素直さ、人懐っこさは評
価をいたしております。一方で県の最高責任者、権力
者としての方向性を示す力、実行するための決断力、
解決に向けての具体的な行動力が弱いと考えておりま
す。緊急事態への対応も弱いと思います。その観点か
らも玉城知事の所信表明には疑問を持っております。
　基地の整理縮小について玉城知事は、復帰50周年
で50％以下を目指すとしていますが、復帰50年だか
ら50％、復帰55年であれば55％ということでしょう
か。玉城知事として具体策を示すことができなければ
責任が伴うと思います。
　辺野古問題については、相変わらず対話を求めてい
く。繰り返しであります。玉城知事は辺野古に造らせ
ない、公約の実現に向けて県民の思いに応えていくと
表明しております。ところが辺野古では、オール沖縄
県政で埋立承認などの行政手続で工事は進められてお
ります。県土建部の資料によると、辺野古の埋立工事
は事業費7200億円のうち既に約2000億円が支出済み
で工事は約28％進んでいることになります。辺野古
の現状からすると玉城知事は、公約を守っているとは
言えないと思います。公約に反していると思いますの
で、玉城知事は県民に対してなぜそのようになったの
かを説明し、今後の対応についても説明したほうがい
いと思います。
　以上申し上げ、質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、次期沖縄振興計画で国際物流拠点の形成と臨
空・臨港型産業の集積を掲げ、臨空・臨港都市を形成
するとしている。那覇軍港と那覇空港の近接地が想定
されるが、地主や那覇市及び国との調整はなされてい
るか、財源の確保はどうか見解を伺います。
　(2)、知事は、浦添市長が北側案を容認して以降、
民港優先を言い続けてきたが、最近の那覇港管理組合
議会での答弁や記者会見で那覇軍港の早期移設に言及
している。知事として、那覇軍港の早期移設を求める
姿勢と考えてよいか伺います。
　(3)、知事の那覇軍港は遊休化しているとの発言に
ついて、さきの県議会で副知事は明確な答弁はできな
かった。知事の発言の真意と事実関係を伺います。
　(4)、浦添市長選挙で、現職の松本氏が３選を果た
した。争点の那覇軍港の移設は市民の信任を得たと考
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えるが、知事の見解を伺いたい。また、知事は、移設
容認を明確にしながら移設反対を公約とする候補の応
援に入っている。知事の政治姿勢として一貫性を欠い
ているのではないか伺います。
　(5)、首里城火災で明らかとなったのは、火災発見
の遅れ、初期消火の失敗である。関係機関の連携不足
が指摘されているが、今後の防火機能の強化につい
て、どのような議論がなされているか伺います。
　(6)、尖閣諸島の周辺海域における中国の行動が激
化している中、中国は、海上で中国の主権や管理権を
侵害する外国の組織、個人に対し、中国海警局に武器
の使用を認める海警法を成立させ、圧力を強めている。
島、岩礁に外国組織が設けた建造物を強制的に取り壊
せるとも規定しているようであり、本県漁船への危険
性や尖閣の島に上陸の可能性も指摘されている。知事
の認識と対応について伺います。
　(7)、中国海警局に武器の使用を認める海警法の成
立を受け、尖閣諸島周辺における警戒の重要性が再認
識された。我が国の主権を守り、本県漁船の安全をい
かに守り安心して操業できるか。現在進められている
自衛隊の離島配備の必要性が高まったと考えるが、知
事の所見を伺います。
　(8)、知事は、富川副知事の後任に現政策参与の照
屋義実氏を起用するとしている。現在県は、次期沖縄
振興計画の策定や新型コロナ感染症で疲弊した企業等
の支援、県経済の立て直しという重要な時期である。
この時期の人事として適切とは思えない。報道では
オール沖縄の立て直しの政治的人事としている。知事
は県経済より選挙が重要であるか伺います。
　(9)、オール沖縄とは、選挙で勝つための仕組みで
あり、その理念である保革が腹八分で問題を解決する
ことができていないと思う。オール沖縄は崩壊し、革
新共闘になっている。知事の見解を伺います。
　(10)、玉城知事は、就任２か年間の評価を問われ、「自
分自身はいつも０点と思っているが、０点では全く仕
事をしていないことになりかねないので、折り返しの
50点」と語っていた。なぜ、玉城知事は仕事をしな
いのか伺います。
　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時20分休憩
　　　午前10時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　（パネルを掲示）　この玉城知事の仕
事しない発言は、10月３日の報道であります。私は
非常に不思議に思いました。なぜこのように玉城知事

は、公の場で仕事をしない０点、あるいは50点、そう
いうふうな発言をしたのか。非常に不思議であります。
県民に対してそういうアピールをなぜする必要がある
のかということも含めて、なぜ玉城知事は仕事をしな
いのか伺います。
　２、新型コロナウイルス感染症対策について。
　(1)、新型コロナウイルス感染症対策については、
特別措置法に基づいて、国、県、市町村が行動計画を
つくり進めることになっている。沖縄県の行動計画と
市町村との連携について伺います。
　(2)、県独自の緊急事態宣言を発出し、飲食店等に
時短営業や県民に不要不急の外出自粛を要請した。こ
の間の感染防止への対応と対象企業や観光関連業等へ
の支援、県民の外出自粛の効果について伺いたい。
　(3)、今回の緊急事態宣言による企業への支援につ
いて、緊急小口資金、総合支援資金等の延長や拡充が
なされたが、コロナが終息しない中、中小企業セーフ
ティネット資金追加融資による中小企業・零細企業支
援を拡充する必要性について、県の認識と対応につい
て伺います。
　(4)、新型コロナ感染症で観光関連業の休業や廃業
が危惧され、従業員の雇用を守るため、県や市町村に
よる観光関連企業からの出向受入れ等の要請もある
が、県の対応を伺います。
　(5)、時短営業要請に応じた飲食業への協力金につ
いて、本県における対象店舗数、申請数及び支払い件
数等について伺います。
　(6)、県内の観光関連業を中心に緊急事態宣言によ
る支援等について、国の緊急事態宣言と同様な支援金
の支給を求めている。県の認識と国の対応について伺
います。
　(7)、新型コロナ感染症の影響で、県内の企業の休
廃業や解散が最多となった。今後コロナの終息が見通
せない中でさらなる廃業・休業が増えると思われる。
現状把握と県独自の支援策について伺います。
　(8)、本県の人口10万人当たりの新規感染者数は、
全国の中でも高止まりしており、病床占有率は限界に
近づき重症者も増えており危機的な状況にある。受入
れ病床の現状と今後の見通しについて伺いたい。
　(9)、感染拡大が止まらず、新型コロナ患者の受入
れ病院の逼迫に伴い、民間病院での受入れや病床設置
の要請もあるが、本県における状況と可能性について
伺います。
　(10)、国は、ワクチン接種に向け準備を進めている
が、接種実施は市町村が担う。本県における市町村の
体制整備は順調か。また、接種の方針や優先順位、国
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との調整等県の取組状況について伺います。
　(11)、感染拡大で病床が逼迫している中で、特に離
島においては医療崩壊の危機にあるようだが、離島の
現状と本島医療機関との連携・協力体制は構築されて
いるか伺います。
　(12)、感染拡大で、演劇やコンサート、各種イベン
ト等の中止で、文化芸能関係は深刻な打撃を受けてい
る。本県における状況と、県としてどのような支援策
や対策を講じているか伺います。
　(13)、休業手当の一部を補塡する雇用調整助成金の
制度が延長されたが、申請があった企業の内訳や申請
がない企業への指導方法など、県の取組について伺い
ます。
　(14)、本県は、観光が県経済を支えている現状から、
医療の逼迫を防ぎコロナの感染防止が最優先との声が
ある中、医療と経済の両立を求める声も強い。県の認
識と対応について伺います。
　(15)、若者の感染が増え、症状が軽いことから感染
防止意識が薄いと言われる。現実は若者から中高年層
への感染も指摘されており、県の若者向けの情報発信
や指導はどのように行われているか伺います。
　(16)、玉城知事は、議事録の作成、クラスター数の
公表、ＰＣＲ検査での振る舞い、モーニングスマイル
の録音等コロナ対策本部長として極めて不適切な対応
であり、責任が問われると思います。知事の見解を伺
います。
　３、県内産業の振興について。
　(1)、2020年上半期における県内企業の倒産状況に
ついて、その要因とそのうち新型コロナウイルス感染
拡大により倒産した割合について伺います。
　(2)、国や県の休業要請で休業した企業の多くは、
資金繰りや雇用の維持等で苦しんでいる。本県の経営
基盤の脆弱な企業に対しては、現状の支援策のほか、
さらなる国や県の支援が必要と考えるが、県の対応を
伺います。
　(3)、新型コロナウイルス感染症により県内企業は
大きな打撃を受け、資金繰りに苦慮している。国及び
県の支援策と県信用保証協会への保証申込みの状況と
件数、業種別等について伺います。
　(4)、国は、2030年度までに段階的に石炭火力発電
所の休廃止の検討に入ったが、本県における石炭発電
の状況と休廃止への取組、また、離島県という地理的
状況への配慮はあるか伺います。
　(5)、コロナ感染拡大の影響で公的機関や民間企業
等で在宅勤務が増えたが、コロナ後を見据えウイズコ
ロナが言われる中、自治体が率先して在宅勤務を進め

る必要があると考えるが、本県における取組について
伺います。
　４、県内社会資本の整備について。
　(1)、県における新型コロナ感染症の影響で国及び
県が実施する道路・港湾、公共施設等の事業で、入札
不調や事業の延期、中断や遅れ、事業縮小など、現状
を伺います。
　(2)、道路、河川、下水道などの社会基盤の老朽化
への対応や改修等について、優先度により沖縄振興公
共投資交付金や国庫補助等を活用し耐震化に取り組ん
でいるが、沖縄振興公共投資交付金は年々減額され、
国庫補助等も大幅な増額は期待できない中で、計画は
達成できるのか伺います。
　(3)、我が国における外国資本による土地取得増加
が問題視されている。取得制限には様々な課題がある
ようだが、本県における事例について県は把握してい
るか伺います。
　(4)、県職員の間に業務に起因する訴訟に備えて保
険に加入する職員が増えているというが、その背景に
何があるか。この状況を知事はどのように受け止めて
いるか伺います。
　(5)、座間味村の浄水場建設地が決定されたが、浄
水場の建設場所について座間味村及び村民の同意は得
られたか。建設着工時期など今後のスケジュールにつ
いて伺います。
　(6)、県は、建設人材の確保・育成について、沖縄
県建設産業ビジョン2018において最重要課題と位置
づけているが、人材確保には教育機関や産業界との連
携や魅力ある産業の育成、雇用環境の改善など課題は
多い。どのように取り組むか伺います。
　５、子ども・子育て支援について。
　(1)、待機児童の解消に向け、国は2024年度末まで
を目標に設定した。その間、保育の受皿を14万人分
整備するとしている。これまで県も達成年度を先送り
にしており、国と歩調を合わせ達成に向けた取組が必
要ではないか伺います。
　(2)、県は、保育士確保に向け県独自の施策を進め
ているが、潜在保育士の保育業務への復帰を促進する
ための施策や支援策等とこれまでの成果について伺い
ます。
　(3)、こども医療費の助成について、中学卒業まで
からさらなる拡充が必要であるが、窓口無料化に対す
る国庫負担金の減額に対する県の対応と今後の18歳
までの無償化拡充に向けた考え方について伺います。
　(4)、新型コロナ感染症の影響で企業の雇用維持体
制が崩れているが、特に、障害者の雇用や就労支援事
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業にも影響している。現状と県の対応について伺いま
す。
　(5)、子供の貧困対策に関し、沖縄子供の貧困緊急
対策事業の活用状況とこれまでどのような成果があ
り、今後の貧困解消に向けた対策等について伺います。
　(6)、新型コロナの感染拡大を懸念し、児童の保育
園への登園自粛の要請や保護者からの嫌がらせが聞か
れたが、第３波の現状における状況と県の対応につい
て伺います。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　代表質問、誠実に、真摯に答弁を心がけてまいりた
いと思います。
　それでは、照屋守之議員の御質問にお答えいたしま
す。
　まず、知事の政治姿勢についての御質問の中の１の
(6)、中国海警法に対する認識と対応についてお答え
いたします。
　尖閣諸島周辺海域については、中国公船等による領
海侵入や漁船追尾等に加え、去る２月１日に中国海警
局の武器使用を認める中国海警法が施行され、漁業者
にさらなる脅威を与える状況となっております。
　沖縄県としては、尖閣諸島周辺海域において不測の
事態が生じることは断じてあってはならないものと考
えており、去る２月19日に外務大臣、国土交通大臣、
防衛大臣及び沖縄及び北方対策担当大臣に対し、同海
域における安全確保や冷静かつ平和的な外交（対話）
によって中国との関係改善を図ること等について要請
を行ったところであります。
　次に１の (10)、知事就任２年間の評価についてお
答えいたします。
　御指摘の件については、昨年10月２日の記者会見
における就任２年を迎えて自分自身に点数をつけると
したら、何点かとの御質問に対し、お答えしたもので
あります。自分自身を評価することはおこがましいこ
とでもあり、大変難しいことでありますが、掲げた公
約の全てに着手し、100点を目指して取り組んでおり、
任期４年の折り返し地点であるとの趣旨から、50点
と述べさせていただいたものであります。
　次に、新型コロナウイルス感染症対策についての御
質問の中の２の (10)、県や市町村のワクチン接種に
係る取組状況についてお答えいたします。
　現在、沖縄県内の全市町村においては、新型コロナ

ウイルスワクチン接種に係る対策チームの発足等、住
民接種に向けた体制の構築が進められております。接
種方針については、集団接種または各医療機関での個
別接種を想定しています。接種に当たっては、医療従
事者等から開始し、次に高齢者、その次に基礎疾患を
有する者及び高齢者施設等の従事者と国において順序
が示されております。沖縄県ではワクチンチームを立
ち上げ、人口規模や地理的条件等、地域の実情に合わ
せ検討しているところであり、特に小規模離島につい
ては、クラスター対策及び医療崩壊を防ぐために、高
齢者と高齢者施設等の従事者やその他の住民の接種を
同時期に行うなど、地域の実情に合わせた柔軟な対応
ができるよう国と調整を図っているところであります。
　沖縄県としましては、コロナ対策の切り札となるワ
クチン接種が円滑に進められるよう市町村及び医師会
をはじめ関係医療団体と連携し、万全な体制で取り組
んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の中の (1)、国際物流拠点の形成と
臨空・臨港型産業の集積に係る国等との調整や財源確
保についてお答えいたします。
　県では、アジアのダイナミズムを取り込み、引き続
き県経済の発展を図るため、アジアとの経済交流の重
要性を掲げる新沖縄発展戦略を踏まえ、新たな振興計
画の策定を進めているところであります。
　県としましては、国際物流拠点の形成と臨空・臨港
型産業の集積に向け、国際物流拠点産業集積地域那覇
地区の拡充など、今後、新たな振興計画の策定を進め
る中で、国をはじめとする関係機関等との調整や財源
の確保など、施策の推進に必要な取組を進めてまいり
ます。
　次に２、新型コロナウイルス感染症対策についての
御質問の中の (2)、時短要請等の関連事業者への支援
についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、昨年12月14日に那覇市、浦添市、沖縄市の３市、
12月23日には宜野湾市、名護市の２市、今年の１月
８日には宮古島市、石垣市の２市を加えた合計７市の
飲食店等事業者に対し、営業時間短縮要請を発出いた
しました。さらに、１月19日に県独自の緊急事態宣
言を発出し、時短要請を全市町村に拡大したところで
す。時短要請の対象となった事業者については、国の
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臨時交付金の協力要請推進枠を活用した協力金を支
給することとしております。
　同じく２の (3)、追加融資による支援拡充の必要性
についてお答えいたします。
　新型コロナウイルスの感染拡大による影響が長期
化することにより、中小企業者の資金繰りの深刻化も
懸念され、事業継続を図るためにも、引き続き資金繰
りを支援する必要があります。県では、昨年２月に、
同感染症の影響を受けた中小企業者を対象に中小企
業セーフティネット資金の融資を開始したほか、県内
金融機関に対し、既存融資の返済猶予等の条件変更や
新規貸出しなど、迅速かつ柔軟な対応を求めてまいり
ました。また、５月からは、３年間実質無利子等の新
型コロナウイルス感染症対応資金を創設し、さらに、
今年の２月１日には、同資金の融資限度額を4000万
円から6000万円に拡充しております。令和２年度分
の貸付金予算については、補正分を含め、合計で約
602億円を確保したところ、さらなる資金需要の増加
に対応するため、同資金の民間金融機関との協調倍率
を３倍から５倍に見直した結果、融資枠は約2659億
円に拡大しております。
　県としては、引き続き円滑な資金繰りを支援し、中
小企業者の事業の継続につなげてまいります。
　同じく２の (5)、協力金の対象店舗数、申請件数及
び支払い件数等についてお答えいたします。
　営業時間短縮の要請に係る協力金の店舗について
は、昨年12月14日と同23日の発出で、５市5878件、
今年の１月８日及び同19日の発出により、全市町村
9914件が対象となりました。さらに、２月４日に県
の緊急事態宣言が延長となったことから、全市町村
9914件の飲食店等事業者に再度の時短営業を要請
し、累計で２万5706件が対象となり、昨年12月以降
の時短要請に係る協力金の予算総額は、206億2528
万円となっております。申請状況等については、２月
19日時点で、５市分が申請5473件に対し、支払い済
み2472件、支給割合は45.2％となっております。ま
た、全市町村を対象とした協力金については２月８日
から受付を開始し、順次、審査を進めているところで
あり、３月１日からは緊急事態宣言の延長分の申請に
ついても受付を開始する予定としております。
　同じく２の (6)、国の緊急事態宣言と同様な支援金
の支給に係る県の認識と国の対応についてお答えい
たします。
　国や県独自の緊急事態宣言による経済的影響は、宿
泊業をはじめ様々な分野に及んでいます。こうした県
内事業者への支援を行うため、県では国に対し、国の

緊急事態宣言地域と同等の支援を行うことなどの要
請を行い、併せて他の都道府県と連携し、全国知事会
等を通じて同様の要請を繰り返し行ってきたところ
です。その結果、国が実施する緊急事態宣言の影響緩
和に係る一時支援金では、県内でも旅客運送事業者、
宿泊事業者、土産物小売店、旅行代理店、イベント事
業者等が対象となり得ることとなったことから、これ
らの事業者への周知及び活用に向けたサポートに取
り組んでまいります。加えて、県としては、最重要課
題である事業継続と雇用維持のために、資金繰り支援
の融資限度額拡充や雇用調整助成金の上乗せ助成を
継続するとともに、幅広い業種で利用可能なハピ・ト
ク沖縄クーポンの発行等の域内需要喚起策を継続実
施してまいります。
　同じく２の (7)、県内休廃業の現状と県独自の支援
策についてお答えいたします。
　民間機関の調査によると、県内企業の休廃業等は、
平成30年が375件、令和元年が370件、令和２年は
384件と推移しております。休廃業等の件数が増加し
た要因としては、新型コロナウイルス感染症の終息が
見通せず、自主的な休廃業等を選択している可能性が
指摘されております。
　県としては、最重要課題である事業継続と雇用の維
持のために、資金繰り支援の融資限度額拡充や雇用調
整助成金の上乗せ助成を継続するとともに、県産品の
Ｅコマース等の情報を集約した「まいにちに。おきな
わ」や、幅広い業種で利用可能なハピ・トク沖縄クー
ポンの発行等の域内需要喚起策を継続実施してまい
ります。
　同じく２の (13)、雇用調整助成金の実績と県の取
組についてお答えいたします。
　沖縄労働局によると、雇用調整助成金の申請件数
は、２月19日現在で４万1177件となっており、「宿
泊業、飲食サービス業」、「卸売業、小売業」、「生活関
連サービス業、娯楽業」からの申請が多いとのことで
す。県では、同助成金の活用促進のため、事業主への
情報提供の強化や出張相談窓口の設置などを行って
おります。また、去る２月16日には、経済団体に対し
て、同助成金の活用による雇用維持等への配慮につい
て要請を行ったところであります。引き続き同助成金
の活用促進と県独自の上乗せ助成を行うことで、雇用
の維持を図ってまいります。
　同じく２の (14)、医療と経済の両立に係る県の認
識と対応についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症対策本部と同緊
急経済対策本部を両輪に、知事の陣頭指揮の下、全部
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局が連携して、安全・安心の島沖縄の構築と県民の事
業と生活を維持し、将来を先取りした経済の礎を築く
取組を軸に、感染症対策と経済対策に取り組んでおり
ます。今後も、経済対策基本方針に基づき、医療提供
体制の構築やＰＣＲ検査体制の拡充及び水際対策の強
化等を図るとともに、県内事業者の事業継続や雇用の
維持、経済活動の回復に資する経済対策を切れ目なく
実施してまいります。
　次に３、県内産業の振興についての御質問の中の
(1)、2020年上半期の県内企業倒産状況とその要因等
についてお答えいたします。
　民間機関の調査によると、2020年上半期の県内に
おける負債総額1000万円以上の倒産発生件数は13件
となっております。その要因として、販売不振等の不
況型倒産が10件、設備投資過大が３件となっており
ます。新型コロナウイルス感染症関連倒産につきまし
ては、２件で、全体の約15％となっております。
　同じく３の (2)、経営基盤の脆弱な企業に対するさ
らなる国や県の支援についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症に係る沖縄県の
経済対策基本方針に基づき、事業や雇用の維持に必要
な対策を優先的に講じてきました。特に最重要課題で
ある事業継続と雇用維持のために、資金繰り支援の融
資限度額拡充や雇用調整助成金の上乗せ助成を継続す
るとともに、幅広い業種で利用可能なハピ・トク沖縄
クーポンの発行等の域内需要喚起策を継続実施してま
いります。また、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時
支援金や中小企業等事業再構築促進事業等の国の支援
策の周知及び活用に向けたサポートについても、国と
連携して取り組んでまいります。
　同じく３の (3)、国及び県の支援策と県信用保証協
会への保証申込状況等についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業
者に対して、沖縄公庫では新型コロナウイルス感染症
特別貸付、県では新型コロナウイルス感染症対応資金
において、３年間実質無利子等の資金繰り支援を実施
しております。県信用保証協会の同感染症に関する保
証申込みについては、２月５日現在、１万3237件、
約2178億円で、業種別では、サービス業が全体の約
38％と最も多く、次いで飲食業、建設業となっており
ます。なお、今年度の同感染症関連の融資枠使用率は、
１月末現在で約67％となっており、今後の資金需要
にも対応できると考えております。
　同じく３の (4)、石炭発電の状況と休廃止への取組、
地理的状況への配慮についてお答えいたします。
　沖縄県における石炭火力の電源構成比は、2019年

度時点で約６割となっております。国の石炭火力発電
休廃止の検討の中においては、沖縄について地域性を
配慮する方針が示されておりますが、県としては、世
界的な脱炭素に向けた潮流やＳＤＧｓの理念、2050
年のカーボンニュートラルを目指す国の方針等を踏ま
え、現在策定中の新たなエネルギービジョンにおいて
再生可能エネルギーの導入拡大を推進することとし
ております。また、昨年12月には沖縄電力と脱炭素
社会の実現に向けた連携協定を締結するなど、エネル
ギーの脱炭素化と電気の安定的かつ適正な供給の両立
に向け、官民が連携して取り組んでおります。
　次に５、子ども・子育て支援についての御質問の中
の (4)、障害者雇用の現状と県の対応についてお答え
いたします。
　沖縄労働局によると、令和２年４月から12月まで
の障害者専用求人数は1549人で、前年と比べ536人
減少し、就職件数は1007件で、前年と比べ175件減
少しております。県では、障害者就業・生活支援セン
ターを追加設置し、就業と生活の一体的な支援を強化
するとともに、経済団体への雇用確保の要請等を行っ
ており、引き続き沖縄労働局等と連携しながら、障害
者の雇用機会の確保や創出に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (2)、那覇港湾施設移設に関する考えについ
てお答えいたします。
　那覇港湾施設は、平成７年の日米合同委員会及び平
成８年のＳＡＣＯ最終報告により、浦添埠頭地区への
移設方針が示され、平成13年に当時の儀間浦添市長
が受入れを表明し、那覇港湾施設移設に関する協議会
等が設置され現在に至っているものと理解しておりま
す。
　県としては、那覇港湾施設の返還が実現されれば、
基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与す
ると考えており、これまでの経緯を踏まえつつ、今後
とも移設協議会などにおいて、関係機関と協議を行い
ながら対応してまいります。
　同じく１の (3)、那覇港湾施設の遊休化についてお
答えをいたします。
　那覇港湾施設については、県議会において、米軍は
民間のバースを利用しており遊休化しているなどの議
論が、これまでも繰り返しなされてきたところです。
また、公表されている同施設の入港隻数は、昭和62年
の96隻をピークに、平成14年の35隻まで漸減してお
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ります。平成15年以降は、在沖米軍から情報提供が
ないため把握できておりませんが、以前に比べ利用が
減っているのではないかと考えております。これらを
踏まえ、昨年10月に加藤官房長官及び岸防衛大臣に
対し、那覇港湾施設の早期返還を求めるに当たって、
仮に遊休化しているのであればと前置きをした上で、
基地負担の軽減と産業振興の観点から、代替施設の提
供に先立ち、早期の返還を求めております。
　同じく１の (4)、那覇港湾施設移設の民意と知事の
政治姿勢についてお答えいたします。
　今回の浦添市長選挙においては、那覇港湾施設の移
設受入れを表明している松本市長が当選したことか
ら、那覇港湾施設の浦添移設については、一定の民意
が示されているものと理解しております。また、知事
は、建白書の実現など、オール沖縄の枠組みの中で共
に取り組んでいただける方をこれまでも支援してきて
おり、今回も同様の考えに基づき支援したところです。
　同じく１の (7)、自衛隊の島嶼配備についてお答え
をいたします。
　尖閣諸島周辺海域における漁業の安全確保や中国公
船等への対応については、海上保安庁において、冷静
かつ毅然とした対応を継続するとともに、さらなる海
上保安体制の強化等、適切な措置を講ずる必要がある
と考えております。一方、自衛隊の島嶼配備について
は、我が国の安全保障や地域の振興、住民生活への影
響をめぐって様々な意見があるものと承知しておりま
す。県は、住民合意のない自衛隊の強行配備は認めら
れないものと考えており、政府に対して、地元の理解
と協力が得られるよう、より一層丁寧に説明を行うよ
う求めてまいりたいと考えております。
　同じく１の (8)、照屋義実氏の副知事起用について
お答えいたします。
　富川副知事は、このたび任期満了を迎えられること
から、その後任の副知事として照屋義実氏を起用した
いと考えております。
　照屋氏におかれては、長く経済界で活躍され、沖縄
県建設業協会会長や沖縄県商工会連合会会長等を歴任
されたほか、沖縄県教育委員会委員長や沖縄県政策参
与を務められており、豊富な知識や経験から副知事と
して適任であることから、議会の同意を得て選任した
いと考えております。また、これまで民間企業の経営
に携わられた実務経験を生かして、コロナ禍で厳しい
状況にある県経済の回復はもとより、本県の各産業分
野における施策を推進し、本県の振興・発展に取り組
まれるものと考えております。
　同じく１の (9)、オール沖縄についてお答えいたし

ます。
　オール沖縄は、いわゆる建白書の実現を目指し、保
守・革新の立場を超えた広範かつ多様な団体で構成さ
れ、玉城県政を支援する団体の一つであると認識して
おります。なお、知事は県政運営に当たって、沖縄県
の代表として役割を真摯に受け止め、全ての県民の思
いに寄り添い、誰一人取り残すことのない社会の実現
を目指し、本県の様々な課題の解決に全力で取り組ん
でいるものと理解をしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問のうち (5)、首里城の防火機能強化
に係る議論についてお答えいたします。
　県の首里城火災に係る再発防止検討委員会では、再
発防止に向けての視点として、国営及び県営区域を横
断し、ハードとソフトが密に連動した総合的な再発防
止策の検討が必要と示されております。国の首里城復
元に向けた技術検討委員会では、首里城公園は国営区
域と県営区域のそれぞれに防災センター機能が備えら
れていたが、火災時における情報共有と災害に対応す
る体制について、首里城公園全体としての仕組みが十
分ではなかったと報告されております。国と県では、
国営及び県営区域が円滑に連動・連携が可能となるよ
うな仕組みを構築し、首里城公園全体を一体的に管理
できるよう、防火対策に係る調整を行っているところ
であります。
　次に４、県内社会資本の整備についての御質問のう
ち (1)、新型コロナウイルス感染症の影響による入札
不調と事業の遅れについてお答えいたします。
　令和３年１月末までに土木建築部が開札した474件
の工事のうち不調・不落が113件、全体の24％で、前
年度同時期に比べ２％の減となっております。また、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に関連し
て、受注者から申出のあった工事14件、委託業務３件
について、４月頃に１か月程度の一時中止が行われて
おりましたが、現時点においては、全て再開されてい
ることから、新型コロナウイルス感染症による事業へ
の影響はないものと考えております。
　次に４の (2)、社会基盤の老朽化対策等の計画達成
についてお答えいたします。
　土木建築部が所管する道路、河川、下水道などの社
会基盤については、長寿命化修繕計画などに基づき、
沖縄振興公共投資交付金や国庫補助金等を活用し、効
率的・効果的に施設の耐震化や長寿命化等に取り組ん
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でおります。また、令和３年度から国が重点的・集中
的に進める防災・減災、国土強靭化のための５か年加
速化対策により、必要な予算を確保し、計画目標が達
成できるよう取り組んでまいります。
　次に４の (6)、建設業の人材確保・育成についてお
答えいたします。
　県では、建設業の人材確保・育成に向け、週休２日
工事の実施や社会保険加入の徹底等による働き方改革
の推進を図るとともに、建設現場体験親子バスツアー
や、建設業合同企業説明会開催への協力など建設業界
の魅力発信に取り組んでいるところであります。ま
た、インターンシップの受入れや学校関係者への現場
説明会及び意見交換会の実施により学校教育との連携
を図っております。
　県としては、引き続き業界団体や教育機関等と連携
して人材の確保・育成に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナウ
イルス感染症対策についての御質問の中の (1)、沖縄
県の行動計画と市町村との連携についてお答えいたし
ます。
　新型コロナウイルス感染症対策については、新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法に基づき、県では同法
の第７条の規定により、市町村は第８条の規定により
行動計画を策定し対策に当たっております。具体的に
は、市町村に対して日々の感染状況等の情報提供を行
うとともに、県の方針等を随時提供し、住民への感染
症対策への周知等の協力をお願いしております。ま
た、営業時間短縮要請の実効性を担保するために、各
市町村による店舗への見回り活動を依頼し毎週報告を
受けているところです。さらに、市町村が実施主体と
なるワクチン接種については、国と連携し広域調整を
行うなど円滑な実施に向けて取り組んでまいります。
　同じく２の (2)、緊急事態宣言後の感染防止対策及
び外出自粛要請の効果についてお答えいたします。
　県では、医療フェーズに応じた病床の確保、宮古地
域への宿泊療養施設の追加開設、クラスターが発生し
た施設に対する感染症専門家の派遣等の感染防止対策
を実施しています。また、外出自粛要請の効果を定量
的に分析するためＫＤＤＩの位置情報分析ツールを
利用して検証を行っています。12月の第１週と比較
して緊急事態宣言後の人出の状況は、繁華街エリアで
38.6％の減、商業エリアで38.8％の減となっており
ます。また、新規感染者数の１週間合計も、宣言を発

出した１月19日の609名から２月23日には102名と
大幅に減少しており、着実に効果が表れているものと
考えております。
　同じく２の (8) と (9)、民間病院も含む県内の受入
れ病床の現状と今後の見通しについてお答えいたしま
す。２の (8) と２の (9) は関連しますので一括してお
答えいたします。
　県では、重点医療機関等23病院を指定し、425床の
病床確保計画を立て、状況に応じ医療フェーズを段階
的に引き上げる等、的確に対応できるよう受入れ体制
を整備しております。指定した医療機関のうち、民間
病院は12か所で、確保病床の合計は196床となってお
り、民間病院においても新型コロナウイルス感染者の
受入れ病床確保に大きく貢献していただいておりま
す。１月からの感染拡大において、病床が逼迫したこ
とを踏まえ、今後も引き続き病床確保に努めてまいり
ます。
　同じく２の (11)、離島の現状と本島医療機関との
連携・協力体制についてお答えいたします。
　宮古地域及び八重山地域においては、県立病院等に
新型コロナウイルスの感染者の必要病床を確保してお
ります。入院医療施設のない離島においては、新型コ
ロナウイルスの感染者が発生した場合、沖縄本島、宮
古島または石垣島の感染症指定医療機関へ搬送する体
制を整備しているところであります。また、宮古地域
または八重山地域でコロナの入院患者が重症化するお
それがある場合は、本島の重症者を受け入れる医療機
関へ搬送することとしております。さらに、感染者の
急増により医療従事者が不足する場合は、本島内の医
療機関等から医療従事者を派遣する体制も整備してお
り、引き続き離島と本島医療機関との連携に努めてま
いります。
　同じく２の (15)、若者向けの情報発信についてお
答えいたします。
　県では、重要施策の公表や注意喚起を促す際は、知
事記者会見を実施するとともに、毎日、保健医療部に
て記者ブリーフィングの実施やホームページにおい
て感染情報を発信しています。また、若者への情報発
信が課題であると認識しており、日々の情報をＬＩＮ
Ｅやツイッター等のＳＮＳを活用して周知に努めてい
るところです。その他、部活動、学生寮における感染
防止対策の徹底や大学等での懇親会などについて、学
生等への注意喚起を行うよう教育庁や関係部局を通じ
て、周知を図っているところです。
　同じく２の (16)、コロナ対策本部長としての対応
についてお答えいたします。
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　新型コロナウイルス対策については、知事を本部長
とする対策本部を中心に、様々な対策を講じていると
ころです。対策本部会議の記録については、分かりや
すく、かつ事後検証に堪え得る内容となるよう、記録
方法の改善を図っております。また、クラスターの公
表については、個人の特定や風評被害のおそれ等を考
慮し、発表を控えていた分もありましたが、１月以降
は、個人情報等に配慮の上、全件数を公表しておりま
す。引き続き本部長である知事を先頭に、様々な場面
において県民の理解と協力が得られるよう、適切な発
信に努めてまいります。
　次に５、子ども・子育て支援についての御質問の中
の (3)、こども医療費助成制度についてお答えいたし
ます。
　県は、現在、令和４年度からの通院対象年齢の中学
校卒業までの拡大に合わせ、可能な限り全市町村で現
物給付を実施していただけるよう市町村と協議を行っ
ているところであります。18歳までの拡大につきま
しては、今後、十分な議論が必要と考えておりますの
で、令和４年度の中学校卒業までの拡大を確実に実施
できるよう取り組んでまいります。また、こども医療
費の助成を現物給付により実施した場合の国民健康保
険の国庫負担金減額調整措置につきましては、全国知
事会等を通して措置の廃止を国に要請しているところ
でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　初めに２、
新型コロナウイルス感染症対策についての (2)、観光
関連産業への支援についてお答えいたします。
　県独自の緊急事態宣言下における観光関連産業への
支援については、急激な経営悪化に陥っている宿泊事
業者に対して、個人及び同居家族に限り、感染防止対
策を徹底した宿泊施設で、１泊２食つき、施設内での
滞在を条件とした、県民１人当たり１泊5000円の補
助を行う家族でＳｔａｙ�Ｈｏｔｅｌ事業を実施して
おります。
　続きまして同じく２の (12)、�文化芸能関係イベン
トの開催状況と対策についてお答えいたします。
　今年度予定の県及び関係機関における文化関係イベ
ント1192件のうち531件が中止となるなど、県内の
文化関係団体は厳しい状況にあると認識しておりま
す。そのため、県では感染症対策を含め、コンテンツ
配信等に係る機材の経費や、新しい生活様式に対応し
た取組への支援策を講じているところであり、これま

で多くの問合せをいただくなど、ニーズを捉えた事業
が展開できているものと考えております。今後も関係
団体等と意見交換を行いながら必要な施策について検
討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　初めに２、新型コロナウ
イルス感染症対策についての (4)、県や市町村におけ
る出向受入れについてお答えします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、
雇用の維持に苦慮している企業を支援するため、民間
企業間の人材マッチング事業を令和２年11月から実
施しているところです。令和３年度は、県の業務にお
いても新型コロナウイルス感染症対策の強化等のた
め、多くのマンパワーを必要としていることから、当
該事業を活用し、４月より民間企業からの出向を受け
入れることとしております。
　県としましては、観光関連企業に限らず広く出向を
受け入れ、民間企業の雇用の維持につなげていきたい
と考えております。また、人材マッチング事業事務局
によると、受入先として市町村からの申請はないと聞
いております。
　次に３、県内産業の振興についての (5)、本県の在
宅勤務の取組についてお答えいたします。
　知事部局においては、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、令和２年４月から、特例的に在宅勤務制
度を導入しております。在宅勤務の実施状況として、
これまでに全職員のうち約７割が在宅勤務を経験して
おります。今後もコロナ感染症対策をはじめ、行政サー
ビスの維持を前提としつつ、より活用しやすい在宅勤
務制度となるよう、関係規程等の環境整備に取り組ん
でまいります。また、県内市町村に対しても可能な限
り在宅勤務に取り組むよう依頼しているところでござ
います。
　次に４、県内社会資本の整備についての (4)、賠償
保険に加入する職員の状況等についてお答えいたしま
す。
　総務省の調査によりますと、全国の地方公務員が個
人的に賠償責任を負う件数が、平成19年度から20年
度にかけては59件、平成28年度から平成29年度にか
けては90件となっており、比較しますと約1.5倍に増
加しております。県職員の保険加入者数までは把握し
ておりませんが、そのようなことを背景に、加入する
職員が一定程度いるものと考えております。
　以上でございます。



─ 41 ─

○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　４、県内社会資本の整備
についての (3)、外国資本による土地の取得について
お答えいたします。
　一定の面積以上の土地売買等の契約をした場合、権
利取得者は、知事に当事者の氏名等を届け出る必要が
あります。この届出書には外国資本か否かを判断でき
る項目がないことから、外国資本による土地売買等の
把握は困難であります。なお、政府においては、外国
資本による不透明な取引の監視を主たる目的とした、
安全保障上重要な土地の取得等を規制する新たな法律
の制定が現在検討されており、今国会での成立を目指
すとの報道がなされております。
　県としましては、今後、その動向を注視してまいり
たいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　おはようございます。
　４、県内社会資本の整備についての御質問の (5)、
座間味浄水場建設についてお答えします。
　座間味浄水場の建設については、昨年10月に座間
味村と企業局の双方で、浄水場建設が円滑に進められ
るよう互いに合意しており、また、本年１月15日には
知事、企業局長、村長による面談を実施し、浄水場建
設について連携協力していくことを確認しました。浄
水場建設のためには、村の理解、協力が不可欠であり、
建設に係る協定書の締結に向けて調整を進めておりま
す。村との調整が整い次第住民説明会を開催し、それ
を踏まえて次年度には設計業務に着手したいと考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　５、子ども・
子育て支援についての御質問の中の (1)、待機児童の
解消についてお答えいたします。
　県では、幼児教育・保育の無償化や、女性の就業率
の向上などを加味した保育の提供体制を構築するた
め、令和６年度末までを計画期間とする黄金っ子応援
プランを策定し、保育所整備と保育士確保等に取り組
んでいるところです。国においては、来年度以降の保
育の受皿確保や保育士確保について、新子育て安心プ
ランを策定しており、県としましては、同プランも踏
まえて、地域の実情に応じた市町村の取組を支援して

まいります。
　同じく５の (2)、潜在保育士への支援についてお答
えいたします。
　潜在保育士の復職支援については、沖縄県保育士・
保育所総合支援センターにおける就労あっせんや研修
等の支援のほか、一定期間就業すれば全額が返還免除
となる就職準備金や未就学児の保育料の貸付けを実施
しております。これらの取組により、平成27年度か
ら令和元年度までの５年間で延べ1403人の潜在保育
士への支援を行ったところです。
　同じく５の (4)、就労支援事業の現状と対応につい
てお答えいたします。
　就労支援事業所は、新型コロナウイルス感染症の影
響により、生産活動収入の減少が見込まれるときに
は、利用者への賃金に自立支援給付費を充てることが
できる等、特例的な取扱いが認められております。ま
た、利用者に在宅支援を行った場合は、通常の報酬が
算定できるほか、生産活動収入が一定程度減少した事
業所に対する助成も行っております。県では、事業所
に対して、引き続き特例的な取扱いの周知徹底を図る
とともに、各種支援事業の活用について働きかけてま
いります。
　同じく５の (5)、緊急対策事業の成果と今後の対策
についてお答えいたします。
　沖縄子供の貧困緊急対策事業を活用し、国・県・市
町村が連携し、地域の実情に応じた対策を推進してま
いりました。この結果、子供の居場所が145か所設置
され、貧困対策支援員が115人配置されるなど、支援
体制が整ってきており、支援を受けた子供や保護者
は、学習意欲の向上や育児負担感の軽減等、前向きな
効果が表れております。
　県としましては、これまでの取組を一過性のものと
せず、支援を必要とする家庭とつながり、貧困解消が
図られるよう取り組んでまいります。
　同じく５の (6)、保育所等における第３波への対応
についてお答えいたします。
　県では、感染者や医療従事者等に対する偏見や差別
を行わないよう呼びかけるとともに、市町村を通じ、
感染症対策や児童・職員の健康管理を徹底した上での
保育の提供を依頼したところです。また、沖縄県新型
コロナウイルス感染症等対策に関する条例において
も、県民及び事業者の責務として不当な差別や誹謗中
傷を禁止する規定を設けております。現在、保護者か
らの嫌がらせ等の声は県に寄せられておりませんが、
引き続き不当な偏見や差別が起こらないよう呼びかけ
てまいります。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　御答弁ありがとうございました。
　オール沖縄について、なぜ知事公室長が答えるんで
すか。オール沖縄は、選挙に勝つための仕組みである
というちゃんとしっかり通告していますよね。玉城知
事の見解を問うですよ。オール沖縄を建白書が云々と
かと言って、なぜ知事公室長がそういう答弁するんで
すか。知事もおかしいですよ。オール沖縄というのは、
極めて政治的です。特に選挙の問題も含めて翁長前知
事がつくったオール沖縄です。知事がしっかり答えて
ください。逃げないでください。
　先ほどの玉城知事の折り返し０点発言。これ、先ほ
どの答弁と全く違いますよ。「自分自身はいつも０点
と思っているが、０点では全く仕事をしていないこと
になりかねない」これ県知事の言葉ですよ。知事に対
して一票一票を投じた県民はどうなるんですか。県政
与党はどうなるんですか。知事を支えているんでしょ
う。仕事をしないんでしょう。なぜ仕事をしないか聞
いているんです。答えてください。
　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　次に、再質問続けますけれども、先
ほど私の再質問の内容をコピーを取って知事に渡して
あります。
　政治姿勢です。次期沖縄振興計画と臨空・臨港構想
との関係です。
　先ほど答弁ありましたけれども、いま一度、１つ、
臨空・臨港構想の進め方、関係地主、那覇市、国との
調整、それを説明お願いできませんか。
　２つ目、次期振興計画は、振興計画の骨子にすると
いうことであります。これ国との調整は完了している
のか伺います。このような一大構想を推進する重大な
時期に、担当副知事を替えることは理解ができません。
説明願います。
　また富川副知事に伺います。
　今、新沖縄振興計画、沖縄振興法のめど、それはつ
いているのか。あるいは富川副知事は、国とどのよう
な交渉をしているのか。その進捗も含めて御説明願い
ます。
　知事の軍港移設方針と浦添市長選挙応援についてで
あります。

　２月２日の組合議会では、玉城知事は軍港移設を表
明し翌日３日です。軍港移設反対の候補者の応援に
行っております。玉城知事の応援は逆にマイナスに
なったと思いませんか。知事の見解を伺います。
　同時にまた、玉城知事の相手方の応援は、現職には
プラスになったと思います。玉城知事は現職市長を応
援したようなものであります。知事の見解も伺います。
　那覇軍港や選挙応援について、私は翁長前知事であ
ればと考えてみましたけれども、翁長知事はオール沖
縄については、辺野古反対でまとまり、あとは翁長知
事に任せるとのことであったと思います。
　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時24分休憩
　　　午前11時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　実は新里米吉議長が、退任をされた
2020年６月25日の報道ですけれども、新里米吉さん
はオール沖縄をつくるのに相当奔走したわけですよ。
そのときに、オール沖縄というのは保守の一部を取り
込まなければ勝てない。何か月も説得したと。その
中に基本政策以外は、候補者の意思を尊重することで
同意を得た。これはまさに翁長前知事とのオール沖縄
は、辺野古反対でまとまって後は知事に任せるという
のがオール沖縄なんですよ。ですから、今の玉城知事
のように―あの視点でやれば迷走はしませんよ。ど
うですか知事。翁長前知事のつくったオール沖縄は今
違うんじゃないですか、選挙の面も含めて。よろしく
お願いします。
　次の首里城火災についてであります。
　なぜ玉城知事は、首里城火災について所信表明で責
任を明らかにしないんですか。説明をお願いします。
　次に、首里城火災は緊急事態、災害であります。玉
城知事の決断、対応の遅れで全焼させてしまったと考
えております。玉城知事は、首里城の管理責任者―
全焼したと思っております。訂正します。玉城知事は
管理責任者としてどのように責任を感じているのか、
そのことを説明お願いできますか。
　首里城火災が発生したとき玉城知事は、韓国出張中
でありました。玉城知事への報告も遅かったのではな
いでしょうか。玉城知事から対策本部をつくり、消火
対策あるいは被害防止対策の指示もなかったようであ
ります。県の危機管理体制の甘さが露呈されていると
私は考えております。玉城知事をはじめ、担当副知事
の責任を明確にすべきだと考えておりますがいかがで
すか。
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　首里城の場所、地形、火災発生時間など通常の消防
体制では消火活動が厳しいことは容易に想定できたは
ずであります。にもかかわらず、自衛隊等への出動要
請もしなくて全焼してしまっているわけであります。
なぜ玉城知事は自衛隊要請を決断しなかったのか伺い
ます。
　ＯＴＶの首里城火災の特番を見ましたけれども、火
の勢いで消火活動が後退せざるを得ない状況でした。
本来は、県の責任者が現場に張りついて対策を取るの
が当然だと思いますが、今回それをどのようにやって
いるのか、あるいはやっていないのか伺います。
　午前２時40分頃出火し、約12時間後に全焼した後、
午後２時30分に首里城火災本部を立ち上げ会議が開
催されております。対策本部の立ち上げの遅れの責
任、これは明確にすべきではありませんか。
　お伺いします。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時28分休憩
　　　午前11時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　次に、政治姿勢の (6)、尖閣諸島に
ついてであります。
　まず尖閣諸島の中国公船の動きについて、米国防総
省がメッセージを発信しているようであります。その
内容と県知事のこのメッセージに対する見解を伺いま
す。
　次に、中国が武器搭載を認めた法律をスタートさせ
て、中国公船の動きでより強く沖縄にプレッシャーが
かかっていると思います。尖閣諸島が危ない、沖縄県
が危ない、私はこのように考えております。県民の命
と財産を守る責任者として玉城知事は現状をどのよう
に捉え、先ほどありましたけれども、国に要請をして
いるということでありますけれども、自ら何らかの形
で発信すべきではありませんか。お願いします。
　玉城知事は、以前、沖縄の漁船が中国公船に追尾さ
れたとき、中国公船がパトロールしているので刺激し
ないで―このような趣旨の発言をしております。あ
の発言によって、沖縄県知事は中国の行為を容認して
いると誤解を与えてしまったのではないかと危惧して
おります。玉城知事の見解を問います。
　民主党政権のときに尖閣諸島は国有化されました。
それ以降、中国の尖閣周辺の動きが活発化し、今は緊
張状態が続いていると思っております。玉城知事はそ
の当時民主党の国会議員で政権を担っていたと思いま
す。玉城知事は尖閣を守るためにもっと積極的に動く

べきではないか伺います。
　照屋参与の副知事人事についてであります。
　玉城県政、オール沖縄県政の人事については……。
　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　人事については、私は特に身内、
側近、選挙功労そういうことも含めての人事であると
思っております。これまでも元県議が選挙が終わって
県の政策調整監になる。オール沖縄の人事ですね、調
整監になる。その後に県の参与になる。その後に県議
会議員選挙に出馬する。前知事の特別秘書が知事公室
の参事になる。これは、前知事の特別秘書はその前は
翁長知事の、たしか奥さんの弟が特別秘書になってい
ました。その方が玉城県政で知事公室の参事になる。
前県議が参与―これ宮古島、そうですよね。今の知
事の特別秘書は、たしか娘婿じゃないですか。
　だからそういうふうなことを考えたときに、この人
事あるいは照屋参与についても島ぐるみ会議の共同代
表ですか、様々な選挙にも関わっていますね。そうい
うふうなことも含めて、このような人事はやっぱり選
挙対策、功労、そういうふうな感じがするわけです。
そのような方に参与や副知事にして大きな権限を与え
るということは、やっぱり県知事選挙に向けた対策で
あるというふうに考えざるを得ないわけであります。
これ撤回すべきではありませんか。
　２つ目、今回の玉城県政の副知事人事、先ほどから
出ておりますように、新たな沖縄振興の計画をつくら
ないといけない。それは新たな法律もつくらなければ
いけない、このように非常に重要な時期です。今の富
川副知事はそれをやってきました。政府との信頼関係
も持っていると思います。その中でそういうタイミン
グで副知事を替えていく。これは県内はもとより国に
対する相当大きなインパクトを与えることになると思
いませんか。新沖縄振興計画やあるいはまた沖振法の
制定、これはかなり厳しくなると思います。ですから
知事は、次期振計や沖振法は断念してもいいぐらいの
覚悟を持っての人事なのか伺います。
　ですからこの人事については、撤回したほうがいい
と私はそう考えております。今回玉城知事が照屋参与
を副知事にすることに、先ほどから申し上げておりま
すように、次期沖縄振興計画及び沖振法づくりに大き
な影響を与え、県益を損なうおそれがあります。
　２つ目、玉城知事の選挙功労、選挙対策人事である。
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　３つ目、公共事業の受注者であるこの会社、義実
会長が勤めている会社は、そういう企業、建設業で
す。その会長を副知事として大きな権限を与えること
は、特定の受注業者への利益誘導につながる可能性が
あって、県政としてはこのような人事は行うべきでは
ないんじゃないですか。そういうことも含めて、私は
撤回をしたほうがいいというふうに考えております
けれども、知事の見解を伺います。
　オール沖縄について。
　翁長前知事の存在が私はオール沖縄につながった
と思っております。先ほどから申し上げておりますよ
うに、辺野古反対で一致して他の政策は知事に任せて
いた。いわゆる腹八分の精神ですね。選挙も政策も進
めていくということだったと思います。今の玉城知事
は、翁長前知事のオール沖縄というのは継承していな
いんではないかなと思うんですけれども、知事の見解
を問います。今のオール沖縄というのは、私は玉城知
事は県知事の立場を維持し、革新政党はそれぞれの政
党拡大、党勢拡大、これが目的のような感じがするわ
けです。知事の見解を伺います。
　オール沖縄の理念である腹八分の考え、本当に今の
知事も含めて与党の皆様方、支持政党も含めてそう
いうふうなことになっていますか、腹八分。我々は自
民党で客観的に見ても翁長前知事はそういうふうに
やっていたと思いますよ。いかがですか。だからこの
ことは、那覇軍港の対応を見ると分かりやすいと思い
ます。いつの間にか政党の主義主張が前面に出てきて
そういうことになっている。知事は進めたい、支持す
る側はこれは駄目だ。翁長前知事であればそのような
ことはさせなかったと思いますよ。知事いかがですか。
　同時にまたオール沖縄というのは、なぜか選挙前に
出てくるんですね。選挙前に出てくる。これも不思議
ですね。
　知事、御説明願います。
　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時36分休憩
　　　午前11時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　新型コロナウイルス対策について
であります。
　知事は、去る22日の対策本部の決定事項とは別の
発表をして事もあろうに職員が修正する大失態を演
じました。私は非常にこの報道に接して、対策本部長
としてどういうことだという疑問が湧きました。玉城
知事が表明した分を後で職員が、いや対策本部ではこ

ういう決まり事でしたという形で修正をするわけで
す。知事は対策本部長ですよ。対策本部長で対策本部
で決めながら、発表は別の発表をして、それはいやい
やいや違いますよという形で訂正をする。こういう対
策本部長、どういうことですか知事。対策本部長が職
員に修正されるんですか。逆でしょう。職員の取組を
対策本部長がしっかり管理をして直していって、いい
方向に持っていくという。この沖縄県の対策本部はど
うなっているんですか。沖縄県の行動計画、いつ、ど
のように県議会に報告したか伺います。
　コロナ対策について、県と市町村の具体的な事例。
令和２年12月23日に実はうるま市から玉城知事宛て
に、営業時短要請に関する要請が出されております。
昨年の12月23日です。県はうるま市を追加対象から
除外しております。名護市はたしか追加されました。
これはどういうことですか。
　時短要請に応じた飲食店への協力金の支払いが、大
幅に遅れているということです。県は最短２週間で支
給すると説明しています。これは言い訳、通用します
か。
　県民は、事業者は、コロナ感染防止に協力をして一
生懸命そういう厳しい中で協力して、協力金もすぐ２
週間ぐらいでもらえる。県がそう言うからやった。蓋
を開けてみたら、そういうのはできない、僅か数％。
これはどういうことですか。幾ら予算を使ってもそう
いう体制をしっかりつくらなければそういうことは
できないじゃないですか。対策本部長、どうするんで
すかこういうことは。おかしいですよ。県民はみんな
つらい思いをしてそういう協力をしているんです、県
がそう言うから。いざとなったらそういう体制が整え
られておりません、いろいろ問題があります。できま
せん。責任問題じゃないですか、こういうのは。飲食
店の補償金、協力金を出す。一方で飲食業を支える仕
入れ業者とか、酒屋さんとか、そういうようなところ
は対象になっていますか。やっていますか。当然飲食
業があれば、その仕入れをやる酒屋さんもいろんなと
ころがある。そういう業種ごとに対してもやるべきな
んでしょう。これやっていますか。やっていなければ
なぜやらないんですか。やるべきじゃないですか。
　知事、今の沖縄県の観光産業も含めてこのコロナの
部分も含めて、私はある県民から言われましたけれど
も、本当に県政不況のおそれがありませんか。非常に
厳しく捉えていますよ。これを打開できるのは、やっ
ぱり県政でしょう。知事がそれに向けてしっかり対策
を打ってこの状況を改善していくという方針を示さ
ない限りは厳しいんじゃないですか。
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　沖縄県の人口10万人当たりの感染者数は、全国の
中でも高い状況でした。現状はどうなっていますか。
改善されていますか。説明お願いします。
　玉城知事のＰＣＲ検査場での振る舞い、これはやっ
ぱり問題ですよ。
　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時41分休憩
　　　午前11時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　知事、前回11月の議会で取り上げ
ましたけれども、知事は病気療養で出席していないか
ら副知事に聞きました。副知事が、玉城知事のあの振
る舞いは決してふざけているとか、そのようなことで
はなくて―知事を擁護していますよ。私が言った
んじゃないですよ。ふざけているとかそういうこと
ではなくてと、副知事が言うんですね。これ職員の中
にそういうふうな印象があるんですか。おかしくない
ですか。知事の振る舞いがそういうふうに見られてい
るという、そういう可能性があるということじゃない
ですか。そういうことも含めて、私は対策本部長とし
て一連の―マスクが全国一似合う知事だとか、そう
いうふうなこともありましたけれども、県民の命に関
わる、あるいは暮らしに関わる大変重大な感染症対策
を担っている本部長ですよ。やっぱりこういう形でそ
の振る舞いとか、知事の動向というのはもちろん県民
にも影響を与えますけれども、今対策本部を担ってい
る職員に対しても非常に影響を与えませんか。本部長
を中心にそういう形で先ほど部長がおっしゃっていた
ように対策をするんであれば、やっぱり知事は知事で
そういうふうな振る舞いをしっかりやって、そういう
方針を示してそれに対して取り組んでいくという、そ
れが本部長の仕事じゃないですか。振る舞いについて
は、私はＰＣＲ検査については知事はわびるべきだと
思います。
　せんだって、病で入院をしているときに、コロナウ
イルス感染の可能性もありました、知事は。モーニン
グスマイルの録音も29日に病室で行って、30日県庁
内の放送をさせております。30日に知事は陰性だと
いう結果が出たみたいです。県民は、県の職員は、知
事が病気療養だから理解しますよ。理解しております
けれども、知事当事者が病気療養でありながら感染の
そういうおそれもあるという中で、わざわざ29日病
室で録音をして職員に持たせて、翌日、そういうモー
ニングスマイルの放送をさせる。疑問がありますね。
おかしくないですか、対策本部長ですよ。このことに

ついても知事の見解を問います。
　先ほど議事録の件ありました。
　部長、この対策本部の議事録の作成、これいつから
指摘されていますか。マスコミ報道でも何回も指摘さ
れているんでしょう。知事はやると言ったんでしょう。
おかしくないですか。県民の命に関わるそういう対策
をしている本部のそういういろんな情報が、これまで
県民に行かないんです。議事録ってやっぱりきちっと
しっかりする。じゃ、最初からしっかりやり直してく
ださい、こういうのは。幾ら指摘されても改善しない
のに、今またそういう形でやっています。こんな説明
がありますか。クラスターの数だってそうでしょう。
どういうことですか。皆さんは実態をしっかり把握し
て県民もそれを共有して、医療関係者もそれを共有し
た上で対策を取る。実際にクラスターがある。それが
表に出てない。どういうことが起こるか分かりますか。
皆様方に対する、県に対する不信感が出てきますよ。
そういうことも含めてしっかり対応しないといけない
なと思っています。
　とにかくいずれにしても知事、私は２年間の評価を
問われて仕事をしない、こういうふうなことを知事が
発言をする。本当に県民やあるいはまた支持をしてい
ただいた方々に対して失礼だと思っております。
　我々自民党は、野党の立場でも県政がなかなか厳し
いということだったらいろんな形で物事が進むように
やっております。なぜか。責任政党だからですよ。こ
ういう仕事をしないと言われたら知事が、どうすれば
いいんですか。そういうことも含めてとにかくしっか
り襟を正して取り組んでいただきますようにお願いし
ます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの照屋守之君の質問
に対する答弁は、時間の都合もありますので午後に回
したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午前11時48分休憩
　　　午後１時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前の照屋守之君の再質問に対する答弁を願います。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　照屋守之議員の再質問にお
答えいたします。
　まず、オール沖縄について、知事の見解を聞きたい
とのお尋ねですが、オール沖縄はいわゆる建白書の実
現を目指して保守・革新の立場を超えた広範かつ多様
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な団体で構成され、県政を支援する団体の一つである
と認識をしております。県政の運営に当たっては、沖
縄県の代表としての役割を真摯に受け止め、全ての県
民の思いに寄り添い、誰一人取り残すことのない社会
の実現を目指し、本県の様々な課題の解決に全力で取
り組んでまいります。
　それから、２年間の評価についてですが、御指摘の
件につきましては、私は自分自身を評価することは大
変難しいことであり、自分では０点と思っているけれ
ども、しかし０点では仕事をしていないことかのよう
に受け取られかねないということから、掲げた公約の
全てに着手し100点を目指して取り組んでいる中で、
任期４年の折り返し地点であるとの趣旨から50点と
述べさせていただいたものであります。任期の後半も
新型コロナウイルス対策などの県政課題、そして公約
の実現に全力で当たってまいります。
　それから、知事が過去に中国公船がパトロールして
いるとの発言をし誤解を与えたことについて見解を問
うという質問についてですが、令和元年５月31日の
知事定例記者会見における尖閣諸島に関する記者から
の質問に対し、私は中国公船がパトロールしているの
で故意に刺激するようなことは控えなければならない
と発言をいたしました。しかしこの発言の趣旨は中国
公船による領海侵入を許容するというものではなく、
不測の事態を回避し、事態をエスカレートさせないよ
うにとのものでありました。しかし、私の発言が尖閣
諸島周辺海域は日本の領海ではないとの誤解を与え
かねず、尖閣諸島に関する私の認識とは異なるもので
あったことから、令和元年６月17日の記者発表にお
いて発言の撤回を行ったものであります。
　それから、人事についてお答えいたします。
　なぜこの重要な時期に副知事を交代させるかとい
う質問がございましたが、富川副知事におかれまして
は、沖縄21世紀ビジョン基本計画や沖縄県アジア経
済戦略構想の推進のほか、新型コロナウイルスの影響
等で極めて厳しい状況が続く本県経済の立て直しや新
沖縄発展戦略及びＳＤＧｓを踏まえた新たな沖縄振興
計画の策定に向けた取組に尽力してこられたところで
ありますが、令和３年３月８日に任期満了を迎えられ
ます。その後任の副知事におかれては、県政の重要課
題に関し富川副知事が進めてこられた取組をしっかり
と引き継いでいただき、長年の経済界での活躍などそ
の豊富な実務経験や知識を生かされ、経済政策等の推
進に取り組んでいただきたいということから、照屋義
実氏を適任とし、議会の同意を得て選任したいと考え
ているものであります。

　それから、ＰＣＲ検査場での振る舞いということに
ついてですが、基地従業員に対する集団ＰＣＲ検査に
ついては、基地従業員の皆様の不安を県庁全体でも共
有したいという観点から会場に出向いたものでありま
す。
　それから、モーニングスマイルの件ですが、モーニ
ングスマイルの録音については、感染対策のため職員
とのカセットテープなどの受渡しは病院のスタッフを
通して行っております。もちろん主治医からは体調を
鑑みてそのように判断をしてくださいということのお
話もいただいているところであります。
　その他の質問につきましては、関係部局長から答弁
をさせていただきますが、いずれにいたしましても私
が新型コロナウイルス対策本部の本部長として、県知
事としてさらに与えられた任務に対しては誠心誠意、
粉骨砕身しっかりと努めてまいりたいと思いますの
で、御指導のほどよろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　照屋守之議員の再質問にお
答えをいたします。
　新たな振興計画（骨子案）については、内閣府に既
に提供しております。また、沖縄振興特別措置法の継
続については、知事と全ての市町村で構成する沖縄振
興会議において令和４年度以降も同法の継続を求めて
いくことが確認されたところであり、今年４月に予定
している新たな沖縄振興のための制度提言の中におい
て、同法と同法に基づく特別措置の延長を要望するこ
ととしております。国においては現在、これまでの沖
縄振興の検証作業を行っていると聞いております。
　県としましては、国の検証結果を踏まえ、新たな沖
縄振興に向けて取り組んでまいりたいと思います。国
との交渉に当たっては、知事を先頭に市町村と一丸と
なって実現に向けて取り組んでいくと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　大変失礼いたしました。
　浦添市長選挙についての御質問をお答えすることを
失念しておりました。失礼いたしました。
　浦添市長選挙において、私は建白書の実現などオー
ル沖縄の枠組みの中で共に取り組んでいただけるとい
う方をこれまでも支援してきており、今回も同様な考
えに基づき支援をしたところであります。
　翁長前知事がオール沖縄の支援を受けて知事選挙に
立候補をした際も、普天間基地を閉鎖・撤去し、県内
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移設の断念、オスプレイ配備撤回という建白書の精神
に基づき立候補したと考えており、翁長前知事の考え
と変わらないと考えているものであります。
　なお、平成29年に行われた前回の浦添市長選挙に
おいて、移設反対を掲げた又吉健太郎候補の応援に当
時の翁長知事は、告示前、告示以後ともそれぞれ応援
に入っております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　失礼いたしました。
　照屋守之議員の再質問にお答えいたします。
　まずは臨空・臨港都市の進め方と、国と関係者等と
の調整についてですが、臨空・臨港都市については新
沖縄発展戦略において那覇軍港の跡地利用を含めた
シー・アンド・エアなど多様な国際物流ネットワー
クの強化、それからウオーターフロントのホテルや商
業施設の誘致、ＭＲＯ等を含めた航空関連産業クラス
ターの形成、連結する交通システムなどの要素を組み
合わせて那覇空港・港湾の総合的な将来図を描く必要
があるとされていることから、今般新たな振興計画の
骨子案に臨空・臨港都市の形成を盛り込んでおります。
　今後は産業振興の観点からも幅広い議論が必要と考
えていることから、国、市町村、地元関係者と意見交
換を行ってまいります。
　このほか、現在の国際物流拠点産業集積地域那覇地
区の１号棟、２号棟は老朽化が著しいことから、建て
替えが必要となっております。このためアジア経済戦
略構想推進検証委員会からの提言も踏まえ、昨年の６
月に那覇軍港の国有地部分の共同使用に向けて沖縄防
衛局へ要請を行ったところであり、今後とも引き続き
関係機関との調整を図ってまいります。
　次に、時短要請に係る協力金の支給遅れと支給状況
についてお答えいたします。
　営業時間の短縮要請に係る協力金支給事務について
は、昨年12月の時短要請発出後、要請期間の延長や対
象地域の拡大、支給条件の変更等に対し、委託事業者
の人員確保や事務処理体制の準備に時間を要しており
ましたが、現在は体制を強化し、県においても延べ約
120名の職員で対応し、事務処理の迅速化を図ってい
るところであります。
　県としても時短要請に協力いただいた事業者の店
舗運営の影響を最小限に抑えるため、引き続き申請の
あった事業者へ一刻も早く協力金を届けられるよう取
り組んでまいります。
　次に、飲食店以外への支援金の支給についてお答え

いたします。
　県では、国に対して国の緊急事態宣言地域と同等の
支援を行うことなどの要請を行い、併せて他の都道府
県と連携し、全国知事会等を通じて同様の要請を繰り
返し行ってきたところです。その結果、国が実施する
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金では、国の
緊急事態宣言地域の飲食店に直接または間接的に納入
する県内卸売業等についても対象となり得ることか
ら、これらの事業者への周知及び活用に向けたサポー
トに取り組んでまいります。
　また、特に最重要課題である事業継続と雇用維持の
ために、資金繰り支援の融資限度額拡充や雇用調整助
成金の上乗せ助成を継続するとともに飲食店や小売店
のほか、旅行、宿泊施設、タクシー、給油所及び理美
容業など幅広い業種で利用可能なハピ・トク沖縄クー
ポンの発行等の域内需要喚起策を継続実施してまいり
ます。加えて、様々な業種の中小企業者が現在の厳し
い経営環境を乗り越えて事業を継続していけるよう、
引き続き国の支援策の充実、県が独自の支援策を実施
できるよう財政措置等の支援を求めてまいります。
　最後に、厳しい経済状況の打開に向けた対策につい
てお答えいたします。
　県としましては、国や県独自の緊急事態宣言等によ
り、様々な分野に多大な経済的影響が及んでいること
を踏まえ、沖縄県の経済対策基本方針に基づき、回復
期の出口戦略として県産品の県外向けの送料支援や奨
励キャンペーンの実施、幅広い業種で利用可能なハピ・
トク沖縄クーポン等による地域消費喚起に係る取組等
を強化してまいります。さらに成長期の出口戦略とし
て、県による小規模事業者等ＩＴ導入支援事業や先端
ＩＴ利活用促進事業等を活用し、各産業分野における
競争力強化やデジタルトランスフォーメーションへの
移行等を推進し、一日も早い県経済の回復に全力で取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　首里城火災が発生した
とき、玉城知事は韓国へ出張中であり、県の危機管理
体制の甘さが露呈をされたという御質問にお答えいた
します。
　首里城火災については、危機管理事象として10月
31日４時には沖縄県危機管理指針に基づく情報収集
体制を立ち上げ、那覇市との連絡調整や支援体制構築
に努め、韓国出張中の知事への報告を行い、指示を受
けてきたところでございます。
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　県としては、失われた首里城の復旧・復興も視野に
長期的に対応することが重要であるという考え方の
下、８時30分には副知事を含む庁内緊急部局長会議
を開催し、同日14時30分に首里城火災対策等本部会
議を開催しました。なお、災害対策本部の設置につき
ましては、情報収集体制の立ち上げと並行して検討し
たところであります。この体制の中で那覇市消防局や
近隣８消防本部において取り得る消防活動を行って
いること、死傷者や近隣の住家への延焼がないことな
どの情報が確認され、主に謝花副知事と連絡を取り合
い、災害対策本部としては設置しない方向性について
確認しております。出張中の知事にはそれらの内容を
説明の上、了解を得ております。
　次に、自衛隊への出動要請もせずに全焼したと、職
務怠慢ではないかという御質問にお答えいたします。
　災害対策基本法第68条の２に基づき、市町村長は
県知事に対し自衛隊法第83条第１項の規定による要
請をするよう求めることができます。今回の火災に
関して、那覇市から要請はなく、要請しなかったこと
について確認したところ、那覇市消防局としては３次
出動を行い、また近隣８消防へ応援要請を行ってお
り、応援要請も含めて消防での対応が可能と判断した
と聞いております。自衛隊法第83条第１項の規定に
基づき、那覇市から要請がなくても県は災害派遣要請
をすることができますが、県内代表消防である那覇市
からの要請がないことに加え、ヘリによる人口密集地
帯や夜間の空中消火は行われないことをこれまでの
防災訓練等から確認しており、これらのことを総合的
に勘案して今回の火災では自衛隊への要請は行わな
かったものであります。
　次に、対策本部の立ち上げの責任を明確にすべきだ
という御質問でございます。お答えいたします。
　県では午前３時３分に那覇市消防局からの一報を
受け、４時に庁内情報収集体制を構築するとともに、
消防庁及び知事までの状況報告を行い、消防対応につ
いても調整を行っております。
　県としては既に正殿、北殿、南殿等が炎に包まれる
中、取り得る消防活動が行われていたことから、応急
対策という枠にとらわれず復旧・復興を視野に長期的
に対応することが重要であると考え、８時30分に開
催した副知事を含む庁内緊急部局長会議において、復
旧・復興を含む今後の諸課題に対応するための首里城
火災対策等本部設置要綱を策定することと、本部会議
を知事の首里城現地確認後に実施する方針を決定し
たところであります。その後、副知事から知事にその
旨を説明し、了承され、知事の現地確認の後、14時

30分に本部会議が開催されております。
　次に、米国防総省が尖閣に関するメッセージを出し
たことについての御質問でございます。
　報道によりますと、沖縄県の尖閣諸島の沖合で中国
海警局の船が日本の領海への侵入を繰り返している
ことについて、アメリカ国防総省カービー報道官が、
「誤算や物理的な損害にもつながるおそれがある」。米
国は尖閣諸島における日本の主権を支持している。海
警局の監視船を使った行動を停止するように中国に
求めると述べたと承知しております。
　次に、中国海警法施行により沖縄が危ないと考える
と知事の現状と対応というものと、それから民主党政
権の国有化から始まった問題として、知事は積極的に
動くべきではないかという御質問でございます。
　中国は昨年尖閣諸島海域において領海侵入時間、接
続水域における接続航行日数が最長・最多を記録する
とともに、領海内で県内漁船を追尾する事態を発生さ
せており、また自らのこうした活動を正当化する海警
法を２月１日から施行しております。このことは本県
の漁業者や宮古・八重山地域の住民に不安を与えると
ともに、我が国の領土主権を侵害しかねない行為であ
り、断じて容認できるものではありません。
　県としましては、日中双方が対話と協議を通じて情
勢の悪化を防ぎ、不測の事態の発生を回避するなど冷
静かつ平和的な外交によって相互信頼関係の構築に
努め、尖閣諸島に係る問題の解決に取り組むことが重
要であると考えており、引き続き国に強く求めてまい
ります。
　次に、知事公室参事、政策参与、知事特別秘書の人
事についてお答えをいたします。
　知事公室参事には、豊富な経験や優れた識見を有す
ること、政策参与には県政における重要課題の解決に
資するため知事が特に命ずる事項に関する高い専門
性、豊富な経験や人脈を有することが求められます。
知事特別秘書には、政治的行動への随行や政党、政治
団体からの情報収集などの役割があり、知事の求めに
応じていつ何どきであっても行動を共にすることが
求められます。
　御指摘の職につきましては、それぞれに求められる
能力等を備えた方が任命されているものと考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　再質問にお答えいた
します。
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　首里城火災に係る知事提案説明要旨と火災の検証及
び責任の所在等についてまとめてお答えさせていただ
きます。
　知事提案説明要旨では、首里城火災について、国や
那覇市等の関係機関や地域との連携の下、安全性の高
い施設管理体制の構築や首里城に象徴される琉球の歴
史・文化の復興など、一日も早い首里城の復旧・復興
に向けた取組を推進しますと記載しております。県が
設置しました首里城火災に係る再発防止検討委員会に
おいて、火災の検証等を含めた最終報告書を年度末に
取りまとめる予定としておりますが、県は施設の管理
者として美ら島財団は指定管理者としての責任がある
ものと考えております。
　県としては、最終報告書の内容も踏まえつつ、今後
適切な管理体制の構築等について検討していきたいと
考えております。
　県としては、同委員会における報告については重く
受け止め、今後このようなことが二度と起こらないよ
う国等とも連携しながら取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　副知事の選任に関する御
質問のうち、公共事業の受注者等に関する点につきま
してお答えします。
　副知事は地方自治法の規定により、当該地方公共団
体と請け負いする者等たることができない旨定められ
ております。照屋氏については、これまで複数の企業
及び団体の役員を務めてこられましたが、全ての役職
を退任する旨本人から意思表示を受けており、地方自
治法の規定には抵触しないものと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　照屋守之議員の再
質問にお答えいたします。
　２月22日の記者発表について、２月22日の知事記
者会見では緊急事態宣言を２月28日まで継続するこ
と、感染状況が改善している石垣市については24日
から時短要請を緩和することを決定したことを知事か
ら発表いたしました。その際、記者から宣言は28日
で解除することも決定したのかとの趣旨の質問があ
り、その場に同席しておりました私が、解除の見通し
を、解除を決定したと間違えて知事に説明したために
そのような発言となってしまいました。しかしなが
ら、会見の終了の際に本部会議の事項等については、

この後の保健医療部のブリーフィングで説明する旨、
知事から発言がございました。その後、部のブリーフィ
ングまでの間に私の認識誤りであったことを報告し、
知事から修正の指示を受けて記者の皆様に説明をした
ところでございます。
　次に、沖縄県の行動計画をどのように県議会に報告
したかとの御趣旨の質問についてお答えいたします。
　新型インフルエンザ等行動計画につきましては、国
が平成17年11月に策定され、その後、県は同年12月
に策定しており、関係する市町村や医療機関、保健所
等へ通知するとともに県のホームページに掲載してお
ります。新型コロナに関しては、この行動計画に基づ
き、県は新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処
方針を策定しており、ホームページに掲載するなど県
民に広く周知しているところです。また対処方針の変
更時には、議員の皆様にも資料を提供させていただい
ておりまして、また感染状況につきましては、議案説
明会や小委員会において報告をさせていただいたとこ
ろでございます。
　次に、うるま市を時短要請への追加対象としなかっ
た理由についてお答えいたします。
　県では、営業時間短縮の要請という私権の強い制限
を伴う措置につきましては、できる限り限定的に行う
べきであるとの考えでございます。また、経済団体と
の意見交換の際にも、実施する場合にはできるだけ局
所的に行うよう要望もございました。そのため、12
月の時点では一部の地域で感染が集中しているという
こともありまして、一部の市町村を対象として時短要
請を行っております。12月25日からは、名護市及び
宜野湾市を追加対象としましたが、その際にも県内の
感染状況を分析した結果、両市は複数の店舗等で感染
が確認されておりましたが、うるま市については新規
感染の発生が落ち着いていたことなどから、その感染
状況に応じて対象としない判断をしたものでございま
す。
　続きまして、議事録とクラスター発生件数について
の御質問でございますが、新型コロナウイルス対策に
ついては県民生活に大きく影響する事項でもございま
すので、その政策決定過程については、透明性や事後
検証のためにも記録として残すことは重要であると認
識しております。そのため、政策決定の判断根拠とな
る会議の資料を公表するとともに、事後検証に堪えら
れ、かつ、県民に分かりやすいものとなるよう検討し、
改善を重ねてきております。また、クラスターにつき
ましては、保健所による積極的疫学調査を進めていく
ことで、後からクラスターであったことが判明するこ
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とも多々ございます。また、判明してすぐに公表する
と家族内や施設内でのクラスターは個人や施設の特定
につながるおそれもございました。そのため、プライ
バシーや風評被害への影響を配慮しまして、一定期間
経過した後に公表するというようなこととしておりま
したので、その準備を進めており、１月にまとめて公
表をさせていただいたところです。ただし１月以降は
個人情報等に配慮の上、発表の仕方を工夫しまして、
全件数を公表することとしてそのように取り扱ってお
ります。
　次に、県の人口10万人当たりの感染者数は全国と
比較して改善していないのではないかという御質問で
ございました。
　本県における人口10万人当たりの新規感染者数の
１週間の合計は、これまでのピークである１月22日
時点で46.67人となり、全国では４位でありましたが、
２月23日時点で6.99人、全国で９位という状況にあ
ります。現在の状況は全国平均6.64人とほぼ同数ま
で減少してきておりまして、緊急事態宣言等の効果が
出ているものと考えているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時59分休憩
　　　午後２時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲田弘毅君。
　　　〔仲田弘毅君登壇〕
○仲田　弘毅君　こんにちは。
　沖縄・自民党、仲田でございます。
　昨年から今日まで、コロナ禍により被害を被られて
いる県民の皆様のお気持ちを察すると同時に、残念な
がら感染症で亡くなられた皆様には心から哀悼の意を
表したいと思います。そしてこれまで感染拡大防止に
向け第一線で献身的に日夜頑張っている医療関係者の
皆様には、改めて心から感謝と敬意を表したいと思い
ます。
　また御存じのように、来月、弥生３月は進学、卒業、
就職など本県の将来を担っていく子供たちの新たな人
生に向けた出発の月でもあります。現状のコロナ禍に
より門出となる式典等が縮小されるとの報告もあり、
県民を代表する県議会からも最大の祝福とエールを送
りたいと思います。
　それでは、沖縄・自民党を代表して所見を交えなが
ら質問を行います。
　まず、沖縄振興策の推進について。
　(1)、2021年、令和３年度沖縄振興予算について。

　沖縄振興策を具現化する沖縄振興予算について県
の要望に対する結果は厳しいというのが現状であり
ます。令和３年、2021年度の沖縄振興関連予算は、
安倍前総理が21年度までの期限付で約束した3000億
円台は確保されたものの、４年連続同額の3010億円
となりました。また、国直轄事業が増加する反面、県
に使途裁量が委ねられる一括交付金は、33億円減の
981億円となり、７年連続の減額で初めて1000億円
を割り込んでおります。そのことは自立的発展を目指
す本県にとって、厳しい内容となっているものと考え
ております。他方、一括交付金のうちソフト交付金は、
市町村において不可欠な予算となっていることから、
2019年度に創設されました一括交付金の減額を補完
する沖縄振興特定事業推進費が昨年度より30億円増
の85億円が措置され、市町村の要望に応えておりま
す。県の総点検で沖縄振興の目標は達成されていない
というのが現実であり、残り１年となる沖縄21世紀
ビジョン基本計画の着実な実施により、県経済の自立
に向けた基盤整備と中核産業の創出に向け全力で取り
組むことを願っております。
　そこで質問を行います。
　ア、令和３年度の沖縄振興予算が確定した。新型コ
ロナ感染症への対応で国の財政の逼迫など様々な要因
がある中で、知事はどのように評価し、また反省すべ
き点もあったか見解を伺いたい。
　イ、令和３年度沖縄振興予算は、県の要望どおり総
額で3000億円台は確保されたが、一括交付金は大幅
な減額となった。その背景に何があるか、県と国との
対立も要因の一つであるか伺いたい。
　ウ、新たに新規事業も盛り込まれた。それぞれの事
業の内容と事業の効果について伺いたい。
　エ、コロナの感染拡大で落ち込んだ観光の回復に向
け、沖縄振興予算を活用し、本県観光の課題である１
人当たりの消費額と滞在日数の向上をどのように図
り、また、観光客をどのように呼び戻すか伺いたい。
　(2)、次期沖縄振興計画等の策定について。
　沖縄振興の枠組みは、沖縄振興法や沖縄振興計画そ
して高率補助及び予算の一括計上等から成っており、
本県だけに与えられた特例措置であります。復帰後
1972年から実施されてきた沖縄振興計画は、これま
で５次にわたり令和４年、2022年には、実に50年の
半世紀を迎えます。その間、本県の社会資本は相当程
度整備され、本土との格差は大幅に縮小されてきまし
た。しかし道路や港湾、陸上交通など多くの分野で課
題や問題点が残されており、一層の振興策の継続が必
要であります。そのため、さらなる10年の振興計画
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の継続と根本法である沖縄振興特別措置法を延長する
ことが最も大事であります。県においても、長年にわ
たる沖縄振興計画、21世紀ビジョン基本計画の総点
検を行い、目標達成を洗い出しましたが、その中で沖
縄振興特別措置法が最終目標に掲げている沖縄の自立
的発展と沖縄の豊かな住民生活は実現されているで
しょうか。離島県沖縄の特殊性や不利性の克服の難し
さが表れております。知事周辺の学者や専門家がたび
たび述べている沖縄振興策不要論は、軽々しく発言す
べきではありません。また県は、令和４年度以降の次
期計画骨子案を発表しておりますが、理念が先行し具
体性に乏しく十分な実効性がないとの指摘もありま
す。いまだ自立できない本県経済の現実に即した立案
をすべきだと考えております。
　そこで質問します。
　ア、沖縄振興特別措置法の目的が克服できない理由
として、本土からの遠隔性や離島が散在する地理的特
性により高コスト構造を抱えていることを挙げている
が、５次・50年間で実現できなかったものが今後10
年間で克服できるのか。また、国も同様な見解である
か伺いたい。
　イ、県は、新たな沖縄振興計画の骨子案を発表した。
ＳＤＧｓが柱のようだが道半ばとする経済的自立の達
成につながるのか。また、計画10年後の県経済を見
据えたビジョンになっているか伺いたい。
　ウ、沖縄振興計画の最終目標は、民間主導の自立型
経済の構築であるが、骨子案で自立に資する産業の基
盤整備や経営人材の育成など、盛り込まれた施策内容
について伺いたい。
　エ、新たな振興計画の策定理由の一つに、県民所得
の向上等が十分でないことを挙げているが、復帰以来
本県の県民所得は全国最下位であります。その理由や
背景と今後どのような対策や取組で向上が図られるの
か伺いたい。
　オ、新たな振興計画においても一括交付金は必要と
しているが、現状は減額が続いている。今後どのよう
な戦略で増額を図るか。また新たな振興計画の策定と
一括交付金の増額は一体との考えか伺いたい。
　カ、中間提言で新たにＳＤＧｓ推進特区、イノベー
ションパーク特別地区の創設を目指している。本県に
は多くの特区制度が存在するが、活用が十分ではない
との指摘がある。効果的な活用が可能か、県の認識を
伺いたい。
　キ、河野沖縄担当相は、次期沖縄振興計画本文のま
とめに対し、具体的な目標を立て、達成のために何を
すべきかロジックモデルの策定を要望しております。

県はどのように受け止めるのか。また、骨子案は沖縄
相の言わんとすることに応えたものであるか伺いたい。
　ク、県は、ＭＩＣＥ整備について、新型コロナ感染
症の影響で基本計画の策定の見通しがつかないとし、
今後の進め方は当面示せないとしている。これまでＭ
ＩＣＥ事業に応募を示した企業数とコロナを理由に辞
退した企業、今後の財源確保の見通しについて伺いた
い。
　２番目に、海洋資源の開発と科学技術の振興につい
て。
　本県近海の伊是名島や久米島等に海底熱水鉱床等の
資源が豊富に存在することを受け、国は、平成24年度
から国による洋上ボーリング調査を実施しております。
　県は、国の調査に協力しながら、将来における経済
の自立を目指し、海底資源を活用した産業化を図ると
しております。
　県の将来像は、本県における次世代のリーディング
産業として、また海洋資源調査・開発の支援拠点とし
て位置づけ、海洋産業の創出に取り組むものでありま
す。
　一方国においても、我が国における海底資源大国を
目指し、様々な調査・発掘を行い、商品化に向けての
取組を進めております。その一環として、沖縄近海で
の採鉱・揚鉱パイロット試験を実施してきました。し
かし、その海底熱水鉱床開発に関する報告書で、商業
化に向けては、経済性の高い鉱床の発見や効率性・経
済性を向上させる技術・システムの確立等、課題も指
摘されております。現実には、海底資源発掘や開発技
術の確立は簡単ではなく、海底資源を活用した産業化
は容易ではありません。しかし観光以外に中核となる
産業が見当たらない本県にとって、自らの海に眠る資
源を活用した産業化は、絶対に実現すべき課題であり
ます。
　このため県は、引き続き将来の海洋資源を活用した
産業化に向け、研究機関や関連企業との連携による取
組を促進する必要があります。
　以上の観点から質問します。
　(1)、県は、海底資源を活用した産業化を目指して
いるが、その目指す具体的な産業の形態と経済への波
及効果、また、観光産業に続く基幹産業となり得るか
伺いたい。
　(2)、国が実施している海底熱水鉱床の資源量の調
査等について、進捗状況と県の対応について伺いたい。
　(3)、県の目標とするエネルギー自給率の基本的な
考え方と目標とする自給率の達成時期について伺いた
い。
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　(4)、本県の豊富な水溶性天然ガスの利活用が期待
されているが、取組状況について伺いたい。
　３、雇用失業問題について。
　新型コロナウイルス感染拡大で、世界経済は壊滅的
な状況に追い込まれ、我が国経済への影響は、先進国
の中でも深刻だと言われております。
　本県においても例外ではなく、県経済の柱である観
光を直撃し、その余波は多くの産業に及んでおり、今
後の県経済はまさに正念場を向かえていると言って
も過言ではありません。
　企業活動の停滞で、休業や自宅待機など、雇用の維
持が難しくなっている企業が増加しています。特に、
非正規労働者の雇用止めなど、弱者が追い込まれる状
況が懸念されております。
　県内企業は、中小規模の企業が多くを占め、労働生
産性の低さや小規模経営のため正規の雇用を維持す
る力が弱く、採用規模も限定されているのが実情であ
ります。今回の新型コロナウイルスによる影響で雇
用環境は大きな打撃を受けており、雇用の維持や非正
規の正規化は簡単ではありません。現状の県内企業活
動が腰折れしないよう、県の継続的な支援が必要であ
り、期待されております。
　そこで伺います。
　(1)、コロナ感染症の影響で県内の雇用環境は悪化
している。ＧｏＴｏトラベル事業の実施で持ち直した
が、全国一斉停止で今後の見通しが不透明になってお
ります。県の認識と対応策について伺いたい。
　(2)、コロナ感染症を要因とする解雇や雇い止め等
でハローワーク等への相談が増加しているが、県内の
状況と正規・非正規でどのような違いがあるか伺いた
い。
　(3)、今年卒業する高校生や大学生の就職内定率が
全国最低のようであるが、その要因の分析結果と今後
の課題について、県の取組を伺いたい。
　(4)、本県における新規学卒就職者の３年以内の離
職率が全国的に高い状況にある。県は改善策としてミ
スマッチの解消に取り組むとしているが、効果は出て
いない。具体的な取組内容について伺いたい。
　(5)、県内における休業や廃業に伴う雇用喪失への
対応として、失業者の転職等の支援が求められてい
る。県の取組とこれまでの実績について伺いたい。
　４、教育・文化・スポーツの振興について。
　今回の新型コロナウイルスの感染は、本県の教育・
文化・スポーツの各分野に大きく影響を及ぼしており
ます。児童生徒の学習の遅れや部活動の制限、また外
出自粛によるストレスなど、精神面・健康面へのケア

で担当教師の不安も大きいものがあると思われます。
しかし、感染拡大は一向に収まらず、学校現場にはさ
らなる万全な対策が求められ、教師の負担が危惧され
ております。このような状況が続けば、大きな課題と
なっている教師の過重な長時間勤務の解消は程遠く、
負担は増すばかりであります。本県の小中学校教職員
が、昨年１か月ごとの時間外、超勤、最多192時間と
の報告もあり、本県だけではなく全国的に解決すべき
教育の根本的な問題となっております。県独自の最重
要課題として取り組む必要があります。
　また、今日の学校教育は、グローバル化や情報化に
対応した教育が望まれており、また、少子化の進展や
価値観の多様化などにより、学校現場はこれまでにな
い授業や学力向上対策が求められております。さら
に、社会環境の変化で地域の子は地域で見守るとの意
識が薄れ、児童生徒のいじめや不登校の増加など、教
師や親の役割は複雑・多様化しているのが実情であり
ます。
　このような状況にあって、新型コロナ感染症問題は
学校現場に重い課題を突きつけており、県教育委員会
の思い切った決断が求められております。
　そこで伺います。
　(1)、公立小中学校の少人数学級編成で、国は、今
後５年間で小学校全学年を35人学級にすることを決
定した。本県においては独自の取組も進めているが、
さらなる改善に向けた県独自の取組について伺いた
い。
　(2)、奨学金を借りた学生が社会人となり返済で生
活が圧迫される事例が多く、深刻な問題として改善策
が求められている。日本学生機構は勤務先企業の肩代
わりも検討しているようだが、本県における状況と対
応について伺いたい。
　(3)、本県における中学卒業生のうち、進学も就職
もしない進路未決定者は全国で最も高く、以前から問
題が指摘されている。背景に何があるか。また、現状
把握と支援の必要性について伺いたい。
　(4)、本県においては、高校・大学卒の新規就業者
の３年未満での退職が多く、ミスマッチが問題となっ
ているが、文科省は、高校と専門学校との連携を進め
職業選択につなげるとしている。本県における専門学
校との連携について伺いたい。
　(5)、新型コロナ感染を危惧し、出席停止や欠席者
が多く見られるが、これらの児童生徒に対し、遅れた
学習はどのように補習や対応をしているか伺いたい。
　(6)、国の調査によれば、小・中・高校生の自殺が
増加傾向にあり、高校生が最も多いようである。県教
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育長はその背景に何があると考えているか。また、本
県における状況と他県との違いについて伺いたい。
　(7)、学校における問題行動等調査で、小・中・高
校におけるいじめや暴力行為は後を絶たないようであ
る。不登校につながらないよう学校現場において、教
師の対応、保護者の信頼関係をどのように築くか。ま
た、新型コロナ感染症絡みでいじめが増加したことは
ないか伺いたい。
　５、県警関係について。
　昨年、県内で発生した交通人身事故2808件のうち、
飲酒が絡む事故は48件と全国でいまだ厳しい状態で
あります。県警を中心に根絶に向け取組強化してお
りますが、飲酒絡みの夜型社会と言われる生活環境の
中で、根絶が厳しく難しい状況であります。県警の調
査によりますと、刑法犯認知件数は17年連続で減少
しているにもかかわらず、飲酒絡みの摘発件数は２割
超を続けております。過度な飲酒が犯罪を誘発するこ
とが裏づけされており、そのことが本県の飲酒運転根
絶が遅々として進まない理由の一つではないでしょう
か。この飲酒絡みの刑法犯件数調査から、多量の飲酒
が犯罪につながる傾向にあるのは明らかであり、節度
ある適度な飲酒の習慣づけが必要であります。
　一方、高齢ドライバーによる交通事故が多発し、全
国的に社会問題となっております。75歳以上のドラ
イバーに対しては、免許更新時に認知機能検査が行わ
れておりますが、現実的に、事故の発生率は75歳未満
の２倍になっております。警察庁では、免許の自主返
納の強化や運転できる地域を限定した限定免許制度の
導入や車種の限定など、新たな対策を検討しているよ
うであります。
　そこで伺います。
　(1)、本県における飲酒絡みの交通事故は後を絶た
ず、一向に改善される兆しが見えない。その背景に何
があるか。また、関係機関等の連携や取組について伺
いたい。
　(2)、高齢者ドライバーによる事故が多発している
状況に対し、防止対策と運転免許更新時の教育指導の
強化について伺いたい。
　(3)、大麻事件の摘発者が増加し、特に若者への浸
透に歯止めがかかっていない状況のようだが、本県に
おける状況と特徴について伺いたい。
　(4)、新型コロナウイルス感染に絡む詐欺事件が多
発しているが、本県の状況と事前の防止対策はどのよ
うに講じられているのか伺いたい。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕

○知事（玉城デニー君）　仲田弘毅議員の御質問にお
答えいたします。
　沖縄振興策の推進についての御質問の中の１の (1)
のエ、観光の回復に向けた取組についてお答えいたし
ます。
　ウイズコロナ時代においては、安全・安心で快適な
島沖縄を構築した上で、沖縄の豊かな自然環境や独自
の歴史、文化等のソフトパワーを最大限発揮し、年間
を通した観光客数の平準化や滞在日数の延伸、観光消
費額の増加等、質の向上も図ることが重要だと考えて
おります。そのため、ワーケーションの誘致や離島へ
の周遊型観光の促進、国内富裕層やコロナの終息後を
見据えた欧米系外国客の誘客に積極的に取り組むこと
により、延べ宿泊者数の増加につながり観光消費額の
増大が図られるものと考えております。
　次に１の (2) のイ、新たな振興計画（骨子案）とＳ
ＤＧｓについてお答えいたします。
　沖縄県は、平成22年３月に策定した沖縄21世紀ビ
ジョンで示した県民が望む５つの将来像の実現に向け
た各種施策の推進に取り組んできたところでありま
す。５つの将来像の実現に向けたこれまでの取組の延
長線上にＳＤＧｓを取り入れ、県民一体となった取組
を進めることにより、県民が望む将来像の実現により
確実に近づくことができるとともに、ＳＤＧｓの達成
にも寄与するものと考えております。新たな振興計画
（骨子案）においては、ＳＤＧｓ推進に向けた取組の
柱として、12の優先課題を設定しております。具体
的には、基幹産業として持続可能で責任ある観光の推
進、観光との連携、相乗効果等も活用した産業振興、
日本とアジア・太平洋のかけ橋となる物流・情報・金
融の拠点の形成等を掲げているところであります。
　次に１の (2) のク、ＭＩＣＥ事業への関心を示す企
業と財源確保等についてお答えいたします。
　マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業への参入意欲
を持つ民間事業者は複数確認できており、事業者から
は、感染の終息を見通せる状態になってからのほうが
より積極的な検討を進めやすいとの意見も出ておりま
す。ＭＩＣＥ施設の整備には、設置主体である県の一
定の財政負担が必要となることから、沖縄県としまし
ては、マリンタウン全体に民間投資を呼び込むことで
新たな税財源等を確保したいと考えており、引き続き
事業者の意見を丁寧に確認しながら、新たな基本計画
の策定にスピード感を持って取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
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　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、沖縄振興策の推進に
ついての (1) のア、令和３年度沖縄振興予算について
お答えいたします。
　令和３年度沖縄振興予算案において、沖縄振興一括
交付金が前年度より減額となったことは残念であり
ますが、国の財政状況が厳しい中、令和２年度第３次
補正予算に計上された公共事業関係費等を含めると
約3200億円が確保されました。その中では、子供の
貧困対策、離島活性化の推進、首里城復元に向けた取
組などが引き続き計上されたほか、新たに観光サービ
スの創出支援事業が盛り込まれております。
　県としては、令和２年度第３次補正予算を含めた沖
縄振興予算を積極的に活用し、最終年度を迎える沖縄
振興計画の総仕上げに全力で取り組んでまいります。
　次に１の (1) のイ、令和３年度の一括交付金減額の
背景についてお答えいたします。
　令和３年度の沖縄振興予算案について、河野沖縄担
当大臣は、現行の沖縄振興計画期間中、毎年3000億
円台を確保する旨の総理発言を踏まえ、必要な額を積
み上げて確保したものであり、沖縄振興一括交付金に
ついては、継続事業の状況、新規事業の状況などを兼
ね合わせて所要額を計上したものであると述べられ
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、沖縄
振興策の推進についての (1) のウ、内閣府の新規事業
の内容と効果についてお答えいたします。
　内閣府においては、令和３年度より新たな沖縄観光
サービス創出支援事業を実施すると伺っております。
本事業の内容としては、新型コロナウイルス感染症の
拡大防止との両立を図りつつ、沖縄の自然、文化等の
資源を生かした、観光客の消費単価や滞在日数の向上
に資する観光サービスの開発等に要する経費の一部
を支援するものと伺っております。本事業は、沖縄の
観光産業の収益力向上に寄与する事業の一つである
と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、沖縄振興策の推進に
ついての (2) のア、新たな振興計画における目標の実
現及び国の見解についてお答えいたします。
　沖縄県は、本土市場からの遠隔性や離島が散在する

地理的特性により高コスト構造を抱えており、観光・
リゾート産業をはじめとした労働集約型の産業構造
となっております。
　県としては、新型コロナウイルス感染症により深刻
な影響を受けた県経済の回復に全力で取り組むとと
もに、新たな振興計画（骨子案）において、デジタル
トランスフォーメーションの推進等による生産性の
向上、経営基盤の強化、企業間・産業間の連携による
経済循環の向上に取り組むことを盛り込んでおり、企
業の稼ぐ力を強化することで、県民所得の着実な向上
につなげ、県民が経済的な豊かさを実感できるよう取
り組んでまいります。国においては、現在、これまで
の沖縄振興の検証作業を行っていると聞いておりま
す。
　県としては、国の検証結果を踏まえ、国と連携しつ
つ、新たな沖縄振興に取り組んでまいりたいと考えて
おります。
　同じく１の (2) のウ、新たな振興計画（骨子案）に
おける施策内容についてお答えいたします。
　新たな振興計画（骨子案）においては、各種施策展
開に通底する基軸的な基本方向の一つとして、強くし
なやかな自立型経済の構築を掲げ、基本施策「自立型
経済の構築に向けた社会基盤の高度化とネットワー
クの形成」の中で、５Ｇなど次世代の通信環境に対
応した情報通信基盤の整備や世界水準の拠点空港等
の整備、経済成長を加速させる拠点港湾機能やネット
ワーク機能の強化拡充等に取り組むことを盛り込ん
でおります。また、基本施策「県民所得の着実な向上
につながる企業の「稼ぐ力」の強化」の中で、経営人
材を含む人材育成による生産性の向上、中小企業等の
経営基盤の強化による稼ぐ力の向上等に取り組むこ
とを盛り込んでおります。
　同じく１の (2) のエ、県民所得の最下位の理由や対
策、取組についてお答えいたします。
　本県の１人当たり県民所得が伸び悩む要因として
は、労働集約型の第３次産業に非正規雇用者が多いこ
とや、県内産業の労働生産性や経営基盤の弱さ等に起
因した構造的な課題があると認識しております。
　県としては、新たな振興計画の骨子案において、デ
ジタルトランスフォーメーションの推進等による生
産性の向上、経営基盤の強化、企業間・産業間の連携
による経済循環の向上に取り組むこととしており、企
業の稼ぐ力を強化することで、県民所得の着実な向上
につなげていきたいと考えております。
　同じく１の (2) のオ、振興計画の策定と沖縄振興特
別推進交付金の増額についてお答えいたします。
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　県と市町村では、一括交付金を活用して多方面にお
いて各種施策を展開し、多くの成果を上げてきました。
このため、知事と全ての市町村長で構成する沖縄振興
会議において、令和４年度以降も同交付金を継続する
よう国に求めていくことが確認されたところです。
　県としましては、沖縄の特殊事情から派生する固有
課題等の解決に向けて、一括交付金等の活用を図る必
要があることから、同交付金の継続と必要な予算の確
保を市町村と一丸となって、国へ求めてまいりたいと
考えております。
　同じく１の (2) のカ、新たな特区の効果的な活用に
ついてお答えいたします。
　昨年11月10日に公表した制度提言（中間報告）に
おいて、新たな制度として、沖縄らしいＳＤＧｓ推進
特区及びイノベーションパーク特別地区を盛り込んで
おります。これらについては、市町村、関係団体及び
企業から関心が寄せられているところです。今後は、
広く活用される効果的な制度となるよう、細部の制度
設計に努めるとともに、その実現に向けて国と調整を
進めてまいります。
　同じく１の (2) のキ、新たな振興計画におけるロ
ジックモデルの策定についてお答えいたします。
　新たな振興計画（素案）の策定に向けては、基本施
策などの展開を具体化する実施計画の検討作業も並行
して行っており、この中で新たに基本施策ごとに成果
指標を設定することを検討しております。これにより
各種施策の成果指標について、その上位にある基本施
策の成果指標との関連体系図を作成することとしてお
ります。この関連体系図については、今年５月を予定
している沖縄県振興審議会への同素案の諮問と併せて
提示し、指標の妥当性などについて審議していただく
ことを考えております。また、ロジックモデルについ
ては、新たな振興計画の着実な推進を図るための実施
計画を策定する中で、関連体系図を基に構築してまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、海洋資源の開発
と科学技術の振興についての御質問の中の (1)、海底
資源を活用した産業形態と県経済への波及効果につい
てお答えいたします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画において海
洋資源調査・開発の支援拠点形成を施策展開の一つと
して位置づけ、将来の産業化も見据え、支援拠点の形
成に向けた取組を推進することとしております。一

方、平成30年10月に公表された海底熱水鉱床に関す
る国の報告書では、収支がマイナスになっていること
や必要な法制度が未整備であることなどの産業化に向
けた課題はあるものの、引き続き国は調査検討を行う
こととしております。
　県としましては、今後も海底資源を活用した産業化
に向け、国や関係機関と連携して取り組んでまいりま
す。
　同じく２の (2)、海底熱水鉱床調査等の進捗状況と
県の対応についてお答えいたします。
　日本の海底熱水鉱床開発については、国による調査
検討が進められており、直近では令和２年３月に奄美
大島沖において新たな鉱床も発見されております。県
では、国の調査船等が寄港する際の接岸場所の提供や
海底資源に関する周知広報等に加え、資源エネルギー
庁からの情報収集を進めるなど、将来の産業化も見据
え、調査・開発の支援拠点形成に向けた取組を継続し
てまいります。
　同じく２の (3)、県のエネルギー自給率の基本的考
え方と目標の達成時期についてお答えいたします。
　沖縄県では、2013年度に策定した沖縄県エネルギー
ビジョン・アクションプランにおいて、2020年度に
おけるエネルギー自給率の目標を7.9％としておりま
す。この目標値は、再生可能エネルギーを導入拡大し
ていくに当たっての電力系統安定化対策が実現するこ
と、洋上風力発電等の実証段階の発電技術が確立する
こと等の課題が解決されていることを前提として設定
しております。しかしながら、現時点においても、技
術の確立やコスト面での課題が解決に至っていない状
況にあることから、2018年度時点のエネルギー自給
率は1.4％にとどまっております。
　県としては、自給率の向上には再生可能エネルギー
の導入拡大が重要であると考えており、現在策定中の
新たなビジョンにおいて再生可能エネルギー導入拡大
を推進するとともに、新たな振興計画において、民間
投資を誘発するための税制優遇等の支援制度を国に要
望してまいります。
　同じく２の (4)、水溶性天然ガスの利活用に向けた
取組の現状についてお答えいたします。
　県では、これまで天然ガス資源調査を実施し、民間
事業者や市町村による水溶性天然ガスの利活用を促進
するため、調査結果の提供等を行っております。これ
を受け、民間事業者による事業性評価に向けた試掘調
査や市による実証事業が実施されてきました。水溶性
天然ガスは、その推定埋蔵量から県産資源として期待
できるものの、現状では多大な設備投資が大きな課題
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となっております。
　県としましては、新たな振興計画において設備投資
に関する支援策を要望する等、県産資源の利活用に向
けて取り組んでまいります。
　次に３、雇用失業問題についての御質問の中の (1)、
県の雇用環境の認識と対応策についてお答えいたしま
す。
　県内の雇用情勢は、感染拡大の影響の長期化によ
り、令和２年の完全失業率が3.3％と前年と比べ0.6ポ
イント上昇し、また、有効求人倍率が0.90倍と５年ぶ
りに１倍を下回るなど、厳しい状況にあると認識して
おります。そのため、県では、雇用の維持と事業の継
続を最優先に、雇用調整助成金の活用促進や、県独自
の上乗せ助成を行うほか、就職困難者等への再就職支
援や生活相談等を実施しております。また、新規学卒
者を対象とした相談体制の強化や合同企業説明会の追
加開催などを行っており、引き続き沖縄労働局等と連
携し、雇用環境の改善に努めてまいります。
　同じく３の (2)、解雇等の状況とハローワークへの
相談状況についてお答えいたします。
　沖縄労働局によると、解雇等見込み労働者数は、２
月12日現在で累計1681人、そのうち約６割が非正規
雇用となっております。また、昨年６月以降、会社を
離職した求職者からの相談が多くなっており、最近で
は、今後の就職や生活に関する不安などの相談が寄せ
られているとのことであります。
　県としては、雇用の維持を図るため、引き続き雇用
調整助成金の活用促進や、県独自の上乗せ助成を行う
ほか、就職困難者等への再就職支援や生活相談等の強
化を図ってまいります。
　同じく３の (3)、大卒の就職内定率と県の取組につ
いてお答えいたします。
　沖縄労働局によると、令和２年10月末現在の新規
大卒者の就職内定率は49.5％で、前年同期と比べ1.6
ポイント低下しており、今後も厳しい状況が予想され
ます。新型コロナウイルス感染症の影響により、合同
企業説明会の中止など、学生と企業との接点が減少
し、双方に影響が生じていたため、県では相談体制の
強化や合同企業説明会の追加開催など、就職支援の強
化を図ったところであり、引き続き大学等と連携して
就職内定率の向上に取り組んでまいります。
　同じく３の (4)、新卒者の離職率の改善に向けた取
組についてお答えいたします。
　本県における新卒者の離職率は、全国と比べて高い
ことから、県では、職業観の醸成等を図るキャリア教
育やインターンシップのほか、業界研究セミナーや合

同企業説明会、専任コーディネーターによる大学での
就職支援等を行っており、離職率はおおむね改善傾向
で推移しております。
　県としては、これら就職支援のほか、働きやすい環
境づくりや正規雇用の拡大等に取り組むなど、引き続
き関係機関と連携しながら、離職率の改善に取り組ん
でまいります。
　同じく３の (5)、失業者への転職等支援の取組と実
績についてお答えいたします。
　県では、感染拡大の影響を受けた就職困難者や学
生、事業主等を対象とした相談体制の強化を図ってお
ります。令和２年３月から令和３年１月までの実績
は、就職困難者等の就職等に関する相談が１万8219
件、学生等の面接対応などに関する相談が3787件、
事業主の助成金活用などに関する相談が3247件と
なっております。このほか、合同企業説明会や企業間
の人材マッチングによる支援などを行っており、引き
続き関係機関と連携し、きめ細かな支援を行ってまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　御答弁の前に申し述べさせ
ていただきます。
　先月末、県立高校２年生の男子生徒が自ら命を絶っ
てしまったことは、誠に痛ましく痛恨の極みでありま
す。生徒の御冥福をお祈りいたしますとともに、御遺
族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。
　それでは仲田議員の代表質問のうち、３、雇用失業
問題についての御質問の中の (3)、高校生の就職内定
状況等についてお答えします。
　県教育委員会の調査による本県高校生の就職内定率
は、令和２年10月末で昨年度と比べ21.6ポイント減
の28.8％となっており、その要因としては、コロナ禍
による求人倍率の低下や就職活動期間の短縮等が考え
られます。なお、１月末の就職内定率は77.8％となっ
ております。
　県教育委員会では、今後も厳しい状況が予想される
ことから、新たに就職活動に役立つオンライン研修や
求人の多い業界の情報を学校に提供し、引き続き高校
生の就職活動を粘り強く支援してまいります。
　次に４、教育・文化・スポーツの振興についての御
質問の中の (1)、35人学級についてお答えします。
　国においては、令和３年度から５年かけて小学校全
学年で35人学級を実施するための法案が、現在、国会
において審議されております。一方、県教育委員会で
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は、これまで小学校１年生及び２年生で30人学級、小
学校３年生から中学校１年生で35人学級を実施して
まいりました。令和３年度から、中学校２年生及び３
年生に35人学級を拡大し、小中学校全学年で少人数
学級が実現することにより、学校教育の充実に努めて
まいります。
　同じく４の (2)、本県における奨学金の状況等につ
いてお答えします。
　県教育委員会では、平成28年度に返済の必要のな
い給付型奨学金を創設し、これまでに94人の県外大
学進学を支援してきました。また、国においても、今
年度から授業料減免と給付型奨学金等による支援制度
が開始され、給付を希望した多くの大学生や専門学校
生等が支援を受けております。今後とも、経済的理由
で学生が進学を断念することがないよう、国に対し奨
学金制度の拡充を求めるとともに、県においても、県
外進学大学生支援事業を継続し、支援してまいります。
　同じく (3)、中卒進路未決定者の背景と現状把握及
び支援の必要性についてお答えします。
　本県の進路未決定者の割合は、年々改善傾向にある
ものの、全国との比較において高い状況にあります。
その背景として、目的意識を持った学習への取組の
弱さ、学力の未定着、進路決定の遅さ、経済的な要因
などが考えられ、学力向上及びキャリア教育の充実を
図っているところです。
　県教育委員会としましては、今後、進路未決定者に
ついて丁寧な現状把握を行い、関係機関と連携しなが
らよりきめ細かな支援に努めてまいります。
　同じく (4)、高校と専門学校との連携についてお答
えします。
　文部科学省では、最先端の職業人育成システムの構
築を目指して、高校と産業界、専門学校等が連携する
事業を令和３年度から開始することとしております。
県内においては、商業高校が専門学校と連携し、生徒
の資格取得に向けた講座等を実施している事例があり
ます。
　県教育委員会としましては、今年度設置しました、
経済団体や専門学校の代表等で構成する沖縄県産業教
育推進のための研究協議会において、人材育成や高校
と専門学校を含めた産業界等との連携の在り方につい
て検討してまいります。
　同じく (5)、欠席等の多い児童生徒への学習の対応
についてお答えします。
　各学校においては、欠席等の多い児童生徒に対し、
登校時における補習や、オンラインを通しての学習課
題のやり取り等、学習状況や実態に応じて工夫した取

組を行っております。今後ともコロナ禍にあっても、
学習の継続が図られるよう支援に努めてまいります。
　同じく (6)、高校生の自殺の背景等についてお答え
します。
　文部科学省によると、令和２年全国の児童生徒自
殺者数は479人であり、そのうち高校生は329人で
68.7％を占めております。高校生が多い背景には、心
の問題が起きやすい青年期に加え、学業や進路の悩み
が重なることが影響を与えていると推察されます。ま
た、本県における高校生の自殺者数は、直近５年間で
は３人となっております。今年度は全国の状況と同様
に、不安や進路に関する悩みなどの相談が増加してお
り、コロナ禍の影響があると考えられます。
　県教育委員会としましては、校内における児童生徒
の自殺予防体制の強化と関係機関等との連携を図り、
児童生徒の自殺防止に努めてまいります。
　同じく (7)、いじめ等による不登校への対応と新型
コロナ感染症関連のいじめについてお答えします。
　各学校においては、いじめや暴力行為が不登校につ
ながらないよう、管理職や生徒指導担当、学級担任、
養護教諭、スクールカウンセラー等を含めた組織的な
早期対応に努めております。その際、保護者等に対し
ては、支援計画を丁寧に説明する等、共通理解を図り、
信頼関係の構築に努めております。また、新型コロナ
感染症関連のいじめ認知件数は、昨年８月時点の調査
において小学校６件、中学校５件、高校１件、直近の
12月時点では高校１件の増加のみで、小中学校にお
いては増加は見られませんでした。今後とも引き続
き、市町村教育委員会やＰＴＡ等と連携し、児童生徒
の支援の充実に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○警察本部長（日下真一君）　５の (1)、飲酒絡み事故
が減少しない背景と飲酒運転根絶に向けた取組につい
てお答えいたします。
　本県における令和２年中の飲酒絡み人身事故の発生
件数につきましては、45件と、令和元年に比べまし
て48件の減少となりました。
　それに伴い、全人身事故に占める飲酒絡み人身事故
の構成率につきましても、全国ワーストとなった令和
元年中の2.28％から令和２年中は1.6％となり、全国
ワーストを脱却いたしました。しかしながら、飲酒絡
み人身事故の構成率につきましては、全国９位といま
だ上位にあることは変わりません。
　それらの要因といたしましては、飲酒運転で検挙さ
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れた者の約３割が出勤の時間帯であることや、飲酒運
転で検挙された者に対する調査で約６割が飲酒後、
車を運転するつもりだったとの結果が得られているな
ど、本県の夜型社会と相まって、飲酒時間が長く飲酒
量も多いこと、規範意識が低いことなどが考えられま
す。
　県警察では、このような現状を踏まえ、飲酒運転が
絡む交通事故の発生時間や路線等を分析し、飲酒運転
が発生する蓋然性の高い場所における取締りの強化を
はじめ、関係機関・団体との連携による飲酒運転根絶
県民大会の開催、自治体の広報誌や電光掲示板の活用
による広報啓発、自主的かつ積極的に飲酒運転根絶防
止対策を実施している事業所を飲酒運転根絶対策優良
事業所として認定する制度の展開などの総合的な取組
を推進しております。
　県警察といたしましては、引き続き飲酒運転取締り
を強力に推進するとともに関係機関・団体等と連携
し、飲酒運転の根絶に向けた取組を行ってまいる所存
であります。
　５の (2)、高齢運転者の事故防止対策と免許更新時
における教育指導の強化についてお答えいたします。
　県内における令和２年中の高齢運転者が第一当事者
となった人身事故の発生件数は551件で、平成29年か
ら数は減少しておりますが、全人身事故に占める構成
率は高齢者の免許人口の増加等に伴い増加傾向となっ
ており、県警察といたしましても、高齢運転者による
交通事故防止対策を重要な課題の一つとして取組を推
進しているところであります。
　具体的には、70歳以上の高齢運転者に加齢に伴う
身体機能の変化が運転に与える影響を認識していただ
くため、免許更新時に実車講習を中心とした体験型の
高齢者講習が義務づけられております。さらに県警察
におきましては、高齢運転者を対象に各自動車教習所
と連携してドライビングスクールを開催しているほ
か、警察署などにおいて車両運転中の危険な場所を疑
似体験し、危険を回避する運転操作を学習することが
できるドライブシミュレーターを活用した安全運転指
導などを実施しております。
　県警察といたしましては、引き続き関係機関・団体
と連携してこれら取組を強化し、高齢運転者による交
通事故防止に努めてまいりたいと考えております。
　５の (3)、本県における大麻事件の状況と特徴につ
いてお答えいたします。
　当県における大麻事犯の検挙件数は年々増加傾向に
あり、平成28年から昨年までの過去５年間の年間検
挙件数の平均は、102人となっております。５年前の

平成28年と比較いたしますと、検挙者数79人に対し、
昨年中は148人とほぼ倍増しております。また、大麻
事犯の検挙者数増加に伴い、未成年者の検挙者数も増
加しており、平成28年の検挙者数７人に対し、昨年中
は26人と増加しております。
　県警察におきましては、引き続き県民に対する大麻
の危険性等に関する積極的な広報啓発活動を実施する
とともに、末端乱用者の徹底検挙による需要の根絶、
密売組織の徹底した取締りによる供給源の遮断、税関
等関係機関と連携した密輸入等の水際対策、薬物乱用
防止教室の開催などの総合的な対策を講じてまいりた
いと考えております。
　５の (4)、新型コロナウイルスに絡む詐欺事件の状
況等についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症対策として設けられた、
いわゆる持続化給付金制度を悪用した不正受給詐欺事
件につきましては、２月22日の時点で14名を検挙し
ております。具体的な内容につきましては、まさに現
在捜査中の事案であり、答弁を差し控えさせていただ
きます。
　県警察といたしましては、この種事案に対しまして
は、刑事事件として取り上げるものについては、法と
証拠に基づいて検挙措置を取ること、そして、検挙状
況のタイムリーな県民に対する情報発信を行うことに
より適切に対処してまいる所存でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
　　　〔仲田弘毅君登壇〕
○仲田　弘毅君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時27分休憩
　　　午後３時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲田　弘毅君　御答弁ありがとうございました。
　再質問を行います。
　まず最初に、沖縄振興策の推進についてであります
が、予算面での令和３年度の沖縄振興予算について質
問させていただきました。その中の評価と反省すべき
点はないですかという質問を行いましたけれども、
21年度まで安倍前総理が3000億円台を約束したその
ことが行われているんじゃないかという答弁だと僕は
認識しておりますが、その評価と、なぜ3010億円以
上の予算が獲得できなかったのか。そのことをもう
ちょっと真摯に県は努力したところも含めて答弁をし
ていただきたいなと思います。
　次に、今回の県のあらゆる事業の中で、新規事業も
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もちろん大事でありますが、その中において西普天間
住宅跡地とか、そこにおける健康医療拠点整備、そし
て首里城復元等の事業は引き続き予算化されて進めら
れておりますけれども、残念ながら期待された現振興
計画、沖縄21世紀ビジョン基本計画の総仕上げにつ
ながるような事業が見当たらない。そういうふうに理
解しております。県の見解をお伺いしたいと思います。
　次に、振興策の中においても、次期沖縄振興計画の
策定についてでありますけれども、まず第５次振興計
画に関して、骨子案は、私の記憶ではなかったという
ふうに考えておりますが、なぜ今回骨子案が策定され
たのかお聞かせください。そして骨子案の策定に当た
り内閣府との調整は行われたのか。そして計画達成や
予算獲得には、内閣府担当の説得が必要だと考えてお
りますけれども、骨子案を提出したのはいつなのか。
その提出した後に内閣府との調整に入るのか、こうい
うふうに理解をしてよろしいのかお伺いします。
　次に、海洋資源開発についてお伺いします。
　商工労働部長から答弁がありましたけれども、国は
平成24年度から洋上ボーリングを実施したとされて
おりますけれども、県独自としての取組はあったのか。
もしあったとすれば何年から何年まで行われたのかお
聞かせください。
　海底資源を活用し産業化を図るためには、これまで
の歴代の県知事も関わってきたと思いますけれども、
どの知事がどういうふうな関わりがあったのか教えて
ください。
　県は国の調査に協力しながら対応し、そして資源を
活用し、海洋産業の創出に取り組むというふうになっ
ておりますけれども、その面に関する予算措置はなさ
れたのかお聞かせください。
　国においても、海底資源大国を目指して採鉱・揚鉱
パイロット試験等を実施しておりますけれども、その
調査結果が県民に報告されているのかどうかそれもお
聞かせください。
　そして先ほど部長から、奄美のほうで新しい鉱床が
発見されたというお話がありましたけれども、現在我
が国において採鉱・発掘して事業化で成功例があるの
かどうか。もしあればお聞かせください。これまで
海底資源を活用した産業化について、どのような団体
あるいは国も含めてでありますが、要請を行った経緯
があるのかどうかそのことをお聞かせください。私個
人としては、沖縄振興調査会、小渕優子会長等への要
請も今後必要じゃないかというように考えております
が、いかがでしょうか。
　先ほど自給率の話がありましたけれども、県はク

リーンエネルギーとして風力発電、太陽光、あるいは
波力発電等の研究・開発資源等も行っておりますが、
そのことについてもうちょっと詳しくお聞かせくださ
い。太陽光については、皆さんお分かりのとおり補助
金等も出ていると思います。
　３番目の雇用失業問題についてでありますが、国は
ＧｏＴｏトラベルの対応でキャンセル手数料や事務費
等の補償等を発表しておりますけれども、県も国のコ
ロナ対策事業あるいは沖振等も含め活用しながら県独
自の他府県にはない、一歩踏み込んだ取組をすべきだ
と思いますがいかがでしょうか。
　観光客数の激減は業界にとって大きな死活問題であ
り、早めのＧｏＴｏトラベル事業を復活すべきとの声
もありますけれども、知事の見解を伺いたい。
　また、経済的ダメージの要因は、これまでの緊急事
態宣言によるところが大きい。知事は解除に向け、慎
重な姿勢から一転して３月１日に本県独自の緊急事態
宣言を解除するという説明がありました。その経緯と
―問題は、解除した後の対策が一番、あるいはまた
極めて重要だというふうに考えております。そのこと
に対して知事の見解をお伺いしたい。
　次、教育問題についてでありますが、教育長、少人
数学級、35人学級というのは教育界含めてＰＴＡも
長年の悲願でありました。その方針が今回文科省を通
じて変更されるという発表がありましたけれども、そ
の中において国と県の取組の違い、国は今小学１年か
ら６年までを目標に目指しておりますが、本県はもう
既にこれまでに中学１年生まで前倒しして、そして今
回の事業にしても、中学２年から３年まで包括して行
いたいという状況でありますので、その取組の違いと
少人数学級を導入することによって財政負担がどれく
らいあるのか、それをお聞かせください。
　奨学金についてでありますが、日本学生支援機構は
新年度から―つまり４月１日から貸与奨学金を受け
ていた社員が、返金の一部または全額を支援する企業
から直接支援機構に返金ができると、返還ができると。
これは大変有意義なことだというふうに思っていま
すが、この実施される企業については優秀な人材の確
保につながり、また企業名を公表されるなど社員への
手厚い支援がＰＲにもなるというふうに考えておりま
す。このことから、今後進学を目指す子供たちにとっ
て貸与による奨学金の返済を気にしないで進学を考え
ることができる制度だと私自身思いますが、今後の子
供たちへの影響について教育長の見解を伺いたい。
　５番目に、コロナ禍で補習授業を含めて、今大変厳
しい状況に追い込まれた子供たちがおります。もちろ
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ん学校は文科省の標準時間数も配慮しながら、年間指
導計画を立てていると思いますけれども、しかしこれ
だけコロナ感染が拡大し長引くということになると時
間数を確保するのも容易ではなかったと思われます。
特に受験生や保護者からの大きな不安として上がって
きたのは、休校中に行われた地域や学校、家庭におけ
る取組に差があり過ぎるという指摘がありました。そ
のことについて教育長の考え方をお伺いしたいと思い
ます。
　警察関係でありますが、大麻問題について。
　これは本県の将来を担っていく子供たち、そういっ
た子供たちが薬物に侵されていくというのは、大変危
惧すべきことであり、また我々大人として見逃すこと
ができない大きな事案だと思います。その大麻事件の
摘発が増加し、若者への浸透が報告されて大いに危惧
しておりますけれども、そのうち報告された、摘発さ
れた方々の中に中学生、高校生、大学生が占める割合
はどれぐらいなのか。そしてその子供たち、特に児童
生徒、中学生、高校生等に関しては学校関係との連携
はどうなっているのかお伺いいたしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの仲田弘毅君の再質
問に対する答弁は、時間の都合もありますので休憩後
に回したいと思います。
　20分間休憩いたします。
　　　午後３時40分休憩
　　　午後４時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前の仲田弘毅君の再質問に対する答弁を願いま
す。
　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　令和３年度沖縄振興予算
の評価等についてお答えいたします。
　県では沖縄振興予算の確保及び一括交付金の増額に
向け、６月から７月にかけて計５回、全市町村を対象
に意見交換会を行うとともに、内閣府とも意見交換を
重ねてまいりました。さらに９月以降、あらゆる機会
を捉え、知事を先頭に内閣府、沖縄担当大臣、官邸を
はじめ関係要路に要請を行ってまいりました。沖縄振
興一括交付金が前年度より減額となったことは残念で
ありますが、新たな観光サービス創出支援事業が盛り
込まれたほか、子供の貧困対策、離島活性化の推進、
首里城復元などの取組が引き続き計上されており、ま
た令和２年度第３次補正予算に計上された公共事業関
係費等を含めると約3200億円が確保されておるとこ
ろでございます。

　次に、21世紀ビジョンの仕上げに向けた取組等に
ついてお答えいたします。
　令和３年度はコロナ禍においても、県民の生命、生
活、雇用、事業を守り抜くとともにより幅広い分野に
おいてアフターコロナに向けた将来を見通した取組を
進める必要があります。このため、限られた財源を重
点的に配分することにより、持続可能な沖縄の発展と
誰一人取り残さない社会づくり、ＳＤＧｓの実現に向
けて取り組む方針の下、令和３年度一般会計当初予算
は過去最大となる約7912億円を計上したところであ
ります。令和３年度は残り期間が１年となる沖縄21
世紀ビジョン基本計画の総仕上げに各種施策に全力で
取り組むこととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　まず、沖縄振興計画の骨
子案の作成意図についてでございます。
　現行計画の沖縄振興計画の策定に当たりましては、
平成23年、10年前の４月、素案を策定して公表した
ところです。今回新たな振興計画の策定に当たりまし
ては、素案を策定する前に幅広く意見を頂戴したいと
いう考えから初めて骨子案を策定したところで、既に
市町村長の皆様と圏域別の説明会を行って意見を交
換したところでありますし、県民の皆様からまたパブ
リックコメントを今頂戴している途中でございます。
これらの幅広い意見を伺いながら振興計画の素案の策
定に取りまとめていきたいと考えているところです。
　もう一点、内閣府への骨子案の提出時期、そして調
整についてという御質問でございます。
　まず骨子案については、１月末に県の沖縄県振興
推進委員会で決定したところです。その際に、内閣府
に提供をしております。ただし国においては現在、こ
れまでの沖縄振興の検証作業を行っているところで、
内閣府の検証結果がまとまり次第、詳しい調整に入る
ことになりますけれども、３月に取りまとめる県の素
案、この中で国の検証結果も反映させたいというふう
に今考えているところです。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　まず海洋資源の洋上
調査、県独自の調査があったかという御質問と、県独
自の予算措置状況はどうかという質問、関連しますの
で一括してお答えいたします。
　沖縄県としましては、将来の産業化を見据えまして
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海洋資源の調査、開発の支援拠点を沖縄に形成するた
めの取決めを推進しております。そのため平成25年
から26年にかけまして、海洋資源利用と支援拠点形
成に向けた可能性調査ということで事業をしておりま
す。それから、平成27年以降は海洋資源調査、それか
ら開発支援拠点形成促進事業ということで、これはあ
くまでも開発支援拠点を沖縄県へ形成することを目指
した調査、それから周知広報というような事業を実施
しておりまして、ちなみに令和２年度の予算額としま
しては1134万円、それから令和３年度、次年度です
けれども、当初予算では623万3000円を計上させて
いただいております。
　次に、海洋資源に係るこれまでの知事の関わりとい
う御質問がございました。
　国のボーリング調査が平成24年から開始されてお
りますので、これはその当時、知事だった仲井眞元知
事以降、取り組んできたというふうに理解しておりま
す。
　それから国の調査経過の公表と県民への情報提供と
いうことでございますけれども、国は海底熱水鉱床開
発計画総合評価報告書というものを平成30年12月に
公表しております。この公表結果に対する県民への情
報提供ということで、先ほども御案内しましたが、海
洋資源調査開発支援拠点形成促進事業という中で県の
ほうでセミナーを実施しておりまして、その中で周知
広報等に取り組んでおります。
　それから、海洋資源の熱水鉱床に係る資源活用の成
功例はどうかということと、それから要請等の経緯は
どうか、状況はどうかという御質問がありました。こ
れも関連しますので、一括してお答えいたします。
　まず海底資源開発の課題という件というところから
ですけれども、いまだに世界的に海洋鉱物資源の開発
事例はございません。未解決の技術課題、課題の解決
のみならず法制度や環境影響も含めて長期的に取り組
む必要があるものというふうに考えております。具体
的な課題としましては、まず経済性、それから法制度、
社会的重要性、それから選鉱場、それから県のほうで
取り組んでいる調査船等の寄港地というような課題が
ございます。県の対応方針ですけれども、資源開発の
主体である国の調査研究の状況を見極めつつ、沖縄に
おいてどの分野で、どのような形で参画できるのかを
検討するなど長期的な視点で取組を行っていく必要が
あるというふうに考えておりまして、国への要請につ
きましては、こうした国の調査検討の進捗状況を見な
がら適宜判断していきたいというふうに考えておりま
す。

　次に、沖縄県の再生エネルギーの取組という御質問
にお答えいたします。
　沖縄県は電気のユニバーサルサービスを担う沖縄電
力と連携しまして、電気の安定的かつ適正な供給を確
保しつつ、再生可能エネルギーの導入拡大に取り組ん
でいるところであります。また、県から沖縄電力に委
託している波照間島での実証事業において、再生可能
エネルギーを電源とするモーター発電機を活用する事
業におきまして、再エネ100％で約10日間、これ229
時間27分、連続して電力の供給を実現しております。
これは再エネ拡大につながる成果というふうに考えて
おります。
　県としましては、再生可能エネルギーへの導入拡大
に向け、県の実証事業成果の他地域への展開を促進す
るとともに、新たな振興計画において沖縄電力を含め
た民間事業者が再生可能エネルギーへの設備投資を誘
発する支援制度等を検討しているところでございます。
　最後に、雇用失業問題の中で、県独自の取組につい
ての御質問がありました。お答えいたします。
　本県独自の雇用に関する取組についてですが、県で
は事業主の負担軽減を図り、雇用の維持につなげるこ
とを目的に雇用調整助成金に県独自の上乗せ助成を行
う沖縄県雇用継続助成金事業を実施しております。ま
た企業間の人材マッチング事業など、雇用の維持に関
する取組を行っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　仲田議員
の再質問の中の、コロナ禍における沖縄県独自の支援
策についてということで、これは観光分野に関して答
弁させていただきます。
　この県独自の緊急事態宣言下におきます観光関連産
業への支援、県独自の取組ということにつきまして、
急激な経営悪化に陥っている宿泊事業者に対して、個
人及び同居家族に限り感染防止対策を徹底した宿泊施
設で、１泊２食つき、施設内での滞在を条件とした県
民１人当たり１泊5000円の補助を行う家族でＳｔａ
ｙ�Ｈｏｔｅｌ事業を現在実施しているところでござ
います。また、域内需要喚起のためのおきなわ彩発見
キャンペーン、これ第３弾でございますけれども、現
在準備をしているところでございまして、県独自の緊
急事態宣言が終了した後、適切な時期にスタートをし
たいというふうに考えております。あわせまして、今
議会の補正予算で上げさせていただいております沖縄
観光体験支援事業、これはクーポンなどによる喚起策
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でございますけれども、それも活用しまして、落ち込
んだ観光業界の支援に独自策を実施する形で全力で取
り組んでまいりたいというふうに考えております。
　それから、ＧｏＴｏトラベル事業再開に係る県の認
識についてという御質問がございました。
　ＧｏＴｏトラベル事業の再開につきましては、全国
知事会が２月６日にまとめました新型コロナウイルス
感染症緊急事態宣言の期間延長を受けた緊急提言にお
きまして、地域の実情を踏まえ、感染が落ち着いてい
る地域の宿泊施設をその地域の住民が利用する場合に
限って再開するなど、感染状況に応じて適切に運用す
るよう本県を含めた全国の知事の総意として国に求め
たところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　仲田議員の緊急事
態宣言後の経緯等についての御質問にお答えいたしま
す。
　２月22日のコロナ対策本部において、緊急事態宣
言は２月28日まで継続することを決定しております。
２月27日にはこの間の感染状況などを確認した上で、
宣言の解除を判断することになりますが、その場合も
３月、４月は卒業式や入学式、人事異動時期なども重
なり人の動きが活発になりますので、今後の３密の徹
底などの対策が重要と考えております。このため、感
染状況等を踏まえまして専門家や経済界の御意見を伺
いながら、解除後の対応策の内容についても決定する
予定でございまして、県民の皆様の御協力をいただき
たいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　仲田議員の再質問にお答え
いたします。
　まず１点目で、少人数学級の関係でございます。
　国と県との取組の違い等についてでございますが、
先ほど答弁もさせていただきましたが、国においては
令和３年度から５年にかけて小学校全学年で35人学
級を実施するようでございます。県ではこれまで小学
校１年・２年で30人学級、小学校３年から中１まで
で35人学級を実施しておりまして、次年度、令和３年
度から中学２年・３年の35人学級を実現することで、
県のほうでは小中学校全学年で少人数学級が実現をい
たします。少人数学級の実現によりまして、よりきめ
細かな指導が可能となることで、学校教育の充実が図
られるというふうに認識をしているところでございま

す。
　また、今回の中学校２年・３年の拡大に伴う財政的
なことでございますが、中学校３年までの35人学級
拡大に必要となる、まず教室は105教室程度を見込ん
でおります。あわせて教員は180人程度、人件費は11
億円程度を見込んでいるところでございます。
　次に、日本学生支援機構の今般の新たな仕組みでご
ざいます。それについてお答えさせていただきます。
　議員の御指摘のとおり、貸与型の奨学金を受給する
学生が卒業後に返還に困るというケースがあるという
ことは承知をしているところでございます。日本学生
支援機構におかれましては、貸与型奨学金については
これまでも減額の返還制度ですとか、返還期限猶予制
度などの救済措置を用意しているところでございます
が、今般の４月からの制度による企業の支援が実施さ
れることは、企業の人材確保はもとより、学生の卒業
後の将来設計にも有意義であるというふうに考えてい
るところでございます。支援企業への就職も含め、進
学への目標も立てやすくなると思いますので、今後支
援していただける企業が増えることを期待していると
ころでございます。
　次に、新型コロナの関係で、年間指導計画等、それ
についてどういうふうな対応になっているかというと
ころでございますが、先ほども答弁させていただきま
したが、特に学習の状況や実態に応じて工夫をさせて
いただいているところでございます。一方で、特に中
学校３年生ですけど、夏場の時点では県立高等学校の
入学者選抜の公平公正の観点から学力検査の出題範囲
を縮小させていただきました。あわせて、学習の定着
の取組に差が生じないよう授業時数の確保のために夏
休み期間の短縮ですとか、土曜授業の実施、学習内容
の重点化等を行いました。特に中学校３年生につきま
しては、学び残しや受検に不利益にならないよう希望
する市町村の学校へ学習支援員を配置するといった取
組をさせていただいたところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○警察本部長（日下真一君）　再質問にお答えする前
に申し上げます。
　先ほど答弁におきまして、大麻事犯の検挙件数は
年々増加傾向にあり、昨年までの過去５年間の年間検
挙件数の平均は102名と申し上げましたが、検挙件数
と申し上げたのはいずれも検挙者数でございます。こ
の場で訂正させていただきます。
　それでは再質問にお答えいたします。
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　まず、大麻で検挙された未成年者のうち、学生が含
まれているかとの御質問でございますが、平成28年
から昨年までの過去５年間の未成年者による大麻事犯
検挙者数は70名でございます。このうち学生に関し
ましては、大学生が３名、専修学校生が３名、高校生
が26名ということで学生は32名となっております。
中学生以下の検挙はございません。
　続きまして、教育現場との連携についてでございま
す。
　県警察では、青少年の薬物乱用を防止するため教育
委員会、学校等の関係機関と連携した取組を行ってお
ります。特に県教育庁から委嘱を受けた警察官を安全
学習支援隊として学校に派遣しております。この支援
隊等により令和２年中は190回の薬物乱用防止教室を
開催し、２万4014名の児童生徒、教職員及び保護者
に対して薬物の依存性、心身へ及ぼす影響、その有害
性等を認識させるための指導啓発を行っております。
　県警察といたしましては、引き続き教育現場との連
携を推進してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
　　　〔下地康教君登壇〕
○下地　康教君　今日最後の質問者となりました。
　皆様方には最後までお付き合いをお願いしたいとい
うふうに思っております。
　会派沖縄・自民党、宮古島選挙区の下地康教でござ
います。
　今、我が国を含む全世界では、新型コロナウイルス
感染の嵐が吹き荒れ、世界恐慌またはコロナ感染者が
さきの世界大戦の死者の数を上回るという大変な状況
になっております。また、コロナ禍の中で感染により
お亡くなりになられた方々、それに最期を見届けるこ
とができなかった遺族の方々の心中を思うと、悲しみ
はいかばかりかと存じます。現在、緊急宣言が発令さ
れている中、厳しい状況下で医療機関等において感染
リスクを抱えながら、医療や介護に専念されている医
療従事者、介護従事者の皆様に敬意を表したいと存じ
ます。
　さて、それでは会派沖縄・自民党を代表して、所見
を交えながら通告に従い質問を行います。
　まず第１番目に、米軍基地問題についてであります。
　普天間飛行場の全面返還を含む県内11施設、約
5000ヘクタールの返還、9000名の海兵隊の移転な
ど、ＳＡＣＯ合意から25年が経過しながら実現した
のは北部訓練場のみでございます。
　ＳＡＣＯ合意の大きな目的は、普天間飛行場や那覇

軍港、牧港補給地区などの返還であり、返還後の基地
利用による経済波及効果は地域の発展に大きく寄与す
ることが期待されておりました。しかし現実は、辺野
古移設問題をめぐる県のかたくなな姿勢により、返還
プログラムが一向に進まないというのが実態でありま
す。玉城県政は、ＳＡＣＯ合意が完全に実現したとし
ても、依然、沖縄の米軍基地は全国の69％と負担軽減
には程遠いと批判しております。また、嘉手納以南の
大規模基地が返還された際の経済波及効果を試算して
返還後の効果を県民にアピールしております。ＳＡＣ
Ｏ合意を批判しながら、ＳＡＣＯ合意の効果を評価す
ることは県の一貫した姿勢がないと言わざるを得ませ
ん。
　知事は議会答弁において、大規模基地の整理縮小を
目的としたＳＡＣＯ合意を推進すると明言をしている
が、現実は普天間飛行場返還の前提である辺野古移設
を妨害することで、基地の整理縮小を遅らせているの
が実態であります。極めつきは、唐突に米軍専用施設
を全国比で50％以下を目指すと表明するなど、まさ
に言行不一致で、思いつき発言と言わざるを得ないの
であります。また知事は、国に対し、法令を無視し、
民主的自治を阻害していると非難をしているが、知事
自身は法令に沿った県政運営を行っているのか非常に
疑問であります。
　知事は、沖縄防衛局による約３万5000群体のサン
ゴ移植に係るサンゴ類特別採捕許可申請を不許可とし
ております。翁長前知事は、同様の許可申請について
は法手続に従って許可をしております。しかも玉城知
事は、最高裁の判断には従うと明言をしている以上、
行政手続にのっとって許可しなければならないもので
あります。今回の不許可判断は、今後国が提出予定の
設計変更承認申請に対する対応を見据えた政治判断で
あると言わざるを得ないのであります。さらに、別の
サンゴ類特別採捕許可申請をめぐる国との裁判は、県
が提起したことから、今回、不許可とすることで国に
不服申立てや訴訟を提起させるとの思惑が働いている
と十分に考えられるのであります。しかし知事は、辺
野古移設反対を続けるにしても、自治体の長として法
令を守るという立場を堅持すべきであると考えます。
　そこで伺います。
　(1)、普天間飛行場の早期返還問題について。
　ア、知事は、米軍専用施設を全国比で50％以下を目
指すと表明をした。そこで削減を求める施設名と、ど
の程度削減すれば目標達成となるのか。また、その目
標期限等について伺います。
　イ、知事は、普天間飛行場返還の条件である辺野古
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移設に反対し、嘉手納以南の大規模基地返還を事実上
困難にしている。米軍専用施設を全国比で50％以下
とする表明は言行不一致で実現不可能ではないか、見
解を伺う。
　ウ、米軍キャンプ・シュワブにおける陸上自衛隊と
の共同使用報道について、国は否定しているが、知事
は看過できないと反発をしている。そこで知事の報告
機関である万国津梁会議は、沖縄の米軍基地の整理縮
小について、沖縄の海兵隊を本土に分散移転するとと
もに、自衛隊と米軍の基地共同使用を進めることで日
本政府が基地全体の運用の責任を持つこととなり、地
元への悪影響を減らすなどと、知事に報告提言をして
いることから、知事は共同使用について反対する理由
はないのではないか伺う。
　エ、知事は、万国津梁会議が報告した自衛隊と米軍
の基地共同使用を進めることで、日本政府が基地全体
の運用の責任を持つことにより地元への悪影響を減ら
すとする考えに賛成であるのか、見解を伺いたい。
　オ、知事は、沖縄防衛局が約３万5000群体のサン
ゴ移植のため、サンゴ類特別採捕許可申請を不許可と
した。同様の許可申請について以前は許可をしていた
が、なぜ今回は不許可としたのか。軟弱地盤の存在が
理由となるのか、また、裁判闘争を想定しているのか
伺いたい。
　カ、知事は、バイデン大統領との関係構築に向けて
訪米するとしている。しかし新たな米政権は辺野古移
設を唯一だと公言している。知事はこれまでもトラン
プ政権との関係を構築し基地問題を解決するとしなが
ら、何の進展も見られていない。これでは予算の無駄
遣いではないのか伺いたい。
　(2)、米軍基地関係騒音事故等について伺います。
　ア、米軍機の慶良間諸島での低空飛行について、訓
練区域外の訓練であり地元からは人命をも脅かしてい
るとして訓練の中止を求めている。県は対応している
としているが、このような問題こそ駐日米国大使に直
接要請すべきではないのか伺いたい。
　イ、普天間飛行場周辺の湧き水から高濃度の有機
フッ素化合物（ＰＦＯＳ）が検出された問題で、現状
と県の立入調査について伺いたい。
　ウ、米軍基地から派生する航空機騒音に対する住宅
防音工事措置の拡充が求められている。現在の対象と
なる騒音の程度と要望されている拡充の内容につい
て、さらに県の認識について伺いたい。
　次に、観光振興についてであります。
　本件においても新型コロナウイルスによる影響は甚
大であり、昨年の観光入域客数は、約70％余り減少し

ております。そこでＧｏＴｏトラベル事業の実施によ
り観光業界は息を吹き返し、廃業や休業で解雇されて
いた従業員の呼び戻しも見られました。しかし、Ｇｏ
Ｔｏトラベル事業が停止になっている現在、県内観光
業の落ち込みは悲惨なものとなっており、先行き不透
明な状況が続いております。
　現下のコロナ感染状況を見ると、早めの終息は期待
できず、当面は、ウイズコロナ生活の中でいかに観光
業を回復させるかが県政に課せられた大きな課題であ
ると考えます。コロナ感染の影響は大きく、世界的な
感染拡大により、好調だったインバウンドによる海外
からの観光客も壊滅状態となり、さらに、本県観光客
数の多くを占める修学旅行も回復に時間がかかるも
のと予想されます。観光が好調に推移していても、一
旦自然災害や社会要因などの外的要因を被れば、一転
して観光客の足が止まり観光関連業に大きな打撃を与
えるものであります。今回の新型コロナウイルスの感
染拡大はまさにその影響が顕著に現れた出来事であり
ます。本県は今後とも観光立県として発展していく上
で、観光の質的転換を目指すべきであり、これまでの
観光客数重視から、観光立県にふさわしい、長期滞在
が期待できる海外富裕層の誘致やリピーター観光客を
いかに増やすかが重要であります。あわせて観光客の
消費単価を上げる仕組みづくりを構築することが最も
重要であります。また、本県は我が国唯一の亜熱帯海
洋性気候にあり、周囲を海に囲まれ、年中温暖な気候
に恵まれていることで、リゾート地として国際的な地
位を築いており、海外に対する認知度の向上を図るた
めの情報発信が重要と考えます。
　我が会派は、これまで外的要因に左右されない、観
光立県としての基盤を確固たるものにするため、量か
ら質への観光の転換を求めてきたが、今回のコロナウ
イルス感染症による影響の深刻さは、量的観光の限界
を示しており、本県の観光は質的転換が必要であると
考えます。
　これまでの固定観念を払拭し、思い切った戦略の転
換が望まれるところであります。
　そこで伺います。
　(1)、昨年から新型コロナ感染症の影響で県内観光
は大きな打撃を受けている。回復に向けた取組が必要
だが、観光業や関連企業のコロナ感染による影響の実
態と支援について伺いたい。
　(2)、ＧｏＴｏトラベル事業による効果と実績、事
業の停止による影響について、県はどのように状況を
把握しているのか。また今後の見通しについて伺いた
い。
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　(3)、昨年の県内への修学旅行の実績と県独自の安
全策や支援策はどのように行われたのか伺いたい。
　(4)、我が会派は本県における観光の在り方につい
て、観光は外的要因に左右されやすいことから、量か
ら質への転換の必要性を求めてきました。今回の新型
コロナウイルス感染の影響はこれまでにない深刻な状
況にあります。本県の観光の在り方の総点検と根本的
な転換が求められると考えるが、県の見解を伺いたい。
　(5)、本県は国内唯一の亜熱帯海洋性気候という地
理的特質を持った観光形態を有しており、コロナ後の
観光経済の回復が急がれている。そのためには、観光
業界における人材確保が必須であるが、コロナの影響
による雇用悪化の状況と今後人材をどのように呼び戻
すのか伺いたい。
　(6)、コロナ禍で事業継続が難しい企業の従業員を
ほかの企業へ出向・転職させるための取組について、
本県における実績とその取組が進まない背景や課題等
について伺いたい。
　(7)、泡盛のユネスコ無形文化遺産登録に向けて、
文化庁の文化審議会で可否を検討するとしている。実
現すれば本県の観光に大きく貢献することとなるの
で、県の今後の取組を伺いたい。
　３番目に、離島・過疎地域の振興についてであります。
　多くの離島を抱える沖縄県は、この広大な海域の中
に160もの離島が点在し、そのうち沖縄本島を除く39
もの有人離島が存在する島嶼県であります。
　また、本県には、過疎法に基づき１市４町13村の
18団体が指定を受け、そのうちの15市町村が地理的
制約を受ける離島であります。このような地理的不利
性にある本県の離島・過疎地域の振興を図るため、
21世紀ビジョン離島振興計画に基づき住みよく魅力
のある島づくりを目指して、国の支援を得て様々な施
策及び事業が展開されてきました。
　しかしながら、取組の進捗状況は、成果指標96中、
目標達成率は約50％弱にとどまっており、また離島
を訪れた国内客の満足度も十分とは言えず、むしろ後
退している状況であります。
　復帰50年を迎えようとしていながら、この間、国に
よる振興策が実施され、特例措置、高率補助など、様々
な施策や支援が投下されてきました。しかしながら離
島・過疎地域の振興及び活性化は道半ばであります。
このことからも分かるように離島・過疎地域の安定条
件の整備がいかに難しいかということであります。
　今後、赤字の船舶航路及び航空路線に対する運航費
補助や老朽化した船舶、航空機の更新に係る費用補助
の拡充、さらに離島住民の生活交通手段に欠かせない

航路及び航空路線の安定的な確保に思い切った対策が
求められております。
　このように、本県の置かれた地理的不利性に起因す
る様々な課題や問題はそう簡単に解消できるものでは
ありませんが、我が国で唯一の亜熱帯海洋性気候とそ
れぞれの離島の持つ特性は、将来における有望な資源
であります。
　そこで地域の特色を生かした観光をはじめとする産
業の振興や農林水産業及び畜産業の基盤整備などによ
り、いかに離島振興の成果を上げるかがこれからの沖
縄県における大きな課題であります。このような離島・
過疎地域が抱える生活コスト高や格差の是正を図り、
地域不利性を解消することが住みよく魅力ある地域づ
くりにつながると考えるのであります。
　そこで伺います。
　(1)、若者の流出を防ぎ離島の活性化を図るため、
地域産業の振興や観光客誘致を進め雇用の場の確保に
努めてきたが、その効果は限定的である。課題解決が
難しい要因は何なのか、本県特有の問題があるのか、
それを伺います。
　(2)、2021年３月で切れる過疎地域自立促進特別措
置法の延長について、県内16市町村は存続し竹富町
と北大東村は除外されることとなっております。その
結果について県の認識と今後どのような影響が考えら
れるのか、また脆弱な財政基盤を用い、除外された町
村への財政支援体制をどのように考えているのか伺う。
　(3)、離島港湾の整備促進について、物流の高速・
効率化や、離島航路船舶の大型化に対応した離島重要
港湾及び地方港湾整備の現状と今後の取組について伺
う。
　(4)、離島振興において、離島における下水道の整
備を掲げているが、主な施策の実施状況とその成果に
ついて伺う。
　(5)、特定町村における地域保健活動の推進につい
て、人材確保と小規模町村における保健師の複数配
置、財政面等の支援等について、県の考え方を伺う。
　(6)、下地島空港及び周辺用地の利活用に向け、利
活用候補事業の概要と事業実施について伺う。
　(7)、伊平屋空港及び伊平屋・伊是名架橋の整備実
現に向けた県の取組の現状を伺う。
　４番目に、農林水産業の振興についてであります。
　本県の農林水産業は、度重なる台風等自然災害によ
る農作物への被害や1986年10月以来33年ぶりの豚熱
の発生で、畜産業は深刻な打撃を受けております。こ
のような中、新型コロナウイルス感染拡大による影響
は、本県の農林水産業全般に及び、生産農家の経営状



─ 66 ─

況は深刻さを極めております。このため、国や県の農
林水産物の輸送手段確保対策や肉用牛農家に対する負
担軽減策などを講じたほか、貸付金限度額の引上げや
価格安定制度等による支援、さらにＧｏＴｏトラベル
の実施で経営の持ち直しが見られました。しかし、Ｇ
ｏＴｏトラベルの全国一斉停止や新型コロナウイルス
感染第３波の到来で、飲食業に対する時短要請など、
県民の消費行動が大きく制限されたことから先行きは
不透明となっています。また、西日本を中心に感染が
拡大している、鳥インフルエンザに対する対策も急が
れております。大消費地のある本土市場から遠隔にあ
る本県の農林水産業は、経営規模が脆弱であり、さら
に高齢化による担い手不足や耕作放棄地の増加など恒
常的な課題を抱えております。また、毎年のように台
風等自然災害に対応するための基盤整備や災害に強い
農水産物の開発など、戦略性のある農林水産業の転換
が求められております。沖縄21世紀ビジョン基本計
画も残り１年余りとなった現在、県には思い切った対
策が必要であります。
　それでは伺います。
　(1)、鳥インフルエンザが西日本で多発しておりま
す。本県の感染防止策は万全であるのか。また、本県
の養鶏農場は全国でも飼養衛生管理の遵守率が低いよ
うであるが、その状況と県の指導体制について伺いま
す。
　(2)、豚熱発生で殺処分や移動・搬出制限の対象と
なった農家に対する損失補償の在り方について、対象
農家数と支払い済みの農家数、また、損失補塡対象外
となった理由について伺います。
　(3)、本県の基幹農作物であるサトウキビ生産や製
糖業の経営安定を図るため、安定的な生産体制の整備
と糖価調整制度の堅持、財源確保について、県の認識
と取組について伺います。
　(4)、既存の製糖工場を建て替える際、現状の国の
補助制度の内容と国・県及び事業者負担の割合、また、
高率補助の対象とするための県の取組について伺いま
す。
　(5)、農家の高齢化により担い手不足の解消が進ま
ない中、スマート農業による機械化等の推進が求めら
れているが、機械化一貫体系を前提とした受託組織の
育成など、県の対応について伺います。
　(6)、働き方改革推進の支援策として、甘味資源作
物産地生産向上緊急支援事業や産地生産基盤パワー
アップ事業が実施されているが、具体的な事業内容と
成果について伺います。
　最後に、地域福祉・医療の充実強化について質問を

行います。
　世界的な感染拡大に見舞われた新型コロナウイルス
の影響により、県内の医療機関は、予想を超える第３
波の感染拡大で甚大な影響を受けており、さらに第４
波も危惧される中、安心・安全な県民生活に向けた万
全な対策が求められているところであります。特に、
医療崩壊を起こさないための医療機関等の体制構築が
急がれており、そのためには、感染対策の最前線に立
つ医師や看護師、医療関係者の心身をいかに守るかが
重要な課題となっております。
　初期の新型コロナウイルス感染拡大の際には、感染
症専門家や医師がその対応に苦慮するほど、類を見な
い新型のウイルスで、医療機関もパニックに陥ること
になりました。その後これまでの経験値から医療機関
の混乱は収まるかのように思えましたが、現実はその
想定をはるかに超えるスピードで感染が全国に拡大
し、本県においても患者を受け入れる医療機関の病床
が逼迫したことから、現在も危機的状況が続いており
ます。特に、医療基盤が脆弱な離島における事態は深
刻で、病床確保が困難な離島県における課題が浮き彫
りになっております。そのような中、新型コロナウイ
ルス感染拡大は、医療従事者へのいわれのない差別や
コロナ感染者への非難、中傷が社会問題となっており
ます。感染のリスクを抱え、コロナ患者の治療に全力
で対応をしている医療従事者に対し、子供の保育拒否
やコロナ感染者であるとの罵声を浴びせたりする状況
が報告をされております。本来、最前線でコロナウイ
ルスと闘っている医師や看護師など、医療従事者には
感謝と尊敬の念を示すべきであると考えます。今後、
このようないわれのない差別をいかになくしていく
か、県政に課せられた課題であると考えます。また、
今回のコロナウイルスは、高齢者や持病のある人が一
旦感染すると重症化する傾向があり、高齢者が入所す
る介護施設で集団感染が発生し、重症化や死亡者が多
発しております。介護施設で働く医師や看護師、介護
士等の介護従事者は、コロナウイルス感染の高いリス
クの中で介護を行っており、病院の医療従事者と同様
な防疫体制が求められております。県の迅速かつ的確
な対応を求めるものであります。
　そこで伺います。
　(1)、コロナ禍において、医療機関の崩壊が危惧さ
れているが、本県においてコロナ感染者を受け入れる
国立・公立、民間の医療機関の現状と民間等の病院で
コロナ感染症に対応できる施設整備の状況はどのよう
になっているか伺います。
　(2)、県は、新型コロナウイルス感染患者を受け入
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れる医療機関に対する補償について、国及び県独自の
支援策の内容と医療従事者や医療機関等からの要望、
またこれまで実施した支援内容について伺います。
　(3)、本県は、病院の休日や夜間・時間外における
受診件数が全国平均の２倍と高い中、新型コロナ感染
症やインフルエンザ患者のさらなる受診増で救急診療
の休止などが懸念されています。救急診療体制の適正
化や医療現場の負担軽減について伺います。
　(4)、新型コロナ感染症の影響で多くの医師や看護
師等が離職したと言われているが、本県の状況はどの
ようになっているのか。また、さらなる感染拡大に備
え、医師や看護師を職場へ呼び戻す必要があると考え
るが県の認識を伺います。
　(5)、新型コロナ感染症の影響で生活困窮者の相談
件数が増加しているが、自立相談支援機関に寄せられ
た相談について、その内容と傾向について伺います。
　(6)、介護の在り方は高齢社会にあって難しい課題
でありますが、老老介護が問題となっている中、18
歳未満の子供が家族を介護するヤングケアラーの問題
が指摘されています。本県における実態とその対応に
ついて伺います。
　(7)、介護に関わるホームヘルパーは高齢化が進行
し、深刻な人手不足に陥っている状況にあります。訪
問介護の利用者は増加傾向にありますが、本県の取組
状況について伺います。
　以上、答弁を聞いて再質問を行いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　下地康教議員の御質問にお
答えいたします。
　米軍基地問題についての御質問の中の１の (1) の
イ、米軍基地の整理縮小についてお答えいたします。
　本土復帰50年という大きな節目を来年に控えた今
現在もなお、国土面積の約0.6％の沖縄県に米軍専用
施設面積の約70.3％が集中しております。このため
沖縄県としては、沖縄21世紀ビジョンにおいて、基
地のない平和で豊かな沖縄をあるべき県土の姿としな
がら、引き続き基地の整理縮小を進めるとしているこ
と、県議会でこれまで２度、在沖米海兵隊の撤退を図
ることを全会一致で決議していることなどを重く受け
止め、在沖米軍基地の整理縮小について、具体的な数
値目標を日米両政府の協議で設定し、実現することを
政府に求めることとしたところであります。普天間飛
行場については、速やかな運用停止を含む一日も早い
危険性の除去が喫緊の課題であることから、沖縄県は
同飛行場の県外・国外への移設を求めているところで

あります。
　次に、観光振興についての御質問の中の２の (4)、
量から質への転換と観光の在り方についてお答えいた
します。
　ウイズコロナ時代においては、安全・安心で快適な
島沖縄を構築した上で、沖縄の豊かな自然環境や独自
の歴史、文化等のソフトパワーを最大限発揮し、沖縄
観光の構造を量から質へ転換することが滞在日数の延
伸や観光消費額の増加につながるものと考えておりま
す。今後10年の観光の在り方については、観光関連
団体の代表者等で構成されるアドバイザリー会議の中
で現行計画の総括を行い、次期計画ではＳＤＧｓの観
点を踏まえた新たな目標値の設定を検討し、世界から
選ばれる持続可能な観光地づくりを目指してまいりま
す。
　次に２の (7)、泡盛のユネスコ無形文化遺産登録に
向けた県の取組についてお答えいたします。
　菅総理大臣は、施政方針演説で日本酒、焼酎などの
文化資源について、ユネスコ無形文化遺産への登録を
目指すと表明しております。今回のユネスコ無形文化
遺産登録について、国税事務所に確認をしたところ泡
盛も含まれていると聞いております。ユネスコ無形
文化遺産は、伝統的舞踊や工芸技術等の無形文化遺産
を保護し次世代へ伝えるための体制を確立することを
目的としており、その登録が実現すれば泡盛文化の保
存、継承に寄与するものと考えます。また、世界に広
くその価値を発信する契機となることから、泡盛文化
並びに離島地域も含めた沖縄の国内外における認知度
向上につながるものと期待されます。そのため沖縄県
では、泡盛業界及び関係機関と連携し、登録への機運
醸成を図るなどユネスコ無形文化遺産登録の実現に向
けて取り組んでまいりたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　米軍基地問題について
の１の (1) のア、米軍基地の削減を求める施設等につ
いてお答えいたします。
　県民の目に見える形で米軍基地の整理縮小を図るた
めには、日米間で具体的な数値目標を設定し、積極的
に協議する必要があると考えていることから、当面は
50％以下を目指すという数値目標の設定を求めるも
のであり、この要請を受けて日米両政府において具体
的な返還計画を検討・策定していただきたいと考えて
おります。また、沖縄県には31の米軍専用施設があり、
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その総面積は１万8484ヘクタールで、全国の米軍専
用施設面積の約70.3％を占めており、全国比で50％
以下とするには、統合計画による嘉手納飛行場より南
の施設・区域の返還の実施に加えて、約１万ヘクター
ル程度の返還が必要であると試算しております。
　同じく１の (1) のウ、キャンプ・シュワブの共同使
用についてお答えいたします。
　去る１月、加藤官房長官及び岸防衛大臣は記者会見
において、米軍施設等における共同使用は、日米安全
保障協議委員会や日米合同委員会の枠組みの下で意思
決定がなされるものであり、陸自と海兵隊において決
定されるようなものではないなどと発表しております。
　県としましては、県内の米軍施設等における共同使
用は、さらなる基地負担の増加につながるものであり
断じて容認できないことから、引き続き情報収集に努
めてまいりたいと考えております。
　同じく１の (1) のエ、自衛隊との共同使用について
お答えいたします。
　沖縄の米軍基地を整理縮小するに当たっては、県外
または国外への分散移転・ローテーション配備をより
一層促進する必要があると考えております。本土へ
の分散移転・ローテーション配備に当たっては、米軍
専用施設と比較して、日本政府が米軍の運用に責任を
持つことにより地元への影響を軽減できる自衛隊基地
の米軍との共同使用を含め検討する必要があると考え
ております。一方、今回報道にあるような、新たな部
隊を沖縄へ常駐させ米軍専用施設を共同使用すること
は、地元へのさらなる基地負担の増加につながるもの
であり、断じて容認できません。
　同じく１の (1) のカ、知事の訪米についてお答えい
たします。
　知事が訪米し、基地問題解決のために地元の実情を
伝え、米国側の理解と協力を促すことは非常に重要で
あると考えております。バイデン新政権が発足し、連
邦議会議員が改選され、海兵隊の再編が議論されてい
るこの時期の訪米は、政府関係者や連邦議会議員と知
事が直接面談し、沖縄の基地問題の実情を訴えるため
の好機であり、非常に意義があると考えております。
次回の訪米については、新型コロナウイルス感染症の
動向等を見極めながら判断することになりますが、時
期を逸せずに訪米したいと考えております。
　同じく１の (2) のア、低空飛行訓練に関する駐日米
国大使への要請についてお答えいたします。
　県では、昨年12月下旬から今年２月にかけて発生
した米軍による低空飛行訓練について、去る１月20
日及び２月17日に謝花副知事が外務省特命全権大使

沖縄担当及び沖縄防衛局長を県庁に呼び抗議・要請を
行いました。その後も繰り返し米軍による低空飛行
訓練が確認されたことから、２月19日に知事が岸防
衛大臣に対し、謝花副知事からは外務省北米局長に対
し、口頭で提供施設・区域外における訓練を一切実施
しないことなどを要請しております。低空飛行訓練に
ついては、基地の提供責任者である政府が容認してい
ることに大きな要因があると考えていることから、政
府に対し、より高いレベルでの要請を行ったところで
す。
　なお、去る１月28日には、在沖米国総領事館にも同
様の抗議・要請を行っているところでありますが、今
後も提供施設・区域外で低空飛行訓練が繰り返される
ようなことがあれば、駐日米国大使への要請について
も検討してまいりたいと考えております。
　同じく１の (2) のウ、住宅防音工事の現状と県の認
識についてお答えいたします。
　住宅防音工事については、嘉手納飛行場周辺では、
Ｗ値75以上85未満の区域で昭和58年３月10日まで
に、85以上の区域では平成20年３月10日までに建築
された住宅が対象となっております。普天間飛行場周
辺では、Ｗ値75以上の区域で昭和58年９月10日まで
に建築された住宅が対象となっております。
　県は、地域による不均衡があってはならないと考え
ており、軍転協とも連携し、対象区域や告示後住宅へ
の適用拡大等、騒音対策の強化・拡充を要請してきた
ところであり、昨年10月にも岸防衛大臣に対して要
請を行っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　１、米軍基地問題に
ついての (1) のオ、サンゴの特別採捕許可申請に対す
る対応についてお答えします。
　令和２年６月26日付で沖縄防衛局から申請のあっ
た２件の特別採捕許可申請につきましては、沖縄県漁
業調整規則に基づき、厳正に審査を行った結果、各申
請の内容に必要性及び妥当性等が認められなかったこ
とから、令和３年１月22日付で不許可処分としたと
ころです。
　次に４、農林水産業の振興についての (1)、高病原
性鳥インフルエンザの感染防止対策と指導体制につい
てお答えします。
　県内の養鶏農場の飼養衛生管理基準の遵守率は、昨
年12月時点の79％から、その後、指導を強化した結
果、今年２月には99％に改善しております。また、
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県では、国内での高病原性鳥インフルエンザ発生を受
け、令和２年12月に緊急消毒命令を発出するととも
に、養鶏農場に消石灰を配布し、感染防止対策を徹底
しております。現在、万が一の発生に備え、全庁動員
体制の構築、協定団体等と連絡体制の確認及び防疫資
材の備蓄確保など防疫体制の強化に努めております。
　同じく (2)、豚熱における農家への補償等について
お答えします。
　防疫措置を行った10農場のうち、まだ支払いが行
われていなかった２農場につきましても、国との調整
が終了し、２月８日に交付申請を行ったところであ
ります。また、移動・搬出制限を受けた農場は68農
場であり、うち６農場で国との調整が終了し支払い手
続を行っているところであります。なお、国の算定基
準では豚の売上減少額や飼料費の増加額が助成対象
となっておりますが、国の助成対象とならない場合で
も、防疫措置上やむを得ない事例に対しては県独自の
支援を行うため、令和３年度当初予算に計上したとこ
ろであります。
　同じく (3)、サトウキビ・糖業の振興と糖価調整制
度の堅持等についてお答えします。
　サトウキビは本県農業の基幹作物であり、製糖業を
通して、農家経済はもとより地域経済を支える重要な
作物と認識しております。このため、県では、収穫機
械の導入や農作業受委託組織の支援等サトウキビの生
産振興対策に取り組むとともに、国に対して、安定的
な生産体制の整備、糖価調整制度の堅持、甘味資源作
物交付金等の確保について要請を行っているところで
あります。
　県としましては、引き続き市町村、ＪＡ、製糖企業
等と連携し、サトウキビ・糖業の振興を図ってまいり
ます。
　同じく (4)、製糖工場の建て替えにおける国の補助
制度と負担割合及び高率補助に向けた県の取組につい
てお答えします。
　老朽化の著しい製糖工場の建て替えが可能な国の
事業として、産地生産基盤パワーアップ事業があり、
負担割合は国６割、県と市町村で２割、最大８割まで
補助することが可能となっております。一方、工場建
て替えにつきましては、建設費用が多額になることか
ら、事業実施主体の費用負担が大きな課題となってお
ります。このため県では、新たな沖縄振興のための制
度提言として国の高率補助による新たな沖縄糖業高度
化推進支援制度の検討を進めているところであります。
　同じく (5)、スマート農業による機械化一貫体系等
の推進についてお答えします。

　県では、サトウキビの生産振興を図るため、市町村、
ＪＡ、製糖企業、各地区さとうきび生産振興協議会等
と連携し、機械化一貫体系の確立に向け、１、ハーベ
スタ等の導入による機械化促進、２、農作業受委託組
織の支援等による担い手育成対策などに取り組んでお
ります。また、スマート農業の導入に向けては、令和
３年度から、自動操舵トラクターの性能評価などの取
組を行うこととしております。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、機械
化の推進に取り組んでまいります。
　同じく (6)、働き方改革推進に係る具体的な事業内
容と成果についてお答えします。
　働き方改革に対応した支援策として、産地生産基盤
パワーアップ事業などを活用し、製糖工場の労働効率
を高める取組や、省力化設備等への支援が講じられて
おります。事業を活用した成果としましては、南大東
村において、前処理施設の整備により労働生産性の向
上が図られております。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、働き
方改革を踏まえた工場の適正な操業に向け対応してま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　１、米軍基地問題につい
ての (2) のイ、普天間飛行場周辺の有機フッ素化合物
の現状と立入調査についてお答えいたします。
　県はＰＦＯＳ等の調査を行うため、平成31年２月
に米軍に対し普天間飛行場の立入り申請を行うとと
もに、令和元年６月には国及び米軍に立入りを認める
よう要請を行っておりますが、これまで実現しており
ません。同飛行場周辺では、依然としてＰＦＯＳ等の
濃度が高い状況が続いていることから、令和３年２月
12日に、同飛行場への立入りを認めるよう再度、要請
文を送付したところであり、早期に立入りができるよ
う、国や米軍に働きかけてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　２、観光
振興についての (1)、新型コロナウイルス感染症によ
る観光関連産業への影響と回復状況についてお答えい
たします。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和２年
の観光消費額は試算で2720億円、対前年比4764億円
の減、率にして64％減少していることから、宿泊業や
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飲食サービス業をはじめとする観光関連産業に深刻な
影響が生じているものと考えております。入域観光客
数は、一時期回復傾向にあったものの、12月末から
のＧｏＴｏトラベル事業の停止などの影響を受け再び
落ち込んでいることから、観光関連産業は深刻な状況
が続いているものと考えております。
　同じく２の (2)、ＧｏＴｏトラベルによる影響・実
績、停止による影響と今後の見通しについてお答えい
たします。
　県では国に対して、ＧｏＴｏトラベル事業の実績に
ついて随時照会しておりますが、国は、都道府県別の
利用実績については、現時点で集計中として公表して
いないことから、把握は困難な状況ですが、同事業の
停止に伴う観光関連産業への影響は非常に大きいもの
と認識しております。同事業の再開について、西村経
済再生担当相は、１月26日の記者会見において、再
開の目安については、新型コロナウイルスの感染状況
を示す指標がステージ２になることが必要であるとの
見解を示しております。
　同じく２の (3)、修学旅行の実績と安全対策等につ
いてお答えいたします。
　昨年の県外からの修学旅行の実績について、複数の
旅行会社に照会したところ、123校、２万5032人と
なっております。安全対策として、修学旅行に特化し
た安全対策動画やガイドラインの作成・周知に加え、
旅行中に感染の疑いが生じた生徒に係る滞在費などを
支援することで学校や保護者等の不安を払拭し、安全・
安心な修学旅行の実施につながるよう努めております。
　同じく２の (5)、コロナの影響による雇用状況と観
光人材の確保についてお答えいたします。
　沖縄労働局によれば、新型コロナウイルス感染症の
影響による宿泊業、飲食サービス業における解雇及び
雇い止めとなった労働者数は、令和３年２月12日時
点で347人となっております。県では、ウイズコロナ
社会においても、沖縄観光の持続的な発展を目指すた
め、観光客が満足する質の高いサービスを提供できる
人材の育成・確保は重要と考えております。
　今後とも、マネジメントやキャリアデザイン等を研
修メニューに加え、観光人材の育成及び定着等を促進
させ、人材の確保に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、観光振興につい
ての御質問の中の (6)、出向等の取組の実績と課題等
についてお答えいたします。

　企業間の出向等については、国及び県で取り組んで
おり、令和２年度の県内の実績は、現時点で９件、25
名となっております。出向等が進まない理由として
は、出向等に係る雇用調整助成金の助成額が休業に比
べて低いことなどが背景として考えられたことから、
国においては、新たに産業雇用安定助成金を創設し、
企業間の出向等を促進することとしております。
　県においては、出向等による雇用の維持を図るため、
９月補正で企業間の人材マッチング事業を創設したと
ころであり、引き続き国等と連携しながら、出向等に
よる雇用の維持に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　３、離島・過疎地域の振
興についての (1)、離島振興の課題についてお答えい
たします。
　沖縄県の離島地域は、本島から遠隔に位置し、また、
東西約1000キロメートル、南北400キロメートルの
広大な海域に島々が点在しているため、移動や物流、
行政経費等、様々な分野で高コストとなるという条件
不利性を抱えています。あわせて若年層の流出による
人材不足等、重要性を増した課題も挙げられます。
　県では、遠隔性・散在性など離島の条件不利性を軽
減できるＩＣＴ・ＩｏＴの広範な利活用や多様な人材
の確保・育成を進めるなど、さらなる離島振興に取り
組んでまいります。
　同じく３の (2)、新たな過疎法に対する県の認識と
地域指定から外れる団体の影響についてお答えいたし
ます。
　県内の16市町村が過疎地域の指定を受ける見込み
となったのは、指定要件に激変緩和措置が追加される
など、過疎地域の実情に特段の配慮がなされたためと
認識しております。一方で、いわゆる卒業団体への影
響は、経過措置期間終了後に過疎債が活用できなくな
ることが挙げられますが、新法の経過措置は適用期間
の延長など内容が拡充される見込みのため、新法の手
交後、直ちに影響が出るものではないと考えておりま
す。卒業団体に対する経過措置期間終了後の対応につ
いては、適切な支援を検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　３、離島・過疎地域
の振興についての御質問のうち (3)、離島港湾整備の
現状と今後の取組についてお答えいたします。
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　重要港湾の平良港及び石垣港においては、国や宮古
島市、石垣市が事業主体となり、船舶の大型化や大型
クルーズ船に対応する港湾施設の整備を行っておりま
す。地方港湾については、県事業として、前泊港や南
北大東港等において、海上交通の安全性・安定性の確
保や輸送需要増大に対応する港湾施設の整備に取り組
んでおります。
　県としては、引き続き離島地域の物流・人流を支え
る港湾の整備を推進していきたいと考えております。
　次に３の (4)、離島における下水道等の整備状況に
ついてお答えいたします。
　離島地域においては、公共下水道事業、農業集落排
水事業及び浄化槽設置整備事業を実施しており、これ
らの取組によって汚水処理人口普及率は平成22年度
末の44.6％に対して、令和元年度末で57.2％と着実
に向上しております。今後とも離島における定住条件
の整備に取り組んでまいります。
　次に３の (6)、下地島空港及び周辺用地の利活用事
業についてお答えいたします。
　第２期の利活用事業については、令和２年９月にＰ
Ｄエアロスペース株式会社と下地島宇宙港事業の実施
に向けた基本合意書を締結しております。下地島宇宙
港事業は、「宇宙に行ける島、下地島」をコンセプトに、
一般向けに宇宙旅行を提供する事業であります。第３
期利活用事業の募集については、新型コロナウイルス
感染症の終息等、社会経済状況を踏まえて、宮古島市
と連携しながら取り組んでいきたいと考えております。
　次に３の (7)、伊平屋空港及び伊平屋・伊是名架橋
についてお答えいたします。
　伊平屋空港については、航空会社の就航意向取付け
や需要予測、費用対効果の確認・検証、関係機関との
調整に取り組んでいるところであります。引き続きこ
れらの課題解決に取り組み、早期事業化を図っていき
たいと考えております。
　伊平屋・伊是名架橋については、これまで実施して
きた離島架橋に比べ、距離が長く大規模であり、解決
すべき課題が多いことが明らかとなっております。こ
のため、伊平屋村、伊是名村と連携しながら、課題克
服の可能性について、調査研究を行っているところで
あります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　３、離島・過疎地
域の振興についての御質問の中の (5)、特定町村に対
する保健師に係る支援についてお答えいたします。

　特定町村における人材確保につきましては、沖縄県
特定町村保健師等人材確保・育成支援計画に基づき、
保健師の確保及び定着の支援を行っております。ま
た、保健師の１人配置や産休等により欠員が生じた場
合については、地域保健活動が円滑に実施できるよ
う、人材バンク事業を通して、退職保健師による乳幼
児健診や特定健診等の支援を行っているところであり
ます。
　県としましては、引き続き特定町村の実情に応じた
保健師の確保及び育成の支援に取り組んでいきたいと
考えております。
　次に５、地域福祉・医療の充実強化についての御質
問の中の (1)、新型コロナウイルス感染者を受け入れ
ている医療機関の現状と整備状況についてお答えいた
します。
　県では、重点医療機関等23病院を指定し、425床
の病床確保計画を立て、受入れ体制を整備しておりま
す。指定した医療機関のうち、国立及び公立医療機関
は11か所で確保病床の合計は277床、民間医療機関は
12か所で確保病床の合計は196床となっております。
国立、公立及び民間いずれの医療機関においても新型
コロナウイルス感染者の受入れ病床確保に大きく貢献
していただいております。１月からの感染拡大におい
て病床が逼迫したことを踏まえ、今後も引き続き協力
いただける医療機関の確保に努めてまいります。
　同じく５の (2)、医療機関への財政支援についてお
答えいたします。
　県は、新型コロナ患者等の受入れ医療機関に対し、
緊急包括支援交付金等を活用し、空床確保料や設備整
備補助、感染防止対策支援金、患者受入協力金など、
３度の補正で総額約232億円の予算を計上し、財政支
援を行っているところです。このうち、空床確保料の
単価上乗せ及び感染患者受入協力金の計43億6000万
円が県独自の支援策となっております。医療機関から
は、これら支援金の早期交付の要望がありますので、
県としましては、可能な限り早期執行に取り組んでま
いります。
　同じく５の (3)、救急医療体制の適正化等について
お答えいたします。
　救急医療につきましては、コロナ感染症患者の感染
拡大や、比較的軽症の患者が救急病院を時間外に受診
することで、救急病院が本来担うべき重症患者の受入
れに支障を来すおそれがあります。このため、県とし
ましては、発熱等の症状のある方の相談・病院受診に
対応したコールセンターの設置、かかりつけ医や子供
の急な病気やけが等に関する子ども医療電話相談♯
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8000の利用促進など、救急医療の適正利用の普及啓
発に取り組んでおります。
　同じく５の (4)、新型コロナウイルス感染症の影響
による医師、看護師等の離職の状況についてお答えい
たします。
　県内の医師、看護師等の離職の動向については、関
係団体等からの聞き取りによると、例年と比較して変
化は見られないとのことであります。しかしながら、
医療現場に負担がかかる状況は続いており、動向を注
視する必要があると考えております。
　県としましては、新型コロナウイルス感染症のさら
なる感染の拡大に備え、引き続き潜在看護師の就労促
進事業や新人看護職員研修事業の充実を図るととも
に、医師派遣に対する支援を行い、医師、看護師の確
保に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　５、地域
福祉・医療の充実強化についての御質問の中の (5)、
生活困窮者からの相談状況等についてお答えいたし
ます。
　県内の自立相談支援機関における12月末時点での
新規相談受付件数は１万5760件となっており、昨年
度同時点の約５倍となっております。特徴といたしま
しては、新型コロナウイルス感染症の影響による離職
や収入の減少等による貸付けや住まいの確保等に関
する相談が大幅に増加しております。
　県としましては、引き続き社会福祉協議会等の関係
機関と連携しながら、新型コロナウイルス感染症の影
響により生活に困窮する方々に適切な支援ができる
よう取り組んでまいります。
　同じく５の (6)、ヤングケアラーの実態と対応につ
いてお答えいたします。
　ヤングケアラーにつきましては、現在、厚生労働省
で実態を調査中であります。県では、市町村に対しア
セスメントシートを活用して、ヤングケアラーの早期
発見と必要な支援や保護を行うよう通知し、連携して
対応しているところです。
　県としましては、今後公表予定の調査結果を踏ま
え、引き続き関係機関と連携して適切に対応してまい
ります。
　同じく (7)、訪問介護員確保の取組についてお答え
いたします。
　令和元年度介護労働実態調査によると、訪問介護
員の不足を感じていると回答した事業者は、全国で

81.2％となっており、県内においても同様に厳しい状
況にあると認識しております。そのため、県では、訪
問介護員の資格取得から事業所とのマッチングまで
を行う事業や、資質向上に資する研修等を実施してお
り、今後とも就業時間の融通が利くなどの魅力発信や
資格取得への支援を行い、訪問介護員の確保に取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時39分休憩
　　　午後５時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　下地康教君。
　　　〔下地康教君登壇〕
○下地　康教君　答弁ありがとうございました。
　まず、米軍基地問題です。
　普天間飛行場の早期返還問題について、知事は全国
比で50％以下、米軍専用施設の返還について50％以
下と具体的に50％という数字を挙げていますけれど
も、私の質問では要するにどの施設をどの時期までと
いう質問だったと思うんですけれども、これに対して
明確に答えていない。それをしっかりと答えていただ
きたい。これを答えられないというと、これは打ち上
げ花火ですよ。打ち上げ花火が全国でぱっと広がって
後は分かりませんよ。そういうパフォーマンス的な数
字の挙げ方、数字の根拠というのはこれ県民は納得し
ないですよ。しっかりとこの数字とその根拠である施
設名、それを挙げていただきたいというふうに思って
おります。
　50％というその目標の根拠というのも、知事は結
局は日米両政府が交渉をして決めると言っているん
ですけれども、これは、じゃ知事は何するんですか。
知事は何をして50％にするという話になるんですか。
これはよく理解できない。それをしっかりと県民の皆
様方に理解していただくように説明していただきた
い。
　いつも最終的には日米交渉、要するに政府による判
断という話になるんですが、これは実際やはり知事と
してどういうことを、アリの一穴じゃないんですけれ
どもそういう小さな穴をどういうふうにしてこじ開
けるか。またそのスイッチがどこにあるのかというこ
とをしっかりと、何をしたいのかということを県民に
示していただきたい。そういうふうに思っております。
　それと万国津梁会議。
　この万国津梁会議の提言というのは提言書にも書
かれているとおり、県民の皆様方は目を通している方
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はいっぱいいらっしゃいますよ。その中で共同使用を
進めるというふうにあるんですけれども、知事はその
共同使用の具体的な内容も示していない。ただ万国津
梁会議の提案だけ受けて具体的な内容を示していない
というところです。それを万国津梁会議の提案をどの
ように受け止めて、どういうふうにして自分の施策に
つなげていくのか、これをしっかり示していただきた
いと思います。
　それとオのサンゴ移植のためのサンゴ類特別採捕許
可申請、これは前回翁長知事の場合は、許可をしてい
ると。今回は許可しないと。今回許可しない理由を述
べていただいているんですけれども、じゃ前回と何が
どういうふうに違うのか。それを明確に示していただ
きたいというふうに思っております。
　それとカの米大統領との関係の構築、知事はバイデ
ン大統領との関係構築に向けて訪米したいと言ってい
るんですけれども、トランプ大統領とこれまでどのよ
うな関係構築がなされてきたのか。またトランプ大統
領とどう違うのか。バイデンさんとトランプ大統領と
もちろん政党も違うし、人格も違うわけですから、政
策も。それをどういうふうにしてバイデンさんと構築
していくのかそれをお聞きしたい。
　それと (2) ウの米軍基地から派生する航空機騒音に
関する住宅防音措置の拡充ですけれども、これはいろ
いろな日本本土による基地と比較しながら条件を挙げ
ていこうということであると思うんですけれども、そ
こで言うＷ値というものがございます。Ｗ値というの
は、果たしてどのようなものであるのか。それをしっ
かりと、県民の皆様方が分かりやすいような説明をし
ていただきたいというふうに思います。
　次に、観光振興についてであります。
　まず観光振興について、コロナ禍においてＧｏＴｏ
キャンペーンが一時実施されたんですけれども、これ
がすぐ中止になったということで、今県内の観光業に
おいても非常に大きな打撃を受けているという状況で
あります。沖縄県知事としては、沖縄の基幹産業とも
言える観光業をコロナ禍の窮地から回復させるために
は、早期のＧｏＴｏトラベルの再開が絶対条件、必要
であるというふうに思っております。したがって、そ
の感染対策と併せてこの対策を具体的に提示し、早期
に実現し県民を安心させることが最も重要であると考
えますけれども、その辺りの具体的な知事の見解を伺
いたいというふうに思います。この時期についてです。
　それと観光に関する (7) 番の、泡盛のユネスコ無形
文化財の遺産登録についてですけれども、これは知事
の説明では、はっきり、泡盛がユネスコの無形文化遺

産に登録される意味合いというんですか―沖縄の琉
球の特徴という話があったんですけれども、それを具
体的に示していただきたい。いろいろなことがあると
思うんですけれども、それをしっかりと示していただ
きたいというふうに思います。
　答弁を聞いてまた質問をしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時48分休憩
　　　午後５時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　下地議員の再質問にお答え
いたします。
　先ほど公室長からも答弁させていただいておりま
すが、バイデン新政権が発足し連邦議会議員が改選さ
れ、海兵隊の再編が議論されているこの時期の私の訪
米は、政府関係者、連邦議会議員と直接面談し、沖縄
の基地問題の実情を訴えるためには非常に意義がある
と考えております。
　なお、トランプ大統領が就任した際には、翁長前知
事から就任祝いのコメントを送ったということのよう
ですが、私からはジョー・バイデン大統領が当選を確
実にされた際にメッセージを送っております。このよ
うなメッセージです。
　「バイデン氏には、国際社会のリーダーとして、新
型コロナウイルス対策や低迷する世界経済の早期回
復、外交・安全保障、地球温暖化対策、マイノリティ
への対応など、国際社会において各国が協調して取り
組むべき諸課題に力強く取り組まれることを期待申
し上げます。」、「沖縄では、米軍施政権下の時代から
過重な基地負担を強いられ、その軽減が長年の課題と
なっています。沖縄は日米同盟の礎として、重要な働
きをしております。マイノリティに理解を示す、バイ
デン大統領におかれましては、沖縄の声に耳を傾けて
いただければ幸いに存じます。　アメリカ合衆国に
は、沖縄をルーツに持つ人々が数多く在住するなど、
アメリカ合衆国と沖縄は、歴史的にも深い繋がりを有
しております。　沖縄県としましては、アメリカ合衆
国との関係をより緊密なものとすることが、沖縄の過
重な基地負担の軽減はもとより、双方の文化、社会経
済の発展に資するものと考えております。」、「今後と
も、アメリカ合衆国政府に対し、対話による基地問題
の解決と日米そして沖縄の友好と発展のための関係構
築が図られるよう働きかけを行ってまいりたいと考え
ております。」というメッセージを出しております。
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　今後もワシントン駐在を活用し、この政権やあるい
は議会議員にも積極的に働きかけていきながら、沖縄
における諸課題の解決に向けての協力を求めてまい
りたいというように考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　早期返還50％以下の具
体的な数値を挙げているが、この根拠、論拠、具体的
なものを聞きたいという御質問でございます。
　県としては、沖縄21世紀ビジョンに掲げる基地の
ない平和な豊かな沖縄をあるべき県土の姿としなが
ら基地の整理縮小を求めるとする基本的考え方や、県
議会における在沖海兵隊の撤退を求めるとの全会一
致の決議を重く受け止め、まず当面は50％以下を目
指すとする具体的な数値目標を設定し、実現すること
を日米両政府に求めるものであります。この具体の返
還施設につきましては、沖縄県から具体的に提示する
のではなく、基地の提供責任者である日本政府と実際
に基地を運用する米国政府との間で協議し、数値目標
を設定していただくことが実現可能性を高める上で
有効だと考えており、県としては日米両政府に対し、
返還施設や返還時期を含めた具体的な返還計画の策
定を求めていきたいというふうに考えております。
　それから次の御質問で、50％の根拠と併せて知事
が交渉して具体的に県は何をやるのかという関わり
のお話でございました。
　これにつきましては、県といたしましては、当該数
値目標の設定に当たって日米両政府に沖縄県を加え
た協議の場ＳＡＣＷＯを設置し、沖縄県の意見を十分
に反映させることによって県民が納得できる形の基
地の整理縮小の実現を求めてまいりたいというふう
に考えております。
　次の御質問で、日米交渉という今後の中でアリの一
穴という形で具体的にどういう形で整理縮小を進め
るかという御質問でございますけれども、国土面積の
約0.6％の本県に米軍専用施設の約70.3％が集中して
おり、応分の負担には依然として程遠い状況にありま
す。
　こうしたことから、今般沖縄県といたしましては、
21世紀ビジョンの基本的な考え方や沖縄県議会にお
ける海兵隊撤退、全会一致等の決議も踏まえ、当面は
在日米軍専用施設の50％以下を目指すとする具体的
な数値目標を日米両政府に設定した上で実現するこ
とを求めてまいりたいというふうに考えております。
　次の御質問で、万国津梁会議の中で共同使用の具体

的なものがないと、今後この提言をどう受け止めて施
策につなげていくのかという御質問でございます。
　これにつきましては、沖縄における米軍基地の整理
縮小による基地負担の軽減を目的とした万国津梁会
議、この津梁会議の提言におきましては、沖縄に駐留
する海兵隊を日本本土の自衛隊基地に分散移転、ロー
テーション配備するとともに、自衛隊と米軍の基地の
共同使用を進めることが考えられること、日本政府が
基地全体の運用に責任を持つことにより米軍の運用
の地元への悪影響を減らしつつ、沖縄の基地負担を軽
減すると同時に、同盟の相互運用性の向上を図るこ
とができること、さらに日本本土への分散移転、ロー
テーション配備を検討する際には各自治体の負担軽
減という観点からも日米地位協定見直しを伴うこと
が望ましいとされております。
　沖縄県としましては、同提言を論拠の一つといたし
まして、日米両政府に対して基地の整理縮小を求めて
まいりたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　下地議員のこれまで
許可処分した申請事案との違いについての再質問に
お答えします。
　他の許可事例との違いでありますが、辺野古・大浦
湾海域が自然海岸の残る環境である点、移設対象の群
体数が長大なものである点、それから移植対象となる
サンゴの種類が16科にも及ぶ点、申請の前提となり
ます公有水面埋立承認について設計概要の変更申請
が出されている点で他の許可事例とは異なっている
と考えております。また、他の許可事例においては、
サンゴの特別採捕許可申請の前提となる埋立事業や
しゅんせつ事業等について、事実上事業を遂行、完成
させることができないなどの事情はなく、事業の実施
は確実であり、サンゴの特別採捕許可申請の必要性が
認められたものであり、各申請とは異なっていると考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　Ｗ値、ＷＥＣＰＮＬにつ
いて御説明いたします。
　ＷＥＣＰＮＬは、加重等価継続感覚騒音レベルと言
われるもので、通称Ｗ値として使用されております。
騒音の評価は騒音の強度、継続時間、発生頻度のほか
に発生する時間帯の要素も考慮する必要があります。
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ある地点における１日の騒音を平均として総合的に評
価するもので、一般的には同じ騒音レベルでも周囲が
騒がしい昼間よりも夜間はうるさく感じられ、人の影
響が大きくなることから、夕方は昼間の航空機飛来回
数を３倍、夜間は10倍することにより夜間の騒音が
昼間より大きく評価するように補正した値でございま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　議員御質
問のＧｏＴｏトラベルの再開に向けてということにつ
いてお答えいたします。
　まず、ＧｏＴｏトラベルについてでございますけれ
ども、全国一律停止される前といいますのは、９月の
連休、10月に東京都がまた対象地域に追加されたこ
ともあって徐々に観光客が回復していたということも
ございまして、効果があったものというふうに認識を
しております。そのことから、今回出されております
一時停止措置というのは、観光業界の方々にとって大
変ダメージが大きいというふうな認識でおるところで
ございます。
　言うまでもなく、このＧｏＴｏトラベルの再開に向
けましては、本県を含め全国的にコロナの安全対策と
いうものを徹底して鎮静化をさせていくということが
何よりも重要となってまいります。文化観光スポーツ
部の関係でいいますとＴＡＣＯの設置を各空港にいた
しました。そして、感染防止アプリのＬＩＮＥの活用
を促しますと同時に、今月には那覇空港にＮＡＰＰを
設けまして感染が拡大している地域からの希望者に対
して、ＰＣＲ検査を実施できる体制を構築するなど水
際対策に努めているところでございます。もちろんそ
れだけではなく、保健医療部をはじめ、県庁で一丸と
なってコロナ対策の感染防止対策に努めていく必要が
あると思います。そうした上で結果としてコロナの鎮
静化を図ることで、まずは域内の観光需要を図る彩発
見キャンペーンを実施し、コロナの感染状況を見極め
ながらＧｏＴｏトラベルの再開に向けて取り組んでい
く必要があるというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　下地康教議員からの
再質問、泡盛がユネスコ無形文化遺産登録に向け検討
されている理由、背景についてお答えをいたします。
　まず、ユネスコ無形文化遺産ですけれども、その提

案については各国から毎年１件という制限がございま
して、その登録の基準としましては、まず１点目に条
約に定義された口承の伝統、表現、芸能、社会的慣習、
儀式、祭礼行事、自然万物に関する知識、慣習、伝統
工芸技術に該当すること、２点目として文化の多様性
を反映し、人類の創造性の証明に貢献するものである
こと、それから３点目として申請案件の保護措置が図
られていること、４点目として関係する社会、集団、
個人の幅広い参加と同意を伴っていること等が示され
ております。
　泡盛の場合、約600年の歴史を持っておりまして、
日本最古の蒸留酒と言われており、その文化的な価
値、そういったところに着目して今現在検討がなされ
ているものと沖縄県としては認識しております。
　ちなみにその酒類における登録の事例ですけれど
も、これ３例ございます。まず１例目が古代ジョージ
アの伝統的なワイン製造法ということで、これ2013
年に登録されております。それからベルギーのビー
ル文化、これ2016年に登録され、それから３例目と
しましてはフフルのアイラグ―これ馬乳酒の製造
の伝統的技術と関連の慣習、これは2019年に登録さ
れておりまして、以上３件が登録されているというこ
とで、いずれも飲料そのものが登録されたものではな
く、伝統的な製法の継承、それから伝統の上に成り立
つ現代文化であることが評価されたということになっ
ております。
　沖縄県では、情報収集の下、泡盛業界それから関係
機関と連携をしまして、登録への機運醸成を図るな
ど、ユネスコ無形文化遺産登録の実現に向けて鋭意取
り組んでまいりたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
　　　〔下地康教君登壇〕
○下地　康教君　再々質問ではないんですけれども、
私の考えを述べて私の質問を終わりたいというふうに
思っております。
　まず、普天間飛行場の米軍専用施設の50％の目標、
これ全く我々県民にはその内容がよく分からない。こ
ういう根拠のない数字を挙げるというのは、やはり今
後知事のこの発言には責任がかかってくるものとい
うふうに思っておりますので、その50を挙げたと、
50％を挙げたという、意味合いを重く受け止めてい
ただきたいと思っております。その根拠も含めてそう
いうふうに思っております。
　それと、アメリカの大統領との関係を構築して基地
問題を何とか片づけていきたいということですけれど
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も、知事のこの説明は僕ちょっと勘違いしてしまった
んですね。というのはウチナーンチュ大会の本旨かな
と思われるぐらいの親密さを強調した答弁だったと
思うんですけれども、これは我々が基地問題をアメリ
カの大統領に対して物を言うということは、それこそ
命がけでやるという思いがないと、この基地問題とい
うのは片づかないというふうに思っておりますので、
これはしっかりと命をかけてやっていただきたいと
いうふうに思っております。
　それと埋立て、サンゴ類の特別採捕許可申請、これ
農林水産部長の答弁では私が理解する限り、どうせ埋
立てができないというので、このサンゴの採捕許可は
不許可とするというふうに聞こえるんです。埋立申請
というのはやはり埋立てを行っていくまでにはある
程度の時間がかかりますし、いろいろな環境問題、い
ろいろなことを検討しなければならない―途中で
ですね。そこにおいて、設計概要の変更というのは必
ずあるんですね。それをしっかりと一つ一つ解決して
完了していくのが埋立申請許可なんですね。それで埋
立てが完了していくということなんですよ。確かにこ
の普天間におけるその基地の面積というのは大きい
ということでありますけれども、これをできないとい
うふうに思い込んで不許可にするというのは大きな
間違いであると私は思っております。
　最後に、私の意見を申し上げて終わりたいと思って
おります。
　宮古島新型コロナ集団感染について私のほうから
意見を述べてみたいと思っております。これは質問の
通告にはありませんが、今月20日土曜日に報道され
た宮古島市における介護施設での新型コロナ集団感
染による死亡記事について申し上げたいというふう
に思います。
　この報道に関する県の記者会見は19日でした。代
表質問の通告が行われた後なので、私は前もって通告
することができませんでした。この沖縄県による19
日の一括した報道記者会見は離島医療においてゆゆ
しき問題であり、看過できない重要な問題であると考
えております。
　この福祉施設では１月18日に初めて感染が確認さ
れ、２月２日に90代女性が１人、３日に80代女性が
１人、５日に90代女性が１人、７日に80代女性が１人、
８日に80代女性が１人、９日に80代女性が１人、計

６名の方がお亡くなりになっております。当該施設に
ついては、沖縄県から要請を受けた自衛隊医療チーム
が対応したと聞いています。県の説明によりますと、
死亡診断書は主治医が報告することになっていて、同
施設では応援の医師による診断、死亡診断書の報告が
行えずその報告が遅れたとしているが、これはまさに
宮古島地方本部となっている県出先機関の宮古事務
所と保健所や地元医療機関等との連携が適切に行わ
れなかったことが露呈をしているというふうに言わ
ざるを得ません。
　私は議会活動当初から、６月、９月、11月と３回
の全ての県議会において、離島における医療連携体制
の重要性を県に訴えてきましたが、この件において玉
城知事における離島対策のお粗末さが明らかになっ
たものと思います。重症患者を地域の基幹病院で受け
入れることができず、適切な治療が行われなかった可
能性があるということは、宮古島では既に医療崩壊が
始まっていたのではないかというふうに思われます。
これでは、知事の誰一人取り残さない政治、併せて離
島振興は政策の一丁目一番地という方針はむなしく
響いていくことになります。離島住民からすれば、こ
のような実態はトカゲの尻尾切りであり、見過ごすこ
とはできません。また、このことは玉城知事が宮古島
市長選挙において支援をし、当選を果たした現宮古島
市長に対し、知事と連携して宮古島のコロナ禍を乗り
切れると信じ、投票をした市民の声を裏切るものでも
あります。このような事態は玉城知事の求心力の低下
及び宮古島の県出先機関に対する指導力のなさが引
き起こしたもので、今回の宮古島における県のコロナ
対応は断固として糾弾されるものであると申し上げ
ます。
　そういう意味で、私はこの件に関してはこの宮古島
市との連携をしっかりと行っていただきたいという
ふうに思っておりますので、これで私の代表質問を終
わります。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明25日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時19分散会
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子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん
保 健 医 療 部 長　　大　城　玲　子　さん
農 林 水 産 部 長　　長　嶺　　　豊　君
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
文化観光スポーツ部長　　渡久地　一　浩　君
土 木 建 築 部 長　　上　原　国　定　君
企 　 業 　 局 　 長　　棚　原　憲　実　君
病��院��事��業��局��長　　我那覇　　　仁　君
会　計　管　理　者　　伊　川　秀　樹　君

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　上里善清君。
　　　〔上里善清君登壇〕
○上里　善清君　皆さん、おはようございます。
　会派沖縄・平和の上里善清です。
　代表質問をする前に、所見を少し述べてみたいと思
います。
　新型コロナウイルスに罹患されて亡くなられた方
に深い哀悼の意を表するとともに、今罹患されている
方々の早期の回復をお祈りいたしたいと思います。ま
たコロナに自分の命をさらして一生懸命医療をして
いる医療現場の方々、非常に敬意を表するとともに感
謝申し上げておきたいというふうに思います。
　昨日で県民投票の結果を受けて２年となりまし
た。53％の方が投票されて、その中の70％強の人た
ちが辺野古新基地はＮＯだという民意を示してもう
２年になります。しかしながら国は、県民の民意を一
顧だにせず、無視してずっと強行しているということ
に対して非常に憤りを感じている最近であります。
　それでは、代表質問をしてまいります。
　私の質問は、非常に簡潔ですので、執行部の方は明
瞭に簡潔に御答弁いただけるようよろしくお願いい
たします。
　１、政治姿勢について。
　(1)、陸自の「水陸機動団」辺野古常駐について。
　陸上自衛隊と米海兵隊が、陸自の「水陸機動団」を
辺野古へ常駐させることが極秘に合意をされていた
ことが判明しております。文民統制（シビリアンコン

トロール）を逸脱する暴挙であり到底看過できませ
ん。そもそも普天間飛行場返還と引換えに米軍専用の
辺野古移設が計画された経緯がある。水陸機動団常駐
となれば根底から内容が変わる話であり県民を愚弄
する話であります。到底理解が得られるとは思えませ
ん。知事の見解を伺います。
　(2)、米軍専用施設面積50％以下目標についてお伺
いします。
　知事は、県内に70.3％が集中する在日米軍専用施
設面積について「当面は50％以下を目指す」と計画
を述べております。ＳＡＣＯ合意の内容では全て返還
したとしても、69％弱であり50％以下にするのは極
めて困難であります。基地は県経済発展の阻害要因。
これは皆さんもお分かりだと思いますが、返還された
那覇新都心や北谷町美浜地区の発展を見ると明白で
あります。次期振興計画に沖縄県を含めたＳＡＣＷＯ
の設置を求めることを示しております。抽象的な表現
ではなく、基地返還アクションプランを具体的に示す
必要があると私は思います。
　そこで以下のことについて伺います。
　ア、返還施設の明示。
　イとして、いつ頃までにこの50％を達成するのか、
時期の明記。
　ウ、これは再三言われておりますが、県議会で２度
の海兵隊撤退の決議がなされております。この海兵隊
撤退の明記も考えているのか。
　エ、返還跡地利用の計画工程表を示しているのか。
　この４点についてお示しください。
　(3)、日米地位協定について。
　沖縄県は基地あるがゆえの事件・事故や訓練による
被害など、最近では提供空域内・外を問わず低空飛行
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するなど米軍のやりたい放題であります。米軍にとっ
て沖縄は治外法権下であると言っても過言ではありま
せん。憲法において我が国は主権国家であるとうたっ
ております。ならば在日米軍に対し日本の法律を遵守
させることが本来の姿と考えます。日米地位協定の抜
本的な改定なしに改善はあり得ない。同様な協定を結
んでいるイタリア、ドイツ、ベルギー、フィリピン、
韓国と同等な主張をすべきであります。米国大統領が
替わったタイミングもあり日米両政府に対し沖縄の現
状を訴え、改定を迫るべきだと考えます。
　見解を伺います。
　(4)、辺野古新基地設計変更について。
　大浦湾のサンゴ類移植をめぐり、農林水産相が是正
を指示したのは違法として求めた訴訟で、福岡高裁那
覇支部は、請求を棄却した。地方自治体の裁量を著し
く制約する判決であります。これは知事の権限でもあ
ります。国策を強行する判決であり到底納得なりませ
ん。
　そこで辺野古新基地設計変更に係る審査に影響を及
ぼすことがあってはならない。現在の審査進捗と県の
判断はいつ頃になるのかお伺いします。
　(5)、本島南部戦跡周辺での土砂採取について。
　沖縄県にとって沖縄戦の激戦地であった南部は多く
の人間の血が染み込み、多くの遺骨が眠る場所であり
ます。その土砂を辺野古新基地建設の埋立資材に使う
ことは戦没者への冒瀆であり断じて許すことはできま
せん。許可すべきではないと思います。知事の見解を
伺います。
　(6)、中国の海警法について。
　中国は海警局に武器使用や強制検査権限を認める海
警法を施行した。尖閣諸島周辺は海産資源の豊富な海
域であり漁師にとっては貴重な漁場であります。そこ
で偶発的な衝突が起きる危険性があり、大変憂慮して
おります。不測の事態が起きぬよう日中両政府に自制
ある行動を訴えるよう求めていただきたい。
　知事の見解を伺います。
　(7)、有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ）に
ついて。
　水は生命の源である。有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ・
ＰＦＯＡ）は様々な病気の原因の可能性があり、使用
することは世界的に禁止されている化学物質でありま
す。ＰＦＯＳに代わる資材ができているにもかかわら
ず、米軍は使用を続け県民の命を脅かしております。
米軍基地への立入調査の実施を行っていただきたい。
それとＰＦＯＳの血中調査を国の責任で実施すべきと
考えるが、見解を伺います。

　(8)、在沖米軍感染症拡大防止策について。
　ア、軍人・軍属等の基地外の行動の制限、県民との
接触に係る感染防止対策はどうなっていますか。
　イ、軍人・軍属・契約業者等全ての米軍関係者のＰ
ＣＲ検査の実施を行っていただきたい。
　ウ、基地従業員は雇用主である国の責任において実
施すべきと考えます。実態を伺います。
　エ、米軍は半年ローテーションで移動しておりま
す。ウイルス変異株も出現しており、その点では沖縄
は非常に可能性の高い地域と考えます。対策について
お伺いします。
　(9)、米海兵隊による性暴力事件について。
　１月31日午前５時頃、那覇市内の駐車場において、
米海兵隊員による性暴力事件が発生しております。今
回の事件は、リバティー制度や新型コロナウイルス感
染対策指針を発出しているさなかの事件であります。
飲酒絡みの事案は、今年に入って７件起きておりま
す。制度が機能しているとは言い難く形骸化している
ことは明らかであります。県民の人権・生命・財産を
守る立場から、米軍に対しリバティー制度、コロナ感
染対策指針を厳粛に遵守することを強く要望すべきで
あります。
　見解を伺います。
　大きな２、首里城再建について。
　(1)、首里城が焼失してから１年余りが過ぎました。
首里城は県民のアイデンティティーの象徴であり心の
よりどころでもあります。県民が納得する城として再
建していただきたい。県民世論では、寄附金50億円、
保険金も含め、県独自での再建も考えるべきとの議論
もあります。以下のことについてお伺いします。
　ア、再建は国主導なのか県なのか。
　イ、火災の検証及び指定管理者であった沖縄美ら島
財団の責任の所在をはっきりさせるべきと考えます。
指定管理者はその後に選定すべきと考えるが見解を伺
います。
　ウ、火災の原因が特定できていません。消火の初動
体制において国・県の連携問題も取り上げられており
ます。様々なことが複合的に重なり火災を防ぐことが
できなかった。教訓を生かした防火対策をお伺いしま
す。
　エ、貴重な文化財の焼失もありました。分離保存す
る考えはあるかお伺いします。
　(2)、保険料の査定について。
　残存物取片づけ費用保険、これは限度額が７億円で
あったみたいです。それで３億8900万円が支払われ
ております。正殿など建物や美術工芸品などを含む損
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害保険の限度額は70億円と報じられております。審
査が終了した段階で満額支払われるのか疑問に思いま
す。保険の査定内容についてお伺いします。
　大きな３、32軍司令部壕の保存・公開について。
　1993年から94年にかけ32軍司令部壕の調査にお
いて、司令部中央部の到達まであと僅かだったことが
分かりました。その後県政交代もあって、翌年度から
試掘調査は中断されたままであります。32軍司令部
壕は本土決戦まで時間を稼ぐため、降伏せず住民を巻
き込むことを決定した場所であります。当時の沖縄戦
の実相を伝える貴重な戦跡であり、保存・公開すべき
と考えます。今の取組をお伺いします。
　大きな４、地球温暖化対策について。
　バイデン大統領はパリ協定への復帰を表明しており
ます。国連は2050年まで温室効果ガス排出実質ゼロ
の目標を掲げています。科学界からは数年前から叫ば
れており、このまま何もせず放置したら人類の存亡
に関わる事態が起こる可能性があり、取り組む喫緊
の課題と指摘しております。昨年12月に沖縄電力は
2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする環
境対策を発表し、県と実現に向け連携協定を締結して
おります。県は３つの目標を策定するとのことであり
ますが、以下のことについてお伺いします。
　(1)、省エネルギー対策について。
　ア、家庭や企業活動の省エネルギー化の推進はどう
なっておりますか。
　イ、高断熱・ゼロエネ建築物の推進はやるのか。
　ウ、技術革新による環境負荷低減の促進はどうです
か。
　(2)、再生エネルギーの普及について。
　ア、太陽光発電・熱利用の推進はどうですか。
　イ、小水力発電・バイオマスの推進はどうですか。
　ウ、海洋波力発電の推進はどうですか。
　エとして、蓄電装置の普及をしていただきたいので
すが、これはどうですか。
　大きな５番目、座間味浄水場について。
　(1)、昨年座間味浄水場は高台案に決定しておりま
す。今の状況を伺います。
　ア、住民説明会の開催はされておりますか。
　イ、設計業務の委託はされておりますか。
　ウ、道路の安全確保のための整備はやっております
か。
　エ、防災拠点施設の整備はどうなっておりますか。
　大きな６、県営住宅について。
　県営住宅への入居倍率が４倍から７倍で生活保護受
給世帯でも入居できないことが分かっております。

1980年代に多く建てられ現在は建て替えが中心であ
ります。新設は2017年度八重瀬町の伊覇団地を最後
に、現時点では計画がないと聞いております。コロナ
の影響による生活困窮者増加や、それによるホームレ
スの増加も想定され、県営団地の需要はますます大き
くなると私は思っております。新設・増設を含め住宅
施策を改定する必要があると考えます。
　見解を伺います。
　大きな７、那覇空港の陥没について。
　沖縄は観光立県であります。その玄関口である空港
の陥没事故の報道を受け大変ショックを受けておりま
す。万が一、航空機がその陥没場所で事故を起こして
いたらと思うと、背筋がぞっとします。安全な空港を
目指し整備をきっちり行うべきであります。陥没した
原因究明の調査は今どうなっておりますか。お伺いし
ます。
　大きな８、県・国発注の公共工事の現状と対策につ
いて。
　(1)、建設業界発展のためにも、県の発注する公共
工事は県内業者を優先的に指名していただきたい。し
かし、最近の公共工事は発注しても入札されないなど
の課題が出てきております。以下のことについてお伺
いします。
　ア、不落の比率はどうなっておりますか。
　イ、不調・不落の理由は何であるのか。
　(2)、復帰から半世紀、沖縄振興予算の総額は10兆
円を超えております。しかし、国直轄事業において
は、発注実績において45％余りが県外企業に優先発
注され、振興予算が県外企業へ還流しております。い
わゆるざる経済になっており是正が必要であると考え
ます。その取組についてお伺いします。
　大きな９、環境問題について。
　(1)、不法投棄は罰金最大1000万円、または懲役
刑に処せられます。県道予定地・漁港・海岸等におい
て大量の不法投棄が見られます。環境・景観も損なっ
ており、対策を講じたほうがいいと思います。
　アとして、県道予定地の放置車両。
　イ、家電製品の不法投棄。
　ウ、漁港の放置船。
　(2)、沖縄市池原に不法投棄されたごみ山問題は、
ようやく解決に向けて動き出しております。県は処理
の進捗、適正な方法で処理されているか監視・指導す
ることになっております。確実に実行されるよう対応
していただきたい。見解を伺います。
　大きな10、海洋資源の開発について。
　(1)、島嶼県である沖縄は経済活動に不利な状況が
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ある。しかし、海洋資源をうまく生かせば、経済発展
の可能性もあります。重点目標を掲げ取り組んでいた
だきたい。
　以下のことについてお伺いします。
　ア、海洋深層水を生かした産業の推進。
　イ、深層水の温度差発電。
　ウ、海洋鉱物レアメタルの開発。これは陸上でも用
途開発とかいろいろ天然ガスのほうももし分かれば聞
かせてください。これはちょっと入れるのを忘れてお
ります。
　大きな11、闘鶏禁止について。
　(1)、以前の闘鶏はルールがあり、負けたシャモは
食料として食べておりました。しかし今の闘鶏は、下
のくちばしやけづめを切り、シャモを無抵抗にした上
で戦わせ金を賭けていると聞いております。動物愛護
の観点においても残酷であり、なお、反社会的組織の
資金源になっている可能性もあり闘鶏を禁止すべきと
私は思います。
　以下のことについてお伺いします。
　ア、実態の把握はどうなっておりますか。
　イ、他県においての条例制定の状況はどうですか。
　大きな12、健康増進策について。
　沖縄県は長寿日本一であったが陥落して久しいで
す。原因は、車社会からくる運動不足、夜型社会、食
生活の乱れ等からくる肥満、その他様々な要因が考え
られます。北欧諸国においては、10キロ圏内の移動
は自転車を推奨しております。健康長寿日本一とエコ
アイランドを目指し、全県に自転車道路網の整備がで
きないかお伺いします。
　大きな13、サンライズベルト構想・ＭＩＣＥ施設
について。
　東海岸の経済振興策は私たちの悲願であります。南
城市からうるま市にかけての県経済の均衡ある発展の
取組としてサンライズベルト構想を打ち出しておりま
す。構想の進捗状況、その中心核であるＭＩＣＥの進
捗状況をお伺いします。
　大きな14、労働環境について。
　(1)、一昨年の首里城火災から始まり、豚熱・新型
コロナ等、未曽有の災害が続いております。職員は対
応に追われ厳しい勤務が続き、疲弊していないか大変
心配しております。残業代の未払いも発覚しておりま
す。職員の勤務状況についてお伺いします。
　ア、職員定数条例と採用人数。
　イ、超過勤務の状況。
　ウ、サービス残業の有無。
　エ、残業代の支払いはどうなっておりますか。

　大きな15、財政について。
　(1)、来年度予算案7912億円が示され過去最大と
なる予定であります。コロナの影響による県税の大幅
な落ち込み等予算編成に大変難渋されたと思います。
各課予算の10％削減、財政調整基金の取崩し、県債
発行で対応することになっておりますが、今後の財政
運営が心配であります。
　以下のことについてお伺いします。
　ア、財政力指数はどうなっておりますか。
　イ、義務的経費の状況はどうですか。
　ウ、地方債の発行限度は幾らまでできるんですか。
　エ、県税納付猶予の取扱いはどうなっていますか。
　以上、壇上から終わります。
　御答弁のほうよろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　それでは本日も代表質問、お答えしてまいります。
　上里善清議員の御質問にお答えいたします。
　政治姿勢についての御質問の中の１(1)、水陸機動
団の辺野古常駐についてお答えいたします。
　去る１月、加藤官房長官及び岸防衛大臣は記者会見
において、米軍施設等における共同使用は、日米安全
保障協議委員会や日米合同委員会の枠組みの下で意思
決定がなされるものであり、陸自と海兵隊において決
定されるようなものではないなどと発表しておりま
す。しかしながら、沖縄県民は過重な基地負担を強い
られ続けており、これ以上の負担は受け入れることは
できません。今回報道にあるような県内の米軍施設等
における共同使用は、さらなる基地負担の増加につな
がるものであり、断じて容認できないことから、引き
続き情報収集に努めてまいりたいと考えております。
　次に１の (4)、変更承認申請書の審査の進捗及び判
断時期についてお答えいたします。
　沖縄県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋
立変更承認申請書について、地盤条件や護岸の安定性
等に係る16項目242件の質問を令和２年12月21日
付で行ったところ、本年１月22日に回答が提出され
ております。沖縄防衛局からの回答を踏まえ、沖縄県
では、地盤の再調査の必要性等について、２月22日
付で13項目96件の２次質問を行ったところでありま
す。今後、沖縄防衛局の回答を詳細に確認する必要が
あることから、現時点において処分を行う時期を予測
することは困難であります。
　次に、32軍司令部壕の保存・公開についての３の
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(1)、第32軍司令部壕の保存・公開についてお答えい
たします。
　第32軍司令部壕は、住民を巻き込んだ熾烈な沖縄
戦の軍事的中枢施設であり、戦争の不条理さ、残酷さ
とともに、平和の尊さを次世代に伝える上で、重要
な歴史的価値を有する戦争遺跡であります。沖縄県で
は、沖縄戦において第32軍司令部壕が果たした役割
等の歴史的事実を検証するとともに、沖縄戦の実相と
教訓を次世代に継承するため、今年１月に専門家で構
成する検討委員会を設置したところであり、同委員会
の中で壕の保存・公開の可能性及び平和発信・継承の
在り方等について議論を進めてまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、政治姿勢について、
１の (2) のア、１の (2) のイ、１の (2) のウ、１の (2)
のエにつきましては関連いたしますので、一括してお
答えいたします。米軍専用施設面積50％以下の目標
等についてお答えをいたします。
　県民の目に見える形で米軍基地の整理縮小を図るた
めには、日米間で具体的な数値目標を設定し、積極的
に協議する必要があると考えていること、沖縄21世
紀ビジョンにおいて基地のない平和で豊かな沖縄をあ
るべき県土の姿としながら、引き続き基地の整理縮小
を進めるとしていること、沖縄県議会において、これ
まで２度、在沖米海兵隊の撤退を図ることを全会一致
で決議していることなどから、当面は50％以下を目
指すという数値目標の設定を求めるものであり、この
要請を受けて日米両政府において具体的な返還計画を
検討・策定していただきたいと考えております。また、
返還跡地利用計画については、国から具体的な返還計
画が示された後に、市町村と連携して検討を進めるこ
とになると考えております。
　同じく１の (3)、日米地位協定の見直しについてお
答えをいたします。
　県では、平成29年に日米両政府へ日米地位協定の
見直しに関する要請を行っております。また、全国知
事会や渉外知事会と連携し、日米地位協定の抜本的見
直しを含む提言や要望を日本政府に行うとともに、在
日米国大使館にその内容を説明しております。今後と
も全国知事会と連携した取組等を進めるとともに、ワ
シントン駐在を活用し、バイデン新政権や連邦議会関
係者に働きかけることにより、県の考え方について理
解を求めたいと考えております。

　同じく１の (6)、尖閣諸島をめぐる問題についてお
答えをいたします。
　尖閣諸島周辺海域については、中国公船等による領
海侵入や漁船追尾等に加え、去る２月１日に中国海警
局の武器使用を認める中国海警法が施行され、漁業者
にさらなる脅威を与える状況となっております。
　県としては、尖閣諸島周辺海域において不測の事態
が生じることは断じてあってはならないものと考えて
おり、去る２月19日に外務大臣、国土交通大臣、防
衛大臣及び沖縄及び北方対策担当大臣に対し、同海域
における安全確保や冷静かつ平和的な外交（対話）に
よって中国との関係改善を図ること等について要請を
行ったところです。
　同じく１の (8) のア、米軍における感染防止対策に
ついてお答えをいたします。
　在沖米軍においては、基地内外の感染状況を勘案し
ながら、新型コロナウイルス感染防止対策に取り組ん
でいるとのことであります。現在は、県民との接触が
想定される基地外における活動のうち、レストラン店
内における飲食やバー・クラブの利用、パチンコやカ
ラオケ、大人数での集会等が禁止されているとのこと
であります。しかし、飲酒関連の事案など行動規範に
違反していると思われる事案が見受けられており、県
では、機会あるごとに米軍に対し、感染防止対策の徹
底を求めております。
　同じく１の (9)、リバティー制度等の遵守について
お答えをいたします。
　去る１月31日に発生した強制わいせつ事件について
は、その発生時間帯からすると、被疑者は、リバティー
制度や新型コロナウイルス感染防止対策に違反してい
た可能性が高く、同制度の実効性に疑念が生じておりま
す。そのため県は、在沖米海兵隊政務外交部長を県庁
に呼び、リバティー制度や新型コロナウイルス感染防止
対策の実効性について言及した上で、隊員教育の徹底
等、より一層の綱紀粛正を図ることや抜本的な再発防止
策を講ずることなど、抗議・要請を行ったほか、外務省
特命全権大使沖縄担当及び沖縄防衛局長に対しても同
様の抗議・要請を行ったところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、政治姿勢につい
ての御質問のうち (5)、南部地域からの埋立土砂の採
取についてお答えいたします。
　令和２年４月に提出された公有水面埋立変更承認申
請書では、県内の埋立土砂等の採取場所として７地区
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で、約4476万立方メートルの調達が可能と記載され
ております。そのうち、糸満市、八重瀬町の南部地区
から約７割となる約3160万立方メートルの土砂の調
達が可能と記載されております。しかしながら、具体
的な採取場所及び調達量については、契約段階におい
て決定されるものであり、現時点において決まったも
のではないと承知しております。
　県としては、係る地区の遺骨収集の状況等につい
て、関係機関と連携し情報収集に努めていきたいと考
えております。
　次に２、首里城再建についての御質問のうち(1)の
ア、首里城の再建についてお答えいたします。
　国の首里城復元に向けた基本的な方針では、国は県
や地元の関係者等とともに、国営公園事業である首里
城の復元に向けて責任を持って取り組むこととなってお
ります。県は今年度、首里城復興基本計画を策定し、
次年度から国、那覇市、地域と連携しながら、新首里
杜構想による歴史まちづくりや国内外から寄せられた寄
附金を活用した首里城正殿の木材や赤瓦の調達など、
首里城復興に向けた取組を進めてまいります。
　次に、２の (1) のイ、火災の検証及び責任の所在等
についてお答えいたします。
　県が設置した首里城火災に係る再発防止検討委員会
において、火災の検証等を含めた最終報告書を年度末
に取りまとめる予定としておりますが、県は施設の管
理者として、美ら島財団は指定管理者としての責任が
あるものと考えております。なお、美ら島財団の指定
管理期間は、平成31年２月１日から令和５年１月31
日までの４年間となっております。
　県としては、最終報告書の内容も踏まえつつ、今後、
適切な管理体制の構築等について検討していきたいと
考えております。
　次に、２の (1) のウ、火災の教訓を生かした防火対
策についてお答えいたします。
　県の首里城火災に係る再発防止検討委員会では、再
発防止に向けての視点として、国営及び県営区域を横
断し、ハードとソフトが密に連動した総合的な再発防
止策の検討が必要と示されております。国の首里城復
元に向けた技術検討委員会では、首里城公園は国営区
域と県営区域のそれぞれに防災センター機能が備えら
れていたが、火災時における情報共有と災害に対応す
る体制について、首里城公園全体としての仕組みが十
分ではなかったと報告されております。国と県では、
国営及び県営区域が円滑に連動・連携が可能となるよ
うな仕組みを構築し、首里城公園全体を一体的に管理
できるよう、防火対策に係る調整を行っているところ

であります。
　次に、２の (1) のエ、文化財の分離保存の考えにつ
いてお答えいたします。
　首里城復興基本計画に係る有識者懇談会において、
首里城に展示収蔵していた文化財等が首里城火災によ
り被害を受けたことから、重要な美術工芸品等の展示
収蔵は首里城の城郭外で行うべきであるとの意見をい
ただいております。県は当該意見を踏まえ、重要な美
術工芸品等の展示収蔵の移設先について、歴史的な背
景や公園魅力向上の観点から、有力な候補地として次
年度から中城御殿跡地の整備に向けて検討していくこ
ととしております。
　次に２の (2)、損害保険の査定内容についてお答え
いたします。
　美ら島財団が加入している損害保険の対象として
は、首里城正殿等の建物や美術工芸品等で、その限度
額は70億円となっております。現在、保険会社にお
いて保険金の査定作業が進められており、現時点で受
取保険金額及び受取時期は未定とのことであります。
　次に４、地球温暖化対策についての御質問のうち
(1) のイ、高断熱・ゼロエネルギー建築物の推進につ
いてお答えいたします。
　冷房の使用頻度が高い沖縄の場合、建築物を高断熱
化することは、電化製品等からの発生熱により冷房負
荷が高くなるとされております。このことから、断熱
化だけではなく、沖縄の気候風土に適した建築物とす
る必要があります。県では、今年度中に沖縄の気候風
土適応住宅の基準案を策定する予定であり、また、国
の沖縄型ゼロエネルギービルに関する建築技術者育成
事業と連携して取り組んでいるところであります。
　次に６、県営住宅についての (1)、住生活基本計画
の改定についてお答えいたします。
　公営住宅の供給目標量については、住生活基本法に
基づき、平成28年度から令和７年度までの10年間の
住宅施策について、新設、増設を含めた沖縄県住生活
基本計画を定めております。現在、中間年における計
画改定に向け基礎調査を実施しているところであり、
その結果や新型コロナウイルス感染症による影響を勘
案し、令和３年度に市町村や有識者の意見を踏まえ、
今後の住宅施策や公営住宅供給目標量を設定する予定
であります。
　次に８、県・国発注の公共工事の現状と対策につい
ての御質問のうち (1) のア、不調・不落の現状等につ
いてお答えいたします。８の (1) のアと８の (1) のイ
は関連しますので、一括してお答えさせていただきま
す。
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　令和３年１月末までに土木建築部が開札した474
件のうち、不調・不落が113件、全体の24％で、前
年度同時期に比べ２％の減となっております。その主
な要因は配置技術者の不足等と考えており、対策とし
て、工事発注に際して複数の小規模工事をまとめた
り、主任技術者等の兼任要件の緩和、離島で必要とな
る経費の精算対応、見積活用方式の導入等を行ってい
るところであります。
　次に８の (2)、国発注工事への県内企業受注拡大に
ついてお答えいたします。
　令和元年度における国発注の公共工事契約につい
て、沖縄総合事務局と沖縄防衛局を合わせた契約金額
においては、約892億円のうち県外業者は約378億
円で受注率は42.4％となっております。県では、国
の関係機関に対して県内建設業者への受注機会の拡
大等を要請しており、これまで分離・分割発注、入札
参加資格要件の緩和及び総合評価方式における評価
項目の見直しが行われております。
　引き続き、県内企業のさらなる受注拡大について要
請してまいります。
　次に９、環境問題についての御質問のうち (1) の
ア、県道予定地の放置車両についてお答えいたしま
す。
　道路事業中の用地買収済み箇所において、４路線
23台の車両放置を確認しております。放置車両につ
いては、現在、所有者の特定に向けて、関係機関と連
携し確認作業を進めているところであり、適切に対処
していきたいと考えております。今後とも道路予定地
の適正な管理に努めてまいります。
　次に12、健康増進策についての (1)、自転車通行空
間の整備についてお答えいたします。
　日常生活において自転車利用は、ウオーキングなど
と同様、適度な運動習慣の定着につながり、健康づく
りに有効であると認識しております。自転車通行空間
の整備については、各市町村が地域の実情に応じて策
定する自転車活用推進計画や自転車ネットワーク計
画に基づき、計画的・効果的に実施することとしてお
ります。
　県としては、各市町村の自転車活用推進計画策定を
支援するとともに、同計画に基づき自転車通行空間の
整備に取り組んでいるところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　１、政治姿勢についての (7)
の御質問のうち、米軍基地への立入調査の実施につい

てお答えします。
　県はＰＦＯＳ等の調査を行うため、普天間飛行場及
び嘉手納飛行場の立入り申請を行うとともに、令和元
年６月には国及び米軍に立入りを認めるよう要請を
行っておりますが、これまで実現しておりません。両
飛行場周辺では、依然としてＰＦＯＳ等の濃度が高い
状況が続いていることから、令和３年２月12日に、
両飛行場への立入りを認めるよう再度要請文を送付
したところであり、早期に立入りができるよう、国や
米軍に働きかけてまいります。
　次に４、地球温暖化対策についての(1)ア及び(1)ウ、
家庭や企業活動の省エネルギー化、技術革新による環
境負荷軽減についてお答えします。４(1)アと４(1)ウは
関連しますので、僣越ですが一括してお答えします。
　本県の温室効果ガス排出量の削減対策として、省
エネルギーの推進は重要と考えています。そのため、
新たな沖縄振興のための制度提言（中間報告）におい
て、水素の利用や次世代蓄電池の活用等、革新的技術
導入のモデル地域とするよう求めているところであ
ります。また、ＬＥＤ照明等の省エネ機器やエネル
ギーマネジメント等のＩｏＴ技術導入を促進するた
めの財政支援についても、国に制度提言することを検
討してまいります。
　次に９、環境問題についての (1) イ、家電製品の不
法投棄対策についてお答えします。
　令和元年度の調査によると、テレビ等家電製品の
不法投棄台数は700台で、投棄場所の割合は公園が
23％、道路が15％となっております。県では、不法
投棄対策として、市町村、警察本部等と不法処理防
止連絡協議会及び各保健所ネットワーク会議を設置
し、情報交換、合同監視等を実施するとともに、各保
健所に警察官ＯＢを配置し、パトロールなどを行うほ
か、監視カメラの導入により対策の強化を図っている
ところです。今後も、関係機関と連携し監視・指導を
行ってまいります。
　同じく９の (2)、ごみ山の確実な改善についてお答
えします。
　沖縄市池原の不適正に積み上げられた廃棄物につ
いては、15年で撤去する新たな改善計画が示されて
おります。県としては、改善が確実に実施されるよう
事業者、県、市、地元自治会、農業団体等と改善計画
に係る基本合意書を締結し、同合意書に基づき進捗管
理を行うこととしており、保健所職員による現場監視
に加え、毎月の処理実績の確認や定期的な測量等を行
い、確実な改善を図ってまいります。
　次に11、闘鶏禁止についての (1) ア及びイ、闘鶏
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の実態把握と他県の条例制定状況についてお答えいた
します。11の(1)アと11の(1)イは関連しますので、
僣越ですが一括してお答えします。
　動物の愛護及び管理に関する法律では、闘鶏を含め
動物同士を戦わせる行為は、状況によっては虐待に該
当する可能性がある事例として同法の対象となってお
ります。また愛護動物の体の一部を切除したり、負傷
した後に適切な治療を施さず放置すること、遺棄する
ことは同法第44条第２項及び第３項に違反します。
本県における闘鶏については、市町村や県警など関係
機関と連携し、実態把握や情報収集に努めているとこ
ろであります。なお、他県では、昭和23年から昭和
50年までに、東京都、北海道、福井県、神奈川県、
石川県の５都道県で、闘犬、闘鶏、闘牛等を取り締ま
る条例を制定しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）�保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、政治姿勢につ
いての御質問の中の (7) のうち、血中濃度調査等を国
の責任で実施することについてお答えいたします。
　県では、米軍基地由来の有機フッ素化合物への対応
については、国の責任において適切に対処する必要が
あると考えており、軍転協を通して、健康に係る調査
など適切な対応策を講ずることを国に要請していると
ころです。
　同じく１の (8) のイとウ、軍人・軍属、契約業者及
び基地従業員のＰＣＲ検査についてお答えいたしま
す。１の (8) のイと１の (8) のウは関連しますので、
一括してお答えします。
　軍人・軍属等については、海軍病院等で診療し症状
や所見から医師が新型コロナウイルス感染症を疑う場
合や濃厚接触者である場合、ＰＣＲ検査を行っている
と聞いています。基地従業員や出入り業者などが濃厚
接触者となった場合、海軍病院からの情報により、県
が積極的疫学調査を実施しているところです。しかし
ながら、基地従業員や出入り業者等については、本来、
国や米軍の責任において感染防止対策を行う必要があ
ることから、検査実施についても国へ働きかけたとこ
ろであります。
　同じく１の (8) のエ、米軍基地における変異株対策
についてお答えいたします。
　新型コロナウイルスの変異株は、世界各地に流行が
拡大し、国内でも確認されており、感染性が高いこと
が示唆されているなど、県としましても警戒が必要と
考えております。県では、国立感染症研究所の協力

を得て、本年１月までに県内で確認された7614症例
中、約１割の768症例を解析した結果、変異株は確
認されておりません。２月から、県衛生環境研究所に
おいて変異株のスクリーニング検査を開始しており、
県外及び海外からの移入例、基地従業員の症例、小児
を含むクラスター等を検査対象とし、積極的な監視を
強化しているところです。一方、変異株は米軍基地を
通じて侵入する可能性も考えられるため、海軍病院に
対し情報提供を求めるとともに、連携して取り組んで
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　４、地球温暖化対策
についての御質問の中の (2)、再生エネルギーの普及
についてお答えいたします。４の (2) アから４の (2)
エまでは関連しますので、恐縮ですが一括してお答え
いたします。
　再生可能エネルギーについては、太陽光発電・熱利
用、小水力やバイオマス発電等普及が進んでいるもの
や、海洋波力発電など実用化研究が進められているも
のがあります。県では現在改定中のエネルギービジョ
ンにおいて、2050年のエネルギー脱炭素化実現に向
けて再生可能エネルギーの導入拡大に取り組むことと
しております。普及に当たっては、宮古島や波照間島
で行った実証事業の活用促進を図るとともに、新たな
振興計画において蓄電池や再生可能エネルギー発電に
係る税制優遇等の支援制度の要望を行ってまいりま
す。加えて、昨年12月には沖縄電力と連携協定を締
結したところであり、引き続き官民連携の下、再生可
能エネルギーの導入拡大を進めてまいります。
　次に10、海洋資源の開発についての御質問の中の(1)
のイ、深層水の温度差発電についてお答えいたします。
　県では平成24年度から平成30年度にかけて、海洋
エネルギー活用促進のため、海洋温度差発電の実証事
業を行ってまいりました。その結果、天気、気候、海
水温等の変化による発電量への影響等の各種データが
取得できたものの、発電効率やコストの観点から、安
定した電力供給源となるためには技術的な課題がある
ことも判明し、現時点では、早期の実用化は難しいも
のと認識しております。
　県としましては、実証事業で取得してきたデータを
大学や研究機関に提供することにより、海洋温度差発
電に関する技術開発を支援してまいります。
　同じく10の (1) のウ、海洋鉱物レアメタルの開発
についてお答えいたします。
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　レアメタルは、コバルトやチタンなど産出量が少な
い、または抽出が難しい希少な金属であり、ＩＣチッ
プや半導体等に活用され、今後、さらなる需要の増加
が見込まれております。沖縄周辺海域の海底資源につ
いては、国の調査によると、伊是名島や久米島の近海
において、亜鉛等の鉱物を含む海底熱水鉱床が確認さ
れておりますが、現時点においてはレアメタルは確認
されておりません。
　県としては、今後も沖縄周辺海域における国の調査
を注視してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　おはようございます。
　５、座間味浄水場についての御質問の中の、浄水場
建設の状況についてお答えします。５の (1) のアと５
の(1)のイは関連しますので、一括してお答えします。
　座間味浄水場の建設については、昨年10月に座間
味村と企業局の双方で、浄水場建設が円滑に進められ
るよう互いに合意しており、また、本年１月15日に
は知事、企業局長、村長による面談を実施し、浄水場
建設について連携協力していくことを確認しました。
浄水場建設のためには、村の理解、協力が不可欠であ
り、建設に係る協定書の締結に向けて調整を進めてお
ります。村との調整が整い次第住民説明会を開催し、
それを踏まえて次年度には設計業務に着手したいと考
えております。
　同じく５の御質問の中の、道路の安全確保等につい
てお答えします。５の (1) のウと５の (1) のエは関連
しますので、一括してお答えします。
　座間味村から要望のあった工事期間中の道路の安全
確保については、工事の受注者に確実に履行させたい
と考えております。また、防災拠点施設の整備につい
ては、企業局は水道用水供給事業者であり、所管外で
あることから、施設整備は困難ですが、防災拠点とし
ての活用については、浄水場建設の設計段階から可能
な限り配慮していくこととしています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　７、那覇空港の陥没につ
いてお答えいたします。
　那覇空港の埋立地盤に関する技術検討委員会におい
て、沖縄総合事務局による陥没等の調査状況が示さ
れ、同委員会により原因が特定されております。これ
によると、埋立材の流出防止のために護岸等ののり面

に敷設した防砂シート―砂を防ぐ防砂シートに強度
低下や破れが確認され、そこから埋立材の砂が流出し
たことが原因であるとし、次回の検討委員会において
抜本的な復旧対策を示すとしております。現在、航空
機の発着に支障は生じておりませんが、安心・安全の
観点から、県は引き続き動向を注視してまいります。
　次に13、サンライズベルト構想についてお答えい
たします。
　県では、東海岸サンライズベルト構想の策定に向
け、有識者や関係市町村、関係部局で構成される検討
委員会を昨年12月に開催し、マリンタウンＭＩＣＥ
エリアの形成、ＩＴイノベーション拠点の形成、円滑
な交通ネットワークの構築など東海岸一帯の活性化・
発展に向けた検討を進めております。本年３月に第２
回の検討委員会を開催し、今年度中に同構想を取りま
とめ、新たな振興計画（素案）に反映することとして
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　９、環境問題につい
ての御質問の中の (1) のウ、漁港の放置艇対策につい
てお答えします。
　県では、平成27年度に策定した沖縄県県管理漁港
放置艇５ヶ年計画に基づき、放置艇処理を進め、これ
までに235隻を撤去しております。また、計画期間
を本年度から令和６年度までとする新たな５か年計画
を策定し、弁護士、行政書士会等の外部の専門家を活
用する等、放置艇対策の推進を強化してまいります。
　次に10、海洋資源の開発についての御質問の中の
(1) のア、海洋深層水を生かした産業の推進について
お答えします。
　県では、海洋深層水を活用した研究を実施し、これ
までに、クルマエビ母エビ養成技術や、海ブドウの陸
上養殖技術の開発などを行ってきました。確立した技
術は、沖縄県車海老漁業協同組合などの民間事業者に
技術移転し、本県における養殖業の発展に大きく寄与
しております。また、海洋深層水研究所においては、
令和元年度の実績として、年間70万トンの海洋深層
水を譲渡しており、稚エビの生産や海ブドウの養殖の
ほか、化粧品の製造などに活用されております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　13、サン
ライズベルト構想、ＭＩＣＥ施設についての (1)、Ｍ
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ＩＣＥの進捗状況についてお答えいたします。
　県では、マリンタウンＭＩＣＥエリアの形成に向
け、新たな基本計画の検討を進めておりますが、今般
の新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏ま
え、引き続きＭＩＣＥや不動産マーケットの動向を収
集・分析した上で、その取りまとめを行うこととした
ところです。
　県としましては、東海岸エリア一帯に発展の勢いを
創出し、ウイズコロナ、アフターコロナに即した強靭
なＭＩＣＥエリアを形成するため、新型コロナウイル
ス感染症の状況を踏まえながらも新たな基本計画の策
定にスピード感を持って取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　14、労働環境についての(1)
のア、職員定数条例と採用人数についてお答えします。
　沖縄県職員定数条例で定める職員の定数は、議会の
事務部局43人、知事の事務部局4584人、教育委員
会の事務部局431人、監査委員の事務部局16人、人
事委員会の事務部局17人、労働委員会の事務部局13
人、選挙管理委員会の事務部局４人、企業局359人、
病院事業局3175人、合計で8642人となっておりま
す。また、令和３年度の新規採用予定職員数は、知事
の事務部局151人、教育委員会の事務部局６人、企
業局６人、病院事業局252人、合計で415人となっ
ております。
　次に14の (1) のイ、超過勤務の状況についてお答
えします。
　令和元年度は、首里城火災や豚熱対応、今年度は新
型コロナウイルスに係る緊急的な業務のため、職員の
在課時間が増加している状況です。このような状況に
対応するため、職員の兼務発令や臨時的任用職員の採
用等を強化したほか、長時間勤務者及び所属長に対す
る産業医の指導などを実施しているところです。引き
続き、部局からの要望に応じて過重労働にならないよ
うな体制を整えていきたいと考えております。
　次に14の (1) のウ及びエ、サービス残業の有無と
残業代の支払いについてお答えします。14の (1) の
ウと14の (1) のエは関連しますので、恐縮ですが一
括してお答えします。
　時間外勤務については、所属長の命令を受けて行う
こととされており、命令を受けた分については、時間
外勤務手当を確実に支払うこととしております。既決
予算が足りない一部所属においては、予算の流用等に
よって必要額を確保し、支払うこととしております。

　次に15、財政についての (1) のアからウ、財政力
指数、義務的経費、地方債の発行限度についてお答え
します。15の (1) のアから15の (1) のウまでは関連
しますので、恐縮ですが一括してお答えします。
　まず、財政力指数は、直近の令和２年度において
0.375となっており、ほぼ前年度並みとなっておりま
す。また、令和３年度一般会計当初予算における義務
的経費は約3078億円で、前年度と比較して約27億
円、0.9％の増となっております。最後に、令和３年
度の県債の当初予算額は655億8180万円で、前年度
と比較して163億2500万円、33.1％の増となってお
ります。
　次に15の (1) のエ、県税の猶予についてお答えい
たします。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、おおむね
20％以上収入が減少した県民や事業者を対象に、徴
収猶予の特例制度が創設されたところであります。沖
縄県におけるこの特例制度の令和３年１月末時点の実
績は、957件、約23億4343万円となっております。
　県としましては、引き続き県税の猶予制度を積極的
に周知し、適切な対応に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
　　　〔上里善清君登壇〕
○上里　善清君　３点ぐらい再質問しましょうか。
　まず50％という目標値なんですが、これは前の大
田知事の場合は基地返還アクションプランというもの
を作成して、どこそこを返還してくれと。いつまでと
いう期限を設けて主張したと思います。そういった計
画を立てないと実効性がないと思うんですよ。きっち
りＳＡＣＷＯに明示していただきたい。それをもう一
度答弁お願いします。
　土砂の件なんですが、変更申請で見ると南部地区か
ら3159万6000立方メートルの土砂をやると約７割
になるんです。手続上、許可ということはやってほし
くないんですが、特に景観条例において著しく景観を
損ねる場合は禁止することができると自然公園法33
条２項にあります。ぜひ知事は勇気を持ってこれを阻
止していただきたい。これにもう一回御答弁お願いし
ます。
　座間味の浄水場なんですが、場所はたしか高台に決
定していると思うんですが、その答弁をもう一度お願
いできますか。
　以上です。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午前11時14分休憩
　　　午前11時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　上里議員からの50％の
数値目標につきまして、大田県政時代のアクションプ
ランと比較をいたしまして、具体の基地返還時期等が
ないということについての御質問にお答えをいたしま
す。
　県といたしましては、沖縄21世紀ビジョンに掲げ
る基地のない平和で豊かな沖縄をあるべき県土の姿と
しながら、基地の整理縮小を求めるとする基本的考え
方や県議会における在沖海兵隊の撤退を求めるとの全
会一致の決議を重く受け止め、まずは当面は50％以
下を目指すとする具体的な数値目標を設定し、実現す
ることを日米両政府に求めるものであります。具体の
返還施設や時期につきましては、沖縄県から具体的に
提示するのではなく、基地の提供責任者である日本政
府と実際に基地を運用する米国政府との間で協議を行
い、数値目標を設定していただくことが実現可能性を
高める上で有効だと考えており、県といたしましては
日米両政府に対し、返還施設や返還時期を含めた具体
的な返還計画の策定を求めてまいりたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　上里議員の自然公園法の
中止命令に関する再質問についてお答えします。
　糸満市の自然公園区域内において、無届出で土砂採
取業者による開発行為が行われていたことから、昨年
11月に作業を一時中断し自然公園法に基づく届出を
するよう指導を行いました。その後、土砂採取業者か
らの届出は糸満市を経由して１月に県へ提出されてお
り、届出書について形式審査を行った結果、記載内容
に修正すべき点があったことから現在補正指示をして
いるところであります。
　今後は補正された内容を確認するとともに、自然公
園法第33条第２項に基づく命令等の発出が可能か検
討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　座間味浄水場建設につい
ての再質問にお答えします。

　企業局では、これまで高台である既存浄水場拡張案
及び低地の阿真キャンプ場内案２案に絞り、座間味村
役場とも調整の上、住民説明会でも説明したところで
したが、昨年６月の県議会において、高台への建設
を求める２件の陳情が全会一致で採択されたこと及び
ビーチ周辺の自然環境への配慮を求める住民間の意見
等を踏まえ、知事、副知事とも相談の上、高台に向け
ての建設を総合的に判断しました。その件について、
昨年10月に座間味村にも説明をしまして、住民生活
にとって非常に重要な施設ですので、連携協力して、
建設を進めていくことについて合意したところです。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
　　　〔比嘉京子さん登壇〕
○比嘉　京子さん　おはようございます。
　沖縄・平和会派を代表いたしまして質問を行います。
　比嘉京子です。
　質問に入る前に、緒言を述べさせていただきたいと
思います。
　新年度の予算は全国的にコロナ禍において減額予算
となっておりますが、国においては防衛費は増額して
います。一方、県内では年末から訓練区域外の民間地
上空で米軍機の超低空飛行が繰り返され、地域住民に
恐怖を与えています。一歩間違えれば大惨事になりか
ねない無軌道ぶりです。防衛大臣は日米安保条約の目
的達成のための重要な訓練と述べ、容認しています。
国民の安全は眼中にはありません。日本の安全保障が
大きく軍事に傾倒して、傾斜していることには我々は
慣れてはいけないと思います。
　この状況で想起をしたのが、2015年に発表された
自由と平和のための京都大学職員と学生の有志の会の
声明文です。紹介をしたいと思います。
　自由と平和のための京大有志の会、声明書。「戦争
は、防衛を名目に始まる。　戦争は、兵器産業に富を
もたらす。　戦争は、すぐに制御が効かなくなる。　
戦争は、始めるよりも終えるほうが難しい。　戦争は、
兵士だけでなく、老人や子どもにも災いをもたらす。　
戦争は、人々の四肢だけでなく、心の中にも深い傷を
負わせる。　精神は、操作の対象物ではない。　生命
は、誰かの持ち駒ではない。　海は、基地に押しつぶ
されてはならない。　空は、戦闘機の爆音に消されて
はならない。　血を流すことを貢献と考える普通の国
よりは、知を生み出すことを誇る特殊な国に生きたい。　
学問は、戦争の武器ではない。　学問は、商売の道具
ではない。　学問は、権力の下僕ではない。　生きる
場所と考える自由を守り、創るために、私たちはまず、
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思い上がった権力にくさびを打ちこまなくてはならな
い。」。
　沖縄県民の命を再び権力の持ち駒にさせてはならな
いということを述べ、質問に入ります。
　まず、知事の政治姿勢についてでございますけれど
も、(1) 番目に、バイデン米大統領の新政権がスター
トいたしました。組閣に際しこれまでにない多様な人
材を登用しています。カマラ・ハリス米副大統領はじ
め世界のトップレディーを沖縄に招致し国際的な女性
サミットをぜひ開催してほしいと思います。知事の構
想をお聞きしたい。また政権交代の機を逃さず、沖縄
の基地負担軽減を米政府に直接訴えることが重要と考
えます。知事の認識と今後の計画について伺います。
　(2)、ワシントン事務所を設置し６年になります。
改めて沖縄県がワシントンＤＣに事務所を置く意義に
ついて、知事の認識を伺います。また駐在活動の成果、
今後の方針等についても伺いたい。
　(3)、沖縄は歴史的に、中国やアジアの国々と人や
物や文化の交流をしてきました。地理的には東アジア
のハブとして沖縄の役割を見詰め直し、安全保障面で
の緩衝地帯となるよう平和の拠点をつくる考えはない
か、伺いたい。
　大きな２番目として、新たな振興計画について。
　沖縄21世紀ビジョンでは実現を目指す５つの将来
像と、克服すべき４つの固有課題が挙げられていま
す。さらに将来像のベースにはＳＤＧｓを取り入れ、
持続可能な沖縄の発展と誰一人取り残さない社会を実
現するとしています。
　以下、各分野において、今後の目指す方向について
伺います。
　(1)、克服すべき課題の第１は、米軍基地の負担軽
減であると思います。米軍人等による事件・事故や騒
音など環境問題を防ぎ、駐留軍用地の跡地活用による
経済、雇用、税収を向上させることが最重要課題と考
えます。安全保障は国全体で基地負担を分かち合うと
いう原点に立ち、国民的な議論をどう構築していくの
か伺いたい。
　(2)、今後10年間に返還される予定の駐留軍用地区
域と合計面積、跡地利用計画とその経済効果について
伺います。
　(3)、島嶼県沖縄の医療体制や危機管理の面で、コ
ロナ禍によって顕在化した医療体制や危機管理の課題
は何か伺います。
　(4)、全県的にコロナ禍で脆弱さが顕在化した業種
や産業構造は何か。その分野の今後の在り方について
伺います。感染防止と経済の両立を図って今日まで来

ましたけれども、その係る条件整備についてどのよう
に推進していくか伺います。
　(5)、観光は沖縄のリーディング産業であり、これ
まで入域観光客数を目標として一定の成果を上げてき
ましたが、コロナ禍で脆弱さが顕在化しました。今後
の目指すべき観光業の方向性について伺います。ま
た、ＳＤＧｓ推進の観点から入域観光客数の増加を目
標とすることから脱却する考えがあるのかどうか、必
要ではないか伺いたい。
　(6)、復帰50年を目前にしていますが、１人当たり
の県民所得はいまだ全国最下位にあります。県内経済
は発展しておりますが、県民が豊かさを実感できない
状況にもあります。１人当たりの県民所得が全国最下
位の現状を脱するため、稼ぐ力をいかに図るか。また
１人当たりの県民所得の展望値を幾らに設定するか考
えを伺いたい。
　(7)、本県が発展するための原動力は、教育・人材育
成にあります。ハード面の校舎整備や耐震化率及びソフ
ト面の教員の正規雇用率はいずれも全国平均を下回って
います。教育の地域格差をなくし、自ら学ぶ意欲を育む
教育をどのように構築していくのか伺います。
　(8)、新しい振興計画に女性の視点が見えません。
男女雇用均等法制定から30年余り、女性活躍推進法
施行から５年、日本の女性経営幹部の割合は１％で、
アジア諸国でワーストであります。女性の活躍が日
本のＧＤＰを大幅に上げると言われて久しくなります
が、まだ女性の能力が正当に評価されていない現状が
あります。沖縄から女性の多様な働き方を推進してい
く仕組みづくりが必要ではないか伺います。
　(9)、本県は2040年を目途に平均寿命日本一を目
指しています。これまでの取組の検証と課題、目標達
成のための具体的な策を伺います。乳幼児期からの予
防の視点を強化する施策が必要だと考えますがいかが
でしょうか。
　(10)、離島住民が住み慣れた島で安心して暮らし続
けるためには、交通コストを軽減することが最大の課
題であります。どのような根拠に基づいて軽減を図る
のか、軽減の目標値について伺います。
　(11)、アジアのダイナミズムを取り込む国際物流拠
点の形成について説明を求めます。これまでも国際航
空物流拠点として発展してまいりましたが、今後どの
ような機能を強化して発展させていくのか、具体的な
施策を伺います。
　(12)、沖縄科学技術大学院大学を核とした産官学の
連携でイノベーションを創出し、次代を担う持続可能
な産業の創出を目指すとしておりますが、具体的な取
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組についての説明を求めたいと思います。ＯＩＳＴに
は本県出身の研究者は何名いるでしょうか。科学に興
味を持つ子供たちを育てることも重要と考えますが
いかがでしょうか。
　大きな３番目、新型コロナウイルス感染拡大防止策
について伺います。
　(1)、ＰＣＲ検査体制について。
　ア、県は、先行的なモデル事業として介護施設や医
療機関の職員を対象として定期的にＰＣＲ検査を行
うとしています。具体的な事業内容及び今後の展開等
について伺います。
　イ、観光業界からの提案に、出発地でＰＣＲ検査を
受け陰性の証明を持っている観光客には本県から何
らかの特典を与えるということができないのかとい
うことがありました。見解を伺いたい。
　(2)、医療体制について伺います。
　ア、新型コロナウイルスは変異を繰り返していくと
され、今後も感染症として対策が必要と考えられま
す。今後の医療体制をどう構築していくのか伺いま
す。
　イ、コロナ変異株の認識、県内流行の防止策、感染
者が発生した場合の対策について伺います。
　ウ、県内のワクチン接種計画はどのようになってい
るのか伺います。
　エ、これまで医療従事者に対し慰労金の支給はどの
ようになされているんでしょうか。支給対象や金額等
について伺います。また、緊急支援事業補助金の活用
はどうなっているんでしょうか。
　オ、コロナの影響による民間、県立病院の減収額は
幾らか。それを補塡する支援策はどのようになされて
いるのか伺います。
　(3)、経済・雇用の再建について。
　ア、長期化するコロナ禍で失業者数が増えていると
考えられます。対策はどのようになされているのか伺
います。
　イ、高校卒業、大学卒業の就職内定率は2019年度
と比較するとどのようになっているのか伺います。内
定率が下がった場合の手だてはどうお考えなのか伺
いたい。
　ウ、外国人労働者等へのコロナに関する情報提供は
どのようになされているのか。支援体制はどうなって
いるのか伺いたい。
　(4)、農林水産業について。
　ア、飲食店やホテル業界の落ち込み、休校措置等に
より農産物、水産物、畜産物等の流通、消費に影響が
あると推察されます。実態はどうでしょうか。生産者

への支援等について伺いたい。
　(5)、学校教育について。
　ア、コロナ禍において県は各学校にＷｉ－Ｆｉルー
タを配布しリモート授業を進めてきました。リモート
授業は、なぜ授業日数に含まれないのか伺います。
　イ、コロナ禍によって、ほとんどの学校で１人体制
の養護教諭の負担が過重となっています。感染対策、
消毒作業、健康診断、心の健康、虐待対応など業務が
膨大で、１人では到底児童生徒に向き合うことができ
ない。配置基準はどうなっているのか伺います。
　(6)、本県が講じた対策の検証について。
　ア、検証チームを立ち上げ、これまでに講じた対策
の効果や課題等について客観的に分析する体制が必
要ではないでしょうか。
　イ、市町村、学校、福祉施設、経済団体等にアンケー
ト調査をし、第１波から今日までの県のコロナ対策に
ついて現場の声や評価を取りまとめ、有識者会議の検
討材料にし、今後に生かしていくということはどうだ
ろうか。
　ウ、県の講じた対策の根拠や基準を議事録に明記
し、説明責任が果たせるよう政策決定過程の透明化を
図ることが今後重要になると考えますがどうでしょ
うか。
　大きな４番目、保育・幼児教育について。
　(1)、子育て世代包括支援センター、沖縄型のネウ
ボラについてですが、設置状況は全国的に見るとワー
ストでありますが、知事公約では全41市町村に設置
するということにしています。今後の設置計画、人員
体制、課題について伺います。公約の拡充を求めたい
がどうでしょうか。
　(2)、昨年設置された幼児教育センターの実績と課
題について伺います。
　(3)、認可外保育施設では、指導監督基準を令和５
年までクリアすることを条件に、３～５歳児の幼児教
育費が無償化されております。基準クリアに向けた指
導の進捗状況について伺います。
　(4)、児童相談所によると、虐待を防ぐ最大の課題
は、子供自身が自分を大切な存在であるということを
認識できていないことだと言われました。未就学児・
小・中・高校生に自己肯定感や子供の権利をどう育み
伝えるか。また、大人社会がどう人権意識を高めるか
が重要だと言われました。対策を伺いたい。
　大きな５番目、学校教育について。
　(1)、生きる力の基礎は、自分の健康を自分で守る
人づくりにあります。子供たちに望ましい食習慣や食
の自己管理能力を身につけるため食育の推進が求め
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られています。実績と成果、課題を伺います。
　(2)、栄養職員に対する栄養教諭の割合は九州でワー
ストとなっています。栄養教諭定数の根拠と見直しの
必要性についての認識について伺いたい。
　(3)、県立高校２年生の男子生徒が自ら命を絶ちま
した。どのように現在、原因究明を行っているのか。
問題の本質に迫るようしっかりと調査をしてもらいた
い。結果を教育現場のみならず社会全体に共有すべき
だと考えますが、見解を伺いたい。
　(4)、文科省は、わいせつ行為で処分された教員の
免許再取得を認めない法改正を断念いたしました。本
県でも一定の期間を過ぎて再雇用されている実態があ
るのか。これまでにわいせつ行為で処分された教員数
と再雇用者数について伺いたい。
　(5)、過去10年間で中卒時に進路未決定者が4081
人に上っています。早急な対策が求められています。
提案ですが、高校の定数内不合格者を出さず、入学後
に学習支援を行う仕組みをつくることはどうでしょう
か。また退職教員等を再雇用し、中学校内における卒
業後でも進路相談ができる窓口等を設置することはど
うでしょうか。
　(6)、2021年採用の教員採用試験はコロナ禍にあ
り、採用試験１か月前に科目変更をしています。今回
の採用試験が受験資格の最後の機会であった受験生が
おります。希望者に対して今年までチャンスを与えて
いくのはどうでしょうか。
　(7)、学校の安全性と防災機能について。
　ア、幼・小・中・高・特別支援学校における耐震化
率はどうなっているのでしょうか。耐震強度を高める
ための計画について伺います。
　イ、2016年法改正され防火シャッターや防火ドア
等の防火設備の検査が法制化されました。県及び市町
村管理の学校の法定検査実施状況はどうなっているの
か伺います。
　ウ、学校の施設は、災害時に避難場所となることか
ら設備機能を備えておく必要があります。本県の対策
はどうなっているのでしょうか。
　大きな６、危機管理センターの建設と危機管理体制
の構築について。
　感染症や自然災害等における本県の危機管理を担う
コントロールセンターを建設し、危機に迅速に対応
し、部局間並びに市町村等との調整を担う危機管理体
制を構築すべきだと考えますがいかがでしょうか。
　大きな７番目、病院事業局について。
　(1)、県立病院ビジョン策定の背景と目的について
伺います。

　(2)、職員定数に満たない職種と人数について、欠
員の理由等も伺います。
　(3)、看護師の過重労働について。
　ア、看護師が慢性的に欠員しているようであります
が、欠員数とその対策について伺います。
　イ、欠員による経営面、労働環境に与える影響につ
いて認識を伺います。
　大きな８番目、新年度予算について。
　(1)、こども医療費助成事業は現在、通院対象年齢
を就学前まで実施しております。令和４年４月、来年
度から中学校卒業まで拡大をする予定です。予算額、
支給方法、課題等について伺いたい。
　(2)、農林水産振興に係る事業について。
　ア、家畜伝染病予防事業の事業内容等について伺い
たい。また昨年発生した豚熱により、殺処分を余儀な
くされた農家への補償についての進捗状況を伺いた
い。
　イ、県立農業大学校移転整備事業について、事業内
容、次代の農業を担う養成内容及び就農状況について
伺いたい。
　(3)、教育について。
　児童生徒にきめ細かな指導を行うため、これまで小
学校１年生及び２年生まで30人学級、小学校３年か
ら中学校１年生まで35人学級を実現してまいりまし
た。本年度から中学校２年・３年まで拡充して35人
学級を拡大する、そういう予算になっています。その
際の課題は何でしょうか。
　イ、中高校生が安心して学業に励むことができるよ
う、バス通学等無料化が実施されます。対象世帯、補
助内容等、予算額について伺います。
　(4)、安全・安心な沖縄観光受入体制構築実証事業
等について、旅行者検査実施支援事業の目的、内容、
その後の事業の展開について伺いたい。
　質問を終わりますが、答弁をお聞きして再質問を行
いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　比嘉京子議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の (1)、
女性サミットの開催についてお答えいたします。
　バイデン米大統領はカマラ・ハリス氏を副大統領へ
登用するなど、政権の閣僚に多様な人材を登用してい
ます。沖縄県においては、個人の尊厳や多様性が尊重
されるジェンダー平等の実現に向け取り組んでいると
ころであり、今後、海外で活躍されている方をお招き
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し、女性のエンパワーメントやジェンダー平等など、
持てる力を十分に発揮できる社会の実現を目指す女性
会議の開催などを検討してまいります。
　次に、知事の政治姿勢についての御質問の中の１の
(2)、ワシントン駐在を置く意義、成果と今後の取組
についてお答えいたします。
　沖縄県では、辺野古新基地建設問題をはじめとする
米軍基地問題の解決については、日本政府のみなら
ず、一方の当事者である米国政府に対しても沖縄県自
らが直接訴えることが重要と考えていることから、
平成27年度にワシントン駐在を設置しております。
これまでの駐在の働きかけの結果、2019年の６月及
び10月には連邦議会調査局報告書に在沖米軍の状況
について正確な記載がなされたほか、2020年６月に
は連邦議会下院軍事委員会即応力小委員会において、
軟弱地盤等を理由に辺野古新基地建設計画に対する懸
念が示されたことは、ワシントン駐在の成果の一つと
考えております。やはりこのように関係者の下へ積極
的に、精力的に足を運び、汗をかき情報共有と信頼関
係の構築に努めることは大変重要であると考えており
ます。今後もワシントン駐在を活用し、沖縄の米軍基
地問題に関する情報収集・情報発信に取り組むととも
に、米国政府や連邦議会関係者等に対する働きかけ、
発信力の高い人物等の沖縄への招聘等にも取り組みた
いと考えております。
　次に、新たな振興計画についての御質問の中の２の
(8)、女性の多様な働き方の推進についてお答えいた
します。
　男女共同参画社会を実現するためには、性別に関わ
りなく能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方の
できる魅力ある職場環境の整備が重要であります。そ
のためには、女性、男性、組織等のリーダーそれぞれ
の力が必要であると考えており、沖縄県では、女性人
材育成講座てぃるる塾や男性への啓発講座、そして、
先日私が宣言をさせていただきました女性のチカラ応
援宣言などの取組を進めております。女性力を積極的
に活用することは時代からの要請でもあると受け止
め、新たな振興計画においても、個人の尊厳や多様性
が尊重されるジェンダー平等の実現に向けた取組を強
化してまいりたいと考えております。
　その他の御質問については、部局長から答弁をさせ
ていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (1)、基地負担軽減を米国政府に求めること

についてお答えいたします。
　バイデン新政権が発足し、連邦議会議員が改選さ
れ、海兵隊の再編が議論されているこの時期は、政府
関係者や連邦議会議員と面談し、沖縄の基地問題の実
情を訴えるための好機であると考えております。この
ため、知事からバイデン新政権に対し、辺野古新基地
建設計画の再検証を求める書簡を送付しております。
また、今年度はコロナ禍で活動が制約されている中、
ワシントン駐在は、昨年11月の選挙で当選された連
邦議会議員の関係者約30人とオンラインで面談し、
軟弱地盤など辺野古新基地建設の技術的課題、普天間
飛行場におけるＰＦＯＳ漏出事故、在沖米軍による事
件・事故等について情報提供を行うなど、積極的な取
組を行っております。今後は、新型コロナウイルスの
状況を見ながら知事訪米を行い、辺野古新基地建設に
反対する民意などを訴えたいと考えております。
　同じく１の (3)、東アジアのハブとしての沖縄の役
割についてお答えをいたします。
　令和元年度の米軍基地問題に関する万国津梁会議に
おいては、沖縄県はアジア太平洋地域の地域協力ネッ
トワークのハブとなることを目指すべきであるとして
おり、今年度末までに具体的方策等について改めて提
言する予定となっております。
　県としましては、万国津梁会議における提言も踏ま
え、本県の歴史や地理的特性を生かし、従来から取り
組んでいる観光、経済、文化、平和等の交流に加え、
今後は環境や医療、人権問題等の人間の安全保障につ
いても対話の場となりたいと考えております。
　２、新たな振興計画についての (1)、基地負担に関
する国民的議論の構築についてお答えをいたします。
　県は、日米安全保障体制が重要であるならば、その
体制を支える米軍基地の負担の在り方についても日本
全体で議論し、その負担も全国で担うべきであると考
えております。そのため、全国知事会や渉外知事会に
おいて沖縄の基地負担の現状を説明し、理解を求めて
おります。また、トークキャラバンの実施や米軍基地
問題に関するパンフレットの配布のほか、沖縄の米軍
基地問題に関する動画のユーチューブ配信や、公式ツ
イッターの開設などインターネットを活用した情報発
信の取組を通じて、沖縄の基地負担軽減に向けた国民
的議論の機運醸成を図っていきたいと考えておりま
す。
　同じく２の (2)、返還予定の駐留軍用地と面積につ
いてお答えをいたします。
　嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還予定面積
は、全体で約1048ヘクタールとなっており、これま
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でに約73ヘクタールが返還されております。今後、
キャンプ桑江、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場、牧港
補給地区、那覇港湾施設、陸軍貯油施設第１桑江タン
ク・ファームの６施設、合計約974ヘクタールの返
還が予定されておりますが、返還時期については、提
供施設ごとに示された返還時期に「又はその後」と表
記されており、明確にはなっておりません。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、新たな振興計画につ
いての (2) のうち、返還予定の駐留軍用地の跡地利用
計画と経済効果についてお答えいたします。
　県では、返還が予定されている嘉手納飛行場より南
の６施設を対象とした広域構想を策定しており、公共
交通ネットワークの構築、豊かな都市環境の形成、跡
地振興拠点地区の形成の３つの基本方針を踏まえ、関
係市町村の跡地利用計画の策定を支援しているところ
であります。また、今後返還が予定されているキャン
プ桑江、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場、牧港補給地
区、那覇港湾施設の５地区の活動による直接経済効果
は、返還前の501億円に対し、返還後は8900億円と
約18倍になると試算しております。
　同じく２の (6) のうち、県民所得の展望値について
お答えいたします。
　新たな振興計画の展望値は、沖縄21世紀ビジョン
に掲げる県民が望む将来像実現のために実施される諸
施策の成果等を前提に、社会経済の状況を予測する見
通し値としての性格を有しております。今後、計画に
位置づける具体的取組や達成水準が明確になった段階
で、人口予測や観光収入、完全失業率などを経済モデ
ルに反映させ、外部有識者の意見も踏まえつつ、10
年後の県内総生産や１人当たり県民所得を推計してい
くこととしております。
　同じく２の (10)、交通コスト負担軽減事業の軽減
の目標値についてお答えいたします。
　島を結ぶ交通機関が船または飛行機に頼らざるを得
ない離島において、船賃及び航空運賃が陸上交通と比
較して割高となっていることから、船賃についてはＪ
Ｒ在来線並み、航空運賃については新幹線並み運賃を
参考に運賃低減を図っております。
　県としましては、同事業を安定的かつ継続的に実施
することが重要であると考えており、新たな振興計画
（骨子案）にも盛り込んでおります。
　同じく２の (12)、ＯＩＳＴを核とした科学技術分
野の取組等についてお答えいたします。

　新たな振興計画（骨子案）においては、ＯＩＳＴ、
琉球大学、沖縄高専等を核とし、産学共同研究支援や
大学発ベンチャー企業の支援等を行い、絶え間なくイ
ノベーションが創出される、イノベーション・エコシ
ステムの構築を盛り込んでおります。また、子供たち
を含め、次世代の科学技術の発展を担う人材の育成に
加え、新たに、科学技術を活用した社会課題解決に向
けた取組も含めているところです。これらの取組によ
り、科学技術を活用したイノベーション型経済への転
換を図り、持続可能な産業の創出を目指してまいりま
す。なお、ＯＩＳＴによると、研究者数336名のうち、
県出身者は７名となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新たな振興計
画についての御質問の中の (3)、島嶼県沖縄の医療体
制等の課題についてお答えいたします。
　コロナ禍における島嶼県沖縄の医療提供体制の課題
としては、各医療圏の中核的な病院における病床や医
療人材の確保、休職者が発生した病院等における相互
支援体制の確立、入院施設がない離島の医療体制や急
患搬送体制の一層の充実が必要と考えております。こ
のため、保健医療部としては、新たな沖縄振興のため
の制度提言において、北部及び離島等における公立病
院及び診療所の施設等に係る支援制度、離島・僻地へ
のＩＣＴを活用した遠隔医療の新規制度の創設等に加
え、無医地区等における診療所の設置、医療機関の協
力体制の整備等に係る財政特例制度の継続等について
国に要望していくこととしております。
　同じく２の (9)、平均寿命日本一を目指した取組に
ついてお答えいたします。
　沖縄県では健康増進計画健康おきなわ21に基づき
健康づくりを推進しているところですが、平均寿命は
延伸した一方、全国順位は男性が30位から36位、女
性が３位から７位へと下がっております。働き盛り世
代を中心とした生活習慣病対策の強化が課題であるこ
とから、特定健診及びがん検診の受診率向上や生活習
慣の改善を促すための広報活動、健康経営の推進等を
実施するとともに、副読本を活用し、小中学生の健康
づくりに取り組んでまいります。また、乳幼児期から
の取組も重要なことから、母子保健「健やか親子おき
なわ21」において、朝食の摂取や、かかりつけ歯科
医の活用など、望ましい生活習慣の獲得に向けた取組
を推進してまいります。
　次に３、新型コロナウイルス感染拡大防止策につい
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ての御質問の中の (1) のア、介護従事者等のＰＣＲ検
査についてお答えいたします。
　県では、介護従事者約２万5000人を対象に、２月
10日から検査を開始し、おおよそ２週間に１回、計
３回の検査を予定しています。また、新型コロナウイ
ルス感染症患者等に対応する医療機関や、慢性期機能
病棟を有する医療機関の従事者を対象に、135の医療
機関において検査費用の一部を補助することとして
おります。令和３年度は、今年度の検査対象に加え、
障害者施設、保育施設及び精神科病院の従事者を対象
に検査を行うための予算を計上しております。
　同じく３の (2) のアとイ、変異株に対する医療及び
感染対策についてお答えいたします。３の (2) のアと
３の (2) のイは関連しますので、一括してお答えいた
します。
　新型コロナウイルスの変異株は、世界各地に流行が
拡大し、国内でも確認されており、感染性が高いこと
が示唆されているなど、県としましても警戒が必要と
考えております。県では、国立感染症研究所の協力
を得て、本年１月までに県内で確認された7614症例
中、約１割の768症例を解析した結果、変異株は確
認されておりません。２月から、県衛生環境研究所に
て変異株のスクリーニング検査を開始しており、県外
及び海外からの移入例、基地従業員の症例、小児を含
むクラスターなどを検査し、積極的な監視を強化して
いるところです。また、変異株感染者が確認された場
合は入院隔離を徹底し、県民等に対するさらなる注意
喚起や積極的疫学調査を強化することで、感染拡大を
食い止めていきたいと考えております。
　同じく３の (2) のウ、県内のワクチン接種計画につ
いてお答えいたします。
　沖縄県内の接種計画は、国から示された接種スケ
ジュールに基づき、３月上旬から医療従事者等へのワ
クチン接種を開始する予定となっております。その
後、高齢者から、順次基礎疾患を有する者及び高齢者
施設等の従事者への接種、一般住民へと接種を行う予
定としております。ワクチンの接種については、万全
の体制で行えるよう、国及び実施主体の市町村、医師
会をはじめ関係医療団体等と連携を図り取り組んで
いるところです。
　同じく３の (2) のエ、医療従事者等への慰労金給付
等についてお答えいたします。
　慰労金の支給対象者は、指定医療機関、協力病院、
その他の病院、診療所、訪問看護ステーション、助産
所等に勤務している医療従事者や職員となっており
ます。支給金額は、実際に新型コロナウイルス感染症

患者の診療等を行ったか否かで交付する金額が20万
円、10万円、５万円と３段階に設定されております。
２月15日現在、約1500か所の医療機関等に対し約
57億円を支給しております。また、新型コロナウイ
ルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業に
ついては、沖縄県全域が事業対象と認められておりま
すので、一定の要件を満たした医療機関が国に直接交
付申請を行うこととなっております。国に問い合わせ
たところ、２月15日現在、沖縄県から５件の申請が
されているとのことです。
　同じく３の (2) のオ、病院への財政支援についてお
答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の影響による民間病院
の減収額は把握しておりませんが、患者の受診控え等
による収入の減少に加え、マスク等の医療資材購入費
用等の増加により、経営的な影響が生じているものと
認識しております。このため、県は、感染患者等の受
入れ病院に対し、空床確保料や感染防止対策支援金、
患者受入協力金など、３度の補正で総額約232億円
の予算を計上し、財政支援を行っているところです。
　県としましては、引き続き感染患者等受入れ病院の
支援及び感染拡大防止対策に取り組んでまいります。
　同じく３の (6) のアとイ、対策の効果及び評価の検
証についてお答えいたします。３の(6)のアと３の(6)
のイは関連しますので、一括してお答えいたします。
　県は、第１波が収まった６月に、医療提供体制、宿
泊療養施設、離島搬送体制及びクラスター予防策など
の課題の抽出と対策の効果について検証を行うとと
もに、感染状況に応じて感染症専門家会議や病院長会
議等を開催し課題を洗い出した上で、対策に反映して
まいりました。また、対策の実施に当たっては、経
済団体及び市町村等からの意見聴取や学校へのアン
ケート調査などを実施し、現場の声を反映した対策に
努めているところです。
　県としましては、今後とも適宜客観的な検証方法を
検討の上、対策の効果の分析・評価及び関係団体との
意見交換等を踏まえた、より効果的な感染拡大防止対
策に取り組んでいきたいと考えております。
　同じく３の (6) のウ、新型コロナウイルス対策の決
定過程についてお答えいたします。
　政策決定過程については、透明性や事後検証のため
にも、記録として残すことは重要であると認識してお
ります。このため、事後検証に堪え得るよう、政策決
定の判断根拠となる会議資料を公表するとともに、個
人情報や人権尊重に配慮した上で、県民に分かりやす
いものとなるよう、記録方法の改善を図っておりま
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す。
　次に４、保育・幼児教育についての御質問の中の
(1)、母子健康包括支援センターの設置等についてお
答えいたします。
　母子健康包括支援センターについては、令和２年
12月現在18市町村が設置しており、令和３年度以降
は、６市町村が設置を予定しているところです。市町
村がセンターを運営するための人員体制の強化が課題
となっていることから、これまでの保健師等に加え、
令和３年度からは、困難事例への対応のため、社会福
祉士、精神保健福祉士などの専門員の配置ができるよ
う補助対象が拡充されることとなっております。県で
は、全市町村を対象とした研修や会議のほか、各保健
所において、圏域や各市町村の課題に応じ、個別に調
整するなど、設置が進むよう、引き続き支援してまい
ります。
　次に８、新年度予算についての御質問の中の (1)、
こども医療費助成制度についてお答えいたします。
　こども医療費助成事業の令和３年度予算としては、
15億9452万8000円を計上しており、年齢拡大にか
かる予算については、令和４年度から計上することと
しております。支給方法は、現在、令和４年度からの
拡大に合わせ、現物給付を実施していただけるよう市
町村と協議を行っているところであります。現物給付
実施の課題としましては、国民健康保険の国庫負担金
減額調整措置やこども医療費助成額の増加による市町
村の財政負担があるものと考えております。そのた
め、対象となる市町村を個別に訪問するなどして県の
考え方を説明したところ、多くの市町村から御理解を
いただいているものと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、新たな振興計画
についての御質問の中の (4)、脆弱さが顕在化した業
種や産業構造及び感染防止と経済の両立に係る条件整
備についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のため、行動
や接触機会の制限等により観光需要が落ち込んだこと
で、本県では農業など第１次産業からサービス業など
第３次産業まで、幅広い産業で多大な経済的影響を受
けております。そのため県では、沖縄県の経済対策基
本方針に基づき、安全・安心の島沖縄の構築と県民の
事業と生活を維持し、将来を先取りした経済の礎を築
く取組を軸に、水際対策の強化等の感染症対策やおき
なわ彩発見キャンペーン等の経済対策に取り組んでお

ります。加えて新しい生活様式に対応したＥコマース
導入支援や、デジタルトランスフォーメーションへの
移行等を推進してまいりたいと考えております。
　同じく２の (6)、稼ぐ力の強化に向けた取組につい
てお答えいたします。
　県では、稼ぐ力の強化に資する取組を推進するた
め、今年度よりマーケティング戦略推進課を設置して
おります。また、稼ぐ力に関する万国津梁会議を設置
し、関係分野の専門家等により、労働生産性の向上や
県内の企業、個人、地域の稼ぐ力の強化に資する取組
等について産業横断的に検討いただいております。会
議では、人材の高度化やオフシーズンにおける観光需
要の拡大等の意見をいただいております。今後、同会
議での検討結果をさらに深掘りし、マーケティング戦
略（仮称）として取りまとめ、本県の稼ぐ力を強化し、
所得の向上や子供の貧困問題の解消等につなげてまい
りたいと考えております。
　同じく２の (11)、国際航空物流拠点のこれまでの
発展と今後の具体的な施策についてお答えをいたしま
す。
　県では、国際航空物流ハブによるネットワークを基
盤として、県内企業の海外展開促進や臨空型産業の集
積等に取り組み、県産品の輸出拡大や全国特産品の流
通拠点化を図っております。
　今後は航空物流を取り巻く環境変化を踏まえ、旅客
機の貨物スペースを活用した新モデルにより、多仕向
地、多頻度化に対応した物流ネットワークを構築する
ことで機能強化を図ってまいります。これにより急激
に需要が拡大するＥコマースの物流拠点化やセントラ
ルキッチンなどの臨空型産業の集積に取り組み、国際
物流拠点のさらなる発展につなげてまいります。
　次に３、新型コロナウイルス感染拡大防止策につい
ての御質問のうち (3) のア、失業者の状況と対応につ
いてお答えいたします。
　令和２年の完全失業者数は２万5000人で、前年と
比べ5000人増加し、９年ぶりの増加となっておりま
す。そのため県では、雇用の維持と事業の継続を最優
先に、雇用調整助成金の活用促進や県独自の上乗せ助
成を行うほか、就職困難者等への再就職支援や生活相
談等を実施しております。また、新規学卒者を対象と
した相談体制の強化や合同企業説明会の追加開催など
を行っており、引き続き沖縄労働局等、関係機関と連
携しきめ細かな支援を行ってまいります。
　同じく３の (3) のイ、大卒の就職内定率と内定率向
上の取組についてお答えいたします。
　沖縄労働局によると、令和２年10月末現在の新規
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大卒者の就職内定率は49.5％で、前年同期と比べ1.6
ポイント低下しており、今後も厳しい状況が予想され
ます。新型コロナウイルス感染症の影響により、合同
企業説明会の中止など学生と企業との接点が減少し、
双方に影響が生じていたため、県では相談体制の強化
や合同企業説明会の追加開催など就職支援の強化を
図ったところであり、引き続き大学等と連携して就職
内定率の向上に取り組んでまいります。
　同じく３の (3) のウ、外国人労働者等へのコロナに
関する情報提供と支援体制についてお答えいたしま
す。
　厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関す
る休業支援金や給付金、生活支援等について多言語の
チラシを作成し、事業主や支援機関等を通じて周知し
ているところであります。また、同省や出入国在留管
理庁等においては、多言語対応の相談窓口を設置する
など、外国人労働者等へのきめ細かな支援を行ってお
ります。
　県においては女性就業・労働相談センターで相談対
応を行うほか、沖縄労働局や支援機関等を紹介するな
ど、適切に対応しているところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　初めに２、
新たな振興計画についての (5)、今後目指すべき観光
業の方向性等についてお答えいたします。
　第５次沖縄県観光振興基本計画では、入域観光客数
1200万人を目標に掲げて誘客に取り組み、一定の成
果を上げてきました。ウイズコロナ時代においては、
安全・安心で快適な島沖縄を構築した上で、質の向上
も図っていくことが必要だと考えております。そのた
め、令和４年度から始まる第６次沖縄県観光振興基本
計画の素案を策定するアドバイザリー会議において
は、ＳＤＧｓの観点を踏まえた新たな目標値の設定を
検討し、世界から選ばれる持続可能な観光地づくりを
目指してまいります。
　次に３、新型コロナウイルス感染拡大防止策につい
ての (1) のイ、陰性証明を持っている観光客に県から
特典を与えることについてお答えいたします。
　県では緊急事態宣言が発令されている地域からの渡
航者に対して、出発地での事前のＰＣＲ検査を推奨し
ております。陰性証明を持っている観光客に対し県か
ら特典を与えることについてはその有効期間や発行機
関に関する取扱い等を含め、課題等を整理する必要が
あると考えており、国や他の都道府県の状況を調査し

つつ検討してまいります。
　次に８、新年度予算についての (4)、安全・安心な
沖縄観光受入体制構築実証事業等の目的、内容、事業
展開についてお答えいたします。
　安全・安心な沖縄観光受入体制構築実証事業は、感
染症拡大防止の実施手法の確立を図ることを目的に、
那覇空港等において発熱者を迅速に検査へとつなぐな
どの取組です。旅行者検査実施支援事業は、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大防止を目的に事情により出発
地で検査が受けられなかった渡航者が那覇空港でＰＣ
Ｒ検査を受けることを支援する取組です。新年度にお
いても、空港における発熱者及び希望者への検査等を
実施し、効果的な水際対策に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　２、新たな振興計画につい
ての御質問の中の (7)、自ら学ぶ意欲を育む教育の構
築についてお答えします。
　県教育委員会では、沖縄県教育振興基本計画におい
て、心の教育の充実や確かな学力の確立などの施策を
推進し、自ら学ぶ意欲を育む学校教育の充実に取り組
んでまいりました。小学校における学力向上などの成
果もある一方、中学校においては、いまだ全国と比較
して差があるなど課題も残っております。
　県教育委員会としましては、引き続き子供たちの生
きる力を育むことができる教育環境の充実を図り、児
童生徒一人一人が豊かな人生を切り開き、持続可能な
社会の作り手となるよう教育の振興に取り組んでまい
ります。
　次に３、新型コロナウイルス感染拡大防止策につい
ての御質問の中の (3) のイ、高校生の就職内定状況等
についてお答えします。
　県教育委員会の調査による本県高校生の就職内定率
は、令和２年10月末で昨年度と比べ21.6ポイント減
の28.8％となっており、その要因としてはコロナ禍
による求人倍率の低下や就職活動期間の短縮等が考え
られます。なお、１月末の就職内定率は77.8％となっ
ております。
　県教育委員会では、今後も厳しい状況が予想される
ことから、新たに就職活動に役立つオンライン研修や
求人の多い業界の情報を学校に提供し、引き続き高校
生の就職活動を粘り強く支援してまいります。
　同じく３(5) のア、リモート授業に関する授業日数
についてお答えします。
　文部科学省によると授業日数の取扱いについては、
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学校に登校し対面する授業を受けていることを前提と
しており、現状では家庭学習を授業日数としてカウン
トすることはできないとしております。
　県教育委員会としましては、コロナ禍にあってもオ
ンラインを通しての学習課題のやり取り等、学習の継
続が図られるよう支援に努めてまいります。
　同じく (5) のイ、養護教諭の配置基準についてお答
えします。
　養護教諭の定数については、公立義務教育諸学校の
学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の規定
に基づいて算出され、大規模校に複数配置するなど定
数の範囲内で適切に配置しております。
　県教育委員会としましては、引き続き各学校の実態
等に応じた適正配置に努めてまいります。
　４、保育・幼児教育についての御質問の中の (2)、
幼児教育センターの実績と課題についてお答えしま
す。
　県教育委員会では、今年度、幼児教育センターとし
ての機能を持った幼児教育班を設置し、これまで訪問
支援を68件、研修会支援を26件実施しており、本県
の幼児教育・保育の質の向上を図っています。課題と
しましては、一部市町村における幼児教育・保育に関
する取組の遅れが挙げられます。
　県教育委員会としましては、今後、幼児教育班を中
心とした市町村との連携体制を強化し、本県の幼児教
育・保育の充実に努めてまいります。
　次に５、学校教育についての御質問の中の (1)、食
育の実績と成果、課題についてお答えします。
　学校における食育の推進については、各種研修会、
食生活学習教材の活用、研究校の指定等の取組を行っ
ております。また、県内公立小中学校における食に関
する指導の全体計画の作成率は100％となっており、
食育の推進が計画的に行われていると認識していま
す。課題としては、食に関する指導の詳細把握や担任
教諭でも食育の指導・実践がしやすい取組の改善向上
と考えております。
　県教育委員会としましては、引き続き児童生徒の望
ましい食習慣の形成を目指し、家庭・地域と連携した
食育の充実に取り組んでまいります。
　同じく５の (2)、栄養教諭の定数の根拠及び見直し
の必要性についてお答えします。
　栄養教諭の定数については、公立学校義務教育諸学
校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基
づき算出される学校栄養職員の定数内で設定され、本
県においては、全市町村に配置可能な41名の定数を
確保しております。実際の配置に際しては、学校数及

び学級数等を総合的に判断して配置しているため複数
配置や未配置の市町村があります。今後、栄養教諭に
よる指導体制を圏域別に整え、食育指導の充実を図っ
てまいりたいと考えております。
　同じく５の (3)、高校生の自殺事案についてお答え
します。
　県立高校２年生の男子生徒が自ら命を絶ってしまっ
たことは、誠に痛ましく痛恨の極みであります。生徒
の御冥福をお祈りするとともに、御遺族の皆様に心よ
りお悔やみを申し上げます。
　事案の発生後、学校においてはその背景を明らかに
するため職員やクラスの生徒及び部顧問や部員を対象
に基本調査を行ってまいりました。その調査で、背景
に部活動との関係がうかがわれたことから、県教育委
員会としましては、さらなる調査が必要であると判断
し弁護士と公認会計士から構成される第三者調査チー
ムによる詳細調査を進めているところであります。
　今後の詳細調査を踏まえ、このような痛ましい事案
が繰り返されないよう、学校のみならず、家庭、地域
社会、関係機関と連携した再発防止策に努めてまいり
ます。
　同じく (4)、わいせつ行為による懲戒処分者数等に
ついてお答えします。
　県教育委員会が行ったわいせつ行為による懲戒処分
は、昨年度までの過去20年間において41件であり、
うち25件は免職となっております。なお、県教育委
員会が任命権者となっている公立学校において、これ
までにわいせつ行為により免職した者を教員として採
用した例はありません。
　同じく (5)、中卒進路未決定者の対策についてお答
えします。
　本県の進路未決定者の割合は、改善傾向にあるもの
の全国より高い状況にあることから、学力向上及び
キャリア教育の充実などにより進学率を高めていくと
ともに、進路未決定者について丁寧な現状把握を行
い、関係機関と連携しながら、よりきめ細かな支援に
努めてまいります。高等学校の入学後の支援について
は、少人数による授業や習熟度別授業、さらに特別な
支援を要する生徒に対しては、支援員を配置するなど
様々な学習支援を行っているところです。
　県教育委員会としましては、各学校において高校の
教育課程の履修・修得が期待できる生徒については、
引き続き可能な限り入学を認めるよう求めてまいりま
す。
　同じく (6)、教員候補者選考試験についてお答えし
ます。
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　今年度実施の試験では、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止対策として、試験時間の短縮や当初予
定していた試験の一部を実施しない等の措置を行いま
した。変更後の試験内容については、特定の受験者に
不利になるような変更は行っていないことから受験年
齢の引上げ等は考えておりません。なお、45歳の方
で今年度試験に志願したものの、新型コロナウイルス
感染拡大の影響によりやむを得ず受験できなかった方
に対しては、特例的に次年度の試験を受験できるよう
にしております。
　同じく (7) のア、学校施設の耐震化率等についてお
答えします。
　令和２年４月１日現在における耐震化率は、幼稚園
で92.3％、小中学校で95.7％、高等学校で98.5％、
特別支援学校で100％となっております。
　県としましては、学校施設の早期の耐震化に向け引
き続き市町村と連携し取り組んでまいります。
　同じく (7) のイ、防火設備の法定点検実施状況につ
いてお答えします。
　学校施設における防火シャッターなどの防火設備に
ついては、建築基準法の規定により県及び特定行政庁
である那覇市ほか４市において定期点検が義務づけら
れており、資格者による点検を実施しております。
　県としましては、法定義務のない特定行政庁以外の
市町村についても、学校施設の防火設備の維持保全が
適切に実施されるよう必要な情報の提供や助言等を
行ってまいりたいと考えております。
　同じく (7) のウ、学校施設の防災機能の整備につい
てお答えします。
　学校施設は、災害時に地域住民の避難場所としての
役割も担うため、防災機能の確保は必要であると考え
ており、各市町村において施設の耐震化やバリアフ
リー化、備蓄倉庫整備などについて実施しているとこ
ろです。
　県におきましては、引き続き市町村と連携し防災機
能の整備に取り組んでまいります。
　次に８、新年度予算についての御質問の中の (3) の
ア、35人学級の課題についてお答えします。
　中学校２年生及び３年生への35人学級の拡大に伴
う課題につきましては、教室や教員の確保などがあ
り、引き続き市町村教育委員会等とも十分連携してま
いります。
　同じく (3) のイ、中高生バス通学無料化についてお
答えします。
　県では、住民税所得割非課税世帯及び一定の所得基
準に満たない独り親家庭の高校生等を対象として、令

和２年10月１日からバス・モノレール通学費の無料
化を開始しました。支援の方法については、自宅から
学校までの区間が無料となる専用のＯＫＩＣＡ等を交
付しております。令和３年度は、高校生に加え通学
区域が全県域の中学校の生徒まで対象を広げ経済的負
担の軽減を図っていく予定であり、当初予算案に５億
9948万9000円を計上しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時28分休憩
　　　午後０時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○教育長（金城弘昌君）　失礼いたしました。
　５の (3) で、高校生の自殺事案の関係で、第三者調
査チームのところでございますけれども、さらなる調
査が必要であると判断し、弁護士と公認心理師と答弁
するところを、公認会計士と答弁いたしました。
　訂正しておわび申し上げます。失礼しました。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　３、新型コロナウ
イルス感染拡大防止策についての御質問の中の (2)
オ、県立病院の減収額についての御質問にお答えいた
します。
　新型コロナウイルス感染症による県立病院の減収額
については、令和２年４月から12月までの９か月間
において、対前年度比で入院収益が約27億4000万
円の減、外来収益が約８億4000万円の減、合計で約
35億8000万円の減、率にして約10％の減収となっ
ております。
　次に７、病院事業局についての御質問の中の (1)、
県立病院ビジョン策定の背景と目的についてお答えい
たします。
　病院事業局では、県立病院運営の中長期的な指針と
なる県立病院ビジョンを令和３年度に策定することと
しています。この取組の背景には、少子高齢化の進展
による医療需要の変化や働き方改革などの影響による
医療人材の不足、新型コロナウイルス感染症の流行等
県立病院を取り巻く環境が変化していることがありま
す。これらの環境変化に対応し県立病院が果たすべき
役割を効果的・持続的に担っていくことを目的とし
て、今後10年間の目標及び施策の基本方向等を定め
ることとしております。
　同じく７(2) と７(3) ア、欠員の状況と看護師の確
保について。７(2) と７(3) アは、関連しますので一
括してお答えいたします。
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　令和３年２月１日現在で職員定数に満たない主な職
種とその人数は、医師については変形労働時間制に係
る定数を除き、地域偏在、診療科偏在により18名の
欠員が生じております。薬剤師については、全国的に
医療機関において確保が困難な状況にあり、９名の欠
員が生じております。看護師については、年度当初で
必要な人員は確保しておりますが、育児休業者に係る
代替職員は既に他の医療機関で勤務しており、年度途
中で採用することが困難なため69名の欠員となって
おります。次年度はこれらの欠員を解消するため、定
期採用者110名に加えてさらに正職員を30名程度多
く採用し、育児休業等の代替職員として配置すること
としております。
　同じく７(3) のイ、看護師の欠員による影響につい
てお答えいたします。
　看護師の欠員の影響について、経営面では会計年度
任用職員等の配置により必要な看護体制は確保できて
いることから、診療報酬の減額による大きな影響は生
じておりません。勤務環境に与える影響につきまして
は、人員の補充ができていない病棟等において職員の
負担が増加していると認識しております。そのため臨
時的任用職員の早期補充により欠員の解消に努めると
ともに、会計年度任用職員の配置や看護補助員へのタ
スクシフト等を行い負担軽減を図ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　３、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止策についての御質問の中の (4) の
ア、農林水産業への影響と支援策についてお答えしま
す。
　本県の農林水産業においては、新型コロナウイルス
感染症拡大に伴う往来の自粛による航空便の減便、飲
食業の時短要請やイベント自粛等による需要の減少に
より、花卉類や畜産物、水産物等の消費や価格面など
の影響が生じております。このため、冬春期の出荷最
盛期を迎える生産者等への支援策として、県外出荷支
援のための航空物流確保対策や県産農林水産物の学校
給食への食材提供等を行うこととしており、所要額を
令和３年度当初予算で計上したところであります。
　次に８、新年度予算についての御質問の中の (2) の
ア、家畜伝染病予防事業の事業内容等と、豚熱で防疫
措置を行った農場への補償についてお答えします。
　家畜伝染病予防事業は、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚
熱、高病原性鳥インフルエンザなどの発生予防及び蔓
延防止を図るための事業でワクチンや消毒資材など防

疫対策を総合的に行う事業であります。令和３年度当
初予算では、豚熱で経済的損失が生じた生産者等の支
援に要する経費も含まれます。また、防疫措置を行っ
た10農場のうち、まだ支払いが行われていなかった
２農場につきましても国との調整が終了し、２月８日
に交付申請を行ったところであります。
　同じく (2) のイ、県立農業大学校移転整備事業と養
成内容及び就農状況についてお答えします。
　令和３年度における県立農業大学校移転整備事業の
主な内容は、移転用地の用地取得と令和４年度建設工
事に伴う実施設計に係る費用となっております。県立
農業大学校では、次世代の農業を担う経営感覚に優れ
た青年農業者等新たな担い手を育成するとともに、地
域農業を先導する実践的リーダーを養成しているとこ
ろであります。
　なお、県立農業大学校における令和元年度の就農率
は70％となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　４、保育・
幼児教育についての御質問の中の (3)、認可外保育施
設への指導についてお答えいたします。
　認可外保育施設については、令和２年４月１日時点
で390件の設置の届出があり、指導監督基準を満た
す旨の証明書が交付されている施設は191件となっ
ております。
　県としましては、施設への立入調査等により改善事
項について指導するとともに、基準達成のための施設
改修費等の支援を行っており、保育の無償化の経過措
置期間である令和６年９月末までに、可能な限り多く
の施設が基準を達成できるよう努めてまいります。
　同じく４の (4)、子供の自己肯定感や社会の人権意
識の向上についてお答えいたします。
　虐待を受けた子供は、自己肯定感が損なわれその後
の成長に大きな影響を及ぼすことから、被虐待児への
心理的ケアや子供の権利を尊重し体罰によらない子育
てを推進することが重要です。
　県では児童心理司の増員を進めているほか、令和３
年度には、子どもの権利尊重条例に込められた理念を
生かすため県民と一体となった普及啓発に取り組むと
ともに、民間プログラムを活用した保護者支援の実施
を予定しております。
　県としましては、今後とも子供が健やかに成長でき
る社会の実現に向け、関係機関と連携し、取り組んで
まいります。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　６、危機管理センターの
建設と危機管理体制の構築についての (1)、危機管理
センターの整備等についてお答えいたします。
　集中豪雨や台風、地震等の自然災害、豚熱や新型コ
ロナウイルス感染症など、複雑・多様化する危機事案
に迅速かつ的確に対応し、県民の生命、身体及び財産
を保護することが喫緊の課題となっております。この
ため沖縄県では、危機事案に対応する拠点として防災
危機管理センター棟（仮称）を整備し、各部局、市町
村及び関係機関等との情報を一元的に収集・共有し、
迅速に意思決定を行える体制の強化に取り組んでま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　質問の途中ではありますが、
比嘉京子さんの再質問は時間の都合もありますので
午後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時41分休憩
　　　午後２時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き比嘉京子さんの再質問を行いま
す。
　比嘉京子さん。
　　　〔比嘉京子さん登壇〕
○比嘉　京子さん　御答弁ありがとうございました。
　では、再質問をさせていただきます。
　再質問と提言を幾つかさせていただきたいと思っ
ております。
　まず、１の (1) でございますけれども、女性サミッ
トの件についてです。
　知事は、副大統領にカマラ・ハリスさんが決まるの
ではないかというふうに速報されたときに、ＳＮＳに
ツイートをされて、それで女性サミットということを
初めてお聞きになったようでございますが、その件で
前期も少しお話ししましたけれども、カマラ・ハリス
さんやそれからバーバラ・リーさん、ナンシー・ペロ
シさんという方々は、カリフォルニア選出の民主党系
の上下両院議員でございまして、私たち2017年にも
ほかの議員も含めてこのお三方の女性のところも訪
問しているわけであります。オール沖縄の訪米団が。
そのこともあり、それから知事は国連の軍縮部門の
トップであります中満さんに18年に会われて、そし
て昨年本来なら慰霊の日に来沖される予定でもあっ

たわけです。ですからその件も含めて、カマラ・ハリ
スさんやそれから中満さん含めて、アジアのトップレ
ディーもいらっしゃるかもしれませんが、知事の中に
は何か沖縄でぜひともこういうことをしてみたいと
いうお考えがあったんではないかと私は推察をして
いるんですけれども、知事の思いとか温めておられる
構想について、よかったらもう少し踏み込んでお話を
伺えたらと思っております。
　それから (2) 番目のワシントン事務所についてで
す。
　まず、ワシントン事務所、私振り返ってみると
2003年、2012年、2015年、2017年と４回訪米を
しています。2003年のときに何て言われたかといい
ますと、まず国内問題ではないかと。日本国内の問
題だと。そしてもう一点は、愕然としたんですけれ
ども、思いやり予算をもらっているのでと言われまし
た。それから今日まで2017年に行ったときまでの経
緯を考えると、当事者意識が芽生えてきたように思い
ます、アメリカも。あなた方ですよと、あなた方の軍
隊が他の国においてこういうことをしているんです
よということが、少しずつ伝わってきたのかなという
ふうに思います。ですから、ワシントン事務所を設置
して６年目ですけれども、早々に人脈、それから伝
わるもの、信頼関係、そういうものというのは常時、
情報提供して人間関係を構築して、そしてつながって
いかないとなかなか成果っていうのは上げられない
というふうに思います。ですからまだまだ短いです。
ですから継続する必要が沖縄の問題はあまりにも大
きくて、必要だと思っております。その点からする
と、ワシントン事務所の先ほど説明が少なかったかな
と思われるので、まず事務所の実績等についての質問
と、それから私は事務所費をもっと増やす必要がある
のではないかとさえ思っています。調べてみますとワ
シントン事務所、設置時の平成27年は7900万です
けれども、今年は6600万。これだけ落としてきてい
るわけなんです。ですから、これだけ重要な沖縄の基
地問題を考えるのに伝えるのにこういう金額でいい
のかどうか。この２点について、事務所についてお聞
きをしたいと思います。
　次には……。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時５分休憩
　　　午後２時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○比嘉　京子さん　もう一点は、大きな３番目の (6)
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ですけれども、本県が講じたコロナ対策の検証という
ところは指摘をさせていただきますが、ア、イ、ウは
ぜひとも、ここは我が会派としてもぜひ実行していた
だきたいという指摘をさせていただきたいと思いま
す。
　それから学校教育の中において、先ほどわいせつ教
員のお話がありましたけれども、全員が免職にはなっ
ていないわけです。そのことを踏まえると、私はこれ
までの教員に対する再発防止策というのが効果を上げ
ていないと評価せざるを得ないと思うんですね。です
からそういう意味からいうと、一から洗い直して、
教育においては先生方の人権意識をいかに高めていく
か、コンプライアンスをいかに高めていくかというこ
とにもっと力を入れてほしいということを要望したい
と思います。
　最後に、学校の安全性と防火機能についてのところ
です。
　イのところで、防火シャッター、防火ドアというの
があるんですが、これは大きな火事においてそれが機
能しなかった事例から制度が見直されたというふうに
伺っております。そのことを考えますと、特に那覇市
とか４市の行政、特定行政庁っていうところはいいと
しましても、市町村、特定行政庁以外の市町村の小・
中の学校を所管する沖縄県、そういう沖縄県が指定し
ていないために法定検査義務がないという状態にある
と伺っています。
　そこで指摘もありますので、ぜひともこの学校にい
て安全で、こちらの学校で安全性が損なわれていると
いうようなことがないように、どこにいても安全で安
心だという学校づくりをするために、もう少し踏み込
んで県がそこを要請していく。それを周知していく。
そしてそれを実行あらしめる。そういうことが必要で
はないかと思いますが、これは指摘にさせていただき
ます。
　以上でございます。
　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時８分休憩
　　　午後２時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　比嘉京子議員の再質問にお
答えをいたします。
　私がぜひ女性会議を開催したいという思いを述べさ
せていただきましたが、さらに考えを伺いたいという

ことでございます。
　実は、次期振興計画の中でも当然ですけれども、こ
の女性のエンパワーメントとジェンダーの平等は、大
きな枠組みの中でさらに細かく様々な分野での取組を
進めていく必要があると考えています。さらに男女共
同参画計画ＤＥＩＧＯプランの新たな改定といいます
か、それも含めまして、実はその節目の年に沖縄の
女性の意識の啓発や活躍促進のため、海外で活躍して
いらっしゃる女性の方々を沖縄にお招きをして、国際
会議を開催したいということでの計画で今進めてはお
りますが、ただおっしゃるように国連の事務次長でい
らっしゃる中満氏ですとか、あるいはカマラ・ハリス
副大統領、それからバーバラ・リー、ナンシー・ペロ
シ議員などなど非常に著名でしかも活躍をしていらっ
しゃる女性の方々がたくさんいらっしゃいます。ぜひ
今後とも議員の様々な知見なども御意見を賜りなが
ら、アジアの中でのやはり人権や平和や子供たちの未
来をしっかりと世界に発信していけるような会議を開
く、沖縄はそういう場所であるということをこれから
しっかり世界にも発信していくための取組を進めてい
きたいというように思いますので、どうぞ引き続き御
協力をよろしくお願いいたします。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　比嘉議員の御質問の中
の、ワシントン事務所に関する実績、６年間の人脈、
信頼関係の構築の下での継続性への、必要性を踏まえ
た上での事務所の実績をお伺いしたいという御質問に
お答えをいたします。
　ワシントン駐在は、平成27年度から令和元年度ま
で米連邦議会関係者と延べ1267人と面談をしてお
り、年間の面談者数についても平成27年度は190名
であったことに対し、令和元年度は587名と約３倍
の増加となっております。ワシントン駐在の最近の活
動については、米国のシンクタンクＣＩＰによると、
日本の代理人として活動する全51機関が2019年、
ＦＡＲＡ外国代理人登録法に報告した活動の中で、活
動実績の中で、沖縄県のワシントン駐在が２位を大き
く引き離して１位となっております。
　情報収集についても、米軍関係の現地報道、公聴会
等の情報や関係者等との面談で得られた情報をきめ細
かく本庁に報告しており、平成27年度の報告件数は
17件であったことに対し、令和元年度は158件と約
９倍に増加しております。このほか、県内で発生した
事件・事故等の状況や、県の抗議要請の内容等を連邦
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政府関係者等に直接説明しているところであります。
　加えて、ワシントン駐在の予算を増やすべきではな
いかという趣旨の御質問にお答えをいたします。
　沖縄の米軍基地問題の解決のためには、日本政府の
みならず一方の当事者である米国政府関係者や連邦
議会関係者などに対し、沖縄県自らが沖縄の実情を直
接訴え、情報収集するなどの活動を積極的に行うこと
が重要であると考えております。また、万国津梁会議
の提言等により、米軍海兵隊が昨年３月にフォースデ
ザイン2030を発表し、海兵沿岸連隊の創設や遠征前
方基地作戦の促進など兵力の分散化、小規模化を重視
した戦略が今後検討されることが明らかになってお
り、この時期に米国政府や米軍に働きかけることは非
常に重要であると考えております。
　県としては、ワシントン駐在の活動を継続すること
で米国側の理解と協力を促し、沖縄の米軍基地問題の
解決に努めてまいりたいと考えており、必要な予算の
確保に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君登壇〕
○渡久地　修君　日本共産党県議団を代表して質問を
行います。
　新型コロナ感染でお亡くなりになられた方々の御
冥福をお祈りするとともに、県民の命を守るために、
命がけの奮闘をされている医療従事者をはじめ、関係
者の皆さんに心から敬意を表します。
　この一年、玉城デニー県政は、15回の補正予算、
新年度予算も含め2680億円の予算を組み、全力を挙
げてきましたが、この闘いはさらに長期間続くことが
予想されます。日本共産党県議団は、これまでも本会
議などでの質問、その時々の緊急要請などで様々な
提案も行ってきましたが、県民の命と暮らしを守り、
県経済を回復させるために、今後とも、玉城デニー県
政と力を合わせ、全力を挙げることを表明するととも
に、今、緊急に求められている次の点について質問、
提案を行います。
　これまでの教訓を踏まえ、今こそ無症状陽性者を発
見して、保護・隔離する感染防止のためのＰＣＲ検査
体制の大規模拡充を求めます。
　県は独自に医療、介護現場での定期的ＰＣＲ検査を
実施し、保育所、障害者福祉施設でも進めますが、成
果と課題について伺います。また、小中学校、高校な
どでも実施すべきです。
　ワクチン接種については、効能、副反応をはじめ、
県民に積極的な情報提供を行うことが必要です。ま

た、市町村への支援、特に離島への支援体制が必要で
す。
　コロナ患者を受け入れているかいないかにかかわ
らず、医療機関の経営は厳しくなっています。医療機
関への空床補償等の減収補塡の拡大を国に求めると
ともに、県独自の財政支援の強化を求めます。
　失業、雇い止め、休業等で、住居を失い、家賃支払
いが困難になるなど生活に困窮している県民が急増
しています。コロナで苦しんでいる県民への緊急支援
策が求められています。緊急宿泊施設の確保、食料等
の支援を行い、同時に次の生活につなげる対策を強化
すべきです。
　厚労省は、生活保護は国民の権利、扶養照会は義務
ではないと答弁しています。必要な人が受給できるよ
うに扶養照会を直ちにやめるよう改善すべきです。
　政府に対して、コロナで苦しんでいる生活困窮者へ
の現金給付を求めるべきです。
　コロナで苦しんでいる県民に真摯に対応できる、ワ
ンストップの相談窓口を市町村と協力して開設すべ
きです。
　新型コロナ感染拡大は、県経済と観光関連産業など
に重大な打撃を与えています。県経済の回復への取組
を強化していかなければなりません。そのためには、
地方自治体の裁量で活用できる地方創生臨時交付金
を大幅に増やすことが特に重要です。政府に強く求め
実現させるべきです。
　時短要請に応じた飲食業だけでなく、対象を広げ、
納入業者、関連業者などへの支援も拡大すべきです。
　沖縄の観光関連産業は大打撃を受けています。宿泊
業・観光産業に対して、事業規模に応じた直接給付金
制度を政府に強く求めるべきであります。
　コロナ感染が発生している米軍基地の封鎖、米軍基
地及び基地従業員の感染対策を政府の責任で実施す
るよう要請すべきです。
　コロナ禍の最中の米軍訓練と辺野古新基地建設は
中止を求めるべきです。
　次に、核兵器禁止条約発効について。
　核兵器禁止条約が今年1月22日に発効しました。
核兵器は違法とする国際法が誕生したことは、人類の
歴史で巨大な意義を持つものです。米軍の核攻撃基地
の拠点とされてきた沖縄にとって、核のない平和な世
界を目指す役割はいよいよ大きくなっています。見解
を伺います。
　核兵器禁止条約が発効されました。移動、貯蔵も禁
止されており、有事の際に沖縄に再び核を持ち込む日
米核密約も当然、国際法違反になります。撤廃を求め
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るとともに、嘉手納弾薬庫、辺野古弾薬庫の立入調査
を求めるべきです。
　政府に対して、核兵器禁止条約に参加するよう強く
要請するとともに、全国知事会としても行動を提起す
べきです。
　次に、来年、復帰50年を迎えるに当たって質問し
ます。
　沖縄の米軍基地の実態とその形成過程について伺い
ます。
　復帰直前の1971年11月、当時の琉球政府は、復
帰措置に関する建議書を出しました。建議書は「基地
のない平和の島としての復帰を強く望んでおります」
として、「①地方自治権の確立、②反戦平和の理念を
つらぬく、③基本的人権の確立、④県民本位の経済開
発等を骨組とする新生沖縄」をと明記しています。県
民の復帰に託したこの願いは実現できたのか、伺いま
す。
　現実は、戦後76年、復帰50年たっても他国の軍隊
が沖縄に居座り続けています。まるで植民地状態では
ありませんか。
　米軍基地依存度の推移と米軍基地返還跡地の返還前
と返還後の経済効果、雇用効果と、普天間基地などの
返還に伴う経済効果、雇用効果について伺います。
　米軍基地返還跡地の目覚ましい経済発展は基地を返
してもらったほうが沖縄は発展することを示していま
す。基地に依存していた時代は過去のものとなり、今
や米軍基地は沖縄経済発展の阻害要因になっているの
ではありませんか。
　21世紀ビジョンに「基地のない平和な沖縄を」と
明記された経緯について伺います。
　復帰50年を迎えるに当たって、沖縄県と県民の願
いと目指すものは米軍基地のない平和な沖縄であるこ
とを正面に掲げ内外に宣言すべきです。
　次に、米軍基地問題について。
　普天間基地のＫＣ130空中給油機が岩国へ移駐し
ましたが、沖縄に戻って訓練を行っています。嘉手納
基地と普天間基地で３年連続離着陸回数が年1000回
を超えている実態について伺います。
　米国のＧＡＯ、政府監査院も、沖縄に戻って訓練し
ていると17年度の報告書でも指摘し認めています。
見解を伺います。
　本土移転は逆に負担の増加であり、県民だましで
あったことが明らかです。県として検証すべきではあ
りませんか。
　負担軽減というのであれば、直ちに外来機の飛来禁
止、沖縄の訓練空域・水域の閉鎖・返還、北部訓練場

を返還すべきではありませんか。
　次に、米軍機の低空飛行訓練について。
　座間味島、辺戸岬、金武町など県内各地で米軍機の
低空飛行訓練が相次いでいます。実態はどうなってい
ますか。
　自衛隊機は有事以外に住宅地上空等での低空飛行訓
練などは認められていません。なぜ米軍は自由に低空
飛行訓練を行っているのですか。なぜ、日本政府は止
め切れないのですか、止める意思がないのですか。
　菅首相は国会で、米軍の飛行訓練は重要と答弁しま
したが、これが菅首相の沖縄に寄り添うという姿勢で
あり、沖縄県民の不安、県議会決議を切り捨てるもの
ではありませんか。知事の見解を伺います。
　イタリアでの米軍機の低空飛行で20名の命が奪わ
れたロープウエー切断事件について伺います。このよ
うに低空飛行訓練は重大事故に直結します。直ちにや
めさせるべきです。
　県として低空飛行訓練の高度測定を独自に行う必要
があります。また、県民からのスマホなどの写真、動
画等の情報提供の協力の仕組みをつくるべきです。
　次に、自衛隊水陸機動部隊について。
　日本版海兵隊の水陸機動隊の配備と共同訓練の動き
について、2016年10月４日の県議会本会議で、自
衛隊の内部資料を示してその危険性を指摘しました。
当時の謝花公室長は、初めて見るもの、驚きのことが
書いてあると答弁しました。副知事は、米軍にしろ、
自衛隊にしろ、これ以上県民に基地の負担を増大させ
るわけにはいかないと答弁しました。県はこの動きを
どう捉えているのか。
　自衛隊・米軍が一体となって海外に出動する安保法
制（戦争法）の具体化であり、先島への自衛隊配備及
び沖縄の基地強化の動きと一体であり、断固反対すべ
きではありませんか。
　次に、辺野古新基地問題について。
　辺野古のサンゴ特別採捕をめぐる農林水産大臣の是
正指示は、県知事が許可・不許可を判断する前に、大
臣が具体的に許可せよと命じたものであり、県知事の
権限を奪う重大な法違反ではありませんか。
　沖縄県が行った2018年８月の辺野古埋立承認撤回
の理由について伺います。それは今でも正当だと思い
ますが、見解を伺います。
　大浦湾の海底のマヨネーズのような超軟弱地盤の改
良工事は不可能ではないか。
　軟弱地盤の存在で、工事は不可能との疑念はアメリ
カでも広がり、米下院軍事小委員会とシンクタンクＣ
ＳＩＳも懸念を表明し困難と指摘しています。指摘の
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内容について伺います。
　沖縄防衛局が県に提出した設計変更申請で、耐震性
を設計する際の地震データ偽装が発覚しました。さら
に、レベル１地震動設定の際に必要な地震観測の期
間と数が国基準を満たしていないことも発覚しまし
た。見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時26分休憩
　　　午後２時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○渡久地　修君　これらの偽装は、公有水面埋立法に
反するものであり、設計変更申請は承認できないこと
は明白ではないか。
　沖縄戦終えんの地の南部から、県民の貴い命を奪い
戦没者の血の染み込んだ土砂を採取し、戦争のため
の米軍基地建設の埋立てに使用することに怒りが広
がっています。これは戦没者への冒瀆であり、人道に
反する行為ではありませんか。断固反対すべきであり
ます。
　辺野古新基地のための大量の海砂利採取は環境を
破壊するものです。県は、海砂利採取の総量規制を明
確に設定すべきです。
　次に、普天間基地の運用停止、閉鎖・撤去について。
　普天間基地の５年以内の運用停止は安倍政権の県
民への約束ではなかったのか。
　一日も早い危険性除去と政府は言っているが、辺野
古新基地に固執することは逆に危険性の放置につな
がるものではありませんか。
　県議会も幾度となく普天間基地の即時運用停止、閉
鎖・撤去を全会一致で決議しています。知事は辺野古
の新基地建設と切り離して、即時運用停止、閉鎖・撤
去の超党派の取組の先頭に立つべきではありません
か。
　次に、那覇軍港問題について。
　那覇軍港は遊休化しています。日米地位協定第２条
３項は、「必要でなくなつたときは、いつでも、日本
国に返還しなければならない。」としています。返す
のが当然ではありませんか。
　浦添市長選挙では、現職市長は、選挙公報では軍港
移設に一切触れず、討論会などで、私を含め軍港を欲
しいという市民はいない、知事の中で変化があり浦添
に移設せずに行こうというなら容認する必要がなく
なる、できれば軍港移設阻止を実現したかったなどと
繰り返して述べています。見解を伺います。
　また、現職市長は、軍港移設について、県知事らが
市に一貫して軍港受入れを求めておりとか、知事が受

け入れてほしいと言ってきたと述べていますが、事実
と違うのではありませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時29分休憩
　　　午後２時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○渡久地　修君　知事は、市長も含め軍港移設を望む
市民は誰もいないと政府に伝え、那覇軍港は返還して
ほしいと提起すべきです。同時に、これまでの経緯
や、海兵隊撤退論、50％基地削減目標、ＳＤＧｓと
の関係などの整合性などを含め再検証が求められて
いると思いますが、見解を伺います。
　次に、海兵隊撤退を正面から求めることについて。
　復帰後の米軍関係の事故及び犯罪、事件に占める海
兵隊と海兵隊関係者の割合と、海兵隊関係者の犯罪、
事件が多い理由は何か。
　海兵隊は日本防衛の任務を持たない海外への侵略
の軍隊です。歴代の米政府高官も米議会で証言してい
ますが、証言内容について伺います。
　海兵隊が撤退したら基地割合はどうなりますか。事
件・事故は大幅に減るのではありませんか。在沖海兵
隊の沖縄からの撤退を正面から求めるべきです。
　次に、日米地位協定の改定について。
　他国地位協定の調査結果について伺います。
　地位協定問題でのシンポジウムを開催すべきでは
ないか。
　次に、基地問題の世界と全国への発信について。
　ワシントン事務所の設置後の活動と、それによって
米国政府、議会、米国の団体等の認識の変化について
伺います。
　先日、2021年２月２日の米議会調査局の報告書
は、海兵隊基地移転の取組は、引き続き困難に直面し
ているとして、玉城デニー知事の新基地阻止の取組、
県民投票で72％が反対していることなどを報告して
います。詳細を伺います。
　ワシントン事務所の今後の活動の強化方向につい
て伺います。
　全国と世界への働きかけを強化することについて
伺います。
　次に、尖閣問題と中国海警法問題について。
　日本共産党は、中国の海警法施行は、国連海洋法条
約をはじめとする国際法に違反していると強く抗議
し、撤回を求める談話を発表し、日本政府にも抗議し
撤回を求めるべきと求めました。見解を伺います。
　軍事的な力による対応ではなく、平和的な外交交渉
による解決が重要です。見解を伺います。
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　自衛隊の先島配備は、緊張を高めるものであり、中
止するよう求めるべきであります。
　次期沖縄振興計画について。
　新型コロナウイルス感染症の世界的なパンデミック
で人間社会と経済の在り方が激変しています。この激
変に対応できるものにすべきです。
　地球温暖化による気候変動は、人類の存在と社会基
盤そのものを脅かしています。その気候変動への対応
も反映させるべきです。特に、サンゴ絶滅の指摘は、
サンゴの島沖縄にとって、沖縄観光と経済にとって死
活問題になっています。県としての緊急対策が求めら
れていますが、対応を伺います。
　世界的な貧富の格差、新自由主義の破綻は、利潤第
一主義ではなく、県民の命、働く人々、女性、子供た
ちが大事にされる社会が求められています。福祉、医
療、教育などにも重点を置くべきです。
　県はいち早くＳＤＧｓを取り入れましたが、さらに
推進すべきです。
　振興予算の本土還流をなくし、県内を循環し、地元
企業・県内企業に蓄積され、家計に蓄積され、県民所
得の向上につながる仕組みにすべきです。
　本島縦貫鉄軌道の推進とともに、那覇市のＬＲＴ計
画について県も一緒になって推進すべきであります。
　次期振興計画に向けて、県民の英知を結集するため
の努力と仕組みについて伺います。
　次に、首里城復興計画について。
　首里城正殿などの建物の復元とともに、琉球・沖縄
の歴史、文化の掘り起こし、再発見、継承する県民一
体となった取組、意見、思いを酌み取る仕組みについ
て伺います。
　首里城のある首里のまちづくりと一体となった計画
が必要です。
　中城御殿、円覚寺の復元計画を具体的に推進すべき
です。また、御茶屋御殿の復元は、戦争で焼失したも
のであり、国の責任で復元するべきです。県が主体と
なって政府に強く要請すべきです。
　次に、旧日本軍第32軍壕の保存公開について。
　76年前の沖縄戦は、本土防衛の捨て石作戦として
決行されたものではありませんか。
　沖縄戦と旧日本軍32軍司令部壕の関係、壕の保存・
公開の意義と目的、具体的な計画について伺います。
　首里城の地下にこのような戦争遂行の司令部壕が
あったために、戦火に巻き込まれ焼失した事実を知ら
せるためにも、第３坑口付近に大きな説明板などを設
置すべきではありませんか。
　次に、こども医療費の窓口無料化について。

　通院医療費の中学までの無料化は知事の英断と高く
評価します。去年11月議会で独自の試算も示して、
窓口無料化は可能だと提案しましたが、全県実施に向
けた知事の決意を伺います。
　こども医療費の無料化は本来国が行うべきです。国
の制度として実施すること、窓口無料化実施自治体へ
の国保補助金の減額ペナルティーは廃止すべきと強く
要請すべきです。
　次に、市町村財政を圧迫している国保問題の解決に
ついて。
　国保交付金が沖縄に対して不利な算定方法に改定さ
れてからの市町村の赤字、いわゆる一般会計からの繰
入れの合計額は幾らですか。
　一般会計から繰入れを余儀なくされた市町村財政は
大きく圧迫されています。これは市町村と住民にとっ
て死活問題だと認識すべきです。
　沖縄戦の影響による前期高齢者の比率が低いことが
一番の原因であることを我が党の政府交渉で政府側
も認めました。戦争を起こした国の責任で赤字額958
億円は補塡されるべきものです。県はこのことを正面
から堂々と主張するとともに、県、議会、市町村、全
県が一体となって国に強く要請すべきです。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　渡久地修議員の御質問にお
答えいたします。
　核兵器禁止条約発効についての御質問の中の２の
(1)、核のない平和な世界についてお答えいたします。
　悲惨な地上戦により多くの貴い命と貴重な文化遺産
を失った経験から、平和の尊さを肌身で感じている沖
縄県としましては、今年１月22日に核兵器禁止条約
が発効したことは、核兵器のない世界に向けた大きな
一歩であると考えております。
　沖縄県は、人類を破滅に導く全ての核兵器の製造・
実験等に反対し、あらゆる国の核実験に抗議するた
め、平成７年に非核・平和沖縄県宣言を行っており、
引き続き平和を希求する沖縄の心を世界に発信し、核
兵器の廃絶、戦争の放棄、恒久平和の確立のために力
強く取り組んでまいります。
　次に、復帰50年を迎えることについての御質問の
中の３の (5)、米軍基地と沖縄経済についてお答えい
たします。
　沖縄の米軍基地は、特に人口が集中する中南部都市
圏において、市街地を分断する形で存在し、計画的な
都市づくりや交通体系の整備、産業基盤の整備などの
経済活動の制約となっていることから、沖縄の発展可
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能性をフリーズしてきたものと考えています。一方、
基地返還後の跡地利用による経済効果は、かつての基
地経済の効果を大きく上回るものとなっております。
　沖縄県としましては、引き続き駐留軍用地跡地の有
効かつ適切な利用を推進し、沖縄の一層の発展につな
げてまいります。
　次に、こども医療費の窓口無料化についての御質問
の中の15の (1)、こども医療費助成制度についてお
答えいたします。
　沖縄県は、現在、令和４年度からの通院対象年齢の
中学校卒業までの拡大に合わせ、可能な限り全市町村
で現物給付を実施していただけるよう市町村と協議を
行っているところであります。令和３年１月から対象
となる市町村を個別に訪問するなどして県の考え方を
説明したところ、多くの市町村から御理解をいただい
ているものと考えております。
　沖縄県としましては、今後ともこども医療費助成制
度の強化充実を図り、子供の健全育成及び子育て支援
にしっかりと取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長等から答弁
をさせていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
○政策調整監（島袋芳敬君）　13、首里城復興計画に
ついて (1)、県民の思いを酌み取る仕組みづくりにつ
いてお答えいたします。
　世界と交流しながら築いてきた沖縄の歴史・文化の
普遍的な価値を県民とともに再発見し、これを発展さ
せ、未来に引き継いでいくことが沖縄県が取り組んで
いく首里城及び琉球文化の復興だと考えております。
このため、策定中の首里城復興基本計画について有識
者をはじめ、広く御意見を求めてきたところでありま
す。基本計画には、それぞれの取組について県民、伝
統工芸、さらに芸能関係者、大学や関係団体等の参加
を幅広く求め、連携・協働して取り組んでいく内容を
盛り込み、今後とも県民の思いをしっかりと受け止
め、取り組んでまいります。
　次に同じく13の (2)、首里のまちづくりと一体と
なった計画についてお答えいたします。
　県は、今年度策定中の首里城復興基本計画におい
て、「新・首里杜構想による歴史まちづくりの推進」
を位置づけております。また、次年度から土木建築部
において、新・首里杜構想の具体化に向けて国、那覇
市、地域と連携し、首里杜地区整備基本計画（仮称）
の策定に向けて取り組むこととしております。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス感染防止対策についての御質問の中の (1) のア
とイ、検査体制の拡充及び介護従事者等のＰＣＲ検査
についてお答えいたします。１の (1) のアと１の (1)
イは関連しますので、一括してお答えいたします。
　県では、介護従事者約２万5000人を対象とした定
期的な検査を２月10日から開始し、２月22日までに
約１万4000人の検査を行い、１名の陽性者が確認さ
れております。
　令和３年度は、今年度の検査対象に加え、障害者施
設、保育施設及び精神科病院の従事者を対象に検査を
行うための予算を計上しております。今後の流行状況
によって、効果的な検査対象やタイミングを判断して
いくことが課題であることから、検査結果の検証を行
いながら事業を進めていきたいと考えております。
　同じく１の (2)、ワクチン接種の情報提供と市町村
支援についてお答えいたします。
　ワクチンについては県民が安心して接種ができるよ
う、ワクチン接種の効果や副反応等について正しい情
報を迅速に提供することが重要と考えておりますの
で、市町村や医師会、医療機関などと協力し県民に対
し適切に情報提供をしてまいります。
　県では、ワクチン接種の実施主体である市町村にお
いて接種体制の構築が進むよう、ワクチン対策チーム
内の市町村支援グループにおいて、医師会等と連携し
支援を行ってまいります。小規模離島においては、県
立病院、県及び地区医師会等の協力の下、医師、看護
師等から成る応援チームを派遣し地元の診療所と協力
し、円滑に接種できるよう体制を整えています。
　同じく１の (3)、医療機関への財政支援についてお
答えいたします。
　県は、新型コロナウイルス感染患者等の受入れ医療
機関に対し、空床確保料や設備整備補助など、今議
会に提案している約55億円の補正予算を含め総額約
287億円の財政支援を行うこととしております。この
うち、空床確保料の単価上乗せ及び感染患者受入協
力金として、今議会に提案している約20億9000万
円を含めた計約64億5000万円が県独自の支援策と
なっております。
　県としましては、医療機関に対する支援金の早期執
行に取り組むとともに、全国知事会と連携を図り、医
療機関に対する財政支援の強化について引き続き国に
求めてまいります。
　次に15、こども医療費の窓口無料化についての御
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質問の中の (2)、こども医療費に係る国への要請につ
いてお答えいたします。
　子供の医療に関わる全国一律の制度の創設と、国民
健康保険の国庫負担金減額調整措置、いわゆるペナル
ティーの廃止につきましては、これまでも全国知事会
や全国衛生部長会を通し国に要請しているところで
す。
　県としましては、制度の創設とペナルティーの廃止
を引き続き国に要請してまいります。
　次に16、市町村財政を圧迫している国保問題の解
決についての御質問の中の (1) と (2)、市町村国保の
赤字額及び県の見解についてお答えいたします。16
の (1) と16の (2) は関連いたしますので、一括して
お答えいたします。
　国保の赤字補塡等のため市町村が法定外繰入れを
行った額は、前期高齢者財政調整制度が創設された平
成20年度から令和元年度までの12年間で約958億
円となっております。赤字の主な要因は、１人当たり
医療費の増加及び前期高齢者の加入割合に重点を置い
て算定される前期高齢者交付金の額が少ないことによ
るものと考えており、市町村にとって国保の赤字解消
は重要な課題であると認識しております。
　同じく16の (3)、前期高齢者の比率が低いことに
関連する国への要請についてお答えいたします。
　本県の場合、前期高齢者の加入割合が低いのは、子
供の割合が高いことなどに加え、昭和20年から昭和
21年生まれの人口がその前後の年代と比べて少ない
という沖縄戦に起因する事情があったものと考えてお
ります。
　県としましては、国保財政の安定的な運営が重要な
課題と認識していることから、市町村及び国保連合会
と連携して、昨年９月に国に対し、本県の特殊事情に
配慮した特段の財政支援を要請したところであり、今
後も引き続き市町村及び国保連合会と連携していきた
いと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、新型
コロナウイルス感染防止対策についての御質問の中の
(4) のア、生活に困窮している県民への支援策等につ
いてお答えいたします。
　県及び各市では、困り事や不安を抱えている方から
の相談を県内19か所に設けた生活困窮者自立支援制
度の相談窓口において幅広く受け付けております。ま
た、緊急小口資金等の特例貸付けや住居確保給付金の

支給のほか、住居を持たない生活困窮者に対して、一
時生活支援事業により即日、緊急宿泊場所や食事、衣
類の提供等により支援しています。
　県としましては、引き続き関係機関と連携しながら
適切な支援ができるよう取り組んでまいります。
　同じく１の (4) のイ、生活保護制度の改正について
お答えいたします。
　生活保護法では民法に定める扶養義務は保護に優先
すると規定しており、保護の実施要領において扶養照
会が定められています。昨今、厚生労働省は扶養照会
についてより弾力的な運用を検討していると表明して
おり、今後は国の動向を注視してまいりたいと考えて
おります。
　県としましては、保護を必要とする方がためらわず
に申請していただくことが重要であると考えており、
同制度がその機能を十分に果たせるよう今後とも適正
な実施に努めてまいります。
　同じく１の (4) のウ、生活困窮者への現金給付につ
いてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症対策として、増加する生
活困窮者に対する切れ目のない支援を継続するため、
住居確保給付金の大幅な対象拡大や支給期間の延長を
行ってまいりました。また、緊急小口資金等の特例貸
付けについては、償還時においてなお所得の減少が続
く住民税非課税世帯について償還を免除できることと
なっております。
　県としましては、これらの支援を引き続き行いなが
ら関係機関と連携し、生活に困窮する方々に適切な支
援ができるよう取り組んでまいります。
　同じく１の (4) のエ、ワンストップの相談窓口につ
いてお答えいたします。
　県及び各市では、生活や就労等総合的な相談に応じ
る支援員を配置したワンストップ型の自立相談支援機
関を設置し、役場や社会福祉協議会等の関係機関や福
祉事務所と連携しながら生活困窮者に対する相談支援
を実施しております。本年12月末時点での新規相談
受付件数は昨年度の約５倍の１万5760件となってい
ます。
　県としましては、引き続き市町村等関係機関と連携
しながら、生活に困窮する方々に適切な支援ができる
よう取り組んでまいります。
　次に２、核兵器禁止条約発効についての御質問の中
の (3)、核兵器禁止条約についてお答えいたします。
　県では、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを
全ての国に求めるヒバクシャ国際署名に沖縄県知事と
して署名しており、こうした取組による世論の広がり
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が大きな力につながるものと考えております。
　県としましては、核兵器禁止条約の最終目標である
核兵器の廃絶に向けて、引き続き普及啓発に取り組ん
でまいります。
　次に14、旧日本軍第32軍壕の保存・公開について
の御質問の中の (1)、沖縄戦についてお答えいたしま
す。
　沖縄戦は、米軍が日本本土への上陸作戦上、絶好の
位置にあると考えたことなどから沖縄が戦争の場と
なり、史上まれに見る激烈な戦火により多くのかけが
えのない命を奪い去り、貴重な文化遺産を破壊しまし
た。沖縄県史では、日本軍の戦時中の資料や沖縄戦研
究等から南部撤退などの日本軍の作戦は、本土決戦を
遅らせるためのものであったとされております。
　同じく14の (2)、第32軍司令部壕保存・公開の取
組についてお答えいたします。
　南西諸島方面の防衛強化のため創設された第32軍
司令部は、住民を巻き込んだ熾烈な沖縄戦の軍事的中
枢を担ったことから、その拠点として構築された司令
部壕が果たした役割等の歴史的事実を史実調査にお
いて検証するとともに、沖縄戦の実相と教訓を次世代
に継承することは重要であると考えております。今年
１月に専門家で構成する検討委員会を設置し、同委員
会の中で壕の保存・公開の可能性及び平和発信・継承
の在り方等について議論を進めており、具体的な計画
につきましては同委員会での議論を踏まえ、検討して
まいりたいと考えております。
　同じく14の (3)、第３坑口付近の説明板の設置に
ついてお答えいたします。
　現在、専門家で構成する検討委員会の中で壕の保
存・公開の可能性及び平和発信・継承の在り方等につ
いて議論を進めているところであり、議員の御提案も
含めて様々な方法を模索し、沖縄戦において第32軍
司令部壕が果たした役割等の歴史的事実を史実調査
において検証するとともに、沖縄戦の実相と教訓を次
世代に継承していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、新型コロナウイルス
感染防止対策についての (5) のア、地方創生臨時交付
金の増額についてお答えいたします。
　県がこれまで実施した新型コロナウイルス感染症
に係る経済対策として、飲食店等への協力金や雇用調
整助成金の上乗せ補助、地域クーポンの発行、農林水
産物の県外輸送補助など様々な対策を講じていると

ころですが、長引くコロナ禍において落ち込んだ経済
を回復するにはさらなる対策強化が求められており
ます。
　県としては、コロナ禍が長期化する中、追加の経済
対策や感染症対策を迅速かつ切れ目なく講じていく
には財源の確保が課題であることから、全国知事会と
連携し地方創生臨時交付金の増額を国に求めている
ところです。
　次に３、復帰50年を迎えることについての (2)、
復帰措置に関する建議書についてお答えいたします。
　復帰措置に関する建議書は、沖縄が望む復帰の在り
方を表明するとともに、将来の平和で豊かな沖縄県づ
くりのための具体的な措置を政府に求めたものであ
ります。同建議書では、県民福祉を最優先に考え、地
方自治の確立、反戦平和、基本的人権の確立、県民本
位の経済開発等を骨組とする新生沖縄像を描いてお
り、現在においても地方行政運営の基本的な考え方で
あると認識しております。
　復帰50年を迎える本県においては、今なお我が国
の米軍専用施設・区域が集中していること等の特殊事
情から派生する固有課題を抱えております。
　同じく３の (4)、基地依存度と基地返還に伴う経済
効果等についてお答えいたします。
　基地関連収入の県経済に占める割合は、復帰直後の
15.5％から平成29年度は6.0％へ大幅に低下してお
ります。また、既に返還された那覇新都心地区、小禄
金城地区、桑江・北前地区の活動による直接経済効果
は、復帰前の89億円に対し返還後は2459億円と約
28倍、跡地利用に伴う誘発雇用人数が返還前の767
人に対し、返還後は２万4737人と約32倍になると
試算しております。今後、返還が予定されているキャ
ンプ桑江、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場、牧港補
給地区、那覇港湾施設の活動による直接経済効果は、
返還前の501億円に対し返還後は8900億円と約18
倍、跡地利用に伴う誘発雇用人数が、返還前の4400
人に対し返還後は８万503人と約18倍になると試算
しております。
　同じく３の (6)、「基地のない平和な沖縄を県土の
あるべき姿」と記述した経緯についてお答えいたしま
す。
　沖縄21世紀ビジョンは、県民の多くの声を酌み上
げるとともに、沖縄県振興審議会の審議、市町村への
意見照会、パブリックコメントの実施など多くの意見
に加え、県議会において全会一致で決議された要請
等を反映したものであります。ビジョンにおいては、
克服すべき沖縄の固有課題と対応方向として、「基地
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のない平和で豊かな沖縄をあるべき県土の姿としなが
ら、引き続き基地の整理・縮小を進める」とされてお
ります。
　県としては、ビジョンに掲げた将来像の実現と固有
課題の解決に向け、引き続き取り組んでまいります。
　次に12、次期沖縄振興計画についての (1) のア、
新型コロナウイルス感染症による変化への対応につい
てお答えいたします。
　新たな振興計画（骨子案）においては、ウイズコロ
ナからアフターコロナに向けた将来を見通す中で、検
疫・防疫体制の強化、医療体制の拡充など多様なリス
クに対応する危機管理体制の構築、医療・健康、デジ
タル等を重視した取組の強化、安全と経済の両立に係
る条件整備の推進等が必要であることから、安全・安
心の島の実現と新しい生活様式への対応や強靭で持続
可能な社会・経済の構築に取り組むこととしておりま
す。
　同じく12の (1) のウ、福祉、医療、教育等の位置
づけについてお答えいたします。
　新たな振興計画（骨子案）においては、各施策展開
に通底する基軸的な基本方向の一つとして、「平和で
生き生きと暮らせる誰一人取り残すことのない優しい
社会の実現」を掲げております。人の和、地域の和に
支えられたコミュニティーの中で、教育や福祉、保健・
医療が充実し、子供から高齢者までの全ての県民が安
全・安心かつ健やかに暮らせる社会を目指すこととし
ております。
　同じく12の (1) のエ、ＳＤＧｓの推進についてお
答えいたします。
　沖縄県では、社会・経済・環境の３側面の総合的な
課題解決の視点等、ＳＤＧｓを新たな振興計画（骨子
案）に取り入れ、持続可能な沖縄の発展と誰一人取り
残さない社会を目指すこととしております。ＳＤＧｓ
の推進については、次年度にＳＤＧｓ推進室（仮称）
を新たに設置し、おきなわＳＤＧｓパートナーと連携
した各種取組、ステークホルダー間の交流イベントや
シンポジウム開催による普及啓発の促進など、ＳＤＧ
ｓの全県的な展開に向け、さらに積極的に推進してま
いります。
　同じく12の (2)、振興予算の県外流出を防ぐ仕組
みづくりについてお答えいたします。
　本県は、農林水産業や製造業といった生産部門の割
合が低く、商品や原材料の多くを県外からの移入に頼
らざるを得ず、結果として所得の一部が県外に流出し
ているものと認識しております。
　県としましては、獲得した所得の県外流出を抑制

し、地域内で経済を循環させていくことは重要と考え
ており、新たな計画の骨子案において稼ぐ力の向上を
掲げ、その中で、地域経済の循環を高める仕組みを構
築していくこととしております。
　同じく12の (3)、那覇市のＬＲＴ計画についてお
答えいたします。
　那覇市においては、令和３年度から４年度にかけて
ＬＲＴの整備計画を策定するとしており、現在、計画
策定に向けて、路線バスの再編の在り方等についてバ
ス事業者と調整が行われているところであり、今後は
自動車交通への影響等について検討されることとなっ
ております。
　県においては、鉄軌道の導入に当たり鉄軌道と
フィーダー交通が連携する利便性の高い公共交通ネッ
トワークの構築が重要であると考えており、那覇市に
おいてＬＲＴ整備に係る具体的内容が整理された段階
で調整を行うこととしております。
　同じく12の (4)、新たな振興計画への県民参加に
ついてお答えいたします。
　県においては、新たな振興計画、骨子案を取りまと
めた後、パブリックコメントを実施するとともに、市
町村長との意見交換会を開催するなど、県民の皆様、
市町村、経済団体等から広く御意見を伺っておりま
す。また、今後も素案策定及び県振興審議会の答申後
も、適宜、新聞広告など各種広報媒体を活用し情報発
信に努めるとともに、パブリックコメントの実施や圏
域別の意見交換会の開催、ＳＮＳの活用やウェブ会議
など県民参加による沖縄振興計画の策定づくりに取り
組んでまいります。
　以上でございます。
　先ほど３の (4)、基地依存度と基地返還に伴う経済
効果等についての答弁の中で、既に返還された那覇新
都心地区等の返還前の89億円に対しと答弁申し上げ
るところ、復帰前と答弁いたしました。正しくは返還
前となります。
　訂正しておわび申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、新型コロナウイ
ルス感染防止対策についての御質問の中の (5) のイ、
納入業者、関連業者などへの支援についてお答えいた
します。
　国や県独自の緊急事態宣言による経済的影響は、宿
泊業をはじめ様々な分野に及んでいます。こうした県
内事業者への支援を行うため、県では国に対し、国の
緊急事態宣言地域と同等の支援を行うことなどの要請
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を行い、併せて他の都道府県と連携し、全国知事会等
を通じて同様の要請を繰り返し行ってきたところで
す。その結果、国が実施する緊急事態宣言の影響緩和
に係る一時支援金では、県内でも旅客運送事業者、宿
泊事業者、土産物小売店、旅行代理店、イベント事業
者等が対象となり得ることとなったことから、これら
の事業者への周知及び活用に向けたサポートに取り組
んでまいります。加えて、県としては、最重要課題で
ある事業継続と雇用維持のために、資金繰り支援の融
資限度額拡充や雇用調整助成金の上乗せ助成を継続す
るとともに、幅広い業種で利用可能なハピ・トク沖縄
クーポンの発行等の域内需要喚起策を継続実施してま
いります。
　同じく１の (6) のア、基地従業員に対する感染防止
対策についてお答えいたします。
　基地従業員については、雇用主である国において適
切な感染防止対策がなされる必要があるものと認識し
ております。沖縄防衛局によると、テレワークの導入
や手洗い、マスク着用などの周知啓発に加え、基地従
業員が感染した場合や濃厚接触者となった場合には、
感染拡大防止の観点から指定医療機関への入院や自宅
待機の措置が取られるとのことであります。県では、
昨年、渉外知事会を通じて、基地従業員等に対する感
染防止対策の徹底を国に求めたところであり、引き続
き米海軍病院や沖縄防衛局などと連携しながら感染及
び濃厚接触者等の情報収集に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、新型
コロナウイルス感染防止対策についての (5) のウ、宿
泊・観光産業に対する直接給付金制度についてお答え
いたします。
　県では、ＧｏＴｏトラベルの一時停止や緊急事態宣
言により、観光関連産業等において深刻な影響が生じ
ていると認識しており、令和３年１月22日に経済産
業大臣等へ不要不急の外出・移動の自粛により影響を
受けた中小事業者への支援等を要請しております。
　現在、国においては、緊急事態宣言の影響緩和に係
る一時支援金について給付要件等の策定を行っている
ところであり、２月下旬、いわゆる近日中には申請要
領等を公表する予定と聞いております。　
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、新型コロナウイル

ス感染防止対策についての (6) のア、コロナが発生し
ている米軍基地の封鎖及び感染防止策についてお答え
いたします。
　昨年７月、米軍関係者に新型コロナウイルス感染者
が多数確認された際に、県から米軍及び日本政府に対
し、集団感染が発生している普天間飛行場及びキャン
プ・ハンセンを閉鎖し、感染拡大防止の徹底を図る
よう求めたところです。現在、在沖米軍においては、
日本に入国する全ての米軍関係者に対し、14日間の
移動制限措置を義務づけるとともに、移動制限を解除
する前にＰＣＲ検査を実施しているとのことでありま
す。
　県としては、今後とも米軍に対し、万全の感染防止
対策を講じるよう求めてまいります。
　同じく１の (6) のイ、コロナ禍での米軍の訓練及び
辺野古新基地建設の中止についてお答えをいたしま
す。
　県では、新型コロナウイルス感染防止の観点から、
機会あるごとに米軍に対し、感染防止対策の徹底を要
請しております。また、辺野古新基地建設については、
令和２年４月及び８月に、埋立工事関係者が新型コロ
ナウイルスに感染したことを受け、知事から当時の菅
内閣官房長官に対して、電話により工事の中止を要請
しております。
　２、核兵器禁止条約発効についての (2)、日米核密
約の撤廃及び嘉手納弾薬庫等への立入調査についてお
答えをいたします。
　有事の際に再び沖縄に核を持ち込むとの日米核密約
があったとの事実関係について、県が平成29年９月
に外務省に確認したところ、密約は仮にあったとして
もそれは有効ではないと考えており、米国政府として
もそういう密約は、少なくとも今や有効ではないとい
うことは確認されたとの平成22年６月15日の外務大
臣会見のとおりであり、政府の立場に変更はないとの
ことであります。
　県としては、いかなる理由があるにせよ、沖縄への
核持ち込みはあってはならないと考えております。
　３、復帰50年を迎えることについての (1)、米軍
基地の実態と形成過程についてお答えをいたします。
　沖縄県には31の米軍専用施設があり、その総面積
は１万8484ヘクタールで、全国の米軍専用施設面積
の約70.3％を占めております。去る沖縄戦において
激しい戦闘の末、沖縄を占領した米軍は、住民を収容
所に強制隔離し、軍用地として必要な土地を確保した
上、基地の建設を進めました。戦後27年間に及ぶ米
軍統治下においても銃剣とブルドーザーによる接収と
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呼ばれた民有地の強制接収などによって、沖縄県の広
大な米軍基地が形成されました。そして、1950年代
に本土で発生した米軍基地への反対運動の影響によ
り、本土から、当時米国の施政権下にあった沖縄に海
兵隊が移駐してきたものと認識しております。
　同じく３の (3)、在沖米軍基地への見解についてお
答えをいたします。
　戦後75年を経た現在もなお、国土面積の約0.6％
である本県に約70.3％の米軍専用施設が存在する状
況は異常であり、到底容認できる状況にはありませ
ん。内閣府の調査では、国民の約８割が日米安全保障
体制は日本の平和と安全に役立っていると回答してい
ます。
　県としましては、日本の安全保障が大事であるなら
ば、基地負担の在り方についても日本国民全体で考
え、その負担も全国で担うべきであると考えておりま
す。
　同じく３の (7)、基地のない平和な沖縄を宣言する
ことについてお答えをいたします。
　県では、本土復帰50年という大きな節目に、日米
両政府に対し当面は在日米軍専用施設面積の50％以
下を目指すとする具体的な数値目標の設定を求めるも
のであります。この要請に当たっては、沖縄21世紀
ビジョンにおいて「基地のない平和で豊かな沖縄をあ
るべき県土の姿としながら、引き続き基地の整理縮小
を進める｣ としている県の米軍基地に対する考えを明
らかにしたいと考えております。
　４、米軍基地問題についての (1) のア、ＫＣ130空
中給油機の離発着回数についてお答えをいたします。
　沖縄防衛局の離着陸等状況調査によると、ＫＣ130
空中給油機の離着陸回数は、嘉手納飛行場と普天間飛
行場の合計で平成30年は1072回、令和元年は1025
回、令和２年は1019回となっており、３年連続で
1000回を超えております。
　４の (1) のイ、米政府会計監査院の報告書について
お答えをいたします。
　2017年４月の米政府会計監査院の報告書では、移
転した海兵隊部隊の訓練要件にかなう訓練地が岩国近
隣にないため、結果として部隊が沖縄に戻っていると
の記載がなされております。
　４の (1) のウ、訓練移転の検証についてお答えをい
たします。
　本県の過重な基地負担を軽減するためには、基地の
整理縮小に併せて、在沖米軍の県外・国外への分散移
転、ローテーション配備を進めることが必要であると
考えております。これまでの訓練の分散移転のうち、

県道104号線越え実弾砲撃演習については県外移転
が行われ、県内で訓練が行われなくなっていますが、
嘉手納飛行場での飛行訓練やオスプレイの訓練移転に
ついては目に見える効果が現れておらず、検証が必要
であると考えていることから、昨年10月に加藤官房
長官及び岸防衛大臣に対し、効果の検証を求めたとこ
ろであります。
　同じく４、米軍基地問題についての (1) のエ、外来
機の飛行禁止等についてお答えをいたします。
　本県に広大な米軍基地及び訓練空域・水域が集中す
ることにより、日常的に発生する航空機騒音をはじ
め、自然環境の破壊、航空機事故のほか、米軍人・軍
属等による事件・事故等、県民生活に様々な影響を及
ぼしております。
　県としては、これらの問題を解決するため、在沖米
軍基地のさらなる整理縮小、県外・国外への訓練移転、
ローテーション配備や外来機の飛来制限、訓練水域・
空域の削減を日米両政府に強く求めております。
　同じく４の (2) のア、米軍の低空飛行訓練の実態に
ついてお答えをいたします。
　昨年12月末から現在までの県が把握している米軍
航空機による低空飛行訓練の事案としては、慶良間諸
島周辺、国頭村周辺、金武町周辺などで10回以上確
認されております。
　４の (2) のイ、米軍が自由に低空飛行訓練を行える
ことについてお答えをいたします。
　政府は、「在日米軍が施設・区域でない場所の上空
で飛行訓練を行うことが認められるのは、日米地位協
定の特定の条項に明記されているからではなく、日米
安保条約及び日米地位協定により、米軍が飛行訓練を
含む軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行う
ことを当然の前提とした上で、日米安保条約の目的達
成のため我が国に駐留することを米軍に認めているこ
とから導き出されるものである。」としております。
また、政府は、県内における低空飛行訓練について、
「米側から、日米合意等に基づき行われていると回答
を受けている。」としており、米軍航空機の低空飛行
訓練を容認しているため、繰り返し同訓練が実施され
ているものと考えております。
　県としましては、民間地域での低空飛行訓練が常態
化することはあってはならないと考えており、米軍及
び日米両政府に対して、提供施設・区域外での訓練を
一切実施しないことなどを求めたところであります。
　同じく４の (2) のウ、米軍の低空飛行訓練に関する
国会の答弁についてお答えをいたします。
　菅総理大臣が２月17日の国会答弁で、「米軍の飛行
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訓練は、日米安全保障条約の目的達成のため重要」で
あると述べたことは承知しております。しかしなが
ら、県は、県民に強い不安を与えるような訓練が常態
化することは断じて容認することはできないと考えて
おります。そのため、１月20日及び２月17日に謝花
副知事が外務省特命全権大使沖縄担当及び沖縄防衛局
長を県庁に呼び抗議・要請を行いました。その後も、
繰り返し米軍による低空飛行訓練が確認されたことか
ら、２月19日には知事が岸防衛大臣に対し、謝花副
知事からは外務省北米局長に対し、口頭で提供施設・
区域外における訓練を一切実施しないことなどを要請
したところです。
　４の (2) のエ、イタリアでのロープウエー切断事故
と低空飛行訓練の中止についてお答えをいたします。
　イタリアでは、1998年に、低空飛行訓練中の米軍
機がロープウエーのロープを切断し、ゴンドラ搭乗中
の20人が死亡する大事故が発生しております。
　県としましては、民間地域での低空飛行訓練が常態
化することはあってはならないと考えており、米軍及
び日米両政府に対して、提供施設・区域外での訓練を
一切実施しないことなどを求めたところであります。
　同じく４の (2) のオ、県による飛行高度測定及び情
報提供の仕組みづくりについてお答えをいたします。
　米軍航空機の飛行高度測定については、岸防衛大臣
が２月19日の記者会見において、防衛省として、映
像や写真などから米軍機の高度を分析する手法や必要
な条件などについて、有識者から助言を仰ぐ等検討を
始めていると述べております。
　県としては、まずは基地の提供責任者である国にお
いて飛行高度の測定を実施するべきであると考えてお
ります。また、一般県民からの情報提供は、米軍や日
米両政府への働きかけを行う際の有効な資料の一つに
なると考えており、他の自治体を参考に、ホームペー
ジなどで広く情報提供を求める方法を検討してまいり
ます。
　同じく４の (3) のア、水陸機動団の配備等と基地機
能の強化についてお答えをいたします。４の (3) のア
と４の (3) のイは関連いたしますので、一括してお答
えをいたします。
　去る１月、加藤官房長官及び岸防衛大臣は記者会見
において、米軍施設等における共同使用は、日米安全
保障協議委員会や日米合同委員会の枠組みの下で意思
決定がなされるものであり、陸自と海兵隊において決
定されるようなものではないなどと発表しておりま
す。一方、今回報道にあるような、新たな部隊を沖縄
へ常駐させ米軍専用施設を共同使用することは、地元

へのさらなる基地負担の増加につながるものであり、
断じて容認できないことから、引き続き情報収集に努
めてまいりたいと考えております。また、沖縄県は、
在日米軍専用施設の約70.3％が集中しており、安全
保障関連法に基づく活動により、米軍の基地機能が強
化され、沖縄への基地負担の増加につながることが
あってはならないと考えております。
　５、辺野古新基地問題についての (1) のア、サンゴ
特別採捕に係る関与取消訴訟についてお答えをいたし
ます。
　令和２年７月に提起した関与取消訴訟では、知事自
ら意見陳述を行い、沖縄県におけるサンゴ類の重要性
を主張するとともに、知事が判断をする前に許可を命
じた農林水産大臣の是正の指示は、地方自治法等の趣
旨に照らし、違法な国の関与に当たり、沖縄県の自主
性及び自立性を著しく制約し、問題があることを申し
上げました。しかしながら、令和３年２月３日の判決
は、このような農林水産大臣の是正の指示を適法と認
めたため、県は、当該判決を不服として、同月10日
に最高裁判所に上告受理申立てを行ったところです。
　同じく５の (1) のイ、埋立承認の撤回理由について
お答えをいたします。
　県は、埋立承認後に軟弱地盤等の問題が判明したこ
とや、留意事項に基づく事前協議を行わないまま工事
を強行していたことなどを理由に、適法に承認取消処
分を行いました。
　県としては、その理由は現在も正当であると考えて
おり、引き続き抗告訴訟において、承認取消処分の適
法性をしっかりと訴え、主張が認められるよう全力を
尽くしてまいります。
　同じく５の (2) のイ、米国内における辺野古新基地
建設に対する懸念についてお答えをいたします。
　令和２年６月、米連邦議会下院の小委員会は、
2021年度国防権限法案に関する報告書において、普
天間飛行場代替施設の建設に関し、大浦湾海底の地震
の可能性と不安定性に対する懸念が高まってきたこ
と、２本の活断層が付近に存在すること、地質学者ら
が建設計画を困難にする問題を特定したものと認識し
ていること等を指摘しております。また、外交・安全
保障の分野を強みとする米国有数のシンクタンクＣＳ
ＩＳも、令和２年11月の報告書において、「この計画
は困難続きで、完成予定日が延期され、費用は跳ね上
がっている。これが完成する可能性は低そうだ」と指
摘しております。
　６、普天間基地の運用停止、閉鎖・撤去についての
(1)、普天間飛行場の５年以内の運用停止についてお



─ 115 ─

答えをいたします。
　普天間飛行場の５年以内の運用停止については、同
飛行場の危険性除去が極めて重要であるとの認識の
下、平成25年12月の沖縄政策協議会において県が求
めたものであります。これに対し、同月25日に仲井
眞元知事と面談した安倍前首相から「日本政府として
できることはすべて行う」との回答があり、翌年２月
に設置した普天間飛行場負担軽減推進会議において、
同飛行場の負担軽減に政府一丸となって全力で取り組
むことが確認されました。
　県としては、普天間飛行場の５年以内の運用停止は
辺野古移設とは関わりなく実現されるべきものであ
り、実現しなかったことは誠に残念であります。
　同じく６の (2)、普天間飛行場の危険性の除去につ
いてお答えをいたします。
　辺野古新基地建設については、防衛省から、統合計
画に示されている提供手続の完了までに要する期間が
約12年になることが令和元年12月に公表され、辺野
古移設では、普天間飛行場の一日も早い危険性の除去
にはつながらないということが明確になりました。普
天間飛行場の速やかな運用停止を含む一日も早い危険
性の除去は喫緊の課題であり、日米両政府において
は、辺野古が唯一の解決策という固定観念にとらわれ
ずに、同飛行場の県外・国外移設について再検討して
いただきたいと考えております。
　同じく６の (3)、普天間飛行場の運用停止等への取
組についてお答えをいたします。
　県としては、県議会において、これまで普天間飛行
場の運用停止、閉鎖・返還等を求める意見書及び抗議
決議が全会一致で可決されていることを重く受け止め
ております。普天間飛行場の速やかな運用停止を含む
一日も早い危険性の除去及び早期閉鎖・返還は、県と
県議会の共通の認識であり、県としましては、辺野古
移設とは関わりなく実現されるよう、引き続き日米両
政府に対し強く求めてまいります。
　７、那覇軍港問題についての (1)、那覇港湾施設の
返還についてお答えをいたします。
　公表されている那覇港湾施設の入港隻数は、昭和
62年の96隻をピークに、平成14年の35隻まで漸減
しております。平成15年以降は、在沖米軍から情報
提供がないため把握できておりませんが、以前に比べ
利用が減っているのではないかと考えております。同
施設は、那覇港に隣接し、那覇空港にも近く、産業振
興の用地として極めて開発効果の高い地域であり、同
施設の返還は、基地負担の軽減、跡地の有効利用によ
る発展につながるものであることから、引き続き早期

の返還を求めてまいります。
　同じく７の (2)、那覇港湾施設の移設に関する浦添
市長の発言についてお答えをいたします。７の (2) と
７の (3) は関連しますので、一括してお答えをいたし
ます。
　那覇港湾施設については、平成７年の日米合同委員
会及び平成８年のＳＡＣＯ最終報告により、浦添埠頭
地区への移設方針が示され、平成13年に当時の儀間
浦添市長が受入れを表明し、那覇港湾施設移設に関す
る協議会等が設置され現在に至っているものと理解し
ております。移設協議会においては、民港の港湾計
画との整合性を図りつつ、円滑な移設が進められるよ
う調整を行うことが繰り返し確認されてきたところで
あり、これまでの経緯を踏まえつつ、移設協議会の枠
組みの中で取組を進めることが重要であると考えてお
ります。浦添市長の発言は、自らの考えを述べたもの
と理解しており、知事はこれまでの三者面談において
も、移設協議会の枠組みの中で調整を行う旨を発言し
ております。
　同じく７の (4)、那覇港湾施設の移設に関する県の
考えについてお答えをいたします。
　県としましては、那覇港湾施設の返還が実現されれ
ば、基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄
与すると考えており、政府に対し、同施設の早期返
還を求めております。那覇港湾施設の移設に当たって
は、民港部分において、ＣＯ２削減、ゼロエミッショ
ン等、ＳＤＧｓの考え方など、環境保全に最大限配慮
することが考えられていることなどを踏まえ、代替施
設についても民港部分と同様に、環境保全に最大限配
慮するよう求めたいと考えております。
　８、海兵隊撤退を正面から求めることについての
(1)、事件・事故に占める海兵隊の割合等についてお
答えをいたします。
　復帰後、令和２年12月末までに発生した米軍関係
の航空機事故のうち、海兵隊によるものは全体の約
22％を占めております。また、県警に確認したとこ
ろ、平成18年から令和２年までの刑法犯のうち、海
兵隊員の占める割合は、検挙件数で62.1％、検挙人
員で59.3％となっております。
　同じく８の (2)、米政府高官の海兵隊についての認
識についてお答えをいたします。
　1982年４月、米国防総省は、米国上院歳出委員会
小委員会に対して、「在沖海兵隊は、日本防衛の任務
にあてられていない。在沖海兵隊は、第七艦隊の即応
海兵隊として機能しており、西太平洋及びインド洋に
おける同艦隊の活動地域のいかなる場所にも配備さ



─ 116 ─

れる可能性がある。」と述べております。また、1970
年１月26日の米上院外交委員会公聴会においてジョ
ンソン国務次官及びマッギー在日米軍司令官が同様
の発言をしております。
　同じく８の (3)、在沖米海兵隊の撤退についてお答
えをいたします。
　在沖米海兵隊の基地が全て返還された場合、在日米
軍専用施設面積に占める沖縄県の割合は約40％にな
ると試算しており、事件・事故も大幅に減るものと思
われます。
　県としては、沖縄県議会において、これまで２度、
在沖米海兵隊の撤退を図ることを全会一致で決議し
ていることなどを重く受け止めており、このことも踏
まえた形で日米両政府には基地の整理縮小を要請し
たいと考えております。
　９、日米地位協定の改定についての (1)、他国地位
協定調査結果についてお答えをいたします。
　沖縄県では、日米地位協定の問題点をさらに明確化
し、同協定の見直しに対する理解を全国に広げること
を目的として、他国地位協定調査を行っております。
平成29年度と30年度に調査したヨーロッパ４か国で
は、国内法を米軍にも適用し、空域を自国で管理する
など、米軍の活動をコントロールしており、令和元年
度に調査したオーストラリアとフィリピンにおいて
も同様の状況でした。これに対し、日本では原則とし
て国内法が適用されず、日米で合意した騒音規制措置
等も守られない状況にあるほか、米軍機事故の際の主
体的な捜索や基地内への立入り権の確保が実現して
いないなど、他国と異なる状況となっております。
　同じく９の (2)、シンポジウムの開催についてお答
えをいたします。
　県では、他国調査の結果や日米地位協定の問題点を
日本国民全体で共有するため、海外の有識者等を招い
たシンポジウムを今年度開催する予定としておりま
したが、新型コロナウイルス感染症の影響により、今
年度の開催を見送ったところであります。同シンポジ
ウムについては、次年度、新型コロナウイルス感染症
の動向を見極めながら、開催に向けた取組を進めたい
と考えております。
　10、基地問題の世界と全国への発信についての (1)
のア、ワシントン駐在の活動と米側の認識の変化につ
いてお答えをいたします。
　ワシントン駐在は、米国政府や連邦議会関係者等に
対し、沖縄の基地問題に関する情報提供等の働きかけ
を精力的に行っております。その結果、2019年６月
及び10月には連邦議会調査局報告書に在沖米軍の状

況について正確な記載がなされたほか、2020年６月
には連邦議会下院軍事委員会即応力小委員会が軟弱
地盤等を理由に辺野古新基地建設計画に対する懸念
を示しました。さらに同年11月には、外交・安全保
障の分野を強みとする米国有数のシンクタンクＣＳ
ＩＳも、辺野古新基地について「完成する可能性が低
そうだ」と報告するなど、米国内においても沖縄の基
地問題への認識が広がりつつあると考えております。
　同じく10の (1) のイ、米議会調査局の報告書につ
いてお答えをいたします。
　米連邦議会調査局は、去る２月２日の報告書におい
て、日本の国土の１％に満たない沖縄に在日米軍兵の
過半数が駐留していることや、沖縄県の住民投票に
よって、72％の県民が代替施設の建設に反対してい
ることが示されたこと、玉城知事が新基地の阻止を表
明していることなどを説明した上で、普天間飛行場の
移設に関する取組が困難に直面し続けていると指摘
しております。
　同じく10の (1) のウ、ワシントン駐在の今後の活
動についてお答えをいたします。
　県としては、辺野古新基地建設問題をはじめとする
米軍基地問題の解決については、日本政府のみなら
ず、一方の当事者である米国政府に対しても沖縄県自
らが直接訴えることが重要と考えております。このた
め、今後もワシントン駐在を活用し、動画コンテンツ
の発信、米国政府や連邦議会関係者等に対する働きか
け、米国内県系人ネットワークとの連携や発信力の高
い人物等の沖縄への招聘、有識者との連携などに取り
組み、米国側の理解と協力を促したいと考えておりま
す。
　同じく10の (2)、全国と世界への働きかけについ
てお答えをいたします。
　米軍基地問題等の課題解決のためには、国内外にお
ける沖縄の実情等についての理解を深めることが重
要であると考えております。このため、これまで全国
知事会と連携し米軍基地負担に関する提言を政府に
行ったほか、トークキャラバンの実施や日英両言語に
よる沖縄の米軍基地問題のパンフレットの配布等を
行っております。また、英語版ホームページの公開、
地位協定ポータルサイトや公式ツイッターの開設な
どに加え、沖縄の米軍基地問題に関する動画をユー
チューブで配信する等、インターネットやＳＮＳを活
用した情報発信に取り組んでおります。今後ともあら
ゆる機会を活用し、国内外への情報発信を強化してま
いります。
　11、尖閣問題と中国海警法問題についてお答えを
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いたします。中国海警法及び平和的な外交交渉につい
て、11の (1) と11の (2) は関連しますので、一括し
てお答えをいたします。
　尖閣諸島周辺海域については、中国公船等による領
海侵入や漁船追尾等に加え、去る２月１日に中国海警
局の武器使用を認める中国海警法が施行され、漁業者
にさらなる脅威を与える状況となっております。
　県としては、尖閣諸島周辺海域において不測の事態
が生じることは断じてあってはならないものと考えて
おり、去る２月19日に外務大臣、国土交通大臣、防
衛大臣及び沖縄及び北方対策担当大臣に対し、同海域
における安全確保や冷静かつ平和的な外交（対話）に
よって中国との関係改善を図ること等について要請を
行ったところです。
　同じく11の (3)、自衛隊の島嶼配備についてお答
えをいたします。
　尖閣諸島周辺海域における漁業の安全確保や中国公
船等への対応については、海上保安庁において、冷静
かつ毅然とした対応を継続するとともに、さらなる海
上保安体制の強化等、適切な措置を講ずる必要がある
と考えております。一方、自衛隊の島嶼配備について
は、我が国の安全保障や地域の振興、住民生活への影
響をめぐって様々な意見があるものと承知しておりま
す。県は、住民合意のない自衛隊の強行配備は認めら
れないものと考えており、政府に対して、地元の理解
と協力が得られるよう、より一層丁寧に説明を行うよ
う求めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　５、辺野古新基地問
題についての御質問のうち (2) のア、軟弱地盤の改良
工事についてお答えいたします。
　沖縄防衛局は、地盤改良が必要となったことから、
公有水面埋立変更承認申請書を提出しております。県
では、令和２年12月21日付で沖縄防衛局に対して、
地盤条件等に係る16項目242件の質問を行い、本年
１月22日付で回答が提出されております。沖縄防衛
局からの回答を踏まえ、県では、地盤の再調査の必要
性等について２月22日付で13項目96件の２次質問
を行ったところであり、今後、沖縄防衛局からの回答
を詳細に確認し、厳正に審査していくこととしており
ます。
　次に５の (2) のウ、地震データ等の取扱い及び変更
承認申請についてお答えいたします。５の (2) のウと
５の (2) のエは関連しますので、一括してお答えさせ

ていただきます。
　港湾の施設の技術上の基準・同解説によると、地域
の地震活動にもよるが、おおむね１年から数年の観測
を実施すれば記録を取得できることや、地震の数につ
いては、３個以上が望ましいと記載されております。
一方、沖縄防衛局は、耐震性を設計する際のデータと
して、Ｋ－ＮＥＴ名護のデータ２件を使用しておりま
すが、そのうち、１件のデータが現在削除されており
ます。県では、沖縄防衛局に対して、データが削除さ
れたことを把握した時期や、地震動の再設定の検討に
ついて２次質問を行ったところであり、今後、沖縄防
衛局からの回答を詳細に確認し、厳正に審査していく
こととしております。
　次に５の (3)、埋立土砂の採取についてお答えいた
します。
　令和２年４月に提出された公有水面埋立変更承認申
請書では、県内の埋立土砂等の採取場所として７地区
で約4476万立方メートルの調達が可能と記載されて
おります。そのうち、糸満市、八重瀬町の南部地区か
ら約７割となる約3160万立方メートルの土砂の調達
が可能と記載されております。しかしながら、具体的
な採取場所及び調達量については、契約段階において
決定されるものであり、現時点において決まったもの
ではないと承知しております。
　県としては、係る地区の遺骨収集の状況等につい
て、関係機関と連携し情報収集に努めていきたいと考
えております。
　次に５の (4)、海砂利採取の総量規制の設定につい
てお答えいたします。
　本県において海砂利は、建設用骨材などとして必要
不可欠なものであり、将来にわたって安定的に供給さ
れるべきものと考えております。総量規制の必要性に
ついては、安定供給に向けた取組についての検討や関
係機関等にヒアリングを行っているところであり、引
き続き慎重に検討していきたいと考えております。
　次に13、首里城復興計画についての御質問のうち
(3)、中城御殿、御茶屋御殿の復元についてお答えい
たします。
　中城御殿の復元等については、県営公園区域内にあ
り、県事業として取り組んでいるところであります。
御茶屋御殿の復元等については、現在、国と県、那覇
市との間でワーキンググループを開催しており、整備
主体も含め、引き続き検討が必要であると考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
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　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　12、次期沖縄振興計画に
ついての (1) のイ、地球温暖化対策とサンゴ礁の保全
についてお答えいたします。
　気候変動への対策に取り組むことはＳＤＧｓの17
の目標の一つに掲げられており、沖縄県気候非常事態
宣言を行うなど対策を強化してまいります。また、サ
ンゴ礁の保全についても海の豊かさを守る観点から
ＳＤＧｓの目標に掲げられており、県では平成29年
度から白化対策の調査研究に取り組んでいるところ
ですが、その推進を図るため、新たな沖縄振興のため
の制度提言（中間報告）において、自然環境の保全再
生支援制度の拡充を求めているところであります。
　引き続き専門家の意見も踏まえ、白化対策の調査研
究などに取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　13、首里城復興計画につい
ての御質問の中の (3)、円覚寺の復元計画についてお
答えします。
　県教育委員会では、円覚寺跡基本整備計画に基づ
き、今年度から木造建造物である三門の復元に向けて
工事を着手し、令和５年度までに完成する予定です。
三門の復元終了後は、現在策定を進めております円覚
寺跡保存活用計画を基に、三門以外の木造建造物の復
元に向けた整備計画について進めていきたいと考え
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
　休憩いたします。
　　　午後３時51分休憩
　　　午後３時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　ただいま渡久地議員か
らございました海兵隊員の事件・事故が多い理由は何
かという質問につきましては、私ちょっと答弁漏れで
ございましたので、お答えをいたしたいと思います。
　海兵隊員の占める割合が高い理由につきまして
は、他の軍種と比較して全体の人数が多いことが要因
の一つとして考えられるほか、若い隊員が多いことや
ローテーションによる短期駐留が多く、沖縄の歴史や
文化に対する認識が低いことなども要因ではないか
というふうに言われております。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君登壇〕
○渡久地　修君　答弁ありがとうございました。
　それでは再質問させていただきます。
　まずコロナ対策ですけれども、この感染が落ち着い
た今こそ無症状の陽性者を発見する大規模なＰＣＲ
検査が必要だということは、これは専門家も一致して
いると思います。これまでも求めてきましたけれど、
知事、今こそやっぱり必要な人が受けられる大規模な
ＰＣＲ検査を実施することが求められていると思い
ます。今朝の新聞にも3000円とか2000円とかで民
間でもできるようになっていますけれども、やっぱり
これを大規模に今やっていくと。必要な人が受けら
れるという体制をつくることが必要だと思いますの
で、知事の見解を求めます。
　そして、定期的なＰＣＲ検査。これ県は頑張って介
護、医療機関、全国に先駆けてやりました、大変評価
しています。それから、保育所などでもやると。これ
も大変評価していますけれども、私このクラスターが
発生した福祉施設で休園になったところへ行きまし
が、先生方は本当にもうショックを受けて大変でした
ね。学校で起こった場合、学校が休校になったら父母
まで全部仕事休まざるを得なくなりますので、ぜひ小
中学校、高校でもやっぱりこのＰＣＲ検査を定期的に
行うということを県が音頭を取って市町村とも協力
してやっていただきたいと思います。
　それから２つ目、経済対策ですけれども、日本はこ
の経済対策について、自粛を求めるならそれに見合っ
た補償をやるっていう点で、諸外国と比べて非常に遅
れています。ヨーロッパなどでは、自粛を求めたとこ
ろには、70％の直接補償をやっているというのが普
通ですので、ぜひこれは知事会とも一緒になって、特
に事業規模に合った直接給付、これを求めていただき
たいというふうに思います。
　そして先ほど答弁にありました国の経産省の一時
支援金、これが今受けられるように、そして幅広い業
種が対象になるように、県として全力を挙げて取り組
んでいただきたい。これについても見解を伺います。
　そして、先ほど答弁ありました地方創生臨時交付
金、この大幅増額は絶対に必要だと思いますので、知
事の見解を伺います。ぜひ知事会とも一緒になって、
場合によってはもう上京することも含めてこの地方
創生臨時交付金の大幅増額について全力を挙げてい
ただきたいと。
　それから、糸満市からの土砂採取について質問しま
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す。
　今知事にお渡ししたのは、沖縄県の慰霊の日の条例
と平和祈念資料館の県民の誓いの言葉です。この慰霊
の日を定める条例には、こう書いてあります。「我が
県が、第二次世界大戦において多くの尊い生命、財産
及び文化的遺産を失つた歴史的事実にかんがみ、これ
を厳粛に受けとめ、戦争による惨禍が再び起こること
のないよう、人類普遍の願いである恒久の平和を希求
するとともに戦没者の霊を慰めるため、慰霊の日を定
める。」となっています。この条例の制定の経緯と趣
旨、目的についてまず伺います。
　そして知事、この遺骨の混ざった、戦没者の血の染
み込んだ土砂を採取して辺野古の埋立てに使用するの
は、この戦没者の霊を慰めるという条例の趣旨から
いっても許されるものではありません。知事はこの趣
旨から埋立てのための土砂採取は容認できない、政府
はやるべきじゃないと明確にこの場で私は表明すべき
だと思います。また、条例の趣旨と県民の平和への思
いに鑑み、埋立土砂の採取を止めるため様々な手法を
知事にはぜひ考えて実行していただきたいと思います
ので、知事の答弁を求めます。
　低空飛行訓練、これはほとんどが区域外訓練です。
区域外訓練について、政府はここにある1979年の答
弁書（資料を掲示）　ここでは施設・区域外で行うこ
とは同協定の予想しないところであると明確に答弁書
で答弁しています。そして83年の外務省の「日米地
位協定の考え方」、ここでは「このような活動はあく
までも例外的なものであると考えるべきであり、これ
が歯止めなく広がることは阻止する必要がある」と書
いてあります。また、「米軍の軍隊としての活動が施
設・区域外で無制限に行われれば、我が国の社会秩序
に大きな影響が与えられる」、「米軍の軍隊としての活
動は、施設・区域内に限られるべきである」というこ
とを外務省は述べています。
　安倍・菅政権でまさに歯止めが利かなくなってい
る。アメリカ言いなりに過去の答弁を否定し、解釈を
変更しています。これが許されるのか、知事の見解を
伺います。
　それから公室長、先ほど高度測定、国がやると言っ
ていましたけれども、国が今までやらないからこんな
問題が起こっているのであって、県自らぜひやってく
ださい。再度答弁を求めます。
　そして知事、県議会がこれだけ抗議しても、県が抗
議しても米軍は聞こうとしない。もうこうなったら嘉
手納基地を撤去すべきだと、県民は嘉手納基地の撤去
まで求めますよと。海兵隊の撤退も求めるべきだとい

うことを訴えたいと思います。
　それから次に国保問題。これは市町村の死活問題で
す。市町村議会での議員活動をやった議員の皆さんは
よく知っていますけれども、市町村の財政問題で大き
いのは国保問題なんです。市町村にとってはこれは死
活問題です。これは、戦争を起こした国の責任だと明
確に正面から訴えないといけないということで、知事
にぜひこれ頑張っていただきたいと思います。
　次に、私は知事に復帰50年を迎えるに当たって、
いろいろあると思いますけれども、私は絶対に沖縄で
活動する政治家にとって忘れてはならないのは、１つ
は沖縄戦の悲劇、こういったことを絶対に繰り返さな
いということを原点にすべきだと思います。２つ目、
基地のない平和な沖縄を目指すということを、絶対に
私は握って離してはならないと思います。そして３つ
目、今や米軍基地は沖縄発展の阻害要因だと。復帰後
の県民の長い活動、闘いによって、米軍基地は沖縄経
済発展の阻害要因だというところまで、沖縄県民の運
動でここまで持ってきているわけです。ですからこれ
は、ぜひこれからも堅持していくべきだと。基地のな
い沖縄を目指すと。これを握って離さないでやってい
ただきたい。
　そして次に、核兵器の問題。１月22日に核兵器禁
止条約が発効して、これまでの22日以前と今とでは
全然違うわけです。沖縄県の立場も核兵器禁止条約発
効、その進歩に立って県の政策もこれから進めていた
だきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの渡久地修君の再質
問に対する答弁は時間の都合もございますので、休憩
後に回したいと思います。
　30分間休憩いたします。
　　　午後４時３分休憩
　　　午後４時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前の渡久地修君の再質問に対する答弁を願いま
す。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　渡久地修議員の再質問にお
答えいたします。
　まず経済対策として、事業規模に合った支援金の支
給またそのような支援金の財源を国に求めること等に
ついてお答えいたします。
　沖縄県は、長引くコロナ禍における落ち込んだ需要
の喚起や、幅広い事業者への経営支援の拡充に向けた
財源を国に求める必要があると考えています。全国



─ 120 ─

知事会を通じて一時支援金の支給対象の大幅な拡大
や、交通事業者、観光関連事業者など、時短などの影
響を受けた全ての業種に対して手厚い支援を行って
いただくよう、国に対して強く求めていきたいと考え
ております。同時に、地域において必要とされる経済
対策、感染防止対策が来年度も切れ目なく継続的に進
めていけるよう、臨時交付金などの財源の確保も強く
求めていきたいと考えております。
　それから慰霊の日条例の趣旨に反する南部の土砂
の使用はあってはならないということ、土砂使用の禁
止について県の考えを伺うということについてお答
えいたします。
　慰霊の日を定める条例は、去る大戦において多くの
生命財産及び文化的遺産を失った我が県は、戦争の悲
惨さに深く思いをいたし、再び戦争が起こることのな
いように恒久平和を願い、戦没者の霊を慰めるため慰
霊の日を定め、その理念を永久に保持しようとするも
のであるとの趣旨で制定されております。沖縄県で
は、この条例の趣旨を踏まえ、毎年慰霊の日に沖縄全
戦没者追悼式を実施し、戦没者の霊を慰めるととも
に、世界の恒久平和を願う沖縄の心を発信し続けてお
ります。
　なお、戦没者の御遺骨がいまだ残されているかもし
れない場所からの土を、土砂を使用するということ
は、悲惨な戦争を体験した県民や御遺族の思いを傷つ
けるものと考えており、このような慰霊の日に込めら
れた県民の思いを、強く国に対しても伝えていかなく
てはならないというように考えています。今般の土砂
採取に関する件につきましては、県として今後どのよ
うな対応が可能か全庁的に検討してまいりたいとい
うように考えています。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　ＰＣＲ検査に関す
る再質問についてお答えいたします。
　県では、クラスターにつながる可能性を的確に捉
え、可能な限り広くＰＣＲ検査を実施しているところ
です。これまでも松山の繁華街や基地従業員を対象と
した検査など、感染状況を把握するための大規模な検
査を実施してきており、今後も医師会等と連携し、必
要なときに迅速に行えるよう調整をしているところ
です。
　このほか、希望する県民が安価に受検できるよう補
助事業を開始したところであり、さらに空港でも、事
前に受けられなかった方のためのＰＣＲ検査事業を

実施しているところでございます。このように民間の
検査機関も活用して、検査体制の拡充が図られるもの
と考えているところです。
　２つ目に、エッセンシャルワーカーに対する定期的
な検査につきましては、対象施設については今年度は
優先すべき対象である介護従事者や医療従事者につ
いて、先行的なモデル事業として開始しました。令和
３年度は、障害者施設や保育施設等を対象に拡大を予
定しているところであり、その際には、特に保育施設
については市町村にも負担をいただきたいというふ
うに今調整をしているところでございます。その他の
対象拡大につきましても、市町村と連携しながら検査
の必要性や優先度など勘案しまして、検査のキャパシ
ティーなども踏まえまして判断していくことが課題
であるというふうに考えております。
　次に、国保制度における赤字の問題についてでござ
いますが、国保の赤字については、市町村財政上、非
常に大きな課題と県のほうでも認識しております。本
県のこれまでの要請に対しまして、平成21年度以降、
国からは415億円の交付を受けておりますが、依然
として厳しい状況は続いております。前期高齢者の割
合が低いという本県の特殊事情を前面に押し出しま
して、今後とも財政支援を国に求めていきたいと考え
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　渡久地議員の経済対
策に関する再質問のうち、国の一時支援金に関する県
の対応についてお答えいたします。
　国が実施する緊急事態宣言の影響緩和に係る一時
支援金につきましては、県内でも旅客運送事業者それ
から宿泊事業者、土産物小売店、旅行代理店、さらに
はイベント事業者等が対象となり得ることから、県内
事業者等への周知及び活用を促す必要があると考え
ております。
　そのため県としましては、これらの事業者への周知
及び活用に向けた県独自の相談サポート体制の整備
に向け調整を進めており、国及び市町村等と連携を図
りながら、当該支援金の対象となり得る県内事業者が
円滑かつ幅広に給付を受けられるよう取り組んでま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　慰霊の日を
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定める条例制定の経緯と趣旨、目的についてお答えい
たします。
　本県は、さきの大戦において一般住民をも巻き込ん
だ悲惨な地上戦が行われ、多くの貴い命が失われまし
た。昭和36年、当時の琉球政府立法院において、住
民の祝祭日に関する立法が議員発議され、戦没者の霊
を慰める日とする趣旨で慰霊の日が定められました。
その後、本土復帰により県は昭和49年に沖縄県慰霊
の日を定める条例を制定し、６月23日を慰霊の日と
して定めております。同条例第１条には、「我が県が、
第二次世界大戦において多くの尊い生命、財産及び文
化的遺産を失つた冷厳な歴史的事実にかんがみ、これ
を厳粛に受けとめ、戦争による惨禍が再び起こること
のないよう、人類普遍の願いである恒久の平和を希求
するとともに戦没者の霊を慰めるため、慰霊の日を定
める。」と規定されているところでございます。
　次に、核兵器禁止条約の批准と県の取組についてお
答えいたします。
　県ではヒバクシャ国際署名に沖縄県知事として署名
しております。ヒバクシャ国際署名は、広島、長崎の
被爆者が始めた国際署名であり、核兵器を禁止し、廃
絶する条約を結ぶことを全ての国に求めますとされる
被爆者の訴えに対して賛同し署名するものであり、沖
縄県知事を含め20の府県知事及び1295の地方自治
体の首長が署名をしているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　渡久地議員の米軍によ
る提供施設・区域外での訓練についての政府見解につ
いてお答えをいたします。
　政府は、1979年の国会答弁において、合衆国軍隊
の使用に供するため、施設・区域が提供されているわ
けであるから、同軍隊が本来施設・区域内で行うこと
を予想されている活動を施設・区域外で行うことは同
協定の予想しないところである。なお、合衆国軍隊の
軍隊としての機能に属する個々の活動について、これ
が施設・区域外において認められるかどうかの点に関
しては、個々の活動の目的、態様等の具体的な実態に
即し、同協定に照らして合理的に判断されるべきこと
と考えると述べており、また日米地位協定に関する文
献にも同様な記載が見られます。
　一方、2019年の国会答弁においては、在日米軍が
施設・区域内でない場所の上空で飛行訓練を行うこと
が認められるのは、日米地位協定の特定の条項に明記
されているからではなく、日米安保条約及び日米地位

協定により、米軍が飛行訓練を含む軍隊としての機能
に属する諸活動を一般的に行うことを当然の前提とし
た上で、日米安保条約の目的達成のため我が国に駐留
することを米軍に認めていることから導き出されるも
のであるとしております。
　両答弁の整合性につきましては、現在外務省に照会
を行っているところであります。いずれにしまして
も、県としては、提供施設・区域外における訓練は一
切あってはならないと考えております。
　次に、低空飛行訓練について、県として独自に飛行
高度測定を行わないのかという趣旨の御質問について
お答えいたします。
　米軍航空機の飛行高度測定については、岸防衛大臣
が２月19日の記者会見において防衛省として映像や
写真などから、米軍機の高度を分析する手法や必要な
条件等について有識者から助言を仰ぐなど検討を始め
ていると述べております。
　県としては、同測定については、まずは基地の提供
責任者である国において実施するべきであると考えて
おり、引き続き情報の収集、国との連携に努めてまい
りたいと考えております。
　次に、低空飛行訓練に関しまして、政府は、施設・
区域外における低空飛行訓練を止めさせることはでき
ない。いっそのこと嘉手納基地の撤去を日米両政府に
求めるべきという御質問にお答えいたします。
　嘉手納飛行場をめぐっては、昼夜を問わない訓練や
エンジン調整、外来機の度重なる飛来やパラシュート
降下訓練の実施に加え、同飛行場の再編工事に伴い住
宅地に近いパパループが一時使用され、騒音及び悪臭
を発生させ、ＳＡＣＯ最終報告の趣旨である負担軽減
と逆行する状況であると言わざるを得ません。また同
飛行場では、米軍再編に伴う一部訓練移転が実施され
ておりますが、目に見える形での負担軽減が十分に現
れているとは言えないと考えております。
　県としては、これ以上の基地負担の増加はあっては
ならないことから、今後ともあらゆる機会を通じ、周
辺住民の負担軽減が図られるよう三連協とも連携し、
日米両政府に対して粘り強く働きかけていきたいと考
えております。
　次に、復帰50年に向けて、経済発展の阻害要因で
ある米軍基地を撤去し、基地のない平和な沖縄を実現
すべきであるという御質問にお答えいたします。
　県といたしましては、復帰50周年の節目に当たり
沖縄21世紀ビジョンに掲げる、基地のない平和で豊
かな沖縄をあるべき県土の姿としながら、基地の整理
縮小を求めるとする基本的考え方や、県議会における
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在沖海兵隊の撤退を求める全会一致の決議を重く受け
止め、まずは当面は50％以下を目指すとする具体的
な数値目標を設定し、実現することを日米両政府に求
めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　米軍基地の阻害要因とい
う趣旨の質問にお答えいたします。
　沖縄県の枢要な部分を占有している基地、広大な米
軍提供水域・区域の存在は、総合的な交通ネットワー
クの構築や計画的なまちづくり、産業立地、航空機及
び船舶の航行の制約を受けるなど、沖縄の発展可能性
をフリーズしてきたものと認識しております。
　基地返還後の跡地利用による経済効果は、かつての
基地経済の効果を大きく上回るものとなっており、県
としましては、跡地利用の円滑な利用に向けて市町村
と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
　　　〔玉城武光君登壇〕
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時51分休憩
　　　午後４時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○玉城　武光君　玉城武光です。
　日本共産党県議団を代表して質問します。
　新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた
方々にお悔やみを申し上げます。また、県民の命を守
るために日夜奮闘されている医療従事者や関係者の皆
さんに心から敬意を表します。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、東京オリンピック・パラリンピック組織委員
会の森喜朗前会長による「女性がたくさん入っている
理事会は時間がかかる」という発言は、女性を蔑視す
る発言であり許されません。また、森氏だけではなく、
同氏に辞任を求めず、ジェンダー平等社会実現への日
本の本気度について国際的な信用を失墜させた菅義偉
政権の責任は極めて重大であります。知事の見解を伺
います。
　(2)、知事は、所信表明の中で「ジェンダー平等や
女性のキャリア形成の促進に向けて積極的に取り組ん
でまいります。」と述べられました。具体的な計画な
どを伺います。
　次に、事業と雇用を維持し、経済を持続可能にする
振興策について質問します。

　新型コロナウイルス感染症拡大の長期化で、事業と
雇用の危機は極めて深刻になっています。新型コロナ
ウイルス感染症の拡大は、命と経済を直撃し、貧困と
格差の実態をあらわにしています。弱い立場の人はさ
らに苛酷な生活が強いられる一方、強い立場の人はさ
らに強くなり、大もうけをしています。経済的な格差
は日本経済のゆがみを浮き彫りにしています。このよ
うなゆがみの抜本的な是正なしに、コロナ後の経済の
健全な復興は果たせません。
　(1)、事業と雇用を維持し、経済を持続可能にする支
援金は届いていますか。事業と雇用を持続させる支援金
を速やかに現場に届け切ることについて伺います。
　(2)、国に対して持続化給付金を複数回支給するこ
とを求めること。また、地域事業継続給付金の制度の
ための財政支援を求めるべきです。見解を伺います。
　(3)、新型コロナウイルスの感染症拡大によって、
非正規労働者の立場の弱さが改めて浮き彫りになりま
した。非正規労働者は、雇用の調整弁とされて真っ先
に雇用を打ち切られております。雇用は正社員が当た
り前の環境に改善すべきです。コロナ禍の中で非正規
労働者、女性、若者にどのような影響が出ていますか。
その雇用対策についても伺います。�
　(4)、消費税の緊急減税や、経営困難な中小業者へ
の消費税納税免除を国に求めるべきです。見解を伺い
ます。�
　(5)、基幹産業である観光業界は、かつて経験した
ことがないような苦境下に置かれております。新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響を受けた観光関連産業
の経済的影響と支援対策を伺います。また、休廃業・
解散・倒産等でどのような経済的影響が出ているの
か、どのような対策を行うのか伺います。�
　(6)、沖縄労働局は人手不足の産業で外国人労働者
のニーズが高まっていると分析し、労働法制や言語の
違いによるコミュニケーション不足で労働災害が発生
するなど、外国人雇用の課題を指摘しています。外国
人差別をなくし、労働者としての権利を保障すること
も重要になっております。外国人労働者の実態、寄せ
られた相談件数、相談内容と県の対応、取組等を伺い
ます。�
　３、食料自給率の向上、安全・安心な食料の確保、
国土の保全など多面的な機能を重視した農林水産業振
興策について質問します。
　(1)、食料自給率の向上と地産地消の推進などの施
策を伺います。
　(2)、気候変動や自然災害にも耐えられるような栽
培施設の研究、整備の施策を伺います。
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　(3)、サトウキビ生産農家の手取り価格と１トン当
たりの全算入生産費の推移を伺います。
　農業団体はサトウキビ価格の決定に際して、再生産
を十分確保できる価格の決定の旨の要請を行ってきま
した。にもかかわらず政府の農家手取り価格は据え置
かれたままであります。サトウキビ価格は、再生産費
が確保できる価格に引き上げるべきです。県の所見を
伺います。
　(4)、沖縄県の基幹作物であるサトウキビの収穫面
積が減り続けています。収穫面積が減少している要因
とサトウキビ栽培の増産施策を伺います。
　(5)、水産業の拠点基地である漁港・漁場、養殖場、
浮き・中層漁礁等の整備を強力に推進すべきです。そ
の推進計画を伺います。
　(6)、漁業経営安定対策と国の新規漁業就業者総合
支援制度を改善、充実することが求められています。
若い新規就業者に一定の期間、生活費を補塡する制度
を確立すべきだと考えます。漁業への若い人の就業と
定着を促進する施策を伺います。新規漁業就業者支援
制度も伺います。
　(7)、農業研究センター、水産海洋技術センターな
どの研究実績と体制強化を伺います。
　(8)、新型コロナウイルス感染拡大の影響が農漁業
者の生活を直撃しています。農漁業者の収入減少を補
塡する直接支援策を伺います。
　(9)、農業、漁業の海外研修生の実態を伺います。
　(10)、米軍の艦船や爆撃訓練から漁場を守り、操業
の安全を求めるべきです。県の所見を伺います。
　４、暮らし、福祉行政について質問します。
　65歳以上の高齢者は3000万人に上っています。
戦前、戦中、戦後の苦難の時代を身を粉にして働き続
け、家族と社会のために尽くしてきた敬愛すべき方々
でございます。老人福祉法には「敬愛されるとともに、
生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障される」
と明記されております。高齢者が安心して暮らせる社
会をつくることは政治の重要な責任です。
　(1)、独居老人の実態と孤独死の防止対策を伺いま
す。
　(2)、認知症高齢者の実態と支援策を伺います。
　(4)、高齢者虐待の実態と課題対策を伺います。
　(5)、医療的ケア児の保育や教育を受ける権利をど
のように保障していくのか。保護者の負担を減らすに
はどうすればいいのか。親子を孤立させない支援体制
の整備が急がれています。医療的ケア児の支援体制を
伺います。
　(6)、待機児童を解消するための認可保育園の増設

計画、無認可園への支援、保育士確保等を伺います。
　(7)、夜間保育の現状とどのような公的支援を実施
しているのか伺います。
　(8)、生活保護は必要とする全ての人が受給できる
ようにすべきです。捕捉率と支援策を伺います。
　(9)、菅政権は、75歳以上の370万人を対象に、医
療費の窓口負担を１割から２割に引き上げる法案を国
会に提出しています。菅政権は窓口２割負担を撤回す
べきです。県の見解を伺います。
　(10)、新型コロナウイルス感染が初めて確認されて
から１年、沖縄タイムス社と琉球朝日放送は県民意識
調査を電話で実施しています。その内容は、感染拡大
後、生活の苦しさを「大いに感じる」、「ある程度感じ
る」と答えた人の割合は合わせて65.2％、長引くコ
ロナ禍が県民生活に大きく影を落とす実態が浮き彫り
になっています。貧困、生活困窮者への支援策を強化
しなければなりません。その支援策の強化について伺
います。
　(11)、厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
によると、沖縄県の平成25年から平成29年の自殺の
原因・動機のうち、経済・生活問題が16.3％、健康
問題に次いで２番目に多いことからも経済的困窮は自
殺の大きなリスク要因の一つであると言えます。自殺
は個人の問題ではなく、社会構造上の問題だと言われ
ています。自殺の多くが追い込まれた末に選択するの
です。だからこそ、誰も自殺に追い込まれることのな
いような社会をつくることに全力を挙げなければなり
ません。自殺対策についての県の所見を伺います。
　５、教育環境の整備。
　(1)、少人数学級について質問をいたします。
　子供たちに豊かな教育環境を保障するために、中学
２年、３年も少人数学級に拡充すべきです。あわせて、
20人程度の少人数学級の推進についての所見を伺い
ます。
　(2)、中学２年・３年生まで35人学級を実施した場
合の教職員の増員数と、20人程度の少人数学級を実
施した場合の教職員の増員数を伺います。
　(3)、いじめを根絶するために市町村教育委員会や
関係機関と連携協力した対策を強化すべきです。いじ
めの実態と対策を伺います。
　(4)、養護教諭の複数配置、スクールカウンセラー、
ソーシャルワーカー、学校図書館司書など正規職員と
して配置し増員すべきです。所見を伺います。
　(5)、学校がブラック職場になっている。教職員の
長時間労働が社会問題となっています。その是正は、
労働条件の改善として緊急の課題であり、また子供の
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教育条件としても極めて大切な国民的課題となってお
ります。教職員の異常な長時間労働をどのように是正
するのか、その是正策を伺います。�
　６、安全・安心で快適な社会基盤整備について伺い
ます。
　３月11日で東日本大震災から10年の節目を迎えま
す。災害対策は、災害が発生した後の応急対策や復旧・
復興対策ではなく、災害の発生を抑え、被害の拡大を
防止するための予防対策を重視した政策に転換する必
要があります。
　(1)、災害に強いまちづくりは、命・安全を守るた
めの身近な防災・減災対策事業を優先すべきだと考え
ます。
　ア、大地震による津波浸水の最大想定と地震・津波
対策を問います。
　イ、津波洪水の浸水想定区域内に立地している学
校、児童施設数等の状況を問います。
　(2)、津波洪水の浸水想定区域地の海抜表示の現状、
避難所の設置状況、避難訓練の実施状況などを伺いま
す。　
　(3)、道路、港湾、空港等の耐震化・老朽化対策、治水・
浸水・土砂災害対策等の施策を伺います。
　(4)、県管理河川の土砂堆積、管理道路の整備、雑
草除去などの維持管理の状況を伺います。
　(5)、沖縄は自然環境に恵まれ、太陽光、風力、波力、
バイオエネルギーなどの開発と利用に恵まれた地域で
す。地球温暖化防止につながる再生可能エネルギーの
普及推進について伺います。
　(6)、2015年の地球温暖化対策の国際的枠組みパリ
協定が採択されてから５年が経過いたしました。気候
非常事態宣言についての見解とその取組を伺います。
　(7)、公契約条例が施行されてから３年が経過しま
す。その成果と課題を伺います。また、適正賃金額を
決めて元請業者に支払いを義務づける、実効性ある公
契約条例に改善すべきだと考えます。見解を伺います。
　(8)、防災行政無線の整備を含め、消防職員の増員
や消防水利の整備など、消防力を強化することは地域
の防災力にとって不可欠であります。地域防災計画の
点検や必要な見直し等を行い、高齢者や障害者、住民
の安全な避難など地域の防災計画を強化すべきです。
所見を伺います。
　(9)、消防団員の確保と処遇について質問します。
　総務省消防庁は、地域で消火活動や災害救助に当た
る消防団員を確保するため、待遇改善に向けた検討を
始めております。少子高齢化などで減少傾向が止まら
ず、地域防災力の低下に危機感が強まっています。消

防庁は団員に支払う報酬や出勤手当の引上げを視野に
有識者会議で議論し、対策の方向性を打ち出したとの
報道もあります。地域の消火活動や災害救助に当たる
消防団員の確保、処遇はどうなっていますか。その対
策と施策を伺います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時10分休憩
　　　午後５時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○玉城　武光君　失礼しました。
　まだ時間あります。
　４の(3)、ひきこもりの実態と支援体制を伺います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　玉城武光議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の (2)、
ジェンダー平等や女性のキャリア形成の促進に向けた
計画についてお答えいたします。
　個人の尊厳や多様性が尊重されるジェンダー平等の
実現は重要であると考えております。沖縄県では、男
女共同参画計画を策定し、沖縄21世紀ビジョンやＳ
ＤＧｓを踏まえた上で全庁体制で計画を推進している
ところです。次年度は、第６次男女共同参画計画を策
定することとしており、女性のスキルアップやネット
ワーク構築など、女性のキャリア形成を促進する取組
についても盛り込み、性別に関わりなく、あらゆる場
面において、個性や能力を十分に発揮し、喜びと責任
を分かち合う社会の実現に向けて全力で取り組んでま
いります。
　次に、事業と雇用を維持し、経済を持続可能にす
る振興についての御質問の中の２の (3)、非正規労働
者、女性、若者への影響と雇用対策についてお答えい
たします。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、女性や非
正規労働者の割合が特に高い、小売業や飲食業等にお
いて、解雇等の割合が高く、新規求人数も大幅に減少
していることなどから、女性や非正規労働者は、大変
厳しい状況にあると認識しております。また、企業が
新卒採用など新規求人を控える状況にあることから、
新規学卒者を含む若年者もまた厳しい雇用環境にある
と認識をしております。そのため、沖縄県においては、
雇用の維持と事業継続を最優先に、雇用助成金等の活
用促進のほか、就職支援や生活支援等を強化するとと
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もに、旅行需要や地域消費の喚起に資する新たな施策
により、雇用の受皿となる環境の改善に取り組んでい
るところであります。
　沖縄県としては、引き続き関係機関と連携しなが
ら、県民の雇用と生活を守るための各種施策に全力で
取り組んでまいります。
　次に、安全・安心で快適な社会基盤整備についての
御質問の中の６の (6)、気候非常事態宣言の見解と取
組についてお答えいたします。
　人類の生存基盤に影響を及ぼすおそれのある気候変
動への対応は、全世界で取り組むべき喫緊の課題であ
り、ＳＤＧｓの取組の中でも重要な分野であると考え
ております。このようなことから、気候変動を食い止
めるための取組を県民一人一人が自分事として受け止
め、さらに一丸となって推進するため、気候非常事態
宣言を行うこととし、今年度末の宣言に向けて作業を
進めているところです。
　沖縄県としましては、宣言を機に、より一層の地球
温暖化対策を強化してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、知事
の政治姿勢についての御質問の中の (1)、東京オリン
ピック・パラリンピック組織委員会の森前会長の発言
についてお答えいたします。
　ジェンダー平等の実現については、ＳＤＧｓにおい
ても17のゴールの一つに掲げられ、よりよい世界を
目指す国際目標となっております。男女が対等に意思
決定に関わることは非常に重要であることから、県で
は管理職における女性の登用や審議会等委員への女性
の参画促進に取り組んでいるところであり、今回の一
連の発言については、誠に残念であります。
　次に４、暮らし、福祉行政についての御質問の中の
(1)、独居老人の実態と孤立死防止対策についてお答
えいたします。
　平成27年国勢調査の結果によると、沖縄県の高齢
者単独世帯は約５万2000世帯で、一般世帯総数に占
める割合は9.3％となっており、今後も高齢者単独世
帯は増加することが見込まれ、孤立死等の懸念も高
まっております。
　県では、地域の老人クラブが実施する在宅高齢者に
対する日常生活の援助等を目的とした訪問活動への支
援や、市町村の見守りネットワークの構築促進、及び
県と民間企業との見守り活動に関する協定締結等に取

り組んでいるところです。
　同じく４の (2)、認知症高齢者の実態と支援策につ
いてお答えいたします。
　令和元年度の県内における要介護・要支援認定者
における65歳以上の認知症高齢者数は５万9396人
で、このうち４万1797人が何らかの支援が必要と判
定されております。認知症については早期診断・早期
対応が重要とされており、認知症の疑いがある場合、
早めに医療機関を受診し、適時・適切な医療及び介護
サービスへつなげる体制整備を各市町村が中心となっ
て実施しております。
　県としましても、認知症施策推進大綱に基づき、関
係機関等と連携して施策を推進してまいります。
　同じく４の (4)、高齢者虐待の実態と課題、対策に
ついてお答えいたします。
　令和元年度の本県の高齢者虐待認定件数は205件
で、前年度に比べ11件増加しております。その内訳
は、家族等養護者によるものが198件、養介護施設
従事者によるものが７件となっております。高齢者虐
待については、早期発見や困難事例への適切な対応が
課題となっており、県では、住民への意識啓発や介
護施設従事者への研修、市町村における相談体制の充
実、困難事例への弁護士等の専門職派遣を実施してお
り、今後も引き続き高齢者の虐待防止に取り組んでま
いります。
　同じく４の (5)、医療的ケア児の支援体制について
お答えいたします。
　医療的ケア児については、平成30年４月時点で
207人、令和２年４月時点では、275人となっており、
68人増加している状況にあります。また、受入れ可
能な障害児通所支援事業所は37か所、医療型障害児
入所施設は６か所あります。
　県においては、医療的ケア児を支援するコーディ
ネーター養成研修を行っており、これまで77名が修
了しております。引き続き、医療的ケア児の支援体制
の整備に努めてまいります。
　同じく４の (6)、待機児童解消に向けた支援につい
てお答えいたします。
　県では、第二期黄金っ子応援プランに基づき、令和
３年度末までに６万6865人の保育定員を確保するこ
ととしており、市町村が実施する保育所整備への支援
や、認可化移行を目指す認可外保育施設の運営費や施
設改善費への支援を行っております。また、保育士を
確保するため、修学資金等の貸付けや、潜在保育士に
対する復職支援などを行っており、待機児童解消に向
けて、引き続き、市町村と連携し取り組んでまいりま
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す。
　同じく４の (7)、夜間保育の現状等についてお答え
いたします。
　令和２年４月１日現在、夜間保育所は県内に３施設
となっており、このほか、延長保育により夜８時以降
も開所している保育所が３施設あります。夜間保育所
に係る公的支援については、公定価格の基本分単価に
加えて、今年度より夜間保育加算が拡充されているほ
か、22時以降に延長保育を実施する場合の補助基準
額が増額されるなど、公的支援の拡充が図られており
ます。
　県としましては、引き続き市町村の取組を支援する
ことにより、多様な保育サービスの充実に取り組んで
まいります。
　同じく４の (8)、生活保護の捕捉率等についてお答
えいたします。
　生活保護におきましては、保護を申請された方々に
ついて、保有する資産等を調査し、保護の開始を決定
しておりますが、申請をされない方々については、資
産の状況等を把握することができず保護の対象とな
るか分からないことから、捕捉率の推計は困難となっ
ております。
　県としましては、保護を必要とする方には確実に
保護を受けていただくことが重要であると考えてお
り、同制度がその機能を十分に果たせるよう、今後と
も制度周知や適正な実施に努めてまいります。
　同じく４の (10)、生活困窮者への支援策について
お答えいたします。
　県及び各市では、困り事や不安を抱えている方から
の相談を県内19か所に設けた生活困窮者自立支援制
度の相談窓口において幅広く受け付けております。ま
た、新型コロナウイルス対策としては、住居確保給付
金の支給期間の延長や緊急小口資金等の特例貸付け
を実施しているところです。
　県におきましては、県広報誌やチラシの各戸配布等
により制度周知を図るとともに相談員を増員するな
ど取組を強化しているところであり、引き続き関係機
関と連携しながら、生活に困窮する方々に適切な支援
ができるよう取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、事業と雇用を維
持し、経済を持続可能にする振興策についての御質問
の中の (1)、事業と雇用を継続させる支援金について
お答えいたします。

　県では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、昨年12月14日以降、飲食店等へ時短要請を発出
し、要請に応じていただいた事業者へ協力金の支給を
実施しており、迅速な支給に向け、事務体制を整え取
り組んでいるところです。また、国の雇用調整助成金
の支給を受けた事業主を対象に、県が一定割合を上乗
せ助成する雇用継続助成金についても、申請手続に必
要な記載事項や添付書類を少なくし、迅速な支給を
図っております。
　同じく２の (2)、持続化給付金の複数回実施等につ
いてお答えいたします。
　国や県独自の緊急事態宣言による経済的影響は、宿
泊業をはじめ、様々な分野に及んでいます。そのた
め、県では、国の一時金についても県内事業者が幅広
く対象となるよう要請を行うとともに、持続化給付金
や家賃支援給付金等の再度の実施について、これま
で、全国知事会と連携して国へ要請を行ってきたとこ
ろであります。なお、国が実施する緊急事態宣言の影
響緩和に係る一時支援金では、県内でも幅広い業種が
対象となり得ることから、県としても、これらの事業
者への周知及び活用に向けたサポートに取り組んで
まいります。
　同じく２の (5)、休廃業・解散・倒産企業等の経済
的影響と対策についてお答えいたします。
　民間機関の調査によると、令和２年の県内企業の休
廃業・解散は384件、倒産は34件となっております。
また、商工会等の各支援機関に確認したところ、１月
末時点で、廃業と思われる事例が約280件となって
おります。
　県としましては、休廃業や倒産件数の増加は、雇用
の喪失や関連事業者への連鎖など、県経済に甚大な影
響を与えるものと考えております。そのため、県で
は、最重要課題である事業継続と雇用維持のために、
資金繰り支援の融資限度額拡充や雇用調整助成金の
上乗せ助成を継続するとともに、幅広い業種で利用可
能なハピ・トク沖縄クーポンの発行等の域内需要喚起
策を継続実施してまいります。
　同じく２の (6)、県内の外国人労働者の実態と県の
対応についてお答えいたします。
　沖縄労働局によると、届出のあった県内外国人労働
者は、令和２年10月末現在で１万787人となってお
ります。県では、外国人労働者やその事業主などを対
象とした労働関係法令等に関するセミナーの開催や
労働相談を実施しており、今年度の相談件数は12月
末現在で５件、主な相談内容は、職場上司とのトラブ
ルや解雇に関すること等であります。
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　県としましては、必要に応じ、国の多言語対応の専
用相談窓口を案内するとともに、労働基準関係法令違
反の疑いがある場合には、外国人労働者に不利益とな
らないよう労働基準監督署へ情報提供するなど適切に
対応しております。
　次に６、安全・安心で快適な社会基盤整備について
の御質問の中の (5)、再生可能エネルギーの普及推進
についてお答えいたします。
　県では、世界的な脱炭素に向けた潮流に加え、ＳＤ
Ｇｓの理念や2050年のカーボンニュートラルを目指
す国の方針等を踏まえ、再生可能エネルギー導入拡大
を進めるためのロードマップとなる新たなエネルギー
ビジョンの策定を進めております。また、昨年12月
には沖縄電力と連携協定を締結したところであり、引
き続き官民連携の下、再生可能エネルギーの導入拡大
を図ることとしております。
　県としましては、新たな振興計画において再生可能
エネルギーの導入促進に係る支援制度等を要望すると
ともに、宮古島や波照間島等での実証事業成果の活用
を促進するなど、新たなエネルギービジョンに基づ
き、脱炭素社会の実現に向けたエネルギー施策を推進
してまいります。
　同じく６の (7)、沖縄県の契約に関する条例の成果
と課題等についてお答えいたします。
　県では、条例施行後、労働環境の整備の促進などの
基本理念を総合的に推進するため、沖縄県の契約に関
する取組方針を策定し、現在、取組方針に掲げる119
の取組のうち、113の取組が実施され、一定の成果が
得られているところであります。課題としては、未実
施の取組を促進し、条例の基本理念の浸透を図る必要
があると考えております。
　県としましては、引き続き県契約に関する施策を総
合的に推進していくことで、条例の実効性を高めてい
くことが重要であると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　２、事業と雇用を維持し、
経済を持続可能にする振興についての御質問の (4)、
消費税の緊急減税等についてお答えいたします。
　消費税の緊急減税につきましては、新型コロナウイ
ルス感染症対策としての国の方針は示されておりませ
んが、引き続き国や他の都道府県の動向を確認してま
いります。なお、消費税の納税につきましては、国に
おいて納税の猶予制度を活用し、適切に運用されてい
るものと認識しております。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　２、事業
と雇用を維持し、経済を持続可能にする振興について
の (5)、観光関連産業への経済的影響と支援策につい
てお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和２年
の観光消費額は試算で2720億円、対前年比4764億
円の減、率にして64％減少していることから、宿泊
業や飲食サービス業をはじめとする観光関連産業に深
刻な影響が生じているものと考えております。観光
関連産業への支援策としては、一律10万円の奨励金
を給付する安全・安心な島づくり応援プロジェクトを
はじめ、域内需要喚起のためのおきなわ彩発見キャン
ペーン事業等を実施してまいりました。また、現在、
急激な経営悪化に陥っている宿泊事業者を支援するた
め、家族でＳｔａｙ�Ｈｏｔｅｌ事業を実施しており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　３、食料自給率の向
上など、多面的機能を重視した農林水産業の振興につ
いての御質問の中の (1)、食料自給率の向上や地産地
消の推進についてお答えします。
　本県の食料自給率は平成29年度確定値で、カロリー
ベースで33％、生産額ベースで57％となっておりま
す。食料自給率の向上を図るためには、県内農林水産
物の生産拡大と地産地消を推進することが重要であり
ます。
　県としましては、おきなわブランドの確立と生産供
給体制の強化や流通・販売・加工対策の強化等の施策
を推進し、食料自給率の向上と地産地消に取り組むな
ど持続的な農林水産業の振興を図ってまいります。
　同じく (2)、災害に強い栽培施設の研究と施設整備
についてお答えします。
　県では、平成24年度より一括交付金を活用し、災
害に強い高機能型栽培施設の導入推進事業等に取り組
んでおり、令和元年度までに強化型パイプハウスなど
の施設を約196ヘクタール整備したところでありま
す。また、農業研究センターにおいては、耐風性簡易
施工型ハウスの開発や環境制御機器類の効果的な利用
に向けた研究に取り組んでいるところであります。
　県としましては、引き続き農作物の安定生産に向け
災害に強い施設整備等を推進してまいります。
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　同じく (3)、サトウキビ生産農家の手取り価格と全
算入生産費の推移についてお答えします。
　サトウキビ生産農家の平均手取価格については、甘
味資源作物交付金は平成25年産以降増額傾向で措置
されているものの、粗糖の国際価格と連動する取引価
格がやや低下傾向にあることから、平均手取価格は横
ばいで推移しております。一方、全算入生産費につい
ては、機械化の進展などにより生産コストが減少傾向
にあるものの、平均手取価格を上回って推移しており
ます。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、再生
産可能な交付金単価の確保について国に要望してま
いります。
　同じく (4)、サトウキビ栽培面積減少の要因と増産
施策についてお答えします。
　近年、サトウキビの栽培面積は、生産農家の高齢化
の進展、度重なる台風や干ばつ等の気象災害、病害虫
被害等の要因により減少傾向にあります。このため県
では、１、ハーベスタ等の導入による機械化の促進、
２、農作業受委託組織の支援等による担い手育成、
３、優良品種の育成及び優良種苗の配布など各種増産
対策を実施しているところであります。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、サト
ウキビ生産振興に取り組んでまいります。
　同じく (5)、水産業の基盤整備の推進についてお答
えします。
　水産業の基盤整備については、沖縄21世紀ビジョ
ン基本計画に基づき亜熱帯・島嶼性に適合した防風・
防暑施設、浮き桟橋の整備や老朽化した漁港・漁場施
設の維持更新に取り組んでいるところであります。令
和元年度までの目標達成状況は、陸揚げ岸壁の耐震化
が97％、安全に避難できる岸壁整備が98％、浮き魚
礁の更新が90％となっております。
　令和３年度は、糸満漁港の防風柵整備や、浮き魚礁
の更新を15基行うなど、引き続き水産業の基盤整備
を推進してまいります。
　同じく (6)、水産業における新規就業者の確保と定
着についてお答えします。
　水産業を支える人材の確保・育成を強化するため、
沖縄県地域漁業担い手確保・育成支援協議会において
漁業人材育成総合支援事業を活用し、長期研修支援に
取り組んでいるところであります。令和２年度は、雇
用型４名、独立型27名、計31名の研修生の受入れに
対し、支援を行っております。
　県としましては、引き続き漁業関係団体等と連携
し、新規就業者の確保・育成の施策を積極的に推進し

てまいります。
　同じく (7)、研究実績と体制強化についてお答えし
ます。
　本県の農林水産業の振興を図るためには、農林水
産技術の開発と研究機関の体制強化が重要でありま
す。最近の研究成果としましては、天敵を利用したマ
ンゴー等の害虫の防除体系の開発や、モズク養殖の
生産不調における海水温の影響の特定などがありま
す。また、研究員の資質向上を図るため、派遣研修を
実施するとともに、大学などと共同研究に取り組むこ
とで体制の充実を図っております。
　県としましては、引き続き試験研究の推進に向けた
研究機関の強化に努めてまいります。
　同じく (8)、農林漁業者への支援策についてお答え
します。
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、農林水産
物の消費や価格面など、様々な影響が生じておりま
す。このため、県では、１、ちばりよ～！わった～農
林水産業応援プロジェクト事業による学校給食等へ
の県産農水産物の食材提供、２、経営安定対策とし
て、農業者の収入を補償する収入保険や漁業共済への
加入促進、３、価格安定対策として、野菜価格安定対
策事業などを実施しております。
　県としましては、令和３年度当初予算に関連予算を
計上し、引き続き農林漁業者の支援に取り組んでまい
ります。
　同じく (9)、農漁業の技能実習生等の受入れ状況と
課題についてお答えします。
　令和２年10月末現在、沖縄労働局における外国人
雇用状況まとめによると、農業では、外国人技能実習
制度等を活用し、402名の技能実習生等が就業してお
ります。漁業では、120名の技能実習生等が就業して
おります。外国人材受入れの課題としまして、１、言
葉やコミュニケーション、文化・食事など生活習慣の
違い、２、住居等の環境整備などがあります。
　同じく (10)、米軍訓練水域における操業の確保に
ついてお答えします。
　米軍の訓練水域は、漁業者にとって、直接漁場が制
限されるなど、大きな制約を受けております。そのた
め、県では、ホテル・ホテル訓練区域の解除の拡大や
鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場の返還等について
これまで国に対して要請を重ねてきており、令和２年
10月には、防衛大臣に対して要望書を提出したとこ
ろであります。
　県としましては、漁船の安全操業と漁場の確保のた
め、漁業関係団体とも連携しながら、引き続き国に要
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請してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　４、暮らし、福祉
行政についての御質問の中の (3)、ひきこもりの実態
と支援体制についてお答えいたします。
　国が実施したひきこもりに関する実態調査から推計
しますと、県内のひきこもり者数は、約１万3800人
となります。平成28年10月より、県はひきこもり専
門支援センターを設置し、ひきこもり当事者や家族等
への相談支援、訪問支援、相談対応者の人材育成研修
などを行っております。また、自立相談支援機関にお
いて相談や生活支援等を行っているほか、地域若者サ
ポートステーションにおいてひきこもり状態にある若
者への就労支援なども行っているところです。
　同じく４の (9)、後期高齢者の窓口負担の引上げに
ついてお答えいたします。
　国においては、現役世代からの支援金等で支えられ
ている後期高齢者医療制度における現役世代の負担軽
減を図るため、窓口負担割合の見直しが検討されてき
たところ、これに対し全国知事会は、制度の検討に当
たっては、特に低所得者に対し十分配慮するよう要請
してきたところです。
　今般、後期高齢者のうち所得が一定以上の方につい
て、医療費の窓口負担割合を２割とする法律案が国会
に提出されましたが、県としましては、今後の国にお
ける法案審議の動向を注視してまいります。
　同じく４の (11)、自殺対策についてお答えいたし
ます。
　県は、「だれも自殺に追い込まれることのない社
会」を目指して平成30年度に第２次沖縄県自殺総合
対策行動計画を策定し、令和８年までに自殺死亡率を
30％減少させることを目標に対策を行っているとこ
ろであります。具体的には、身近な方が気づき、寄り
添い、必要に応じて専門家につないで見守る意識が共
有されるよう、ゲートキーパー養成講座へ講師を派遣
しております。また、身体的不調を伴う鬱状態に対応
するため、かかりつけの内科医師などの自殺リスク評
価の技術向上を目指し、各地区医師会への研修委託や
総合精神保健福祉センターにおける研修を行っており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　５、教育環境の整備につい

ての御質問の中の少人数学級の拡大についてお答えし
ます。５の (1) と５の (2) は関連いたしますので、恐
縮ですが一括してお答えさせていただきます。
　県教育委員会では、令和３年度から、中学校２年生
及び３年生に35人学級を拡大し、小中学校全学年で
少人数学級が実現します。中学校２年生及び３年生に
35人学級を拡大するために必要な教員は約180人を
見込んでおります。また、小中学校全学年で20人学
級を実施した場合、教員は、現在よりも約3300人必
要となると見込んでおり、教員及び教室の確保が課題
となります。
　同じく (3)、いじめの実態と対策についてお答えし
ます。
　令和元年度問題行動等調査における本県のいじめの
認知件数は、小学校１万3116件、中学校1546件、
高校205件、特別支援学校28件となっております。
いじめの認知件数が高い状況につきましては、ささい
ないじめ等も見逃さず、積極的に認知し、早期発見に
努めた結果であると考えております。
　県教育委員会では、市町村教育委員会や警察、弁護
士会と連携した情報交換、学校における各種研修の実
施等、いじめ防止に向けた取組を行っているところで
あります。
　今後も引き続き、関係機関と連携し、いじめ防止に
向けた取組を行ってまいります。
　同じく (4)、養護教諭の複数配置等についてお答え
いたします。
　養護教諭の配置については、公立義務教育諸学校の
学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の規定
に基づき、大規模校において複数配置するなど定数の
範囲内で適切に配置しております。市町村立小中学校
の学校司書については、市町村教育委員会において令
和２年度は372校に配置されており、平成30年度の
正規率は28.9％となっております。
　県立学校においては、76校全てに配置し、正規率
は44.7％で、採用試験を実施し、正規率の向上に努
めております。スクールカウンセラー及びスクール
ソーシャルワーカーは、令和２年度から会計年度任用
職員となっており、正規職員としての配置について、
国の動向を注視し検討してまいります。
　同じく (5)、教職員の長時間労働の是正についてお
答えいたします。
　県教育委員会では沖縄県教職員働き方改革推進プラ
ンを策定するとともに、令和２年３月には県立学校教
育職員の勤務時間の上限の目安時間について方針を定
めたところです。県立学校では、時間外勤務が月80
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時間以上の勤務者数が、平成30年度は延べ3078人、
令和元年度は延べ2658人で、420人、13.6％の減と
改善傾向が見られます。
　引き続き働き方改革を推進し、教職員の長時間勤務
の縮減に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　６、安全・安心で快適
な社会基盤整備についての (1) のア、津波浸水の最大
想定と対策等についてお答えをいたします。
　平成27年３月に公表した沖縄県津波浸水想定にお
いて、最大クラスの津波が発生した場合に１メートル
以上浸水する面積の県合計は、２万4020ヘクタール
となっております。
　県としては、地域防災計画に基づき、ハード面では
公共施設等の耐震化や避難等の機能を有する道路・公
園の整備などに取り組むとともに、ソフト面では防災
訓練や防災知識の普及・啓発などに取り組んでおりま
す。
　引き続き、市町村等関係機関と連携しながら、地震・
津波対策の充実・強化に取り組んでまいります。
　同じく６の (1) のイ、学校、児童施設数等の状況に
ついてお答えいたします。
　津波浸水想定及び洪水浸水想定区域に立地してい
る学校、児童施設数等について関係部局に確認したと
ころ、学校数は144校、児童施設数は90施設となっ
ております。
　同じく６の (2)、浸水想定区域の海抜表示等につい
てお答えをいたします。
　市町村は、津波浸水想定及び洪水浸水想定区域にお
ける避難施設・避難経路や避難訓練の実施等に関する
事項を、市町村地域防災計画に定めるものとされてお
ります。県においては、沖縄県津波避難計画策定指針
により、市町村における海抜表示の方法や避難場所の
指定等を示しており、津波に関する指定緊急避難場所
は、令和３年１月末時点で、県内869か所が指定さ
れております。また、市町村との共催による沖縄県広
域地震・津波避難訓練を毎年実施しているところで
す。
　引き続き、市町村等と連携しながら、地震・津波対
策等の充実強化に取り組んでまいります。
　同じく６の (8)、地域防災計画の強化についてお答
えいたします。
　沖縄県地域防災計画については、関係法令の改正や
近年発生した災害の検証を反映した国の防災基本計

画の修正を踏まえ、令和３年４月に見直しを行うこと
としております。なお、高齢者や障害者など災害時要
配慮者に対する本県の取組としては、市町村へアドバ
イザーを派遣し、避難行動要支援者名簿の作成や要支
援者一人一人について避難先や経路等を記載した個
別計画の策定を促進しております。また、県総合防災
訓練を市町村と共同で開催することにより諸課題を
明確化し、改善策を共有することで地域防災力の向上
を図ってまいります。
　同じく６の (9)、消防団員の確保及び待遇について
お答えいたします。
　県内の消防団員数は、令和２年４月１日現在で
1721人となっており、全国的に減少傾向が続く中、
本県は昨年度まで増加傾向にありましたが、今年度は
42人の減となっております。消防団員の数及び待遇
については、各市町村条例において定められておりま
すが、報酬額及び出動手当額など、地方交付税単価と
比較し、少ない市町村もある状況となっております。
　県としましては、市町村に対し、団員確保及び待遇
改善への取組を促しているほか、県補助金を活用し
た消防協会の加入促進事業やコンビニ等へのリーフ
レット設置など、毎年様々な取組を行っているところ
であります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　６、安全・安心で快
適な社会基盤整備についての御質問のうち (3)、耐震
化・老朽化、治水対策等についてお答えいたします。
　土木建築部が所管する道路、港湾、空港等の社会基
盤については、定期的な点検を実施するとともに、長
寿命化修繕計画等に基づき、耐震化・老朽化対策等に
取り組んでおります。治水・浸水対策については、国
場川等の都市河川を重点的に整備するとともに、土砂
災害対策については、砂防・地すべり等の事業を実施
し、自然災害から県民の生命と財産を守り、安全・安
心の確保に努めております。
　次に６の (4)、県管理河川の維持管理の状況につい
てお答えいたします。
　県が管理する２級河川は、現在51水系、75河川と
なっております。県においては、水害の防止に向け、
計画的な調査・点検を行い、県民からの情報提供を踏
まえ、緊急性の高い箇所からしゅんせつや除草等を実
施しております。また、令和３年度は緊急浚渫推進事
業を活用して県管理の比謝川含め５河川のしゅんせ
つ等を予定しており、市町村管理河川においては、南
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城市の雄樋川を予定しております。
　県としては、引き続き防災・減災に取り組んでいき
たいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
　　　〔玉城武光君登壇〕
○玉城　武光君　答弁ありがとうございました。
　コロナ禍の中で、いろいろな業種、観光それから農
水産業もいろんなところで、困難になっているという
ことがあります。そのところにいろいろな支援策を今
後検討するということなんですが、これは財源的にも
国のほうに予算を要求して、そしてやって、早くその
支援策を実施しないといろいろなところに影響が出て
おります。
　それから福祉関係では弱い立場の高齢者、そして認
知症の方とか、そういうところにいろいろな影響が出
ておりますから、ぜひともその対策を強化していただ
きたいと思います。
　医療的ケア児の問題なんですが、この在宅それから
人工呼吸、そういうところに必要な障害者に対応でき
る施設をぜひ整備していただきたいと求めます。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時57分休憩
　　　午後５時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩いたします。
　　　午後５時57分休憩
　　　午後５時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　コロナ禍で影響を受けた
事業者等に対する支援に係る財源についての御質問で
ございました。
　沖縄県としましては、全国知事会を通じて一時支援
金の支給対象の大幅な拡大や、交通事業者、観光関連
事業者など影響を受けた全ての業種に対して手厚い支
援を行っていただくよう国に強く求めていくこととし
ております。また併せて地域において必要とされる経

済対策、感染防止対策が来年度も切れ目なく継続的に
行えるよう臨時交付金等の財源確保も強く求めていき
たいと考えているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　コロナの影
響を受けて、高齢者や認知症の方への対策を強化する
必要があるといった御趣旨の御質問にお答えいたしま
す。
　地域において高齢者を見守り、支え合う体制を強化
していくことがコロナの影響によって高齢者の方々の
孤立化を防ぐためには重要であると考えております。
　県におきましては、老人クラブ等が実施する、話し
相手になったり、日常生活の援助などを行うような事
業に対する研修会等を行っているほか、市町村におい
ては見守りを兼ねた宅配サービスなどの取組を行って
いるところでございまして、引き続き市町村と連携を
いたしまして、高齢者等、弱い方々の見守り体制の構
築に努めてまいります。
　また、医療的ケア児に対応できる施設の整備を進め
るべきであるという御趣旨の御質問に対しましては、
御答弁申し上げましたように医療的ケア児受入れ可能
な障害児通所支援事業所が37か所、医療型障害児入
所施設は６か所ございます。また、県におきましては、
レスパイトが行えるような受入れ事業所を増やすため
の支援といたしまして、その受入れに必要なストレッ
チャーの購入などの経費に対する助成も行っていると
ころでございます。引き続きこのような取組を通して
医療的ケア児の受入れ施設の増設に努めてまいりたい
と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで終了いたしました。
　次会は、明26日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時３分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。
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45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君



─ 134 ─

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きます。
　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　瑞慶覧　功君。
　　　〔瑞慶覧　功君登壇〕
○瑞慶覧　功君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　会派てぃーだネットの瑞慶覧功です。
　代表質問に入る前に所見を述べたいと思います。
　初めに、このたび勇退されます富川副知事におかれ
ましては、これまで翁長前知事……、（発言する者あ
り）　何て……、翁長前知事、そして玉城知事を支え
ていただき感謝を申し上げます。特に県経済、政策の
面から果たしてこられた功績は大変大きかったと評
価します。これからも沖縄県の発展のために助言をよ
ろしく賜りたいと思います。
　さて、県内で新型コロナウイルス感染が初めて確認
されてから、２月14日で１年となりました。しかし
現在、３回目となる県独自の緊急事態宣言が発令さ
れ、予断を許さない状況にあります。マスコミによる
県民意識調査によりますと、玉城県政の新型コロナ対
策を「評価する」が50.7％、政府の菅政権に対する
評価は16.5％でした。そして感染抑制と社会経済の
どちらを優先すべきかについては、「感染対策を優先」
との回答が70％の大勢を占めました。コロナ禍で苦
しい生活の中、県民は命ドゥ宝の精神で頑張っている
のが分かります。玉城知事には、県民の思いをしっか
りと受け止めて、引き続き県民に寄り添って頑張って
いただきたいと思います。会派てぃーだネットは、玉
城知事を全力で支えてまいります。
　日本オリンピック委員会の森前会長は、女性蔑視発

言により辞任に追い込まれました。この問題は、日本
の政治、社会構造の現状が恥ずべき形で世界中に発信
されてしまいました。新会長には、野田聖子衆議院議
員が就任しました。就任については、自民党からの離
党にとどまらず議員辞職すべきとの声もありました
が、私は今日の日本の政治状況の中では、大きな前進
だと思います。野田氏は、保守的な自民党の中におい
て世界で唯一、日本だけが認められないと言われる夫
婦別姓について選択的夫婦別姓の導入を目指して活
動されてきました。日本は国連から2016年に、男女
平等を確かなものにするため選択肢を持たなければ
ならない。実際には女性に夫の姓を強要しているなど
と批判され、勧告されています。しかし今日の自民党
では、反対派の「『絆』を紡ぐ会」の意見が強く、進
んでおりません。自民党の限界だと思います。オリン
ピックの開催が５か月後に迫っておりますが、コロナ
の影響でどうなるか見通せません。野田会長には、世
界の信頼を取り戻すために頑張ってほしいと思いま
す。（「橋本だよ」と呼ぶ者あり）　橋本、そうか失礼
しました。
　質問に入ります。
　１番、知事の政治姿勢について。
　(1)、アメリカの大統領にジョー・バイデン氏が就
任しました。識者からは、民主党政権・共和党政権で
も日米関係に大きな影響はないという声と反人種差
別を訴えたバイデン大統領に基地問題解決を期待し
ワシントン事務所を活用して行動すべきとの声があ
ります。知事の見解を伺います。
　(2)、菅首相による日本学術会議会員６名に対する
任命拒否問題は、世論調査で国民の約７割が説明不足
だと回答し、学問の自由を侵害するものだと批判が集
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まっております。知事の見解を伺います。
　全国の都道府県議会と市議会、町村議会の各議長会
が議会運営の基準となる標準規則を改正し、産休期間
を産前６週、産後８週と初めて明記し、議会の欠席理
由には育児や介護も加え、出産と議員活動を両立でき
るよう議長会が足並みをそろえました。しかし拘束力
はないとのことです。労働基準法は産休を定めている
が、議員は労働者ではなく適用されないそうです。総
務省の調査では、沖縄県議会や県内市町村議会におけ
る女性議員の割合は、いずれも全国平均を下回ってい
ることが分かりました。ＪＯＣの森前会長の女性蔑視
発言が問題となる中、琉球新報の「「女性力」の現実、
政治と行政の今」が報道され、女性議員に対する性差
別が残る男尊女卑等の問題がシリーズで取り上げら
れ、大きな反響を呼びました。
　(3)、昨年末に閣僚決定された国の第５次男女共同
参画基本計画では2025年に国政選挙の候補者の女性
割合を35％にすることを掲げ、政党にクオータ制の
導入で女性比率を高めるよう要請しています。知事の
見解を伺います。
　２、新型コロナウイルス対策について。
　(1)、感染状況について。
　ア、世界の感染状況、感染者数、死亡者数について
伺う。
　イ、日本の感染状況、感染者数、死亡者数について
伺う。
　ウ、県内の感染状況、感染者数、死亡者数等年齢別
について伺う。
　エ、他都道府県と沖縄県との状況の違い、特徴につ
いて伺う。
　(2)、防疫体制について。
　県はＰＣＲ検査に8000円を補助するとしています
が、格安航空会社ピーチアビエーションは自社で補助
金を出し、証明書の提出を求めています。
　ア、水際対策として沖縄に入ってくる便の搭乗手続
時に３日前の陰性証明書の提出を求め、船で離島に行
く際も同様とし、県民には補助を出すべきではない
か、見解を伺います。
　観光危機管理研究所の鎌田代表理事は、旅行者専用
相談センターＴＡＣＯは本格的に水際対策とするな
ら、沖縄観光コンベンションビューローではなく疫学
的な知識を持つ保健医療部が担当したほうがいい。そ
して知事へのアドバイザーとなり、時にはスポークス
マンとなるコロナ対応に特化したポストがあってもい
いと提言しています。玉城知事は多忙過ぎると思いま
す。

　イ、県民へのコロナウイルス関連の発表は決まった
時間に専門部署が行ったほうがよいのではないか。見
解を伺う。
　ウ、人口約2300万人、沖縄の約16倍の台湾は２月
10日現在、感染者数935人、死者９人となっています。
県内の死者は100人を超えています。同じ島国で観光
産業も盛んであります。なぜ、世界中で最も感染拡大
を抑えることができたのか。それは徹底した水際対策
にあります。入国者への２週間の隔離政策にあります。
沖縄も台湾から学ぶべきではないか。見解を伺う。
　エ、現在、新型コロナ療養のホテルは那覇市２か所、
北部、宮古・八重山地域に各１か所となっており、中
部にはない状況です。中部地域への療養ホテルの設置
が求められております。見解を伺います。
　オ、県独自の緊急事態宣言解除の目安について、見
解を伺います。
　３、基地問題について。
　(1)、米軍機の低空飛行訓練について。
　民間地での危険な訓練が繰り返されています。県民
の命に関わる問題であり、政府の負担軽減は口先だけ
で中身が伴っておりません。県のワシントン事務所か
らバイデン政権に積極的に沖縄の現状を発信すべきで
はないでしょうか。見解を伺います。
　(2)、辺野古新基地建設問題について。
　ア、サンゴ特別採捕許可に関する国の関与取消訴訟
の判決について、見解を伺う。
　イ、普天間飛行場代替施設、建設事業公有水面埋立
変更承認申請の審査状況と今後の対応について伺う。
　ウ、辺野古工事作業船の恩納村の浜に座礁した件に
ついて。経緯・対応・周辺海域への影響・対策につい
て伺う。
　(3)、辺野古埋立土砂の南部地域からの採取問題に
ついて。
　ア、辺野古埋立土砂について県内各地域からの計画
があるが、とりわけ魂魄の塔周辺の土地については、
いまだに現場には多くの遺骨が眠る場所であり、県民
感情を切り裂く行為である。県の認識を伺う。
　イ、糸満市米須では土砂採掘業者が開発届を提出す
ることなく着手し、県の指導を受け今年１月に届出を
提出したとのこと。県の対応を伺います。
　ウ、ガマフヤー代表の具志堅さんは玉城知事の視察
を求めています。見解を伺います。
　これに関しましては、玉城知事は去る２月21日に
早速糸満市米須を視察されたとのことで、これは再質
問で感想を聞きたいと思います。
　４、ワシントン事務所の駐在員活動について。
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　ワシントン事務所は私が尊敬する故玉城義和さんが
米軍基地に苦しめられ続ける沖縄の現状を一顧だにし
ない日本政府にあらがい、民主主義のリーダーを標榜
する、米政府に直接訴える必要性から翁長知事に提案
し実現したと思っています。ですから、沖縄に危険な
基地を押しつけておきたい自民党政権にとっては邪魔
なんです。だからこそ私たち沖縄県民にとっては、重
要だと考えます。
　ワシントン事務所の設置目的と活動実績、成果と課
題について伺います。
　５、北谷浄水場の水源から検出された有害物質ＰＦ
ＯＳ問題について。
　(1)、経緯と現状、県と国の対応、課題について伺う。
　(2)、ＰＦＡＳ汚染水から市民の生命を守る連絡
会並びに関係市町村からの要請内容と県の対応を伺
う。�
　(3)、血中濃度調査については、北谷浄水場から給
水を受けている全７市町村が実施を望んでいます。国
に対して調査の実施を要求すべきではないか見解を伺
います。
　６、座間味浄水場の建設について。
　(1)、これまでの経緯と現状、課題と企業局の対応
について伺います。
　７、首里城再建について。
　(1)、首里城再建に向け、県民の意見が反映される
システムの構築と所有権を県に移転することについて
国と協議すべきではないか。見解を伺います。�
　８、経済振興について。
　(1)、経済金融活性化特別地区、情報通信産業特別
地区等の特区制度の活用を促進し、北部地域の経済振
興を図る必要がある。現状と課題を伺う。
　９、福祉行政について。
　(1)、養護施設重度障害者施設入所者の18歳以上の
受入れ施設整備を充実させる必要があると考える。現
状と見解を伺う。
　10、教育行政について。
　(1)、宮古島の小中学校教員宿舎を新設し、整備す
る必要があると考えるが、現状と見解を伺います。
　11、県職員の働き方について。
　現業業務見直し方針が、平成17年に策定され現業
業務は民間委託または非現業職員が処理する業務とさ
れています。
　(1)、県職員の現業業務事業見直しによる行政効果
と影響、課題について伺う。
　昨年の豚熱発生時には、現場に不慣れな行政職員が
動員され苦労したとのことです。このような危機管理

時に適用できるのは、現業職員と思います。
　(2)、県の事務事業における現業業務の位置づけ、
現業職員の活用状況について伺う。
　病院現場では、１月現在、看護師の欠員が61名で
現場は深刻な看護師不足により、過重労働状態になっ
ていると言われます。
　(3)、育児休業、病休による看護師欠員の現状とそ
の対策について伺う。
　(4)、コロナ関連時間外未払いについて、現状と対
応を伺う。
　(5)、県における民間企業からの出向受入れ、新型
コロナウイルス感染症対応休業者等マッチング事業の
現状について伺う。
　12、観光業界がＧｏＴｏトラベルを再開するよう
強く要望しているが、県の認識を伺う。
　以上、答弁をよろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　では、代表質問に答弁させていただきます。
　瑞慶覧功議員の御質問にお答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の (1)、
バイデン政権への働きかけについてお答えいたします。
　バイデン新政権が発足し、連邦議会議員が改選さ
れ、海兵隊の再編が議論されているこの時期は、政府
関係者や連邦議会議員と面談し、沖縄の基地問題の実
情を訴えるための好機であると考えております。この
ため、私からバイデン新政権に対し、辺野古新基地建
設計画における軟弱地盤や活断層などの問題を指摘
し、この計画の再検証を求める書簡を送付しておりま
す。また、今年度はコロナ禍で活動が制約されている
中、ワシントン駐在は、昨年11月の選挙で当選された
連邦議会議員の関係者約30人とオンラインで面談し、
辺野古新基地建設の技術的課題、普天間飛行場におけ
るＰＦＯＳ漏出事故、在沖米軍による事件・事故等に
ついて情報提供を行うなど、積極的な取組を行ってお
ります。今後、新型コロナウイルスの状況を見ながら
私が訪米し、直接辺野古新基地建設に反対する民意な
どを訴えたいと考えております。
　次に、基地問題についての御質問の中の３の (3) ウ、
ガマフヤー代表の具志堅さんが私の視察を求めている
ことについて、糸満市米須地域の視察についてお答え
いたします。
　沖縄県はさきの大戦において、悲惨な地上戦の場
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となり、20万人余りの貴い命を失いました。また、
激戦地であった南部地域をはじめ、県内にはいまだ収
容がかなっていない御遺骨が残されており、今なお、
その傷痕は癒えることがありません。私は、去る２月
21日に、魂魄の塔や多くの慰霊塔が建立されている
糸満市米須地域を視察したところですが、改めて沖縄
戦でお亡くなりになった方々の無念さを感じ、戦争を
二度と起こしてはならないとの思いを強くしたところ
であります。なお、これまで多くの御遺骨の収集に精
力的に取り組んでいらっしゃるガマフヤー代表の具志
堅さんはじめ、収集作業に携わる関係者の皆様に心か
らの敬意と感謝を申し上げたいと思います。
　沖縄県としましては、いまだ収容がかなっていない
御遺骨について、一柱でも多く御遺族にお返しできる
よう取り組んでまいります。
　次に、ワシントン事務所の駐在員活動についての４
の (1)、ワシントン駐在の設置目的等についてお答え
いたします。
　沖縄県では、辺野古新基地建設問題をはじめとする
米軍基地問題の解決については、日本政府のみなら
ず、一方の当事者である米国政府に対しても沖縄県自
らが直接訴えることが重要と考えていることから、平
成27年度にワシントン駐在を設置しております。ワ
シントン駐在は、これまで米国連邦議会関係者等延べ
1267人と面談するなど、沖縄の基地問題に関する情
報提供等の働きかけを精力的に行っております。米国
のシンクタンクＣＩＰによりますと、日本の代理人と
して活動する全51機関が2019年にＦＡＲＡ外国代理
人登録法に報告した活動実績の中で、沖縄県のワシン
トン駐在が２位を大きく引き離して１位であり、あわ
せて沖縄県の駐在の勤勉さ等が評価をいただいており
ます。今後もワシントン駐在を活用し、沖縄の米軍基
地問題に関する情報収集・情報発信に取り組むととも
に、米国政府や連邦議会関係者等に対する働きかけ、
発信力の高い人物等の沖縄への招聘等に取り組みたい
と考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (2)、日本学術会議の任命拒否についてお答
えをいたします。
　日本学術会議の会員候補のうち６名が任命されな
かった問題について、日本学術会議が政府に対して速
やかな任命とその理由の説明を求めてきたものの、実

現していないことは承知しております。同会議の会員
については、日本学術会議法第７条第２項の規定によ
り内閣総理大臣が任命することとされており、任命拒
否の理由については、菅内閣総理大臣から丁寧に説明
がなされるべきと考えております。
　３、基地問題についての (1)、米軍の低空飛行訓練
に関するワシントン駐在の活用についてお答えいたし
ます。
　ワシントン駐在は、沖縄の米軍基地に起因する事件・
事故等の状況について、米国政府関係者等との面会等
を通じて、説明を行っております。今般の米軍航空機
による低空飛行訓練に関しても、ワシントン駐在から
直接米国政府関係者等に対して、県民の不安や知事の
抗議の内容を説明し、提供施設・区域外における訓練
を一切実施しないことなどについて、働きかけを行っ
てまいりたいと考えております。
　同じく３の (2)、サンゴ特別採捕に係る関与取消訴
訟の判決についてお答えいたします。
　令和２年７月に提起した関与取消訴訟では、知事自
ら意見陳述を行い、沖縄県におけるサンゴ類の重要性
を主張するとともに、知事が判断をする前に許可を命
じた農林水産大臣の是正の指示は、地方自治法等の趣
旨に照らし、違法な国の関与に当たり、沖縄県の自主
性及び自立性を著しく制約し、問題があることを申し
上げました。しかしながら、令和３年２月３日の判決
は、このような農林水産大臣の是正の指示を適法と認
めたため、県は、当該判決を不服として、同月10日に
最高裁判所に上告受理申立てを行ったところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、知事
の政治姿勢についての御質問の中の (3)、選挙候補者
の女性比率を高めることについてお答えいたします。
　国の第５次男女共同参画基本計画においては、政治
分野における男女共同参画を推進するため、政党に候
補者の一定割合を女性に割り当てるクオータ制の自主
的な取組の実施を要請することとしております。
　県においても、政策や方針の決定の場に男女が参画
し、意見や考え方を反映させていくことが重要である
との認識の下、政治分野における男女共同参画につい
て啓発活動などに努めているところです。
　次に９、福祉行政についての御質問の中の (1)、重
症心身障害者の受入れ施設についてお答えいたします。
　障害児入所施設は、18歳以上の者に対して、障害
者支援施設やグループホームへの移行支援を実施して
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おります。一方、重度の障害を有する児童を受け入れ
る医療型障害児入所施設においては、18歳以上の者
の入所の継続が可能となっております。
　県としましては、障害者等が必要な支援を受けられ
るよう、引き続きグループホーム等の施設整備に取り
組むとともに、施設との連携に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナウ
イルス対策についての御質問の中の (1) のア、世界の
感染状況についてお答えいたします。
　厚生労働省の資料によると、２月24日現在、日本
を含む世界の感染者数は１億1210万8782名、死亡
者数は248万5357名となっております。なお、感染
者数の最も多い米国については、感染者数は2825万
9987名、死亡者数は50万2594名となっております。
　同じく２の (1) のイ、国内の感染状況についてお答
えいたします。
　厚生労働省の資料によると、２月24日現在、国内
の感染者数は42万8553名、死亡者数は7647名となっ
ております。なお、感染者数の最も多い東京都につい
ては、都の資料によると、同日現在、感染者数は11万
400名、死亡者数は1302名となっております。
　同じく２の (1) のウ、県内の感染状況についてお答
えいたします。
　２月25日現在、県内の感染者数は8136名、死亡者
数は114名となっております。年代別死亡者数は、
40代１名、50代２名、60代７名、70代24名、80代
38名、90歳以上33名、非公表９名となっております。
　同じく２の (1) のエ、他都道府県との状況の違いに
ついてお答えいたします。
　２月21日現在、沖縄県の累計感染者数の10万人当
たりの人数は554人となっており、東京都に続き、全
国ワースト２位となる等、本県の感染者数は全国でも
高い水準となっております。この背景には、本県特
有の活発な世代間交流等を通じ、高齢者等に感染が及
び、急拡大する傾向があるものと考えております。
　同じく２の (2) のア、水際対策についてお答えいた
します。
　国や各自治体独自の緊急事態宣言の発令及び県内
の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、県では、
当該地域からの来訪者に対し、事前の検査を推奨して
いるところであります。しかしながら、やむを得ず検
査を受けられない場合は、那覇空港において希望者の
ＰＣＲ検査を実施しております。今後は、対象地域の

拡大及び那覇空港から離島へ向かう場合も対象とす
るなど、拡充に向け取り組んでいるところです。
　同じく２の (2) のイ、陽性者情報の発表についてお
答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症に係る陽性者の状況等
については、沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本
部総括情報部、すなわち保健医療部において日々取り
まとめ、夕刻までには、県政記者クラブ加盟社へのブ
リーフィングを行うとともに、午後７時をめどに県
ホームページに掲載しているところであります。
　県としては、感染症対策を担う保健医療部で関連情
報を日々発信することで、引き続き感染防止対策の重
要性について県民の理解と協力を求めていきたいと
考えております。
　同じく２の (2) のウ、台湾から学ぶべき対策につい
てお答えいたします。
　台湾では、2003年に流行したＳＡＲＳの経験を生
かし、中国からの入国も早期に全面禁止するなどの検
疫対策、ＩＴを活用した感染対策等が効果を上げてお
り、世界的にも評価されていることを承知しておりま
す。一方、都道府県の権限では、台湾のように入域制
限や入域後の隔離などの法に基づく行動制限はでき
ませんが、デジタル技術の有効利用など見習う点もあ
ると考えております。このため県では、ＬＩＮＥを活
用した宿泊療養及び自宅療養者の健康観察、ＲＩＣＣ
Ａを活用した情報配信、移動自粛要請の効果を分析す
るＫＤＤＩの位置情報分析ツールを利用した検証等
に取り組んでいるところです。
　同じく２の (2) のエ、中部地域宿泊療養施設の確保
についてお答えいたします。
　県では、北部地域及び八重山地域に各１施設、那覇・
南部地域に２施設、宮古地域では、１月の感染拡大時
に、新たに１施設を追加して２施設、合計６施設の宿
泊療養施設を確保しております。今後の感染拡大を見
据え、中部地域での宿泊療養施設についても設置の方
向で検討しておりますが、陽性者とスタッフの動線を
分けるなど療養施設としての条件を満たす宿泊療養
施設や、施設運営に必要な看護師等の確保に課題がご
ざいます。
　県としては、引き続き市町村や関係団体と連携し、
中部地域も含め新たな宿泊療養施設の設置に向けて
検討してまいります。
　同じく２の (2) のオ、県独自の緊急事態宣言解除の
目安についてお答えいたします。
　緊急事態宣言については、基本的に警戒レベルを第
３段階に引き下げると総合的に判断できる場合に解
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除いたします。警戒レベルの引下げは、各判断指標の
状況や、おおむね第３段階の数値であった昨年９月か
ら11月頃の状況を目安とするとともに、重症・中等
症の数や入院患者数の状況にも留意することとしてお
ります。２月20日には全ての指標が第３段階以下と
なり、目安となる重症・中等症数や入院患者数等の状
況も改善されましたが、２月20日の専門家会議の内
容を踏まえるとともに、その後の感染状況も見極めた
上で、総合的に判断することとしました。
　次に５、北谷浄水場の水源から検出された有害物質
ＰＦＯＳ問題についての御質問の中の (3)、血中濃度
調査を国に要求することについてお答えいたします。
　県では、米軍基地由来の有機フッ素化合物への対応
については、国の責任において適切に対処する必要が
あると考えており、軍転協を通して、健康に係る調査
など適切な対応策を講ずることを国に要請していると
ころです。
　次に11、県職員の働き方についての御質問の中の
(4)、コロナ関連の時間外勤務手当についてお答えい
たします。
　新型コロナウイルス感染拡大防止対策に従事してい
る総括情報部の職員、宿泊療養施設の動員職員及び保
健所職員等に対する時間外勤務手当につきましては、
予算の流用及び補正予算への計上等により必要額を確
保し、随時支払いを行っているところです。
　県としましては、今後とも感染拡大防止対策に従事
する職員の時間外勤務手当の必要額を確保し、早期の
執行に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　３、基地問題につい
て御質問のうち (2) のイ、変更承認申請書の審査状況
及び今後の対応についてお答えいたします。
　県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変
更承認申請書について、地盤条件や護岸の安定性等
に係る16項目242件の質問を令和２年12月21日付で
行ったところ、本年１月22日に回答が提出されてお
ります。沖縄防衛局からの回答を踏まえ、県では、地
盤の再調査の必要性等について、２月22日付で13項
目96件の２次質問を行ったところであり、今後、回答
を詳細に確認し、厳正に審査していくこととしており
ます。
　次に３の (2) のウ、作業船の座礁に係る経緯等につ
いてお答えいたします。
　報道によると、悪天候のため瀬底島付近に停泊して

いた作業船が、アンカーワイヤーが切れて流され、昨
年12月30日に恩納村名嘉真海岸に座礁したと承知し
ております。県は、現地確認を行うとともに作業船所
有者に聞き取りを行い、本年１月14日に当該所有者
により撤去されたことを確認しております。沖縄防衛
局によると、周辺海域でサンゴの破損等が確認された
ことから、恩納村漁業協同組合が調査を行っていると
のことであります。また、受注者に対し、設備の整備・
点検及び作業の安全管理を徹底させたとのことであり
ます。
　次に３の (3) のア、南部地域からの埋立土砂の採取
についてお答えいたします。
　令和２年４月に提出された公有水面埋立変更承認申
請書では、県内の埋立土砂等の採取場所として７地区
で、約4476万立方メートルの調達が可能と記載され
ております。そのうち、糸満市、八重瀬町の南部地区
から約７割となる約3160万立方メートルの土砂の調
達が可能と記載されております。しかしながら、具体
的な採取場所及び調達量については、契約段階におい
て決定されるものであり、現時点において決まったも
のではないと承知しております。
　県としては、係る地区の遺骨収集の状況等につい
て、関係機関と連携し情報収集に努めていきたいと考
えております。
　次に７、首里城再建についての (1)、県民意見の反
映及び所有権移転についてお答えいたします。
　県は、首里城の再建に係る市町村議会の意見書や県
議会に寄せられた陳情等について、国営公園事業者で
ある国に伝えるなど、首里城の復元に向けて、国と連
携して取り組んでいるところであります。また、国は、
昨年３月に発表した首里城正殿等の復元に向けた工程
表において、国営公園事業である首里城の一日も早い
復元に向けて、責任を持って取り組んでいくと示して
おります。
　県としては、一日も早い首里城の復元に取り組んで
いくことが重要であると考えており、現段階で所有権
移転の協議を行うことは考えておりません。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　３、基地問題についての
(3) のイ、糸満市での土砂採取に係る県の対応につい
てお答えします。
　糸満市の自然公園区域内において、無届けで土砂採
取業者による開発行為が行われていたことから、昨年
の11月に作業を一時中断し、自然公園法に基づく届
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出をするよう指導を行いました。その後、土砂採取業
者からの届出は、糸満市を経由して１月に県へ提出さ
れております。届出書について形式審査を行った結
果、記載内容に修正すべき点があったことから、現在、
補正指示をしているところであります。今後は、補正
された内容を確認するとともに、自然公園法第33条
第２項に基づく命令等の発出が可能か検討してまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　５、北谷浄水場の水源か
ら検出された有害物質ＰＦＯＳ問題についての御質問
の (1)、経緯と現状、県と国の対応、課題についてお
答えします。
　企業局では、嘉手納基地周辺の河川等の調査の結
果、ＰＦＯＳ等の汚染源は嘉手納基地である可能性が
高いと考え、平成28年と令和２年に米軍に対し立入
調査を申請しましたが実現しておりません。一方、県
では、令和元年と本年２月に汚染原因の究明と必要な
対策の実施等を関係大臣及び米軍に対し要請しており
ます。県の要請も踏まえ、国においては、令和２年に
水道水のＰＦＯＳ等暫定目標値を設定したことから、
企業局では目標値を遵守するとともに、引き続きさら
なる低減化と立入調査の実現に取り組んでまいります。
　同じく５の (2)、ＰＦＡＳ汚染から市民の生命を守
る連絡会等からの要請と県の対応についてお答えしま
す。
　同連絡会と関係市町村から、ＰＦＡＳを含む河川等
からの取水停止、立入調査の実施、血中濃度の調査と
疫学調査の実施が要請されております。企業局では、
同連絡会からの要請に対し、文書での回答と意見交換
等を行っております。また、例年、水事情が良好な時
期は、中部水源等からの取水を抑制し、ダム水を増量
するなどの対応を行っております。今後も引き続きＰ
ＦＯＳ等の対応について丁寧に説明していくととも
に、さらなる低減化と立入調査の実現に取り組んでま
いります。
　６、座間味浄水場の建設についての御質問の (1)、
経緯、現状、課題及び企業局の対応についてお答えし
ます。
　座間味浄水場の建設については、昨年10月に座間
味村と企業局の双方で、浄水場建設が円滑に進められ
るよう互いに合意しており、また、本年１月15日には
知事、企業局長、村長による面談を実施し、浄水場建
設について連携協力していくことを確認しました。浄

水場建設のためには、村の理解、協力が不可欠であり、
建設に係る協定書の締結に向けて調整を進めておりま
す。村との調整が整い次第住民説明会を開催し、それ
を踏まえて次年度には設計業務に着手したいと考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　８、経済振興、特区制度
を活用した北部地域の経済振興についてお答えいたし
ます。
　北部地域は、その拠点都市である名護市において、
中心市街地の活性化等、若者が定着する魅力に満ち、
活力に富んだ都市機能の強化が課題となっておりま
す。北部地域の経済振興に当たっては、北部振興事業
の着実な実施のほか、経済金融活性化特別地区や情報
通信産業特別地区等の経済特区を活用するなど、北部
市町村と連携して取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　10、教育行政についての御
質問の中の、宮古島市における教員住宅整備について
お答えします。
　小中学校の教員住宅は、学校設置者である市町村が
主体となって整備しているところであり、宮古島市に
おいては、伊良部島小中学校に教員住宅６戸を整備し
ております。
　県としましては、宮古島市に対し、必要な情報の提
供や助言等を行ってまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　11、県職員の働き方につ
いての (1)、現業業務の見直しについてお答えいたし
ます。
　現業業務については、県行政として担うべき役割や
業務執行の在り方を抜本的に見直し、簡素で効率的な
組織体制を構築するため、平成17年に方針を策定し、
見直しに取り組んでいるところです。見直しにより、
民間との適切な役割分担の下、委託化が図られるな
ど、業務の効率化が推進されておりますが、一定の技
能が必要な業務については、円滑な執行体制の確保に
向け、他県の状況なども参考にしながら、引き続き検
討してまいります。
　同じく11の (2)、現業職員の状況等についてお答え
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いたします。
　現在、現業職員は、公用車の運転業務や研究機関に
おける圃場管理業務などに従事しております。
　県としては、引き続き現業業務の見直し方針に基づ
き、簡素で効率的な組織体制づくりに努めてまいりた
いと考えております。
　同じく11の (5)、民間企業からの出向受入れの現状
についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症対応休業者等
マッチング事業を活用し、令和３年４月より民間企業
からの出向を受け入れることとしております。庁内で
民間企業の人材を即戦力として活用したいという部署
を照会したところ、商工、観光分野に限らず、様々な
部署から手が挙がっております。現在、受入先となる
所属や人数等について調整を行っており、所属等が決
まり次第、順次マッチング事業の委託業者を通して募
集を行うこととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　11、県職員の働き
方についての御質問の中の (3)、看護師欠員の現状と
対策についてお答えいたします。
　看護師については、育児休業者の補充を臨時的任用
職員によって行っておりますが、年度途中では、資格
者が既に他の医療機関で勤務しているため採用が困難
であり、令和３年２月１日時点で69名の欠員が生じ
ております。その対策として、会計年度任用職員を配
置しているほか、次年度は、定期採用者110名に加え
て、さらに正職員を30名程度多く採用し、勤務環境の
改善を図ることとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　12、観光
業界からのＧｏＴｏトラベル再開の要望についての、
ＧｏＴｏトラベル事業再開に係る県の認識についてお
答えいたします。
　ＧｏＴｏトラベル事業の再開については、全国知事
会が２月６日にまとめた新型コロナウイルス感染症緊
急事態宣言の期間延長を受けた緊急提言において、地
域の実情を踏まえ、感染が落ち着いている地域の宿泊
施設をその地域の住民が利用する場合に限って再開す
るなど、感染状況に応じて適切に運用するよう全国の
知事の総意として国に求めたところであります。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
　　　〔瑞慶覧　功君登壇〕
○瑞慶覧　功君　再質問の前に、先ほど野田聖子会長
と発言しましたが、橋本聖子会長と訂正させていただ
きます。
　それでは再質問を行います。
　３、基地問題の (3)、辺野古埋立土砂の採取問題に
ついて。
　玉城知事は去る２月21日、日曜日にもかかわらず、
糸満市の米須を視察されたとのこと。この場所からの
土砂採取については、戦後処理もまだ終わらない中、
国の政策で戦争犠牲者がまた犠牲になるという構図に
なっています。神社に名前だけ祭られ、本当に成仏で
きたのでしょうか。遺骨も見つけられずにいる方は浮
かばれません。県民の理解は、到底得られるものでは
ありません。
　本島南部からの土砂採取断念を訴え、沖縄戦遺骨収
集ボランティア、ガマフヤーの具志堅さんらが３月１
日から６日まで県庁前でハンガーストライキを行うこ
とを昨日発表しました。戦没者の血の染み込んだ土砂
を、遺骨とともに軍事基地建設の埋立てに使うのは、
戦没者への冒瀆と批判し、沖縄防衛局の計画断念と知
事が中止命令を出すよう求めています。伺います。
　具志堅さんら反対する市民は、自然公園法に基づ
き、知事が中止命令を出すべきだと訴えていますが、
それは可能なのかどうか伺います。
　次に、この問題は法律云々の問題ではないと思いま
す。人としてどうあるべきかが問われているのではな
いでしょうか。言うまでもなく、沖縄県民だけの問題
でもありません。メディアで日本全国、いや世界中に
発信されることと思います。恒久平和を希求する沖縄
県の理念が問われます。あらゆる方策を持って、毅然
とした対応で臨んでいただきたい。知事の決意を伺い
ます。
　次に、座間味浄水場の建設について。
　今年１月15日に、知事、企業局、座間味村長の三者
面談が行われたとのことです。建設場所は、県の高台
案に対し村長は不満を呈していましたが、高台案で了
解したのか伺います。
　次に、土地の契約などの手続はいつ調整される予定
か。工事の着工、事業計画について伺います。
　７、首里城再建について。
　11月定例議会で部長は、現段階で所有権移転の協
議を行うことは考えていないとの答弁でしたが、今日
もまた同じ答弁だったと思います。大事なのは、一日
も早い復元ではなく、ウチナーンチュの魂を吹き込む
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ことだと思います。
　知事は、この所有権移転の問題は沖縄にとって誇り
と尊厳に関わる大事な問題です。ぜひ真剣に向き合っ
ていただきたい。見解を伺います。
　政府の首里城再建へ向けた基本方針には、県民の意
見を十分に反映できるよう沖縄県の参画を得ながら
検討を進めるとあります。首里城再建に向けた県民意
識調査を実施すべきと考えるが見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時０分休憩
　　　午前11時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　瑞慶覧功議員の再質問にお
答えいたします。
　糸満市米須の現場視察の件で再質問をいただきま
した。
　私は、議員御案内のとおり、今月21日に糸満市米
須の現場を視察してまいりましたが、やはりこの場所
一帯が沖縄戦の激戦地であったことから、多くの方々
がお亡くなりになっており、魂魄の塔ですとか各県の
慰霊塔が建立される場に隣接している場所を視察さ
せていただきました。その現場は、急傾斜地が多くて
足場が悪く、日頃ボランティアの方々がこのような場
所で御遺骨の収集に御協力いただいていることには、
大変御苦労されていることだろうということもうか
がわれる、そういう場所でもありました。また、実際
私が視察をした際には、現場で御遺骨の骨片を確認さ
せていただきました。県において、昨年11月に遺骨
を収集したところではあるんですが、発見箇所周辺に
も未収用の御遺骨が残されている可能性があるとい
うことで、今月24日から遺骨調査を実施しておりま
して、十数個の御遺骨の骨片が見つかったと報告を受
けております。当該箇所の遺骨収集に関しましては、
引き続き調査を実施していく予定でありますが、今後
御遺骨が残されている可能性がある場所についても、
しっかりと遺骨収集の調査、取組などを進めていく必
要があるということを強く認識しております。
　このような状況下においては、当該地域の土砂が辺
野古埋立てに使われることは、議員おっしゃるとおり
悲惨な戦争を体験し、多くの犠牲者を出した県民の心
を深く傷つけるものであり、到底認められるものでは
ないというように認識いたします。国に対して強く申
し入れるとともに、沖縄県として今後どのような対応
が可能か、全庁的に検討してまいりたいというように

思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
○政策調整監（島袋芳敬君）　７の首里城再建につい
て、県民意見の反映それから所有権移転についてであ
ります。
　現在、県が進めている首里城の復興計画についてで
あります。これについては、正殿等の復元だけではな
く、長い歴史に培われてきました琉球文化の復興の方
向性を示す基本計画として今進めているところであ
ります。その基本計画の策定の過程におきましても、
有識者をはじめまちづくり団体、研究者等から多くの
意見が寄せられております。
　今後の意見反映の件ですが、次年度以降首里の歴史
まちづくり、さらに中城御殿等の整備等、多くの事業
が長期の期間で計画されております。その過程におき
まして、多くの市民あるいは県民の意見を集約する仕
組みづくりを考えているところであります。この件に
ついては、今後とも沖縄県首里城復興推進本部会議に
おいて情報を共有しながら、各部局の声を吸い上げて
県民の声が広く反映される仕組みづくりを検討して
まいりたいと思っています。
　所有権移転についてでありますけれども、所有権に
つきましてはその経緯、今いろいろまとめております
国と県、それから指定管理者含めて今後の管理体制等
含めて、今協議を進めておりまして、所有権移転の議
論の前に課題の整理が必要であるという認識であり
ます。
　そういう意味で繰り返しになりますが、現段階での
所有権移転についての協議は現在のところ考えてい
ないということであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　命令の発出が可能かとの
御質問にお答えします。
　県が命令の発出について参考とすることとしてい
る、国が策定した国立公園普通地域内における措置命
令等に関する処理基準によりますと、「露天堀りによ
る鉱物の採掘又は土石の採取」について、「眺望の対
象に著しい支障を及ぼすかどうか、及び跡地の整理を
適切に行うこととされているかどうかについて審査
し、山稜線の著しい改変を伴う場合など風景を保護す
るために必要があると認められる場合は、措置命令等
を行うものとする。ただし、次のいずれかに適合する
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場合については、この限りではない。」としまして、「既
に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採
にあっては、露天掘りでない方法によることが著しく
困難であると認められるものであること。」と定めら
れております。この基準の準用を予定しております国
の処理基準を踏まえ、命令の発出が可能か検討してま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　座間味浄水場の建設につ
いての再質問についてお答えいたします。
　座間味浄水場の建設につきましては、これまでいろ
んな経緯がございましたが、企業局としましては、高
台における建設に向けまして、昨年10月に座間味村
長と直接お話をさせていただきまして、今後浄水場建
設が円滑に進められるよう、互いに合意しております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
　休憩いたします。
　　　午前11時10分休憩
　　　午前11時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　失礼しました。
　土地の取得ということですが、現在の浄水場跡地に
つきましては村の所有となっておりまして、村の了解
の上でその跡地に建設することとなっておりますの
で、現在協定書の締結に向けて調整を行っているとい
うことです。
　工事の着工につきましては、次年度基本設計をでき
れば可能な限り早く、実施設計まで着手しまして、そ
れに基づいて工事を進めていく。令和７年度までに
は、建設供用開始を目指して取り組んでいきたいと考
えております。
　以上です。
○瑞慶覧　功君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
　　　〔翁長雄治君登壇〕
○翁長　雄治君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時12分休憩
　　　午前11時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○翁長　雄治君　改めまして、ハイサイ。

　てぃーだネットの翁長雄治です。
　県議会初めての代表質問をこなしていきたいと思い
ます。
　その前に所見を述べます。
　新型コロナウイルスに罹患された全ての皆様にお見
舞いを申し上げます。また、県民の生命を守るため、
全力で職務に当たられている全ての医療従事者の皆様
に敬意を表します。また、観光業をはじめ多くの事業
者がコロナ禍の中、経営が厳しい状況が続いておりま
す。
　沖縄県の基幹産業はやはり観光産業が中心となって
いるかと思います。今その事業者を倒れさせるわけに
はいきません。彼らが今をしのいでいかなくては、コ
ロナが終息した後、県経済の再生を図ることは大変難
しいものになってくると思います。私の周辺でも市場
や、そして周辺で飲食店を営む皆様からも大変厳しい
声が届けられています。本来は国が音頭を取って、各
事業者に対し経営を継続するため、そして生活を安定
させるための補償を行っていかなくてはいけないので
すが、現政権の中でなかなかそれが機能していない部
分があります。しかし県が全ての補償を行うには莫大
な予算を伴い、全ての事業者が満足いく補償は難しい
のが現状です。しかしその中で、県内の感染をできる
だけ抑えて経済との両立を図っていくことが、県がで
きることではないかなというふうに考えております。
そのために現在も拡充に努めていただいております
が、さらに県民が安心して経済活動ができる県内情勢
をつくっていけるように、検査体制の拡充、そして陽
性者の隔離など、経済を動かしてまた感染拡大が起こ
り、緊急事態宣言が再度発出されるようないたちごっ
こが起きないように、県内でできることを共に頑張っ
ていきましょう。
　また、てぃーだネットは１月18日に知事に対し、政
策提言をさせていただきましたので、そちらに対して
も質問をさせていただきたいと思いますので、よろし
くお願いします。
　では、質問に入ってまいります。
　１、新型コロナウイルスの対応から伺います。
　先ほども申し上げましたように、県内の感染状況を
抑えていくことは、県民の生活、生命財産を守る上で
至上命題であります。
　そこで、以下伺います。
　(1)、水際対策として実施されている空港でのＰＣ
Ｒ検査について、現状と課題及び今後の方向性を伺い
ます。
　(2)、同検査を離島へも拡充していく考えなのか伺
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います。
　(3)、緊急事態宣言後の県内の感染状況について伺
います。
　(4)、現在の医療体制の状況について伺います。ま
た病床確保の取組について伺います。
　(5)、無症状者及び軽症者のためのホテル確保につ
いて取組を伺います。
　(6)、今月からワクチン接種が始まりました。また、
４月12日からは高齢者からスタートして一般への接
種が始まると報道にもありました。
　そこで、以下伺います。
　ア、県内での一般への接種及び県民全体に行き渡る
までの予測について伺います。
　イ、ワクチン接種における会場の確保について伺い
ます。
　ウ、接種におけるシミュレーション及び予備訓練の
実施について伺います。
　ワクチンの接種は始まりますが、県全体でどのよう
な流れで接種が広がっていくのか、まだまだ不透明で
あると思いますので、上記を質問しました。ワクチン
が入ってきます。医療従事者から接種されるのは当
然のことで、その後の高齢者からスタートする接種が
スムーズにいくかどうかが県民にとって今後の生活
を営む上でとても高い関心があります。また会場の確
保、訓練は今でしっかり行っていかなくては、万が一
接種会場での感染があれば県民に大きな不安を与え
ます。慎重に慎重を期さなくてはなりません。御答弁
よろしくお願いします。
　(7)、県内の大学生や短大生、専門学校生等の今年
度の対面授業の実施について伺います。
　こちらについては本県のみならず、県外でも大きな
課題となっております。私の周辺もその状況がなかな
か改善されず、県外大学の退学を選んでしまうという
事例もありました。特に４年次学生においては、就職
活動のため本来であれば学校側に様々な相談も行い
ながら自身の進路を決定していく時期であることか
ら、多くの不安の声が聞こえます。小中学校では早い
段階で通常授業が行われた中で、この差は何だったの
か見解も含めて伺います。
　(8)、コロナ禍における学生のメンタルヘルスにつ
いて伺います。
　(9)、高校生の進学率にこのコロナによって変化が
あったのかどうか伺います。
　(10)、飲食店以外に経済的打撃を受けた業種への支
援について伺います。
　これまで様々な課題がありつつも、感染拡大予防

のために多くの飲食店に対してはお店を閉めていた
だかざるを得ず、そのための協力金を給付してきま
した。しかしながら、それによって多くの酒屋さんや
八百屋さん、魚屋さんなど販売先を失い経営に大きな
打撃を受けました。これはあくまでも協力金とは別の
角度の支援が必要と考えます。御答弁よろしくお願い
します。
　次に大きい２番、農業政策について、以下伺います。
　県内農家の所得向上のためにも６次産業化が必須
であります。本県の取組について伺います。
　これまでは生産して、卸して販売していく。そうい
うものが大きな流れだったかと思いますが、今後の担
い手を継続していく上でも非常に大事な部分かと思
いますので、御答弁よろしくお願いします。
　(2)、本島内の製糖業務を一手に引き受けるゆがふ
製糖株式会社の工場老朽化が激しく、県有地での建て
替えの要望が上がっています。進捗について伺います。
　我が会派でも先日現場視察を行い、現状の確認と建
設に係る要件等を伺ってきました。現在の工場も今は
だましだまし運用しているところではありますが、こ
のままではなかなか厳しいものが見えてくるかと思
います。
　御答弁よろしくお願いします。
　(3)、新規就農について、本県の取組を伺います。
　(4)、水耕栽培等、都市型農業の本県の取組につい
て伺います。
　次に大きい３番、子育て・福祉行政について、以下
伺います。
　(1)、知事の目玉公約の一つでもあります、中高生
バス無償化について。
　多くの保護者の方から高い評価をいただいている
当事業ですが、実績及び今後の拡充について伺います。
　(2)、ひとり親家庭の生活支援のゆいはぁとの令和
４年度以降の継続について伺います。
　(3)、こども医療費の中学校卒業までの無償化は、
多くの保護者から喜びの声が上がっています。その中
で、前回の議会で一般質問でもさせていただきました
が、幾つか御提案させていただきました。
　以下、２点伺います。
　ア、令和４年度以降の県内市町村の現物給付の実施
についてどのようになっているのか伺います。
　イ、全市町村現物給付にした際の県及び市町村の負
担について伺います。
　こちらまたこれから聞きますということで、ぜひ再
質問をよろしくお願いしますと依頼をいたしました
ので、ぜひよろしくお願いします。
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　(4)、子供の貧困率が全国の平均を大きく上回る
29.9％という衝撃の発表から５年が経過します。そ
の後の傾向を伺います。また、今後再度調査を実施し、
これまでの施策の評価や次のステージに入っていく必
要があると考えますが、見解を伺います。
　(5)、待機児童ゼロに向けた取組について伺います。
　ア、来年度の施策と見通し及び課題について伺いま
す。
　イ、県内市町村での保育所のミスマッチの現状につ
いて伺います。
　市町村によっては、保育所を造ってはいるけれども
なかなかそこの需要と供給が合っていないというとこ
ろで待機児童が解決しないという市町村もございます。
　県としてその辺りをやはり把握していく必要がある
と思いますので、答弁をよろしくお願いします。
　ウ、県が主導して保育の広域化が必要と考えます。
見解を伺います。
　(6)、保育士の待遇改善を図るために、特別支援保
育の保育士への県独自の加配などの支援が必要と考え
ますが、見解を伺います。�
　やはりこの特別支援保育をしていく中で、保育士１
人につき本当にお一人の児童を見なくてはいけなかっ
たりとか、それで過重な労働につながったり、また園
としてもそれによって保育士をさらに増やしていかな
きゃいけないというところで、経営の課題が出てきま
す。国のほうからも交付金が下りているんですが、な
かなかそれがうまく回っていないというのがやはり現
場からの声として多くあります。県の見解を伺います。
　(7)、離島の児童生徒の島外派遣及び進学について、
さらなる充実が求められています。本県の来年度の取
組について伺います。�
　本県は、本島自体も島嶼県ですので、九州大会、全
国大会においても、経済的に大きな負担になる家庭は
多くあります。さらに離島となりますと、本島の児童
生徒以上に、そしてその御家庭以上に大きな負担とな
ります。そういう状況を背景に、多くのことにチャレ
ンジすることを諦めるという選択肢を取らせない、そ
のためにも重要な事業だと考えます。御答弁よろしく
お願いします。
　(8)、ひきこもりの解決のため、子供・若者支援政
策を充実させるため、子ども若者みらい相談プラザソ
ラエへの支援を維持継続させていく必要があります。
見解を伺います。
　我が会派としては、コロナ禍も重なり、この件につ
いての政策をさらに拡充していく必要があると。その
大きな役割を果たす事業所だと考えております。今後

も安定した運営が望まれていると思います。御答弁を
よろしくお願いします。
　次に４、教育行政について伺います。
　(1)、県立高校生の自殺という痛ましい報道があり、
多くの県民が心を痛めました。また、再発防止が強く
望まれています。背景には部活動があるのではないか
とも言われております。現在の調査について、経過と
今後の再発防止策についての県の見解を伺います。
　私も中学校から部活動に人生の青春の全てをささげ
て、大学も体育大学に進学して、大変厳しい環境の中
でこのスポーツというものをやってきました。アス
リート育成と本来の部活動のあるべき姿、それが混同
されてしまっている部活動の指導者、そしてその社会
の情勢があるのではないかと思います。当然厳しい環
境の中で生まれていくアスリート、そしてそういった
育成もあるかとは思いますが、これをあまりにも履き
違えてしまった対応をする。そしてそういった中で生
徒とそして指導者の中で、信頼関係が築けているのか
どうか。この辺りも大変重要な観点になると思います。
日頃の信頼関係がある中の言葉であれば、これは先生
は本気で言っているのか言っていないのかとかそう
いったことも分かりますが、信頼関係が築けていない
ともう全てに対して、その言葉を受け取って、100％
受け取ってしまうと非常に厳しいと。そして練習も楽
しくない部活は、本当にどんな練習でも厳しく感じま
す。逆に僕は一番好きなのはやはり柔道ですけれど
も、柔道の稽古がどれだけ厳しくても、先生との信頼
関係、そして柔道への情熱でどんな厳しい稽古も耐え
られましたが、やはり厳しい稽古・練習になってくる
と、そこに対して生徒が思いを発せられなければ―
それはだから本来あるべき部活動の姿ですよね。それ
がなされないと今回のようなことが起きるのではない
かというふうに考えますので、県の見解を伺います。
　(2)、低所得家庭において必要不可欠となっている
就学援助について伺います。さらなる拡充が求められ
ています。見解を伺います。　
　(3)、就学援助の事業について。市町村によって差
があり、居住地によって受けられるサービスが変わ
り、保護者から子供たちを平等に育てられる環境が求
められています。基本的には市町村が行っていく事業
であることは私も承知はしておりますが、県が一定の
方向性を示していく必要があるのではないかと考えて
おります。
　見解を伺います。
　(4)、教育現場における化学物質過敏症について伺
います。
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　そもそも、化学物質過敏症というものを皆様は御
存じでしょうか。国内に重症者、軽症者合わせると
1000万人の方が罹患しているとも言われております。
これ人口比で言うと約８％程度の人口になります。
名前のとおり化学物質に対して体が反応して、場合に
よっては本当に家から一歩も出られない、人と会うこ
とができないという患者さんもいらっしゃいます。私
の周りにも病院に行くこともできず、家から出ること
ができず、非常に孤独の中で、ただ本人の努力で少し
ずつ症状が改善してきてはいますけれども、こういっ
たものが今あるということをまずは御認識いただき
たいです。
　私たちの生活の範疇で言うと、柔軟剤や芳香剤など
に含まれる香りの成分が起因となることも多くあり、
別称として香りの害と書いて香害と称されることも
あります。また、その症状から鬱病と診断されてしま
うこともあります。全国的に見ても診断できる医師が
少ないというのも大きな課題となっております。
　先ほど申し上げましたように、柔軟剤や芳香剤など
周囲の方が注意することで防ぐこともできるし、体内
のデトックス活動で症状が改善されていき、生活を送
ることもできる方もいらっしゃいます。学校現場に
おいては、学校に行くとなぜか特に人的な人との関わ
りは問題ないけれども、息苦しくなったりとかそこに
いられないというような症状を訴える生徒もいらっ
しゃいます。学校現場においても症状がある生徒がい
ないかの確認と、それらによる注意喚起が必要と考え
ます。
　以下、伺います。
　ア、４月の健康診断及びアンケートでの状況確認の
ために項目としてこういった症状がないかというこ
とを追加すべきと考えるが、見解を伺います。
　イ、またこれをホームページ、そしてホームルーム
での同症状についての周知が必要と考えますが、見解
を伺います。
　(5)、県内小・中・高校のトイレについて和式から
洋式への改修の現状について伺います。
　次に大きい５番、経済・観光・スポーツ行政につい
て伺います。
　先ほどの新型コロナウイルスとも係ってはくるん
ですが、これはあくまでも今現状のというよりは終息
後も含めたものなので、あえて別で項目を設けました。
　新型コロナウイルス発生から１年が経過し、県内の
最初の発生から１年となりました。ＳＮＳなどでちょ
うど１年前の写真を見たりすると、私もまだマスクも
していたりしてなかったりとか、当たり前の日常を過

ごしている姿がありました。ここまで世の中が激変す
ると当時の中で多くの県民の皆様は考えてなかった
のではないかと思います。コロナの脅威はもちろんの
ことですが、そこから派生する経済的打撃、そして今
後の経済再生、観光再生の道筋を今つくっていかなく
てはなりません。
　そこで、以下伺います。
　(1)、今年度観光客減による経済的打撃について伺
います。
　今後の経済活動再開に向けた本県の取組について
伺います。
　(3)、ワーケーション誘致に向けた取組について、
現状と課題について伺います。　
　(4)、プロ野球をはじめとしたキャンプ開催の現状
について伺います。
　(5)、沖縄県スポーツアイランドの現状と課題につ
いて伺います。
　次に大きい６番、次期第６次沖縄振興計画について
伺います。
　いよいよ骨子案が出てきて、議論が本格化してまい
りました。若い世代の方々も先日新聞報道等にもあり
ましたが、自身の将来、そして子供たちの将来に大き
く関わるということで、様々な意見を今集約している
ところです。
　そこで、以下伺います。
　(1)、これまでの５次にわたる沖縄振興計画の本県
に与えた影響について見解を伺います。
　(2)、第５次沖縄振興計画と次期振興計画について、
変わった点があればお伺いしたいと思います。社会情
勢も変わってきているものであると思いますので、見
解をお願いします。
　最後に、大きい７番の基地問題について伺います。
　なかなか進まない沖縄の基地負担の軽減ですが、国
としてもいつまで沖縄の現状を放置していくのか。先
ほど沖縄振興計画の質問をしましたが、本来は島嶼県
で他府県に比べて生活コストがかかる沖縄とか、そう
いったアジアに向けて沖縄が飛び立っていくために
そういった特殊事情に鑑みて予算が組まれていくべ
きなんですが、最近では基地との引換え、いわゆるリ
ンク論も当たり前のように話されてしまいます。私た
ち沖縄県民は、この基地負担をしていかなくては本土
のような当たり前の生活すらも許されないのかとい
うふうに考えてしまいます。そこに強い憤りも感じま
す。
　そこで、以下伺います。
　(1)、本県も沖縄の基地負担軽減のために柱として
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います、ＳＡＣＯ合意から25年を迎える年になりま
す。今後の県内の基地の整理縮小に向けて１つの柱と
なる本合意についても今検証が求められているんじゃ
ないかと考えますので、以下について伺います。
　ア、ＳＡＣＯ合意の進捗状況について伺います。
　イ、ＳＡＣＯ合意、あと米軍の統合計画もあろうか
と思いますが、こういった計画・合意、全てが計画ど
おり履行されたとして、本県に占める米軍専用施設が
全国の比率の何％になるのかお伺いします。
　(2)、施政方針にもありました県内の米軍基地につ
いて、知事は在日米軍基地専用施設の50％を目指す
としましたが、その根拠となるものは何なのか。今回
もたくさん質問が出ていますが、ぜひこちら将来に係
る大切なところだと思いますのでよろしくお願いしま
す。
　(3)、那覇軍港返還についての現状と課題について
伺います。
　御答弁よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　翁長雄治議員の御質問にお
答えいたします。　
　新型コロナウイルス対応についての御質問の中の１
の (1)、那覇空港でのＰＣＲ検査の現状、課題及び今
後の方向性についてお答えいたします。
　沖縄県では、緊急事態宣言が発令されている地域か
らの渡航者に対して、出発地での事前のＰＣＲ検査を
推奨しております。しかしながら、やむを得ず検査が
受けられずに渡航する沖縄県民を含む希望者に対し、
１日当たり200件を上限として、今月３日から那覇空
港において検体を採取して、ＰＣＲ検査を実施してお
ります。沖縄県では、緊急事態宣言解除後の検査対象
者の選定や検査数の拡大等が課題であると考えてお
り、感染症対策専門家の意見等を踏まえ、拡充に向け
て取り組んでまいります。
　次に、子育て・福祉行政についての御質問の中の３
の (2)、ゆいはぁと事業の継続についてお答えいたし
ます。
　本事業は、平成24年度から、独り親家庭が地域の中
で自立した生活を営めるよう、民間アパートを借り上
げ、生活、就労、子育て等の支援を行い、令和２年末
までに、180世帯が自立を実現しています。ゆいはぁ
と事業は、令和３年度で終期を迎えますが、本事業の
成果を踏まえ、引き続き、独り親家庭に対し安定的に
支援する仕組みを構築してまいります。
　沖縄県としましては、多くの困難を抱える独り親家

庭が安心して生活できるよう、全力で取り組んでまい
ります。
　次に、基地問題についての御質問の中の７の (2)、
50％を目指す根拠についてお答えいたします。
　国土面積の約0.6％の本県に米軍専用施設面積の約
70.3％が集中しており、応分の負担には依然として程
遠い状況にあります。このため、沖縄県は、沖縄21世
紀ビジョンにおいて、基地のない平和で豊かな沖縄を
あるべき県土の姿としながら、引き続き基地の整理縮
小を進めるとしていること、そして沖縄県議会におい
ては、これまで２度、在沖米海兵隊の撤退を図ること
を全会一致で決議していることなどを重く受け止め、
日米両政府に対し、当面は在日米軍専用施設面積の
50％以下を目指すとする具体的な数値目標を設定し
て、実現することを求めることとするものであります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　初めに１、
新型コロナウイルス対応についての (2)、ＰＣＲ検査
の離島空港への拡充についてお答えいたします。
　島嶼地域である本県において、新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のためには、水際対策が重要であ
ります。県では、緊急事態宣言が発令されている地
域からの渡航者に対し、出発地での事前のＰＣＲ検
査を推奨することとしております。しかしながら、
やむを得ず検査が受けられずに本県へ渡航する方も
おられることから、那覇空港においてＰＣＲ検査を実
施しております。同空港での検査については、離島へ
向かう渡航者を対象に加えるなど、拡充に向け取り組
んでまいりますが、離島空港におけるＰＣＲ検査体
制の整備については、感染症対策専門家の意見等を踏
まえ、関係部局と連携しながら検討してまいります。�
　次に５、経済・観光・スポーツ行政についての (1)、
入域観光客数減による経済的打撃についてお答えいた
します。
　入域観光客数の減少に伴い令和２年４月から令和３
年１月までの観光消費額は、試算で1700億円となり、
対前年同期比で4708億円の減、率にして73％の大幅
な減少となっていることから、観光関連産業から他産
業への経済波及効果も含め、県経済に深刻な影響を与
えているものと考えております。
　同じく５の (3)、ワーケーションの取組についてお
答えいたします。
　ウイズコロナ時代においては、滞在日数の延伸及び
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観光客の来訪時期・地域の分散を目的に、県の新たな
観光ツールとしてワーケーションの確立、誘致促進と
認知拡大を図る必要があります。今年度の取組とし
ては、ニーズ調査、離島を含む県内各地域ごとの特性
を生かした沖縄ならではのモデルプランの造成、モニ
ターツアー、プロモーションの実施を予定しておりま
す。次年度は、造成したモデルプランを活用し、ワー
ケーションの誘致促進につなげたいと考えておりま
す。
　次に同じく、経済・観光・スポーツ行政についての
(4)、プロ野球等のキャンプ開催の現状についてお答
えいたします。
　今年度のキャンプ開催については、プロ野球が９球
団、プロサッカーが20チームと昨年度と同様となっ
ております。キャンプ受入れに当たっては、コロナ禍
に伴う県独自の緊急事態宣言下において、無観客での
実施を要請する等、日本野球機構やＪリーグ、市町村
等各方面との連携の下、徹底した感染防止対策を講
じ、受入れ体制の強化を図ってまいりました。
　県としては、引き続き関係機関に協力を求め、安全・
安心なキャンプ等が実施されるよう取り組んでまい
ります。
　次に同じく経済・観光・スポーツ行政についての
(5)、沖縄県スポーツアイランドの現状と課題につい
てお答えいたします。
　県では、スポーツアイランド沖縄の形成に向け、県
出身選手の競技力向上、生涯スポーツの推進、スポー
ツコンベンションの開催を推進しております。これら
の取組により、世界で活躍する県出身トップアスリー
トが輩出されているほか、プロスポーツチームのキャ
ンプ地として国内外に認知される等、多くの成果につ
ながっております。課題としては、県民のスポーツ実
施率の向上やキャンプ・合宿地としての付加価値向上
等が挙げられます。
　県としては、関係団体等と連携し、引き続きスポー
ツアイランド沖縄の形成に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス対応についての御質問の中の (3)、緊急事態宣
言後の県内の感染者状況についてお答えいたします。
　緊急事態宣言後の感染者の状況について、直近１週
間合計の新規感染者数を１週間ごとに見た場合、宣
言期間初日であった１月20日は652名、１月27日は
581名、２月３日は414名、２月10日は244名、２月

17日は99名、２月24日は94名となっており、減少傾
向にあるものと考えております。
　同じく１の (4)、現在の医療体制及び病床確保の取
組についてお答えいたします。
　県では、重点医療機関等23病院を指定し、425床の
病床確保計画を立て、新型コロナウイルス感染症患者
を受け入れる医療体制を整備しております。これま
で、県立病院をはじめ、国立・公立及び民間の医療機
関が病床確保に御協力いただいており、県としても、
病床確保に対する補助や協力金の支給等医療機関へ
の支援に取り組んできたところです。１月からの感染
拡大において病床が逼迫したことを踏まえ、今後も引
き続き病床の確保に努めてまいります。
　同じく１の (5)、宿泊療養施設の確保についてお答
えいたします。
　県では、宿泊療養施設として那覇・南部地域及び宮
古地域に各２施設、北部地域及び八重山地域に各１施
設の合計６施設で440室を確保しております。施設運
営に必要な看護師等の確保に課題があるものの、今後
の感染拡大を見据え、必要な病床を確保するためにも
宿泊療養施設は不可欠であると考えております。
　県としては、引き続き市町村や関係団体と連携して
宿泊療養施設の確保に努めてまいります。
　同じく１の (6) のア、ワクチン接種の見通し等につ
いてお答えいたします。
　県では、３月上旬から医療従事者等へのワクチンの
接種を開始する予定となっております。その後、高齢
者から、順次基礎疾患を有する者及び高齢者施設等の
従事者への接種、一般住民へと接種を行う予定として
おります。一般の方への接種開始は今年の夏以降、県
民全体に行き渡るのは、年末から来年２月頃になるも
のと想定されておりますが、今後については、ワクチ
ンの流通量に応じて、国においてスケジュールが示さ
れるものと考えております。
　同じく１の (6) のイ、ワクチン接種の会場の確保に
ついてお答えいたします。
　県では、各部局が所管する施設等を市町村のワクチ
ン接種会場として活用することについて、積極的に協
力することとしております。さらに、沖縄総合事務局
長通知により、ワクチン接種会場として、国管理施設
を活用できることの連絡を受けたところです。
　県としましては、各関係機関と連携しながら、市町
村が円滑な接種を行えるよう、取り組んでまいります。
　同じく１の (6) のウ、接種のシミュレーション等に
ついてお答えいたします。
　２月９日には中部地区10市町村及び中部地区医師
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会が合同で、２月12日にはうるま市が単独でそれぞ
れ集団接種シミュレーションを実施し、課題や改善が
必要な点を洗い出し、今後の検討事項としたところで
す。
　県としましては、これらシミュレーションの動向を
踏まえ、集団接種における円滑な受付体制及び経過観
察のための待機場所の確保などの課題を共有し、必要
な支援について検討していきたいと考えております。
　次に３、子育て・福祉行政についての御質問の中の
(3) のアとイ、こども医療費助成制度についてお答え
いたします。３の (3) のアと３の (3) のイは関連しま
すので、一括してお答えします。
　県は、現在、令和４年度からの通院対象年齢の中学
校卒業までの拡大に合わせ、可能な限り全市町村で現
物給付を実施していただけるよう市町村と協議を行っ
ているところであります。令和３年１月から対象とな
る市町村を個別に訪問するなどして県の考え方を説明
したところ、多くの市町村から御理解をいただいてい
るものと考えております。また、全市町村で現物給付
を実施した場合、こども医療費助成額は自動償還より
も約３億円の増加が見込まれ、県と市町村がそれぞれ
２分の１の約１億5000万円を負担することとなりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、新型コロナウイルス
対応についての (7)、専門学校等における授業の実施
についてお答えします。
　県内の大学、専門学校に授業の実施状況の聞き取り
を行ったところ、感染防止対策を徹底した上で大学に
おいて対面授業と遠隔授業を併用し、専門学校におい
ては基本的に対面授業を行っているとのことです。県
では、専門学校や大学等に対し、沖縄県緊急事態宣言
を踏まえ、感染防止と対面授業・遠隔授業による学生
の学習機会の確保の両立に向け、適切な対応を行うよ
う要請しているところであります。
　同じく１の (8)、コロナ禍における学生のメンタル
ヘルスについてお答えします。
　県内の大学及び専門学校に聞き取りを行ったとこ
ろ、学生からの相談状況については、コロナの影響に
より増加している傾向は見られないと聞いておりま
す。なお、県におきましては、専門学校等に対し、女
性就業・労働相談センターやＮＰＯ法人等学生のアル
バイトや心の悩みに対応できる相談窓口について周知
を図っているところであります。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　１、新型コロナウイルス対
応についての御質問の中の (9)、高校生の進学率につ
いてお答えします。
　県立学校調査によると進学率は昨年12月末現在
65.1％となっており、前年度同時期を上回っておりま
す。その背景に６月と12月の進路希望調査の比較で、
就職を希望していた生徒が減少し、専門学校等への希
望者が例年と比べ増加が顕著であり、国の高等教育の
修学支援新制度やコロナ禍の影響があるのではないか
と考えております。
　県教育委員会としましては、引き続き生徒の進路決
定に向けた学校の取組を支援してまいります。
　次に３、子育て・福祉行政についての御質問の中の
(1)、中高生バス通学無料化についてお答えします。
　県では、住民税所得割非課税世帯及び一定の所得基
準に満たない独り親家庭の高校生等を対象として、令
和２年10月１日からバス・モノレール通学費の無料
化を開始しました。認定を受けた方は２月16日現在
で約3400人となっております。令和３年度は、高校
生に加え、通学区域が全県域の中学校の生徒まで対象
を広げ、経済的負担の軽減を図っていく予定でありま
す。
　同じく (7)、離島生徒の島外派遣費等についてお答
えします。
　県教育委員会では、これまで離島生徒に対し、中体
連、中文連、高体連、高文連及び令和２年度からは特
体連を加え、各連盟を通して派遣費を助成しておりま
す。また、進学については、高校未設置離島を有する
市町村において、離島高校生修学支援事業を実施し、
さらに離島児童生徒支援センター等への円滑な受入れ
を行っております。
　県教育委員会では、来年度も同事業を継続し、離島
生徒の負担軽減が図られるよう努めてまいります。
　次に４、教育行政についての御質問の中の (1)、高
校生の自殺事案についてお答えします。
　県立高校２年生の男子生徒が自ら命を絶ってしまっ
たことは、誠に痛ましく、痛恨の極みであります。生
徒の御冥福をお祈りするとともに、御遺族の皆様に心
よりお悔やみ申し上げます。
　事案発生後、学校においては、その背景を明らかに
するため、職員やクラスの生徒及び部顧問や部員を対
象に基本調査を行ってまいりました。その調査で、背
景に部活動との関係がうかがわれたことから、県教育
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委員会としましてはさらなる調査が必要であると判
断し、弁護士と公認心理師から構成される第三者調査
チームによる詳細調査を進めているところでありま
す。今後の詳細調査を踏まえ、このような痛ましい事
案が繰り返されないよう、学校のみならず、家庭、地
域社会、関係機関と連携した再発防止策に努めてまい
ります。
　同じく４の (2) 及び (3)、就学援助の拡充等につい
てお答えします。４の (2) と４の (3) は関連しますの
で、恐縮ですが一括してお答えします。
　就学援助制度は、市町村の実情に応じて実施されて
おり、各市町村では、子どもの貧困対策推進交付金を
活用し、認定基準の緩和や入学前の支給の実施等に取
り組んでおり、一定の拡充が図られたと考えておりま
す。また、コロナウイルス感染症の影響により著しく
収入の減った世帯等に対しては、多くの市町村で年度
途中の追加認定等を行っております。
　県教育委員会としましては、市町村教育委員会に対
し、通知や担当者会議等で制度の適切な実施を促して
おります。
　同じく (4) のア及び (4) のイ、化学物質過敏症の把
握と周知についてお答えします。４の (4) のアと４の
(4) のイは関連いたしますので、恐縮ですが一括して
お答えさせていただきます。
　健康診断前の保健調査票の記入については、化学物
質過敏症を含め、既往歴、治療中の病気、その他健康
面で知らせたい事項等を記入する欄を設けており、保
護者等により記載されることとなっております。ま
た、同症状により教科書を使用できない児童生徒への
対応に関する文部科学省文書を、毎年、学校へ発出し
ております。
　県教育委員会としましては、国の動向も注視しなが
ら、化学物質過敏症の周知方法や内容について研究し
てまいります。
　同じく (5)、学校施設の洋式トイレの改修状況につ
いてお答えします。
　令和２年９月１日現在、公立学校における洋式トイ
レの割合は、小学校で70.6％、中学校で63.9％、高等
学校で64.7％となっております。
　県としましては、引き続き市町村と連携し、快適な
教育環境の整備に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、新型コロナウイ
ルス対応についての御質問の中の (10)、飲食店以外

に経済的打撃を受けた業種への支援についてお答え
いたします。
　国や県独自の緊急事態宣言による経済的影響は、宿
泊業をはじめ様々な分野に及んでいます。こうした県
内事業者への支援を行うため、県では国に対し国の緊
急事態宣言地域と同等の支援を行うことなどの要請
を行い、併せて他の都道府県と連携し、全国知事会等
を通じて同様の要請を繰り返し行ってきたところで
す。その結果、国が実施する緊急事態宣言の影響緩和
に係る一時支援金では、県内でも、旅客運送事業者、
宿泊事業者、土産物小売店、旅行代理店、イベント事
業者等が対象となり得ることとなったことから、これ
らの事業者への周知及び活用に向けたサポートに取
り組んでまいります。加えて、県としては、最重要課
題である事業継続と雇用維持のために、資金繰り支援
の融資限度額拡充や雇用調整助成金の上乗せ助成を
継続するとともに、幅広い業種で利用可能なハピ・ト
ク沖縄クーポンの発行等の域内需要喚起策を継続実
施してまいります。
　次に５、経済・観光・スポーツ行政についての御質
問の中の (2)、今後の経済活動再開に向けた本県の取
組についてお答えいたします。
　県では、沖縄県の経済対策基本方針に基づき、安全・
安心の島沖縄の構築と県民の事業と生活を維持し、将
来を先取りした経済の礎を築く取組を軸に、14次に
わたる補正予算により総額約1626億円の予算を確保
し、必要な対策を切れ目なく講じております。今後は、
事業継続と雇用維持のための取組を継続、拡充すると
ともに、回復期出口戦略として、ハピ・トク沖縄クー
ポンやおきなわ彩発見キャンペーン事業等による地
域消費喚起に係る取組等を強化してまいります。加え
て、成長期の出口戦略として、各産業分野における競
争力強化やデジタルトランスフォーメーションへの
移行等を推進してまいりたいと考えております。
　引き続き経済団体等と協働の上、多面的かつ多角的
に出口戦略を拡充・強化してまいりたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　２、農業政策につい
ての御質問の中の (1)、６次産業化の取組についてお
答えします。
　県では、６次産業化を推進するため支援窓口を設置
し、加工技術等の知識を有する専門員の派遣や研修会
の開催とともに、補助事業による商品開発等の支援な
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ど様々な施策に取り組んでおります。これらの取組に
より、県内における平成30年度の６次産業関連事業
の販売額は259億5800万円となっており、沖縄21世
紀ビジョン基本計画の目標額248億円を達成しており
ます。
　県としましては、引き続き６次産業化を推進し、農
家の所得向上に取り組んでまいります。
　同じく (2)、ゆがふ製糖工場の老朽化対策に関する
進捗についてお答えします。
　老朽化が著しいゆがふ製糖工場の移転先として、国
際物流拠点産業集積地域うるま・沖縄地区内の用地分
譲について内定通知を受けたと聞いております。県で
は、沖縄本島のサトウキビ生産振興や製糖工場の安定
操業が重要であることから、沖縄県分蜜糖工場安定操
業対策検討会議を設置し、工場建設に関する具体的な
方策及び製糖副産物の総合利用について検討を重ねて
おります。
　県としましては、引き続き老朽化が著しい分蜜糖工
場の支援に向けた課題等の整理を行い、関係機関と連
携した安定操業の確保を図ってまいります。
　同じく (3)、農業の担い手育成・確保についてお答
えします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、新
規就農者を年間300名育成することを目標に一括交付
金等を活用し、農業の担い手育成に取り組んでいると
ころであります。主な取組として、沖縄県新規就農一
貫支援事業による就農相談体制の強化や、農業施設等
の整備支援及び農業次世代人材投資事業による資金の
交付等を実施しております。
　県としましては、引き続き関係機関等と連携し農業
の担い手育成・確保に取り組んでまいります。
　同じく (4)、水耕栽培等の施設整備の取組について
お答えします。
　県内では、トマト、イチゴ、葉野菜等が水耕栽培施
設において生産されており、平成30年度の調査にお
きましては、面積が1.9ヘクタールとなっております。
県では、特定地域経営支援対策事業等を活用し、トマ
トやベビーリーフ等の水耕栽培施設を整備してまいり
ました。
　県としましては、今後も野菜等の安定生産を図るた
め、水耕栽培を含め園芸施設の整備に取り組んでまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　３、子育て・

福祉行政についての御質問の中の (4)、子供の貧困率
と今後の調査についてお答えいたします。
　平成27年度調査において、沖縄県の子供の貧困率
は29.9％となり、当時の全国16.3％の約1.8倍である
ことが明らかとなりました。また、平成27年度から
令和２年度の６年間で小中学生期、高校生期、未就学
期のライフステージごとに子供の実態調査を実施し、
困窮世帯の割合を公表しております。これまでの調査
を踏まえ、令和３年度は、０歳から17歳の子供を持
つ保護者を対象とした調査の実施を検討してまいりた
いと考えております。
　次に同じく (5) のア、待機児童対策についてお答え
いたします。
　待機児童を解消するには、保育士不足が喫緊の課題
となっており、県では、令和３年度において修学資金
等の貸付けや、潜在保育士に対する復職支援など、保
育士確保施策に係る予算を計上したところです。
　県としましては、第二期黄金っ子応援プランに基づ
き、令和３年度末の待機児童解消を目指し、引き続き
市町村や関係機関と連携し、同プランの着実な実施に
取り組んでまいります。
　同じく３の (5) のイと３の (5) のウ、保育所等のミ
スマッチと広域利用についてお答えいたします。３の
(5) のイと３の (5) のウは関連しますので、一括して
お答えいたします。
　県内の一部市町村においては、待機児童を抱えつつ
も定員割れが生じる施設がある等、地域別ミスマッチ
が起こっております。こうした地域のミスマッチ解消
や子育て家庭の保育ニーズに応えるためには、市町村
の圏域を越えた広域的な利用調整が重要であると考え
ており、県では今年度から保育士・保育所総合支援セ
ンターに広域利用推進コーディネーターを配置し体制
を強化したところです。また、待機児童対策協議会等
を通じ、広域利用への理解を求めるとともに、市町村
への個別訪問やヒアリングを実施し、広域利用の推進
に取り組んでいるところです。
　同じく３の (6)、特別支援保育に係る保育士の加配
についてお答えいたします。
　市町村における障害児保育に要する経費は地方交付
税として措置されており、市町村単独事業として加配
保育士の配置等が行われております。保育所における
障害児保育が適切に実施されるためには、市町村から
の財政支援や保育士確保等が重要であることから、県
では市町村が実施する保育士確保に向けた取組を支援
するほか、交付税措置の増額がなされたことを踏まえ
補助の充実を図るよう働きかけているところです。ま
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た、障害児保育に係る十分な財政措置を九州各県児童
福祉主管部長会議を通して国へ要望しているところ
です。
　同じく３の (8)、ソラエによる支援の継続について
お答えいたします。
　ソラエは、ニート、ひきこもり、不登校など社会生
活を円滑に営む上で困難を有する子供、若者やその家
族等からの様々な相談に応じ、関係機関の紹介その他
の必要な情報提供等を行うため沖縄県が設置した総
合相談機関であります。相談者の多くは、様々な問題
を複合的に抱えていることから、今後とも関係機関や
地域の支援団体等と連携し、社会的自立に向けた支援
に引き続き取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　６、第６次沖縄振興計画
についての (1)、５次にわたる振興計画についてお答
えいたします。
　これまでの５次にわたる沖縄振興計画等により、
空港、港湾、道路等の社会資本の整備が図られるとと
もに、新型コロナウイルス感染症の拡大前の平成30
年度には入域観光客数1000万人、情報通信関連産業
は累計で470社を誘致し、就業者数は平成30年に展望
値を超える70万7000人と着実に発展してまいりまし
た。また、平成29年度の名目の県内総生産は、４兆
4141億円で、復帰時から9.6倍の規模となるなど成果
を上げてまいりました。その一方で、１人当たり県民
所得の向上等はいまだ十分ではなく、自立型経済の構
築はなお道半ばにあります。加えて、離島の条件不利
性、米軍基地問題など本県が抱える特殊事情から派生
する固有課題や子供の貧困の問題、雇用の質の改善な
どの課題も残されております。
　同じく６の (2)、新たな振興計画（骨子案）の特徴
についてお答えいたします。
　新たな振興計画（骨子案）の主な特徴としては、
現行計画の柱である強くしなやかな自立型経済と優
しい社会の２つの基軸に、沖縄らしいＳＤＧｓを取り
入れ、新たに環境の枠組みを加えたことが挙げられま
す。沖縄振興に係る様々な取組に県民一人一人をはじ
めとする社会全体が参画することで、社会・経済・環
境の３つの側面が調和した持続可能な沖縄の発展と
誰一人取り残さない社会を目指していくことが可能
になると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。

　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　７、基地問題について
の (1) のア、ＳＡＣＯ合意の進捗状況についてお答え
いたします。
　ＳＡＣＯ最終報告で示された返還予定面積5002ヘ
クタールのうち、北部訓練場の過半、安波訓練場、ギ
ンバル訓練場、楚辺通信所、読谷補助飛行場、瀬名波
通信施設、牧港補給地区の国道58号沿い、キャンプ桑
江の北側部分、キャンプ瑞慶覧、西普天間住宅地区、
普天間飛行場東側の合計約4449ヘクタールが返還さ
れたところです。残りの施設については、米軍再編事
案として返還されることとされており、平成25年４
月に発表された再編に基づく統合計画に位置づけら
れておりますが、返還時期については、「又はその後」
と表記されており、明確にはなっておりません。
　同じく７の (1) のイ、ＳＡＣＯ合意事案実施後の基
地の面積についてお答えをいたします。
　ＳＡＣＯ最終報告事案による返還が全て実施さ
れた場合、沖縄の米軍基地専用施設面積は全国の約
70％となり、割合としては現在とほとんど変わりま
せん。また、ＳＡＣＯ最終報告及び統合計画による返
還が全て実施されたとしても、沖縄の米軍基地専用施
設面積は全国の69％程度にとどまることから、さら
なる返還が必要と考えております。
　同じく７の (4)、那覇港湾施設の返還に係る現状と
課題についてお答えをいたします。
　那覇港湾施設の返還については、現在、移設先とな
る浦添ふ頭地区の民港の形状案を浦添ふ頭地区調整
検討会議において作成しているところです。また返還
時期について平成25年に公表された統合計画による
と、那覇港湾施設の機能の浦添ふ頭地区への移設が行
われ、返還のための必要な手続の完了後、2028年度
またはその後に返還が可能とされており明らかに長
い期間を要することが見込まれることが課題である
と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　質問の途中ではありますが、
翁長雄治君の再質問は時間の都合もありますので午
後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時12分休憩
　　　午後１時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き翁長雄治君の再質問を行います。
　翁長雄治君。
　　　〔翁長雄治君登壇〕



─ 153 ─

○翁長　雄治君　引き続きよろしくお願いします。
　再質問と要望のほうをさせていただきます。
　何度もお話しさせていただきますけれども、新型コ
ロナウイルスについては、１年前はどういう影響があ
るのか分からない未知への恐怖で、県民は不安でいっ
ぱいでした。１年たって今はある程度どういうウイル
スか、どういう影響があるのか、どういうふうにすれ
ば感染症の対策ができるのかということも分かって
きて、そして多くの県民の皆様の不断の努力のおかげ
で、今第３波も先ほどの答弁ありましたように落ち着
きつつあります。
　しかしながら県民の一番の不安は、いつ終息して日
常に戻れるのかが見通せないというところだと思いま
す。様々な声を聞く中で感じているところです。そし
てそれらの不安を払拭するためにも、医療体制はさら
に万全に整えていかなくてはなりません。
　そこで、以下伺います。
　１つは、ＰＣＲ検査について。今空港の話もしたん
ですが、さらに拡充というところでずっと議会でも話
が出ているんですが、今朝と昨日の新聞で、県補助の
民間検査の話が出てきました。安価で受けられると。
報道を見ると政党が主導をしているかのような印象を
受けるんですが、どのような判断基準で決定している
のか伺います。
　次に、医療体制についてですが、医療従事者の過重
労働が今懸念されています。これから先、あと１年、
２年とまだまだ続く中でこれから看護を担う、そう
いった方々が離職とかに陥らないように県の取組が必
要だと思いますが、お伺いします。
　そして、医療費のところについては、先ほどの３億
円というところには恐らくペナルティーの部分が含ま
れていないんじゃないかというふうに感じますが、そ
ちらについてお願いします。
　そして県のほうがこの３億円についても２分の１で
お互いにやっていくということで今市町村と調整して
いるということで評価をいたしますが、ペナルティー
についての２分の１の補助についてもお伺いをしたい
と思います。
　待機児童についてのところですが、先ほど広域化に
ついてもこれから広げていくという中でもう一つ申し
上げますと、保育士確保についてやはり各市町村今大
変苦慮しているところでございます。各市町村、新規
の保育士、そして潜在的保育士の確保というところで
今注力しているところなんですが、なかなかこの実績
が前に出てこない、大きく出てこないというところで
あります。沖縄県の令和２年11月の有効求人倍率3.78

と、全国のそれに比べるととても高いんですね。ほか
のところは1.0を割り込むところはさすがにないです
が、大体2.0以下で収まっております。県外からの保
育士の確保というものが県主導でできないかというこ
とをお伺いします。
　県外の保育士、なかなか定着に課題があるというふ
うにずっと言われておりますけれども、少子高齢化の
流れの中で、この二、三年、三、四年ぐらいがまずは
大きな山場ではないかというふうな声もあります。
ただこの数年後、社会的な情勢の中での解決ではなく
て、今保育を必要としている方々たくさんいらっしゃ
います。政治と行政の力で解決に向けて検討していた
だきますようよろしくお願いします。見解を伺います。
　最後の基地問題のところなんですけれども、現行の
計画の中では沖縄の基地負担は解決できないというの
が改めて示されたところだと思います。沖縄の基地負
担を軽減するためには、県外・国外への移設が重要で
す。国民のほとんどが日米安保を支持しているわけで
す。米軍基地は沖縄だけの安全保障ではなく、日本全
体の安全保障のために存在しており、何よりその性格
上、米側は部隊を、日本は土地等を相互に提供するこ
とで成り立っています。その駐留地については米国が
要求できるわけではないはずです。基地の移転の話に
なると大体このような枕言葉がつけられます、他府県
の理解が得られないと。私たち沖縄も理解を示してい
るところはないと思います。沖縄の若い人たちの中で
基地を容認する方々の声を聞くと、それはないにこし
たことはないと。ただ僕たちが何を言っても国は強
行するんでしょうと、諦めるしかないんじゃないとい
うふうに私はよく言われます。若い人、また県民が政
治に対して、国に対して諦めという感覚を持たせてし
まっていいのか。私はとてもここに強い憤りを感じま
す。沖縄はほかのどの都道府県よりも民意をはっきり
させてきました。おととしには県民投票でも日頃のマ
スコミ調査と同じく７割の方が反対の意思を示しまし
た。そしてその民意を背に政府と対峙する知事に対し
て、知事がかたくなだから政府との距離が縮まらない
との論調もあります。政治は妥協の産物、可能性のアー
トだというふうに称されることもありますけれども、
沖縄県は辺野古新基地を最初受け入れる際に、条件付
の容認を示しました。しかしその条件を一方的にほ
ごにしたのは日本政府であって、沖縄県はこれ以上妥
協する余地は私はないと考えております。知事に対し
て命がけでやるようにという声もありますけれども、
当然知事には大きな政治責任があります。しかしなが
ら、ここにいらっしゃる方の中でも大勢が辺野古新基
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地について反対の公約を掲げて当選しています。みん
なで分かち合っていかなくてはいけないものと思い
ますが、知事の見解をお伺いします。
　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時37分休憩
　　　午後１時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　翁長雄治議員の再質問にお
答えいたします。
　国民の多くが日米安保体制を認め、そしてそれゆえ
に沖縄県には多くの米軍基地が存在をしているとい
うこと、若い方々はその基地が存在しているというこ
とが例えば生まれたときからもう目の前に基地があ
ると、なくならない基地の状況を見ていると、もう基
地は減らないのではないかというような諦め感も持
ち始めているということに対する議員からの懸念の
御質問であるかというように思います。
　日米安保体制が重要で我が国の平和と安定に米軍
基地が必要というなら、当然その負担も国民全体で公
平かつ平等に負うべきであるというように思います。
そのためには、沖縄における基地負担の軽減や負担の
公平性については、我が国の安全保障の問題がやはり
沖縄だけの問題ではなく我が国全体の問題であると
いうことを国民お一人お一人が自分で考え、ではその
ことについて将来どうあるべきか、国民の一人として
我が国の真の安全保障体制はどのように築いていく
べきかなどについてしっかりと議論をする場が与え
られ、互いに真摯に対話を重ねていくという姿勢が重
要であろうと思います。
　私も国民の皆さんがそういう認識をし、自分事とし
て考え、判断していただくことが重要であるという
ことから、県としては米軍基地問題に関する国民的議
論の機運醸成のため、全国トークキャラバンを行った
り、それから沖縄の米軍基地問題を分かりやすく説明
したパンフレットや県のホームページでの情報発信、
あるいは全国知事会などの場を利用する形で私たち
もしっかりと、例えば地位協定の改定についても同じ
共有する方向性を見いだしていくという作業は不断
の努力を積み重ねていくべきであろうというように
思います。
　私の公約でもあります、辺野古に基地は造らせない
という公約も２年前の県民投票において52％の投票
率、そして70％以上の反対という明確な民意が示さ

れています。ですから賛成する方であれ、反対する方
であれ、では私たちの将来の沖縄を日本という国をど
うやって描いていくのかということについては、やは
り日頃の対話の場をつくり、そこでお互いが真摯に話
し合う中で最大公約数の県民の幸福について見いだ
し、それを獲得していくための行動が必要であり、そ
のことはまた当然我々政治に対しても求められてい
る重要な責務ではないかというように認識いたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　ＰＣＲ検査に係る補助事
業の事業者の決定方法いかんという御質問でした。
　県では、県民が誰でも安価で迅速にＰＣＲ検査を受
けられる体制を整備するため、民間の検査機関が実施
するＰＣＲ検査に対し、１件当たり最大8000円を補
助する事業を実施しております。補助の対象は、県内
において衛生検査所として登録され、離島を含め県内
全域から検査を受ける体制の構築ができ、陽性者が出
た場合に医療機関を通して保健所への発生届出がで
きる体制を構築すること等の要件を満たす機関とし
ております。
　議員が政党の主導というお話がありましたけれど
も、県としては補助事業者の選定に当たってはより多
くの県民が検査を受けられるよう、複数の検査機関が
申請を行うことができるよう、また公平公正を期す観
点から公募により事業者を募ったところ、現時点にお
いて３社が公募に応じ、それ以外にも１社程度の申込
みが見込まれているところです。
　本日報道のありました検査機関はそのうちの１社
で、その選定に当たっては同社からの交付申請につい
て厳正に審査を行い、２月19日に同社を含めた２社
に交付決定を行ったところであり、一部検査機関にお
いては既に安価なＰＣＲ検査が開始されております。
　県としましては、今後も新型コロナウイルス感染症
の感染拡大を防止するため、安価なＰＣＲ検査体制の
構築を支援してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　翁長議員の再質問
にお答えいたします。
　コロナに対応する医師や看護師の過重労働につい
ての御趣旨の御質問でございました。
　医療従事者の負担は厳しい状況が続いているもの
と考えておりまして、このため、県では医療提供体制
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を確保するための医療機関等への各種支援を通じまし
て、医療従事者が離職につながらないよう環境整備に
努めていきたいと考えております。また、精神的な負
担を取り除くための公認心理師会等との協力の下の対
策にも取り組んでまいりたいと思います。
　次に、国保の減額調整試算額についてお答えいたし
ます。
　減額調整額の試算につきましては、令和元年度の７
歳から15歳の子供の医療費の自己負担分が現物給付
により助成されたということで仮定して算出しました
ところ、県全体で約１億8800万円と試算したところ
でございます。令和４年度からの拡充に伴う現物給付
につきましては、１月から対象市町村を個別に訪問し
まして多くの市町村から御理解をいただいております
が、減額調整措置、いわゆるペナルティーにつきまし
ては、国に対しその廃止を求めていきたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　翁長議員
の再質問のうち、県外からの保育士確保に係る市町村
の取組への支援についての御質問にお答えいたします。
　待機児童解消に向かいましては、保育士の確保が重
要でございまして、県では今年度から県の待機児童解
消支援基金を活用して、市町村が行う保育士確保の取
組を支援しているところでございます。県内幾つかの
自治体において県外からの保育士確保のための取組
がなされているところではございますが、例えばその
際、併せて保育所等が保育士の宿舎を借り上げるよう
なことを支援するような国庫補助事業がございます
が、その際には市町村負担分の４分の３を県の基金か
ら活用できることとしておりますし、また市町村が独
自に行う、例えば渡航費等への支援を行う場合に関し
ましても、この基金を活用して行うことができること
としております。
　県といたしましては、市町村が地域の実情に応じて
取り組むこのような県外からの保育士確保を含む保育
士確保の取組を引き続き支援してまいりたいと考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時48分休憩
　　　午後１時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、申し上げます。　

　照屋守之君から申出のあった件については、議長に
おいて後刻記録を調査の上、適切な措置を講ずること
といたします。
　また午前の瑞慶覧功君から発言訂正の申出がありま
した件につきましては、後刻記録を調査の上、議長に
おいて適切な措置を講ずることにいたします。
　平良昭一君。
　　　〔平良昭一君登壇〕
○平良　昭一君　会派おきなわの平良昭一でございま
す。
　会派を代表して質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、辺野古新基地に陸上自衛隊の離島防衛部隊を
常駐させることを米海兵隊と陸上自衛隊の極秘合意が
報じられた。これまでの自衛隊の功績を踏みにじるば
かりか、今後の国内配備計画をぶち壊すものであり、
国民との信頼関係を失わせるものだ。また、普天間の
閉鎖には辺野古が唯一と言ってきたことが県民だまし
となる。まさしく民主主義の破壊そのものだが、その
ことについて県の考え方と対応を伺います。
　(2)、那覇港湾施設の浦添市移設について伺う。
　(3)、復帰50周年に向けた基地の整理縮小について、
全国の米軍専用施設面積50％以下を目指すとの数値
目標だがその根拠を伺う。
　(4)、普天間第二小学校への窓枠落下、緑ヶ丘保育
園への落下物事故後の米軍の飛行の現状と県の対応に
ついて伺います。
　(5)、ワシントン事務所のこれまでの成果と今後の
役割について伺う。
　(6)、東海岸地域の発展方向性を示す東海岸サンラ
イズベルト構想策定に向けた検討委員会が開催された
ようだが、その取組について伺う。
　(7)、令和３年度組織・定数編成の見直しの目的と
概要について伺う。
　(8)、海外の県系出身者が要望する、世界のウチナー
ンチュセンター設置について伺います。
　２、新型コロナウイルス対策について。
　(1)、コロナ対策専門病院（仮称）の設置について
伺います。
　(2)、我が県は島嶼県であるがゆえ、ある面、対策
次第では効果てきめんな状況をつくり出すことができ
る環境であるとも言える。自由自在に陸路で移動でき
ない環境をどう生かすかが重要である観点から、県内
空港、港湾での水際対策について伺います。
　(3)、那覇空港のＰＣＲ検査１日100人の根拠につ
いて伺う。以前から水際対策としての必要性を、条例
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改正をしてでも行うべきと提言してきましたが、ここ
に来てやっと県がその対策に乗り出したことは評価
したいと思います。しかしながら、検査対象人数を限
定していることがなぜなのか、お伺いいたします。
　(4)、那覇空港内の抗原検査・ＰＣＲ検査対策とク
リニック開設について伺います。
　以前から県議会でも那覇空港内のクリニックの常
設を議論しているが、国内で97か所の空港があるが、
那覇空港は利用客数が６番目、離発着数が５番目と国
内の主要空港であることは事実であります。コロナ発
生以前から当然に設置されるべきものと認識してい
るが、県の考え方を伺います。
　(5)、飲食業の営業時間短縮要請対応の成果と課題
について伺う。
　(6)、時短拒否があるか、その対応を伺う。
　(7)、飲食業以外の事業者の現状と課題と対策につ
いて伺います。
　飲食業以外の事業者対策について幅広い業界への
手当の声は根強い。観光業界救済の施策として行った
家族でＳｔａｙ�Ｈｏｔｅｌ宿泊支援事業は外出自粛
の要請と矛盾していると言われているし、県民が求め
ているのは飲食業以外への対象業種協力金拡大であ
り、幅広いきめ細かな支援策はどうしていくのかお聞
きします。
　(8)、米軍関係者の状況とコロナ対策について伺う。
　(9)、ワクチン対策チームの役割と課題について伺う。
　(10)、医療体制が逼迫する状況でコロナ以外の病人
対策は万全か伺う。
　(11)、クルーズ船のコロナ対策について伺う。
　国のガイドラインでは、船内で感染者が出て寄港先
の病院で受け入れられなかった場合、最終港が船を受
け入れることになり、沖縄が最終港になると1000人
単位の乗客の医療機関受入れ体制が必要となります。
その点からしても、重要な対策だと認識することか
ら、県の考え方を伺います。
　(12)、ＧｏＴｏトラベル事業における利用実績の推
計、県内の利用人泊数、支援額、１人泊当たりの割引
支援額、１人泊当たりの旅行代金、宿泊・旅行代金の
割引額、地域共通クーポン利用額について伺います。
　(13)、プロ野球の無観客キャンプの経済的損失はど
れくらいか伺う。
　(14)、結婚披露宴に関係する団体への支援策につい
て伺います。
　感染症の影響が始まってから予約の９割以上キャ
ンセルが続き、ブライダル業界も経営の危機に直面し
ている。ブライダル業界の年間の経済効果は140億円

以上で、式場や衣装、清掃、食材関係、酒屋、司会、
交通機関など関連企業は多岐にわたる。結婚披露宴、
各種イベントなどお客さんがブライダル施設を利用
いただく以外に経営を根本的に改善することはでき
ず、持続的な政策支援が急を要する課題だと認識しま
す。
　以下の点を伺いたい。
　ア、今後、結婚式や披露宴を行う際、当事者に対し
一定の助成金を交付できるか伺いたい。
　イ、既婚者でも、未挙式者が結婚式、披露宴を行う
際、当事者に一定の助成金を交付することが望ましい
と思うが伺います。
　ウ、ブライダル関連業界が新型コロナウイルス感染
対策のために行う設備投資に対し、一定の助成措置を
講じていただきたい声があるが伺います。
　(15)、県職員のコロナ対策業務について。
　ア、コロナ対策業務に動員された職員の業務カバー
体制はどうなっているのか伺う。
　イ、時間外勤務が多くなるのは当然であるが、その
時間外手当の支給状況について伺う。
　ウ、コロナ協力金の支給の大幅遅れが指摘されてい
るが、職員の対応数が足りないのか、そうであれば民
間委託はできないのか伺う。
　３、教育関係について。
　(1)、中・高校生バス通学無料化に向けた取組と交
通渋滞対策の連携について伺います。
　(2)、国が目指す小学校全学年35人学級について伺
う。沖縄県は既に中１以下で35人学級を実現してい
る。今後は中２・中３の35人学級実現に向けての対
応となるが中２・中３全て35人学級実現のために、
以下の点を聞きたい。
　ア、学級数の増減、教職員数はどうなるのか伺う。
　イ、予算額について伺う。
　ウ、県のこれまでの対応と今後の考え方を伺う。
　４、保健医療部、環境部関係について。
　(1)、北部基幹病院について。
　ア、先般第２回の協議会が開催されたが、北部基幹
病院の取組状況と今後の工程について伺う。
　イ、いまだ各市町村の財政負担の問題が不安材料だ
との声があるが、どうなっているのか。
　ウ、北部医師会病院のこれまでの負債額の対応につ
いて伺う。
　エ、場所選定について決まっているのか伺う。
　(2)、琉球大学への薬学部創設について。
　施政方針の中で薬学部設置の可能性調査を行うと
明記しているが、どのような方針で行うのか伺います。
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　(3)、障害者等用駐車場の適正利用、パーキングパー
ミット制度導入の取組状況について伺います。
　(4)、公共施設における分煙環境の整備や屋外分煙
所の設置等、沖縄県の分煙環境整備について伺います。
　(5)、タイワンハブ対策について。
　ア、これまでの対策状況とその成果について伺う。
　イ、以前から外来種として環境部に対する対応策を
提言してきたが、その役割について伺います。
　(6)、近年ボランティアでの活動が多くなり各地で
海岸漂着物の回収が行われている。反面、その回収し
た漂着物の処分体制の確立ができておらず、海岸漂着
物回収処分の対応が各市町村統一ではない。その対策
について伺います。
　(7)、国が2022年度の施行を目指しているプラス
チック資源循環促進法案の対応について県の考え方を
伺います。ストローをはじめとする使い捨てプラ製品
を多量に提供する飲食店に削減を義務づけるなどし、
プラごみの排出の抑制やリサイクルを促進することが
狙いだ。海洋汚染問題など世界的な視野での対応が求
められているものであり、海洋県としての各段階での
適時な施策が重要であると思う観点から伺います。
　５、総務・知事公室・企画部関係について。
　(1)、新たな沖縄振興計画について。
　ア、次期振興計画の実現の見通しについて伺う。
　イ、克服すべき沖縄の固有課題について具体的に伺
います。
　ウ、県土の均衡ある発展のための圏域別展開の具体
的な考え方を伺う。
　(2)、県税徴収減少に係る今年度予算の編成の課題
について伺います。
　(3)、新型コロナウイルス感染症対策等での補正予
算の専決処分が連続してあるが、県側の認識について
伺う。
　(4)、後継者がいない企業の割合が沖縄県は全国一
多いとの統計があるが、県として何らかの対策、支援
策が必要ではないか伺います。
　(5)、離島の活性化に向けた移住者向け住宅整備補
助について伺う。
　(6)、沖縄総合事務局に沖縄総合観光施策推進室が
設置されたが、県としてどのような連携を取った取組
を考えているのか伺います。観光立県としての相乗効
果を最大限に生かすチャンスであると考えるのは私だ
けではないと思うし、内閣府沖縄総合事務局の沖縄観
光予算を、沖縄県とどう統一性を持って取り組むこと
ができるかが重要であり、その点を伺いたいと思いま
す。

　(7)、県土の均衡ある発展を図るため、北部地域の
連携促進と自立的発展の条件整備として産業振興や定
住条件の整備等を推進する北部振興事業のこれまでの
成果と今後の北部振興策について伺います。
　(8)、沖縄都市モノレールの延伸計画について伺う。
名護―那覇間の鉄軌道計画の停滞が県民から指摘され
る中、モノレールの東海岸延長や沖縄市・うるま市地
域への北進の声がある。時間的達成度の観点からの意
見だと思うが、県はどう受け止めるのか聞きたい。
　６、農林水産部関係について。
　(1)、辺野古への土砂搬出船に係る漁場について。
　辺野古への土砂搬出船が停泊する通称ブーマー曽根
はサンゴ礁が発達し冬場でも良好な漁場として利用さ
れてきております。しかし、地元漁民からの利用、環
境面での苦情が上がっている状況だ。
　以下の点を伺います。
　ア、通称ブーマー曽根漁場の利用状況と環境被害に
ついて伺う。
　イ、土砂搬出船の台数について伺う。
　ウ、漁民優先か、搬出船優先か、法的根拠を示して
いただきたい。
　エ、水深60メートル以上ないと停泊し、アンカーを
下ろせないとの約束があると聞く。どの船舶でもアン
カーは場所を選ばず自由自在に下ろせるのか伺う。
　(2)、学校給食の県産和牛提供事業について。
　ア、学校給食への牛肉の提供事業が、事業者から継
続を求められている。県として継続する考えはあるの
か伺う。
　イ、提供する際の牛肉価格を引き下げることで、学
校給食での使用数量が増え、さらに多くの予算が確保
できるのではないか。その点を伺う。
　ウ、沖縄県は肉用牛の子牛生産で、全国４位となっ
ている。今後さらに肉用牛、畜産振興を図る上で支援
策を国へ要望する必要があると思うが県の考え方を伺
う。
　７、企業局関係について。
　(1)、座間味浄水場建設の進捗について伺う。
　ア、浄水場は高台へとの知事の記者会見以降、住民
には何の説明もないが進捗状況を知りたい。
　イ、今年１月15日に村長、知事、企業局長との三者
面談があったと聞くが、その内容について伺う。あわ
せてその後の打合せ等があればそれについても伺いま
す。
　ウ、住民説明会を行う約束があると聞いているがど
うなっているのか伺う。
　(2)、水がめ地域の水環境事情について。
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　本島北部のダム所在地域から水源地域に対する基
金や助成などを求める陳情などが上がっているが、そ
の背景にはダムあるがゆえに地域発展の阻害要因と
なっていることにある。そのことを踏まえた地域還元
対策を過去に講じてきた経緯があるが、将来的にもダ
ムは在り続けることからそれ相応の地域還元策を考
えてほしい要求である。東村にあっては、過疎化対策
でリゾートホテル誘致に動いているが、水確保ができ
ず計画が進まない状況と聞く。水源地域であるにもか
かわらず水量を確保できない状況は理解に苦しむ。浄
水施設拡大には独自の財源では厳しい状況からの陳
情であり、以下お聞きします。
　ア、水源地域からの陳情等が上がっているがその対
応について伺う。水事情改善には企業局だけの対応で
は難しいと聞いていることから伺います。
　イ、企業局、企画部、保健医療部との連携について
伺う。
　８、土木建築部関係であります。
　(1)、磁気探査業務に係る管理技術者の資格要件と
入札参加資格について伺う。磁気探査業務における管
理技術者は平成28年10月に管理能力の高い資格を要
件として改定されたが、その後、４年間入札の参加資
格の見直しがなく、さらに２年間経過措置を延長する
話がある。関係者からは特殊な事業であり安全性から
見て不適切な事態との意見があるが、県の考え方を伺
います。
　(2)、建築設計業及び土木コンサル業の入札最低制
限価格について伺います。
　(3)、県道84号名護本部線事業について伺う。一向
に工事が進まず、地域から困窮の声が大きい。用地買
収も進まず、予定地の住民は今後の移転計画も立てら
れず不安・不満が絶えない。進捗状況と今後の計画に
ついて伺う。
　(4)、沖縄都市モノレールの３両化編成計画の状況
について伺う。
　(5)、伊平屋・伊是名架橋建設について伺う。
　(6)、伊平屋空港の進捗状況について伺う。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　平良昭一議員の質問にお答
えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の (6)、
東海岸サンライズベルト構想策定に向けた取組につ
いてお答えいたします。
　県土の均衡ある発展に向けては、東海岸地域にもう

一つの南北に伸びる経済の背骨を形成し、強固な経済
基盤を構築することが重要と考えております。沖縄県
では、東海岸サンライズベルト構想の策定に向け、外
部有識者を含む検討委員会を昨年12月に開催し、市
町村等の意見を伺いながら東海岸地域ならではの魅
力や強みを生かし、マリンタウンＭＩＣＥエリアの形
成を含む東海岸一帯の活性化・発展に向けた検討を進
めております。
　本年３月に第２回の検討委員会を開催し、今年度中
に同構想を取りまとめ、新たな振興計画（素案）に反
映することとしております。
　次に、新型コロナウイルス対策についての御質問の
中の２の (9)、ワクチン対策チームの役割と課題につ
いてお答えいたします。
　沖縄県では、１月15日新型コロナウイルス感染症
対策本部総括情報部内に11名から成るワクチン対策
チームを設置したところです。ワクチン対策チームの
役割としては、優先接種の対象となる医療従事者等へ
の接種体制の確保、接種主体である市町村の体制構築
の支援、また県民の不安を取り除くための専門的相談
対応などが挙げられます。本県が島嶼県であることか
ら、特に小規模離島においては円滑な接種が課題であ
り、地域の実情に応じた柔軟な対応ができるよう国と
調整を進めているところです。
　沖縄県としましては、コロナ対策の切り札となるワ
クチン接種が円滑に進められるよう市町村及び医師
会をはじめ関係医療団体と連携し、万全な体制で取り
組んでまいります。
　次に、総務・知事公室・企画部関係についての御質
問の中の５の (3)、補正予算の専決処分に係る認識に
ついてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症に対応するため、11月
議会閉会以降４回の専決処分を行っております。その
内容は、営業時間短縮要請に伴う協力金の支給や、国
のＧｏＴｏキャンペーン停止延長により観光業界か
らの強い要請を受けた彩発見キャンペーンを実施す
るための補正であります。いずれも事態の状況に応じ
た迅速な対策に必要な財源の裏づけを早急に確保す
る必要があり、議会を招集する時間的余裕がなかった
ため、地方自治法第179条第１項の規定により専決処
分により予算を補正したものであります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
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ついての (1)、米海兵隊と陸上自衛隊の極秘合意につ
いてお答えいたします。
　去る１月、加藤官房長官及び岸防衛大臣は、記者会
見において米軍施設等における共同使用は、日米安全
保障協議委員会や日米合同委員会の枠組みの下で意思
決定がなされるものであり、陸自と海兵隊において決
定されるようなものではないなどと発表しております。
　県としましては、県内の米軍施設等における共同使
用はさらなる基地負担の増加につながるものであり、
断じて容認できないことから引き続き情報収集に努め
てまいりたいと考えております。
　同じく１の (2)、那覇港湾施設の浦添移設について
お答えいたします。
　那覇港湾施設は、那覇港に隣接し那覇空港にも近
く、産業振興の用地として極めて開発効果の高い地域
となっており、基地負担の軽減と産業振興の観点から
早期の返還が必要であると考えております。
　県としては、これまでの経緯を踏まえつつ、那覇港
湾施設移設に関する協議会の枠組みの中で取組を進め
ることが重要だと考えております。現在、那覇港管理
組合は、コロナ禍における状況を踏まえながら、令和
２年度内を目途に浦添ふ頭地区における民港の形状
案、すなわち港湾計画の方向性案を導き出すことがで
きるように取り組んでいきたいとのことであります。
　同じく１の (3)、復帰50年に向けた基地の整理縮小
についてお答えいたします。
　国土面積の約0.6％の本県に米軍専用施設面積の約
70.3％が集中しており、応分の負担には依然としてほ
ど遠い状況にあります。このため県は、沖縄21世紀
ビジョンにおいて、基地のない平和で豊かな沖縄をあ
るべき県土の姿としながら、引き続き基地の整理縮小
を進めるとしていること、沖縄県議会においては、こ
れまで２度、在沖米海兵隊の撤退を図ることを全会一
致で決議していることなどを重く受け止め、日米両政
府に対し当面は在日米軍専用施設面積の50％以下を
目指すとする具体的な数値目標を設定し、実現するこ
とを求めることとしたところであります。
　同じく１の (4)、普天間第二小学校、緑ヶ丘保育園
の事案発生後の現状と県の対応についてお答えいたし
ます。
　普天間飛行場における航空機騒音規制措置では、進
入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限
り学校、病院を含む人口稠密地域上空を避けるよう設
定することとされております。しかしながら、緑ヶ丘
保育園及び普天間第二小学校の事案発生後も、依然と
して人口稠密地域上空を飛行している状況が確認され

ております。平成30年には知事が緑ヶ丘保育園及び
普天間第二小学校を視察しております。また、同園園
長から提供を受けた飛行映像については、ワシントン
駐在を通じ、米国政府関係者等に情報共有することと
しております。
　県は、同規制措置の厳格な運用について米軍及び日
米両政府に対し要請してきたところであり、引き続き
学校や病院を含む人口稠密地域上空の飛行を回避する
よう求めていきたいと考えております。
　同じく１の (5)、ワシントン駐在の成果と今後の取
組についてお答えいたします。
　ワシントン駐在は、米軍基地に関する情報収集・情
報発信に加え、知事訪米の際には、連邦議会議員等と
の面談のほか、2018年にはニューヨーク大学での講
演や国連事務次長との面談、2019年にはスタンフォー
ド大学の講演をコーディネートしております。ワシン
トン駐在の働きかけの結果、2019年の６月及び10月
には連邦議会調査局報告書に在沖米軍の状況について
正確な記載がなされたほか、2020年６月には連邦議
会下院軍事委員会即応力小委員会において、軟弱地盤
等を理由に辺野古新基地建設計画に対する懸念が示さ
れたことは、駐在の成果の一つと考えております。今
年度は、特にバイデン新政権に対して知事書簡を送付
するとともに、昨年11月の選挙で当選された連邦議
会議員の関係者約30人とオンラインで面談し、辺野
古新基地建設の技術的課題、普天間飛行場におけるＰ
ＦＯＳ漏出事故、在沖米軍による事件・事故等につい
て情報提供などを行っており、今後とも積極的な取組
を行ってまいります。
　２、新型コロナウイルス対策についての (8)、米軍
のコロナ対応についてお答えいたします。
　在沖米軍においては、日本に入国する全ての米軍関
係者に対し、14日間の移動制限措置を義務づけると
ともに、移動制限を解除する前にＰＣＲ検査を実施し
ているとのことであります。また、基地内外の感染状
況を勘案しながら新型コロナウイルス感染防止対策に
取り組んでおり、現在は、基地外のレストラン店内に
おける飲食やバー・クラブの利用、大人数での集会等
が禁止されているとのことであります。しかし、飲酒
関連の事案など行動規範に違反していると思われる事
案が見受けられており、県では機会あるごとに米軍に
対し、感染防止対策の徹底を求めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢につ
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いての (7)、令和３年度組織・定数編成についてお答
えします。
　令和３年度の組織・定数編成に当たっては、新たな
行政課題や多様化する行政需要に的確に対応すると
ともに、簡素かつ効率的なものになるよう実施してお
ります。組織については、「感染症対策課」、「デジタ
ル社会推進課」、「ＳＤＧｓ推進室」、「北部医療セン
ター整備推進室」などを設置し取組を強化します。
定数については、保健所や児童相談所の体制強化に加
え、家畜防疫対策や平和行政、首里城復旧の推進のた
め増員を図っております。
　次に２、新型コロナウイルス対策についての (15)
のア、コロナ対策業務動員職員のカバー体制について
お答えします。
　県では、沖縄県業務継続計画（新型インフルエンザ
等対策編）で設定いたしました業務の縮小、変更また
は休止の積極的な判断を行い、新型コロナウイルス感
染症に係る対策業務及び支援業務について早急な対
応を全庁挙げて取り組んできたところです。動員され
た職員の所属によっては、臨時的任用職員の採用や業
務配分の見直しなどを行い、適切に対応しているとこ
ろです。
　次に５、総務・知事公室・企画部関係についての (2)、
令和３年度当初予算編成の課題についてお答えしま
す。
　令和３年度は、コロナ禍においても県民の生命、生
活、雇用、事業を守り抜くとともに、より幅広い分野
においてアフターコロナに向けた将来を見通した取
組を進める必要があります。しかしながら、令和３年
度当初予算の編成に当たっては、県税等の減により収
支不足が対前年度47億円拡大し262億円となりまし
た。このため歳入面では、県債の発行額を増額し、歳
出面では８年ぶりに実施したマイナスシーリングに
より財源捻出を図った上で限られた財源を重点的に
配分することにより、持続可能な沖縄の発展と誰一人
取り残さない社会づくりの実現に向けて必要な予算
を計上したところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　まず初め
に１、知事の政治姿勢についての (8)、世界のウチナー
ンチュセンターについてお答えいたします。
　県では、ウチナーネットワークの継承・発展を目指
し、関係団体や海外県人会等と意見交換を行いなが
ら、県内の拠点について検討しているところです。今

年度から、ＪＩＣＡ沖縄と連携し、１、人的ネットワー
クの継承、２、情報発信と集約、３、交流促進、４、
相談窓口、５、歴史継承の５つの機能を総合的に担う
プラットフォームの構築に向けて取り組んでおりま
す。
　県としましては、引き続き関係団体等と意見交換を
行いながら、既存施設の活用やソフト面を中心とした
対応を検討してまいります。
　次に２、新型コロナウイルス対策についての (2)、
県内空港での水際対策についてお答えいたします。
　県では、那覇空港や県外から直行便の就航する離島
空港において、発熱者を迅速に検査へとつなぐ体制を
整備しております。また、緊急事態宣言が発令されて
いる地域からの渡航者に対しては、出発地での事前の
ＰＣＲ検査を推奨しております。しかしながら、やむ
を得ず検査が受けられずに渡航する沖縄県民を含む
希望者に対し、１日当たり200件を上限として、今月
３日から那覇空港において検体を採取してＰＣＲ検
査を実施しております。検査実績としては２月24日
時点で検査数1774件、うち陽性者１人を確認し療養
につないだところです。
　同じく２、新型コロナウイルス対策についての (3)、
那覇空港のＰＣＲ検査対策と検査の上限を１日100人
とする根拠についてお答えいたします。２の (3) と２
の (4) は関連しますので、一括してお答えいたします。
　県では、緊急事態宣言が発令されている地域からの
渡航者のうち、やむを得ず出発地でＰＣＲ検査が受
けられなかった沖縄県民を含む希望者に対し、検体採
取場所の規模等を勘案し１日当たり200件を上限とし
て、今月３日から那覇空港において検査を実施してお
ります。当初は感染防止を図りながら安全かつ確実に
検体採取等を実施していくため、１日の検査数の上限
を100件としてスタートしたところです。
　同じく２、新型コロナウイルス対策についての
(12)、ＧｏＴｏトラベル事業の実績についてお答えい
たします。
　県では国に対して、ＧｏＴｏトラベル事業の実績に
ついて随時照会しておりますが、国は、全国の利用実
績の推計については公表しているものの、都道府県別
の利用実績については、現時点では集計中として公表
していないことから把握は困難な状況です。
　県としましては、引き続き情報収集に努めてまいり
ます。
　同じく２、新型コロナウイルス対策についての
(13)、プロ野球の無観客キャンプの経済的損失につい
てお答えいたします。
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　昨年度のプロ野球春季キャンプの経済効果は、約
122億円と試算されております。現時点で今年度の春
季キャンプにおける経済的損失額の把握は困難です
が、無観客となったことによりキャンプの観覧を目的
とした観光客の宿泊キャンセルのほか、飲食店、公共
交通機関、レンタカー事業者、食品関連事業者等、幅
広い業種で例年のような経済効果が失われるなど多大
な影響があるものと認識しております。
　県としましては、引き続き安全・安心なキャンプ地
の構築を図り、次年度以降多くの県民・観光客の方々
に足を運んでいただけるよう尽力してまいります。
　次に５、総務・知事公室・企画部関係についての (6)、
沖縄総合事務局との連携についてお答えいたします。
　沖縄総合事務局においては、組織の横断的な連携を
推進し、観光施策の企画立案・調整を積極的に行う体
制を強化するため、新たに沖縄総合観光施策推進室を
発足しております。当室においては、沖縄観光の量か
ら質への転換、質の高い持続可能な観光の推進等に向
けて積極的に取り組むものと伺っております。
　県としては、沖縄観光のさらなる発展に向けてそれ
ぞれの取組について情報共有を行うなど連携を図って
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナウ
イルス対策についての御質問の中の (1)、コロナ対策
専門病院の設置についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症のみに対応する専門病院
については、既存の病院を専門病院化する、あるいは
新たな施設を整備する方法が考えられますが、いずれ
の方法においても医療従事者の確保等の課題がありま
す。なお、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ
る重点医療機関においては、適切な感染対策が徹底さ
れていることから、コロナ病棟から一般病棟の患者へ
の感染事例は確認されておりません。
　同じく２の (5)、営業時間短縮要請対応の成果と課
題についてお答えいたします。
　営業時間短縮の要請については、12月17日から地
域を限定し夜10時までとしたところ、年末はイベン
ト等が多い時期にもかかわらず一定の効果が見られま
した。しかし、正月前後の行動抑制が十分ではなく感
染拡大が課題となったことから、１月22日から夜８
時に繰上げ、県内全域に対象地域を拡大しました。そ
の結果、飲食関連の陽性者は、１月は３週連続で100
人前後であったものが、２月には10人から20人となっ

ており、要請の成果があったものと考えております。
　同じく２の (6)、時短要請の対応状況についてお答
えいたします。
　県では、１月22日から県内全域に時短要請を拡大
した際に、実効性を高めるため、市町村に対して巡回
活動の協力依頼を行ったところ、全市町村において、
地域の見回り活動が行われています。毎週の報告によ
ると、時短要請に対する協力率は90％から100％との
回答が多く、事業者の大半は協力していただいていま
す。一方で、那覇市内の接待を伴う飲食店でクラスター
が発生するなど、飲食店関連の感染を確認しており、
引き続き注意が必要であると考えております。
　今後も飲食店における感染防止対策は重要であるこ
とから、事業者の協力が得られるよう引き続き市町村
等と連携して対応してまいりたいと考えております。
　同じく２の (10)、コロナ以外の患者対応について
お答えいたします。
　新型コロナウイルス感染患者等の受入れ医療機関
では、感染拡大時にはコロナ患者等の受入れや感染防
止対策のため、急を要さない手術等については延期の
措置を取っていると聞いておりますが、救急患者につ
いては通常時と変わらず受入れを行っております。ま
た、感染患者受入れ病院からコロナ以外の患者を受け
入れる場合は、現在、医療法の特例で定員を超えて患
者を入院させることが可能となっております。
　県としましては、必要な医療提供体制を確保するた
め、医療機関の支援及び感染拡大防止対策に取り組ん
でまいります。
　同じく２の (15) のイ、コロナ関連の時間外勤務手
当についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染拡大防止対策に従事してい
る総括情報部の職員、宿泊療養施設の動員職員及び保
健所職員等に対する時間外勤務手当につきましては、
予算流用及び補正予算への計上等により必要額を確保
し、随時支払いを行っているところです。
　県としましては、今後とも感染拡大防止対策に従事
する職員の時間外勤務手当の必要額を確保し、早期の
執行に努めてまいります。
　次に４、保健医療部、環境部関係についての御質問
の中の (1) のア、北部医療センターの取組状況等につ
いてお答えいたします。
　公立北部医療センターの整備については、去る１月
27日に開催した第２回整備協議会において基本構想
素案が了承され、現在、パブリックコメントを実施し
ております。今後は、本年３月に第３回協議会を開催
し、パブコメの意見を踏まえ整理した基本構想案につ
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いて協議を行い、公立北部医療センター基本構想を策
定することとしております。また、次年度は基本計画
の策定、令和４年度以降に基本設計、実施設計、建築
工事を行い、令和８年度の開院を予定しております。
　同じく４の (1) のイ、市町村の財政負担についてお
答えいたします。
　市町村の財政負担につきましては、昨年７月28日
に合意した基本的枠組みに関する合意書において、病
院を整備する際には市町村の一般財源には影響を与え
ないこと、また、整備費用に係る借入金の償還に対す
る市町村の負担はないこと、市町村の組合への負担金
は、病院及び診療所を運営することにより交付される
地方交付税相当額に限定し、それ以上の負担はないこ
と、財団への財産の拠出は財団設立時の１回に限るこ
ととしており、具体的な内容に関しては、次年度以降
に市町村と協議を行っていくこととしております。
　同じく４の (1) のウ、北部地区医師会病院の負債に
ついてお答えいたします。
　北部地区医師会病院の長期借入金は、令和２年３月
末時点で約20億7000万円となっており、毎年度、計
画どおり１億5000万円ずつ返済されているところで
あります。
　同じく４の (1) のエ、建設場所についてお答えいた
します。
　建設候補地については、北部地域の中心的な地域で
ある名護市内で、病院整備に必要となる一定規模の用
地の確保が可能な公有地として、農業大学校移転後の
敷地、名護商業高校跡地、名桜大学周辺用地の３候補
地について比較検討を行っております。検討に当たっ
ては、敷地の広さ、関連法令との関係、交通アクセス
等について評価を行い、現在実施中のパブリックコメ
ントにおける意見も踏まえ、３月に開催予定の整備協
議会において、建設予定地を選定することとしており
ます。
　同じく４の (2)、薬学部の設置及び可能性調査につ
いてお答えいたします。
　厚生労働省の平成30年薬剤師数調査によりますと、
人口10万人当たりの薬局・医療施設に従事する薬剤
師数は、全国平均の190人に対し、沖縄県は139人で
全国最下位であり、薬剤師不足等を解消するために県
内の国公立大学に薬学部を設置することは、有効な方
策の一つであると考えております。今年度から薬学部
設置可能性等調査事業において、県内薬剤師の需給予
測や県内高校生等の薬学部進学需要の把握等を行って
おり、令和３年度は、県内国公立大学、関係省庁及び
有識者等へのヒアリングを実施し、薬学部を設置する

場合の課題及び課題解決のための具体的な方策等につ
いて整理し、県としての方針を検討してまいります。
　同じく４の (4)、分煙環境の整備についてお答えい
たします。
　分煙環境の整備については、様々な方策を講じても
受動喫煙が生じてしまうような場合に設置するものと
認識しており、施設の管理者が個別の状況に応じて判
断していく必要があると考えております。
　県としては、健康増進法の基準を満たす喫煙室の設
置や、たばこの煙が流出しないよう適切な措置が取ら
れた屋外分煙施設の整備について指導を行ってまいり
ます。
　同じく４の (5) のア、タイワンハブの対策状況と成
果についてお答えいたします。
　県では、タイワンハブ対策として平成29年度より
危険外来種咬症根絶モデル事業を実施し、名護市から
恩納村の一部区域をモデル地域として、ハブ捕獲器を
400台設置し、タイワンハブの低密度化及び根絶の実
証試験等を行っており、これまでに合計640匹のタイ
ワンハブを捕獲しております。令和３年度には、実証
試験等で得られた成果を取りまとめ、駆除マニュアル
の作成や講習会等での周知を行い、タイワンハブによ
る咬症被害防止対策を推進していきたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、新型コロナウイルス
対策についての (2) のうち、那覇空港での水際対策に
ついてお答えいたします。
　現在那覇空港では、沖縄県が、国内線到着口４か所
及び出発口保安検査場前３か所にサーモグラフィーを
設置し、発熱が感知された場合は、旅行者専用相談セ
ンター沖縄ＴＡＣＯにおいて、看護師による問診等を
踏まえ、空港内でのＰＣＲ検査につなげることとして
おります。
　県としましては、今後も県内外の新型コロナウイル
スの感染状況を踏まえ、体制の見直しを図る等、適切
に対応してまいります。
　同じく２の (4) のうち、那覇空港におけるクリニッ
クの開設についてお答えいたします。
　沖縄県では、那覇空港におけるクリニックの開設に
ついて、那覇空港ビルディング株式会社と意見交換
し、採算性の面で課題があることを確認しました。
　県としましては、他空港の状況を確認するととも
に、引き続き那覇空港ビルディング株式会社とニーズ
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の掘り起こし等について意見交換しながら、課題の解
消に向けて連携して取り組んでまいります。
　次に５、総務・知事公室・企画部関係についての (1)
のア、新たな振興計画の見通しについてお答えいたし
ます。
　新たな振興計画については、総点検の結果や新沖縄
発展戦略を踏まえるとともに、ＳＤＧｓを反映させ、
ウイズコロナからアフターコロナに向けた将来を見通
す中で、未来を先取りし、日本経済の一端を担うべく、
新時代沖縄を展望し得る観点から骨子案を策定したと
ころであります。国においては、現在、これまでの沖
縄振興の検証作業を行っていると聞いております。
　県としましては、国の検証結果を踏まえ、国と連携
しつつ、新たな沖縄振興に取り組んでまいりたいと考
えております。
　同じく５の (1) のイ、克服すべき沖縄の固有課題に
ついてお答えいたします。
　新たな振興計画（骨子案）においては、克服すべき
沖縄の固有課題として、基地負担の軽減、駐留軍用地
跡地の有効利用による県土構造の再編、離島の条件不
利性克服と持続可能なコミュニティー及び力強い島嶼
地域の形成、陸海空を紡ぐ美ら島交通ネットワークの
構築を掲げております。これらの固有課題は、沖縄振
興特別措置法等に基づく特別措置を講ずる根拠である
４つの特殊事情から派生する課題であることから、本
県の不断の努力に加え、国の責務として、克服に向け
た有効かつ適切な措置が講じられる必要があると考え
ております。
　同じく５の (1) のウ、圏域別展開の考え方について
お答えいたします。
　新たな振興計画（骨子案）においては、県土の均衡
ある発展に向けて、地域の個性や特徴を生かした力強
い圏域を形成するとともに、圏域間の連携強化が重要
と考えております。また、県土のグランドデザインと
圏域別展開の中では、北部、中部、南部、宮古、八重
山の５つの圏域別の展開に加え、圏域の枠を超えた広
域的な観点から施策展開の基本方向として、駐留軍用
地跡地利用に伴う持続可能な都市の形成、シームレス
な交通体系の整備と鉄軌道を含む新たな交通システム
の導入などを掲げております。
　同じく５の (5)、移住者向け住宅整備についてお答
えいたします。
　県では、離島・過疎地域の活性化や県全体でバラン
スの取れた人口の維持、増加を目的に移住定住促進事
業を実施し、移住相談会や体験ツアー、ウェブサイト
上での情報発信等を行っております。移住者向け住宅

整備については、国の離島活性化推進事業費補助金や
一括交付金、過疎対策事業債の活用により、市町村が
その実情に応じて整備を進めていると認識しておりま
す。
　県としましては、今後も市町村と連携した離島・過
疎地域の定住環境整備に取り組んでまいります。
　同じく５の (7)、北部振興事業の成果と今後の北部
振興策についてお答えいたします。
　北部振興事業では、これまでに731件、約1623億
円の事業が採択され、観光交流や情報通信等の施設整
備や、道路、港湾、住宅等の社会基盤の整備が進めら
れております。これらの取組により、約2600人の雇
用が創出されるとともに、北部圏域全体で人口が約
4900人増加するなど、一定の成果を得ております。
　沖縄県としては、県土の均衡ある発展を図るため、
今後とも北部12市町村と連携し、産業振興のための
基盤整備や定住条件の整備等を進めてまいります。
　同じく５の (8)、モノレールの延伸計画についてお
答えいたします。
　県では、平成30年度において、モノレールを延伸
した場合の影響等について検討を行っており、その結
果、採算性等の課題を確認しております。当該結果を
踏まえ、令和３年度において、需要確保に向けた利用
促進策やその効果について調査・分析を行うこととし
ております。市町村と協働による公共交通の充実に
向けた取組の中において、これら検討結果も踏まえつ
つ、地域にふさわしい公共交通ネットワークの在り方
について検討を行っていくこととしております。
　次に７、企業局関係についての (2) のア、水源基金
創設の陳情についてお答えいたします。
　県は陳情のある国頭村、大宜味村、東村に対し、解
散した沖縄県水源基金等の過去の支援実績、ダム完成
後の固定資産税に代わり交付される国有資産等所在市
町村交付金の仕組みなど、受水市町村の負担の状況を
含め意見交換を行いました。３村からは水源涵養機能
維持のための行政需要に係る支援、企業局の給水区域
への編入等の意見があったことから、関係部局と連携
し確認・精査を行っているところであり、引き続き意
見交換を進めていくこととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、新型コロナウイ
ルス対策についての御質問のうち (2)、離島空港、港
湾における水際対策についてお答えいたします。
　定期便が就航する離島空港、港湾では、サーモグラ
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フィーや非接触型体温計による入域者の検温を行っ
ております。入域者に37.5度以上の発熱が確認され
た場合は、旅行者専用相談センターＴＡＣＯ等に引き
継いでおります。その他、空港、港湾においては、新
型コロナウイルス感染症予防や体調不良時の相談窓
口の連絡先を記載したパンフレットを配布し、離島に
おける感染症拡大防止対策を行っております。
　今後とも関係機関と連携しながら、さらなる対応を
検討してまいります。
　次に２の (11)、クルーズ船のコロナ対策について
お答えいたします。
　クルーズ船のコロナ対策については、国内クルーズ
の感染予防対策に関するガイドライン等に基づき、乗
下船時の検温や船内における感染検査等が実施され
ることとなっております。また、クルーズ船の受入れ
再開に向けた検討と、船内で感染者が確認された場合
の受入れ体制の構築に向け、港湾、医療、搬送、観光
の関係機関で構成する沖縄県クルーズ船受入協議会
を１月に設置したところであります。今後は、各港湾
管理者を中心に地域協議会を開催し、地域に応じた受
入れ体制の構築を図り、クルーズの安全・安心の確保
に努めてまいります。
　次に６、農林水産部関係についての御質問のうち
(1) のイ、土砂搬出船の隻数についてお答えいたしま
す。
　沖縄防衛局に対し、普天間飛行場代替施設建設事業
で土砂の搬出を行った船舶について照会したところ、
平成30年12月から令和３年１月末時点までに、延べ
約1420隻との回答がありました。
　次に８、土木建築部関係についての御質問のうち
(1)、磁気探査業務に係る管理技術者の資格要件と入
札参加資格についてお答えいたします。
　土木建築部では、平成21年度の糸満市の不発弾事
故を受け、磁気探査の品質確保による工事の安全確保
のため、平成28年度に磁気探査技士等を追加し、地質
調査技士及び測量士（補）を削除する見直しを行いま
したが、経過措置として今年度まで、その実施を延長
してきました。令和２年度の磁気探査技士試験の実施
は、コロナ禍において遅れましたが、令和３・４年度
の入札参加資格審査申請において、試験合格者の追加
登録を行い、さらに、令和３年度に同資格審査の追加
申請で磁気探査技士等の登録を行うこととし、予定ど
おり令和３年４月から地質調査技士及び測量士（補）
を削除することとしております。
　次に８の (2)、業務委託の最低制限価格の見直しに
ついてお答えいたします。

　土木建築部が発注する建設に係る業務委託の最低
制限価格については、契約の内容に適合した履行を確
保するため、国に準じた沖縄県土木建築部が発注する
建設に係る業務委託の最低制限価格試行要領に基づ
き設定しております。最低制限価格の見直しについて
は、各都道府県の調査を実施しており、今後はその内
容を分析し、関係団体等と意見交換を行いながら検討
していきたいと考えております。
　次に８の (3)、県道84号名護本部線の事業について
お答えいたします。
　県道84号名護本部線は、平成25年度から事業に着
手し、現在、用地買収及び渡久地橋の架け替え工事を
進めているところであり、令和２年度末の進捗率は、
事業費ベースで約40％となっております。事業箇所
の安全対策については、地元の協力を得ながら対策を
検討していきたいと考えております。また、今後の事
業スケジュールについては、地元に丁寧に説明しなが
ら、早期完成に向けて取り組んでまいります。
　次に８の (4)、沖縄都市モノレールの３両化計画に
ついてお答えいたします。
　３両化については、３両編成車両の新造を４編成進
め、その後、現在の２両編成を３両編成とする改造を
５編成行うこととしており、９編成の３両化車両を導
入する計画となっております。沖縄都市モノレール株
式会社においては、昨年９月に４編成の製造契約を締
結し、令和４年度中に３両化車両の２編成を完成させ
る工程で取り組んでいるところであります。
　次に８の (5)、伊平屋・伊是名架橋についてお答え
いたします。
　県は、伊平屋・伊是名両村からの要望等を受けて、
平成23年度に整備の可能性調査を実施しております。
その結果、技術上及び環境上の課題、費用対効果や膨
大な予算の確保など、多くの課題が明らかとなってお
ります。建設工事費等の縮減については、土質ボーリ
ング調査を行いながら可能性の検討を行うとともに、
今後は、環境面の調査も行いながら、課題克服に向け
て、引き続き調査研究に取り組んでいきたいと考えて
おります。
　次に８の (6)、伊平屋空港の進捗状況についてお答
えいたします。
　伊平屋空港については、航空会社との意見交換や需
要予測などの確認・検証、関係機関との調整に取り組
んでいるところであります。引き続き航空会社の就航
意向取付けや需要予測、費用対効果の確保などの課題
解決に取り組み、早期事業化を図っていきたいと考え
ております。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、新型コロナウイ
ルス対策についての御質問の中の (7)、飲食業以外の
事業者の現状と課題と対策についてお答えします。
　国や県独自の緊急事態宣言による経済的影響は、宿
泊業をはじめ、様々な分野に及んでいます。こうした
県内事業者への支援を行うため、県では国に対し、国
の緊急事態宣言地域と同等の支援を行うことなどの要
請を行い、併せて他の都道府県と連携し、全国知事会
等を通じて同様の要請を繰り返し行ってきたところで
す。その結果、国が実施する緊急事態宣言の影響緩和
に係る一時支援金では、県内でも旅客運送事業者、宿
泊事業者、土産物小売店、旅行代理店、イベント事業
者等が対象となり得ることとなったことから、これら
の事業者への周知及び活用に向けたサポートに取り組
んでまいります。加えて、県としては、最重要課題で
ある事業継続と雇用維持のため、資金繰り支援の融資
限度額拡充や雇用調整助成金の上乗せ助成を継続する
とともに、幅広い業種で利用可能なハピ・トク沖縄クー
ポンの発行等の域内需要喚起策を継続実施してまいり
ます。
　同じく２の (14) のウ、ブライダル関連業界の感染
対策のための設備投資への助成についてお答えいたし
ます。
　県においては、新型コロナウイルス感染症の拡大に
より、売上げ減少等の影響を受けた事業者に対し、県
単融資制度の活用や県内の需要喚起、うちなーんちゅ
応援プロジェクト等による感染拡大防止の取組など、
各種支援施策を実施しております。また、国において
も、生産性革命推進事業による感染対策の設備投資支
援に加え、今般新たに創設された、中小企業等事業再
構築促進事業では、ウイズコロナ・ポストコロナの社
会に対応した事業の転換等に取り組む企業を支援する
こととしております。
　県としても、商工会等の支援機関と連携し、支援策
の活用促進に取り組んでまいります。
　同じく２の (15) のウ、協力金支給事務の民間委託
についてお答えいたします。
　営業時間の短縮要請に係る協力金支給事務について
は、コールセンターや書類の１次審査及び支出事務等
を一般財団法人沖縄ＩＴイノベーション戦略センター
に委託し、内容審査や支払確認等については県におい
て実施しております。昨年12月の時短要請発出後、
要請期間の延長や、対象地域の拡大、支給条件の変更

等に対し、委託事業者の人員確保や事務処理体制の準
備に時間を要しておりましたが、現在は体制を強化
し、県においても、延べ約120名の職員で対応し、事
務処理の迅速化を図っているところであります。
　県としては、飲食店等事業者へ一刻も早く協力金を
届けられるよう取り組んでまいります。
　次に５、総務・知事公室・企画部関係についての御
質問の中の (4)、企業の後継者不在対策についてお答
えいたします。
　県内企業の後継者不在率は、全国の中でも高い水準
が続いており、民間機関の調査によると、令和２年の
状況は81.2％、４年連続で全国一となっております。
このため、県では、平成29年度から小規模事業者等持
続化支援事業を実施するとともに、国の事業承継ネッ
トワーク等と連携し、事業承継支援に取り組んでおり
ます。また、次年度の新規事業として、事業承継に要
する経費の一部を補助する事業承継推進事業を実施す
ることとしており、引き続き関係機関と連携し、円滑
な事業承継による持続的な県経済の活性化に向けて取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２、新型
コロナウイルス対策についての御質問の中の (14) の
アと (14) のイ、結婚式、披露宴を行う者への助成に
ついてお答えいたします。２の (14) のアと２の (14)
のイは関連しますので、一括してお答えいたします。
　県では、沖縄21世紀ビジョンゆがふしまづくり計
画の基本施策である自然増を拡大するための取組とし
て、少子化対策の観点から、未婚者への交流や出会い
の機会の提供、また、新生活を始める上で必要なコス
トの支援等を行っております。結婚式や披露宴に対
する助成については、少子化対策としての効果につい
て、さらに情報収集に努めるとともに、関係者の意見
も伺いながら慎重に検討する必要があると考えており
ます。
　次に４、保健医療部、環境部関係についての御質問
の中の (3)、パーキングパーミット制度等の取組状況
についてお答えいたします。
　障害者等用駐車場の利用対象者を限定し、利用証を
交付することで同駐車場の適正利用を図るパーキング
パーミット制度の導入については、現在、障害者関係
団体、民間事業者等で構成される沖縄県福祉のまちづ
くり審議会に諮問し、議論していただいております。
同審議会では、パーキングパーミット制度導入済みの
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県内自治体や他県の状況、関係団体等の意見について
調査審議が行われているところです。
　県としましては、審議会の答申を踏まえ、引き続き
障害者等用駐車場の適正利用の促進に努めてまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　３、教育関係についての御
質問の中の (1)、中高生バス通学無料化等についてお
答えします。
　県では、住民税所得割非課税世帯等の高校生を対象
として、令和２年10月１日からバス・モノレール通
学費の無料化を開始し、認定を受けた方は２月16日
現在で約3400人となっております。令和３年度は、
高校生に加え、通学区域が全県域の中学校の生徒まで
対象を広げ、経済的負担の軽減を図っていく予定であ
ります。本事業は、通学費の負担軽減を主な目的とし
ておりますが、そのほかにも交通渋滞の緩和など様々
な効果があるものと考えております。
　同じく (2) のア、イ及びウ、35人学級についてお答
えいたします。３の (2) アから３の (2) ウまでは関連
しますので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　国においては、令和３年度から５年かけて小学校全
学年で35人学級を実施するための法案が、現在、国
会において審議されております。県教育委員会では、
既に小学校１年生及び２年生で30人学級、小学校３
年生から中学校１年生で35人学級を実施しているた
め、国の35人学級の実施に伴う県内小学校の学級数、
教職員数及び県予算額の大きな変動はないと考えて
おります。令和３年度から、中学校２年生及び３年生
に35人学級を拡大し、小中学校全学年で少人数学級
が実現することにより、学校教育の充実に努めてまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　４、保健医療部、環境部
関係についての (5) のイ、環境部におけるタイワンハ
ブ対策についてお答えします。
　環境部では、本県の生態系への影響が大きい外来種
をリスト化した沖縄県対策外来種リストにおいて、
タイワンハブを重点的に駆除等を実施する必要があ
る重点対策種に位置づけております。現在、タイワン
ハブについては、沖縄県ハブ対策事業基本計画に基づ
き、人への咬症被害防止の観点から、所管部局や市町

村において対策が講じられております。
　同じく４の (6)、各市町村の海岸漂着物対策の統一
化についてお答えします。
　市町村が行う海岸漂着物の回収・処理については、
費用の９割を補助する国の制度があり、市町村担当課
長会議での説明や市町村に対する要望額調査を通し
て制度の周知を図っているところです。なお、海岸漂
着物の漂着状況等は地域によって大きく異なること
から、各市町村がその実態に即して回収・処理を実施
しております。引き続き、当該補助制度の活用が図ら
れるよう、市町村に働きかけるとともに、海岸管理者
による回収が促進されるよう、関係部局と連携して対
応してまいります。
　同じく４の (7)、プラスチック資源循環促進法案に
係る県の対応についてお答えします。
　県は、これまで、プラスチック廃棄物の排出抑制対
策として、平成20年度にレジ袋の有料化を導入する
とともに、普及啓発、環境教育を行っており、さらに
本年度から県庁内でのワンウエープラスチックの利
用削減に取り組んでおります。国のプラスチック資源
循環促進法案では、プラスチック製品の設計から廃棄
までの過程全体で資源循環を促進する措置が導入さ
れると聞いております。今後、国の動向も注視しなが
ら、プラスチックの排出抑制及び資源循環に取り組ん
でまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　６、農林水産部関係
についての御質問の中の (1) のア、通称ブーマー曽根
漁場の利用状況と環境被害についてお答えします。
　本部町塩川沖においては、共同漁業権等が設定され
ており、フエダイ等を対象とした一本釣り漁業、イセ
エビ等を対象とした潜水器漁業、モズク養殖業等が営
まれております。土砂運搬船による環境被害につきま
しては、本部漁業協同組合によると、令和２年２月に、
当該海域において土砂運搬船の投錨により、サンゴが
破壊されていたことから、同組合が事業者である沖縄
防衛局に対し対応を求めたところ、土砂運搬船の投錨
位置が変更され、現在は問題とはなっていないと聞い
ております。
　同じく (1) のウ、漁場利用の優先順位の法的根拠に
ついてお答えします。
　部間曽根漁場は、共同第３号漁業権が設定されてい
る海域内にあり、漁業権者である本部漁業協同組合等
は、漁業権区域内において漁業を営む権利を有してお
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ります。このため、漁業権者は、土砂運搬船によって
漁業行為を妨害された場合に、妨害をやめることを請
求する権利が、漁業法第77条で認められております。
　同じく (1) のエ、アンカーを投錨できる場所につい
てお答えします。
　沖縄総合事務局及び第11管区海上保安本部に確認
したところ、海事関係法令において、特定港について
は、アンカーを投錨する場所について規制があります
が、部間曽根周辺海域は、特定港等に指定されていな
いため、アンカーを投錨する場所については規制はな
いとのことです。また、沖縄県漁業調整規則第39条
の規定では船舶の投錨行為は岩礁破砕行為から除かれ
ており、水産関係法令においても、アンカーを投錨す
る場所についての規制はありません。
　同じく (2) のア、県産和牛肉の学校給食への提供継
続についてお答えします。
　県では、新型コロナウイルス感染症により影響を受
けた生産者支援を図るため、ちばりよ～！わった～農
林水産業応援プロジェクト事業を活用した県産和牛肉
の学校給食への提供を、昨年９月より実施し、消費喚
起を図っているところであります。
　県としましては、県産和牛肉を含め、影響を受けた
畜産品目についても、対象を拡充した上で、事業を実
施することとし、令和３年度当初予算に計上したとこ
ろであります。
　同じく (2) のイ、県産和牛肉の学校給食提供支援の
予算確保についてお答えします。
　現在実施している、県産和牛肉の学校給食への提供
を通した生産農家支援については、国の事業を活用し
ております。当該事業は、提供量、回数、単価に上限
が設定されております。また、児童生徒１人当たりの
実際の提供量は、栄養バランスやメニュー構成を考慮
の上、各給食センターなどで決められているところで
あります。このため、単価引下げだけでは、予算の増
額確保につながりにくいものと考えております。
　同じく (2) のウ、畜産振興策に係る国への要請につ
いてお答えします。
　県では、社会情勢や地域の課題を踏まえ、肉用牛振
興対策推進全国協議会や全国畜産課長会などを通し
て、本県の畜産振興に係る事項について、国へ要望し
ているところであります。また、関係団体等で構成す
る沖縄県ＴＰＰ等農業対策本部と連携して、畜産クラ
スター事業や消費拡大対策などの万全な予算枠の確
保、生産体制の強化について、内閣府や農林水産省に
要請を行ったところであります。
　県としましては、引き続き本県の畜産振興を推進す

るとともに、必要な施策について国に要望してまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　７、企業局関係について
の御質問の中の、座間味浄水場建設の進捗についてお
答えします。７の (1) のアから７の (1) のウまでは関
連しますので、一括してお答えします。
　座間味浄水場の建設については、高台における建設
に向けて、昨年10月に座間味村と企業局の双方で、
浄水場建設が円滑に進められるよう互いに合意してお
り、また、本年１月15日には知事、企業局長、村長に
よる面談を実施し、浄水場建設について連携協力して
いくことを確認しました。浄水場建設のためには、村
の理解、協力が不可欠であり、建設に係る協定書の締
結に向けて調整を進めております。村との調整が整い
次第、住民説明会を開催し、それを踏まえて次年度に
は設計業務に着手したいと考えております。
　同じく７の (2) のイ、企業局、企画部、保健医療部
との連携についてお答えします。
　水道事業は水道法に基づき、市町村経営が原則とさ
れておりますが、県では、運営基盤の強化等を図るた
め、水道広域化を推進することとされております。こ
のため、県が設置している沖縄県水道事業広域連携検
討会において、県、企業局、市町村等で検討を行って
おります。また、水源地域である東村等から、水道広
域化について相談があったことから、県とともに現状
確認や意見交換を行ったところです。
　企業局としましては、引き続き関係機関と情報共有
を図り、連携して取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時12分休憩
　　　午後３時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　平良昭一君。
　　　〔平良昭一君登壇〕
○平良　昭一君　再質問させていただきます。
　知事の政治姿勢の中で、那覇港湾施設の浦添移設で
すが、４点ほど聞かせていただきます。
　施政方針に那覇港湾施設の浦添移設が載っていない
のはなぜかお聞きいたします。
　２点目、民港の話の答弁はありましたけれども、軍
港の浦添移設も移設協議会で速やかに進めていく考え
なのかお聞かせ願います。
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　３点目、那覇市長、浦添市長との三者面談はいつや
る予定かお聞かせ願います。
　４点目、浦添地先の防波堤の長さと総工費につい
て、ぜひお聞きしたいと思います。
　そして基地50％の数値目標でありますけれども、
50％以下というなら当然海兵隊の施設も含まれてま
いります。知事は、米海兵隊の撤去を求めるのか伺い
ます。
　ワシントン事務所ですが、３点ほど聞かせていただ
きます。
　ワシントン事務所開設からこれまでにかかった人件
費を含む経費をお伺いしたいと思います。そしてワシ
ントン事務所について我が会派は、実績や課題につい
てこれまでも指摘してまいりました。さらにコロナ禍
で、ワシントン事務所での活動が明らかに制約をされ
ることが予想され、本県の財政も大変厳しい中でワシ
ントン事務所を継続させていくことは難しいのではな
いかと思いますが伺います。
　３点目に、コロナが落ち着くまで今年度のワシント
ン事務所の経費を抑えて、抗原検査キットを購入して
コロナ対策に活用すべきではないかという意見もござ
いますが、意見を聞かせていただきます。
　東海岸サンライズベルト構想は、次期沖縄振興計画
に確実に反映させることができるのか、その辺を伺わ
せていただきます。
　そしてコロナ対策。沖縄県では、沖縄県観光危機管
理基本計画が策定されておりますが、この計画の性格
は、沖縄県感染症予防計画などの既存計画を取り入れ
るものであります。まさしく現在の観光危機発生の状
況で、沖縄県感染症予防計画ではどのように対応する
ことになっているのかお聞かせを願います。
　修学旅行が海外から沖縄に転換しようとしている時
期に、特に知事の言葉、施策が重要であると思います
が、その点に関してどのような考え方があるか伺わせ
ていただきます。
　ワクチン対策チームの関係ですが、ワクチン接種が
始まりますが、注射器の確保ができているか心配との
声もあります。どうなっているのかお聞かせ願います。
　ワクチン接種は、小規模離島は全住民が対象と言っ
ておりますが、規模の小さな町村も全住民を対象にし
たほうがいいのではないかと思いますが、その辺を伺
います。
　水際対策、那覇空港内の旅行者専用相談センターＴ
ＡＣＯの実績について伺わせていただきます。これま
での検査人数と陽性、陰性の割合、これまで何人止め
たかお聞かせ願います。そして抗原検査、ＰＣＲ検査

の結果の判断を行う空港内医療機関が必要でありま
す。医師の判断で保健所に引継ぎができるので、空港
内での医師が必要であり、その点からするとどうして
もクリニックが必要だと思いますが、再度どう考えて
いるのかお聞かせ願います。
　プロ野球の無観客の実施の背景。これは、球団側か
らの提案なのかそれとも県側からの要請なのか、その
辺をお聞かせ願います。
　披露宴をやらない傾向が見えてきております。いわ
ゆる沖縄県の伝統的な披露宴の在り方がなくなってい
く。どんどん衰退していく現状を止めるための策は必
要だと思いますが、いかがでしょうか。
　薬学部の創設、現在の琉球大学の中に薬学部を創設
したほうがいいという考え方に立っておりますけれど
も、その場合定数の枠内ではなく、別枠で設けること
が重要になってくると思いますが、その辺どう考えて
いるのかお聞かせ願います。
　パーキングパーミット制ですが、答弁でありました
とおり今話し合っているという状況でありますけれど
も、これはさきの答弁の中で市町村を含めて協議会を
立ち上げていく答弁だったというふうに記憶しており
ますが、その辺がどうなっているのか伺います。
　分煙環境整備ですが、沖縄県として、地方たばこ税
の一部を活用して分煙環境整備の推進が必要だと思い
ます。この沖縄県議会の県議会棟でも、分煙室はない
んです。公共施設に全く必要なしであるのか伺いたい。
あくまでもたばこをやめろと言っているような状況に
しか聞こえません。吸う方々の状況も考えていくべき
だというように思いますが、この分煙体制の構築につ
いて改めてお聞かせ願います。
　タイワンハブですけれども、これまでの対策で減少
していると思っているのか、まずお聞きしたい。
　専門家と実際に協議を進めていきなさいということ
も言いました。一部の地域から確実に生息範囲が拡大
しているし、危機感がないというふうに私は判断して
おります。対策している市町村は、財政難で困窮して
いる状況で予算があればさらに対策ができるというよ
うなことを言っているわけです。これは保健医療部だ
けじゃなくて環境部、そこからも外来種としての位置
づけとして予算を捻出してほしいということも、さき
に言いましたけれどもそのような対策はできているの
か。これからやるのか、お聞かせ願います。
　次期振興計画でありますけれども、骨子案しっかり
と作り上げたのはすばらしいと思います。しかし単刀
直入に聞きますが、次期振興計画は国はやると言って
いるんでしょうか。その辺の確証をある程度お聞きし
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たいと思います。
　企業の後継者育成ですが、東京商工リサーチ沖縄支
店発表で2020年県内企業の解散、休廃業が384件で
2000年以降で過去最多になっております。新型コロ
ナウイルスの影響もありますが、後継者不足もその大
きな要因になっていると指摘しております。後継者が
いない企業の、これまで以上の県の具体的な対策は必
要だと思いますが改めてお聞きします。
　ブーマー曽根の漁場、良好な漁場でサンゴの山の真
上で停泊してアンカーを降ろしていると漁民から言
われています。サンゴが破壊されている。県は、実態
調査をすべきじゃありませんか。その辺をお聞かせ願
います。
　座間味浄水場ですが、協定書は住民説明会、次年度
の設計業務で進むことの確認はできます。しかし、住
民説明がないわけです。当然、高台案ですよねという
ことがまだ住民には分かっていないんです。そういう
面では、住民説明ができていない状況で今後どういう
ふうなことで地域の方に伝えるか。例えば企業局の
ホームページ等もありますし、その辺で高台案を進め
ているということも認識させることが必要だと思い
ますけれどもいかがでしょうか。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの平良昭一君の再質
問に対する答弁は、時間の都合もありますので休憩後
に回したいと思います。
　30分間休憩いたします。
　　　午後３時21分休憩
　　　午後４時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前の平良昭一君の再質問に対する答弁を願い
ます。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　平良昭一議員の再質問にお
答えいたします。
　まず、施政方針演説に那覇港湾施設が載っていない
という点についてお答えいたします。
　私の施政方針では、沖縄の過重な基地負担を軽減す
るためには普天間飛行場代替施設の県内への新たな
提供を除き、既に日米両政府で合意されたＳＡＣＯ最
終報告及び再編に基づく統合計画で示された、嘉手納
飛行場より南の施設・区域の返還が確実に実施される
必要があると考えますと述べさせていただきました。
この那覇港湾施設の移設については、国、県、那覇市、
浦添市ともにＳＡＣＯ最終報告で示された浦添ふ頭

地区への移設方針を受け入れる立場で協議を行って
いると承知しております。ですから知事提案要旨にお
いては、ＳＡＣＯ最終報告及び統合計画の確実な実施
に含めて説明したところであり、具体的な記述は行わ
なかったと、発言はしなかったということでございま
す。
　それから事務所の制約があるコロナ関係の中で、い
わゆるリモートでの面談には活動に制約があるので
はないか、継続は難しいのではないかということにつ
いて少し丁寧に御説明をさせていただければと思い
ます。
　今年度は、コロナ禍で活動が制約されている中、ワ
シントン駐在は昨年11月の選挙で当選された連邦議
会議員の関係者約30人とオンラインで面談し、様々
な説明―例えば軟弱地盤など辺野古新基地建設の
技術的課題、普天間飛行場におけるＰＦＯＳの漏出事
故、在沖米軍による事件・事故について情報提供を行
うなど積極的な取組を行っています。
　幾つか御紹介をさせていただければと思います。私
の手元には、報告日報ということで様々な―議員補
佐官ですとか、関係者の方々からの面談の内容が報告
されています。なお、アメリカ議会においては複数の
専用のスタッフ、いわゆる補佐官を公費で契約し雇っ
ており、それぞれの法案審議に専門的な知識を持って
いる補佐官が議員についているということが、アメリ
カ議会の特徴だということは議員御案内のことだと
いうように思います。
　まず紹介いたします。名前は伏せさせていただきま
すが、普天間基地の現状と辺野古新基地建設の技術的
課題については、25年前に返還合意されたにもかか
わらず、移設作業や返還が遅れていることについて残
念に思っているが、軟弱地盤の問題や活断層のことに
ついてあまり詳しく説明を受けたことはなかった。本
日新たな情報を提供していただき、感謝申し上げる。
それからＰＦＯＳの流出事故、多発する事件・事故等
について、このような事件が沖縄で発生し続けている
ことについて、誠に心苦しく残念な気持ちだ。米国、
日本、沖縄の三者対話の必要性について同意する。日
本政府のスタンスは分からないが、私としてはこのよ
うな対話の窓口を設置して、責任者自らが協力して取
り組むことはとても大切だと考えているという、こう
いう内容の返事をいただきました。それからある議員
の補佐官ですが、防衛予算は厳しくチェックする方な
ので、地盤沈下による維持補修で米国の財政負担が増
えるリスクがあるという点に関心を示すだろう。米
国の財政事情は厳しくなっており、国防予算だからと
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いって過剰投資が許されていた80年代とは状況が異
なる。巨額な予算を必要とするのであれば、当然検証
すべきだと考える、はっきりとそのように話していま
す。
　それからＰＦＯＳの流出事故も、事件・事故を未然
に防止するためにも、米国、日本、沖縄の３者で対話
する必要があることについて同感であるというように
やはり同じようなコメントをいただいています。
　それから、私としては沖縄県の皆様を応援したいと
思う。事務所から下院軍事委員会事務局へ提出する国
防権限法案2022の法案要望に、辺野古新基地建設の
見直しを盛り込む方向で検討させていただく、より具
体的にコメントをいただいています。
　それからあと１件御紹介させてください。沖縄のＰ
ＦＡＳの問題について、議員にも伝えたいので資料を
一式頂きたいということで、面談後メールで資料一式
を提供させていただいています。
　そして、私としては、沖縄県の皆様を応援したいと
思う。国防権限法案2022の法案要望に辺野古新基地
建設の見直しを盛り込む方向で検討させていただくな
どなど、やはり実際にオンラインではあってもこのよ
うに説明をさせていただいて、そのプレゼンテーショ
ンが非常に能力が高いという評価もいただいています。
　ですから、私としては、この沖縄の過重な基地負担
の状況について関係者の方々に理解を示していただ
くとともに、辺野古新基地建設に関する課題について
は、2022年度の国防権限法案を審議する軍事委員会
小委員会でも取り上げたいとの意向も示されていると
おり、ワシントン駐在はコロナ禍にあっても精力的に
面談を重ね、この沖縄の現状を伝えることに努力を重
ねております。
　ですからワシントン駐在は、中断することなく引き
続き活動させていただき、米国政府や連邦議会に日常
的、断続的な働きかけをさらに強化していくというこ
とで、沖縄の米軍基地問題の解決にしっかり取り組ん
でいきたいということでございますので、予算関係も
含めまして議員各位の御審議、御協力をよろしくお願
いいたします。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　平良昭一議員の那覇港
湾施設の移設は、移設協議会で速やかに進めていく考
えかという趣旨の御質問にお答えいたします。
　那覇港湾移設については、昭和49年に移設条件付
全部返還が合意されましたが、移設先を探す調整が難

航し、長年にわたりその返還が見通せずにいました。
平成７年の日米合同委員会及び平成８年のＳＡＣＯ最
終報告により、浦添ふ頭地区への移設方針が示され、
平成13年に当時の儀間浦添市長が受入れを表明し、
那覇港湾施設移設に関する協議会等が設置され、現在
に至っているものと理解しております。
　県としては、那覇港湾施設の返還が実現されれば、
基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与す
ると考えており、これまでの経緯を踏まえつつ、今後
とも移設協議会などにおいて関係機関と協議を行いな
がら対応してまいります。
　次に三者面談について、いつ実施をするのかという
御質問にお答えをいたします。
　去る２月12日に、浦添市より三者面談を行いたい
との申出がありました。これを受け、三者面談の日程
について県議会や両市議会の日程などを踏まえ、調整
をしているところでございます。
　次に、50％以下の数値目標の設定を求めるのであ
れば、海兵隊の撤去を求めるのかという御質問にお答
えいたします。
　県としては、沖縄21世紀ビジョンに掲げる、基地
のない平和で豊かな沖縄をあるべき県土の姿としなが
ら、基地の整理縮小を求めるとする基本的考え方や、
県議会における在沖海兵隊の撤退を求めるとの全会一
致の決議を重く受け止め、まずは当面は50％以下を
目指すとする具体的な数値目標を設定し、実現するこ
とを日米両政府に求めるものであります。この50％
の目標達成のためには、約１万ヘクタールの返還が必
要となることから、本県の米軍基地の約70％を占め
る海兵隊基地の返還も対象になるものと考えておりま
す。
　次に、ワシントン駐在の事務所開設から現在までの
かかった経費について人件費を含めて聞きたいという
御質問にお答えいたします。
　ワシントン駐在活動事業費は、駐在事務所の家賃等
運営経営費及び活動支援経費に充てるため、委託料な
どを計上しており、平成27年度から令和元年度まで
の決算額の合計は、約３億4347万円となっておりま
す。なお、駐在員の人件費につきましては、個人情報
保護の観点から公表を差し控えたいというふうに考え
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　浦添地先の防波堤の
長さと、総工費についての再質問にお答えいたします。
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　那覇港管理組合によりますと、浦添ふ頭地区の防波
堤の延長については、浦添第一防波堤が4660メート
ル、浦添第二防波堤が660メートルとなっており、総
延長は5320メートルとなっております。また総工費
については、浦添第一防波堤が約1970億円、浦添第
二防波堤が約92億円となっており、合計約2062億円
とのことであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　まず、我
が部関連の質問では、観光危機管理計画と感染症予防
計画にどう位置づけるかという御質問がございまし
た。
　まず、沖縄県感染症予防計画と申しますのは、一般
の感染症についての計画でございまして、今回の新型
コロナウイルス感染症につきましては、特別措置法に
基づきまして新型インフルエンザ等行動計画に基づ
き対策を実施しているところです。その上で、観光危
機発生時の観光危機管理対策というものは、仮に既存
計画などで組織体制が定められているといったよう
な場合は、当該既存計画などに基づいて、観光担当部
としての役割として観光危機管理に係る対応を行う
ものとなっております。したがいまして、現在まさに
全庁的に新型コロナウイルス感染症対策本部が、イン
フルエンザ等行動計画に基づいて立ち上げられてご
ざいますので、それに基づいて観光担当部、いわゆる
一つの分野として観光危機管理に係る対応を行って
いるところでございます。それに基づきまして、例え
ば今年度おきなわ彩発見キャンペーン事業ですとか、
安全・安心な島づくり応援プロジェクト、あるいはお
きなわ彩発見バスツアー促進事業といった経済対策
ですとか、沖縄修学旅行の防疫観光ガイドラインの策
定、あるいはＲＩＣＣＡの供用開始、それから那覇空
港ＰＣＲ検査プロジェクトいわゆるＮＡＰＰですけ
れども、そういった感染症対策等々をこれまで実施し
てきたところでございます。
　それから修学旅行についての御質問がございまし
た。
　まず海外の修学旅行を県内に取り込むための施策
というところでございますけれども、これにつきまし
ては７月７日、それと11月20日付で沖縄県知事名で
各都道府県教育委員会教育長、各政令指定都市教育委
員会教育長及び各都道府県知事宛てに文書を発出し
ております。内容といたしましては、修学旅行の歓迎
メッセージに加えまして、本県の新型コロナウイルス

感染拡大防止対策ですとか、本県へ行き先の変更を検
討する学校に対する支援の紹介などといったことを
記述した文書を発出したところでございます。そし
て県外からの修学旅行需要の確保につきましても、今
回のコロナウイルス対策といたしまして修学旅行向
け安全対策動画の配信、あるいは濃厚接触者となった
生徒、その保護者の皆様への宿泊費や交通費の支援と
いった事業を実施したところです。修学旅行は、沖縄
観光にとりまして大変重要な柱でございますので、今
後ともコロナの状況等も踏まえつつ、安全・安心なコ
ロナ対策を徹底しまして、需要の回復に努めていきた
いというふうに思っております。
　それからＴＡＣＯの実績というところがございま
したけれども、令和２年６月19日から令和３年の２
月21日までの248日間、那覇空港におきましてＴＡＣ
Ｏの看護師による検温で、37.5度以上の発熱があっ
た旅行者は16人となっております。そのうち、問診
の実施を行いましたのが14件、その結果検査につな
いだ案件は２件となっております。陽性者はこれまで
のところ確認されておりません。
　それからプロ野球キャンプの無観客での開催と
なった経緯についての御質問がございました。
　今季のキャンプ受入れに向けては、当初は有観客
―いわゆる観客を入れてということで県の受入れ
指針を策定し、受入れ市町村、自治体などと連携をし
ながら準備を進めてきたところでございます。しかし
ながらその後感染症が拡大いたしまして、国の緊急事
態宣言の発出などがございましたので、感染拡大防止
を図り、安全・安心なキャンプを実施するという趣旨
の下、県におきましてＮＰＢ―いわゆる日本野球機
構ですけれども―や受入れ市町村、自治体の意見も
伺いながら、練習試合及び練習について制限期間中の
無観客というところを決定したところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　まずサンライズベルト構
想について、新たな振興計画に反映させるのかという
御質問でございます。
　新たな振興計画の現行の骨子案においては、中南部
圏域の東海岸地域において、もう一つの南北に伸びる
経済の背骨の形成による、強固な経済基盤の構築に向
けて東海岸サンライズベルト構想を踏まえた施策を
展開していくということで明示しております。先ほど
知事から答弁がありましたとおり、３月に構想を取り
まとめて新たな振興計画の素案に反映させていくこ
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ととしております。
　那覇空港における検査機能を有するクリニックの
開設についての御質問でございます。
　那覇空港ビルディング株式会社は、クリニックの設
置について外国人観光客、いずれ国際線が回復した際
の外国人観光客を含めて、旅客サービス強化の一環と
して必要ということで今認識しているところです。た
だ、空港のほかの―国内の他の空港のクリニックに
おいては、空港に従事する職員の定期健康診断が主な
収入源となっているけれども、那覇空港においては、
既に入居企業が他のクリニックと契約して、安定した
収入が期待できない。そのことから採算性に課題があ
るというところです。今、県と那覇空港ビルディング
株式会社は、他の手法による収益の確保を含めて、ど
のようなことができるのかの検討を進めることとし
ております。あわせてどのような水準の機能まで求め
るか、これについてもＮＡＢＣＯさんと検討を進めて
いきたいと思います。
　国にあっては、新たな沖縄振興策を講ずるとしてい
るかという趣旨の御質問でございます。
　国においては、現在これまでの沖縄振興の検証作業
を行っているところで、新たな沖縄振興の策定につい
ては、国がどのように取り組むのかについては、今明
らかにされておりません。ただし、沖縄にあっては特
殊事情に基因する様々な固有課題があって、これはま
だ解消されていない。そしてこの課題を解消するに
は、全国一律の制度では解消できないということで、
県としては、引き続き特別な措置が必要というふうに
考えているところです。またこの特別措置について
は、県だけではなく全ての市町村長の皆様も継続が必
要であるという認識でございます。知事を先頭に市町
村と一丸となって、国に新たな沖縄振興に向けた取組
を求めていきたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　まずワクチン接種
に関する注射器の確保についてお答えいたします。
　ワクチン接種については、国がワクチンを確保し自
治体に配付するということになっておりますが、その
際に必要なディープフリーザーや注射器などについ
ても確保し、配付されることとされております。
　県では、３月上旬から医療従事者の優先接種が始ま
りますが、その際にもワクチンと同時に注射器等につ
いても配付がある予定でございまして、以降も同様の
考え方で配付されるものと認識しております。

　次に、小規模市町村におけるワクチン接種について
でございますが、先日政府から、ワクチンの流通量に
ついて発表がございまして、まずは４月に先行的に配
付し、４月12日から開始するとの発表がございまし
た。それ以降についても、順次国からスケジュールが
示されることとなります。
　県としましては、このようなワクチンの配付スケ
ジュールも勘案しながら、各市町村の人口規模であり
ますとか、医療機関の状況、地理的状況等も踏まえま
して、より効果的に柔軟に対応できるよう取り組んで
いきたいと考えております。
　次に、薬学部の設置につきましては、県内の国公立
大学に薬学部が設置できないかということも踏まえ
まして、現在今年度から可能性調査を始めたところで
ございます。
　政府のまち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、地
方の国立大学の定員を増やすというような話も聞き
及んでおりますので、そのような動きも含めまして県
内国公立大学に薬学部が設置できるような可能性調
査等も含めまして、薬学部の設置に向けて取り組んで
いきたいと考えております。
　続きまして、分煙施設についての御質問にお答えい
たします。
　分煙環境の整備につきましては、受動喫煙を防止す
る対策の一つでございますが、一方で喫煙は予防でき
る病気の死因のうち、最も高い危険因子でございまし
て、がんや虚血性心疾患、脳卒中などのリスクを高め
ることから、県としては喫煙率を減らすための対策も
重要と考えております。そのため受動喫煙対策だけで
はなくて、禁煙対策の観点からも、まずは公共施設を
含め多くの方が利用する場所は禁煙とするよう、管理
者に対し理解を求めていく必要があると考えており
ます。このため様々な方策を講じても受動喫煙が生じ
てしまう場合には、施設の管理者が判断して設置をす
る場合には、健康増進法の基準等に基づき、適切な措
置が取られるよう指導が必要というふうに考えてい
るところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　それでは結婚披露宴
の衰退を止める策に関する平良議員からの再質問に
お答えいたします。
　商工労働部からは、結婚披露宴に関連する各種事業
者について、何か支援ができないかという観点から答
弁させていただきます。
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　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、結婚
披露宴はじめ各種催事に関連するホテルや飲食業など
の業種について、大幅な売上げ減等の影響が生じてい
ることは承知しております。こうした厳しい状況を踏
まえまして国及び県においては、資金繰り、助成金な
ど事業活動の継続、雇用の維持を図るための様々な支
援を実施しております。各事業者におかれましては、
こうした支援策を積極的に御活用いただき、事業継続
につなげていただきたいというふうに思っております。
　さらに沖縄県としましては、全国知事会を通じて国
の一時支援金の支援対象の大幅な拡大や、交通事業
者、それからブライダルを含む観光関連事業者などの
影響を受けた全ての業種に対し、手厚い支援を行って
いただくよう国に強く求めていきたいというふうに考
えております。
　それから後継者不在の具体的な対策に関する再質問
ですけれども、先ほど答弁しました事業のうち、小規
模事業者等持続化支援事業について御説明いたします。
　この事業は、円滑な事業継承の促進によって経営者
の若返りを図るとともに、雇用の維持や既存の企業価
値の向上を図るということでして、内容としまして
は、商工会、商工会連合会が実施します事業承継アド
バイザーによります事業承継に関する相談、あるいは
事業承継の計画策定を支援するという事業になってお
ります。これは平成29年度よりスタートしまして、
令和３年度までの５か年の事業というふうになって
おります。ちなみに令和２年度の当初予算として約
3100万円、巡回指導としまして令和元年度―令和
２年度はまだ集計中ですけれども、令和元年度分とし
て約500件という実績が上がっております。
　それから事業承継に関しましては、令和３年度当初
予算で新規事業を計上しております。事業承継推進事
業ということで、事業費が約6800万円、これは県内
企業が策定する事業承継計画の取組に要する経費、
第三者承継を推進するために要する士業、金融機関、
仲介専門会社に要する経費の一部を支援していきたい
というふうに考えております。さらに次期振興計画で
の取組ということで、新たな制度要望としまして、事
業承継の取組支援を国に要望しております。具体的に
は、第三者承継を促進するため、士業や金融機関、仲
介専門会社へ委託する着手金等について一部助成する
支援―10分の８程度です―を求めていきたいと
いうふうに考えております。
　県としましては、引き続き関係機関と連携しまして
この事業承継問題に係る取組を強化してまいりたいと
いうふうに考えております。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　平良昭一
議員の再質問にお答えいたします。
　まず、結婚披露宴文化を衰退させないための支援が
必要ではないかといった御趣旨の再質問でございまし
た。
　現在、県のほうで実施しております結婚新生活支援
事業は、経済的不安から結婚をちゅうちょするカップ
ルに対し、家賃等を支援することで子育て不安を解消
し、少子化の歯止めとすることを目的としております。
　議員御提案の観点からの披露宴等への支援につきま
しては、改めて目的等を整理した上でどのような対応
が可能か、関係部局と検討する必要があるものと考え
ております。
　次に、パーキングパーミット導入における市町村と
の連携はどうなっているかといったような御趣旨の質
問でございます。
　現在、県の福祉のまちづくり審議会においては、パー
キングパーミット制度を県として導入する方向で検討
が進んでいるところでございます。導入することと
なった場合には、制度の周知であるとか、広報である
とか、市町村との連携が重要であることから、今後、
審議会の議論を見ながら、なお一層の連携を図ってま
いりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　タイワンハブに関する再
質問にお答えいたします。
　タイワンハブの捕獲実績は、平成29年度1785匹、
平成30年度2670匹、令和元年度3003匹と年々増加し
ております。タイワンハブについては、平成25年度
に策定した沖縄県ハブ対策事業基本計画に基づき、県
保健医療部と市町村が連携して対策を実施していると
ころであります。
　県保健医療部では、同基本計画を踏まえ危険外来種
咬症根絶モデル事業を実施し、タイワンハブの低密度
化及び根絶の実証試験等に取り組んでおり、また同基
本計画でハブ防除の実施の役割を有している市町村に
おいて、ソフト交付金等を活用して防除を行っている
ところであります。
　今後、県保健医療部において実証試験等で得られた
成果を取りまとめ、駆除マニュアルの作成や講習会で
の周知を行い、対策を推進していく予定であることか
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ら、その状況及び取組の成果を踏まえるとともに、防
除に取り組んでいる市町村や専門家の意見等も聞くな
どして対応を検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　部間曽根漁場の調査
についてに関する再質問にお答えいたします。
　当該海域は、各種漁業が営まれる漁場となっており、
漁場の保全は重要だと考えております。
　県としましては、船舶の投錨等による漁場への影響
について今後とも関係漁協と情報共有を図るなど、適
切に状況の把握に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　座間味浄水場についての
再質問にお答えします。
　企業局としましては、可能な限り早めに住民説明会
を開催したいと考えております。その際には、高台に
おける建設決定の経緯や、今後の取組について説明す
る必要があります。昨年10月の村との調整において、
村から高台における建設に当たって幾つか要望が寄せ
られており、企業局として対応できることについて村
としっかり調整の上、住民の皆様には企業局と村が連
携して取り組むことを説明したいと考えております。
新型コロナ感染症との影響もあり、開催が遅れている
ことについては申し訳なく思っております。
　議員から提案のありました、企業局ホームページ等
を活用した周知については、貴重な御意見ですのでぜ
ひ検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
　　　〔平良昭一君登壇〕
○平良　昭一君　コロナ対策の問題でお伺いしますけ
れども、会派で観光関連の方の講演会を催したところ
要望がございましたので、観光業者の声としてお聞き
したいと思います。
　感染拡大第３波により、ＧｏＴｏトラベルキャン
ペーンと感染拡大への関係性が少ないことが明確に
なったことをもっと取り上げてほしい。一刻も早い再
開と延長をお願いしたいとの声だが、知事は国へ積極
的にＧｏＴｏトラベルの再開を呼びかけるべきと思う
がその対応を伺いたいと思います。
　沖縄県観光危機管理基本計画でありますけれども、
インフルエンザの対応は予想していたけれども、今回

のコロナのケースは初めてでありますので、当然であ
ります。しかしながら観光危機発生時の観光客への対
応が沖縄観光のイメージにつながるわけでありますの
で、今回の沖縄県観光危機管理基本計画の見直しが必
要になると私は感じておりますがどうでしょうか。
　那覇空港の空港内クリニックですが、採算性―那
覇空港ビルディングの中でもいろいろ話はされている
ような状況でありますけれども、採算性の問題がある
ということでありますけれども、国内の主要空港にお
ける医療施設の状況と例えば運営主体、公的運営が行
われているようなところもあると思います。そのよう
な状況をお聞かせ願いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時37分休憩
　　　午後４時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　まず初め
に、ＧｏＴｏトラベルの再開についての認識というこ
との御趣旨の質問がございました。
　現時点におきましては、ＧｏＴｏトラベル事業の再
開につきましては、全国知事会が２月６日にまとめま
した新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延
長を受けた緊急提言におきまして、地域の実情を踏ま
え感染が落ち着いている地域の宿泊施設をその地域の
住民が利用する場合に限って再開するなど、感染状況
に応じて適切に運用するよう、これは本県も含め全国
の知事の総意として国に求めたところでございます。
　それから観光危機管理基本計画の見直しについての
御質問がございましたが、沖縄観光はこれまで９・11
をはじめとしまして様々な危機に見舞われてまいりま
したが、今回のようにこれほどまでに衝撃的な新型コ
ロナウイルス感染症に係る危機というのは初めてでご
ざいました。そういった新型コロナウイルス感染症に
係る経済対策及び感染症対策などの検証作業を行いま
して、観光危機管理基本計画などの必要な見直しも検
討していきたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　他の空港クリニックの運
営主体等についての御質問でございました。
　旅客数の多い６空港に確認をしましたところ、大学
病院の分院的なところも一部ございます。加えてこの
クリニックにあっては、空港ビル会社から運賃の減免



─ 175 ─

等がなされているということも聞いております。
　先ほど申し上げたように、採算性に課題があって、
主な収入源と言われている空港内に従事する職員の皆
さんの定期健診、これらも受診することが今はできな
いものですから、ほかにどういう手法があるのか、そ
こらを今那覇空港ビルディング株式会社と協議してい
きたいと考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
　　　〔上原　章君登壇〕
○上原　　章君　皆さん、こんにちは。
　公明党会派、上原章でございます。
　会派を代表して質問を行いたいと思います。
　代表質問も今日で３日目ということで、質問内容も
少し重なることもありまして、ただ代表質問でござい
ますので、通告どおり読み上げさせていただきたいと
思いますので御理解をいただきたいと思います。
　まず初めに、新型コロナウイルス感染症対策につい
てお尋ねします。
　(1)、県内の医療機関が逼迫しているとの声がある
が、現状と対策を伺います。あわせて医療従事者を含
め医療機関への支援はどうなっているか。
　(2)、病床数の確保及び宿泊療養施設の全県的な整
備はどうか。
　(3)、自宅療養者へのパルスオキシメーターの貸与
が実施できないか。
　(4)、那覇空港のＰＣＲ検査について、周知が不十
分及び結果通知システムが外国人にとって分かりにく
いとの声があるが、状況及び対応を伺います。
　(5)、那覇空港に安心・安全を提供する常設のクリ
ニック施設が必要と思うがどうか。
　(6)、ワクチン接種体制について伺います。
　ア、県内のワクチン接種の計画、対象者・時期・予
算措置等を伺います。
　イ、ワクチン接種が円滑に行われるよう接種を担う
人材の確保、離島などの遠隔地及び透析患者などの移
動が困難な人に対しての訪問巡回による接種、住民票
がある市町村以外での例外的接種など、県は市町村及
び医師会等の医療機関と連携を図る必要があると思う
が取組はどうか。
　ウ、ワクチン接種の有効性・安全性が確認されてい
るといった適切なリスクコミュニケーションを行い、
円滑な体制整備が必要と思うが取組はどうか。
　エ、県及び市町村による集団接種と、医療機関によ
る個別接種について、見解及び副反応への対応など体
制はどうなっているか。
　(7)、県独自の緊急事態宣言で多くの業種に経済的

損失が生じているとの声が寄せられています。発出を
決める緊急事態宣言に対し、社会・経済への甚大な影
響を危惧し、補償の徹底などきめ細かく慎重な対応が
必要だったと思うが実態及び対応を伺います。
　(8)、緊急事態宣言に伴い、時短要請に応じた飲食
店等への協力金の支払いが遅れているとの声がある
が、理由及び対応を伺います。
　(9)、県の緊急事態宣言で協力金の対象外となって
いる持ち帰り専門店やキッチンカーなどの営業者に対
する独自の支援策ができないか。
　(10)、営業時間短縮要請に伴う飲食店取引関連業種
及び売上げが減少した中小企業、個人事業主等に一時
金の支給が必要と思うが対応はどうなっているか。多
くの事業主の皆さんが苦しんでいます。県独自の予算
措置ができないか。
　(11)、沖縄観光や県民の台所を支えてきた牧志公設
市場、平和通り商店街、市場本通り、市場中央通り、
国際通り等コロナの影響で休業及び廃業等が増加し、
復帰以降最大の危機的状況です。県に対し緊急支援の
要望が出されているが、具体的な対策を伺います。早
急な支援が必要だと思います。
　(12)、ハピ・トク沖縄クーポン事業について、地域
の商店街や通り会の需要喚起につながっていないとの
声があるが実態と対策を伺います。
　(13)、県は緊急事態宣言の延長に伴う需要喚起策と
して、Ｓｔａｙ�Ｈｏｔｅｌ事業をスタートしたが、
多くのホテル・旅館等の観光関連産業事業者は１年以
上続くコロナ禍で甚大な影響を受けています。経済的
損失に対する助成や補償等の支援が必要と思うがどう
か。
　(14)、文化芸術音楽関連事業者への経済的損失に対
する助成や補償等の支援を拡充できないか。
　(15)、県内の基幹的交通手段として、県民の足、生
活インフラとしての役割を果たしてきた沖縄バス協会
及びハイヤー・タクシー協会から緊急支援の要請があ
るが、県の対応を伺います。早急な支援が必要と思う
がどうか。
　通告書に載っていませんが、レンタカー協会からも
県に要請があると思います。よろしくお願いします。
　(16)、県はコロナ対策として、民間企業から出向と
して20人から30人受け入れるとしたが、人数の規模
や年齢制限、期間設定について期待した内容ではな
く、予算ありきで不十分との声が寄せられています。
増員や制限の見直しを検討できないか伺います。
　(17)、県は、コロナの終息後を見据えた沖縄観光の
方向性を、量から質へ転換するとあるが、観光関係者
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からは量も質も上げることが重要との声がございま
す。見解を伺います。
　２、次期沖縄振興計画について。
　(1)、骨子案が提出されたが、特徴とこれまでの振
興計画との違いを伺います。
　(2)、これまでの振興計画の総括や現振興計画の課
題について、本県の社会経済は着実に発展している一
方で、１人当たりの県民所得が全国最低の水準にとど
まり、全国一高い非正規雇用率や約２倍の子供の貧困
率など、好調な経済の恩恵が県民一人一人に浸透して
いないとあるが、克服できない要因は何なのか。新た
な振興計画でどう克服していくのか伺います。
　３、公立北部医療センター整備について。
　(1)、本年３月までに基本構想が確定するとあるが、
開院までのスケジュールはどうなっているか。
　(2)、当センターの役割と機能はどうか。
　(3)、医師や看護師等の確保及び職員、スタッフ等
との合意形成はどうなっているか。
　４、コロナ禍で改めて救急安心センター、県民から
の救急医療相談＃7119導入の必要性があると思うが
進捗状況を伺います。
　５、マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業につい
て、県は新型コロナウイルスで調査や新たな基本計画
案の策定が遅れ、改めて新たな基本計画の策定をする
とあるが、実現性について具体的な見通し、根拠を伺
います。
　６、コロナ禍の影響で今後、建設不況が懸念されて
いるが、以下伺います。
　(1)、2020年の県内住宅着工数及び前年比について
伺う。また、全国の前年比を伺う。
　(2)、住宅着工は経済波及効果が大きく、鉄筋・型枠・
内外装等、様々な工種の雇用や家電製品・家具等、他
の産業に与える影響も大きい。住宅着工の落ち込みに
ついて、今後の対応を伺う。
　(3)、国は民需主導の住宅投資を喚起し、新型コロ
ナウイルスで落ち込んだ経済を回復するためグリーン
住宅ポイント制度を創設したが、昨年の消費税対策と
しての次世代住宅ポイント制度について沖縄県の利用
率と全国平均での利用率について伺います。
　(4)、今回のグリーン住宅ポイント制度について、
内容及び制度の課題と普及のための県の取組を伺いま
す。
　７、ヘイトスピーチ規制条例制定について、県は国
の議論や県外自治体で制定されている情報収集を行
い、本県にとってふさわしい条例の制定に取り組むと
あるが進捗状況を伺います。

　８、国は40年ぶりに学級定員を引下げ、５年間で
小学校全学年を35人学級にするとしました。少人数
学級の実現について、公明党としてこれまで強く主張
し、昨年10月小中学校１クラス30人以下の推進を求
める決議を国に提出しました。今回の定員引下げにつ
いて県の評価と今後の取組を伺います。
　以上、よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　上原章議員の御質問にお答
えいたします。
　まず次期沖縄振興計画についての御質問の中の２の
(2)、新たな振興計画での課題の克服についてお答え
いたします。
　沖縄県は、本土市場からの遠隔性や離島が散在する
地理的特性により高コスト構造を抱えており、観光・
リゾート産業をはじめとした労働集約型の産業構造と
なっております。沖縄県としては、新型コロナウイル
ス感染症により深刻な影響を受けた県経済の回復に全
力で取り組むとともに、新たな振興計画（骨子案）に
おいて、デジタルトランスフォーメーションの推進等
による生産性の向上、経営基盤の強化、企業間・産業
間の連携による経済循環の向上に取り組むこととして
おります。企業の稼ぐ力を強化していくことで、県民
所得の着実な向上につなげ、県民が経済的な豊かさを
実感できるようにしっかり取り組んでまいります。
　次に、マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業につい
ての５の (1)、ＭＩＣＥ施設整備の実現性についてお
答えいたします。
　マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業への参入意欲
を持つ民間事業者は複数確認できております。しか
し事業者からは、コロナウイルスの感染の終息を見通
せる状態になってからのほうが、より積極的な検討を
進めやすいという意見が出ております。今後はワクチ
ンの普及による感染の一定の終息も期待されることか
ら、沖縄県としましては、ウイズコロナ、アフターコ
ロナに即した強靭なＭＩＣＥエリアの形成に向け、新
型コロナウイルス感染症の状況を踏まえながらも新た
な基本計画の策定にスピード感を持って取り組んでま
いります。
　次に、ヘイトスピーチ規制条例についての７の (1)、
ヘイトスピーチ条例制定における進捗状況についてお
答えいたします。
　全ての人々の人権が尊重されることは、平和で豊か
な社会にとって重要であり、人権を侵害する不当な差
別的言動は絶対に許されるものではありません。沖
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縄県では、条例制定自治体から情報を収集するととも
に、県内の市町村に対しても実態調査を行ったところ
であります。
　沖縄県としましては、今後は有識者等からの意見聴
取、県外自治体の条例の取組状況等を確認していくと
ともに、市町村とも連携しながらヘイトスピーチ条例
の制定に向けてさらに検討して取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス感染症対策についての御質問の中の (1)、医療
機関の逼迫の現状と対策及び支援状況についてお答え
いたします。
　１月からの新型コロナウイルスの感染拡大により、
１月末から２月の初めにかけてコロナ病床の利用率が
90％を超える時期があり、新規発生患者の入院調整
が難航するなど、医療体制はかなり逼迫した状況にあ
りました。そのため、県では、段階に応じ医療フェー
ズを引き上げる等、適切に対応してきたところです。
また、医療提供体制を維持するため、重点医療機関等
に対する追加の病床確保依頼や宮古地区への医療従事
者の派遣、新たな宿泊療養施設の確保などの対策を講
じてきました。さらに、医療従事者及び医療機関への
支援として、病床確保に対する補助や協力金及び慰労
金の支給等を実施しております。
　同じく１の (2)、病床数及び宿泊療養施設の整備に
ついてお答えいたします。
　県では、重点医療機関等23病院を指定し、425床の
病床確保計画を立て、医療提供体制を整備しておりま
す。また、宿泊療養施設は、那覇・南部地域及び宮古
地域に各２施設、北部地域及び八重山地域に各１施設
の合計６施設で440室を確保しております。１月から
の感染拡大において病床が逼迫したことを踏まえ、今
後も引き続き病床及び宿泊療養施設の確保に努めてま
いります。
　同じく１の (3)、自宅療養者へのパルスオキシメー
ターの貸与についてお答えいたします。
　県では、コロナ本部内に自宅療養健康管理センター
を設置し、看護師による日々の健康観察により、自宅
療養者の体調に応じ、速やかに受診や入院調整へとつ
なげる体制を整えるとともに、夜間の専用電話相談窓
口を設置するなど、自宅療養者の適切な健康管理に努
めております。パルスオキシメーターの貸与について
は、自宅療養者の不安の軽減及び容体悪化の早期の把

握のため、導入について検討しているところです。
　同じく１の (6) のア、ワクチン接種計画についてお
答えいたします。
　今回のワクチン接種は16歳以上の全県民を対象に、
国から示された接種計画に基づき行うこととしていま
す。まず、３月上旬から医療従事者等への接種を開始
する予定となっております。その後、高齢者から、順
次基礎疾患を有する者及び高齢者施設等の従事者への
接種、一般住民へと接種を行う予定としております。
予算については、全額国庫負担となっており、体制構
築に係る補助金として、令和３年９月までに、県に約
8700万円、市町村に総額約35億円が見込まれていま
す。また、接種に要する費用についても全額国庫負担
で県民の自己負担は生じないこととなっております。
　同じく１の (6) のイ、ワクチン接種の円滑な取組に
ついてお答えいたします。
　ワクチン接種が円滑に行われるためには接種を担う
人材の確保が重要になります。県では医師会、県立病
院、琉大病院、看護協会、薬剤師会等に協力を依頼す
るなど人材確保に努めてまいります。小規模離島の接
種体制の構築も沖縄県特有の課題となりますが、県立
病院、医師会等の協力の下、医師や看護師等から成る
医療チームを派遣し、地元の診療所と協力し接種を行
う体制等を整えてまいります。また、移動が困難な方
に対しては訪問診療で接種を行う等の対策や、施設入
所者や離島出身の高校生等、住民票がある市町村以外
での接種についてもそれぞれの自治体と連携し、現在
居住している市町村で接種できるよう調整を図ってま
いります。
　同じく１の (6) のウ、ワクチン接種の周知等につい
てお答えいたします。
　ワクチンの有効性・安全性に関する情報について
は、県民の皆様に分かりやすく、迅速に提供するよう
努めてまいります。また、県民への円滑な接種を行う
ため、市町村や医師会をはじめとした関係医療団体と
連携し、接種体制の構築に向けて取り組んでいるとこ
ろであります。
　同じく１の (6) のエ、ワクチン接種方法や副反応へ
の対応についてお答えいたします。
　市町村による集団接種については一度に多くの方に
接種できる利点がありますが、接種に係る医療従事者
の確保が課題となります。一方、個別接種は住民がか
かりつけ医療機関で接種ができる利点がありますが、
多くの方に接種できないことや、接種時間の確保など
の課題があります。そのため市町村の実情に応じて、
体制を構築することが重要であると考えます。副反応
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については、海外の治験では疼痛、筋肉痛、倦怠感、
発熱等が報告されていますが、いずれも数日で消失す
るとのことです。今後は、国内にて行われている先行
接種の状況を注視するとともに、アナフィラキシーに
対しても迅速な対応ができるよう体制整備に努めてま
いります。
　次に３、公立北部医療センター整備についての御質
問の中の (1)、開院までのスケジュールについてお答
えいたします。
　公立北部医療センターの整備については、今年度、
公立北部医療センター基本構想を策定し、次年度は、
基本構想を踏まえた病棟部門の配置や施設等の整備方
針を定める基本計画を策定することとしており、令和
４年度以降に基本設計、実施設計、建築工事を行い、
令和８年度の開院を予定しております。
　同じく３の (2)、センターの役割と機能についてお
答えいたします。
　公立北部医療センター基本構想素案における基幹病
院としての役割は、北部医療圏の特性に応じた地域医
療や高度医療を継続的に担うとともに、医療従事者の
育成に取り組むこととしております。また、公立病院
としての役割は、離島・僻地医療、周産期医療など、
北部医療圏の民間病院では実施が困難な医療を提供す
ることとしております。医療機能については、両病院
が保有する診療科目に加え腫瘍内科、放射線治療科を
新設し、地域がん診療連携拠点病院として、がんの放
射線治療を提供することや、地域救命救急センターの
指定を受け、重篤な救急患者を受け入れ、専門的な医
療を提供していくこととしております。
　同じく３の (3)、医師や看護師の確保等についてお
答えいたします。
　北部医療センターにおいて地域完結型の医療提供体
制を確保していくためには、必要な医師や看護師等の
確保が重要となります。このため、両病院から転籍者
を募るとともに、琉球大学病院との連携、沖縄県が実
施する医師確保施策等を活用し、必要な医療従事者を
確保してまいります。また、来年度以降、両病院の医
療従事者に対して、段階的に転籍意向調査を実施する
こととしており、現在、調査票の作成や調査方法につ
いて関係機関と調整しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　初めに１、
新型コロナウイルス感染症対策についての (4)、那覇
空港ＰＣＲ検査の周知及び結果通知が外国人に分かり

にくいことについてお答えいたします。
　県では、やむを得ない事情により出発地でのＰＣＲ
検査を受けられない方が那覇空港で検査を受けられる
那覇空港ＰＣＲ検査プロジェクトについて、県や関係
団体等のホームページを通じて情報を発信しておりま
す。このほか、新聞広告やテレビ特番、ＳＮＳ等も活
用し、県内及び県外に広く情報を発信しており、引き
続き同プロジェクトの周知に努めてまいります。検査
結果については、外国語表記を併記するなど、外国人
にも分かりやすくなるよう改善に取り組んでまいりま
す。
　同じく１の (13)、緊急事態宣言の延長に伴う観光
関連産業への支援についてお答えいたします。
　県では、観光関連産業への支援として、個人及び同
居家族に限り、感染防止対策を徹底した宿泊施設で、
１泊２食つき、施設内での滞在を条件とした、県民１
人当たり１泊5000円の補助を行う家族でＳｔａｙ�Ｈ
ｏｔｅｌ事業を実施しております。また、令和３年１
月22日に経済産業大臣等へ不要不急の外出・移動の
自粛により影響を受けた中小事業者への支援等を要請
しております。現在、国においては、緊急事態宣言の
影響緩和に係る一時支援金について、給付要件等の策
定を行っており、３月から申請受付を開始すると聞い
ております。
　同じく１の (14)、文化芸術音楽関連事業者への支
援についてお答えいたします。
　県では、文化芸術関係者向けの各種支援策に係る案
内窓口の設置や、感染症対策を含めたコンテンツ配信
に係る機材の経費等、新しい生活様式に対応した取組
への支援策を講じているところであり、これまで多く
の問合せをいただくなど、ニーズを捉えた事業が展開
できているものと考えております。また、現在、これ
ら事業の継続支援や、配信等を広く県内外へ発信する
ためのまとめサイトを開設しております。今後も、関
係団体等と意見交換を行いながら必要な施策について
検討してまいります。
　同じく１の (17)、沖縄観光の量から質への転換に
ついてお答えいたします。
　ウイズコロナ時代においては、安全・安心で快適な
島沖縄を構築した上で、沖縄の豊かな自然環境や独自
の歴史、文化等のソフトパワーを最大限発揮し、年間
を通した観光客数の平準化や滞在日数の延伸、観光消
費額の増加等、量だけでなく質の向上も図ることが重
要だと考えております。そのため、ワーケーションの
誘致や離島への周遊型観光の促進、国内富裕層やコロ
ナ終息後を見据えた欧米系外国客の誘客に積極的に取
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り組むことにより、延べ宿泊者数の増加につながり観
光消費額の増大が図られるものと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、新型コロナウイルス
感染症対策についての (5)、那覇空港におけるクリ
ニックの設置についてお答えいたします。
　沖縄県では、那覇空港におけるクリニックの設置に
ついて、那覇空港ビルディング株式会社と意見交換
し、採算性の面で課題があることを確認しました。
　県としましては、他空港の状況を確認するととも
に、引き続き那覇空港ビルディング株式会社とニーズ
の掘り起こし等について意見交換しながら、課題の解
消に向けて連携して取り組んでまいります。
　同じく１の (15)、バス、タクシーへの支援について
お答えいたします。
　県では、公共交通機関の持続的な感染防止対策の定
着を支援するため、令和２年６月補正予算において奨
励金を計上し、バスやタクシー等の公共交通事業者約
1300社に約３億2000万円を支給し、感染防止対策を
支援いたしました。公共交通は地域住民の日常生活の
足であり、今後も安定的な運行継続が重要であります。
路線バスやタクシー等の公共交通の維持確保に必要な
財政支援等について国に求めるとともに、県としてど
のような支援ができるか引き続き検討してまいります。
　次に２、次期沖縄振興計画についての (1)、新たな
振興計画（骨子案）の特徴についてお答えいたします。
　新たな振興計画（骨子案）の主な特徴としましては、
現行計画の柱である強くしなやかな自立型経済と優し
い社会の２つの基軸に、沖縄らしいＳＤＧｓを取り入
れ、新たに環境の枠組みを加えたことが挙げられます。
沖縄振興に係る様々な取組に、県民一人一人をはじめ
とする社会全体が参画することで、社会・経済・環境
の３つの側面が調和した持続可能な沖縄の発展と誰一
人取り残さない社会を目指していくことが可能になる
と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、新型コロナウイ
ルス感染症対策についての御質問の中の (7)、緊急事
態宣言による影響の実態と対応についてお答えいたし
ます。
　緊急事態宣言による影響については、多くの県内事
業者や経済団体等から、幅広い業種で経営環境が一段

と厳しくなっているとの情報が沖縄県にも寄せられて
おります。
　県としても、厳しい経営状況にある事業者へのさら
なる支援が必要であるとの認識の下、国に対し、幅広
い業種に対する一時金等の支援の拡充や、雇用調整助
成金の特例措置等の再延長等について要請を行ってき
たところであります。
　同じく１の (8)、協力金の支払い遅れとその対応及
び支払い状況等についてお答えいたします。
　営業時間の短縮要請に係る協力金支給事務について
は、昨年12月の時短要請発出後、要請期間の延長や対
象地域の拡大、支給条件の変更等に対し、委託事業者
の人員確保や事務処理体制の準備に時間を要しており
ましたが、現在は体制を強化し、県においても、延べ
約120名の職員で対応し、事務処理の迅速化を図って
いるところであります。なお、協力金の申請状況等に
ついては、昨年12月14日と同23日に時短要請を発出
した５市分について、２月24日時点で、申請5583件
に対し、支払い済み3298件、支払い総額は32億1528
万円で、支給割合は59.1％となっております。また、
全市町村を対象とした協力金については２月８日から
受付を開始し、順次審査を進めているところであり、
３月１日からは緊急事態宣言の延長分の申請について
も受付を開始する予定としております。
　同じく１の (9)、協力金の対象外となっている持ち
帰り専門店等への支援についてお答えいたします。
　県では、持ち帰り専門の飲食店やキッチンカー等を
営業時間短縮要請及び協力金の対象としておりません
が、店内飲食を伴わず３密回避にも資することから、
コロナ禍でも外食メニューを楽しめる店舗として利用
を促進しております。具体的には、テイクアウトやデ
リバリー、Ｅコマース等の情報を集約した特設サイト
「まいにちに。おきなわ」やハピ・トク沖縄クーポン
等による利用拡大の支援に取り組んでおります。
　県としましては、各種事業により域内需要喚起策を
継続実施してまいります。
　同じく１の (10)、一時金の支給についての県独自
の予算措置及び県への緊急支援の要望の具体的な対策
についてお答えいたします。１の (10) と１の (11) は
関連しますので、恐縮ですが一括してお答えいたしま
す。
　国や県独自の緊急事態宣言による経済的影響は、宿
泊業をはじめ、様々な分野に及んでいます。こうした
県内事業者への支援を行うため、県では国に対し、国
の緊急事態宣言地域と同等の支援を行うことなどの要
請を行い、併せて他の都道府県と連携し、全国知事会
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等を通じて同様の要請を繰り返し行ってきたところで
す。その結果、国が実施する緊急事態宣言の影響緩和
に係る一時支援金では、県内でも、旅客運送事業者、
宿泊事業者、土産物小売店、旅行代理店、イベント事
業者等が対象となり得ることとなったことから、これ
らの事業者への周知及び活用に向けたサポートに取
り組んでまいります。加えて、県としては、最重要課
題である事業継続と雇用維持のため、資金繰り支援の
拡充や雇用調整助成金の上乗せ助成の継続、県産品の
県外向けの送料支援や奨励キャンペーンの実施、幅広
い業種で利用可能なハピ・トク沖縄クーポンの発行な
ど、当面の経済対策として実施してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時18分休憩
　　　午後５時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○商工労働部長（嘉数　登君）　失礼いたしました。
答弁漏れがございました。
　１の (12)、ハピ・トク沖縄クーポンに係る商店街
等の需要喚起の実態と対策についてお答えいたします。
　ハピ・トク沖縄クーポンにつきましては、飲食店や
小売店のほか、旅行、宿泊施設、タクシー、給油所及
び理美容業など幅広い業種で利用されております。
　県としましては、同クーポンの利用促進に向け、地
域の商店街や通り会に対して個別に登録の説明を行う
とともに、各店舗を一括して簡易に申請できる仕組み
を整えるなど取り組んできたところです。また、ＪＡ
等と連携して、小規模離島での利用を促進しており、
引き続き地域の需要喚起が図られるよう取り組んでま
いります。
　大変失礼いたしました。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、新型コロナウイルス
感染症対策についての (16)、県における民間企業の
出向受入れについてお答えします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、
雇用の維持に苦慮している企業を支援するため、新型
コロナウイルス感染症対応休業者等マッチング事業を
活用し、令和３年４月より民間企業からの出向を受け
入れることとしております。令和３年度は、県の業務
においても新型コロナウイルス感染症対策の強化等の
ため多くのマンパワーを必要としていることから、受
入れに当たっては業務量や業務内容等を踏まえ、人数

規模や年齢等を設定しているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　４、救急安心センター
の導入についての (1)、♯7119の導入の進捗状況につ
いてお答えをいたします。
　♯7119については、総務省消防庁により、救急車
の適正利用、救急医療機関の受診の適正化、住民への
安心・安全の提供といった効果が示されております。
このため県としましては、これまでの間、沖縄県消防
長会との意見交換や先行事例の調査等を行ってまいり
ました。今後とも他県の状況や国の考え方等を踏ま
え、沖縄県消防長会及び関係機関と♯7119の在り方
について検討してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　６、コロナ禍の影響
による建設不況についての御質問のうち (1)、住宅着
工戸数等についてお答えいたします。
　国土交通省の建築着工統計調査における2020年の
県内住宅着工戸数は１万703戸、前年比では29.1％減
少しております。全国の住宅着工戸数は81万5340戸、
前年比では9.9％減少しております。
　次に６の (2)、住宅着工減への今後の対応について
お答えいたします。
　国において、グリーン社会の実現及び地域における
民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を
通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち
込んだ経済の回復を図ることを目的としてグリーン住
宅ポイント制度が創設されております。
　県としては、制度の普及のため周知に努めていきた
いと考えております。
　次に６の (3)、次世代住宅ポイント制度についてお
答えいたします。
　当該制度は、一定の性能を有する住宅の新築・リ
フォームに対し、様々な商品と交換できるポイントを
発行する制度となっております。本県における全国に
対する利用率は、全国が739億9355万5000ポイント
に対し、沖縄県が１億8690万2000ポイントの0.25％
となっております。
　次に６の (4)、グリーン住宅ポイント制度について
お答えいたします。
　当該制度は、高い省エネ性能を有する住宅を取得す
る者等に対して商品や追加工事と交換できるポイント
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を発行する制度であり、令和３年４月受付開始予定と
なっております。本県では、省エネ性能基準への適合
促進が重要であると認識していることから、制度の普
及のため関係機関と連携し周知に努めていきたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　８、少人数学級の実現につ
いての御質問の中の、国の学級定員の引下げへの評価
等についてお答えします。
　国においては、令和３年度から５年かけて小学校全
学年で35人学級を実施するための法案が現在、国会
において審議されております。これによりきめ細かな
指導が図られるものと認識しております。
　県教育委員会では、令和３年度から中学校２年生及
び３年生に35人学級を拡大し、小中学校全学年で少
人数学級が実現します。引き続き学校教育の充実に努
めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
　　　〔上原　章君登壇〕
○上原　　章君　御答弁ありがとうございました。
　幾つか再質問をさせていただきたいと思います。
　まず、新型コロナウイルス感染症対策に関連してで
すが、病床数の確保及び宿泊療養施設の全県的な整備
の質問の中で、特に宿泊療養施設、中部地域がまだ確
保できていないというところがとても地域の方々か
ら、何で県は中部地域にそれの設置ができないのかそ
の理由を聞きたいという話が結構ございます。今後の
この見通しを再度、中部地域についての設置状況をお
聞かせください。
　それから、ＰＣＲ検査についての結果通知システ
ム、陽性か陰性かを、ＰＣＲ検査空港で受けて一旦空
港外に出る。その中で少しでも―その結果をスマ
ホで御案内する形になっていると思うんですが、実は
今回のＰＣＲ検査の中で、実際沖縄のこの予約をして
受けた方がベトナムの方で、お仕事の関係で国外への
帰省前に日本国内で仕事をされて、沖縄でも仕事があ
るということで来られて、その結果を通知いただいた
らしいんですが、先ほど外国語でも通知をということ
はおっしゃっていましたけれども、この通知の中身が
とっても分かりにくいと。陽性なのか陰性なのかが、
途中の文章の中でやっと見つけたということがあっ
て、沖縄のこの国際化というか考え方がとっても心配
だということで。できれば陽性、陰性という、あるい

は丸、あるいはペケとそれぐらいの非常に分かりやす
い通知が必要だというような声がありました。御検討
いただきたいと思います。
　次に、那覇空港のクリニックの件ですが、先ほど課
題の解消を部長はしていくという話がありました。必
要性は県として持ってらっしゃるのか。あと、この診
療所、クリニック常設の、県はこの議会でも次期振興
計画でもしっかり位置づけしたいという御意見も副知
事からもありました。その辺はどうなっていますか。
教えてください。
　次に、知事、１年間これだけのコロナが沖縄県の基
幹産業である観光産業はじめあらゆる業種に大変なダ
メージというか負担があるわけですが、知事は県独自
の緊急事態宣言を発出するときに、国が指定した11
の都道府県で緊急事態宣言があったわけですけれど
も、この協力金、飲食業の方々とのこの取引している
仕入れ業者さんとか、もう様々なところが県民の不要
不急のそういう外出自粛の声かけの中で、今国は御存
じのように取引先に法人は60万、そして個人主には
30万、また文化観光の関係者のイベント中止には１
会場につき2500万補助金を出す、そういったいろん
な支援をしています。しかし沖縄県は緊急事態宣言
の中で協力金―これはこれで評価しますが、あらゆ
る業界、この取引先、国は売上げが明らかに減少した
ところにもこの一時金を届けると。ぜひ知事、この一
時金については、私はもっともっと、知事が県独自の
緊急事態宣言を出した以上、それに対する補償という
のはしっかりきめ細かくやるべきだったと思うんで
すが、今回国に求めたけれどもなかなかそれが指定地
域にしていただけなかったということですから、そう
いったことも想定して次の手はどう打つかというの
も、私はあるべきだったんじゃないかと思うんですが
いかがですか。
　それからキッチンカー、持ち帰り店。先ほど部長、
不要不急の外出自粛を県民にお願いする一方で、こう
いったキッチンカーとかにはいろいろ多くの県民に呼
びかけますと。そんなことが私はおかしいと思うんで
すね。この方々も、これだけの不要不急の外出自粛の
御協力をいただく中で、売上げがすごい落ち方をして
いる。それで今、必死に助けを求めていると私は思い
ます。どうでしょうか。
　それから、知事、せんだって何名かの県議団と公設
市場、平和通り、国際通り、今まで沖縄の観光、県民
の台所として親しまれてきたこの地域が、本当に今壊
滅状態。もう長期休業、もう廃業と。50年、60年親
から引き継いできたお店がもうできないというところ
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がほとんどでした。知事はこの役員の方ともいろい
ろ意見交換されましたけど、現状は認識されています
か。現地行かれているなら感想とその支援策をぜひお
聞かせください。
　それから、観光産業、先ほどからお話がありました
けれども、今県は様々な支援をする中で、実は14次に
わたる補正予算、この１年間、約1626億円。これは
一定の評価をしますが、基幹産業である観光業にこの
うちどれだけの支援が行ったか教えてくれませんか。
今、彩発見バスツアーやＳｔａｙ�Ｈｏｔｅｌ、いろ
んな事業がされているんですけれども、本当に他府県
の観光産業、基幹産業としている県と比べたらあまり
にもこの支援策、予算の出動が極めて少ないという声
がございます。ぜひこの点も御説明をいただきたいと
思います。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時35分休憩
　　　午後５時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○上原　　章君　それから、民間企業からの出向、こ
れも20人から30人。１民間企業でもこの数を超える
ことをしていただいていることも御存じだと思うん
ですけども、県としてしっかり―私は100人規模の、
これだけの厳しい中で県が雇用の場を確保すること
が必要じゃないかと思います。いま一度お聞かせくだ
さい。
　それから、観光についての量から質。この時期にあ
まりにも今現場で働いている方々に対する―私は
量も質も上げていきますと、そういうことをやっぱり
言うべきじゃないかと思います。いま一度お聞かせく
ださい。
　それから……。
　もう一度、休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時35分休憩
　　　午後５時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○上原　　章君　ヘイトスピーチについてですが、他
県のいろんな先進的なところを参考にいろいろ聞い
ていますけれども、本県にとってふさわしい条例とい
う表現をしていますが、この本県にとってふさわしい
条例というのはどういった内容なのか。あと、罰則規
定についてもどう考えているのか。そしてタイムスケ
ジュール教えてください。
　あと、＃7119の導入について。これも再三議会で

私は質問する中で、検討、検討という答弁しかござい
ません。これもタイムスケジュールお聞かせください。
　あと、北部医療センター、この内容についてはぜひ
期待をするものですが、ドクターヘリの導入も考えて
いるのか、こちらもお聞かせください。
　もう一回、休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時37分休憩
　　　午後５時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○上原　　章君　あと、ＭＩＣＥについては次期振計
にどう位置づけされるのか、これもお聞かせください。
　最後に知事に、ぜひ今回のこの取組の中で、これだ
け１年間ここまで多くの業界が今苦しんでいるわけ
なんですけど、私は明確に、この今だからこそ誰も置
き去りにしないという知事の政治信条を、最大限の支
援、そして最大限の財政出動を、思い切った手を打た
ないと本当に沖縄の観光はじめあらゆる産業が今壊
滅していくんじゃないかというのを感じております。
　どうか決意と認識をお聞かせください。
　終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時38分休憩
　　　午後５時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　上原章議員の再質問にお答
えいたします。
　昨年の早い時期、３月でしたけれども、私と富川副
知事と嘉数商工労働部長、関係者の方々と公設市場を
回り、平和通りも歩いてたくさんの方々から御意見を
伺いました。その後、個人的に時間があるときに国際
通りを歩いて様子をうかがったり、それから少し店舗
をのぞいてどういう状況ですかという話を聞いたり
しながら、非常にもうどこというお店、何という業種
関係なく、とにかく皆さんが大きな痛手を受けている
ということを本当に身に染みて感じたお話ばかりを
聞かせていただきました。
　昨年の３月から第１次補正をかけまして、それ以
降、２月までに第14次補正まで約2626億円、もうか
つてない迅速に対応していくということの中にはう
ちなーんちゅ応援プランですとか、それから中小企業
セーフティネット資金、県単融資なども含めてできる
だけ事業を支援していこうということの意欲を持っ
て取り組んでまいりました。
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　しかし、先ほどもお話をさせていただいたとおり、
この１年という長きにわたって様々な手だてを打って
も打っても、やはり人が動くことによって成り立って
いるのが我々沖縄の観光を中心とする基幹産業、基盤
産業だと思います。ですから、早期にコロナウイルス
を終息させて、経済の再生を図るということをこの１
年間皆さんにも呼びかけて県民、事業者挙げてコロナ
ウイルス感染拡大防止に取り組んできた数字が、この
第３波のやっと今少しずつ改善の傾向が見えてきてい
ると思います。ですから、来年度に向けては感染症対
策、経済対策、セーフティネット、それぞれしっかり
と予算を組み、なおかつまたこれまで基金を取り崩し
可能な限り県債を発行するなどやれることはしっかり
やっていきながら、一日でも早くこの我々の生活とな
りわいをしっかり笑顔で皆さんが過ごしていけるよう
に全力で取り組んでいきたいと思いますので、今後と
も御理解、御協力をどうぞよろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　中部地域の宿泊療
養施設に関する再質問にお答えいたします。
　県では、現在６施設の宿泊療養施設を確保している
ところではございますが、中部地域についてもこれま
でも宿泊療養施設の確保に向けて取り組んできたとこ
ろでございます。まず看護師等の確保にももちろん課
題はございますが、それ以外に陽性者とスタッフの動
線を分けるという療養施設としての条件を満たす宿泊
施設がなかなか見つからないという現状がございま
す。ただ、必要とは考えておりますので、今後の感染
拡大を見据えてしっかりと取り組んでいきたいと考え
ております。
　それから北部医療センターについての御質問にお答
えいたします。
　公立北部医療センターにつきましては、新たな診療
科の設定でがん治療など、がんの放射線治療などが提
供できるようにということのほかに重症患者、それか
ら重篤な救急患者を受け入れて高度な専門的な医療を
総合的に提供するための地域救命救急センターの指
定を目指すこととしております。ドクターヘリの運営
については、様々な課題があることも、医療機能部会
のほうからも指摘がございますので、まずは構想にお
いては地域救命救急センターを目指すとともに、ドク
ターヘリによる救急急患搬送に対応できる機能を備え
るということを目指して構想には盛り込むということ
で整理をしているところでございます。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　まず初め
に、那覇空港におけるＰＣＲ検査の結果はどのように
しているのか、分かりづらいのではないかという御趣
旨の御質問でございました。
　現在、那覇空港からの結果につきましては、氏名で
はなく検査ＩＤと結果を通知することで感染者の個人
情報が流出しないような対策も取っているところでご
ざいますけれども、議員御指摘の例えばマル・バツ方
式といったことも含めてどういった形で通知をするほ
うが分かりやすく合理的なものかということも含めま
して、その表記の在り方について検討してまいりたい
というふうに考えております。
　それから、観光に関する予算についての御質問がご
ざいました。何回か答弁をさせていただいております
けれども、今年度になってコロナの状況が厳しい、コ
ロナが蔓延して厳しい状況に観光業界が立たされてお
りましたことを踏まえまして、県では、例えばおきな
わ彩発見キャンペーン第１弾と第２弾、実施をいたし
ました。それから、感染症対策に感染対策を奨励する
ための奨励金ということで、安全・安心な島づくり応
援プロジェクト等も実施をさせていただくと同時に、
また新たな取組としてワーケーション促進事業、そし
て域内観光を促進する彩発見バスツアー、あるいは教
育旅行を緊急時支援事業ということで新型コロナウイ
ルスの濃厚接触者と特定された方の健康観察に係る経
費等々、様々な形で支援をさせていただいて、その数
字が約35億円というふうになっております。
　それ以外にも、観光だけではなくて、例えば直接支
援する支給金といったものは、他部局との制度の中で
活用させていただいて観光業界にも支援をさせていた
だくというものもございますので、そういった包括さ
れた形で支給していることも含めて全庁一丸となって
観光業界にも支援をさせていただいているということ
を御理解いただきたいと思います。
　それから観光にとって質もそうだが量も大事ではな
いかといったような御質問がございました。
　御指摘のように、これまで県が担ってまいりました
誘客の取組といいますのは一定の成果を上げてまいり
ました。一方で、観光客の滞在日数が短く、観光客は
増加するけれども、それが必ずしも経済の循環につな
がっていないなどの課題もございました。そのため今
後は入域観光客数などの数字だけを追い求めるとい
うことに重点を置くのではなく、沖縄が持つソフトパ
ワーを最大限発揮し、安全・安心、便利、快適に過ご
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せる沖縄観光を目指すということでございます。た
だ、だからといって量を全く追い求めないということ
ではなくて、問題はバランスをどのように取るかとい
うところだと思います。質への転換といいましても、
それは軸足をどちらかというと質に移すということで
ございまして、量も当然これまで同様、質と同様に追
い求めていくという姿勢には変わりはございませんの
で、量も質もというところで沖縄観光これからも推進
してまいりたいというふうに考えております。
　それから最後の御質問、大型ＭＩＣＥ施設について。
新たな振興計画の骨子案の中でどのように位置づける
かという御質問でございました。
　この新たな振興計画、骨子案の中では、世界から選
ばれる持続可能な観光地の形成と沖縄観光の変革にお
ける施策の一つとして、マリンタウンＭＩＣＥエリア
の形成を核とした戦略的なＭＩＣＥの振興が位置づけ
られておりまして、ＭＩＣＥ振興とビジネスツーリズ
ムの推進、マリンタウンＭＩＣＥエリアを核とした全
県的なＭＩＣＥ受入れ体制の整備、ＭＩＣＥを活用と
した関連産業の振興を推進する、そういったことが位
置づけられているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　那覇空港におけるクリニッ
クの必要性等についての御質問でございます。
　まず、那覇空港ビルディング株式会社は、旅客サー
ビスの向上の一環としてクリニックを設置する必要性
があるというところです。それで先ほど申し上げたと
おり、県としてもクリニックを設置する方向で協議を
進めてまいります。
　そして新たな沖縄振興計画の中での位置づけなんで
すが、今の世界水準の拠点空港等の整備という項目、
そして空港における高度な危機管理体制を構築してい
くということを盛り込んでおります。今那覇空港ビル
ディングさんが想定しているクリニック、これがその
役割を担うのかどうか、この辺りは少し議論が必要だ
と思っておりますが、沖縄振興計画の中にあっては世
界水準の拠点空港の整備を図っていくという取組で、
その中で高度な危機管理体制も構築していくというこ
とで今考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　上原議員の県独自の
緊急事態宣言を受け、飲食業への納入業者、それから
仕入れ業者、それからキッチンカーなどに様々な影響

が出ているが、県の対応はどうかという再質問にお答
えいたします。
　まずその長引くコロナ禍において落ち込んだ需要の
喚起や幅広い事業者への経営支援の拡充に向けては、
やはり財源が非常に重要だというふうに考えておりま
して、それについて国に求める必要があるというふう
に考えております。
　沖縄県としては、全国知事会を通じて一時支援金の
支給対象の大幅な拡大や交通事業者、観光関連事業者
など影響を受けた全ての業種に対し手厚い支援を行っ
ていただくよう国に強く求めていきたいというふうに
思っております。
　それから、その国の一時支援金ですけれども、これ
は県内でも旅客運送事業者や宿泊事業者、土産物小売
店、旅行代理店、イベント事業者等々が対象となり得
るということとなっておりますので、この県内事業者
への周知・活用というのが非常に大事になっていくと
いうふうに思っております。そのため県では、県独自
の相談・サポート体制の整備に向けまして、県で調整
を進めております。これは国、それから市町村と連携
を取りながら当該支援金の対象となり得る県内事業者
が円滑かつ幅広に給付を受けられるようにサポートし
ていきたいというふうに考えております。
　それと県が現在実施しておりますハピ・トク沖縄
クーポンにつきましては、これは先ほど答弁でもお答
えしましたが、旅行宿泊施設、タクシー、給油所、理
美容業といったような多くの業種で御利用いただいて
おります。御登録いただければキッチンカーにおいて
も御利用いただけるということになります。第２弾も
予定しておりますので、我々のほうからも登録を呼び
かけていきますので、そういった県の需要喚起策とい
いますか、そういったものも活用していただきながら
ぜひとも事業継続していただきたいというふうに考え
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　県における民間企業の出
向に係る再質問についてお答えいたします。
　私どもこの民間企業からの出向受入れに当たりまし
て、九州各県の状況も確認させていただきました。そ
うしましたところ、民間からのコロナを受けての出向
受入れを検討しているのは３県ございまして、人数は
10名以下で、相手先の企業はいずれも航空会社だけ
でございました。沖縄県の状況を考えますと、航空会
社もそうですが、観光関連産業や幅広い業種で恐らく



─ 185 ─

雇用の維持に苦労なさっているということで、庁内で
検討しまして、商工労働部のほうで昨年11月から実
施しています新型コロナウイルス感染症対応休業者等
マッチング事業の活用をすることとしたものです。
　お答えさせていただきました20名から30名も、せ
んだって１月ですか、庁内の意向調査をやって踏まえ
た結果です。改めてその人数等について調査を行っ
て、人数などについては柔軟に対応していきたいと思
います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　上原議員
の再質問にお答えいたします。
　まず、ヘイトスピーチ条例について、本県にとって
ふさわしい条例はどのようなものかといった御趣旨の
御質問であったかと思います。
　県におきましては、現在、先行している自治体の条
例等について研究しているところでございますけれ
ども、各自治体とも地域の実情に応じた内容の条例と
なっており、沖縄県にとってどのような条例がふさわ
しいか、県議会に対しましては、例えば陳情で観光立
県としての対応が必要であるといった御意見も寄せら
れているところではございますが、このほかにも様々
な御意見があろうかと思います。今後、様々な観点か
ら検討を進めていく中で本県にとってふさわしい条例
についてさらに検討を進めてまいりたいと考えており
ます。
　次に、罰則についての考え方についての御質問でご
ざいますけれども、ヘイトスピーチ条例の制定につき
ましては、憲法で保障されております表現の自由との
関係が一番の大きな課題となっているところでござい
ます。現在、国においては関係省庁や先行する自治体
との間で検討会なども設置がされておりまして、そこ
での議論を踏まえるとともに、また今後専門家への意
見聴取などもする中で、引き続き検討してまいりたい
と考えております。
　最後に、スケジュールについてでございますけれど
も、これまで申し上げましたように、条例制定につき
ましては様々な課題を整理していく必要がございま
す。これら一つ一つ整理をしていく中で、現段階でス
ケジュールを明確に申し上げることは難しいのでござ
いますけれども、一つ一つ取組を進めてまいりたいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。

　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　＃7119の導入について
の再質問にお答えをいたします。
　＃7119につきましては、平成28年度末に県内消
防本部から県において＃7119の導入検討を行っても
らいたいとの要望を受け、平成29年度から調査を開
始し、保健医療部が実施している小児救急医療事業
＃8000の情報収集や先行団体への確認等を行ってき
たところでございます。その後、平成30年11月には、
各消防長に対して導入の効果や市町村に対する普通交
付税措置についての説明を行うほか、平成31年１月
には消防庁の＃7119普及促進アドバイザー制度を活
用し、アドバイザー派遣による消防職員等を対象とし
た勉強会を開催したところでございます。令和２年３
月、消防長会において検討された結果、実施主体は市
町村であるが県に積極的に関わっていただきたい旨の
要望を受けたところでございます。
　一方で、令和２年度に設置された国の全国展開に向
けた検討部会において都道府県が実施主体となる、
あるいは実施を主導するのが今後の事業実施モデルに
なっていくのではないかとの議論があったことなどを
踏まえ、現行の市町村に対する普通交付税措置を見直
し、令和３年度からは事業を実施する都道府県または
市町村の財政負担に対して特別交付税を講ずることと
なったとの国の考え方が令和３年１月に示されたとこ
ろでございます。
　県としては、こうした国の新たな考え方や他県の状
況等も踏まえ、沖縄消防長会等の関係機関と＃7119
の在り方について検討を進めてまいりたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
　　　〔大城憲幸君登壇〕
○大城　憲幸君　こんばんはになりました。
　最後は、７会派目の無所属の会、大城です。
　今日は我が会派からは、新型コロナ対策から３点、
沖縄振興計画から３点、少し項目を絞って議論を深め
たいなと思いますので。それからほとんどがこれまで
出てきた項目でもありますので、答弁は簡潔で構いま
せんのでお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
　まず、１、新型コロナ対策について。
　(1)、コロナ発生から１年、県は14次にわたる補正
予算により感染拡大防止と経済対策を実施してきた。
しかし、この間県民の行動制限、事業者への時短要請、
県内外への往来自粛等により県経済はかつてない打撃
を受けた。



─ 186 ─

　伺います。
　ア、３度の緊急事態宣言が観光や関連産業へどう影
響したか認識を伺う。
　イ、一日も早い県経済の回復に向けた施策を伺う。
　(2)、知事は今議会冒頭で、感染拡大防止と経済回
復に全身全霊で取り組むと所信表明しました。県民の
暮らしを守るため、決して第４波を引き起こしてはな
らず、強い決意で施策の強化に取り組まなければなら
ない。伺います。
　ア、感染拡大防止に向けた検査体制の現状と今後の
方針を伺う。
　イ、水際対策の状況と今後の強化策を伺う。
　(3)、国内主要空港にクリニックが整備される中、
那覇空港への設置についてこれまでも議論がありま
したが、コロナ対策の観点も含めその必要性と設置に
向けた検討状況を伺う。
　２、沖縄振興計画について。
　(1)、富川副知事は専門家として経済政策にこだわ
り、有識者チームの統括者として新たな計画への提言
もまとめてきた。就任時より、本県の自立経済へのポ
イントとして３つ、１、2020オリンピック、２、那
覇空港滑走路、３、ＭＩＣＥを挙げていたが、県経済
の現状と新たな振興計画に対する所見を伺う。
　(2)、2050脱炭素社会に向けた本県のエネルギー政
策は、全国で最も遅れている環境問題と高コスト体質
の両方に取り組まなければならず、大きな課題解決に
新たな振興計画への具体的位置づけが必須と考えて
おります。伺います。
　ア、エネルギー政策は、この10年が重要であり、早
急に再生可能エネルギーや新エネルギーの主力化を
目指し施策を進めるべきであるが所見を伺う。
　イ、県内各離島の電力を守り、環境対策に取り組む
には本島とは切り離し、新たな組織をつくり行うべき
と考えるが所見を伺う。
　ウ、新たな技術や競争に伴うコスト低減を目的に、
新エネルギー参入を積極的に進めるべきと考えるが
促進策を伺う。
　(3)、本県基幹作物であるサトウキビについては、
これまでも支援策を講じてきたが、各地の分蜜糖工場
の老朽化に伴うトラブルが増加する状況にある。
　ア、振興策におけるこれまでの取組と新たな振興計
画での施策を伺う。
　イ、本島内唯一にして国内最大の製糖工場であるゆ
がふ製糖について、これまで移転用地の提案等再三議
論してきたが進捗を伺う。
　よろしくお願いいたします。

○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　大城憲幸議員の御質問にお
答えいたします。
　新型コロナ対策についての御質問の中の１の (2) ア
及び１の (2) のイ、検査体制及び水際対策の強化につ
いてお答えいたします。１の (2) アと１の (2) イは関
連しますので、恐縮ですが一括してお答えします。
　沖縄県では、新型コロナウイルス感染症患者を早期
に発見し感染拡大防止を図るため、検査体制を拡充
し、１日に7000件以上の検査が現在可能となってお
ります。また、介護従事者や医療従事者を対象に２月
中旬から定期的な検査を実施しており、早期のクラス
ター対策につなげているところです。さらに、那覇空
港において希望する来訪者に対しＰＣＲ検査を開始
しており、今後は対象者の拡充に向け取り組んでいく
というところでございます。加えて、県民が安価に
検査を受けられる体制を構築するための事業を開始
することとしており、例えば離島へ行く際などは、出
発前にこの事業を利用するということも今後可能と
なってまいります。
　このように、検査体制を拡充することで水際対策と
感染防止対策を強化し、感染拡大を食い止めながら、
早期の経済回復に向け全力で取り組んでまいります。
　次に、沖縄振興計画についての御質問の中の２の
(3) のイ、ゆがふ製糖工場の老朽化対策に関する進捗
についてお答えいたします。
　老朽化が著しいゆがふ製糖工場の移転先として、国
際物流拠点産業集積地域うるま・沖縄地区内の用地分
譲における譲受者として内定したところであります。
一方、工場建て替えについては、建設費用が多額にな
ることから、事業実施主体の負担が大きな課題となっ
ております。
　沖縄県では、沖縄県分蜜糖工場安定操業対策検討会
議を設置し、工場建設に関する具体的な方策及び製糖
副産物の総合利用について検討しているところであ
ります。
　沖縄県としましては、本島地域のサトウキビ安定生
産対策を強化するとともに、関係市町村、生産者等か
らの意見要望なども踏まえ、新たな沖縄振興のための
制度提言として新たな沖縄糖業高度化推進支援制度
の検討を進めているところであります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕



─ 187 ─

○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、新型
コロナ対策についての (1) のア、緊急事態宣言による
観光関連産業への影響についてお答えいたします。
　国や県独自による３度の緊急事態宣言期間を含む
令和２年４月から令和３年１月までの入域観光客数
は217万人となり、対前年同期比で632万人の減、率
にして74％の減少となっております。また、同期間
の観光消費額は、試算で1700億円となり、対前年同
期比で4708億円の減、率にして73％の大幅な減少と
なっていることから、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大により、県内の観光関連産業は深刻な影響を受
けているものと認識しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、新型コロナ対策
についての (1) のイ、一日も早い県経済の回復に向け
た施策についてお答えいたします。
　県では、沖縄県の経済対策基本方針に基づき、安全・
安心の島沖縄の構築と県民の事業と生活を維持し、将
来を先取りした経済の礎を築く取組を軸に、14次に
わたる補正予算により、総額約1626億円の予算を確
保し、必要な対策を切れ目なく講じております。今後
は、事業継続と雇用維持のための取組を継続、拡充す
るとともに、回復期出口戦略として、ハピ・トク沖縄
クーポンやおきなわ彩発見キャンペーン事業等による
地域消費喚起に係る取組等を強化してまいります。加
えて、成長期の出口戦略として、各産業分野における
競争力強化や、デジタルトランスフォーメーションへ
の移行等を推進してまいりたいと考えております。
　引き続き、経済団体等と協働の上、多面的かつ多角
的に出口戦略を拡充・強化してまいります。
　次に２の (2) のア、エネルギー政策の所見について
お答えいたします。
　県では、2050年の脱炭素社会の実現に向け、地球
温暖化防止等の観点から、再生可能エネルギーの導入
拡大を加速化する取組が重要であると考えておりま
す。そのため、現在、新たなエネルギービジョンの策
定を進めており、再生可能エネルギーの電源比率につ
いて、意欲的な数値目標を設定する予定です。目標達
成に向けては、県が実施してきた宮古島や波照間島等
での実証事業成果の活用促進に加え、新たな振興計画
において再生可能エネルギーの導入促進に係る支援制
度を要望する等、再生可能エネルギーの導入拡大に取
り組んでまいります。
　同じく２の (2) のイ、離島の電力供給を行う新たな

組織をつくることについてお答えいたします。
　離島における電力供給については、需要規模が小さ
く供給コストが高くなる傾向があるため新電力の参入
が進まず、現在は沖縄電力が、ユニバーサルサービス
として県内同一の単価設定で実施しています。県で
は、ＳＤＧｓの理念や環境対策の観点を踏まえ、宮古
島や波照間島での実証事業など離島においても再生可
能エネルギー導入を進めておりますが、電気の安定供
給や電気料金への影響の観点から、離島の電力を本島
から切り離して、新たな組織により供給することにつ
いては、慎重に検討する必要があると考えております。
　同じく２の (2) のウ、新エネルギー参入の促進策に
ついてお答えいたします。
　新エネルギーは、再生可能エネルギーの中でも特に
活用を推進する太陽光、風力、地熱、バイオマス等と
なっております。新エネルギーを活用した民間事業者
の参入については、今年７月に大規模バイオマス発電
所がうるま市にて稼働予定となっています。
　県としましては、新たな振興計画において、こうし
た民間投資を誘発するための税制優遇等の支援制度
を要望するなど、新エネルギーを含む再生可能エネル
ギーの導入拡大に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、新型コロナ対策につ
いての (3)、那覇空港におけるクリニック設置につい
てお答えいたします。
　沖縄県では、那覇空港におけるクリニックの設置に
ついて、那覇空港ビルディング株式会社と意見交換
し、採算性の面で課題があることを確認しました。
　県としましては、他空港の状況を確認するととも
に、引き続き那覇空港ビルディング株式会社とニーズ
の掘り起こし等について意見交換しながら、課題の解
消に向けて連携して取り組んでまいります。
　次に２、沖縄振興計画についての (1)、県経済の現
状と新たな振興計画についてお答えいたします。
　昨年２月以降の新型コロナウイルス感染症拡大によ
り、本県の社会経済は著しく停滞し、雇用情勢も悪化
しております。新たな振興計画（骨子案）において
は、ウイズコロナからアフターコロナに向けた将来を
見通す中で、検疫・防疫体制の強化、医療体制の拡充
など多様なリスクに対応する危機管理体制の構築、医
療・健康、デジタル等を重視した取組の強化、安全と
経済の両立に係る条件整備の推進等が必要であること
から、安全・安心の島の実現と新しい生活様式への対
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応や強靭で持続可能な社会経済の構築に取り組むこ
ととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　２、沖縄振興計画に
ついての御質問の中の (3) のア、分蜜糖工場の老朽化
に対するこれまでの取組と新たな振興計画での施策に
ついてお答えします。
　県では、一括交付金等を活用し、分蜜糖振興対策支
援事業や産地生産基盤パワーアップ事業において、老
朽化した工場設備の更新と省エネルギー化等への取組
を支援しているところであります。
　県としましては、老朽化の著しい分蜜糖工場の支援
について、関係市町村、生産者等からの意見要望など
を踏まえ、新たな振興計画においても、工場の安定操
業に向けた施策として検討を進めているところであり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
　　　〔大城憲幸君登壇〕
○大城　憲幸君　それでは、再質問させていただきま
す。
　まず、コロナ対策の (1) のところですけれども、観
光の影響についてはずっと議論があったとおりだし、
今朝の新聞報道等にもありました。観光客で632万人
減ですよ、4700億円減りましたよということです。
　３度の緊急事態というか、県がこの観光にブレーキ
をかけたわけですが、これを振り返ってみると、最初
がゴールデンウイーク、２回目が夏休み、そして３度
目が年末年始ということで、誰がやっても難しい話で
はあるんですけれども、観光関係の皆さんからすると
本当に一番悪いタイミングでの緊急事態宣言だった
んですよ。だからそういう中で、今この観光関連、レ
ンタカーにしてもホテル業にしても何にしても、あれ
だけ4700億もお金が吹っ飛んでしまいましたので、
当然売上げが７割から８割減だと。中には85％減、
インバウンド中心の皆さんはもうゼロだというような
状況の中で、先ほど来ほかの会派からもあるとおり、
これに対する県の施策というのが、先ほど観光関係に
35億組んでいますよという話でしたけれども、例え
ばＳｔａｙ�Ｈｏｔｅｌの施策なんかにしても600万
人も減っているのに５億予算組んで５万人なの10万
人なのって話なんですよね。北海道とか九州の各県の
施策と比べても桁が違うよという話を関連の産業の皆
さんから我々に非常に強く意見があるもんですから、

やはりこの辺というのはそこを改める必要があるん
じゃないかなというのが一つと、先ほどもありました
けれども、我々一、二年前まで観光客は1200万人、
沖縄県は目標です。売上げ１兆1000億円目標です。
だから、ホテル関係の皆さん、ホテルがまだ足りませ
んよ。レンタカーもまだ足りませんよということを沖
縄県が旗振ってきたわけですよ。そしてこのコロナ
で、一番きついこのときに２月16日に沖縄観光基本
方針案として量から質に転換しますよと発表する。
やっぱりこれというのは、ただでさえ今観光産業は沖
縄の基幹産業は我々なんだって自負を持って頑張って
きた皆さんが、県の施策がなかなか打っても響いてく
れないという不信感がある中で、この２月16日の方
針発表を聞いたときに、それ以外もいろいろ発表され
ているんですけれども、この量から質へというところ
だけ残って、さらに不信感を広めてしまったという、
非常に残念なんですよね。そういう意味で２点再質問
させてください。
　まず、１点目は、今本当にやっぱり過去のものはい
いとしても、この関連産業、今本当に瀕死の状態の観
光関連産業の皆さんに対する支援というのは、もう一
度関係構築も含めて生の声を聞いてつくり直すべきだ
と思うんですけれども、それについて再度お願いしま
す。
　それから、今話した観光基本方針、そういう県の発
信の仕方としても情報の出し方としても、これ反省す
べきじゃないかと思うんですけれども、この２点再度
答弁をお願いします。
　検査体制についてですが、これまでの取組は一定程
度ＰＣＲ検査を7000件以上できるようにしましたよ
という答弁がありましたけれども、増えたのはいいこ
とだと思います。そして、新たな事業で県民が安価に
誰でも受けられるように取り組んできたというのは
いいと思いますけれども、どうもやはり後追いになっ
ている印象があるんですよね。やっぱりＰＣＲ検査
が２万、３万だったのがどんどん落ちてきて１万前
後になってきた。それは分かります。そして、みんな
この議会でも議論ありましたけれども、もう１件当た
り3000円で民間が努力をして検査をしますよという
話まで出てきた。テレビＣＭでＰＣＲ検査やりますよ
という民間の努力も出てきた。そういう中でいつま
でも１件8000円の補助でやりますよというのもそれ
もいいですけれども、やっぱりもっともっと民間の活
用も必要だと思うし、絶対的に我々はこの県内の感染
をとどめるのは、もう炎上しているときはしようがあ
りませんけれども、この今落ち着く時期だからこそ、
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ＰＣＲ検査の件数をもっともっと増やして、感染拡大
防止に努めるべきだと思うんですよ。そういう意味で
は200とか、500とかっていう話ではなくて、もっと
税金をできるだけ最小の経費で最大の効果が出るよう
な補助の仕組みというのを、やはりこれだけ民間も頑
張っているわけですから、仕組みをつくるべきだと思
いますので、このＰＣＲ検査を県民が誰でも受けられ
るような体制をつくるという意味で再度お願いしま
す。答弁を。
　それから、水際対策についても、今の水際対策は私
は、ＰＣＲ検査やったっていうのも先ほど同様で一歩
前進ではあるんですけれども、今議会でもずっと各会
派から水際対策を台湾に学ぶべきじゃないかと様々な
議論がありました。今100名とか200名って話してい
ますけれども、とにかく経済を回すという意味でも空
港、観光客を入れないといけないわけですから、それ
が最大の経済対策だと思いますから、そう考えると那
覇空港の利用者というのは１日５万人、６万人という
数にならないと観光客というのは回らないわけですか
ら、５万人、６万人那覇空港を利用するのにＰＣＲ検
査100だ200だの話でもなかなか水際対策になってい
ないと思うんですよ。そういう意味では我々、前から
言っているようにそれは精度がどうこうって議論もあ
るけれども、やはり検査キット、時間が短くてそして
コストが安くできる抗原検査とか、そういうものを手
法として入れるべきだと思っていますので、水際対策
の在り方について再度所見を伺いたいと思います。
　そして、(3) のクリニックはそれとセットなんです
けれども、採算性の課題が見えてきたという話をしま
すけれども、これはもう平時の議論だと思うんですよ。
我々と意見交換した皆さんは、１年前から空港の改
築費も負担していいから、我々がお金を持っていいか
ら、空港で医療ツーリズムも含めたクリニックをずっ
と提案してきたと。そういうような話もあります。そ
ういう皆さんはとにかく今ＰＣＲ検査なんかもでき
るって話もしていますので、やはりそういう情報なん
かも民間の力も借りて、先ほど言った数を増やすため
には、時間との勝負も含めてまずは抗原検査で検査を
して、そこで陽性が出たらクリニックでＰＣＲ検査を
していく。そういうような今知事が話している、とに
かく経済を回すこと。そして感染拡大防止に全身全霊
で取り組むというようなものからしても、やはり今こ
の水際対策の強化がどうしても必要、そういう観点か
らすると平時の議論ではなくて、クリニックの設置に
ついても早急に進めるべきだというふうに思っていま
すので、再度これについても所見をお伺いいたします。

　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時33分休憩
　　　午後６時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○大城　憲幸君　振興計画のところ (1) は副知事に所
見を伺ったつもりなんですけれども、様々な事情があ
るんでしょう。ただ、今回は副知事の人事案も議会に
上がっております。ただこの緊急事態なんですよね、
今。観光関係の皆さんと話をしても、今こういう緊急
事態だから県の人事も止めてとにかく当たってほしい
というような要望をする関係者もいます。そういう中
でこれまで沖縄の経済政策の中心であった副知事が交
代をするというのは、本当に私心配なんですよね。こ
れはどうやってここにひずみが出ないように、本当に
苦しい皆さんがまた一から説明をしないといけないと
いう話になっては困りますので、振興策も重要だし、
今本当に厳しい観光関係の皆さん、県経済を立て直す
ためにもこの時期でこの経済の専門家、沖縄経済の自
立に向けて頑張ってこられた副知事が交代するんじゃ
ないかというところですけれども、この辺心配ないよ
うにバトンタッチするために今どういう考えを持って
いるのか、再度お願いをいたします。
　(2)、エネルギー政策についてですが、部長は意欲
的な目標を立てましたということですけれども、今エ
ネルギービジョンで案の段階ですけれども、再生可能
エネルギー、今全国で19％、沖縄が６％、10年後の
目標は16％になっているんですよね。今炭素税の話
も出ていますよね。ＣＯ２をたくさん出すところには
少し税金を少し上げようとかという話もあります。そ
ういう意味では、いつまでも全国の半分くらいをいく
ような再生可能エネルギーの割合では駄目だと思って
いて、この数か月で全国の19％の状況というのは今
はもう23％くらいまで10年後の全国の再生可能エネ
ルギーの目標も前倒しで達成したという数字も出てき
ていますので、そういう意味ではこの沖縄の再生可能
エネルギーの比率の目標というのは、もっとやっぱり
全国より高いくらいのものを持つべきだと思うし、そ
の辺は野心的なというか、そういうようなものをこの
振興策があるからこそできると思うんですけれども、
その辺について再度見解をお願いします。
　それから、離島についても今あったように、沖縄は
離島を抱えているものですから、沖縄県全体の電気料
はなかなか下がらないですよって議論は常にあるわ
けです。そういう意味で、私は離島は離島で別組織を
つくって、そこには国の力も借りながら公費をもっと
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もっと入れていって、島独自の環境に優しいそしてイ
ンフラとしてのものを守っていく。そして、沖縄県の
本島はもっともっと新エネルギー、新電力、そういう
ところも入れてもらって競争によってコストを下げ
ていく。そういうようなものが私必要だと思うんです
けれども、再度見解をお願いします。
　ゆがふ製糖については、商工労働部長本当に努力し
ていただきました。そして、知事はじめ三役の協力も
あって、やっとこの場所が内定をいただいたというこ
とで喜んでおります。なかなかこれまではあの場所は
企業誘致をするところだということで製糖工場とし
てはなかなか難しいという議論もあったわけですけ
れども、先ほど知事からあったように、やはりサトウ
キビから出てくるバガスの活用、食料への活用、様々
な部分に未来を切り開くというような位置づけであ
の場所で何とかやろうということで決断したことは
非常にありがたく思います。これからは、また部長か
らあったように200億とも300億とも言われる事業費
の問題は今の仕組みの中では到底なかなか難しいで
すから、この振興策の中でしっかり頑張っていただき
たいと思いますので、ここは答弁いいですので、よろ
しくお願いをします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時37分休憩
　　　午後６時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　大城議員の再質問にお答え
いたします。
　私からは、副知事の人事でゆがみが出ないことが重
要であるということ、そのためにバトンタッチする、
どのような考えで今般議会に提案をしているかとい
うことだと思いますが、まず富川副知事におかれまし
ては、沖縄21世紀ビジョン基本計画や沖縄県アジア
経済戦略構想の推進のほか、新型コロナウイルスの影
響などで極めて厳しい状況が続く本県経済の立て直
しですとか、新沖縄発展戦略やＳＤＧｓを踏まえた新
たな沖縄振興計画の策定に向けた取組に尽力してい
ただきました。今般、３月８日に任期満了を迎えると
いうことになっております。その後の副知事におかれ
ては、この県政の重要課題に関し、富川副知事が進め
てこられた取組を引継ぎ、長年の経済界での活躍など
その豊富な実務経験や知識人脈を生かされ経済政策
等のさらなる推進に取り組んでいただきたいという
ように、私も期待をしているものであります。

　なお、先ほど議員もおっしゃいました経済の第一人
者でいらっしゃる富川副知事におかれては、退任され
た後もまさに目前に迫った新たな振興計画の策定や
新型コロナウイルスの影響により厳しい状況にある
県経済の立て直しに引き続き御協力をいただきたい
というように考えております。富川副知事も、もちろ
ん私もでき得る限りの協力をさせていただきたいと
いうように申していただいておりますので、なお引き
続いての経済対策も分野も分かたず、しっかり一丸と
なって取り組んでいくというその思いで進んでいき
たいというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　まず初め
の御質問は、観光業界への支援について、観光業界の
方々と意見交換をするなどして関係を持ったらいか
がかといった御趣旨の質問だったかと思いますけれ
ども、これまで、４月からコロナ禍の中で様々な形で
意見交換を観光業界の方々とはさせていただきまし
た。緊急事態宣言を出す、それから解除をするといっ
たときにも絶えず意見などを伺いながら施策を進め
させていただきました。そのような形で、今年はコロ
ナ禍で観光業界の方々には大変ダメージを受けてい
らっしゃる中で県としてできる限りのことはさせて
いただいたところだと思っておりますけれども、近日
中に観光業界の方、ビューローを含めて意見交換を開
催するというような話もございますので、その場に当
部からも参加をさせていただいて、御意見もいただき
ながらその意見を施策に反映させていければという
ふうに考えております。
　それから、観光の基本方針について発出したことに
ついての御質問がございましたけれども、これにつき
ましては今回ウイズコロナ、アフターコロナの沖縄観
光基本方針の案を発表させていただいたわけですけ
れども、水際対策の強化、観光産業の多様化、それか
ら高付加価値に取り組むことが安全・安心で快適な島
となって世界から選ばれる持続可能な観光地につな
がるという第６次の次期沖縄県観光振興計画の道し
るべ的な方向性が固まったということで、観光業界の
方々にもそういった形で希望を与えたいといったよ
うな趣旨もございまして、２月16日に発表をさせて
いただいたところでございます。
　そういう形で方針の案は発表させていただいた一
方で、実際の観光業界への支援ということでいいます
と、先ほどから申し上げましたとおり、域内の需要喚
起策であります、おきなわ彩発見キャンペーンに始ま
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りまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を
講じている業界の方々に安全・安心の島づくり応援プ
ロジェクトということで、一律10万円の支援金を給
付するですとか、それから彩発見のバスツアー促進事
業なども実施をさせていただきました。そして今後は
緊急事態宣言が開けた際には彩発見のキャンペーンで
すとか、あるいはクーポンを活用した沖縄観光体験事
業といったような事業を切れ目なく実施することによ
りまして、沖縄観光の回復につなげていきたいという
ふうに考えているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　大城議員の再質問
の中で、検査体制について県民が誰でも受けることが
できるというような体制のさらなる拡充が必要ではな
いかというような御趣旨の質問にお答えいたします。
　県では、県民が誰でも希望すれば受けられるような
体制が構築できるようにということで、今般補助事業
が始められたところでございます。これまでも行政検
査等では、できるだけ濃厚接触者以外にも接触者に広
く検査ができるような体制を整えてきたところではご
ざいますが、県民の皆様が希望する場合にできる検査
というものも確かに必要なことであると考えておりま
す。民間の検査機関により自費で受けることができる
事業が展開されておりまして、広く希望者が検査を受
検できるような環境が整いつつあると思っておりま
す。ただし、検査結果については医療機関と提携して
届出や療養につなげることがやはり保健医療部として
は大切だというふうにも考えていますので、しっかり
とこの検査結果を基に受診や治療ができるような体制
については注意しながら部としては進めていきたいと
いうふうに考えております。ただし、民間の活力を活
用した検査の拡充については、県としてもしっかりと
その制度等についても指導ができるような体制は整え
ていきたいと考えているところです。
　それから水際対策についてでございます。
　今般那覇空港において、希望する方の検査を実施し
ております。これにつきましては、やはり沖縄県内に
いらっしゃる前に事前に検査を受けていただきたいと
いうのがまずございまして、それでもそれがかなわな
い方に対して検査を実施するということでございます
ので、確かにキャパの問題はございますけれども、県
としましては拡充についても今検討しているところで
ございますので、そういった形で水際対策については
しっかりと取り組んでいく必要があると考えておりま

す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　まず那覇空港におけるク
リニックについて、早急に整えるべきという御質問で
ございました。
　那覇空港ビルディング株式会社との意見交換にあっ
ては、１つの医療機関から御相談があったということ
は聞いております。ただ、先ほど申し上げたとおり採
算面に課題があるということで、それ以上今進んでい
ないという状況のようです。その採算面も含めてなん
ですが、どのような機能を有するか、持たせるかとい
う点も含めて那覇空港ビルディング株式会社と意見を
整えて早めにクリニックが開設されるように努めてま
いりたいと思います。
　それから振興計画に係る経済対策ということでござ
います。
　今新たな沖縄振興計画の骨子案を取りまとめたとこ
ろで、その骨子案をまとめるに当たっては新沖縄発展
戦略、沖縄の発展可能性、時代潮流を踏まえた21の申
し送り事項がなされていて、それと総点検を融合させ
たこの新沖縄発展戦略の取りまとめに当たっては、富
川副知事が主導して取りまとめていただいたところで
す。
　新沖縄発展戦略に係る経済対策としましては、アジ
アのダイナミズムを取り込む臨空・臨港都市の形成、
日本経済再生のフロントランナーなどの４つの枠組み
において、世界水準の拠点空港化、保安機能の強化、
シームレスな陸上交通体系の整備、東海岸サンライズ
ベルトの発展戦略等々が盛り込まれていて、これらが
今骨子案に含まれているというところです。加えてウ
イズコロナからアフターコロナに向けた安全と経済の
両立に係る条件整備の推進が必要で安全・安心の島
の実現と新しい生活様式への対応、強靭で持続可能な
社会経済の構築に取り組むこととしており、これらに
あっては富川副知事の御指示、御指導、御助言等を踏
まえて整理したものでございます。
　新沖縄発展戦略、それから新たな沖縄振興計画の骨
子案に当たって、富川副知事からたくさんの御指導、
御助言をいただいたところであり、これらをまた素案
づくりに生かしてまいりたいと思っているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　大城憲幸議員の再質
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問にお答えいたします。
　まず１点目が新たなエネルギービジョンにおける再
生可能エネルギー比率の目標値を16％としておりま
すけれども、国の目標値を踏まえてもっと上げるべき
ではないかというような御趣旨の御質問だというふう
に思います。
　目標値の設定に当たっては、県の再生可能エネル
ギーの導入拡大につながる施策を推進することによっ
て、現在導入が計画されている設備等を着実に稼働さ
せるとともに、新たな設備の導入を加速させることを
目指して今現在16％というふうにしております。
　目標値につきましては、外部有識者委員会における
議論の中でも意欲的な数値であるというふうな評価は
いただいております。ただ、一方国は長期エネルギー
需給見通しにおいて、2030年度の再生可能エネルギー
の割合を22から24と見込んでおりますし、報道によ
りますと前倒しというような議論も出てきているよう
に聞いております。ただ、本県では利用できない水力
ですとか、地熱を除いた国の目標値の数値は約13％
程度となっておりまして、県の目標値はこれを上回る
数値になっているのかなというふうに我々としては考
えております。
　なお、現在その目標値も含めまして最終的な精査を
行っているところでありまして、今申し上げた国の動
向それから新たな制度提言の内容、それから議員の御
指摘等も踏まえまして、今よりも高い目標が設定でき
るかについては検討してみたいというふうに考えてお
ります。
　それから離島の電力を本島から切り離して新たな組
織でというお話ですけれども、やはりこれもテーマを
考えるに当たっては、料金がどうなのか、それからサー
ビスの質はどうか、災害時の対応はどうなるのか、そ
れから新たな技術開発の動向はどうかという点と、そ
れから我々新たな振興計画における制度要望としても
ろもろ要望しております。そういった動向等も踏まえ
る必要もあることから慎重に検討する必要があるのか
なというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
　　　〔大城憲幸君登壇〕
○大城　憲幸君　最後ですから、３点ほど知事に答弁
を求めたいと思うんですけれども、１点目はこの観
光関連産業の皆さんに対してですが、部長も皆さんの
意見も聞きながら一生懸命やっていますと、全庁一丸
となって観光関連産業を守るために頑張っていますと
いう話をします。ただ、残念ながら観光関連産業の皆

さんはそうは取っていないんですよね。我々こんなに
頑張ってきたのになかなか県が支援してくれないって
いうところがある。今県が発信すべきは、県のトップ
リーダーの知事が発信すべきは何としても観光を守る
という決意だと思うんですよ。この県の観光関連産業
の皆さん、レンタカーの皆さん、そういう皆さん、ホ
テル業の皆さん、冒頭あったように７割、８割、１年
間の収入が減って成り立つわけないんですよ。もう今
雇用調整助成金で何とか生き延びていますと言ってい
ます。これはずっとあるわけじゃない。これが切れる
ときに大きな危機が来ますよと、もうずっと警笛は鳴
らしているわけです。旅行者もホテルもレンタカーも
今年の事業計画もつくれません。沖縄の観光の未来に
はもう不安しかありませんよというのを観光関係の皆
さんが声をそろえて言うものですから、これはもう一
度これからの観光行政を進めるために、県とこの関連
団体の信頼関係なくして観光施策なんて打てるわけな
いわけですから、これは具体的な策をもう一回知事が
生の声を聞いてつくり直すべきだと思いますのでそれ
知事ぜひお願いします。
　そして、県外の皆さんに対しては、やっぱりこの３
度の緊急事態宣言で渡航自粛を求めてきましたので、
やっぱりもう一度ＧｏＴｏがいつから始まるか分かり
ませんけれども、安全・安心な沖縄だよというアピー
ルを県外に対しては発信しなければいけないと思うん
です。これできるのは知事の仕事だと思います。
　ですから知事にお願いしたいのは３つ、何としても
観光は守るという強い決意、そして県外に対しては安
全・安心な観光地沖縄という部分をもっともっと発信
する。そして、やっぱり県の財政だけで限界があるの
は私も知っています。やっぱり国へのお願いもどうし
てもやらなければならない。国にもこれまで以上に本
気でお願いをしてほしいというふうにこの３つをお願
いしたいなと思っていますので、答弁をお願いいたし
ます。
　そして、水際対策ですが、頑張っていますとは言う
んだけれども、どうもさっきも言ったように見えない
んですよ。100件、200件の検査で水際対策にはなら
ないし、結局は検体を預かって沖縄に入れて翌日報告
しますよと、そういうような話ではやっぱりしっかり
した水際対策になってない。知事が所信表明で述べた
全身全霊で取り組むっていう、本当にそこなのかなと
思うんですね。今のままだったらこの新たな変異株も
出る中で、第４波が来るんじゃないかという話がある
わけですけれども、我々は県民の命、健康、生活を守
るためには第４波は絶対なっちゃいけないと思ってい
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ます。この第４波を絶対に起こさせないという知事の
決意が欲しいんですよ。それを観光関係の皆さん待っ
ていると思うし、これからまたゴールデンウイーク前
に第４波なんて話になったらもう目も当てられませ
ん。そのためにこの水際対策だし、クリニックの設置
は今言うような今までのような現場だけの議論ではな
くて、トップリーダーが強い決意で絶対に第４波は起
こさせない。絶対に水際対策は強化する。そのために
足りないお金は国にお願いしてでも持ってくるし、当
然さっきもあったように出発地が基本というのはお願
いするのはいいですよ。ただ沖縄側ができることがま
だまだあるんじゃないかと思うんですよ。それも含め
て知事の決意をお願いします。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時１分休憩
　　　午後７時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　大城憲幸議員の質問、御意
見に答弁したいと思います。
　当然、昨年の発生からここまで14次にわたって取
組を進めていただいたことは、これは医療界の感染症
専門家の方々の専門家会議の意見と当然観光関連を含
む様々な経済関係団体の皆さんとの意思疎通を図りな
がら、ここまでしっかりできることを全力でやってき
たということをまず申し上げたいと思います。しか
し、先ほどおっしゃるように水際対策はどうであるの
かというその御意見ですとか、あるいはＰＣＲ検査体
制ももっとどんどん拡充していくべきではないかとい
うそういう御意見も当然あるということも承知をして
おります。しかし、今県民の皆さんや事業者の方々が
自分たちでできることを努力する、うつらない、うつ
さない、医療を潰さない、観光を潰さないということ
に全力で頑張っていただいていると思います。そのお
一人お一人、１社１社の取組こそがこのコロナウイル
スの感染拡大を食い止めて、また観光立県沖縄として
しっかりと回復していくための大きな大きな力にこそ
なるんだと思います。
　そういう意味で私はしっかり沖縄の観光を守る、量
から質へとよく表現をしますのはこの観光の指針、方
針も出させていただきましたが、今までのやはりこれ
だけ観光客を迎えても客単価が上がらなかった、収益
が上がらなかったのはどこに原因があるんだろうかと
いう様々な業界の皆さんの御意見も伺っております。

ですから、相対的に次の振興計画の中でもさらに成長
していく沖縄のためには、この観光を基盤とする我々
沖縄県の経済の成り立ちをいま一度しっかりと確認を
しながら、総点検をしてさらに前進していくというこ
とを観光関連業者あるいは様々な業態の方々と力を合
わせて前進していきたいと思います。
　そして、今しっかり食い止めれば第４波は起こさな
いということを皆さんでまたこれからも努力をし続け
ていくということも大事だと思います。私もそのため
にこの第４波を起こさないという先頭に立ってもちろ
ん全身全霊で当たってまいりますし、観光関係、関連
の皆さんあらゆる業態の皆さんとも信頼関係を構築す
るために一生懸命、私も汗をかいていくつもりです。
　これからもぜひ御指導いただいて、今本当にマイナ
スからしか立ち上がれないという業界の小さな声に耳
と心を傾けて一生懸命全力で取り組んでいく決意を述
べさせていただきたいと思います。
　今後とも御指導どうぞよろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　大城議員の御質問
にお答えいたします。
　水際対策についてでございますが、先ほど空港での
ＰＣＲ検査についても開始がされたところだというこ
とで御答弁申し上げました。この間検査体制について
はこの１年かけてかなりの検査拡充を図ってまいりま
したし、民間の検査機関も増えてまいりました。また
民間でも比較的安い値段でできるところも増えてまい
りました。
　県としましては、水際対策として必要なのはやは
り、全国各地で感染が拡大したということが一番大き
な点でございまして、そこから県をまたぐ移動で県に
ウイルスが持ち込まれないようにするためにというこ
とで、その対策が必要であることは非常に重要である
と認識はしております。それで、ＰＣＲ検査につきま
しては、様々な検査手法も出てまいりましたし、県と
しましても今やっている事業も含めて拡充を検討して
おりますので、今後ともまずは移動するときの、移動
する皆様の意識というのも非常に大切だと思っており
まして、前もって検査を受けていただくとか、健康観
察をしていただくとかという基本的なところをぜひと
も守っていただいた上で、県としましても水際対策の
検査の体制の拡充についてはしっかりと対応していき
たいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
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　　　〔大城憲幸君登壇〕
○大城　憲幸君　たまにはサービスで１分残そうと
思ったんですけれども、なかなかすんなりは終わらな
かったです。知事本人の決意を聞きたかったです。ぜ
ひ観光関係の本当に瀕死で今いつ潰れるか分からな
いって必死で頑張っている皆さんに対して、沖縄の観
光は県のトップリーダーとして私が守るんだって強
い決意を聞きたかったんですけれども、残念ながら菅
総理が言う自助、共助、公助を批判する声もたくさん
ありますけれども、結局はお金がないから自助、自分
たちで頑張ってくれとそういう話に戻ってしまいまし
た。非常に残念です。
　もう今本当に頑張れない、皆さんが頑張りたくても
頑張れないっていう悲鳴に対して我々政治が何をでき

るのか。これから予算の議論が始まりますので、今議
会、与党・野党の中でワシントン事務所の議論もあり
ますけど、もう我々中立として、なければああいう財
源でも持ってきてでもそこに回していく。そういうよ
うな議論も必要なのかなと思いますので、そういう県
民視点で議論を深めたい、緊張感ある議論をしていき
たい、そのように所見を述べて代表質問を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、３月１日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後７時10分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員　　上　　里　　善　　清

会議録署名議員　　島　　尻　　忠　　明
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令和３年
第 １ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第５号）

� 令和３年３月１日（月曜日）午前 10時開議

議　　事　　日　　程　第５号
令和３年３月１日（月曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案まで（質疑）
　　　　　　

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案まで

甲第１号議案　令和３年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案　令和３年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案　令和３年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案　令和３年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案　令和３年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案　令和３年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案　令和３年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第８号議案　令和３年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第９号議案　令和３年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第10号議案　令和３年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第11号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第12号議案　令和３年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第13号議案　令和３年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第14号議案　令和３年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第15号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第16号議案　令和３年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第17号議案　令和３年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第18号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第19号議案　令和３年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第20号議案　令和３年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
甲第21号議案　令和３年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案　令和３年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案　令和３年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案　令和３年度沖縄県流域下水道事業会計予算
甲第25号議案　令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第15号）
甲第26号議案　令和２年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案　令和２年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案　令和２年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第29号議案　令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第

１号）
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甲第30号議案　令和２年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
甲第31号議案　令和２年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
甲第32号議案　令和２年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案　令和２年度沖縄県水道事業会計補正予算（第１号）
甲第34号議案　令和２年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県債権管理条例
乙第３号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正す

る条例
乙第５号議案　沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する

条例
乙第７号議案　特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
乙第８号議案　沖縄県公立大学法人評価委員会条例の一部を改正する条例
乙第９号議案　公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例
乙第10号議案　沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例
乙第11号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第12号議案　琉球歴史文化の日条例
乙第13号議案　沖縄県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例
乙第14号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
乙第15号議案　建築基準法施行条例の一部を改正する条例
乙第16号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第17号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
乙第18号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第19号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する�

�条例
乙第20号議案　沖縄県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例
乙第21号議案　沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例の一部を改正する�

�条例
乙第22号議案　工事請負契約について
乙第23号議案　工事請負契約について
乙第24号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第25号議案　財産の取得について
乙第26号議案　訴えの提起について
乙第27号議案　財産損傷事故に関する和解等について
乙第28号議案　交通事故に関する和解等について
乙第29号議案　交通事故に関する和解等について
乙第30号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第31号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第32号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第33号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第34号議案　指定管理者の指定について
乙第35号議案　包括外部監査契約の締結について
乙第36号議案　県道の路線の認定について
乙第37号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の設立について
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乙第38号議案　副知事の選任について
乙第39号議案　沖縄海区漁業調整委員会委員の任命について
乙第40号議案　専決処分の承認について
乙第41号議案　専決処分の承認について
乙第42号議案　専決処分の承認について
乙第43号議案　専決処分の承認について

出　席　議　員（48名）

説明のため出席した者の職、氏名
知　　　　　　　　事　　玉　城　デニー　君
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文化観光スポーツ部長　　渡久地　一　浩　君
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○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きます。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案から甲第34号議案まで
及び乙第１号議案から乙第43号議案までを議題とし、
質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　仲里全孝君。
　　　〔仲里全孝君登壇〕
○仲里　全孝君　皆さん、おはようございます。
　沖縄・自民党会派の仲里全孝でございます。
　一般質問に入る前に、コロナ感染によりお亡くなり
になられた方々へ心からお悔やみ申し上げます。ま
た、厳しい状況下で医療機関などにおいて感染リスク
を抱えながら医療や介護に専念されておられる医療従
事者の方々に対して、心から敬意を表します。
　先日、県が公募した新型コロナウイルスＰＣＲ検査
補助事業に、自民プロジェクトチームが立ち上げに関
わった沖縄民間ピーシーアール検査機構に交付が決定
しました。県民から我が自民党会派への期待は大き
く、感染拡大防止の体制構築に向け、一層努めていか
なければなりません。
　それでは、通告に従い一般質問を行います。
　まず初めに、コロナ対策について。
　沖縄県は１月20日、沖縄県独自の緊急事態宣言を
発出し、昨日の２月28日まで延長しているが、下記の
とおり成果を伺う。
　(1)、外出自粛の要請に伴う成果。
　(2)、営業時間短縮の要請に伴う成果。
　(3)、県内離島との不要不急の往来の自粛の成果。
　(4)、イベント開催制限の成果。
　(5)、在宅勤務、テレワーク推進の成果。
　次に、億首川２級河川整備について。
　恩納村から金武町へ流れる億首川は２級河川である
が、大雨が降るたびに下流の喜瀬武原地域では洪水被
害が発生している。床上・床下浸水、田畑の冠水、県
道104号線の冠水等の水害が生じており、住民の生活
を脅かしている。下記のとおり県の考え方を伺う。
　(1)、億首川の管理主体は県にあるのか伺う。

　(2)、県は、これまでに現場調査されているか伺う。
　３、磁気探査業務における監理技術者の資格要件に
ついて。
　(1)、資格要件のうち、地質調査技師及び測量士（補）
も引き続き対象とするように延長を検討したいと答弁
があったが、進捗状況を伺う。�
　４、基地問題について。
　(1)、防衛省から県へ軟弱地盤の設計変更の申請が
出ている。手続の進捗状況について伺う。�
　(2)、辺野古暫定基地をめぐり県と国との訴訟は何
件あるか。県の敗訴は何件あるか。
　(3)、那覇軍港移設に向けて移設協議会の開催はい
つか。
　次に、我が党の代表質問との関連について伺います。
　照屋守之県議の代表質問について、関連質問を行い
ます。
　知事の政治姿勢について。富川副知事の後任に現政
策参与の照屋義実氏を起用するとしている。政策参与
の照屋義実氏は、参与の就任時、照正組の代表取締役
社長を兼ねていたのか教えてください。また現在、照
正組の代表取締役会長を兼ねているのか教えてくださ
い。
　次に、下地康教県議の代表質問について関連質問を
行います。
　伊平屋空港、伊平屋・伊是名架橋について。地元と
の、村側とのきめ細かな調整をしているとありました。
その具体的な詳細を伺う。
　以上、よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　一般質問も真摯に答弁に努めたいと思います。
　仲里全孝議員の質問にお答えいたします。
　基地問題についての御質問の中の４の (1)、変更承
認申請書の審査状況についてお答えいたします。
　沖縄県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋
立変更承認申請書について、地盤条件や護岸の安定性
等に係る16項目242件の質問を令和２年12月21日付

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

代��表��監��査��委��員　　安慶名　　　均　君

事　　務　　局　　長　　勝　連　盛　博　君
次　　　　　　　　長　　知　念　弘　光　君
議　　事　　課　　長　　平　良　　　潤　君

副�参�事�兼�課�長�補�佐　　佐久田　　　隆　君
主　　　　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　　　　査　　親富祖　　　満　君



─ 201 ─

で行ったところ、本年１月22日に回答が提出されて
おります。
　沖縄防衛局からの回答を踏まえ、沖縄県では、地盤
の再調査の必要性等について２月22日付で13項目96
件の２次質問を行ったところであり、今後、回答を詳
細に確認し、厳正に審査していくこととしております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　おはようございます。
　仲里議員の１、コロナ対策についての御質問の中の
(1) から (5)、外出自粛、営業時間短縮、県内離島との
不要不急の往来自粛、イベント開催制限及び在宅勤務
要請の成果についてお答えいたします。１の (1) から
１の (5) までは関連しますので、恐縮ですが一括して
お答えさせていただきます。
　まず初めに、外出自粛要請の効果については、ＫＤ
ＤＩの位置情報分析を利用した検証によると、12月
第１週と比較して宣言後の人出の状況は、商業エリア
で38.8％減となっております。
　次に、営業時間短縮要請の効果については、同じ
く12月第１週と比較して繁華街エリアの人出は、
38.6％減となっており、また、飲食関連の陽性者も１
月は３週連続で100名前後であったものが２月は10
人～ 20人と減少しております。
　次に、離島往来に関しては、宮古及び新石垣空港の
昨年３月と宣言後の人出の状況を比較すると、それぞ
れ66.2％減、52.2％減となっております。
　次に、イベント関連では、プロ野球やその他競技団
体のキャンプを無観客としていることや、県主催の各
種イベントをオンライン開催や延期する等接触機会の
低減が図られています。
　次に、在宅ワーク関連では、ビジネス街である県庁
前駅、旭橋駅、那覇バスターミナル及びおもろまち駅
の12月第１週と宣言後の人出を比較すると、それぞ
れ14.0％減、10.7％減、13.7％減となっております。
これらの要請等により県内全体の行動が抑制された結
果、新規感染者１週間合計が、宣言時の609名から２
月28日には111名に減少、入院者数も301名から174
名に減少しており、大きな成果が出ているものと考え
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、億首川２級河川

整備についての (1)、億首川の管理主体及び現場調査
についてお答えいたします。２の (1) と２の (2) は関
連しますので一括してお答えさせていただきます。
　億首川における長浜橋から河口までの約5.6キロ
メートルの区間は、県が管理を行う２級河川でありま
す。これまで億首川沿いの喜瀬武原地区の浸水被害に
ついては、現場を調査して確認しており、県において
は、浸水被害の軽減を図るため、沖縄防衛局及び米軍
に対して、しゅんせつなどの適切な管理を求めるとと
もに、河川整備を行うための共同使用申請を行ってお
ります。
　県としては、引き続き沖縄防衛局及び米軍と協議を
行い、早期整備と浸水被害の解消に向けて取り組んで
まいります。
　次に３、磁気探査業務における監理技術者の資格要
件についての (1)、磁気探査業務に係る管理技術者の
資格要件についてお答えいたします。
　土木建築部では、平成21年度の糸満市の不発弾事
故を受け、磁気探査の品質確保による工事の安全確保
のため、平成28年度に磁気探査技士等を追加し、地質
調査技士及び測量士（補）を削除する見直しを行いま
したが、経過措置として今年度まで、その実施を延長
してきました。令和２年度の磁気探査技士試験の実施
は、コロナ禍において遅れましたが、令和３・４年度
の入札参加資格審査申請において、試験合格者の追加
登録を行い、さらに令和３年度に同資格審査の追加申
請で磁気探査技士等の登録を行うこととし、予定どお
り令和３年４月から地質調査技士及び測量士（補）を
削除することとしております。
　次に５、我が党の代表質問との関連についての御質
問のうち (2)、伊平屋空港の伊平屋村、伊是名村との
調整状況についてお答えいたします。
　伊平屋空港については、伊平屋村、伊是名村と就航
予定航空会社の確保に向けて連携して取り組むことの
確認や、さらなる需要喚起策の取組、航空需要を継続
的に確保するための方策について意見交換を行ってい
るところであります。
　県としては、両村と連携し、早期事業化を図ってい
きたいと考えております。
　次に５の (2)、伊平屋・伊是名架橋における両村と
の調整内容についてお答えいたします。
　伊平屋・伊是名架橋においては、これまで実施して
いる土質ボーリング調査や環境調査の結果について、
両村に説明しているとともに、建設工事費の縮減等に
ついて意見交換を行っているところであります。引
き続き両村と連携しながら、課題克服の可能性につい
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て、調査研究に取り組んでいきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　４、基地問題について
の (2)、辺野古移設問題に係る訴訟についてお答えい
たします。
　辺野古移設問題に係る県と国との間の訴訟は９件
あります。内訳は、和解等による訴えの取下げで終結
した事案が４件、県が敗訴した事案が３件、現在係争
中の事案が２件となっております。
　次に４の (3)、那覇港湾施設移設に関する協議会の
開催時期についてにお答えをいたします。
　那覇港湾施設移設に関する協議会においては、これ
までも民港の港湾計画との整合性を図りつつ、那覇港
湾施設の円滑な移設が進められるよう調整を行うこ
とが繰り返し確認されてきたところです。那覇港管理
組合において、令和２年度を目途に浦添ふ頭地区にお
ける民港の形状案を作成しているところであり、移設
協議会はこれを踏まえて開催されるものと承知して
おります。
　５、我が党の代表質問についての (1)、照屋義実氏
の役職についてお答えをいたします。
　照屋義実氏におかれましては、株式会社照正組の代
表取締役会長を昨年６月に退任されております。ま
た、株式会社てるまさ保証の代表取締役会長を２月に
退任され、そのほか、てるまさグループの代表等の役
職についても、退任に向けて手続を進められていると
聞いております。
　なお、政策参与就任時、平成27年８月時点におきま
しては、株式会社照正組の代表取締役職にあったもの
と理解しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　まずコロナ対策について再質問を
させてください。
　緊急事態宣言を予定どおり昨日の２月28日で終了
しました。
　そこで、先ほど部長のほうから細かい詳細がありま
したけれども、この緊急事態宣言に取り組むに当たっ
て、沖縄県７市を皆さんが指定しました。沖縄県ので
すね。
　そこになぜうるま市が含まれていなかったか。その
具体的な詳細を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時20分休憩

　　　午前10時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず12月以降の感
染が拡大し始めたころでございますが、そのときには
那覇市と浦添市と沖縄市３市に対して時短の要請を
しているところです。これは飲食の関係で感染者が増
えているという状況のデータを基に３市にしたとい
うことです。
　それから12月23日に、それ以外の市町村でも飲食
関係が増えてきたということもございまして、それも
感染者の状況、特に飲食絡みの感染者の状況を踏まえ
まして、宜野湾市と名護市に拡大いたしました。その
後、宮古、石垣でも増えましたので宮古島市と石垣市
に拡大して、緊急事態宣言が発出される１月19日の
決定では、県全体にそれが広がったということもあり
まして全県対象としたところです。
　当初始めましたのは、コロナ対策については、社会
経済活動に限りなく影響が少なくなるようにという
配慮も必要ということから、局所的に始めたというと
ころですが、一定の効果はあったものの、お正月以降
にまた拡大したというところもございまして、このよ
うな経緯になっております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　12月23日時点で、宜野湾市、名護
市を追加した時点で、そのときはもちろんうるま市か
らもこういった要望等いろいろありました。そこで
ちょっと疑問に思うのは、そのとき、今部長の説明で
は感染者の話が出ましたけれども、うるま市には感染
者はいなかったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時23分休憩
　　　午前10時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　その当時の市町村
別の飲食関係の陽性者数につきましては、うるま市は
今現在で確定してまた遡って最終的に感染状況を確
認したところ、11月29日から12月……。
　失礼いたしました。
　すみません。ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
　　　午前10時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　すみません。
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　手元にある資料で申し上げますと、１月３日から１
月９日の飲食関連を推定感染源とする、うるま市の陽
性者は１人というところでございました。そのときに
各市町村と比べますと、対象に広げたところが明らか
に多いという状況もございましたので、それを市の方
にも調整させていただきまして、今回はうるま市は対
象外とさせていただくということの了解を得たところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　部長、私が確認したいのは、12月
23日時点で、宜野湾市と名護市を追加したんですよ。
その時点で、うるま市は感染者がいなかったんですか
と聞いているんです。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時26分休憩
　　　午前10時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　12月20日から26
日の間のうるま市の推定感染源で飲食の方というのは
１人ということでございました。ほかの市町村と比べ
ると明らかに多いという状況ではございませんでした
ので、加えていないというところです。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　部長、私が言っているのは12月22
日からこの２日間の話を聞いていないですよ。12月
23日時点で、うるま市は何名いたんですかと。感染
者が何名いたんですかって、今感染者の話をしている
から。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時27分休憩
　　　午前10時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　その当時の資料と
しましては、うるま市に関しては12月13日から19日
の飲食関連の陽性者は確認されていない。また新規感
染者数、全体の感染者数も３名にとどまっているとい
う落ち着いた状況にあるというところから判断したと
ころです。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　部長、要するに12月23日まではう
るま市圏内で３人しか陽性者がいなかったということ
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これはうるま市で

飲食じゃなくて、ほかの要因の感染者が全体で３名と
いうことです。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　去年うるま市全体で、12月23日ま
で３人しか陽性者はいなかったということですか。そ
れでいいですか、理解して。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これは12月13日か
らの週の新規感染者のお話をしておりまして、その時
点でうるま市は３名だったということです。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　私が聞きたいのは12月23日まで
に、去年23日までに。だって一般の方が商店街とか
飲食のところとか、一般の方が出入りするじゃないで
すか。その時点で、宜野湾市と名護市の話が出ました。
それに比べて感染者が少ないというふうな話が出まし
たよ。私が確認したいのは12月23日までに、去年トー
タルして何人いたんですかと。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時30分休憩
　　　午前10時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　飲食店に対する時
短要請につきましては、これまでの累計で考えている
わけではなく、その期間において、そういう状況にあ
るかどうか、感染拡大の状況にあるかというところを
踏まえて検討しております。12月13日から19日の週
ということでその期間を見て、その後の対策を打つと
いうふうに考えていますので、そういう意味では、
12月13日から19日の週はうるま市全体の感染者が３
名、そのうち飲食店の関係はゼロだったということで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　部長、私が聞いているのは累計なの
に。私が聞いているのは累計何名ですかと聞いている
ので、それを答えてくれればいいのに。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　失礼いたしました。
　12月23日時点のうるま市の陽性者、これまでの累
計は190名でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
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○仲里　全孝君　それだけいるんですよ。だから不
思議に、私は県の取組、その商店街の一時的なこと、
12月のこの23日の週で決定したかもしれない。しか
し、コロナっていうのは感染ルートがどこから来るか
分からないんですよ。こんなに190名出ているのにで
すね。じゃちょっと確認しましょう。名護は累計何名
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時32分休憩
　　　午前10時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　12月23日時点のう
るま市の人数は―すみません、先ほど190と申し上
げましたが、194人……
○仲里　全孝君　194人。
○保健医療部長（大城玲子さん）　名護市が143人で
す。ただしこれは、３月からの累計、全ての累計でご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　いや部長、だから私が今聞いている
のは累計です。名護も143名いる。それ以上にその累
計が194名いるのに、私もうるま市、隣近所ですよ。
そこでいろんな意見が出たものですから、何でそのと
きに同じような取扱いをしなかったのかなと不思議
でたまらなかったんですよ。やっぱり感染対策って
いうのは、きめ細かなことをやっていかないと。もち
ろん営業を時短するわけですから、不平不満も出るん
ですよ。そういった中でやっぱり県の対応が大事な
こと。我々も協力していろんな形で、やっぱり説得す
るために皆さんに協力して地域に戻ったら取り組ん
でおります。それはこのように感染が多いところは、
こういったときは同じような取扱いをしてもらいた
かったということです。
　ここで、県は緊急事態宣言を出したときに、テレ
ワークや時差出勤、出勤する人を７割減らそうという
事業転換をしたと思います。
　そこで、県の取組はどうでしたか、県庁の。県庁内
の職員の取組ですね。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　県庁内におきましても昨年の４月より特例的に在
宅勤務に取り組んできたところでございます。今年の
２月の冒頭までの間で、在宅勤務の経験者は約７割と
なっております。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　７割というのは、これ累計ですか。
それともこの期間中、皆さんは事業者に対して県民に
対して、７割協力するように７割のテレワークをしな
さい、時差出勤しなさいということを―この期間で
ですよ、この期間で。私が言っているのは。皆さんが
緊急事態を宣言したときに県職員７割のテレワーク
を実施しましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　７割というのは先ほどの
４月からの累計でございます。その期間になりますと
……
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○総務部長（池田竹州君）　失礼しました。
　１月の緊急事態宣言発出から、集計の都合で２月７
日までになっておりますけれども、その間２割―
23％の削減となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　この期間で皆さんは県民に対して、
テレビ、マスコミ、いろんな報道で、事業者に対して
テレワークしなさいと協力をお願いしますとやった
んですよ。今県の職員約8000名くらいいるんですけ
れども、その７割っていうふうな目標じゃないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　県としましては、７割も
ありますが、まず県民の生命財産を守る行政サービス
の提供というのがまず最優先かと思います。今回、新
型コロナウイルスの総括情報部の取組、あるいは商工
などを中心とする民間事業者への協力金支給業務な
どもございます。そういったところにつきましては、
なかなか出勤削減というのが困難という形で、全体と
して２割強という形の削減割合になったものと考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　皆さんが言う２割の根拠を示して
ください。なぜ２割。県民は、事業者は７割協力して
いるんですよ、皆さん。お願いしますと。この２割削
減で２割テレワークの根拠は何ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　先ほども述べましたが、
感染症対策の総括情報部、あるいは協力金の支給事務
など様々な業務もございます。そういった形で必要な
業務を進めながら、いわゆる在宅勤務に取り組んだ結
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果が２割強という形になろうかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　私は、これ皆さんが７割減らすよう
に協力を呼びかけたときには、やはり人の出入りをな
るべく少なくして、県民も協力してくださいと。そう
いう呼びかけだったと思うんですよ。それで２割って
いうのは、本当に２割で、どういう取組したのかです
ね。8000人も職員いるのに。ちょっと確認したいん
ですけれども、沖縄県警と教育委員会の取組はどうで
したか、この期間。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　具体的数字は持ち合わせておりませんが、県警にお
きましてもデスク部門でありますとか、現場と直接関
係のないところにつきましては、できるだけテレワー
クという形で実施をしているところでございまして、
そういった部門につきましては、７割を目指してやっ
たところでございます。ただ、御理解あると思います
けれど、我々現場を抱えていますので、全体ではとて
も７割には達していないというのが現状でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　教育委員会のほうとしまし
ても、知事部局の取組と同様に７割の取組を進めたと
ころですが、今数字は持ち合わせていませんけれど
も、なかなか７割というのは厳しいところで、当然の
ことながらシフトを組んだりとかいろんな工夫をし
て、いわゆるテレワークとかそういったものも使いな
がら、実施をしてきたところでございます。ちょっと
数字は持ち合わせておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　今、県警からも教育委員会からも約
７割と、やっぱり県の職員は２割といっても僕２割取
り組んでないと思うんですよ。なぜかというと、ネッ
トで出てくるんですよ、そういうのは。ネットで。県
民にはそういう協力願いを出しているのに、周りから
は、自分たちからそういう取組をしてほしかったとい
うことですね。我々自民党会派はコロナ対策には、先
ほども私述べましたが、全力尽くして取り組んでいま
す。やっぱり県としてもいろんな緊急事態宣言の解除
後、これから一番大切なのはリバウンド対策、どうい
うふうに取り組んでいくか、その取組への決意表明を
聞きたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県としましては、
２月27日のコロナ対策本部会議において、今の感染

の状況が警戒レベルの第３段階に引き下げられるもの
というふうに判断しまして、緊急事態宣言を28日を
もって終了しておりますが、ただしあくまでも第３段
階でございますので、まだまだ警戒は必要ということ
で、警戒が必要な段階であるということを県民皆様に
しっかりお示しした上で、引き続き感染対策の協力を
求めていくという形でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　よろしくお願いします。
　次に、代表質問関連について再質問をさせてくださ
い。
　これまで照正組は、照屋義実氏が参与に就任してか
ら県が発注する工事、受注したことがありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時44分休憩
　　　午前10時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　今手元に資料がございませんので、確認をしたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時45分休憩
　　　午前10時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　再質問の途中でありますが、時間の都合もあります
ので、仲里全孝君の残りの再質問及び答弁は今答弁調
整をしておりますので、15分間休憩いたします。
　　　午前10時50分休憩
　　　午前11時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前の仲里全孝君の再質問に対する答弁を願いま
す。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　株式会社照正組との土木建築部発注工事での契約の
状況でございますが、今年度も応札はされております
けれども、契約には至っておりません。
　最も新しい工事から申し上げたいと思いますが、航
空機整備基地新築工事（排水工）これが2018年２月
の契約でございます。続きまして、航空機整備基地新
築工事（舗装工）、これが2017年８月の契約でござい
ます。続きまして、沖縄都市モノレール補修工事（Ｈ
28の１）これが2017年１月の契約でございます。続
きまして、県営伊覇団地新築工事（建築１工区）、こ
れが2017年３月31日の契約でございます。続きまし
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て、沖縄都市モノレール補修工事（Ｈ27の１）これ
が2016年２月の契約でございます。もう一つ申し上
げますと、城間前田線街路改良工事（Ｈ26の１）こ
れは2015年３月の契約でございます。
　おおむね以上の状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　ありがとうございます。
　６件受注しているわけなんですけれども、その落札
金額と予定価格と最低制限価格を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時10分休憩
　　　午前11時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　すみません。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時11分休憩
　　　午前11時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　今手元にある資料で契約金額が分かりますので、契
約金額を申し述べたいと思います。
　先ほど答弁した順番でございますが、航空機整備基
地新築工事（排水工）が4590万円、航空機整備基地
新基地工事（舗装工）が9084万9600円、沖縄都市モ
ノレール補修工事（Ｈ28の１）が3381万8040円、
県営伊覇団地新築工事（建築１工区）が２億4069万
3200円、沖縄都市モノレール補修工事（Ｈ27の１）
が5972万4000円、最後に城間前田線街路改良工事（Ｈ
26の２）が6896万2320円となってございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　私、確認取りました。これ契約金額
聞いているんじゃないですよ。ここで一番大切なこと
は最低制限価格が幾らか。当初皆さんが、予定価格あ
るんですよ。それは幾らかって確認したいんです。大
事なことだから答弁してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲里全孝君の再質問の途中ではありますが、答弁の
調整もございますので、15分間休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午後１時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　休憩前の仲里全孝君の再質問に対する答弁を願い
ます。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　沖縄県土木建築部が発注する工事の中で株式会社
照正組が受注した工事につきまして、予定価格、最低
制限価格、契約額、落札額を説明したいと思います。
　まず航空機整備基地新築工事（排水工）、予定価格
が5011万2000円、最低制限価格が4589万3120円、
落札額が4590万と。これは消費税込みでございます。
　続きまして２番目、航空機整備基地新築工事（舗装
工）、予定価格が9811万8000円、最低制限価格9072
万20円、落札額が9084万9600円。
　続きまして、沖縄都市モノレール補修工事（Ｈ28
の１）、予定価格が3715万2000円、最低制限価格
3268万6854円、契約額が3381万8040円。
　続きまして、県営伊覇団地新築工事（建築１工区）、
予定価格が３億8340万、最低制限価格が３億4389万
8942円、契約額が３億4527万6000円。
　続きまして、沖縄都市モノレール補修工事（Ｈ27
の１）、予定価格が6652万8000円、最低制限価格が
5826万6388円、落札額・契約額が5972万4000円。
　最後に、城間前田線街路改良工事（Ｈ26の２）が
予定価格7611万8400円、最低制限価格6826万6780
円、落札額・契約額が6896万2320円。
　以上となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　今部長のほうから説明がありまし
た。これは公表されている消費税込みではないですけ
ども（資料を掲示）　この数字を見るとほぼ落札金額
とそんなに変わらないんですよ。一番近いのが6370
円、6370円。先ほどの皆さんが発注する5000万近く、
消費税込みで5000万発注するものに対して6370円し
か差はないんですよね。ほか見てもそんな差はない。
あまりにも落札金額と最低価格というんですか、それ
があまり差はないんですけれども、それについて部長
はどういう考え方なのか意見を聞かせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時24分休憩
　　　午後１時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　先ほど説明しました予定価格がございまして、予定
価格とあと最低制限価格、その範囲の中で応札した業
者のうち一番金額の低い業者と契約を結ぶというこ
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とでございますので、当然ながら落札者が最低制限価
格に近い数字になってございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　部長、この場合に最低価格金額を下
回った場合、切った場合どうなりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時24分休憩
　　　午後１時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　最低制限価格を下回っ
た場合は失格となります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　先ほど冒頭、照正組の代表取締役会
長を退任したというふうに聞きました。
　いつ退任されたのか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　照屋義実氏におかれましては、株式会社照正組の代
表取締役会長を昨年６月に退任をされております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　理由は何でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時26分休憩
　　　午後１時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　本人への確認によりま
すと、事業承継という形で前々から計画をしていたと
ころ、昨年６月に退任をされたということでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　去年の６月にそういう理由で退任さ
れた方が、今回副知事の予定者に挙げられております。
　参与の職の兼職禁止規定と副知事になってからの兼
職禁止の規定を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　政策参与は地方公務員法で規定する一般職と特別職
に分けて規定されていますが、特別職に該当いたしま
す。特にその特別職については、兼職の禁止規定とか
は適用はございません。
　一方で副知事につきましては、地方自治法の166条
の第１項で、例えば検察官等と兼ねることが禁じら
れております。また166条の第２項で準用される同法

141条そして142条、これは知事と首長さんですね、
地方公共団体の長に関する規程が準用されているんで
すが、衆議院議員とか地方公共団体の議員との兼職の
禁止、そして当該地方公共団体に対し、請負をするも
の等の、そして同法人の無限責任役員とか取締役とい
うのもなることができないというふうに定められてい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　142条にこういうこと書いているん
ですよ。請負とわざわざ文言を入れてありますね。発
注者側から請負をする方は兼職の禁止規定に該当する
と。これまで参与を務めたときに、このように僅か２
年間でこういうふうに請負して、ましてや照正組と仕
事を兼任している方が参与を務めて、こんなに受注す
るというのは一般論から言ったら、こういうふうに受
注価格を見てみると、いかがなものかなと思うんです
よ。それはどういうふうに思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時30分休憩
　　　午後１時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　沖縄県政策参与につきましては、県政における重要
事項の解決の促進に資するため、知事が特に命ずる事
項について調査研究し、知事に進言をすることを職務
としております。
　照屋政策参与におかれましては、しまくとぅば、
沖縄空手、中小企業の振興に関する業務を担当してお
り、このため御指摘の公共工事の入札等については直
接関係するものではないというふうに理解をしており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　どこに、そう明記されているんです
か。直接関わりはないというふうに言っていましたよ
ね、今。どこに明記されていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時33分休憩
　　　午後１時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　政策参与につきましては、先ほど総務部長からも答
弁ございましたとおり、特別職の非常勤職員であり、
地方公務員法が適用されないため営利企業との役職を
兼ねることに問題はないものというふうに考えており
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ます。
　一方、議員から御指摘のどこに書いてあるかという
ことでございますが、それは直接規定されているわけ
ではなくて、政策参与におかれては知事が特に命ずる
事項として、しまくとぅば、沖縄空手、中小企業の振
興等という形で県の知事から任命されて事務を行っ
ているということで、公共工事この関わりにおいて、
公共工事の入札と政策参与としての立ち位置とは直
接関係するものではないというふうにお答えしたと
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時36分休憩
　　　午後１時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　公務員につきましては、
先ほど説明したとおり、地方公務員法上、一般職と特
別職がございます。特別職を除く全ての一般職に例え
ば政治的行為の禁止であるとか、営利企業への従事の
制限などの規定が適用されるという形になっており
ます。特別職はそういった営利企業の従事制限などか
らは除外されているということ、あと地方自治法で地
方公共団体の長、副知事、副市長も準用されている規
定ですけれども、そういう個別に請負の禁止であると
か、欠格条項があるんですが、いわゆる特別職、非常
勤の特別職については自治法上もそういった規定が
ないということになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　それは142条請負の禁止、166条の
副知事になった場合の兼職を解職しなければいけな
い、それは分かっているんですよ。一般論から言って
参与というのは沖縄県の四役というふうに言われて
も、一般論から言ってそういう方が兼職をして、同じ
業者でこのように受注するというのは疑われてもし
ようがないんじゃないですかと。こんなに受注して、
金額もそんなに差はない、それはいかがですかと。意
見をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時38分休憩
　　　午後１時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　先ほど来、総務部長そして公室長がお答えさせてい

ただいておりますように、政策参与はまず非常勤の特
別職で、地方公務員法の適用はございません。
　それから自治法に関しても議員おっしゃるように
142条については、参与については適用ない、ただ議
員の御指摘は政策参与ということで、いわゆる四役
―三役に匹敵するような方なのでいろいろ問題が
あるのではないかと。
　そして最低制限価格との差が僅かしかないという
話ですが、まず最低制限価格との差は、やっぱり予定
価格と最低制限価格の一番差の少ない方を落札者と
するわけですから、そういった金額になるのは一般的
にあり得るだろうというふうに考えております。それ
から、参与というものも常勤ではございませんで、非
常勤です。月に18日以内の勤務ということで、しか
も照屋参与の役割もいわゆる土木に関するようなも
のは入ってございませんので、議員の御指摘のような
そういった疑いがあるようなことはなかったという
ふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　副知事、そうすれば142条の規定に
は抵触しないということですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時40分休憩
　　　午後１時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　142条の規定は地方公共団体の長、そして副知事に
適用される規定でございます。非常勤の特別職への適
用はないものと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　そうすれば、発注側と受注側が一体
になるんですよ。そこに明記されている、わざわざ請
負禁止というのが明記されているんですよ。知事、副
知事のことは明確にされているのは私も分かります
よ。しかし142条には特別職の三役、四役に当たる方、
抵触しないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　繰り返しになりますが、
地方自治法の141条及び142条は、非常勤の特別職に
は適用がないものというふうに考えております。
○仲里　全孝君　議長、時間になりましたので、これ
で一般質問を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
　　　〔石原朝子さん登壇〕
○石原　朝子さん　こんにちは。
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　沖縄・自民党会派の石原朝子でございます。
　新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられま
した皆様に、哀悼の意を表します。そして、日夜、感
染対策に取り組まれています医療従事者や関係者の皆
様方に感謝を申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症が起きてから１年が過ぎ
たにもかかわらず、なかなか終息の兆しが見えない状
況の中、観光業関連をはじめ県民の公共交通となって
いるバス・タクシー団体など、様々な事業者より幾度
となく支援要請が県や県議会のほうにも提出されてい
ます。要請をされました事業者の皆様方は、これまで
骨身を削る努力をしてやってきましたが、今大変危機
的な状態にあるとのことです。県民一人一人の声を、
そして痛みをしっかりと受け止め、安心・安全で普通
の暮らしに戻れるよう新型コロナウイルス感染拡大防
止と、経済回復のさらなる施策の取組を玉城知事に期
待します。
　それでは、通告書に基づき一般質問をいたします。
　１、ちゅらうちなー安全なまちづくり推進について。
　(1)、青少年を取り巻く社会環境の実態と環境浄化
への取組と改善はされているのか伺いたい。
　(2)、暴力団の危険性や実態を周知させ、暴力団か
らの被害防止、暴力団への加入防止の啓発を目的に暴
力団排除教室が実施されています。暴力団関係者の絡
んだ未成年者を被害者とする事案や全国10番目に多
いとされている暴力団構成員数も減少し、改善が図ら
れているのか伺いたい。
　２、教育行政について。
　(1)、県立向陽高校の教育環境について。
　ア、同校敷地に囲まれた民有地にアパート建設が計
画中とのことでありますが、県は把握しているか伺い
ます。�
　イ、アパート建設がされた場合は、教育活動に制限
をつけざるを得ないと考えますが、県としては教育環
境の充実を図るためにも土地の買上げや長期借用につ
いて検討できないか伺います。
　(2)、正規教員率の改善の取組状況を伺います。
　３、スポーツツーリズムの推進について。
　(1)、プロスポーツとの連携やＪ１規格スタジアム
の整備に向けた取組状況を伺います。
　(2)、Ｊリーグ規格を満たす練習拠点機能を有する
サッカーグラウンドの整備状況を伺います。
　４、太平洋・島サミットについて。
　(1)、県における過去の開催状況と離島振興、各国
との交流にどのような進展があったか伺います。
　(2)、第10回太平洋・島サミット沖縄開催に向けて

取り組む考えはないか伺います。
　５、治水・浸水対策について。
　(1)、報得川の今後の整備方針について。
　ア、さきの第４回定例会において、用地買収を推進
していく。浸水被害の軽減、河道確保のためしゅんせ
つを行っていくとのことでありましたが、その後の進
捗状況を伺います。
　イ、令和３年度の河川整備事業の総予算額と報得川
河川整備事業の予算は幾らなのか伺います。
　６、福祉行政について。
　(1)、50代のひきこもりと80代の親が、社会的に孤
立し困窮する8050問題が深刻化しております。沖縄
県での現状と社会的孤立を防ぐために県ではどのよう
な取組をしているのか伺います。
　(2)、他県においては高齢者の孤立により高齢者の
犯罪が増えているとのことですが、沖縄県の高齢者犯
罪の現状と防止策の取組状況を伺います。
　(3)、障害のある子供や医療的ケアの必要がある子
供の認可保育所や幼稚園の受入れ体制の現状と課題に
ついて伺います。
　(4)、平成30年度沖縄県ひとり親世帯実態調査報告
書によると養育費の支払いを受けているのは、母子世
帯で18.1％、父子世帯で4.4％にすぎません。養育費
の負担解消のためにも養育費確保に向けての県の取組
を伺います。�
　(5)、独り親世帯の出現率が減少傾向だと報告され
ていますが、県としてはどのように分析していますか。
伺います。�
　７、我が党の代表質問との関連について。
　照屋守之議員の代表質問中、２、新型コロナウイル
ス感染症対策に関連しまして、次のことを伺います。
　(1)、市町村は、ワクチンの供給日程が決定されて
いないため、集団接種の実施日程や事前の地域での説
明会などの計画が立てられない状況とのことです。
　次のことを伺います。
　ア、県としては、接種日程時期をいつ頃実施される
と予定されているのか。
　イ、医療機関の協力、医師や看護師の確保が大変難
しいと市町村からの声も聞こえますが、県の取組を伺
います。
　ウ、各市町村の集団接種場所の確保状況及び住民説
明会実施状況を伺います。
　答弁を聞いて再質問を行います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　石原朝子議員の御質問にお
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答えいたします。
　太平洋・島サミットについて御質問の中の４の (2)、
第10回太平洋・島サミットの開催誘致に向けた考え
についてお答えいたします。
　太平洋・島サミットは、太平洋島嶼国が直面する諸
問題について意見交換を行い、地域の安定と繁栄に貢
献すること等を目的に、1997年から３年に一度開催
されている首脳会議であります。これまで８回行わ
れ、そのうち沖縄県では、平成15年の第３回、平成
18年の第４回及び平成24年の第６回の計３回実施さ
れております。第６回サミットでは、関連イベントが
宮古島市において開催され、島嶼国と地元の高校生等
との交流が行われました。
　沖縄県としましては、沖縄21世紀ビジョンに掲げ
る「世界に開かれた交流と共生の島」の実現に向け、
太平洋島嶼地域との交流を深めることは大変重要と考
えております。引き続き太平洋島嶼国を含めた各国と
の交流の継続・拡大を図るとともに、今後の太平洋・
島サミットの誘致についても検討してまいりたいと考
えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、ちゅ
らうちなー安全なまちづくり推進についての御質問の
中の (1)、青少年を取り巻く社会環境浄化の取組につ
いてお答えいたします。
　県におきましては、約80の関係機関と連携し、青少
年の深夜はいかい防止等県民一斉行動を毎年実施して
おり、各市町村での住民大会や広報啓発活動を推進し
ています。また、街頭指導の一環として青少年保護育
成条例により、青少年が深夜立入りを禁止されている
店舗や有害図書等を取り扱う店舗への立入調査を実施
し、改善指導を行っております。
　県としましては、引き続き本一斉行動や立入調査等
を実施し、青少年健全育成のための社会環境づくりに
取り組んでまいります。
　次に６、福祉行政についての御質問の中の (3)、認
可保育所等における障害のある子供の受入れ体制の現
状等についてお答えいたします。
　認可保育所等においては、令和元年度は、438施設
で1319名の障害児を受け入れており、うち、医療的
ケア児は３施設で３名となっております。障害児保育
の実施には、市町村からの財政支援や保育士確保等が
重要であることから、県では市町村の保育士確保の取

組への支援や交付税措置の増額を踏まえた補助の充実
について働きかけているところです。併せて全国知事
会や九州各県児童福祉主管部長会議を通して、医療的
ケアが必要な子供のための看護師配置に係る経費補助
の充実や、障害児保育に係る十分な財政措置を国へ要
望しているところであります。
　同じく６の (4)、養育費確保に向けた取組について
お答えいたします。
　県においては、独り親家庭への支援として養育費に
関する相談員を配置し、必要に応じて弁護士による法
律相談を無料で実施しております。また、令和２年度
から市町村の担当職員等を対象に養育費に関する法
令・制度等の研修を実施しており、住民に対する相談
体制の構築に努めております。
　県としましては、養育費の支払いは親の子に対する
義務であること等、養育費に関する周知に努めるとと
もに、引き続き独り親家庭に対する支援に取り組んで
まいります。
　同じく６の (5)、独り親世帯の出現率についてお答
えいたします。
　独り親世帯の出現率については、母子世帯について
平成10年は4.71％、平成15年は5.39％、平成20年は
5.20％、平成25年は5.46％、平成30年は4.88％と微
増微減を繰り返している状況であると認識しておりま
す。父子世帯についても同様の状況となっております。
　県としましては、独り親の出現率は社会環境や経済
状況などにより変動するものと考えており、引き続き
独り親家庭に対する支援に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○警察本部長（日下真一君）　１、ちゅらうちなー安
全なまちづくり推進についての御質問のうち (2)、暴
力団構成員は減少し、改善が図られているかについて
お答えいたします。
　県警察におきましては、沖縄県暴力団排除条例第
12条の青少年に対する教育の一環として、平成25年
から暴力団排除教室を開始し、その後平成26年から
ちゅらうちなー安全なまちづくり条例に基づく、ちゅ
らひとづくりの関係事業として県教育庁と連携し、県
内の中学生や高校生を対象に、暴力団排除教室を実施
しております。
　具体的な取組といたしましては、学生に対し、講話
やビデオ視聴を通じて、暴力団の実態、危険性など
を周知させ、暴力団への加入や暴力団からの被害の
防止を図っているところであり、平成25年から令和
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２年までの間に中学校、高校合わせて延べ121校で実
施し、約４万6000人の学生が受講しております。ま
た、ただいま申し上げた暴力団排除教室を実施するほ
か、暴力団対策法等による徹底した取締りや、社会全
体で暴力団排除活動を推進しております。その結果、
暴力団構成員の数につきましては、平成３年に最多の
約1260人を把握しておりましたが、その後構成員の
数は年々減少し、令和２年12月末現在で約270人と過
去最少になっております。この約270人の暴力団構成
員のうち、20代の構成員は６人、全体に占める割合
は２％でございます。暴力団排除教室を開始した平成
25年当時は39人ということでございましたので、33
人減少しております。今後も手を緩めることなく、総
合的な暴力団対策を推進してまいります。
　次に６、福祉行政についての御質問のうち、高齢者
犯罪の現状と防止策についてお答えいたします。
　過去３年間の沖縄県における全刑法犯の検挙人員
は、平成30年が3006人、令和元年が2838人、令和２
年が2636人でこのうち65歳以上の高齢者は、それぞ
れ466人、15.5％、これが平成30年、令和元年が509
人、17.9％、令和２年が474人、全体の18％となって
おり、高齢者の占める割合は僅かながら増加傾向にあ
ります。また過去３年間の65歳以上の高齢者の全刑
法犯検挙人員を見ますと、いずれも窃盗犯、中でも万
引きが最も多くなっております。令和２年の65歳以
上の高齢者の検挙総数、先ほど申し上げた474人のう
ち窃盗犯が325人で68.6％、万引きが221人、全体の
46.6％ということでございまして、約半数が万引きで
ございます。
　県警察では、万引きに対する検挙措置を講ずるとと
もに、県内のスーパー、コンビニ等が参加する店舗対
象犯罪防止連絡協議会を開催し、従業員等による客
への積極的な声かけ指導や、防犯情報の共有を行うな
ど、犯罪の起きにくい環境づくりに取り組んでいると
ころであります。
　また、議員の御質問の中で、高齢者の社会的孤立を
防ぐことが必要であるという御指摘がございました。
　警察におきましても、巡回連絡すなわち交番や駐在
所の警察官が各家庭を巡回して、犯罪や事故の発生状
況、犯罪・事故予防のアドバイスなどについて連絡す
る活動を通じまして、高齢者の方にも積極的に声かけ
を行うなど、社会生活を営む上で安心感を持っていた
だくことで孤立感が払拭されるよう努めているところ
でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。

　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　２、教育行政についての御
質問の中の (1) のア及び (1) のイ、向陽高校に隣接す
る民有地についてお答えします。２の (1) のアと２の
(1) のイは関連いたしますので、恐縮ですが一括して
お答えさせていただきます。
　向陽高校の隣接地でのアパート建築計画について
は、学校からの情報の範囲で把握しているところで
す。学校用地の取得については、学校教育上の必要性
など、様々な観点から検討するものと考えております
が、現在のところ、学校敷地の拡張を必要とする特段
の事情はないものと考えております。
　同じく (2)、教員の正規率の改善についてお答えし
ます。
　教員定数に占める正規教員の割合について、全国比
較が可能な公立小中学校の状況を申し上げますと、令
和２年度の全国平均92.8％に対し、本県は83.7％と
なっております。
　県教育委員会では、平成23年度以降、正規教員の採
用者数を増やす取組を実施しており、令和２年度まで
の10年間で3315人を採用しております。
　引き続き全国平均の正規率を達成できるよう、新規
採用者の確保に努めてまいります。
　次に６、福祉行政についての御質問の中の (3)、幼
稚園における障害のある子供の受入れ体制等について
お答えします。
　令和元年度調査において、幼稚園で受け入れている
障害のある幼児は535名、うち医療的ケアの必要な幼
児は５名となっております。各市町村教育委員会にお
いては、一人一人の障害の状態に応じて、特別支援教
育支援員等を配置し、きめ細かな支援に努めていると
ころです。課題としましては、安定した支援員の確保
等が挙げられております。
　県教育委員会としましては、障害のある幼児の保育
環境整備に向け、全国都道府県教育長協議会等を通し
て、引き続き国に財政措置を要望するとともに、各市
町村教育委員会に対しましても補助事業等の活用を促
してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　初めに３、
スポーツツーリズムの推進についての (1)、プロス
ポーツとの連携やＪ１規格スタジアムの整備状況につ
いてお答えいたします。
　県では、プロスポーツチームと連携した観光誘客に
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取り組むほか、今後、スタジアムアリーナを核とした
スポーツコンベンションの振興に向け取り組むこと
としております。Ｊ１規格スタジアム整備について
は、これまでに基本計画の策定や整備手法等に関する
調査などを行っており、今年度は財源の検討や都市計
画法等の法規制への対応協議、複合機能を含むエリア
全体の開発可能性等について検討しております。
　県としては、引き続き早期整備に向けて取り組んで
まいります。
　同じく３の (2)、Ｊリーグ規格を満たす練習拠点機
能を有するサッカーグラウンドの整備状況について
お答えいたします。
　現在、八重瀬町において、Ｊリーグ規格を満たす練
習拠点機能を有するサッカーグラウンドが整備され
ております。当該施設は県内で初めて整備されるもの
で、令和４年度に供用開始できるものと聞いておりま
す。
　次に４、太平洋・島サミットについての (1)、太平洋・
島サミット開催状況等についてお答えいたします。
　太平洋・島サミットはこれまで８回行われ、そのう
ち沖縄県では３回実施されております。なお、ＪＩＣ
Ａ沖縄では、島嶼国からの研修員受入れ、ＪＩＣＡ海
外協力隊の派遣等を行っているほか、沖縄県では、離
島を含めた県内高校生のフィジー、サモア等への派遣
や、東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿に
係るソロモン諸島との交流等を行っております。
　県としましては、共通の地域特性を有する太平洋島
嶼国等との協力と共生を推進し、我が国及びアジア・
太平洋地域の持続的発展に寄与したいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　５、治水・浸水対策
についての (1) のア、報得川河川整備の進捗状況等に
ついてお答えいたします。５の (1) のアと５の (1) の
イは関連しますので一括してお答えさせていただき
ます。
　報得川の世名城橋付近から上流2.5キロメートルに
ついては、浸水被害の軽減や周辺環境に配慮した河川
整備に向け、平成26年度から事業に着手し、世名城
橋付近の400メートル区間で用地買収を推進している
ところであり、また浸水被害の軽減対策として、令和
２年６月に赤田橋から下流部170メートルの暫定掘削
を実施しております。令和３年度は、沖縄公共投資交
付金約11億4000万円で13河川の整備を行う予定であ

り、そのうち報得川は約１億5000万円で整備を予定
しております。また、緊急浚渫推進事業を活用し世名
城橋から下流のしゅんせつ等を行う予定であります。
　県としては、引き続き八重瀬町と連携し、早期整備
と浸水被害の軽減に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　６、福祉行政につ
いての御質問の中の (1)、8050問題の現状と取組に
ついてお答えいたします。
　県では、ひきこもり状態にある本人や家族が孤立す
ることなく住み慣れた地域の関係機関が連携して取
り組むために、ひきこもり専門支援センターでの個別
相談を行っております。県における実態調査は行って
おりませんが、平成31年度はセンターにおいて208人
から延べ2287件の相談に対応しており、家族教室や
講演会、家族会の案内などを実施したほか、生活支援
が必要な場合は関係機関と連携して支援を行ってい
るところです。
　７、代表質問との関連についての御質問の中の (1)
のア、接種日程時期についてお答えいたします。
　先日、国は、高齢者に対するワクチン接種を４月12
日から数量を限定して開始し、４月26日の週から全
国全ての市町村に行き渡る数量のワクチンを配送す
る旨、発表しました。県は市町村においてこの日程に
合わせ接種が開始できるよう、医師会をはじめとした
関係医療団体と連携し支援してまいります。一般の方
への接種は夏以降、全ての人の接種が終了するのは来
年２月頃と想定していますが、流通量に応じ国におい
てスケジュールが示されるものと認識しております。
　同じく７の (1) のイ、ワクチン接種に係る医師・看
護師確保の県の取組についてお答えいたします。
　県は、昨年末から医療機関向け説明会、連絡会議を
４回行うなどし、医療機関に協力いただけるよう努め
ております。また、医師会、県立病院、琉大病院、看
護協会、薬剤師会に協力を依頼するなど接種に必要な
人材の確保に取り組んでいます。
　同じく７の (1) のウ、集団接種場所の確保状況等に
ついてお答えいたします。
　現在、県内の多くの市町村においては集団接種場所
の確保について調整できているとのことです。住民
説明会については、感染予防対策のため直接実施しな
い市町村が多くありますが、市町村広報やホームペー
ジ、チラシの戸別配布、行政防災無線やＳＮＳ等を活
用して周知が図られる予定です。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　御答弁ありがとうございました。
　再質問については、順序が前後いたしますが、御了
承お願いいたします。
　まず、ちゅらうちなー安全なまちづくり推進につい
て。
　これは沖縄県で犯罪の発生を抑えて、全ての人々が
安全で安心して暮らせる地域社会を実現するために
ちゅらうちなー安全なまちづくり条例を制定して、
ちゅらさん運動に取り組んでいるかと思います。この
運動は、17年近く続けてこられました。ちゅらさん、
県民挙げての運動だと思います。
　この事業は多岐にわたっているため、今回私は２点
だけ質問させていただきました。ホームページを見た
ときにも、この運動の結果、犯罪の発生状況が17年連
続減少しているということで、県民総ぐるみで取り組
むちゅらさん運動が功を奏していると考えられます。
　このちゅらさん運動、もう17年近くなりますけれ
ども、各事業等を再点検したところ、やはりその年、
年に応じた新たな事業展開も必要ではないかと私は
思っております。今回のこのちゅらさん運動、長年やっ
ていた結果、活動がイベント的になっているのではな
いかと思っております。改めてまたこのちゅらさん運
動を見直してもらって、県民の犯罪の発生を抑える地
域社会を実現するために、新たにみんなスタートライ
ンに立って取り組んでいただきたいと思います。
　私は、再質問はこの件に関してはしませんけれど
も、提言の一つとして述べさせていただきます。
　このちゅらさん運動、様々な事業があります。もち
ろん地域社会を実現するためのものではありますが、
やはり地域社会において家庭の大切さが重要かと思っ
ております。私は、このちゅらさん運動になお一層の
効果を出すために、やはり家庭教育の重要性を訴えて
いきたいと思います。このちゅらさん運動の中にも、
毎月第３日曜日、家庭の日、そしてまた家庭教育支援
者研修会等がございます。
　教育委員会で取り組んでおられます平成26年に制
定されました、沖縄県家庭教育支援推進計画というの
がございます。これは５年計画でございますが、この
計画目標の中に家庭教育支援を総合的・継続的に推進
していくため、家庭教育支援条例―仮称とはなって
おりますが―制定に向けて実施できるよう努めてい
くということで計画目標に挙げられておりました。私
はぜひこのちゅらさん運動、17年続けられてきてお
りますが、今後とも継続して続けていき、なお一層の

効果を得るためにも、やはり社会づくりの前に家庭づ
くり、家庭教育の重要性を訴えたいと思います。ぜひ
教育委員会におきましても、この沖縄県家庭教育支援
推進計画の中でうたっておりました家庭教育支援条
例、改めてまた再検討をしていただいて制定に向けて
取り組んでいただきたいと思っております。
　提言でございます。答弁はよろしいです。
　続きまして、６番の福祉行政について。
　(3) の、障害のある子供や医療的ケアの必要がある
お子さんについて、認可保育所や幼稚園の受入れ体制
の現状と課題について伺いましたけれども、このお子
さんたちの認可保育所や幼稚園、待機児童の数は御存
じでしょうか。
　お伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時20分休憩
　　　午後２時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　令和２年
４月１日におきます障害児の保育所等利用状況とい
うことでお答えをさせていただきますけれども、保育
所等に申込みを行われた障害のあるお子さんの数、
1285名に対しまして、保育所等へ入所している数が
1221名ということで、入所率という表現をさせてい
ただきますと、約95％というようなデータは持って
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　障害児保育、入所率は95％とい
うことですよね。この入所に当たっては、各施設、市
町村が本当に努力をして加配保育士も確保しつつ優先
的に入れていくかと思いますけれども、やはり施設、
そしてまた市町村においても財政が大変厳しい状況で
ございます。今後とも県の努力を国のほうにも伝えて
いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時22分休憩
　　　午後２時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　養育費の件ですけれども、他府県
におきましては養育費取り決めサポート事業や、こど
もの養育費緊急支援事業などを実施している県外―
兵庫県のほうにございますが、県としてはそういった
事業も検討されたことはございますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
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○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　沖縄県の
取組といたしましては、答弁もさせていただきました
けれども、県の母子寡婦福祉連合会のほうに養育費の
相談専門員を配置いたしておりまして、この養育費の
取決め等についての相談を受けながら適宜アドバイ
スをしているところでございます。また、法的なサ
ポートが必要と判断された場合は、弁護士につなぎま
して、そこも無料での法律相談もやっているところで
ございまして、事前の取決めの必要性であったり、あ
るいは事後であってもどのような対応ができるか等
も含めて相談に応じているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　ちょっと休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時23分休憩
　　　午後２時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　(5) 番目の独り親世帯の出現率の
件ですけれども、県におきましては子供の貧困対策計
画、その中で母子家庭などの子供がいる世帯の貧困率
が58.9％となっている報告になっておりますが、や
はりこの計画の中には様々な事業があります。しかし
対症療法だけになっているのではないかと私は思っ
ております。ぜひ全国的にも高い沖縄県の離婚出現率
の減少、改善できる施策等も検討してみてはいかがで
しょうか。また、検討されたこともございますでしょ
うか。お伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　離婚率を
減らすためにというような視点というよりも、その家
庭を孤立させない、地域において家庭を孤立させない
ための施策というふうな考え方の下に、例えば生後４
か月までのお子さんの家庭を訪問する乳児家庭全戸
訪問事業であったり、養育のサポートが必要な御家庭
に関しましては養育支援事業であったりとか、そう
いった様々な子育て支援の事業であったり、社会の見
守り、民生委員等も含めまして見回りの体制を整える
などしながら、子育て家庭が孤立をしないような取組
を進めているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　全国的にも高い沖縄の離婚率、や
はり調査研究して、子供の貧困解消にいい政策がまた
浮かぶのではないかと私は思っております。ぜひ取り
組んでいただきたいと思います。
　教育行政について伺います。
　先ほど教育長のほうから、県立向陽高校の教育環境

について、その敷地内に囲まれた民有地にアパートが
建設、その件につきましては、教育長は現場のほうを
確認されましたでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　私はまだ確認していません
けど、担当課のほうは直接学校に行って、状況等把握
しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　そこに集合住宅、アパートが建つ
ことによって教育活動にどのような影響が出ると教
育長は考えておられますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　一般論になりますけど、学校行事とか部活動から生
じる騒音等がございます。そういった苦情が寄せられ
て、学校行事とか部活動に制限がされるような影響が
出るんじゃないかということは考えているところで
ございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　そういう状況が起こる可能性が
ある地域でありますし、そこはまた敷地拡張は必要な
いというふうに答弁されておりますけれども、これか
らまた改めて検討する余地はございませんでしょう
か。現場も確認されてお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　すみません。
　先ほど少し触れさせていただきましたが、担当課の
ほうは直接学校に行って、どんな状況かは一応把握を
させていただきました。計画があるということも伺っ
ているところで、現在計画段階であるというふうなと
ころは聞いているところでございます。
　それでその拡張の必要性とかそういったことも担
当課と学校のほうで調整をさせていただきました。そ
の中で特に現時点で学校のほうでは部活動の練習場
所などの確保について、部活動ができるように、実施
できているということもあって、いろいろ工夫をされ
ていらっしゃるというところもございましたので、現
時点緊急にどうしてもというところまでの訴えはな
かったところでございます。
　参考までに向陽高校のグラウンドの保有している
面積、学校ごとに比較をさせていただきますと、県立
高校のほうでは60校中17番目ということで、１人当
たり保有しているグラウンドの面積は37平米という
ことで、比較的狭いというところではないものですか
ら、現時点で緊急性はないのかなというふうに捉えて
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いるところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　分かりました。
　ですが教育長、いま一度、向陽高校の現場を確認さ
れて、現場の先生方の御意見、地域の方々の御意見を
聞いていただけたら、私はよろしいかと思います。
　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時29分休憩
　　　午後２時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　治水・浸水対策についてお伺いい
たします。
　次年度、予算の確保は微増ではありますが、増額と
いうことを聞いております。今年度、用地取得を終え
た箇所については、新年度から工事に着手していくの
か。そしてまた河川上流に赤田橋がありますが、その
箇所までの実施設計の取組はどのようになっています
でしょうか。お伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時30分休憩
　　　午後２時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　今、用地買収をしておりますのが世名城橋から400
メートルの区間でございまして、そこの用地買収を進
めております。現在、用地15筆中６筆が終わりまし
て、用地買収に着手してからまだ２年しかたっており
ませんけれども、ここまで進んでいるという状況でご
ざいます。その上流側の赤田橋付近につきましては、
恒久的な対策として暫定掘削を行ったところでござい
ます。その世名城橋周辺の設計・整備が終わりまして
から、赤田橋周辺の本格的な整備に入っていくという
予定でございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　先日、新聞等でも報道がありまし
たけれども、昨年の５月の集中豪雨により土地改良区
を流れる幹線排水路の氾濫で、通行中の自動車が水没
をし、運転手が地元の方に手こぎボートで救出されま
した。本当に危険極まりない河川です。事業予算は増
えておりますけれども、まだまだ完了には程遠いと私
は思っております。一日も早くこの河川整備を予算も
確保して取り組んでいただきたいと思います。いつ事

故が起きてもおかしくない川でございます。その責任
を県のほうにまた問われたときに大変なことになるか
と思いますので、ぜひこの報得川の河川整備、去年は
手こぎボートで助けられましたけれども、次どういう
ことが起きるか本当に心配な河川でございます。この
ことは地域の方も住民の方も大変不安がっております
ので、ぜひともこの河川整備、一日も早く完了できる
ようにお願い申し上げまして、私の質問を終わらせて
いただきます。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
　　　〔新垣　新君登壇〕
○新垣　　新君　こんにちは。
　休憩、議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時34分休憩
　　　午後２時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　新型コロナでお亡くなりになられた
方々に哀悼の意を申し上げるとともにお悔やみを申し
上げます。また、コロナ感染で、現場で活躍なされて
いる医療従事者の皆様、知事をはじめとする県職員の
皆様、そして保健所の皆様方、自衛隊の御活躍に感謝
申し上げる次第でございます。
　さて３月は出会いの春、別れの春と言われますが、
３月末で退職なされる県職員の皆様、長年培った経験
が、頑張りが沖縄県の発展に寄与なされたということ
に、本当に退職なさる方々に敬意と感謝を申し上げま
す。退職なされても沖縄県発展のために御指導と御鞭
撻をお願い申し上げます。
　それでは通告順に従い、質問を行います。
　県知事はじめ執行部の皆様、誠意ある答弁を心から
お願いします。　
　件名１、新型コロナ感染予防対策及び経済支援につ
いて。
　(1)、新型コロナウイルスのワクチン接種における
国・県・市町村の連携はどうなっていますか、お伺い
します。
　(2)、ＰＣＲ検査について、県民の願いですが、い
つでも、どこでも、誰でも、何回でも、県民がリー
ズナブルな金額約3000円で検査を受ける体制につい
て、市町村との連携はどうなっていますか、見解を求
めます。
　(3)、観光業界関連企業等に対する経済支援はどう
なっていますか、見解を求めます。
　大項目２、子育て支援について。
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　(1)、令和４年４月にこども医療費（通院）を中学
校卒業まで拡大・拡充することについて。
　窓口における無料化や現物給付を市町村と歩調を
合わせていただきたいのですが、見解を求めます。
　(2)、認可外保育所と認可保育園の格差を具体的に
お聞かせください。
　(3)、待機児童及び入所待ちについて。
　認可保育園の入所待ちは、実質的に潜在的な待機児
童数と考えていますが、見解を求めます。また、ゼロ
歳児から２歳児までの待機児童及び入所待ちが多い
が、改善に向けての対策はどうなっていますか、お伺
いします。
　大項目３、平和の道について。
　(1)、真栄里―喜屋武間の道路整備はどうなってい
ますか、お伺いします。
　(2)、山城―喜屋武間の用地取得はどうなっていま
すか、お伺いいたします。
　大項目４、農家の所得向上につながる瞬間冷凍施設
の導入について。
　(1)、先進地視察はどうなっていますか、お伺いし
ます。
　(2)、農家や流通物流関係者を巻き込んだ関係機関
等との意見交換及び協議会を発足し、次期沖縄振興計
画で導入に育んでいただきたいのですが、見解を求め
ます。
　５、次期沖縄振興計画に海洋深層水を沖縄本島に導
入すべきだと考えますが、見解を求めます。
　６、我が党の代表質問との関連について。
　(1)、照屋守之議員が述べた政治姿勢の１の (6)、中
国は海上で中国の主権や管理権を侵害する外国組織・
個人に対し、中国海警局に武器の使用を認める海警法
を成立させ、圧力を強めている。島、岩礁に外国組織
が設けた建造物を強制的に取り壊せるとも規定され
ているようであり、本県漁船への危険性や尖閣諸島へ
の上陸の可能性も指摘されている。関連して質問しま
す。
　中国と太いパイプを有するとされる知事の直接的
対話による中国との対話交渉をすべきではないか、知
事の見解を求めます。
　(2)、照屋守之議員が述べた１の (8)、知事は富川副
知事の後任に現政策参与の照屋義実氏を起用すると
している。人事の刷新は理解するが現在県は次期沖
縄振興計画の策定や、新型コロナ感染症で疲弊した企
業等の支援、県経済を立て直すという重要な時期であ
る。この時期の人事として適切とは思えない。知事の
見解を求めます。

　(3)、仲田弘毅議員が述べた４、教育・文化・スポー
ツ振興についての (7)、いじめ等に対する不登校の対
応と新型コロナ感染症関連のいじめについて、いじめ
を許さない立場から質問します。いじめに直面してい
る被害者の命を守るために、悪質ないじめを行う加害
者を転校させるべきではないか。県基本方針に付け加
えることはどうでしょうか。見解を求めます。また、
新型コロナに感染した芸能人や公人の家族がいじめ
等の被害に遭っている。県は氏名の公表をやめるべき
だと思いますが、県知事の見解を求めます。
　(4)、下地康教議員が述べた、大項目１の米軍基地
問題についての (1)、ア、米軍基地の削減を求める施
設等についての全国比で50％以下とする根拠につい
て知事の見解を求めます。
　また、大項目１の (1) のウのキャンプ・シュワブの
共同使用について、代表質問の答弁がふわっとした印
象でしたので、再度知事から明確な答弁を求めます。
　また、下地康教議員が述べた、大項目５、地域福祉・
医療充実強化についての (7)、介護に関わるホームヘ
ルパーは高齢化が進行し、深刻な人手不足の状況にあ
るが訪問介護の利用者は増加傾向にある、県の取組に
ついて関連し、質問します。
　介護士・福祉の人材育成には限界がある。外国人を
受け入れて育成する必要があるのではないか。また深
刻な人手不足を国と連携して介護士を含めた様々な
各種の職業訓練施設を南部病院跡地に築くべきでは
ないか。県の見解を求めます。
　演壇では終わり、後は再質問を行います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　新垣新議員の御質問にお答
えいたします。
　新型コロナ感染予防対策及び経済支援についての
御質問の中の１の (1)、ワクチン接種の国等との連携
についてお答えいたします。
　新型コロナウイルスワクチン接種は、国が計画を作
成し、県が広域調整を行い、市町村が実施主体となっ
て行うこととなっております。沖縄県では、総括情報
部内にワクチン対策チームを設置し、優先接種の対象
となる医療従事者等への接種体制の確保、市町村の接
種体制構築の支援、また、県民の不安を取り除くため
の専門的な相談対応などを行っております。また、沖
縄県が島嶼県であることを考慮し、特に、小規模離島
町村においては、クラスター対策及び医療崩壊を防ぐ
ために、高齢者と高齢者施設等の従事者やその他の住
民の接種を同時期に行うなど、地域の実情に合わせた
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柔軟な対応ができるよう国と調整を図っているところ
であります。
　沖縄県としましては、コロナ対策の切り札となるワ
クチン接種が円滑に進められるよう市町村及び医師会
をはじめ関係医療団体と連携し、万全な体制で取り組
んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナ
感染予防対策及び経済支援についての御質問の中の
(2)、希望者を対象とした安価なＰＣＲ検査について
お答えいたします。
　県では、県民等が安価にＰＣＲ検査を受けられる体
制を整備するため、民間の検査機関が実施するＰＣＲ
検査１件につき最大8000円の補助を行う事業を開始
しております。２月12日から公募を始め、検査機関
の申請に対して交付決定を行っているところです。な
お、市町村との連携など、実施手順や方法については、
検査機関の計画に基づくこととしておりますが、陽性
時の医療機関との連携や、保健所への発生届の提出体
制を整備していることなどを条件としているところで
す。
　次に２、子育て支援についての御質問の中の (1)、
こども医療費助成制度についてお答えいたします。
　県は、現在、令和４年度からの通院対象年齢の中学
校卒業までの拡大に合わせ、可能な限り全市町村で現
物給付を実施していただけるよう市町村と協議を行っ
ているところであります。令和３年１月から対象とな
る市町村を個別に訪問するなどして県の考え方を説明
したところ、多くの市町村から御理解をいただけたも
のと考えております。
　次に６、我が党の代表質問との関連について (2)、
陽性者の氏名の公表等についてお答えいたします。
　県におきましては、新型コロナウイルス感染症の蔓
延を防止する目的から、陽性者等に対する不当な差別
及び偏見が生じないよう個人情報の保護に留意しなが
ら、発生状況等について公表しております。氏名につ
いては、個人の特定につながることから、公表してお
りません。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、新型
コロナ感染予防対策及び経済支援についての (3)、観

光業界関連企業等への経済支援についてお答えいたし
ます。
　県では、一律10万円の奨励金を給付する安全・安
心な島づくり応援プロジェクトをはじめ、おきなわ彩
発見キャンペーン事業や家族でＳｔａｙ�Ｈｏｔｅｌ
事業等を実施してまいりました。また、今月10日か
らはおきなわ彩発見キャンペーン事業の第３弾を実施
してまいります。加えて、２月補正予算では、県内の
観光体験商品の利用促進のためのおきなわ観光体験支
援事業を計上しております。さらに、国の雇用調整助
成給付金への県分の上乗せを行う沖縄県雇用継続助成
金の支給や、県単融資事業も観光事業者に行っている
ところです。なお、国の緊急事態宣言の影響緩和に係
る一時支援金については、今月から受付を開始するこ
ととなっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２、子育
て支援についての御質問の中の (2)、認可外保育施設
と保育所等への支援についてお答えいたします。
　令和２年度当初予算における、認可保育所等への運
営費負担金は、約153億4200万円で、国、県及び市町
村負担分を勘案した入所児童１人当たりの年間助成額
は、おおよそ109万3000円となっております。認可
外保育施設につきましては、入所児童の処遇向上等を
図るため、約３億4400万円計上しており、入所児童
１人当たりの年間助成額は、おおよそ４万6000円と
なっております。加えて、認可外保育施設を利用する
児童の幼児教育・保育無償化のため、約４億9800万
円を計上しており、国、県及び市町村負担分を勘案し
た入所児童１人当たりの年間所要額は、おおよそ43
万9000円となり、これらを合わせると入所児童１人
当たりの年間助成額は、48万5000円となります。
　次に同じく２の (3) の待機児童対策についてお答え
いたします。
　待機児童は、保育の必要性の認定がされ、保育所等
の利用の申込みがされているが、利用していないもの
と定義されております。本県におけるゼロ歳児から
２歳児までの待機児童数は、令和２年４月１日時点で
1150人で、全体の84.2％を占めています。このため、
県では、市町村が実施する、ゼロ歳児から２歳児を受
け入れる小規模保育事業所の整備への支援や、ゼロ歳
児受入れのための加配保育士に対する支援を行ってい
るところです。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　３、平和の道につい
ての御質問のうち (2)、喜屋武―真栄里工区の道路整
備についてお答えいたします。
　平和の道線の喜屋武―真栄里工区については、平成
20年度から事業に着手し、現在、用地買収及び建設中
のホテル前の道路改良工事を鋭意進めているところ
であり、令和２年度末の進捗率は、事業費ベースで約
64％となっております。今後とも地元糸満市の協力
を得ながら、早期供用に向けて整備を推進してまいり
ます。
　次に３の (3)、山城―喜屋武工区の用地取得につい
てお答えいたします。
　平和の道線の山城―喜屋武工区については、平成
20年度から事業に着手し、現在、用地買収を鋭意進め
ているところであります。令和２年度末の取得率は、
用地取得面積ベースで約23％となっております。用
地買収が単価不満等により一部難航しておりますが、
今後とも地元糸満市の協力を得ながら、早期工事着手
に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　４、農家の所得向上
につながる瞬間冷凍施設導入についての御質問の中
の (1)、高度冷凍技術に係る視察についてお答えしま
す。
　県では、県産農林水産物の流通高度化に向け、宮崎
県や豊見城市、大宜味村の冷凍施設、千葉県の冷凍機
器関連事業者等から高度冷凍技術について情報収集
を行っております。大宜味村の施設については、昨年
10月に、液体急速冷凍機を利用した冷凍技術の現地
視察を行っております。県外の施設については、新型
コロナウイルス感染症の状況も踏まえ、高度冷凍施設
の利活用について調査し、視察についても検討してま
いります。
　同じく (2)、瞬間冷凍施設導入に係る意見交換等に
ついてお答えします。
　高度冷凍施設等については、売上規模や十分な原料
の確保、主要品目の見通しや十分な販売先の確保が見
込まれる場合には、既存の補助事業の活用により民間
団体等に対して導入支援を行うことは可能と考えて
おります。導入を検討している農家及び関係団体等か
ら要望がある場合は、意見交換を行ってまいりたいと
考えております。なお、新たな沖縄振興計画について

は、現在、骨子案について県民の皆様などから広く意
見を募っており、様々な意見を参考に検討を進めてま
いります。
　次に５、次期振興計画に海洋深層水を沖縄本島に導
入することについての御質問の中の (1)、海洋深層水
の沖縄本島への導入についてお答えいたします。
　県では、久米島町に海洋深層水研究所を設置し、海
洋深層水を活用した研究を実施しております。
　県としましては、新たな施設を沖縄本島に建設する
計画はありませんが、海洋深層水研究所における研
究の推進については、離島の特色ある資源を活用した
水産業振興の観点から、有効な手段の一つと考えてお
ります。引き続き、海洋深層水研究所と水産海洋技術
センター、その他研究機関相互の連携強化を図ること
で、海洋深層水を活用した研究の充実に努めてまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　６、我が党の代表質問
との関連についての (1)、尖閣諸島をめぐる問題につ
いて直接中国と交渉することについてお答えをいた
します。
　尖閣諸島周辺海域については、中国公船等による領
海侵入や漁船追尾等に加え、去る２月１日に中国海警
局の武器使用を認める中国海警法が施行され、漁業者
にさらなる脅威を与える状況となっております。
　県としては、尖閣諸島周辺海域において不測の事態
が生じることは断じてあってはならないものと考え
ており、平成26年に日中両国間で確認された日中関
係改善に向けた話合いの合意事項を尊重し、冷静かつ
平和的な外交（対話）によって、中国との関係改善を
図ることが重要であると考えております。このため、
去る２月19日に外務大臣、国土交通大臣、防衛大臣及
び沖縄及び北方対策担当大臣に対し、尖閣諸島周辺海
域における安全確保や、中国との関係改善を図ること
等について要請を行ったところです。
　次に、我が党の代表質問との関連の (3)、全国比で
50％以下とする根拠についてお答えをいたします。
　国土面積の約0.6％の本県に米軍専用施設面積の約
70.3％が集中しており、応分の負担には依然として程
遠い状況にあります。このため、県は、沖縄21世紀ビ
ジョンにおいて基地のない平和で豊かな沖縄をある
べき県土の姿としながら、引き続き基地の整理縮小を
進めるとしていること、沖縄県議会においては、これ
まで２度、在沖米海兵隊の撤退を図ることを全会一致
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で決議していることなどを重く受け止め、日米両政府
に対して当面は在日米軍専用施設面積の50％以下を
目指すとする数値目標の設定を求めるものであり、こ
の要請を受けて日米両政府において具体的な返還計画
を検討・策定していただきたいと考えております。
　同じく６の (4)、キャンプ・シュワブの共同使用に
ついてお答えをいたします。
　去る１月、加藤官房長官及び岸防衛大臣は記者会見
において、米軍施設等における共同使用は、日米安全
保障協議委員会や日米合同委員会の枠組みの下で意思
決定がなされるものであり、陸自と海兵隊において決
定されるようなものではないなどと発表しておりま
す。しかしながら、沖縄県民は過重な基地負担を強い
られ続けており、これ以上の負担は受け入れることは
できません。今回報道にあるような、県内の米軍施設
等における共同使用は、さらなる基地負担の増加につ
ながるものであり、断じて容認できないことから、引
き続き情報収集に努めてまいりたいと考えております。
　同じく６の (6)、副知事人事についてお答えをいた
します。
　富川副知事は、このたび任期満了を迎えられること
から、その後任の副知事として照屋義実氏を起用した
いと考えております。照屋氏におかれては、長く経済
界で活躍され、沖縄県建設業協会会長や沖縄県商工会
連合会会長等を歴任されたほか、沖縄県教育委員会委
員長や沖縄県政策参与を務められており、豊富な知識
や経験から副知事として適任であることから、議会の
同意を得て選任したいと考えております。また、これ
まで民間企業の経営に携わられた実務経験を生かし
て、コロナ禍で厳しい状況にある県経済の回復はもと
より、本県の各産業分野における施策を推進し、本県
の振興・発展に取り組まれるものと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　６、我が党の代表質問との
関連についての御質問の中の (2)、いじめ加害者への
対応についてお答えします。
　いじめ防止対策推進法に基づき策定した沖縄県いじ
め防止基本方針においては、いじめの加害者に対して
は出席停止、被害者とは別の教室の提供、その他学校
教育法第11条に基づいた懲戒を加えることができる
としております。なお、国の調査によると、９割の児
童生徒がいじめを受けた、もしくはいじめた経験があ
ると回答しており、いじめはどの子供にも起こり得る
と報告されております。

　県教育委員会としましては、引き続きいじめの未然
防止、早期発見及び対応を継続するとともに、いじめ
の被害に遭った児童生徒が安心して学校生活を送れる
よう、加害者に対しても各学校と連携し適切に対応し
てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　６、我が党の代表質
問との関連についての御質問の中の (5)、外国人労働
者の受入れと職業訓練施設についてお答えいたします。
　就労が認められている在留資格としては、技能実習
や身分に基づくもののほか、専門的・技術的分野、特
定活動及び特定技能が設けられており、高度技術や専
門知識等を有する外国人の受入れが行われておりま
す。県においては、令和２年度までを計画期間とした、
第10次沖縄県職業能力開発計画に基づき、各分野の
人材育成に取り組んでいるところであります。
　県では、来年度、新たな計画を策定する予定であり、
議員御提言の職業訓練施設も含め、有識者等の意見も
伺いながら、社会情勢の変化や県立職業能力開発校の
訓練科再編等、総合的に検討してまいります。
　以上でございます。
○新垣　　新君　議長、休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時３分休憩
　　　午後３時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　新垣　新君。
○新垣　　新君　まず、我が党関連質問から行います。
　知事が副知事起用の照屋義実さん、ＰＴＡ連合会の
会長や多くの経済団体の役職を務めたすばらしい人柄
で評価をいたします。しかし多くの県民から懸念の声
があり、真実と事実を確認します。
　まず１点目に、建設業が公共事業をめぐる受注で談
合した場合、犯罪になりますか。県知事と県警本部長
お答え願いたいと思います。
　２点目に……
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時６分休憩
　　　午後３時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　刑法96条の６でございます。第２項で、「公正な価
格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者」
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これについては犯罪になるということが規定されて
おりますので、この者でございますので当然建設業者
は入ってき得るというものでございます。
○新垣　　新君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　今、警察本部長から答弁
がされたとおりだと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　真実と事実を確認するために、再度
質問します。
　県民の多くの方々が懸念を抱いておりますから、真
実と事実を確認します。
　2005年に大問題となった、沖縄建設業の談合問題
に知事が提案した方は、当時の会社の役職と、建設業
界の当時の役職はどうだったのか。また、談合を行い、
違約金及び課徴金、損害賠償等を国、県にお支払いし
たのか。知事と当時、県警本部長には、公取と沖縄県
警が一緒に連携なされてこの捜査も行ったとマスコ
ミ報道等でも、当時の記録も見て捜査があるものです
から、事実確認をお聞かせ願いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時９分休憩
　　　午後３時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　犯罪の捜査の関係しているかしていないかも含め
まして、具体的内容につきましては捜査上支障が出ま
すので、答弁を差し控えさせていただきます。
○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時10分休憩
　　　午後３時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　答弁調整が必要ですので、20分間休憩いたします。
　　　午後３時13分休憩
　　　午後３時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前の新垣新君の再質問に対する答弁を願いま
す。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。

　まず談合問題の概要についてお答えいたします。
　平成17年６月に公正取引委員会の立入検査が行わ
れまして、平成14年４月15日から平成17年６月13日
までに締結された契約を対象として、平成18年３月
に排除措置命令、課徴金納付命令が出されました。こ
れを受けまして県は、平成21年３月に課徴金納付命
令を受けた特Ａ企業125社とＪＶの構成員であります
Ａ企業51社に対して違約金等の請求を行っておりま
す。企業からは、平成20年８月に特Ａ企業94社が調
停申立てをして以降、数次にわたりまして調停申立て
がございました。平成22年から24年９月までの各県
議会におきまして、調停案に対する同意議決を経まし
て調停が成立しております。調停が成立した企業は、
全てで153社、特Ａ企業が110社、Ａ企業43社でござ
います。
　御質問の照正組におきましては、２つの工事でそ
れに該当しておりまして、その違約金については平成
26年までに全て納付済みということでございます。
　以上です。
○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時56分休憩
　　　午後３時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　照正組に対しまして、２件の工事で請求した金額の
合計は6091万395円となっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　その内訳、国と県の内訳をお聞かせ
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　２件の工事のうち、
１件が国庫補助事業のようでございまして、その内訳
で国庫が2735万1500円、残りが県債と一般財源とい
うことでございます。
○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時59分休憩
　　　午後４時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　ちょっと……。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時０分休憩
　　　午後４時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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○土木建築部長（上原国定君）　先ほど申し上げまし
たとおり、国費が2735万1500円、残り3355万8895
円が県負担ということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　もう一点、真実と事実を確認いたし
ます。
　土木建築部長に伺います。
　去年まで2005年に談合を行った特Ａ会社の名前
が、ずっと公表されていたらしいんですけれども―
事実確認ですけれども、何か今年の１月ごろから削除
されているみたいという情報があって、その事実確認
も伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時１分休憩
　　　午後４時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　この談合問題につきまして、土木建築部のホーム
ページで情報を削除したということについては、
ちょっと今確認ができておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　分かりました。
　知事に伺います。
　今コロナで亡くなった方もいらっしゃいます。そし
て感染して苦しんでいる方もいます。シニハンジャー
して会社も大変、従業員も大変と苦しんでいる人もい
ます。そして沖振法という10年の大事な、沖縄県に
とって大事な時期。そして知事には副知事の起用の重
い任命責任が私はあると思うんです。
　ぜひ知事、この件に対して知事の感想をお聞かせ願
いたい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時４分休憩
　　　午後４時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　現在、コロナウイルス感染
症と現に闘っていらっしゃる方々、医療現場で奮闘さ
れていらっしゃる方々、そしてこのコロナウイルスの
１年余にわたる長い蔓延のために多大な影響を受けて
いらっしゃる方々、全ての方々が一日も早くこのコロ
ナウイルスを終息させて、未来の新しい姿を描いてい
きたい。だからしっかり頑張ろうということで取り組
んでおられると思います。そのことについては、我々
沖縄県も全身全霊でその経済の回復と人々の暮らしを

支えていくということに専念をしていきたいと思いま
す。
　なお、今回の副知事人事ですが、富川副知事がこの
たび任期を迎えられるということから、その後任の副
知事として、沖縄県商工会連合会会長等を歴任された
ほか、沖縄県教育委員会委員長、県政策参与を務めて
おり、豊富な知識や経験から副知事として適任である
ことから、議会の同意を得て選任したいと照屋義実氏
を提案したものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　知事、私の質問の中で答弁漏れがあ
ります。任命責任はどう感じていますか、伺います。
（発言する者あり）　提案責任です、すみません。訂正
します、議長。
　提案責任をどう感じていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時６分休憩
　　　午後４時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私は今回の提案については、
これまで民間企業の経営にも携わられた実務経験を生
かし、議員おっしゃるとおりこのコロナ禍で非常に厳
しい状況にある県経済の回復はもとより、本県の各産
業分野における施策を推進し、本県の振興・発展に取
り組まれるものというように期待するものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　この問題はこれで終わりますが、私
はこの提案問題に非常に苦しんでいます。今の私の質
問の中で。私以外の議員も同じように考えて苦しんで
いる人もいると思います。その辺は、当日の採決で決
まることですので、これでとどめたいと思います。次
に移らせていただきます。
　議長、休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時７分休憩
　　　午後４時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　すみません。平和の道の件、県道な
んですけれども、去る２月に謝花副知事宛てに糸満市
議会、糸満市長、関係各位が伺いました。真栄里から
喜屋武線がほぼ100％の同意に向かっている状況で、
予算をつけてくれと。その整備の状況はどうだったの
か。副知事は沿えるように頑張りなさいと担当課に指
示しましたが、その説明はどうなっていますか伺いま
す。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時７分休憩
　　　午後４時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　今議員からございましたように、私のほうで市長は
じめ、そこには新垣議員、そして玉城議員も同席して
おりました。あと自治会の会長もいらっしゃって強い
要望を受けました。県としまして、やはり地元の声が
いかに大きいかということで、しっかりと取り組む必
要があるというように認識したところでございます。
一方でまた、用地交渉の課題があるということもあの
ときにいろいろ議論の中で出ていたと思います。そう
いったことも含めて、今土木建築部のほうでいろいろ
地権者の方との意見交換について、コロナ禍の緊急事
態宣言の状況もあったものですから、なかなか途絶え
ておりますけれども、その対応の仕方などについて検
討させていただいているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　すみません。副知事答弁漏れのとこ
ろがあるんですけれども、私から申し上げます。
　私が今述べているのは、真栄里から喜屋武線の土地
の同意がもうほぼ100％になって、予算をお願いしま
すと。来年の夏頃に大型リゾートホテルがオープンす
ると。道が通らないと観光客が泊まりにくい、混乱す
ると。副知事は地域住民の方や、市会議員の関係者、
市長の言葉もお聞きになったと思います。その件に関
して、なぜ予算がつけ切れなかったのかということも
含めて再度答弁願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時10分休憩
　　　午後４時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　確かに喜屋武―真栄里の工区は、用地買収はかなり
進展しておりまして、事業の終盤には来ておりますけ
れども、全て解決したわけではございません。約９割
程度ということで、できる限り工事ができる範囲はや
る計画でやっていきたいと思っておりますけれども、
全体的な事業スケジュールも考慮しながら、できる限
り予算もつけまして進展を図りたいというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　じゃ、令和３年度中にできると私は

理解してよろしいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　なるべく早めに完成
させるように、部を挙げて整備の推進に取り組みたい
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　なるべく早くといって、ハード交付
金が足りないからこの事業が前にいかなかったと、な
ぜ部長、正直に言ってくれないんですか。これ国に要
請に行く事項になっているんですよ、簡単に言うと。
県は持ち分あるんだけれども、ハード交付金が足りな
いと。そこでもう部長は、３月で退職されます。本当
に御苦労さまです。
　改めて副知事、新しい担当部長と速やかに予算を成
立後に国にこの道路―来年ホテルができるんです、
500室の。沖縄一のホテルができます、リゾートホテ
ルが。21世紀ビジョン、アジア戦略構想に沿ってい
ますこの問題。ぜひ一緒に県が国に要請して、獲得し
て、来年ホテルができるものですから、オープンに向
けて頑張るという決意と意欲をお聞かせ願いたいで
すけれども、いかがですか副知事。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　議員おっしゃるとおり、この平和の道線は、沖縄振
興公共投資交付金―通称ハード交付金と呼んでお
りますけれども―その予算をつけております。ハー
ド交付金ですけれども、県のほうで予算の配分を行っ
ているということで、県の中でしっかりと事業全体の
進捗状況を勘案しながら、選択と集中でもって事業を
推進するように予算の配分を行っているというとこ
ろでございまして、これは国のほうに予算成立後に要
請に伺って増額をお願いするといった種類の予算で
はないということは御承知おきいただきたいと思い
ますが、なるべく用地買収がうまくいっているところ
には、しっかり予算をつけて工事を進捗させるという
ことは当然でございますので、この辺は努力したいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　理解いたしました。
　実は、この真栄里―喜屋武線、もうあと１筆、ほぼ
100％に近づいています。ですから一日も早く県がで
きる範囲のハード交付金でぜひ整備を頑張っていた
だきたいと思いますけれども、副知事、改めて担保を
取るために伺いたいと思います。
　お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
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○副知事（謝花喜一郎君）　予算の配分の件は、今土
建部長から答弁していただいたとおりです。これもう
県に配分されているものを国にお願いしてというのは
ちょっと厳しくて、上原部長からありましたように選
択と集中で対応したいというような答弁がございまし
た。私もしっかりこの分については、自治会長の言葉
が私には重く響いてございます。そういったことも含
めて、地域の方々に御負担をおかけしないように、しっ
かりと取り組んでまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　ありがとうございます。
　議長、ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　知事、先ほど子ども生活福祉部長か
らお話を受けて、認可と無認可の格差、この金額の開
き、どう感じていますか。改めて答弁を求めます。
　ちょっと待って待って、今言っているんだから。知
事はどう受け止めているかと聞いているんで、それぐ
らい分かってください。議長、整理してくださいよ。
部長の答弁を受けて、県知事、この格差をどう思いま
すかって聞いているんですから。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　認可保育
所等につきましては、国、県、市町村のほうからの給
付費の負担がございます。そのような観点から少し先
ほども申し上げましたように、給付の額というのは開
きがあるというところでございます。
　県におきましては、認可外保育施設の認可化とこれ
まで取り組んできたところでございまして、引き続き
市町村の子ども・子育て支援事業計画にのっとった保
育の受皿体制を整備していくよう、市町村の取組を支
援したいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　理解いたしました。ちょっと理解に
苦しむところもあるけれども。
　次、２月18日に提出した認可外保育施設利用者へ
の新型コロナ感染症対策支援及び認可保育所との保育
格差是正を求める要請文、認可外保育施設連絡協議会
が出しています。その１点目と２点目、今述べていた
だけますか、伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時16分休憩
　　　午後４時21分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　大変失礼
いたしました。
　令和３年２月18日付で、沖縄県認可外保育施設連
絡協議会から、認可外保育施設利用者への新型コロナ
ウイルス感染症対策支援及び認可保育所との保育格差
是正を求める要請ということで、文書を頂戴してござ
います。
　要請の要旨といたしましては、１つ目が認可外保育
施設利用者への新型コロナ感染症対策の支援につい
て、２つ目が認可外保育施設利用者への認可保育所と
の保育格差是正についてというところでの２点でござ
いました。
　理由も読み上げますか。
○新垣　　新君　それを受けて答弁を求めると言って
いるじゃないですか、私。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　まず１点
目の認可外保育施設利用者への新型コロナ感染症対策
の支援についてでございますけれども、保育施設、児
童福祉施設への新型コロナウイルスの感染症対策に関
する支援につきましては、認可外保育施設も含めて認
可保育所等含めて、感染防止のための衛生用品の購入
の経費であったり、あるいは職員の感染防止対策の実
施手当に関する経費だったりというところを９月補正
で約９億円、今議会にも補正措置で約２億円ほど計上
させているところでございます。こうした予算を確保
しながら、支援に当たっているところでございます。
　また２点目の認可外保育施設利用者への認可保育所
との保育格差の是正につきましては、先ほども答弁さ
せていただいたんですけれども、県としましては認可
外保育施設を利用する入所児童の処遇の向上、保育の
質向上のための各種補助金を支出しているところでご
ざいまして、保育の無償化に伴いまして先ほど後段の
ほうで答弁をさせていただきましたように、無償化に
要する利用給付というのが給付されることになってお
ります。その給付の対象となるように、基準の達成に
向けた支援を引き続き取り組んでいきたいと考えてお
ります。
○新垣　　新君　議長、休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時24分休憩
　　　午後４時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　各市町村
におきましては、認可保育所等で児童を受け入れるた
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めの保育の受皿体制を整備するとして、子ども・子育
て支援事業計画を立てて取り組んでいるところでご
ざいまして、県といたしましては市町村の取組を支援
していくというところの立場でございます。地方単独
施策によるいわゆる準認可園制度につきましては、国
による負担金がないものですから、地方自治体の財政
に関する負担が少し大きくなってくるというのが課
題であると認識しております。この準認可制度につき
ましては、保育の実施主体である市町村の意向がまず
重要であると考えておりますので、その辺りは市町村
が立てた子ども・子育て支援事業計画の支援を行うと
いう形で取組がなされるものと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　９月の答弁からすごく後退しまし
たね、今の部長の答弁は。待機児童の受皿は認可で外
れたから認可外が受皿になっているんですよ。その支
援について謝花副知事は考えていくって言ったんで
す、前回の９月で。今うなずいていますよ。今後退の
発言ですよ。だから市町村でも手に負えない、財政が
厳しいから県でやってくれと言っているんですよ、前
回も。かなり後退していますよ。
　担当副知事、その件に向けてぜひ検討、準認可制度
に向けて今回２点あるんですけれども、まず１点目、
この３分の１の運営補助金、県としての。その検討を
考えていただきたいんですけれども、副知事、担当副
知事として答弁を求めます。これは副知事ですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時26分休憩
　　　午後４時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　無認可保育所の処遇の改
善というのは重要だということで、それで私も前回の
ときに、そういった取組は重要だというように答弁を
させていただきました。今、３分の１の運営補助と
いうものは、私正直初めて今回お聞きしましたけれど
も、この件につきましては部内で今いろいろ議論を
やっているところでございます。そういったものを
しっかり検討していただいて、また県としてどういっ
た対応ができるか。これは市町村との関係もあるとい
うような話もありますので、そこも踏まえて県として
の考えを整理してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　県は、３分の１払う、市町村も３分
の１払う。まず県からやってほしいということなんで
すよ。今市町村を相手にしていないんですよ私は。県

を相手にしているんですよ。ぜひこの検討を頑張って
いただきたいということを強く申し上げます。
　次に、今年２月24日に県内の待機児童、10月時点
のものが出ました。待機児童、2322人。この中の顕
在が2322人、潜在的な待機児童数はどれぐらいの形
で県は見ていますか、伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時28分休憩
　　　午後４時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　令和２年
10月１日現在の、潜在的待機児童数は、合計で3323
人となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　そこで受けて、ゼロ歳児から２歳児
の待機児童数が多い。そしてこの約7000名の子供た
ちが認可外にいます。これも潜在的に含まれています。
　そこで知事に提言したいと思います、副知事でも構
いません。
　私は、待機児童、一日も早くスピーディーにパワフ
ルに解決に向かって提言しますが、この問題、金城泰
邦前県議も一生懸命同じ委員会でも何度も何度も訴
えてきました。沖縄型の保育特区を築くべきだと。そ
れはゼロ歳から２歳児まで、今、現にある認可外保育
所の施設の中にゼロ歳から２歳児の小規模を与えて、
規制緩和を行っていくという形で頑張っていただき
たいんですけれども、改めてこの問題、ぜひ新しい形
で特区制度と規制緩和を目指してゼロ歳児から２歳
児、今の現認可外施設の中に、小規模保育所という施
設を規制緩和してくれと国に要請して、待機児童を減
らしていくということを働きかけることはいかがで
すか。頑張る意欲はどうですか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時30分休憩
　　　午後４時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　小規模保
育事業につきましては、19人以下のゼロ、１、２歳
ということで地域型保育ということで、市町村が認可
をするような施設になっております。要件等様々な
ものが国で定められておりますので、基本その要件に
沿った形で認可がされていくところではございます。
ただ議員おっしゃるところの、認可外の一部を小規模
事業として……
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○新垣　　新君　施設の中を。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　その辺に
つきましては、これから具体的にどういった御提案な
のか少し確認をさせていただきながら、市町村の意向
等も確認して少し研究をさせていただきたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　市町村との連携は本当に大事です。
ですから今認可外施設の中に、ゼロ歳児から２歳児の
小規模保育19名以下を入れてあげる。そうすること
によって、サービスも変わります。認可外と認可の経
営の問題も緩和されてきます。このサービスの格差の
是正も。メリットがあるんです。ですから国に対して、
規制緩和を働きかけて、今の待機児童解消を目指して
ぜひ頑張っていただきたいということを強く申し上げ
てもう一度答弁を求めます。
　検討してくれますか、くれませんか。いかがですか、
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　基本的に
は小規模保育事業、例えば認可外から小規模保育事業
に移行するところはたくさんあるところですけれど
も、どのような形で区分をするとおっしゃっているの
かについて、少しイメージも確認をさせていただきな
がら研究させていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　国は、本当に待機児童解消のため
に、あらゆる手段を行使して対策をやっていくと。安
倍総理から今の菅総理まで同じことを言っているんで
すよ。だから沖縄型の保育、規制緩和ということを県
がしっかり考えていかないと、市町村と連携して主体
性は県が取って、こうするんだと条例もつくって制度
設計もつくって、規制緩和をしてこういう時代変えて
いかないと、いつまでもこうやってだらだら続きます
よ。だらだら来ますよ待機児童も。もっとスピーディー
にパワフルに規制緩和、ぜひ今の認可外の施設の中に
一部小規模保育を与えるという形で頑張っていただき
たいということを強く申し上げます。
　私も国と我が党ともかけ橋になってこの問題におい
て、待機児童ゼロを目指すために子を持つ親の立場か
ら頑張りますので、ぜひ共に行動していきましょう。
よろしくお願いします。
　次に変わります。
　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時34分休憩

　　　午後４時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　我が党との関連質問、照屋守之議員
が述べた、中国海警局の問題です。
　知事、知事はアメリカと対話したいと言いますけれ
ども、中国となぜ対話をしないんですか。知事は国会
議員時代に、習近平副主席―当時会っています。そ
のパイプを生かして、小沢先生が200名以上の国会議
員を連れて中国に行っています。その中に知事も含ま
れている、ぜひ知事そのパイプを生かして、平和的解
決、中国に知事が平和のかけ橋となって頑張っていた
だきたいんですけれどもどうですか。アメリカへの
この抗議に対し、一定の評価はしますよ私も。でも中
国に対して対話での交渉何も入っていない、施政方針
に。ぜひ知事頑張っていただきたい、いかがですか。
アメリカには対話対話って中国には何もやらないんで
すか。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時35分休憩
　　　午後４時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員の質問の中に、私が衆
議院議員時代のお話がありましたのでその点を含めて
お答えいたします。
　確かにあのときには、長城計画という民間の皆さん
と一緒に中国との経済交流、人材交流、様々な交流の
チャンネルをつくろうということで私も行かせていた
だき、あのときは胡錦濤国家主席だったと思うんです
けれども、要人の方々と短い時間ですけれども同じ会
場で写真撮影をしたりということをさせていただきま
した。直接お話をさせていただいたわけではありませ
んが、それ以降も本島においても様々なチャンネルを
使って中国との経済外交をなさっていらっしゃるとい
うことは、るる報道でもなされています。
　沖縄県としても、中国をはじめ東アジアの共同体的
な国々とこれからもしっかりと人材交流、経済交流を
進めていくということにおいては、同じ考え方を持っ
ておりますので、そのような様々なチャンネルをつ
くっていただきながら、国もそれから我々地方自治体
も平和外交を基準にしてあらゆる交流を進めていけれ
ばというように考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　私がなぜこの提案をしたかと言った
ら、沖縄県知事が動くというのは、メッセージは相当
強いんですよ、世界中に。あれだけ世界で悪いことを
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して暴挙をしている中国に対して、沖縄県知事が行く
というメッセージは非常に強いんですよ。沖縄県民
はうれしく思うんですよ。知事のリーダーシップを。
だから知事、知事の師匠である小沢先生を通してでも
この尖閣の問題はやめてくださいと。こういう追尾と
か。対話による平和をぜひ知事、先頭になって平和の
かけ橋役となって頑張っていただきたい。知事、ちゃ
んと見ていますか。お伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
　　　午後４時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　尖閣に関する問題につきま
して、県としましては日中双方が対話と協議を通じて
情勢の悪化を防ぎ、不測の事態の発生を回避すること
など冷静かつ平和的な外交によって、相互信頼関係の
構築に努め、尖閣諸島に係る問題の解決に取り組むこ
とが重要であると考えております。引き続き国に強く
求めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　総残時間がなくなりました。
○新垣　　新君　御答弁ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　それではよろしくお願いいたしま
す。
　会派沖縄・自民党の新垣淑豊でございます。
　玉城知事におきましては、常々ジェンダーについて
の関心が高いということで、２月22日にはＷｏｍａ
ｎちゅ応援宣言ということで、女性の活躍ということ
をお話しされております。
　それに加えて内容にはちょっと言及しませんけれ
ども、最近はオリンピック委員会の件とか、県内報道
紙特集の影響もあり、注目が高まっているのではない
かというふうに思っております。
　そこで、実は議会の皆様への提案をさせていただき
たいと思っております。
　沖縄県議会では、議会進行の際に男性は何々君、
女性は何々さんというふうに呼ばれますけれども、実
は私の前職、那覇市議会では新垣淑豊議員というふう
に呼ばれまして、答弁に立つ執行部も何々市長とか、
何々部長という形で呼ばれておりました。小さなこと
かもしれませんけれども、我々の世の中の環境に適し
ていくということが政治というものを、議会というも
のを身近に感じていただけるものにつながると思っ
ておりますので、今後これは会派でのお話になってく
るかと思いますので、ぜひとも御検討いただければと

思っております。
　それでは、質問に入りますけれども、今回一問一答
でございますので、我が党の代表質問との関連も含
め、ちょっと通告とは順序が変わってまいりますが、
御容赦いただきますようお願いいたします。
　まず、我が党関連ですけれども、照屋守之議員の再
質問に対しましての知事答弁において、平成29年２
月に行われた浦添市長選挙において、翁長前知事が那
覇港湾施設の浦添移設に反対している候補の応援に
行ったとありましたが、候補者本人の本年１月27日
のブログにおきまして、４年前の浦添市長選挙に挑
戦させていただいた際に私の公約は、西海岸開発につ
いては現行計画にて１年以内に事業を再開するとい
う内容でした。略ですけれども、恐らく今頃には埋立
ては着工されていたかと思っていますとありました。
当時の翁長知事は、軍港移設浦添推進の立場で、この
選挙応援は、私筋が通っているものだと思っておりま
す。しかし、答弁の内容が真反対なんですね。このよ
うな答弁がなされたということは、私はこれは議会に
おける執行部の答弁の信用性を著しく損なうものに
なるというふうに感じています。
　我々が議会で質問する根幹が崩れるわけなので、こ
の議会の答弁について、何を根拠にしてどのような姿
勢で臨んだのかということについてお聞かせくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　照屋守之議員の質問に対し
て、休憩中の発言で説明をさせていただいたことをも
う一度繰り返し述べさせていただきますが、照屋守之
議員の代表質問における私の休憩中の発言の中で、
４年前の浦添市長選挙における又吉氏の那覇港湾施
設の移設に対する立場について、又吉氏が民意を尊重
し、市民投票を行うことを公約に掲げていたこと、そ
して西海岸開発計画については、軍港と切り離して推
進する姿勢であるということなどを踏まえ、移設には
反対というような意思表示をしていたのではないか
というように捉えた旨を説明いたしましたが、これ又
吉氏本人にも実は私、確認を取らせていただきました
が、又吉氏は市民投票で民意を尊重するということ、
那覇港湾施設の移設については賛成とも反対とも発
言はしていないということでした。
　いずれにしましても、私は建白書の実現などオール
沖縄の枠組みの中で共に取り組んでいただける方を
今回、これまでも応援してきており、今回も同様の考
えに基づき支援をさせていただいたということでご
ざいます。
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○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　今年の女性候補は、たしか民港の移
設についても反対という立場だったかと思いますけれ
ども、その辺りも含めてこの翁長前知事のときとは私
はちょっと異なるんじゃないかというふうに思います
けれども、その辺りについてどうお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども申し上げましたが、
私は建白書の実現などオール沖縄の枠組みの中で支援
をさせていただける候補ということで応援をさせてい
ただいたということです。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　分かりました。
　またこの点については、ちょっと今日は時間もない
ものですから、また何かの機会でお話をさせていただ
きたいと思っております。
　続きまして、仲田弘毅議員の飲酒運転根絶について
から。
　飲酒運転は減少傾向にあるという答弁でございまし
た。これは新型コロナウイルスの感染拡大により、緊
急事態宣言などで外出を控えることも合わさってのこ
とであるというふうに思っております。しかし飲食業
の時短営業によって、これまで飲酒運転撲滅の一翼を
担う運転代行業者も非常に厳しい状況であるというこ
とで、これ私も県への陳情に同行させていただきまし
た。廃業する業者もあるのではないかというふうに言
われておりますが、事業者が減りますと今後このコロ
ナ禍が落ち着いた後も、飲酒運転やそれに関わる人身
事故の増加につながるということも想定されるのです
が、今後この運転代行業者への支援が必要ではないで
しょうかということで、御答弁いただきたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　国や県独自の緊急事態宣
言による経済的影響は、運転代行業をはじめ様々な分
野に及んでおります。
　今議員がおっしゃったように、運転代行業の皆様の
役割といいますか、飲酒運転根絶する、減らすという
意味では大きな役割を担っているものと考えていると
ころです。国が実施する緊急事態宣言の影響緩和に係
る一時金では、県内でも旅客運送事業者等が対象とな
り得ることとなったことから、これらの事業者への周
知及び活用に向けたサポートに取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　ぜひ、こういった事業所の方々に少しでも支援が届

けられればと、届くことになればと思っておりますの
で、よろしくお願いいたします。
　それでは、離島振興ということで今年初のオンライ
ン開催となった離島フェアの件でございます。多くの
方がウェブの特設サイトを訪れたと報道で目にいたし
ました。
　今回の来場者数と販売実績をお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　今回の離島フェアはコロ
ナ禍にあって、コロナを島に持ち込まない、持ち込ま
せないをコンセプトにウェブを通じてオンライン開
催、これと併せて県産品を販売する既存店において代
理販売を行ったものです。
　公式サイトにおいては、約37万回のページビュー
で、多くの方がウェブを通じて離島の魅力に触れてい
ただいたものと認識しております。また、公式サイ
トでの販売等による総売上額は、２月12日時点で約
550万円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　550万円、これは想定よりも多かったのか、少なかっ
たのかということと、もう一点、このオンライン開催
を行ったということで課題は何かございましたでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　まず、売上げについてで
ございます。
　昨年まで―昨年は奥武山で開催しましたけれど
も、出店事業者数が121団体ございました。今回は出
店事業者数は40社ということですので、３分の１程
度になったということです。売上高ですが、先ほど
550万円と申し上げました。昨年は121社で約9000
万円弱ということでございます。事業者数の減少に比
べると、売上額は大分落ちてしまったというところに
なろうかと思います。
　それから課題ですけれども、離島フェアが今終わっ
たばかりですので、検証はこれからというところです。
ただ、ウェブで販売する際に必要となる正確な食品表
示に対応する必要がございましたが、離島事業者の皆
様へ研修等実施したものの、時間的制約もあり十分で
はなかった事業者があったこと。これらが事業者数の
40社という参加者の少なさに表れたのかなというこ
とで今課題として考えているところです。
　加えて通信販売ですので、送料、それから販売手数
料、例年の実施方法では不要だった費用が価格に上乗
せされ、購買者の負担感が増えた。それから離島フェ
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アを御利用いただいていた高齢者の方々、これらの
方々についてはウェブ環境に慣れていらっしゃらな
いということも課題として挙げられると考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　ワクチンの接種が進みまして、少し落ち着いた際に
は―実は離振協の宮里会長からもリアルとウェブ
の両方開催をしたいというようなお話を伺っており
ます。そうすればオンラインで期間を延ばすというこ
ともできますし、普段からＰＲすることもできるだろ
うということと、後は先ほどありましたように現地に
行くとついで買いというか、ついつい買ってしまうん
ですよね。そういったこともありまして、経済効果が
非常に高いというふうに思っております。ただ、両方
やるとなると結構運営厳しいよということですが、端
的に言いますと、もっと予算つけてほしいというふう
に言われております。この点いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　まずは今回の離島フェア
の実施状況についての検証が先だと思っております。
今後の離島フェアの実施に当たりましては、今県が費
用負担で申し上げますと、実行委員会2100万程度、
それから市町村300万程度、それから離島振興協議会
100万、その後出店する事業者の皆さんの協賛金等で
賄っているところでございます。
　現行の負担の在り方も含めて、どのような負担の在
り方ができるのか、課題の検証を踏まえた上で検討し
ていくものというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　離島振興というものは非常に大事
だと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたし
ます。
　離島の商品、非常に人気だということで、私もわし
たショップの方とお話をしたんですが、先ほどおっ
しゃっていたように、食品表示など販売体制がなかな
か整わない、供給体制が整わないということで、この
６月にはＨＡＣＣＰの義務化、これが完全義務化にな
ります。こういったものもしっかりと支援をしていた
だいて、また今後、離島の産業振興の上でＩＣＴを活
用しての振興など、ぜひ研究をしていただきたいと。
また取組を支援していただきたいというふうに思っ
ておりますが、この辺りいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　まずＨＡＣＣＰについて
でございます。

　今回、離島フェアの開催に当たって、ＨＡＣＣＰに
沿った衛生管理が義務化されるということで、出店事
業者に対しては、離島フェアの開催事務局が委託事業
者を通して研修会を開催したところで、その他保健所
においてウェブでのセミナー等を実施しているとこ
ろです。これについては義務化されることですので、
これは徹底されるべきものというふうに考えており
ます。
　もう一点、ＩｏＴを活用した取組ということでござ
います―ＩＣＴですね。新たな離島振興計画にあっ
ても、関係人口を増やしていくということを今考えて
おります。離島の条件不利性である遠隔性、散在性。
これらの条件不利性を軽減する、これをＩｏＴ・ＩＣ
Ｔの利活用が非常に有効だと考えておりますので、こ
れらの取組を通して離島振興を図っていきたいとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。ぜひお願い
いたします。
　そして離島なんですけれども、もう一点、久米島町、
こちらで先ほど新議員もおっしゃっていましたけど、
海洋深層水のお話がございまして、この大型取水管導
入事業に県がどのような関わりを持って進めていく
のかということをお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　久米島町が事業主体とし
て計画している海洋深層水取水施設の新設について
は、離島の特色ある資源を活用した地域振興の観点か
ら重要であると認識しております。しかしながら、取
水規模が現在の10倍以上で、総事業費が160億円規模
の財源調達方法や、施設の運営主体等を明らかにする
必要があると考えております。
　県としましては、引き続き様々な観点から意見交換
を行うなど、技術的な助言を行ってまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　久米島ではいろんな食品であったりとか、エネル
ギーの創出もしたいというお話がございました。
　実は玉城知事の公約集「新時代沖縄」、こちらのほ
うにも久米島の海洋深層水ということが「クリーンエ
ネルギーの推進」というところに記載されておりま
す。知事はこの公約集にどのような思いを持って入れ
込みをしたのかということについてお聞かせいただ
けますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今久米島で行われておりま
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す海洋深層水については、様々な利用が広がっていく
であろうということと、やはり地域でそのような主体
的な事業が行われることによって地域の活性化に必ず
つながっていくということがあります。ですからこの
久米島における海洋深層水の今やっていることに関し
ましても、県のほうからまた技術的な様々な支援が可
能かどうかについて話を伺っているところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　もちろんこの公約に着手をしてい
るということで、いろいろと知事もお話しされるもの
ですから、ぜひそこは前向きに取組をしていただきた
いというふうに思うんですけれども、この点いかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　久米島町がその事業主体と
して計画している内容に関しましても、まず十分意見
交換をしてまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　今、久米島町が事業主体ということ
ですけれども、久米島町、160億の予算、その裏負担
をつくるのはなかなか難しいと。やっぱり町の予算
じゃなかなか厳しいというお話でございましたので、
ここはしっかりと県がどのような関わりをするのかと
いうことについて考えていかなければいけないという
ふうに思っております。そういった仕組み自体の輸出
というところも含めて、今後やはり我々は外貨を稼い
でいかなければ生きていけませんので、ぜひその辺り
を考えていただきたいということで、最後にこの件に
ついてコメントいただきたいと思います。よろしくお
願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　冒頭申し上げました課題
が多々ございます。まずはこの課題の整理に努めて、
久米島町の事業計画の実現可能性を高めるということ
で取り組んでまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　分かりました。
　ぜひ、これは実現可能性を高めていって、またほか
の地域の参考にしていただけるようなものになればと
いうふうに思いますので、これもよろしくお願いいた
します。
　続きまして、我が党の下地康教議員の代表質問関連
から、離島福祉医療の充実についてということです
が、下地議員が最後の所感に述べられましたように、
離島医療の脆弱性というものが今回の新型コロナウイ
ルスで改めて浮き彫りになっております。コロナ対

策でアメリカでは、ロサンゼルスには動く総合病院と
言われているマーシー、ニューヨークには同型のコン
フォートという病院船がそれぞれ出動したというふう
に聞いております。
　1000床という非常に大きなものですけれども、こ
こまで大きなものではないんですけれども、島々の多
い日本、特にこの沖縄では私は必要ではないかという
ふうに思っております。
　現在、防衛省の事業として病院船を活用できるか検
討するということで、調査事業がなされております
が、この病院船の運営、人的なものだったりとか場所、
予算、平時の運用とかこういったものが非常に課題が
あるということで、河野太郎大臣との意見交換をさせ
ていただいたときにも、国が造ると言っても沖縄に拠
点港を誘致するには、沖縄県の覚悟も必要だよという
ようなお話でありました。平時には離島診療や定期健
診などを行うということもできますし、県民の健康の
ため、そしてまた今後ひょっとしたら新たな感染症と
か大規模災害というときに、危機対応ができるのでは
ないかというふうに思っております。
　知事の所信にも国際災害救援センターを設置すると
いうふうなものが書かれておりましたので、私はキー
になるものではないかと思っております。
　港の整備も含めて、沖縄の産業の刺激にもつながる
と思っておりますが、沖縄県から病院船の実現を要請
し、拠点港としての誘致をしてはというふうに御提案
させていただきたいと思いますがいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　病院船につきまし
ては、議員もおっしゃいますとおり現在内閣府におい
て病院船の活用に関する検討会を設置し、陸上医療機
関との役割分担、それから災害発生時の要員の確保、
平時の活用方策、コスト面、機能面を含めた病院船の
必要性などについて検討が行われております。また、
厚生労働省では自然災害等発生時における役割を整理
するとともに、医療法など制度上の位置づけにも留意
しながら調査検討が行われていると認識しております。
　県としましては、国の検討結果、それから今後公表
される内容について情報収集してまいりたいと考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　すみません。
　僕は要請しないのかということについてなんですけ
れども、これは県知事が国際災害救援センターも設置
したいというふうにおっしゃっているので、私はぜひ
これがあったらいいなと思っているんですけれどもい
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かがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　国際災害救援センターにつ
いても、災害救援から平常の交流等幅広く検討をして
いくということが重要であろうと思います。
　実は私も、これも衆議院議員時代のことですが、こ
の病院船議連に参加をさせていただいて病院船の必
要性について多くの先輩方や専門家の方々と意見交
換をさせていただきました。県としても離島を抱えて
いる沖縄県の特殊事情などを踏まえて、どのように検
討を進めていくかということもまた様々に意見交換
をさせていただければと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ぜひこの提案を私の任期の間も
しっかりとまたさせていただきたいと思っておりま
す。
　次は首里城の火災なんですけれども、令和３年度は
首里城の復旧・復興に向けた取組推進がなされるとい
うことで、県民に対してもとても明るい話題を提供す
ることになると思いますが、県民が気持ちを一つにす
るためにはまだ残っている課題があります。昨年６月
の私の一般質問で伺いました飛び火により罹災した
イベント業者に対して、知事答弁で「何らかの形でサ
ポートできないかということも含めて検討してみた
いということで指示を出した次第」とありました。そ
の検討した結果というものを伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　議員が御
指摘になりました首里城火災で罹災したイベント事
業者に対するサポートということで、いろいろ庁内で
検討させていただきました。そして業者の方とも意見
交換などもさせていただいて検討を重ねました。その
中で、沖縄美ら島財団の加入する保険が活用できると
いう報告を受けましたので、去る１月、先々月イベン
ト元請事業者、それから機材等が焼失した下請事業者
に対しまして、土木建築部、文化観光スポーツ部、そ
れから沖縄美ら島財団の３者が合同で状況の報告、意
見交換などを行っております。この話合いでは、補償
ということではなくて、業者支援の観点から何らかの
方策ができないかということを引き続き検討すると
いうこととともに、首里城の所有者である国の対応に
ついて確認をするということとされております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　なかなかやっぱり国も厳しいなと
いうような答えをいただいているかと思います。これ
は失火責任法という法律がありまして、その法律の下

でなかなか火事の被害が補償できないということが
あります。実はその法律をちょっと調べさせていただ
いたんですけれども、最近では立法当時の趣旨とは状
況が異なるということで、実は民法709条の失火責任
法ではなく、717条の土地の工作物などの占有者及び
所有者の責任というものを適用するということも判
例で出ているということを言っておりました。知事が
担当部局に何とかならないかとただ言うのと、支払え
る、どうにかサポートできる根拠を探せというもので
は進み方が変わっていくと思うんですね。知事は実際
にどういったことを指示で出されたんでしょうか。こ
れ知事だよ。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　知事から
は法的な責任ということが一番根拠になるんですけ
れども、そういったことも含めて何らかの形で業者の
方に支援ができないかといったような御趣旨の指示
だったというふうに記憶しております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　今申しましたようにちょっと軽い
んですよね、指示の出し方が。例えば、火災再発防止
検討委員会の中間報告ではいろんな要素があって、放
水開始が遅れたとか出ています。これは管理の問題で
すよね。管理に瑕疵があったということで、これ717
条、使えないかというふうにこういう実際的な指示が
あったのかどうか。何とかならないか。この事業者の
ために何とかお金を出せないかということを実際に
指示があったかどうかです。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　この辺り
のことも含めて事務方のほうで法的な整理というこ
とも含めて、それ以外の業者に対する支援というの
ができないものかどうかといったようなことをこち
らのほうでいろいろ、文化観光スポーツ部もそうです
し、土木建築部のほうでも意見交換を重ねながら検討
してきたというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　これは知事にお答えいただきたい
んですけれども、役人、いわゆる公務員の職員の皆さ
んは判断はできます。これをいろんな事案などを重ね
て、法的なものがあります。だけど決断するというの
はなかなか難しいわけですよ。しっかりと誰も取り残
さないと。これは僕はキャッチフレーズ、とってもい
い言葉だと思っておりますけれども、実際に首里城の
火災というものを考えたときに、今から復興されます
よ。だけどそこで取り残されて素直に喜べない人がい
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るわけですよ。それについてどうお考えでしょうか、
知事。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど文化観光スポーツ部
長から報告がありましたとおり、私からは様々な観点
からその支援を検討してくださいということで、指示
を出させていただきました。ですから、法律上、例え
ば補償ができないのであれば事業支援という形でもい
いと、その皆さんが希望が持てるようなそういう支援
も想定しながらあらゆる方向で検討してくださいとい
うことで指示を出させていただきましたし、部局間で
連携していろいろなことを現在話合いも進めていると
いうことも報告を受けています。ですから、あれから
かなり時間はかかっておりますけれども、この意見の
中からまずは次につながる、次の文化の創造と業者の
方々の育成につながるようなものにしていくというこ
とでは、さらなる検討を深めていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　もう１年半たつんですよね、そろそ
ろ。１年半たっても何も結論が出ないということは、
まさしく取り残されているわけですよ。そういうこと
をやっぱり知事は決断していただきたいというふうに
私は思っております。
　どうぞよろしくお願いします。
　続きまして、観光業界、ここも今我々に対してのい
ろいろな要請が来ております。観光業界というのは本
当に厳しい。壊滅的な打撃を受けているということは
もう周知のことだと思いますが、私も観光関連産業の
出ですので人ごとではないというふうに感じておりま
す。観光業をリーディング産業としてきた沖縄県です
けれども、この観光産業についてどのような支援をし
てきたのかということで、まず国からの1100億円を
含む1700億円の補正を15次にわたって行ってきたと
ありますけれども、新型コロナウイルス感染症対応臨
時交付金で令和２年度はどのような施策を行ってきた
のか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　観光業界
に対する支援ということで回答させていただきます
と、まず、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を
奨励するということで、感染症拡大防止対策に取り組
む中小企業の皆様方に対して、10万円の奨励金を給
付する安全・安心な島づくり応援プロジェクトとい
うものをはじめといたしまして、域内需要の喚起策、
おきなわ彩発見キャンペーン事業ですとか、家族でＳ
ｔａｙ�Ｈｏｔｅｌ事業、おきなわ彩発見バスツアー

促進事業などを実施いたしました。それから現在、那
覇空港でのこちらへの渡航者のうち希望する方々に対
してＰＣＲ検査を実施しておりますほか、２月補正予
算で、県内の観光体験商品の利用促進のためのおきな
わ観光体験支援事業というものを計上しております。�
　それから国の雇用調整助成金への上乗せを行います
沖縄雇用助成金も観光事業者の方も含めて実施をして
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　この1700億円の補正というものの
中で、観光事業者に対して支援をされたのはどれくら
いの割合になりますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　観光産業
への支援策等ということでございましたけれども、ま
ず文化観光スポーツ部で措置した額というのが、おき
なわ彩発見キャンペーン事業それから安心・安全の島
づくり応援プロジェクト、バスツアー促進事業、修学
旅行緊急時支援事業を含めまして、大体35億円となっ
ております。それから先ほど申し上げました県単融資
事業、沖縄県の雇用継続助成金を含めますと約46億
円という試算になっております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　この観光は県内の総生産等の中でど
れくらいの比率を占めている業界ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　今ちょっ
と詳細な資料持ち合わせておりませんけれども、恐ら
く10％程度だったかというふうに記憶はしておりま
すけれども。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　観光要覧に載っておりますので、御
確認ください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時11分休憩
　　　午後５時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　これ元年
度の数値でございますけど、13.3％となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　そうなんですよ。北海道が5.8％、
東京都が4.3％ということで、沖縄県、非常にこの観
光の占める割合というのが大きいです。だからこそ、
この観光に対してはしっかりと手当てをしていただき
たいというふうに思っております。
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　実は、今、沖縄県はちょっと前から量を追いかける
より質に転換というようなお話がございますけれど
も、今ＯＣＶＢが250万人になりましたと―2020
年度ですか―なりそうですというお話がございま
すけれども、これは30年前の数字と一緒ですよねと
いうお話です。しかしそのときと比べまして宿泊施設
などはかなり大きく変わっていると思うんです。実際
にどれくらい変わっているかというと大体５倍くら
いになっているだろうというふうに言われておりま
す。ということは、今さら量から質へというふうに言
われても、そこに対してお客さんが少なくなったらそ
れは観光施設ダンピングしますよ。安くしますよ。そ
うなると、県が今考えている量から質というものでは
なくて、値段が逆に下がっていくんじゃないかという
ふうにこれは私思います。だからこそ、今質だけでは
なくて、これ量も追いかけないといけないと思ってお
りますけれども、この点についていかがお考えでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　まさに議
員おっしゃったとおりだと思います。実は量から質
へというフレーズを最近よく使わせていただきまし
て、国のほうもそういうことを標榜しているわけです
けれども、これは何も質だけを追い求めるということ
ではなくて、今までどちらかというと、ややもすると
入域観光客数を増加させましょう、1000万人目指し
ましょうといったようなハワイに追いつけ追い越せ
といった形でそういったことにどちらかというと重
きを置いてきたところ、これからは議員おっしゃった
ようにやはり質を高めて付加価値を高めていくよう
な観光にしていく必要があるということで、そこに軸
足を移すけれども、同時に入域観光客数あるいは宿泊
数、滞在日数の増加、そういったことも併せて求めて
いくといったようなどちらかというとバランスは質
に移すけれども、量も併せて追い求めていくといった
ようなスタンスに変えていこうという趣旨でござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　じゃ 2021年度どれぐらいの観光客
をこの沖縄に招こうと思っていらっしゃるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　今まさに
その辺りも含めまして第６次の観光振興基本計画を
策定途中でございます。アドバイザリー会議といいま
して、観光業界の方々ですとか有識者を交えた会議を
設けまして、そこで議論を重ねていくところでござい

ますので、今議員おっしゃったことも含めて、３月中
には結論を出したいというふうに思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　観光基本計画、何年から何年までで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　令和４年
から10年の計画をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　今何年ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　令和３年
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　今、観光事業者はとっても苦しんで
いるんですよ。それで１年間計画待ってくれって言
うんですか。持続可能、持続なんかできるわけないん
だよ。もっと急いでやる。それをしっかり知事が先頭
切ってやらないといけないんですよ。どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私この間も答弁させていた
だいておりますが、県はこれまで14次、15次にわた
る補正予算を組み、様々な分野で今非常に痛みを受け
ていらっしゃる方々に少しでも幅広くその支援の輪
を届けることができないかと全庁挙げて取り組んで
いるところであります。
　ちなみに２月27日に全国知事会が開催されまして、
今後の新型コロナウイルス感染症対策についての緊
急提言で７項目、大項目で提言をまとめさせていただ
きました。その中には緊急事態宣言の延長に伴うＧ
ｏＴｏトラベル事業等の再開の再延期も相まって、裾
野の広い観光産業をはじめ地域経済に大きな影響が
及んでいること、その中での支援をしてほしいという
ことの意見も組入れさせていただきましたし、それか
ら地方の独自の支援に対して地方創生臨時交付金を
増額配分するなど柔軟な対応を検討してくださいと。
これはいわゆるＧｏＴｏキャンペーン、ＧｏＴｏトラ
ベルです。域内観光をしっかり回していきたいという
ことは我々の意見がこうやって全国知事会にもしっ
かりと織り込められていくということは非常に大き
な方向性を見つけることができると思います。ですか
ら、取れる対応、取れる施策はしっかりと全庁挙げて
取り組んでいく。そして一日も早く回復させていただ
きたいという方向性は議員のおっしゃる思いと我々
もしっかりとついていけるように頑張っていきたい
と思います。
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○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　令和３年度文化観光スポーツ部の予
算は全体の何割ですか。何％ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時18分休憩
　　　午後５時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　率にいた
しまして、1.14％でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　全庁的な取組をするのに予算が
1.14％というのが、本当にいいことなのかということ
を考えると、私は到底足りないというふうに思ってお
ります。ちなみに、この観光というのは非常に裾野が
広いということで、多分これは農水とか商工にもいろ
いろ関わってくると思いますけれども、観光というと
ころに考えますと、これはどのくらいの幅で皆さん見
ているんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時20分休憩
　　　午後５時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　ここは文
化観光スポーツ部がもちろん観光の中心を担った業務
は行いますけれども、当然商工もそうですし、例えば
農水も関わりますし、環境とかあらゆる方面に広く関
わって観光をフックとした事業がいろいろ考えられる
というふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　具体的に観光に関わる予算というも
のが今、文化観光スポーツ部以外にもあるだろうとい
うふうに私は受け止めましたけれども、具体的にほか
の部署まで含めると観光というものにどれくらい今沖
縄県が予算を使っているのか教えていただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時21分休憩
　　　午後５時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　これは先
ほど言いましたいろいろ幅広く関わってはおりますけ
れども、例えば農水の中で観光とも関わる事業はあり
ますけれども、そこは観光だけじゃなくて農水とも関
わるから農林水産部のほうで措置されているというこ

となので、なかなかそのすみ分け、どの程度また関わっ
ているかというそのバランスもありますので、一概に
ここで数字として出すのは難しいかなというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　実はこういった話を聞いたのは、観
光というものに関しての統計がしっかりと取られてい
ないんじゃないかなというようなお話がありました。
例えば沖縄県が使う数字、沖縄観光コンベンション
ビューローが使う数字、官公庁が使う数字、様々、こ
の数字が統一化されていないんじゃないかというよう
なお話が実はありまして、その観光というものについ
て、本当に沖縄が基幹産業として成り立たせていくの
であれば、もっとこれは沖縄県としてもしっかりとし
た数値的な根拠をつくっていく必要があるのではない
かと私は思っております。
　富川副知事はこの議会で終わりになるのかどうか分
かりませんけれども、ぜひこの辺りちょっと富川副知
事からコメントをいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
　観光産業につきましては、御承知のように産業分類
でいきますと観光産業は複合産業なものですから、統
計上は観光産業というのは出てきません。ただし産業
連関とか使っていくと、今企画で推計しているのは、
１人当たりの消費額に観光客数をかけた金額でいきま
すと大体コロナ前で7000億くらいあります。
　ですから議員おっしゃるように、沖縄経済において
まさに沖縄のリーディング・セクターであるし、これ
からも重要な産業だと思っています。何よりも大事な
のは、循環論もありますけれども、沖縄の島嶼経済に
おいて資金を入れ込むと。観光は実は統計上移出、輸
出に当たります。そういう意味で先ほど来部長も答弁
しておりますが、基本的な視点としては、観光の復興
なくして沖縄の経済はないというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　実は振計の件で私、富川副知事がこのタイミングで
御退任されるのはいかがというふうに感じていると
伝えたかったんですけれども、今お伝えできましたの
で、ぜひ振計も含め今の経済復興、観光の復興も含め
て副知事がこのタイミングで退任ということになりま
すと、私は国に対しても非常に変な誤解を生むような
メッセージを送るのではないかというふうに思ってお
りますが、この辺りはいかがお考えでしょうか、知事。
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○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　私の退任は、任期満了に伴
うものでありますのでぜひ御理解を賜りたいと思いま
す。
　御指摘の新たな振計につきましては、私のほうで新
沖縄発展戦略等々の提言書なり、また各資料について
もお手伝いをさせていただきました。今年の４月まで
に素案をまとめていきたいということで、今並行して
知事の指示を受けて骨子案と並行して素案もつくって
おります。これもほぼ４月までにパブリックコメント
を各会派の意見を聞く前の原案として出ると思います
が、そこは任を辞してもぜひフォローしてもらいたい
という知事からのお言葉もありましたので、できる限
りお手伝いをしていきたいと思っております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　すみません。質問が前後してしま
いましたけれども、この１月末に沖縄県の新たな振興
計画（骨子案）が発表されまして、２月末日、先日ま
で県民意見の募集がなされましたけれども、どの程度
の意見が出されてその内容を今後の計画策定に向けて
どうやって反映させていくのかということについて
ちょっとお聞かせいただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　パブリックコメントの件
数ですけれども、２月26日午後５時現在で23の個人、
団体から125件の意見をいただいたところです。この
意見については、関係部局等との調整を踏まえた上で
素案に反映させます。またその結果についても、提出
された意見、それからこれに対する考え方も公表する
こととしております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　しっかり、このパブコメでしか関わ
れない県民の方々もいらっしゃいますので、これはぜ
ひこの意見聴取については反映をさせていただきたい
というふうに思っております。計画は、あくまでも振
興特別措置法これとは非常に深く関わっていますけれ
ども、今後この沖縄がどうなるのかということについ
て記載していくものだというふうに思っておりますの
で、ぜひ我々が普段の生活の中で、県民生活の中で活
動するいろんな人たちの御意見をぜひとも入れていた
だきたいということをお願い申し上げまして、私今回
の一般質問を終わらせていただきます。
　どうもありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時28分休憩

　　　午後５時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　20分間休憩いたします。
　　　午後５時28分休憩
　　　午後５時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時50分休憩
　　　午後５時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　会派沖縄・自民党の西銘啓史郎で
す。
　よろしくお願いします。
　この後に３人の方も控えていますので、執行部の方
に当たっては答弁簡潔にお願いしたいと思います。
　よろしくお願いします。
　それでは通告に従い、質問を行いたいと思います。
　１、知事の政治姿勢についてであります。
　(1)、ワシントン事務所について。
　ア、活動状況と設置以降の効果と課題について伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　ワシントン駐在は、辺野古新基地建設問題をはじめ
とする沖縄の基地問題について、米国政府や連邦議会
関係者等に対し情報発信や情報収集等を行うととも
に、基地問題の解決についての働きかけを精力的に
行っております。これまでの駐在の働きかけの結果、
2020年６月に連邦議会下院の小委員会が軟弱地盤等
を理由に辺野古新基地建設に対し懸念を示したこと
や、同年11月に、米国のシンクタンクＣＳＩＳも辺野
古新基地建設について、完成する可能性が低そうだと
報告するなど、米国内においても沖縄の基地問題への
認識が広がりつつあると考えております。
　県としては、沖縄の基地問題の解決を図るために
は、日本国内のみならず米国における理解と協力を得
ることが課題であると考えていることから、引き続き
ワシントン駐在による米国政府や連邦議会関係者等に
対する働きかけ等が必要と考えているところでござい
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　続きましてイ、これまでの費用総
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額、これ委託費と人件費は先般も個人情報なので挙げ
られないと言っていましたが、家賃等含めた内容、詳
細について予算の内訳。次年度6600万円になってい
ますので、その辺の内訳を委託業務内容と含めて御説
明をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時53分休憩
　　　午後５時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　議員から令和３年度ということでございましたけ
ど、令和２年度、手元で説明できますのでそちらのほ
うで御説明したいと思います。
　令和２年度におきましては、当初予算額として
7373万2000円となっております。委託料の主な内訳
といたしましては、ワシントン駐在事務所の家賃、こ
れが771万7000円と。あと細かいところございます
けれども、弁護士費用等、これについて717万5000
円と。それから現地職員給与、それから駐在運営に係
る経費、それから連邦議会議員との面談設定、駐在員
の情報発信など駐在員の活動を支援するための経費を
計上しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時55分休憩
　　　午後５時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　失礼いたしました。
　ワシントン駐在活動事業費は、駐在事務所の家賃等
運営経費及び活動支援経費に充てるための委託料など
を計上しておりまして、平成27年度から令和元年度
までの決算額の合計は、約３億4347万円となってお
ります。
　なお、議員ございましたように、駐在員の人件費に
ついては、個人情報保護の観点から公表を差し控えた
いと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　あと、今スタッフ、現地スタッフ
１名、県から２名というふうに伺っていますけれど
も、今その方々はどこにいらっしゃいますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　駐在員のお二人、今米

国内にて勤務をしているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　コロナのときに、一旦帰国はして
いませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　コロナは、米国の感染
状況を踏まえて一旦帰国をしておりましたけれども、
たしか10月には２人とも米国内に戻りまして勤務を
しているという状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　いつ戻ってきましたか。日本に
戻ってきたのはいつか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時56分休憩
　　　午後５時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　３月の下旬に沖縄に戻っ
てきました。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ということは、今年度は７か月く
らいは現地にいなかったという理解でよろしいんで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、３月から10月ということで
ございますけれども、県内においてもオンラインにて
米国内の情報収集等を精力的に行っていただいたとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私が申し上げたいのは、もちろん
先ほど、知事もリモートでいろんな会議ができている
という話もありましたけれども、現地にいなきゃなら
ない理由って私見えないんですよ。ちょっと知事公室
長、読み上げてください。2019年３月29日付のワシ
ントン駐在員活動事業最終報告の、業務の内容書いて
いますね。ワシントン駐在の運営支援から。これ項目
でいいから読み上げてください。どんなことをこの委
託先の会社がやっているか。これをちょっと明確にし
たいと思います。お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時58分休憩
　　　午後５時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
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　事務所運営支援に係る支援といたしまして、駐在員
の渉外費の精算事務でありますとか、携帯電話費用の
支出、それから新聞、雑誌の定期購読の手続更新支出
事務等、それから事務所賃借の支出事務等、それから
ＦＡＲＡ関連の業務支援と。それから駐在員の保険及
びビザの支援等々となっております。
○西銘　啓史郎君　まだありますよね。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時０分休憩
　　　午後６時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　それに加えまして、現
地職員の支援といったこと、それから米国における監
査等の対応に係る支援、その他駐在員の運営に係る支
援等を行っているということでございます。
　以上でございます。
○西銘　啓史郎君　まだまだ、２番もあるでしょう。
○知事公室長（金城　賢君）　あと２として、駐在員
の調査支援といたしまして、ワシントン駐在員の調査
活動に係る依頼、対応支援と、それから知事訪米のロ
ジの支援となっております。
　以上でございます。
○西銘　啓史郎君　すみません。知事訪米だけ少し
ちょっと細かく読んでください。
○知事公室長（金城　賢君）　それでは、知事訪米に
つきましては、知事訪米に係るワシントン駐在員、有
識者、専門家との事前打合せと。それからワシントン
ＤＣ及びニューヨークにおける有識者との面談のアレ
ンジです。それからワシントンＤＣ及びニューヨーク
における意見交換のアレンジ、それからニューヨーク
大学における講演会のアレンジ支援などとなっており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　知事、ワシントン事務所、委託先
からこの報告書は知事、目を通されていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　はい。業務報告ということ
で目を通しております。
○西銘　啓史郎君　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時１分休憩
　　　午後６時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事（玉城デニー君）　失礼いたしました。
　見ております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。

○西銘　啓史郎君　次の質問に行きたいと思いますけ
れども、ウ、アンケート調査の概要と目的、結果につ
いて、公室長、御説明お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　ワシントン駐在の現地アンケートにつきましては、
令和元年度の沖縄県ワシントン駐在員活動事業委託に
おきまして、今後米国においてワシントン駐在が効果
的に働きかけていくための方策を検討するため、米国
内の約800名の有識者や研究者等に対しアンケートを
実施し、131名から回答を得たところでございます。
それによると、米国の関係者へ定期的に情報提供を行
うべき、英語版ホームページの掲載情報を充実すべき
ことや、大学における講演やワークショップを共催し
たい等の意見が寄せられたところであります。
　県といたしましては、本アンケートで得られた意見
等を活用しまして、今後の駐在活動の強化につなげて
まいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　公室長、その中で質問の４番と
12番のところ、質問内容と答弁、アンケートの結果、
読み上げてもらっていいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時３分休憩
　　　午後６時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　まず質問の４番目でございますけれども、沖縄県ワ
シントンＤＣ事務所について御存じですかという質問
でございます。
　それから質問の12番目……、
○西銘　啓史郎君　答えも読んでください。質問の中
身だけ、知っている知らないも言ってください。
○知事公室長（金城　賢君）　答えまで。失礼いたし
ました。
　質問４番、沖縄県ワシントンＤＣ事務所について御
存じですかというものにつきまして、回答者の１、は
いと答えた方が61名で47％。いいえと答えた方が70
名で53％となっております。
　それから、質問の12番。次の選択肢の中で最も知
りたい、あるいは研究したいと思うトピックはどれで
すかという中で、幾つかございますけれども、まず大
きいところで、沖縄の米軍基地と日米同盟について知
りたい、あるいは研究したいという方が76名。それ
から多いところでいうと沖縄の歴史、琉球王国、沖縄
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戦などについて知りたいという方が83名と。それか
ら国際関係における沖縄の役割といったところで62
名、あと沖縄の文化と関連活動等、空手、紅型、音楽
などという形で51名といった内容になっております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　知事、平成27年から事務所を設
置して、800名近くにアンケートを送りました。その
中の130名ぐらいからとありましたけれども、中身を
見ると教授や講師なんですね、その回答した方々が。
68％で約７割です。その中で事務所の存在を知らな
いが53％、それからもっと知りたい、研究したいと
いう項目の中に、米軍基地と日米同盟というのが僅か
15％なんです。残りの85は歴史や自然遺産、文化、
空手、紅型、そういうことについて勉強したいと言っ
ているんですね。ですからワシントン事務所におけ
る、周りが期待することと県が思っていることが、僕
はちぐはぐじゃないかという気がします。
　そして先ほど言いました、７か月沖縄にいたスタッ
フのことはもちろん危機管理上、健康管理もあるので
ここに帰ってくることは問題ないんですが、それでも
問題なくいろんな情報が取れているということは、私
ははっきり申し上げます。今変わってなければワシン
トンコア社への依存度が大きくて、情報収集・発信も
先ほどの知事の訪米も、県のスタッフがやっているわ
けじゃないんですよ。全てコア社がやっているんです。
精算も全て。ということは、私は現地にいる必要は全
くなくて、コア社を通して情報収集する。ＦＡＲＡの
こともありました。副知事が前話しましたけれども、
いろんなことを含めてコア社への委託料のみで僕は情
報収集できると思います。もし仮にやるんであれば
―これ提言ですけど、知事、大使館に人を県から送っ
てくださいよ。そのほうがずっと情報取れます。それ
ともっと言うとジェトロ（日本貿易振興機構）などほ
かの国でも県のスタッフがいるところがあります。で
すからそういうことで人材育成や人事交流をすること
がもっと県の財産にもなるし、わざわざ人を構える必
要ないと私は思います。家賃、ワシントンはアメリカ
で一番高いんですよ。多分一家族だったら50万円し
ますよ、月。600万、２人だったら1200万。その辺
も多分表に出ないところで費用は出ているわけです。
海外勤務手当、これも幾らか分かりませんけれども、
出ています。そういうのを含めたら、海外にいなきゃ
ならない―マストであればいいです。ベターだった
らやめたほうがいいと僕は思います。知事、その辺に
ついてどういうお考えかお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午後６時７分休憩
　　　午後６時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　県といたしましては、県の施策に精通した県職員を
駐在として配置することで、基地問題の解決に向けた
県の取組の参考となる、きめ細かでリアルタイムな情
報収集が可能になっているというふうに考えておりま
す。
　例えば、連邦議会の委員会が開催する公聴会での議
論でありますとか、アメリカ会計監査委員の報告書、
連邦議会調査局のレポート、シンクタンク等が主催す
るシンポジウム等における議論、現地の新聞報道と米
国の政府の政策形成に関する情報をリアルタイムで本
庁と共有することが可能となっており、県の施策の企
画立案の参考になっているところでございます。
　米国への情報発信につきましても、米国政府連邦議
会関係者等の面談やテレビ会議、ニュースレターの発
信、あるいは知事書簡の送付等として日常的に知事の
考えや県の取組、沖縄の基地問題を丁寧に伝えている
ところでございます。
　駐在活動は複数年にわたる地道な働きかけ等により
まして、米国側の関係者との信頼関係を構築すること
が重要であり、県としましても、引き続き駐在員を配
置した形での業務を継続することが重要であるという
ふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　公室長、できれば簡潔にお願いし
たいと思います。何度も聞いている答弁なので。
　先ほどちょっと公室長から話がありました連邦議会
調査局報告書、ＣＲＳ。
　すみません。私が以前2017年、翁長知事が何度も
訪米しても当時のＣＲＳの報告書には、１％の沖縄に
25％の軍用地があるということでした。何度も知事
が話をしても議会報告書ではそうでした。先ほど公室
長おっしゃいましたけど、2019年６月13日の報告書
と、2019年10月１日、2021年２月２日の議会調査
報告書の比率について読み上げてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時10分休憩
　　　午後６時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　まず2019年６月13日における記述につきまして
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は、日本の国土面積の約１％に満たないにもかかわら
ず沖縄は在日米軍兵士５万4000人の半数以上及び全
在日米軍専用施設・区域の約70％を受け入れている
というふうな記述になっております。
　一方で、2019年10月１日におきましては、在日米
軍が利用する全施設のおよそ25％と在日米軍関係者
の半数以上が日本の全国土の１％に満たない沖縄に
配置されているという内容になっております。
○西銘　啓史郎君　２月は。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時12分休憩
　　　午後６時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）�再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　2021年２月２日の報告
書でございますけれども、ここにおきましては、法的
拘束力のない、沖縄県民によるレファレンダムによっ
て72％の沖縄県民が基地建設に反対していることが
示されたと。在日米軍が使用している全ての施設の
25％が沖縄に集中し、さらに在日米軍兵の過半数が
日本の国土の１％に満たない沖縄に駐留をしている
という記述になっております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　要は知事、今まで知事も前知事も
何度も沖縄から行かれました。１％に70％の専用施
設があると言いながら、この議会調査局では25％と
した表現しか使ってないんですよ。これはどういうこ
となんでしょう。皆さんの思いが伝わってないのか、
その辺はどうなのか。ちょっとどういう理由なのか御
説明お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時13分休憩
　　　午後６時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御指摘のとおり、
数字が25％という状況になっておりますので、引き
続き米国関係者に働きかけて連邦議会調査局に働き
かけて正確な数字の記載に努めたいというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　要は、一生懸命現地のスタッフは
頑張っていると思いますよ。しかし米国、よく皆さん
がおっしゃる、与党の方もおっしゃる議会調査局で上
がった報告書を金科玉条のごとくこれだけ数字を発
表したとか。私からすると、要は我々が思うほど米国
はそんなに専用施設を使ったパーセンテージも出さ

ない。要は共用、数字を出して使っていますと。政府
がですよ、議会事務局が。そういう実態を分かった上
でいろんなことを言わないと沖縄県民は今までずっ
と専用の７割７割ということしか聞かされていませ
ん。共用の25 っていうことも県もあえて使わない。
僕は事実は事実として伝えるべきだと思うんですね。
そこをまず本当に現地事務所に対して効果をどう見
るかについては、もう一度今回予算の件でもしっかり
議論をしたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時14分休憩
　　　午後６時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　(2) 番に行きます。
　宮古島市長選挙、浦添市長選挙、結果等について伺
います。
　ア、それぞれの争点は何であったか、民意とは何か、
政治家の決断とは何かを伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　宮古島市長選挙では市政の刷新か、継続か、浦添市
長選挙においては、松本市長が国際物流特区を生かし
た経済振興等を公約に掲げる一方で、伊礼氏は軍港施
設に反対することを公約に掲げていたものと承知を
しております。
　一般的に民意とは、人民の意思、国民の意見とされ
ております。選挙においては住民が各候補者の公約等
踏まえ、判断した結果が示されるものと考えておりま
す。当選された方は選挙の結果も踏まえ、自らの政治
理念や様々な住民の声を総合的に判断し、課題解決に
向けて施策を展開されるものと考えております。
○西銘　啓史郎君　休憩です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時15分休憩
　　　午後６時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　例えば、私に例えて言わせ
ていただきますと、自らの政治理念や様々な住民の声
を総合的に判断し、課題解決に向けて施策を展開する
という方向性で間違いないと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　知事、決断と判断はどのように違
うというふうに知事は思っていらっしゃいますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後６時16分休憩
　　　午後６時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　辞書を引いたわけではあり
ませんが、私での考えで申し上げますと、判断という
のは様々な物事を勘案してある一定の考え方をまとめ
ること、決断というのは一つの方向性を見いだしてそ
の判断を下すことではないかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　後ほどこの件については、意見を
申し上げたいと思います。
　次にイ、民意を尊重するとは何か伺います。
　特に浦添市長選挙の件で知事がぶら下がりと話した
―発言されたことを含めて、民意を尊重するという
ことについて伺います。
　知事、お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　それぞれの首長は自らの政
治理念や選挙公約に加え、自身に託された負託の重み
と全ての住民の意見や意思を踏まえて、施策の展開に
望んでいくことであると思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　知事は浦添施設については、軍港
の移設については決断をされたんですよね。これ確認
させてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時17分休憩
　　　午後６時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私の姿勢は、いわゆるＳＡ
ＣＯ合意の浦添移設という方向性を翁長知事から継承
し、そして移設に関する協議は移設協議会の枠組みの
中で進められることというふうに認識をしています。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　知事、浦添の相手候補、私どもか
らすれば相手候補ですが、伊礼候補が軍港反対で戦っ
たと先ほどありました。知事は公約の中にも誰一人取
り残さないって言葉、常日頃おっしゃいます。私も大
変耳触りがよくていい言葉だとは思うんですけど、政
治というものは、誰一人取り残さないっていうのは基
本的には理想としてはあり得たとしても、結果的には
99対１なのか、80対20なのか、55対45なのか分か
りませんけども、取り残すことになると思います。例
えば浦添の反対の伊礼候補に投じた人たちは、知事が

浦添軍港移設することに対しては、知事は取り残すこ
とになります。これについてどう思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時19分休憩
　　　午後６時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　どのような状況が取り残さ
れているという状況なのかということは、それぞれの
考えがあろうかと思いますが、松本市長も市民が軍港
が欲しいと言っている市民は一人もいない、自分も含
めて一人もいないと発言しているように、いろいろな
考え方がその選挙の中での争点になるであろうという
ふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　知事、実は先ほど判断と決断の話
をしました。これ以前もしたかもしれませんが、判断
というのは、頭で行って、決断というのは心でするも
のだと私は思っています。つまり、判断は自分の意思
はある意味入らないんですよ。アンケートの結果が出
たから、55対45だからこうします。決断は僕は自分
の意思を表す。だから55対45でも長い目で見たら、
何度も言いました、45が自分の中で決断をしたら45
を進めるわけですよ。誰でもできるのは判断であっ
て、決断はやはりその人一人しか僕はできないと思っ
ています。ですから、那覇港の軍港移設については知
事も決断をしたんであれば、迷うことなく伊礼候補を
応援するかどうかは別としても、結果によっては何か
考えるような変なニュアンスに捉えてしまうようなこ
とは、僕は絶対避けるべきだと思います。これからも
です。ぜひその点については知事、どういう考えなの
かもう一度聞かせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　ありがとうございます。
　議員の意見も参考にさせていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　次、２番に行きたいと思います。
　新型コロナウイルス対策について。
　庁内各種対策会議及び経済団体（幹事会等含む）と
の会議等の開催実績とその対応について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型コロナウイル
ス感染症対策本部会議につきましては、これまで82
回開催しております。同会議では県内の感染状況を踏
まえ、警戒レベルを確認した上で注意報・警報の発出、
時短の要請、さらには緊急事態宣言の発出及びその内
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容の協議など、県のコロナ対策を推進するに当たって
重要な事項を決定しているところです。また、感染症
専門家会議につきましては、これまでに15回開催し
て感染状況の分析や医療検査体制等の課題について
意見を聴取し、県の対策に反映させているところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　経済対策会議及び経
済団体との会議等の開催実績とその対応についてお
答えいたします。
　まず庁内の経済対策会議につきましては、プロジェ
クトチーム会合を11回、緊急経済対策本部会議を４
回開催し、沖縄県の経済対策基本方針の策定や感染拡
大期における経済的影響を最小限にとどめるための
対策を検討し、事業化につなげてまいりました。
　それから経済団体との会議につきましては、沖縄県
商工会議所連合会などの16団体等で構成される経済
対策関係団体会議の本会議を５回、それから幹事会を
３回開催し、同基本方針に係る意見聴取のほか、感染
状況に対応した経済対策の方向性等について意見交
換を実施しております。
　県では団体意見を踏まえ、県産品の県外向けの送料
支援及び奨励キャンペーン、それから学校給食への食
材提供のほか、おきなわ彩発見キャンペーン第３弾の
実施等の追加の経済対策を組み込んでおります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　伺います。
　経済対策関係団体会議、これ議長は知事だと思うん
ですが、知事はこの会議、今まで５回開催されていま
すが、何度御出席されていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　知事には、初回参加
していただいておりまして、２回目以降は担当副知事
である富川副知事と私のほうで意見交換をさせてい
ただいております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　経済対策関係団体会議のメン
バー、主要なメンバーでいいんで、個人名要りません。
役職でお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時24分休憩
　　　午後６時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。

　代表的な団体で申し上げますと、一般社団法人沖縄
県経営者協会会長さん、それから商工会議所連合会の
こちらも会長さん、それから観光関係も参加いただい
ております。沖縄観光コンベンションビューローの会
長、それから宮古・八重山の観光関係の団体も参加い
ただいておりますので、おのおの団体の会長さんです
とかに参加していただいております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私は経済のトップの方々が集ま
る会議で、もちろん幹事会は別ですよ。その会議に議
長である知事が初回の冒頭だけ―実は私が調べる
ところによると第４回も冒頭のみっていうのは記録
があるんですけれども、いずれにしても知事、経済界
の代表の方と本当にこういった話をしようという気
がないのか、私日程調べてみました。１月18日10時
半、冒頭で即挨拶をして退席されています。その後、
会議15分後、庁内打合せで観光政策課、その後15分
後に人事課、このほうが重要だったという理解でよろ
しいんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　この会議の中では、
経済対策、どういった経済対策が必要かということに
つきましていろいろ意見交換をしておりまして、その
結果を担当副知事の富川副知事と私のほうで取りま
とめまして、知事に報告するということを取っており
ますので、そこは回数は確かに１回ではありますけれ
ども、経済対策本部会議にどういったことを期待して
いるかということについては、知事の意向といいます
か、考え方というものはしっかり伝わって、しっかり
した意見交換ができたものというふうに考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　次の中でも質問したいと思いま
す。
　３番、観光産業の実態把握とその支援策について。
　(1)、観光関係団体等からの要請・陳情件数とその
対応（面談者）と対策について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　令和２年度、観光関係団体からの要請となった件数
は27件となっております。そのうち知事対応が４件、
副知事対応が２件、部局対応が21件となっております。
　県では要請に対する対策といたしまして、例えば空
港へのＴＡＣＯ及びＮＡＰＰの設置ですとか、10万
円の奨励金を給付する安全・安心な島づくり応援プロ
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ジェクト、域内需要を喚起するおきなわ彩発見キャン
ペーンや、家族でＳｔａｙ�Ｈｏｔｅｌ事業などを実
施したところでございます。
　県としましては、引き続き観光需要の回復に向けて
取り組んでまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　知事、我々会派も、また会派を超
えたメンバーでも観光産業の方々との意見交換、また
現場視察に行ってまいりました。国際通り、それから
平和通り、通り会。
　私は常に知事にお願いをしているつもりなんですけ
れども、知事、ある協会の会長からこんなことを言わ
れました。知事に会うことが本省の大臣に会うより難
しいと、なかなか会ってもらえないということを言わ
れました。知事、それを聞いてどのように思いますか。
すみません。知事のお気持ちを聞かせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　正直申し上げますと、私も
しっかりと日程を取ってきちんとお話しできるという
時間をできるだけ取るように努力はしておりますが、
その状況については秘書課の担当に調整を任せていま
す。ですから決して会えない、会いにくいことはない
と思うんですが、もろもろ諸般の事情でその接点がつ
くれないことも間々あるということも御承知おきいた
だきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私は12月、１月の知事の日程、
ホームページから拾いましたけれども、ほとんど庁内
打合せ、５分、10分、15分ですよ。私は担当に申し
上げました。これはなぜ副知事が聞かないんですかと。
副知事が話を聞けば―知事に先ほど言ったように経
済関係団体会議は副知事と部長が会っていると。この
中身が私よく分かりませんけど、知事じゃなきゃなら
ない説明なんですか、15分ごと。本当分刻みですよ。
知事大変お忙しいと思います。その中で優先度ですよ。
観光関係の団体の方がお会いしたい、切実なんです。
　この間、勉強会をしたときにある旅行社の方の最後
の説明の中に、今日を生きる、明日をつくるという言
葉がありました。業界の方々は今日を生きるで精いっ
ぱいなんです、知事。
　それで知事はこの間、糸満の視察、ガマフヤーの方
に会いに行かれました。これ聞きました、先ほど答弁
ありました、先日。決して悪いことではありません。
その足で糸満にある観光施設へ足を運ぼうとは思わな
かったですか。団体客が落ちて、とっても苦労してい
る施設があります。これ名称はあえて申し上げません

けれども、その糸満の土地を見に行くタイミングが今
なのか、観光産業が苦労している、どっちが優先かと
言ったら私は明らかに違うと思います。
　ですから常に私は知事に申し上げたいのは、行動力
あることも評価もいたします。しかしなぜ、そのとき
に観光産業の方にも会わない、代表会議にも出ない。
そしてその中で経済をどうにかしたい。我々はウイズ
コロナであったはずです。そういう意味では私は本当
に知事に対しては大変残念です。渡久地部長もすみま
せん。いろんなことも直接夜中電話して苦言を申し上
げたりしましたけれども、私は今本当に執行部の方々
を見ていてどこまで危機感があるか全く感じられませ
ん。本当に大変なんです。売上げが７割、８割落ちる
んですよ。自分の収入が７割、８割落ちてください。
そこを本当に我々は観光立県沖縄というんであれば、
そこは知事を先頭に副知事も含めてしっかり乗り越え
ないと、経済対策３月、４月打ったからって生き延び
られるかどうか分かりません。この施設だって、来年
４月には閉園するかもしれません。そのぐらいの危機
感でみんな頑張っているんです。私も歯がゆいです
よ、一県議としてできないことが。どれだけお叱りを
受けて、どんなに僕が悔しい思いをしたか。もちろん
それでは次の提案にも行きますけれども、ぜひもう少
しもっともっと、いや、実力以上に動いてほしいと思
います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時31分休憩
　　　午後６時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　２番の新たな観光基本方針と危機
管理計画についてですが、これについては、富川副知
事、この新たな沖縄観光基本方針案、庁内でどのぐら
い議論したかだけ教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　基本的な政策につきまして
は、観光基本計画がありますが、これはコロナに関し
て業界のほうから、我慢すべきは我慢するけれども光
が見えないと。コロナが終息して後、観光をどういう
方向に持っていきたいのかという議論がありまして、
一応事務局から原案が来たんですけれども、これはコ
ロナが明けてあるいはウイズコロナ、アフターコロナ
の一つの方向を、光を見せてほしいという趣旨だった
ものですから、我々が議論した新沖縄発展戦略の中で
これ議論しましたので、将来的にはコロナが収まった
らそういう方向に行ってもらいたいと。まず一番最初
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に書いたのが、安全・安心の島という形でやっており
ます。ですから先ほど来、足下の経済はどうなってい
るのか、対策はどうなっているのかという話がありま
すが、これはこれなりにやっておりますが、その趣旨
は、計画に移す前にアフターコロナの方向という形で
やりましたので、部局とも議論はしましたけれども、
ほとんど我々が議論したものをそこに入れ込んだわ
けでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時32分休憩
　　　午後６時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　もともと
の経緯から御説明いたしますと、もともとは年度の初
めに、ビジットおきなわ計画というのを策定いたしま
すけれども、今年度に限りましてはコロナがこれだけ
蔓延している中、なかなか今年度の目標値、ビジット
おきなわでは主に入域観光客数ですとか、今年度の目
標値を出すことが主な目的でございますけれども、
コロナ禍の中でそういったものを出すというのが今
年度は困難だというところがいろいろ議論の中で出
ました。それに代わってウイズコロナ、アフターコロ
ナにおける観光の在り方というのを―もちろん先
ほど富川副知事がおっしゃいました、安全で安心な沖
縄ということを土台にして、次の第６次観光振興基本
計画までのつなぎのものとして出せないだろうかと
いったところから始めたものでございます。その間、
途中いろいろ経緯はございましたけれども、庁内で話
合い、最終的には富川副知事といろいろ意見交換をし
ました中で、一応案という形で前回記者発表をしてお
示しをさせていただいたというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　新聞によりますと、この後アドバ
イザリー会議でいろんな議論をしてまとめるという
ふうにありました。新聞の中では、業界に希望を示す
狙いというふうにありました。知事、私もこの資料を
頂いて全部読ませてもらいました。残念ながら、私は
この文章の中に希望は見いだせませんでした。ほかの
アドバイザリー会議の方々がどういう意見か分かり
ませんので、要は書いていることは以前と一緒なんで
す私からしたら。５次計画やもろもろ見ても。ですか
ら富川副知事の思いが伝わってこないのは、非常に私
は、私自身ですけれども感じましたので、ぜひアドバ
イザリー会議でしっかり議論をしていただきたいと
思います。

　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時35分休憩
　　　午後６時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　３番、観光に関する基金の創設に
ついてでありますが、ア、県の各基金の創設状況につ
いて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　令和２年４月１日時点で34の基金が設置されてお
り、令和元年度末の基金現在高は、総額で1296億
4184万1000円となっております。基金の所管部局別
ですが、知事公室が１基金、総務部が７基金、企画部
が３基金、環境部が２基金、子ども生活福祉部が７基
金、保健医療部が４基金、農林水産部が４基金、商工
労働部が１基金、文化観光スポーツ部が１基金、土木
建築部が３基金、出納事務局が１基金となっておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　イのほうに行きますけれども、沖
縄振興特別措置法105条の４、基金について伺いたい
んですが、これは企画部長ですか、お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　同条は、沖縄振興特別推
進交付金を活用した基金の設置について規定されて
おります。基金設置が認められる具体的な要件とし
て、あらかじめ複数年度にわたり財源を確保しておく
ことが施策の安定的かつ効率的な実施に必要不可欠
であること。各年度の所要額をあらかじめ見込みがた
く、弾力的な支出が不可欠であることなどの特段な事
情がある事業の場合に基金が設置できることとなっ
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　企画部長、沖縄振興特別措置法の
第４条の２の最初の項目を読み上げてもらってよろ
しいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時37分休憩
　　　午後６時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○西銘　啓史郎君　第４条と２の (1) のところでいい
です。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄振興計画、第４条「沖
縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興計画を定め
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るよう努めるものとする。」。そして次の事項について
定めるものとして、第１号に観光の振興等に関する事
項と規定されております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　申し上げたいことは、振興計画の
中の４条の―もちろん１から11までいろんな項目、
離島も含めてありますけれども、観光の振興が一丁目
一番地と私はこういう受け止め方をしているわけで
す。ですから先ほど総務部長が基金の中に、文化観光
スポーツ部の１基金があると言いましたけれども、こ
れすみません、詳細をもう一度説明してもらっていい
ですか。文化観光スポーツ部の１基金の概要と額。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　これは、
博物館・美術館の収蔵品の収集のための基金というこ
とで設置をしているものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君
○西銘　啓史郎君　そういう意味では、これはぜひこ
れからいろんなハードル高いかもしれませんけれど
も、私も個人的にもいろいろな勉強をしながら動きた
いと思うんですが、一度、ホテル宿泊税を導入しよう
としたときにそれを基金化する話がありました。40
億からそのぐらいだと思いますけれども、それが今延
び延びになっています。今まさしくそんな状況じゃな
いかもしれませんけれども、申し上げたいことは、国
に対して観光立県沖縄―先ほど県民総生産の中でも
十何％、15％とありましたけれども、13％か。いず
れにしても、他県と違うということですよ、沖縄は。
観光に依存するのが大きいので、有事のときに何かで
きるような基金の仕組みを、皆さんの知恵でどうかつ
くってもらえませんか。そのために私どもも汗をか
きますよ。国に、政府に必要なものか、自民党に必要
なのか分かりませんけれども、そういったことも含め
て、観光立県ともし言うのであれば、胸を張ってこれ
からも観光立県として我々が生きていくのであれば、
こういった基金についてもしっかり取り組んでもらい
たいと思いますが、企画部長どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　観光に関する基金の創設、大変重要なことだという
ふうに認識しております。
　議員御承知のとおり、まず観光に関する目的税の導
入ということを検討いたしました。その適正な管理・
執行の観点から基金を設置して、他の歳入と区別して
管理していきたいというところで検討は進めている

ところでございました。しかしながら、新型コロナウ
イルス感染症の拡大によりまして、税そのものの検討
が今止まっているというところでございます。そこで
基金は検討しましたけれども、今議員おっしゃった沖
縄振興特別措置法に基づく基金の創設ということに関
しましては、先ほど企画部長からもございましたとお
り、沖振法の105条の４の第２項にございますけれど
も、そこに書いてあります要件がいろいろございます。
そういった課題を一つ一つクリアすること、そういっ
た課題がございますので、それについては関係機関な
どと意見交換を行って研究はしてまいりたいというふ
うに思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　先ほど判断と決断の話をしました
けれども、部長の皆さんにはやはり政治的な決断とい
うのは私は求めません。皆さん、やはり法律にのっとっ
て、こういう法律の中ではこれはできないとかあると
思います。しかしそれを乗り越えるやり方が僕はある
と思います。そのために知事がいらっしゃる、副知事
がいらっしゃる、我々議員がいると私は思っているん
です。ですから無理だということで諦めないで、ぜひ
こういう緊急だということを含めて何らかの策をお互
いに考えていきたいと思います。
　よろしくお願いします。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時41分休憩
　　　午後６時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　４番に行きます。
　県民への情報提供と県のホームページの改善につい
てでありますが、(1)、記者会見の方法についてこれ
は誰に対して、どのような頻度でやっているかをお答
えください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時42分休憩
　　　午後６時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　記者会見の方法につい
てでございますけれども、県におきましては、県政の
重要事項等について効果的に情報発信を行うため、知
事、副知事、部長等による記者会見を開催しております。
　知事の記者会見は、県と県政記者クラブの共催で定
例記者会見として毎月２回程度開催し、また重要施策
等の発表や突発的な事件・事故の発生など、必要に応
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じて臨時記者会見として開催しています。記者会見を
開催することにより、テレビ、ラジオ、新聞等マスコ
ミの報道のほか、ホームページ、ＳＮＳ等ネット媒体
により県民のみならず、県内外へ広く情報発信を行っ
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ここから先は提言なんですけれ
ども―要望と言いますか、私も何度か知事の記者会
見を居室で見ています。１月19日、緊急事態宣言の
ときに６時から始まると聞きました。私、部屋でずっ
と待っていました。始まったのが６時40分です。マ
スコミの方に聞くと、定刻で始まることがほとんどな
いと言われました。これは知事、広報の方にも私は苦
言を呈しましたけれども、遅れる理由があるというの
は全然否定はしません。じゃあと30分ちょっと延び
ますとか、議会でも言うじゃないですか何分後になり
ますとか。これをぜひやってほしいので、まず１番は
定刻の厳守。それから２番目、音声、記者の質問が聞
き取りにくいです。３つ目、ブリーフィングの動画が
流れません。部長クラスの質疑です。４つ目、知事の
コメントはホームページで見られますけれども、記者
とのやり取りは載っていません。Ｑ＆Ａも載せてくだ
さい。じゃないと、あの放送を見られる人というのは
限られています。
　それともう一つ提言、今県の持っている広報課の予
算を聞いたら、１億3400万あると聞きました。うま
んちゅ広場、4000万くらい使っていますけれども、
この間私、知事のしまくとぅばと国保の動画を見まし
た。今はそうじゃないでしょうと思います。もちろん
いろんな番組の制作の枠があるかもしれませんけれ
ども、今大事なことは、知事が直接あの枠を使って県
民に対してちゃんと話すことですよ。知事は、記者会
見でメッセージを出していましたってテレビの向こ
う、あの動画を見られる人は限られているんですよ。
それを考えたら知事、記者会見の方法を考え直すべき
だと僕は思いますが、ぜひそれについて知事、一言何
かあればお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時44分休憩
　　　午後６時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　もろもろの御提言ありがと
うございます。
　確かに、時間がずれるときにはきちんと前もって連

絡をすること、それから記者の音声が明瞭に拾えるこ
と、一つ一つはこれはできる努力だと思いますので、
しっかり努力していきたいと思います。
　それから、ブリーフィング動画、やり取りの内容に
ついては、角度や設備などの関係もありますので、そ
れも企画調整課のほうでしっかりと検討してもよろ
しいかと思います。
　ただうまんちゅ広場については、委託会社―要す
るに映像を流す委託会社等のスケジュールや番組の
内容があらかじめこういうことを載せたいというこ
とのスケジュールが決まっているということで、話を
聞いておりますので、私からも先般、確認をさせてい
ただきましたところ、約１か月半から２か月前には内
容が決まるということもあるので、できれば前もって
次はどういうことをしますということで、お互いに情
報交換しましょうということにさせていただきまし
た。
　いずれにしても、県からの情報発信をできるだけ多
くの県民の方々に届けられるようにしっかりと精査
をし、努めていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これは答弁要りませんけれども、
うまんちゅ広場の予算4000万の中にＱＡＢ、ＲＢＣ
が入っているんですがＯＴＶが抜けているんです。Ｏ
ＴＶの役員にも聞きましたけれども、あまりよく分か
らなかったんですが、これは特に質問ではないので結
構です。できたら全局平等に入れたほうがいいんじゃ
ないかと思います。
　２番に行きます。
　モーニングスマイルのホームページ掲載について
ですが、まず目的について総務部長か知事公室長か分
かりませんが、確認させてください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　モーニングスマイルにつきましては、毎週月曜日
に知事から職員及び来庁者に向けた庁内放送として
行っております。その内容につきましては、県が実施
する各種イベントや季節の事柄、沖縄の年中行事など
を伝え、情報の共有や職員間のコミュニケーションに
寄与することを目的としているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時47分休憩
　　　午後６時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員、今御質問のとお
り、士気高揚という言葉を使っておりましたけれど
も、趣旨が変わったというよりも、むしろ情報の共有
と職員間のコミュニケーションというところが寄与す
るというところで、今回こういった形で答弁させてい
ただいているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これも一度お願いしてまだ実現し
ていないんですが、ぜひ検討いただきたいのですが、
これは部長でいいんですが、議会棟にいると聞こえな
いんですよ、知事のモーニングスマイルは。これも
前にお話ししましたけれども、時差出勤の方もいらっ
しゃいますよね、県の中で。９時に来られない方は、
知事の音声を聞けないんです。どこかに貼っていると
言っていましたけれども、これホームページに載せて
くださいよ。毎週１回でいいですから。我々も見られ
ます。そんな難しいことじゃないと思うので、モーニ
ングスマイル毎週載せてください。
　それと私が申し上げたいことは、以前池田公室長の
ときには士気高揚という言葉を使っていました。私は
知事のメッセージを全部聞いているわけじゃないので
分かりませんけれども、強弱があってもいいと思いま
す。しかし士気高揚に、こんなタイミングでこういう
話をしていいのかということも時々あります。詳細は
全然聞いていないので分かりませんけれども、それに
ついてはぜひ検討もいただいて、知事がお話ししたい
ことをしっかり士気高揚含めて緊張感を持ってやって
ほしいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時50分休憩
　　　午後６時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　３番目、知事交際費の支出基準に
ついて伺います。
　基準の有無等お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　知事は、県行政の円滑な運営を図るため県を代表し
て慶弔行事、来訪者への接遇等を行っており、それら
に要する経費が知事交際費であります。交際費の執行
につきましては、過去の支出実績、自主的な基準とい
たしまして社会通念上必要と認められる接遇、儀礼、
交際等に要する経費に支出をしているところでござい
ます。

　以上でございます。
○西銘　啓史郎君　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時51分休憩
　　　午後６時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　交際費全般費の基準と
いうものは設けておりませんが、現在過去の実績を元
に支出をしているということでございます。交際費の
支出状況の透明さを図るため、他県の状況も参考に支
出基準の設置に向け検討を進めたいというふうに考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　交際費の欄もホームページを見る
と、沖縄特有の香典や供花が多いんですけれども、こ
の出す判断基準というのはどなたがされているんです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時52分休憩
　　　午後６時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　香典につきましては、内規香典等取扱要領に基づき
まして執行しておりまして、これにつきましては例え
ば国会議員であれば３万円、そういった形で県功労賞
受賞者であれば１万円といったような形で支出をして
いるという状況でございます。
○西銘　啓史郎君　すみません、誰が判断している
かっていうのは……
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時52分休憩
　　　午後６時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　秘書課のほうで新聞等
をチェックした上で、支出をしているという状況でご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　じゃ、知事はこの葬儀には毎回参
列しているという理解でよろしいですか。知事お答え
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時53分休憩
　　　午後６時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
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○知事（玉城デニー君）　ほとんど参列しておりませ
ん。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これは大きな問題ですよ知事。交
際費は県の税金ですよ。公職選挙法御存じですか。代
理で届けることは駄目なんですよ。知事は年間40回
くらい出ています、数えると。今出ていないって言っ
ていましたよね。ということは知事、これは公職選挙
法違反です。国会議員も退職した人がいっぱいいます
よ。それについてもう一度お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時54分休憩
　　　午後６時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　香典の支出に当たりま
しては、沖縄県知事という形で氏名までは出していな
いという状況でございます。
○西銘　啓史郎君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時54分休憩
　　　午後６時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　繰り返しになりますけ
れども、沖縄県知事という形で出しておりまして、こ
の場合は公職選挙法に違反はしないというふうに理
解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　それと相手先がよく見えないん
ですよ。個人名だけで5000円だったり、香典が１万
円だったり２万円だったり。ほかの都道府県、那覇市
も調べてみましたけれども必ず書いています。市功労
者とか、市職員とか個人名の後にです。それについて
どう考えるかお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御指摘のとおり、
沖縄県において相手方の氏名のみということになっ
ておりまして、この分につきましては他県と九州各県
調べていますけれども、九州におきましては福岡、熊
本、大分、宮崎、鹿児島といった５県においては、氏
名と関係性を載せているという状況でございますの
で、そういったことも参考に、より透明性を高める、
分かりやすさという意味合いでも、その辺のところを
検討していきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　最後に、我が党関連ですけれど

も、バイデン大統領へのメッセージの発出日と作成者
について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時55分休憩
　　　午後６時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　昨年11月10日に米国大統領選挙において、ジョー・
バイデン大統領が当選を確実にされたことを踏まえ
まして、その場合に祝意と併せて、米国と沖縄の歴史
的、文化的なつながりや日米同盟における沖縄の役
割、過重な基地負担にも触れる形で沖縄の米軍基地問
題などに理解を求めるため、県から書簡を送付したと
ころであります。
　これについては、玉城……。
○西銘　啓史郎君　公室長、ちょっと時間がないので
簡潔に、誰がつくったのか。発出日が11月10日と言
いましたよね。
○知事公室長（金城　賢君）　はい。11月10日に
……。
○西銘　啓史郎君　１月も出していませんか。
○知事公室長（金城　賢君）　はい、１月も出してお
りますけれども、そのとき沖縄県知事玉城デニーとい
う形で……
○西銘　啓史郎君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時57分休憩
　　　午後６時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　案文は、本庁のほうで作成をいたしまして、ワシン
トン駐在で内容確認、英訳もしていただいて知事にも
確認をした上で、書簡を発送したということでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時58分休憩
　　　午後６時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私が申し上げたいことが何点か
あります。
　まず11月10日、バイデン大統領の選挙当選はまだ
確定していないと思います。それが一つ。
　それから１月13日に出したもの。ワシントンの最
終報告書の中で、ワシントンＤＣの事務所の英語の資
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料の必要性とか、単語が適切でなかったとかいろんな
指摘がされています。誤解されやすいとか。今回私も
文書を見て―これは実は私的にもこの１月の文書で
すけれども、英語の表現が少し気になったので専門家
に見てもらいました。そうすると、これはお友達への
手紙ではないという前提からすると、外交的な書簡に
すると祝意と要請を一緒にしたら駄目なんですって、
外交上のルールだそうです。
　ですから何を申し上げたいかというと、知事が出し
た文書が外国では僕は失礼に当たっているんじゃない
かという気がして、この辺大変心配なんです。前、翁
長知事が出したときにも文書を見ましたけれども、こ
れは祝意だけでした、ほとんど。
　ですから知事、文書を出すことは私は前にも申し上
げました。北朝鮮にも出そうと思えば出せるわけです。
議会のチェックなしに。ですからこういう文書を出す
ときには、私は何らかの……
○議長（赤嶺　昇君）　まとめてください。
○西銘　啓史郎君　チェック機能がないと大変なこと
になると思いますので、それを強く提言、苦言を申し
上げて質問を終わりたいと思います。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
　　　〔仲村家治君登壇〕
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時０分休憩
　　　午後７時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　家治君　沖縄・自民党、仲村でございます。
　本日はあと３人残っておりますけれども、時間内に
終われるように努力しますので、最後までよろしくお
願いいたします。
　通告の質問に入る前に、２月26日に発生した航空
自衛隊那覇基地内での泡消火剤流出事故についての追
加質問をさせていただきます。
　本件につきましては、質問通告後に起こった事故で
あります。議長と執行部には連絡を済ませております。
　先例を踏まえて質問を行います。
　１、２月26日に航空自衛隊那覇基地内で発生した、
泡消火剤の流出事故の詳細についてお伺いします。
　２、事故後の対応についてお伺いいたします。
　それでは、一般質問通告書に基づきまして質問をさ
せていただきます。
　１、海の安全・安心について。
　(1)、水上安全条例の改正案の詳細について。
　(2)、自然海岸の安全・安心を県としてどう確保す

るか。同時に神奈川県等の体制をどう見るか。
　(3)、ハワイのライフガード体制の研究と沖縄県へ
の導入について、どう考えるか。
　大きな２、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効か
つ適切な利用の推進に関する特別措置法、跡地利用特
措法について。
　(1)、沖縄県内の自衛隊基地の中で、復帰後に米軍
基地から自衛隊基地に変更された施設を伺う。
　(2)、沖縄県軍用地等地主会連合会からの要請の内
容について伺う。
　(3)、跡地利用特措法に在沖自衛隊施設用地につい
ても適用対象にとの要請について。
　(4)、那覇市議会において平成29年３月７日に「那
覇空港隣接地への国際物流等に活用する産業用地の拡
張と那覇港の大型クルーズ船対応新施設の早期整備へ
支援を求める意見書」が賛成多数で可決されました。
この意見書の中の「自衛隊基地のモノレール線路以北
の返還を図る」という文言に地主会は議会に抗議をし
ました。すなわち陸上自衛隊那覇駐屯地の地権者は、
突然に出された意見書に猛烈に抗議をしました。この
件は承知しておりますか。あわせて那覇市当局の考え
を確認したい。
　大きな３、港湾計画について。
　(1)、浦添ふ頭地区における民港の形状案の作成に
あたっての考え方（案）の進捗状況について。
　(2)、沖縄県知事として、民港の形状案作成作業に
ついての所感を伺う。
　大きな４、那覇港湾施設（那覇軍港）の移設作業に
ついて。
　(1)、沖縄県、那覇市、浦添市の三者会談を早急に
開催し、那覇軍港に関連した協議会を開催すべきだと
考えるが、知事の考えを伺う。
　(2)、去る令和３年２月２日の那覇港管理組合議会
の一般質問の中で、玉城管理者（知事）が奥間議員（那
覇市議）の質問に対して、那覇港湾施設那覇軍港の浦
添埠頭への移設計画を速やかに進めるべきだと認識し
ていると答弁をしました。この答弁の真意を伺いたい。
　(3)、知事の那覇軍港先行返還について伺います。
　続きまして、代表質問に関連して。
　照屋守之議員、１、知事の政治姿勢について。
　(1)、次期沖縄振興計画で国際物流拠点の形成と臨
空・臨港型産業の集積を掲げ、臨空・臨港都市を形成
するとしている。那覇軍港と那覇空港の近接地が想定
されるが、地主や那覇市及び国との調整はなされてい
るか、財源の確保はどうか見解を問う。
　１の (4)、浦添市長選挙で、現職の松本市長が３選
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を果たした。争点の那覇軍港の移設は市民の信任を得
たと考えるが、知事の見解を伺いたい。また、知事は、
移設容認を明確にしながら移設反対を公約とする候補
の応援に入っている。知事の政治姿勢として一貫性を
欠いているのではないか伺います。
　下地議員の大きな２、観光振興について。
　(1)、昨年から新型コロナ感染症の影響で県内観光
は深刻な打撃を受けている。回復に向けた取組が進ん
でいない中で、観光業や関連企業の影響の実態と回復
の程度について伺いたい。
　ア、2019年、2020年度の実績と雇用関係について
のデータを伺う。
　イ、沖縄県バス協会からの要請について。
　①、要請内容について。
　②、路線バスや貸切りバスへの支援について、他都
道府県（北海道）などの事例の調査を行い、沖縄県独
自の支援を検討したか伺います。
　ウ、マリンレジャー業者などのコロナ禍での影響を
問います。
　以上でございますけれども、再質問をさせていただ
きます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時７分休憩
　　　午後７時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　仲村家治議員の御質問にお
答えいたします。
　那覇港湾施設（那覇軍港）の移設作業についての御
質問中の４の (1)、三者面談等の開催についてお答え
いたします。
　去る２月12日、浦添市から三者面談を行いたいと
の申入れがありました。これを受け、三者面談の日程
について、県議会や両市議会の日程などを踏まえ、調
整を行っているところでありますが、三者面談につい
ては意思決定の場ではなく、あくまでも意見交換の場
であると考えております。また、那覇港湾施設移設に
関する協議会においては、これまでも民港の港湾計画
との整合性を図りつつ、那覇港湾施設の円滑な移設が
進められるよう調整を行うことが繰り返し確認されて
きたところであります。現在、那覇港管理組合におい
て、令和２年度内を目途に浦添ふ頭地区における民港
の形状案を作成しているところであり、移設協議会は
これを踏まえて開催されるものと承知をしております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○警察本部長（日下真一君）　１、海の安全・安心に
ついての質問のうち (1)、水上安全条例の改正案の詳
細についてお答えいたします。
　まず初めに、県及び海域等利用者の責務の新設につ
いて説明いたします。
　近年の県内海域等における水難事故の発生は、全国
と比較して高止まりで推移しており、水難事故者のう
ち事業者を介さない一般の海域等利用者が約８割を占
めております。今回、県の責務を設けることによって
市町村等との関係が明確になり、市町村等と協力して
水難事故防止対策を実施するほか、市町村等における
主体的な活動を促して支援するなどきめ細かな水難事
故防止対策が期待できます。
　また海域等利用者についても、一人一人が水の危険
性を理解し、自らが危機管理を行うことが重要であ
り、海域等利用者の責務を設けることによって県等が
行う広報活動等の水難事故防止対策の効果も高まるも
のと考えております。このほか海域等利用者の生命・
身体及び財産を保護するため、海域レジャー業等の欠
格事由、悪質業者の排除及びシュノーケリング業を届
出の対象とするなどの規定を新設することとしており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、海の安全・安心
についての御質問のうち (2)、自然海岸の安全・安心
の確保についてお答えいたします。
　自然海岸における安全管理については、県警や海上
保安庁等の関係機関及び沖縄ライフセービング協会等
の関係団体と意見交換を行っているところでありま
す。また、他県における取組状況を調査しているとこ
ろであり、今後はその調査結果を分析し、県としてど
のような対応が可能か検討してまいりたいと考えてお
ります。
　次に３、港湾計画についての (1)、民港の形状案の
作成についてお答えいたします。３の (1) と３の (2)
は関連しますので、一括してお答えさせていただきま
す。
　那覇港管理組合においては、浦添ふ頭地区調整検討
会議を今年度10回開催したところであり、浦添ふ頭
地区における民港の形状案の作成にあたっての考え方
（案）を取りまとめ、その考え方（案）に基づき、物
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流空間、人流・交流空間それぞれの形状案の作成作業
を行っているところであります。那覇港管理組合は、
コロナ禍における状況を踏まえながら、令和２年度内
を目途に、浦添ふ頭地区における民港の形状案すなわ
ち港湾計画の方向性を導き出したいと考えているとの
ことであります。
　県としては、引き続き那覇市、浦添市、那覇港管理
組合と連携し、浦添ふ頭地区調整検討会議において、
事務的・技術的な検討を進めて論点を整理し、港湾計
画の方向性を導き出せるよう取り組んでまいります。
　次に４、那覇港湾施設（那覇軍港）の移設作業につ
いての御質問のうち (2)、那覇港管理組合議会におけ
る答弁についてお答えいたします。
　那覇港管理組合議会の令和３年２月定例会におけ
る、計画は速やかに進められていくべきものと認識し
ているとの答弁については、令和２年度内を目途とし
ている浦添ふ頭地区における民港の形状案の作成につ
いて、遅滞なく協議が進められるべきものとの考えに
よるものと理解しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　初めに、
海の安全・安心についての (3)、ハワイのライフガー
ド体制の研究と県への導入についてお答えいたします。
　ハワイ州ホノルル市郡では、海等の安全を担当する
部署において、ライフガードが配置されており、日中、
ビーチへ常駐していると承知しております。ハワイと
我が国との組織・制度の違いはありますが、観光客に
対する安全・安心なマリンレジャーの提供等につきま
しては引き続き関係機関と連携し、特に旅前での安全
啓発活動等を実施してまいります。
　次に５、我が党の代表質問との関連についての (2)、
観光産業の経済波及効果の2019年度と2020年度との
比較についてお答えいたします。
　観光産業の経済波及効果の2019年度と2020年度
との比較につきましては、年度が終了していないこと
から、2020年度の観光産業の経済波及効果が計測で
きず定量的な把握が困難となっております。なお、
2020年４月から2021年１月までの観光消費額が対前
年同期比で4708億円の減、率にして73％減少してい
ることから、2020年度の観光産業の経済波及効果に
つきましても、2019年度に比べて相当数減少してい
るものと考えております。
　同じく５の (3)、貸切りバスへの支援についてお答
えいたします。

　県では、他県が実施する貸切りバス支援を参考に、
バスツアー等の代金の一部を補助するおきなわ彩発見
バスツアー促進事業等を実施し、貸切りバスの全体的
な需要回復に努めております。また、貸切りバスを利
用する修学旅行需要の確保に向けた取組として、安全
対策動画及びガイドラインの周知に加え、旅行中に感
染の疑いが生じた生徒に係る滞在費などを支援する事
業を実施し、学校等関係者の関心がより高い安全・安
心な環境の整備・発信を行うことで、実施予定校のキャ
ンセル防止に取り組んでいるところです。
　同じく５の (4)、新型コロナウイルス感染症による
マリンレジャー事業者への影響と実態についてお答え
いたします。
　一般財団法人沖縄マリンレジャーセイフティビュー
ローや主要なマリンレジャー事業者団体及び複数のマ
リンレジャー事業者へ聞き取りを行ったところ、事業
者ごとに状況は異なるものの、売上額は前年度と比べ
て約５割から８割程度の減、また、ＧｏＴｏトラベル
停止後の予約のキャンセル増など、影響を受けている
事業者が多いとのことです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　２、跡地利用推進法に
ついての (1)、復帰後に米軍基地から自衛隊基地に変
更された施設についてお答えをいたします。
　復帰後、米軍から自衛隊に引き継がれたものとし
て、航空自衛隊が那覇基地や那覇基地与座岳分屯基地
など８施設、海上自衛隊が沖縄基地隊や沖縄基地隊具
志川送信所の２施設、陸上自衛隊が那覇駐屯地や那覇
駐屯地八重瀬分屯基地など８施設、合計18施設ある
ものと承知しております。
　２、跡地利用の推進法についての (4)、那覇市議会
意見書と那覇市の考えについてお答えをいたします。
　平成29年３月７日に、那覇市議会において、「那覇
空港隣接地への国際物流等に活用する産業用地の拡張
と那覇港の大型クルーズ船対応新施設の早期整備へ支
援を求める意見書」が賛成多数で可決されたことは
承知しております。那覇市は、去る２月18日の市議
会において、本市に所在する自衛隊基地は、地権者の
皆様において返還を求めるような合意形成がなされて
いないこと、地権者への使用収益前の給付金制度等の
駐留軍用地の跡地利用と同様な法整備がないこと等か
ら、現状では返還を提案する方針は計画しておりませ
んと答弁しているものと承知しております。
　４、那覇港湾施設（那覇軍港）の移設作業について
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の (3)、那覇港湾施設の先行返還についてお答えをい
たします。
　那覇港湾施設は、那覇港に隣接し那覇空港にも近
く、産業振興の用地として極めて開発効果が高い地域
であり、早期返還の要望が高い施設となっておりま
す。また、米軍は民間バースを利用しており、那覇港
湾施設は利用が減少し、遊休化しているとの話がある
ことや返還までに長い時間を要することが見込まれ
ることを踏まえ、昨年10月に加藤官房長官及び岸防
衛大臣に対し、代替施設の提供に先立ち、早期の返還
を要請しております。
　６、那覇航空自衛隊基地内での泡消火剤流出事故に
ついての (1)、航空自衛隊那覇基地で発生した泡消火
剤流出事故についてお答えをいたします。
　２月26日に航空自衛隊那覇基地で発生した泡消火
剤の流出事故について、同基地に確認したところ、同
日15時30分頃、航空自衛隊那覇基地内にて泡消火設
備のＰＦＯＳ含有泡消火薬剤を非ＰＦＯＳ薬剤へ交
換した後、放射圧力試験を実施した際、消火配管が破
裂し、非ＰＦＯＳ薬剤が流出したとのことです。また、
同基地内の水路において消火剤が確認されたものの、
せき止め作業を行ったため、基地外の河川への流出は
確認されておりませんが、消火剤から発生した泡の一
部が基地外へ飛散したとのことです。その他、同消火
剤にはＰＦＯＳを含有していないこと、毒性または損
傷性はほとんどないこと、基地内にて回収を行った消
火剤を含む6000リットルの水については産業廃棄物
として処理すること等について報告を受けておりま
す。
　同じく６の (2)、事故後の対応についてお答えをい
たします。
　県は消火剤流出の通報を受けて直ちに、航空自衛隊
那覇基地に対し、ＰＦＯＳ等の有害物質の含有状況、
流出及び飛散の状況、関係部署への連絡状況などにつ
いて確認を行ったところであります。その際、消火剤
にはＰＦＯＳを含まないこと、基地外の川への流出は
確認されていないが、消火剤から発生した泡の一部が
基地外へ飛散したこと、那覇市及び豊見城市には連絡
済みであることなどの回答を受けております。また、
基地対策課のツイッターにおいて、事故の発生と消火
剤にＰＦＯＳが含まれていないことについて情報発
信を行いました。現在、同基地に対し、消火剤におけ
るＰＦＯＳ以外の有機フッ素化合物の含有状況、基地
内へ漏出した消火剤の回収状況、基地内の消火剤回収
時に使用した洗浄水の流出状況について確認を行っ
ており、今後、那覇市や豊見城市とも連携し対応して

まいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、跡地利用推進法につ
いての (2) 及び (3)、沖縄県軍用地等地主会連合会か
らの要請について。２の (2) と２の (3) は関連いたし
ますので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　１月７日に、沖縄県軍用地等地主会連合会会長から
知事に対し、１、跡地利用推進法の延長、２、同法の
基本理念が継続して反映される措置を講ずること、
３、自衛隊施設用地を同法の適用対象とすること、４、
給付金等の支給上限額撤廃、５、拠点返還地の指定要
件緩和について要請がありました。
　県としましては、駐留軍用地の跡地利用を有効かつ
適切に推進するため、法の延長と必要な制度の改正を
求めていくこととしております。一方で、同法は駐留
軍用地及び跡地が広範かつ大規模に存在する沖縄県
の特殊事情に鑑み制定されていることから、自衛隊施
設用地は同法の適用対象となっておりません。
　次に５、我が党の代表質問との関連についての (1)、
新たな振興計画についての御質問でございます。
　新たな振興計画（骨子案）には、自衛隊施設用地の
活用について、盛り込まれておりません。また、現時
点では、自衛隊施設用地の具体的な返還が予定されて
いないことから、新たな制度等についても検討してい
ないところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
　休憩いたします。
　　　午後７時32分休憩
　　　午後７時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　家治君　まず航空自衛隊の泡消火剤の流出
の件ですけれども、私の地域でもありまして、風に
乗ってシャボン玉の大きなものが舞って一時期騒然
としたということなんですけれども、今公室長から答
弁ありましたように、速やかに自衛隊のほうからも連
絡があって那覇市にも豊見城市にも連絡があったと
いうことですので、ぜひそれはそれとして再発防止を
強く要請していただきたいなと思っております。これ
はもうよろしいです。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時33分休憩
　　　午後７時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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○仲村　家治君　それでは海の安全・安心について先
ほど本部長から水上安全条例の改正案の詳細をお聞き
したんですけれども、一応私もこの件に関しては初当
選以来３度質問をしておりまして、ちょうど改正時期
ということと、知り合いにマリンレジャーとかスポー
ツ関係者がいたものですから、ずっと追っかけて質問
をしてまいりました。また、本部長は就任初めての本
会議ですので緊張なさっていると思うんですけれど
も、先ほど新たに県の関係とか市町村のお話があった
んですけど、再度その辺についてお答えいただけます
か。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　先ほど申し上げたとおり、特に事業者を介さない、
一般の海域等利用者の事故というのが約８割占めてい
るところでございまして、そういったことがあります
ので、やはり県・市町村等にも一定の役割を果たして
いただいて、県全体でこういった防止対策を講じてい
くのが重要であるということで考えておりまして、そ
ういったために今回県の責務、それから利用者に関す
る責務というのも設けさせていただいているのが案文
でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　知事、去年はコロナでパブリック
ビーチ、指定管理とか市町村が運営しているビーチが
ゴールデンウイーク以降、夏休みも含めて閉鎖をされ
ました。そこで何が起こったかというと自然海岸、
管理をされてない海岸で県民や観光客が海水浴とか水
遊びをして、全て安全な海岸線ではなくて、まず問題
なのは管理者がいない、そういった海岸線で小さな子
供たちが水遊びをしている。また浮き輪で遊んでいる
という大変危険な状態を私もパトロールして目の当た
りにしたんです。６月の初当選したときに知事にも
質問したんですけれども、知事は公約の中でこのライ
フガードやライフセービングの地位向上を進めていき
たいというお話をなさって、それから県警はじめ土建
部、また文化観光部も一緒になって海保も含めてこの
辺の自然海岸の安全性の確保のためにはいろいろと
ミーティングをしているようなんですけれども、知事
としてこの自然海岸の安全の確保というのはどういう
ふうに考えていらっしゃいますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今般、条例の改正案が提
出され、さらには沖縄マリンレジャーセイフティー
ビューロー（ＯＭＳＢ）も人員体制が強化されるなど、

着実にこの安全・安心の島沖縄のマリンレジャーに対
しての取組が進んできているものというように認識を
しております。現在海上保安庁等の関係機関や沖縄ラ
イフセービング協会等の関係団体と意見交換を行って
おりますので、自然海岸利用の場合の取組をどのよう
にするか、さらに意見交換をしていきたいというよう
に考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　知事ぜひですね、知事が私への答弁
にイチャンダビーチという方言で話していましたの
で、イチャンダビーチ課でもつくっていただいて、こ
の安全を―安心・安全をぜひ横断的な形でチームを
つくっていただきたいなと思うんですけどどうでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　関係機関とよく意見交換を
して、しっかり検討してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　ぜひよろしくお願いします。
　続きまして、２番目の沖縄県駐留軍用地跡地の有
効かつ適切な利用特措法なんですけれども、知事、今
言われているのは閣法、要は国の法律なんですけど、
以前は軍転特措法と言われていまして、最初は議員立
法で始まった法律であります。当時私は国会議員の秘
書をしておりまして、上原康助先生が先頭になって議
員立法の作業をして私もその一員だったんですけれど
も、大変な壁がありました。特に大蔵省は、これに対
して理解を示さず逆に自民党の大物先生を使って邪魔
をするような形で、それまで駐留軍用地の跡地利用と
いうのは一銭も払わない状態だったんですけれども、
先ほど自衛隊基地は対象外だと。ただ先ほど答弁にも
ありましたように、沖縄本島特に那覇基地をはじめ戦
後米軍基地から派生している基地で、それも復帰前に
アメリカの担当者と外務大臣が速やかに移行するよう
な覚書の中で、地主さんには関係なく米軍基地から自
衛隊基地に移ったという生い立ちがあります。その中
で、今先ほど臨空・臨港の件とか那覇軍港の跡地利用
に何かかけて自衛隊基地とかあのエリアのほう開発を
したいという、何かのろしのような形で常に何回かぼ
んぼんって上がっているんですね。私はそれはそれで
いいんですけれども、特に陸上自衛隊の那覇駐屯地の
地主会の皆さんからすると、大変恐怖心があるんです
よ、やっぱり跡地の保証もなく返還されるということ
に対して。地主の皆さんは新都心が25年、30年もほっ
たらかされたじゃないかと。それは何かというと、こ
の軍転特措法がない時期だったんですよ。だから地主
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の皆様は肌で感じているんですね。だから確かに厳し
いかもしれないですけれども、知事この辺の沖縄の特
殊事情に鑑みて、少なくとも沖縄の在沖の自衛隊基地
も跡地促進法について、何らかの形で付随して保障で
きるように次期振計の中で位置づけできないでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時41分休憩
　　　午後７時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　10年前、跡地利用推進法
の策定を国に要請するに当たって、自衛隊用地も含め
ていただきたいということで、要望した経緯がござい
ます。
　その際には先ほど議員おっしゃっていたように、米
軍として長期使用があったという歴史的背景等々、そ
れが自衛隊施設用地として日本政府に引き継がれた
という点も含めて要請したところです。国からは、自
衛隊基地については立入調査などは国内法でいろい
ろ対応できる。米軍の特殊性とは違う。特殊性がない
となかなか法律は難しいという点と、まず自衛隊基地
の返還予定はないという指摘を受けたところです。今
後、新たな沖縄振興計画の策定の議論の中で、自衛隊
施設用地が返還されることを想定する場合は、課題を
抽出して、課題が明確になれば県として必要な対応を
検討していく必要があるというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　部長のおっしゃっていることは実
は2019年、那覇空港地主等の皆さんと、防衛沖縄担
当、そして自民党の三役の方に要請してきました。全
く同じことをおっしゃっていましたけれども、ただこ
の地主、地権者の不安を払拭するためには何が必要な
のかということが一番大切で、もちろん駐留軍と自衛
隊基地は違うところを同じような扱いはできないと
おっしゃっていたんですけど、ただ土地連の要望書の
中にもそれを踏まえて、同一適用が困難の場合にあっ
ても自衛隊施設用地の跡地利用に当たっては地権者
に過重な負担がかからないような様々な視点から検
討していただきたいと、わざわざこれ書いているのは
そういう難しさが地主の皆さんは分かっているから
なんですね。ですから知事、これをただ単に難しいか
らということで切るのではなく、例えば10年前の沖
振の中で戦後処理という項目が新たに追加されたと
僕は覚えているんですけれども、その根拠になるのは

旧軍飛行場問題があったからそれを入れたと。昭和
18年問題と言われているんですけれども、当時小禄
基地、嘉手納、何か所か旧軍が接収した土地がほとん
どお金を払われていない状態で接収されたというこ
とで、なかなか壁を乗り越えることができなかったん
ですけど、これを載せることによって解決をしていま
す。何か所か解決しているんですけれども、そういう
意味で、ある意味で言ったら戦後処理の中の生い立
ち、米軍基地だったというこの生い立ちは、在沖の自
衛隊基地はまさしくそういう歴史を踏まえて戦後か
らずっと地主は自分の土地を切り離されてきたわけ
ですから。ぜひこの辺の地主の気持ちを最大限配慮し
ていただいて、何らかの形で対策を取っていただきた
いんですけれども、もう一度知事答弁をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、非常
に難しい問題であるということも認識しております
が、やはり県民の声をどのようにして政府にしっかり
と届けていくかということについてはさらに研究調
査を深めてまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　ぜひよろしくお願いいたします。
　それでは３の港湾計画に移らせていただきます。
　先ほど知事公室長からでしたか、土建部長かな、民
港の在り方、今年度中に考え方をまとめたいと。もう
３月１日ですのであと１か月しかないですけど大丈
夫なんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　目指すべきは令和２
年度内を目途に民港の形状案、すなわち港湾計画の方
向性を導き出したいと那覇港管理組合は方針を持っ
ておりますので、しっかり県も協力しながらやってい
きたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　私も那覇港管理組合の議員をして
おりまして、実は２月12日に百条委員会という委員
会がありました。そこで松島さんが証人として来たと
きに、この埠頭の形状案の取りまとめについてどうで
すかと質問したら、当初の予定からは遅れがあると述
べています。これがどういう形で遅れているのかとい
うのは、12日ですから、あれから３週間以上たって
いるのでスピードアップしてやっているのかなと思
うんですけど、もう一度土建部長、この辺について確
実に年度内にこの考え方がまとまるか御答弁お願い
します。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
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○土木建築部長（上原国定君）　確かに遅れぎみだと
いう話はございましたけれども、方針として令和２年
度内を目途にまとめるという目標は変わっていないも
のと認識しております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　富川副知事、実は先ほど企画部長が
お話しなさった、次期振計の骨子案は2020年12月31
日のタイムスに載っていたんですけれども、この記事
は承知しておりますでしょうか。その中で、自衛隊分
屯地の活用なども見込んでいるという文言があるんで
すけれども、最終的にはこの文言が消えているんです。
実際にそういった検討がなされていたのかお答えくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
　臨空・臨港産業につきましては、沖縄21世紀ビジョ
ンそれから同基本計画、アジア経済戦略構想の中にも
ちゃんと載っておりまして、次期振計においては当然
ながら臨空・臨港におきましては、那覇市の総合計画
等々を基にしないといけないということで、県としま
して大枠でやっぱり空港と港湾はリンクして有機的に
つなげるべきであると。経済界からもシー・アンド・
エアという言葉が要望として上がっておりまして、大
枠はこういう方向で行きながら、具体的なことはおっ
しゃるように那覇市とか地権者の意見を聞かないとい
けませんので、大枠でやって、その後は詰めていきな
がら実のあるものにしていきたいという考えでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　まずそのように御配慮いただいて最
終的には文言がなくなったというのは、よしとします。
ただやっぱり誰が見ても那覇軍港の跡地、そして空
港、那覇の港湾併せて沖縄の物流の要でありますし、
また次の未来に向けての本当に大変貴重な空間・地域
でありますので、ぜひ振計でしっかりとした形で、で
きたら富川副知事を先頭にやっていただきたいんです
けど、もう少しで任期が終わるようですので、また応
援していただいてぜひ自民党のアドバイザーになって
いただきたいなと思いますので。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時50分休憩
　　　午後７時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　家治君　知事、聞きづらいことを聞きます。
　那覇軍港の先行返還について、11月議会で知事は

休んでおられたので謝花副知事に質問をしたんですけ
れども、先行返還が全く悪いとは思ってないですよ。
なぜかというとあそこ４割は国有地なので、その活用
が地主さんに迷惑にならないんだったらいいのかなっ
ていうのはちょっと思ってはいるんです。ただ地主さ
んの考え方、那覇市の考え方がありますから、ぽっと
先行返還という言葉が出ることによって不安を与える
ので、できたら那覇市、地権者、知事３者で同じテー
ブルについて、まずは意見交換をしたらどうかと言っ
たんですけれども、それに対してどうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今議会でも議員各位からぜ
ひそういう方々の声を聞いてほしいという要望もいた
だいておりますので、その方向性で検討させていただ
ければと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　取りあえず地権者と那覇市と相談す
るということで、また跡地の計画も多分那覇市と地権
者は独自の考え方持っていると思いますので、ぜひコ
ミュニケーションをしっかり取ってこの辺の計画を推
進していただきたいなと思っております。
　あと最後になりますけれども、観光の面なんです
が、この観光業界の疲弊、75％、80％が対前年比落
ちている中で県は何もやってくれないという意見があ
るんですけれども、これは担当副知事としてどなたで
すか、知事がお答えできますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私が非常に言葉足らずで、
心苦しい思いをさせてしまっていることについては
申し訳なく思っておりますが、私としては本県のリー
ディング産業である観光の回復なくして沖縄経済の回
復はないと、本当にそのように考えております。そし
てその回復を成し遂げるためには、感染防止対策を徹
底するなど安全・安心で快適な沖縄にしていくこと、
それから強力にその取組を推進すると同時に、観光業
者の皆さんの声に、先ほども議員から提案がありまし
たようにしっかり耳を傾けて、そして県の観光施策に
反映させること、沖縄観光を一刻も早く復興させるこ
と、そしてそれがそれぞれの業界にあまねく及んで、
皆さんがしっかりと前を向いて希望を持って歩いてい
けるようにしっかり全力で取り組むということを改め
て申し上げたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　ぜひ予算がなければつくってくださ
い。スクラップ・アンド・ビルドで必要のない、例え
ばワシントン事務所は本当に今必要ないと私は考えて
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いますので、一旦閉じてコロナ対策で使ってもらいた
いということを要望して質問を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後７時54分休憩
　　　午後８時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　小渡良太郎君。
　　　〔小渡良太郎君登壇〕
○小渡　良太郎君　皆さん、こんばんは。
　会派沖縄・自民党の小渡良太郎でございます。
　この時間になると先輩方の有形無形の圧力、非常に
感じるところであるんですが、４年間で16回しかな
い一般質問になりますので、フルには使わないにして
もしっかり質問をさせていただきたいなとお願いを
いたします。
　質問に入る前に、一言だけ所見を述べさせていただ
きたいと思うのですが、これも先ほどいろんな方々の
一般質問の中で、２月22日のやじがいろいろ飛んで
おりました。要は何かと言うと、新聞記事にもなって
いたと思うんですけれども、知事の発言が記事になっ
ていたと。以前から中部保健所でのＰＣＲ検査のとき
の件とか、いろいろ取り沙汰されていると思うんです
が、知事の発言というのは非常に重いというふうに私
も考えております。
　その中で、この発言一つ一つをユーモアと取る人も
いらっしゃいます。一方で、不謹慎だとかそういうふ
うに捉える方もいらっしゃいます。通常だと受け取り
方は人それぞれという形で済ませていいかもしれな
いんですが、やはり沖縄県知事、一人しかいない県知
事ですので、ぜひ言葉、私が言うのも何だとは思うん
ですけれども、知事の品格という部分をぜひ頭に入れ
てその上で発言をしていただければ、議会でのやじと
か言葉を捉えてのいろんな追及とかも減るのかなと
いうふうに感じております。
　私ども政治家も不用意な発言一つでいろんな批判、
下手したら政治生命を失うという部分もある中で、言
葉に気をつけてやっていくというのは、議員諸兄皆さ
んも同じだと思います。ユーモアと思って発言したこ
とが、どのように受け取られるか。我々政治家は、ど
う受け取られるかというのを考えた上で発言をしな
ければならないというふうに、私は先輩の議員からも
教わりました。苦言まではいかないただの話ではある
んですけれども、お聞き入れいただいて発言に少し気
をつけていただければと思いますので、よろしくお願
いいたします。

　それでは、通告に従いまして一般質問を行わせてい
ただきます。
　１番です。次期沖縄振計について。
　県は先日、次期沖振計に係る計画の骨子案という形
で取りまとめをされて、我々県議もその説明を受けま
した。今回は、その骨子案に基づいて少し議論させて
いただきたいと思いますので、まず３点です。
　(1)、沖縄21世紀ビジョンとの整合性に関して、骨
子案がどのようになっているかということを教えて
ください。
　(2) 番、戦後沖縄が抱える積年の課題解決に対する
骨子案での位置づけと取組について。
　この21世紀ビジョンのみならず、今までの沖縄振
興または沖縄県になる前の琉球政府の長期経済計画
等を見ても、一貫して沖縄はこのような課題を抱えて
いるということがずっと続いております。その課題解
決に関して、どのように考えているのかお聞かせくだ
さい。
　(3) 番、骨子案の先にある10年後の沖縄のあるべき
姿について。
　これも骨子案を見させていただいたんですが、なか
なかこれが達成した暁の沖縄の姿というものが見え
づらい、よく分からないというところが正直な感想で
あります。そのあるべき姿をどのように描いた上で、
この骨子案と。もちろん今後いろいろ肉づけもされる
とは思うんですが、骨組みの部分で提出したものだと
思いますので、どのような未来を思い描いてこれを書
いたかということを教えてください。
　２番、我が党の代表質問との関連に関しては、照屋
守之議員の１の (8) の副知事人事に関して聞こうと
思っていましたが、ほかの議員とも内容がかなり重複
するという部分もありましたので、この件は取下げさ
せていただきたいと思います。
　次期沖縄振計について御答弁をよろしくお願いし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　小渡良太郎議員の御質問に
お答えいたします。
　次期沖縄振興についての御質問の中の１の (1)、新
たな振興計画（骨子案）と沖縄21世紀ビジョンとの
整合性についてお答えします。
　2010年３月に策定した沖縄21世紀ビジョンは、県
民の参画と協働の下に、将来のあるべき沖縄の姿を描
き、その実現に向けた取組の方向性等を明らかにした
もので沖縄県として初めて策定した長期構想であり
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ます。新たな振興計画は、同じビジョンで掲げた５つ
の将来像の実現及び固有課題の解決を図り、本県の自
立的発展と住民が豊かさを実感できる社会の実現を目
標としております。同計画は、ビジョンが想定するお
おむね20年の後期10年に相当するものと位置づけて
おります。沖縄振興に係る様々な取組に当たっては、
このビジョンに掲げる方向性に併せてＳＤＧｓを取
り入れ、県民一人一人をはじめとする社会全体が参画
し、社会・経済・環境の３つの側面が調和した持続可
能な沖縄の発展と誰一人取り残さない社会を目指して
いきたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、次期沖縄振興につい
ての (2)、積年の課題解決の位置づけについてお答え
いたします。
　新たな振興計画（骨子案）においては、克服すべき
沖縄の固有課題として、基地負担の軽減、駐留軍用地
跡地の有効利用による県土構造の再編、離島の条件不
利性克服と持続可能なコミュニティー及び力強い島嶼
地域の形成、陸海空を紡ぐ美ら島交通ネットワークの
構築を掲げております。これらの固有課題は、沖縄振
興特別措置法等に基づく特別措置を講ずる根拠である
４つの特殊事情から派生する課題であることから、本
県の不断の努力に加え、国の責務として克服に向けた
有効かつ適切な措置が講じられる必要があると考えて
おります。
　同じく１の (3)、本県の10年後のあるべき姿につい
てお答えいたします。
　新たな振興計画（骨子案）においては、長期構想沖
縄21世紀ビジョンで掲げた県民が望む５つの将来像
の実現及び固有課題の解決を図り、本県の自立的発展
と住民が豊かさを実感できる社会の実現を目標として
おります。
　県としては、同ビジョンにおいて掲げる目指すべき
将来像、沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切に
する島、心豊かで、安全・安心に暮らせる島、希望と
活力にあふれる豊かな島、世界に開かれた交流と共生
の島、多様な能力を発揮し、未来を開く島の実現と基
地跡地、離島などの固有課題の解決に向けて取り組ん
でまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　答弁ありがとうございます。

　ふわっとした話で、話を聞いてもなかなか分かりづ
らいというのが正直なところなんですが、一つ一つ確
認をさせてください。
　(1) 番の部分の延長について、21世紀ビジョンの後
期計画に位置づけられているという話が先ほどありま
した。前の10年、今の現行計画ですね。９年目に入っ
ていると、もう９年目ももう終わると思うのですが、
21世紀ビジョンがどの程度達成されたから次の10年
があるんだというのは、ひとつ計画をつくる中でいろ
いろ議論になるところだと思います。行政の計画とい
うのは、地域が抱える問題・課題を解決しつつ、長所
をどう伸ばしていくのか、可能性をどう引き出してい
くのかというのが計画の本来の役割であるというふう
に認識しているのですが、前の計画を引き継ぐという
のであれば前の計画の達成率というのは非常に重要な
部分になると思います。そこのところを少し詳しく教
えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画の策定に
当たって、現行の沖縄振興計画、沖縄21世紀ビジョ
ン基本計画の総点検を実施したところです。総点検の
総括においては、これまでの沖縄振興の取組により社
会資本の整備が進んだ一方で、１人当たりの県民所得
等については、まだ全国最下位の状況にあってまだま
だ課題がある。そして新たな課題として、重要性を増
した課題としては子供の貧困等も挙げられると思いま
す。それから非正規雇用者の割合の高さなども挙げら
れますし、新たに生じた課題としては首里城の復旧・
復興も抱えているところで、これら総点検の中で見え
てきた課題に対応するために次期新たな振興計画の策
定に向けて取り組んでいるところです。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　21世紀ビジョンに関してなんで
すが、策定されてから10年近くたつものになります。
その間にも、いろんな社会情勢の変化とかそういった
ものがあって、近年のコロナ、今沖縄の抱えている大
きな問題なんですけれども、新型コロナの感染拡大と
いうものも、まさかオリンピックが延期になるとは誰
も思っていなかったと思います。そういう中で、21
世紀ビジョンの達成の点検というのも重要だと思うん
ですけれども、21世紀ビジョン自体の点検、見直し
というのも本来だったら長期計画ではあるんですが、
適宜見直しをしていくのが計画の常ですから、そう
いった活動を取組を行ったのかどうか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄21世紀ビジョンは県
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民の多くの声を酌み上げるとともに、沖縄県振興審議
会の審議、市町村への意見照会、パブリックコメント
の実施など多くの意見に加えて、県議会での決議等を
反映したものとなっております。同ビジョンで掲げる
基本理念―「時代を切り拓き、世界と交流し、とも
に支え合う平和で豊かな「美ら島」おきなわ」―こ
の基本理念や先ほど申し上げた県民が望む５つの将
来像、これについては、現在も変わることはないと考
えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　この……
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　失礼いたしました。
　加えまして、沖縄21世紀ビジョン策定後の社会情
勢の変化等にはどう対応するのかということの御質
問でございました。
　変化の対応に当たっては、新たな振興計画に盛り込
むこととしております。新型コロナウイルス感染症に
よる感染拡大への対応については、新たな振興計画の
骨子案の中で、安心・安全の島の実現と新しい生活様
式への対応等を今盛り込んでいるところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　前回、去年ですか、一般質問で若
年者の県外就職を推進しているのはどうなのかとい
う質問をさせていただきました。
　今回の骨子案を見ると、若年者の県内就職推進とい
う文言が盛り込まれておりましたので、質問してよ
かったなと思っているところであるんですけれども、
あの質問が何で出たかというと、10年前の計画の段
階では、沖縄県の雇用情勢は県外就職を推進したほう
がいいと判断するに値する状況でしたと。でも時代の
情勢の変化があって、人手が足りなくなってきている
と。それでもう10年前の計画に基づいてやってきて
しまっているから、人手不足に陥っている。だからお
かしいんじゃないですかという話を前回させていた
だきました。今回も同じように、そういった形で情勢
の変化とかを踏まえて幾ら20年スパンの長期構想で
あったとしても、やはり見直しをしていかなければな
らない部分というのはあるんじゃないかと。事業の
点検だけじゃなくて、計画自体の整合性だったり適切
性だったりというのも適宜やっていく必要があるの
ではないかなと私は考えるんですが、それは置いてお
いて、取りあえず骨子案に関してもう少しお聞きした
いんですけれども、21世紀ビジョン策定段階では、
今企画部長の答弁にもあったように、まず基本的な考

え方、恐らく今回の骨子案と同じタイミングの部分に
なると思うのですが、それも審議会に諮って答申をも
らって、その次の基本計画案でも同じように振興審議
会に諮って、答申をもらって沖縄県案として策定する
というプロセスを経ております。でも今回の骨子案、
今回の次期振計に関しては次の―骨子案を取りあ
えず出しましたと。アンケートを取っていろいろそ
れを加味した上で、次の基本の案の部分で答申をする
と。要は答申を受けるのが１回減っているわけですよ
ね。それはひとつ同じような計画を策定していくプロ
セスとして、県民の生の声を聞くというのが欠けてい
るんじゃないかというふうに感じるところもありま
す。
　また県民アンケートに関しても、沖縄県民が望む将
来像という部分のアンケートは結構長い期間行われ
ていたと認識をしているんですが、先ほど２月に県が
行ったアンケートは短いし、アンケートに答えた件数
もちょっと少ないんじゃないかなという印象を受け
ました。そういった部分で、プロセスとして審議会を
通さないで取りあえず骨子案をまとめたとか、県民意
見をアンケートとかを取らずに取りあえずまとめて
その後にやっていくという手法が、本当に県民の意見
を沖縄がつくる構想の計画として適切だと考えてい
るのかどうか、見解を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　10年前の―平成23年、
現行計画を策定する段階ですが、新たな計画の基本的
な考え方、21世紀ビジョン基本計画素案という形で、
４月に決定してその後諮問答申を受けております。
11月にビジョン基本計画案を決定し、諮問答申を行っ
たところです。
　今回、骨子案を取りまとめた理由としましては、幅
広く意見を頂戴するということです。パブリックコ
メントについて先ほどトータルで百数十件の意見が
あったということを申し上げました。それに加えて、
市町村長の皆様の御意見であるとか、あるいは経済団
体の皆様であるとか、幅広い御意見を頂戴した上で素
案を作成していきたいという意味で、今回骨子案を初
めてまとめたところでございます。素案をまとめた後
に、沖縄県の振興審議会に諮るということを予定して
おりますので、手続としては逆に幅広い意見を頂戴す
る方向に変えたということで認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　先ほど21世紀ビジョン後期計画、
この骨子案は後期計画に該当するので同じく県民が
望む将来像に向かって実現に向かってやっていくん
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だという答弁がありました。県民が望む将来像―恐
らくコロナを受けて大きく変わっているんじゃない
かなというふうな気がします。いろいろ観光客も、ど
んどんどんどん毎年毎年、来沖観光客数が増えていっ
て、あちこちの開発も行われて、そのような状況で県
民が望んでいた将来像というものと、ちょうど今年１
年ですね。コロナを受けて、今県民が考える将来像と
いうのは少し違うんじゃないかなと。そこの部分は、
丁寧に聞き取りをするべき。特にウイズコロナ、アフ
ターコロナという文言を計画の中に入れ込みたいとい
う考えがあるんであれば、そこのところは、もう一度
しっかり確認をしていかないと県民は、あれ何かコロ
ナでちょっと時代が変わっているのに、何で県はどこ
に向かおうとしているんだろうという形になりかねな
い懸念が大いにあると考えております。そこの部分に
ついてパブリックコメントの部分でもうまくカバーで
きていないところだと私は認識をしているんですが、
今後の展開も含めてどのように考えているか教えてく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先ほど21世紀ビジョン策
定後の社会情勢の変化については、振興計画の中で反
映させたいということを申し上げました。コロナにつ
いての県民の意識が大分変容しているというのは間違
いないんでしょうけれども、例えばこの５つの目指す
べき将来像の中で、心豊かで安全・安心に暮らせる島
という県民が望む将来像については、変わるところは
ないのかなというふうに考えているところでございま
す。また、パブリックコメントについては、もっと幅
広にという趣旨の御質問だと思います。今、ホームペー
ジで意見を募っているところですけれども、これに加
えてＳＮＳとか、あるいはウェブとかを活用した県民
意見も幅広くこの素案策定の後に行いたいというふう
に考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　前回の21世紀ビジョンのときの
アンケートに関しては、県民の中にも結構強い熱があ
りました。沖縄が初めてつくる長期計画だというと
ころも含めて、10年後の沖縄、20年後の沖縄を自分
たちがどう考えるかというところが、大学生とかでも
ちょっと関わっていたりした場合には、僕はこうあっ
てほしいなと考えるとかというのが、議論だけじゃな
くてちょっとした話の中でもいろいろ出てきていたよ
うな気がします。当時私は市議だったんですけれど
も、若い方々といろいろ意見交換する中でも、こんな
沖縄を目指したいよねという話はよく出ていました。

でも今回は、あんまりそういった話が聞かれません。
なので、ぜひ県民に対する意見聴取、アンケート等々
というのは徹底して行っていただきたいなと。沖縄が
つくるというものの一つの根拠になるのが県民意見の
聴取になると思っています。知事も一人も取り残さな
いというのであれば、できればみんなの意見を聞くと
いうことも重要だと思いますので、ぜひそこのところ
はしっかりとやっていただきたいと思います。
　(2) 番の課題解決に関して、骨子案13ページの経済
の部分だけ少し確認させていただきたいんですけれど
も、自立発展の基礎条件の整備が道半ばとか、需要依
存型の経済構造とか、１人当たり県民所得の向上が課
題であるとかというふうに―13ページ以降にそう
いった話が出ております。次の振興計画を考えるに当
たって、今までの振興計画だけじゃなくて、琉球政府
時代の―当時は一つの国だったと思うんですけれど
も、この経済計画、先ほども壇上で話をしたんですが、
そこまで少し勉強させていただきました。今沖縄が
課題としている言葉が、50年以上前の琉球政府時代
の経済計画にも同じように載っていると。じゃ、この
50年何をやっていたんだと。課題がある課題がある、
解決しなきゃ解決しなきゃという50年を過ぎて、何
でまだ同じ文言が載っているんだというのは、後から
やってきた私にとっては非常に疑問があるわけであり
ます。この50年間解決できなかった問題を、次の10
年でどうするかというのはちょっといじわるな言い方
かもしれないんですが、自立発展の基礎条件の整備と
か、需要依存型の経済構造をどう変えるのか。産業構
造、製造業比率の問題、ずっと昔から言われておりま
す。県民所得の向上に関しても恐らく大多数の県民が
望んでいるところなんですが、そこをどのように県が
やっていこうと考えているのか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
　50年前とどこが変わったかという話でございます
が、我々としては過去の50年の振計も一応総括をし
て新たな振計の策定に当たっております。
　なぜ50年変わらないかというのは、沖縄の社会経
済構造が非常に大きいと思います。１つは島嶼経済で
ある。スケールメリットが利かない。そして小さな島
が発展するためには昔から国際的なネットワークを通
じて琉球の時代も構築したわけです。ところが、これ
までの功績というのは部長からもありましたように、
社会資本を拡充してきた。ところが、自分の力で展開
する経済の筋力・体力で発展する力は依然として弱
いということがあってこれを変えたわけでございま
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すが、一つぜひ御理解していただきたい点があります
のは、コロナ前に私の知る限り沖縄の経済指標で全国
を凌駕したのはありません。景況、ＧＮＰの伸び率、
県民所得の伸び率、１人当たり県民所得も僅かではあ
りますが伸びてきました。これどう解釈するかという
と、マクロ経済学的の視点から見ますと、沖縄の発展
のメカニズムが初めてうごめいたと。これは皆さんも
実感として沖縄が絶好調であるという話を聞いても分
かると思います。ところがこれ残念ながらコロナで全
部崩壊しました。我々が今、この振計に思いを込める
のは、アジアのダイナミズムが相当大きな働きをした
と思うんですが、これはコロナで根幹から崩れたわけ
ではない。いずれ回復するだろうという形で、それも
見据えながら、しかしコロナもあるのでこれまでのよ
うな量の経済ではなくて、やはり環境にマッチしたも
のでなければ世の中は通用しない。
　それから、先ほど申し上げたように、これからＩＴ
の時代です。ＩＴをマッチしたような感じにしていか
ないといけない。こういう先端的なものを、これまで
の振計にないものを入れ込んでいきたいということで
ちょっと項目的には入れておりますが、そういう方向
で考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　副知事、御答弁ありがとうござい
ます。
　答弁者に副知事とだけ書こうかなとも思っていたぐ
らいだったので、副知事からお言葉いただいて感謝を
しております。
　今、答弁いただいた解決策に関しても、やはり50
年前の計画からこのようにすれば解決するだろうとい
うのがずっと載り続けています。社会資本の整備は進
みました。いろんなところで便利になったというのは
事実として、この50年間で沖縄振計が何も残さなかっ
たとは全く思っていません。この50年があったから
こそ、今の沖縄があるというふうには考えているんで
すけれども、ただ課題解決は、山積する課題は課題の
ままずっと放置されているところがあまりにも目立ち
過ぎるというところもまた一つ大きな課題なのかなと
―日本語なかなか難しい部分あるんですけれども
―思っております。
　その中で、私自身いろいろ市議会の中でも、今県議
会でも財政を少し勉強させていただいているんです
が、この振興依存の財政というところがひとつ問題あ
るのかなというところもちょっと考えてはいます。
この振興がいい悪いとかではなくて、沖縄振興計画が
あって、沖縄振興予算がついて、様々なことができる

というのは、沖縄のほかの46都道府県に比べての優
位であると私は考えているんですが、その一方で、例
えば特区をどれだけ活用しているかと言ったら、活用
されていないんですね。指定はされているけど活用は
していない。地方創生の予算をどれだけ活用して、沖
縄の創生に使われているかと言ったら、なかなかそれ
も見えてこないと。本来他府県が努力をして予算を獲
得していろんな事業をやっているというものは、当然
当たり前にやったその上で沖縄振興ということがあっ
て初めて振興は図られるんじゃないかなと考えている
んですが、振興予算という目の前の大きいものがどー
んとあるおかげで、取りあえずこれでやっていけばい
いやという形になってしまうと、他府県が努力してい
る分、こっちは努力の―あるいは減るかもしれない
んですけれども、やっていることは一緒と。振興につ
ながりにくいという部分は多々あると思います。そ
の部分について、特区活用とか、地方創生の制度活用
とか、または他府県だと民間活力使うためにＰＰＰ、
ＰＦＩ等積極的に導入しているというところもありま
す。そういったものも含めて、振興予算、振興という
のを考えて、予算の使い道というのをやっていけば、
沖縄は他府県よりも振興予算の分、先に行けると思う
んですが、そこのところ次の10年どう考えるか教え
てください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　全国制度といいますか、
国家戦略特区として沖縄県指定されておりまして、こ
れについては様々な提案をさせていただいて、沖縄県
が提案した事案が全国共通の制度になったという事案
もございます。地方創生の取組については、確かに沖
縄県の場合は他県に比べて採択件数、金額ともに低い
状況にあると思います。これについては、沖縄振興特
別推進交付金、この一括交付金が沖縄県にはあって、
沖縄振興に資する事業を主体的に自ら考えた上で事業
を立案し、執行できるという有利な仕組みがあって、
これを活用できるがゆえに地方創生の交付金の適用が
少ないのではないかというふうに考えているところで
す。一括交付金を活用して、県にあっても市町村にあっ
ても、特に市町村にあっては地域の実情に応じたきめ
細かい取組がなされておりますので、来る新たな振興
計画にあっても一括交付金制度を存続させて、これを
活用した取組を続けていきたいというふうに考えてい
るところです。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　この一括交付金の話が出たので少
し聞きたいんですけれども、この一括交付金というの
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は内閣府の認定を受ければ使えると。一方で地方創
生はいろんな部分でいろいろと調整もして、提案もし
て、プレゼンもして、いろんな部分で努力をして初め
て獲得できるというものになると。その努力、一括交
付金が使い勝手がいいのか悪いのかというのは人に
よって考え方違うと思うんですが、この何でもかんで
も一括交付金でやってしまおうというところが沖縄振
興のちょっと足を引っ張っているんじゃないかなと正
直思う事業たくさんあります。そんな中で、この地方
創生に関して、努力をするべきだろうと、地方創生で
できることはできるだけ地方創生でやれるように、国
にも働きかける、プレゼンもしっかりやるということ
をやっていくべきであろうと。そうして初めて一括交
付金というのが生きてくるんじゃないかなとそういう
ふうに提言をしたいというふうに考えております。
　一括交付金出たのでちょっと関連して聞きたいんで
すが、現行計画の中で駐留軍用地跡地の先行取得のソ
フト交付金というのがあります。これ今回、法律の立
てつけだと、この法が終わった後どうなるのかという
のは、つい最近聞かれたものですから、法律が終わる
ので終わりと、返還という形になるのか、経過措置と
かがあるのか。そこら辺どう考えているのか教えてく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時49分休憩
　　　午後８時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　駐留軍用地の跡地の先行
取得を行うために、県、市町村で基金を設置し、基金
を活用して先行取得を実施しているところです。これ
については今、令和３年度末までの期限となっている
ところです。しかしながら、嘉手納より南の駐留軍用
地については、令和４年度に返還されるところが多々
ございます。これに当たっての先行取得を進めないと
いけないということからも、令和４年度以降もこの基
金の存続について国に求めていきたいというふうに考
えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　計画とその計画にひもづく予算と
いう観点からいったら、計画が終了して、新しい計画
が始まる時点でこの部分というのがどうなるかという
のがちょっと心配なんですよ。今の答弁の部分、国に
確認したことがあるのかちょっと聞かせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先行取得、どの程度の公

共用地の取得が必要なのか、これについては特定事業
ということで、これ指定を受けて、この規模の土地が
必要だと。そのために基金を設置したというところで
す。基本は令和３年度までにこれらを全て取得しな
いといけないというところではあるんですが、跡地の
流動性といいますか、これが高まるのは返還の時期が
はっきり明確化されてからというような事情もござい
ます。そのためまだまだ先行取得をしないといけない
というところもあって、国に対しては引き続きという
ところもお願いしているところですが、まずは令和３
年度までしっかり取り組まれたいという話を伺ってい
るところです。ただし、期限はあと１年を切っており
ますので、今後について、この議論について深掘りし
て、国と当たっていきたいというふうに考えていると
ころです。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　ちょっと横にそれてしまったんで
すが、ここの部分も市町村は非常に心配をしておりま
す。この経過措置とか求めるべきじゃないのという話
も聞こえてきたりします。ぜひ計画と予算の部分で、
継続するのか、一旦返してまた新しくとなるのかとい
うのは分からないんですけれども、そこの部分もしっ
かりと協議をしてどのような形になっていくのかとい
うことを調査していただければと思います。
　最後少し横道にそれてしまったんですけれども、ま
た改めて振興計画については議論させていただきたい
と思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　議長からお許しがありますので、一
般質問に入る前に、一般質問初日にこのような夜遅く
までお付き合いいただき、議員諸公並びに執行部の皆
さん、心より感謝申し上げます。ありがとうございます。
　また、知事におかれましては、緊急事態宣言が今日
から解除になりましたので、私もほっとしております。
営業時間短縮で８時までのものを議会が９時過ぎまで
やったら非常にまた誹謗中傷も買うのかなと思って、
私の一般質問も取り下げないといけないかと思って心
配しておりましたが、今日はこのように一般質問がで
きますことに感謝申し上げます。
　では早速、沖縄・自民党、又吉清義、一般質問に入
らせていただきます。
　まず、順を追って行きたいと思います。
　まず１、宜野湾警察署移転に係る宜野湾仮設避難港
の盛土の取扱方について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　仮設避難港の土砂の
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取扱いについてお答えいたします。
　宜野湾市大山の仮設避難港については、その土地の
一部について、令和２年度から６年度まで宜野湾警察
署仮庁舎の敷地として使用を許可しております。仮設
避難港内に仮置きされている土砂については、仮庁舎
建設に支障がないように移動した上で、順次搬出しな
がら、県が実施する公共事業に利用しているところで
あります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　今仮設避難港に盛土として置かれて
いるこの土砂、いつ頃からどこからやってきて、どの
ぐらいの量があるか御説明していただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時55分休憩
　　　午後８時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　いつからというのは
ちょっと難しいところでございますが、中部土木事務
所が常々土砂置場として利用してきた土地でございま
す。仮設避難港に今仮置きされている土砂の量は、現
在約１万500立方メートルとなってございますので、
宜野湾警察署の仮庁舎の建設には支障のないように活
用していくということで適切な管理をしているという
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　実はこの盛土、約20年近くも仮置
場として置かれております。
　ここで部長にお伺いしますが、まず確認事項の１点
目に、この仮設避難港、都市計画上ではどのような位
置づけなのか御説明ください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　都市計画上、今現在
の位置づけはございませんが、現在宜野湾市において
改定作業中の宜野湾市都市計画マスタープランの素案
によりますと、仮設避難港は宜野湾市における都市型
オーシャンフロントリゾート地の核として位置づけ、
観光リゾート拠点の創出に向けて市街化区域への編入
を推進し、多様なリゾート機能の誘導に努める予定と
聞いております。
　県では計画的なまちづくりの実現に向け、宜野湾市
による地区計画策定と併せた市街化区域の編入に向け
て宜野湾市と調整を進めているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　部長に再度もう一回確認いたします。

　この仮設避難港は臨港地区ではないですか。その確
認をお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時57分休憩
　　　午後８時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　仮設避難港は港湾としての位置づけではございませ
んので、臨港地区の指定もないということでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　臨港地区で指定はありませんか。こ
の図面を見た限り臨港地区という位置づけで色分けを
されておりますが、これは間違いないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　先ほど答弁したとお
り、臨港地区ではございません。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　じゃこれはかみ合いませんので、そ
の辺百歩譲るとして、次に先ほどの仮設避難港地域、
21世紀ビジョンではどのような位置づけであったか
もう一度お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時58分休憩
　　　午後８時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　21世紀ビジョン基本
計画の中では、浦添市から宜野湾市に、そして北谷町
に至る海岸線が連担した地域を世界的観光水準のコー
スタルリゾートとして形成するというような記述が
あったかと記憶しております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　部長、ぜひこの位置づけ、そして企
画部長にお尋ねいたします。
　これから、21世紀ビジョン、第６次をつくる中で、
10年前に皆さんが作った資料ですよ。この地区はど
ういうエリアにするんだという目標があったと思いま
すよ。御存じないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　西海岸地域の快適で魅力
ある世界水準の都市型オーシャンフロント・リゾート
地の形成に向けた課題の提起を目的として有識者懇談
会を開催したところです。その中で提言が３つござ
いまして、来場者と居住者でにぎわうリゾート地づく
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り、海を見せる海から見せる風景づくり、快適かつス
トレスフリーな移動環境づくり等の提言がなされたと
ころです。今後は普天間飛行場跡地利用計画、素案あ
るいは関係市町村の跡地利用計画等へ反映させる、あ
るいは地域開発動向における連携について展開してい
きたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ぜひ企画部長、もう一度皆さんが
作った138ページ、書いてありますのでしっかりそれ
を確認していただきたい。ここに、宜野湾市から読谷
村に至る西海岸地域においてはと、「良好な景観の形
成、環境保全活動と経済活動が共存するルールづくり
等、魅力ある風景づくりを推進し、豊かで美しい観光・
都市空間の創出を図ります。」そういう地域なんです
よ。部長、そこに今宜野湾警察署仮庁舎が来るのは、
これは構いません。20年以上も置いてある、ほった
らかしてある盛土、またそこに積替えをしてこれが立
派な魅力ある風景になりますか、皆さん。おかしいと
思いませんか。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　仮設避難港の土地に
つきましては、現在国有地でございます。県が管理し
ておりますけれども、今回宜野湾警察署の仮庁舎とし
て活用をいたしますが、その後、宜野湾市と連携しな
がら、その土地の有効活用について国・県・市の３者
で協議をしながら進めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　であるならば、今ある盛土をＡから
Ｂに移すんじゃなくて、土地の有効利用を考えるんで
あれば、あの一帯にある１万500立米の土、盛土を全
部撤去するのが筋じゃないですか。大きい山を造って
山登りをさせながら、皆さん、これを宜野湾市と協議
するんですか。おかしいと思いませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　現在は土砂置場とし
て使っておりますけれども、それは先ほど答弁したと
おり、順次搬出しながら公共事業に活用しているとい
うことでございます。これはしっかり処理をしながら
今後の土地利用が円滑にできるようにやっていきたい
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　部長にぜひまた６月議会で私は改め
て確認します。
　20年近くもある盛土です。土砂です。やはり県と
していつまでに片づけると方針ぐらいは出してくだ
さい。あんなにきれいな海が皆さん、昨日現場見てき

ましたよ。雨が降ったら海に流れていくんですよ、海
に。そして、これから豊かなリゾート計画がある美し
い風景をつくろうとしている地域、盛土見て全然美し
くないですよ、皆さん。この点ぜひ改善するべきだと
思いますが部長、やはり協議して直すべきだと思いま
すが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　今、１万立米を超え
る土が置かれておりますけれども、宜野湾警察署の仮
庁舎の敷地としては支障のないように動かしますし、
今後宜野湾警察署の仮庁舎の敷地として令和６年度ま
で使うことになっております。おおむねその頃には
しっかりと利活用ができるように検討していきたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　あそこにある盛土を片づけるだけで
いろんな有効活用ができます。盛土があるおかげで、
逆に海に赤土が流れていく。子供たちがそこで遊んだ
り、けがをしたりしたらこれはよくないことだと私は
思います。そういった意味では何も令和６年までにこ
だわるんじゃなくて、一日も早く撤去することを要望
しておきます。
　次に、「新型コロナウイルス感染症の影響に係る支
援を求める意見書」ということで、宜野湾市議会から
出ている項目があります。大変失礼しました、17項
目ではなくて15項目に訂正させていただきたいと思
います。
　これについて、進捗状況、その後どのようになって
いるかお伺いいたします。まず、「１、ＰＣＲ検査を
希望する方が無料または低額で受けられる体制の整備
を図ること。　２、児童福祉施設及び医療、介護施設
等の従事者等に対する慰労金を給付すること。また、
職員及び入居者等に対し、無料でＰＣＲ検査を受けら
れる体制の整備を図ること。　３、新型コロナウイル
スワクチンの接種について、市町村間で実施に偏りが
生じないよう、人員配置に関する支援をすること。　
４、新型コロナウイルスに感染や濃厚接触等により、
療養が必要な保護者が安心して子供を預けられる体制
を整備すること。　５、軽症者や濃厚接触者が自宅等
で療養等を行う際、家庭内で感染が拡大しないよう支
援を行うとともに、高齢者及び基礎疾患のある方にパ
ルスオキシメーターを貸与すること。また、県医師会
等と連携を図り、かかりつけ医が自宅療養者を支援で
きる体制を支援すること。　６、中部地域における軽
症者及び無症状者用宿泊療養施設の借上げを実施する
こと。また、医療スタッフの配置やパルスオキシメー



─ 262 ─

ターの貸与等も検討するとともに、民間病院も含めた
病床の確保に努めること。　７、感染防止対策等を加
速させ、県と市町村のさらなる連携を図るため、市町
村に罹患者情報等の具体的情報を提供すること。　８、
市において、陽性者及び濃厚接触者が発生した際、市
民が相談できるよう、看護師等を配置した専門窓口設
置のための支援をすること。　９、新型コロナウイル
ス感染症対策に係る営業時間短縮要請に伴う協力金
について、店舗ごとに１日当たり６万円を支給するこ
と。」。
　これはもう該当しないかもしれませんね。
　「10、新型コロナウイルス感染症の影響により収入
が減少した従業員のほか、飲食関連以外の中小事業者
に対する補償を行うこと。　11、アルバイト先の休
業や勤務日数の減少等により経済的に困窮し、学業継
続が困難に陥っている学生に対する支援を行うこと。　
12、児童福祉施設や介護施設等で陽性者や濃厚接触者
が発生した際の施設消毒に係る費用の支援を拡充する
こと。　13、文化、芸術及び芸能に関係する団体及び
個人に対する支援を行うこと。　14、マリンスポーツ
事業者を含めた観光関連事業者への支援を拡充するこ
と。　15、生活保護世帯に対する消毒液等の感染対策
必需品の調達に関し、国に支援を求めること。　以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。」。
　ということで、宜野湾市議会から提出されておりま
すが、その取扱方について御説明をお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時８分休憩
　　　午後８時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　それでは、宜野湾市議会
からの要請の11項目め、学生への支援についてお答え
いたします。
　今年度から始まった高等教育の修学支援新制度で
は、低所得世帯や新型コロナの影響で家計が急変した
世帯を対象に授業料などの減免及び給付型奨学金の支
給により、学生に対し支援が行われております。
　県においては、新型コロナ感染症の影響を受け、先
月６日にも全国知事会を通し、大学生などの経済的負
担の軽減などの対策を行うよう国に求めているところ
でございます。引き続き国及び全国知事会と連携しな
がら、学生に対する支援に努めてまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　それでは、

要望事項２の前段部分でございます、児童福祉施設、
介護施設の従事者に対する慰労金を給付することにつ
いてお答えいたします。
　県では感染すると重症化リスクが高い高齢者のケア
を行う介護施設等の職員に対して慰労金を給付して
いるところでございます。児童福祉施設等の職員に対
しては感染対策業務に係る手当等の経費を支援してお
り、慰労金の支給については昨年９月に県知事より厚
生労働大臣へ、11月に全国知事会から国へ要望して
いるところです。
　次に要望事項の４、療養が必要な保護者の子供を預
かる体制についてでございますが、県では保護者が新
型コロナウイルス感染により入院し、預かり先のない
子供についてＰＣＲ検査で陰性を確認後、仮設の一時
保護所で健康観察を行いながら保護することとしてお
ります。
　次に要望事項の12、児童福祉施設や介護施設等での
施設消毒の支援拡充について。
　県では、介護施設や児童福祉施設等における衛生用
品の購入や施設の消毒費用等を支援し、感染防止対策
と事業継続のための支援に取り組んでいるところでご
ざいます。
　次に要望事項の15、生活保護世帯に対する消毒液等
の調達支援について。
　生活保護制度において日常生活に必要な生活用品に
ついては、保護受給中の場合、経常的最低生活費のや
りくりにより賄うこととされております。
　同制度の在り方については、国民の消費動向や低所
得世帯の消費実態を踏まえ、国において決定されるも
のであり、県としましては、その動向を注視してまい
りたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　15項目の要望のう
ち、保健医療部所管は１番から３番、５番から８番の
７項目となっており、そのうち希望する県民の方がＰ
ＣＲを受けられるようにという１番、それから介護従
事者等へのＰＣＲ検査のことが２番、それから市町村
への感染情報の提供についてが７番、８番が相談窓口
についての４つの項目につきましては、県としておお
むね対応しているところでございます。
　それから、パルスオキシメーター貸与等に関する５
番と６番の２項目については現在検討を進めていると
ころでございます。
　次に３番目のワクチン接種に関し、市町村の人員確
保につきましては、市町村において行われるものであ
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りますので、県としましては、円滑な接種に向け各市
町村実施計画の策定について支援を行っているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　宜野湾市議会からの15項目の意見書のうち、商工
労働部が所管する９及び10に関する県の対応につい
てお答えをいたします。
　まず、９の店舗ごとに１日当たり６万円を支給する
ことですが、昨年12月以降に県が発出した時短要請
に係る協力金は国の臨時交付金の協力要請推進枠の活
用を前提としており、国の緊急事態宣言の指定地域と
なっていない都道府県においては、４万円が上限とさ
れているところです。
　県においては、本県に適用される日額の上限額で協
力金を支給しております。
　次に10のうち収入減少の従業員への支援というこ
とですけれども、県では国が実施する新型コロナウイ
ルス感染症対応休業支援金給付金の活用促進のほか、
就職困難者等への再就職支援や生活相談等を実施して
おります。
　次に10のうち飲食店以外への支援についてお答え
いたします。
　国が実施する緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支
援金については、県内でも旅客運送事業者、宿泊事業
者、土産物小売店、旅行代理店、イベント事業者等が
対象となり得ることとなったことから、国及び市町村
等と連携を図りながらこれらの事業者への周知及び活
用に向けた県独自の相談サポート体制の整備に向け調
整を進めているところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　文化観光
スポーツ部では、13番と14番が該当しておりますの
で、それについてお答えいたします。
　まず13番、文化・芸術及び芸能に関係する団体及
び個人に対する支援を行うことにつきましては、個人
を含む文化関係団体などに対しまして、コンテンツ配
信等に係る機材の経費や感染防止対策を含めた活動再
開に向けて、新しい生活様式に対応した文化芸術活動
への支援策を講じているところであります。
　続きまして14番、マリンスポーツ事業者を含めた
観光関連事業者への支援を拡充することにつきまして
は、２月補正予算におきまして、県内の観光体験アク
ティビティ商品などの利用促進のため、沖縄観光体験
支援事業を計上しているところでございます。今後と
も感染状況を踏まえながら、文化芸術の振興及び観光

需要の回復に向けて取り組んでまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ぜひ知事にお伺いしますけれども、
知事、やはりコロナによる影響、本当に私たちの目に
見えない部分もいっぱいあるということです。それを
まず１点ぜひ理解していただきたい。そして金がなけ
れば知恵を出す。お互い横の連携を取ってお互い助け
合う、支え合う。そうしないと一緒に乗り越え切れな
いと思いますよ。知事、その辺の決意をお伺いしたい
んですが、やはり今観光産業も本当に大打撃でござい
ます。その中で目に見えない、まだ行き届かない分野
もあるということで知事は積極的に本当に愛の手を差
し伸べていただきたい。全市町村一緒です。たまたま
宜野湾市議会のほうが先に出しましたが、これ全市町
村、私は一緒だと思いますよ。
　知事、それをもう一度全庁体制でしっかりと取り組
んでいただきたいんですが、知事の意思をお伺いしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　まさに議員おっしゃるとお
り、このコロナ対策、感染防止を徹底するということ
と、一日も早く皆さんのなりわいと暮らしを復興させ
ていくということは先ほども別の議員にもお話をさせ
ていただきましたけれども、観光の回復なくして沖縄
の回復はないという思いで取り組ませていただいてお
ります。
　さらに、２月21日に開催されました全国知事会で
も緊急提言をさせていただき、例えば先日要請をいた
だきました緊急事態宣言の経営支援については、特に
大きな損失を被っているバス、鉄道、航空、船舶、タ
クシー、運転代行等の交通事業者や旅行業者、宿泊業
者、土産物店等の観光関連事業者、飲食事業者、ブラ
イダル事業者に対し、事業規模に応じた手厚い経営支
援を行うことなど、実はこのように沖縄県から要請を
受けてそれを全国知事会の中でも盛り込ませていただ
いて、本当に幅広い分野で皆さんがしっかりと手応え
を感じる支援を届けたい。そして国にもそのための財
源措置等、柔軟な地方自治体が使える制度にもしてい
ただきたいということも併せて要請をさせていただい
ております。
　沖縄観光、そして皆さんの事業を一日も早く復興さ
せるために全力で頑張ってまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　今までのこの一般質問で聞いたこと
を本当に知事はじめ県の皆さん横の連携しっかり取れ
ているのかなと、本当に何をしたいのかなと。お互い
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各部署部署、おのおので進んでいるんじゃないかなと
いう経緯が見られるものですから。そうじゃないんだ
と、ぜひ全庁体制で取り組んでいかないと、経済がも
う完全に逼迫をしている、そして、生活面もこのよう
に窮地に立たされている。これは県はもっと積極的に
進んで何ができるか、言われる前に行動を起こすぐら
いぜひやっていただきたいということをお願いして
おきます。
　次に、３番目に移ります。
　台風や大雨、地震等による自然災害の県の対応方に
ついて伺います。令和元年、２年の発生件数について
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　令和元年に災害対応を行った大雨・台風等の被害
発生件数につきましては、人的被害が34名、住家被
害71棟、道路被害12件、崖崩れ24件などとなってお
ります。令和２年における件数については、人的被害
12名、住家被害37棟、道路被害２件、崖崩れ19件な
どと把握しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　特にこの部分の崖崩れについてお
伺いいたします。
　やはり令和元年24件、２年に19件と43件ございま
すが、この崖崩れの一日も早い復旧と防止対策に向
け、どのような手順によって進められているかお伺い
いたします。意外とこの辺がまだ周知徹底されていな
いという感じがするもんですから、それについてお伺
いします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　土砂災害防止対策等
の手順についてお答えいたします。
　土砂災害防止対策事業を行うためには、急傾斜地の
崩壊による災害の防止に関する法律等、関係法令に
基づく区域に指定する必要があります。また、急傾斜
地崩壊対策事業においては、対策箇所が自然斜面であ
り、かつ斜面の所有者、管理者等が対策工事を行うこ
とが困難または不適当と認められる場合に限り、事業
採択となります。
　なお、関係法令の指定基準を満たさない場合には、
市町村もしくは斜面の所有者、管理者等において対策
工事を実施することとなります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　その中で、去年宜野湾市の普天間で

発生した崖崩れについて、車もまだぺしゃんこになっ
たまま放置をされていると。一体全体、これ県、市、
地主との詰めはどのようになっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　宜野湾市普天間で発
生した災害現場の状況についてお答えいたします。
　令和２年10月22日の大雨により発生しました宜野
湾市普天間の崖崩れについては、現在、宜野湾市によ
る立入規制が行われていると承知しております。ま
た、宜野湾市に確認したところ、今後、斜面の所有者
など関係者により、対策工事が実施されるとのことで
あります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　そうするとこれについて、県、宜野
湾市、地権者が工事を行うのか。皆さん急傾斜地の警
戒区域の指定をされているかと思いますが、その取扱
い等についてはどのようになりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時24分休憩
　　　午後９時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　宜野湾市普天間のこの現場につきましては、今自治
会ですとか宜野湾市から県に対しての対策の要請が
ない状況でございます。その対策の要請があった場合
には事業採択に向けて必要な危険区域の指定等、必要
な手続を宜野湾市と連携しながら取り組んでいくこ
とになろうかと思いますが、今のところまだ宜野湾市
とあと地権者の間で協議がなされているところだと
理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　分かりました。まだ大惨事にならな
いうちにぜひ早めに手を打ってこの防止対策、県をは
じめ地権者、宜野湾市ともぜひ力を合わせてしっかり
したものにしていただきたいと思います。
　次に、４番目に移りたいと思います。
　コロナ禍による経済的損失を受けた各種業種の支
援事業について伺う。
　まず、バス事業の支援事業について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県では、公共交通機関の
持続的な感染防止対策の定着を支援するため、令和２
年６月補正予算において奨励金を計上し、バス等の公
共交通事業者約1300社に約３億2000万円を支給し、
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感染防止対策を支援したところです。公共交通は地域
住民の日常生活の足であり、今後も安定的な運行継続
が重要と考えております。路線バスをはじめとする公
共交通の維持確保に必要な財政支援等について国に求
めているところでありますし、また県の支援について
引き続き検討してまいります。（発言する者あり）　令
和２年の６月補正予算でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　確かに支援事業をしているのも承知
しております。知事に伺います。
　今年の２月３日、８日、15日、16日と一般社団法
人沖縄県バス協会から立て続けに緊急支援並びに支援
要望が知事宛てに出ていると思いますが、知事は御存
じであるかどうか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　バス協会からは昨年の４
月来、要請をいただいているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　その要請の中で、例えば路線バス事
業、そして貸切りバス事業、この合計でどのくらいの
減収となっているか御存じでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時28分休憩
　　　午後９時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄県バス協会によりま
すと、昨年の３月から12月の路線バス10社の減収額
は約18億円と聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　沖縄県バ
ス協会によりますと、令和３年２月の同会会員20社
の収入見込額は、コロナウイルス感染症の影響により
まして、前年同月比86％減の5607万円となっており
まして、前年度と比べると非常に厳しい状況が続いて
いるというふうに伺っております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　なぜ今私、バスにもこだわっている
かと言いますと、特に県内の路線バス事業、これに限
りましてはやはり県内の基幹的な交通手段であると、
まず１点目。沖縄は電車がありませんので。そうする
と、通勤・通学・通院、そして買い物等、弱者の県民
の足になっているんじゃないですかと。そして、なお
かつ生活インフラの役割も果たしていると。これが今
窮地に立たされていると。その中で今皆さんが支援し
ているのも分かります。今までの対応策でこれが解決

できると皆さん理解をしているのか。これでよしとし
ているのか。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　議員おっしゃるように、
路線バスについては特に交通弱者、高齢者の方であっ
たり、学生さんであったり、彼らにとっては欠くこと
のできない移動手段でありますし、たとえ非常事態宣
言下にあっては、人の往来が少ない中にあってもバス
の運行を止めることはできない。そういう意味では非
常に重要な交通インフラであるというのは県としても
十分認識しているところです。
　先ほど答弁申し上げましたが、国に今財政支援を求
めているところでありますし、これを踏まえて県の支
援について引き続き検討してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　緊急事態宣言３回出ました。その中
でのやはり緊急事態宣言における赤字があまりにも大
き過ぎる、止めるわけにはいかないと。ですから、そ
れを国に支援を求めるのもそれもよろしいかと思いま
す。しかし、県としてもさらなる支援もどのようにし
たらできるか。これはぜひやるべきですよ、皆さん。
　そこでもう一回伺いますけれども、長崎県、鹿児島
県、そして沖縄県のバス車両への支援策について皆さ
ん比較検討したことがありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時31分休憩
　　　午後９時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　バス協会から九州各県の
支援の状況についてという資料を頂いたところでござ
います。それに比べますと昨年６月の補正予算の計上
した額については九州各県に比べると低いほうであっ
たというふうに認識しております。ただし、６月補正
予算においては奨励金、感染防止対策としての奨励金
ということで、１台当たり何万円という形で計上した
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　何も今までの努力を私は否定はしま
せんよ。しかし、これだけで今大事な県民の全ての足
が止まる。弱者の皆様の生活インフラ、そういう整備
を止めてしまった場合には大変なことになりますよと
いうことです。
　ですから知事、お伺いしますが、先ほどのこのよう
にお互いしっかり支援するところはしっかり拡充して
しっかりと立て直す、その意気込みがなければ無理だ
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と思いますよ。知事の決意をちょっとお伺いいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　県民の足である公共バスに
ついても、やはり公共交通の維持を確保するために、
国に対しては財政支援を求めておりますし、県として
もさらにどのような支援ができるのかということを
今検討させていただいております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　今知事の決意、ぜひ期待をしており
ます。そして県だけでできなければ各市町村も一緒に
共にどのようなことができるか、これみんなで乗り越
えないといけないんですよ。学業にも影響しますよ。
特に弱者はもう大変なことになりますよ。知事、そこ
まで考えて取り組んでください。
　次、(4) に移ります。
　衰退する経済の立て直しのための県の対策事業に
ついて伺います。４の (4) ですね。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時33分休憩
　　　午後９時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では沖縄県の経済対策基本方針に基づき、最重要
課題である事業継続と雇用維持のため、資金繰り支援
の拡充や雇用調整助成金の上乗せ助成の継続に加え、
回復期の出口戦略として県産品の県外向け送料支援
や奨励キャンペーンの実施、幅広い業種で利用可能な
ハピ・トク沖縄クーポン等による地域消費喚起等に係
る取組等を強化してまいります。さらに成長期の出
口戦略として県が実施する小規模事業者等ＩＴ導入
支援事業や先端ＩＴ利活用促進事業等により、各産業
分野における競争力強化やデジタルトランスフォー
メーションへの移行等を推進し、一日も早い県経済の
回復に全力で取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　あと１つ、私は６月から皆さん方に
申し上げております。たとえコロナ禍であっても経済
を止めずにできる方法はないかと。経済を止めずに動
かしながらコロナの防止対策を行う。ですから、今Ｐ
ＣＲ検査等も多くの方々の御尽力によりこれももう
低額で安く受けられるようになりました。そういった
中でぜひ―たとえコロナ禍の中であってもいいん
です。経済を止めずに防止対策、安全対策が万全であ
ると確認できるところは営業を許可する、そういった

県独自のマニュアルをつくる。そういった認証システ
ムみたいなことを構築して観光なり飲食業なり私は
そういうのも必要だと思いますよ。そういうものを考
えてみませんか、皆さんいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時36分休憩
　　　午後９時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　感染を防止しながら経済活動をいかにして回復さ
せていくかという趣旨の御質問だと思っております。
　先ほども答弁させていただきましたけれども、県で
はこの地域消費活性化を図るためのプレミアムつき
クーポン券を発行しております。この事業につきまし
てはＲＩＣＣＡですとか、シーサーステッカー、そう
いったものが掲示されている店舗ということで域内
の経済を回しつつ、それから感染症の防止拡大を抑制
するというところにも取り組んでいるところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　部長、えらく消極的ですね。皆さん
が緊急事態宣言を出した12月末日から１月初めまで
沖縄に来た観光団、ほとんどコロナの方いないんです
よ。そのぐらいしっかりした方々が来る。そして最近
はこのＰＣＲ検査もできるようになってきた。どうぞ
沖縄にいらっしゃいと、沖縄万全ですよと、安全対策
をしていますよと。万が一なったらホテル代も持ち
ますよと。そうして動かすべきだと思いますよ。そう
いった認証システムをつくらずにして経済もつのか
なと私は思いますよ。
　もう一度お伺いします。
　そのくらい思い切った策をやるべきだと思います
よ。万が一改善が見られなければまた考え直せばいい
んですよ。やってみない限り何も生まれないと思いま
すよ。皆さん、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時38分休憩
　　　午後９時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　又吉議員
の御質問の趣旨といいますのは、安心・安全な島沖縄
のために体制構築しながら、なおかつ経済をいかに回
していくかというどんな措置を取っているのかとい
うことだというふうに認識しました。その中で例えば
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これ春先ですけれども、那覇空港をはじめ各本土との
直行便が就航している離島についてＴＡＣＯというも
のを設置いたして水際対策に取りかかりました。そし
てそれは今現在議員もおっしゃいましたＮＡＰＰとい
う、那覇空港におきまして那覇空港に渡航する方のう
ち希望する方に対してＰＣＲ検査を実施するというよ
うな、これも水際対策の一環として導入をさせていた
だいたところでございます。
　そして、もう一つ観光関連でいいますと、修学旅行
におきまして―修学旅行は一般的に保険をかける
ものなのですけれども、その保険の対象にならない部
分、例えば修学旅行で来た生徒さんの中で濃厚接触者
になった方が、健康観察をする２週間の期間というの
はこれ保険の対象にならない部分でございますので、
そこに県側は手厚く支援をしていこうということ。実
はこれはいろんな声がありましたけれども、その中で
一番修学旅行関連の観光施策ということで要望が高
かったのが、安全・安心に迎え入れているというよう
な姿勢を見せてもらいたいというところで実現した
取組ですけれども、これについて送り出す学校側の先
生ですとか、それから親御さん方の非常に安心感が高
まったということで非常に好評な施策だったというふ
うに理解しております。そういったもろもろの施策を
通じまして、安全・安心な島沖縄を構築しＰＲして経
済の回復にもつなげたいというふうに考えているとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　なかなか理解に苦しんでおるんです
が、小学校、中学校、高校でコロナ感染者はほとんど
いませんよ、正直言って。ほとんどいませんよ。そし
て今一番大事な濃厚接触と言いました、12月にも私
部長に言いました。県民は濃厚接触はどうしたらなる
のか知らないんですよ。ですからこれ周知徹底してく
ださいと。そうすれば家庭内感染も大方防ぐことがで
きるんですよと、できるんですよと。一向にやる気が
ない。
　そしてなおかつ、そういった状況でも一つ一つクリ
アしていくことによって健康チェックも自分らでいか
にしてやるか、先に進める。こういうのをもっと周知
徹底する。皆さん、そうすることによって経済が動き
出していけば、私は、はい、コロナが発生しました店
休みなさいというよりは、今コロナが発生した時期で
もこのお店はちゃんと大丈夫ですと、皆さんが太鼓判
を押す。認証をする。どうぞこのお店行っていいです
よと、そういうシステムを早くつくっていただきたい
なと思います。

　時間がありませんので、次に行きます。
　次、これから始まるワクチン接種についてお伺いい
たします。
　ワクチン接種はコロナ対策にどのような効果が期待
できるかお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型コロナウイル
スのワクチンにつきましては、厚労省によりますと発
症予防効果は約95％とのことでございます。また重
症化予防にも効果があるとの報告もあります。
　県としましては、感染者が減少し県民の生活が新型
コロナウイルス感染症の拡大以前の状態に戻ることを
期待しまして、ワクチン接種が順調に進むよう全力で
取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　このコロナワクチン、感染予防には
つながりますか。発症予防につながるんですか、どち
らですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　厚労省の発表によ
りますと発症予防効果が約95％、重症化予防の効果
もあるとの報告は受けているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから感染予防には何と書いてあ
りますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時44分休憩
　　　午後９時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　感染予防に関しま
しては、明確な報告はされていないところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　今年の１月８日に皆さん、厚生労働
省健康局健康課長から通達文が出ていると思います
よ。「医療従事者等の範囲」ということで、注１とい
うことで何と書かれていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時45分休憩
　　　午後９時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　１月８日の「医療
従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接
種を行う体制の構築について」という文書でよろしい
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ですか。
○又吉　清義君　はい、よろしいです。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時47分休憩
　　　午後９時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　１番目で医療従事
者等への接種の枠組みということで書かれておりま
すがこれでよろしいでしょうか。
○又吉　清義君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時47分休憩
　　　午後９時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　大変失礼いたしま
した。
　注１で少し読み上げさせていただきますと、「ワク
チンの基本的な性能として発症予防・重症化予防が想
定され、感染予防の効果を期待するものではないこと
から、患者への感染予防を目的として医療従事者等に
接種するものではないことに留意」というふうに書か
れております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですからそういった感染予防が趣
旨目的ではないですよねと、ワクチンについて。重症
化を防ぐものであって感染はするんですよというこ
とは県民にも周知徹底しないと皆さん、ワクチン打っ
て感染しないと誤解したら大変なことになりますよ。
　次に、副反応についてついでにお伺いしますけど、
皆さん。副反応についてどういう症状が諸外国で出て
いるか御存じでしょうか、そういった情報等は得てお
りますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時49分休憩
　　　午後９時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　接種部の腫れ、そ
れから倦怠感、発熱等が報告されております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　特に非常に気になる資料が手に
入ったんですが、アメリカ疾病予防管理センターとア
メリカ食品医薬品局の情報とか持ってないですか。
2021年２月12日までの報告したレポートです。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時50分休憩

　　　午後９時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○又吉　清義君　そういった今最初にワクチンを
打った国外の情報も皆さんぜひ仕入れて、あるいは網
を張っていただきたいということです。
　先ほどのＣＤＣそしてＦＤＡ、この統計資料による
と2021年２月12日までの１万5923件のレポートに
よると、死亡者が929人、入院が1869人、応急処置が
3451人、通院が2191人、アナフィラキシー 190人、
ベル麻痺198人、ほかにもいっぱいあります。こうい
う副反応もあるという正しい情報を得る中で私は健
康を守る大事な取組ができるんじゃないかというこ
とで、だから今聞いているわけです。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　海外における副反
応についても私どもとしても情報をしっかり入手し
て対応しているところではございます。今現在、国内
において先行接種が行われており、その副反応の状況
についても随時発表されており、そういった情報を確
認しながらしっかりと対応していきたいと思います。
○又吉　清義君　ちょっと休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時52分休憩
　　　午後９時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　又吉清義君。
○又吉　清義君　尖閣問題について知事に伺います。
　知事のパトロール発言から２年近くになろうとし
ている中で、尖閣問題の状況は悪化をしてきたのか、
良好に改善してきたのか、知事の御判断を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時53分休憩
　　　午後９時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　尖閣諸島海域におきまして、中国の領海侵入時間、
接続水域における接続航行日数が最長最多を記録す
るとともに、領海内で県内漁船を追尾する事態を発生
させており、また自らのこうした活動を正当化する海
警法を２月１日に施行しているなど、状況は悪化をし
ているというふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　その中で知事は当時、パトロール発
言のときに、これを解決するために、対話をもって解
決したいと強い決意を述べましたが、その後中国との
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対話は何回持ちましたか、御答弁ください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時54分休憩
　　　午後９時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　尖閣諸島周辺海域について
は、中国公船等による領海侵入ですとか漁船追尾など
に加え、去る２月１日に中国海警局の武器使用を認め
る中国海警法が施行され、漁業者にさらなる脅威を与
える状況となっております。
　県としては、尖閣諸島周辺海域において不測の事態
が生じることは断じてあってはならないものと考えて
おり、去る２月19日に外務大臣、国土交通大臣、防衛
大臣及び沖縄及び北方対策担当大臣に対し同海域にお
ける安全確保や冷静かつ平和的な外交、対話によって
中国との関係改善を図ること等について要請を行った
ところであります。
○又吉　清義君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時55分休憩
　　　午後９時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　すみません。確認で
……。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後９時56分休憩
　　　午後９時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　御質問の沖縄県と中国
との対話というのは行ったことはないものというふう

に認識をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、これ知事の答弁ですよ。
よくお聞きくださいよ、令和元年の。「尖閣諸島が我
が国の固有の領土であるという認識をしっかり持ちつ
つも、これまで築いてきた友好関係を生かして文化、
経済、交流などさまざまなチャンネルをつくり、対話
を求めながら、沖縄ならではの交流と安全を確保して
いきたいというふうに努めたいと思います。」。これ知
事ですよ知事。国だけに求めるだけじゃなくて、知事
はこういったチャンネルを通して中国とも対話を求め
ていくと断言したんですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　時間ですのでまとめてください。
○又吉　清義君　ぜひそれについてもう一度お伺いし
ます。
　対話を持ってないということで理解してよろしいで
すね。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私は、様々な交流のチャン
ネルを通して対話による解決を望んでいきたい、求め
ていきたいということをこれからも模索していきたい
と思います。
○又吉　清義君　ぜひ、積極的に中国とも対話してく
ださい。
　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明２日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後９時58分散会
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議　　事　　日　　程　第６号
令和３年３月２日（火曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案まで（質疑）

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案まで

甲第１号議案　令和３年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案　令和３年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案　令和３年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案　令和３年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案　令和３年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案　令和３年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案　令和３年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第８号議案　令和３年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第９号議案　令和３年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第10号議案　令和３年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第11号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第12号議案　令和３年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第13号議案　令和３年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第14号議案　令和３年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第15号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第16号議案　令和３年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第17号議案　令和３年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第18号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第19号議案　令和３年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第20号議案　令和３年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
甲第21号議案　令和３年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案　令和３年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案　令和３年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案　令和３年度沖縄県流域下水道事業会計予算
甲第25号議案　令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第15号）
甲第26号議案　令和２年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案　令和２年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案　令和２年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第29号議案　令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第

１号）

令和３年
第 １ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）

� 令和３年３月２日（火曜日）午前 10時開議
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甲第30号議案　令和２年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
甲第31号議案　令和２年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
甲第32号議案　令和２年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案　令和２年度沖縄県水道事業会計補正予算（第１号）
甲第34号議案　令和２年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県債権管理条例
乙第３号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正す

る条例
乙第５号議案　沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する

条例
乙第７号議案　特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
乙第８号議案　沖縄県公立大学法人評価委員会条例の一部を改正する条例
乙第９号議案　公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例
乙第10号議案　沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例
乙第11号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第12号議案　琉球歴史文化の日条例
乙第13号議案　沖縄県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例
乙第14号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
乙第15号議案　建築基準法施行条例の一部を改正する条例
乙第16号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第17号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
乙第18号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第19号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例
乙第20号議案　沖縄県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例
乙第21号議案　沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例の一部を改正する

条例
乙第22号議案　工事請負契約について
乙第23号議案　工事請負契約について
乙第24号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第25号議案　財産の取得について
乙第26号議案　訴えの提起について
乙第27号議案　財産損傷事故に関する和解等について
乙第28号議案　交通事故に関する和解等について
乙第29号議案　交通事故に関する和解等について
乙第30号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第31号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第32号議案　車両損傷事故に関する和解等について
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乙第38号議案　副知事の選任について
乙第39号議案　沖縄海区漁業調整委員会委員の任命について
乙第40号議案　専決処分の承認について
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子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん
保��健��医��療��部��長　　大　城　玲　子　さん
農��林��水��産��部��長　　長　嶺　　　豊　君
商��工��労��働��部��長　　嘉　数　　　登　君
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事　　務　　局　　長　　勝　連　盛　博　君
次　　　　　　　　長　　知　念　弘　光　君
議　　事　　課　　長　　平　良　　　潤　君

副�参�事�兼�課�長�補�佐　　佐久田　　　隆　君
主　　　　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　　　　査　　親富祖　　　満　君

代��表��監��査��委��員　　安慶名　　　均　君

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きます。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案から甲第34号議案まで
及び乙第１号議案から乙第43号議案までを議題とし、
質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対
する質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　島袋　大君。
○島袋　　大君　おはようございます。
　沖縄・自民党の島袋大です。
　昨日、一般質問初日夜の10時に終わりました。12
時間後、私の顔を見るというのは嫌だと思いますけれ
ども、知事、副知事、ひとつ御理解いただきたいなと
思っています。
　質問の順番を変えます。
　まず最初、我が党代表質問との関連について質問を
させていただきたいと思っております。
　照屋守之さんの代表質問関連で、知事の政治姿勢で
浦添市長選挙についてでありますけれども、知事は、
今回、我々とは相対する候補の応援をしましたけれど
も、その候補者は那覇軍港の移設は明確に反対だと。
西海岸の開発も反対だということで選挙戦に臨みま
した。
　知事は、我々質問等の中でも、那覇軍港の移設は容
認ですよ、知事。そういった中で、この判断をしたと
いう理由は何ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私は、建白書の実現などオー
ル沖縄の枠組みの中で共に取り組んでいただけると
いう方をこれまでも支援してきておりまして、浦添市
長選挙においても同様の考え方に基づき支援をさせ
ていただきました。
○島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時３分休憩
　　　午前10時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島袋　大君。
○島袋　　大君　知事は、かねてから翁長前知事の後

継者と言っておりますけれども、翁長雄志前知事は、
４年前の浦添市長選挙は又吉健太郎氏―今回は市
議会議員に当選されて、市議会議員としてはまだス
タートしておりませんけれども―又吉氏の応援の
中で、又吉氏は西海岸開発推進、那覇軍港移設容認で
すよ。翁長雄志さんは、オール沖縄のリーダーであり
ましたけれども、保守・革新関係ない腹八分の中で、
翁長雄志氏は那覇軍港を容認した後に、又吉健太郎氏
もそういう判断ですから応援したわけですよ。今回の
浦添市長選挙は、全く違いますよ。だからそこをどう
なんですかと聞いているんです。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時５分休憩
　　　午前10時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私が又吉氏に確認をさせて
いただいたところ、軍港移設問題では2017年の市長
選挙では御本人は賛成とも反対とも発言せず、西海岸
開発は推進の立場ということで、軍港問題については
市民投票で民意を尊重するということで取り組んだ
ということでした。
　私は、オール沖縄の関係もあり、またこれはいわゆ
る我々―おこがましい言い方ですが政治に身を置
く者は、例えば選挙で応援していただいたら選挙のと
きにその応援をして恩を返すというふうなことも教
えられていますので、そういうことも含め、またオー
ル沖縄の枠組みの中での支援ということで応援をさ
せていただきました。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　那覇軍港の浦添移設は、歴代の首長
も含めて議論をされていると思いますけれども、当時
の儀間浦添市長と那覇市の翁長雄志市長と稲嶺惠一
沖縄県知事の３者の中で合意したわけです。これを
しっかりと進めようという中で、当時浦添市は市民会
館てだこホールを造った、防衛予算で。那覇市はセル
ラースタジアムを造ったんですよ。その合意の流れが
あって、今流れが続いているんですよ。だから翁長雄
志さんは、約束を守る。うそはつかない。だから保守・
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革新関係なしにやっているんですよ。
　知事、あなたは代表質問関連の答弁で、前回の浦添
市長選挙において移設反対を掲げた又吉健太郎候補の
応援に当時は翁長知事は告示前に行ったとか言ってい
るんだけれども、これは代表質問ずっとですよ自民党
以外も。これ虚偽じゃないですか。翁長雄志さんに失
礼じゃないですか。又吉健太郎さんは反対と言ってい
ませんよ。これを後世、永遠となる議事録に載せるん
ですか、あなたの答弁を。これは大変許しがたいこと
ですよ。ここは、虚偽なら虚偽、間違いなら間違い。
修正、削除するなら削除する。その辺どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　昨日の新垣淑豊議員の質問
にもお答えをさせていただきました。
　繰り返しますが、照屋守之議員の代表質問における
私の休憩中の発言の中で、４年前の浦添市長選挙にお
ける又吉氏の那覇港湾施設の移設に対する立場につい
て、又吉氏が民意を尊重し、市民投票を行うことを公
約に掲げていたこと、また西海岸開発計画について軍
港と切り離して推進する姿勢であるということなどを
踏まえ、移設には反対というような意思表示をしてい
たのではないかというように捉えたという説明をした
んですが、又吉氏本人に確認を取ったところ、又吉氏
は市民投票で民意を尊重すること、那覇港湾施設の移
設については賛成とも反対とも発言していないという
ことを確認させていただき、そのように答弁をさせて
いただきました。
○島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時９分休憩
　　　午前10時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事（玉城デニー君）　私が又吉氏に確認をさせて
いただいたところ、本人は移設には賛成とも反対とも
言っていないということで確認ができました。私が移
設には反対というような意思表示をしていたのではな
いかというように捉えたということは、訂正させてい
ただきたいと思います。
○島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時13分休憩
　　　午前10時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島袋　大君。
○島袋　　大君　ですから知事、知事は知事で今訂正
したかもしれないけれども、知事は明確に、翁長前知

事は４年前の浦添市長選挙、又吉健太郎氏の応援に、
那覇軍港移設反対を掲げた又吉健太郎氏の応援に翁長
雄志知事は行っていると言っているんですよ。告示前
も告示後も。そうじゃないでしょう、今知事は自分の
答弁訂正したんだから。これは翁長知事に対して失礼
ですよ。議事録に残るんだから。これは削除したほう
がいいんじゃないですかと私は求めているんですけれ
ども、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時13分休憩
　　　午前10時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私の捉えたことが間違いだっ
たということで、発言を訂正させていただきたいとい
うことでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　この際、申し上げます。
　知事玉城デニー君から申出のあった件につきまして
は、議長において後刻記録を調査の上、適切な措置を
講ずることといたします。
　島袋　大君。
○島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時15分休憩
　　　午前10時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　改めて発言をさせていただ
きます。
　私が、照屋守之議員の再質問にお答えをいたしまし
た浦添市長選挙に関して、この部分について確認をい
たします。
　「なお、平成29年に行われた前回の浦添市長選挙に
おいて、移設反対を掲げた又吉健太郎候補の応援に当
時の翁長知事は、告示前、告示以後ともそれぞれ応援
に入っております」の発言の、移設反対を掲げた又吉
健太郎候補という部分ですが、御本人に確認したとこ
ろ、軍港移設問題では賛成とも反対とも発言していな
いということですので、その部分を訂正させていただ
きたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　次に移ります。
　同じ代表質問関連で、知事の政治姿勢について、副
知事人事についてお伺いいたします。
　照屋義実氏の副知事の就任についてお聞きします。
　まず初めに、照屋氏の政策参与期間をお聞かせくだ
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さい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時19分休憩
　　　午前10時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　照屋義実氏におかれましては、平成27年８月から
今現在まで政策参与の職にあるものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　参与就任中は、照屋氏の本業である
照正組の役職はどのようになっていましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時20分休憩
　　　午前10時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　照屋義実氏におかれましては、平成３年５月に代表
取締役社長、それからその後、平成30年７月に照正組
の代表取締役会長であられましたけれども、この会長
職につきましては、令和２年６月に退任なさったとい
うふうに理解をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　照屋氏は、平成26年10月29日の朝
日新聞デジタル版で、沖縄が問いかけるものと題して
インタビューに応じております。全文は読みません。
重要なところだけ抜粋いたします。
　インタビューでは、米軍基地に起因する工事を批判
しつつ、こう述べております。読みます。「照正組は、
脱公共事業依存を目指し、ここ10年は米軍や防衛省
関連の工事には手を上げてさえいません。」皆さん、
ここ重要ですからよく覚えていてください。照屋氏が
述べたことは、事実なんでしょうか。その辺り、我々
沖縄・自民党は照正組の沖縄防衛局発注の工事に関す
る入札参加状況を調べました。これは沖縄・自民党が
沖縄防衛局から提出してもらった資料です。このボー
ド、御覧ください。（パネルを掲示）　
　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時23分休憩
　　　午前10時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　照屋氏はこの10年間、米軍関連の
工事に手も挙げていないと豪語しておりましたが、実
際はインタビューの前に５件の沖縄防衛局発注の工事

に入札参加しております。
　いいですか、皆さん。１件ずつ読み上げます。平成
17年３月、２件のキャンプ瑞慶覧の住宅工事入札参
加、また３日後のキャンプ・ハンセンの給水施設の土
木工事にも入札参加しています。続いて平成19年３
月にはキャンプ瑞慶覧の工事、平成26年、これについ
ては先ほど私が述べたインタビューの取材を受ける２
か月前ですよ。旧嘉手納飛行場の土木工事に入札参加
しているんですよ。これどういうことなんですか。
　朝日新聞のインタビューで、この10年手も挙げて
いないと米軍基地関連工事を批判しておいて、実際は
この10年間で５件の米軍基地関連工事に入札参加を
している。ましてや最後の入札参加は、インタビュー
の２か月前ですよ。どう思いますか、県民の皆さん。
本当にこういう虚偽答弁をする方を副知事にしていい
んですか。
　知事、任命権者として知事はこの一連の虚偽インタ
ビュー、どう思いますか、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
　　　午前10時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員おっしゃるその記事の
内容、御本人の本意、それからこの入札参加の経緯
等々、今私も初めて聞いたことですから、改めてまた
確認をしてみたいと思います。
○島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時27分休憩
　　　午前10時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島袋　大君。
○島袋　　大君　知事、こういう答弁でいいんですか。
任命権者、あなたは今副知事人事を提案しているんで
すよ。照屋義実氏を。中身も今聞いて分からなかった
んですか。それを今から精査して調べる。じゃこの副
知事提案は白紙ですよ。取り下げるべきですよ。今の
答弁何なんですか。県民に対して失礼じゃないですか。
我々県議会に対して失礼じゃないですか。県職員に対
して失礼じゃないですか。あなたは決め切れない。判
断できない。責任も負わない。それでいいんですか。
これを見てどう思うんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員おっしゃるとおり、そ
ういう事実についてしっかり確認をさせていただきな
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がら、この間私たちもこの照屋氏の功績については高
く評価をしておりますので、そのこと等踏まえてしっ
かりと確認をしていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　どうぞこれは委員会に付託されて審
議しますから、徹底的にしたいと思っております。
　ほかにもあります。照屋氏は平成27年５月15日発
売の週刊金曜日でも、公共事業依存体質から脱却する
というインタビューに応じております。こう述べてお
ります。我々は建設業をなりわいにしているが、沖縄
の歴史を知れば知るほどこれ以上新たな基地を造るべ
きではないと私は思う。幾ら建設業が我々のなりわい
だからといって、基地建設に賛成するわけにはいきま
せんと断言しているんです。でも実際は、過去10年
で５件の米軍基地関連工事に入札の参加をしているん
ですよ。いずれも受注はしておりませんけれども、
これだけ照屋氏は米軍基地関連工事を批判しておきな
がら、受注はしていないとはいえ、入札に参加をする
ということはどういうつもりなんですか、知事。こう
いう人のことを二枚舌、ダブルスタンダードと言うん
じゃないですか。この辺り副知事の品格として不適切
だと思います。いかがですか。どう思いますか、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　照屋氏におかれましては、
長く経済界で活躍され、様々な職を歴任されたほか、
県教育委員会委員長や政策参与も務めておられます。
その功績、手腕も高く評価されておりますが、議員おっ
しゃる件についてはまた確認をさせていただければと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　確認、確認と言って、今議会も終わ
らせて、10日の採決に持っていこうとしているんで
すか。とんでもない話ですよ。これはしっかりと議会
として議論をしていきたいと思っております。
　次に移ります。
　臨空・臨港都市構想について。
　12月30日に読売新聞の記事で、沖縄県の臨空・臨
港都市構想が取り上げられていました。そして後日、
沖縄タイムスの記事でさらに詳細が書かれていました
けれども、このタイムスの記事はどなたの発言ですか。
誰が記事を書かせたんですか。県庁からしかないと思
うんですけど、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画（骨子案）
においては、那覇港湾施設跡地と那覇空港を一体整備
する臨空・臨港都市の形成については今盛り込まれて
おりません。
　報道については承知しておりますけれども、どう
いった経緯で報道がなされたのかについては承知して
いないところです。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　この構想の責任者はどなたですか。
担当副知事は誰ですか。富川副知事と聞いております
けれども、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
　骨子案についてのインタビューということで、ほか
のことも含めてインタビューを受けております。その
中で臨空・臨港産業につきましては、先刻も申し上げ
ましたように21世紀ビジョン基本計画、アジア経済
戦略構想にもうたわれているので、方向として空港だ
けでなくて、港湾もリンクした機能が必要であるとい
う話をしました。ただ、那覇軍港跡地につきましては、
地権者及び那覇市の総合計画等々ありますので、そこ
で具体論が出たときに基本的な方向はそうなんだけど
折り合いをつけて盛り込むという手順になっておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　今の答弁聞きますと、じゃ富川副知
事が読売とタイムスのほうに記事を書かせたというこ
とで、それを聞いて書いたということで理解していい
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　これだけではありませんで、
さっき申し上げたように骨子案について聞きたいとい
うことで話をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　昨年12月30日に読売に書かれまし
て、それから１か月後の１月29日金曜日に県の当局
より沖縄・自民党へ骨子案が示されました。内閣府に
は前日の１月28日に提出されたようですけれども、
なぜ１か月前にこんな重要政策がすっぱ抜かれるんで
すか。情報管理が甘くないですか。
　なぜ私がこういうことを聞くのか分かりますか。昨
年この記事が出て、私はすぐに内閣府関係者と連絡を
取りお会いしました。その方は読売の記事も沖縄タイ
ムスの記事も初耳で、何も聞かされてなかったと不信
感を持っていましたよ。そこから１か月後の１月28
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日に県から骨子案が示される。そういう流れでありま
す。
　確認ですが、１月28日に骨子案を提出し、内閣府
には事前調整はなしということでよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　内閣府にあっては、今沖
縄振興の総点検を実施しているところでございます。
ただ県にあっては、幅広く県民の御意見を頂戴したい
ということで骨子案を策定し、パブリックコメント等
を実施しているところです。
　国の総点検が終わりますれば、県の骨子案、それ
からその内容等について調整を進めてまいりたいと
思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　だから部長、申し訳ないけれども、
私が今言った事前調整はなしという理解でいいです
かということですから。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　個々の事例も含めて、こ
れから調整を進めていくというところです。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　内閣府と事前交渉し、合意の上での
骨子案ではないということですよね。この辺りがどう
なのかと疑問に思ったんですけれども、この臨空・臨
港構想は、沖縄県だけで考えているのか。違うでしょ
う、先ほど言ったように。当然政府の協力、信頼関係
がないといけないと思っています。政府の関係者があ
の記事は初耳だということについてどうですか。沖縄
県だけの考えを、はいそうですかと国は認めると思い
ますか。その辺りの見通しをどう考えているんです
か。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先ほど申し上げたとおり
新たな振興計画の骨子案においては、那覇港湾施設跡
地と那覇空港一帯を整備する臨空・臨港都市の形成に
ついては盛り込んでいないところです。現在那覇港湾
施設の跡地利用計画の策定に向けては、那覇市が地権
者と定期的に会合を開くなど合意形成活動を継続し
て進めているところで、県としては那覇市の跡地利用
計画の策定に当たって連携を図っていくこととして
おります。国との調整については、那覇市の跡地利用
計画の取組を踏まえて、適宜行っていきたいというふ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　骨子案の中身についてお聞きします。
　読売新聞やタイムスが記事にしたことが骨子案に

は書かれていないんですよ。記事には「那覇軍港の持
つ港湾機能を活用する」と那覇軍港について書いてい
るんですね、新聞記事には。
　しかし骨子案を見ますと、那覇軍港の文字、まして
や自衛隊那覇基地の活用についても書かれていない
んですよ。あの読売とタイムスの記事は間違いという
ことで認識していいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　骨子案の策定に当たって
様々な検討がなされました。最終的に沖縄県の振興推
進委員会、これ庁内、知事をはじめとする各部長を構
成員とするものですが、そこで最終的に骨子案が決定
されて、その中にあっては那覇港湾施設と、あと那覇
港湾施設跡地と那覇空港一帯を整備する臨空・臨港都
市の形成については盛り込まれなかったというとこ
ろです。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ここは重要なので誤解がないように
骨子案に書かれていることをそのまま読みます。いい
ですか。骨子案、皆さん持っているかもしれません。
69ページです。「臨空・臨港型産業等の集積に向けて、
国際物流拠点産業集積地域等の経済特区を有効に活
用しつつ、那覇空港では国際航空貨物ハブ機能の強化
や航空関連産業クラスターの形成、那覇港における国
際物流港湾としての整備、那覇空港と那覇港の連携強
化等に取り組む。」、こう書かれているんですよ。ここ
は分かりにくいので説明してください。新聞には、那
覇軍港の活用と明確に書いておりました。しかし骨子
案には那覇港となっているんですね。那覇港と那覇軍
港の違いって何ですか。私の認識では那覇港エリアの
中に軍事基地である那覇軍港があるという認識なん
ですが、当たっていますか。イエスかノーかでいいで
すよ。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　今、那覇港湾施設につい
て、跡地利用については那覇市において検討が進めら
れているところ。那覇港湾施設の新たな振興計画の位
置づけについては、那覇市の意見等も踏まえて検討し
ていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ですから、何で那覇軍港と明確に書
かないんですか。那覇軍港をめぐり様々な議論が出て
いる中で、こそくにも那覇軍港を隠して那覇港と表現
するのはおかしいんじゃないですか。誰が那覇軍港を
削除するように決めたの。富川さんが読売、タイムス
とブリーフィングもろもろ含めてしたということだ
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からないと思うんですけれども、これ富川さんの判断
ですか。それとも知事、こんなこそくなまねして知事
が指示したんですか。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　今の御指摘にお答えいたし
ます。
　69ページにある文面は、民港も含めてですので軍
港に関しましてはさっきのとおり、そういう考え持っ
ておりますので、どうしても地権者とか那覇市の総合
計画を見ないといけないということでそういう理解
と。これ民港のことを指して、いずれ将来的に那覇が
そういう計画が出れば、さっき申し上げたように折り
合いをつけてそういうふうに展開していくという考え
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　それとこの構想は、当然那覇市と綿
密に調整していると思うんですけれども、那覇市と事
前調整していないとなったら問題ですよ。那覇市との
調整は済んでこの構想を出してきたんですよね。那覇
市のどの役職と調整したのかも含めて明確に答えてく
ださい。その答弁を那覇市議会でも議論すると思いま
すけれども、城間市長にもその辺は話したいと思いま
すけれども、どうなっているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　この骨子案については、
新たな振興計画策定に向けたたたき台として整理した
ものでございます。加えて、今全ての市町村の皆様の
御意見も頂戴しながら素案を策定するという位置づけ
でございます。市町村の御意見を頂戴しながら素案を
策定しているところでございまして、個々、個別の事
例について事細かに全て市町村と調整をしているもの
ではございません。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ところでこの都市構想には那覇軍港
の返還が不可欠なんですよね。富川副知事は那覇軍港
の返還についてどう考えていますか。先行返還してく
れとの考えですか。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。

○副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
　この骨子案も含めて、その前の新たな振興計画に向
けた提言の中でも返還については全く見通しが悪くて
それは分からない。そこはいろいろ別の次元で展開さ
れると。しかしいずれ軍港も返還されたときには、こ
ういうふうな臨空・臨港型の都市に向けて方向として
は示したほうがいいんじゃないかという思いで書いて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　質問を変えます。
　沖縄タイムスの記事では、自衛隊那覇基地の活用も
触れていました。
　これについても骨子案には記載がないんですけれど
も、タイムスの記事も間違いということで、私はそう
理解していいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　骨子案にあっては、自衛
隊施設跡地の活用については盛り込んでおりません。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　知事、ちょうど先月ですよ、２月２
日の港湾議会、那覇市の奥間亮議員とのやり取りが大
変興味深かったんですけれども、議事録を見ました。
この中で奥間議員は骨子案の那覇港の中には那覇軍港
が含まれていますよねと聞いております。知事は答弁
で、当初は那覇軍港も検討していたが、削除したと答
弁しております。削除した理由は何ですか、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　那覇港湾施設の跡地利用
については那覇市において今検討が進められていると
ころでございます。那覇市の跡地利用の計画等を見極
めた上で、沖縄振興計画の位置づけ等について検討を
進めていくということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　港湾議会では明確に知事が答弁して
いるんですけど。県議会では企画部長に答弁させると
いう知事、すごいですね。
　でも富川副知事は１月29日の記者への説明会にお
いて、読売新聞が69ページについて那覇軍港を含み
ますよねという質問に、富川副知事は、そうですと答
えているんですよ。これ議事録があります。ですよね、
副知事。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時42分休憩
　　　午前10時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　富川副知事。
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○副知事（富川盛武君）　休憩で。すみません、今の
質問もう１回確認させてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時42分休憩
　　　午前10時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○副知事（富川盛武君）　お答えをいたします。
　含みますよねということの解釈ですが、何度も申し
上げているように、これに先んじて、那覇市に先んじ
て、地権者に先んじて具体的なことを展開できないも
んですから、さっき申し上げたようにいずれ返還され
たならばこういう方向に持っていきたいという議論
が10年計画、壮大な計画なものですから、そういう次
元で発言したものと記憶しております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　でも副知事、デニー知事は港湾議会
で、副知事のこの答弁についてこう答えていますよ。
奥間議員の副知事の説明は間違いないのですかとの
質問に、玉城知事は「おそらく削除する前の骨子案の
内容が記憶に残っていたんではないか」と答弁してい
るんですよね。これは遠回しに副知事の答弁は間違っ
ているよと、そういうことですか。副知事、あなたの
答弁は間違っているということは知事が言ったんで
すか、港湾議会で。どうですか、知事、しゃべった知事。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時44分休憩
　　　午前10時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　港湾議会のあの段階でそう
いう発言をしたということについては、確認が取れな
かったのでそのように記憶に残っていたのではない
かというふうに答弁をさせていただいた次第です。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ですから、当初の骨子案をつくる前
の案件は、那覇軍港や自衛隊が入っていたんですよ。
入っていて富川さんがブリーフィングをやっている。
そこを来た知事がこれは削除しなさいと言って骨子
案が出たんですよ。だからそこでお二人の食い違いが
出ている。だから副知事を外すんですか、人事。そう
いう問題はないと思うんだけれども、そこの整合性の
連携が取れてないんですよ。その辺どうですか、お二
人。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時45分休憩
　　　午前10時45分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私、港湾議会でも発言させ
ていただいたのは、恐らく12月30日の読売新聞の記
事等々については、まだ案の段階、たたき台の段階で
いろいろなものを織り込んでいってそこからどうい
うふうな形での骨子案にまとめていこうかという途
中経過で、いろいろな議論がなされていたということ
を申し上げました。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ぜひともこの件に関しても各委員会
とかで、自民党、ほかの皆さん、議員が質問していく
と思いますから、しっかり答弁をお願いしたいと思い
ます。
　次、順番変えます。
　ワシントン事務所について。
　まず初めに、設置された平成27年から令和２年ま
での決算額を順に述べてもらえますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　平成27年度から設置をされておりますので、まず
平成27年度が7427万5000円、平成28年度が6657万
7000円、平成29年度が6987万7000円、平成30年度
が6337万4000円、そして令和元年度が6936万8000
円となっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　活動内容についてはこう書かれてお
ります。
　ワシントンで基地問題の情報収集、沖縄についての
情報発信、そして米国有識者との意見交換、こんなこ
とに毎年約7000万の税金を投入する必要があります
か。
　主な活動記録を見ますと、レターの発送、下院議員
の補佐官との面会、シンポジウムに出席。知事、こん
なことに7000万使うくらいなら、いろんな形で県民
に対しての予算使えると思うんですけれどもどうで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　沖縄の米軍基地問題の解決のためには日本政府のみ
ならず、一方の当事者である米国政府関係者や連邦議
会関係者などに対し、沖縄県自らが沖縄の実情を直接
訴え、情報収集をするなどの活動を積極的に行う必要
があるものというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ワシントン事務所を設置して６年
間、活動費だけで約４億2000万の税金を投入した成
果は何があるんですか。例えば今度のバイデン政権の
高官たちにワシントン事務所はアクセスしましたか。
当然現地で情報収集しているんだから、バイデン政権
に就任する方々に就任前にアクセスをして沖縄県の考
えを説明したんでしょう。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時48分休憩
　　　午前10時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　ワシントン駐在におきましては、コロナ禍にあって
も米国政府、連邦議会関係者等とオンラインで精力的
に面談を重ね、沖縄基地問題に関する情報発信、情報
収集等を行っているところでございます。連邦議会関
係者、主に補佐官等でございますけれども、こうした
方々にも普天間飛行場の現状と辺野古新基地建設の技
術的問題に関する説明に加えまして、普天間飛行場に
おけるＰＦＯＳの漏出事故、あるいは昨年度の強盗事
件でありますとか、傷害事件、酒気帯び運転など、米
軍に起因する事件・事故等についても説明を行ってい
るところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　オンラインでできるんだったら事務
所要らないでしょう。もっとすばらしいＩＴ関連のパ
ソコン買ってからやりなさいよ。
　４億円以上の税金を使った成果は何ですか。今の現
状は辺野古も止まっていない、ましてや今度のバイデ
ン政権も辺野古推進とありますよ。何の成果があるん
ですか。４億もの大金を県民にほかのこのコロナ禍っ
ていう中小零細企業も含めて、昨日あったバス会社も
バス協会も含めていろんな予算に使えると思いますけ
どどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時50分休憩
　　　午前10時50分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　島袋議員御指摘のとおり、本県におきましては、こ
のコロナ禍における新型コロナウイルス感染症対策、
それから経済の再生というものにつきましては非常に
最優先で取り組むべき事項だというふうに認識をし
ております。一方で、米軍基地問題につきましては、
戦後75年を経た現在においても広大に存在する基地
の存在によりまして、航空機騒音の問題でありますと
か、環境汚染の問題、それから米軍基地あるいは軍属
等に起因する事件・事故など県民が過重な基地負担に
苦しめられ続けているという現状は引き続き継続して
おりますので、県といたしましては、米軍基地問題の
解決というのも併せて真摯に取り組んでいく必要があ
るものというふうに理解をしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　活動事業費は約7000万は分かりま
した、毎年ですね。ところでワシントン事務所２人の
人件費はこの中に含まれているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　先ほど私がお答えしま
した決算額の中には、ワシントン駐在2人の人件費は
含まれておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　２人の人件費はどこで計上している
んですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　本庁予算にて計上して
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　これおかしくないですか。本当にい
つも決算のときに県民をごまかしているのかなと思う
くらい分かりにくい。ちゃんと人件費と活動費を入れ
たワシントン事務所の総額を出してください。幾らで
すか。多分人件費入れると６億円超えると思いますよ。
人件費を入れた単年度の総額、大体人件費の大枠の金
額幾らですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時52分休憩
　　　午前10時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　駐在2人の人件費につ
きましては、個人情報に係る問題でございますので、
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答弁を差し控えたいというふうに思います。
○島袋　　大君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時53分休憩
　　　午前10時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　ワシントン駐在の2人
に係る総額でございますけれども、約3000万円相当
でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　これまでの人件費、活動費で６億円
近い税金を投入して、ワシントン事務所は運営されて
いるんですよ。現状は何も変わってない。成果は全く
上がってないんですよ、上がってない。このお金は皆
さんのお金ですか。はい、そうですかと出せる皆さん
方のお金ですか。（「税金」と呼ぶ者あり）　税金、血
税ですよ。結果を出してください。結果についてどう
なんですか。いつまでに出すと言っているんですか。
知事の任期４年以内には結果を出すというふうに答
弁するんですか、また。２年も超えていますよ知事。
御自分で０点と言っておきながら。成果は全く見えな
い。どうですか知事。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　ワシントン駐在の成果に
ついてお話をさせていただきますが、一番は最近でも
例えば米国における国防権限法、これは国防予算の大
枠ですとか、主な国防政策を決めるために議会が毎年
承認する法律です。細かいことは申し上げませんけれ
ども、沖縄県が要望しておりました、代替施設に関す
る懸念事項が記載され採決をされたというようなこ
とがございます。
　またコロナ禍にあっても新しく選任された上院議
員、下院議員30名にお話をしまして、沖縄におけるＰ
ＦＯＳ・ＰＦＯＡの課題、それから事件・事故、あと
一番何よりも代替施設における軟弱地盤の問題、そう
いったものをお話ししました。
　そういった中において議事録、毎週来ますけれど
も、多くの方々がこういった情報を初めて知ったと。
ＰＦＯＳの問題が国外で起こっていることについて
も驚いたというような中で、大変彼らが沖縄に関心を
持っていただいていると。これはこの６年の間で沖縄
県が地道にワシントン駐在が補佐官とかそういった
方々と意見交換をしてきた成果の一つだろうという
ふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。

○島袋　　大君　職員は頑張っていますよ。言われた
ら行かないといけないし、そこで仕事を全うしないと
いけない。頑張っているんですよ。これリーダーの判
断ですよ。リーダーがワシントン事務所を設置するか
らということで６年間、６億円という血税が入ってい
る。その中で過去の活動履歴も見たら、全部レター、
メール、オンライン化に近いものやっているんですよ。
　じゃ去年の１年間どういう作業をしたんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時59分休憩
　　　午前10時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　コロナ禍にあっても駐在
員の方々は本当に昼夜ひっくり返るような時間です
けれども、現地のほうといろいろ意見交換などを行っ
たりとか、それから現地での情報を取って、それを翻
訳して本庁に報告していただいたりとか、できる限り
の全てのことをやっていただいたところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ですからできるだけのことを職員は
やりますよ。やる中で、辺野古の工事は進んでいる。
今回政権が変わっても大統領に対して手紙も送った
という話もあったけれども、こういう一地方自治体の
長が米国の大統領に手紙を出す、こんなことあり得ま
すか。なぜ、じゃワシントン事務所を通さないんです
か。これワシントン事務所を通したの。通してこのよ
うな動き。普通ならあり得ないという話だけれども、
これワシントン事務所は了としたの。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　いろいろプロトコル的な
部分はあるとは思うんですが、県としてはその文案に
ついては担当課、副知事、そして知事のほうで目を通
して、またワシントン駐在にも確認をして彼らにどう
いった形で届けたほうが一番効果的かということを
議論しながら行ってまいりました。
　それから先ほど申し上げました国防権限法につい
てですが、先ほどお話をしていただいたように、国防
権限法案について自分も取り組みたいというような
多くの補佐官の話がありました。ぜひそれを議員にも
お話をしたいということも受けております。しっかり
と取り組んでまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ですから今やワシントン事務所とい
うのは、この県政を支える中心となって、ここにワシ
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ントン事務所を置いておけば辺野古が止まるんだとい
うメッセージを送っているんですよ。何かあったらワ
シントン事務所に言って抗議をするならこの手続を踏
んでほしい。こういうことを県民や全国に発信してい
る。６億円もつぎ込んで、前進もしていない。そういっ
たことで今回も予算を計上するというのはいかがなも
のかと思っています。我々も結果を出るのがどうかな
と６年間見てきましたけれども、これが結果ですよ。
とんでもありません。このワシントン事務所の予算は
もう要らないと思っております。県民の皆さんどう思
いますか。
　私は、今こういう危機的状況、知事の昨日の観光関
連産業も県民に対してのメッセージも弱かった。本
当に苦しい人たちに手を差し伸べる、しっかりとした
沖縄県をつくっていく、強い沖縄をつくるということ
を考えればいま一度足を止めて、しっかりと今県内の
ここで支えるところに予算を回すべきだと思っていま
すよ、知事。我々この件に関しても委員会審議するか
もしれませんけれども、ただ単に反対じゃないですよ
我々は。今置かれている現状を考えれば、１億円とい
う金額を出すのはここじゃなくてここでしょうという
のがあるんじゃないのってありますよ。どうかひとつ
御理解いただきたいと思っております。
　富川副知事。今頑張りどきですよ。次の沖振の改正
は富川副知事の頭脳が必要ですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　まとめてください。
○島袋　　大君　そこをしっかりと頑張っていただき
たいと思っています。我々はしっかりとその辺を今日
議論しますけれども、夜の10時までにはならないよ
うに私も会派長として議事進行していきたいと思いま
すので、よろしくお願いします。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
　　　〔大浜一郎君登壇〕
○大浜　一郎君　ケーラネーラ　クヨーム　ナーラ。
　会派沖縄・自民党の大浜でございます。
　通告に従って質問を申し上げます。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、尖閣諸島における諸問題について。
　ア、中国海警法施行における尖閣諸島海域情勢変化
等への海保、県警（国境離島警備隊）の対処方針につ
いて。
　イ、中国海警法施行における尖閣諸島海域情勢変化
への知事の認識について。
　ウ、石垣市における尖閣諸島資料館建設について。
　(2)、緊急事態宣言発出下において、窮状を訴える

観光関連事業者への迅速な支援並びに今後の観光需要
取り込みの具体的な対処方針について。
　２、八重山地域の諸課題について。
　(1)、八重山地域の医療体制及び感染症対策の万全
な整備方針について。
　ア、石垣空港等離島空港におけるＰＣＲ検査体制に
ついて。
　イ、県立八重山病院ＰＣＲ機材導入設置時期と行政
検査の迅速化について。
　ウ、八重山地域ワクチン接種における地域医師会、
地域自治体との連携体制について。
　エ、予算措置における県立病院医師派遣事業、専攻
医養成事業の具体的内容について。
　オ、県立八重山病院の医師、看護師、コメディカル
人材の充実した配置について。
　カ、急患搬送暫定ヘリポート夜間運用時の照明不具
合の実態と常設照明の設置について。
　(2)、地域未来投資促進法を活用したゴルフ場を含
むリゾート施設建設案件の進捗について。
　(3)、石垣市における狩猟研修センター建設について。
　(4)、石垣島製糖工場の経年劣化による全面改修へ
の対処方針について。
　３、我が党の代表質問との関連についてお伺いしま
す。
　仲田議員の１、沖縄振興策の推進について (2)、次
期沖縄振興策策定について、キ、新たな振興計画にお
けるロジックモデルの制定について。
　今は振興策の中身を十分に吟味する重要な時期であ
る。特別委員会で各種制度の提案を聞いたところであ
りますが、国が求めるロジックモデルいわゆるＥＢＰ
Ｍに基づいた制度提案なのか非常に不安を覚える場面
が多々ありました。今後国と制度提案をすり合わせ作
業が本格化するに当たり、その取組を確認したいと思
います。
　照屋議員１、知事の政治姿勢について (8)、照屋義
実氏の副知事の起用についてです。
　今後、国との次期振興政策における本格的な制度交
渉の場面において、最前線の交渉役は副知事であり、
特に経済政策は次期振興策の最も重要な政策折衝とな
ります。この担当副知事を交替する人事について適切
な時期の人事なのか、代表質問また一般質問等々での
答弁内容では腑に落ちませんので再確認をしたいと思
います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
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○知事（玉城デニー君）　大浜一郎議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の (1) の
イ、中国海警法の施行に対する認識についてお答えい
たします。
　尖閣諸島周辺海域については、中国公船等による領
海侵入や漁船追尾等に加え、去る２月１日に中国海警
局の武器使用を認める中国海警法が施行され、漁業者
にさらなる脅威を与える状況となっております。
　沖縄県としては、尖閣諸島周辺海域において不測の
事態が生じることは断じてあってはならないものと
考えており、去る２月19日に外務大臣、国土交通大臣、
防衛大臣及び沖縄及び北方対策担当大臣に対し、同海
域における安全確保や冷静かつ平和的な外交（対話）
によって中国との関係改善を図ること等について要
請を行ったところです。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (1) のア、中国海警法の施行に伴う海上保安
庁の対処方針についてお答えをいたします。
　中国海警法の施行について、奥島海上保安庁長官は
２月17日の会見において、同法の施行を見据え、尖閣
諸島周辺海域の領海警備体制を強化してきているが、
これまでのところ現場海域において中国海警局に所
属する船舶の動きに大きな変化は認められない、今後
とも中国海警局に所属する船舶の動きについては僅
かな変化を見逃すことがないよう、引き続き緊張感を
持って、領海警備に万全を期すとともに、自衛隊をは
じめとした関係省庁と緊密に連携し、冷静にかつ毅然
とした対応を続けていくとの趣旨の発言をされたと
承知しております。
　次に１の (1) のウ、石垣市における尖閣諸島資料館
建設構想についてお答えをいたします。
　石垣市に確認したところ、同市は、ふるさと納税を
活用し、尖閣諸島の歴史等を国内外へ発信するための
拠点を整備する事業を計画しており、具体的な事業の
内容については今後検討していくとのことでありま
す。
　県としては、尖閣諸島に関する広報、啓発は重要と
考えていることから、毎年１月14日に石垣市が主催
する「尖閣諸島開拓の日」式典へ副知事等が出席して
おります。同事業についても、石垣市の意向等も踏ま
え、県としてどのようなことができるのか検討してま

いりたいと考えております。
　２、八重山地域の諸課題についての (1) のカ、暫定
ヘリポートの夜間照明についてお答えをいたします。
　八重山病院隣接地に設置した暫定ヘリポートの可
搬型夜間照明については、１セット16個の照明のう
ち、３個に不具合があったことから、１月上旬に新た
な照明と交換しております。また、急な照明の故障に
備え１セットを追加購入し、２月15日に配備したと
ころであり、県としましては、予備セットを含め安定
的な運航に支障がないよう関係機関とも連携し対応
してまいります。
　３、我が党の代表質問との関連についての (2)、副
知事人事についてお答えをいたします。
　富川副知事は、このたび任期満了を迎えられること
から、その後任の副知事として照屋義実氏を起用した
いと考えております。照屋氏におかれては、長く経済
界で活躍され、沖縄県建設業協会会長や沖縄県商工会
連合会会長等を歴任されたほか、沖縄県教育委員会委
員長や沖縄県政策参与を務められており、豊富な知識
や経験から副知事として適任であることから、議会の
同意を得て選任したいと考えております。また、これ
まで民間企業の経営に携わられた実務経験を生かし
て、コロナ禍で厳しい状況にある県経済の回復はもと
より、本県の各産業分野における施策を推進し、本県
の振興・発展に取り組まれるものと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○警察本部長（日下真一君）　１、知事の政治姿勢に
ついての御質問のうち (1) のア、中国海警法施行にお
ける尖閣諸島海域情勢変化等への県警の対処方針に
ついてお答えいたします。
　県警察では令和２年４月国境離島警備隊を設置す
るとともに、平素から所要の部隊を海上保安庁の巡視
船に乗船させ、国境離島の警戒警備に当たっておりま
す。仮に武装集団による不法上陸事案等が発生した場
合には関係機関と連携し、適切に対処してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、知事
の政治姿勢についての (2)、緊急事態宣言下における
観光関連事業者への支援等についてお答えいたしま
す。
　緊急事態宣言下における観光関連事業者への支援
として、個人及び同居家族に限り、感染防止対策を徹
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底した宿泊施設で、１泊２食つき、施設内での滞在を
条件とした、県民１人当たり１泊5000円の補助を行
う家族でＳｔａｙ�Ｈｏｔｅｌ事業を実施いたしまし
た。緊急事態宣言解除後の今月10日からは、域内需
要を図る目的として、おきなわ彩発見キャンペーン第
３弾を実施いたします。加えて、国内需要を取り込む
施策としては、ワーケーションの誘致や離島への周遊
型観光の促進等を実施してまいります。また、国の雇
用調整助成金への県分の上乗せを行う沖縄県雇用継続
助成金の支給や県単融資事業により観光関連産業への
支援を行ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、八重山地域の
諸課題についての御質問の中の (1) のア、石垣空港等
離島空港におけるＰＣＲ検査体制についてお答えいた
します。
　国や各自治体独自の緊急事態宣言の発令及び県内の
新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、県では、当
該地域からの来訪者に対し、事前の検査を推奨してい
るところであります。しかしながら、やむを得ず検査
を受けられない場合は、那覇空港において希望者のＰ
ＣＲ検査を実施しております。また、那覇空港から石
垣空港等離島へ向かう場合も対象としたところです。
　同じく２の (1) のイ、行政検査の迅速化についてお
答えいたします。
　八重山地域では有症状者については、八重山病院や
５か所の検査協力医療機関において、自院でＰＣＲ検
査または抗原検査が可能となっており、迅速な検査
が行われております。また、濃厚接触者等の行政検査
については、保健所が石垣市内の民間医療機関につな
ぎ、保険診療による行政検査にてＰＣＲ検査を実施し
ているところです。
　同じく２の (1) のウ、ワクチン接種における八重山
地域との連携についてお答えいたします。
　県ではワクチンチームを立ち上げ、国や市町村と連
携し、円滑なワクチン接種に向けた取組を進めており
ます。八重山地域においては、石垣市、竹富町及び与
那国町とディープフリーザーの設置につき調整を進め
るとともに、県立八重山病院や地区医師会を含め、リ
モートによる連携会議等を行い、接種体制の構築を支
援しております。
　同じく２の (1) のエ、県立病院医師派遣補助事業等
の具体的内容についてお答えいたします。
　県立病院医師派遣補助事業は、県立北部・宮古・八

重山の各病院及び離島診療所で勤務する医師の人件費
等を病院事業局に補助する事業となっております。令
和３年度は、八重山病院に対する７名の医師派遣経費
と、附属診療所４か所の医師の人件費を計上しており
ます。また、県立病院専攻医養成事業は、病院事業局
に医師の専門研修を委託する事業であり、研修の一環
として、離島・僻地の県立病院等に医師が派遣される
こととなっております。令和３年度は、八重山病院及
び附属診療所へ５名の派遣が予定されております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　２、八重山地域の
諸課題についての御質問の中の県立八重山病院のＰＣ
Ｒ機材設置時期についてお答えいたします。
　県立八重山病院のＰＣＲ検査機器については、令和
３年２月に納品されております。
　同じく (1) のオ、県立八重山病院の職員配置につい
てお答えいたします。
　令和３年２月１日時点の県立八重山病院の職員配置
状況について、医師は定数51名に対し51名、看護師
は定数196名に対し193名、コメディカルは定数59名
に対し58名となっております。令和２年度は八重山
病院に対し、夜間救急対応等の目的で放射線技師と臨
床検査技師を４名ずつ増員し２交代制にするなど、必
要な人材を配置したところであります。今後も地域の
医療提供体制の充実を目指し、適切な人員配置に努め
てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、八重山地域の諸
課題についての御質問の中の (2)、地域未来投資促進
法の手続の進捗についてお答えいたします。
　地域未来投資促進法に基づく基本計画につきまして
は、令和２年９月25日付で国の同意を得ております。
現在は、同法に基づく土地利用調整計画の調整案が石
垣市から県農林水産部に提出されており、市と県の担
当部局において事前協議を行っているところでありま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　２、八重山地域の諸
課題についての御質問の中の (3)、石垣市における狩
猟研修センター建設についてお答えします。
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　県では、農作物等へ被害を及ぼす鳥獣を捕獲するた
め、その担い手である狩猟者の技能向上は重要である
と認識しております。なお、国の鳥獣被害防止対策交
付金において捕獲技術高度化施設の整備は可能であ
りますが、専ら鳥獣の捕獲に従事する者が使用するこ
と等、事業実施における採択要件があります。また、
運営主体、費用対効果、環境への影響等への課題も多
いことから、今後は石垣市や関係団体等と意見交換を
行ってまいります。
　同じく (4)、石垣島製糖工場の改修に対する公的助
成拡充要請への対処方針についてお答えします。
　石垣島製糖工場の改修については、築58年が経過
し、地域の関係団体や生産者等から公的助成拡充など
の要望があります。このため、県では、石垣市、製糖
工場、生産者団体等で構成する沖縄県分蜜糖工場安定
操業対策検討会議を開催し、安定操業の確保及び工場
建設に関する具体的な方策について検討を重ねている
ところであります。一方、工場建て替えについては、
建設費用の負担に課題があることから、県としまして
は、関係市、生産者等からの意見、要望も踏まえ、新
たな沖縄振興のための制度提言として、国の高率補助
による新たな沖縄糖業高度化推進支援制度の検討を進
めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　３、我が党の代表質問と
の関連についての (1)、国へ提言する制度の目的と効
果についてお答えいたします。
　今年４月に予定している国への新たな沖縄振興に必
要な制度提言では、現行の取組に係る総点検の結果、
明らかになった沖縄の抱える課題等の解決に向けて必
要な施策をより効果的に推進するため、沖縄振興に係
る制度の維持に加え拡充や創設について要望すること
としております。あわせて、要望する制度の活用によ
る「目指すすがた」も併せて示すこととしております。
要望する制度を活用して得られる波及効果などにつき
ましては、国への定量的な説明ができるよう、準備を
進めているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　それでは再質問をさせていただきま
す。
　中国海警法における県警の役割について本部長にお
尋ねいたします。
　私は２月15日に、第11管区の海保の本部に行かせ

ていただいて、緊張感が高まる最前線の領海警備を
担っている現状について説明を受けてきました。今
後、この現場海域で何が起きるか分からない、それが
現実だと改めて強く感じています。
　私は個人的に尖閣周辺海域の中国海警の船舶は、
従前の警察機構ではもうないと思っています。国防任
務に当たる軍事組織であると。中国海警法が宣言した
以上、中国公船という呼び名はもうふさわしくない。
もう中国の軍艦と呼び変えたほうがいいと思っていま
す。そのような状況下において２月17日には海保、
２月25日は政府において不測の事態に対処するとし
て日本側の武器使用についての見解を表明するに至っ
ています。
　そこでお聞きしますが、現場海域において今後様々
な事案発生が想定される中、危惧される具体的事案
は、不法上陸が行われた場合、さらに海保が保守管理
している灯台、その他設置物の破壊を企てた場合に、
我が国は警察権をもってそれを阻止、逮捕、拘束など
実力行使を当たり前に現場で行うのかということです。
　県警の国境離島警備隊の任務と権限についてはどう
なのかお尋ねします。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　国境離島警備隊におきましては、平素より国境離島
の警戒警備に当たりつつ、日々の厳しい訓練や装備資
器材の充実強化により、武装集団により不法上陸事案
等への対処能力の向上に取り組んでおります。仮に武
装集団による不法上陸事案が発生した場合には、海上
保安庁等の関係機関と緊密に連携して適切に対処して
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　休憩、休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　過去の不法上陸事案におきましても検挙措置を取っ
ておりますので、同様のことを考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ありがとうございます。
　中国海警法施行における知事の認識なんですが、知
事は所信においても尖閣諸島の問題について数行触れ
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る程度でした。中国海警法が施行された後も、国会で
もその異常さが議論されているわけです。２月16日
には県内の漁船が26時間追尾されている。それにも
かかわらず知事のコメントは一切ありませんでした。
15日、19日の尖閣に関する政府要請については承知
をしておりますが、知事はこの海警法は国際法上、国
連海洋法条約上どう思われているのか。これ１点。
　それと緊張を高める危険な海域にしているのは一体
誰かということを、知事の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時31分休憩
　　　午前11時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　まず中国海警法、国連
海洋法条約に違反をするかという趣旨の御質問でござ
いますけれども、中国海警法につきましては、海警局
に武器使用規定や具体的な権限の法的な根拠を明らか
にし、中国自ら独自に行っている行為を正当化すると
いう意図があるものというふうに理解しております。
　国連海洋法条約では、例えば領海内であっても他国
の軍艦や公船に対する法執行権限は制限がございます
けれども、海警法につきましては、外国軍艦や公船が
管轄海域で不法行為を行えば強制退去あるいは曳航な
どの措置を取る権利があると。それから例えば島や洋
上にある構造物を強制撤去する権限も盛り込まれてお
ります。さらに国家主権や管轄権限が侵害されれば武
器使用を含むあらゆる措置で排除できるといったよう
なことから、国連海洋法条約に反するというふうに理
解をしております。
　それから２番目の質問で、こういった危険な行為が
繰り返し行われているのはどこかということにつきま
しては、中国海警局によって行われているというふう
に理解をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　海警法は国際上違法だというふうに
思っているわけですね。その海域を、緊張を高めてい
るのは中国だというふうに思っているわけですね。そ
の認識でいいですね。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　私の答弁は、政府において国連海洋法条約に違反す
る懸念があるというふうなことを踏まえて答弁をした
ところでございます。
　それから先ほどのこういった危険な行為を起こして
いるのは中国当局によるものかということについて

は、そのように認識をしているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　知事、これは知事がお答えしたほう
がいいんじゃないですか、政治姿勢ですから。知事の
政治姿勢として。何でさっきから知事公室長が答えて
いるんですか。知事、はっきり言ってくださいよ。国
際法違反だと。あそこの海を険しくしているのは中国
なんだとはっきり言ったらいいじゃないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄県としては、尖閣諸島
周辺海域において不測の事態が生じることがあっては
ならないということで、去る２月19日も関係要路に
私から要請をさせていただきました。やはり安全確保
や冷静かつ平和的な外交、対話によって中国との関係
改善を図ることについての内容で要請をさせていただ
いたところです。
○大浜　一郎君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時35分休憩
　　　午前11時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事（玉城デニー君）　岸防衛大臣は会見において、
海警の船舶自体が我が国の領海内であのような活動を
しているという状況は国際法違反である。そういった
海警の船舶の活動を裏づけるものである海警法は国際
法に合致しない懸念があると発言をしております。ま
た、茂木大臣も会見において、尖閣諸島周辺の我が国
領海内で独自の主張をするといった海警船舶の活動は
そもそも国際法違反であって、中国側に厳重に抗議を
しているというように発言しておりまして、沖縄県も
そのように意を同じくするものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　知事がそう思うなら思うと言えばい
いんですよ。何であんないろんな……。出さなくて結
構ですよ。
　実は、２月11日に一方的な海警法の施行による地
元漁民の声として、尖閣海域での漁にわざわざ行きま
せんよというような記事が掲載されました。確かに
騒々しくなってきた海域ですから、行くのは嫌だろう
なと私も心情を察しますが、尖閣で漁の経験もある私
の友達の漁師や数名の漁師に直接お聞きしましたとこ
ろ、ちょうど秋口から今どきは黒潮の海流がとっても
よくて、漁場としては物すごくいいんだそうです、そ
の場所は。しかしながら今、仮に行ったら中国の船に
にらまれるし、海保の皆さんにも迷惑をかけると。そ
んな状況の中で安心して漁なんかできませんよと。そ
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んな中でコストも合わないと。また別の漁師は、漁師
としては中国武装船が常駐して、今後この海域で漁が
不可能になることに一番気をもんでいるというふうに
お答えしておりました。平穏な海なら今どきは漁に向
かう漁師もいるでしょうけれども、いつしか中国漁船
が我が物顔で中国の軍艦に保護されながら漁に押しか
けるかもしれない。そんな諦めのような感覚が漁師の
中には蔓延しているんじゃないかなと思ったりもしま
した。知事はそんな場面、想像したくないでしょう。
想像したくないはずですよ。どう思いますか、今のこ
の現状。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　県といたしましても、尖閣諸島につきましては、歴
史的にも国際法上も我が国固有の領土であり、中国と
の間に領土問題は存在しないとする国の立場を強く支
持するものであります。
　ただいま議員の御発言ありましたように、同海域に
おいて本県の漁船等が安全・安心に操業できる環境と
いうものを日中両国間の平和的な外交、対話によって
実現をしていただきたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　どうしてなんです。知事にお聞きし
ているのに何で知事がお答えできないんですか。そう
いう心情までも。心情までも何で知事公室長がお答え
になるんですか。おかしくないですか。知事、これど
う思いますか、この漁民の心情について。これちょっ
と真摯に……。お願いしますよ。これぐらいのことは
お答えできるでしょう。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　平穏な海域において通常の
漁を続けたいという、その漁師の気持ちは十分理解を
いたします。
○大浜　一郎君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時40分休憩
　　　午前11時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　冷たいですね。ちょっと冷たいです
よ。いや、本当に冷たい。これでは駄目だ、知事、も
う少し寄り添ってくださいよ。これはもうちょっと寄
り添った言葉を言わないと。知事、沖縄県の長ですよ。
これは困ったものですね。
　知事は所信で、日中関係改善に向けた話合いによ

る、いわゆる４つの原則を、共通認識を大きな期待を
持っておられるようですけれども、これはもはや幻想
だと思います。今どきの国際情勢に対する知事の認識
は極めて甘い。極めて甘いと言わざるを得ない。中国
は国際的に身勝手で乱暴な海警法という法律をぶつけ
てきているわけですよ。まだ原則的共通認識などは日
本が守るべきものであると中国のメディアは報道して
いるんです。中国には知事の期待に添うような意思な
どこれっぽっちもみじんもないということをそろそろ
理解すべきだと思います。
　そこでお聞きをしますが、知事は米軍の低空飛行に
ついて、全くけしからん、ワジワジーしていると発言
されました。私も同様です。全くけしからん。ワジワ
ジーを通り越してあきれていますよ。十分に抗議すべ
きだと。
　しかし、尖閣諸島での度重なるこういう暴挙に対し
て、知事はワジワジーはせんのですか。ワジワジーの
気持ちはないですか。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時42分休憩
　　　午前11時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　米軍機による低空飛行については、提供施設・区域
外であると。加えて日米合同委員会で合意を確認され
ております最低高度基準を、県といたしましては遵守
されていないということも踏まえて、さらに県の抗議
後も繰り返し訓練が行われているということで、県と
しては、日米両政府及び米軍に対して強く抗議を行っ
たところでございます。
　加えて尖閣諸島海域における中国政府の行動は、既
存の国際秩序とは相入れない独自の主張に基づいて自
らの力を背景とした形で、一方的な現状変更の試みと
いう形で行われているものというふうに理解をしてお
りまして、そういった行為は許されるものではないと
いうふうに理解をしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ワジワジーもせんのですね。なかな
かこれはもう大変なことだと思います。
　知事は所信表明や代表質問答弁においても直接米国
に行くというお話をされております。米国政府へ今の
米軍基地の問題を訴えると表現しておりますが、この
際、北京にも行かれて中国政府に厳重に抗議をすると
いうことも視野に入れたらどうですか。知事、どうで
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すか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　繰り返しになりますけ
れども、県としましては、日中双方が対話と協議を通
じて情勢の悪化を防ぎ、不測の事態の発生を回避する
など、冷静かつ平和的な外交によって相互信頼関係の
構築に努め、尖閣諸島に係る問題の解決に取り組むこ
とが重要であると考えており、引き続き国に対して求
めてまいりたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ちょっと質問変えます。
　尖閣諸島の資料館についてですけど、毎年１月14
日に式典が行われて11回目になるんですが、これは
尖閣の歴史を改めて認識して領土の理解を深め啓蒙す
る重要な式典です。今後はこの式典の意義を広く知ら
しめるための広報活動がますます重要になってきてい
るのではないかなとも僕は思っています。
　石垣市は尖閣資料館を建設して、実在した古賀村の
歴史とこの痕跡の資料、外交文書、論文など資料収集
に努めて、県民はもとより修学旅行生への教育の場と
しての提供も含めて、国内外への情報発信の拠点とし
たいという構想を持っています。これ前向きに検討し
ていただきたいと思いますが、同様な施設としては、
島根県は平成19年に竹島資料室を設置して情報発信
拠点として運営しています。
　知事、この点について御意見をお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時45分休憩
　　　午前11時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　大浜議員御指摘のとお
り、尖閣諸島に係る広報啓発というものについては、
県といたしましても非常に重要だと考えております。
　知事におかれても、昨年10月７日に東京の領土・
主権展示館を視察をしておりますし、私も東京の同
館、展示館を視察し、竹島それから北方領土関係の展
示もございましたので、併せて展示館の職員から説明
を受けたところでございます。加えて、私が10月29
日に内閣官房の領土・主権対策企画調整室長と面談を
したときにも、議員御指摘のところの広報啓発の重要
性について意見交換を行ったところであり、県といた
しましても先ほど答弁いたしましたけれども、石垣市
が今考えているところのこの広報啓発というものにつ
いて、県としても何かしらのといいますか、どういっ

た取組ができるかというのを少し検討してまいりたい
というふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　それでは質問変えます。
　観光関連事業者への迅速な対応に関してですが、各
派代表質問・一般質問で、部局の答弁や知事答弁は、
厳しい現実を訴える観光関連業界へあたかも乾いたタ
オルを絞ってくれと、乾いたタオルを絞れと。もう何
かそんなようにも聞こえたりもするんです。この県の
主要産業が年間でもう吹き飛ばしてしまった膨大な観
光経済の損失を取り戻すため、そのエンジンである業
界の皆さん、これを絶対に生き残らせるという固い決
意の下で、知事は今すぐこの実態を見極める必要があ
ります。そして、県も一層の努力をしなければならな
い。知事にはぜひすぐにでも、県も一生懸命やるから
政府に対してもカンフル剤的な緊急支援が必要だと直
談判するような素早い行動をちょっとお願いしたいと
思うんですが、知事、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員おっしゃるように、沖
縄県としては昨年のコロナウイルス感染症が発生し県
内で拡大して以降、これまで15次、令和２年度２月の
補正予算まで15次にわたって総額2475億円をしっか
りと手当てをさせていただきました。しかし、現下の
苦しい状況においては都度私から国のほうへ、特に西
村大臣ですとか直接電話をさせていただいて、沖縄県
からこういうような要請をしますということで実際に
幅広い事業者の方々への財政支援についても要請をさ
せていただいてきたところであります。もちろんこれ
からも観光の回復なくして沖縄経済の回復なしという
思いは、議員と共通する思いがあると思いますので、
しっかりと取り組んでいくということを全庁挙げて確
認し、日々取り組んでいるところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ぜひ、強い意思を持って取り組んで
もらいたいと思います。
　八重山の次の課題について質問を変えます。
　この離島空港におけるＰＣＲ検査ですが、今おっ
しゃった中では直行便への対策が盛り込まれて検討さ
れているように思えないんです。マスコミによると、
県は離島には民間の検査センターが拡充していないの
で、検体採取しても検査する受皿がないという報道が
ありましたけれども、もう石垣市では民間病院でも瞬
時に、２時間程度で結果が出るような体制ができてい
る。遅まきながら八重山病院にもＰＣＲ検査が入った
ということでありますから、できないはずはないんで
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すけど、特に直行便対策についてどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　空港でのＰＣＲ検
査につきましては、まずいらっしゃる方々に出発前に
受けていただきたいという周知は徹底したいと思い
ます。
　それから先ほど島内で検査する医療機関も増えま
したということで申し上げましたが、これはやはり症
状のある方が対象になります。病院ですので、そこで
の保険診療なども含めてということにはなります。た
だ、直行便対策として直接的なというところまではま
だできておりませんが、県民に対して安価なＰＣＲ検
査体制を構築するための事業も始まっておりますの
で、その中で例えば郵送による方法であるとか、そう
いったことに対しても拡充ができればというふうに
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ですので、どこまで検討が進んでい
るのかなと。また後回しにされているような気がして
ならないんです。
　まず、どこまで今検討されていますか。今答弁した
レベルの話ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今現状は答弁した
とおりでございますが、今後拡充に向けて検討を進め
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　石垣も直行便が各地から飛べるよう
な状況に今後なってきます。ですので、その辺はもう
那覇と同じような―これ宮古も一緒なんですけど、
その辺のところはもう早急に対応を検討していただ
きたいと思います。よろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　関係する部局も数
か所ございますので、課題等整理して検討したいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　急患搬送ヘリポート夜間運用の件で
すけど、夜間運用時の照明設置に専任の人を配置して
いるようですが、人員コストと予備で配備された可搬
式照明機材のコストはどれくらいなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　可搬型のこの照明につきましては、１セット120万
程度というふうに確認をしております。一方で、今回
の暫定型ヘリポートの整備に当たって八重山病院に

おいて警備員を１人、専任という形で配備をしたとい
うことで、11月から３月までの間で約220万円相当
だったと思いますけれども、そういった経費がかかる
というふうに聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　これ、年間通すと相当な額になりま
すよね。ですので、これは何年かかるか分からないと、
恒久ヘリポートを造るまでは。これはもう常設して
やったほうがいいと思います。今も不具合が起きて、
また修理するために那覇に送らないといけないわけ
だから、その辺のところの対策もちょっと前向きに検
討してくれませんか。どうですか。これ副知事にお願
いします。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　何とか暫定ヘリポートを
稼働して、あとただ夜間の照明のものは暫定ヘリポー
トだということで、可搬型の照明をもって。これ実は
竹富町長のほうから提案がありまして、それがいいと
いうことで採用させていただきました。ただ、急患ヘ
リが飛ぶ際に、誰が設置するかということでまた調整
がちょっとあって、病院事業局の警備のほうでお願い
するということですが、ただやはり委託のものが１人
200万ということで、高いというようなことがござい
ました。そういったことで今知事公室内においてさら
に病院事業局のほうと交渉する、この人件費、これが
いつ起こるかということは分からないので、常時とい
うことはありますけれども、やはりちょっと私から感
覚的には高いというようなことがございます。そう
いったことも踏まえて、さらに調整をしていただくと。
　また併せて今の恒常的な照明をやることを検討す
べきではないかということの提案ですが、2000万ほ
どかかります。これもまた今後どうなるか分かりませ
ん。暫定をどのようにするかということも分かりませ
ん。それをまた2000万やった後、数年後には撤去す
るという費用等も考えないといけない。そういった全
体のものを勘案しながら設置等について検討してい
きたいと。今しばらくお時間いただければと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　地域未来投資促進法を使った件でご
ざいますけれども、これ環境影響評価準備書に対する
知事意見書というのが提出されて、今後協議が進めら
れるというふうに聞いておりますが、現況の進捗状況
はどうでしょう。これは環境政策課の担当ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　ユニマットプレシャスが
出しました環境影響評価準備書につきましては、令和
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３年２月15日に沖縄県環境影響評価審査会からの答
申を受けまして、去る２月19日付で準備書に対する
知事意見の提出をしたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　進捗状況についてちょっとお聞かせ
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　県のほうが準備書に対す
る知事意見を提出しましたので、今後事業者において
評価書を作成しまして、県に提出するという手続がご
ざいます。現在、事業者において評価書の作成作業に
着手していると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　富川副知事にお伺いしますが、これ
からは離島の魅力をとにかく発揮させて、地域産業と
連携による稼ぐ力への経済、そしてインフラ投資は断
続的に離島であっても必要不可欠だと思っているんで
す。この施設整備もその一翼を担う経済投資であると
いうふうに私は思っています。それについて知事の御
意見、いわゆる離島が稼ぐ力をつけるためのこういう
法律を使って今、施設整備をしているということにつ
いての副知事の経済的な御意見、ぜひお願いしたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時57分休憩
　　　午前11時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　お答えをいたします。　
　県としましては、石垣市における地域未来投資促進
法を活用した取組は、地域のさらなる産業振興に寄与
するものと考えております。とりわけ石垣島のみなら
ず、沖縄県全体の観光の推進に貢献するものと考えて
おります。ただ一方で、土地利用調整関係の諸計画と
の整合性、それから関係法令との適合性及び環境影響
評価など、様々な観点から意見調整を行う必要がある
ため、同法及び関係法令に基づき適正に対応していき
たいと思っております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ありがとうございます。
　狩猟センターの件ですけど、この離島地域を含め多
くの農家における鳥獣被害は、統計以上に実態が大き
いというのが私たちの感覚です。しかし狩猟を行う狩
猟免許保持者が訓練をする際には、今は佐賀まで渡航

しなければならないということです。県内でも八重山
地域は狩猟を頼まれることが多くて、狩猟の免許保持
者も県内で一番多いんじゃないかなと思います。県
内に狩猟センターがあればいいんですが、ないんです
ね。全国にはあるんですけど、沖縄県にはないんです。
これ前向きな検討が必要じゃないかなと思うんですけ
ど、部長どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時59分休憩
　　　午前11時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　研修センターの整備につきましては、国の事業、メ
ニューはございます。先ほども申し上げましたよう
に、諸課題もありますので、そこは一度市の関係者の
皆様とは意見交換をしておりますが、その辺を重ねて
事業化に向けて意見交換をしていく必要があるのかな
と思っております。
　また今県外のほうで、九州のほうで研修を受けてい
る方々も実際いらっしゃって、負担をかけていると思
いますが、先ほど御説明いたしました交付金の中で
は、そういった地域の協議会が企画する養成講座、研
修の位置づけで、渡航それから費用等の支援もできる
メニューもありますので、そういったものも含めて地
域と意見交換をしていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　我が党の代表質問との関連ですけ
ど、県は東京の空気感、東京の今沖縄の振興に対する
空気感、これをどのように感じておられるのかなと若
干心配になることがあります。今回の沖振計の折衝日
程は相当タイトな交渉が求められていきますし、相当
に練り上げられた制度設計が求められてくるわけです
よ。特に経済政策は次期沖振計の最重要課題なんです。
少なくとも富川副知事は振興策の策定に関わってき
た。そして重要なのは、この振興策の交渉のその成果
が、次の沖縄の行く末を決定するということなんです。
　さて、この時期の人事についてはどうかなと私は思
いますが、これは職員の皆さんにも聞いてみたい。実
務を担う職員の皆さん、どう思っているのかと聞いて
みたいなというふうに思いますよ。これから物すごく
タイトな交渉、そして東京の空気感をしっかりと受け
止めて、それでも交渉できるというタフさも必要なこ
となんですね。本当にこの時期の人事としてこれ妥当
なのか、知事の見解をもう一度お伺いしたい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後０時２分休憩
　　　午後０時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。　
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　確かに議員にも御不安な点
もあろうかと思いますが、今骨子案をお示しさせてい
ただき、パブリックコメントそして各市町村関係の
方々から意見を聴取して素案へと仕上げていく、まと
めていくという作業も並行して行っております。今
般、富川副知事はこのたび任期満了を迎えられること
から後任には照屋義実氏を起用したいと考えており
ますが、いずれにしましても次期振計、向こう50年先
まで見た振計をこの骨子案、素案の中でどのように固
めて、それをこれから政府関係要路と交渉していくか
ということは、これはもう全庁挙げて取り組まねばな
らないことだということをしっかり認識しておりま
すので、私もその思いで交渉に当たっていきたいとい
うように考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　これ任期満了、任期満了とおっしゃ
いますけど、まだ長く務めた副知事、歴代いらっしゃ
るでしょう。いると思いますよ。だから任期満了をあ
たかも大きな理由にしているようですけど、今までの
仕事の流れ、これから前面に立ってやらなきゃいけな
い副知事が、今どうして替える必要があるのかなと。
任期満了を殊さら理由にしていますけど、これちょっ
とどうも腑に落ちないですね。どうなんですか、その
辺のところは知事。任期満了だけが理由ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時４分休憩
　　　午後０時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな沖縄振興計画の策
定に当たっては、総点検の結果、現行計画の総点検の
結果を踏まえるんですが、それに加えて新沖縄発展戦
略、東海岸のサンライズベルト構想等々も新沖縄振興
計画に反映させるということになっておりまして、こ
れらは富川副知事が主導された。それを素案等に反映
させていくということでございます。また骨子案の
策定に当たっては、富川副知事からたくさんの指導助
言、指示をいただいたところで、それを踏まえて素案
の作成に生かしていきたいというふうに考えている
ところです。
○大浜　一郎君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午後０時５分休憩
　　　午後０時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　任期満了ということと、そ
れからもちろん様々な状況もしっかり考えながら判
断をする、人事とはそのようなことであると思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　様々な状況というのは、どういう状
況ですか。今大事な時期なんですよ、一番。これから
の10年はどうするかとか、次期振計はどうするかと
言ったのに、様々な理由って何ですかこれ。これに変
わる理由というのがあるんですか。これちょっとおか
しいよ。知事、もう一度発言してください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　これまで富川副知事には経
済担当ということで、この間の振興にもそれからアジ
ア経済戦略構想、新沖縄発展戦略などなど御指導いた
だいてきているところであります。そしてこれからも
また全庁挙げて次の振計に向かって我々も頑張って
いこうということで、その後を継いでしっかり取り組
むという思いでやっております。
○大浜　一郎君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時８分休憩
　　　午後０時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事（玉城デニー君）　言葉の表現がちょっと適切
ではなかったと思います。様々な理由ではなく、あら
ゆることを考えてということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　次の方があらゆることを考えてとい
う理由を多分聞くと思いますから、ぜひきちっとあら
ゆることを考えての意味を県民に分かるようにしっ
かりと御説明いただきたいと思います。
　シカイトゥ　ミーファイユー。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時９分休憩
　　　午後１時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　中川京貴君。
　　　〔中川京貴君登壇〕
○中川　京貴君　皆さんこんにちは。
　沖縄・自民党会派の中川京貴です。
　一般質問を通告しております。
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　項目に従い順次質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、全国町村議会議長会では、これまでに日米地
位協定の見直しを求める特別決議を全会一致で採択し
た。全国町村議会議長会では初めての決議であります。
玉城知事は全国知事会で日米地位協定の見直しを提案
したことがあるか。また、基地関連の提案をしたこと
があるか。これまでの経緯について伺いたい。
　(2)、知事は基地の整理縮小をするために日米合同
委員会、ＳＡＣＯで合意した11の施設の返還をどの
ように進めるか。
　(3)、玉城知事は所信表明で在日米軍専用施設面積
を70％から50％以下に目指すと述べた。どの基地を
いつまでに削減するのか。跡地をどのように利用する
か伺いたい。
　(4)、在日米軍に対する政府の思いやり予算につい
ては不要論も根強いが、全駐労は、労務費を日本政府
が負担することが基地労働者の雇用の安定につながる
としている。思いやり予算について知事はどのような
見解をお持ちか伺いたい。
　(5)、中国海警局に武器の使用を認める海警法の成
立を受け、尖閣諸島海域における警戒の重要性が再認
識された。我が国の主権を守り、本県漁船の安全をい
かに守り、安心して操業ができるか。現在の海上保安
庁の状況、船の隻数、人員体制等について伺いたい。
　(6)、富川副知事の後任については、次期沖縄振興
計画の策定や新型コロナ感染症で疲弊した企業等の支
援立て、県経済の立て直しという重要な時期である。
この時期の人事として適切とは思えない。知事の見解
を伺いたい。
　２、米軍基地問題について。
　(1)、那覇軍港の浦添移設案と普天間基地、辺野古
移設代替案との違いについて伺いたい。
　(2)、沖縄防衛局は、米軍嘉手納基地、普天間基地
周辺の航空機騒音の大きさを示す騒音コンターの見直
し作業を進めていた。しかし、我が沖縄・自民党会派
の政府に対する要請でまだ発表はされていない。もし
発表された場合、基地周辺にどのような影響が出るか。
　(3)、那覇軍港返還の面積とキャンプ・キンザー返
還の面積、読谷のトリイステーション、知花弾薬倉庫
に移設する建物、倉庫等の基地内の面積について伺い
たい。
　(4)、沖縄の米軍基地の面積と自衛隊基地の面積を
伺いたい。
　(5)、那覇空港、米軍基地、自衛隊基地の共同使用
の面積を伺いたい。

　(6)、米軍基地は返還されると地主が使用できるま
で特措法によって軍用地料が支払われるが、自衛隊基
地はその適用を受けられるか伺いたい。
　(7)、基地から発生する被害・騒音問題について。
　ア、小中学校、県立高校の卒業式、入学式等の式典
が支障なく行われるように米軍へ訓練停止要請を行っ
たか。
　イ、平成30年度、平成31年（令和元年）度、令和
２年度の防音工事の実施と件数、執行率、総予算につ
いて。
　ウ、令和３年度の防音工事の件数と予算について。
　エ、平成30年度、平成31年（令和元年）度、令和
２年度の認可外保育所の防音工事の件数と予算につい
て。
　オ、県営団地の防音工事が対象になっている件数と
手続の簡素化、今後の取扱いについて伺いたい。
　３、新型コロナウイルス感染症対策について。
　(1)、長期化するコロナ禍で、疲弊した沖縄観光業
界の継続発展に向けた県の支援について伺いたい。
　(2)、新型コロナウイルス感染症対策については、
特別措置法に基づいて、国、県、市町村が行動計画を
つくり進めることになっている。沖縄県の行動計画と
市町村との連携について伺いたい。
　(3)、医療機関の崩壊が危惧されているが、本県に
おける新型コロナウイルス感染者を受け入れている国
立・公立医療機関と民間ホテル借上げ等の現状と民間
等の病院でコロナ感染症に対応できる施設の整備状況
はどうか、伺いたい。
　(4)、国は、ワクチン接種に向け準備を進めているが、
接種実施は市町村が担う。本県における市町村の体制
整備は順調か。また、接種の方針や優先順位、国との
調整等県の取組状況について伺いたい。
　(5)、感染拡大で、演劇やコンサート、各種イベン
ト等の中止で、文化芸能関係は深刻な打撃を受けてい
る。本県における状況と県としてどのような支援策や
対策を講じているか、伺いたい。
　(6)、休業手当の一部を補塡する雇用調整助成金の
制度が延長されたが、申請があった企業の内訳や申請
がない企業への指導方法など、県の取組について伺い
たい。
　４、県内社会資本の整備について。
　(1)、新型コロナウイルス感染症の影響で県経済は
甚大な打撃を受けている。国のＧｏＴｏトラベルは、
疲弊した地方の活性化を図るため実施されたが、本県
における効果と県内観光関係者の受け止めについて伺
いたい。
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　(2)、おきなわ彩発見キャンペーンの効果、予算と
執行率、課題や今後の展開について伺いたい。
　(3)、県における新型コロナ感染症の影響で国及び
県が実施する道路・港湾、公共施設等の事業で、入札
不調や事業の延期、中断や遅れ、事業縮小など現状を
伺いたい。
　(4)、道路、河川、下水道などの社会基盤の老朽化
への対応や改修等について、優先度により沖縄振興公
共投資交付金や国庫補助等を活用し耐震化に取り組ん
でいるが、沖縄振興公共投資交付金は年々削減され、
国庫補助等も大幅な増額は期待できない中で、計画は
達成できるか伺いたい。
　５、県職員・教育委員会について。
　(1)、県職員の間に業務に起因する訴訟に備えて保
険に加入する職員が増えているというが、その背景に
何があるのか。この状況を知事はどのように受け止め
ているか、伺いたい。
　(2)、県職員、教職員による長期的な休暇・短期的
な休暇、その内訳と臨時職員による対応と予算につい
て。
　(3)、全国的に教員の労働条件改善が課題となって
いるが、本県の教員の残業実態は把握できているか。
　(4)、県庁職員は、適材適所に配置されているか。
　(5)、県庁職員の給与と残業手当の金額と残業時間
の多い部署（部局）は、１人当たり最大残業手当は幾
らで、給与の何％になるか伺いたい。
　６、子ども・子育て支援について。
　(1)、県は、保育士確保に向け県独自の施策を進め
ているが、潜在保育士の保育業務への復帰を促進する
ための施策や支援策等、これまでの成果について伺い
たい。
　(2)、子供医療費の助成について、中学卒業までか
らさらなる拡充が必要であるが、窓口無料化に対する
国庫負担金の減額に対する県の対応と今後18歳まで
の無償化拡充に向けた考え方について伺いたい。
　(3)、現物給付制度導入による財源確保と対象数と
予算について伺いたい。
　７、我が党代表質問との関連については質問いたし
ません。
　以上、答弁を聞いて再質問を行いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　中川京貴議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の (1)、
全国知事会への日米地位協定等の提案についてお答え

いたします。
　沖縄の米軍基地の整理縮小や日米地位協定の抜本
的な見直しを実現するためには、全国知事会等を通じ
て、他県との連携を深め、国民的議論を喚起していく
ことが重要であると考えております。このため、私か
ら、令和元年７月の全国知事会議において、日米地位
協定の抜本的見直しに向けた連携を呼びかけたとこ
ろ、多くの知事から賛同の声が上がったため、日米地
位協定に係る運用改善状況等の確認や新たな提言案の
検討を行うことを目的として米軍基地負担に関する意
見交換の場が設置されました。この意見交換での議論
を基に、令和２年11月には、日米地位協定の抜本的見
直しや基地の整理縮小・返還の積極的な促進などを内
容とする、新たな米軍基地負担に関する提言が全会一
致で決議され、同年12月に日本政府に対し要請を行っ
ております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (2)、ＳＡＣＯ合意施設の返還についてお答
えをいたします。
　ＳＡＣＯ最終報告で示された返還予定面積5002
ヘクタールのうち、北部訓練場の過半など、合計約
4449ヘクタールが返還されたところです。残りの施
設については、米軍再編事案として返還されることと
されており、平成25年４月に発表された再編に基づ
く統合計画に位置づけられております。米軍基地の整
理縮小については、普天間飛行場代替施設の県内への
新たな提供を除き、既に日米両政府で合意されたＳＡ
ＣＯ最終報告及び再編に基づく統合計画で示された嘉
手納飛行場より南の施設・区域の返還を着実に進める
必要があり、その確実な実施を日米両政府に対して強
く求めてまいります。
　同じく１の (3)、米軍専用施設面積50％以下の目標
についてお答えをいたします。
　県民の目に見える形で米軍基地の整理縮小を図るた
めには、日米間で具体的な数値目標を設定し、積極的
に協議する必要があると考えていること、沖縄21世
紀ビジョンにおいて、基地のない平和で豊かな沖縄を
あるべき県土の姿としながら、引き続き基地の整理縮
小を進めるとしていること、沖縄県議会において、こ
れまで２度、在沖米海兵隊の撤退を図ることを全会一
致で決議していることなどから、当面は50％以下を
目指すという数値目標の設定を求めるものであり、こ
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の要請を受けて日米両政府において具体的な返還計画
を検討・策定していただきたいと考えております。ま
た、返還跡地利用については、国から具体的な返還計
画が示された後に、市町村と連携して検討を進めるこ
とになると考えております。
　同じく１の (4)、米軍駐留経費負担の見解について
お答えをいたします。
　県は、いわゆる思いやり予算については、我が国の
安全保障の一翼を担っている在日米軍の駐留を円滑か
つ安全に行うとの観点から、我が国が負担しているも
のであると理解をしております。また、同予算には、
駐留軍従業員に係る労務費等が含まれていることか
ら、県は軍転協と連携し、昨年11月に在日米軍駐留経
費負担に関する特別協定の改定に伴い、駐留軍等労働
者の解雇などによる不安が生じないようにすること等
について、総理大臣等に要請をしております。
　同じく１の (5)、海上保安庁の体制についてお答え
をいたします。
　海上保安庁によると、同庁の巡視船艇は全国に382
隻配備されており、第11管区海上保安本部には49隻
が配備され、そのうち12隻が尖閣領海警備専従船と
なっております。また、海上保安庁は令和２年度に、
尖閣領海警備体制の強化等のための40人を含む436
人の増員を行い、現在の定員は１万4328人になっ
ており、そのうち、第11管区海上保安本部の人員は
1884人とのことです。
　同じく１の (6)、副知事の人事についてお答えをい
たします。
　富川副知事は、このたび任期満了を迎えられること
から、その後任の副知事として照屋義実氏を起用した
いと考えております。照屋氏におかれては、長く経済
界で活躍され、沖縄県建設業協会会長や沖縄県商工会
連合会会長等を歴任されたほか、沖縄県教育委員会委
員長や沖縄県政策参与を務められており、豊富な知識
や経験から副知事として適任であることから、議会の
同意を得て選任したいと考えております。また、これ
まで民間企業の経営に携わられた実務経験を生かし
て、コロナ禍で厳しい状況にある県経済の回復はもと
より、本県の各産業分野における施策を推進し、本県
の振興・発展に取り組まれるものと考えております。
　２、米軍基地問題についての (1)、那覇港湾施設移
設と辺野古新基地建設についてお答えいたします。
　那覇港湾施設の代替施設については、現有の那覇港
湾施設が有する機能を確保することを目的としている
ことが、移設協議会において確認されてきたところで
す。また、儀間元浦添市長は、那覇港港湾区域内での

場所の移設となることから、整理整頓の範囲内である
と考えている旨の発言をしております。一方、政府が
推進する辺野古新基地建設計画においては、弾薬搭載
エリア、係船機能付護岸、２本の滑走路の新設など、
現在の普天間飛行場と異なる機能等を備えることとさ
れており、単純な代替施設ではないと認識しておりま
す。
　同じく２の (2)、騒音コンターの見直しの影響につ
いてお答えをいたします。
　沖縄防衛局によると、年度ごとに運用状況が大きく
変化する嘉手納飛行場の特殊性を踏まえた、適切な騒
音コンターを確定させるためには、これまでの調査を
踏まえて、引き続き防衛省内において念入りな確認作
業などが必要とのことであります。見直しの内容につ
いては明らかになっておりませんが、県としては、去
る10月にも岸防衛大臣に対して、現在進められてい
る見直しにより、当該区域が縮小することがないよう
配慮することを要請したところであり、今後ともあら
ゆる機会を通じ、軍転協とも連携し、粘り強く求めて
いきたいと考えております。
　同じく２の (3)、那覇港湾施設等の返還面積及び移
設面積についてお答えをいたします。
　平成25年４月に公表された統合計画によると、那
覇港湾施設の返還面積は約56ヘクタール、牧港補給
地区の返還面積は約274ヘクタールとなっておりま
す。また、沖縄防衛局によりますと、トリイ通信施設
への移設面積は約20ヘクタールとなっており、嘉手
納弾薬庫知花地区への移設面積は、今年１月にマス
タープランの見直しが行われており、正確な面積は今
後確定することとなりますが、約80ヘクタール程度
になると見込まれているとのことです。
　同じく２の (4)、在沖米軍基地及び自衛隊基地の面
積並びに共同使用面積についてお答えをいたします。
２の (4) と２の (5) は関連いたしますので、一括して
お答えをいたします。
　防衛省の資料によると、令和２年３月31日現在、在
沖米軍基地の面積は１万8697ヘクタール、そのうち
米軍専用施設面積は１万8484ヘクタールで、自衛隊
基地の面積は773ヘクタールとなっております。また、
自衛隊が米軍施設を一時使用している面積は4822ヘ
クタール、米軍が自衛隊施設を一時使用している面積
は26ヘクタールとなっており、そのうち、那覇飛行場
は0.7ヘクタールとなっております。
　同じく２の (7) のイ、防音工事の実績と令和３年度
予算についてお答えをいたします。２の (7) のイと２
の (7) のウは関連いたしますので、一括してお答えを
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いたします。
　沖縄防衛局に確認したところ、一般防音と住宅防
音を合わせた防音工事について、平成30年度は予算
額が約134億1100万円で、実績は6616件、約86億
3700万円となっており、令和元年度は予算額が約
166億5000万円で、実績は6707件、約152億8100
万円となっており、令和２年度は、予算額が約162億
3600万円で、現在執行手続を進めているとのことで
あります。なお、執行率については、実績額に繰越額
を含んだ額で集計していることから、算出に時間を要
するとのことであり、引き続き沖縄防衛局に確認を
行っているところでございます。また、令和３年度予
算は約142億2500万円を計上しており、件数は予算
成立後、必要な手続を取った上で公表されるとのこと
であります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、米軍基地問題につい
ての (6)、自衛隊施設用地への跡地利用推進法の適用
についてお答えいたします。
　跡地利用推進法は駐留軍用地及び跡地が広範かつ
大規模に存在する沖縄県の特殊事情に鑑み、制定され
ていることから、自衛隊施設用地は同法の適用対象と
なっておりません。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　２、米軍基地問題について
の御質問の中の (7) のア、米軍への要請についてお答
えします。
　県教育委員会はこれまで、小中学校、県立学校の卒
業式、高校入試並びに入学式において厳粛な環境の下
挙行できるよう、沖縄防衛局に米軍機の飛行等の自粛
を要請してまいりました。今年度も去る２月12日に、
沖縄防衛局を訪問し、直接要請を行っております。
　県教育委員会としましては、引き続き落ち着いた学
習環境の確保に努めてまいります。
　次に５、県職員・教育委員会についての御質問の中
の (2)、教員の休職者等の状況についてお答えします。
　令和元年度における教育職員の病気休職者は419人
で、５年前の平成27年度に比べて２人減、育児休業
者は、学校事務職員等も含め779人となっており、77
人の増となっております。休職者等については、その
業務を代替するため臨時的任用職員を配置しており、
これに要した人件費は、病気休職者については約８億

円、育児休業については約22億7000万円となってお
ります。この金額を平成27年度と比較すると、病気
休職については約9000万円減少しており、育児休業
については約3000万円増加しております。
　県教育委員会としましては、保健師等による相談窓
口の設置や学校訪問による面談などを行っており、引
き続き教職員の健康管理に努めてまいります。
　同じく (3)、教員の残業実態についてお答えします。
　県立学校では、平成31年度から勤務管理システム
を運用しており、教職員の勤務実態の把握に努めてお
ります。市町村立小中学校教職員の勤務実態の把握に
ついては、服務監督者である市町村教育委員会で適切
に行われるべきものと理解しております。令和２年
10月の調査では、ＩＣカードやタイムカード等を活
用した出退勤管理が32市町村において実施されてお
ります。令和元年６月の調査より９市町村増加してお
り、適切な勤務時間管理の取組が広がっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２、米軍
基地問題についての御質問の中の (7) のエ、認可外保
育施設の防音工事についてお答えいたします。
　沖縄防衛局へ確認したところ、設計及び工事で、平
成30年度の実績は４件、１億1400万円、令和元年度
の実績は１件、8100万円となっております。なお、
令和２年度につきましては、令和３年２月19日現在、
施設からの要望がないため実施予定はないとのことで
あります。
　次に６、子ども・子育て支援についての御質問の中
の (1)、潜在保育士への支援についてお答えいたしま
す。
　潜在保育士の復職支援については、沖縄県保育士・
保育所総合支援センターにおける就労あっせんや研修
等の支援のほか、一定期間就業すれば全額が返還免除
となる就職準備金や未就学児の保育料の貸付けを実施
しております。これらの取組により、平成27年度か
ら令和元年度までの５年間で延べ1403人の潜在保育
士へ支援を行ったところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、米軍基地問題に
ついての御質問のうち (7) のオ、県営住宅の防音工事
についてお答えいたします。
　防音工事の対象となっている県営住宅は、10団地
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1701戸であります。平成28年度以降に建て替え工事
が実施された大謝名団地及び赤道団地については、県
が防音工事の補助事業者となり一括して補助申請を行
うことで手続の簡素化を図っております。また、県に
よる既存団地の機能復旧工事については、防音工事実
施時期が様々であるため、工事の取りまとめ方法等の
課題について沖縄防衛局と調整を図っているところで
あります。
　次に４、県内社会資本の整備についての御質問のう
ち (3)、新型コロナウイルス感染症の影響による入札
不調と事業の遅れについてお答えいたします。
　令和３年１月末までに土木建築部が開札した474件
の工事のうち不調・不落が113件、全体の24％で、前
年度同時期に比べ２％の減となっております。また、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に関連し
て、受注者から申出のあった工事14件、委託業務３件
について、４月頃に１か月程度の一時中止が行われて
おりましたが、現時点においては、全て再開されてい
ることから、新型コロナウイルス感染症による事業へ
の影響はないものと考えております。
　次に４の (4)、社会基盤の老朽化対策等の計画達成
についてお答えいたします。
　土木建築部が所管する道路、河川、下水道などの社
会基盤については、長寿命化修繕計画などに基づき、
沖縄振興公共投資交付金や国庫補助金等を活用し、効
率的・効果的に施設の耐震化や長寿命化等に取り組ん
でおります。また、令和３年度から国が重点的・集中
的に進める防災・減災、国土強靭化のための５か年加
速化対策により、必要な予算を確保し、計画目標が達
成できるよう取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　初めに３、
新型コロナウイルス感染症対策についての (1)、観光
業界の継続発展に向けた支援についてお答えいたしま
す。
　県では、一律10万円の奨励金を給付する安全・安
心な島づくり応援プロジェクトをはじめ、おきなわ彩
発見キャンペーン事業や家族でＳｔａｙ�Ｈｏｔｅｌ
事業等を実施してまいりました。また、今月10日か
らはおきなわ彩発見キャンペーン事業の第３弾を実
施してまいります。加えて２月補正予算では、県内の
観光体験商品の利用促進のためのおきなわ観光体験支
援事業を計上しているほか、令和３年度の当初予算に
おいては、国内需要安定化事業を増額して計上してお

ります。さらに、国の雇用調整助成金への県分の上乗
せを行う沖縄県雇用継続助成金の支給や県単融資事業
により観光関連産業への支援を行ってまいります。な
お、国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金に
ついては、今月の８日から受付を開始することとなっ
ております。
　県としましては、引き続き国や関係機関と連携しな
がら、感染状況のフェーズに応じた適切な支援を講じ
てまいります。
　同じく３の (5)、文化芸能関係イベントの開催状況
と対策についてお答えいたします。
　今年度予定の県及び関係機関における文化関係イベ
ント1192件のうち531件が中止となるなど、県内の
文化関係団体は厳しい状況にあると認識しておりま
す。そのため、県では感染症対策を含め、コンテンツ
配信等に係る機材の経費や新しい生活様式に対応した
取組への支援策を講じているところであり、これまで
多くの問合せをいただくなど、ニーズを捉えた事業が
展開できているものと考えております。
　今後とも、関係団体等と意見交換を行いながら必要
な施策について検討してまいります。
　次に４、県内社会資本の整備についての (1)、Ｇｏ
Ｔｏトラベルによる効果と県内観光関係者の受止めに
ついてお答えいたします。
　県では国に対してＧｏＴｏトラベル事業の実績に
ついて随時照会しておりますが、国は都道府県別の利
用実績については、現時点では集計中として公表して
いないことから、本県への効果についての把握は困難
な状況です。一方で同事業を開始した７月以降、９月
の連休や10月に東京都が対象地域に追加されたこと
で往来が徐々に回復していたことから、一定の効果が
あったと考えております。また県内の観光業界は、観
光地全体の消費を促すことを目的とした同事業に期待
しているものと認識しております。
　同じく４の (2)、おきなわ彩発見キャンペーン事業
の効果と課題、今後の展開についてお答えいたします。
　本事業は、第１弾と第２弾を合わせて補助金６億
5000万円の94％を執行し、約４万件、10万5000人
泊の利用実績となっており、域内需要の喚起による観
光関連事業者への支援につながったものと考えてお
ります。課題としましては、第１弾においてリゾート
ホテルに利用が集中したことや交通機関、アクティビ
ティーなどを含む旅行商品の利用が少なかったことが
挙げられます。
　今後につきましては、十分な感染防止対策を徹底し
た上で今月10日よりおきなわ彩発見キャンペーン事
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業第３弾を実施してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　３、新型コロナウ
イルス感染症対策についての御質問の中の (2)、沖縄
県の行動計画と市町村との連携についてお答えいた
します。
　新型コロナウイルス感染症対策については、新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法に基づき、県では同法
の第７条の規定により、市町村は第８条の規定により
行動計画を策定し対策に当たっております。具体的に
は市町村に対して日々の感染状況等の情報提供を行
うとともに、県の方針等を随時提供し、住民への感染
症対策への周知等の協力をお願いしております。ま
た、営業時間短縮要請の実効性を担保するために、各
市町村による店舗への見回り活動を依頼し毎週報告
を受けておりました。さらに、市町村が実施主体とな
るワクチン接種については、国と連携し広域調整を行
うなど円滑な実施に向けて取り組んでまいります。
　同じく３の (3)、新型コロナウイルス感染症を受け
入れている医療機関の現状と整備状況についてお答
えいたします。
　県では、重点医療機関等23病院を指定し、425床の
病床確保計画を立て受入れ体制を整備しております。
指定した医療機関のうち、国立及び公立医療機関は
11か所で確保病床数の合計は279床、民間医療機関は
12か所で確保病床の合計は196床となっております。
国立、公立及び民間いずれの医療機関においても新型
コロナウイルス感染症の受入れ病床確保に大きく貢
献していただいております。また、宿泊療養施設とし
ては那覇・南部地域及び宮古地域に各２施設、北部地
域及び八重山地域に各１施設の合計６施設で440室を
確保しております。
　同じく３の (4)、県や市町村の取組状況についてお
答えいたします。
　現在、沖縄県内の全市町村においては、新型コロナ
ウイルスワクチン接種に係る対策チームの発足等、住
民接種に向けた体制の構築が進められております。接
種方針については、集団接種または各医療機関での個
別接種を想定しています。接種に当たっては、医療従
事者等から開始し、次に高齢者、その次に基礎疾患を
有する者及び高齢者施設等の従事者と国において順
序が示されております。
　県ではワクチンチームを立ち上げ、地域の実情に合
わせた柔軟な対応ができるよう国と調整を図ってい

るところです。
　次に６、子ども・子育て支援についての御質問の中
の (2)、こども医療費助成制度についてお答えいたし
ます。
　県は、現在、令和４年度からの通院対象年齢の中学
校卒業までの拡大に合わせ、可能な限り全市町村で
現物給付を実施していただけるよう市町村と協議を
行っているところであります。18歳までの拡大につ
きましては、今後、十分な議論が必要と考えておりま
すので、令和４年度の中学校卒業までの拡大を確実に
実施できるよう取り組んでまいります。
　また、子供医療費の助成を現物給付により実施した
場合の国民健康保険の国庫負担金減額調整措置につ
きましては、全国知事会等を通して措置の廃止を国に
要請しているところであります。
　同じく６の (3)、こども医療費助成制度の予算等に
ついてお答えいたします。
　こども医療費助成制度について、通院対象年齢を中
学校卒業まで拡大し、支給方法を現物給付とした場
合、対象者数は約14万8000人の増、事業費は、約11
億5000万円増の約28億5000万円を見込んでおりま
す。なお、当該事業は県の単独事業として実施するも
のですので、一般財源から拠出することとなります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　３、新型コロナウイ
ルス感染症対策についての御質問の中の (6)、雇用調
整助成金の実績と県の取組についてお答えいたしま
す。
　沖縄労働局によると雇用調整助成金の申請件数は、
２月19日現在で、４万1177件となっており、宿泊
業、飲食サービス業、卸売業、小売業、生活関連サー
ビス業、娯楽業からの申請が多いとのことです。県で
は、同助成金の活用促進のため、事業主への情報提供
の強化や出張相談窓口の設置などを行っております。
また、去る２月16日には、経済団体に対して、同助成
金の活用による雇用維持等への配慮について要請を
行ったところであります。
　引き続き、同助成金と県独自の上乗せ助成の活用を
促進することで、雇用の維持を図ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　５、県職員・教育委員会
についての (1)、賠償保険に加入する職員の状況等に
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ついてお答えします。
　総務省の調査によると、全国の地方公務員が個人的
に賠償責任を負う件数が平成19年度から20年度が59
件、平成28年度から平成29年度が90件となっており、
比較すると約1.5倍に増加しております。県職員の保
険加入者数までは把握しておりませんが、そのような
ことを背景に加入する職員が一定程度いるものと考え
ております。
　同じく５の (2)、県職員の休職者等の状況について
お答えします。
　令和元年度における、県職員の病気休職者について
は34人で、５年前の平成27年度に比べて10人の減、
育児休業を取得した者は157人となっており、37人
の増となっております。また、休職者等の業務を代替
するために臨時的に職員を任用しており、これに要す
る人件費は、病気休職者については約2440万円、育
児休業については約２億770万円となっております。
この金額を平成27年度と比較すると、病気休職につ
いては約750万円減少しており、育児休業については
約2620万円増加しております。
　同じく５の (4)、県職員の人事配置についてお答え
します
　県職員の人事については、沖縄県職員人事管理基本
方針に基づき人事評価その他の能力の実証による適材
適所の人事運用を徹底し、県施策の円滑な推進を支え
る人事配置を行っているところです。また、県政の重
要課題を所管する部署については、課題解決に向けて
専門知識や能力、経験を有する職員の重点配置を行う
他、施策の継続性に配慮するなど適材適所の人事配置
を行っております。
　同じく５の (5)、知事部局における時間外勤務の多
い部署や手当の支給額等についてお答えします。
　知事部局における令和元年度の管理職を除く職員１
人当たり時間外勤務の平均時間数の最も多い部署は知
事公室となっております。また、時間外勤務の最も多
い職員は月平均で112時間、時間外勤務手当等の支給
額は25万3487円、月の給与に占める割合は47.5％と
なっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　再質問を行いたいと思っています。
　実は、代表質問でも一般質問でもいろいろ出ました
けれども、知事の政治姿勢の中で政治的な判断は、私
はやはり知事や副知事が答弁すべきだと思っておりま
す。ほとんど知事公室長、あるいは土建部長また別の
部長も一部答弁されているところがありますけれど

も、なぜならばやはり公務員は公正公平、県民に対し
て奉仕の形で徹するのが公務員の姿だと私は思ってい
ます。しかしながら、浦添の市長選挙、宮古島の市長
選挙と知事公室長が答えたりすると、例えば玉城知事
の任期を終えた後の次の知事が誕生したときに、この
知事公室長の立場はどうなるんですか、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時17分休憩
　　　午後２時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　私も元県職員でしたので、
例えばそれぞれの知事、副知事が替わってもその職員
の能力等に応じて、適材適所に配置されるものと考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時18分休憩
　　　午後２時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　中川京貴君。
○中川　京貴君　再質問します。
　知事、実は今普天間の基地問題また那覇軍港の問
題、知事公室長が答弁しておりますけれども、例えば
知事、副知事が考えたことを押しつけているんじゃな
いかと言っているんですよ。なぜならば、知事、副知
事が替わって新しい知事になって、私はこうだと言っ
たとき、知事公室長はどう判断するんですか。半年前
に言ったことと半年後には変わってくるんですよ。そ
れを職員にさせる必要があるんですかと聞いているん
です。謝花副知事もその経験があるでしょう。仲井眞
県政のときの部長でしたから。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　私の経験から踏まえて申
し上げますが、我々県職員、公務員は知事の補助者で
す。地方公務員法上ですね。そういった補助者として、
知事の政策に基づいて我々は政策などを判断し、また
遂行していると。政策を立案しそして遂行していると
いうことでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　できたらぜひ、県職員に任せるんで
はなくてそのための副知事だと思っていますので、こ
れは要望申し上げておきたいと思います。
　もう一つは、ＳＡＣＯの合意内容では全て返還した
としても69％であり、知事は冒頭で50％以下にする
という基地面積をあえて、我々野党だけではなく、与
党からも何の根拠もない面積じゃないかと指摘を受け
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ておりますけれども、会派沖縄・平和の代表質問の中
でも質問がありましたよね。50％にする知事の発言
に対しては何の根拠もないと思っています。その理由
は、知事公室長の答弁で、基地の整理縮小は、日米両
政府の中で返還プログラムをつくって、取り組むこと
が一番返還の可能性があると考えますと知事公室長
は答弁しているんですよ。ということは、知事は何の
効力もないって言っているのと一緒じゃないですか。
日米交渉していないんですから。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　今、中川議員からございますこの質問につきまして
は、50％根拠につきましては、具体的な返還施設あ
るいは時期につきましては、沖縄県から具体的に提示
するのではなくて基地の提供責任者である日本政府
と実際に基地を運用する米国政府との間で協議をし、
数値目標を設定していただくことが実現可能性を高
める上で有効だと考えているということで、県として
は、日米両政府に対し返還施設や返還時期を含めた具
体的な返還計画の策定を求めていきたいというふう
に考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　それはまさに県民的なパフォーマン
スと言うんですよ。知事は、これまで本会議で何度も
答弁しておりますが、再度確認したいと思っています。
　沖縄にある基地は、全て県経済発展の最大の阻害要
因であると思いますか、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄21世紀ビジョンでは、
県土のあるべき姿として基地のない県土を目指すと
いうことが織り込まれておりますが、その段階的に取
り組まれる基地の負担軽減については、ある一定の数
値目標を持って、日本、アメリカの両政府がしっかり
とそれを実行していくことが、真に現実的な基地負担
の軽減につながっていくものというように捉えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　私は、基地が県経済最大の阻害要因
であるかないかをお伺いしております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　基地は、沖縄県経済の発展
をフリーズしてきた存在であるというように私は述
べております。
○中川　京貴君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時22分休憩

　　　午後２時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事（玉城デニー君）　経済の発展という点から考
えると、同じ意味かと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　それでは、あえて聞きます。
　基地の整理縮小に伴って、沖縄の基地は県外移設が
好ましいのか、県外か。それとも無条件返還がいいの
か。知事の見解をお伺いします。県外・国外。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時23分休憩
　　　午後２時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　沖縄県におきましては、沖縄21世紀ビジョン基本
計画において基地のない平和で豊かな沖縄をあるべ
き県土の姿としながら、基地の整理縮小を求めるとい
うことになっておりますので、将来的には県外・国外
への移設を求めていくというふうに理解しておりま
す。
○中川　京貴君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時24分休憩
　　　午後２時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事、確認したいんですが、知事が
沖縄の米軍基地を50％まで返還したいと言ったとき
に、基地で働く基地従業員の方々との話合いもしたん
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時25分休憩
　　　午後２時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　正式な協議という場ではあ
りませんが、若干の意見交換はさせていただきました。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　そのとき、その方々はそれをよしと
したんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　よしとしたというような確
認ではなく、意見交換をしたということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　今日知事のその答弁を聞いて、皆残
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念、ショックな方もいると思っていますよ。理由は、
知事が民主党国会議員の頃、ちょうど平成21年です。
民主党が政権を取ったとき―知事も記憶に新しいと
思いますよ―民主党政権の中で仕分け作業が行われ
ました。政府の行政刷新事業仕分けにおいて、労働者
の給与水準を地域別に賃金を準じて見直すと当時の民
主党政権でなされまして、沖縄の基地で働く方々が大
変困りました。そこで我々は、経済労働委員会―当
時の委員長は、玉城ノブ子委員長です―委員会で審
議をして、これは大変なことだということでこの本会
議場において全会一致で取りまとめて政府へ要請に行
きました。山内末子議員、我々自民党は照屋守之議員
も一緒でした。そのときにエスコートしたのが、知事
あなたですよ。沖縄の基地で働く人たちの給料が高い
と。それを沖縄県民の給料に見合うように下げるとい
う提案がされたときに、我々は政府に要請をしてそれ
を止めたんですよ。知事、御一緒だったのを覚えてい
ますよね。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時27分休憩
　　　午後２時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今、中川議員から頂いた資
料に目を通しておりますけれども、確かにその意見書
があり、我々もその運動に同行したというような記憶
があります。場面はどこだったか忘れましたけれど
も、やはり基地従業員の給料の引下げは行ってはいけ
ないというその要請の趣旨に沿って、共に要請したと
いうような記憶があります。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　その頃、我々は県民の生活を守る、
基地で働く雇用を守るという形で党派を乗り越えた形
で、県民の代表として政府へ要請に参りました。その
当時の民主党政権は理不尽で、何て言ったか覚えてい
ますか。基地で働く方々は、国家公務員ですかと。試
験を受けたんですかと言われたんです。我々は、国家
公務員的な仕事をさせておいてこんな理不尽なことが
あるかということで、給与引下げを止めた経緯があり
ます。
　知事には記憶はないんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時29分休憩
　　　午後２時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。

○知事（玉城デニー君）　私はその交渉の場にはもし
かしたらいなかったかもしれません。記憶にはござい
ません。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事、そのときは、あなたは民主党
の国会議員だったんですよ。
　それともう一つは、労働者の地位を確保する意見書
もこれも全会一致で採択されています。もう一つは、
基地で働く従業員が米軍の司令官によって解雇された
ことがあるんです。それと雇用が見直されると報道が
あって、それを我々は要請しました。その結果、それ
が元に戻ったんです。
　ですから私が何を言いたいかというのは、知事の発
言は重たいということなんですよ。知事の一言一言
で、基地で働く方々また軍用地が返還されそうなとこ
ろも含めて、そういった損得が出てくるんです。だか
ら知事の発言には、しっかり責任を持っていただきた
い。そこで働く人の雇用もあります。軍用地料をもらっ
ている方々もいます。過去に名護の稲嶺市長のとき
も、キャンプ・シュワブ返還を望んだこと一度でもあ
りますかと聞いたら、一度も言ったことがないと言っ
ていました。名護の市長もですね。逆に許田の軍用地、
高速道路の許田の軍用地は継続使用してほしいという
ことで、稲嶺市長から防衛局に書類も出ているんです
よ。そういった意味では、最高責任者というのはその
言葉にもっと重みを持って、この地域に迷惑がかから
ないような発言をしていただきたい。いかがでしょう
か、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　米軍基地の整理縮小につい
ては、これまで平成８年、1996年のＳＡＣＯ最終報
告、平成25年、2013年の沖縄における在日米軍施設・
区域に関する統合計画に伴う嘉手納飛行場より南の地
域の返還などにおいて進められてきています。これら
の計画については、沖縄県から提案したものではなく
日米両政府が当時の日本を取り巻く安全保障環境の状
況を踏まえ、作成したものであると承知をしておりま
す。
　沖縄県が過去に基地の返還計画を策定し、返還を求
めた事例としては平成８年、1996年に公表された国
際都市形成構想とリンクした基地返還アクションプ
ログラム（素案）がありますが、このプログラムにつ
いては結果的には、日米両政府に受け入れてもらえな
かったものと承知をしています。
　また議員おっしゃるように、米軍基地の整理縮小を
図るためには、駐留軍等労働者の雇用主である日本政
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府と使用主である米国政府の責任において、雇用対
策をしっかり図りつつ具体的な返還計画を検討、策定
し、実現することを求めるほうが米軍基地の整理縮小
の実現可能性を高めることになるというように考え
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　次の質問に移りますけれども、知事
の政治姿勢の中の富川副知事、県経済の立て直しとい
う重要な時期で副知事を替える時期ではないと質問
を冒頭でしましたけれども、なぜその質問をしたかと
いうと、知事は今誰が副知事になっても、国は次期振
興計画を断ることができない。間違いなく次期振興計
画ができるものと思い込んでいるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　全庁一丸となって、次期振
興計画をぜひ実現させたい、やり遂げたいという思い
で取り組んでいます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事、今日、島袋大議員の質問の中
でも富川副知事の問題が出ていましたが、知事はそこ
で―確認させてください。次期副知事候補の方が教
育委員とか、また経済産業のリーダーであったという
評価の面は分かりました。しかしながらそれ以外で、
新たな疑義が出てまいりました。例えば10年間防衛
関係、いろんな仕事を取ったことがないと。しかしな
がら島袋議員の指摘で、いろんな事案が出てまいりま
した。
　知事はそこでこの防衛局発注工事、照正組参入５
件、調査すると答弁しました。調査した結果、それが
事実であればこの副知事問題は取り下げる気持ちで
すか。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今確認をしていただいてお
りますが、富川副知事の任期満了となる今回の人事に
関しては、コロナウイルス感染拡大の防止対策そして
コロナ禍における医療提供体制の維持、本県観光産業
をはじめとするあらゆる業種における経済的打撃か
らの迅速かつ実体的な回復を目指す取組のほか、次期
振興計画の策定に対しても様々な観点などを考慮し、
私が総合的に判断した結果、これまでの経歴などを鑑
みて今般、照屋参与が副知事として適任であるという
ことで議会に提案をさせていただいている次第です。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事が提案されたことは、もちろん
承知しております。ただ、知事見てください。こういっ
た資料があるんですよ知事。（資料を提示）　この資

料、これはインターネットで全部取れます。この中で
ちゃんと答えているんです。ここ10年ほど米軍や防
衛関連の工事には手を挙げておりませんと。しかし島
袋議員の質問で、５件出ているんじゃないかという疑
惑が出ました。偽りですか。それを知事は確認をして、
もしそれが事実であってもこの方が副知事になるん
ですか。これを県民は理解できますか。知事には説明
責任がありますよ。任命責任がありますよ。今、国に
おいても国政においてもその任命責任で問題になっ
ているじゃないですか。それをしっかりしていただき
たい。それが事実であれば、副知事人事を取り下げて
いただきたい。いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時35分休憩
　　　午後２時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今、議員の御意見につきま
しては、私も照屋氏本人に確認をしておりますので、
確認の報告をいただいてからしっかりと考えたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事、これは大変な問題ですよ。こ
れだけじゃないかもしれませんよ。任命して後から出
てきたら県民に説明できますか。どうぞ答えていただ
きたい。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　まずは、島袋議員の質問の
内容の報告を受けてから考えたいと思います。
○中川　京貴君　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
　　　〔島尻忠明君登壇〕
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時36分休憩
　　　午後２時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島尻　忠明君　皆さん、こんにちは。
　会派沖縄・自民党、島尻忠明でございます。
　一般質問の前に、玉城デニー知事、せんだっての11
月定例会、体調を崩されてお休みをしておりました。
また元気に今定例会、御出席をしております。安心を
しております。ぜひ、コロナ禍の中、そして新年度予
算もあります。体調に留意されて県民の先頭に立って
頑張っていただきたいと思いますとともに、やはり、
私だけかなと思いますが、その件についても今議会の
定例会冒頭で説明があればよかったのかなと思いつ
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つも、11月定例会も含めて今定例会でしっかりとま
た答弁をいただけるものと期待をして通告に従い、一
般質問をさせていただきます。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、軍港移設問題と浦添埠頭・西海岸開発について。
　ア、知事は去る浦添市長選挙で軍港浦添移設反対の
候補者を応援する中で、民意を尊重すると述べており
ました。選挙結果を受け、今後、軍港移設問題にどの
ように取り組んでいくのか伺います。
　イ、早期の港湾計画改訂を進めていくためにも、
早晩、移設協議会を開催すべきものと考えております
が、その場合の前提条件は何だと考えているのか。ま
た、なぜそう考えるのか伺います。
　ウ、現在の港湾計画改訂作業の進捗状況からして、
年度内での民港の形状の策定は可能だと考えているの
か。また、なぜそう考えているのか伺います。
　エ、国際物流港湾としての浦添埠頭で想定している
貨物量及びその算定は、どのような手法を用いて算出
したのか、その具体的な手法について伺います。
　オ、中城湾港の中長期計画で示されている那覇港と
の機能分担に対する基本的な考え方と併せて、なぜそ
のように考えたのかお伺いいたします。
　カ、沖縄アジア経済戦略構想推進計画におきまし
て、世界水準の観光リゾート地の実現を掲げておりま
すが、県が想定する世界水準の観光リゾート地をどの
ように定義をしているのか伺います。
　２、コロナ禍における雇用環境と県経済の実態等に
ついて。
　(1)、昨年４月から12月までの四半期ごとの完全失
業者数と有効求人倍率の推移について伺います。
　(2)、昨年10月から12月までの第３・四半期に限っ
た業種別の倒産件数と失業者数の推移について伺いま
す。
　(3)、昨年４月から12月までの四半期ごとの県内総
生産ＧＤＰの推移について伺います。
　(4)、県内総生産ＧＤＰの推移から見える生活再建
と経済再生に向け、今何をなすべきか、問題と課題を
伺います。
　(5)、２月６日の新聞で、「コロナ協力金大幅遅れ　
支給率3.3％で飲食店に打撃」という見出しで、協力
金に関する報道がありました。なぜ遅れたのか、その
要因と直近の対象地域ごとの支給状況について伺いま
す。
　(6)、協力金の支給遅延に伴う事業者、事業所への
影響について、どのように考えているのか伺います。
　(7)、県ハイヤー・タクシー協会が新型コロナウイ

ルスの影響で乗客が大幅に減り、経営が深刻になって
いるとして、県に緊急の支援金を支給するよう要請が
ありました。今後、どのように対応していくのか伺い
ます。
　(8)、コロナ禍の影響は経済界のみならず、学生へ
の影響も大きいものがあると思います。とりわけ、
離島出身の学生への影響は大きいものと考えておりま
す。コロナ禍が及ぼす学生への影響について、県とし
てどのように把握しているのか伺います。
　(9)、大学生の多くはアルバイト代を生活費の糧に
しています。しかし、コロナ禍で雇用が打ち切られる
など厳しい生活を強いられております。こうした学生
に対し、県としても人材育成、確保の観点から、さら
には学びの継続を保障する観点から、何らかの支援策
が必要になってくるものと考えますが見解を伺います。
　(10)、コロナ禍で見えてきた離島県としての社会
的、経済的問題をどのように認識しているのか所感を
伺います。
　３、コロナ禍における公共交通機関の現状と対応に
ついて。
　(1)、県の緊急事態宣言発出から今日まで、沖縄都
市モノレール、バス、タクシーの業種別の利用状況は
どのような状況下にあると認識しているのか、所感を
伺います。
　(2)、沖縄都市モノレール、バス、タクシー事業者
の経営環境改善に向けた取組について、どのような支
援が必要になると考えているのか伺います。
　(3)、沖縄都市モノレールの損益分岐点としての１
日当たりの乗客数と併せ、昨年４月から12月までの
四半期ごとの客単価の推移と所感を伺います。
　(4)、沖縄都市モノレールにあっては、３両編成車
両の導入時期も含めた中長期の経営計画の見直しは不
可避と考えておりますが、県の見解を伺います。
　４、我が党の代表質問との関連について。
　下地康教議員の３の (7)、伊平屋空港及び伊平屋・
伊是名架橋について、課題とは何なのか。距離や費用
対効果を伺います。
　次に、仲田弘毅議員の３の (3)、高校生や大学生の
就職内定率について、就職内定率が七十数％と答弁が
ありました。直近３年間の推移を伺います。
　次に、照屋守之議員の２の (12)、各種イベント等中
止への支援策についてでございます。
　イベント中止によりどのような影響があるのか、そ
してどのような政策を考えているのか、これまでの取
組も含めて御答弁をお願いします。
　後は再質問をさせていただきます。
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○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　島尻忠明議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の (1) の
ア、那覇港湾施設の移設についてお答えします。
　那覇港湾施設は、那覇港に隣接し、那覇空港にも近
く、産業振興の用地として極めて開発効果の高い地域
となっており、基地負担の軽減と産業振興の観点か
ら、早期の返還が必要であると考えております。
　沖縄県としては、これまでの経緯を踏まえつつ、那
覇港湾施設移設に関する協議会の枠組みの中で、取組
を進めることが重要だと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (1) のイ、移設協議会の開催についてお答え
いたします。
　那覇港湾施設移設に関する協議会については、これ
までも民港の港湾計画との整合性を図りつつ、那覇港
湾施設の円滑な移設が進められるよう調整を行うこと
が繰り返し確認されてきたところです。那覇港管理組
合において、令和２年度を目途に浦添ふ頭地区におけ
る民港の形状案を作成しているところであり、移設協
議会はこれを踏まえて開催されるものと承知しており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問のうち (1) のウ、港湾計画改訂に向
けた浦添ふ頭地区における民港の形状案の作成につい
てお答えいたします。
　那覇港管理組合においては、浦添ふ頭地区調整検討
会議を今年度10回開催したところであり、浦添ふ頭
地区における民港の形状案の作成にあたっての考え方
（案）を取りまとめ、その考え方（案）に基づき、物
流空間、人流・交流空間それぞれの形状案の作成作業
を行っているところであります。那覇港管理組合は、
コロナ禍における状況を踏まえながら、令和２年度内
を目途に、浦添ふ頭地区における民港の形状案すなわ
ち港湾計画の方向性を導き出したいと考えているとの
ことであります。
　県としては、引き続き那覇市、浦添市、那覇港管理

組合と連携し、浦添ふ頭地区調整検討会議において、
事務的・技術的な検討を進めて論点を整理し、港湾計
画の方向性を導き出せるよう取り組んでまいります。
　次に１の (1) のエ、浦添埠頭地区における貨物量の
推計手法についてお答えいたします。
　那覇港の取扱貨物量については、那覇港管理組合に
おいて、地域別将来推計人口等の主要経済指標、過去
10年の港湾取扱貨物量等の港湾統計データや、港湾
関係者へのヒアリング等に基づき、貨物需要を推計し
ております。推計した全体貨物量から、中城湾港との
機能分担を踏まえた一部の貨物の転換や、新港埠頭地
区と浦添埠頭地区との分担等を考慮しながら、現在推
計作業を進めているところとのことであります。
　次に１の (1) のオ、中城湾港長期構想における那覇
港との機能分担についてお答えいたします。
　沖縄21世紀ビジョン基本計画において、那覇港は、
国際流通港湾として国際物流拠点の形成を図り、中城
湾港新港地区は、産業支援港湾として沖縄本島東海岸
地域の活性化を図ることとしております。中城湾港長
期構想（案）では、県全体の物流の効率化や、那覇港
と中城湾港の特性を生かした機能分担・連携を図るこ
とが重要であることから、主要施策として那覇港と中
城湾港の機能分担・有機的連携の推進、両港の連携を
強化する陸上・海上ネットワークの形成を位置づけて
おります。
　次に３、コロナ禍における公共交通機関の現状と対
応についての御質問のうち (1)、沖縄都市モノレール
の乗客数についてお答えいたします。
　沖縄都市モノレールの乗客数については、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により大幅に減少しておりま
す。昨年と比較した１日平均乗客数の推移は、４月、
５月が約６割減の２万人、６月、７月が約４割減の
３万4000人、８月が約６割減の２万4000人、９月か
ら12月までが約４割減の３万1000人から３万6000
人、１月が５割減の３万人程度となっております。
　次に３の (2)、沖縄都市モノレール株式会社への支
援についてお答えいたします。
　沖縄都市モノレール株式会社の経営状況について
は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状
況が続いております。
　県としては、沖縄都市モノレール株式会社からの要
請を受け、同社への貸付金のうち、今年度返済額の猶
予等の支援を行っております。今後とも那覇市及び浦
添市と連携し、同社の経営安定のため、必要な支援を
検討してまいります。
　次に３の (3)、損益分岐点及び客単価の推移等につ
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いてお答えいたします。
　沖縄都市モノレール株式会社では、損益分岐点とし
ての１日当たりの乗客数を５万3000人程度を見込ん
でおります。また、客単価の推移は、第１・四半期及
び第２・四半期が198円、第３・四半期が203円となっ
ており、昨年度と比較して５円程度客単価も下がって
おります。
　県としては、同社の収支状況等を把握し、那覇市及
び浦添市と連携の上必要な支援を検討してまいります。
　次に３の (4)、３両化に向けた中長期経営計画の見
直しについてお答えいたします。
　沖縄都市モノレール株式会社においては、今後も厳
しい経営状況が見込まれており、３両化車両導入等を
円滑に進めるため、中長期経営計画の見直しを進めて
いるところであります。同社は、新型コロナウイルス
感染症の終息後に、モノレールの輸送力が県の経済活
動に支障を来すことがないよう、令和４年度中の３両
化車両の２編成完成を目指し取り組んでいるところで
あります。
　県としては、引き続き那覇市及び浦添市と連携して
事業推進に必要な支援を行ってまいります。
　次に４、我が党の代表質問との関連についての御質
問のうち (1)、伊平屋空港の課題についてお答えいた
します。
　伊平屋空港の事業化に向けては、就航予定航空会社
の確保や、さらなる需要喚起策の取組、航空需要の継
続的な確保、費用対効果などが課題となっております。
　県としては、伊平屋村、伊是名村と連携しながら、
これらの課題解決に取り組み、早期事業化を図ってい
きたいと考えております。
　次に４の (1)、伊平屋・伊是名架橋の課題について
お答えいたします。
　伊平屋・伊是名架橋の離島間距離については、伊良
部大橋の約4.3キロメートルに対して、約4.8キロメー
トルと長く大規模であり、水深約20メートルの深い
区間が大部分を占めていることが特徴となっておりま
す。そのため、下部工施工に際して、技術的に高度な
対応が必要であるとともに、台風来襲や冬季波浪に対
する安全確保などが技術上の課題となっております。
そのほか、環境上の課題があるとともに、費用対効果、
膨大な予算の確保などが課題となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　初めに１、
知事の政治姿勢についての (1) のカ、世界水準の観光

リゾート地についてお答えいたします。
　沖縄県アジア経済戦略構想推進計画における世界水
準の観光リゾート地については、沖縄の豊かな自然や
独自の歴史・文化等のソフトパワーを発揮するととも
に、安全・安心・快適な品質を確保することにより世
界中に広く認知され評価される観光地と定義しており
ます。
　次に４、我が党の代表質問との関連についての (3)、
イベント中止の影響と取組内容の詳細についてお答え
いたします。
　今年度予定の県及び関係機関における文化関係イベ
ント1192件のうち531件が中止となるなど、県内の
文化関係団体は厳しい状況にあると認識しておりま
す。そのため、県では事業の継続と雇用の維持に関す
る各種支援策に係る案内窓口の設置や感染症対策を含
めたコンテンツ配信等による新しい生活様式に対応し
た取組への支援策を講じたところであります。現在、
これら事業の継続支援や配信等を広く県内外へ発信す
るためのまとめサイトを開設しております。
　今後も関係団体等と意見交換を行いながら、必要な
施策について検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、コロナ禍におけ
る雇用環境と県経済の実態等についての御質問の中の
(1)、四半期ごとの完全失業者数と有効求人倍率の推
移についてお答えいたします。
　四半期ごとの完全失業者数は、総務省が万単位で公
表しており、令和２年度では、第１・四半期から第３・
四半期まで、３期連続で３万人となっております。ま
た、令和２年度の有効求人倍率は、第１・四半期が0.87
倍、第２・四半期が0.73倍、第３・四半期が0.77倍と
なっております。新型コロナウイルス感染症の影響に
より、令和２年度の第１四半期以降、完全失業者数は
増加し、有効求人倍率は１倍を下回る状況となってお
ります。
　同じく２の (2)、令和２年度、第３・四半期の業種
別倒産件数と失業者数についてお答えいたします。
　民間機関の調査によると、令和２年度、第３・四半
期の業種別倒産件数は、サービス業３件、卸売業２
件のほか、小売業、建設業、製造業、金融・保険業で
各１件の合計９件となっております。また、失業者
数は、10月が３万人、11月が２万3000人、12月が
２万6000人となっております。
　同じく２の (4)、生活再建と経済再生に向け、今な
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すべきこと、問題と課題についてお答えいたします。
　県としましては、国や県独自の緊急事態宣言等によ
り、様々な分野に多大な経済的影響が及んでいるこ
とから、最重要課題である事業継続と雇用維持に加え
て、経済回復のための需要喚起策が必要であると考え
ております。そのため、沖縄県の経済対策基本方針に
基づき、まずは、資金繰り支援の拡充や雇用調整助成
金の上乗せ助成を継続するとともに、回復期の出口戦
略として、幅広い業種で利用可能なハピ・トク沖縄
クーポン第２弾の発行や、県産品の県外向け送料支援
及び奨励キャンペーン、おきなわ彩発見キャンペーン
第３弾の実施、県産の土産品や農林水産物の学校給食
への提供等を当面の経済対策として取り組んでまい
ります。
　同じく２の (5)、協力金支給遅れの要因と支給状況
についてお答えいたします。
　営業時間の短縮要請に係る協力金支給事務につい
ては、昨年12月の時短要請発出後、要請期間の延長や
対象地域の拡大、支給条件の変更等に対し、委託事業
者の人員確保や事務処理体制の準備に時間を要して
おりましたが、現在は体制を強化し、県においても延
べ約120名の職員で対応し、事務処理の迅速化を図っ
ているところであります。
　協力金の支給状況等につきましては、昨年12月
14日と同23日に時短要請を発出した５市分につい
て、２月26日時点で、那覇市が68.1％、浦添市が
76.1％、沖縄市が59.8％、宜野湾市が68.4％、名護
市が67.3％となっております。また、全市町村を対象
とした協力金については２月８日から受付を開始し、
順次審査を進めているところであり、３月１日からは
緊急事態宣言の延長分の申請についても受付を開始
したところです。
　同じく２の (6)、協力金の支給遅延の影響について
お答えいたします。
　県においては、時短要請に協力いただいた事業者の
店舗運営への影響を最小限に抑えるため、昨年12月
以降に行った計７回の時短要請に係る協力金を早期
に支給できるよう、期間ごとに分けて、順次申請受付
を開始したところです。
　県としても迅速な事務処理体制の強化に努めてい
るところであり、引き続き申請のあった事業者へ、一
刻も早く協力金を届けられるよう取り組んでまいり
ます。
　次に４、我が党の代表質問との関連についての御質
問の中の (2)、大卒の直近３年間の就職内定率につい
てお答えいたします。

　沖縄労働局によると、10月末現在の新規大卒者の
就職内定率は、平成30年度が49.3％、令和元年度が
51.1％、令和２年度が49.5％となっております。
　なお、令和元年度においては、最終の３月末現在で
90.5％となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、コロナ禍における雇
用環境と県経済の実態等についての (3)、四半期ごと
の県内総生産の推移についてお答えいたします。
　国においては、国内総生産を四半期ごとに公表して
おりますが、沖縄県では県内総生産を年度単位で公表
しており、最新は平成29年度のものとなっておりま
す。なお、県では四半期ごとに各種指標を基に県内経
済の動向について公表しております。昨年は、３月頃
から新型コロナウイルス感染症の影響が見られ、入域
観光客数の減少や消費の落ち込みなどにより、４月か
ら６月期は平成24年以来30期ぶりに後退に転じてお
ります。その後も７月期及び10月期とも後退局面が
続いていることから、令和2年度の県内総生産は大幅
なマイナスになることが見込まれております。
　同じく２の (7)、タクシーへの支援についてお答え
いたします。
　県では、公共交通機関の持続的な感染防止対策の定
着を支援するため、令和２年６月補正予算において奨
励金を計上し、バスやタクシー等の公共交通事業者約
1300社に約３億2000万円を支給し、感染防止対策を
支援いたしました。公共交通は地域住民の日常生活
の足であり、今後も安定的な運行継続が重要でありま
す。路線バスをはじめとする公共交通の維持確保に必
要な財政支援等について国に求めるとともに、県とし
てどのような支援ができるか、引き続き検討してまい
ります。
　同じく２の (10)、コロナ禍で顕在化した課題につ
いてお答えいたします。
　新たな振興計画（骨子案）においては、ウイズコロ
ナからアフターコロナに向けた将来を見通す中で、検
疫・防疫体制の強化、医療体制の拡充など多様なリス
クに対応する危機管理体制の構築、医療・健康、デジ
タル等を重視した取組の強化、安全と経済の両立に係
る条件整備の推進等が必要であることから、安全・安
心の島の実現と新しい生活様式への対応や強靭で持
続可能な社会・経済の構築に取り組むこととしており
ます。
　３、コロナ禍における公共交通機関の現状と対応に
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ついての (1) 及び (2) のうち、バス、タクシーの利用
状況及び経営環境の改善に向けた支援について、３の
(1) と３の (2) は関連いたしますので、恐縮ですが一
括してお答えします。
　昨年３月から12月までの各業界のそれぞれの減収
状況は、沖縄県バス協会によると、路線バス10社で約
18億円、沖縄県ハイヤー・タクシー協会のサンプル
調査によると、約13億7000万円となっております。
感染症の影響長期化により、バス・タクシーの事業環
境は大変厳しいものと認識しております。このため、
県は、公共交通機関の持続的な感染防止対策の定着を
支援するための奨励金支給や事業者の資金繰りの円滑
化を図るための融資等、各種支援を行っているところ
です。路線バスやタクシー等の公共交通の維持確保に
必要な財政支援等について国に求めるとともに、県と
してどのような支援ができるのか引き続き検討してま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　２、コロナ禍における雇用
環境と県経済の実態等についての御質問の中の (8)、
コロナ禍の高校生への影響についてお答えします。
　県教育委員会では、県立高等学校において退学した
生徒がいた場合、報告を受けることとなっております。
その報告によりますと、令和２年度の退学者のうち、
新型コロナウイルス感染拡大の影響があったと思われ
る生徒は、現時点で１人となっております。
　県では、今回の新型コロナウイルス感染症の影響へ
の対応として、低所得世帯の高校生に支給する奨学の
ための給付金において、家計急変による認定を導入し
たほか、国の第３次補正予算を受けて支給単価を増額
し、追加給付を行うこととするなどの対応を行ってお
ります。
　次に４、我が党の代表質問との関連についての御質
問の中の (2)、高校生の就職内定率の推移についてお
答えします。
　県教育委員会の調査によると県立高校生の１月末
の就職内定率の推移は、平成30年73.9％、平成31年
77.5％、令和２年80.5％、令和３年77.8％となって
おります。今年度は、コロナ禍の影響により特に宿泊
業、飲食サービス業、卸売業等の求人数の減少が顕著
であり、今後も厳しい状況が予想されます。
　県教育委員会としましては、引き続き高校生の就職
活動を粘り強く支援してまいります。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　２、コロナ禍における雇
用環境と県経済の実態等についての (9)、厳しい生活
を強いられている学生に対する支援についてお答えし
ます。
　今年度から始まった高等教育の修学支援新制度で
は、低所得世帯や新型コロナの影響で家計が急変した
世帯を対象に、授業料等減免及び給付型奨学金の支給
により、学生に対し支援が行われております。
　県においては、新型コロナ感染症の影響を受け、先
月６日にも全国知事会を通し、大学生等の経済的負担
の軽減などの対策を行うよう国に求めているところで
あります。引き続き国及び全国知事会と連携しながら
学生に対する支援に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　それでは再質問をさせていただきま
す。
　まず最初に、知事はせんだっての港湾議会で那覇軍
港早期移設を望んでいるのかという問いに、早期移設
を望んでいるという答弁を行っております。その真意
についてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時14分休憩
　　　午後３時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども答弁をさせていた
だきましたが、那覇港湾施設は那覇港に隣接し、那覇
空港にも近く産業振興の用地として極めて開発効果の
高い地域となっており、基地負担の軽減と産業振興の
観点から早期の返還が必要であると考えております。
ちなみに協議が速やかに進められるものという認識
は、遅滞なく協議が行われているものということで認
識し発言をしたものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　次に、知事は21年度の県政運営方
針で企業誘致について臨空・臨港型産業などの集積を
促進しますというふうに述べております。具体的な場
所としてどの場所なのか、どの箇所を想定しているの
か、またあるいは那覇軍港跡地を具体的な場所として
視野に入れているのかどうかお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　那覇軍港の跡地利用につい
ては、那覇市が中心になって計画を立て、そして地主
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の皆さんとの協議をしっかり行って進められる計画
に県も協力をするという形になると思いますが、臨空・
臨港は那覇港と那覇空港が隣接していると、非常に近
いと。その地理的な好環境をアジアのダイナミズムを
取り込み、この流通型、人流型の臨空・臨港の産業を
しっかりと進めていくという意味での考えで述べさ
せていただきました。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　一義的にはやはりその当該市町村が
あるということは私も認識はしておりますが、午前中
の島袋大議員の質問のときにもありました中の、次期
沖縄振計の骨子案に那覇軍港の跡地と那覇空港を一
体的に整備する臨空・臨港都市を盛り込むとの報道が
ありました。一方、管理組合が策定した民港イメージ
図には、物流空間では浦添埠頭と新港埠頭の物流施設
の一体的な利用を図るとともに、那覇空港との連帯を
生かし、アジアの中継拠点港とする考え方を示してお
ります。
　そこでお伺いいたします。
　臨空・臨港都市を目指す場合に、那覇軍港跡地は港
湾区域に編入した上で那覇空港との連帯を生かし、ア
ジアの中継拠点港とする考えがあるのか否か改めて
お聞きいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　臨空・臨港産業及び臨空・
臨港都市についてお答えいたします。
　先ほども答弁しましたように、この臨空・臨港産
業等々の文言は21世紀ビジョン、21世紀ビジョン基
本計画、アジア経済戦略構想等々でうたわれておりま
す。那覇軍港跡地につきましては、これは先ほどあり
ましたように、地権者とか那覇市の計画が第一義的な
ものでありますので、我々はそれと大きな枠を示しな
がら、先ほど申し上げたように空港と港湾の有機的な
連結というのは大事でありますので、そういう大きな
概念を示しながら、具体的なことについては那覇市及
び地権者と協力して具体化していくという方向でご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　富川副知事、いま一度ちょっと確認
なんですけど、午前中もありました。読売新聞とタイ
ムスの報道、どういうインタビューを受けてどういう
報道になったかは本人しか分からないと思うんです
けど、その内容についてはどういうふうに感じており
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　先ほども答弁したとおりで

ございますが、沖縄タイムスは私、取材受けておりま
せん。読売新聞は受けましたけど、読売新聞からの取
材の趣旨は、骨子案に織り込むところの、新沖縄発展
戦略と骨子案の関係も含めて、どういう方向で行くの
かという形で大枠で臨空・臨港都市以外のことも含め
て、おおむねこれに落とし込んで現在仕込み中であり
ますという話をしたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　この場所は、那覇軍港は含まないと
いうことで理解してよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　繰り返しになって恐縮でご
ざいますが、那覇軍港につきましては、一義的には那
覇市及び地権者の考えが優先されるべきであると。そ
ういうことで県としてはマクロ的な視点から、経済界
からもシー・アンド・エアという要望も多々あります
ので、やっぱり空港と港湾が有機的につながって10
年先を見据えるというのが大事ということで考えて
おりまして、具体的に軍港がいずれ返還されればそう
いうことになると思うんです。我々としてはその返還
はいつか全く検討もつかないということで、そこにつ
いては触れておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　ちょっと時間もありませんので、簡
潔に答弁をお願いします。
　この最初の骨子案には那覇軍港は含まれていな
かったってことで理解してよろしいですか。はいか、
いいえでお答えいただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　はい。骨子案は、１月29日
に発表させている骨子案が正式な骨子案でありまし
て、その前の骨子案はあくまで案、たたき台というよ
うに認識をしているものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　そのたたき台には入っていなかっ
たってことで理解してよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画の骨子案
が１月29日にお示ししたものでございます。骨子案
を策定する段階で、いろんな議論、いろんな検討はあ
りましたけれども、正式に骨子案として決定したのは
１月29日に公表したものということでございます。
○島尻　忠明君　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時22分休憩
　　　午後３時23分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○企画部長（宮城　力君）　繰り返しになりますけれ
ども、骨子案は１月29日に決定したもの。その前の
段階でいろんな案、議論、検討がなされた。そして最
終的に１月29日に骨子案を取りまとめたということ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　これ港湾議会でも富川副知事の記
事の件で質疑がありまして、そこで管理者である知事
は、副知事の勘違いがあったんじゃないかという答弁
もあります。その中で、知事ははっきりとそれ未定稿
の中でそういう話が那覇軍港ありましたと。ただそれ
はそのときに何らかの形で外部に漏れたんではないか
なというふうな答弁がありました。これ危機管理の問
題も含めて、こういうのは―だって最初はありまし
たと言っておりますので、その辺も含めて、那覇軍港
という明記はあったのかどうかの答えをいただきたい
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　正式に決定する骨子案の
前に検討する中で、あったものと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　どうしてこれが独り歩きして決定す
る前のものが漏れるんですか。これが問題だと思うん
です。どなたかやっぱり県庁内部からでないとこの報
道っていうのは出てきませんよ。その件、どのように
考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　我々は職員をもちろん信頼
をして一緒に作業を進めていますので、そこから漏れ
ていくことはないというように思っております。しか
し、他方で取材する方々はいろいろなネットワークを
使って、いろいろな形で取材を重ねていらっしゃると
思いますので、そういうことについて私たちがつぶさ
に確認をしていくわけではありません。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　知事、私はやはりこの臨空・臨港は
那覇港といっても、那覇港のキャパを考えるとその場
所しかないと思うんですよ。やっぱりこれ10年後の
振計の骨子案ですよ。しっかり入れて、それに基づい
て那覇港湾施設も返していただく。そして沖縄県とし
てはどのような振興策を図るのか、これ大事なことだ
と思うんですけど、それ外したときいろんな皆さん、
その前段階っていうお話なんですけど、やはりそれを
しっかり那覇港湾施設という明記ができなかったとい
うことはどういうことでございますか。

○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　繰り返しの答弁で恐縮です
が、基本的に方向性としては、那覇港も含めて軍港も
含めて跡地がもし決定すればですよ、返還決定すれ
ば、そういう方向で那覇市と地権者と検討しながら具
体的な臨空・臨港都市の話ができると思っております。
しかし、今那覇市もまだ改定の総合計画をやっている
というのは承知しておりますけど、まだ完成版が出て
おりません。そういう中で県が先んじて具体的なこと
をやるのはそぐわないという形で、先ほど来答弁して
いますように、大きな方向としてはそういう方向だけ
ど、やはり地権者、那覇市の意見を聞かないと具体化
できないということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　私は皆さんの答弁が矛盾していると
思います。那覇市のお話を聞きたいと言いながら、い
きなり知事は先行返還するんですよ。そしてこの臨空・
臨港も港湾の副管理者も聞いていないと答弁している
んですよ。那覇の副管理者も聞いていないって話なん
ですよ。いきなり皆さん先行返還を言ったりして、昨
日も仲村家治議員からも質問ありました。駐留軍の特
例も受けられないんですよ。隣の陸自の話もいろんな
含めて、やはり地権者、関係者としっかり話を持たな
い中で、知事はまたもう一度港湾関係者と地権者とお
会いしますと言っていますけど、何を基にお会いする
んですか。言っていることとやろうとしていることが
全く矛盾すると思いますがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　臨空・臨港都市及び臨空・
臨港産業につきましては、先ほど申し上げていますよ
うに、2030年を目途とする21世紀ビジョン、それか
ら現在の振興計画である21世紀ビジョン基本計画、
それからアジア経済戦略構想の中でもその方向は示さ
れていると思います。しかしながら、今那覇市が多分
返還跡地の利用計画の計画書があると思うんですが
―何回かバージョンアップされておりますが―
我々は最新の那覇市の意見を見たいということでそれ
を注視しておりますが、完成版が出てないんですよ、
まだ。ですから、それが出てから具体的な議論に入る
ということで、まだ向こう策定中なものですから、我々
からその各論についてお話しするということはちょっ
と差し出がましいと思ったわけでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　いや差し出がましいと言いながらも
やっているじゃないですか、先行返還とかそういう話
も。
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　あとやっぱり当事者側の一義的な話を聞くっていう
ことなんですけど、那覇市さんは早めに軍港を移設し
たいんですよ。どうして知事、早めに―一緒ですよ。
浦添も厳しい、市長が苦渋の選択であったんですが、
受入れを表明しました。２月の選挙も終えました。そ
して浦添市からは２月12日に面会の申入れもありま
す。もちろんいろんな各種母体の議会もあるとは理解
をしますが、早めに当該の一義的な話を聞くと、優先
すると言いながら、その辺がまだまだ厳しいものがあ
ると思いますけど、知事、この民港の形状案が決まれ
ば、それが移設協議案の前提条件になるのかどうか、
この辺を答弁いただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　まず先ほどの地主の皆さん
と会うことについて、会って何をするのかということ
の御質問がありましたが、まず会うという意向はある
ことをお示しし、後はその議題のセッティングである
とか、日時のセッティングであるというのは、そこか
ら先決めていければより実現するのではないかという
ように私は考えておりますので、その点御理解をよろ
しくお願いします。
　それから……。
　すみません、もう一度質問をお願いします。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時30分休憩
　　　午後３時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事（玉城デニー君）　私としては、これまでの経
緯を踏まえ先ほども答弁させていただきましたが、那
覇港湾施設移設に関する協議会の枠組みの中で協議が
進められていくものというように認識をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　知事、もちろん会うということはい
いことではあるんですけれども、やはり那覇独自でも
このような開発の厳しいところもあります。国との関
係もあります。また県としても、やはり会うからには
腹案を持ってしっかりとこのように共同歩調を取って
いくというそれも持っていくのが、私は相手方に対し
てもしっかりとした方向性で一致できるように早めに
決着が着くのかなと思っております。
　再度お聞きします。
　移設協議会は、港湾、民港の形状案が決まればやる
ということで理解してよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私が断言できることではな

いかもしれませんが、しかるべき手続で進められてい
くものというように認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　知事、この軍港移設につきまして
も、新聞報道では浦添市に来ていただいて浦添市民に
もしっかりと直接語りかけるというようなことを考え
ておりますということでありましたが、その後進展が
ありません。その方向性はまだ持っているということ
で理解してよろしいですか。浦添市民に説明する場を
設けるということは。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時32分休憩
　　　午後３時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　様々な形で市民の皆さんと
のタウンミーティングなり、いろいろな場が設けられ
ると思います。その際には、私の政策などについてお
話をさせていただければと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　議長、僕は政策は聞いていないんで
すよ。那覇港湾……
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時33分休憩
　　　午後３時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　具体的に那覇港湾施設の件
で、何か協議が進んでいるということを私は聞いてお
りませんし、まだそういう考えといいますか、セッティ
ングをいつやるかということについても考えておりま
せん。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時34分休憩
　　　午後３時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事（玉城デニー君）　私としてはその意向はあり
ます。政策について、那覇港も含む政策の話をしな
がらそういうふうに皆さんと意見交換をする、市民の
方々とタウンミーティングなりというのは例示をさせ
ていただいておりますが、例えば車座集会であれ、何
らかのそういう集会で私の考えをお示しさせていただ
くという場があれば、もちろんそれは進んで参加した
いなと思います。ただ今の現段階では、具体的な計画
はありませんということを答えさせていただいており
ます。
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○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　分かりました。なかなか前に進ま
ないですが、この次期振計の骨子案の中にもあるよう
に、私は臨空・臨港は那覇軍港の返還なくして厳しい
ものがあると思います。早めにその辺も含めてこの問
題、解決ができればなというふうに思っております。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時35分休憩
　　　午後３時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島尻　忠明君　この港湾施設に関しては、最後に一
つだけ確認をさせていただきます。
　平成13年11月８日、沖縄県知事稲嶺惠一、那覇市
長翁長雄志、浦添市長儀間光男、３者で那覇港管理組
合の設立に関する覚書締結の確認事項はしっかりと守
られるものだというふうに認識してよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時36分休憩
　　　午後３時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えします。
　那覇港管理組合の設立に関する覚書がございます。
平成13年11月８日、その中の８条で浦添埠頭におけ
る浦添市が事業主体となる区域については、今後の調
査等を踏まえて協議するとございます。その確認事項
としまして、浦添埠頭については国際流通港湾の機能
に支障のない範囲で浦添市の振興策として浦添市が
事業主体となることに同意するということ、国際流通
港湾の機能として支障のない範囲とは、コースタルリ
ゾート区域、西海岸道路の内陸部分及び軍港移設予定
地の背後地の一定部分を指すものとするということも
確認されております。これは、しっかり覚書が交わさ
れておりますので、そのとおり実行されるものだと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時39分休憩
　　　午後３時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島尻　忠明君　ぜひそのように取り組んでいただき
たいと思います。
　次に、コロナ禍の中で多くの学生が今の厳しい状況
のまま、学びの機会が継続できるのか悩んでいるのも

現状であります。離島県においては―やはりこの沖
縄県も離島であります。各離島も周辺にありますが、
人材育成は優先して行われるべきだと私は思っており
ます。資源の少ない中で、人材育成はしっかりと我々
は子供たちの礎をつくっていかなければならないと
思っております。県としても給付型の奨学金はもちろ
んでありますが、貸与型の奨学資金が、卒業して働い
て半年後から多分支払いが始まるというふうに思って
おります。こういうコロナ禍の中ですから、その辺に
ついても県としていろんな対応策がありましたらお聞
かせ願いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時40分休憩
　　　午後３時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　いろんな奨学金等ございますけれども、沖縄県国際
交流・人材育成財団が貸与型の奨学金をやっておりま
す。そちらのほうで所得関係についても何らかの緩
和、そういったことをされているところでございます。
　議員の御提案もございましたので、どういったこと
ができるかどうかも含めてしっかり国際交流・人材
育成財団と意見交換をしながら、離島の学生などにも
しっかり支援をしていきたいなというふうに考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　ちょっと確認なんですけれども、離
島に高校がない地域から来るときは援助があるという
ふうに聞いておりますが、その内容をお聞かせくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時41分休憩
　　　午後３時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　失礼いたしました。
　高校のない離島に住む生徒につきましては、離島高
校生修学支援費というのを事業で進めておりまして、
市町村と連携しながらしっかり取組は進めておりま
す。これは国庫事業でもございますので、市町村と連
携しながらしっかり取組を進めているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　これは国庫事業で２分の１、４分の
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１、４分の１なんですけど、やはり離島は小さい島の
中で、こういうコロナ禍の中では観光客もなかなか来
ない。そして働く場所も親御さんたちが大変厳しい状
況の中で、やはりこういう支援事業もありますが、高
校生であってもアルバイトをしたりとか、いろんなこ
とで今学校生活を送っているという方もおります。そ
の辺は国庫補助もありますが、県として対策は考えら
れないのかどうかお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時42分休憩
　　　午後３時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　この離島高校生修学支援費については、離島のほう
からも支援の拡充といった声を聞いているところでご
ざいます。どういったことができるか含めて、いま一
度、離島市町村とも意見交換をしながら調整をしてい
きたいと思います。
　以上でございます。
○島尻　忠明君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時43分休憩
　　　午後３時43分休憩
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○教育長（金城弘昌君）　先ほども答弁させていただ
きましたけれども、貸与型の奨学金につきましては沖
縄県国際交流・人材育成財団がやっておりますので、
今議員が御提案のことが対応可能かどうかも確認させ
ていただきながら、しっかり状況について把握して対
応していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　いろんな制度が充実している中では
ありますが、やはり滞納している数も大分いらっしゃ
います。特にこういうコロナ禍の中ですから、ぜひそ
の辺は検討していただいて、そして県としてもこうい
う方々の対応策をできる相談窓口もつくっていただき
たいと思います。
　あと１つ、伊是名・伊平屋の架橋、空港についてで
ございますが、この振計に、我々が国に申請する場合
には、やはり離島を抱えているということも要件の一
つでありますので、その辺も含めて考えていただきた
いと思いますが、いかがでしょうか。
　費用対効果だけではなく。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時45分休憩

　　　午後３時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　伊平屋空港、あと伊平屋・伊是名架橋につきまして
も課題がありまして、まだ事業化には至っていないと
いう状況ではございますが、次期振計の中では極力こ
の課題を克服しながらしっかり事業化に向けて取り組
んでいきたいと考えております。
○島尻　忠明君　どうもありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時46分休憩
　　　午後４時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　それでは、質問に入る前に少し所見
を述べさせていただきたいと思います。
　私たち今期13期の県議は、自民党会派で８月に新
型コロナウイルス感染症、これを何とか鎮静化させる
ための委員会をつくってまいりました。随分苦しい思
いをしながらやってきましたけれども、その中でもコ
ロナウイルスを徹底的に鎮静化させるための入り口
というのは、私はもうＰＣＲを徹底的にやることだと
思っております。ここからがスタートではないのかな
と思っていましたので、一番衝撃的だったのは、県の
皆さんが８月７日でしたか、濃厚接触者に対してＰＣ
Ｒ検査をやらないというのが１か月あったんです。僕
はあれはコロナを増やした要因の一つではないのかと
思っています。
　あの頃にたしか日量1000から1200ぐらいしか検査
体制がなかったというような状況だったと思います。
ですけど、やっぱりここは我々頑張って何とかやらな
いといけないと思っていたので、その充実のために
走ってきたわけです。先週何とかその会見をして皆さ
んにお披露目することができましたけれども、ただ、
その日に何かこれは政治利用じゃないとかという話が
この議場の中であったようなんですね。私はこれを聞
いて愕然としました。県庁は与党のためにあるわけ
ではないんです。我々は県議会として、県民がどう安
全に安心して暮らしていただけるかというところに視
点を当ててやっているわけですから、そこに与野党だ
とか、ましてやコロナですよ。あるいは政党だとか、
そこの中にはないはずなんですよ。僕はこういう発言
をこういうところでやったっていうのは―あの頃の
８月というのは、一般検査で１万5000とか１万8000
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でやっている時期ですよ。この時期に我々は2500円
まで何とか落とそうよと。そこで試行錯誤をしながら
やっとここまで来た。今皆さんに早めに来てくれとい
う形であちらこちらから言われてまいりましたけれど
も、知事、これ実は、この那覇市は今だったら格安の
ＰＣＲ検査できますよ。あちこちにあるから。しか
し、国頭だとか伊是名とか伊平屋だとか、粟国だとか、
渡名喜だとかってどうやってやるんですか。こういう
ところに今の検査体制がおぼつかないところがあるか
ら、我々は市町村とタイアップするということを決め
てやってきたんですよ。
　私は非常に悔しい思いをしたのは、去年ですよ。あ
の伊平屋で30名のクラスターが出た。検査したのは
85名だ。そのときに要請もしたよ、部長に。しかし、
検査体制がないんですよ。村長から何とか島全体を検
査してくれと言われたけれども、どうにもならない。
こんな状況下で、あのとき我々のスタートがあったと
いうことはぜひ分かっていただきたいなと思っており
ます。
　それでは、質問の中で後はやっていきたいと思って
いますから、新型コロナウイルス感染症についてです
けれども、昨年２月の感染症からこの１年を振り返っ
て感想を伺いたいと思います。知事と部長にそれぞれ
お伺いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず、新型コロナ
ウイルス感染症につきましては、感染した人が発症す
る前の無症状のときから周囲の人に感染する力を持っ
ているということがございますので、そういったこと
がこの感染症対策の難しい点であると感じておりま
す。加えて、本県は人口密度が高く、世代間交流が活
発であるため、急速に感染が拡大する要因になったと
考えております。これまで国の対処方針や県の感染症
専門家の意見等を踏まえまして、様々な感染防止対策
を取ってきたところでございまして、医療従事者や県
民及び事業者の皆様の御協力もいただいて対処するこ
とができてきたものと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　まず、この１年間、必死に
医療の最前線でこのコロナウイルス感染症のために頑
張ってこられた医療関係者の方々及び御家族の方々、
そしてこの影響を受け３度の緊急事態の状況にも応え
ていただいた業界の方々に心から感謝を申し上げたい
と思います。
　しかし、私たちはこのコロナウイルスにいろんなこ
とを学ばされたと思います。ですから、その学んでき

たことをこれからしっかりどうやって生かしていくか
ということがこのコロナウイルスを本当に終息させて
いくためのまた新たな取組になるということを、一日
たりとも忘れずに取り組んでいきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　それでは、そのままイの質問に。こ
れまでの対策はうまくいっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　この感染症につき
ましては、もちろんまだ終息しておりませんし、特効
薬がない、それからワクチンがこれからだということ
もありますので、現時点における評価は非常に難しい
と考えております。これまでの知見から、ウイルスの
感染経路とそれを防ぐ手段が明らかになっているも
のと考えておりまして、感染経路は、接触感染、それ
から飛沫感染、マイクロ飛沫感染の３パターンですの
で、その３パターンをしっかりと対策を取っていくこ
とがやはり重要だと思っておりまして、そのような対
策とともに県として取り得る手段を取ってきたものと
いうふうに理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　そのままウ、新型コロナ対策にはど
のようなものがあるか。つまり、対策ということは、
コロナに向き合って何をすればいいのかということは
どう思っていらっしゃるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まずは感染症対策
として、患者が出た場合の医療提供体制の確保がまず
は重要であろうというふうに考えております。
　それから、感染者が出たときに、クラスター等を抑
えるための疫学調査もしっかりとやることも大切で
す。それと併せまして、検査体制を拡充することも非
常に重要だというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　今の話は、ほとんど保健医療部の話
なんですよ。
　実は、私はこれ、このコロナは本当に７か月、８か
月ずっと追いかけてきましたけれども、ここで非常に
感じているのは何かといいますと、コロナ対策って検
査を徹底的にやること。そして、陽性者とそうでない
人を完全に分けること。そして陽性になった人たちの
給料補償をいかにできるかということだと思います。
今それをやっていないんですよ。この間の全豪オープ
ン見ましたか。オーストラリアのテニス。あそこがど
んなことをしているかと言ったら、陽性になると同時
にその市民に対して12万支給しているんですよ。
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　今、濃厚接触になった人たちが―部長、濃厚接触
になるとどうなるかというと、僕の名前は言わないで
くれって。なぜか。今仕事を休むと家庭が大変なこと
になる。収入がなくなる。だから、名前を言わないで
くれ。出さないでくれというのも、僕は何人も会って
きていますよ。そんなことするなと注意はするけれど
も、しかし、そういう形で休むわけにはいかない、症
状も出ていないからと。僕は、そういうところを徹底
的に押さえ込むためにはそういう逃げる人たち、それ
を押さえ込まなければいけない。私は、２週間あるい
は10日間、陽性になった人たちが10日間休むにして
も、給料のその10日分の７割程度でいいから、そこは
しっかりと補償してあげる。そうしないとこれ隠れて
しまいますよ、ウイルスを持った人が。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時20分休憩
　　　午後４時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員おっしゃいま
すとおり、まずは症状のある方がしっかりと休む。そ
れから、仕事を休ませてあげるという企業のほうの御
努力も必要かと思います。ただ、確かに休んだ期間に
補償が得られないというところもあるかと思います
が、そこは国に対しましても県としてそのような意見
を述べていきたいというふうには思います。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　現在、随分終息期になっているのか
なという思いがあると思います。これ去年の５月、
６月もそういうふうな、あのときはゼロでしたけれど
も、今はそういうふうにはなっていませんけれども、
だんだん少なくなってきている。しかし、今対策を準
備しておかなければいけないと思っています、私は。
ですから、これから私が心配しているのは、恐らくこ
の状況で行きますと、この３月１日、昨日から飲食を
共にするところが開いてきているわけです。通常どお
り開いてきているわけです。そうなっていくと、これ
は間違いなく恐らく４月半ば、あるいはゴールデンウ
イーク手前、この辺りでもう一回４波が来るんじゃな
いか。そういう心配をしています。
　皆さんは今後迎えるゴールデンウイークだとか夏
のシーズンの観光、ここはどう対策しようとしている
んですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　これまで３度にわたる大き
な感染拡大の波を経験し、いずれも緊急事態宣言の発

出という強い措置を講じることによって押さえ込ん
でこられたと思います。しかし、そのことによって観
光をはじめとする経済に大きな打撃を受けたという
ことは、感染を防止することとそれが経済を直撃する
ということを我々はしっかりと身をもって分かった
わけです。ですから、県民生活や経済に影響が及ばな
いよう、今後は緊急事態宣言を発出する前に感染拡大
をどこまで押さえ込めるかということを県民、業界挙
げて一緒になって取り組んでいくことの重要性もま
た再認識、再々認識したものと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これ、東京も沖縄もそうなんですけ
れども、緊急事態宣言をすれば少なくなるのは当然な
んです。誰も出ないわけだから。しかし、今知事が言っ
ているように、これ経済がもたない。じゃ経済をもた
せるためにどうするかというと、徹底的な検査しかな
いんですよ。徹底的な検査ができるような状況が今こ
こにあるのかということになると、那覇だったら今何
とかなるのかもしれませんけれども、離島だとか田舎
はどう対策するつもりでいらっしゃるんですか。今、
これは大きな勘違いをしていますけれども、企画部が
今度出したコロナウイルスの2500円からかな、2000
円から5000円までの検査が出て、今２社がそこに走っ
ているってことになっていますけれども、これ僕は調
べれば調べるほど怖い。国頭から検体を送る郵便局は
そこに不活性化液が入っていなければそれを郵送し
ないんですよ。今ほとんどこのＰＣＲ検査をやってい
る簡易キット、あの中に不活性化液は入っていないん
ですよ。ということは、コロナがほかに伝染する可能
性を持っている。そこまで企画部は理解して募集をし
ていらっしゃるのか。そこら辺りちょっと聞かせてい
ただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　現在ＰＣＲ検査の補助事
業を実施するに当たって、県内全域から検査を受ける
体制を構築できる検査機関というものの交付申請を
受け付け、それからチェックをしているところです。
補助事業を実施する検査機関に対しては、交付申請書
を審査する段階で条件確認、それから日本郵便株式会
社の案内を周知するなど、ＰＣＲ検査検体の郵送条件
を確認していただくように努めているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　だから部長、僕が言っているのはそ
ういうことじゃないんですよ。だからそれは皆さん
が書いただけ、そこに不活性化液が入っているかどう
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かっていうのは確認されているのかというところを心
配しているんです。どうなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時26分休憩
　　　午後４時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○呉屋　　宏君　うちの会派長が35分で終われと
言っていますから。
　(3) 番の今の状況も踏まえて僕は話しますけれど
も、コロナ対策における県庁の体制、県庁のコロナ対
策の体制は十分なんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時27分休憩
　　　午後４時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナ対策につき
ましては、庁内各部局から職員を招集しまして、総括
情報部を設置して今取り組んでいるところでござい
まして、その中には医療機関から派遣された医療コー
ディネートチームの支援なども受けて、コロナ対策の
総括をしているところでございます。また、次年度に
おいてはそこのチームを感染症対策課というふうに設
置をしまして、職員37名を配置して、さらに感染状況
に応じて動員により速やかに拡充できる体制も整える
こととしております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これここの庁舎内だけではないんで
すよ。保健所はどうするの。僕はこの間、本当に皆さ
んの部署をじっくり見させていただいたけれども、
変えられない。というのは、県庁の―今企画部長の
答弁、できないでしょう。多分このＰＣＲ検査の部分
が皆さんと企画部で、こういう募集をするときにどう
いう条件が必要なのかということもコミュニケートで
きていないと僕は思いますよ。ただ募集すればいい。
やれるからいいだろう、衛生検査所の認可をもらって
いるからいいだろう、そういうことではないと思いま
すよ。その次の部分は。それはそこでだったらでき
るだろう。しかしそういう細かいコミュニケーション
を持って初めてこういうものに取り組まないと。だっ
て僕が今投げたものに対して誰も答えられないじゃ
ない。だから別に答えるんだったら答えていいんだ
けど、僕は別に止めるためにやっているわけでもない
し、これ皆さんが今後しっかりとこの辺のものを確認
しながら行政を進めていってほしいと思っています。
ちょっと今の状況ではこれ以上コロナやっても厳しい

なと思っていますから、その次に行きます。
　昨年11月、知事はいらっしゃらなかった。謝花副
知事とこの議論をしましたけれども、防災ヘリについ
て、すぐにでも手がけるという勢いでしたけど、あれ
からどのような変化がありましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　沖縄県では41市町村で構成する沖縄県消防防災ヘ
リコプター導入推進協議会の設立に向け、同意が得ら
れてない５市町村との協議を進めてきたところであり
ます。令和３年に入りまして、３つの自治体から同意
を得ることができました。また、残り２つの自治体に
ついても引き続き導入に向けた課題や今後の進め方等
について議論を進めております。
　県といたしましては、消防防災ヘリコプターの導入
は県民の安全・安心を支える重要な施策と認識をして
おり、早期の実現に向けて市町村との協議を重ねてま
いりたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　12月に皆さんが資料を持っていな
い、公室長が資料を持っていないと言って答えられな
かった件がありましたね。28年７月11日、ター滝で
の件。どういうことであれ、防災認定しなかったとい
う話になっているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　議員御質問の平成28年の７月11日、大宜味村のター
滝におきまして、ター滝上流で54歳の男性が転倒し
て頭部を負傷したという事案でございます。
　これにつきましては、国頭地区行政事務組合消防本
部等から連絡を受けまして、県といたしましては、災
害派遣要請に向けてまずは自衛隊と調整をしておりま
したけれども、自衛隊の派遣要件でございます緊急性
あるいは非代替性、それから公共性というところのと
ころで、非代替性というところで自衛隊や消防以外に
救助を行う機関として県警ヘリというのを検討したと
ころでございます。その検討を行っている中で時間を
要した結果、国頭地区行政事務組合消防本部による陸
上からの救助が行われ、最終的には自衛隊の派遣は行
われなかったという事案でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これは村長からも強く言われていま
したので、今後そういう形でどう対処したらいいのか
が分からないということでしたから、これははっきり
させておかなければいけないと思っています。
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　知事、知事はそのときいらっしゃらなかったから、
分からないんですけれども、この防災ヘリというのは
ここの議場にいらっしゃる方々はほとんど理解できて
いると思います。僕は国頭、東、大宜味だっていう話
をしましたけど、実は夜、伊是名・伊平屋や伊江で倒
れた県民をどうやって緊急に北部の病院まで運ぶかと
いったら、手だてはないんですよ。ましてやそこには
病院はないわけですから、それを考えるとこの防災ヘ
リは一日も早く導入しなければいけないと僕は思って
いるんです。あの頃は謝花副知事が担当所管の公室長
でしたから、とにかく前に進めるという勢いでしたか
ら私はもう本当に令和３年度でめどつけてほしいと
思っています。本当に一日でも早くやっていただかな
いといけないと思っていますから、そこは御理解をい
ただいて改善していただきたいなと思います。
　じゃ次行きます。
　沖縄振興計画についてですが、沖縄振興計画は継続
はできますか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県においては、総点検の
結果や新沖縄発展戦略を踏まえるとともに、ＳＤＧｓ
を反映させウイズコロナからアフターコロナに向けた
将来を見通す中で未来を先取りし、日本経済の一端を
担うべく新時代沖縄を展望し得る観点から新たな振興
計画の骨子案を策定したところです。国においては、
現在これまでの沖縄振興の検証作業を行っていると聞
いております。
　県としましては、国の検証結果を踏まえ、国と連携
しつつ、新たな沖縄振興に取り組んでまいりたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　今部長が言ったのは、県庁の思いで
しょう。沖縄県の思いだよ。向こう側の情報はどうなっ
ているんですか。私は実は昭和60年に参議院議員の
秘書をやっていました。そのときはまだ第２次の振計
でしたよ。３年かな、たったくらいですよ。しかし、
もう第３次ができるかなと、継続させてくれるかな。
あの頃からこれは問題になっているんですよ、継続、
継続っていうのは。皆さんは沖縄がお願いすれば何と
かなるだろうと安易に思っているかもしれない。僕は
それは違うと思うんですよ。だからそこの情報はどう
やって取っているんですか。政府側の情報はどうやっ
て取っているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　国において現行の沖縄振
興策の検証を行っていて、現大臣がおっしゃるには、

エビデンスデータに基づいた検証をということで、発
言されているのは承知しております。国の検証結果を
踏まえて、新たな振興計画の策定に国と連携して取り
組んでいきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　続けて質問しますけど、第５次振計
の総括について伺いますが、何がよくて何が悪かった
のか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄21世紀ビジョン基本
計画等総点検報告書においては、社会基盤の整備や産
業振興など多くの成果があった一方で、１人当たり県
民所得の低さ、子供の貧困率や非正規雇用者割合の高
さなど、沖縄振興特別措置法が目的とする沖縄の自立
的発展と豊かな住民生活の実現が十分とはいえない現
状が明らかになっております。また同総点検報告書の
中では、多様な分野における多くの成果について、沖
縄振興特別措置法に規定する一括交付金制度や沖縄関
係税制、高率補助制度など各種特別措置が強力に後押
しをしていると総括しております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　逆に、富川さんはそこら辺は詳しい
でしょうから、(3) 番目の質問をします。
　50年近くこの振計をやってきて何ができてないん
ですか、沖縄は。今部長が言ったものができてないと
するならば、なぜこの50年間でできなかったのかと
いう部分は、いかが思っていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　50年間にわたる長いスパン
の総括でありますので、大枠で申し上げます。
　まず沖縄の置かれた状況というのは、島嶼経済、社
会経済がありまして、そこには他府県と違っていろい
ろ経済を展開する上でどうしても輸送コストの負担が
かかる。それからスケールメリットが利かない等々の
問題があります。ですから県としても、当初は社会資
本の整備という形で格差是正、それから自立的経済条
件の整備という形で来たんですが、格差是正の面では
おかげさまで社会資本等々、いろんなところで水準に
近づいた面もありますけれども、自立型の経済発展に
ついてはいまだ課題があるというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　僕もそこは共感するところはありま
す。
　僕はこの振計が進めば進むほど、実はずっと不安に
思っているものがある。これはまさに翁長前知事が
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言っていたところです。僕はあの人の最初の知事就任
時、２月定例議会の所信表明演説。あの中の１ページ
目に書かれていることが今でも忘れられない。今の沖
縄に欠けているものは何か。人間力、政治力、行政力、
地域力。人が全てなんです。だけど、我々振興計画は、
この人を育ててきたのかということになると、私はそ
うは思えない。地域力だとかをどう育てるんですか。
地域力があれば今の貧困なんていうのは、もっと地域
力で片づけられる。僕はそういうところが視点が違う
んじゃないのと。お金をたくさん持ってくることだけ
を考えている。お金を持ってくることは大事ではある。
それでどうやって人間力をつくっていくのか、どう
やって地域力をつくっていくのか、そこが最終的な目
標じゃないのか。言葉は適切ではないのかもしれませ
ん。50年、私たちはこういうことで振計をやってきて、
最終的に甘いものばかりを食べて、みんな虫歯になっ
て、自分の歯でかむことができなくなって、そういう
ようなものをこの沖縄で感じて仕方がないんです、僕
は。他の人はどうか分かりませんよ。だからその人間
力をどう鍛えるかということが、これからの沖縄振計
の第６次の中心でなければならない。そうは思いませ
んか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　全く議員のおっしゃるとお
りでございまして、沖縄経済のウイークポイントと申
しますか、やっぱり人材育成が非常に大きな課題で、
これは多岐にわたるものですから、次の振計でももち
ろん盛り込んでおりますが、ここはおっしゃるとおり
周知をしていきたいと思います。ただ、経済あるいは
社会が発展するときの要素として比較優位という言葉
があります。つまり、他に優れたものがあればそれを
展開できるということで、この前も発言しましたよう
に、沖縄にはソフトパワー、人を引きつける魅力とか
がありまして、あるいはアジアの近接性等々の比較優
位がありまして、それを元に観光も含めて先端のビジ
ネスも含めてぽつぽつ出てきております。今振計で
は、私はこの前も申し上げたように、マクロ的に言え
ば、発展のメカニズムが始動しかけた、しかしコロナ
でちょっと頓挫してしまったというところがありま
す。ですから、非常に厳しい経済的に劣にありながら、
厳しい状況の中から沖縄が全国を凌駕するような指数
が出たというのは、非常にありがたいことで、そこを
見落とさずにおっしゃるように人材育成と絡めて、次
の振計ではそういうことを盛り込むべきだというよう
に考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。

○呉屋　　宏君　それを根っこに置いて振興計画を組
み立てていくということであれば、僕はいいと思いま
す。ですから沖縄振興に携わる人たちが、将来の沖縄
の人、それを強くする。経済ももちろん強くする。人
が強くなれば経済も強くなる。田舎だったら、田舎で
もできることはある。全部都市化されたところだけで
やることではない。僕はそういうふうに考えています。
ですからこれ以上、この議論はこれから幾らでもでき
ますから、しっかりやっていきたいと思います。
　35分でもう少しで終わりますから。
　我が会派の代表質問で、下地議員が質問した米軍普
天間飛行場の早期返還についてのところ、知事は県内
の米軍専用施設を50％以下にするという表明があり
ました。これは、普天間基地の周りで生きている僕と
しては、しっかりとした部分を聞いてみたいと思って
いますので、どういう思いでこれを出したのかという
ことを、知事どうなんですか。いろいろ今まで聞いて
きましたけれども。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時43分休憩
　　　午後４時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　50％以下にすることを表明
したということですが、例えば1996年のＳＡＣＯ最
終報告、2006年の在日米軍再編計画、2012年の在日
米軍再編計画の見直しから今日まで時間が経過をし、
安全保障環境も大きく変化しております。米軍再編以
降の沖縄の米軍基地をどのように整理縮小するかとい
う見通しは、現在の日本政府や米国政府には残念なが
ら見られないと思います。近年の新たな海兵隊の小規
模で展開させていくなどの情勢等を踏まえて、沖縄へ
の米軍基地の集中を、根本的に抜本的に解消するため
の新たなビジョンも求められるというように思いま
す。そこで私は、日米両政府に沖縄21世紀ビジョン
に書かれている基地のない平和で豊かな沖縄をあるべ
き県土の姿としながら、引き続き基地の整理縮小を進
めるとしていること。沖縄県議会において、これまで
２度在沖米海兵隊の撤退を図ることを全会一致で決議
していることなどを受け止め、このＳＡＣＯ合意が進
んでも沖縄の米軍専用施設面積は全国の69％にとど
まるというところから、50％までまずは目標を持っ
て、数値を持って基地のさらなる整理縮小、できるこ
とは全てやるという政府の方針に沿ってその話合い
を進め、そこに沖縄が参加をするＳＡＣＷＯの場面を
セッティングしてほしいということを併せて要求をし
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ていきたいと考えているものです。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　知事、言っていることは分かる。僕
はこれは反対はしない。僕も基地はできるだけないほ
うがいい。しかし米軍と今でも戦後80年近く、戦争
が終わってこの米軍基地というものはある意味では、
人間に取りついているがん細胞です。一気にこのがん
細胞を抜いてできますかと、経済が成り立ちますか。
530億の米軍の基地従業員の給料が、そして今脆弱な
経済でありながら800億の地料がそこの中には流れて
いる。消費経済は、基地の中での消費経済まで全てを
入れると2800億ですよ。これを売上げベースにして
みてください。商品は80円で仕入れして100円で売っ
た。２割が粗利だ。これを粗利で計算したら、１兆
2500億ですよ。そういう経済をこちら側につくらな
ければいけないんですよ。だから一つ一つ切って、こ
のがん細胞を取ったら、人間の体が回復するまで待っ
て、次にものをやらなければいけない。それが80年
近くの沖縄なんです。簡単にこの染みついたがん細胞
は―私もゼロのほうがいいんです、できれば。基地
はないほうがいい。みんなそう思っているはずです。
だから、それはただ50％だって言ったからできると
いう話ではない。そういう表明であれば、ゼロにした
らいい。私はそのほうがまだいいと思う。だからこの
50には、どこの基地をどうするんだ。こういうふう
にやる。ロードマップがあって、経済がある程度活性
化して初めてじゃ次に行こうじゃないかという話を
お互いしながらやっていかなければ、パフォーマンス
みたいに50やればいいという話では、マスコミはお
もしろおかしく食いついてくるかもしれない。しか
し現実、みんなが県民がそれに期待して本当にできる
のかという話になってくると、話がおかしくなってく
る。まず我々は嘉手納から南に示された、ここをしっ
かりと押さえる。軍港もやらなければいけない、キン
ザーもやらなければいけない。キャンプ瑞慶覧もやら
なければいけない。そういうものを一つ一つ収めてい
かないと、私はこの問題は非常に厳しいと思っていま
すけれどもいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　ＳＡＣＯ合意の早期返還に
ついては、異論はありません。
　今議員がおっしゃるように、これまでも返還されて
きた軍用地跡地の利用を鑑みれば、そこから経済の誘
発要因になり、雇用の受皿になるということはもう皆
さん実証済みなんです。ですから、早くキンザーであ
れ、瑞慶覧であれ、しっかりと移転を済ませ、現在の

基地を返してほしいとそういう思いはもちろんあり
ます。しかしそれよりまた先に、今度は沖縄がＳＡＣ
ＷＯの場でしっかりと市町村や、働いていらっしゃる
基地従業員の皆さんや、軍用地主の皆さんの声も反映
させるような形で具体的に返還計画に加わっていく、
臨んでいくという姿勢を示すということも、さらに基
地の整理縮小と経済の発展に向けた取組の一つにな
ると私は思って、50％をまずは数値として目指して
ほしいということを提案しているものです。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　私は、知事あなたの思いに―それ
はおのおの思いが違うからそういうふうになるかも
しれませんけれども、私は今示されたものをいかに那
覇軍港を早めにやるか。そしてそこに経済をつくる。
キンザーをしっかりと返還させて、そこに経済をつく
る。それを一つ一つ基地従業員が次に働ける場所をつ
くっていく。これは非常に大事なロードマップだと
思っていますから、それは一生懸命頑張っていただい
て―悪いとは言いませんから、とにかくこの中身が
しっかりあってほしかったなと思っています。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　会派沖縄・自民党の花城大輔です。
　41分とか35分とか、わけ分からん人いますけど、
無視して進めていきたいと思います。
　まず通告に入る前に、我が党関連の質問を２つさせ
ていただきたいと思います。
　仲田議員の質問の４の (7)、いじめの件であります
けれども、前回の一般質問で私も取り上げさせていた
だきました。県立高校でいじめに遭っている生徒がい
て、心身ともに疲れ果てて、学校がそれを守れなかっ
たと。そして再スタートを切るために転学を申し出た
が、それがあっさりと断られてしまった。生徒は一体
誰が守るんだというような質問でした。そして教育長
からは、生徒に寄り添って対応していきたいというよ
うな答弁がありましたけれども、その後進展があった
と聞いています。
　教育長、把握していますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　前回の11月議会で、花城議員のほうから御質問が
あって、ちょっと保護者との十分な連携とかそういっ
たのがなかったんじゃないか確認させていただきた
いと、我々としてもしっかり支えていきたいという答
弁をさせていただきました。
　その後でございますけど、現在―個人情報もござ
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いますので、それに触れない形で答弁させていただき
ますが、現在、当該校において、その後、落ち着いた
環境で学業に取り組んでいると学校のほうから聞いて
おりまして、引き続き生徒を見守る体制をしっかり構
築していきたいと思います。また、保護者を交えて、
進路指導に関することですとか、学校生活のサポート
について教育相談を重ねているところでございます。
生徒と保護者は、当該校での就学継続の意思を示して
いるというふうに聞いてますので、しっかり支えてい
きたいと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　これについては、最初からそうして
いればよかったのにという意見もありましたけれど
も、私個人としては非常によくやっていただいたと
思っています。現在通っている学校からは、校長先生
が何度も面談に応じてくれて、卒業まで頑張っていた
だいて、大学を目指してほしいということがあったと
聞いています。また、転学を断られた学校からも、い
ろいろと提案がなされた後に受け入れてもいいという
ような意見があって、この生徒には選択肢が与えられ
たわけですね。今回の件については私はよかったと
思っています。いじめに遭ったこと自体は非常につら
い経験だったと思いますけれども、たくさんの大人が
自分のために関わってくれて、両親としっかり話をす
る時間を取って、何よりも自身と向き合うことを経て
決断をした。私はこの経験をもって頑張って高校生活
を楽しんでいただきたいなという思いであります。
　また教育長からは前回の質問で、いじめで高校を辞
めた生徒はいないというような報告でしたけれども、
それについてはどうかなと思う部分もあります。引き
続き本当にゼロにしていただきたいという期待と、
今回関わっていただいた全ての皆さんに感謝を申し上
げてこの質問を終わりたいと思いますけれども、教育
長、何かコメントありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　議員から御指摘のとおり、
県教育委員会としましては、今後ともいじめ防止に向
けて組織的に対応ができるよう学校とも連携して臨ん
でいきたいと思っています。
　県教育委員会としましては、生徒が安心して学校生
活が送れるよう保護者とも十分連携して、丁寧な対応
に引き続き取り組んでいきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　続いて照屋議員の質問の１の (10)

です。知事就任２年目の評価の件であります。
　私は知事説明要旨を聞きながら、ひょっとしたら知
事が自己評価50点というのは、かなり―何といい
ますか、個人を過小評価しての50点と言っているの
かなという気もしました。と言いますのは、この知事
説明要旨の中で、私は全ての公約に着手したというふ
うに誇らしげに語っていました。実際のところ知事い
かがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時55分休憩
　　　午後４時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私の公約は、「「新時代沖縄」
の到来」、「誇りある豊かさ」、「沖縄らしいやさしい社
会の構築」の３つの視点から15の実施政策、291の
個別政策を掲げています。
　議員御案内のとおり、掲げた公約については全てに
着手し推進しているところですが、15の実施政策の
うち個別政策数―失礼しました。公約の進捗状況で
すね。全庁的な調査を２回、これまで行ってきており
ます。令和２年６月の調査結果では推進中が280施策、
96％、着手が11施策、４％、そして令和２年12月の
調査結果で、推進中が97％、282施策、着手が９施策、
３％となっています。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　この全ての公約に着手したというの
は、ある意味、職員の皆さんが知事の思いを酌んで必
死に頑張ってくれたという見方もあるかと思います。
　そこで私がこの知事の答弁を聞きながら思ったの
は、この公約の全てに着手したかどうかではなくて、
知事が知事に就任した当時のこの思いに戻って、この
２年間どう歩んできたかという評価なんですよ。枝葉
の部分ではなくて、幹の部分で何をなすために知事に
なったのか、そこを確認したいというふうに思ってお
ります。一丁目一番地という言い方もよくされますけ
れども、知事が今、知事になるこの原点になるもの、
公約として。確認をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時58分休憩
　　　午後４時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　県知事に就任してから―
一番分かりやすい言葉で言うと、とにかく県民のた
め、沖縄のためにしっかり取り組んでいこうと。もっ
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と分かりやすく言うと世のため人のためにしっかり働
いていこうという気持ちでここまで自分としても取り
組んできたつもりです。例えば子供の貧困対策は最重
要課題ですから、あらゆる方面から本当は子供が貧困
なのではなく、子供を取り巻く環境を支えていかない
といけない。そのためにはどうすればいいのかという
施策は全庁的にまたがっているということもしっかり
実感をし、それぞれの取組を進めています。
　限定的に子供の貧困ということに限らせて言うと、
例えば居場所の設置や就学援助、食支援体制、住民税
非課税世帯に中高校生のバス通学費無料化など、それ
からこども医療費の助成制度の通院年齢を中学卒業ま
で引き上げたいという公約にも取り組んでおります
し、また、母子保健相談センターを全市町村にも設置
したいということもずっと取組を続けています。他
方、今現下のコロナの状況ではまず県民の命と暮らし
を守るということがさらに優先度が増しています。そ
のためには医療体制を維持し、そして感染防止対策を
県民挙げて取り組んでいただきながら、そしてこの１
年間非常に大きな打撃を受け苦しんでいる各観光関連
業者をはじめとするあらゆる業種、業者の方々に少し
でも救いの手を差し伸べるための取組を進めていく。
そのためには国に財源の措置も協力をお願いをし、沖
縄県でもでき得る限りの予算を充てていきたいという
ことでこの間、15次の補正予算を組ませていただき
取り組んできた次第です。
　ですから基本的にあらゆることにしっかり一生懸命
取り組んでいきたいという中にあっても、優先される
べき課題がその都度社会情勢の変化によって変わって
くる。それにもしっかり対応していきたいということ
でこの２年間取り組ませていただいているものと思い
ます。
○花城　大輔君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時１分休憩
　　　午後５時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事（玉城デニー君）　私が常に言うのは、誰一人
取り残さない沖縄らしい優しい社会を築いていきた
い。そのために医療も、経済も、教育も、福祉も、雇
用も、あらゆる政策課題に真摯に向き合って一つでも
前進させていきたい、解決していきたいという思いで
取り組んでいます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　私の記憶にあるのは、知事の公約の
一丁目一番地については、辺野古に基地は造らせない

だったと思います。その後、離島の話も出てきました。
これについて私は何点か聞きたいんです。
　知事、この公約の一丁目一番地、私が今言っている
ものが正しいのであればそれぞれ何点だと評価されま
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時２分休憩
　　　午後５時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　自分で自分を評価するとい
うのは大変難しいものでありまして、この辺野古の問
題も、離島の問題も、子供の貧困の問題もそれぞれが
一丁目一番地という精神的にそして取り組む優先課題
として位置づけて、それを現在も取り組み続けている
というさなかであります。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　では、関連するので次の質問に移り
ます。
　２番から行きます。
　普天間飛行場の代替施設建設事業についてでありま
す。
　土建部長、毎回同じ質問しますけれども、今進捗は
どのようになっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時３分休憩
　　　午後５時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　普天間飛行場代替施
設建設事業の進捗状況でございますが、沖縄防衛局に
照会しましたところ、令和３年１月末時点における進
捗率で、必要となる土量に対して埋立区域②－１につ
いては、既に所要の高さまで埋立てが完了し、埋立区
域②については、約７割になっているとの回答がござ
いました。当該回答に基づきまして県において埋立承
認願書に記載された埋立土量で試算したところ、埋め
立てられた土量の割合は、埋立区域②－１及び②にお
いて約28％、事業全体においては約4.3％と推定され
ます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　①とか②とか言われてもあまりよく
分かりません。
　これが昨年の一般質問で使ったものですね。（パネ
ルを掲示）　昨年の９月と11月のものであります。か
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なり進捗しているものが確認できると思います。そし
てこれが今年の２月のものであります。ちょっと分か
りづらいんですけれども、この水色の部分はもう既に
完全に陸地化をされております。今、報道等で軟弱地
盤を理由にこの工事は無理だとか、お金がかかり過ぎ
るとかいろいろ言われていますけれども、知事の答弁
でもそのようなことをおっしゃいますけれども、実際
工事は進んでいます。
　土建部長、専門家の立場から、なぜ無理だとかいろ
んな報道がなされている中で工事は進んでいるんだと
思われますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時５分休憩
　　　午後５時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　今、進捗の状況も答弁させていただきましたが、護
岸で囲まれた範囲の埋立てについては着実に土砂の投
入が進んでいるということで写真のように進捗がされ
ていると。ただ、ただいま変更承認申請が出されてお
りますので、それについては今現在、土木建築部のほ
うで公有水面埋立法に基づいて審査の途中でございま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　部長、答弁ありませんでしたけれど
も、多分できるからやっているということだと思うん
です、技術的に。以前も一般質問で部長は答弁されて
いますけど、同じような工事で羽田空港では20万本
砂ぐいが使われている。関空では100万本以上の砂ぐ
いが使われて地盤改良が行われている。そして関空で
は工事完了後、24年間で349センチ地盤沈下してい
る。それでも改良の方法があって、これを元に戻す方
法があって、空港としては機能し続けているというこ
とです。そしてこの辺野古も供用開始から50年で、
50センチは沈下するだろうという予測がありますけ
れども、それも特に問題がないというようなデータな
んですね。これ当然確認されていますよね。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時７分休憩
　　　午後５時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　沖縄防衛局が運営しております技術検討委員会の資

料によりますと、スリットケーソン据付けから設計供
用期間50年間で生じる予測の沈下量がＣ護岸付近に
おいて最大134センチとなっているというふうな資料
がございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今の答弁よく理解できませんでした
けれども、私が言いたいのは知事、この軟弱地盤を理
由に工事が無理だというこの論点で語るのはもう無理
があるんだろうと思っているんですよ。
　知事、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時９分休憩
　　　午後５時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　工事には、いわゆる議員
が今お示しになった辺野古側とそれから大浦湾側の
話があると思います。今、軟弱地盤ですとか活断層の
話は今まさに変更承認申請が出されている大浦湾側の
ほうになっております。私のほうも一昨年になります
か、官房副長官とお話をしたときに辺野古の側は恐ら
くできるでしょうと、技術的にも。ただ大浦湾側は、
そこのほうはなかなか厳しいんじゃないでしょうか。
３分の１はできても３分の２はなかなかできないん
じゃないでしょうかという話をさせていただいている
ところでございます。大浦湾側の工事については、今
まさに変更承認申請が出されて今これを土木建築部に
おいて審査をしているところですので、そういった状
況を踏まえて、県としてはしっかりまた判断していき
たいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　どのレベルの専門家からの助言か分
かりませんけれども、今報道見てもばらばらですね。
本当に専門家というような肩書きを持っているような
方たちは、時間がかかるとお金がかかるとは言います
けれども、無理だとは書いていません。だけれども、
どのようなレベルの認識を持っているか分からない
方々は断言をします。県がどの声を信じて変更届を見
ているのかということも今後も確認をしていきたいと
思っています。
　それで知事にお伺いしますけれども、知事説明要旨
の中ではいつもと同じような発言をしていました。政
府に対し工事を直ちに中止した上で、県との対話に応
じるように求めてまいりますという言葉であります。
これ、この２年間ずっと聞いてきました。この上が、
知事が就任した当時のものです。写真です。現在はこ
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うなっています。（パネルを掲示）　この国との対話と
いうもの。対話による解決というもの、いつも同じ。
そして何も進展が見られない。これ知事の一丁目一番
地の公約についてのものであります。これについての
知事の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私はこの間、機会があるた
びに政府に対して工事を直ちに中止して対話による解
決をお願いしてきておりますし、また対話による解決
によって沖縄に新しい基地を造らせないということの
真意も伝えられるだろうというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　なので、どのように進めていくかと
いうことを確認したいんです。ずうっとやります、や
りますと言って、何も動けない。これじゃやるやる詐
欺ですよ。２年間動いていないわけですよ。それで、
知事を信じて投票してくれた人、応援してくれている
人たち、どのような一手を知事が打ってくれるのか、
ずっと待っています。本当にやるやる詐欺という言葉
が嫌であれば私は道筋を示すべきだと思います。いか
がですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども申し上げましたが、
私は機会があるたびに政府に対してこの辺野古の新基
地建設工事を中止して、対話による解決を模索すべき
であると、民主主義のその道に沿ってしっかりと話し
合うべきであるということを度々申し入れてきており
ます。ですから、その申入れに対して政府から反応が
ないということについては、またさらにその申入れを
続けていきたいということを併せて表明もさせていた
だいております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　これは知事の責任ですよ。政府が
テーブルに着くような材料も出さない、提案もしない。
だからお願いをするばかりでそのまま棚上げにされる
んですよ。（発言する者あり）　何て。知事は長らく政
治家として生きてきて、知事になって３年目にもなれ
ばいろんなことに気づいていると思います。今ちまた
で言われているのは、知事はひょっとしたらこの工事
止めるのを諦めているんじゃないかと。変更承認なん
かで時間をかけることにシフトしたんじゃないかとい
うふうにも言われています。
　もしそうじゃないのであれば、先ほど言ったみたい
に、政府をテーブルに着かせるための交渉やいろんな
材料を示すべきですよ。県民に対して私はこのように
公約達成に向けてやっていますということをしっかり

と示すべきです。
　もう一度聞きます。知事いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　２年前の県民投票でも県
内全ての市町村の住民の皆さんが参加し、投票率
52％、そして辺野古の埋立反対と答えた方が70％以
上いらっしゃいます。私はそういう県民の思いにも
しっかりと応えていくために、これからも対話による
解決を求めていきたいというように考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　思いは分かりましたけれども、だか
ら、やるやる詐欺じゃないですかと言っているんです
よ。非常にこれについては残念です。できないことを
できると約束をして、示すことができないんですから。
　次の質問に移りたいと思います。
　知事の政治姿勢についてであります。
　2021年の予算、そして一括交付金と知事の成果に
ついて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。　
　県では、沖縄振興予算の確保及び一括交付金の増額
に向け、６月から７月にかけて計５回、全市町村を対
象に意見交換を行うとともに、内閣府とも意見交換を
重ねてまいりました。さらに、９月以降あらゆる機会
を捉え、知事を先頭に内閣府沖縄担当大臣、官邸をは
じめ関係要路に要請を行ってまいりました。
　令和３年度沖縄振興予算において、一括交付金の減
額幅は縮小されたものの、前年度より減額されたこと
については、残念に思っております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　この時期に予算の額を確認するとき
に残念ですと聞くのは、多分５回目だと思います。こ
れは、知事、また三役の交渉能力、または責任という
ものを問う声もありますけれども、その辺どう感じて
いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時17分休憩
　　　午後５時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　令和３年度の沖縄振興予算案につきましては、河
野沖縄担当大臣は現行の沖縄振興計画期間中、毎年
3000億円台を確保する旨の総理発言を踏まえ、必要
な額を積み上げて確保したものであると述べておりま
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す。また、一括交付金につきましては、継続事業の状
況、新規事業の状況などを兼ね合わせて所要額を計上
したものであるというふうに述べられております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　非常にもう打つ手がない状態が長ら
く続いていて、もう市町村も最近あまり声を上げなく
なりましたね。一括交付金、ソフト・ハード交付金に
ついても。今もう振計を前にして非常に目の前が真っ
暗な感じさえしますけれども。
　次の質問に移ります。
　少し飛ばしまして、キャンプ・シュワブの日米共同
使用について見解を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　去る１月、加藤官房長官及び岸防衛大臣は、記者会
見において米軍施設等における共同使用は日米安全保
障協議委員会や日米合同委員会の枠組みの下で意思決
定がなされるものであり、陸自と海兵隊において決定
されるようなものではないなどと発表しております。
　県としましては、県内の米軍施設等における共同使
用はさらなる基地負担の増加につながるものであり、
断じて容認できないことから、引き続き情報収集に努
めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　何で日米が施設を共同使用すること
がさらなる基地負担につながるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時19分休憩
　　　午後５時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　米軍専用施設等におい
て、さらに自衛隊が訓練を実施するとなれば、訓練の
増加によって県民負担が増えるというふうに認識をし
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今ですね、公室長、冒頭で共同使用
作業部会の話を出されてましたよね。そこでは話し合
われてないんですよ。全然事実として確認が取れてな
いはずなのに、何で日米が合同で施設を使用したら新
たな基地負担につながる、そういう結論になるんです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　今回報道にあるような
ことが事実であればという前提で申し上げたところで

ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　もう一回聞きますよ。
　これは自衛隊と海兵隊だけで契約が結べるような内
容じゃないんですよ。共同使用作業部会などの枠組み
でしっかり検討された後に、日米合同委員会で決定さ
れる案件なんですよ。これを確認もできていないの
に、何で報道にあったものに対して、そんな懸念を示
されるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時21分休憩
　　　午後５時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　先ほども申し上げましたけれども、日米、キャンプ・
シュワブの陸自と海兵隊による共同使用については、
加藤官房長官及び岸防衛大臣も記者会見において、否
定をしているというふうに認識をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　だから防衛大臣も否定しているもの
に対して、地元紙の報道を見てなぜ懸念を示されてる
んですかと、沖縄県としてこれ出してるんですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時22分休憩
　　　午後５時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　繰り返しになりますけ
れども、今回報道のあるような形で、辺野古新基地建
設が進められているキャンプ・シュワブにおいて陸上
自衛隊の水陸機動団の共同使用、常駐が事実というこ
とになるのであれば、さらなる基地負担の増加につな
がるものであり、断じて容認できないということを申
し上げたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　どんな負担がかかるか、どんな影響
が出るかも分からないのに、断じて容認できないとい
うのを行政として発信していいんですかということを
確認してるんですよ。これは知事答弁じゃないですか。
ほかの人がこのことを答弁できるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時24分休憩
　　　午後５時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
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○副知事（謝花喜一郎君）　容認できないということ
が、まだ確定していないものということで、なぜこう
いうふうに断言できるかということなんですが、例え
ば、我々オスプレイの配備についていろいろ話があっ
たときに、いろいろ確認してもそういった事実はない
というような話があった。だが実際にはオスプレイは
配備された。そういった懸念があるということです。
実際オスプレイについては、12機の移転などを求め
てます。まだそういったのも実現してないと。一度そ
ういったものが配備された後はなかなかそれを撤退
させるのは厳しいというようなものがあります。
　今の米軍基地のものも過重だという認識は県民で
共有してある。そういった中でさらに水陸機動団が
入ったときに、さらに負担が重なるのでないかという
危惧は、県民としては持つということは我々行政の立
場としても感じるものであります。そういった意味で
容認できるものではないというようにコメントを出
したところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　これは根っこに自衛隊は迷惑組織だ
というようなのがあります、間違いなく。だから信用
できないとか、オスプレイと比べたりとかするわけで
すよ。いや、そうですよ。知事、これ答えてくれない
と困りますよ。
　知事、水陸機動団の訓練を見たことありますか。自
衛官の服務の宣誓にどんな文言が入っているか聞い
たことありますか。自衛隊がそもそも何のためにある
かというのを確認しないといけないんじゃないです
か。
　どうぞ。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　一つ一つの訓練を見たかど
うかということは、私もはっきり覚えておりません。
しかし私は憲法の専守防衛の範囲内での自衛隊を認
めておりますので、その練度のためのある一定程度の
訓練というものは必要であろうという認識はありま
す。しかし、米軍と一緒にそれを訓練することになる
と、沖縄県民にはさらなる基地の重圧、精神的な重圧
も含めたその重圧が重なって見えてしまう。それが
我々からすると断じて許せないというのは、そういう
ふうに自衛隊が見られてしまうということも含めて、
許せないということを私は気持ちとして込めている
というように思っています。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今の知事のコメントはやはり自衛隊
を認めていないような発言と私は捉えますね。だっ

て自衛隊自体はいいけれども、米軍と訓練したらそう
じゃないと言ってるんですよ。もうこれは堂々巡りで
すよ。
　次の質問に行きます。
　米軍基地削減計画について伺いますとありますけ
れども、これは代表質問から本日までの一般質問の流
れで全国比で50％以下に減らすという数値目標は知
事のパフォーマンスであることがよく理解できまし
た。これ、新たなやるやる詐欺ですね。50％以下に
どのようにするかというものも示し切れない。手続も
何もやってない。ただ50％と言う。私はこれについ
て非常にがっかりしております。
　また、米軍専用施設に限って返還させるという考え
はどれほど価値があるんだろうということも思いま
す。例えば、共同使用ができれば分母減っていきます
ね。また重要な場所、重要な土地というものの優先順
位もあると思います。例えば牧港の58号のキャンプ・
キンザーの一部先行返還は、県民にとって非常にあり
がたい返還だというふうに思っています。土地の面積
としては僅かかもしれません。
　そのようにパフォーマンスではなくて、本当に県民
にとってどのような返還計画をもたらせばいいのか
ということをしっかりお示しするべきだと私は思い
ますけど、これ全く考えたことないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　例えば、土木の様々な道
路整備、河川の整備の中でやはり米側のほうからなか
なか共同使用などの了解がいただけないということ
で工事が進まないという事案にも直面しています。そ
ういった分については、究極的には返還というような
ことも我々もしたいという部分はございます。
　ただ、それとはまた別に、今般出した背景―この
間知事のほうで説明しておりますが、確かにこのＳＡ
ＣＯ合意事案を着実に進める、これは一番大事だと思
います。それもそういったＳＡＣＯの合意事案、そし
て日米再編計画、これは日米両政府にしっかりやって
いただいていると思いますが、それから20年以上たっ
ているわけでございます。そういった中において、新
たなさらなる基地の整理縮小を求める声、今、アジア
を取り巻く環境の変化、そういった中でさらなる基地
の整理縮小が必要なのではないか。それを沖縄県のほ
うから、復帰50年のこの機会に声を発出する必要が
あるのではないか。その背景には、21世紀ビジョン
の話ですとか海兵隊の撤退の県議会の決議、そういっ
たものを我々踏まえて、この復帰50年の節目にさら
なるビジョンを日米両政府に示していただきたい。そ
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ういう思いで、数値目標を50％というように出しま
した。そういったことをしっかり持ちながら、日本政
府とまたテーブルの場に着けることができれば大変あ
りがたいなとそういうふうに考えているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　枕言葉のように、0.6％に70％とい
うこと自体は、私は意味がないと思っています。なの
で先ほど言ったように、今県民がとても欲している場
所、必要な場所をどうやって返還させていくか。その
ようなロードマップが必要であろうと思っているんで
すよ。あわせてその跡地利用や―呉屋議員からもあ
りましたけれども、そこで働いている人たち、生活に
関連している人たち、その人たちをどうするかという
ことも含めて、包括的に知事として挙げてほしいと思
います。居酒屋で話しているわけじゃないですよ。
50％にしたいねって。そんな話じゃないんです。ぜ
ひしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時31分休憩
　　　午後５時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　多くの議員から質問があった内容で
すけれども、観光関連産業への支援について、非常に
今回観光に対する依存、また精神的なものも含めて公
になったと思っています。県の予算の１％しか観光関
連がついていなかった。その組織が1000万人以上の
観光客のお世話をして、7000億以上のお金を稼いで
きた。これが非常に今おかしくなっている中で、我々
も悲痛な声をたくさん聞いてきました。年末に金融機
関から多くの借入れをして、半分だけ賞与を払った。
生活給だから払わざるを得ない。休ませてはいるけれ
ども、子供の面倒を見ないといけないお母さんがいる
から、満額給料を払った。または、ある菓子メーカー
は材料を作っている農家を守るために冷凍庫をたくさ
ん借りて、借金をしてこれを保管している。非常に自
助というレベルはもう通り過ぎているんですよ。年末
にあるホテルに行きましたら、那覇のホテルから派遣
されている従業員が名護で働いていました。そうい
うふうに従業員も遊ばせないように、休ませないよう
に、皆さんとっても知恵を絞って今やっていて、ぎり
ぎりの状態に来ているわけであります。
　そんな中で、これも知事の説明要旨の中でありまし
たけれども、14次にわたる補正予算により1620億円
の予算を確保し、切れ目なく対策を実施してきた。実

績を強調しました。これ、倒れますね頑張っている人
たちは。ここでもう皆さん、県の対応に観光関連業者
だけじゃないですよ、全ての県民が注目しています。
ここからどうするかが大事であります。
　部長、答弁をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時33分休憩
　　　午後５時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　観光関連
業界の方とは、何回か意見交換をさせていただいて、
特にこの緊急事態宣言の中で非常に厳しい状況にある
というような声が聞かれまして、大変厳しい状況にあ
るものだというふうに認識をしております。それに対
しまして、これまで県では、例えば一律10万円の奨励
金を支給する安全・安心な島づくり応援プロジェクト
をはじめ、おきなわ彩発見キャンペーン事業ですとか
家族でＳｔａｙ�Ｈｏｔｅｌ事業などを実施してまい
りました。それから今月10日からは、おきなわ彩発
見キャンペーン事業の第３弾を実施してまいります。
加えまして、今回の２月補正予算で、県内の観光体験
商品の利用促進のための沖縄観光体験支援事業を計上
しておりますほか、令和３年度の当初予算におきまし
て、国内需要安定化事業の増額をして計上しておりま
す。さらに国の雇用調整助成金への県分の上乗せを行
う沖縄県雇用継続助成金の支給ですとか、県単融資事
業によりまして観光関連産業への支援を行ってまいり
ます。それから国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一
時支援金につきましては、今月から受付を開始するこ
ととなっております。
　県としましては、引き続き国や関係機関と連携しな
がら、感染状況のフェーズに応じた適切な支援策を講
じてまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　本当に今ならまだ間に合う、そのよ
うな気持ちで取り組んでいただきたいというふうに
思っております。期待をしております。
　また、部長、後半で一時支援金のことがありました
けれども、当初沖縄県は一時支援金が活用できないと
いうような流れがあったと思います。どのような流れ
で、この県内で一時支援金が使えるようにやってきた
か説明をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　御説明いたします。
　緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要と
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いうものが昨日発表されておりまして、まずポイント
は、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自
粛等の影響を受けている店舗ということと、売上げが
50％以上減少しているということが要件としてござ
います。中小企業等が上限60万、それから個人事業
主が30万で、これの受付が３月８日から始まるとい
うことで公表されております。
　沖縄県の事業者が活用できるというところなんで
すけれども、まず外出自粛の影響―宣言地域内と取
引を行っておりまして、その取引の結果、売上げが５
割以上落ちてきているというような事業者が対象に
なるかと思いますけれども、主に旅行関連事業者、例
えば飲食事業者、宿泊事業者、旅客運送事業者、小売
業者そういった業者に加えまして、その他の事業者と
しまして、対人サービス事業者、これには理美容、結
婚式場、そういったものも入ってくるというような案
内がされております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　言ってくれないのであれば、自分で
言います。
　自民党の国会議員が県庁を訪ねましたね。要は、こ
の一時支援金が沖縄県内で活用できない。緊急事態宣
言とこの理屈をつなげることがなかなか難しい。そこ
で観光統計を出したはずですよ。これ県庁を訪れたの
は、國場代議士だと聞いています。そして沖縄県選出
の国会議員、第３選挙区の島尻愛子さんも含めて、省
庁を全部回りました。沖縄は、観光が第一の産業です
と。沖縄で一番大きい産業ですと。全ての県民が影響
を受けています。全ての企業が対象になるべきです。
そういうふうに省庁を回って、一つ一つ説明をして先
週国会の予算委員会で、宮﨑代議士がこれは適応とな
り得るという答弁を引き出した。ここがスタートじゃ
ないですか。これ本当は三役がやる仕事じゃないです
か。こういう緊急の状態なんで、ぜひ沖縄県民のため
に何でも汗をかいてやるという思いを持っている、仕
事ができる国会議員をしっかり使っていただきたい
と思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時38分休憩
　　　午後５時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　飲食業の時短協力金の支払いもかな
り進んでいるようでありますけれども、後から入った
市町村はなかなか難しい状態になるんだろうと思っ
ています。２月７日から営業を再開したお店が多いで

すね。もうもたないと。日銭でも入れないと生活が成
り立たない、支払いができない。そのような状態でも
うお店を開けざるを得ない状態が２月の頭にあった
と。これクラスターが増えなくて、私はほっとしてい
ます。日々の生活のことを考えて、今140人体制と言っ
ていましたか。努力をしているというふうに聞いてい
ますけれども、あと少し頑張ってほしいと思います。
　続いて、支援が行き届いていない業界への対応とい
うことでありますけれども、連日質問がありました。
バス協会は路線バスで７回、そして貸切りで５回、要
請を出していると。当初なかなか回答がなかったとい
うふうにあります。実際は、このように要請をしてい
るのにもかかわらず、県から回答が得られていない団
体というのはどれぐらいあるか把握されていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時40分休憩
　　　午後５時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　各団体からの要請に対する対応がどうであったか
というような御趣旨だというふうに思っております。
　私のほうからは、商工労働部に関する要請に関して
ですけれども、商工労働部が主管部局として対応し
たものが11件、関連部局として対応したものが10件
の21件対応しておりまして、どういった要請だった
かといいますと、例えば経済団体会議のほうからは資
金繰り支援の柔軟かつ迅速な対応ということで、これ
に関しましては県単融資、資金繰りの支援ということ
で拡充もしたということと、地銀さんを回りましてリ
スケいわゆる借換えですとか、スケジュールの変更と
いったようなものについてもお願いをしております。
　それから飲食業協会等々からも要請がありまして、
協力した事業者に対する協力金というところで、当初
これは事業所単位で支給をしていたんですけれども、
これについても店舗ごとということで改善をしてき
たというところでございます。
　その他、協力金あるいは支援金についての要望も
多々ございましたけれども、２月の経済団体会議での
お話は、感染が拡大している中においても域内の経済
は回していかなければいけないというところで、特に
域内経済を回していくためのハピ・トククーポン事業
について、例えば第２弾を実施してほしいですとか、
彩発見ツアーを実施してほしいというようなことも
ございました。
　先ほど花城議員がおっしゃっていたように、県産品
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等についてもＥコマースを活用して、県外に送る場合
の輸送費を支援してくれないかというところと、県産
のお土産を作っているところに納入する農家を救う
ための支援もやってくれないかということで、これに
ついては例えば我々商工労働部では、土産品を学校給
食に使えないかということですとか、農林水産物を学
校給食に使えないかということで、２月補正と当初予
算、関連予算を計上したところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　要請を出された団体は、回答が来る
のを日々こらえながら待っていると思います。また
沖縄市や宜野湾市は、これまで手当てができなかった
団体を一つにまとめて支援する制度をつくって、今募
集をしていると聞いております。県もそのような業界
―例えば出店業組合なんかは、収入が減ったんじゃ
なくて１年以上収入がゼロになっているんですよね。
そういったところも調査していただいて手当てができ
るように、何かの対応をお願いしたいと思っておりま
す。
　最後の質問に移ります。
　富川副知事、もうこれが最後になると非常に寂しい
気持ちですけれども、仲田議員の海底資源開発の件な
んです。
　前回までの一般質問でも何度か質問させていただき
ましたけれども、今回今までで一番トーンが下がって
いるというふうに心配をしています。先週、商工労働
部の職員がエネ庁と話をしたというふうに聞いていま
すけれども、経済産業省のエネルギー庁と。そこでど
んな話があったかとか、来年の海底資源に関する予算
は残るのか。また最後に思いというものを聞かせてい
ただければと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
　海洋資源開発に係る件でございます。
　沖縄県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画におい
て海洋資源調査開発の支援拠点形成を施策展開の一
つとして位置づけ、将来の産業化を見据え、支援拠点
の形成における取組を推進しております。一方、平成
30年10月に公表された海底熱水鉱床に関する国の報
告書では、採算性や必要な法整備が未整備であること
などの産業化に向けて課題はあるものの、量、質とも
に優れた鉱床の発見やコスト削減等引き続き調査検討
を行うこととしております。
　そのため沖縄県としましては、新たな振興計画（骨
子案）でございますが、そこにおいて海洋調査開発の

支援拠点形成に向けた取組の推進を重要な施策の一つ
として位置づけ、国による調査研究を注視しつつ、今
後も海底資源を活用した産業化に向け、国の関係機関
と連携しながら取り組んでいきたいと思います。
　なお、骨子案の１ページには、「１　計画策定の意義」
の中の「(1)　海洋島しょ県�沖縄の振興」という中で、
広大な水域を有する沖縄は、「新たな海洋立国日本の
発展への貢献の可能性をも有している。」というよう
に書いてございます。
　御承知のように、政府では海洋基本計画を出してい
ますので、その中に海洋の産業利用等の促進もありま
すし、この件は、海洋政策の推進とともにさらに推進
していくという形で、骨子案ではまだまだ十分織り込
まれていない面もありますが、素案をつくらないとい
けないものですから、素案にもさらに補強して推進す
るような方策を打ち出したいと思います。
○花城　大輔君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時47分休憩
　　　午後６時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　座波　一君。
　　　〔座波　一君登壇〕
○座波　　一君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時11分休憩
　　　午後６時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○座波　　一君　知事の政治姿勢についてであります。
　(1)、宮古島市、浦添市の市長選挙で知事が応援し
た候補者の公約と知事の考えに決定的な矛盾がありま
した。結果として民意は自衛隊配備容認と那覇軍港の
浦添移設容認となりましたが、知事はこの民意を尊重
して今後の県政運営をすると考えていいか伺います。
　(2)、那覇軍港移設反対を公約に掲げる候補者を知
事は移設容認の立場で応援しました。しかしこれが勝
敗の分かれ目でした。知事はこの選挙を軍港移設の見
極めにしたのではと推察するが、逆の結果となってい
たら軍港移設に反対したのではないか伺います。　
　(3)、知事は、米軍専用施設を全国の50％に削減す
る目標を表明するも具体性がなく拙速との批判が多
い。なぜ今の時期なのか、なぜ50％なのか、50％は
許容範囲なのか、ＳＡＣＯ合意の整理統合案も含むの
か伺いたい。
　(4)、知事は県政方針で、「辺野古新基地計画は技術
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的にも財政面からも困難であることが明白である」と
政府に中止を求めるとしているが、防衛施設局による
と技術的に不可能ではなく同様の改良工事は実績が
あるとの認識を持っている。信憑性の根拠がなく不適
切な発言ではないか。
　大きな２、新たな沖縄振興計画についてであります。
　(1)、約半世紀に及ぶ沖縄振興計画の効果を評価し
て新たな振興計画を要請すると考えるが、知事の政策
集団は高率補助や振興策を不要として政府との協調
を否定している。知事自身も選挙演説等で同様な発言
をしており要請の本気度を伺いたい。
　(2)、新たな振興計画を求めるには新たな意義が必
要であります。骨子案にある策定意義に「我が国の発
展への貢献」は新たな視点であります。県は政府が沖
縄県に求めた未来像や貢献の仕方について議論した
経緯はあるか伺います。
　(3)、骨子案の４つの地域特性の歴史的・文化的特
性は全国各地に固有の特性があり、なぜ沖縄だけが振
興策の理由となるのか。また社会的特性に米軍基地の
存在を理由にしているが、米軍基地の全面撤去が望ま
しいなら、なぜ50％の容認論が出てくるのか。
　(4)、沖縄振興特別措置法で指定する離島に尖閣諸
島が入っていない。新たな振興計画を策定し要請する
に当たり、沖縄県は尖閣諸島を指定離島に加え沖縄の
県益を守り、我が国の発展に資する姿勢を示す意義は
大きいが県の考え方を伺います。
　３、新型コロナ対策と経済産業対策についてであり
ます。
　(1)、沖縄県の新型コロナ陽性者数は全国ワースト
レベルで高止まりを続け、観光産業収入が70％以上
落ち込み、事業者は存続の危機すら訴えている。約１
年経過したコロナ禍において沖縄県の感染症防止策
と観光業危機支援策の効果や予算措置の適切さに疑
問が残ります。現在の状況に陥った要因を分析してい
るか伺います。
　(2)、感染者は減少しつつあるが、観光業や経済の
復興はまだ見通しが立たない。瀕死の状態にある観光
関連事業者の再生に向け、業種・業態に見合った細や
かな支援策とＧｏＴｏ再開を求める声が多いが県の
考え方を伺います。
　(3)、県内の観光総収入と波及効果は7000億円から
１兆2000億円と想定され、ＧＤＰに占める観光収入
比率は15.5％で全国でも群を抜き沖縄の経済を牽引
している。反面パンデミックや政情不安、天候、災害
等の影響を受ける脆弱性もあり、それらに耐え得る強
固な体制と包括的な支援制度が求められるが県の考

え方を伺います。
　(4)、世界水準の観光地を目指すためにも安心・安
全は絶対的な条件となるが、感染症対策や防疫対策の
研究機関を誘致するなど国と連携して取り組むべき
だが考え方を伺います。
　４、県土の均衡ある発展と産業の振興についてであ
ります。
　(1)、新たな振興計画で東海岸サンライズベルト構
想が据えられ、東西格差の是正に期待が持たれるが、
現在策定中の中城湾長期構想との関係及び整合性を
伺いたい。また関係市町村の意見反映と中城湾港港湾
計画変更による計画外にある地域の港湾や老朽護岸
の整備について伺いたい。
　(2)、昨年11月議会で東海岸地域の産業集積を図る
ために沖縄総合事務局と連携すると答弁したが、現在
どのように進んでいるか、サンライズベルト構想との
関係と整合性を伺いたい。
　(3)、昨年度、48年ぶりに那覇広域都市計画区域の
市街化調整区域の在り方について検討に取り組んだ
ことは評価いたします。中南部都市圏の土地規制緩和
及び中城湾と那覇港を結ぶ物流道路の整備、製造業等
の育成・誘致に向けた県の一体的な取組が急がれるが
県の取組を伺います。
　(4)、北谷断層以南に豊富に埋蔵する水溶性天然ガ
スは天然ガスのみならず、世界的に貴重なヨウ素及び
温泉、温熱利用農業など沖縄の産業に有望な資源であ
る。沖縄県は試掘や埋蔵量調査事業を実施しており、
国も利活用の推進に期待しているがなぜ利活用が進
まないのか。
　(5)、次年度予算のマリンタウンＭＩＣＥ形成事業
は基本計画の策定までの予定が進まず事実上の後退
であります。新型コロナの影響を理由にしているが、
地元や関係市町村は納得できません。東海岸開発構想
の推進と矛盾するのではないか伺います。
　(6)、県企業局の工業用水は西原町以南の配水管が
小さく企業等の需要に応えられず、南部地域の企業誘
致が進まない状況である。新たな振興計画における県
土の均衡発展に向けた産業インフラの整備として配
水管の敷設改良整備を早急に取り組むべきだが伺い
ます。
　(7)、南部東道路の進捗状況と令和３年度の計画
と予算概要及び空港自動車道直接乗り入れジャンク
ション計画の進捗と事業主体について伺います。
　以上です。
　後は再質問します。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
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　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　座波一議員の御質問にお答
えいたします。
　県土の均衡ある発展と産業の振興についての御質問
の中の４の (5)、マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事
業についてお答えいたします。
　今般の新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大
を踏まえ、基本計画の策定に向けた検討を継続する必
要があることについては、大型ＭＩＣＥエリア振興に
関する協議会の構成員である町村長に対し、丁寧にお
伝えし、理解を得ているところであります。
　沖縄県としましては、東海岸エリア一帯に発展の勢
いを創出し、ウイズコロナ、アフターコロナに即した
強靭なＭＩＣＥエリアを形成するため、新型コロナウ
イルス感染症の状況を踏まえながらも、新たな基本計
画の策定にスピード感を持って取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (1)、宮古島市長選挙、浦添市長選挙の結果
を踏まえた県政運営についてお答えをいたします。
　県としましては、県政運営に当たり、地域における
様々な民意を尊重することは重要なことだと考えてお
り、新たな時代に対応した持続可能な沖縄の発展と誰
一人取り残さない社会づくりに取り組んでいるところ
です。県政運営に当たって市町村と連携することは大
事であり、自衛隊の島嶼配備や那覇港湾施設の移設を
めぐる諸問題についても、引き続き両市と連携し、様々
な民意を踏まえながら取り組んでまいりたいと考えて
おります。
　同じく１の (2)、那覇港湾施設の移設についてお答
えをいたします。
　知事は、建白書の実現など、オール沖縄の枠組みの
中で共に取り組んでいただける方をこれまでも支援し
てきており、今回も同様の考えに基づき、支援したと
ころです。
　なお、選挙の結果についての仮定の質問に答えるの
は差し控えたいと考えております。
　同じく１の (3)、米軍基地を全国の50％に削減する
ことについてお答えをいたします。
　沖縄県が本土復帰50年という大きな節目を迎える
に当たり、日米両政府に沖縄の米軍基地の整理縮小を
訴えることは、大きな意義があると考えております。
　県としては、沖縄21世紀ビジョンにおいて、基地

のない平和で豊かな沖縄をあるべき県土の姿としな
がら、引き続き基地の整理縮小を進めるとしているこ
と、沖縄県議会においては、これまで２度、在沖米海
兵隊の撤退を図ることを全会一致で決議していること
などを重く受け止め、日米両政府に対し当面の目標と
して、在日米軍専用施設面積の50％以下を目指すと
する数値目標の設定を求めるものであり、この要請を
受けて日米両政府において具体的な返還計画を検討・
策定していただきたいと考えております。なお、ＳＡ
ＣＯ最終報告及び統合計画による返還が全て実施され
たとしても、全国の69％の米軍専用施設が存在し続
けることになるため、さらなる返還が必要であると考
えております。
　同じく１の (4)、辺野古新基地建設計画についてお
答えをいたします。
　辺野古新基地建設については、完了までに要する
期間が約12年、総工費が当初の約４倍に相当する約
9300億円になることが公表され、辺野古移設では普
天間飛行場の一日も早い危険性の除去にはつながらな
いということが明確になりました。また、万国津梁会
議の提言においても、地盤改良後も地盤が均一ではな
いため不均一な地盤沈下が生じるおそれがあること、
大型の護岸が設置される地点は軟弱地盤が水深90
メートルまで続くため、崩壊する可能性があると専門
家によって指摘されていることなどを踏まえ、辺野古
新基地建設計画は、技術的にも財政面からも完成が困
難であることが明確になりつつあるとしております。
このことから知事は、知事提案説明において万国津梁
会議の提言に触れ、政府に対し工事を中止した上で、
県との対話に応じるよう求めたものであります。
　２、新たな沖縄振興計画についての (3)、米軍基地
の全面撤去についてお答えをいたします。
　沖縄21世紀ビジョンにおいては、基地のない平和
で豊かな沖縄をあるべき県土の姿としながら、引き続
き基地の整理縮小を進めるとしております。一方、本
土復帰50年という大きな節目を来年に控えた現在も
なお、国土面積の約0.6％の沖縄県に米軍専用施設面
積の70.3％が集中し続けています。これらのことを
踏まえ、日米両政府に対して、当面の目標として、在
日米軍専用施設面積の50％以下を目指すとする具体
的な数値の設定を求めるものであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、新たな沖縄振興計画
についての (1)、新たな沖縄振興策の必要性について
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お答えいたします。
　令和２年第６回定例会において、知事は「沖縄振興
特別措置法の延長は、新たな沖縄振興計画に基づく各
種施策を力強く推進する上で必要と考えております
ので、私が先頭に立って、しっかりと取り組んでまい
ります。」と答弁したところであります。
　県としましては、沖縄の特殊事情から派生する固有
課題等の解決に向けて、知事を先頭に市町村と一丸と
なって沖縄振興特別措置法と同法に基づく特別措置
の継続を国へ求めてまいりたいと考えております。
　同じく２の (2)、我が国の発展への貢献についてお
答えいたします。
　平成24年に国が策定した沖縄振興基本方針におい
ては、沖縄の持つ潜在力を存分に引き出すことが日本
再生の原動力にもなり得るものと考えられると記載
されております。また、いわゆる骨太の方針2020に
おいては、沖縄が日本の経済成長の牽引役となるよ
う、国家戦略として沖縄振興策を総合的・積極的に推
進するとされております。こうした国の方針から、本
県は、フロンティアとして我が国の発展に貢献できる
可能性があるものと考えております。
　同じく２の (3) のうち、本県の歴史的・文化的特性
についてお答えいたします。
　沖縄振興特別措置法等に基づく特別措置は本県が
抱える特殊事情から生じる政策課題に対応するため
のものであることから、これらの政策課題が解消され
るまでの間は継続される必要があると考えておりま
す。この特殊事情については、国の支援が必要な克服
すべき条件不利性である一方で、日本本土とは異なる
歴史の中で培われてきた歴史的・文化的特性や自然的
特性等は、ソフトパワーの源泉でもあり、観光資源と
して既に顕在化している部分も含め、多様な価値を創
出し得る大きな可能性を秘めていると考えておりま
す。
　同じく２の (4)、尖閣諸島を指定離島とすることに
ついてお答えいたします。
　尖閣諸島は、「有人島」または「無人島で畜産業、
水産業、農業等が営まれ、または観光レクリレーショ
ンの場として有人島と一体として振興を図る必要が
あると認められる島」という現行の沖縄振興特別措置
法等に基づく指定離島のいずれの要件にも該当しな
いため、国において指定されていないものと認識して
おります。尖閣諸島を含む国境離島は、我が国の領海
及び排他的経済水域等の確保や海洋資源の利用等に
おいて重要な役割を果たしていることから、今後の国
の動向を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えて

おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　３、新型コロナ対
策と経済産業対策についての御質問の中の (1)、現在
の状況となった要因分析についてお答えいたします。
　この１年間、４月、８月、１月と、３回の流行拡大
を経験しました。いずれも県外からの移入例に端を
発し、活動的な若い世代から流行が立ち上がり、沖縄
県特有の活発な世代間交流によって高齢者世代に、そ
して医療機関や介護施設等にも広がるという特徴が
あったと考えております。県では、様々な分析を行い、
県民への外出自粛や県外との往来自粛、飲食店等に対
する営業時間短縮等を要請してきたところです。引き
続き県民生活への影響を最小限にしつつ、感染拡大を
抑え込むことを目標に、その時々において考え得る最
善策を講じてまいりたいと考えております。
　同じく３の (4)、感染症研究機関の誘致についてお
答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の世界的な流行と影響
の甚大さを鑑み、安心・安全な島沖縄を目指すには、
感染症対策等の研究が進むことは重要であると考え
ております。県では、1946年に現在の県衛生環境研
究所の前身となる中央衛生試験所を設置し、それぞれ
の時代に応じた健康問題の調査研究等に対応してま
いりました。現在も科学的かつ技術的な地域の中核
機関として、感染症等に関する行政検査、調査研究及
び情報発信を行っております。同研究所では、国立感
染症研究所等と連携し、新型コロナウイルスの遺伝子
解析、疫学情報の分析等に取り組んでいるところであ
り、その機能強化を図ることが重要であると考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　初めに３、
新型コロナ対策と経済産業対策についての (2)、業種・
業態に見合った細やかな支援策とＧｏＴｏトラベル
再開についてお答えいたします。
　県では、一律10万円の奨励金を給付する安全・安
心な島づくり応援プロジェクトをはじめ、おきなわ彩
発見キャンペーン事業や家族でＳｔａｙ�Ｈｏｔｅｌ
事業等を実施してまいりました。また、今月10日か
らは、おきなわ彩発見キャンペーン事業の第３弾を実
施してまいります。加えて、２月補正予算では、県内
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の観光体験商品の利用促進のためのおきなわ観光体験
支援事業を計上しているほか、令和３年度の当初予算
においては、国内需要回復に向けた事業を増額して計
上しております。ＧｏＴｏトラベル事業の再開につい
ては、感染状況に応じて適切に運用するよう全国の知
事の総意として国に求めるとともに、地域限定版のＧ
ｏＴｏトラベルの支援についても全国知事会に提言し
たところです。
　県としましては、引き続き国や関係機関と連携しな
がら、感染状況のフェーズに応じた適切な支援策を講
じてまいります。
　同じく３の (3)、観光産業の強固な体制と包括的な
支援制度についてお答えいたします。
　ウイズコロナ、アフターコロナ社会における沖縄観
光の在り方については、安全・安心で快適な島沖縄の
構築を図ることが重要だと考えております。そのた
め、水際対策として空港にＴＡＣＯ及びＮＡＰＰを設
置するとともに、各業界で作成したガイドラインに基
づき、防疫体制の構築と受入れ体制の強化に努めてい
るところであります。また、現在取りまとめ中の新た
な沖縄振興のための制度提言においては、観光関連事
業者が実施する感染症拡大防止に向けた取組や観光需
要喚起などについて、包括的な財政支援を提言するこ
ととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　４、県土の均衡ある
発展と産業の振興についての御質問のうち (1)、中城
湾港長期構想と東海岸サンライズベルト構想の整合性
等についてお答えいたします。
　中城湾港においては、港湾計画改訂に向け、現在、
長期構想の策定に取り組んでおり、その内容について
は、東海岸サンライズベルト構想へ反映させ整合を図
ることとしております。港湾計画改訂では、地元南城
市の都市計画を踏まえ、佐敷東地区等における土地造
成計画の見直しを予定しており、見直しに伴う地域の
諸課題の解決に向けて、引き続き南城市等と連携し、
必要な対応を検討していきたいと考えております。海
岸護岸については、改訂された港湾計画との整合を図
りながら、老朽化対策等を行っていきたいと考えてお
ります。
　次に４の (3)、中南部都市圏の土地規制緩和及び物
流道路の整備についてお答えいたします。
　那覇広域都市計画区域における区域区分検討協議会
において、県土の均衡ある発展に向け、保全と開発の

両立を図りながら、産業振興に資する土地利用を展開
していくこととしております。県では、市街化調整区
域における地区計画ガイドラインを緩和し、市町村の
地区計画策定を支援しているところであります。中城
湾港新港地区と那覇港を結ぶ物流を支援する道路につ
いては、ハシゴ道路ネットワークの整備を国と連携し
て推進しており、その一部をなす県道宜野湾北中城線
のバイパス区間については、令和３年３月末に供用を
予定しております。
　次に４の (7)、南部東道路の進捗状況等についてお
答えいたします。
　南部東道路の令和２年度末の進捗率は、事業費ベー
スで約37％となっており、令和３年３月末に４工区
の供用を予定しております。令和３年度当初予算につ
いては、今年度当初額を上回る予算を要望しており、
雄樋川橋の整備や用地取得等を予定しております。ま
た、那覇空港自動車道への直接乗り入れについては、
当該道路の管理者である県が事業主体となるものと考
えておりますが、橋梁予備設計において、工事規模等
を把握できた段階で検討していきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　４、県土の均衡ある
発展と産業の振興についての御質問の中の (2)、東海
岸地域に産業集積を図るための沖縄総合事務局との連
携についてお答えいたします。
　沖縄県は、沖縄総合事務局、市町村等を構成メンバー
とした、沖縄産業立地・地域活性化推進協議会に加入
しております。同協議会では産業立地の円滑化、企業
誘致の促進等に取り組んでおり、今年度は「沖縄本島
東海岸地域の競争力の強化に向けて」というテーマで
意見交換を行っております。製造業等臨空・臨港型産
業の集積促進等につきましては、同協議会での意見交
換を踏まえた各自治体の意見が、東海岸サンライズベ
ルト構想の素案に反映されているものと考えておりま
す。
　同じく４の (4)、水溶性天然ガス等の利活用につい
てお答えいたします。
　県及び民間事業者が実施した調査によって、沖縄本
島中南部において水溶性天然ガスやヨウ素等の地下
資源が確認されております。県内では、中南部に点在
する温泉施設のほか、水溶性天然ガスを燃料とした発
電を行うホテルなどの事例はあるものの、配管や発電
機等に要する多大な設備投資などの課題があり、広域
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的なガス利用など市町村が想定する用途での活用に
至っていない状況です。そのため、県としましては、
新たな振興計画において設備投資に関する支援策を
要望する等、県産資源の利活用促進に向けて取り組ん
でまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　４、県土の均衡ある発展
と産業の振興についての御質問の中の (6)、西原町以
南の工業用水道施設整備についてお答えします。
　西原浄水場以南の工業用水道については、契約給水
量が計画給水量を上回っており、給水量を増やす場
合には、新たな施設整備が必要となります。工業用水
道事業は、産業振興を目的とした県の政策との整合を
図ること、また、新たな施設整備については、給水収
益や工事費、維持管理費等を踏まえた採算性等を検討
する必要があることから、関係部局と情報の共有を図
り、連携する必要があると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　２つの選挙ですけれども、非常に大
きな意味がある、意義のある選挙だったと今考えてお
ります。一言で言えば、浦添市長選挙は候補者との政
策不一致による完敗ですよ。そしてまた宮古島市長選
挙は、知事の方針転換による政策の後退です。ですの
で、宮古島の場合は本当の勝者はオール沖縄とは言え
ない、言いがたい。本当の勝者は私は座喜味さん一人
だったなと考えてます。オール沖縄の結束が一歩も二
歩も後退したと考えております。そしてまた那覇軍港
移設容認と自衛隊配備の容認、これ非常に今後とも県
政運営に影響が出ると思いますが、改めて聞きますけ
れども、松本さんは苦渋の選択をして容認と明言して
おります。そういう苦渋の選択を民意として考えてい
るということで知事も、確認していいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時45分休憩
　　　午後６時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員御質問の件ですが、松
本市長は主な公約に経済の振興、それから伊礼候補は
軍港移設反対ということを掲げてそれぞれ選挙に臨
まれたと思います。それ以外にも幾つかの公約につい
ても選挙において多くの市民の方々が、その政策公約
を見て総合的にそれぞれ判断なされたのだろうと思

います。
○座波　　一君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時46分休憩
　　　午後６時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事（玉城デニー君）　浦添市民の多くの皆さんは、
その松本市長の主張に対して、賛成し票を投じ当選さ
れたものというふうに思います。
　なお、私はこの浦添の移設、苦渋の選択と市長が
おっしゃっているその計画については、従来どおり移
設協議会の枠組みの中で進められていくという立場
でおります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　なかなか含みのある言葉で。ですの
で苦渋の選択というものを選択肢として、知事は存在
することを認めますかと聞きたいんです。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　それはあり得ると思います。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　これは県民にはやむを得ず容認とい
う複雑な感情があるということが、これはさきの―
今さら論ではありますけれども、県民投票の問題に遡
らなければならない。そのときに私は、この容認とい
う選択肢を入れなければ、本当の意味でのアンケート
には、県民投票にはならないということを主張してき
ました。しかしながら、三択になったわけですが、こ
の容認ということは入らなかった。もし今知事が認め
たこの苦渋の選択、これも立派な確かな民意なんです
よ。これが入ってたら県民投票の投票率も結果も私は
変わっていたかと考えていますが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時48分休憩
　　　午後６時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　苦渋の選択を入れるとか
いろいろ議論があったというのは承知しております。
ただ……
○座波　　一君　そこじゃないよ。
○副知事（謝花喜一郎君）　よろしいでしょうか。
　それでそういったことが入れば、投票率が上がっ
ていたのではないかという質問だと思いますけれど
も、この件についてはどちらでもないというものを入
れて、当時投票の参加に、県民投票の実施に消極的で
あった５市町村も参加して投票率も52％というよう
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な結果になったと思っております。その結果、70％
余りの県民が反対に投じたと。これもまた立派な民意
だというふうに考えております。
　上がったか下がったかということについては、現時
点でちょっとはっきり物は言えないと思うので……。
断定的なものは言えないというように考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　数字の上がったか下がったかは問題
ではないんですよ。苦渋の選択を入れることによっ
て、投票結果はかなり変わってますよと言いたいんで
す。
　先ほど知事が認めた苦渋の選択の意思が沖縄県民に
はあるということ、これが今浦添によって証明された
ということです。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時50分休憩
　　　午後６時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○座波　　一君　選挙期間中に知事が容認発言したの
は驚きでしたね。本当にびっくりしたんですが、知事
はむしろひょっとしたらこれ勝たずとも、勝たなくて
も、民意という―容認という民意を確認すること、
それができれば前に進めると思ったのではないかと私
は勘ぐっています。いわゆる渡りに船ですよ。そうい
う気持ちも多少はあったんじゃないかなと。それに当
然答えないから答えはいいんですが、現行案で行くと
いうふうな方向で断言したほうがいいじゃないです
か、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時51分休憩
　　　午後６時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　那覇港湾施設の移設につい
ては、まず浦添ふ頭地区調整会議で民港の形状案が示
された後に、移設協議会の枠組みの中で協議が進めら
れるだろうというように認識をしています。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　いずれにしてもこの容認というこの
選択肢を知事はかなり意識して今後進めることになろ
うかと思っております。
　50％の容認ですけれども、これは当面という言葉
があったにしても、50％の容認であることは間違い
ないですよ。これ極めて重いです。どのような経緯が
あったかと先ほど説明があったんですが、県民にしっ

かりと説明する責任があります。これは何と言った
らいいんですか、さらに答弁で議会の２度の意見書が
あったからとか言ってますけれども、だったらその時
点でやればよかったですよ。その時点で。我々これ議
会のたびに言ってますよ。そういうことがあれば、目
標を設定したほうがいいんじゃないかと、安保も容認
しているんだし。そういったことに対しては否定的で
したが、それは言わなかった。そしてその結果、50
年という先ほど答弁で副知事が言った、あくまでもこ
れは期待値、期待的に50周年の節目としてそれを言っ
たわけです。根拠はそれなんですよ。これ無責任じゃ
ないですか。基地問題でどれだけの沖縄県民があるい
は関係した政治家が苦労してきたか、悩んだか、非常
に愚弄するものじゃないですか。50年というものを
全くもって本当に酷評するならば、復帰50周年のア
ニバーサリーですよこれは。そうじゃないですか。そ
ういう意味の非難について知事、どう考えますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時53分休憩
　　　午後６時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　私はこれまでの日米両政
府の米軍基地の集中を何とか縮小していこうというこ
とを否定しているものではありません。ただ、それか
らもう20年以上もたっていると。じゃその後どうな
るんだ、この全てが返還されたとしてもまだ69％残っ
ていると。そういった中でやはりアジアの状況も変化
しているという中で、さらなるビジョンを描く必要が
あるのではないか、そういったことが万国津梁会議の
提言でも示されていたところでございます。そういっ
たことも踏まえて、繰り返しになりますけれども沖縄
県は21世紀ビジョンで掲げられた県民の思い、それ
から決議、そういったものを踏まえてまずは50％、さ
らなる数値目標を設定して日米両政府に取り組んでい
ただきたいというような思いを、今回の50％という
数値を出した根拠、そしてまた意義として答弁させて
いただいたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　次に、振興計画についてであります
が、様々な意見がある中で不要論を訴える方々もまだ
いるわけですね。そのような状況の中で知事は政府と
交渉していかなければならない。そういう意味で私は
本気度はありますかという聞き方をしているんですけ
れども、知事、そういう意見についてどのように向き
合ってるんですか。この不要論を唱える方々と。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時55分休憩
　　　午後６時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員がお尋ねの件は、私が
高率補助や振興策を不要と言った件ですか。それでよ
ろしいですか。
○座波　　一君　選挙のときに言ってますね。
○知事（玉城デニー君）　私の知事選挙の立候補予定
討論会では、新時代沖縄は沖縄の自立型経済の構築を
目指すものです。この経済の今順調に行っている形を
これからもしっかりと伸ばしていくこと、これは従来
の補助金頼みの県の予算づくりではありませんと述べ
たそのいきさつであります。
　それは自立型経済の構築を目指す、沖縄の未来像で
ある新時代沖縄に向けてアジアのダイナミズムを取り
込むことなどにより、経済の好循環の構築を図り、県
内経済の域内流通に回していくことに取り組み、優し
い沖縄の社会の形成へつなげることを目指すとしてお
ります。雇用や所得税収の増加が図られ、自主財源を
増やすことによって、県民の暮らしを底上げする財源
も増えることから、それを目指していくとの理念の下
に言ったのがその言葉であり、補助金は全て要らない
とか、廃止ということは私は申し上げておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　学者が言っている行政論を理解でき
ても、大事なのはそれを補う財源があるかの問題なん
ですよ。ですので、これを現実的に考えていって知事
は今後この振興策を政府としっかりと交渉していかな
ければならない、非常に大事な時期であるということ
でありますので、私はこの問題を聞いております。
　そしてまた、先ほどの答弁で尖閣諸島の指定離島の
問題、これは該当しないというふうなことを判断して
いるようなんですが、これ国会でも議論されていたよ
うなんですね。その中で答弁ではないんですが、無人
島であっても漁業振興に資する島であれば指定に入れ
ることができると明記されているんだという議論もあ
りました。であればできると私は思っております。で
はないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先ほどの答弁において、
尖閣諸島はいずれの要件にも該当しないため国におい
て指定されていないということを申し上げました。
　指定離島については、内閣総理大臣が関係行政機関
の長と協議して指定した島を指すことから、新たに離

島を指定する際には国が法令の趣旨等踏まえつつ、そ
の定義に合致するかを検証し指定を行うもので、検証
に際しては離島の現状等について適宜県あるいは市町
村が情報提供を行うものと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　指定離島の中に無人島がありますよ
ね。確認しましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　幾つかの無人島も指定離
島に含まれております。
○座波　　一君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時59分休憩
　　　午後７時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○企画部長（宮城　力君）　すみません。繰り返しに
なりますけれども、指定離島については内閣総理大臣
が関係行政機関の長―これについては地方団体は入
らないです。関係行政機関の長と協議して指定した島
ということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　沖縄県がその方向で動けば検討でき
るということで考えていいんですか。そうではない。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　離島の現状等について県
とか市町村が情報提供を行うことはあり得ると思いま
す。ただし、指定をするかどうかというのはあくまで
も国の権限であるということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　最終的にはもちろん国です。でもこ
れは沖縄振興計画の中に入れるということですので、
沖縄県が意思を示すことが大切ではないかなという意
味で聞いています。もう一度お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　これまで指定されてこな
かった理由として、いずれの要件にも該当していない
ために国において指定されなかった、指定されていな
いということで今認識しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時２分休憩
　　　午後７時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　座波　一君。
○座波　　一君　コロナの問題で対策についても細か
く施策のことを成果を聞くということではないんです
が、やはり知事の危機感迫る思いをもっともっと発信
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していかなければいけないんじゃないかなと本当に思
いました。これまでのやり取りも、担当部長もやるべ
きことはやっている。あるいは対策は取ってきたとい
うようなことではありますけれども、現実は本当に経
済界の窮状は最悪な状態ですので、知事は本当に面と
向かってしっかりと自分も対応すると、何とか頑張っ
ていきましょうというような日頃からのメッセージを
ぜひ発信し続けなければいけないと思っております。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時３分休憩
　　　午後７時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○座波　　一君　同時に、沖縄県は非常にピンチであ
ります。これは観光業界のみならず県経済全体にピン
チが来ているわけですから。それを逆にもうチャン
スに変えるぐらいの発想を持って、先ほど申し上げた
とおり、次期振興策を見据えて、この感染症対策と沖
縄観光の復興につながるような骨太の政策を考えてみ
ると。そのために私の同僚議員からもありましたと
おり、観光業界に対する基金を創設するということも
考えられないか。そしてまた感染症対策の専門の、ア
メリカにあるＣＤＣ、日本版のＣＤＣを沖縄に誘致し
て、沖縄が南の玄関口として亜熱帯気候を利用した感
染症対策の最前線基地としてやることが、双方の効果
によって沖縄が本当の意味での経済あるいは観光とし
ての振興にもつながるというような対極的な方向性を
この振興策で打ち出す必要もあるのではないかと思っ
ておりますが、その考えはどうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　やはり安心・安全
な島沖縄を目指すには感染症対策等の研究が進むこと
は非常に重要であると思います。今現在県としまして
は、県の衛生研究所において国立感染症研究所と連携
を取りながらその対策に当たっているところですが、
研究機関の誘致等につきましては、様々な課題がある
と考えておりますので、引き続き研究が必要かと思い
ます。
○座波　　一君　基金については。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　基金につ
きましては、まず観光部内で宿泊税、これ目的税とい
うことで研究を続けてまいりました。その中で基金を
活用していこうというようなことも議論を重ねてま
いりましたけれども、ただこのコロナ禍の中でなかな
か今すぐにスタートするというのは難しいということ

で、一旦ここで停止といいますか―のような状況に
なったところでございます。一方で基金について沖縄
特別振興措置法を活用したというようなことも昨日
から話はあるわけですけれども、それにつきましては
様々な課題が中にあると思っておりますので、いろい
ろ調査もしながら研究を重ねていきたいというふうに
思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　今、沖縄経済界の非常事態ですよ。
そのときに日頃考えていることを考えるんじゃなく
て、日頃考えないことまで考えないといけない。本当
に沖縄振興計画を見据えてそこまで考えていかないと
いけない時期が来ていると思っております。例えば、
自助努力という言葉も使いました。知事は答弁の中で
まだまだ業界の皆さんにも自助努力が必要であるみた
いなニュアンスも言ってますが、沖縄県も自助努力が
必要である。これは何かというと、私はこの沖縄県が
抱えている遊休県有財産、その中も精査して、行政財
産、普通財産を精査していって、普通となっているも
のを遊休化しているものを処分する、それで基金をつ
くるという発想も持てないものか。そういう議論があ
りますか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　そういった基金は現在、
存在してございます。県有財産の有効利活用というも
のもございますので、そういった基金などを活用して
県庁舎の整備なども行っているところでございます。
　ただ今、議員の趣旨は様々な知恵を出して、そういっ
たコロナに代表されるような感染症対策、危機管理と
して基金を設置してはどうかという趣旨だと思います
ので、これは庁内でまずは研究・検討してみたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　沖縄県は幸いにも土地需要が旺盛で
すから、本当に沖縄県が抱えてきた県有財産は結構あ
るんですね。私はそこは漠然としか分からないけど、
しっかりそういうものを作業するチームをつくったら
どうですか。なかなか単独の部でこれ調べることはで
きないんですね。よろしくお願いしたいと思います。
　休憩お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時８分休憩
　　　午後７時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○座波　　一君　南部東道路のジャンクションの事業
主体なんですが、これは当初のいきさつからいうと南
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城市が当初この計画―ジャンクションの計画がさ
れていなかったんですね。それを当時の菅さん、官房
長官の頃かな―その頃にこういう話が出て、ぜひお
願いしたいということでこの事業化が始まっていっ
たと認識しているんですけれども、すなわち直轄工事
にすべきではないかということを強く要望している
し、地元もそういう要望があるんです。そういう考え
方なんですが、どうですか部長。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　那覇空港自動車道への南部東道路の直接乗り入れ
でございますが、ジャンクション形式になります。那
覇空港自動車道の上に橋梁等を造りながら、乗り入れ
をするという形になります。南部東道路の一部とし
て整備がなされますので、当然ながら管理者になる県
が事業主体になるのではないかと考えているところ
ではございますが、那覇空港自動車道への上部に施工
するということもございますので、橋梁の予備設計が
整った段階で沖縄総合事務局とも協議しながら検討
していきたいと考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　その検討はまだこれからということ
で考えてよろしいですね。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　はい、当該道路の管
理者となる県が事業主体ではないかなと考えている
ところではございますが、これから協議していきたい
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　今後、直轄の比率も増える可能性も
ありますし、他の事業で直轄に入れた事業がどんどん
進行度合いが違うんですよ。直轄のほうがどんどん進
んでいるような感じがして、県が補助事業でやってい
る分がかなり遅い感じがします。そこを本当に危機感
を感じて我々は考えているんですけど、そういう考え
方については部長は感じていませんか。直轄が早いん
じゃないかなという気はないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　例えば那覇空港自動車道ですとか、今現在小禄道路
の整備をされていますけれども、確かに事業規模から
いって予算のつきが非常にいいということで、それと
同じような考えであれば、早くできるのではないかな
と考えるかもしれませんが、あくまでも南部東道路、
県が事業主体である地域高規格道路でございますの
で、県でもって予算を確保しなければならないという

ところでございますので、直轄が事業をやることに
よって相当早くなるということがあるかどうかも含
めてしっかり協議したいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
　　　〔末松文信君登壇〕
○末松　文信君　皆さん、こんばんは。
　今日のラストでございます。どうぞお付き合いお願
いします。
　それでは、沖縄・自民党会派、末松文信、一般質問
を行います。
　初めに、コロナ禍の中で新聞に目を通すとき、今日
はコロナ感染者が何名減ったのか、あるいは増えたの
か。そして、名護市はどうなのか、北部地域はどうな
のかとその数値に一喜一憂しているのは、私一人で
しょうか。一日も早い終息と経済活動の復活を願って
やみません。
　この間、感染医療に献身的に取り組んでいただいた
医療関係者の皆様に心から敬意を表し、改めて感謝を
申し上げます。なお、引き続き御尽力賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
　緊急事態宣言は解除されましたけれども、卒業、入
学、そして入社と各種イベントやゴールデンウイーク
も控えており、予断を許しません。この事態を県民一
丸となって乗り切っていきたいというふうに思って
おります。
　今定例会一般質問は、玉城知事の県政運営に当たっ
ての所信表明についてその真意を伺っていきたいと
思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。
　１、コロナ禍を乗り切るための対応策について。
　知事は３度にわたる緊急事態宣言で県民に対し、不
要不急の外出の自粛を要請し、事業者に対しても休業
や営業時間の短縮など、広範にわたり自粛要請を行っ
てきました。県民はこれに呼応し、感染拡大防止のた
め生活様式や働き方改革など、それぞれに様々な対応
を余儀なくしてまいりました。そのおかげで、感染防
止も一定の成果を上げ、２月28日をもって３度目の
緊急事態宣言が終了したところであります。
　他方、各種事業所の皆様には休業や営業自粛、時短
等により経営が圧迫され、経済的にも大きな打撃を
受け、深刻な状況になっていると思います。特にリー
ディング産業である、あるいは総合産業とも言われて
いる観光関連業界への打撃は著しく、事業を続けるか
やめるか、あるいはどう立て直すか。立て直しても持
続可能かなど、死活問題として悲痛な声が多く寄せら
れております。
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　そこで (1)、感染症対策について。水際対策が最も
重要と言われております。
　ア、ＰＣＲ検査を、安価で、どこでも、誰でも受け
られる体制が必要と思いますが、県の考え方を伺いま
す。
　イ、医療提供施設及び医療従事者等に対する追加支
援が必要と思いますけれども、県の考え方を伺います。
　(2)、経済対策について。
　ア、コロナ禍による県経済に与える影響をＧＤＰ比
でお願いいたします。
　イ、県のリーディング産業である観光関連業界に与
える影響について、ＧＤＰ比で伺います。
　ウ、事業者に対する持続化交付金及び雇用調整助成
金等の実績及び助成金の追加措置が必要不可欠と思い
ますが、県の対応を伺います。
　エ、ＧｏＴｏトラベル、おきなわ彩発見事業の延長
が必要と思いますが、県の対応を伺います。
　オ、バス、タクシー、レンタカー等への事業支援及
び雇用や資機材の確保に対する財政支援等が必要と思
いますが、県の対応を伺います。
　２、沖縄における米軍基地の在り方について。
　(1)、沖縄における米軍専用施設について。
　ア、当面は在日米軍専用施設面積の50％以下を目
指すとする具体的な数値目標について伺います。
　イ、50％以下にする具体的な戦略施策について伺
います。
　３、普天間飛行場全面返還に伴う代替施設の建設に
ついて。
　(1)、沖縄県が許可・承認した埋立事業について。
　ア、埋立事業に伴うサンゴの移植・保全のための特
別採捕が不許可になった理由を伺います。
　イ、埋立材搬出のため、本部港塩川地区におけるシッ
プローダ設置使用許可申請が１年以上経過しても許可
できない理由を伺います。
　４、次期沖縄振興計画について。
　(1)、北部やんばる地域の振興計画の概要について
伺います。
　(2)、やんばる世界自然遺産登録について。
　ア、取組状況について伺います。
　イ、自然遺産の保全と利活用計画について伺います。
　ウ、「やんばるの森・いのちの水」を守る取組につ
いて伺います。
　５、北部医療センターの早期整備について。
　(1)、整備に向けた取組状況について伺います。
　６、北部地域における中高一貫校の設置について。
　(1)、設置に向けた取組状況について伺います。

　７、我が党の代表質問との関連について。
　下地康教議員の代表質問より、３、離島・過疎地域
の振興について。
　(7)、伊平屋空港の整備及び伊平屋・伊是名架橋の
整備について。
　以上、質問いたします。
　御答弁をよろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　末松文信議員の御質問にお
答えいたします。
　コロナ禍を乗り切るための対応策についての御質問
の中の１の (1) のア、安価な希望者ＰＣＲ検査につい
てお答えいたします。
　沖縄県では、新型コロナウイルスの感染拡大防止を
図るため、検査体制の拡充に取り組んでまいりました。
これまでの行政検査や保険診療検査の拡充に加えて、
エッセンシャルワーカーである介護従事者や医療従事
者を対象とした定期的な検査及び那覇空港において希
望する来訪者に対するＰＣＲ検査を開始しております。
　さらに今般、県民が、誰でも、安価で、迅速に検査
を受けられる体制を構築することを目的に、検査機関
に対する補助事業を開始したところです。
　これらの様々な検査を拡充することにより、感染者
を早期に発見し、適切な対策を講じることで、感染拡
大防止に全力で取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、コロナ禍を乗
り切るための対応策についての御質問の中の (1) の
イ、医療提供施設及び医療従事者等に対する追加支援
についてお答えいたします。
　県においては、新型コロナウイルス感染症専用病床
確保に対する補助、協力金及び慰労金の支給等の支援
を行っております。また、追加の支援として、国にお
いて、感染者を受け入れる医療機関に対して、医療従
事者の新型コロナ対応手当や新規職員雇用に係る人件
費等に補助を行う緊急支援事業が実施されており、県
内の医療機関も活用可能となっております。
　今後も引き続き、県として支援を行うとともに、さ
らに必要な支援については全国知事会を通して国に要
望してまいりたいと考えております。
　次に５、北部医療センターの早期整備についての御
質問の中の (1)、北部医療センターの取組状況につい
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てお答えいたします。
　公立北部医療センターの整備については、去る１月
27日に開催した第２回整備協議会において基本構想
素案が了承され、１か月間のパブリックコメントを実
施したところです。今後は、今月下旬に第３回協議会
を開催し、パブコメの意見を踏まえて整理した基本構
想案について協議を行い、公立北部医療センター基本
構想を策定することとしております。また、次年度は
基本計画の策定、令和４年度以降に基本設計、実施設
計、建築工事を行い、令和８年度の開院を予定してお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、コロナ禍を乗り
切るための対応策についての御質問の中の (2) のア、
コロナ禍が県経済に与える影響のＧＤＰ比について
お答えいたします。
　コロナ禍が県経済に与える影響のＧＤＰ比につき
ましては、現時点で把握は困難でありますが、県の新
型コロナウイルス感染症の影響等に係る緊急経済対
策プロジェクトチームでは、令和２年の需要減少の合
計額が、前年との比較において約6482億円であると
推計しております。また、民間の調査会社によると、
2020年度の実質経済成長率がマイナス9.8％となり、
復帰後最大の落ち込みとなる見通しとなっているこ
とから、今後、県が推計するＧＤＰにおいても、同様
に、相当程度影響があるものと考えております。
　同じく１の (2) のウ、持続化給付金及び雇用調整助
成金等の追加措置についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の影響により厳
しい経営状況にある事業者に対して、さらなる支援が
必要であると認識しております。そのため、全国知事
会とも連携して、国に対し、持続化給付金や家賃支援
給付金等の再度の実施や雇用調整助成金の特例措置
の再延長、幅広い業種に対する一時金等の支援の拡充
等について要請を行ってきたところであります。
　県としては、国の一時支援金については、県内でも
幅広い業種が対象となり得ることとなったことから、
これらの事業者への周知及び活用に向けたサポート
に取り組むとともに、資金繰り支援の融資限度額拡充
や雇用調整助成金の上乗せ助成の継続、幅広い業種で
利用可能なハピ・トク沖縄クーポンの発行等の域内需
要喚起策を継続実施してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。

　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　初めに１、
コロナ禍を乗り切るための対応策についての (2) の
イ、新型コロナウイルス感染症の観光関連産業に与え
る影響のＧＤＰ比についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症による観光関連産業に
与える影響のＧＤＰ比につきましては、現時点で把握
はしておりませんが、令和２年の観光消費額は試算で
2720億円、対前年比4764億円の減、率にして64％減
少していることから、ＧＤＰに与える影響は相当程度
あるものと考えております。
　同じく (2) のエ、ＧｏＴｏトラベル、おきなわ彩発
見キャンペーン事業の延長についてお答えいたしま
す。
　県では全国知事会を通じた提言に加え、12月28日
に国に対し、県経済への影響を最小限に抑えるべく、
ＧｏＴｏトラベル事業再開後の同事業の補助率を引
き上げるとともに、さらなる延長を行うことを要請い
たしました。また、おきなわ彩発見キャンペーン事業
第３弾については、域内需要の喚起による観光関連事
業者への支援を目的として、今月10日から開始する
とともに、観光業界からの要望を踏まえ、次年度も実
施できるよう手続を進めております。
　同じく (2) のオ、レンタカーへの事業支援及び雇用
や資機材確保に対する財政支援についてお答えいた
します。
　県では、ＧｏＴｏトラベルの一時停止や緊急事態宣
言により、レンタカー事業者をはじめとした観光関連
産業等において、深刻な影響が生じていると認識して
おり、令和３年１月22日に経済産業大臣等へ、不要不
急の外出・移動の自粛により影響を受けた中小事業者
への支援等を要請したところです。また、国の雇用調
整助成金への県分の上乗せを行う沖縄県雇用継続助
成金の支給や県単融資事業により観光関連産業への
支援を行ってまいります。なお、国の緊急事態宣言の
影響緩和に係る一時支援金については、今月８日から
受付を開始することとなっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、コロナ禍を乗り切る
ための対応策についての (2) オのうち、バス、タクシー
等への支援についてお答えいたします。
　県では、バスやタクシー等の公共交通事業者に対
し、持続的な感染防止対策の定着を支援するための奨
励金支給や資金繰りの円滑化を図るための融資等、各
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種支援を行っているところです。公共交通は地域住民
の日常生活の足であり、今後も安定的な運行継続が重
要であります。
　路線バスやタクシー等の公共交通の維持確保に必要
な財政支援等について国に求めるとともに、県として
どのような支援ができるか、引き続き検討してまいり
ます。
　４、次期沖縄振興計画についての (1)、新たな振興
計画における北部圏域の展開についてお答えいたしま
す。
　新たな振興計画（骨子案）においては、圏域別に施
策展開の基本方向を示しております。北部圏域におい
ては、世界自然遺産登録を見据えた人と自然が共生す
る環境共生型社会の構築や持続可能な観光地の形成、
公立北部医療センターの整備による安定的な医療提供
体制の整備、経済金融活性化特区など経済特区を活用
した情報通信関連産業や金融関連産業の集積促進や、
沖縄科学技術大学院大学を核としたイノベーション・
エコシステムの形成、圏域内の経済活動を支える幹線
道路網の形成などを掲げております。
　同じく４の (2) のウ、やんばるの森・いのちの水事
業についてお答えいたします。
　県では、水源地域に対する理解の促進と地域の振興
を図るため、平成30年度まで実施してきた北部地域
の水源涵養機能維持を目的とする1000万円の事業に
加え、令和元年度からヤンバルの環境保全対策や水源
地域の振興に関する事業を新設し、やんばるの森・い
のちの水事業として、総額3000万円の助成事業を実
施しております。令和３年度も水源地域の振興を図る
ため、引き続き同事業を実施することとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　２、沖縄における米軍
基地の在り方についての (1) のアと (1) のイ、在日米
軍基地の50％以下を目指す数値目標と戦略施策につ
いてお答えいたします。２の (1) のアと２の (1) のイ
は関連しますので、一括してお答えをいたします。
　国土面積の約0.6％の本県に米軍専用施設面積の約
70.3％が集中しており、応分の負担には依然としてほ
ど遠い状況にあります。このため、県は、沖縄21世紀
ビジョンにおいて、基地のない平和で豊かな沖縄をあ
るべき県土の姿としながら、引き続き基地の整理縮小
を進めるとしていること、沖縄県議会においては、こ
れまで２度、在沖米海兵隊の撤退を図ることを全会一
致で決議していることなどを重く受け止め、日米両政

府に対し当面は在日米軍専用施設面積の50％以下を
目指すとする具体的な数値目標の設定を求めるもので
あり、この要請を受けて、日米両政府において具体的
な返還計画を検討・策定していただきたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　３、普天間飛行場全
面返還に伴う代替施設の建設についての御質問の中の
(1) のア、サンゴの特別採捕許可申請に対する対応に
ついてお答えいたします。
　令和２年６月26日付で沖縄防衛局から申請のあっ
た２件の特別採捕許可申請につきましては、沖縄県漁
業調整規則に基づき、厳正に審査を行った結果、各申
請の内容に必要性及び妥当性等が認められなかったこ
とから、令和３年１月22日付で不許可処分としたと
ころです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　３、普天間飛行場全
面返還に伴う代替施設の建設についての御質問のうち
(1) のイ、シップローダ設置使用許可についてお答え
いたします。
　本部港旧塩川地区に、普天間飛行場代替施設建設に
関する土砂搬出のため、シップローダ設置等に係る港
湾施設用地使用許可申請が北部土木事務所に提出され
ております。現在、北部土木事務所において、環境を
悪化させるおそれがないこと等、審査基準に基づき審
査を行っているところであります。港湾施設の使用許
可については、港湾関係法令に基づき適切に処理する
こととしております。
　次に７、我が党の代表質問との関連についての御質
問のうち (1)、伊平屋空港の課題解決に向けた取組に
ついてお答えいたします。
　伊平屋空港については、航空会社との意見交換や需
要予測などの確認・検証、関係機関との調整に取り組
んでいるところであります。引き続き航空会社の就航
意向取付けや需要予測、費用対効果の確保などの課題
解決に取り組み、早期事業化を図っていきたいと考え
ております。
　次に７の (2)、伊平屋・伊是名架橋の取組について
お答えいたします。
　伊平屋・伊是名架橋については、平成23年度調査
において多くの課題が明らかとなっており、今年度は
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海域生物や潮流等の環境調査を実施しております。
調査の結果、海中道路として埋立予定のリーフにおい
て、高被度で分布しているサンゴ類が確認されており
ます。また、海中道路周辺の潮流シミュレーションを
行ったところ、流速変化による環境影響の可能性があ
るとされております。
　引き続き環境影響の回避・低減を含めて、課題解決
に向けて、調査研究に取り組んでいきたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　４、次期沖縄振興計画に
ついての (2) ア及びイ、世界自然遺産登録に向けた取
組と登録後の保全と利活用についてお答えします。４
の (2) アと４の (2) イは関連しますので、一括してお
答えします。
　県では、沖縄島北部及び西表島の世界自然遺産登録
の実現及び登録後を見据え、遺産価値である生物多
様性を保全するため、国や関係団体等と連携し、マン
グース等の外来種対策や希少種の密猟防止対策等の
強化を図っているところです。また、登録後の経済振
興を推進するため、昨年２月に策定した沖縄島北部に
おける持続的観光マスタープランに基づき、世界自
然遺産ブランドを活用した地域の特産品のプロモー
ション等、情報発信の充実にも取り組んでおります。
　県としましては、引き続き北部３村と連携し、世界
自然遺産登録により自然環境の保全と地域経済の活
性化が図られるよう取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　６、北部地域における中高
一貫校の設置についての御質問にお答えします。
　県教育委員会では、これまで北部地域の人材育成、
教育環境の整備等の観点から、中高一貫教育校の設
置について、関係機関等との意見交換や懇話会を実施
し、今年度は設置の基本方針案について、学校整備準
備委員会等を開催したところであります。現在、名護
高校への併設に向けて意見交換を行い、令和５年度の
開校を目指し取り組んでいるところであり、引き続き
北部地域への中高一貫教育校の設置に向けて取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　御答弁ありがとうございました。

　それでは、２次質問を行います。
　まず、感染症対策についてでありますけれども、
ワクチン接種については、その費用は国が全部負担す
るということで、その後遺症等に対しても国が責任を
持って措置するということを伺っております。またイ
ンフルエンザの予防接種についてですけれども、今私
自身が受けたのは1000円で受けられます。インフル
エンザの予防接種。
　今回のＰＣＲ検査についてでありますけれども、こ
れは沖縄民間ピーシーアール検査機構が実施する場
合、県から8000円の補助を受けて個人負担2500円に
設定されております。そういう中で先ほどからお話が
ありますように、これは早急に対応する必要があると
いうことで、可能であればこの2500円を各市町村長、
あるいは議会議長会あたりにお願いして、市町村で
2500円の一部を負担することができないか。このこ
とについて県の見解を伺いたいというふうに思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時44分休憩
　　　午後７時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　ＰＣＲの検査に係る補助
事業については、個人の負担、最低2000円、2000円
を超える部分を県として最大8000円を補助するとい
う仕組みにしております。それで今、３社申請があり
まして、交付決定をしたところです。価格帯が３社一
様ではなくて、若干安いところ、高いところがあるも
のですから、これについて市町村のほうに支援を求め
るのは、公正な価格競争に阻害が出ないかなというと
ころが少し懸念されるところです。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　私が申し上げているのは、個人負担
をどれだけ軽減して受けやすくするかということで
ありますので、委託業者についてそれぞれが単価が違
うから云々ということではなくて、市町村の中でどの
くらいの負担が可能なのかと、もし可能であればそれ
をぜひお願いしてＰＣＲ検査を受ける環境づくりを
してほしいと、こういうことですが。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時45分休憩
　　　午後７時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　市町村がこのＰＣＲ検査
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に係る補助をなすべきかどうかというのは、それぞれ
地域の実情に応じてそれぞれの市町村のほうで判断さ
れるものというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　もちろんそうだけど、県知事として
それを要請できないかということですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時46分休憩
　　　午後７時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　繰り返しになりますけれ
ども、それぞれの市町村において判断されるものとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　それでは次に移ります。
　昨日の西銘啓史郎議員の質問に対して、沖縄の観光
関連業界への支援金について131億円との答弁があり
ましたけれども、その中身、配分はどのようにされて
いるのかについて御説明をお願いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時47分休憩
　　　午後７時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　まず、文
化観光スポーツ部としてコロナ関連対策として出して
いるもの、措置しているものでございますけれども、
おきなわ彩発見キャンペーン事業といたしまして約
11億円、それから安全・安心な島づくり応援プロジェ
クトとして20億円余り、それからおきなわ彩発見バ
スツアー促進事業として２億6000万余り、それから
修学旅行緊急時支援事業といたしまして100万円、
トータルで約35億円となっております。
　それから、県単融資事業と沖縄県雇用継続助成金と
いたしまして約86億円余りということで、トータル
で合計131億円ということで試算をしているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　いろいろ施策を展開しておりますけ
れども、業界の実情を聞くと本当に今大変な状況にあ
るんだということを伺っております。そういう意味で
緊急事態宣言をするぐらいですから、緊急事態支援措
置を早急に講じたほうがいいんじゃないかというふう
に思っておりますけれども、その予算措置についてど
のように考えているか伺います。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時49分休憩
　　　午後７時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　先ほどは観光に特化した
ということでやっていますけれども、やはり我々もこ
ういった経済の落ち込みは大変問題視しておりまし
て、15次の補正予算、そして令和３年度の当初予算
を加えますと2475億の予算を組んでおります。感染
対策は約690億で、経済対策307億、その中で、セー
フティーネットとして生活者支援404億、事業者支援
ということで―セーフティーネットですが、1073
億ということで、これは当初予算はもう本当に基金
も取崩し、そして可能な限りの起債、これは国のほう
も大分緩和していただいていますので、取り得る手段
をみんな取っていると。通常の我々の予算に応じて
10％のシーリングもかけて、こういったいわゆるコ
ロナに対応するようなものに特化したという形で取り
得るもの今全てやって、総動員でやっているというと
ころでございます。あわせまして、今回また一時金の
話などもありますので、こういったものも今庁内全体
でどういった活用ができるか全庁的に検討していると
ころでございます。そういった場合にまた補正等の動
きがあるとも思いますが、その際はまたよろしくお願
い申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　先ほど伺いましたら、64％も減額
になっているということで、観光業界においては特に
ゼロベースの人たちもいるというようなことですか
ら、副知事の今の答弁も今までの努力は買いますけ
ど、この現状をしっかり見詰めていただいて対応して
いただきたいとこう思っております。
　では、次に移ります。
　沖縄における米軍専用施設についてでありますけれ
ども、この知事の所信表明の中で、統合計画が実施さ
れたとしても沖縄の米軍基地は全国の69％にとどま
り、応分の負担には依然として程遠いとありますけれ
ども、知事が考えておられる応分の負担とはどの程度
のことを言っておられるのかその姿を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時52分休憩
　　　午後７時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。



─ 342 ─

　議員から御指摘のあるとおり、統合計画、ＳＡＣＯ
最終報告が全部実施されたとしても69％が残るとい
うことから、今般沖縄21世紀ビジョンに掲げるとこ
ろの基地の整理縮小を求める基本的な考え方や、海兵
隊の撤退を求める県議会決議等踏まえ、まず当面は全
国の米軍専用施設面積の50％以下を目指すという数
値目標の設定を求めるものであります。なお、その
50％以下を求めるとした場合に、必要な返還面積は
約１万ヘクタールというふうになっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　私が聞いているのは、程遠いと言っ
ているものですから、その50％というのは依然とし
て69％が程遠いと言っておりますから、これ今知事
がおっしゃる50％であれば残りの50％は容認される
んですかと聞いてるんですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時53分休憩
　　　午後７時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県としては、まず当面
は全国の米軍専用施設面積の50％ということでござ
いまして、残り50％というのを容認するという考え
方ではございません。
○末松　文信君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時54分休憩
　　　午後７時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　すみません。
　私のほうで再度答弁させていただきますが、やはり
県民の望む将来像は、基地のない沖縄でございます。
これは多くの県民がそう思って議員各位もそういうふ
うに感じていると思います。ただ現実はやはりそうい
う姿を求めるにしてもなかなか難しい部分があるだろ
うと。ですからまずはＳＡＣＯそれから再編合意、こ
れを着実にやっていただく。さらにビジョンを持って
この機会に描いていただきたいという思いで、我々は
基地のない姿をあるべき姿として思いながらも数値目
標の50％、それを目指して日米両政府に取り組んで
いただきたいとそういう思いでの50％という数字で
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　副知事、これまでいろいろ取組はし

てきたんですけれども、今皆さんが言ってることは非
常に曖昧な話で、この50％削減すると言うんであれ
ば、このビジョンは自らつくらないと誰がつくるんで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　今までのＳＡＣＯ、それから再編合意、これもやは
り政府も沖縄の米軍基地の集中を看過できないという
ことで、基地の整理縮小、それをいろんな経緯はある
にしろ、日米両政府で合意していただいたというふう
に考えております。確かに過去には大田県政のとき
に、基地返還アクションプログラム、これは国際都市
形成構想とある意味リンクして提案したという部分は
ありますが、これ残念ながら日米両政府には対応して
いただけなかった。やはり我々は駐留軍従業員のこと
ももろもろ考えますと日米両政府においてしっかりと
今アジアにおける状況、そういった今中国の動きなど
もいろいろ議論になっておりますが、そういったもの
を加えたときにやはりこの集中から分散という動きが
ありますので、そういったことも踏まえた対応が必要
ではないかということで、そういった万国津梁会議の
提言も受けて、提案をさせていただいているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　皆さん、大田県政の頃の話をします
けれども、アクションプログラムは国際都市形成のた
めにつくったと。じゃ今回次期沖縄振興計画は何を基
軸にしてつくるんですか。基地問題は特殊な事情と
言ってるでしょう。それは自ら何も考えないわけか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時56分休憩
　　　午後７時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　次期振興計画には解決す
べき固有課題として駐留軍用地の跡地利用についても
しっかり入れ込んでございます。そういったものを踏
まえた県土構造の再編なども当然入るわけですけれど
も、こういった数値目標を今般出していただく中で、
県としてはさらなる基地の整理縮小を目指した将来像
も展望できると思います。まずは今回政府に対して要
望させていただいて、政府とＳＡＣＷＯも求めており
ますので、そういった意見交換を通して進んでいく。
ただ一方で、今の計画を2025年またはその後という
のも大分ありますので、そういったものはしっかりと
次期振興計画に駐留軍用地の跡地利用等を含めた県土
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構造の中で議論していくことになるというふうに考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　これ以上議論は深まらないようです
から、次に移ります。
　専用面積が50％になれば残る施設・区域は応分の
負担と考えられるのかということをさっき聞いたら、
それは違うんだという言い方されておりましたけれど
も、この自衛隊と共同使用になればこれは解決すると
思うんですがいかがですか、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時59分休憩
　　　午後７時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　今回県がこの基地の整
理縮小を求めるに当たっては県外・国外への移設を求
めるものであり、県内の米軍施設と自衛隊との共同使
用を前提とするものではございません。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　あなた方はそういう説明は与党にも
何もやってないらしいですよね。僕は今回びっくりし
ました。この知事の50％目標ということについて、
これ９名の議員が質問してるんです、代表質問、一般
質問含めて。その中でも４名の与党が質問している。
これなぜですか。今のような答弁であれば質問する必
要ないんですよ。何も知事自らやるのないんだから。
　そこで私は、知事の所信表明は大変重たいものと考
えて期待して、期待感を持って質問しているわけであ
りますけれども、知事は何の戦略も持っていない。非
常に残念であります。
　ついては、私は知事も腹案がない。思い出すといつ
か来た道で悪夢を思い出すわけですけれども、かつて
知事と同じ民主党政権において、総理が腹案もなく普
天間飛行場の移設は最低でも県外と県民を愚弄し、
2010年５月４日、学べば学ぶにつけ、海兵隊の抑止
力云々と言い、結局は辺野古に戻し、鳩山由紀夫総理
いわゆる宇宙人と言われた人と知事も一緒ですよ。何
もないんだから。それ非常に残念であります。それは
苦言を呈しておきます。
　次に移ります。
　サンゴの特別採捕について、サンゴの特別採捕許可
申請を不許可にした理由として、必要性が認められな
いとしておりますけれども、当初設計の概要の内容で
工事が完成できない。いわゆる完成できない工事に関
するサンゴ採捕許可申請は必要ないとの理解でよろし

いですか、部長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時１分休憩
　　　午後８時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　本件申請につきましては、平成25年12月27日の埋
立承認に基づく環境保全措置のために申請されたもの
であります。しかしながら、大浦湾側に軟弱地盤が存
在し、大規模な地盤改良工事を要することが判明して
いることから、当初の埋立承認を受けた設計の概要の
内容で工事が完成されることができないことが明らか
になっております。このため、現時点において、申請
内容に必要性が認められないことを一つの理由として
不許可にしたものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　当初の設計概要と言いますけれど
も、では部長伺います。部長、県知事が発注した農林
水産事業の土地改良やダム工事などで、設計変更しな
いで完成した事業がありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時３分休憩
　　　午後８時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　一般的に現場の状況に応じて設計変更して、工事を
遂行するという状況が一般的だと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。（「あるかないか
を聞いている」と呼ぶ者あり）
○末松　文信君　いや、そうですよ。一般的云々の話
じゃなくてあるかないか聞いてるんですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時３分休憩
　　　午後８時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　一般的に現場の状況
に応じて設計変更があるという状況はあると思います。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　土建部長に伺いますけれども、以前
の識名トンネルの設計変更に関する問題があったと思
いますけれども、それはどういう理由でしたか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時４分休憩
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　　　午後８時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　識名トンネル工事のときの設計の変更でございます
が、トンネル工事、一般的に土質の状況によって強化
をしながら掘削を進めるということもございます。識
名トンネルの場合は、上に上水道でしたか何かの施設
がありまして、それを保護するための強化が必要だっ
たというような変更があったと記憶しております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　今伺ったように、公共工事すべから
く、当初設計は設計変更を伴いながら完成をするわけ
ですよ。農水部長が言われる、今辺野古は初期の設計
ではできないからこれは許可しないんだという道理は
どこから来るんですか。もう一度説明してください。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　本申請につきましては、平成25年12月27日の埋立
承認申請に基づく環境保全措置のために申請された案
件でございます。当初の埋立承認を受けたその設計の
概要につきましては、大浦湾側に軟弱地盤が存在して
おりまして、大規模な地盤改良工事を要することが判
明しております。したがいまして、当初の設計概要で
の工事は完成されることができないということでその
当初の埋立承認に基づく環境保全措置のために申請さ
れた案件でございますので、必要性が認められないと
いうことを理由の一つとしております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　部長それは違うんじゃない。
　ちょっと休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時６分休憩
　　　午後８時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　設計の変更で工事が
進められるということと、これはあくまでも環境保全
措置のために申請されたものであります。ですので、
その当初の設計概要に基づいた環境保全の際に申請さ
れた案件でございますので、その工事が明らかに完成
させることができないということとなっておりますの
で、必要性は認められないという判断をしたところで
ございます。
○末松　文信君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午後８時７分休憩
　　　午後８時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　公有水面埋立承認がなされた時点と異なっておりま
して、現在は大浦湾側に軟弱地盤が存在し、大規模な
地盤改良工事を要することが判明をしております。し
たがって当初の埋立承認を受けた設計の概要の内容で
は工事を完成することができないということが明らか
になっております。このため、沖縄防衛局では地盤工
事に係る設計概要の変更を申請しておりますが、まだ
承認をされておりませんので、現時点で埋立工事を遂
行完成することができないということで必要性が認め
られないということを一つの理由としているわけでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　時間がないんであれですけれども、
部長、そのサンゴの移植をする影響の範囲というのは
ボーリングとは関係ないでしょう。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時11分休憩
　　　午後８時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　今般の関与取消訴訟
の高裁判決においても、軟弱地盤の部分の工事によっ
て影響を受けることを理由とするサンゴの移植につい
ては、その部分の工事の実施がいまだ不確定である以
上、沖縄県知事の裁量判断として移植の必要性を否定
することができるという判断が示されているところで
ありまして、今回の不許可処分につきましても、移植
対象サンゴ類の大半が軟弱地盤部分に生息しているこ
とから、同判決と照らし合わせても適正な処分である
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　土建部長は今変更申請について厳正
に審査すると言っておりますよね、部長。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　沖縄防衛局から地盤改良を主な内容として提出さ
れました公有水面埋立変更承認申請書について、地盤
条件や護岸の安定性等に係る16項目242件の質問を
行ったところ、本年１月22日に回答が提出されてお
ります。沖縄防衛局からの回答を踏まえ、県では地盤
の再調査の必要性等について２月22日付で13項目96
件の2次質問を行ったところであり、今後回答を詳細
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に確認し、厳正に審査していくこととしております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　そういうことで、同じ沖縄県の行政
同士で当初設計を変更して、今審査している過程と、
その状況の中でそもそもこれは完成できないんだとい
う決断したということはこれ大きな問題ですよ。これ
知事、どういうふうに整理するんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時13分休憩
　　　午後８時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○末松　文信君　休憩してください。
　部長はできないって言っているのにあなたが答弁す
る必要ない。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　沖縄防衛局は地盤改
良工事に係る設計概要の変更申請を申請しております
が、いまだ承認はされておらず、現時点で埋立工事を
遂行完成させることができないことから、申請の内容
に必要性が認められないことを一つの理由としており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　同じ行政で、同じ物件について真逆
の判断をする。これは行政あってはならないですよ。
知事、政治で行政ゆがめてはいけないですよ。行政は
行政のちゃんとした手続でやらないと。今全てそう
なっている、一事が万事ですよ。これは申し上げてお
きたいと思います。
　次に、シップローダの設置許可についてであります
けれども、部長はいろいろ問題があると言っていまし
たけれども、那覇空港の第２滑走路のときには、あれ
許可しているんですよね。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時15分休憩
　　　午後８時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　現在北部土木事務所において、環境を悪化させるお
それがないこと等、審査基準に基づいて審査を行って
いるところでございます。今回那覇空港第２滑走路と
比べまして、本件土砂の場合は那覇空港第２滑走路増
設工事時の土砂と異なっておりまして、赤土が散在し
ていると考えております。その赤土が散在する土砂を

直接港湾の施設用地内に直置きするということになり
ますと、濁水が発生するおそれがあるのではないかと
いうことを危惧しております。そういったことから、
事業者と協議をしながらその使用について今現在協議
しているというところでございます。
○末松　文信君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時17分休憩
　　　午後８時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　今現在協議をしてお
りまして、最終的な処理はまだいたしておりませんけ
れども、その濁水の発生のおそれがないような措置を
取れるようにしっかりと審査をしているところでござ
いまして、その協議が調い次第処理をしたいというふ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　もう時間もないですけれども、これ
は県の指導は十分やって、土のうも積んだり、流さな
い対策は全てやったと、これ以上の対策はないと土木
事務所長が言ってるんですよ。それを何を言ってるん
ですか。もう一度答弁してください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　土木事務所を窓口にしてしっかり協議をしていただ
いておりまして……
○末松　文信君　終わってるって。
○土木建築部長（上原国定君）　その協議が調い次第、
当然ながら港湾施設の使用許可については港湾関係法
令に基づいて適切に処理すると答弁させていただいて
おりますけれども、その処理を協議が調い次第行う予
定でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　中身には何も問題ないと言うから、
標準処理期間も経過しているし、いつ許可するんです
か、答弁してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時20分休憩
　　　午後８時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　今協議の最終段階に
は確かに来ております。内部手続を行いまして、処理
をしたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　速やかに許可してください。よろし
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くお願いします。
　それから次に、北部振興計画に関連して伊平屋空
港、伊平屋・伊是名架橋について伺います。
　沖縄県は東西1000キロ、南北400キロの広大な海
域に点在する160の島のうち有人島が47島、無人が
113島の島から成っている。そのうち、橋で連結され
ている島が11島、飛行場のある島は12島。沖縄県の
次期振興計画の第５条克服すべき沖縄の固有課題の
中にも離島の条件不利性克服と持続可能なコミュニ
ティー及び力強い島嶼地域の形成をうたっておりま
す。そのことからしても伊平屋空港や伊平屋・伊是名
架橋の整備は両村のみならず、沖縄県の振興・発展に
資するものと考えております。
　知事の所見を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時21分休憩
　　　午後８時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど土建部長から答弁を
させていただいておりますが、伊平屋空港については
航空会社との意見交換、需要予測などの確認検証、関
係機関との調整に取り組んでいるという答弁をさせ
ていただきました。
　それから伊平屋・伊是名架橋については、平成23
年度の調査で多くの課題が明らかになっていると。で
すから、引き続きそれらの調査の結果及び環境影響へ
の回避、低減を含めて課題解決に向けて調査していく
ということで、まだこのような調査が必要であるとい
うことは我々も認識をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　いつまで調査するんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。

○知事（玉城デニー君）　必要と思われるまではしっ
かり調査をして、分析したいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　知事、いいかげんなことを言わない
でくださいよ。費用対効果とか今ある課題については
真剣に取り組まないと、あるいはほかの視点からフォ
ローしないとできませんよ。そんな時間かけて調査し
て必要な分、調査するなんていいかげんな答弁しない
でくださいよ。もう一遍答弁してください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　離島の環境やそれから議員
おっしゃるように費用対効果ですとか、様々な指標の
分析の仕方があると思います。それに見合う調査は
しっかりすべきだというのが県の方針ですので、ぜひ
そこは関係機関と調整をしながらきちんと調査分析
をさせていただきたいということです。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　それについても目途を持ってやらな
いと、煮詰まらないんですよ。
　どうしますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　引き続き努力をさせていた
だきます。
○議長（赤嶺　昇君）　総残時間が終わりです。
○末松　文信君　どうもありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明３日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後８時24分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員　　上　　里　　善　　清

会議録署名議員　　島　　尻　　忠　　明
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議　　事　　日　　程　第７号
令和３年３月３日（水曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案まで（質疑）
　　　　　　

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案まで

甲第１号議案　令和３年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案　令和３年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案　令和３年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案　令和３年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案　令和３年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案　令和３年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案　令和３年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第８号議案　令和３年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第９号議案　令和３年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第10号議案　令和３年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第11号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第12号議案　令和３年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第13号議案　令和３年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第14号議案　令和３年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第15号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第16号議案　令和３年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第17号議案　令和３年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第18号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第19号議案　令和３年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第20号議案　令和３年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
甲第21号議案　令和３年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案　令和３年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案　令和３年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案　令和３年度沖縄県流域下水道事業会計予算
甲第25号議案　令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第15号）
甲第26号議案　令和２年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案　令和２年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案　令和２年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第29号議案　令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第

１号）

令和３年
第 １ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）

� 令和３年３月３日（水曜日）午前 10時１分開議
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甲第30号議案　令和２年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
甲第31号議案　令和２年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
甲第32号議案　令和２年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案　令和２年度沖縄県水道事業会計補正予算（第１号）
甲第34号議案　令和２年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県債権管理条例
乙第３号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正す�

�る条例
乙第５号議案　沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する�

�条例
乙第７号議案　特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
乙第８号議案　沖縄県公立大学法人評価委員会条例の一部を改正する条例
乙第９号議案　公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例
乙第10号議案　沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例
乙第11号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第12号議案　琉球歴史文化の日条例
乙第13号議案　沖縄県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例
乙第14号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
乙第15号議案　建築基準法施行条例の一部を改正する条例
乙第16号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第17号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
乙第18号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第19号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する��

条例
乙第20号議案　沖縄県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例
乙第21号議案　沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例の一部を改正する��

条例
乙第22号議案　工事請負契約について
乙第23号議案　工事請負契約について
乙第24号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第25号議案　財産の取得について
乙第26号議案　訴えの提起について
乙第27号議案　財産損傷事故に関する和解等について
乙第28号議案　交通事故に関する和解等について
乙第29号議案　交通事故に関する和解等について
乙第30号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第31号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第32号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第33号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第34号議案　指定管理者の指定について
乙第35号議案　包括外部監査契約の締結について
乙第36号議案　県道の路線の認定について
乙第37号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の設立について
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乙第38号議案　副知事の選任について
乙第39号議案　沖縄海区漁業調整委員会委員の任命について
乙第40号議案　専決処分の承認について
乙第41号議案　専決処分の承認について
乙第42号議案　専決処分の承認について
乙第43号議案　専決処分の承認について

　　　　　　
出　席　議　員（46名）

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

欠　席　議　員（２名）
11　番　　仲　里　全　孝　君 34　番　　呉　屋　　　宏　君

説明のため出席した者の職、氏名
知　　　　　　　　事　　玉　城　デニー　君
副　　　知　　　事　　富　川　盛　武　君
副　　　知　　　事　　謝　花　喜一郎　君
政　策　調　整　監　　島　袋　芳　敬　君
知　事　公　室　長　　金　城　　　賢　君
総　　務　　部　　長　　池　田　竹　州　君
企　　画　　部　　長　　宮　城　　　力　君
環　　境　　部　　長　　松　田　　　了　君
子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん
保��健��医��療��部��長　　大　城　玲　子　さん

農��林��水��産��部��長　　長　嶺　　　豊　君
商 �工 �労 �働 � 部 � 長　　嘉　数　　　登　君
文化観光スポーツ部長　　渡久地　一　浩　君
土��木��建��築��部��長　　上　原　国　定　君
企　　業　　局　　長　　棚　原　憲　実　君
病��院��事��業��局��長　　我那覇　　　仁　君
会� �計 � �管 � �理 � �者　　伊　川　秀　樹　君
知 　 事 　 � 公 　 � 室
秘 書 防 災 統 括 監　　平　敷　達　也　君

総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君
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教　　　育　　　長　　金　城　弘　昌　君
警　察　本　部　長　　日　下　真　一　君
労働委員会事務局長　　山　城　貴　子　さん

人事委員会事務局長　　大　城　直　人　君
代��表��監��査��委��員　　安慶名　　　均　君

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事　　務　　局　　長　　勝　連　盛　博　君
次　　　　　　　　長　　知　念　弘　光　君
議　　事　　課　　長　　平　良　　　潤　君

副 参 事 兼 課 長 補 佐　　佐久田　　　隆　君
主　　　　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　　　　査　　親富祖　　　満　君

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案から甲第34号議案まで
及び乙第１号議案から乙第43号議案までを議題とし、
質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対
する質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　金城　勉君。
　　　〔金城　勉君登壇〕
○金城　　勉君　おはようございます。
　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時２分休憩
　　　午前10時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○金城　　勉君　初めてのトップバッターを務めさ
せていただきます。
　新型コロナの感染拡大による緊急事態宣言が解除
されましたけれども、まだまだコロナとの闘いは続い
ております。県民の命を守るために日夜現場で奮闘す
る医療関係者をはじめ、エッセンシャルワーカーの皆
様方に敬意を表し、深く感謝を申し上げます。
　昨日、新型コロナワクチンが沖縄にも届きました。
いよいよこれから約１年をかけて順次接種をしてま
いります。一日も早いコロナの終息を願うものであり
ます。
　では、通告に従って質問をいたします。
　１、知事の政治姿勢。
　(1)、那覇軍港の浦添移設問題が争点になった浦添
市長選挙結果について、知事の認識を伺います。
　(2)、那覇軍港の浦添移設について、今後の進め方
を伺います。
　(3)、那覇軍港の先行返還要求の意図は何か伺います。
　(4)、知事は、県政運営方針で在日米軍専用施設の
50％以下を目指すとしましたが、その根拠は何か伺
います。

　２番、コロナ感染防止対策について。
　(3)、軽症者等の隔離施設確保の取組はどうか。
　(5)、発症前の陽性者を早期発見するための簡易検
査キットの活用はどうか。
　３、コロナ禍での経済対策について。
　(1)、飲食業など時短営業の協力金対象事業者以外
の卸売業や農水産物の生産者等のその他の業者、関係
者への支援について伺います。�
　(2)、ＧｏＴｏトラベルの一時停止による観光関連
産業への影響はどうか。雇用や売上げ、あるいはまた
赤字額等をどのように把握しているか伺います。
　(3)、バス、タクシー等交通関連業者への支援につ
いて伺います。
　(4)、おきなわ彩発見キャンペーン事業、ハピ・ト
ク沖縄クーポン事業の成果と今後の取組について伺
います。
　(5)、新型コロナによる県経済への影響について、
実態調査をすべきではないか伺います。
　(6)、文化芸術音楽関係者への支援策はどうか伺い
ます。
　(7)、コロナの影響で会社から休むように指示され
たのに休業手当を受けることができない労働者に対
し、国が直接休業前の賃金の８割を支給する休業支援
金の制度があります。申請期限が今月末に迫っており
ます。県内の利用状況と周知の取組はどうか伺います。
　(8)、沖縄観光産業の復活戦略を伺います。
　(9)、住居確保給付金の対象者の把握、制度の周知
がどうなっているか。
　４、次期沖縄振興計画について伺います。
　(1)、これまでの５次にわたる振興計画と次期振興
計画案の特徴的な違いは何か。
　(2)、全国最下位の県民所得の要因と次期振興計画
での対策を伺います。
　(3)、新たな振興計画（骨子案）に計画展望値の項
目があるが、どのように設定するか。
　(4)、沖縄振興予算の県内の循環率はどうか。
　(5)、経済的事情にかかわらず希望の持てる教育環
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境を次期振興計画にどのように位置づけるか伺います。
　５、教育福祉関連について。
　(1)、今年の１月、部活顧問の叱責を受けた高校生
が自ら命を絶ちました。原因究明と再発防止策につい
て伺います。�
　(2)、少人数学級の取組について伺います。
　(3)、夜間中学設置の取組について進捗状況を伺い
ます。
　(4)、中卒、高卒者の進路未決定者が多い。原因と
対策を伺います。
　(5)、小中学校の給食費無償化について検討すべき
ではないか伺います。
　(6)、県の給付型奨学金の対象を県外難関大学に加
えて県内大学も対象にすべきではないか伺います。
　(7)、こども医療費助成事業の取組について伺います。
　８、気候非常事態宣言の取組について伺います。
　９、選択的夫婦別姓について知事の認識を伺います。
男女共同参画社会を目指し、多様な生き方を尊重する
視点から考えれば、結婚に当たって、男女の姓を同一
にするか、別姓にするか、自由な選択を尊重すべきで
はないかと思いますが、いかがでしょうか。
　10、沖縄市及び中部地区関連について。
　(1)、沖縄アリーナ周辺の交通事情が大変懸念され
ております。県道85号線の基地側の歩道整備につい
て伺います。
　(2)、南インター周辺の基地返還の交渉をすべきだ
と思いますが、いかがでしょうか。
　(3)、中城湾新港地区における製造業の誘致実績、
製造品出荷額、雇用効果等の経済効果はどうか伺いま
す。
　次に、代表質問との関連について。
　我が公明党の上原議員のコロナワクチン接種の関連
で伺います。
　(1）、新型コロナワクチン接種について。
　ア、ワクチン接種の相談、問合せ等について、国、
県、市町村の役割はどうなっているか。医学的知見や
専門性が求められますが、対応する場所や人員の確保
など、体制構築はどうなっているか伺います。
　イ、国はコロナワクチン接種について、１億人以上
の国民が短期間で集中的に接種するため、ワクチン接
種記録システムの構築を目指しております。国、県、
市町村や医療機関等の密接な連携が不可欠と考えられ
ますが、県の対応を伺います。
　ウ、各自治体において、医療機関も含めてワクチン
接種体制構築に関わる費用について、支障を来さない
十分な予算の確保が重要でありますが、取組を伺いま

す。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　本日も真摯に答えてまいります。　
　金城勉議員の御質問にお答えいたします。
　気候非常事態宣言の取組についての８の (1)、気候
非常事態宣言の取組についてお答えいたします。
　人類の生存基盤に影響を及ぼすおそれのある気候変
動への対応は、全世界で取り組むべき喫緊の課題であ
り、ＳＤＧｓの取組の中でも重要な分野であると考え
ております。このようなことから、気候変動を食い止
めるための取組を県民一人一人が自分事として受け止
め、さらに一丸となって推進するため、気候非常事態
宣言を行うこととし、今年度末の宣言に向けて作業を
進めております。これまで、県内の学識経験者や関係
団体等に議論をいただくとともに、昨年12月から今
年１月にかけてはパブリックコメントを実施し、多数
の宣言に賛同する意見をいただいたところであります。
　沖縄県としましては、宣言を機に、より一層地球温
暖化対策を強化してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (1)、浦添市長選挙の結果に対する認識につ
いてお答えをいたします。
　今回の浦添市長選挙においては、松本市長が、国際
物流特区を生かした経済振興等を公約に掲げる一方
で、伊礼氏は、軍港移設に反対をすることを公約に掲
げていたものと承知しております。当選された松本市
長は、選挙の結果も踏まえ、自らの政治理念や様々な
住民の声を総合的に判断し、課題解決に向けて施策を
展開されるものと考えております。
　同じく１の (2)、那覇港湾施設移設の進め方につい
てお答えをいたします。
　那覇港湾施設の移設については、那覇港管理組合に
おいて、浦添埠頭地区における民港の港湾計画の方向
性を導き出した後に、移設協議会において、民港の形
状案が示されるものと考えており、これに対し代替施
設の配置案が示され、民港との整合性が確認されるこ
ととなると承知しております。その後、那覇港管理組
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合において、那覇港長期構想検討委員会、那覇港地方
港湾審議会、国の交通政策審議会の議を経て、港湾計
画の改訂となります。同計画の改訂後、日米合同委員
会において那覇港湾施設の位置や形状が合意されるも
のと承知しております。
　同じく１の (3)、那覇港湾施設の早期返還について
お答えをいたします。
　那覇港湾施設の返還時期については、平成25年に
公表された統合計画によると、那覇港湾施設の機能の
浦添埠頭地区への移設が行われ、返還のための必要な
手続の完了後、「2028年度又はその後」に返還が可能
とされており、明らかに長い期間を要することが見込
まれます。
　県としては、那覇港湾施設は、那覇港に隣接し、那
覇空港にも近く、産業振興の用地として極めて開発効
果の高い地域であり、同施設の返還は、基地負担の軽
減、跡地の有効利用による発展につながるものである
ことから、代替施設の提供に先立ち、早期の返還を求
めております。
　同じく１の (4)、在日米軍基地の50％以下を目指す
根拠についてお答えをいたします。
　国土面積の約0.6％の本県に米軍専用施設面積の約
70.3％が集中しており、応分の負担には依然として程
遠い状況にあります。このため、県は、沖縄21世紀ビ
ジョンにおいて基地のない平和で豊かな沖縄をあるべ
き県土の姿としながら、引き続き基地の整理縮小を進
めるとしていること、沖縄県議会においては、これま
で２度、在沖米海兵隊の撤退を図ることを全会一致で
決議していることなどを重く受け止め、日米両政府に
対して当面は在日米軍専用施設面積の50％以下を目
指すとする数値目標の設定を求めるものであり、この
要請を受けて日米両政府において具体的な返還計画を
検討・策定していただきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、コロナ感染防
止対策についての御質問の中の (3)、宿泊療養施設の
確保についてお答えいたします。
　県では、宿泊療養施設として那覇・南部地域及び宮
古地域に各２施設、北部地域及び八重山地域に各１施
設の合計６施設で440室を確保しております。施設運
営に必要な看護師等の確保に課題があるものの、今
後の感染拡大を見据え、必要な病床を確保するために
も、宿泊療養施設は不可欠であると考えております。
　県としては、引き続き市町村や関係団体と連携して

宿泊療養施設の確保に努めてまいります。
　同じく２の (5)、簡易検査キットについてお答えい
たします。
　簡易な抗原定性検査は、感度の問題から唾液検体や
無症状者に対する検査には用いることができません。
ただし、感染が拡大している地域の医療・介護施設に
おいて、職員や入院患者、入所者に対して幅広く検査
を実施する必要がある場合は、無症状者であっても、
医療従事者の管理下において鼻咽頭や鼻腔から検体を
採取することで使用が認められております。一方、検
疫所などで活用されている抗原定量検査は、迅速で比
較的感度が高いことから、無症状者であっても使用可
能ですが、専用の機器が必要であることや試薬のコス
トが高い等の課題があると認識しております。
　次に３、コロナ禍での経済対策についての御質問の
中の (2)、ＧｏＴｏトラベル事業の感染への影響につ
いてお答えいたします。
　県では、他県からの来訪者、県民の往来、県外陽性
者と県民の接触による感染を移入例として整理してお
ります。11月までは、移入例を原因とする感染は３％
程度でしたが、12月に入って首都圏をはじめとする
大都市での感染拡大に伴い移入例を原因とする感染が
約10％まで上昇しました。感染拡大地域との往来は、
本県の感染拡大の要因の一つであると考えております
が、ＧｏＴｏトラベル事業の影響について詳細に分析
することは困難であります。
　次に５、教育福祉関連についての御質問の中の (7)、
こども医療費助成事業についてお答えいたします。
　県は、現在、令和４年度からの通院対象年齢の中学
校卒業までの拡大に合わせ、可能な限り全市町村で現
物給付を実施していただけるよう市町村と協議を行っ
ているところであります。令和３年１月から対象とな
る市町村を個別に訪問するなどして県の考え方を説明
したところ、多くの市町村から御理解をいただけたも
のと考えております。
　次に11、我が党の代表質問との関連についての御
質問の中の (1) のア、ワクチン接種の相談等に対する
役割についてお答えいたします。
　国は、国民及び医療機関からのコロナワクチン施策
の在り方等に関する御意見・問合せへの対応、県は副
反応等の専門的な相談への対応、市町村は住民からの
ワクチンの接種場所、日時等の問合せ及び医療機関か
らの接種に関する問合せへの対応が役割になります。
このため、現在県では、相談センターの設置に向けて、
薬剤師会及び看護協会等の協力を得ながら、人員、場
所を含め体制構築を進めているところです。



─ 355 ─

　同じく11の (1) のイ、ワクチン接種記録システムに
係る県の対応についてお答えいたします。
　国においては、コロナワクチンの接種状況を迅速に
共有するためのワクチン接種記録システムを構築中で
あり、３月中旬に概要を示すとのことです。県では、
情報収集に努めながら、各市町村及び接種医療機関
が、同システムに円滑に対応できるよう、支援をして
まいります。
　同じく11の (1) のウ、ワクチン接種体制構築に係る
予算確保についてお答えいたします。
　ワクチン接種体制構築に係る費用については国が負
担することとされており、補助金として令和３年９月
までに県に約8700万円、市町村に総額約36億円が見
込まれております。引き続きワクチンの接種体制の整
備に係る費用に地方の負担が生じないよう、国の責任
において必要な財源措置を講じることを、２月27日
の全国知事会において緊急提言が行われたところでご
ざいます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　３、コロナ禍での経
済対策についての御質問の中の (1)、時短営業の協力
金対象事業者以外の卸売業への支援についてお答えい
たします。
　国が実施する緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支
援金につきましては、国の緊急事態宣言地域の飲食店
に直接または間接的に納入する県内卸売業についても
対象となり得ることとなったことから、国及び市町村
等と連携を図りながら、これらの事業者への周知及び
活用に向けた県独自の相談・サポート体制の整備に向
け調整を進めているところであります。また、県とし
ましては、最重要課題である事業継続と雇用維持のた
め、資金繰り支援の拡充や雇用調整助成金の上乗せ助
成の継続に加えて、回復期の出口戦略として、幅広い
業種で利用可能なハピ・トク沖縄クーポンの発行等を
当面の経済対策として実施してまいります。
　同じく３の (4)、ハピ・トク沖縄クーポンの成果と
今後の取組についてお答えいたします。
　ハピ・トク沖縄クーポンにつきましては、飲食店や
小売店のほか、旅行、宿泊施設、タクシー、給油所及
び理美容業など幅広い業種で利用されております。ま
た、県では、ＪＡ等と連携して、小規模離島での利用
を促進し、地域の需要喚起を図ってまいりました。クー
ポン券の販売実績については約９万6000冊、発行総
額は12億円を超え、予定の約８割となる見込みで、経

済活性化に一定程度貢献しているものと考えておりま
す。
　県としましては、引き続き域内需要喚起策を実施し
てまいります。
　同じく３の (7)、新型コロナウイルス感染症対応休
業支援金・給付金の実績等についてお答えいたします。
　沖縄労働局によると、２月26日現在で、休業支援
金・給付金の申請件数は１万3156件、支給決定件数
は１万283件となっております。県では、事業主向け
相談窓口等において、同制度の活用に向けた相談対応
を行うほか、新聞広告やチラシ等による周知等を行っ
ており、引き続き沖縄労働局と連携して同制度の活用
促進を図ってまいります。
　次に10、沖縄市及び中部地区関連についての御質
問の中の (3)、国際物流拠点産業集積地域うるま・沖
縄地区における製造業の誘致実績等についてお答えい
たします。
　国際物流拠点産業集積地域うるま・沖縄地区におけ
る誘致実績については、特区制度等の活用により、高
度な技術を持つ先端医療・バイオ関連企業や、半導体・
電子部品製造関連企業など、高付加価値製品を製造す
る企業の集積が着実に進んでおります。同地区におい
ては、現在、製造業関連の企業が73社立地しており、
令和２年１月１日現在の雇用者数は1029人、令和元
年の製造品搬出額は約161億円となっております。沖
縄振興計画の基準年の平成23年と比較しますと、企
業数及び雇用者数は約2.2倍、製造品搬出額において
は約2.7倍となっており、貿易の振興及び雇用の創出
が図られております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　３、コロナ禍での経
済対策についての御質問の中の (1)、新型コロナウイ
ルス感染症拡大に伴う生産者への支援についてお答え
します。
　本県の農林水産業においては、新型コロナウイルス
感染症拡大に伴う、往来の自粛による航空便の減少、
飲食業の時短要請やイベント自粛等による需要の減少
により、花卉類や畜産物、水産物等の消費や価格面な
ど様々な影響が生じております。このため、冬春期の
出荷最盛期を迎える生産者等への支援策として、県外
出荷支援のための航空物流確保対策や、県産農林水産
物の学校給食への食材提供等を行うこととしており、
所要額を令和３年度当初予算で計上したところであり
ます。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　初めに３、
コロナ禍での経済対策についての (2)、ＧｏＴｏトラ
ベル事業の評価、観光関連産業への影響についてお答
えいたします。
　国は、ＧｏＴｏトラベル事業の都道府県別の利用実
績については、現時点では集計中として公表していな
いことから、把握は困難な状況です。一方で同事業を
開始した７月以降、９月の連休や10月に東京都が対
象地域に追加されたことで往来が徐々に回復してい
たことから、県では同事業は一定の効果があったと考
えており、一時停止による観光関連産業への影響は非
常に大きいものと認識しております。
　同じく３の (4)、おきなわ彩発見キャンペーン事業
の成果と今後の取組についてお答えいたします。
　本事業は、第１弾と第２弾を合わせて、補助金６億
5000万円の94％を執行し、約４万件、10万5000人
泊の利用実績となっており、域内需要の喚起による観
光関連事業者への支援につながったものと考えてお
ります。今後につきましては、十分な感染防止対策を
徹底した上で、今月10日よりおきなわ彩発見キャン
ペーン事業第３弾を実施してまいります。
　同じく３の (6)、文化芸術音楽関連事業者への支援
についてお答えいたします。
　県では、文化芸術関係者向けの各種支援策に係る案
内窓口の設置や、感染症対策を含めたコンテンツ配信
に係る機材の経費等、新しい生活様式に対応した取組
への支援策を講じているところであり、これまで多く
の問合せをいただくなど、ニーズを捉えた事業が展開
できているものと考えております。また、現在、これ
ら事業の継続支援や、配信等を広く県内外へ発信する
ためのまとめサイトを開設しております。今後も、関
係団体等と意見交換を行いながら必要な施策につい
て検討してまいります。
　同じく３の (8)、沖縄観光の復活戦略についてお答
えいたします。
　ウイズコロナ時代においては、安全・安心で快適な
島沖縄を構築した上で、沖縄の豊かな自然環境や独自
の歴史、文化等のソフトパワーを最大限発揮し、年間
を通した観光客数の平準化や滞在日数の延伸、観光消
費額の増加等、質の向上も図ることが必要だと考えて
おります。
　県としましては、ワーケーションの誘致や離島への
周遊型観光の促進、国内富裕層やコロナ終息後を見据

えた欧米系外国客の誘客に積極的に取り組むことに
より、観光需要の回復を図ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　３、コロナ禍での経済対
策についての (3)、バス、タクシー等への支援につい
てお答えいたします。
　県では、公共交通機関の持続的な感染防止対策の定
着を支援するため、令和２年６月補正予算において奨
励金を計上し、バスやタクシー等の公共交通事業者約
1300社に約３億2000万円を支給し、感染防止対策を
支援いたしました。公共交通は地域住民の日常生活
の足であり、今後も安定的な運行継続が重要でありま
す。路線バスやタクシー等の公共交通の維持確保に必
要な財政支援等について国に求めるとともに、県とし
てどのような支援ができるか引き続き検討してまい
ります。
　同じく３の (5)、新型コロナの経済への影響の実態
調査についてお答えいたします。
　県では、各産業を所管する部局において様々な関係
団体からの聞き取り等により、新型コロナウイルス感
染症の影響について実態把握に努めているほか、毎月
公表される各種統計データやシンクタンクのレポー
ト等も参考に、県経済全体への影響を確認していると
ころです。新型コロナウイルス感染症の影響は社会経
済の幅広い分野に及んでいることから、引き続き国や
市町村、業界団体等と情報共有を進めながら実態の把
握に取り組んでまいります。
　次に４、次期沖縄振興計画の進捗についての (1)、
新たな振興計画（骨子案）の特徴についてお答えいた
します。
　新たな振興計画（骨子案）の主な特徴としては、
現行計画の柱である強くしなやかな自立型経済と優
しい社会の２つの基軸に、沖縄らしいＳＤＧｓを取り
入れ、新たに環境の枠組みを加えたことが挙げられま
す。沖縄振興に係る様々な取組に、県民一人一人をは
じめとする社会全体が参画することで、社会・経済・
環境の３つの側面が調和した持続可能な沖縄の発展
と誰一人取り残さない社会を目指していくことが可
能になると考えております。
　同じく４の (2)、県民所得の最下位の要因と対策に
ついてお答えいたします。
　本県の１人当たり県民所得が伸び悩む要因として
は、労働集約型の第３次産業に非正規雇用者が多いこ
とや、県内産業の労働生産性や経営基盤の弱さ等に起
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因した構造的な課題があると認識しております。
　県としては、新たな振興計画の骨子案において、デ
ジタルトランスフォーメーションの推進等による生産
性の向上、経営基盤の強化、企業間・産業間の連携に
よる経済循環の向上に取り組むこととしており、企業
の稼ぐ力を強化することで、県民所得の着実な向上に
つなげていきたいと考えております。
　同じく４の (3)、計画展望値の設定についてお答え
いたします。
　新たな振興計画の展望値は、将来像実現のために実
施される諸施策・事業の成果等を前提に、社会経済の
状況を予測する見通し値としての性格を有しておりま
す。今後、計画に位置づける具体的取組や達成水準が
明確になった段階で、人口予測や観光収入、完全失業
率など経済モデルに反映させ、有識者の意見も踏まえ
つつ、10年後の県内総生産や１人当たり県民所得を
推計していくこととしております。
　同じく４の (4)、沖縄振興予算の県内循環率につい
てお答えいたします。
　国の地域経済分析システムＲＥＳＡＳによると、本
県の地域経済循環率は78.8％で、都道府県の中では
44位となっております。地域経済循環率は、県民経
済計算などの統計データを基に算出されているため、
沖縄振興予算に絞って経済循環率を算出することは困
難と考えております。
　県としては、新たな沖縄振興計画の骨子案において
経済循環の向上を盛り込んでおり、県民や企業の所
得、資本が可能な限り県内で循環する経済の構築を目
指してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　３、コロ
ナ禍での経済対策についての御質問の中の (9)、住居
確保給付金の制度周知等についてお答えいたします。
　県では、生活困窮者住居確保給付金の支給対象拡大
や支給期間の延長等の制度周知を図るため、県広報誌
やホームページへの掲載と併せて、所管する町村での
周知用チラシの各戸配布を行ってきたところです。１
月末現在の支給実績は、速報値で新規支給決定件数が
昨年度の約25倍となる3021件、支給決定額が昨年度
の約38倍となる約５億3449万円となっております。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、制度
周知も含め適切な支援ができるよう取り組んでまいり
ます。
　次に９、選択的夫婦別姓についての御質問の中の

(1)、選択的夫婦別姓制度についてお答えいたします。
　現行制度においては、結婚に際して女性が氏を改め
ることが圧倒的に多い状況であります。社会制度や
慣行の中には、性別による固定的役割分担意識を前提
とするものが多く残されており、このことが多様な生
き方の選択を妨げている場合があると認識しておりま
す。国の第５次男女共同参画基本計画の策定に当たっ
ては、選択的夫婦別姓についても様々な意見が出され
たところであり、その導入については、全国的な調査
や司法の判断なども踏まえ、国民的議論がなされてい
くものであると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　おはようございます。
　４、次期沖縄振興計画の進捗についての御質問の中
の (5)、経済的事情にかかわらず希望の持てる教育環
境についてお答えします。
　経済的事情によって児童生徒が教育を受ける機会が
損なわれないよう、教育に係る様々な負担の軽減を図
ることは重要であると考えております。このため、就
学援助制度や奨学のための給付金事業による支援のほ
か、県単独事業の給付型奨学金や、バス通学費無償化
の実施等、教育に係る負担軽減に努めております。県
教育委員会では、引き続き教育に係る様々な負担の軽
減を図るなど、教育環境の整備を図ってまいりたいと
考えております。
　次に５、教育福祉関連についての御質問の中の (1)、
高校生の自殺事案についてお答えします。
　県立高校２年生の男子生徒が自ら命を絶ってしまっ
たことは、誠に痛ましく、痛恨の極みであります。生
徒の御冥福をお祈りするとともに、御遺族の皆様に、
心よりお悔やみを申し上げます。
　事案発生後、学校においては、その背景を明らかに
するため、職員やクラスの生徒及び部顧問や部員を対
象に基本調査を行ってまいりました。その調査で、
背景に部活動との関係がうかがわれたことから、県教
育委員会としましては、さらなる調査が必要であると
判断し、弁護士と公認心理師から構成される第三者調
査チームによる詳細調査を進めているところでありま
す。今後の詳細調査を踏まえ、このような痛ましい事
案が繰り返されないよう、学校のみならず、家庭、地
域社会、関係機関と連携した再発防止策に努めてまい
ります。
　同じく (2)、少人数学級についてお答えします。
　県教育委員会では、これまで小学校１年生及び２年
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生で30人学級、小学校３年生から中学校１年生で35
人学級を実施してまいりました。令和３年度から、中
学校２年生及び３年生に35人学級を拡大し、小中学
校全学年で少人数学級が実現することにより、学校教
育の充実に努めてまいります。
　同じく (3)、夜間中学設置の取組についてお答えい
たします。
　県教育委員会では、夜間中学について、通学の利便
性の観点から市町村に対し、設置検討を依頼している
ところであり、現在、那覇市がワーキングチームを設
置し、検討を行っている状況であります。これらの状
況を踏まえ、県では８月に那覇市と、１月には那覇教
育事務所管轄の自治体との情報交換会を開催するとと
もに、庁内でも情報共有を図っているところです。引
き続き市町村での検討を促していくとともに、その取
組状況を踏まえつつ、今後の対応を検討していくこと
としております。
　同じく (4)、中卒、高卒者の進路未決定者について
お答えします。
　本県の進路未決定者の割合は、平成27年度と令和
元年度を比較すると、中卒者では1.1ポイント減の
1.4％、高卒者でも１ポイント減の12.1％と改善傾向
にあるものの、全国との比較において高い状況にあり
ます。その背景として、目的意識を持った学習への取
組の弱さ、学力の未定着、進路決定の遅さ、経済的な
要因などが考えられ、学力向上及びキャリア教育の充
実を図っているところです。
　県教育委員会としましては、今後、進路未決定者に
ついて丁寧な現状把握を行い、関係機関と連携しなが
らよりきめ細かな支援に努めてまいります。
　同じく (5)、給食費の無償化についてお答えいたし
ます。
　学校給食費につきましては、学校給食法により、食
材費等は保護者が負担することとなっております。こ
うした中、県内において27の市町村が給食費の全額
または一部助成を行っております。また、経済的に困
窮している児童生徒には、生活保護や就学援助による
支援が行われております。
　県教育委員会としましては、市町村も含めた関係機
関と連携し、他県の状況も注視しながら検討していく
必要があると考えております。
　同じく (6)、給付型奨学金の拡充についてお答えい
たします。
　県の給付型奨学金は、能力があるにもかかわらず経
済的な理由で県外難関大学等への進学が困難な生徒
を支援し、グローバル社会において活躍していく人材

育成を目的として実施しております。今年度から実施
されている国の修学支援新制度においては、県内大学
等への進学者も含め、給付型奨学金のほか授業料減免
等、より手厚い支援となっております。
　県の給付型奨学金の拡充については、国の支援制度
による状況等を注視しながら検討してまいりたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　10、沖縄市及び中部
地区関連についての御質問のうち (1)、沖縄環状線の
歩道整備についてお答えいたします。
　沖縄環状線の歩道整備については、沖縄市コザ運動
公園周辺において、500メートルの歩道未整備区間が
あります。当区間については、米軍区域内での整備と
なることから、工事着手への協力を求め、毎年度、沖
縄防衛局及び米軍等へ共同使用の要請を行っていると
ころであります。
　県としては、引き続き沖縄防衛局等と工事着手に向
けた協議を進めていきたいと考えております。
　次に10の (2)、アリーナへの交通アクセス整備につ
いてお答えいたします。
　沖縄市多目的アリーナ建設地に近接している沖縄自
動車道の沖縄南インターチェンジの接続交差点につい
ては、沖縄地方渋滞対策推進協議会において主要渋滞
箇所として選定されております。県では、渋滞ボトル
ネック対策として、県道における右折帯の延長及び２
車線化を行ったところであります。また、ＮＥＸＣＯ
西日本において、沖縄南インターチェンジ内の右折２
車線化について、既に工事を発注しているとのことで
あります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　御答弁、どうもありがとうございま
した。
　まず再質問の最初で、知事の政治姿勢の那覇軍港の
浦添移設に関する質問を行います。
　玉城知事は、この件で浦添市、浦添市長を訪問した
ことはありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この件に何か特化して訪問
したということはありません。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　なぜ訪問しないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
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○知事（玉城デニー君）　特段訪問させていただく理
由がないからだと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　びっくりするような答弁ですね。
　この那覇軍港の浦添移設については、県の全体的な
視点から、あるいは那覇の視点から、今回臨空・臨港
型のそういう次期振興計画への位置づけとか、様々な
形で那覇軍港の返還というものは求められているわ
けで、そして県全体の視点から浦添のほうに移設をす
ると。そうであるならば、浦添は県に協力する形で受
け入れましょうということで、松本市長も今回苦渋の
決断として、県と那覇市と歩調を合わせるように受入
れを表明したわけであります。協力してもらうという
立場じゃないんですか知事。そういう視点から考えれ
ば、当然浦添市長を訪ねて、協力を求めて一緒に事業
を進めていくという、こういう順序が必要じゃないで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、これ
は沖縄県、那覇市、浦添市、３母体が一体となって取
り組んでいかなくてはならないという意味において
は、議員のおっしゃるとおりお互いが協力関係を築い
ていきましょうということの方向性は、一にしている
ところだというように思います。
　なお、浦添市長から面談の申入れがあり、県議会、
市議会の日程等を勘案しながら、今現在、その意見交
換の場をセッティングする用意をさせていただいてお
ります。そこでも様々な意見が交わされるものと思い
ますので、そのような場も活用しながら、お互いの意
思の疎通はしっかりと図っていきたいというように考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　私は順序が逆だと思います。浦添
市長がこれまでも翁長知事の時代から、再三会見を求
めながら、浦添移設についての意見交換をしたいと。
玉城知事についても、そういう要請をしているけれど
も、なかなかスムーズに日程の調整がつかないという
ふうに聞いております。これはやはり知事が積極的
に、むしろ浦添市長に、那覇市長に呼びかけて、そし
てこの事業を進めるために一緒に協力しようと、協力
をお願いしますと言うべきではないんですか。知事は
その辺の、なぜそういう視点を配慮しないのかという
ことについて、与党の皆さん方が多くこの事業につい
て反対の立場であると、そういうことが結局知事の判
断行動を鈍らせて、そしてこの事業そのものを遅らせ
てそういう状況に至っているのではないかと思うんで

すがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今那覇港湾施設の移設を伴
う那覇港の浦添埠頭地区における民港の港湾計画につ
いては、浦添ふ頭地区調整検討会議で鋭意協議が進め
られておりますので、特に協議が遅滞しているという
ことはないと認識しております。
　また、議員御指摘のような私の政治的な判断におい
て様々な方々からの御意見、これは与野党問わず、政
党を問わず、御意見を頂戴いたします。そういう御意
見も参考にして判断をすることはございますが、ある
一定の、何か偏ったそのような判断でおもねっている
ようなところはないというように申し上げておきたい
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　そうあっていただきたいですね。し
かし、これまでの知事の浦添市との関係においては、
そう疑わざるを得ない。そういう状況があります。
　次に、浦添軍港の先行返還要求について知事自らの
御説明をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども知事公室長から答
弁をさせていただきました。繰り返しになりますが、
那覇港湾施設の返還時期については、平成25年に公
表された統合計画によると、那覇港湾施設の機能の浦
添埠頭地区への移設が行われ、返還のための必要な手
続の完了後、2028年度またはその後に返還が可能と
されており、明らかに長い期間を要することが見込ま
れております。
　県としては、那覇港湾施設は那覇港に隣接し、那覇
空港にも近く、産業振興の用地として極めて開発効果
の高い地域であり、同施設の返還は基地負担の軽減、
跡地の有効利用による発展につながるものであること
から、代替施設の提供に先立ち、早期の返還を求めて
いるものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　この件についても、昨日、おととい
も議論があったんですけれども、那覇市やあるいはま
た地主の皆さん方との協議、話合いというのは非常に
重要だと答弁の各所で述べておりますけれども、この
件については、那覇市や地主会の皆さん方との意見交
換というのはなさいましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　特段の話合いをしたという
ことはございません。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
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○金城　　勉君　だから一貫性がないんですよ。言っ
ていることと、やっていることが違う。この件につい
ても、やはり私は、玉城知事の置かれた政治的な立場
がそうさせているのではないかという懸念を持って
おります。やはり与党の皆さんの多数が反対をしてい
る。そういう中で、積極的に浦添移設を進めようとい
うそういう状況にない。だから先行返還を要求して、
ある意味でのパフォーマンスをやっているのではない
かと。そういう気乗りしないことに対しての自分自身
への批判をかわすための思いつきの提言じゃないです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時57分休憩
　　　午前10時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　ただいまの議員の御質問に
対しては、繰り返しになりますが、那覇港湾施設は那
覇港に隣接し、那覇空港にも近く、産業振興の用地と
して極めて開発効果の高い地域であり、代替施設の提
供に先立ち、早期の返還を求めているということを答
弁させていただきました。なお、翁長前知事は、那覇
市長時代に市議会において、移設条件にとらわれずに
早期返還を実現してほしいとの考えを持っているとも
答弁しているものと承知をしておりますので、早期の
返還の実現は、これまでにも議会でも議論をされてき
ているものというように認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　早期の返還を求めるのは私も一緒で
すけれども、その手順、手続が非常に恣意的に感じます。
　次に行きます。
　ＧｏＴｏトラベル事業についてですけれども、同事
業はコロナウイルスの感染との関係で非常に難しい状
況にありました。県内の観光業者の皆さん方との意見
交換の場でも声が出たんですけれども、ＧｏＴｏトラ
ベルによる沖縄観光産業の皆さん方のそういう体制
で、ほとんど防御できていると。ほとんど感染者は出
ていないという報告、声がありました。ですからこれ
からそういうコロナを落ち着けて、ワクチン接種も進
んでいきますし、そういう中でＧｏＴｏトラベルの再
開というものをどのようなタイミングでどのように国
に要請しようと考えているかお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　議員御指
摘のとおり、ＧｏＴｏトラベル事業というのは非常に
観光業界の方々からも効果的な事業であるということ

で、評判が高いものと認識しております。
　県では、ＧｏＴｏトラベル事業の再開に向けまし
て、全国知事会が２月27日にまとめました今後の新型
コロナウイルス感染症対策についての緊急提言におい
て、地域の実情を踏まえ、感染が落ち着いている地域
の宿泊施設をその地域の住民が利用する場合に限って
再開するなど、感染状況に応じて適切に運用するよう、
全国の知事の総意として―沖縄県も含めて、国に求
めたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　大事なことは、第３波までこうして
起こってしまったんですけれども、この第３波はやは
り年末年始にかぶさったとか、あるいはまた去年の７
月、８月にかぶさったとか、重要な場面でこういう感
染とＧｏＴｏの事業が重なってしまって、非常に効果
がありながらそれが発揮できなかったという経緯があ
りますので、特に業界の皆さん方が心配しているのは、
ゴールデンウイーク前後にこういうことがまた起こら
ないようにということがあるんですけれども、知事、
その辺の認識、そして取組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　繰り返し
になりますけれども、ＧｏＴｏトラベル事業というの
が観光に与える影響は大変大きいものがございます。
一方で議員御指摘のとおり、それが感染拡大している
期間、停止になった場合の影響というものも逆に大き
なものがあると思います。そのため県では、ＧｏＴｏ
が停止になっている間も、なるべく旅行需要の喚起策
を続けるということで、県独自の取組としておきなわ
彩発見キャンペーンをこれまで２度実施させていただ
いております。その第３弾ということで、今月の10日
からまた再開させていただきまして、先ほども申し上
げましたとおり、空白期間というものをつくらずに、
観光需要の喚起策を打ってＧｏＴｏトラベルの次期再
開に向けて、うまくつなげていきたいと考えていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　ぜひ、ＧｏＴｏトラベル、大いに期
待されておりまして、県が予定している彩発見キャン
ペーンとかハピ・トククーポン券とかあるんですけれ
ども、業界の皆さん方からすると規模が小さ過ぎて経
済効果としては非常に限定的だという声がありますの
で、そういう意味でもＧｏＴｏというのは非常に期待
されている事業ですからよろしくお願いをいたします。
　次に、次期振興計画に関わることで、教育長から御
答弁いただきましたが、経済的事情にかかわらず、希
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望の持てる教育環境の整備ということを聞いたんです
けれども、これはむしろ教育長というよりも次期振興
計画の中に人材育成というものがいかに重要である
か。経済振興や様々なそういう施策は当然ですけれど
も、特に次の振興計画においては人づくり、人材育成、
そのための様々な施策を思い切り、大胆に展開すると。
そのことによって沖縄の、人材立県沖縄というそうい
う指標を求めるべきではないかと思うのですけれども
いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画の骨子案
においては、将来像、多様な能力を発揮し、未来を開
く島を目指して、その中でライフステージに応じて５
つの基本施策を掲げております。地域を尊び、郷土へ
の愛着と誇りを持つ健全な青少年の育成、「生きる力」
を育む学校教育の充実、「働く力」を引き出し、伸ば
す人材育成の推進、生涯を通じて学びと生きがいを支
える環境づくり、離島地域の教育環境の充実とコミュ
ニティーを支える多様な人材の育成・確保を掲げてい
るところでございます。新たな振興計画……
○金城　　勉君　簡潔にお願いします。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画の中にあっ
ても、人材育成に力を尽くしてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　残り時間、たくさんあるのに。
　知事、沖縄アリーナが３月28日に落成式を迎えま
す。アリーナは行ったことありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　いいえ。行きたいと思って
おりますが、まだ中は見たことがありません。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　自分の地元にできる、沖縄一のア
リーナ。しかもキングスという大きな全国的にも注目
を集めているホームタウン。そしていかに沖縄の観光
にも経済にも大きな波及効果をもたらすか、大きな期
待がかけられているものを知事がまだ見たこともない
というんじゃ情けないですよ。沖縄市長と連携を取っ
て、その振興のために一緒に協力する。お気持ちはど
うですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　頑張ってまいります。
○金城　　勉君　ため息が出る。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　すみません。まさか自民党の皆さん
から応援いただくとは。ありがとうございます。

　議長、すみません。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時６分休憩
　　　午前11時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○當間　盛夫君　皆さん、こんにちは。
　知事、まず基地問題のほうからです。50％削減と
いうようなお話もいろいろとあるんですが、まず翁長
県政、そしてまた玉城県政においての米軍の訓練、事
件・事故は軽減されているというふうに考えるのか、
それとも増加しているというふうに考えるのか。まず
それから御答弁いただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　まず、米軍の訓練については、提供施設内で行われ
ている実弾射撃演習などのほか、訓練水域・空域にお
いて実施されていると承知しておりますが、そういっ
たところにおける訓練について詳細が明らかとなって
いないため、その増減について把握することは困難で
あります。一方で、刑法犯における検挙件数について
は、県警の公表資料によりますと、翁長知事就任前の
平成21年から平成26年までの６年間で278件となっ
ており、これに対し、就任後の平成27年から令和２年
までの６年間では207件ということで減少しておりま
す。また、県の把握している米軍の訓練・演習等に関
する事故の件数につきましては、平成21年から平成
26年までの６年間で306件であるのに対し、平成27
年から令和２年までの６年間は288件となっており、
減少している状況でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　なかなか僕らの認識、最近のパラ
シュートの分だったりだとか、いろんな絡みからする
と減少しているようには感じないわけですね。皆さん
もそれを感じないからこそ、基地撤去ということの方
向性を持ってやっているんだと思っておりますので、
その認識的なものがちょっと違うなというふうにも
思うんですが、次に、知事の所信表明で米軍専用施設
50％は、県外移設ということを考えられているのか。
そしてまた、答弁にはこれまでの質疑でもないんです
が、どのような施設を想定されているのかお伺いいた
します。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　ＳＡＣＯ最終報告における在沖米軍基地の整理縮小
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や統合計画に基づく嘉手納飛行場より南の施設の返
還につきましては、その機能が沖縄県内に移設される
ことが条件となっていることから、様々な問題が発生
していると承知しております。このため、今後、在沖
米軍基地の整理縮小を検討するに当たっては、県外・
国外への移設を前提とする必要があると考えており
ます。また、県民の目に見える形で米軍基地の整理縮
小を図るためには、日米間で具体的な数値目標を設定
し、積極的に協議する必要があると考えていることか
ら、当面は50％以下を目指すという数値目標の設定
を求めるものであり、この要請を受けて日米両政府に
おいて具体的な返還計画を検討・策定していただきた
いと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　議長、すみません。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時10分休憩
　　　午前11時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県外・国外含めて、両方求めてまいりたいというふ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　これ50％、数字のマジックみたい
なものがあって、国外になってくると全体的なものが
減少するわけですよね、その分では。減少するから減
らないわけですよ。70％というのは、その分は。と
ころが、皆さんが言う50％ということであれば、例
えば、県内、国内。国内の他の施設、自衛隊施設にな
るとまた一時使用になってあれなんだろうけど、新し
く造らない限り、全体が減らないわけですよ。沖縄の
その専用施設、米軍の専用施設が減るということは、
全体も減るのでその分では。この70％という数字は
変わらなくなってくるわけです。この辺の数字的なマ
ジックはどう考えますか。マジックと言っていいのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時11分休憩
　　　午前11時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　議員のおっしゃりたいこ
ともイメージできるんですが、県が今考えているもの
をちょっと丸く説明いたしますと、例えば全国は今、
専用施設8000ヘクタールあるとします。沖縄県、

１万8000ヘクタールとします。１万ヘクタール―
8000にするために沖縄県の専用施設を１万減らす必
要がある、8000と8000ですね。じゃこの１万がその
ままオンすると逆に変わってしまいますけれども、
１万のものを共同使用という形にしてもらえれば、ま
た国外にやれば、専用施設の面積は変わらずに8000
対8000になる。そういうようなイメージで考えてい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　僕は、だからこういう形で皆さんが
今度の米軍専用施設の50％と言うから、いろんな捉
えられ方がありますよということになるわけですよ。
皆さん、万国津梁会議で、例えば、県内ではないんで
しょうけど、県外の自衛隊施設にというような提言も
あるわけですよ。そうなってくると、これは一時使用
とかが増えてくる。その分での米軍専用は減る、減る
んだけど沖縄の分のものに。だからその辺は、僕はデ
ニー知事が言われるように、50年だから50％という
ようなやゆされないような数値的なものに関しては、
僕は慎重であるべきだというふうに思っているんで
すが、デニー知事、そこら辺はどうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　例えば、県議会でも議決さ
れている米海兵隊が撤退すればその数値は40％台に
なるということは、議員御承知のことと思います。で
すから、この当面50％を目指すということは、日米間
においてさらなる基地の整理縮小を―先ほど副知
事からも答弁がありましたように、共同使用をするな
ど、県民が求めているもの、あるいは市町村が望んで
いるもの、そういうことも含めて日米間で話し合い、
そこに沖縄の意見を組み入れていって、その目標値を
50％以下ということで決めておいて、それで努力を
していってほしい。それに沖縄も加わって議論をさせ
ていただきたいということの私どもの提案となって
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　知事、そういう分であるんであれ
ば、僕は辺野古だとかシュワブのその分での自衛隊の
水陸の訓練を皆さんがどうこう言うんではなくて、
自衛隊をそういう米軍専用施設で、自衛隊と共同使用
させたらいいじゃないですか。そういう方向性になっ
てくると、米軍の専用施設なんてがんと減ってきます
よ。そういったものだから。そういったことも踏ま
えながら皆さん今後、沖縄の基地負担の軽減だとか返
還だとかいう方法というのは、日米両政府に任せるん
じゃなくて、やはり沖縄もしっかりと提案をしていく
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ということが必要になるというふうにも思っておりま
すので、よろしくお願いいたします。
　次に、我が党関連に関してですが、我々の大城憲幸
議員のほうからありました、コロナ対策についてなん
ですが、知事、しっかり沖縄の観光を守る、一生懸命
全力で取り組むというふうな答弁をされております。
しかし、中身的な分がこの補正予算、そしてまた令和
３年の予算に具体的にどのような支援があるのかとい
うこともお聞きしたいと思っていますし、沖縄のリー
ディング産業である観光収入が大きく減少していると
いうことで、量から質という話も知事からあります。
そういったことの話の中で、何で北海道や長崎は具体
的な支援を出しているのに、沖縄の支援策というのは
業界の皆さんから落胆の声が聞こえるのか。その辺
の、知事、ちょっと具体策を示してもらえますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　具体策と
いうことでございましたので、今年度の補正予算とそ
れから次年度どういった予算を計上する予定かという
ところについて述べさせていただきたいと思います。
　まず今年度の補正予算でございますけれども、10
万円の奨励金を給付する安全・安心な島づくり応援プ
ロジェクトをはじめといたしまして、おきなわ彩発見
キャンペーン事業ですとか、家族でＳｔａｙ�Ｈｏｔ
ｅｌ事業等を実施いたしました。それから今月の10
日から、おきなわ彩発見キャンペーン事業の第３弾を
実施してまいります。加えまして、２月の補正予算で、
県内の観光体験商品の利用促進のためのおきなわ観光
体験支援事業を計上しております。さらに、国の雇用
調整助成金への県分の上乗せを行います沖縄県雇用継
続助成金の支給、それから県単融資事業によりまして
観光関連産業への支援を行っております。それから、
国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金につい
て、今月の８日から受付を開始するということになっ
ております。
　３年度、次年度の当初予算でございますけれども、
国内誘客のための国内需要安定化事業、それから沖縄
ワーケーション促進事業、修学旅行緊急時支援事業、
そして感染症対策といたしましては、ホストタウン等
新型コロナウイルス感染症対策事業や安全・安心な沖
縄観光受入対策構築実証事業、それから旅行者検査実
施支援事業など、こういった予算を観光振興予算とし
て確保しまして、国内需要の回復に向けて取り組んで
まいりたいと思います。
　県としましては、引き続き国や関係機関と連携しな
がら、感染状況のフェーズに応じた適切な支援策を講

じてまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　知事、第５次県観光振興基本計画改
定版で、目標額を１兆1000、1200万人、１人当たり
の消費を９万3000円という分でやったわけですよね。
その中で量から質へと、今度のこのコロナを受けて皆
さん変えたわけですよ。これ部長答えないからあれだ
けど、皆さん改定したこの振興基本計画というのは、
これは諦めた、捨てた、どちらなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　現在、議
員御指摘の第５次の観光振興基本計画に基づいてロー
ドマップ等も立てながら、それに即した形で今実施を
しているところでございます。ただ一方で、特に今般
のウイズコロナが出ましたので、必ずしも今までのと
おり量というものに軸足を置いてやっていた観光振興
策から、質への転換といいましてもこれは全く量を追
い求めないということではなくして、どちらかという
と質のほうに軸足を移したというバランスの問題でご
ざいます。そういった形で量よりも質を重視すると
いったような施策に転換するということで、今現在第
６次、次期の観光振興基本計画の策定作業にアドバイ
ザリー会議の中で議論を重ねていただきながら、策定
に向けて取り組んでいるところでございます。今年度
中に骨子案を策定したいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　僕は、この第５次の基本方向で目指
す将来像ということで、将来像は世界水準の観光リ
ゾート地であるわけですよね。量から質ってないわけ
です。これでまた、重要な達成イメージの観光産業の
視点ということで、「観光産業は、安定的に観光収入
を得ていて、県経済を牽引する存在であり、誇りと責
任ある産業体を形成している。」という将来像を持っ
ているんですけど、今度の皆さん、このコロナ対策の
中で観光産業どういう状況になっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　このコロ
ナ禍の中にありまして、４月から何回か観光業界の
方々と意見交換をさせていただいております。特にこ
の緊急事態宣言下の中では、第３波の中でかなり観光
業界からは厳しいと、大変厳しいといったような声を
受けておりまして、大変重く受け止めているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　皆さんから頂いた資料で、これまで
の支援額ということで、文化観光部のほうで35億、
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おきなわ彩発見の直接効果で10億はあるでしょうと。
商工部のものを加えると131億というような数字を出
してもらっているんですけど、部長、これまでの支援
でいう観光産業、守れると考えられていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　沖縄県としては、今議員おっしゃいました、おきな
わ彩発見キャンペーン事業をはじめ、県独自の取組も
いろいろさせていただいております。ただそこは県の
役割としてできるところをしっかりと取り組むとい
うところでございまして、やはり観光需要の喚起策と
いうことで言いますと、国のＧｏＴｏトラベルという
のが一つの大きな柱になってまいります。それとうま
く連動させながら、先ほど申し上げましたけれども、
ＧｏＴｏを柱にしながら、しかしながら一時停止でい
かんともし難い状況にあるときに、沖縄のその彩発見
キャンペーンですとか、あるいはバス事業といったよ
うなことをうまく組み合わせることで、沖縄県全体の
観光需要の回復につなげていくといったことにしっか
りと取り組む姿勢でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　じゃ次もコロナ対策のもので、沖縄
経済を回復させるためのＧｏＴｏキャンペーンの早期
再開の具体策をお伺いしたいということで、危機的状
況にある沖縄経済を回復させるためのということです
ので、具体策聞かせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　あえて申
し上げることでもないとは思いますけれども、ＧｏＴ
ｏキャンペーンは国の事業でございます。その早期再
開というところでございますが、その再開について全
国知事会が２月27日にまとめました今後の新型コロ
ナウイルス感染症対策についての緊急提言におきまし
て、地域の実情を踏まえ、感染が落ち着いている地域
の宿泊施設をその地域の住民が利用する場合に限って
再開するなど、感染状況に応じて適切に運用していた
だくということで、これは沖縄県含めて全国の知事の
総意として国のほうに求めているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　今回のこのコロナで沖縄の経済含め
て感染症対策、経済対策を打たれているんですけど、
これまでの新型コロナウイルス感染症対策関連予算、
総額どれくらいですか。内訳も分かるんでしたら。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時24分休憩

　　　午前11時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　これまでの新型コロナウイルス感染症対策関連予
算というところでございますけれども、これは令和２
年の第１次補正から第15次補正、それから令和３年
度の当初予算ということで、総額が2475億円という
ことになっております。うち、感染症対策としまして
689億5000万円、それから経済対策としまして307
億9000万円、それから資金繰り等のセーフティーネッ
トにつきましては、これが事業者支援という観点から
1073億6000万円、それから生活者支援ということで
404億7000万円ということになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　経済対策で307億の予算がありま
す。その中でも大半は時短営業に関する協力金なんで
すよね、そういった分で。先ほど観光産業のやっぱり
活性化のためには予算的にはこの経済対策のもので
もっとやっぱり5000億近く今観光の収益が減になっ
ているということからすると、先ほど観光のもので
30億というような話があるんですけど、全くそうい
う経済対策で観光に対する予算づけがなってないとい
うようなことを言われてくるというふうに思っていま
す。ちなみにＧｏＴｏキャンペーンは国だからという
ことであるんですが、このおきなわ彩発見のものがあ
るんですけど、これをちょっと状況的なものを教えて
もらえますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時27分休憩
　　　午前11時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　まず彩発見の第１弾で言いますと、これは補助金の
利用総額が約４億8000万円、そして旅行商品総額が
11億円余りとなっております。そして旅行消費総額
で言いますと、４億4900万円余りということで、推
計した経済効果額が15億7000万円余りとなっており
ます。
　そして第２弾ですけれども、こちらの補助金利用総
額が１億2500万円、旅行商品総額で言いますと４億
1900万円余り、旅行消費総額で３億9600万円余り、
そして推計経済効果額で８億1600万円余りというこ
とで、旅行した方々からも、またこういった旅行商品
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があればぜひ活用したいとか、離島の魅力を改めて発
見したといったような評価もいろいろ聞かれていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　彩発見のものは今度また３億は別
キャンペーンで使うというのがあるんですけど、バス
ツアーの状況、執行率教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時28分休憩
　　　午前11時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　恐縮です
が、今細かい資料持ち合わせてございませんけれど
も、実はＧｏＴｏトラベルと併用して実施をするとい
うことでございましたので、ＧｏＴｏトラベルが一時
停止になった影響でバスツアーも停止という形で今
やっておりませんが、執行率でいいますと、約30％程
度だったかと記憶しております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　27％らしいですね、その分の執行
率が。ですので、これＧｏＴｏトラベルが再開したら
―バス事業者も危機に瀕する状況にあるということ
ですので、観光バスの皆さんも。早期にどういう形が
取れるのかということをしっかりやられてください。
　その中で教育長、小学校、中学校、高校の修学旅行
の状況を教えていただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　まず県立高校ですけど、国内・海外を予定してい
た学校が49校ございましたが、当初計画全て中止に
なっています。コロナウイルス感染症の影響で。その
うち３校が県内のほうに変更しているところでござい
ます。また、小学校・中学校ですけど、９月の末の時
点ですのでちょっと第３波の影響がどうなっているか
分かりませんけど、既に実施したところが小学校で６
校、予定どおりに実施するとしているところが84校、
延期するが今年度中に実施するが55校、検討中が60
校となっております。また、中学校につきましても、
既に実施、予定どおり実施が合わせて10校、旅行先を
県内に変更して実施するが27校、次年度延期して実
施するが68校、中止が16校といったところになって
います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　この分、やはり県内の観光産業、ホ

テル等々含めて観光施設も今厳しい状況にあるという
ことを考えると、県内の小学校、中学校、高校もなか
なか今県外の修学旅行というのは厳しいという状況、
僕は続くと思うんですよ。それからすると、やっぱり
県内の旅行という、修学旅行ということを、ぜひまた
そのことも検討していただければと思っていますの
で、よろしくお願いをいたします。
　次に、雇用維持と職業訓練による質的強化について
の県の具体的対策を伺わせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症による雇用情勢
への影響が見られることから、雇用調整助成金や県独
自の上乗せ助成の活用を促進するほか、企業間の人材
マッチングによる支援、それから就職困難者等への再
就職支援や生活相談等を実施しております。また、
県立職業能力開発校では、求職者等を対象とした職業
訓練の実施に加え、令和３年度からのオンライン訓練
に向け、通信機器の整備など準備を進めております。
さらに、県では、新たな職業能力開発計画の策定に向
けまして、デジタル人材のニーズの高まりを見据えた
ＩＴ人材育成の強化など、有識者等の意見も伺いなが
ら、総合的に検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　部長、今度の皆さんの補正を見る
と、雇用対策推進費で雇用継続助成金の23億減少だ
とか、公共職業訓練の8000万近くの減少だとか、そ
ういった部分での減少があるんですけど、これはどう
いう理由ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　まず、雇用調整助成
金の上乗せ助成ですけれども、当初予定していた件数
よりも実績が落ちたということで、これは国が数次に
わたって助成率とか拡充しておりまして、その分県の
上乗せの助成が減ったということでございます。そう
いったことで、今回２月補正で減ということで計上し
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　この雇用調整もそうなんですけど、
今国が進める執行の、産業雇用安定助成だとか、ハロー
ワークを活用した職業訓練だとか、いろいろあるわけ
ですよね。でも、その分を考えるとなかなか県民にそ
のことが伝わってない。国もそういうことで言われる
んですけど、県の周知・広報、こういった部分でのも
のをこれからどのようにしていくのか。ちょっとその
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辺をお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時34分休憩
　　　午前11時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　雇用の維持に係る大事な事業として雇用調整助成
金がありますけれども、この周知につきまして、県で
はグッジョブセンター内の相談窓口や地域の商工会
と連携した出張相談窓口において同制度の相談対応
や情報提供を行っております。具体的にはこの雇調金
の相談窓口や申請書類の入手先、あるいは申請から受
給までの流れについてまとめたチラシ、そういったも
のを配布しているということと、さらにホームページ
や新聞広告等の掲載によりまして情報発信を行って
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　しっかりと周知・広報をお願いした
いというふうに思っています。
　次に、(3) 番の金融支援に関してはすみません、取
下げをさせてください。よろしくお願いします。
　(4) 番の持続可能な地域公共交通確保のための路線
バス、タクシー等々への支援についてお伺いいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　公共交通は地域住民の日
常生活の足であり、今後も安定的な運行継続が重要と
考えております。昨年の６月補正において、感染防止
対策として奨励金を支給したところです。しかしなが
ら、路線バス、タクシー等公共交通の維持確保への財
政支援等について国に求めているところです。県とし
ても今後どのような支援ができるか、引き続き検討し
てまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　皆さん、前回これ３億2000万、こ
の奨励金を出しましたということがあるんですけど、
路線バスに対しては4000万なんですよね。法人タク
シーのほうで約１億5000万ということがあるんです
けれども、やはり路線バスも間違いなくこの自粛だと
か、学校の休校だとか、いろんなもろもろ皆さんの県
の緊急事態宣言ということで、もうバスから遠のいて
いるわけですよ。密になるというようなこともあっ
て、自家用車が増えているとかいろんなそういった分
でも路線バスというのは本当に立ち行かなくなって
いる。そういった面で１台５万円ということで、これ

もう前に終わっているわけですよ。早急にこの路線バ
ス、その法人タクシーに向けての支援を私は行うべき
だと思っていますし、この路線バスに関しては、長崎
は１台当たり30万という形で出しています。そういっ
た分でタクシーのほうからもあります。レンタカーの
ほうからもいろいろとやっぱり観光を担ったという
ことでの支援策、１台当たりに対する支援策。２万
1000台あったレンタカーが、今もう約１万台に減っ
ているだろうというふうに言われております。そう
いったものを考えると、この路線バス、タクシー、こ
のレンタカーに対する早急な支援が必要だと僕は思
うんですけど、知事、これは知事から答弁されたほう
がいいと思うんですが、どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員おっしゃるとおり、県
民の足である公共交通を支えていくということは、県
の責務であるというように考えております。なおか
つ、バスの利用についても利用者が減れば減便をし、
減便をするとまた利用者が減るというそういう循環
に陥ってしまいますと、なかなかそこからまた増便す
る、復便するという計画も立てにくいであろうという
ことも考慮しますと、さらに我々の支援の内容を拡充
していくための十分な検討が必要であるというよう
に考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　知事、路線バスで約20億近くの赤
字が出るだろうということを言われております。そし
てまた観光バスでも約６億。今までは路線バスの皆
さんは、観光事業で何とか補っていたというところが
あったんですが、これもマイナスというようなところ
がありますので、私はこの路線バスを確保するために
は早急な支援が必要だと思っておりますのでよろし
くお願いいたします。
　次に、新たな沖縄振興についてであるんですが、(1)
番、計画展望値の県民所得270万、県内ＧＤＰ５兆
1000億の達成状況と、総点検で指摘されております
展望値を目標値とする必要性についてお伺いいたし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄21世紀ビジョン基本
計画の６年目に当たる平成29年度の県内総生産は、
４兆4141億円、１人当たり県民所得は234万9000円、
いずれも展望値の８割を超える水準となっておりま
す。その後の見通しについては、令和元年までの好調
な経済が持続すれば、展望値に近い水準まで伸びるも
のと見込んでおりましたが、新型コロナウイルス感染
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症の影響で、本県経済や社会活動は、かつて経験した
ことがない深刻な事態となっていることから、展望値
の達成を見極めることは難しいと考えております。現
行計画における社会経済展望値は、将来像実現のため
に実施される諸施策の成果等を前提に、社会経済の状
況を予測する見通し値として位置づけております。新
たな振興計画の骨子案でも計画展望値を掲げることと
しておりますが、これを目標値とすべきかも含めて、
次年度、沖縄県振興審議会の下に設置するフレーム専
門委員会の意見も踏まえて検討していきたいと考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　やっぱり展望値ではなくて、目標値
にすべきですよ。これは総点検でも委員の皆さんから
指摘をされているところですので。この展望値でいう
分は、もう３次振計から達成していないんですよ。３
次振計、４次振計、今度の５次振計含めて、21世紀
ビジョン含めて、もうこの30年間展望値をつくって
はいるんだけど、全く達成していないという状況とい
うものを皆さんはどう見ているのかお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先ほど申し上げた展望値
は、この沖縄振興計画の施策の成果とこれらがうまく
いってそれを前提とした場合に、どういった社会経済
の姿となるかという見通しでございます。これらの施
策の展開の中で、さらに効果的な取組をするにはどう
いった点を見直すべきか。それらを総点検の課題とし
て受け止めて、次の振興計画の取組に生かしていきた
いと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　それでは次に、振興計画のスケ
ジュールと次年度概算要求時期との整合性について聞
かせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画の策定に
向けては、骨子案を基に市町村や関係団体等の御意見
をいただきながら３月末に素案を取りまとめ、５月に
沖縄県振興審議会への諮問を予定しております。その
後、12月をめどに審議会からの答申を得て、来年の
３月新たな振興計画案を策定することとしておりま
す。国の次年度予算については、例年８月に各省庁か
ら財務省に対して概算要求が行われております。
　県においては新たな振興計画の素案、この内容に基
づいて国の概算要求の前に、令和４年度沖縄振興予算
について内閣府と調整を行うことになると考えており
ます。

○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　時間ないんですよね。皆さんのその
スケジュールで新たな素案を出して、この４月以降か
ら11月、12月で新たな振興の審議会を開いてその答
申をしていくということになるんですけれども、その
前に８月には、それを想定して概算要求を出さないと
いけない。その概算要求の中身も一括交付金をどうす
るのか、高率補助がどうあるべきなのかということは
この８月の時点で皆さんは出しておかないといけない
はずなんですよ。その辺はどうなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　現行計画の策定も踏まえ
ながら今回スケジュールを設定しているところでござ
います。10年前にあっても沖縄振興計画が決まって
いなかった、沖縄振興計画の素案を出す前の段階で基
本的な考え方、これを国に示しながら、沖縄振興予算
としてどういったものが必要かという調整を行って、
内閣府による概算要求がなされたということでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　僕はこの調整があまりうまくいって
ないんじゃないかというふうに思っていますし、国は
本当に厳しいと思っています。
　厳しいもう一つの理由は、沖縄担当大臣ですよ。行
革の担当大臣。今一番忙しいワクチン担当大臣が、河
野太郎さんが沖縄担当大臣ですよ。全く、この沖縄振
興策に今河野大臣は頭はいってないと思いますよ。ワ
クチンでいっぱいなはずですよ。その辺をどう認識さ
れていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄県においては新たな
沖縄振興のために必要な制度の提言、これを３月頃に
まとめて国に提案することにしております。ただし、
これは国における現行の沖縄振興の取組の総点検、こ
れが終わらないと、国の検証結果を踏まえないと提言
できないというところもあります。
　県としては、国の総点検の動向について注視してい
るところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　頑張ってください。
　次に、脱炭素社会への移行で、環境と経済を循環さ
せる再生エネルギー等の自立分散型エネルギーについ
て具体的戦略をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、2050年の脱炭素社会の実現に向け、再
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生可能エネルギーの導入拡大を進めるためのロード
マップとなる新たなエネルギービジョンの策定を進
めております。同ビジョンでは、自立分散型エネル
ギーの普及促進を基本方針の一つとして掲げており、
来間島では、県が宮古島で実施した実証事業の成果を
応用して民間事業者による自立分散型エネルギーの
供給に向けた取組が始まっております。
　県としましては、新たな振興計画において、こうし
た民間投資を誘発するための税制優遇等の支援制度
を要望するなど、自立分散型エネルギーの普及促進に
向け取り組んでまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　2030年までに皆さん再生エネル
ギーの電源比率を16％まで上げる。エネルギーの自
給率を3.7％まで上げるということで目標値を設定し
ているんですけれども、これを達成するための予算額
というのは算出されているんでしょうか。その財源を
どうするのか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　再生可能エネルギーを16％まで増やすための必要
な設備投資額につきましては、太陽光ですとか風力等
のエネルギーミックスにより変動することから、現在
有識者の意見も伺いながら試算しているところでご
ざいます。
　再生可能エネルギーの導入拡大には多額の設備投
資が必要になると考えておりまして、県としまして
は、新たな振興計画におきまして民間投資を誘発する
ための税制優遇等の新制度を要望するなど、再生可能
エネルギーの導入拡大に向けて取り組んでいくとと
もに、その導入に必要な例えば財政支援等につきまし
ても、新たな振興計画における制度要望という形で要
望してまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　知事、これは国が菅さんがその分で
の進めていこうということを言っているわけですか
ら、やっぱり振興計画に沖縄のエネルギーの在り方と
いうことを皆さんしっかりと組み込んで、予算的にも
離島を抱えているから我々電気料金が上がったとい
うようなものがあるわけですから、我々の大城議員
からもあったように、離島は国、県、市町村で沖縄電
力で新たな電力会社等々含めながらの離島のエネル
ギーの在り方ということをしっかりと振興計画の中
に組み込んでいただきたいというふうに思っており
ますので、これ頑張ってやられてください。よろしく
お願いいたします。

　次に、アジア戦略構想での全日空における国際貨物
ハブと航空機整備施設の状況と今後の戦略を聞かせ
てください。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　那覇空港の国際貨物取扱量は、ＡＮＡの沖縄貨物ハ
ブ開始以来、着実に増加してまいりましたが、航空物
流を取り巻く環境変化等によりまして、近年は伸び悩
みの状況にございます。今後は、旅客機の貨物スペー
スを活用した新モデルにより多仕向地・多頻度化に対
応したネットワークを構築しまして、Ｅコマース等の
物流ニーズを取り込むことでさらなる発展を目指し
てまいりたいというふうに考えております。
　航空機の整備につきましては、国際線を中心に運休
や減便が続いているものの、航空機メーカーが定める
定期整備がありますことから、航空機整備施設の稼働
状況は、おおむね事業計画どおりであるというふうに
聞いております。
　県としましては、引き続き航空関連産業クラスター
の形成に向けまして、機体整備数の拡充やパーツセン
ター等の関連産業の集積に取り組んでまいりたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　また、頑張ってくださいと言いたい
んですけれども、全日空の国際貨物ハブをやるため
に、貨物専用機の分での国は整備したんですよ。この
整備費用幾らかかったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時50分休憩
　　　午前11時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○當間　盛夫君　部長、いいです。国はこれ24億か
けてその分での整備をしたんですよ。貨物専用だから
地盤の改良だとか含めた部分で国は24億かけた。
　皆さんもいろんな貨物をするための補助金とかを
出してもいるわけですよね。その中で隣にグローバル
ロジスティクスセンターも県が造った。それもクロネ
コヤマトさんが海外に出すためのロジスティクスセ
ンターと、グローバルということをやっているけど、
あれほとんど今国外に出すようなストックじゃなく
て県内向けのストックセンターになってしまってい
る。ということは、皆さんはもう少しその辺は整理し
たほうがいいですよ。ぜひ、それは提言として苦言と
して終わりたいと思っております。
　次に、離島における航空路の確保で、粟国島への再
就航予定の第一航空について、状況と支援についてお
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伺いをいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県では那覇―粟国路線等
の運航再開に向けて、国と連携して、第一航空が進め
る事業の進捗確認を行っております。具体的に、同社
においては、空港事務所が確保され、航空機材の耐空
検査を終えたほか、パイロットの訓練開始に向けた手
続など就航に向けた取組が進められております。ま
た、同社は、早期就航を優先させるため、当面はチャー
ター方式で運航することとしておりますが、県として
は、粟国村などの関係町村も含め、定期的な就航に係
る支援制度について意見交換をしてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　部長、第一航空さんとは、いつ頃不
定期であろうが就航的なものを話し合われているんで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時52分休憩
　　　午前11時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　いろいろ手続等がござい
ます。いつ再開するか現時点で申し上げるのは困難で
ありますが、国とも連携し、早めに再開できるように
努めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　予定では大体６月に就航できるん
じゃないかというお話もあります。事務所も那覇空港
内で借用もしたというようなところもあるはずでしょ
うから、ぜひ早期に再開をお願いしたいなと思ってい
ます。
　(6) 番の分はいろいろと答弁ありましたので、取下
げをしたいと思っております。
　次に、県民の安全・安心確保についてでありますが、
(1) 番、国の５か年計画ですので、この防災センター、
基本計画、警察、自衛隊、消防との意見交換、反映さ
れ連携して進められているのか、御答弁お願いいたし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　集中豪雨や台風、地震等の自然災害、豚熱や新型コ
ロナウイルス感染症など、複雑・多様化する危機事案
に迅速かつ的確に対応し、県民の生命、身体及び財産
を保護することが喫緊の課題となっております。この
ため、国の通知等を踏まえまして、危機対応の拠点と
して防災危機管理センター棟（仮称）基本計画を取り

まとめたところであります。
　必要な機能などにつきましては、次年度行います基
本設計におきまして、関係機関の意見も伺いながら連
携して検討してまいりたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　私はこれ、いろんな災害に対応しな
いといけないということで警察、自衛隊、医療関係も
そうなんでしょうけど、連携を取る必要があるという
ふうにも思っているんですが、県警本部長にちょっと
お尋ねしたいんですが、県警としてこの防災危機管理
センター（仮称）についてどのように対応していくの
か、まずお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えします。
　警察は災害発生時におきましては、県民の避難誘導
等の迅速な初動措置を取る必要がある。それからそ
の後も被災地の警戒、交通規制等の長期間にわたる多
様な活動が必要であります。ということでございまし
て、常設かつ専用の災害警備対策室、これは設けるこ
とが必要であると考えておりまして、また県知事部局
との緊密な連携のためには今仮称の防災危機管理セン
ター、こういうものができるのでありましたら、そこ
に我々のこういった対策室も併設されるのが望ましい
と考えております。いずれにしましても、今後県担当
部局等と連携して対応してまいりたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　皆さんのほうにも非常用電源の設備
が地下１階にあるということで、これ今国土強靭化計
画のものでそういうものは地上に上げなさいというふ
うに言われているんですけれども、この皆さんの県本
部の非常用電源設備の状況はどのように取られるんで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えします。
　県警本部の非常電源機は地下１階でございまして、
浸水被害が発生した場合には電源喪失が危惧されると
ころであります。そういったことでこういったリス
クを少しでも低減できるよう、どのような対応が可能
か、知事部局等と調整しながら検討してまいりたいと
考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　せっかく防災センターが造られるわ
けですから、総務部長、しっかり県警とも連携を取ら
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れて、県民を守る防災センター、対応していただけれ
ばと思っております。
　市街地、通学路における無電柱化の推進、県の対応
についてまずお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　無電柱化の推進は、安全で快適な通行空間の確保や
良好な景観・住環境の形成のほか、道路の防災性の
向上、情報通信ネットワークの信頼性向上などを目的
に、市街地を含めて災害拠点を結ぶ、緊急輸送道路等
で整備に取り組んでおります。
　なお、整備に当たっては、電線管理者等関係者の理
解、協力が不可欠であることから、引き続き関係者と
の合意形成に努め、無電柱化を推進していきたいと考
えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　10分の９の予算規模なんです。国
が進めているその国土強靭化計画の部分の予算は２
分の１であったりするんですけれども、沖縄県はどう
なんですか。強靭化計画の予算という沖縄県の範囲、
予算的なもの。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　防災・減災、国土強靭化５か年加速化対策の中で、
今年度、第３次補正予算でも約23億円を計上してい
るところでございます。その中で無電柱化につきまし
ては、10分の９の補助率でもって事業を推進すると
いうところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　それで、今度強靭化計画の中にも
あるんですけれども、この低コスト手法に対する対応
と、３種類挙げられているんですけれども、これは皆
さんが進めている事業のものでどのように対応して
いくんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時59分休憩
　　　午前11時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　現在無電柱化の工法として採用されております電
線共同溝方式は、整備費用が高いことが課題となって
おりまして、低コストが求められております。低コス
ト手法については国において検討が進められ、平成
31年３月に沖縄地区電線共同溝マニュアルの改訂に

より、管路の埋設位置を浅くする浅層埋設方式の採用
が可能となっております。
　県においては同方式を取り入れ、今後とも低コスト
に取り組んでいきたいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　知事、コロナ対策、いろんな意味で
知事も頑張っていらっしゃると思います。事業者も
本当に頑張って、でも頑張りたいんだけどもう限界だ
というようなところがあります。でも、知事は今自分
の、自らの報酬を３割削減してそのコロナ対策等々に
充てているということを考えると、我々県議会は昨年
６月から何一つ削減していないんですよ。知事からも
ぜひ県議会も県民の痛さを知って、県議会議員の皆さ
んもそういう痛みを知るようなことをしなさいとい
うことを、与党の皆さん、野党の皆さんにぜひまた知
事が助言をしていただければありがたいなと思って
いますので、よろしくお願いします。
　頑張ってまいりましょう。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時０分休憩
　　　午後１時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。　
　玉城健一郎君。
　　　〔玉城健一郎君登壇〕
○玉城　健一郎君　皆さん、こんにちは。
　てぃーだネット、玉城健一郎です。
　よろしくお願いいたします。
　さて、３月11日で東日本大震災から10年になりま
す。地震、大津波、原発事故とこれまで私たちが経験
したどの災害よりも社会に大きな影響を与えました。
当時、首都圏では交通機関が麻痺し、515万人もの帰
宅困難者が出てきた。また原発事故の影響で、2019
年当時４万7737人の避難者、宮城県、福島県、岩手
県のプレハブ仮設住宅には、709人がいまだに住んで
おります。警察庁の発表によると、災害での死者数は
１万5899人、行方不明者は2529人となっている。原
発という国策に翻弄され、自身の生まれ故郷に戻れな
い人たち、まだ遺族の元に戻れていない行方不明者が
多くいる中、一日も早く故郷や家族の元に戻れるよ
う、国は早急に対策を取っていただきたい。
　同じく国策によって引き起こされた太平洋戦争で
は、海外で約240万人の日本兵や民間人が犠牲にな
り、収容遺骨は約128万柱、未収用遺骨は約112万柱
あり、その遺骨のほとんどはいまだに日本に戻ってき
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ていない。この沖縄においても同様で、激戦地となっ
た地域では、75年以上たった今でも遺骨が出てくる。
政府はこの遺骨が多く出てくる南部地区から、辺野古
埋立土砂として計画全体の７割を採取しようとしてい
る。沖縄防衛局は、ウチナーンチュの先輩方や旧日本
軍人の遺骨、アメリカ軍やそのほかの沖縄戦でお亡く
なりになった方の遺骨を使って、アメリカの米軍基地
の建設という蛮行を働こうとしている。また太平洋戦
争では、多くの遺骨が帰ってこない中、御遺族には亡
くなったとされる地域の石を遺骨の代わりとして納骨
している方も多い。沖縄も例外ではありません。この
ような遺族のことを考えると、この土砂自体を使うこ
とが不適切であり、南部地域の土砂を使うということ
は、さきの大戦でお亡くなりになった御霊や御遺族へ
の冒瀆ではないか。人間として決して許してはいけま
せん。
　遺骨収集ボランティアのガマフヤーの代表が３月１
日からハンガーストライキを行っています。日本政府
がこのような冒瀆をしようとしている中、県知事の権
限でそれを止めてくれという訴えであります。国が間
違ったことをやろうとしているなら、それを体を張っ
て止めていくのも私たちの仕事であります。
　玉城デニー知事におかれましては、難しいというこ
とは分かっていますが、敵味方なく、戦争でお亡くな
りになられた全ての御霊を慰霊する平和の礎を持って
いるこの沖縄県の県知事として、人間として何が正し
いのかぜひ判断をしていただきたいと思います。
　それでは質問に移らせていただきます。
　１、知事の政治姿勢について。
　女性蔑視発言によって、森元総理は東京オリンピッ
ク・パラリンピック組織委員会会長を辞職した。
　(1)、森元総理の発言について知事の所見を伺う。
　(2)、沖縄県における女性管理職率について伺う。
また今後の計画について伺う。
　２、ＨＩＶ対策について。
　(1)、日本及び沖縄県におけるＨＩＶの状況を伺う。
　(2)、エイズ発症後にＨＩＶ感染が分かるいきなり
エイズの割合を伺う。
　(3)、沖縄県のＨＩＶへの取組について伺う。
　(4)、ＨＩＶ検査の実施状況について伺う。
　(5)、ＨＩＶなど性感染症を流行させないために必
要なことは何か、見解を伺う。
　(6)、新型コロナの対応によって、保健所での無料
検査が停止している。性感染症は、新型コロナがあろ
うとなかろうと対策はしなければいけません。民間
のクリニックでは、検査料が高く、検査ができない方

―例えば学生や未成年者のためにもぜひ再開、もし
くは保健所での検査を医療機関に委託することはでき
ないか。見解を伺う。
　３、新型コロナ対策について。
　(1)、新型コロナワクチン接種について、市町村で
は医師や看護師の確保に苦慮している。沖縄県として
サポートできないか。見解を伺う。
　(2)、ＰＣＲ検査への補助について、内容とどのよ
うな目的か伺う。
　(3)、空港でのＰＣＲ検査について、その目的を伺う。
　(4)、新型コロナの影響は多くの事業へ出てきてい
ます。今後の支援策について伺う。
　(5)、新型コロナ協力金の支払いが遅れているとい
う報道があります。原因と現状を伺う。
　(6)、県独自の緊急事態宣言解除を行いましたが、
その目安を伺います。
　(7)、同緊急事態宣言のこれまでの発令の目安と解
除の目安を伺う。
　４、特定不妊治療費助成について伺う。
　厚生労働省によると、去年１年間に生まれた子供の
数は全国で87万人余りと過去最少を記録した。
　そこで伺います。
　(1)、これまでの実績を伺う。
　(2)、事実婚の夫婦への助成とその手続、事実婚と
法律婚においての違いについて伺う。
　５、県職員の処遇改善について。
　(1)、新型コロナの影響により、業務量の負担はど
れぐらい増えたのか。新型コロナの影響による各部署
の負担と残業を伺う。
　(2)、感染症対策本部と宿泊療養施設対応への時間
外手当の支払い状況と予算を伺う。
　(3)、県立病院の看護師の欠員の現状と欠員になっ
ている理由、その対策を伺う。
　(4)、看護師の過重労働への対策を伺う。労務負担
軽減のために看護クラークや看護補助員の増員をして
はどうか、見解を伺う。
　(5)、昨年度から首里城火災、豚熱、新型コロナと
職員は緊急対応に追われている。次年度は新型コロナ
対策の専任の職員はいるのか伺う。
　(6)、新型コロナで事業者は休業せざるを得ない状
況に追い込まれ、雇用情勢が厳しい状況にある。雇用
調整助成金も今後どうなるか分からない中、新型コロ
ナ対応によって増えた業務を民間委託や緊急雇用で対
応はできないか伺う。
　６、基地行政について。
　(1)、低空飛行訓練について。
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　ア、県内において至るところで米軍機の低空飛行訓
練が確認されている。訓練空域も提供されている中で
の区域外の訓練は決して許されない。これに菅総理
は、米軍による飛行訓練は日米安保条約の目的達成の
ために重要なものとお墨つきを与えた。知事の見解と
今後の対応について伺う。
　イ、低空飛行の映像解析を沖縄県で行ってはどう
か、見解を伺う。
　(2)、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡについて伺う。
　ア、令和２年度有機フッ素化合物環境中残留実態調
査の夏季調査の結果を受けて、県の見解を伺う。
　イ、いまだに基地内の立入調査ができていないが、
宜野湾市との連名での要請について伺う。
　(3)、宜野湾市における騒音について、宜野湾市が
独自で市内23自治会に聞き取り調査を行った。その
結果、全ての自治会から騒音があるという結果が出ま
した。県の見解を伺う。
　(4)、普天間基地内の墓地が米軍の運用上の理由で
移転されようとしている。そもそも2015年で運用停
止されるべき基地であります。普天間飛行場を使って
いこうという考えではないか。固定化を懸念しており
ますが、見解について伺う。
　７、国道における自動二輪の第二通行帯の走行につ
いて。
　(1)、なぜ、沖縄県では禁止されているのか経緯と
理由を伺う。また、他府県の現状を伺う。
　(2)、自動二輪の第二通行帯の走行を認めてはどう
か。見解を伺う。
　８、学校における校則について。
　(1)、寒さ対策のための防寒着やタイツの校内着用
が認められていない学校がある。その理由はなぜか伺
う。
　(2)、南国の沖縄でも寒いときはある。暖房も未配
置の本県で防寒着の禁止はおかしいと考えます。県全
体での緩和を求める。見解を伺います。
　９、我が会派の代表質問に関連しての質問をいたし
ます。
　瑞慶覧功議員の質問から、北谷浄水場の水源から検
出された有害物質、ＰＦＯＳの問題について。
　１、比謝川においては昨年６月18日から、長田川、
嘉手納井戸群及び天願川においては６月下旬から取
水制限を行っているが、比謝川及び長田川、嘉手納井
戸群及び天願川水源からの取水制限の現状を伺う。ま
た、その際のＰＦＡＳの値はどうか伺います。
　２、令和２年度の比謝川及び長田川、嘉手納井戸群
及び天願川水域の取水量と割合を伺う。

　３、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが検出されている嘉手納井
戸群からの取水を止め、国ダムから暫定的に融通して
もらうことについて、進捗状況を伺う。
　翁長議員の基地問題について、50％を目指す根拠
についての再質問を行います。
　１、海兵隊の全ての基地をなくした場合、何％にな
るのか伺います。
　２、沖縄県議会は、海兵隊を撤退するべきだとの考
えを示しているが、沖縄県として海兵隊の撤退をどの
ように考えているのか伺います。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　玉城健一郎議員の御質問に
お答えいたします。
　基地行政についての御質問の中の６の (1) のア、米
軍による低空飛行訓練についての見解と今後の対応
についてお答えいたします。
　菅総理大臣が２月17日の国会答弁で、米軍の飛行
訓練は、日米安全保障条約の目的達成のため重要であ
ると述べたことは承知しております。
　沖縄県としては、県民に強い不安を与えるような訓
練が常態化することは断じて容認できないことから、
昨年12月下旬から今年２月にかけて発生した米軍に
よる超低空飛行訓練について、去る１月20日及び２
月17日に謝花副知事が、外務省特命全権大使沖縄担
当及び沖縄防衛局長を県庁に呼び抗議要請を行って
おります。また、その後も繰り返し米軍による低空飛
行訓練が確認されたことから、２月19日に私が直接
岸防衛大臣に対し、謝花副知事からは外務省北米局長
に対し、口頭で提供施設・区域外における訓練を一切
実施しないことなどを要請したところです。
　今後は、軍転協とも連携しながら、引き続き米軍及
び日米両政府に訴えていきたいと思います。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、知事
の政治姿勢についての御質問の中の (1)、森元総理の
発言に対する見解についてお答えいたします。
　ジェンダー平等の実現については、ＳＤＧｓにおい
ても17のゴールの一つに掲げられ、よりよい世界を
目指す国際目標となっております。男女が対等に意思
決定に関わることは非常に重要であることから、県で
は管理職における女性の登用や審議会等委員への女
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性の参画促進に取り組んでいるところであり、今回の
一連の発言については、誠に残念であります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢につ
いての (2)、女性管理職登用率と今後の計画について
お答えします。
　沖縄県における令和２年度の課長級以上の女性管理
職登用率は、13.3％となっており、47都道府県中11
位の割合となっています。このうち、知事部局におけ
る女性登用率は14.7％となっており、前年度13.5％
より1.2％増加しています。
　国においては、2020年代の可能な限り早期に指導
的地位に占める女性の割合が30％程度となるよう目
指して取組を進める方針であることから、これを念頭
に現在策定作業中の次期沖縄県特定事業主行動計画に
おける目標値を設定したいと考えています。
　次に５、県職員の処遇改善についての (1)、コロナ
による業務量負担と残業についてお答えします。
　令和２年度は職員の超過在課時間が月80時間を超
えるなどし、産業医の面接対象となった職員が、１月
末までに延べ1032人で前年同期と比較して約2.1倍と
なっております。新型コロナウイルスに係る緊急的な
業務等への対応については、職員の兼務発令や臨時的
任用職員の採用等を強化しているところです。
　引き続き部局からの要望に応じて、過重労働となら
ないような体制を整えていきたいと考えております。
　同じく５の (5)、新型コロナ対策の専任職員につい
てお答えします。
　次年度は、新型コロナウイルス感染症対策体制強化
のため、感染症対策課を設置し、37名の専任職員を
配置することとしております。また、そのうち５名の
保健師につきましては、各圏域における感染者の発生
状況に応じ、機動的に対応できるよう保健所支援チー
ムとして配置しております。
　同じく５の (6)、新型コロナ対策で増えた業務の民
間委託等についてお答えします。
　県は、新型コロナウイルス感染症相談窓口やうち
なーんちゅ応援プロジェクト、旅行者専用相談セン
ター（ＴＡＣＯ）の業務など民間で実施可能なものは
できる限り委託しております。また、協力金の審査業
務など県が直接実施すべき業務については、臨時的任
用職員や会計年度任用職員を配置し対応しているとこ
ろです。さらに県では、新型コロナウイルス感染症対
応休業者等マッチング事業を活用し、４月より民間企

業からの出向を受け入れ、民間企業の雇用の維持にも
つなげていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、ＨＩＶ対策に
ついての御質問の中の (1)、ＨＩＶの状況についてお
答えいたします。
　ＨＩＶ感染者とエイズ患者を合わせた年間新規報
告数について、全国では、2019年が1236件であり、
2013年の1590件をピークに減少傾向となっておりま
す。一方、本県の場合は、2019年が19名、2020年が
23名と推移しております。人口10万人当たりで比較
すると、2019年の県内のＨＩＶ感染者は0.76人で全
国ワースト５位、エイズ患者は0.55人でワースト２位
となっております。
　同じく２の (2)、いきなりエイズの割合についてお
答えいたします。
　自身がＨＩＶに感染していることにエイズを発症
してから初めて気づく、いわゆるいきなりエイズの割
合について、全国では平均30％程度で推移しており
ますが、沖縄県の場合、2019年は42.1％、2020年は
43.5％と増加する傾向にあります。
　同じく２の (3)、ＨＩＶへの取組についてお答えい
たします。
　本県の状況として、ＨＩＶ感染者及びエイズ患者の
約95％が男性であり、６割から９割が男性同性間の
性的接触により感染していることが推定されておりま
す。そのため、一般的な普及啓発等に加え、男性同性
間の性的接触に焦点を当てた普及啓発や検査会の開催
等を実施しています。また、ＨＩＶ感染者の医療や介
護等を確保するため、平成30年度より診療ネットワー
クを構築するとともに、医療機関での針刺し事故等に
備え、県内15医療機関に対し予防薬等の配置を行っ
ております。
　同じく２の (4)、ＨＩＶ検査の実施状況についてお
答えいたします。
　県内６保健所における無料匿名のＨＩＶ検査実施件
数は、2015年以降、2200件前後で推移しております。
また、本県のＨＩＶ感染者及びエイズ患者の状況から、
12月１日の世界エイズデーの前後には男性間性的接
触者に限定した検査会を実施しております。2020年
は新型コロナの影響により、保健所のＨＩＶ検査はほ
ぼ年間を通して休止しているため、その検査実施件数
は442件となっております。
　同じく２の (5)、性感染症予防についてお答えいた
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します。
　性感染症には感染初期の症状として風邪のような
症状が出ることがあり、早期発見のためには性感染症
に関する正しい知識と定期的な検査が必要です。
　県としましては、ＮＧＯや関係機関と連携し、男性
同性愛者が利用するマッチングアプリにバナーを掲
載し、正しい感染予防対策のページにリンクさせる等
の方法を活用し普及啓発に努めております。
　同じく２の (6)、保健所検査の再開等についてお答
えいたします。
　現在、保健所による検査は休止しておりますが、県
内５か所の医療機関でＨＩＶ検査外来が設置されて
おり、有料で検査を受けることは可能となっておりま
す。保健所における無料検査の再開については、新型
コロナウイルスの感染状況を踏まえる必要がありま
すが、民間委託等を含め再開について検討していく必
要があると考えております。
　次に３、新型コロナ対策についての御質問の中の
(1)、ワクチン接種における医師等の確保についてお
答えいたします。
　県では、県立病院や琉大病院、医師会等と連携し、
市町村が行う接種に対する医師派遣について調整を
行っているところです。また、看護協会や薬剤師会と
連携し、看護師や薬剤師の派遣についても調整を行っ
ているところです。
　県では、市町村において円滑なワクチン接種が行え
るよう、しっかりとサポートしていきたいと考えてお
ります。
　同じく３の (2)、希望者ＰＣＲ検査への補助につい
てお答えいたします。
　県では、県民等が安価にＰＣＲ検査を受けられる体
制を整備することを目的に、民間の検査機関が実施す
るＰＣＲ検査１件につき、最大8000円の補助を行う
事業を開始しております。２月12日から公募を始め、
検査機関の申請に対して交付決定を行っているとこ
ろです。なお、実施手順や方法については、検査機関
の計画に基づくこととしておりますが、陽性時の医療
機関との連携や、保健所への発生届の提出体制を整備
していることなどを条件としているところです。
　同じく３の (6) と (7)、独自の緊急事態宣言のこれ
までの発出と解除の目安についてお答えいたします。
３の (6) と３の (7) は関連しますので、一括してお答
えいたします。
　県では、これまでに４月、８月、１月に緊急事態宣
言を発出しました。いずれもその時点で急速に感染
が拡大し、社会経済活動を抑制した上で、感染を食い

止める必要があったことから、感染者増加の状況や医
療提供体制等を踏まえ、総合的に判断して発出したも
のです。また、解除に関しては、４月は新規感染者数
がゼロになったことや、国の指定解除等を考慮し解除
しました。８月の際は、旧盆の影響を考慮し期間を再
延長した上で、全体的に７つの指標の数値が改善傾向
にあったこと等を踏まえ、総合的に判断し解除しまし
た。今回の場合は、各判断指標の状況や、重症・中等
症数及び入院患者数の状況にも留意するとともに、専
門家会議の意見等も踏まえた上で、警戒レベルが第３
段階であることを総合的に判断して解除しておりま
す。
　次に４、特定不妊治療費助成についての御質問の中
の (1)、特定不妊治療費助成事業の実績についてお答
えいたします。
　本事業は平成17年度から開始しており、令和元年
度までの助成実績は１万5920件で、22億483万4000
円となっております。また、直近３年間の助成実績は、
平成29年度は1331件で２億4571万3000円、平成30
年度は1298件で２億1824万3000円、令和元年度は
1336件で２億2306万5000円となっております。
　同じく４の (2)、特定不妊治療費助成事業の事実婚
の取扱いについてお答えいたします。
　特定不妊治療費助成事業については、これまで、法
律上婚姻している夫婦のみが対象でありましたが、国
の令和２年度第３次補正予算において事実婚関係に
ある場合も対象となるよう助成範囲が拡充されまし
た。それに伴い、県では事実婚関係を対象に加えて拡
充したところです。手続については、重婚でないこと
及び同一世帯であることを確認するため、法律婚と同
様に戸籍謄本及び住民票の提出をもって確認するこ
ととしております。
　次に５、県職員の処遇改善についての御質問の中の
(2)、コロナ関連の時間外勤務手当についてお答えい
たします。
　新型コロナウイルス感染拡大防止対策に従事して
いる総括情報部の職員、宿泊療養施設の動員職員等に
対する時間外勤務手当につきましては、令和２年11
月に約１億4000万円を流用し、必要額を確保の上、
随時支払いを行っているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　３、新型
コロナ対策についての (3)、空港でのＰＣＲ検査の目
的についてお答えいたします。
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　島嶼地域である沖縄県では、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のためには、県内へのウイルスの持ち
込みを減らす水際対策が重要であります。そのため県
では、渡航者に対して出発地での事前のＰＣＲ検査を
推奨しております。しかしながら、やむを得ず検査が
受けられずに渡航する沖縄県民を含む希望者に対し、
那覇空港において検体を採取してＰＣＲ検査を実施し
ております。３月１日からは、那覇空港から県内離島
へ向かう渡航者も含め、対象を拡大したところであり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　３、新型コロナ対策
についての御質問の中の (4)、新型コロナの影響を受
けた多くの事業者への今後の支援策についてお答えい
たします。
　県では、沖縄県の経済対策基本方針に基づき、最重
要課題である事業継続と雇用維持のため、資金繰り支
援の拡充や雇用調整助成金の上乗せ助成の継続に加
えて、回復期の出口戦略として、県産品の県外向けの
送料支援や奨励キャンペーンの実施、幅広い業種で利
用可能なハピ・トク沖縄クーポン等による地域消費喚
起に係る取組等を強化してまいります。さらに、成長
期の出口戦略として、県が実施する小規模事業者等Ｉ
Ｔ導入支援事業や先端ＩＴ利活用促進事業等により、
各産業分野における競争力強化や、デジタルトランス
フォーメーションへの移行等を推進し、一日も早い県
経済の回復に全力で取り組んでまいります。
　同じく３の (5)、協力金の支払い遅れの原因と現状
についてお答えいたします。
　営業時間の短縮要請に係る協力金支給事務について
は、昨年12月の時短要請発出後、要請期間の延長や
対象地域の拡大、支給条件の変更等に対し委託事業者
の人員確保や事務処理体制の準備に時間を要しており
ましたが、現在は体制を強化し、県においても延べ約
120名の職員で対応し、事務処理の迅速化を図ってい
るところであります。
　なお、協力金の支給状況等については、昨年12月
14日と同23日に時短要請を発出した５市分について、
２月26日時点で、申請5767件に対し支払済み3828
件、申請数に対する支給割合は66.4％となっておりま
す。全市町村を対象とした協力金については、２月８
日から受付を開始し、順次審査を進めているところで
あり、３月１日からは緊急事態宣言の延長分の申請に
ついても受付を開始したところです。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　５、県職員の処遇
改善についての御質問の中の (3)、看護師欠員の現状
と対策についてお答えいたします。
　看護師については、育児休業者の補充を臨時的任用
職員によって行っておりますが、年度途中では資格者
が既に他の医療機関で勤務しているため採用が困難で
あり、令和３年２月１日時点で、69名の欠員が生じ
ております。その対策として会計年度任用職員を配置
しているほか、次年度は定期採用者110名に加えてさ
らに30名程度多く採用し、勤務環境の改善を図るこ
ととしております。
　同じく (4)、看護師の過重労働への対策についてお
答えいたします。
　県立病院の看護師については、育児休業等による欠
員が恒常的に生じており早期補充ができない病棟等に
おいては負担が増加していると認識しております。対
策として臨時的任用職員の早期補充による欠員解消に
努めるとともに、令和２年度は看護補助員を年度当初
と比較して41名増員したほか、新たに夜勤帯に看護
補助員を配置し看護師の負担軽減を図っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　６、基地行政について
の (1) のイ、低空飛行の映像解析についてお答えいた
します。
　米軍航空機の飛行高度測定については、岸防衛大臣
が２月19日の記者会見において、防衛省として、映像
や写真などから米軍機の高度を分析する手法や必要な
条件などについて、有識者から助言を仰ぐ等検討を始
めていると述べております。
　県としては、まずは基地の提供責任者である国にお
いて飛行高度の測定を実施するべきであると考えてお
ります。
　同じく６の (4)、普天間飛行場内の墳墓の移転につ
いてお答えいたします。
　沖縄防衛局によりますと普天間飛行場内の墳墓の
移転については、所有者側から普天間飛行場外への墳
墓の移転の可能性について相談を受けていた中で、今
般、米側の運用上の所要と墳墓の移転を要望する意向
が合致したことから、移転補償を行うものとのことで
あります。
　いずれにしましても、普天間飛行場の速やかな運用
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停止を含む一日も早い危険性の除去は喫緊の課題であ
ることから、県としては、同飛行場の県外・国外移設
及び早期閉鎖・返還を政府に対し強く求めてまいりま
す。
　９、我が会派の代表質問との関連についての (4) と
(5)、在沖海兵隊が撤退した場合の面積割合と県の考
えについてお答えいたします。９の (4) と９の (5) は
関連いたしますので、一括してお答えいたします。
　在沖米海兵隊の基地が全て返還された場合、在日米
軍専用施設面積に占める沖縄県の割合は約40％にな
ると試算しております。
　県としては、沖縄県議会においてこれまで２度、在
沖米海兵隊の撤退を図ることを全会一致で決議してい
ることなどを重く受け止めており、このことも踏まえ
た形で日米両政府には基地の整理縮小を要請したいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　６、基地行政についての
(2) ア及びイ、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに関する夏季調査
結果への見解と、宜野湾市との連名での要請について
お答えします。６の (2) アと６(2) イは関連しますの
で、一括してお答えします。
　県環境部が、平成28年度にＰＦＯＳ等の全県調査
を実施したところ、米軍基地周辺の河川や湧水等で高
い値を示したことから、平成29年度以後、米軍基地周
辺の調査を継続しております。令和２年度は県内６つ
の基地の周辺54地点で夏季調査を行い、そのうち36
地点で国の定めた暫定指針値を超過しました。特に普
天間飛行場及び嘉手納飛行場の周辺でＰＦＯＳ等の高
い状況が続いており、県は両飛行場内での調査を実施
するため立入り申請を行うとともに、令和元年６月に
は国及び米軍に立入りを認めるよう要請を行っており
ますがこれまで実現しておりません。そのため今回の
調査結果を踏まえ、２月12日に、両飛行場への立入
り許可、国や米軍による調査・対策の実施について宜
野湾市と連名で要請文を送付したところであります。
　引き続き、ＰＦＯＳ問題解決に向けて市町村等と連
携しながら取り組んでまいります。
　同じく６の (3)、宜野湾市の自治会に対する聞き取
り調査結果についてお答えします。
　宜野湾市が実施した聞き取り調査によると、市内の
全自治会が基地から発生する騒音の被害を受けてい
ると答えております。また、県及び市が実施した令和
元年度の航空機騒音測定結果でも、市内８地点中２地

点で航空機騒音に係る環境基準値を超過しており、県
は、昨年９月に米軍や国に対し航空機騒音を軽減する
よう要請したところです。
　引き続き騒音の実態把握に努め、米軍や国に対し改
善を求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○警察本部長（日下真一君）　７、国道における自動
二輪の第二通行帯の走行について、沖縄県で禁止され
ている経緯と理由及び他府県の現状についてお答えい
たします。
　昭和50年代、県内では複数の通行帯がある国道等
で自動二輪車による急な車線変更等を原因とする事故
が多発したことから、同種事故防止のため、昭和58年
１月から主要な幹線道路であります国道58号、国道
330号、国道329号等の総延長82キロメートルの区間
において、自動二輪車の通行帯を最も左側の第一通行
帯に指定する車両通行区分規制を行っております。
　他府県における、自動二輪車の車両通行区分規制に
つきましては、平成30年の調査では、東京都、大阪府
のほか３県において行われていることが確認されてお
ります。
　引き続きまして、７の (2)、自動二輪の第二通行帯
の走行を認めることに対する見解についてお答えいた
します。
　自動二輪車乗車中の死傷者数につきましては、規制
を開始した昭和58年から平成16年頃までは、二輪車
登録台数に比例して増加し続けたものの、規制の効果
と相まって、自動二輪運転者の運転マナーが向上した
ことで、平成24年以降は死傷者数が減少に転じ、令和
元年には、昭和58年当時を下回る状況となっており
ます。このような状況を踏まえ、県警察におきまして
は、現在自動二輪車関連の事故件数等を踏まえ、段階
的な規制解除に向けた手続を進めているところであり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　８、学校における校則につ
いての御質問の中の (1) 及び (2)、防寒対策に係る校
則の在り方についてお答えします。８の(1)と８の(2)
は関連いたしますので、恐縮ですが一括してお答えい
たします。
　児童生徒の防寒着に関しては、健康面等を最優先し
配慮すべきことであります。また、新型コロナウイル
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ス感染症への対応に関して、文部科学省より児童生徒
の防寒対策について柔軟な対応を求める通知が発出さ
れており、各学校においては、適切な対応が行われて
いるものと考えております。
　県教育委員会としましては、校則の見直しも含め現
状に即した柔軟な対応を行うよう市町村教育委員会及
び学校と連携してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　９、我が会派の代表質問
との関連についての御質問の中の (1)、中部河川の取
水状況とＰＦＯＳ等の値についての御質問にお答えし
ます。
　比謝川においては、上流で発生した汚水流出事故な
どにより昨年６月18日に取水を停止しました。その
後、梅雨時期の降雨により水事情が良好となったこと
から、継続して取水を停止し、また長田川、嘉手納井
戸群及び天願川についても取水を抑制しました。そ
の後についても抑制に努めていますが、施設改良工事
等による水運用上の制約がある場合など、必要な場合
は、水質に配慮しながら比謝川等の取水を行っており
ます。
　なお、令和２年度の北谷浄水場浄水のＰＦＯＳ等の
平均値は、１月末まででＰＦＯＳとＰＦＯＡの合計値
で１リットル当たり17ナノグラムとなっております。
　同じく９の (2)、中部河川等の取水量と取水割合に
ついてお答えします。
　比謝川、長田川、嘉手納井戸群及び天願川の中部河
川等の令和２年度の取水量は、１月末までの平均で１
日当たり合計３万8500立方メートルとなっており、
平成30年度の約６割程度となっております。また、
北谷浄水場原水に占める割合は、合計で約３割となっ
ております。
　同じく９の (3)、国ダム水のさらなる融通に係る進
捗状況についてお答えします。
　企業局では、国ダム水の融通について昨年４月以
降、沖縄総合事務局と実務者間で協議を重ねておりま
す。その中で相互に確認した事項として、国ダムに計
画外の余剰水は無く、ダムからの取水を増量した場
合、ダム貯水率の推移は現状よりも低下し、渇水リス
クが高まること、沖縄県は島嶼県であることに鑑み、
異常渇水への対応が必要であること、異常渇水に備え
て、あらかじめ、未利用水の活用を含めた対応手順な
どを備えておくこととなっております。
　今後も引き続き渇水リスクを軽減しながら、ダム水

の増量の可能性等について関係機関と協議を進めてま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　よろしくお願いします。
　再質問を伺いますが、まず知事の政治姿勢について
なんですけれども、沖縄県における女性管理職の率
について13.3％ということで、国がそもそも示した
2020年代までのこの約３割という数値を達成できて
いないという現状について、これはなぜそういう原因
なのか、もし見解があればお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　女性管理職への登用が進まない理由としましては、
まず管理職登用層における女性職員の割合が少ないこ
と、また分野や業務によりましてはこれまで女性職員
の配置が少なく、管理職としてそもそも登用できる職
員が限られていることなどが起因しているものという
ふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　この場においても、議会もそうな
んですけれども、県の幹部でもこれだけいらっしゃる
中でお二方という―３名か今日は、労働委員会の事
務局長もいますので―３名なんですけれども、こう
いった割合というのは変えていこうというのが今の時
代の流れだと思います。この県が沖縄県の男女共同
参画の状況についてということで資料を出している
中で、男女の生活時間というものが示されています。
その中で、妻と夫の家事関連生活時間を見てみると、
この夫、妻とも有業の場合、女性だと家事関連で４時
間41分で、男性だと同じ条件で51分ということで明
らかに開きが出ているんです。これこそまさに変えて
いかないといけない沖縄の現状だと思います。結局、
女性がいないのではなくて、女性が出てこられない現
状、仕事を辞めざるを得ない、諦めないといけないと
いう現状をやっぱり県として変えていかないといけな
いと思いますけれども、その点について見解を伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　女性がそ
の能力を発揮して、自分らしく社会参加等もしながら
仕事を続けていけるような社会の実現に向けまして
は、議員御指摘のとおり、古くからの役割分担意識を
変えていくということが重要であると考えておりまし
て、今年度県におきましては、この女性が能力を発揮
していくための３つの側面ということで、女性自身が
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その能力を向上させながらネットワークをつくって、
その力を向上させていく、女性のチカラ向上応援事
業、そして男性の側が意識を変えながら家事参加の能
力を高めていくというような男性のチカラ向上応援
事業、そして、組織の長が女性が活躍しやすいような
環境づくりに努めていくということで、先日知事のほ
うからもＷｏｍａｎちゅ応援宣言という宣言をして
いただきました。そのような３つの側面からの意識啓
発等にも取り組んでいるところでございまして、今後
もさらに進めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　ぜひ、よろしくお願いします。
　やっぱり変えていくためには、県庁の中から変わら
ないといけないと思うんですよ。知事自らこの職員に
対して、しっかり誰もが活躍できる社会をつくってい
くためにも、知事が先頭に立って音頭を取っていただ
けたらいいなと思っていますので、よろしくお願いい
たします。
　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時11分休憩
　　　午後２時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○玉城　健一郎君　次は、新型コロナ対策について質
疑をさせていただきます。
　県の独自の緊急事態宣言というのは、この１月から
２月28日まで続いていましたけれども、出さざるを
得ない状況にあったと思います。その当時、県の緊急
事態宣言を出したとき、各種指標というのはどういっ
た状況だったのか。また、私の記憶では、その時期と
いうのは国が緊急事態宣言を出していて、東京だった
り首都圏が国の緊急事態宣言の指定を出されたと思
いますけれども、そういった地域との違いというの
は、指標でどういうふうに違いがあったか御答弁お願
いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今般、県が独自で
出しました緊急事態宣言、その当時、１月19日時点
の状況でございますけれども、県で定めています判断
指標においては、まず療養者数、病床占有率、新規感
染者数、新規ＰＣＲ検査の陽性率というものが全部第
４段階。その他、重症者用病床占有率、完成経路不明
症例の割合が第３段階、入院１週間以内の重症化率が
第１段階という状況でございました。
　議員御指摘の他県の状況との比較ですけれども、こ
れは国の緊急事態宣言が発令された11都府県と国の

判断指標で比較しますと、まず先ほどの療養者数、病
床占有率、重症者用病床占有率、新規感染者数、主だっ
た４つの指標ですが、それについては全てがステージ
４という、該当する地域は３都府県、そのほか３つが
該当するというのが５県、２つが該当するというのが
３府県でした。沖縄県の場合はこの４つ全てがステー
ジ４という状況にありましたので、国の緊急事態宣言
発令地域と同様な感染状況にあったと認識しており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　あのとき、すごく不思議だったん
ですよ。報道を見ていて。なぜこの国の指標で―県
の指標では第４段階というすごくレベルが高い状況
にあるのに、なぜ沖縄だけ外されているのか。この緊
急事態宣言で、国が出さないから知事が出さざるを得
ない状況にあったというふうに私は認識しているん
ですけれども、国の緊急事態宣言の地域指定を受けた
場合というのは、時短営業とかそういった協力金の違
いというのは、どのくらいあったのか御答弁お願いい
たします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　本県が実施した昨年12月以降の時短要請に係る協
力金ですけれども、これは国の臨時交付金の協力要請
推進枠の活用で充当しております。本県は緊急事態措
置の指定地域及びそれに準ずる地域となっておらず、
国の支援対象となる協力金の日額の上限単価は４万
円ということになっております。
　なお、国の指定地域等とされていた場合ですけれ
ども、日額の上限単価６万円として、国の財政支援を
受け、時短要請の協力事業者に支給することが可能と
なっていたものと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時15分休憩
　　　午後２時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　緊急事態宣言の対象地域となっていた場合につい
ては、中小法人等が60万、それから個人事業者が30
万円ということになっておりました。ただ、昨日発表
されました一時支援金についても、全国知事会等から
いろいろ要望させていただきました。玉城知事のほう
からも要望していただきまして、要件が対象地域外と
いうところにも緩和されておりまして、特に沖縄県で
対象となり得るといったようなものにつきましては、
外出自粛等の影響を受けまして、そこから観光客です
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とかそういったお客さんを対象としていた例えば観光
事業者、飲食事業者ですとか宿泊事業者、小売業、そ
れから対人サービス事業者等々も対象となり得るとい
うことになったものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　この緊急事態宣言が出されるのと
国の緊急事態宣言に指定されるのとで、これだけ差が
出てきている。こういう状況の中で、なぜ国の緊急事
態宣言の対象地域にならなかったのかというのが皆さ
んの疑問、私も疑問なんですけれども、沖縄県として
知事、この要請は出されたのでしょうか。御答弁お願
いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　昨年８月の県の急
拡大以降、国に対しては毎日感染状況等を報告してお
ります。１月７日に１都３県に緊急事態宣言が出され
て、13日にはさらに追加されて11都府県になってお
ります。その前後から県としましても国とも調整を進
めているところでございました。相談をしていたとこ
ろでございました。１月19日には県独自の緊急事態
宣言を発出しましたが、その際にも指定への追加、そ
れから準じた取組を行う県として財政的支援が受けら
れるように政府と緊密な連携を図って進めるというよ
うな発表を知事からもしたところです。その後、やは
りまだ指定がされないということもありまして、１月
22日に要請文書を発出しております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　さっき部長の答弁にもございま
したけれども、４指標、沖縄県が超えている中で指定
されなかったというのは、本当に大きな国の間違いで
はないかなと私は考えています。本来指定されていれ
ば、適切なところに適切な支援だったりとか、お金だっ
たりとか事業者を救うことだってできたと思います。
そういった状況に対してしっかり―本来、緊急事態
宣言がないことに越したことはないですけれども、発
出されたときにはしっかり国に責任を取ってもらわな
いと沖縄県の観光業とか飲食業、ひいては企業自体を
守ることはできないと思います。次はしっかりできる
ようにしっかり声を上げていただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○玉城　健一郎君　それでは新型コロナの影響で聞き
取りをしている中、観光業とか飲食業、そのほかの事

業者から様々な声が来ています。そういう状況の中で
多くの議員が先ほども質問されていましたが、公共交
通機関への支援だったりとか、レンタカーへの支援、
特にこの減収に対する支援というものを様々な業種に
対してやらないといけないと思いますけれども、その
辺り県としてどのようにお考えか御答弁お願いいたし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時21分休憩
　　　午後２時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　玉城議員、先ほども私答弁させていただきましたけ
れども、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が
それに該当するかと思いますので、改めて御案内をさ
せていただきたいと思っております。
　まず、この３月１日に発表されまして、ポイントは
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等
に影響を受けていることですとか、それから売上げが
50％以上減少しているということ、それから金額が
中小法人が60万、それから個人事業主が30万となっ
ておりまして、これは３月８日から受付を開始すると
いうことになっております。
　沖縄の適用の可能性といいますか、そういった部分
ですけれども、まず２パターンありまして、宣言地域
内と直接・間接に取引のある、例えば食品加工ですと
か卸売業、そういったところも可能性としてはあると
いうことと、もう一点、外出自粛等の影響を受けてい
る、これが一番可能性あるかなと考えておりますが、
これは直接そういったお客さん相手にしていて売上げ
が大きく減少してしまったというところですけれど
も、そこが旅行関連事業者ですとか、それからその他
事業者として、対人サービス業、こちらのほうには理
容業、美容室ですとか、結婚式場等々、あるいは運転
代行事業者、そういった交通関係のところも対象にな
り得るということになっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　ありがとうございます。
　ぜひこの国の対策、そしてまた県としても観光だっ
たりとか飲食業、観光業としての沖縄のインフラを
守っていくためにも、ぜひこれからもしっかり支援策
を行っていただきたいと思います。本当に今何とか観
光業界、お話を伺っている限りだと踏ん張ってやって
いる状況。非正規の雇用はどうしても外さないといけ
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ないけど、正規を何とか守っている状況ですので、ぜ
ひ沖縄の観光とその労働者を守るためにも県としても
しっかり力強く支援していただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時23分休憩
　　　午後２時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○玉城　健一郎君　ありがとうございます。　
　比謝川からの水源について質問させていただきます
けれども、この有機フッ素化合物の令和２年の環境中
実態調査で、嘉手納井戸群からは230から3000、Ｐ
ＦＯＳ・ＰＦＯＡの数値というのは出ているんですけ
れども、この地域からもいまだに取水はしているんで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　企業局のほうでも独自に
毎月検査もしておりますが、議員が今おっしゃった比
謝川の取水源からも取水は行っております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　私もこの北谷町浄水場から取水を
受けている身にあるんですけれども、やっぱり市民か
らの声だったりとか、県民の声というのは、不安に思
う声って大きいんですよ。やはりこれだけ暫定基準値
50からもナノグラムパーリッターからも大きく外れ
ている数値ですので、こちら取水をやめるという方向
もしっかり検討していただきたいと思いますので、ぜ
ひよろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　答弁。
○玉城　健一郎君　いいですか。お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　貴重な水源ではあります
が、取水量を可能な限り減らす努力は続けるととも
に、北部ダムからの融通をさらに増やすように引き続
き調整を進めてまいります。
○玉城　健一郎君　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ケーラネーラ　クヨーム　ナーラ。
　会派沖縄・平和の次呂久成崇です。
　一般質問を行います。
　知事の政治姿勢について。
　中国の海上警備を担う海警局に武器使用や外国船の
強制検査権限を認めた海警法が２月１日に施行されま
した。領海警備に当たる海上保安庁関係者に緊張が
走っています。地元の漁業関係者は、中国脅威論に疲
れも見せています。

　知事の見解と今後の対応について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　尖閣諸島周辺海域については、中国公船等による領
海侵入や漁船追尾等に加え、去る２月１日に、中国海
警局の武器使用を認める中国海警法が施行され、漁業
者にさらなる脅威を与える状況となっております。
　県としては、尖閣諸島周辺海域において不測の事態
が生じることは、断じてあってはならないものと考え
ており、去る２月19日に外務大臣、国土交通大臣、
防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣に対し、当海域
における安全確保や冷静かつ平和的な外交（対話）に
よって中国との関係改善を図ることなどについて要請
を行ったところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　次の質問に行きます。
　南西諸島に配備した陸自部隊に物資を運ぶ中型と小
型の輸送艦３隻を2024年に導入する方針を政府は固
めましたが、知事の見解について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　防衛大臣は去る２月16日の記者会見において、島
嶼部に陸上部隊や自衛隊の装備品を継続的に輸送する
ため、2000トン程度の中型級船舶１隻と数百トン程
度の小型級の船舶３隻を取得し、令和５年度末までに
海上輸送部隊を新編する考えを発表しております。ま
た、配備先については現在検討中とのことであります。
　県といたしましては、部隊の配備計画や運用計画な
どについて引き続き動向を注視してまいりたいと考え
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　陸自のこの輸送艦配備というのは
初めてと聞いていますけれども、配備先はまだ未定と。
今、宮古島そして与那国島、石垣島のほうでも自衛隊
配備が進められているんですけれども、南西諸島全て
が配備先になると軍事化が進むんじゃないかなと私は
危惧しております。
　辺野古新基地の陸自常駐報道もあったんですけれど
も、米軍基地と自衛隊の共同使用問題、これは宮古・
与那国・石垣にも配備されるとやはり在沖米軍は自衛
隊施設を共同使用、そして訓練することができるわけ
ですから、そうすると県内で在沖米軍が訓練使用でき
る施設や場所が増えるということですよね。それは県
民の過重負担になるというふうに私は思いますが、こ
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れについてやはり県は、県内の基地の整理縮小につい
ては自衛隊配備を含め、沖縄県の軍事基地化から脱却
するアクションプランを明確に示すべきではないかと
思いますが、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　次呂久議員御指摘のと
おり、県内における自衛隊基地と米軍が一体となって
共同使用するという形態になりますと、地元地域にお
いて訓練の増加によってさらなる基地負担の増加にな
ることから、県としては断じてあってはならないもの
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　我が会派の代表質問でもこの基地
の整理縮小について、県の答弁で、当面は50％以下を
目指すという数値目標の設定を求めると。そしてこの
要請を受けて日米両政府においても具体的な返還計画
を検討・作成していただきたいと。何か全部ボールを
投げているような感じがして、県はどうしたいのかと
いうのが、私は見えないんですね。やはりこれはしっ
かりと県がどうしたいんだと、50％という数字を出
しているわけですから、それを明確にちゃんと示すべ
きじゃないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時32分休憩
　　　午後２時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　議員御指摘の具体の返還施設あるいは時期等につい
ては、県から提示をするという形ではなくて基地の提
供責任者である日本政府と、実際に基地を運用する米
国政府との間で協議し、数値目標を設定していただく
ことが実現可能性を高める上でも有効だと考えており
ます。
　県といたしましては、この数値目標の設定に当たっ
て日米両政府に沖縄県を加えた協議の場ＳＡＣＷＯを
設置していただくことで、例えば海兵隊の撤退を求め
る県議会の全会一致の決議の考え方など、沖縄県の考
え方、意見を十分に反映させることによって、県民が
納得できるような形での基地の整理縮小の実現を求め
てまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　県民に納得していただきたいとい
うことでしたら、明確に示すべきだと私は思います。
　次の質問に行きます。
　県立八重山病院隣接の暫定ヘリポート運用の現状

と、恒久ヘリポート設置の取組状況について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　八重山病院隣接に設置
をいたしました暫定ヘリポートの運用につきまして
は、現地関係機関の協力を得ながら実施をしていると
ころでございます。供用開始以降、１月末までのヘリ
ポートの使用実績は11月が４回、12月が５回、１月
４回の計13回となっており、そのうち夜間の使用は
７回となっております。
　恒久ヘリポート設置の検討については、現在複数の
設置案について石垣市や海上保安庁など関係機関へ意
見の確認を行っているところでございます。今後、そ
れらの意見を整理した上で設置場所の決定に向けた調
整協議を行ってまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　現在の暫定ヘリポートなんですけ
れども、石垣市の区画整備事業の進捗状況にもよると
思いますが、この使用できる期間というのはいつ頃ま
でと考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　今議員からございまし
たように、石垣市の土地区画整備事業が今後進んでま
いります。これによって現在設置をしている暫定ヘリ
ポートの運用が工事等に支障が生じるという時期、今
最短で令和６年度、最短でですけれども、土地区画整
備事業が進捗した場合にあってはその時期頃までに暫
定ヘリポートの使用と。ここは仕様にもよりますけれ
ども、どういった形でヘリポートを整備するかにもよ
りますけれども、仮に現在の位置―暫定ヘリポート
の位置で土地区画整備事業ができない、支障が出ると
いう形になれば、令和６年度頃を想定しております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時35分休憩
　　　午後２時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○次呂久　成崇君　昨日ですか、大浜議員も取り上げ
ていましたが、可搬型照明ですね。なかなか議員の皆
さんもどういうものか分からないので、ちょっと写真
で。これ１ケースに17入っています。これが実際に
設置するときは、青い印がついているところは照明
と、黄色が普通のヘリポートの範囲内ですね。全部で
14か所にこれを設置するわけです。この１ケース32
キロあります。可搬型の照明は１個1.2キロです。こ
れがワンセット、私は当初200万と聞いたんですけれ
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ども、職員のほうに現場でも確認したら、今ワンセッ
ト140万だと。ですが、公室長は昨日は120万だと言っ
ていたんですが、これが今２セットですね。どちらが
正しい金額ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時37分休憩
　　　午後２時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　昨日私120万と少し数字が間違っていたといいます
か、少し当初のものを使っていましたけども、140万
ほどとなっております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ありがとうございます。
　140万ですね。これが140万です。これを手押し台
車で百数十メートル押していって―警備員、そのた
めに１人配置していますよね。その予算が11月から
３月までで220万です。設置に10分ほどかかります。
これが令和３年度４月から配置するために警備員、予
算計上していると思うんですが、これ幾らか分かりま
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時38分休憩
　　　午後２時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　予算の計上については
少し確認ができませんけれども、次呂久議員も今御指
摘ありましたとおり、４か月で約200万ということで
年間を計算しますと約600万円程度という数字を聞い
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　１年間で600万ですね。今ツー
セットあるので280万です。そして11月から３月末
までで220万、もう約1000万ですよ。副知事のほう
からも昨日答弁あったんですけれども、常設型の照明
を設置する費用が2000万です。
　先ほど私確認しました、暫定ヘリポートいつまで使
用できますかと。これが早くて最短で令和６年です
よ。費用対効果とか効率的なことも考えたら私はやは
り常設型の照明設置というのが安心・安全で確実じゃ
ないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時40分休憩
　　　午後２時40分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　今いろいろ庁内でも議論をさせていただいている
ところです。病院事業局の警備員の委託、その金額な
どについても我々もう少し調べてみたいと思ってお
ります。石垣市のほうの計画などもありますので、そ
ういったところの整合性など、やはりどれだけの期間
使えるか、そういったものも見た上でしっかりと整理
して、費用対効果だけで議論できるものではないとい
うふうに認識しておりますけれども、しっかりと確認
した上で対応したいと思います。今しばらくお時間い
ただければと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ちょっと改めて確認させていた
だきたいんですけれども、八重山地域の急患搬送は、
そもそも広域行政を担う沖縄県が離島格差、そして医
療格差を考慮して県民の命を守る人命救助優先のた
めに行う業務だと私は認識していますが、この認識は
間違っていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　そのような認識の下、暫
定ヘリポートの早期設置に対応したところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　今、病院敷地内に恒久ヘリポート
の設置とかいろんな案が出ているようなんですけれ
ども、やはり今は隣接している駐車場に設置をすると
いうふうになると、入院患者にもまた騒音の負担にな
りますし、次、病院を建て替えるとき、あそこはたし
か予定地だったと私は認識しております。ですからそ
ういう計画にも支障が出てくるんです。
　先ほど県の本来の広域行政を担う業務なんですよ。
なので石垣市の、もちろん区画整理事業の関係もある
かと思うんですが、やはり今の場所を恒久ヘリポート
としてそのまま継続してできないかというのは、私は
広域行政を担う県がしっかりそこはリーダーシップ
をとって石垣市と、そして関係自治体ともしっかり話
し合うべきだと思いますが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　我々、この場所が恒久ヘリポートとして対応できる
のであればこれにこしたことはないと実は考えてお
ります。そういう方向であればその照明器具について
も常設を検討する、これはすぐ可能だと思います。一
方で石垣市ではいろいろな計画もあるようですし、そ



─ 383 ─

ういった石垣市の意向もしっかり我々確認しながら対
応する必要があると、そういった意味でお時間いただ
ければと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ぜひ暫定ヘリポート、今の場所が
恒久ヘリポートとしてできないかという案も一緒に考
えていただきたいなと思います。
　次、離島振興についてです。
　運休中の粟国航空路線の再開に向けた現状と課題に
ついてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県では運休中の離島航空
路線の運航再開に向けて、国と連携して第一航空が進
める事業の進捗確認を行っているところです。同社に
おいては、空港事務所が確保され、航空機材の耐空検
査を終えたほか、パイロットの訓練開始に向けた手続
など就航に向けた取組が進められております。また同
社は、早期就航を優先させるため、当面はチャーター
方式で運航することとしておりますが、県としては、
粟国村などの関係町村も含め、定期的な就航に係る支
援制度について意見交換してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時44分休憩
　　　午後２時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　波照間、多良間線の見通しはどう
なっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　第一航空にあっては粟国
の就航実績がありますので、今事業計画等は粟国を先
行しておりますけれども、波照間、それから多良間で
すね、路線も含めた３路線これについてもスケジュー
ル等調整しているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　波照間の航空路線なんですけれ
ども、2008年11月から運休しているんですね。それ
以降、空港のほうは急患搬送のみ使用しています。
2015年11月に新ターミナルがオープンしておりま
す。波照間空港ですね―しているんですけれども、
定期航空路線はいまだ一度も使われてないですよ。そ
れで10年以上航空路線のない状態が続いています。
県の本気度ってどうなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　当時、波照間就航のものについても関わっていたも

のですからお答えさせていただきますが、実は第一航
空が就航した際に、石垣を拠点として波照間、多良間、
そこを周回するようなルートなどについて竹富町、
多良間村、そして石垣市といろいろ協議会などを設け
て議論してまいりました。おおよその合意形成ができ
ていて、あと一歩というところで第一航空の事故が起
こったということで、この計画が今止まったという段
階になっております。まずは第一航空の就航再開、
そこが第一だろうと。ある程度のスキームは当時のも
のができておりますので、その間にいろいろ首長が変
わったりということがありますけれども、我々として
は、まずは粟国での第一航空の就航が決まったら、そ
ういった当時の多良間村、そして波照間の空港での就
航に向けた協議を再開する必要があるだろうと思って
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　2008年からですから、あのとき
生まれた子供はもう中学生ですよ。竹富町が今独自で
スカイサンタ社と連携して協定提携して、今年の９月
から不定期チャーター便というのを航空路線再開目指
しているんですけれども、この件について竹富町と連
携というのはあるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　竹富町が協定を締結した
のは承知しておりますし、今第一航空の状況について
も竹富町に情報を共有しているところです。今後の竹
富町の取組も注視しながら、第一航空の動きも並行し
て行いたいというところです。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　来年、再来年ということじゃなく
て、早い時期に再開できるように取組のほうをお願い
したいと思います。
　次に、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業につ
いて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄県では離島住民の交
通コストの負担軽減を図るため、航路ではＪＲ在来線
並み、航空路では新幹線並み運賃を参考に、航路は約
３割から７割、航空路は約４割の運賃低減を図ってお
ります。また病院や高校がない小規模離島について
は、観光客との交流人口の航空運賃を約３割低減して
おります。さらに那覇―久米島の航空路線について
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は、平成30年度から交流人口も新たに対象とし、県と
町合わせて約２割の運賃低減を図って実施しており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　これはソフト交付金ですよね。
10年前は確かにそれがなくて高額な航空賃を払って
いたんですけれども、ただ今でも６割自己負担なんで
すよね。この６割自己負担というのは、この運賃低減
というのは、県はこれは妥当だと考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　確かに６割相当額でも万
を超える単位になっております。ただし離島がもし地
続きならば、本土の場合だったらどのような移動手段
で、どのぐらいのコストがかかるかというところに着
目して制度を設計しております。新たな沖縄振興の制
度にあっても、これを安定的・継続的に実施していく
ためには、一括交付金ではなくて制度化が必要ではな
いかということで制度提言も図ることにしておりま
す。継続して安定的に実施する、これが県の取組でご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　私はこの事業、評価はしていま
す。ただ、今部長がおっしゃったように地続きならば
なんですよね。沖縄県は海洋島嶼県ですよね。1000
キロと400キロ。地続きじゃないんですよ。なのでそ
もそもこの基準というのをやっぱり見直して、しっか
りと制度化に向けて取り組んでいかないといけない
んじゃないかなと私は思っています。
　今３月、ピーク期です。片道１万1370円です。往
復２万2470円。私、今年度何回往復したかと数えま
した。40往復してました。これ全部調べようと思っ
て議員になったときから調べたんですけど、年間大体
60前後往復しています。一番多いときで83往復して
いました。同じように児童生徒の派遣などもみんな
補助はあるんですが、この６割負担というのはずっと
やっているんですよ。ですから離島振興ということで
この交通コスト負担軽減事業をやっていただいてい
るんですけども、やはりいま一度しっかりと事業につ
いても見直しも必要じゃないかなと思っております
ので、ぜひ取組のほう強化していただきたいと思いま
す。
　次、新石垣空港アクセス道路の進捗状況について伺
いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　石垣空港線の令和２年度末の進捗率は、事業比ベー

スで約56％となっております。平得交差点から市道
タナドー線交差点までの1.8キロメートルについては
暫定２車線で供用しており、新八重山病院へのアクセ
スが向上しております。現在、新石垣空港から石垣市
道の産業道路までの約２キロメートルについて、早期
の供用を目指し、重点的に整備を推進しているところ
であります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　今、県立八重山病院の隣に石垣市
役所の新庁舎を建設中です。今年年内、または年度内
に完成して開庁する予定というふうになっているん
ですけれども、そうするとその隣にまた消防もあるん
ですね。消防署も。朝の通勤ラッシュとかそういうと
きにかなり渋滞が予想されるんじゃないかなと思っ
ております。なので、やはりその区間、今は２車線な
んですけれども、やはり当初の４車線予定、早めに供
用開始というのはできないのかということを伺いた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　先ほど答弁しました
けれども、今現在石垣空港から石垣市道の産業道路ま
でを優先的に整備しておりますが、その４車線で供用
するべき区間、その交通状況に応じて早めに工事をす
る必要があれば、また検討しながら進めていきたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　部長、旧大浜町の浄水場施設跡地
部分というのは、進捗状況はどうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時54分休憩
　　　午後２時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　旧大浜町の浄水場跡地につきましては、今施設の撤
去について調整中でございまして、まだその部分の工
事に着手できる状況ではございません。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　早めの供用開始、全区間、ぜひお
願いしたいと思います。
　次、離島フェアのオンラインの実績と来年度以降の
取組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　今年度の離島フェアは、
コロナ禍を踏まえオンライン開催となりましたが、公
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式サイトにおいては約37万回のページビューがある
など、多くの方がウェブを通じて離島の魅力に触れて
いただいたと認識しております。また公式サイトでの
販売等による総売上額は、２月12日時点で約550万
円となっております。来年度については、今年度の実
施内容等を検証しつつ、今後の感染状況等を踏まえ主
催者である離島振興協議会と適切な実施方法を検討し
てまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　改めて聞きたいんですけれども、
離島フェアの目的を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　離島フェアは、島々の魅
力を沖縄県内外へ発信し、島の産業振興と地域間交流
を促進することで地域活性化を図ること、これを目的
としております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　今回初のオンライン開催というこ
とで、課題もいろいろあったと思います。周知方法、
こちらにいる知事、副知事、部局長そして我々議員も
そうなんですけれども、わしたショップ国際通り店で
もやっていました。そこにどれだけの人が足を運んだ
のかというのは、私も皆さんに聞きたいんですけれど
も、時間がないので聞きません。私は一応４回行きま
した。
　ただ今回、私は先ほど目的でも言いましたけれど
も、離島相互間の交流ということで、事業者同士の交
流の場でもあるんですよ。今回は、40社参加、前年
度までは121社ですか。なぜ今回できなかったのか。
また次どうするのかということも含めて、きちっと来
年度以降の開催に向けては、そういう検証というのは
必要だと思いますがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　今回の開催に当たって課
題として挙げられますのが、ウェブ上で販売する際に
必要となる正確な食品表示に対応する必要があった。
ところがこれが時間的な制約もあり、離島フェアの開
催までに十分できなかったという事情もある。これも
原因の一つと考えております。これらの課題等も今後
検証して、離島振興協議会等も含めて次年度の開催方
法も含めて検討していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　次、新過疎法の制定について、そ
の制定に伴い、現状で適用除外となる自治体数につい
て伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午後２時58分休憩
　　　午後２時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな過疎法の制定に伴
い、現行の県内過疎市町村18団体のうち、過疎地域か
ら外れる見込みの団体は２団体となっており、大半の
現行過疎市町村が引き続き地域指定を受けると聞いて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　この新法の経過措置案の詳細につ
いて伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　まず経過措置期間、これ
が平成12年―現行法の場合は５年だったものが今
回は６年、さらに財政力の弱い団体は７年となってお
ります。また過疎債の発行限度額の引上げ等の充実が
図られる見込みであると聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　今回卒業する自治体というのが竹
富町と北大東村という答弁があったと思うんですけれ
ども、この竹富町と北大東村なんですが、財政力が低
い自治体というふうになるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　２団体は財政力が低い団
体に該当し、経過期間は７年になると見込んでおりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　この経過措置案の内容に対して、
県の評価と見解を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　今回の新たな過疎法の改
定案については、先ほど申し上げたように激変緩和措
置が拡充されている。このことは、過疎地域の実情に
対し特段の配慮がなされたことによるものというふう
に認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　次に、除外となる予定の竹富町と
北大東村の財源に占める過疎債の割合について伺いた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時１分休憩
　　　午後３時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　令和元年度の歳入予算ベー
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スで申し上げると、北大東村は過疎債の発行額が全体
の4.4％、竹富町は歳入予算全体の9.8％となっており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　この経過措置期間というのは、や
はり終わりがありますので、それも見据えてこの２自
治体とは情報交換もしながら、次なる支援というのは
考えていただきたいなと思っております。
　次、農林水産行政について聞きます。
　地域未来投資促進法を活用し、石垣島で予定されて
いるゴルフ場整備計画は、予定地である農地の用途を
変更する農地転用が最大の課題となっているようなん
ですけれども、県の見解と石垣市との今後の協議につ
いて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　地域未来投資促進法では、計画地に農地が含まれる
場合には土地利用計画を策定することとなっておりま
す。現在、石垣市からゴルフ場建設に伴う土地利用調
整計画の事前調整案が提出されておりまして、調整を
続けているところであります。同計画案においては、
広大な農用地区域が含まれていることから、県としま
しては、地域未来投資促進法における土地利用調整の
基本方針及び農振法を踏まえ、石垣市と十分な調整を
図ってまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　国の基本計画の同意を得て、これ
から土地利用調整計画案を作成するという段階だとい
うことなんですけれども、この計画は優良農地の保全
を前提としていまして、国から確認する基本方針、先
ほど部長がおっしゃいました基本方針が示されている
んですが、この基本方針事項の内容と農振除外、農地
転用の要件の違いは何か伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　地域未来投資促進法の基本方針に定める、土地の農
業上利用との調整に関する必要な事項としまして、主
な事項を申し上げます。まず１つ目に、農用地以外の
開発を優先すること。それから２つ目に、周辺農地の
農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を生じさせな
いこと。それから３点目に、面積、規模が最小限であ
ること。４点目に、面的整備を実施した地域を含めな
いこと。５点目に、農地中間管理機構関連の取組に支
障が生じないようにすることというのが主要な調整方
針となっておりまして、調整方針につきましては、農

振法における農用地の除外要件と同義とされていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　通常の農振除外や農地転用の手続
というのは、どれぐらいの期間を要しますか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　通常、農振農用地除外につきましては、最短で３か
月から４か月程度、それから農地転用につきまして
は、最短で２か月程度の期間を要しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　基本方針の確認事項と、農振除
外、農地転用の要件が同じということは国も示してお
ります。しかし石垣市のほうは、促進法を活用したほ
うが通常の農振除外また農地転用の手続を踏むよりス
ムーズに進むというふうに説明しているんですけれど
も、それは私はちょっと違うんじゃないかなと理解し
ているんですが、これはいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　地域未来投資促進法の第18条におきましては、土
地利用調整計画及び地域経済牽引事業計画の策定後に
農地場の処分が求められた場合には、施設の整備が円
滑に行われるように配慮することと明記されておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　この計画予定地には、100ヘク
タール以上の優良農地を含んでいるので、やはり膨大
な面積ですのでかなりハードルは高いんじゃないかな
というふうに思っております。年内工事着工という報
道があったんですけれども、県のほうはどうですか。
見解を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時７分休憩
　　　午後３時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　先ほども申し上げましたけれども、地域未来投資促
進法を活用したゴルフ場建設計画につきましては、石
垣市から提出のあります事前調整案に基づきまして現
在調整を進めているところでありますが、他法令の関
わりもある場合もありますので、現時点で着工の見込
み等については、なかなか承知し難い部分があります
ので御理解いただきたい。
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○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　次に、日台漁業協定取決めによる
地元漁業者の影響について、現況と課題を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　日台漁業取決めにつきましては、多くの本県漁業者
が台湾漁船とのトラブルに不安を抱えながら操業して
いる中、昨年の日台漁業委員会が新型コロナウイルス
の影響により中止となったため、今年度の操業ルール
につきましては、昨年度のルールを継続することで合
意をしております。課題としまして、八重山北方三角
水域における台湾漁船の漁具流出に関するルールの徹
底、それから次の協議会が新型コロナウイルスの影響
によりましてまだ開催未定となっているというところ
が現在課題として上げられております。
○次呂久　成崇君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時９分休憩
　　　午後３時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　先ほど部長のほうからありまし
た、この北方三角水域と併せて―実はここは地元の
漁業者も台湾漁船が来るので行けないと、大型船です
から行けないということで、台湾が独自で引いた暫定
執法線がありますよね。これは石垣島から南のほう
の50海里周辺なんですけれども、実はここにも台湾
漁船が入ってきて、なかなか地元では漁場が確保でき
ないと。それで三角水域のところとか尖閣のほうに
は海保や水産庁のパトロールは行くんですが、どうも
この南のほうにはなかなか来ないんだと。それで結局
漁業者の皆さんは、自分たちはどこにも漁場を確保で
きないんだということを訴えているんです。ぜひそこ
ら辺、地元の漁業者と直接意見を交換する場をつくっ
て、この声を聞いていただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　今次呂久議員からもありましたように、先島の南側
の漁場はマグロ等の好漁場となっております。同水域
におきましては、一部の台湾漁船が操業を行っている
ことから、規模の小さい本県漁船の操業に支障がある
ということで、漁業者からも聞いているところでござ
います。そういった漁業者の日頃の課題とか、そうい
う不安に思っていることを含めまして、やはり意見交
換はやっていきたいと思います。これまで県漁連の役
員の皆様からも状況については聞いておりまして、一

緒に要請等も行っております。引き続きそのような形
で対応していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　漁協などの関係団体との意見交換
ももちろんなんですけれども、やはり地元漁民の皆さ
んの声を直接聞くということが私は大事だと思います
ので、ぜひそれをお願いしたいと思います。
　次に、県の試験研究機関の施設及び研究概要等につ
いて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時12分休憩
　　　午後３時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　県では、農林水産業の振興を図るために試験研究機
関で各分野の研究に取り組んでいるところでありま
す。農業研究センターでは、パイナップルなどの新品
種の育成、それから栽培技術について、畜産研究セン
ターでは、県産種雄牛の造成やアグー豚の肉質向上に
ついて、森林資源研究センターでは、森林管理技術や
県産木材の利用加工について、水産海洋技術センター
では、水産資源の持続的利用や養殖技術について、海
洋深層水研究所では、海洋深層水を利用した養殖技術
等について研究を実施しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　１月に私たちは、石垣の水産海洋
技術センター石垣支所のほうに行ってまいりました。
こちらは昭和41年に設立しているんですけれども、
ちょっと写真を御覧いただきたいのですが、この琉球
水研支所という古い建物です。施設はこんな状況です。
こういうところで研究がされているわけなんです。私
は、県の試験研究機関というのが、これから次期振計
の中でもどういう位置づけなのかということもちょっ
と確認したいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画における農
林水産技術の開発と普及の施策目標の実現に向けて、
試験研究機関において研究開発を推進しているところ
です。新たな振興計画（骨子案）では、農林水産業の
イノベーション創出及び技術開発の推進を基本施策に
位置づけており、地球温暖化による生産現場への影響
や、農林漁業従事者の減少、高齢化の進行など農林水
産業を取り巻く自然環境、社会環境の変化に伴う課題
の解決を目指して試験研究を推進していくこととして
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おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　この研究を継続していくために
は、やはりスタッフが必要不可欠だと思います。今後
のこの人材定着、育成、活用についてどのようにお考
えなのか伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　まず本県の農林水産業の振興を図るためには、農林
水産技術の開発を担う研究員、それから研究現場で栽
培管理及び特殊機械による作業を担う農林水産技能
員の育成確保が重要であると考えております。
　県としましては、派遣研修や各種講習会の受講など
によりまして、試験研究に携わる人材の育成を図るこ
とで、情勢の変化に対応できる新たな技術の開発を継
続して実施できるように人材育成、研究の体制維持強
化に努めていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ありがとうございます。
　最後に、教育行政について。
　学校職員定数条例の一部を改正する条例の議案提
出理由と、現状について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　学校職員の定数条例は、毎年度児童生徒数の増減等
により、学校職員の定数を改める必要があることから
改正をしているところでございます。
　今議会に提案しております令和３年度の条例定数
は、県立高等学校で4034人、県立特別支援学校で
1851人、県立中学校で49人、市町村立小中学校で
１万482人、合計１万6416人となっておりまして、
令和２年度と比べ185人の増となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　少子化で、県内でも小・中・高の
児童生徒数というのは、減少傾向にあるんですけれど
も、特別支援学校の在籍者数と小中学校の特別支援学
級の在籍者数は増加しているんですよ。その要因は何
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　幾つか制度の改正等がございました。まず平成19
年度に特別支援教育が始まりまして、障害のある児童
生徒一人一人の教育ニーズに応じた対応をすること

になったということを受けまして、保護者等の特別
支援教育に対する理解、啓発が進んだと。また、平成
28年度では特別支援学級の設置要件の加配や下限撤
廃がありまして、対象一人でも設置が可能となった。
そういったことがありまして、増えているという状況
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　特別支援学校を選択する保護者
も多いというふうに今聞いております。ただ普通校で
も支援学級の専門性というものがやはり問われてく
るかと思うんですけれども、その取組というのはいか
がでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　まずお断りしておきますが、特別支援学校への就学
については、学校教育法施行令の22条の３で障害の
程度が規定されていまして、それに該当する場合に限
り就学が可能ということになっています。一方、当然
ながら特別支援学級が増えてきておりますので、そこ
につきましては、県主催の特別支援学級の担当者の研
修であったり、教育委員会主催の免許法認定講習で
しっかり有資格者等を確保することで、特別支援学級
における特別支援教育または特別支援学校における
特別支援教育について充実していきたいと考えてい
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　教職員の働き方改革に関する取
組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　県教育委員会では、平成31年３月に沖縄県教職員
働き方改革推進プランを策定いたしまして、学校の実
情に応じた行事や会議等の見直し、合理的でかつ効率
的・効果的な部活動の推進、また部活動指導員やス
クール・サポート・スタッフの配置等の取組を進めて
おります。また令和２年３月には、県立学校教育職員
の勤務時間の上限の目安時間について、方針を定め取
組を進めているところです。
　引き続き実行性のある取組を推進し、教職員の働き
方改革に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　制度導入で教職員の働き方改革、
実現できますか、教育長。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
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○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　議員御指摘の教育職員に係る１年単位の変形労働
制のことかと思いますが、この制度につきましては、
令和元年の教育職員の給与特別措置法の改正で、都道
府県の条例で定めることで運用ができるというふうに
なっています。ただ一方でこの件につきましては、中
教審で議論がなされておりまして、同制度については
実施することにより、学期中の勤務が現在よりもさら
に長時間化しては本末転倒であるといった御指摘もあ
りますので、導入に当たっては、まず県教育委員会と
しましては、業務を削減していわゆる働き方をしっか
りした上で、長時間を是正する必要があると考えてい
ます。
　制度の導入については、他県の状況も踏まえながら
慎重に検討していきたいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　全国的にも、公立小学校の教員採
用試験受験者が減少しているんですけれども、見解と
対策を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　特に今年度、小学校教員の採用試験の状況ですけれ
ども、1008人となっておりまして、５年前の平成27
年と比べますと353人、25.9％の減となっております。
受験者数が減少している要因としましては、コロナ禍
で状況が変わっていますが、昨年度までは景気拡大に
よる他業種への流出ですとか、長時間労働など教職員
に対するイメージの低下、また採用者数を平成24年
ぐらいから350人以上取っていますので、そういった
拡大による影響などがあるのかなと考えています。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　県の教職員の病休、全国の２倍、
そしてその中でも精神を患っての休職は全国の３倍と
なっていますので、人員配置も含め、やはり教職員の
働き方改革をしっかりと取り組んでいただきたいと思
います。
　これで質問を終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時23分休憩
　　　午後３時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　喜友名智子さん。

　　　〔喜友名智子さん登壇〕
○喜友名　智子さん　こんにちは。
　てぃーだネットの喜友名智子です。
　今日、後から言いたいことがたくさんあるので、早
速質問に入ります。
　１、保育行政について。
　待機児童の解消がまだ見えず、保育施設の量がまだ
必要である一方で、保育園での乳幼児の学びと発達の
充実にも目を向ける必要があります。
　そこで伺います。
　(1)、現在の保育園は制度上、家庭保育ができない
親のための施設と位置づけられています。就業してい
たり、病気だったりで親御さんの都合の部分で園に入
れているというのが一応は制度上の仕組みなわけで
す。そのために保育園でこの乳幼児期の発達と育ち、
子供中心の保育をするためにどう充実強化しているか
という観点で、保育の質についての県の考えを伺いま
す。
　(2)、保育士の待遇改善に向けた県の取組と次年度
の計画について伺います。
　(3)、県の委託事業として行われている、養育里親
事業の概要と取組状況について伺います。
　２、教育行政について。
　教育委員会が今年４月から35人学級を中学２、３
年生に拡大すると決定しました。既に小学校１、２年
生で30人学級、小学校３年生から中学校１年生まで
35人学級を導入している沖縄県で、さらに子供たち
の学びの環境がよくなることを期待いたします。
　(1)、中学２、３年生の35人学級について、かかる
予算と人員計画の見通しを伺います。
　(2)、特別支援学級の急増の背景と、対応する職員
体制について伺います。先ほど次呂久さんの質問と一
部かぶりますので、簡潔にお願いいたします。
　(3)、新型コロナ対応で始まったオンライン教育の
進捗状況について伺います。
　(4)、沖縄県の学力調査結果と、児童生徒一人一人
に合った学び支援についての現状を伺います。
　３、家庭支援について。
　沖縄県子どもの貧困対策計画では、施策の方向性と
して、学校を子供の貧困対策のプラットフォームにと
位置づけております。一人一人の子供、それぞれの家
庭が置かれた状況に対して、行政による一律の対応だ
けでは不十分なケースというのが考えられます。
　そこで、お伺いいたします。
　(1)、県内において、子育てが困難な家庭を支援す
るためにどのような取組があるでしょうか。
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　(2)、沖縄の保育・教育が子供たちの将来にどのよ
うな影響を与えるか、長期にわたり検証できるように、
30年、40年の長期スパンで大規模調査プロジェクト
が必要ではないでしょうか。
　４、新たな沖縄振興計画の骨子案についてです。
　沖縄は海に囲まれている海洋島嶼圏です。骨子案
の中で、ブルーエコノミーや海洋都市構想というキー
ワードが出てきました。大変大きな可能性を感じてお
ります。
　(1)、骨子の計画策定の意義にある海洋島嶼圏とし
ての振興について内容を伺います。
　(2)、新しい産業の創出について、特にサービス産
業が多い経済構造の沖縄で、第１次、２次産業をどう
発展させるのか見通しを伺います。
　(3)、慢性的な交通渋滞が課題の沖縄にとっては、
交通ネットワークの改善は必要です。車依存社会から
どう脱却するか現状と見通しを伺います。
　５、改正種苗法などの対応について。
　私、昨年６月の議会より継続してこのテーマ、質問
をしております。日頃より農林水産部の皆様にはある
意味、地味なテーマながら取り組んでくださっており
感謝しております。廃止された種子法、改正種苗法に
県が取り組むことは、沖縄農業の振興、地産地消の推
進、食と農の安全、沖縄の食ブランド形成など様々な
分野にわたる重要な取組です。
　(1)、種苗法改正に当たっての県の取組について伺
います。
　(2)、農業競争力強化支援法第８条第４項、「都道府
県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への
提供を促進すること。」という内容について、公的種
苗事業は引き続き必要であるとの立場から、県の見解
を伺います。
　(3)、沖縄の在来作物を守り活用するための県の取
組について伺います。
　(4)、沖縄県の試験場における研究職と現業職員の
配置状況について伺います。
　６、県外・海外事務所の活動実績について。
　(1)、沖縄県の県外事務所、海外事務所の役割を伺
います。
　(2)、これまでの活動実績と、次年度の計画、必要
な人員体制を伺います。
　７、新型コロナ対策について。
　県の緊急事態宣言が解除され、昨日沖縄にもワクチ
ンが届いたとの一報がありました。とはいえ、毎日の
死亡者数、そして新規感染者数などを見ていますと、
なかなか終息は遠いという印象を持っています。これ

まで県は医療体制の確保を最優先とする対策を続けて
きましたが、この１年ほど断続的に外出自粛、時短営
業が続いた結果、零細事業者の経営状況が急激に悪化
しています。
　(1)、すみません。こちらは代表質問で答弁があっ
たため取り下げます。
　(2)、新型コロナウイルス蔓延による県内経済への
影響について。
　(3)、県がこれまで行ってきた経済面での支援につ
いて。
　(4)、時短協力金の振込が当初予定の２週間程度か
ら大幅に遅れた理由は何か。こちらも先ほど答弁であ
りましたので簡潔にお願いいたします。
　(5)、病院での看護師業務、小・中・高校の養護教
員の負担が多いという実態がありますが、現状と今後
の県の対応について伺います。
　８、琉球歴史文化の日条例（仮称）について。
　この条例につきまして、その意義が複数あると考え
ております。ウチナーンチュ、県民自身が自らの歴史
と文化を学び身につけること、首里城の再建と連動す
ること、イベント自粛で苦境にある文化・芸能分野で
活動する方々との連携などです。
　そこでお伺いいたします。
　(1)、子供たちが琉球の歴史と文化を学ぶため、保
育園や小・中・高校で関連した取組や授業の予定はあ
るでしょうか。
　(2)、首里城再建と連動した取組が必要と考えます
が、県の考えはいかがですか。
　(3)、終了した意見募集に寄せられた内容について
伺います。特に地域ごとに意見の特徴があるかどうか
をお聞かせください。
　(4)、文化と歴史を生かした観光にこの条例をどう
つなげていくのか伺います。
　９番、会派関連の質問について。
　(1)、瑞慶覧功議員の質問。男女共同参画計画、クオー
タ制に関連しまして、県での女性管理職及び審議会で
の女性登用の現状と、知事部局と教育委員会での女性
登用率を上げるための取組について伺います。
　(2)、翁長雄治議員が行いました質問のうち、ＳＡ
ＣＯ合意についてです。合意には米軍基地の返還に加
えて、地位協定の改定や運用改善についても記載があ
ります。進捗を伺います。
　(3)、こちらも翁長雄治議員が行った質問です。ゆ
がふ製糖工場の老朽化対応に関連しまして、サトウキ
ビの高付加価値利用についてのこれまでの取組につい
て伺います。特に副産物の発生量と利用状況、今後の
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可能性について伺います。
　以上、答弁をお聞きしまして再質問をいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　喜友名智子議員の御質問に
お答えいたします。
　琉球歴史文化の日条例（仮称）についての御質問の
中の８の (4)、観光に条例をつなげることについてお
答えいたします。
　ウイズコロナ時代の沖縄観光におきましては、沖縄
の独自の歴史や多様で豊かな文化といったソフトパ
ワーを最大限発揮することにより、量だけでなく質の
向上も図ることが重要となります。
　今回、条例として提案しております琉球歴史文化の
日につきましては、先人たちがつくり上げてきた沖縄
の歴史と文化への理解を深め、ふるさとへの誇りや愛
着を感じられる日とするため、県のみならず市町村や
民間団体等とも連携し、全県的な取組となるよう進め
てまいります。こうした琉球歴史文化の日を中心とし
た様々な取組により、観光客が沖縄の歴史や文化に触
れる機会が増加するだけでなく、県民自らが足元の歴
史と文化を掘り起こすことによって、ソフトパワーを
発揮した観光資源となり観光の質の向上に貢献するも
のと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、保育
行政についての御質問の中の (1)、保育の質向上につ
いてお答えいたします。
　県としましては、保育の質向上を図っていくために
は、各種研修の実施や保育士の負担軽減を図ることが
重要であると考えております。そのため、県において
は、職員の専門性の向上を図るキャリアアップ研修等
を実施しております。また保育士は、保育の実施のほ
か、保育の指導計画作成や登園管理、保護者との連絡
など、様々な業務を行っていることから、県では、保
育補助者の配置やＩＣＴの導入等を支援するなど、保
育士の負担軽減に取り組んでいるところです。
　同じく１の (2)、保育士の処遇改善についてお答え
いたします。
　保育士の処遇改善については、国において、毎年、
公定価格の改定が行われ、令和元年賃金構造基本統計
調査によると、本県の保育士給与は月額22万7700円、
年額328万7500円となっており、平成24年と比較す

ると月額５万1400円、年額73万2700円の増となっ
ております。また、県独自の施策として、保育士の正
規雇用化や年休取得、休憩取得及び産休取得の支援を
行っており、令和３年度においても、保育士の確保や
処遇改善に係る予算を計上したところです。
　同じく１の (3)、養育里親の育成の取組についてお
答えいたします。
　県では、要保護児童の家庭的な環境での養育を推進
する観点から、社会的養育推進計画に基づき、里親を
育成する様々な取組を行っております。その一環とし
て、里親リクルート・トレーニング事業では、乳幼児
の一時保護の担い手を確保するため、乳幼児を短期間
預かることができる里親の新規開拓、育成、相談対応
等を行っております。
　県としましては、引き続き多様なニーズに対応でき
る里親を育成し、家庭的な環境での養育の推進に取り
組んでまいります。
　次に３、家庭支援についての御質問の中の (1)、子
育てが困難な家庭への支援についてお答えいたします。
　県においては、地域の実情に応じた多様な子育て支
援の充実を図るため、子育てに関する相談や子育て中
の親子の交流の場を提供する地域子育て支援拠点事業
や、子供の預かりを希望する方とそれを支援したい方
をつなぐファミリーサポートセンター事業など、市町
村が実施する地域子ども・子育て支援事業の取組を支
援しております。
　県としましては、引き続き市町村と連携し、子育て
支援の充実に取り組んでまいります。
　同じく３の (2)、保育が子供に与える影響について
お答えいたします。
　乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重
要な時期であり、その後の発達や学びの連続性を踏ま
えて、質の高い教育・保育の提供体制及び福祉と教育
の連携体制を確保することが重要であると考えており
ます。このため、第二期黄金っ子応援プランに基づき、
県教育委員会と連携し、乳幼児期の教育・保育を担う
人材の確保及び資質の向上等に取り組んでおります。
　次に９、我が会派の代表質問との関連についての御
質問の中の (2)、審議会等への女性の登用状況につい
てお答えいたします。
　令和２年４月時点における県の審議会等における女
性の登用率は29.9％、各種委員会を含む県の管理職に
占める女性の割合については、13.3％となっており
ます。女性委員40％未満の審議会等については、委
員改選の際に事前の協議を行うとともに、各関係団体
の委員推薦の際には、積極的に女性を推薦していただ



─ 392 ─

くよう依頼するなど、女性委員の登用促進を図ってお
ります。男女が対等に意思決定に関わることは非常に
重要であることから、沖縄県男女共同参画行政推進本
部を設置し、全庁的に取組を推進しているところであ
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　２、教育行政についての御
質問の中の (1)、35人学級の予算等についてお答えし
ます。
　県教育委員会では、令和３年度から、中学校２年生
及び３年生に35人学級を拡大することとしており、
必要な教員は約180人、予算額は約11億円を見込んで
おります。
　同じく (2)、特別支援学級の職員体制についてお答
えします。
　小中学校の特別支援学級については、特別支援教育
の理解啓発が進んだことや、平成28年度に特別支援
学級の設置要件である児童生徒数の下限を撤廃した
ことにより、平成22年度は444学級、平成27年度は
680学級、令和２年度は1432学級と増加しておりま
す。特別支援学級担任の特別支援学校教諭免許状の
所有者は、令和２年度学校基本調査によると549人と
なっております。県教育委員会では、認定講習を実施
するなど、特別支援学校教諭免許状の所有者数の増加
に努めております。
　同じく (3)、オンライン教育の進捗状況についてお
答えします。
　県教育委員会としましては、臨時休業に備え、職員
研修を行い、オンライン学習の教材作成の支援を行っ
てまいりました。９月以降、学級閉鎖等を行った県立
高校では、オンラインを通して学習課題のやり取り
等、学習状況や実態に応じて工夫した取組を行ってお
ります。オンライン学習の環境整備については、県立
学校への希望調査等を基に、約1700台のＷｉ－Ｆｉ
ルータを整備し、タブレット端末は、県立及び市町村
立学校で約９万8000台の整備を進めております。今
後ともコロナ禍にあっても学習の継続が図られるよ
う支援に努めてまいります。
　同じく (4)、学力調査の結果を踏まえた学びの支援
についてお答えします。
　全国学力・学習状況調査は、児童生徒への教育指導
の充実や学習状況の改善等を目的として実施してお
ります。県教育委員会では、学力調査等の結果分析に
よる児童生徒の実態把握を基に授業改善を進めてお

ります。また、学校においては、学習内容の理解が遅
れている児童生徒を含めた一人一人の学習状況を踏
まえて、少人数指導、チームティーチング等、きめ細
やかな指導の充実を図っております。
　次に３、家庭支援についての御質問の中の (2)、教
育に係る大規模調査プロジェクトについてお答えし
ます。
　県教育委員会では、10年間ごとに教育振興基本計
画を策定しており、策定に際しては、生徒や保護者に
対し基本的な調査を行っております。また、施策実施
の際には、計画に記載している成果指標等の進捗を確
認し、改善を図ることとしており、継続して状況を把
握することで、長期的にも検証することが可能となる
ものと考えております。
　長期にわたる大規模な調査プロジェクトについて
は、提案として受け止めさせていただきたいと考えて
おります。
　次に７、新型コロナ対策についての御質問の中の
(5)、養護教諭の業務の現状と対応についてお答えし
ます。
　県教育委員会では、小・中・高校への感染症対策の
調査の中で、一部の養護教諭から、衛生用品の調達や
消毒に係る作業等が負担との声があることは承知し
ております。そのため、管理職研修会等において、学
校全体で感染症対策に取り組むよう促してきたとこ
ろです。また、学校においては、感染症対策を含め、
学校保健を担う保健主事がおりますが、養護教諭が兼
務している事例が見受けられることから、さらなる負
担軽減策として、県立学校においては、原則、兼務さ
せないよう通知したところであります。
　次に９、我が会派の代表質問との関連について (3)、
県教育委員会における女性管理職登用の取組につい
てお答えします。
　県教育委員会では、平成28年４月に策定した女性
活躍推進法に基づく特定事業主行動計画において、管
理職に占める女性職員の割合を15％にすることを目
標に、女性の職域の拡大等に取り組んでおります。令
和２年度における女性管理職の割合は19.1％と、前年
度より0.8ポイント増加しております。現在、次期行
動計画の策定作業を進めているところであり、女性の
職域の拡大に引き続き取り組むとともに、管理・監督
能力を発揮できるポストへの積極的な配置に努めて
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
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○企画部長（宮城　力君）　４、新たな沖縄振興計画（骨
子案）についての (1)、海洋島嶼圏についてお答えい
たします。
　新たな振興計画（骨子案）における海洋島嶼圏沖縄
の振興では、広大な海域に多数の離島が散在すること
等の地理的事情など４つの特殊事情を根拠として、沖
縄振興特別措置法等に基づく各種特別措置が講じられ
ていること、本県は、今もなお特殊な諸事情を抱え続
けており、国の継続的な支援が必要であることを記載
しております。
　同じく４の (2)、第１次、第２次産業の発展につい
てお答えいたします。
　本県は、復帰以降、経済規模は拡大しておりますが、
第３次産業のウエートが高く、観光需要や県民の消費
需要に依存する経済構造となっているため、コロナ
禍で経済活動が停滞し、需要が大幅に落ち込んだこと
で、観光関連産業を中心に幅広い業種で深刻なダメー
ジを受けております。
　県としましては、新たな産業の育成と併せて、第１
次から第３次に至る既存産業の高度化を図ることが重
要と考えており、先端技術の導入やデジタル技術の活
用、比較優位を生かした高付加価値化等を推進するこ
とで、強くしなやかな経済の構築を実現していきたい
と考えております。
　同じく４の (3)、沖縄に必要な交通ネットワークに
ついてお答えいたします。
　交通渋滞の緩和には、過度な自動車利用から公共交
通への利用転換が重要と考えております。このため、
県では、長期的観点から、鉄軌道とフィーダー交通が
連携する利便性の高い公共交通ネットワークの構築に
向け取り組んでいるところです。また、短中期的には、
定時速達性が高く多頻度で運行する基幹バスシステム
の導入に向け、ノンステップバスの導入やバスレーン
の延長等に取り組んでおります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　５、改正種苗法など
の対応についての御質問の中の (1)、改正種苗法への
対応についてお答えします。
　令和２年12月に改正種苗法が成立し、令和３年度
から登録品種の海外持ち出しや栽培地域の制限が可能
となる一方、登録品種の自家増殖については、令和４
年度から許諾制へと移行します。県では、今年２月に
県育成品種の海外への流出を防ぐため、同法に基づき
海外持ち出しの制限を国へ申請したところでありま

す。また、自家増殖の許諾制の運用に向けて関係機関
等と調整を進めております。
　県としましては、引き続き生産者や生産団体と意見
交換を行い、生産現場に支障が生じないよう対応して
まいります。
　同じく (2)、農業競争力強化支援法への対応につい
てお答えします。
　県の試験研究機関では、登録品種、遺伝資源、育種
や種苗の生産に関する技術、情報などの知見を有して
おります。農業競争力強化支援法第８条第４項によ
り、知見の提供依頼があった場合には、本県農業の発
展に寄与するものであるか、また、生産者にとって有
益なものであるかを確認した上で、対応する必要があ
ると考えております。
　県としましては、引き続き知的財産を適切に管理す
るとともに、新品種の育成や優良種苗の供給に取り組
んでまいります。
　同じく (3)、在来作物の保存と活用についてお答え
します。
　県では、地域で受け継がれている伝統作物の収集を
行い、農業研究センターにおいて、23科75種152系
統を保存しております。また、島ヤサイ産地拡大推進
事業等により在来作物を活用した産地の育成支援とし
て、島ニンジンや島ラッキョウ等の鮮度保持や作業省
力化技術の開発等に取り組んでいるところであります。
　県では、引き続き市町村等と連携し、産地化を図る
ため、在来作物の保存・活用を推進してまいります。
　同じく (4)、研究職と現業職員の配置状況について
お答えします。
　農林水産部の５つの研究機関における令和２年度の
定数は、合計で研究職が115名、現業職員である農林
水産技能員が37名となっております。
　９、我が会派の代表質問との関連についての御質問
の中の (4)、(5)、製糖副産物の利用及び高付加価値化
に向けた県の取組についてお答えします。９の (4) と
９の (5) は関連いたしますので、恐縮でございますが
一括してお答えします。
　製糖工程から発生する主な製糖副産物について、令
和元年２年期においては、バガスが約20万3000トン、
糖蜜が約２万1000トン産出されており、工場の動力
源としての燃料や工業用アルコール、家畜飼料への添
加等に利用されております。
　県としましては、引き続き関係事業者等とも連携
し、従来の製糖副産物の利用に加え、機能性食品や生
分解性プラスチックなど製糖副産物の高付加価値化に
よる総合利用について検討を重ねてまいります。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　６、県外・海外事務所の
活動実績についての (1) 及び (2)、県外事務所の役割
及び活動実績等について。６(1) と６(2) は関連しま
すので、恐縮ですが一括してお答えします。
　総務部所管の東京事務所は、国の省庁や関係機関等
との連絡調整、必要な情報収集、企業誘致及び観光物
産等の紹介などの役割を担い、職員体制は21名、その
うち３名は商工労働部との兼務となっております。年
間を通して、国への三役要請の対応、全国知事会議を
はじめとする各種会議、観光イベント等のＰＲ、県人
会との交流等を行っており、次年度も引き続きこれら
の活動に取り組むこととしております。
　次に９、我が会派の代表質問との関連についての
(3)、県の女性管理職を増やすための具体的な取組に
ついてお答えします。
　知事部局における女性管理職登用率は、令和２年４
月１日現在、14.7％となっています。女性管理職を
増やす取組として、これまで女性職員の配置が少な
かった分野にも積極的に女性職員を配置しておりま
す。さらに、班長級のマネジメント能力等を高めるた
め、自治大学校による地方公務員女性幹部養成支援プ
ログラムへ毎年３名から４名を派遣しております。ま
た、ワーク・ライフ・バランスの推進や男性職員の育
児参加の促進等の取組を通じ、女性職員が能力を発揮
し活躍できる環境づくりに引き続き努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　６、県外・海外事務
所の活動実績についての御質問の中の (1) 及び (2)、
県外・海外事務所の役割及び活動実績等についてお答
えいたします。６の (1)と６の (2)は関連しますので、
一括してお答えいたします。
　商工労働部では、大阪及びアジア地域６か所の県外・
海外事務所を所管し、県産品の販路拡大や観光誘客、
企業誘致、県内企業の海外展開支援等の活動を行って
おります。これらの取組により、飲料品や加工食品な
ど県産品の販路拡大、国内外からの観光客数の増加等
につながっております。次年度においても、各事務所
県職員と現地スタッフ、県庁関係課の連携体制の下、
Ｅコマースやオンライン商談会等の促進による県産品
需要のさらなる拡大や観光業の早期回復、臨空・臨港
型産業の集積に向けた企業誘致、県内企業の海外展開

支援等に取り組んでまいります。
　次に７、新型コロナ対策についての御質問の中の
(2) 及び (3)、県内経済への影響と県による経済面で
のこれまでの支援についてお答えいたします。
　本県経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大抑制
のため、行動や接触機会の制限等により観光需要が落
ち込んだことで、農業など第１次産業からサービス業
など第３次産業まで、幅広い産業で多大な経済的影響
を受けているものと認識しております。そのため県で
は、沖縄県の経済対策基本方針に基づき、安全・安心
の島沖縄の構築と県民の事業と生活を維持し、将来を
先取りした経済の礎を築く取組を軸に、これまで14
次にわたる補正予算により、感染症対策を含む総額約
1626億円の予算を確保し、必要な対策を切れ目なく
講じてまいりました。また、２月補正予算及び令和３
年度当初予算では、感染症対策に185億円、経済対策
に206億2000万円、セーフティーネットとしての生
活支援に136億3000万円、事業者支援に530億6000
万円、合わせて1058億1000万円の各種施策を実施ま
たは実施することとしております。県のこれまでの
新型コロナウイルス感染症対策関連予算としては、感
染症対策及び生活支援予算で1094億2000万円、事業
者支援のための資金繰り支援を含めた経済対策予算で
1381億5000万円、合計で2475億6000万円となって
おります。
　今後の県経済の回復に向けては、まずは感染症等に
よる社会経済面のリスクを極小化することが前提とな
ることから、新しい生活様式に適合する水際対策の設
定など、安全・安心の島沖縄の構築を図るとともに、
域内の経済循環のさらなる強化が必要だと考えており
ます。その上で当面の経済対策として、まずは最重要
課題である事業継続と雇用維持のため、資金繰り支援
の拡充や、雇用調整助成金の上乗せ助成等を継続して
まいりたいと考えております。さらには、経済回復の
ための需要喚起策を加えた回復期の出口戦略として、
幅広い業種で利用可能なハピ・トク沖縄クーポンの第
２弾の発行、県産品の県外向け送料支援及び奨励キャ
ンペーン、おきなわ彩発見キャンペーン第３弾の実
施、県産のお土産品や農林水産物の学校給食への提供
など、商工、観光、農林の産業振興分野で総額約559
億円を計上し、当面の経済対策として取り組んでいき
たいというふうに考えております。今後も感染症対
策を徹底し、経済活動への影響を最小限にとどめるた
め、必要に応じ追加の補正予算も視野に入れ、関係部
局一丸となって切れ目のない経済政策を講じてまいり
たいと考えております。
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　同じく７の (4)、時短協力金の振込遅れの理由につ
いてお答えいたします。
　営業時間の短縮要請に係る協力金支給事務について
は、要請期間の延長等に対し、事務処理体制の準備に
時間を要しておりましたが、現在は体制を強化し、事
務処理の迅速化を図っているところであります。
　県としては、飲食店等事業者へ一刻も早く協力金を
届けられるよう取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　６、県外・海外事務所
の活動実績についての (1)、ワシントン駐在の役割等
についてお答えをいたします。６の (1) と６の (2) は
関連いたしますので、一括してお答えをいたします。
　沖縄県では、辺野古新基地建設問題をはじめとする
米軍基地問題の解決については、日本政府のみなら
ず、一方の当事者である米国政府に対しても沖縄県自
らが直接訴えることが重要と考えていることから、
平成27年度にワシントン駐在を設置しております。
ワシントン駐在は、これまで米国連邦議会関係者等延
べ1267人と面談するなど、沖縄の基地問題に関する
情報提供等の働きかけを精力的に行っております。今
年度はコロナ禍で活動が制約されている中、昨年11
月の選挙で当選された連邦議会議員の関係者30人以
上とこれまでオンラインで面談し、辺野古新基地建設
の技術的課題、普天間飛行場におけるＰＦＯＳ漏出事
故、在沖米軍による事件・事故等について情報提供を
行うなど、積極的な取組を行っております。今後とも、
沖縄の米軍基地問題に関する情報収集・情報発信に取
り組むとともに、米国政府や連邦議会関係者等に対す
る働きかけ、発信力の高い人物等の沖縄への招聘等に
取り組みたいと考えております。なお、ワシントン駐
在の人員体制については、県職員２名と現地職員１名
となっております。
　次に、我が会派の代表質問との関連についての９の
(1)、ＳＡＣＯ合意における日米地位協定の改善につ
いてお答えをいたします。
　ＳＡＣＯ最終報告においては、日米地位協定の運用
の改善として、米軍航空機の事故調査報告書の提供手
続や米軍公用車への番号標の取付けの合意等が実施さ
れております。また、嘉手納飛行場及び普天間飛行場
における航空機騒音規制措置についても合意されてお
り、22時から翌朝６時までの間の飛行などが規制さ
れております。しかし、同規制措置については、米軍
の任務に必要とされる場合は、必ずしも規制措置に拘

束されない内容となっており、結果として定められた
時間を超えても飛行が行われる状態となっております。
　県としましては、日米両政府に対し、米軍に国内法
を適用することなど、日米地位協定の抜本的な見直し
を引き続き強く求めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　７、新型コロナ対
策についての御質問の中の (5) のうち、看護師業務の
現状と県の対応についてお答えいたします。
　県は、看護師業務の負担軽減を図るため、医療機関
が実践している勤務体制の工夫等の好事例を他の医療
機関に情報提供するとともに、沖縄県ナースセンター
を活用した看護師の確保及び就労環境の改善に取り組
んでいるところです。
　県としましては、引き続き看護師が心身共に良好な
状態で業務に従事できるよう就労環境の整備に対する
支援を行っていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　８、琉球
歴史文化の日条例（仮称）についてのうち (1)、保育園・
学校での取組についてお答えいたします。
　琉球歴史文化の日につきましては、沖縄の歴史と文
化への理解を深め、ふるさとへの誇りや愛着を感じら
れる地域社会の形成に取り組むことを目的としている
ことから、次世代を担う子供たちへの啓発が重要とな
ります。このため、琉球歴史文化の日に県立文化関連
施設を無料開放し、子供たちが沖縄の歴史や文化に触
れることを促すとともに、児童生徒を対象とした写真
コンテストの実施等を検討しております。引き続き関
係機関と連携しながら、子供たちへの啓発に取り組ん
でまいります。
　同じく (2)、首里城再建と連動した取組についてお
答えいたします。
　令和元年10月31日の首里城焼失は、首里城がウチ
ナーンチュのアイデンティティーやチムグクルと深く
結びついていることを改めて認識させられた出来事で
した。琉球歴史文化の日を11月１日と設定した理由
の一つには、この日が首里城焼失の翌日ということも
あります。次年度におきましては、琉球歴史文化の日
に併せて様々な取組を行うこととしており、首里城復
興の取組とも連動できるよう、関係部署と連携しなが
ら進めてまいります。
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　同じく (3)、寄せられた意見についてお答えいたし
ます。
　当該条例につきましては、昨年の７月に条例骨子案
及び条例の概要を示して意見募集を行ったところです
が、寄せられた御意見はございませんでした。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　御答弁ありがとうございました。
　まず男女共同参画推進についてなんですけれども、
部局により女性職員、管理職が多い、少ないという傾
向があるような答弁でした。というのも地元紙で男性
は総務・企画系、女性は福祉・医療系の系統が多いと
いう記事がありまして、今執行部席を見ると女性の部
長お二人ともまさに子供と医療ということで、傾向が
そのまま表れているなと感じております。現状、先ほ
ど御答弁の一部にありましたので、お聞きしたいのが、
３年後には執行部の女性の割合、席は何席ぐらいにな
りそうなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　今年度中に県職員の女性活躍推進及び仕事と子育て
プランの行動計画を策定中でございます。まだ素案の
段階で各委員に照会しているところで、期間としては
３年から令和７年までの５か年という予定にしており
ます。
　そこでちょっとどういう数字になるかにもよりま
すけれども、これまでも女性の様々な職を配置がされ
てないところにやるということで、例えば土建部の統
括監など今年度初めて女性を配置したりという取組を
進めています。なかなか人数を何人ということは難
しいところもございますが、そういった取組を通しま
して、女性職員の登用率を高めていくようにしたいと
思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　私も民間で勤めていたときに、
実は女性の管理職を増やすのがいかに難しいかという
ことは本当に身にしみています。声をかけるたびに
やっぱり自分にはちょっと無理ですと断られるケース
が多くて、必ずしも組織のヒエラルキーを上に上げる
という、キャリアだけではないということも理解して
おります。
　先ほど、総務部長の答弁で、土木部門で専門的な職
に就いていらっしゃる方もいるというお話でしたの
で、管理職、今は政策決定の場に女性がとにかく出る
ということが大事だと思いますので、引き続き管理職
の登用率は高めていただきつつ、専門職で女性が長く

働ける職場という、県庁づくりということもぜひ取り
組んでいただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時33分休憩
　　　午後４時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　次に、種苗法の対応についてで
す。
　これは農林水産部の皆様にはいつもいろいろと教え
ていただいたり、逆に私のほうが要望を出したりして
おります。部内にワーキングチームができたと聞いて
いるんですけれども、活動状況などお聞かせいただけ
ないかなと思います。
　私が毎回このテーマで質問しているのは、沖縄県独
自の在来種を守ることが食ブランド、食の安全につな
がるのではないかという問題意識があるからです。昨
年は条例制定に向けて取り組んでほしいという県民の
声、署名を2638筆、デニー知事にお渡しいたしました。
ぜひこれについて知事の前向きなお答えも欲しいんで
すけれども、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄県では昨年９月に沖縄
県農産物等種子安定供給対策ワーキングチーム会議を
設置して、改正種苗法及び改正種苗法の附帯決議の内
容の精査、それから他道県の種子条例の調査を行って
おります。また、サトウキビ等の農作物の優良種苗の
安定供給、新品種の開発、伝統的な野菜等の在来種の
保護等についても議論しているところであります。
　沖縄県としましては、引き続き市町村や関係団体等
から意見聴取を行うとともに、本県農業の競争力の強
化を促進するため、種苗条例の制定に向けて検討を進
めてまいります。
　なお、条例を制定する場合の主な内容ですが、今の
ところ主要農作物の優良な種子の安定生産及び普及、
島野菜など多様な種子・種苗の遺伝資源の維持管理、
優良品種の開発、県の優良品種に係る知的財産権の適
正な保護などがその内容になるだろうと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ワーキングチームのほうで着々
と条例制定に向けてリサーチを進めていただいている
ということで大変うれしいです。沖縄はやはり島野菜
という言葉をぜひ条例に取り入れていただきたいんで
すね。京都だと京野菜、あるいは長野だと地元のソバ
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を条例に取り入れたりと、やはり地域の特徴がかなり
表れた条例も多いです。ぜひ沖縄でも沖縄ならではの
条例制定に向けて、取組を進めていただきたいと思い
ます。
　次に移ります。
　新型コロナウイルスなんですけれども、飲食業界以
外、それから観光業への支援について、ほかの皆様か
らも大変質問が多いんですけれども、私も年明け１月
からの時短営業の支払いが何で業種が片寄っているん
だ、いびつで不平等だという本当に怒り、絶望、不安、
焦り、こういう声ばかりが届いてくるようになりまし
た。抽象的に言ってもちょっと伝わらないかなと思い
ますので、実際にいただいている相談を読み上げます。
　私はランチのお店なので、今回の時短協力金の対象
外です。しかし第３波と県の緊急事態宣言の影響で売
り上げは半減です。ランチ営業の店の現状も知った上
で適切に補償してほしい。週末の夜だけ営業の店、夜
８時半閉店のお店が30分早く閉まるだけで、県のお
金が使われる。納得がいかない。今回の協力金は一部
の店にとってはあり余るほど。間違っているとは言わ
ないが、ほかに苦しんでいる事業者全体に行き渡る施
策はないのか。こういった声ですね。一部では協力金
バブルというすさまじい単語まで聞いたことがありま
して、やはり今の苦しさを表していると思います。何
とかこの偏りをなくす手だてというものは取れないも
のでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
　　　午後４時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　飲食店以外にも支援を広げることができないのかと
いう趣旨の御質問だと受け止めまして答弁いたします。
　県としましては経済対策の最重要課題であり、事業
継続と雇用維持のため、資金繰り支援の融資限度額拡
充や、雇用調整助成金の上乗せ助成を継続するととも
に、幅広い業種で利用可能なハピ・トク沖縄クーポン
の発行等の域内需要喚起策を継続して実施していきた
いと考えております。加えて、様々な業種の中小事業
者が現在の厳しい経営環境を乗り越えて事業継続して
いけるよう、引き続き国の支援策の充実、それから県
が独自の支援策を実施できるよう財政措置の支援を求
めてまいりたいと考えております。先ほど来答弁して
おりますけれども、３月１日に発表されました国の事
業として、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

についても、県内でも対象となり得る事業者が出てま
いりますので、そこはぜひ活用していただきたいとい
うことと、その活用に向けたサポートをしっかり取っ
ていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　このサポートの部分ぜひお願い
したいんです。ほかにいただいている声で、飲食業以
外の支援について県に問合せをしましたという声もい
ただいております。結論、たらい回しにされました。
コロナ対策本部、中小企業支援課、産業政策課をたら
い回しにされ、どの窓口もうちではありません。飲食
業以外はどこに問い合わせればいいんでしょうか。ま
ずはこういったシンプルなところから整えるだけで
も、事業者さんとっても安心すると思うんですね。ぜ
ひ窓口を分かりやすく御案内していただけるようにお
願いいたします。やはりコロナ禍でやがて１年になる
のに、窓口が統一されてない、あるいはされているか
もしれないけど県民に伝わってないということは、す
ぐ改善できるところではないかなと思います。
　次に、今おっしゃっていただいた緊急事態宣言の影
響緩和の一時支援金です。沖縄も対象になりましたけ
れども、これ売上げが半分以下になった業者さんが対
象ですね。今相談がちょっと多くなっているのが、
もともと売上げが８割ぐらいでも自転車操業のお店で
す。売上げは何とか６割、７割キープはしているんだ
けど、赤字なんですと。こういったところまでなんと
か支援の手がないでしょうかということで、上乗せ支
援というのがどれだけ可能なのか、私もなかなか自分
がすぐ回答を出せないことがもどかしいんですけれど
も、ぜひこういったことを県のほうでも対策として素
案に乗せていただければと思っております。
　以上は要望ですので、答弁は要りません。
　次、学校でのＷｉ－Ｆｉとタブレット配布状況につ
いての答弁ありがとうございました。かなりの台数を
いただきました。
　私、ちょっと休校のやり方、オンライン教育のやり
方について疑問を持っているお母さん方と子供たちが
実際どう感じたのかということで、簡単ですけれども
サンプルでアンケートを取りました。中高生合わせて
80人分ぐらいアンケートを集めております。その中
で、これ以外にも高校のほうに何校か電話をして、タ
ブレットとＷｉ－Ｆｉの配布状況を聞いたら、ちょっ
とどういうふうに配布をしているのか、私のほうでは
分からなかった話があったんです。学校ごとのタブ
レット、Ｗｉ－Ｆｉの配布というのはどのように行っ
たんでしょうか。
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○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　先ほど答弁のほうで、県立学校へはＷｉ－Ｆｉルー
タ1700台を配布したということで、これ事前に生徒
に希望調査をしました。いわゆる家庭にＷｉ－Ｆｉ環
境がないのかどうかといったことを調査した中で、
1700台が出ました。実際の配布については、学校が
休校になったときにＷｉ－Ｆｉルータを使おうとい
うことがあったものですから、一定程度学校のほうに
任せたところがございます。それで県立高校の配布状
況、一応私のほうも把握をいたしました。まず県立高
校の11校は全員―必要とする全員に配布をしてお
ります。また19校は一部配布済みと。29校について
は休校になってないから配布をしていないと。１校に
ついては結果的にＷｉ－Ｆｉ環境が整ったといったと
ころもあって、貸出し希望者がなかったというところ
でございまして、引き続き私どもとしては、学校が休
校になったときにはＷｉ－Ｆｉ環境下でオンライン教
育ができるようにしっかりやっていきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ありがとうございました。
　私が電話したタイミングがちょっと違ったかもしれ
ないんですけれども、学校によっては、生徒の数の４
倍ぐらいＷｉ－Ｆｉが届いたとか、10台あるのに使っ
た生徒が１台だったとか、やっぱりちょっとギャップ
があるなという印象がありますので、ぜひＧＩＧＡス
クール構想の前倒しという形でオンライン教育を始め
ている部分もあると思うので、こういった調整をぜひ
よろしくお願いいたします。
　ちなみに、子供たちのアンケートを見ますと、結果
としてはオンライン教育に合う子、合わない子という
のがいるんですね。これはいい悪いの問題ではなく
て、本当に合っているか、合っていないか。これ多様
な学び方の一環として、ひきこもりのお子さんたちが
自宅でオンライン教育を受けてしっかりと出席日数に
カウントされる。こういうことで学校とのつながりを
つくるという意味合いもあると思いますので、ぜひオ
ンライン教育、去年の休校時点で感じた子供たちの感
想、各学校、教育委員会でもぜひ直接聞いてみて今後
に生かしていただきたいと思います。
　こちらも答弁は要りません。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時44分休憩
　　　午後４時45分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○喜友名　智子さん　こちらも学校周りの話になりま
す。
　養護教諭から、こちらもまた何名か直接私相談を受
けていまして、仕事が大変ですと。仕事が回りません
というのが結論です。
　読み上げます。
　文科省はスクール・サポート・スタッフの予算を計
上していて、市町村によっては小中学校に配置、消毒
や健康観察の補助をやっているところもあるみたいだ
けれども、県立高校では一切ないと。特殊学校でもス
クールバスの密を避けるために介助員を増員、消毒、
保健事務をしてくれる学校もあると聞いた。何でこん
なに環境が違うんだろう。養護教諭じゃなくてもでき
るような事務的作業に追われているというような御相
談です。
　こういった声があるにもかかわらず、養護教員の加
配の必要性というのを教育委員会でどう考えているん
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　養護教員の配置につきましては、学校定数の法律に
基づいて配置をしておりまして、複数必要な配置校に
ついても基準に沿って配置をしているところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　この配置についてなんですけれ
ども、労働組合のほうが県内・県外研修の活動がコロ
ナで中止になったり、リモートになって予算が余って
いるのでそれで非常勤職員を雇って配置して、お試し
で業務内容とメリットを報告書にまとめて提案をしよ
うと思ったら、無償ボランティアじゃないとちょっと
厳しいという回答をいただいたというんですね。こう
いったところも、コロナ禍であるということを鑑みて
何とか工夫できないものでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　服務監督責任等の問題等々
あるものですから、また特に学校の経費については法
律で学校設置者が負担するということが決められてい
て、法律上のこともあるものですから、提案はあった
ところですけれどもなかなか難しいところがありまし
た。
　先ほど本答弁でも答えさせていただきましたが、養
護教諭の業務が過剰というところがあると。また一人
では厳しいというところもあったものですから、保健
主事を兼務しているところなどは兼務をやめるように
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という通知も出させたところでございますので、引き
続きしっかり学校全体でコロナの対策をやるように取
組を進めていきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　先ほど農業関連の現業職員、そ
れから養護、看護師等、いろんな職種を聞いたんです
けれども、皆さんやっぱり事務作業、間接業務で本業
が回らないということをおっしゃっているんです。こ
の辺りぜひ全庁的に取り組んでいただければ、働き方
改革の一つになるのかなと思います。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
　　　〔國仲昌二君登壇〕
○國仲　昌二君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時49分休憩
　　　午後４時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　改めまして、皆さん、こんにちは。
　会派てぃーだネット、宮古島市選出、國仲昌二です。
　まず最初に、宮古の方言、ミャークフツで御挨拶を
いたしたいと思います。
　ンーナ　パダーパダシイ　ウラーンマ　皆さん、御
機嫌いかがですか。
　ブガリーブガリ　ウズパズヤースガ　皆さん、大
変、お疲れだとは思いますけれども、バガ　パナスー
マイ　ツキフィーサマチヨー　私の一般質問にもお付
き合いください。
　よろしくお願いします。
　それでは、一般質問に入りますが、その前に所見を
述べたいと思います。
　宮古島市では去る１月下旬に新型コロナウイルス
感染症の複数のクラスターが発生しまして、１月26
日から28日までの３日間は、１日の新規感染者が30
名を超えるという衝撃的な事態となって、島全体がパ
ニック状態に陥りました。その後、知事をはじめとす
る関係者の迅速な対応のおかげをもちまして、島外の
ほうから県立病院の医師、看護師、そのほか国立病院
や自衛隊等から医療関係者約80名を派遣していただ
きました。その１週間後には１桁まで抑え込むことが
でき、今日まで23日間連続して新規感染者ゼロとい
うことで、ようやく落ち着いております。
　御尽力いただきました知事をはじめ、全ての関係者
の皆様に心から御礼を申し上げます。ありがとうござ
いました。

　今現在もコロナ禍の中で最前線で御奮闘いただいて
います医療従事者をはじめ、全ての関係者の皆様に心
から敬意を表しますとともに、一日も早くコロナ禍が
終息して、以前の住民生活あるいは社会経済活動を取
り戻せるよう、みんなで連携して頑張ることを決意し
まして、一般質問に入ります。
　よろしくお願いいたします。
　まず初めに１、新型コロナウイルス感染症の (1)、
水際対策の徹底の取組について伺います。
　那覇空港でのＰＣＲ検査については、対象者をこれ
までの緊急事態宣言地域からの来県者から全地域から
の来県者に拡大し、さらに那覇空港から離島へ出発す
る人も検査対象に加えるということですけれども、離
島空港でのＰＣＲ検査の実施はどう考えているのか。
また、離島行きの検査対象者というのはどの範囲なの
か伺います。
　次に (2)、宮古病院の現状についてであります。
　先ほども述べましたけれども、１月下旬から２月上
旬にかけて、宮古島は急速な感染拡大があり、宮古病
院は入院病床が逼迫して一般外来が一時閉鎖に追い込
まれました。現在、宮古島は新規感染者も出ておらず
だいぶ落ち着いているとは思いますけれども、宮古病
院の現状についてお伺いいたします。
　次に (3)、離島、特に小規模離島におけるワクチン
接種について伺います。
　国の出す接種スケジュールがたびたび変更され混乱
しているという報道もありますけれども、現在、県が
想定している接種スケジュールと小規模離島における
ワクチン接種の取組について伺います。
　次に (4)、民間で格安のＰＣＲ検査センター、移動
式のＰＣＲ検査センターなど手軽に検査できる施設が
増えていますが、そういった検査センターを活用すれ
ば検査がさらに充実するのではないかと考えますが、
いかがでしょうか。お伺いいたします。
　次に２、コロナ禍における経済対策についての (1)、
時短要請協力金についての対象業種の拡充についてで
すけれども、先日、全国知事会を通して国に要請して
いる旨の答弁があったと思いますけれども、その要請
の内容について伺います。
　次に (2)、ＧｏＴｏトラベルについて伺います。
　先日、観光業の皆さんとの意見交換会に出席する機
会がありました。コロナ禍での観光客の激減で業界の
悲痛な声、危機感をひしひしと感じました。昨年の資
料を見ると、書き入れどきのゴールデンウイークから
夏場にわたって観光客数が９割から７割減と非常に厳
しい状況が見て取れます。
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　業界からはＧｏＴｏトラベルに期待する声が多く
出ています。コロナ感染については、ＧｏＴｏトラベ
ルはリスクは小さい、影響は全くないと思うという意
見も出ておりました。しかしながら一方で、大学教授
らが研究報告を公開して、ＧｏＴｏトラベルを機に感
染者は全国的に飛び火した。特に沖縄県への飛び火は
顕著であるというような報道もありました。
　これについて県はどのように受け止めているのか
見解を伺います。
　次に３、教育行政について伺います。
　まず (1)、教職員に対する人事評価制度についてで
す。この制度につきましては、学校現場から様々な意
見や指摘があるようですけれども、教育委員会として
はどのような課題があると考えているのでしょうか。
お伺いいたします。
　次に (2)、文部科学省の今年度補正予算について伺
います。
　文部科学省は今年度３次にわたり補正予算を計上
していますけれども、県内の学校関係の予算要求の状
況について教えていただきたいと思います。
　次に (3)、伊良部高校の跡地利用について伺います。
　伊良部高校は、37年間の歴史に終止符を打って今
年度―今月、廃校になります。その跡地利用につい
て県はどのように考えているのかお伺いいたします。
　次に４、ワーケーション事業についてお伺いいたし
ます。
　(1)、沖縄観光の強化を図るため、ワーケーション
推進組織が発足したという取組がマスコミで紹介さ
れています。また新年度予算に、沖縄マッチング実証
事業としてワーケーション関連予算が計上されてい
ます。県としてワーケーション事業にどのように取り
組んでいるのかお伺いいたします。
　次に５、宮古馬の保存についてお伺いいたします。
　(1)、宮古馬は、北海道和種―いわゆる道産子、
それから与那国馬など８種の日本在来馬の一つで、
1991年に沖縄県の天然記念物に指定されています。
宮古馬の保存事業に対する県の取組についてお伺い
いたします。
　次に６、宮古島における農作物被害対策についての
(1)、イノシシ、クジャクの駆除についてお伺いいた
します。
　もともと宮古島に生息していなかった外来種のイ
ノシシ、クジャクが繁殖し、農作物に被害を与えてお
り、宮古島市も対策に苦慮しています。
　ア、駆除を行う市町村への県の支援策はあるのか伺
います。

　次に (2)、野生鳥獣肉（ジビエ）、つまり駆除・捕獲
したイノシシやクジャクの肉の活用についてですが、
ア、野生鳥獣肉（ジビエ）の利用推進について、市町
村への県の支援策はあるのか伺います。
　次に７、宮古における希少野生動植物種について伺
います。
　(1)、多良間島で新種の甲殻類が発見され「タラマ
メアミ」と命名されました。陸域の洞窟地下水域から
の発見は国内初とのことです。極めて希少種です。県
としての調査協力等について伺います。
　次に (2)、伊良部島においてジュゴンのはみ跡と見
られる痕跡が確認されたとのことです。ジュゴンは
国内では沖縄の海域だけに生息し、国指定の天然記念
物、絶滅危惧種そして国際希少野生動植物種です。県
としての調査協力等について伺います。�
　次に９、那覇空港の陥没について。
　那覇空港の第１滑走路と第２滑走路を結ぶ連結誘
導路の緑地帯で８か所の陥没や空洞が見つかったと
のことです。原因は防砂シートの劣化だということで
すが、劣化の原因は究明されたのか伺います。
　次に11、我が会派の代表質問との関連について。
　瑞慶覧功議員の４、ワシントン事務所の駐在員活動
についてに関連して質問を行います。
　今年の卒業式もそうですが、県民が静かな一日を願
う、地域にとって特別な日である慰霊の日や入試、入
学式、卒業式には飛行しないよう米軍に求めてもそれ
を無視して訓練を行うのは、人権を無視する行為であ
り断じて許せません。こうした行為について、ワシン
トン事務所は米国民、米国世論にどのように周知して
いるのか伺います。
　以上、答弁を聞いて再質問します。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　國仲昌二議員の御質問にお
答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症についての御質問の中
の１の (3)、離島でのワクチン接種の取組についてお
答えいたします。
　島嶼県である沖縄県においては、離島、特に小規模
離島での接種体制の構築が重要であると考えており、
私からそのような状況について、新型コロナウイル
スワクチン接種担当大臣である河野大臣にも電話で
直接お伝えしたところです。ワクチン保存に必要な
ディープフリーザーにつきましては、宮古島及び石垣
島は設置済みであり、住民接種開始前にはその他全て
の離島町村に対しても設置されることとなっており
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ます。特に小規模離島につきましては、クラスター対
策及び医療崩壊を防ぐために、高齢者と高齢者施設等
の従事者やその他の住民の接種を同時期に行うなど、
地域の実情に合わせた柔軟な対応ができるよう国と調
整を図っているところです。
　沖縄県としましては、コロナ対策の切り札となるワ
クチン接種が円滑に進められるよう、市町村及び医師
会をはじめ関係医療団体と連携し、万全な体制で取り
組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス感染症についての御質問の中の (1)、空港等で
の水際対策についてお答えいたします。
　国や各自治体独自の緊急事態宣言の発令及び県内の
新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、県では県外
からの来訪者に対し、事前の検査を推奨しているとこ
ろであります。しかしながら、やむを得ず検査を受け
られない場合は、那覇空港において希望者のＰＣＲ検
査を実施しております。また、那覇空港から離島へ向
かう方も対象者としたところです。
　同じく１の (4)、民間の格安なＰＣＲ検査について
お答えいたします。
　民間の検査機関により、自費で受けることができる
ＰＣＲ検査事業が展開されており、広く希望者が検査
を受検できるようになっております。ただし、検査結
果については、医療機関と提携し届出や療養につなげ
ることができる検査のほか、リスクの有無のみを伝え
る検査もあり、再度の受診や検査が必要になる場合も
あります。陽性時には、適切に入院や療養につなげる
ことが感染拡大の防止のために必要なことであるた
め、県としましては、陽性となった場合は確実に医療
機関へつなげるよう検査センター等へ要請するととも
に、県民の皆様には、検査の内容をよく御確認の上、
検査を受検してもらいたいと考えております。
　次に２、コロナ禍における経済対策についての御質
問の中の (2)、ＧｏＴｏトラベルの感染拡大への影響
についてお答えいたします。
　県では、他県からの来訪者、県民の往来、県外陽性
者と県民の接触による感染を移入例として整理してお
ります。11月までは、移入例を原因とする感染は３％
程度でしたが、12月に入って首都圏をはじめとする
大都市での感染拡大に伴い、移入例を原因とする感染
が約10％まで上昇しました。感染拡大地域との往来

は、本県の感染拡大の要因の一つであると考えており
ますが、ＧｏＴｏトラベル事業の影響について詳細に
分析することは困難であります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　１、新型コロナウ
イルス感染症についての御質問の中の (2)、宮古病院
のコロナ対応についてお答えいたします。
　令和３年１月、宮古地域で新型コロナ患者が急増し
た際、宮古病院は最大61床を確保し、予定手術を延期
する等コロナ診療に対応しました。また、高齢者施設
でクラスターが発生し、医療提供体制が逼迫したこと
から、１月27日から２月７日までの間、一般外来を
休止しましたが、現在は再開しております。
　病院事業局では、県立及び県立以外の医療機関の協
力を得て、医師、看護師等の派遣及び医療資機材の提
供等感染終息を支援しました。今後も関係機関と連携
し、離島の医療提供体制を維持してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、コロナ禍におけ
る経済対策についての御質問の中の (1)、協力金の対
象外業種への支援についてお答えいたします。
　国や県独自の緊急事態宣言による経済的影響は、
宿泊業をはじめ様々な分野に及んでいます。こうした
県内事業者への支援を行うため、県では、国に対し国
の緊急事態宣言地域と同等の支援を行うことなどの要
請を行い、併せて他の都道府県と連携し、全国知事会
等を通じて同様の要請を繰り返し行ってきたところで
す。その結果、３月８日から受付開始予定の国の一時
支援金について、県内でも旅客運送事業者、宿泊事業
者、土産物小売店、旅行代理店、イベント事業者等が
対象となり得ることとなったことから、県としても国
及び市町村等と連携を図りながら、これらの事業者へ
の周知及び活用に向けた県独自の相談、サポート体制
の整備に向け調整を進めております。
　なお、昨年12月以降の時短要請に係る協力金は、国
の臨時交付金の協力要請推進枠の活用を前提としてお
りますが、これは会食等による感染拡大リスクを徹底
的に抑えることを目的として時短要請対象が飲食店等
に限定されております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
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○教育長（金城弘昌君）　３、教育行政についての御
質問の中の (1)、人事評価制度についてお答えします。
　公立学校においては、平成28年度より地方公務員
法に基づき人事評価を実施しております。公正公平な
人事評価を円滑に実施するためには、評価者及び被評
価者の制度に対する理解が必要と考えております。
　県教育委員会としましては、引き続き研修の充実等
を図り、制度に対する理解の促進に努めてまいります。
　同じく (2)、文部科学省の今年度補正予算について
お答えします。
　県教育委員会においては、文部科学省の今年度補正
予算を活用して、学校現場における新型コロナウイル
ス感染症対策に要する経費や、学びの保障のためのオ
ンライン学習環境整備に要する経費など、今年度補正
予算及び令和３年度当初予算において計19事業、総
額約38億円の予算を計上しております。また、市町
村においては、それぞれの状況に応じて必要な予算を
計上しているものと認識しております。
　同じく (3)、伊良部高校の跡地利用についてお答え
します。
　伊良部高校の跡地については、昨年度及び今年度、
教育庁各課、県各部局、宮古島市へ跡地及び施設の利
活用について照会を行っているところであります。
　県教育委員会としましては、伊良部高校の跡利用に
ついては地元に寄与できる利用の在り方が望ましいと
考えており、宮古島市の意向も確認しながら検討して
いきたいと考えております。
　次に５、宮古馬の保全についての御質問にお答えし
ます。
　県教育委員会では、県指定天然記念物宮古馬の保存
に向け、これまで宮古馬保存計画策定委員会に参加
し、今後の保存活用などに向けた計画の策定に関わっ
てまいりました。現在、宮古島市教育委員会では、宮
古馬保存環境整備事業として県の補助も受け、飼育施
設の整備を進めており、令和２年度末までの柵の設置
を完了する予定としております。
　県教育委員会としましても、引き続き宮古島市教育
委員会が行う宮古馬の保存と活用に向けて協力してま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　４、ワー
ケーション事業についての (1)、ワーケーション推進
事業についてお答えいたします。
　ウイズコロナ時代においては、滞在日数の延伸及び

観光客の来訪時期、地域の分散を目的に、県の新たな
観光ツールとしてワーケーションの確立、誘致促進と
認知拡大を図る必要があります。今年度の取組とし
ては、ニーズ調査、離島を含む県内各地域ごとの特性
を生かした沖縄ならではのモデルプランの造成、モニ
ターツアー、プロモーションを実施しております。次
年度は、造成したモデルプランを活用して関係者やメ
ディアを招聘するなど、ワーケーションの誘致促進に
つなげたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　６、宮古島における
農作物被害対策についての御質問の中の (1) のア、イ
ノシシやクジャクの駆除を行う市町村への支援策につ
いてお答えします。
　農作物等の鳥獣被害防止対策については、関係団体
で構成する市町村協議会等を設置し、鳥獣被害防止総
合対策事業において総合的に支援をしているところで
あります。具体的には、１、市町村協議会等が主体と
なった銃器・捕獲箱によるイノシシ等の有害鳥獣捕獲、
２、カラスやクジャク等の捕獲頭数に応じた助成など
を実施しております。
　県としましては、今後とも関係機関と連携し、鳥獣
被害防止対策に取り組んでまいります。
　同じく (2) のア、ジビエの利用促進に対する市町村
への支援策についてお答えします。
　農作物等に被害を及ぼすイノシシ等の駆除対策強化
を図るため、国の鳥獣被害防止総合対策交付金等にお
いて、ジビエ利用促進に関する支援が可能であります。
具体的な支援内容として、１、ジビエ処理加工施設の
整備、２、ジビエ処理加工等の技術者育成、３、ジビ
エ消費拡大を図るための流通業者との連携による販売
促進などがあります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　７、宮古における希少野
生動植物種についての (1)、多良間島で確認された新
種の甲殻類についてお答えします。
　沖縄県立芸術大学と京都大学は、日本学術振興会の
助成を受けて行った共同研究で、多良間島の洞窟地下
水域から小型甲殻類の新種を発見し、発見地である多
良間島にちなみ「タラマメアミ」と命名の上、学術誌
に発表しております。
　県が調査を行った専門家に話を伺ったところ、調査
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費の支援や発見現場の保護について助言等があったこ
とから今後、対応を検討してまいります。
　同じく７の (2)、ジュゴンの調査についてお答えし
ます。
　ジュゴンの生息調査については、沖縄島周辺を県
が、主に先島地域を環境省が実施しております。伊良
部島については、漁業者の目撃情報を受け県と環境省
で調整し、環境省が令和２年２月から３月にかけて緊
急調査を行っております。その結果、ジュゴンのはみ
跡と見られる痕跡が確認されたことから、本年度も環
境省において調査が進められております。
　県では、引き続き環境省と連携し、ジュゴンの調査
に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　９、那覇空港での陥没、
防砂シートの劣化原因についてお答えいたします。
　沖縄総合事務局によりますと、防砂シートが捨石や
海砂、海水の影響を受けてアルカリ性を示し、その環
境下で加水分解によるシートの強度低下が生じた可能
性が高いとしております。一方で、これほど短期間で
強度低下が起きた原因は明らかとなっていないとし
て、販売元の協力を得ながら原因究明を続けるとして
おります。
　現在、航空機の発着に支障は生じておりませんが、
安心・安全の観点から、県は引き続き動向を注視して
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　11、我が会派の代表質
問との関連についての (1)、米軍の運用とワシントン
駐在の活動についてお答えいたします。
　米軍が２月５日の午後６時から９日午前までの間、
スーパーボウルを理由に普天間飛行場の滑走路の運用
を止めていたことについては報道で承知しておりま
す。一方、嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航
空機騒音規制措置については、定められた時間を超え
ても飛行が行われる状態となっており、地域住民の生
活環境に深刻な影響を与えております。このためワシ
ントン駐在は、連邦議会議員補佐官とのオンライン面
談や米国内の大学での講話等において、普天間第二小
学校のヘリ窓枠落下事故等の写真を提示するなど具体
的な説明を行い、沖縄の米軍基地問題についての理解
を求めております。

　今後もワシントン駐在を活用し、沖縄の基地問題に
関する情報収集・情報発信に取り組みたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時21分休憩
　　　午後５時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　それでは再質問いたします。
　那覇空港のＰＣＲ検査の関連で、離島空港でＰＣＲ
検査というのを実施する考えなのか。
　もう一つは、那覇空港から離島行きの検査をすると
いうことですけれども、検査の対象者の範囲はどうい
うふうになっているのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時24分休憩
　　　午後５時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず、那覇空港か
ら離島空港へ向かう方々も今回対象にするということ
ですが、特に対象者は県民であることとは限っており
ませんで、県民も県外から来る方も離島空港へ向かう
方は対象になります。
　あと離島空港でのＰＣＲ検査の同じような検査の方
法については、現在離島のほうに検査所がないという
こともありまして、課題はまだございまして、実施は
今のところ検討中というところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　ありがとうございます。
　次、宮古病院についてということなんですけれど
も、先ほど私はお話ししましたが、宮古病院の入院病
床が逼迫してどうしようもなかったというのを説明し
たんですけれども、ある施設でクラスターが発生した
んです。宮古病院などの入院病床が逼迫したためにそ
の施設内にとどまって療養を実施することになったと
いうことですけれども、本当に大変だったといいます。
その施設、入所者53名中31名が陽性になって、職員
も14名感染ということで、ほかの職員の中には濃厚
接触者もいたんですけれども、勤務を継続しないとい
けないというような苛酷な状況に追い込まれまして、
さらには濃厚接触者ということで家にも帰れない状況
になったということです。その後自衛隊等の応援派遣
があって、どうにか終息に向かいましたけれども、職
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員はその後もしばらくお家にも帰れないと。さらに入
所者が亡くなったことなどもあって、かなり精神的に
追い込まれているという話です。
　やっぱりそういうふうに基幹病院が満床になるくら
い感染者が増えると大変なことになるんですけれど
も、こういった施設、大変な状態にあるこの職員たち
に県としての何らかの支援策というのはないのかどう
かをちょっと伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時27分休憩
　　　午後５時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　宮古島市の状況は
非常に厳しい状況でございました。そういった場合の
例えば看護師さん、お医者さんなどなかなか家には戻
れないという場合を想定しまして、県としましては、
そういう方々が家に帰らずホテルで宿泊するというと
ころに対する支援については、事業化をして行ってい
るところでございます。
　そのほかの精神的な負担につきましても、メンタル
の相談ができるような体制を取っているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　この場合も精神的な支援、ぜひ対応
していただきたいと思います。
　次はコロナ禍における経済対策で、先ほど部長のほ
うから答弁ありました。知事会から国のほうに要請し
て、支援金の対象が拡充されたということで、ただやっ
ぱりまだまだ支援を必要としながらも対象となってい
ない事業者も多いと思いますので、今後とも全国知事
会等からもっと強く国のほうへ要請していただきたい
ということを要望したいと思います。
　次、ＧｏＴｏトラベル事業ですけれども、これにつ
いては全国知事会から地域の実情を踏まえて、段階的
に再開するなど適切かつ弾力的に運用することと要請
したというお話でした。国のほうの反応といいます
か、考えといいますか、その辺についてはどう把握し
ているんでしょうか。
　教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　議員がおっ
しゃいました全国知事会のほうから感染状況など地域
の実情を踏まえたＧｏＴｏの段階的な再開等の要望と
いうことを受けて、政府ではステージ２以下の地域に
おける県内の観光振興や感染が広がっていない地域に

限定した再開などを検討しているといった報道はござ
いますけれども、正式な発表というものは現時点では
ございませんで、再開について感染状況等見ながら引
き続き慎重に検討をしているものと認識をしていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　ＧｏＴｏトラベル、先ほどからもお
話があるように、本当大変な状況であるというのは御
承知のとおりだと思います。ＧｏＴｏトラベルに代
わって県独自で事業を行っているとは言っていますけ
れども、やっぱりどうしても財政的に限界があるとい
うことだと思うんですよね。ですから、これも知事会
等通してもっともっと強い要請をしていただきたいと
思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時30分休憩
　　　午後５時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　次は、人事評価制度についてです
が、教育長は制度の理解は大事だということでそうい
う理解を深めていきたいということですけれども、
人事評価制度の狙いというのは、２つあるということ
で、１つ目が能力・実績に基づいて人事管理を徹底し
てより高い能力を持った職員の育成、２つ目が組織全
体の士気を高揚して仕事の能率を向上させると。とこ
ろが、学校現場の声を聞くと、国の狙いとは別の方向
に進んでいるような感じがします。人事評価制度の調
査結果では、例えば、この人事評価の必要性を理解し
ている人でさえも、評価者が主観的に評価する危険性
が拭えない。あるいは、評価者が適切に評価している
という点は疑問、というような指摘があります。
　また、人事評価制度の導入によって、評価や賃金に
差が出てひがみ妬みが増え、職員間の協働体制や信頼
関係が薄れた。評価される立場で正当な意見が管理者
に言えない。これが現場の意見なんです。
　人事評価制度の導入では職場が活性化するのはあり
得ないというような厳しい声もあります。そういった
現場の声があるんですけれども、教育委員会としては
どう受け止めて今後どう取り組んでいくのかを伺いま
す。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　人事評価は平成28年度から地公法に基づいて実施
をしているということは先ほど答弁させていただきま
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した。答弁の中でも、やはり人事評価というのは、公
平公正な人事評価を行うためには、評価する側、評価
される側がその制度に対してしっかり理解をしないと
いけないというところが重要だと思っています。その
ためにはやはり、ちゃんとした研修が必要だと思いま
して、評価者への研修、悉皆の研修をやっております。
それ以外にも新任の評価者、新たに管理職等になった
者に対して研修をするということもやっています。
　また、併せて今年度からやはり評価される側もしっ
かり制度の理解が必要だと思っておりますので、まず
初任研とか５年、10年、15年研といったところで、
この人事評価制度について研修をいたしまして、いわ
ゆる双方がしっかりその人事評価制度の狙い、目的を
達成できるように研修で中身を充実していきたいと。
あわせて様々な声がございますので、これはやはり苦
情処理のような仕組みも準備しておりますので、そう
いったものもしっかりやりながら、一方でまた職員団
体等の話合いもありますので、そこからもしっかり声
を聞きたいと思っています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　平成28年度からですから、もう４
年ですね。なかなか理解が深まらないという話ですけ
れども、現場はかなり厳しい反応があります。例えば、
人事評価制度の狙いとして、人事評価の導入により

「資質能力が向上したか」ということで、「はい」と答
えたのは6.3％。「職場は活性化しましたか」では「は
い」が1.4％。評価する側、評価される側、その制度
の理解が進んでないということもありますけれども、
中には人事評価によっては年間25万円の所得の差が
生じる場合もあると言われているんですね。これ制度
的な問題なのか、あるいは運用の問題なのかというの
はちょっと私分かりませんけれども、学校現場の声を
しっかり聞いてコミュニケーションを取りながら課題
解決にしっかり取り組んでいただきたいということを
希望します。
　次は、宮古馬についてです。
　先ほど答弁ありましたように、今年度から来年度に
かけて飼育施設の整備を県の補助金で行っているとい
うことで、ありがとうございます。
　宮古馬、実は45年ほど前、絶滅の危機とマスコミが
報道したことで行政を中心に保存の機運が高まって進
み出したということで、現在ようやく49頭まで増え
ましたけれども、その種の保存というのに関しては最
低100頭は必要だと、まだ道半ばというところです。
　どういうふうに保存に取り組んでいるかといいます

と、宮古馬を管理していただける方に市が委託料を支
払って飼育をお願いすることでやっているんですけれ
ども、この飼育したものの飼料代、いわゆる餌代が全
く足りないということで、馬を市に返還するという事
態も起きております。そういったことから、宮古島市
も頑張って委託の見直しを進めて、現在では委託料を
２倍以上に引き上げたということですけれども、飼料
代が１日１頭当たり200円ちょっとしか出ない、依然
厳しい状況であるということで、県の天然記念物であ
る宮古馬の保存状況について、県として財政支援はで
きないものかお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　先ほども答弁で申し上げましたけれども、県としま
しては、令和２年度は宮古馬保存環境整備事業という
ことで173万2000円の補助をしているところでござ
います。次年度もこの主要施設の整備に向けた補助を
計上しているところでございまして、議員御指摘もご
ざいますが、県としましても、宮古島市教育委員会と
しっかり連携しながら取組を進めていきたいと考えて
います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　次は、伊良部高校の跡地利用です。
　この伊良部地域というのは、近年建設ラッシュで海
岸線にはホテルが建ち並び、あの宇宙港開発で注目を
されている下地島空港もあるポテンシャルの高い地域
ですね。伊良部高校跡地の活用についても宮古島市民
の関心は高いので、しっかり宮古島市と協力して取り
組んでいただきたいと思います。
　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時38分休憩
　　　午後５時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　最後に、那覇空港の陥没についてで
すけれども、今のところ安全面で支障はないというこ
とですけれども、いつ何どき大事故につながるか分か
らないということで、特に空港を頻繁に利用している
離島住民にとっては、不安あるいは心配があります。
早急にその原因を究明して事故防止策をしっかりと徹
底するようにお願いして、私の一般質問を終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後５時39分休憩
　　　午後６時０分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　島袋恵祐君。
　　　〔島袋恵祐君登壇〕
○島袋　恵祐君　皆さん、こんばんは。
　日本共産党の島袋恵祐です。
　一般質問を行います。
　１、新型コロナウイルス問題について。
　(1)、保健所の体制や対応について。
　ア、保健所の業務内容と役割について伺います。
　イ、新型コロナ感染症のほかに、保健所で対応すべ
き感染症はどのようなものがあるのか伺います。
　ウ、これまで担ってこられた保健所業務に支障が
あってはなりません。体制強化が必要と考えますが、
県の取組を伺います。
　(2)、新型コロナの影響で大学や専門学校に通う学
生の退学、休学者が増加しています。県内の学生の状
況はどうですか、現状と対策を伺います。
　(3)、新型コロナで困窮している県民が交番へ相談
に訪れたとき、真摯に対応し、各種窓口につなぐ体制
を構築すべきだと考えますが、見解を伺います。
　２、米軍基地問題について。
　(1)、米軍機による相次ぐ低空飛行訓練等の強行は、
地域住民に恐怖を与える危険な訓練で断じて許され
ません。県の対応を伺います。
　(2)、米軍機の騒音被害によって県民の健康と生命
が脅かされ続けています。県による米軍機の騒音調査
の概要と対応を伺います。
　(3)、米軍基地由来とされているＰＦＡＳ汚染は県
民に大きな不安を与え続けています。ＰＦＡＳ調査の
概要を伺います。また、基地内の立入調査に応じない
米軍側の姿勢も断じて許されるものではありません。
米軍に対し強く立入調査等を求めるべきだと考えま
すが、見解を伺います。
　(4)、米軍北部訓練場跡地に大量のごみが廃棄をさ
れている問題で、ごみの回収・処理について森林管理
署と沖縄防衛局が調整を行うとのことでしたが、調整
の進捗状況はどうですか伺います。
　３、児童養護施設について。
　(1)、児童養護施設の役割と課題について伺います。
　(2)、県内児童養護施設の入所定員数、入所率はど
うですか。また、全国平均と比較してどうか伺います。
　４、泡瀬干潟のラムサール条約登録について。
　(1)、泡瀬干潟の鳥獣保護区、特別保護区指定に向
けた沖縄市との協議経過と課題について伺います。
　(2)、県は、泡瀬干潟のラムサール条約の登録を目

指すべきです。見解を伺います。
　５、ジェンダー平等について。
　(1)、性の多様性宣言（仮称）を発出する目的と意
義について、県の見解を伺います。
　(2)、次期振興計画の中でのジェンダーの観点はど
う取り入れていくのか伺います。
　６、公園整備について。
　(1)、県総合運動公園の整備について。公園内のベ
ンチや休憩所、運動器具等の老朽化が進んでいます。
県民から早期の修繕を求める声が上がっています。対
応を伺います。
　(2)、県総合運動公園内の工事について、多くの木
を伐採し、今工事が行われています。環境面の配慮は
どのような取組がされているのか伺います。
　７、我が党の代表質問との関連について。
　渡久地修議員の代表質問の大問１、新型コロナウイ
ルス感染防止対策についての (4) のウ、政府に対して
生活困窮者への現金給付を求めるべきではないかの
質問から、３月１日、日本共産党、立憲民主党、社民
党の３党で、新型コロナ感染症の経済支援策として生
活困窮者に１人10万円を支給するコロナ特別給付金
法案が共同提出されています。生活困窮者への現金給
付は、全国一所得の低い沖縄において最も必要な支援
策だと考えます。県としても国に対し強く求めるべき
ではありませんか。再度見解を伺います。
　渡久地修議員の代表質問の大問１、新型コロナウイ
ルス感染防止対策についての (5) のイ、飲食業だけで
なく、対象を広げ、納入業者、関連業者などへの支援
も拡大すべきではないか。そしてウ、宿泊・観光産業
への事業規模に応じた直接給付金制度を政府に求め
るべきとの質問から、知事の答弁においても、全国知
事会を通じて国に対して要望を行っているとのお話
がございました。新型コロナ禍で事業者の皆さんは大
変逼迫をしています。沖縄の観光産業も大打撃を受け
ています。しっかりと事業が継続できるよう、手厚い
支援を行なえるよう知事自ら上京して政府に直接支
援を要望するなど、支援策に全力を挙げていただきた
いと考えますが、改めて知事の決意を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　島袋恵祐議員の御質問にお
答えいたします。
　米軍基地問題についての御質問の中の２の (3)、Ｐ
ＦＡＳ調査の概要と立入調査についてお答えいたし
ます。
　沖縄県が昨年９月に県内６か所の米軍基地周辺の
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河川や湧水で行ったＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ調査では、
54地点中36地点で国の定めた暫定指針値を超過しま
した。特に嘉手納飛行場や普天間飛行場周辺では沖縄
県が調査を開始して以降、高濃度の状態が継続してお
り、両飛行場が汚染源である蓋然性が高いことから、
令和元年に両飛行場への立入り申請を認めることや、
国や米軍による調査・対策の実施等について要請をい
たしました。しかし、立入調査は実現していないこと
から、今回の調査結果を踏まえ、令和３年２月12日に
国及び米軍に再度要請文を送付したところです。
　引き続きＰＦＯＳ問題の解決に向けて、国や米軍に
働きかけてまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス問題についての御質問の中の (1) のア、保健所
の業務内容と役割についてお答えいたします。
　保健所では、新型コロナウイルス感染症患者を診断
した医師の届出に基づき、感染拡大防止のため、積極
的疫学調査を実施し、感染源調査や濃厚接触者等の行
政検査及び健康観察の業務を中心に取り組んでおりま
す。また、クラスターが発生した際の施設の調査や感
染防止対策の指導などの役割を担っております。
　同じく１の (1) のイ、保健所における新型コロナ以
外の感染症業務についてお答えいたします。
　保健所においては、地域保健法第６条に規定されて
いるエイズ、性病、結核、その他の伝染病の疾病予防
に関する感染症対応業務を行っております。ＳＡＲ
Ｓ、ＭＥＲＳ、新型インフルエンザといった新興感染
症や、麻疹、風疹といった再興感染症への対応、蚊が
媒介するデング熱やウエストナイル熱などの対策、沖
縄県に特有の疾患であるレプトスピラ症など、患者の
届出を受けて調査や感染対策の指導を行っているとこ
ろです。
　同じく１の (1) のウ、保健所の体制強化についてお
答えいたします。
　県では、保健所の機能を強化するため、保健所への
会計年度任用職員の配置と、外部委託による相談業務
の強化を行っております。また、従来保健所が行って
きた陽性者の入院調整や自宅療養者への健康観察等に
ついては、コロナ対策本部にて一元的に実施するとと
もに、積極的疫学調査に市町村の保健師を応援派遣す
るなど体制強化に努めております。
　次年度は、保健師５名を増員するとともに、指定感

染症対応支援員として計９名を各保健所へ配置するこ
ととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、新型コロナウイルス
問題についての (2)、新型コロナウイルスの影響によ
る学生の現状と対策についてお答えします。
　県内の大学及び専門学校に聞き取りを行ったとこ
ろ、今年度における休学、退学者の数や学生からの相
談状況については、コロナの影響により増加している
傾向は見られないと聞いております。
　県におきましては、専門学校等に対し、学生のアル
バイトや心の悩みに対応できる相談窓口について周知
を図るとともに、感染症対策と学業の両立ができるよ
う、遠隔授業に必要な経費や保健衛生用品等の購入経
費への支援を行っているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○警察本部長（日下真一君）　１、新型コロナウイル
ス問題についての御質問のうち (3)、新型コロナウイ
ルスで困窮している県民が交番に相談に訪れたときの
対応についてお答えいたします。
　新型コロナウイルスの影響で困窮しているといって
交番に相談に訪れた方に対しましては、昼夜を問わず
交番勤務員や交番相談員が応対し、市町村の関係機関
の窓口を教示するなど適切に対応することとしており
ます。
　また、夜間に関係機関が閉鎖している場合で、相談
者が病人や負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の
救護を要すると認められるときには、一時的に保護す
るなどし、その後適切に関係機関に引き継ぐこととし
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　２、米軍基地問題につ
いての (1)、米軍の低空飛行訓練に関する県の対応に
ついてお答えをいたします。
　県では、昨年12月下旬から今年２月にかけて発生
した米軍による低空飛行訓練について、去る１月20
日及び２月17日に謝花副知事が、外務省特命全権大
使沖縄担当及び沖縄防衛局長を県庁に呼び抗議・要請
を行っております。また、私から、去る１月28日に在
沖米国総領事館首席領事に、２月３日に米空軍第353
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特殊作戦群司令官に対し、同様の抗議・要請を行って
おります。さらに、その後も繰り返し米軍による低空
飛行訓練が確認されたことから、２月19日に知事が
岸防衛大臣に対し、謝花副知事が外務省北米局長に対
し、口頭で提供施設・区域外における訓練を一切実施
しないことなどを要請したところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　２、米軍基地問題につい
ての (2)、県による米軍機の騒音調査の概要と対応に
ついてお答えします。
　県では、平成９年度以降、市町村と連携して航空機
騒音の常時監視を実施しており、令和元年度は、嘉手
納飛行場周辺21地点中６地点、普天間飛行場周辺15
地点中２地点で環境基準値を超過しております。この
ような状況は、生活環境に大きな影響を与えていると
考えており、昨年９月に米軍や国等に対し航空機騒音
を軽減するよう要請を行ったところであります。
　引き続き騒音の実態把握に努め、米軍や国に改善を
求めてまいります。
　同じく２の (4)、北部訓練場跡地のごみ回収に係る
森林管理署と沖縄防衛局の調整状況についてお答え
いたします。
　平成５年に返還された北部訓練場跡地で確認され
た廃棄物については、沖縄防衛局が森林管理署と調整
の上、２度回収作業を行っており、県も去る２月15
日に現地を調査し、回収が進んでいることを確認して
おります。
　県としましては、引き続き廃棄物が適切に回収・処
理されるよう、関係機関との調整や現地確認を行って
まいります。
　次に４、泡瀬干潟のラムサール条約登録についての
(1) 及び (2)、沖縄市との協議経過と県の見解につい
てお答えいたします。４の (1) と４の (2) は関連しま
すので、一括してお答えします。
　昨年11月に沖縄市から指定について時期尚早であ
り反対する旨の回答をいただいており、県の考える指
定について賛同いただけない状況となっております。
県としては、泡瀬干潟は、稀少な動植物の生息や渡り
鳥の飛来が確認されていることなどから、貴重な干潟
であるという認識に変更はありません。そのため、引
き続き泡瀬干潟における動植物の生息状況、渡り鳥等
の飛来状況等について把握、整理を行うとともに、そ
の結果等を基に、泡瀬干潟の保護とワイズユースにつ
いて理解を深めていただく取組を行っていきたいと

考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　３、児童
養護施設についての御質問の中の (1)、児童養護施設
の役割と課題についてお答えいたします。
　児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されてい
る児童その他養護を必要とする児童を入所させて養
護し、併せて退所した者に相談等の自立援助を行うこ
とを目的とする施設であります。児童養護施設の課題
としては、これまでの大規模な寮の形態から、小規模
で家庭的な養育へ移行していく必要があり、県では、
社会的養育推進計画に基づき施設の小規模化のほか、
里親委託、養子縁組の支援などにより、家庭的な養育
を推進しているところであります。
　同じく３の (2)、児童養護施設の入所定員、入所率
についてお答えいたします。
　県内の児童養護施設は、令和２年３月31日現在で
８か所設置されており、定員の合計は383人、入所児
童は326人、入所率は85.1％で、全国での平均入所率
は77.9％となっております。
　県内においては、児童の入所措置に必要な定員は確
保されているところであります。
　次に５、ジェンダー平等についての御質問の中の
(1)、性の多様性尊重宣言（仮称）の目的と意義につ
いてお答えいたします。
　県では、全ての県民の尊厳を等しく守り、個々の違
いを認め合い、互いに尊重し合う共生の社会づくりを
目指し、沖縄県性の多様性尊重宣言（仮称）に向けて
取り組んでいるところです。この宣言の下、全ての人
の性のありようを尊重し、偏見や差別、あらゆる種類
の暴力のない、人権が尊重される社会をつくることを
県民全体で共有し実践することで、誰一人取り残すこ
とのない包摂的な社会をつくっていきたいと考えて
おります。
　同じく５の (2)、次期振興計画におけるジェンダー
の観点についてお答えいたします。
　豊かで活力のある沖縄県を築くためには、性別に関
わりなく、全ての県民がその個性や能力を十分に発揮
し、互いの人権を尊重し、喜びと責任を分かち合いな
がら多様な生き方を選択することができる社会の実
現を図ることが重要であると考えております。次期振
興計画においては、家庭や職場、地域や社会全体にお
ける男女共同参画の取組を強化し、個人の尊厳と多様
性が尊重されるジェンダー平等の実現に力を尽くし
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てまいりたいと考えております。
　次に７、我が党の代表質問との関連についての御質
問の中の (1)、生活困窮者への現金給付についてお答
えいたします。
　県では、増加する生活困窮者への切れ目のない支援
を継続するため、住居確保給付金の大幅な対象拡大や
支給期間の延長を行ってまいりました。また、今般、
同給付金について、既に給付金を受領し支給を終了し
た方も、３月中に申請すれば、自己都合による離職、
廃業、休業等による収入減少等の場合でも再度３か月
間給付を受けることができることとされました。
　県としましては、同給付金の活用周知に取り組むと
ともに、新たな現金給付に係る国の動向を注視してま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　６、公園整備につい
ての御質問のうち (1)、�県総合運動公園内施設の修繕
についてお答えいたします。
　県総合運動公園は、昭和62年に開催された海邦国
体の主会場として整備され、30年以上が経過してい
ることから、多くの施設が老朽化しております。現在、
施設の長寿命化計画に基づき、体育館の改修や遊戯施
設のリニューアル等を行っており、ベンチや休憩所等
についても、順次対応してまいります。
　今後とも、公園利用者が快適に施設使用できるよ
う、適切な維持管理に努めてまいります。
　次に６の (2)、県総合運動公園内工事における環境
配慮の取組についてお答えいたします。
　県総合運動公園では、施設の改修のほか、公園利用
者が増加していることから、駐車場の増設や運動施設
の増築を行っております。その際、やむを得ず、一部
樹木を伐採しております。工事施工中は、環境配慮の
取組として赤土等流出防止対策を徹底するとともに、
工事完了時には、可能な箇所に植栽等を行い、環境面
に配慮していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　７、我が党の代表質
問との関連についての御質問の中の (2)、新型コロナ
禍の影響により逼迫した事業者に対する支援について
お答えいたします。
　県としましては、国や県独自の緊急事態宣言等によ
り、様々な分野に多大な経済的影響が及んでいること

から、最重要課題である事業の継続と雇用維持に加え
て、経済回復のための需要喚起策が必要であると考え
ております。そのため、沖縄県の経済対策基本方針に
基づき、まずは、資金繰り支援の拡充や雇用調整助成
金の上乗せ助成を継続するとともに、回復期の出口戦
略として、幅広い業種で利用可能なハピ・トク沖縄クー
ポン第２弾の発行や、県産品の県外向けの送料支援及
び奨励キャンペーン、おきなわ彩発見キャンペーン第
３弾の実施、県産の土産品や農林水産物の学校給食へ
の提供等を、令和２年度補正予算と令和３年度当初予
算で総額約559億円を計上し、当面の経済対策として
取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　７、我が
党の代表質問との関連についての (2)、大打撃を受け
た観光産業への手厚い支援についてお答えいたします。
　県では、一律10万円の奨励金を給付する安全・安
心な島づくり応援プロジェクトをはじめ、おきなわ彩
発見キャンペーン事業や家族でＳｔａｙ�Ｈｏｔｅｌ
事業等を実施してまいりました。また、今月10日か
らは、おきなわ彩発見キャンペーン事業の第３弾を実
施してまいります。加えて、２月補正予算では、県内
の観光体験商品の利用促進のためのおきなわ観光体験
支援事業を計上しているほか、令和３年度の当初予算
においては、国内需要安定化事業を増額して計上して
おります。さらに、国の雇用調整助成金への県分の上
乗せを行う沖縄県雇用継続助成金の支給や県単融資事
業により観光関連産業への支援を行ってまいります。
なお、国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
については、今月８日から受付を開始することとなっ
ております。
　県としましては、引き続き国や関係機関と連携しな
がら、感染状況のフェーズに応じた適切な支援策を講
じてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　答弁ありがとうございました。
　再質問を行います。
　まず初めに、我が党の代表質問の関連、新型コロナ
経済対策の件で、ぜひ知事に答えていただきたいと思
いますが、観光業界団体の皆さんから直接お話をお聞
きしました。大変厳しい経営状況、首も回らない状況
だと。これまで支援があったけれどもやはり全然足り
ないと、このような窮状を訴えられました。事業規模
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に応じた直接給付金制度をぜひ実現してほしい。そ
のために知事自らが上京して政府に対し直接要請を
行うなど、事業者、観光業者の皆さんがこれからも事
業が続けられるように、早急な支援策、アクションを
起こしていただけないでしょうか。
　改めて知事の決意を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　新型コロナウイルス感染症
が我が国のみならず世界に蔓延する大変厳しい状況
の中、日本全体の観光、さらに沖縄観光を支えてい
らっしゃる皆様には、本当に心から敬意を表するも
のであります。
　島袋議員おっしゃるように、せんだっては私も全
国知事会でなお一層の財政的支援、しかもこのコロ
ナの影響を受けたあらゆる業種をしっかりと支える
ことができる、そのような財政支援をお願いさせて
いただき、沖縄県からの要望によって、先般私が直接
要請を受けたブライダル業の皆さんにもそのような
支援の手が届けられるような、そういう要望もさせ
ていただきました。
　さらに３月からは、またこの時短の影響に係る一
時支援金も支給できるということもありますが、な
お一層我々は観光立県沖縄にいる者として、その観
光産業を支えていくということの大きな役割を持っ
ていると思います。
　繰り返して言っておりますけれども、沖縄観光の回
復なくして沖縄経済の回復はないということは、しっ
かり自分でも腹に収めて政府への要望や、さらに様々
な安心・安全な快適な島沖縄の実現に向けた取組を
強力に推進してまいりたいと思います。
　同時に、本当にこういう状況の中で大きな希望の光
が見えたなと思ったのは、実は今朝、ＮＨＫで2022
年春に沖縄を舞台とする「ちむどんどん」という、
いわゆる朝ドラが久しぶりに沖縄を舞台にして日本
全国に発信できるということです。しかも、このヒ
ロインは黒島結菜さんという県内出身の方で、この
ような世界遺産の登録が見込めるヤンバルを舞台に
して、県民が一つになって応援していけるという方
向性は、必ず沖縄観光の復活にも、また私たちの大き
な希望にもなるものと思います。
　ですから、ぜひ力を合わせてこの朝ドラ「ちむどん
どん」も成功できるよう私たちも喜びにチムドンド
ンしながら、今大変な状況に陥っていらっしゃる方々
に本当にしっかりと支援を届けていけるよう頑張っ
ていきたいと思いますので、どうぞ御理解と御協力
をよろしくお願いします。

　新垣新議員、おめでとうございます。よろしくお
願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　知事、ありがとうございます。
　朝ドラ、僕も決定したということで、朝うれしく思
いました。本当に沖縄の観光業界が盛り上がって、
また沖縄県民、そして全国の皆さんが盛り上がれる
よう、知事のリーダーシップに大変期待をしたいと
思います。
　よろしくお願いいたします。
　続いて、幾つか再質問をさせていただきます。保
健所体制についてです。
　たくさんの感染症の対応をする保健所、いろいろ
先ほど答弁がございました。その中で新型コロナ以
外の感染症、コロナ前とコロナ流行後、検査実績はど
のような状況になっているのか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時34分休憩
　　　午後６時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　失礼いたしました。
　コロナ前とコロナ後の比較ということでよろしい
んでしょうか。
○島袋　恵祐君　コロナ流行前と……
○保健医療部長（大城玲子さん）　2019年と比較し
て2020年度の検査実績については、ＨＩＶ検査が
2113件から442件へ減少、梅毒の検査が1770件から
181件へ減少、クラミジア検査は1361件から124件
へ減少しております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　その原因とは何でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回のコロナの感
染症の拡大によりまして、保健所の積極的疫学調査
がかなり広範に必要になったことがあります。その
ようなこともございまして、従来やっている検査を
今一時中止しているところでございます。その影響
があっての減少ということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　新型コロナ対応でほかの感染症へ
の対応がおろそかになってはいけないと考えます。
今新型コロナ対応等でほかの感染症の検査対応が難
しくなっている中、どうしても外の病院に検査を求
めざるを得ない状況です。保健所で無料検査ができ
たけれども、外の病院では検査費用がかかり、検査を
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控える人もいると聞きました。検査費用の補助をすべ
きではないかと考えますが、見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　特にＨＩＶ検査に
ついては無料で匿名でということもございますので、
保健所での検査は非常に重要だと考えております。そ
のこともありまして、コロナの感染状況の終息という
か、少し抑えられた状況を見まして再開を検討したい
と考えておりますが、そのほかにも例えば、医療機関
への委託なども含めまして検討する必要があるかとい
うふうに思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ぜひ検討をお願いしたいと思います。
　また次のコロナの流行がやってくるかもしれませ
ん。新たな感染症がやってくるかもしれません。保健
所の役割、重要だと思います。保健所の体制強化をしっ
かりやるべきです。見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県民の健康を守る
ために保健所の機能は非常に重要だと考えておりま
すので、特に今回このような感染症の拡大に伴いまし
て、保健師については次年度に向けて拡充を予定して
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　引き続きの取組をよろしくお願いし
ます。
　次に、学生支援について再質問をいたします。
　先ほど部長の答弁で、沖縄では影響がないというお
話がありましたが、やはり今後出てくるかもしれない
ということも考えて、その角度から質問をさせていた
だきます。
　新型コロナの影響で全国的に見たら退学や休学に追
い込まれている学生の皆さんの現状に大変胸が痛みま
す。
　そこで伺いますが、県が実証していましたコロナ禍
学生等就学・生活相談センターの取組、どのようなも
のでしたか、お伺いをいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時39分休憩
　　　午後６時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　県のほうでは昨年７月、専修学校などの学生が新型
コロナウイルス感染症の影響で経済的に困難に陥り、
今後の学生生活を送る上で悩みや不安を解消し、安心

して学業に専念できるよう、緊急的に学生等就学・生
活相談窓口を設置いたしました。寄せられた相談件数
は、全部で68件ございます。そのうち７割は窓口設
置直後に寄せられました。その後、月に数件で推移し
たことから昨年の12月で窓口としては終了したとこ
ろでございます。
　68件の内訳としましては、生活困窮など生活資金
に関することが14件、20％。解雇、仕事の減少など
アルバイト、労働に関するものが11件、16％、休学
などその他が42.6％等となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　今センターが閉鎖した状況で、もし
相談に来られた場合はどういった対応をされています
か。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　県におきましては、受託事業者と協議を行いまし
て、今年の３月末までの間、相談窓口でこれまで使用
していました電話回線、そしてメールアドレスをその
まま引き継いでいただき、受託事業者が行っている独
自の相談事業で対応をさせていただいているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　新型コロナで困窮した学生が路頭に
迷うことがないよう、引き続きの取組をお願いをした
いと思います。
　新型コロナ感染拡大の影響で学校に行っての授業が
できない状況に陥りました。学校に行くことができな
いということで学生の皆さん、学生間の交流がない、
友達ができない、友達がいない、孤独を感じるとのお
話も学生からお聞きをしました。感染対策としてオン
ラインの授業も必要だとは思いますが、学校に行って
対面授業ができるようにするために、生徒や職員への
定期検査など感染対策をしっかりと実施をする必要が
あると考えますが、見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　県内の大学や専門学校に
授業の実施状況について聞き取りを行ったところ、感
染防止対策を徹底した上で、大学におきましては対面
授業と遠隔授業を併用し、専門学校におきましては各
校基本的に対面授業を行っているとのことであります。
　県としましては、感染防止と対面授業による学習機
会の確保の両立を図るために、専修学校、各種学校に
対しまして、既決予算を活用して対面授業に必要な感
染防止対策の取組を支援しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
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○島袋　恵祐君　引き続き取組をお願いいたします。
　続いて、米軍基地問題についてです。
　米軍機の低空飛行の問題ですが、先日の渡久地議員
の代表質問で、一般県民からの情報提供は米軍や日米
両政府への働きかけを行う際の有効な資料の一つに
なると考えており、情報提供を求める方法を検討する
と公室長から答弁がございました。その後早速です
が、県民から米軍機の低空飛行の動画と写真を撮影し
たんだ、情報提供をしたいとのお話がございました。
　県としての情報提供の体制、いつできるのか教えて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　米軍の行う低空飛行訓練などの諸活動につきまし
ては、全容把握が難しいということから、一般県民か
らの情報提供は米軍や日米両政府への働きかけを行
う際の有効な資料の一つと認識をしております。この
ため、米軍による飛行訓練について、広く情報提供を
求めるためのホームページにつきましては、現在その
内容等について検討を行っているところであり、県と
いたしましては、高知県など他の自治体を参考に今後
作成を行っていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　県民は待っています。早めの体制構
築をよろしくお願いいたします。
　次に、嘉手納基地から派生する騒音、爆音被害は本
当にひどい状況です。県は過去に米軍機の騒音による
健康被害の調査を行っていますが、どのような健康被
害が報告されていますか。教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　県では平成７年度から４年間にわたり航空機騒音
による健康影響調査を実施しております。その調査結
果によりますと、航空機騒音による暴露が幼児の身体
的・精神的問題行動の増加要因となること、学童の長
期記憶や低出生体重児の出生率と関連があること、長
年の航空機騒音暴露による聴力損失が疑われること、
高い騒音レベルにより深刻な睡眠障害を招くことな
どの健康影響が認められております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ありがとうございます。
　米軍機の騒音・爆音によって県民の健康に影響が出
ることはあってはなりません。米軍機による昼夜を問
わないエンジン調整や未明の離陸、夜間の離着陸の中
止、そして爆音防止を国や米軍に強く求めるべきです。
　見解を伺います。

○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　県では毎年航空機騒音測定結果を基に米軍、国等に
対して航空機騒音軽減要請を行っており、その中で航
空機騒音に係る環境基準の達成に向け、実効性のある
具体的な航空機騒音の軽減の措置を取ること、日米合
同委員会で合意された嘉手納飛行場及び普天間飛行
場における航空機騒音規制措置を厳格に運用するこ
とを要請しております。引き続き騒音の実態把握に努
め改善を求めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　引き続きの取組、お願いいたします。
　次に、ＰＦＡＳの問題です。
　ＰＦＡＳ汚染により、人体への影響が危惧されてい
ます。これまでにどのような人体への影響の報告が
あったのでしょうか。お伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時47分休憩
　　　午後６時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　有機フッ素化合物
の健康への影響につきましては、まだ研究段階でござ
いまして、ＰＦＯＳについての発がん性や人への毒性
についてはまだ結論が得られてないと認識しており
ます。ＰＦＯＡについては、2017年に国際がん研究
機関（ＩＡＲＣ）というところで、発がん性があるか
もしれないというカテゴリーのグループに分類され
ていると承知しております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ありがとうございます。
　ＰＦＡＳ汚染の人体への健康被害調査を行うべき
ではないかと考えますが、見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　健康への影響につ
きましては、先ほども申し上げましたが、まだ研究段
階ということで結論が得られてないということもご
ざいますので、引き続き健康影響に関する医学的知見
の収集などについて、県としては検討していきたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　分かりました。引き続き取組をお願
いをします。
　次に、北部訓練場跡地のごみ廃棄の問題ですが、防
衛局と森林管理署が撤去を進めているとの話がござ
いました。今後も協議の進捗は県としてもしっかりと
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つかんで、そして北部訓練場のごみがきれいに片づ
くように進めてほしいと考えますけれども、見解を
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　北部訓練場跡地のごみの
問題につきましては、県としても大きな問題だとい
う認識でございます。そういったことから、その発
見されたごみが適切に回収・処理されるよう、対応
してまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ぜひ引き続き頑張ってください。
よろしくお願いいたします。
　次に、児童養護施設について再質問をいたします。
　入所している子供たちにきちんと寄り添うために
は、やはり体制がしっかりしている必要があると考
えます。養護施設の職員はどのような資格を持って
いるのか。現在職員は入所している子供たちにきち
んと対応ができるほど足りているのか、見解を伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　児童養護
施設に配置されている職員の資格につきましては、
児童指導員または保育士などとなっております。児
童養護施設の職員配置は基本的に児童5.5人当たりに
職員１人というところが基本とされておりますが、
令和２年４月１日現在で県内８か所の児童養護施設
においては、児童４人に対し１人の職員というとこ
ろで手厚い職員配置がなされており、職員数は合計
で276人となっているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　児童養護施設で働いている職員の
皆さんは、全て正規職員なのでしょうか。非正規の
方もいるんでしょうか。お伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　令和２年
４月１日現在の児童養護施設の職員数276人のうち
正規職員は217人、78.6％で、非正規職員は59人、
21.4％となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　今部長から答弁がありました、職
員数は足りてはいるけれども、非正規の職員がいる
のが実情、非正規の方は雇用が安定せず、契約終了
になると離職をしてしまう。やはり正規としてしっ
かり採用していく必要があると考えます。
　そこで県が行った「社会的養護経験者及び子ども
へのアンケート」、拝見をさせていただきました。施

設に入所して友達ができた、人との関わりが増えた、
みんなと楽しく遊べるとよかった面がある一方、ルー
ルが厳しい、もっと先生が優しくしてほしい、話を
しっかりと聞いてほしいなどの声もありました。
　先日、ある児童園で学習支援員として勤めていた
方から、同様な意見をお聞きし、様々な理由で児童
養護施設に入所した子供たちへの丁寧に寄り添える
体制をしっかりとつくってほしいとの要望をいただ
きました。
　11月議会の代表質問において、その本調査の結果
について部長からの答弁で、今後施設の運営改善に
生かすとともに児童一人一人に寄り添った支援がで
きるよう、各施設と連携して取り組んでいくと答弁
がございました。
　今後の具体的な取組をお伺いをいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　施設では
アンケートにおいて寄せられた子供の声をよく聞い
てほしいといった意見を職員間で共有し、これに応
えていくため、子供の声に丁寧に耳を傾け、子供との
話合いを持つなど、子供とのコミュニケーションを
さらに深めるよう取り組んでいると聞いております。
　また、県といたしましては、小規模な寮を望む多く
の子供たちの声があったことも踏まえておりまして、
家庭的な養育環境となるように地域小規模児童養護
施設を推進しております。
　令和２年度と令和３年度にそれぞれ２か所の設置
を計画しているところでございまして、併せてその
ような取組もしながら子供たちに寄り添った支援を
行っていけるように取り組んでまいりたいと考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　部長、答弁ありがとうございます。
　子供たちにしっかりと寄り添える、そのような取
組をお願いしたいと思います。
　次に、５のジェンダー平等についてです。
　性の多様性尊重宣言が理念型ではなく、県民一人
一人が性に関する多様な声に耳を傾け、多様な性を
理由に偏見や差別をなくしていくために実行力のあ
る宣言にする必要があると考えます。この宣言を活
用しどのような取組をするのかお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　現在、県
においては沖縄県性の多様性尊重宣言に向けて取り
組んでいるところですけれども、宣言後はその内容
について県民に広く周知を図るほか、県民向けの講
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座などの啓発活動を強化してまいりたいと考えてお
ります。また、性的マイノリティー当事者の方やその
御家族が利用できる相談窓口の設置についても検討
しているところでございます。
　新たな振興計画においても性の多様性が尊重され
る共生の社会づくりを推進していきたいと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ありがとうございます。
　そこで教育長にもお伺いをいたします。
　性の多様性を認め合う社会実現のためには、学校で
の教育が重要になってくると思います。学校現場でど
のような教育、取組がされているのかお伺いをいたし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　ジェンダー平等については重要だというふうに認
識しております。ジェンダー平等や性の多様性理解に
つきましては、高等学校では公民ですとか家庭科での
授業、小中学校では主に道徳の授業等で、また学校に
よりましては講演会を行うなど学校教育全体を通し
て児童生徒の人権意識の啓発に取り組んでいるとこ
ろでございます。
　参考までに取組の例としまして、例えば制服の自由
選択制度につきましては、現在高等学校では６割以
上、中学校では全ての学校で導入等がされておりま
す。各学校の実態に応じて様々な取組が行われている
ところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　多様性を認め合う社会実現のため
にも、学校での教育、本当に大事だと思います。ぜひ
引き続き取組をお願いをいたします。
　宣言を発出するに当たり、先月の26日まで県民か
らパブリックコメントの受付をされていました。県民
の声もしっかりと宣言に取り入れ、ぜひ県民の声が反
映された実行力のある宣言にしていただきたいと思
います。これは要望として述べておきます。
　ジェンダー平等について、最後、知事にお伺いをし
たいのですけれども、次期振興計画を進めていく上
で、ジェンダーの観点はどの分野、どの項目でも大事
だと私は思います。意思決定の場に男女の偏りがあっ
ては多様な意見は反映されません。人権や尊厳を認め
合うことでお互いの理解を深め、目標に向けて団結を
して前に進むことができると思います。
　ジェンダーの観点をしっかり次期振興計画に取り

入れてほしい。知事の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　性の多様性宣言（案）は、
いわゆる普遍的な個人の尊厳とそして多様性が尊重
される、さらには包摂性や寛容性という私が県政運営
でぜひそれを県民とともに享受していきたい、そうい
う理念も込められていると思います。それをより具体
的に次期振興計画の中で教育、暮らし、職業あらゆる
分野においてそのような考え方を県民の皆さんと一
緒につくっていける振興計画に仕上げていければと
いうように期待をしています。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ぜひ、ジェンダーの観点をしっかり
取り入れて次期振興計画をつくっていただきたいと
思います。
　次に、泡瀬干潟のラムサール条約登録について質問
をいたします。
　昨年12月23日の東部海浜開発推進協議会などの皆
さんへの県の説明会を開催した後の報道で、鳥獣保護
区指定計画を県は白紙にしたとの報道がございまし
た。先ほど部長からも答弁があったように、県はラム
サール条約登録に必要な鳥獣保護区、そして特別保護
区指定は決して諦めていない。その認識でよろしいで
しょうか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　県としましては、泡瀬干潟は希少な動植物の生息や
渡り鳥の飛来が確認されているということなどから、
貴重な干潟であるという認識に変更はございません。
そのため、引き続き泡瀬干潟における動植物の生息状
況、渡り鳥等の飛来状況等について把握、整理を行う
とともに、その結果等を基に泡瀬干潟の保護とワイズ
ユースについて理解を深めていただく取組を行って
いきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　分かりました。
　ぜひ諦めず引き続き取組をしてほしいと思います。
　県として、泡瀬干潟の調査や整理をしていただくと
いうことで、これはやはり鳥獣保護区、特別保護区指
定の賛同を得るための根拠となる資料になると思い
ます。また、泡瀬干潟の貴重さを県民に知っていただ
くことにも大いに役立つと私は思います。すばらしい
取組だと思いますので、ぜひ実施をしてほしいと思い
ます。
　よろしくお願いいたします。
　最後に、県総合運動公園の件ですれども、多くの木
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を伐採し開発をしている。私も現場を見てきました。
そこで本当に公園を利用している県民は、大変びっく
りして環境面の配慮が足りないんじゃないかと、この
ような厳しい意見もお伺いをしました。場所の選定な
どしっかり部内で議論をして、特にやっぱり県民の意
見もしっかり聞く必要がある。そういった場所をつく
る必要もあるんじゃないかと考えますけれども、見解
を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　施設が老朽化しているために、その修繕工事をして
いるということで今現在全体で６件の工事を行ってお
ります。かなり大規模に見えるということだと思いま
す。ただ、必要な修繕でございますので、やっていると。
また、先ほども答弁いたしましたが、利用者が増加し
ていることから、駐車場の増設ですとか、運動施設の
増築も併せて行っているというような形でございます。
　公園の利用者に対して、当然ながら周知が足りな
かったのではないかなということは非常に反省してお
ります。公園を使っていただきながら修繕をやってい
るという面もございますので、しっかりと利用者の声
を聞きながらこういった作業を進めていくように努め
たいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　部長、ありがとうございます。
　ＳＤＧｓをやっぱり推進する観点からも環境とまた
県民が広く利用しやすいそのような両立がしっかりと
できるような公園整備をやってほしいと思いますの
で、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。
　質問を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
　　　〔照屋大河君登壇〕
○照屋　大河君　こんばんは。
　沖縄・平和、照屋大河です。
　本日最後となります。
　所見を述べて、通告に従い一般質問を行います。
　昨日までの一般質問ですが、副知事人事に質疑が集
中しました。実は私の妻は照屋よしみというものです
から、もうこの議会で名前が繰り返されて何か妻が怒
られているようで、あるいは私自身が怒られているよ
うで、昨日は居心地が悪い、何とも言えない議会でした。
　実は、先週２月22日がこれも話題になりましたが、
にゃんにゃんにゃんの日が結婚記念日でした。19年
目、妻は結婚してもちろん私の姓を名のることにな
る、名字を名のることになります。
　今うるま市で意見書が可決されましたが、選択的夫

婦別姓、その法制化を求める動きが全国的に広がって
います。今うるま市の議会で意見書が可決されたと申
し上げましたが、あるうるま市民、一人の市民が自ら
結婚する場面になって、何だかその名前を女性が変え
なければいけないというのはおかしいんだと感じて、
理不尽さを感じて、市議会に請願を出し行動を行った。
うるま市議会もその彼女の行動を受け止めて６つの会
派、全ての会派が彼女の要望を聞く場面をつくって、
時間をかけて意見交換をし、議論を交わして先ほど
言ったように意見書の可決ということであります。地
方議会の在り方として本当に大切な取組だったと感じ
ますし、彼女の行動にも敬意を表したいと思います。
　一方で、男女共同参画この女性の活躍を、今先ほど
あったようにジェンダーの問題を担当する大臣、先日
オリンピック担当大臣にも就任されましたが、その大
臣が名前を連ねて地方議会に選択的夫婦別姓について
反対である、反対すべきだというような署名を送った。
受け取った埼玉県議会の議長は不当な介入だ、不当な
圧力だ、夫婦別姓の理念について、決して理解してな
い、辟易しているんだというような発言をされていま
す。　
　先ほどのうるま市の例も申し上げましたが、今日の
議会も女性の活躍あるいはジェンダーの問題、取り上
げられています。様々な考えを持つ、多様な意見を持
つ人が活躍できる、あるいはそれを認め合う沖縄県、
玉城デニー知事が日頃おっしゃる、互いに認め合うと
いうような沖縄県づくり、新年度に当たって玉城知事
のその活躍を期待したいと思います。結婚して19年
と言いましたが、結婚記念日をお祝いしたことがない
ものですから、来年は20年の節目にぜひこの別姓の
問題も含めてお祝いをしながら聞いてみようかなと。
夜のディナーはぜひ７万円と言いたいところですが、
７万円も出すと見返りは何かと言われそうですので、
7000円ぐらいのディナーを用意できればなと思いま
す。（「会食問題があるよ」と呼ぶ者あり）　夜の会食
もこの議会でおなじみのフレーズですが、今はどうも
国会のほうが注目を集め、話題を集め、批判も集めて
いるようですね。
　では、一般質問に移りたいと思います。
　大きい１番目、知事の政治姿勢について。
　(1)、今年は、ＳＡＣＯ合意から25年目の節目に当
たる。知事は、かねてよりＳＡＣＷＯ設置を提案し、
所信表明演説では在沖米軍基地について当面は在日米
軍専用施設面積の50％以下を目指す方針を示した。
施政権返還から50年を迎えるに当たって、これまで
の基地政策を見詰め直し、新たな枠組み・指針の下で
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基地の整理縮小を進めていく決意について伺う。
　(2)、新型コロナウイルスの感染者が県内で初確認
されてから１年が経過した。行政の危機管理として
迅速な判断、対応がなされていたか、取組体制は十分
だったか、施策の実効性を高める工夫はあったか等の
点について、県の自己評価を伺います。
　(3)、県は２月16日、「Ｗｉｔｈコロナ、Ａｆｔｅｒ
コロナ時代の新たな沖縄観光基本方針案」を発表し
た。新型コロナウイルス感染拡大で大打撃を受けた観
光産業の復活に向けた基本方針案の概要、今後の取組
について伺います。
　大きい２番、辺野古新基地建設問題について。
　(1)、土砂運搬用台船「駿河」の座礁事故とサンゴ
礁の破損について。
　昨年12月30日に、恩納村名嘉真の浅瀬に座礁した
辺野古新基地建設の作業船が去る１月14日曳航され
て離岸した。現場は沖縄海岸国定公園内で希少なサン
ゴや魚類が豊富に生息することから重点的に保護さ
れる海域公園地区付近の海域である。
　ア、サンゴの被害状況、船の部品の回収状況、周辺
海域への影響等について伺います。
　イ、サンゴの保全作業や再発防止策について伺いま
す。
　ウ、本件の事故責任は、発注者たる沖縄防衛局、受
注者たる事業者のいずれにあると考えるか、県の見解
を伺います。
　(2)、埋立変更承認申請に対する意見書について。
　ア、全１万7839件の全てが変更申請に否定的な意
見だったようです。知事の受け止めを伺う。
　イ、設計変更を認める環境にはないと考えるが、県
の見解を伺います。
　３番、基地問題について。
　(1)、嘉手納基地、普天間基地の運用激化について。
　嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会、三連協が
嘉手納基地周辺で去る１月13日に実施した目視調査、
また沖縄防衛局が2020年の１年間、普天間飛行場周
辺で行った目視調査の結果、両基地の運用が激化し、
住民生活に悪影響を及ぼしている実態が改めて浮き
彫りになった。両調査結果に対する県の受け止めを伺
います。
　(2)、米軍基地周辺における水質調査について。
　県環境保全課が昨年９月に実施した夏季水質調査
で、嘉手納基地と普天間飛行場周辺から高い値の有機
フッ素化合物が検出された。調査結果の概要と発生源
が米軍基地である蓋然性について伺います。
　大きい４番、豚熱発生から１年。

　(1)、１万頭を超える豚が殺処分されました。現在
の飼養頭数はどれほどでしょうか。殺処分を余儀なく
された農家の回復状況について伺います。
　(2)、損失補塡のための手当金の申請受付、支払い
状況について伺う。
　(3)、経営再開した農家への支援状況について伺う。
　(4)、ワクチン接種終了のめどはついたか、接種状
況について伺う。
　(5)、飼育衛生管理の基準徹底や高度化などの再発
防止策、再発した場合の対応体制の構築状況について
伺います。
　大きい５番、高校生の活躍と教育行政について。
　(1)、具志川商業高校野球部の21世紀枠による甲子
園出場が決定しました。また、美里工業高校空手部が
全国で唯一、夢・きぼう枠での全国大会出場を決めま
した。両校生徒に知事の激励メッセージ、エールを届
けてほしい。
　この21世紀枠、それから夢・きぼう枠での出場の
決定ということで、非常に価値があると感じていま
す。競技の成績だけではなくて、学校での活動の在り
方、地域活動での在り方あるいは関係者、部活動関係
者、監督やコーチ、学校関係者の取組などを総合的に
評価した中での出場の決定です。
　この次に高校生の自殺の話をしないといけません
が、一方でそういう支えがあり、甲子園あるいは全国
大会の夢を、切符をつかむという生徒たちがいる一方
で自殺に追い込まれる生徒がいるということで、やっ
ぱり周りの環境、特に学校現場の環境というのは重要
だと改めて感じています。どうか知事、今回出場する
生徒たち、昨年１年間、１つ上の先輩たちが春の甲子
園や夏の甲子園を諦めなければならなかった。そして
本人たちも様々な制約、制限の中に、部活動や学校活
動を続けてきた中での決定です。そういう意味で知
事から激励、子供たちへのエール、必ず活躍してくれ
ると私期待も確信もしていますので、ぜひ知事からの
エールをいただければなと思います。
　(2)、県内の高校で運動部主将を務める男子生徒が
自らの命を絶ちました。全国でも同様の事案が相次い
でおり指導死と呼ばれ、社会問題となっています。同
事案に対する教育長の所見、当局の対応について伺い
ます。
　(3)、昨年６月に本島中部の小学校の女性教諭が特
別支援学級児童に不適切な発言をした問題で、県内Ｎ
ＰＯ法人は障害者の権利についての教育研修の実施
などを求める共同声明を発表しました。声明に対する
県教育委員会の見解を伺います。
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　(4)、教員の多忙化解消のための働き方改革について。
　ア、教員の負担軽減のための学習指導員の配置状況
や、スクール・サポート・スタッフの参画状況につい
て伺う。
　イ、部活動指導員をはじめとした外部人材の参画状
況について伺う。
　以上です。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　照屋大河議員の御質問にお
答えいたします。
　高校生の活躍と教育行政についての御質問の中の５
の (1)、全国選抜大会出場校への激励についてお答え
いたします。
　第93回選抜高等学校野球大会出場の具志川商業高
等学校、第40回全国高等学校空手道選抜大会出場の
美里工業高等学校をはじめ、各種全国大会に出場する
チーム・選手の皆さん、誠におめでとうございます。
　コロナ禍において、日々の練習環境も厳しい中、目
標を見失うことなく、努力を積み重ねてきた選手の皆
さんに対し、心から拍手とエールを送ります。また、
これまで子供たちを温かく支えてくださいました関係
者及び保護者の皆様に対し、心より敬意と感謝を申し
上げます。今回の出場決定は、県民に大きな夢と希望
を与えてくれるものです。選手の皆さん、新型コロナ
に負けない、はつらつとしたプレーを期待しておりま
す。
　沖縄県としてはこれからも、自ら個性を磨き互いに
助け合い、共に成長する喜びが分かち合える、夢や希
望に向かって伸びていける教育環境の整備に取り組ん
でまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (1)、基地の整理縮小に関する新たな枠組み
等についてお答えをいたします。
　国土面積の約0.6％の本県に米軍専用施設面積の約
70.3％が集中しており、応分の負担には依然として
程遠い状況にあります。このため、日米両政府に対し
て当面は在日米軍専用施設面積の50％以下を目指す
とする具体的な数値目標の設定を求めるものでありま
す。また、その数値目標の設定に当たっては、沖縄県
の意見を十分反映させることによって、県民が納得で

きるものにする必要があることから、日米両政府に沖
縄県を加えた３者で協議を行う場ＳＡＣＷＯを設けて
いただきたいと考えております。
　３、基地問題についての (1)、嘉手納飛行場及び普
天間飛行場における目視調査についてお答えをいたし
ます。
　三連協が今年１月13日に実施した目視調査の結果
によると、嘉手納飛行場においては、場周経路逸脱等
の居住地上空飛行が22回確認され、目視確認回数や
外来機飛来が過去の調査結果と比較して増加してお
ります。また、沖縄防衛局が実施した令和２年の目視
調査結果によると、普天間飛行場の離発着回数は１万
7500回で、前年から103回増加しております。
　県としては、米軍の訓練等により、県民に被害や不
安を与えることがあってはならないと考えており、航
空機騒音規制措置の厳格な運用や日米地位協定の見直
しによる米軍への航空法など国内法の適用等を日米両
政府に強く求めており、去る10月にも岸防衛大臣に
対して要請したところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、知事の政治姿
勢についての御質問の中の (2)、新型コロナウイルス
対策に関する県の自己評価についてお答えいたします。
　県では、基本的な感染対策として３密の回避や、新
しい生活様式の徹底等について県民に対して協力を求
めるとともに、感染拡大時には、緊急事態宣言を発出
し、外出自粛や営業時間短縮及び県外との往来自粛要
請等の施策により感染拡大防止に取り組んでまいりま
した。各施策は、感染状況に応じて感染症専門家や経
済団体との会議等を開催し、これらの意見等も踏まえ
て対策に反映しており、その時々において考え得る最
善策を講じてきたものと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、知事
の政治姿勢についての (3)、沖縄観光基本方針案の概
要と取組についてお答えいたします。
　新たな沖縄観光基本方針案は、ウイズコロナ、アフ
ターコロナ時代の社会変容を踏まえ、安全・安心の島
沖縄の実現や、観光危機管理体制、観光産業の回復と
発展的方向等について示したものであります。今後
は、水際対策の強化とともに、特定の地域に偏らない
プロモーションの展開や感染状況のフェーズに応じた
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段階的な誘客戦略に積極的に取り組むことにより、観
光需要の回復を図ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、辺野古新基地建
設問題についての御質問のうち (1) のア、座礁事故に
係る被害状況等についてお答えいたします。
　沖縄防衛局によると、作業船が座礁した周辺海域で
サンゴの破損等が確認されたことから、恩納村漁業協
同組合が調査を行っているとのことであります。ま
た、座礁によって海底に落下した船の部品等について
は、令和３年１月15日に作業船所有者により回収作
業が行われたことを確認しております。
　次に２の (1) のイ、座礁事故に係る再発防止策等に
ついてお答えいたします。
　沖縄防衛局によると、今般の座礁事故を受け、受注
者に対し、設備の整備・点検及び作業の安全管理を徹
底させたとのことであります。
　次に２の (1) のウ、座礁事故の責任についてお答え
いたします。
　報道によると、悪天候のため瀬底島付近に停泊して
いた作業船が、アンカーワイヤが切れて流され、昨年
12月30日に恩納村名嘉真海岸に座礁したと承知して
おります。一般的に、受注者は自ら使用する設備の整
備・点検や作業の安全管理を適切に行う必要があると
考えております。
　次に２の (2) のア、変更承認申請に係る利害関係者
の意見についてお答えいたします。
　公有水面埋立法に基づく告示縦覧期間中に１万
7839件の意見書が提出され、そのうち名護市在住者
が579件、名護市以外の県内在住者が5139件となっ
ております。意見書については、軟弱地盤や活断層が
あり、基地建設は不可能である。沿岸海域の貴重なサ
ンゴやジュゴン等の生物が危機にさらされますなど、
全て否定的な意見となっております。変更承認申請書
に記載された地盤改良やジュゴン等環境への影響に
対して、意見書を提出した利害関係者の強い懸念があ
るものと考えております。
　次に２の (2) のイ、変更承認申請についてお答えい
たします。
　県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変
更承認申請書について、地盤条件や護岸の安定性等
に係る16項目242件の質問を令和２年12月21日付で
行ったところ、本年１月22日に回答が提出されてお
ります。沖縄防衛局からの回答を踏まえ、県では、地

盤の再調査の必要性等について２月22日付で13項目
96件の２次質問を行ったところであります。今後、
地元市及び関係機関等の意見や沖縄防衛局からの回
答を詳細に確認し、厳正に審査していくこととしてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　３、基地問題についての
(2)、ＰＦＯＳ等の夏季調査結果の概要と発生源が米
軍基地である蓋然性についてお答えします。
　令和２年度は県内６か所の米軍基地周辺54地点で
夏季調査を行い、そのうち36地点で国の定めた暫定
指針値を超過しました。特に普天間飛行場及び嘉手納
飛行場の周辺でＰＦＯＳ等濃度の高い状況が続いて
おります。両飛行場周辺にはＰＦＯＳ等の大規模な排
出源が見当たらないこと、また両飛行場の地下を流れ
る地下水の下流側で濃度が高く検出されていること
などから、両飛行場が汚染源である蓋然性が高いと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　４、豚熱についての
御質問の中の (1)、防疫措置を実施した農家の回復状
況についてお答えします。
　昨年１月に発生した豚熱において、豚１万2381頭
が処分された10農場の回復状況につきましては、８
農場で豚の飼育が再開されており、農家聞き取りに
よりますと、令和３年２月22日現在、飼養頭数は、
7317頭となっております。
　同じく (2) 及び (3)、手当金の交付と農家への支援
状況についてお答えします。４の (2) と４の (3) は関
連しますので、恐縮ですが一括してお答えします。
　防疫措置を行った10農場のうち、まだ支払いが行
われていなかった２農場につきましても、令和３年２
月25日付で国の交付決定がなされ、手当金に係る手
続は完了する見込みであります。また県では、手当金
の交付のほか、農林漁業セーフティネット資金借受け
農家への利子助成や、豚熱発生農場に対しては県家畜
改良センターからアグー種豚４頭、一般種豚36頭を
供給し、経営再建に向けた支援を行ったところであり
ます。
　同じく (4)、豚熱ワクチン接種状況と終了のめどに
ついてお答えします。
　豚熱ワクチンによる防疫対策の実施は、令和２年３
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月６日から開始され、199農場、17万2018頭の初回
接種を終了しました。現在は、新たに生まれてきた子
豚への接種を継続的に実施しております。ワクチン接
種終了については、国内での豚熱の発生状況、県内の
飼養衛生管理基準の遵守状況を勘案して、国との調整
を検討していきたいと考えております。
　同じく (5)、飼養衛生管理基準の遵守徹底と防疫体
制についてお答えします。
　令和２年７月１日に飼養衛生管理基準の新基準が施
行され、防鳥ネットや防護柵の設置、食品循環資源の
飼料利用に係る加熱処理条件などが強化されておりま
す。このため、新基準に対応できるよう、消費安全対
策交付金等を活用した生産者支援に取り組むととも
に、家畜保健衛生所による指導の強化を図ってまいり
ます。また、万が一の発生に備え、全庁動員体制の構
築、協定団体等と連絡体制の確認及び防疫資材の備蓄
確保など防疫体制の強化に努めているところでありま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　５、高校生の活躍と教育行
政についての御質問の中の (2)、高校生の自殺事案に
ついてお答えします。
　県立高校２年生の男子生徒が自ら命を絶ってしまっ
たことは、誠に痛ましく、痛恨の極みであります。事
案発生後、学校においては、その背景を明らかにする
ため、職員やクラスの生徒及び部顧問や部員を対象に
基本調査を行ってまいりました。その調査で、背景に
部活動との関係がうかがわれたことから、県教育委員
会としましては、さらなる調査が必要であると判断
し、弁護士と公認心理師から構成される第三者調査
チームによる詳細調査を進めているところでありま
す。今後の詳細調査を踏まえ、このような痛ましい事
案が繰り返されないよう、学校のみならず、家庭、地
域社会、関係機関と連携した再発防止策に努めてまい
ります。
　同じく (3)、障害者の権利に関する共同声明につい
てお答えします。
　今回の共同声明は、障害者権利条約が目指すインク
ルーシブ教育の一層の理解とその推進等を求める内容
となっております。
　県教育委員会としましては、引き続き当事者や障害
者団体の知見を生かした研修等の実施や学校施設のバ
リアフリー化の推進などを図り、インクルーシブ教育
システムの構築に向けて取り組んでまいります。

　同じく (4) のア、学習支援員等の配置状況について
お答えします。
　学習支援員につきましては、コロナ禍において次年
度に学習の繰越しができない小学校６年生と中学校
３年生への学習支援を目的としており、12市町村の
142校に153人が配置されることとなっております。
また、スクール・サポート・スタッフにつきましては、
教材の印刷や準備など、教員の負担軽減に取り組むこ
とを目的としており、14市町村の137校に146人が配
置されることとなっております。
　同じく (4) のイ、部活動指導員等の参画状況につい
てお答えします。
　令和２年度部活動指導員の配置状況として、県立高
校においては、38人配置しており、市町村においては、
８市町村に79人が配置されることとなっております。
また、外部指導者につきましては、県中体連に906人、
県高体連に303人の方々が登録されており、生徒たち
の指導に当たっております。今後とも、関係部局及び
市町村教育委員会と連携を図りながら、教職員の負担
軽減に努めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　答弁ありがとうございました。
　では基地の負担軽減について、再質問をさせていた
だきます。
　この課題も随分議論されました。先ほど国土面積
0.6％の沖縄に70.3％の専用施設がいまだにある、応
分な負担とは言えないというふうに公室長答弁されま
したが、応分な負担とは言えないどころか、沖縄差別、
ウチナーンチュ差別じゃないかなというふうに感じて
います。
　ＳＡＣＯ合意から25年です。あの負担軽減をうたっ
たＳＡＣＯ合意、米軍の機能の維持も含めたものです
が、25年かけて負担軽減がどうなされてきたのか。
先ほど公室長が言うように、いまだなおある70％の
現実について、ＳＡＣＷＯを設置して県の意見も反映
させながら頑張っていきたいという答弁でしたが、
25年間のその時間を考え、これまでの経過を考える
とたくさんの与党も自民党の皆さんからもあるよう
に、数字を強調してパーセンテージを強調してそれを
求めていくということで、本当に心配なところがあり
ます。不安に思うところもありますが、改めて公室長、
見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時38分休憩
　　　午後７時38分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
ＳＡＣＯ最終報告における在沖米軍基地の整理縮小や
統合計画に基づく嘉手納飛行場より南の施設の返還に
おいては、その機能が沖縄県内へ移設されることが条
件となっていることから、様々な問題が発生をしてい
るものと承知をしております。こうしたことから、
今後の在沖米軍基地の整理縮小を検討するに当たって
は、沖縄の米軍基地の県外・国外への移設を前提とす
る必要があるというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　今のように様々な課題がＳＡＣＯに
はあるんだという評価の上で、先ほど提案の50％以
下を求めていく。私は大賛成です。復帰の50年を節
目にやっていくというのは大賛成ですが、先ほどから
申し上げているようにＳＡＣＯの実践を見てきても、
例えば施設面積だけで言えば面積の縮小だけで言え
ば、北部の訓練場、25年間で面積の実績からすれば
訓練場だけでしょう。一方では面積は返還されたんだ
が、結局ヘリパッドが造られて、住宅を囲むように造
られて、騒音は激化する。その返還された上空の提供
施設・空域は返還されないままに騒音は激化されてい
く。そういうことをしっかりと積み上げて言っている
のか。パラシュート降下訓練についても伊江島でやる
と言ったのが嘉手納で実施されている、津堅で実施さ
れる。騒音規制措置についても抜け穴だらけ、深夜早
朝の騒音も繰り返される。あるいは、最近の低空飛行
も県議会や市町村議会が抗議してもなお訓練は続いて
いくわけです。そして、国は訓練は必要だと、その担
当大臣や総理大臣はそういう言い方をするわけです。
そういう現実を皆さんどう受け止めて、本当にこの
50％実現にどう向き合っていくのかという点につい
て改めてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　まさに今議員がおっしゃる
問題、課題が山積しています。これは現実的な我々県
民だけではなく、日米間の大きなしこりともなってい
るものだと思います。
　ですが、沖縄県民がそれをそのまま座して時間だけ
を経過させていくのが果たして復帰50年を迎える今
になって、私たちは座っているだけでいいのかという
ことをもう一度考えてみなくてはいけない。なぜな
ら、ＳＡＣＯ最終報告と再編実施のための日米ロード
マップは日米両政府において検討が進められ、約１年
で計画が策定されています。本土復帰50年の１年前

であり、海兵隊の再編が議論されている。まさに私た
ちはこれから未来にどういう沖縄を描いていくのかと
いうことを真剣にみんなで考えていこうということが
この50％の中に込められている様々な思いであると
私は思っております。
　ですから、そこで沖縄県民が一つ一つどの基地、あ
の基地と言って選んでいくのも確かに一つの手順かも
しれません。しかし、この日本とアメリカの戦後の責
任は、ではどうするのかということを考えた場合に、
その責任の所在を明らかにしつつ、そこに私たちも日
米同盟の中で、基地を提供しているものとして、では
どういう状況を未来を描いていくのかという発言者た
る責任を持ってその場に参加をさせていただきたい。
ＳＡＣＷＯの目的はまさに責任者同士が話をするとい
うことなのでありまして、まず日本政府、アメリカ政
府が復帰50年の沖縄をしっかりと見詰めていただき、
それを数値としてしっかりと目的を持って取り組んで
いこうという、そういう方向性で話し合っていくとい
うことが大事なのではないかと考える次第であります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　知事の今の意気込みについては非常
に共感します。ぜひ頑張っていただきたいが、相手は
手ごわいんだという点についても改めて―知事も承
知の上だと思いますが、申し上げなければいけない。
そのＳＡＣＯ合意で示された普天間基地の代替施設、
辺野古新基地建設についてもこれまで議会で繰り返し
述べられていますが、対話を求めてもそれに応えてく
れないというのが―もう辺野古が唯一だと、思考停
止なのが今の日本政府です。あるいは、先ほど言った
ような北部訓練場過半が返還されて大きな成果だとい
うのが今の菅総理大臣です。だから、今おっしゃられ
たことを本当に県民が応援する、例えばＳＡＣＯがで
きたとき、これは95年の少女暴行事件があって、多
くの怒りが重なってそれが後にＳＡＣＯにつながって
いった。あるいは皆さんがよくこの議会でおっしゃる
県議会全会一致の海兵隊の撤退も、あれはうるま市の
女性が暴行、殺害、死体遺棄された事件をきっかけに
そういうことが起こってくるわけです。誰かの犠牲や
そういうことがあったときに大きな基地問題の動きに
なっていくというのは非常に悔しいし、つらい。だか
らこそ、今知事がおっしゃったようなところをこれま
での25年間のＳＡＣＯ合意の実績、経過とかあるい
は、現在の辺野古の問題に対する政府の姿勢、そうい
うものを含めてもっともっと力強く進めていっていた
だきたい。改めて御答弁お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
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○知事（玉城デニー君）　細かい話をすると、もっと
50％のそれ以外にもいろいろとあるんですが、しか
しこの議会でも報告をさせていただいておりますが、
ワシントン事務所がこの間、オンラインではあります
けれども、議員の補佐官と話をさせていただいて、沖
縄の現状などをいろいろとしっかりとその状況を伝え
ると、日本、アメリカ、沖縄の３者の話合いを支持し
ますと、その場をつくっていかなければならないとい
うように事実を見詰めていると。その事実は絶対にア
メリカのプラスにもならないと考える人たちがアメリ
カにもいるんです。その現実を私たちはもう一度しっ
かり確認をしていって、しかるべきそのためのアク
ションを起こしていこうということが、今回のこの復
帰50年の50％というといかにも語呂合わせみたいで
すけれども、復帰50年になった。そこから先の未来
をどう描いていくのかということがやはりここから私
たちがしっかりと両政府に求めつつも、私たちが未来
をつくっていくための一歩一歩にしていかなくてはい
けないのではないかという思いを込めていると理解を

していただければと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　私も1971年復帰の１年前、ちょう
ど１歳のときが復帰です。復帰のたびに―今50年
という節目をお話しさせていただきましたが、いつま
でも復帰何十年だから基地の問題だ。60年たった、
70年だというようなことが重ならないように、そう
いう復帰の節目がいつまでもこの基地負担を求めるよ
うな節目節目だと言い続けることがないように、ぜひ
力強く取り組んでいただきたいとお願いをして終わり
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明４日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後７時48分散会
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議　　事　　日　　程　第８号
令和３年３月４日（木曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案まで（質疑）
　　　　　　

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第34号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案まで

甲第１号議案　令和３年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案　令和３年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案　令和３年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案　令和３年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案　令和３年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案　令和３年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案　令和３年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第８号議案　令和３年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第９号議案　令和３年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第10号議案　令和３年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第11号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第12号議案　令和３年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第13号議案　令和３年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第14号議案　令和３年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第15号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第16号議案　令和３年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第17号議案　令和３年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第18号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第19号議案　令和３年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第20号議案　令和３年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
甲第21号議案　令和３年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案　令和３年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案　令和３年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案　令和３年度沖縄県流域下水道事業会計予算
甲第25号議案　令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第15号）
甲第26号議案　令和２年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案　令和２年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案　令和２年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第29号議案　令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第

１号）

令和３年
第 １ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）

� 令和３年３月４日（木曜日）午前 10時開議
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甲第30号議案　令和２年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
甲第31号議案　令和２年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
甲第32号議案　令和２年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案　令和２年度沖縄県水道事業会計補正予算（第１号）
甲第34号議案　令和２年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県債権管理条例
乙第３号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正す

る条例
乙第５号議案　沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する�

�条例
乙第７号議案　特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
乙第８号議案　沖縄県公立大学法人評価委員会条例の一部を改正する条例
乙第９号議案　公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例
乙第10号議案　沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例
乙第11号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第12号議案　琉球歴史文化の日条例
乙第13号議案　沖縄県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例
乙第14号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
乙第15号議案　建築基準法施行条例の一部を改正する条例
乙第16号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第17号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
乙第18号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第19号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例
乙第20号議案　沖縄県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例
乙第21号議案　沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例の一部を改正する�

�条例
乙第22号議案　工事請負契約について
乙第23号議案　工事請負契約について
乙第24号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第25号議案　財産の取得について
乙第26号議案　訴えの提起について
乙第27号議案　財産損傷事故に関する和解等について
乙第28号議案　交通事故に関する和解等について
乙第29号議案　交通事故に関する和解等について
乙第30号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第31号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第32号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第33号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第34号議案　指定管理者の指定について
乙第35号議案　包括外部監査契約の締結について
乙第36号議案　県道の路線の認定について
乙第37号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の設立について
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乙第38号議案　副知事の選任について
乙第39号議案　沖縄海区漁業調整委員会委員の任命について
乙第40号議案　専決処分の承認について
乙第41号議案　専決処分の承認について
乙第42号議案　専決処分の承認について
乙第43号議案　専決処分の承認について

出　席　議　員（47名）
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

欠　席　議　員（１名）
34　番　　呉　屋　　　宏　君　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
知　　　　　　　　事　　玉　城　デニー　君
副　　　知　　　事　　富　川　盛　武　君
副　　　知　　　事　　謝　花　喜一郎　君
政　策　調　整　監　　島　袋　芳　敬　君
知　事　公　室　長　　金　城　　　賢　君
総　　務　　部　　長　　池　田　竹　州　君
企　　画　　部　　長　　宮　城　　　力　君
環　　境　　部　　長　　松　田　　　了　君
子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん

保��健��医��療��部��長　　大　城　玲　子　さん
農��林��水��産��部��長　　長　嶺　　　豊　君
商��工��労��働��部��長　　嘉　数　　　登　君
文化観光スポーツ部長　　渡久地　一　浩　君
土��木��建��築��部��長　　上　原　国　定　君
企　　業　　局　　長　　棚　原　憲　実　君
病��院��事��業��局��長　　我那覇　　　仁　君
会　計　管　理　者　　伊　川　秀　樹　君
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事　　務　　局　　長　　勝　連　盛　博　君
次　　　　　　　　長　　知　念　弘　光　君
議　　事　　課　　長　　平　良　　　潤　君

副�参�事�兼�課�長�補�佐　　佐久田　　　隆　君
主　　　　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　　　　査　　親富祖　　　満　君

知 �　事　 �公　 �室
秘�書�防�災�統�括�監　　平　敷　達　也　君

　総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君
教　　　育　　　長　　金　城　弘　昌　君

警　察　本　部　長　　日　下　真　一　君
労働委員会事務局長　　山　城　貴　子　さん
人事委員会事務局長　　大　城　直　人　君
代��表��監��査��委��員　　安慶名　　　均　君

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きます。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案から甲第34号議案まで
及び乙第１号議案から乙第43号議案までを議題とし、
質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　おはようございます。
　日本共産党の比嘉瑞己です。
　どうぞよろしくお願いします。
　早速ですが、質問に入らせていただきます。
　まず初めに、我が党関連の質問からです。
　我が党の渡久地修議員の代表質問中、大項目５番、
辺野古新基地建設について。
　遺骨の混ざった、戦没者の血の染みこんだ土砂を辺
野古新基地建設に使うことは、慰霊の日の条例の趣旨
に反する。この再質問に対して知事は、悲惨な戦争を
体験した県民や御遺族の思いを傷つける。県としてど
のような対応が可能なのか、全庁的に検討したい。こ
うした答弁がありました。
　そこで伺います。
　糸満市米須の魂魄の塔の隣接する鉱山についてです
が、その鉱山について鉱業権や採掘権―施業案とも
言いますが、これはいつ、誰が認可したんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えします。
　鉱業法に基づく鉱業権設定の許可及び施業案の認可
は、経済産業大臣が行うこととなっており、県内にお
いては沖縄総合事務局が所管しております。
　糸満市の魂魄の塔付近の鉱業権の許認可日について
は、糸満市に確認したところ鉱業権の設定が平成17
年６月30日となっており、施業案の認可が令和２年
９月16日となっているとのことであります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　鉱業法の第24条では、この鉱業権

を設定する際に関係自治体との協議が求められており
ます。この米須の鉱山ですが、鉱業権が設定される４
年前に糸満市が意見書を提出しております。そこに
は、何と書いてあるでしょうか。またそのとき沖縄県
はどんな意見をつけたのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時３分休憩
　　　午前10時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　糸満市に確認したところ、当該出願地域は農用地と
して利用優先する農用地区域であり、また区域内に
は、国営沖縄本島南部土地改良事業で実施中の同事業
最大の米須地下ダム、地下水源区域も含まれており、
今後の農業農村の活性化に向けて南部地下ダム開発計
画を推進する主要拠点となっていることなどを鑑み、
地下水源の適正利用の妨げになると思いますので、農
業の振興をする上でも鉱業権の実施には反対であると
の意見書が提出されております。
○比嘉　瑞己君　沖縄県は。
○商工労働部長（嘉数　登君）　失礼いたしました。
　この糸満市の魂魄の塔付近に設定された鉱業権に関
する協議文書についてですけれども、文書保存期間が
経過しておりまして、県では該当文書を保有していな
いことから、内容は確認できておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　糸満市の意見では、農業振興の上で
鉱業の実施には反対である。このように明確に当時述
べているんです。これだけ地元の糸満市が反対してい
るのに、なぜ鉱業権が認められているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時５分休憩
　　　午前10時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
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○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　鉱業権につきましては、鉱業法第24条の規定に基
づく協議の際に県や市町村が提出した意見を踏まえ、
国における審査基準により許可されたものと認識して
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この制度の仕組み上でありはするけ
れども、しかしこれだけ地元の自治体が反対をしてい
るのに、鉱業権が設定されているということに私は大
変大きな疑問を感じております。
　確かにこの鉱業法に基づく鉱業権あるいは施業案は
国の許認可になりますが、一方で他法令に制限がある
場合は、それぞれの許認可がまた必要になってきます。
　そこで農地法についてお聞きしたいのですが、この
農地法に関しては沖縄県にも権限があります。魂魄の
塔に隣接する鉱山は、農地法においてはどのような地
域になっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　この地域の具体的な相談はありませんが、糸満市農
業委員会に確認したところ一部農地が含まれている
と。法人が農地法第３条で農業委員会の許可を得てい
ると聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　今一部という表現でしたが、そこに
は農業用地があると。この報道によれば、そこの鉱山
に続く土地が農業用地であるにもかかわらず、重機を
通す進入路として使用したとして、糸満市農業委員会
から原状回復するような行政指導がありました。
　ここでちょっと伺いたい。先ほど一部と言いました
けれども、この進入路の土地だけでなく、鉱山の施業
区域の中にも農業用地は含まれていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　進入路以外の区域につきましても、一部農地が含ま
れております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　農地法第３条で、農業用地として取
得しているわけですよね。こうしたこの農業用地を鉱
山として開発することは可能ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　まず農地を農地以外
にする場合、農地法第４条及び第５条の転用の手続が
必要になります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。

○比嘉　瑞己君　今、転用手続が必要だと、第４条、
第５条に基づく。これが知事の許認可になっているん
です。農業を行うために取得した土地は、私は農業振
興にこそ使われるべきだと思いますし、当時の糸満市
もそのような意見をつけていると思います。沖縄県
は、この鉱山への転用を認めることはできないと思い
ますがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　まず農地転用の手続についてですが、申請者はまず
市町村の農業委員会に農地転用許可申請を提出しま
す。農業委員会は、定期開催されます総会での意見を
付して県に進達をいたします。
　県としましては、進達にあった場合には農地法に基
づいて適切に対応してまいりたいとそのように考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この転用手続はこれからになると思
います。この問題は知事に伺いたいと思います。知事
は、現地を視察して実際にそのときに遺骨も見つかっ
たそうです。戦後76年たった今なお、あの地には戦
没者の遺骨が誰にも見つかることなく眠っています。
ガマフヤーの具志堅さんのハンガーストライキは、今
日で４日目を迎えました。沖縄戦激戦地であるあの土
地が戦争へとつながる辺野古新基地建設のために、埋
立土砂として使われるようなことがあってはいけない
と私は思っています。これは、戦没者を二度殺すこと
だと今、具志堅さんは訴えています。人として絶対に
やってはいけない。人道上の問題だと思います。この
戦争へとつながる基地のために、戦没者の血が染み込
み、骨がいまだ眠るあの土地を使わせては絶対にいけ
ない。知事の決意を改めてお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私も議員御案内のとおり、
現地を視察させていただき実際に岩の間をのぞき込
んでみたり、それからすぐ近くに遺骨収集の情報セン
ターの職員の方が、これが御遺骨ですよと見せていた
だいた骨片を、実物を見て本当に驚きを隠せませんで
した。いまだにこのようにまだ御遺骨が残っているん
だという現実を目の当たりにさせられたという、そう
いう思いです。ですから、この戦没者の御遺骨がいま
だに残されているかもしれない場所の土砂を使うとい
うのは、悲惨な戦争を体験した県民の肌感覚からして
も、やはり御遺族や体験者の思いを県民の思いを傷つ
けるものであるということを強く感じます。ですから
この土砂の採取については、どのような対応が可能か
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全庁を挙げて考えているところでありますが、様々な
議員御指摘の点なども踏まえて、しっかり検討してい
きたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　続いて、同じく我が党関連ですが、
渡久地議員の代表質問で海兵隊撤退を正面から求める
べきだという質問がありました。公室長は、県議会で
も２度、海兵隊撤退を求める決議を全会一致で上げて
いることも重く受け止めて、日米両政府に基地の整理
縮小を要請したいとの答弁でした。今議会では、当面
は在日米軍専用施設面積の50％以下を目指す。この
知事の所信表明について、代表質問や一般質問、大き
な議論となりました。野党の皆さんからも、米軍基地
はなくしたほうがいいと多くの意見もありました。米
軍基地の整理縮小を願う思いは、沖縄県民みんなの願
いだと思います。基地のない沖縄の実現に向けて、もっ
と踏み込んで日米両政府に迫る。今、そういう時期に
来ているのではないでしょうか。
　海兵隊撤退を求めることについて、改めて見解をお
聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　国土面積の約0.6％の本県に、米軍専用施設面積の
約70.3％が集中しており、応分の負担には依然として
ほど遠い状況にあります。このため県は、沖縄21世
紀ビジョンにおいて、基地のない平和で豊かな沖縄を
あるべき県土の姿としながら、引き続き基地の整理縮
小を進めるとしていること、沖縄県議会においてはこ
れまでに２度、在沖米海兵隊の撤退を図ることを全会
一致で決議していることなどを重く受け止め、日米両
政府に対して当面は、在日米軍専用施設面積の50％
以下を目指すとする数値目標の設定を求めるものであ
り、この要請を受けて日米両政府において、具体的な
返還計画を検討・策定していただきたいというふうに
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　今の答弁だと、代表質問と同じです。
　戦後76年間、在沖海兵隊による事件・事故、そして
数多くの犯罪に私たち沖縄県民は苦しんできました。
女性や子供たちが犠牲になってきました。建白書に託
された県民の願いである普天間基地の閉鎖・撤去な
ど、在沖米軍基地の中でも大きな割合を占める海兵隊
撤退に踏み込まなければ、基地のない沖縄の実現に向
けて当面は50％以下というこの目標は達成できない
と思います。普天間基地、辺野古の新基地、キャンプ・

シュワブ、高江、米軍北部訓練場、伊江島の飛行場、
みんな海兵隊の基地です。海兵隊が撤退すればこうし
た基地もなくなるし、事件・事故も減るでしょう。本
土復帰50年を迎えるに当たって、基地のない平和で
誇りある豊かな沖縄。これを目指すのであれば、私は
在沖海兵隊の撤退を正面から日米両政府に向かう。こ
の時期に来ていると思いますので、改めて見解を求め
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　50％の今、数値目標の中で、海兵隊撤退を求めるべ
きだということなんですが、実は今回の知事の所信表
明の中で、契機になったものが昨年３月に米軍基地問
題に関する万国津梁会議、在沖米軍基地の整理縮小に
ついての提言、これがございました。
　ですからこの全体像をちょっとお話しさせていただ
きたいのですが、その提言は３つあります。まずは、
辺野古新基地建設計画は完成が困難であり、本来の目
的である普天間飛行場の速やかな危険性除去と運用停
止を可能にする方策を早急に具体化すべきである。２
番目に、近年の安全保障環境を踏まえて沖縄米軍基地
の整理縮小に取り組むべきである。３番目に、沖縄は
アジア太平洋における緊張緩和・信頼醸成のための結
節点を目指すべきである。
　この３つを受けて、沖縄県は本土復帰50年になっ
たら米軍基地の整理縮小についてという要請を出す。
この要請の中では、６つの項目がありますけれども、
在沖米軍基地の整理縮小について、この中に50％と
いう数字が出ています。それ以外にも基地負担の軽減
について、訓練水域―昨日もありましたけれども、
訓練水域・空域の削減について、日米地位協定の抜本
的な見直し、そしてさらなる在沖米軍基地の整理縮小
に向けての協議について、アジアにおける緊張緩和と
信頼醸成について、こういった要請になってございま
す。
　基地負担の軽減についての中には、在沖米軍の県外
または国外への分散移転、ローテーション配備、普天
間飛行場の危険性除去、オスプレイの配備撤回、訓練
場の能力を超える訓練―これはパラシュート降下訓
練、それから騒音対策、環境対策、そういったもろも
ろのものが入っております。それから訓練水域・空域
の削減なども入っていると。日米地位協定のものが
入っている。そういった全体像をまず御説明させてい
ただきたいと思います。
　その中で、争点となっている50％の話なんですけ
れども、なぜ我々がこういった50％をやったかとい
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うと、これも万国津梁会議の提言にありますけれども
アジアの安全保障環境の大きな変化、これがありま
す。それは一言で言いますと中国の台頭、特に中国な
どのミサイル能力の向上によって、沖縄の米軍基地の
集中、これが脆弱になっている。危険であるというよ
うな状況を分析して、海兵隊を含めた米軍自身も、中
国のミサイルの脅威に対応すべく部隊の分散化を進め
ていると。日米同盟が安定的に維持されるためにも沖
縄への米軍基地の集中を是正し、日本全体、アジア全
体の視野に立って、安全保障の負担の在り方を見直す
べきである。そういった意見が出されております。事
実、海兵隊も新作戦構想、ＥＡＢＯ―エクスペディ
ショナリー・アドバンスド・ベース・オペレーション
―がありますが、そういった構想で、大規模で恒久
的な基地に依存しない、より小規模な部隊による運用
が求められている。そういったことも今、作戦として
出ているということです。
　かつても2014年にも、国防次官補が一つの籠に卵
を入れればリスクが増すというような発言もあるし、
そういったことも恐らくその背景にあったと思いま
すが、そういったことも踏まえて我々は、ＳＡＣＯ合
意そして再編合意、そういったものを超えた新しいビ
ジョンをこの機会につくってもらうべきだろうという
ことを求めたわけです。ただその際には、今度は駐留
軍の従業員の方々のことも考えないといけない。そ
ういったことも踏まえて我々は、まずは使用者でもあ
る、雇用者でもある日米両政府において、しっかりと
ビジョンを示すべきだろうというふうに考えておりま
す。ただ沖縄の基地全体に占める海兵隊基地の割合は、
69.7％です。ですからこの50％、１万ヘクタールを
削減するためには、どうしても海兵隊の基地も対象に
なるだろうというふうに我々は考えています。我々は
そういったことも、ＳＡＣＷＯの話もさせていただい
ておりますので、沖縄県の意見もしっかり取り入れる
形で、当然海兵隊の基地も対象になり得るだろう。そ
ういったものについて、日米両政府において基地従業
員のこともしっかり考えながら、当然安全保障関係は
日米両政府が考えることだと思いますので、そういっ
たことを踏まえて新しいビジョンをつくってもらいた
いと考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　長く説明していただきましたが、
私も提言を読ませていただきましたけれども、副知事
おっしゃったこの新しいビジョンを実現していくため
には、やはり海兵隊の撤退というのは避けて通れない
わけですよ。だからこそ、そこは全面撤退を目指して

いくという立場が大切だと思います。改めて答弁を求
めます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　海兵隊の全面撤退、これは
県議会でも決議されていることですから、それを私た
ちは重く受け止めているということです。ぜひ議会で
もまた新たにその御議論をしていただければと思いま
すが、いずれにいたしましても、我々は昨日も照屋大
河議員にもお話をさせていただいたんですが、このＳ
ＡＣＯ合意があるからいいという現状を追認するだけ
ではだめだと。さらに基地の整理縮小を求めていかな
いと、現実的な事件・事故は減らない。そのことを議
員各位にもしっかりと受け止めていただいて、では日
米両政府にどのような議論を求めていくかというその
議論も、ぜひ議会で深めていただきたいという思いで
あります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　頑張りましょう。
　それでは、通告の質問に入りたいと思います。
　新型コロナ対策の強化について。
　(1)、県内中小企業者の資金繰り支援事業について
期待する効果をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の影響で売上高
等が減少した中小企業者を対象に、昨年２月に中小企
業セーフティネット資金の融資を開始したほか、５月
から３年間実質無利子等の新型コロナウイルス感染症
対応資金を創設しております。
　県としては、これら資金による円滑な資金繰り支援
により、中小企業者の事業の継続や雇用の維持につな
がっていくものと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　部長、昨年から沖縄県、限られた予
算の中で、私全力でやってきたと思います。このコロ
ナ危機が始まったとき、様々な融資制度がつくられま
した。しかしその多くが、据置期間１年間なんです。
利用者―資料を頂きますと、今１万2000件以上の
融資の件数がありますが、その据置期間がやがて迫っ
てきている。そこで皆さん、この春どうしようという
現状だと思うんです。私は今回のこの支援事業の新た
な融資制度とかも、こうした借換えやあるいは据置期
間の延長、融資の枠の拡大、こういうことが求められ
ていると思いますが、今回の支援事業の特徴を改めて
お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
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○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　昨年５月に創設しました新型コロナウイルス感染症
対応資金ですけれども、これは３年間実質無利子、無
担保、保証料ゼロ、据置期間５年以内で借換え可能な
融資となっております。同資金では、市町村認定の申
請や、実質無利子となるための利子補給事務を事業者
に代わって金融機関が代理で行う。金融機関は、ワン
ストップ手続を実施しておりまして、事業者の事務負
担の軽減が図られております。また同資金の融資限度
額につきましては、当初3000万円が昨年６月に4000
万円、今年の２月に6000万円と拡充しております。
令和２年度分の貸付金予算につきましては、補正分も
含めまして合計で約602億円を確保したところ、さら
なる資金需要の増加に対応するため、昨年11月に同
資金の民間金融機関の協調倍率を３倍から５倍に見直
した結果、融資枠ですけれども約2659億円で約1.5倍
に拡大しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　金融機関も協力して今一生懸命応援
しようとしておりますので、この活用を期待したいと
思います。
　(2) 番、うちなーんちゅ応援プロジェクトの拡充に
ついて見解をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　うちなーんちゅ応援プロジェクトでは、これまで県
の外出自粛要請等により、経済的な影響を受けた飲食
業や小売業等の事業者に対する支援金を支給するとと
もに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観
点から、県が発出しました休業要請や時短要請に応じ
ていただいた飲食店や遊興施設等の運営事業者に対し
て協力金を支給してまいりました。
　同プロジェクトにつきましては、第１期の支援金及
び休業協力金を昨年４月に開始して以降、本年３月１
日から受付を開始した第５期の時短協力金まで総額で
236億8464万円の予算を創出して対応してきたとこ
ろであります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　国の対策が決して十分だとは言えな
い中で、沖縄県が236億円というお金も使ってやって
きたことは私評価したいと思います。しかし今議会で
も言われているように、やはり飲食店だけではなく、
他の業界全てが今困っているわけですが、この拡充は
今後どのように考えますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。

○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としましても、長引く新型コロナウイルス感染症
の影響により厳しい経営状況が続いている事業者に対
しては、さらなる支援が必要であると認識しておりま
す。
　そのため県では、全国知事会を通じて国に対し、持
続化給付金や家賃支援給付金等の再度の実施や雇用調
整助成金の特例措置の再延長、それから幅広い業種に
対する一時金等の支援の拡充等について要請を行って
きているところであります。その結果、３月８日から
受付開始予定の国の一時支援金について、県内でも旅
客運送事業者、それから宿泊事業者、土産物小売店、
旅行代理店、イベント事業者等が対象となり得ること
となったことから、県としましても、国及び市町村等
と連携を図りながら、これらの事業者への周知及び活
用に向けた県独自の相談サポート体制の整備に向けて
調整を進めております。また、今後とも地域において
必要とされる経済対策を継続的に進めていけるよう臨
時交付金等の財源確保も国に強く求めてまいりたいと
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　知事の交渉、知事会での発言とかが
相当大きな成果を挙げていると思いますので、引き続
き頑張ってほしいと思います。
　(3) は取り下げます。
　続いて、新たな振興計画の骨子案について。
　新たな振興計画の目標とは何か、お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画（骨子案）
においては、計画の目標として沖縄21世紀ビジョン
で掲げた、県民が望む５つの将来像の実現及び固有課
題の解決を図り本県の自立的発展と住民が豊かさを実
感できる社会の実現を挙げております。
　目標の実現に当たっては、国際社会全体の共通目標
であり、県民が望む５つの将来像とも重なるＳＤＧｓ
を取り入れ、県民一人一人をはじめとする社会全体が
参画することで、社会・経済・環境、この３つの側面
が調和した持続可能な沖縄の発展と誰一人取り残さな
い社会を目指していくことが可能になると考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　骨子案で、持続可能な沖縄の発展、
このことについて今部長がおっしゃったように社会・
経済・環境の３つの側面が調和したものと書いていま
す。少し私これがニュアンスが違って伝わると大変だ
なと思いました。この表現だと、ともすれば環境にあ
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る程度配慮さえすれば、社会活動、経済活動はどんど
ん進めていいんだというふうに受け止められかねない
のかなという心配があります。ＳＤＧｓは、気候変動
に象徴されるように、限りある今の地球の資源環境を
守って、その土台の上に経済社会活動があるという考
え方だと思うんです。持続可能な沖縄の発展とは、環
境を優先する。この面が一番大切だと思うのですがい
かがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　持続可能とは、生態系を
破壊せず、環境容量の範囲内で発展することと認識し
ております。環境は重要な要素で、社会・経済・環境
の３つの側面が不可分のものとして調和した取組を進
めていくことで、先ほど申し上げた持続可能な沖縄の
発展と誰一人取り残さない社会を目指していくことが
可能になると考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ環境が土台、全ての土台にある
ということを決して忘れずに、強調していただきたい
なと思います。
　(2) 番、計画展望値の考え方をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画（骨子案）
では、将来像実現に向けた諸施策の展開による成果等
を前提に、目標年次である令和13年度における計画
展望値を社会・経済・環境この３つの枠組みの下、設
定するものとしております。現行計画の展望値に加え
て、新しい項目として、離島人口や温室効果ガス排出
量等を考えておりますが、今後沖縄県振興審議会等の
意見も踏まえて検討してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひこの新しい、今おっしゃった中
で私特に域内受給率というのは大変重要なテーマだと
思いますので、引き続き注目したいと思います。
　この持続可能な沖縄の発展、ここにＳＤＧｓの考え
方が入ってくるわけですが、骨子案にはＳＤＧｓの展
望値、数値的なものが入っていません。やはりＳＤＧ
ｓを入れるのであれば、これは国際社会共通の目標、
それで169の指標というのも示されているわけですか
ら、ぜひ振興計画の策定の際には、こうしたＳＤＧｓ
の指標も取り入れるべきだと思いますがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　成果指標の設定に当たっ
ては、今後の計画策定の中で検討してまいります。Ｓ
ＤＧｓの169のターゲット、これに達成度を図る指標
が設定されております。国家レベルの指標も設定され

ておりますので、自治体として採用できる指標につい
ては、指標の設定に活用するという方向で検討してま
いります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　(3) 番ですが、沖縄の特殊事情から
生じる政策課題とは何でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画（骨子案）
においては、克服すべき沖縄の固有課題として、基地
負担の軽減、駐留軍用地跡地の有効利用による県土構
造の再編、離島の条件不利性克服と持続可能なコミュ
ニティー及び力強い島嶼地域の形成、陸・海・空を紡
ぐ美ら島交通ネットワークの構築を掲げております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　今おっしゃった中に、子供の貧困が
入っていないんです。私はこれこそ沖縄の特殊事情
の最たるものだと思います。米軍占領の27年間で、
沖縄は児童福祉法が適用されませんでした。認可外保
育園が保育の受皿となり、学童保育も復帰後からしか
整備されていないわけです。様々な県民所得の問題、
全部その影響が子供の貧困に集中しているわけですか
ら、子供の貧困というのを、ぜひこの政策課題として
大きく位置づけるべきだと私は思うのですがいかがで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　今骨子案においては、子
供の貧困の解消、これについては、基本施策―誰も
が安心して子育てができる環境づくり、その下に位置
づけているところです。
　子供の貧困対策の位置づけをもっと格上げすべきで
はないかという議員の御意見ですけれども、同様の御
意見も市町村長からもいただいておりますので、それ
を踏まえた上で素案の中で検討していきたいと考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　続いて３番、那覇港の港湾計画の改
訂について伺います。
　(1)、浦添ふ頭地区における民港の形状案の考え方
をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　令和２年10月に開催されました那覇港管理組合構
成団体調整会議において、民港の形状案の作成にあ
たっての考え方（案）を取りまとめております。
　考え方（案）においては、海上輸送網及び流通加工
等の物流施設の一体的利用とともに、シー・アンド・



─ 432 ─

エアを生かしたアジアの中継拠点港としての物流空
間の創出や、世界水準の観光リゾート地の形成のた
め、浦添の自然環境を生かすとともに、牧港補給地区
跡地との一体的利用を想定した観光・ビジネス拠点を
含む交流空間の創出などを位置づけております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　物流ゾーンと交流ゾーンがあると
思うんですが、それぞれの事業の主体はどこですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　浦添ふ頭地区の物流空間については那覇港管理組
合が事業主体となります。交流空間につきましては、
那覇港管理組合の設立に関する覚書に係る協議書に
おいて交流厚生用地は浦添市の事業区域とし、緑地、
海浜、マリーナ等については那覇港管理組合の事業区
域とすることが確認されております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　浦添市のこの交流ゾーンについて、
浦添市が事業主体のところもあるわけですね。今、そ
の民港の考え方をまとめているところですが、この浦
添市の交流ゾーンは明確な需要予測というのはでき
ていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　浦添ふ頭地区における需要予測については、物流空
間は那覇港管理組合で、コースタルリゾート地区は浦
添市において検討を行っていくこととなっておりま
す。那覇港管理組合議会の令和３年２月定例会におい
て、副管理者である浦添市の副市長からは、コースタ
ルリゾート地区は富裕層の観光拠点となる世界水準
の観光リゾート地を目指しているところですが、富裕
層の明確な定義がなく、需要推計は明確になされてい
ないとのことで、今後必要に応じて需要予測の確認を
行っていきたいとの答弁がなされております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　物流ゾーンもそしてこの交流ゾー
ンも、推計がまだまだだと私言わざるを得ません。
　今、浦添市のお話をしておりますが、2015年、平
成27年に当時の浦添市の松本市長が、西海岸を世界
水準の国際リゾート地を目指すとして、夕日を見るた
めにはビーチは西向きにしたい。そのためには軍港は
南側にするんだと言って浦添市素案を要望しました。
ところが今また北側案に戻っています。夕日は軍港で

見えなくなるのではないのでしょうか。
　当時、ビーチの向きなど松本市長が求めた３つの条
件について浦添市は形状案で示していますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　平成27年２月に浦添市において作成されました那
覇港浦添ふ頭地区に係る浦添市計画素案では、西向
きのビーチ、クルーズバースの位置づけ、深場へのマ
リーナの配置が示されております。浦添ふ頭地区調整
検討会議においては、これらの提案の取扱いも含めて
民港の形状案の検討を行っているところであります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　知事にもぜひお聞きいただきたい
と思うんですが、現行の港湾計画、これは今から18
年前の2003年につくられた計画です。当時はその浦
添の北側にコースタルリゾートをつくるという計画
でした。ところがその計画をつくった後、３年後に
2006年に日米合意によってキャンプ・キンザーの返
還が決まりました。現行計画の浦添ふ頭地区のその前
提条件が大きく変わっているわけです。松本市長も選
挙が終わった後も西海岸の自然環境を守ることは絶
対条件だ、民港の部分はできるだけ環境負荷を減らし
たいとこう述べています。そうであるならば私はもち
ろん地主の皆さんの意見をしっかりと尊重しながら、
この貴重な自然が残る西海岸の海を埋立てなくても
キャンプ・キンザー返還跡地も視野に入れた新しいま
ちづくりが可能だと思うんですが、この点はいかがお
考えですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほどＳＤＧｓの御質問も
ありましたけれども、県といたしましては今浦添ふ頭
地区検討調整会議で協議が進められております。民港
の形状案も令和２年度末を目途に策定の検討作業に
入っているものというように認識をしておりますが、
その国における港湾の政策であります中長期政策の
ポート2030の捉え方、それから県が進めていこうと
するＳＤＧｓのその捉え方もやはり民港の形状案の
中には織り込まれていくのではないかと考えており
ます。
　今、那覇市長、浦添市長と意見交換をするその場の
時間も調整をさせていただいておりますので、市長選
挙後の松本市長のそのような民港の形状案に対する
考え方なども、その意見交換の場で伺えたらというよ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
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○比嘉　瑞己君　ぜひ自然を残す方向で頑張っていた
だきたいと思います。
　すみません、ちょっと飛ばしまして、５番の、重度
心身障害者の医療費の助成事業についてから聞きます。
　この制度は、重度の心身障害を持つ方が、医療費の
払戻しを受ける制度です。これまでの払戻し方法は、
病院窓口で一旦医療費を支払って、役場まで行って、
領収書を出して、２か月後に払戻しが行われる、こう
いった形でした。しかし２年前から、役場に行かなく
ても最初で手続をすれば後は自動的にお金が指定口座
に振り込まれる、自動償還払い制度が始まりました。
　そこで伺いますが、この自動償還払いの実施状況は
今どうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　重度心身
障害者医療費助成事業における自動償還払いにつきま
しては、令和３年２月１日時点で、33市町村が導入
済み、１村が令和３年４月導入予定、７町村が導入時
期未定となっております。
　また、重度心身障害者医療費助成事業における対象
者数につきましては、令和元年度で２万8580人となっ
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　離島とかはまだ残されているんです
が、県内ほとんどの自治体で実施されています。一方
でこの自治体が実施をすると決めても、請求する側で
ある病院、薬局、あるいは歯医者さん、こうした施設
も手を挙げなければこれはできません。
　そこで (2) 番ですが、医療機関や薬局での実施状況
と課題は何でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　重度心身
障害者医療費助成事業における自動償還方式の実施状
況につきましては、病院等が453か所、歯科が548か
所、薬局542か所となっております。未実施の医療機
関への導入促進が課題となっているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　公立病院、総合病院、大きい病院で
すね。この実施状況はどうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　総合病院
という定義がなく、範囲が明確ではなかったので、救
急医療を必要とする病床のある救急病院についてお答
えをさせていただきますと、25の医療機関中、公立
８機関のうち６か所、また民間の17機関のうち８か
所が重度心身障害者医療費助成制度の自動償還に対応

しているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　資料を見させていただくと、県立中
部病院はまだなんですね。公立病院ですらまだできて
いないところも残されている。これはやっぱりいろん
な課題があるんです。医療機関にも薬局とかにも負
担がありますし、私ここで提案したいのはこの現物給
付、立替えなくても最初から現物給付でやったほうが
いいんじゃないかなと思います。
　全国の都道府県での現物給付の実施状況はどうなっ
ていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　令和２年
４月１日時点の全国の状況でございますが、償還払い
方式が５県10.6％、自動償還方式が３県6.4％、現物
給付方式が23都道府県48.9％、現物給付と償還払い
方式の併用が16県で34.0％となっているところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ちょっと分かりづらかったんですけ
れども、一部含まれるも入れると、この現物給付導入
するというのは約８割、９割ぐらいの数字になってい
るんです。だからなぜこんなに全国でばらつきがある
のか。この理由は何ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　現物給付
を導入している都道府県の多くは、昭和59年に国が
減額調整の仕組みを導入する以前から実施をしていた
ところでございます。沖縄県においては、平成３年度
からスタートとなったところでございまして、少し本
県の状況と異なるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　子供の医療費と同じようにこれ現物
給付すると、個々のペナルティーがあるわけです。だ
けど全国の自治体はそのペナルティー制度が始まる前
からもう重度の障害者の皆さんには何らかの形で現
物給付を実施していて、引き続きやっているというの
が現状なんですね。やはり今回沖縄県が子供の医療費
を、あれだけ大きく増やしたわけですから、そろそろ
この現物給付、この重度心身障害者の皆さんこそ先に
やるべきだなと私は思います。
　部長に求めようと思ったんですけど、先ほど時間た
くさん使っていただいた担当副知事の謝花さんにお聞
きしたいと思います。
　これぜひ実施するべきじゃないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
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○副知事（謝花喜一郎君）　今お聞きしても、心身に
重い障害を持つ方々がやはり財政的負担も大きいと思
います。そういった方々が安心して医療の提供を受け
るということは大事だと思っております。いろいろ課
題はあると思いますけれども、こども医療費助成制度
でもいろいろ今、保健医療部で対応しております。仕
組みは同じだと思いますので、県としてしっかり取り
組んでまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　頑張ってください。
　続いて６番の離島振興についてです。
　ほかの議員からも御質問ありましたけれども、座間
味浄水場建設に向けた進捗状況お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　座間味浄水場の建設につ
いては、高台における建設に向けて昨年10月に座間
味村と企業局の双方で浄水場建設が円滑に進められる
よう互いに合意しており、また本年１月15日には知
事、企業局長、村長による面談を実施し、浄水場建設
について連携協力していくことを確認しております。
　浄水場建設のためには、村の理解、協力が不可欠で
あり、建設に係る協定書の締結に向けて調整を進めて
おります。村との調整が整い次第、住民説明会を開催
し、それを踏まえて次年度には設計業務に着手したい
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　村長も理解を示していただいて、
合意はできたという表現だったんですけれども、これ
は行政手続上でも合意と見なせるんですか。それとも
おっしゃっていた協定書の締結をもって、初めて確定
みたいになるんでしょうか。そこをちょっとお聞かせ
いただきたいと思います。これがないと住民説明会も
できないとおっしゃっていたんですが、今後のこの協
定書の締結と住民説明会の時期はいつですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　行政手続上の成立という
ことについてはちょっと判断しかねる部分あるんです
が、我々がこれまで座間味村と何度も話合いをしてき
た中で、村長と私は直接お話もしました。知事も御一
緒して、お話ししていく上で、座間味村にぜひ必要な
施設ですので、これについてはもう高台に向けて協力
していくというのは確約をいただいているということ
で理解しております。
　それについて協定書が必要かということなんです
が、協定書の中には座間味村からの要望がありました
ことについて、こうやって対応していきますというこ

とで、文書で明記するということを考えております。
それは住民が求めることでもありますので、それにつ
いてお互いに合意した上で、住民説明会でしっかり説
明していきたいと考えています。
　住民説明会につきましても、コロナ禍ではあります
けど多くの人に参加していただいて説明したいと考え
ていますので、可能な限り早くやっていきたいと、協
定書についても今順調に調整を進めているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　いろいろありましたが、今後は協力
して頑張っていただきたいと思います。
　続いて粟国航空路線の再開に向けて、これも多くの
議員が質問いたしました。今朝の報道もありましたの
で分かりますが、定期運航、チャーターのお話もあり
ましたが、やはり定期運航が基本方針であるべきだと
思いますので、その点を改めて確認したいと思います。
　これまで課題となっていたその航空会社側が保有し
ている航空機については、今後どのようになるのか教
えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　第一航空が早期に就航を
優先させるために、チャーター方式でまずは運航する
ということで調整しているところでございます。報道
にもありましたとおり、同社では粟国村の理解を得な
がら６月の就航に向けて取組を進めていきたいという
ことでございます。
　もう一点、何でしたか。
○比嘉　瑞己君　航空機。
○企画部長（宮城　力君）　県が補助した２機の機材
がございます。この機材を活用して就航するという意
向でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　一日も早い運航を望んでおります。
　続いて７番目の、公有財産の有効利用についてです。
　那覇市寄宮にある旧県立図書館の有効利用計画はど
うなりましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　旧県立図書館につきましては、今後計画しています
本庁舎行政棟の大規模改修の際の仮庁舎として使用す
る予定でございます。
　仮庁舎として使用した後の利活用については、公有
財産管理運用方針に基づき、建物を含めた県有財産の
利活用や売却などの検討を行うこととしております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　仮庁舎として利用するのはいつから
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の話ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　今回予算としても提起し
ております危機管理センター、こちらに非常用電源装
置とかいうものをまずは整備することとしておりま
す。そちらの進捗にもよりますが、早ければ令和７年
度ぐらいから仮庁舎としての利用を考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　令和７年度、あと４年間ですよ。そ
れまであの施設、放置するのか。地域の皆さん、大変
胸痛めているんですね。知事もお隣だからよく分か
ると思うんですが、もう草ぼうぼうでブロックも割れ
て、与儀公園もあるんですけれども、この県立図書館
どうなるのというのが地域の話題になっています。や
はり防犯上からも使うまでしっかりとした整備も必要
だし、使えるのであればいろんな使い方があると思う
んですよね。４年間も眠らせるのは私もったいないと
思いますが、今後の方針ちょっと教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　まず、県立図書館の維持
管理につきましては、例えば警備につきましては毎日
巡回をしております。そして除草でありますとか剪定
なども定期的に行っており、電気設備あるいは建物の
設備などについても法令に基づく定期的な点検を行っ
ております。
　また、現在この建物につきましては、災害時の備蓄
物資の保管場所として一部利用しております。さらに
県警本部におきます救出救助活動など訓練の場として
も活用していただいているところでございます。
　なお、駐車場につきましては、那覇市から市の中央
図書館、中央公民館の駐車場として利用したいとの相
談がございますが、那覇市として警備員の配置に係る
次年度の予算の措置が難しいというふうに聞いており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　その那覇市との連携もしっかりやっ
て、警備もちゃんと沖縄県が管理していれば、那覇市
も喜ぶわけですから、前向きに検討していただきたい
と思います。
　(2) 番ですが、その県立図書館も、そしてお隣の与
儀公園を含む周辺の土地は、全て広大な県有地であり
ます。本土復帰、来年50周年を迎えますが、那覇市
と協同してあの全体を再整備計画策定してはいかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　那覇市寄宮の与儀公園、

市立図書館・中央公民館及び旧市民会館の敷地は現
在、那覇市に貸し付けている県有地でございます。旧
県立図書館の敷地と合わせますと県有地として約４万
5000平米となります。現在、那覇市におきまして、
旧市民会館跡地については真和志支所を含む複合施設
としての活用を検討中であると伺っております。
　今後の与儀公園を含めた当該県有地の利活用につき
ましては、那覇市の意見を踏まえつつ、公有財産管理
運用方針に基づき、有効活用について総合的に検討し
ていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　時間がなくなってきました。すみま
せん、保育行政は６月にしっかりやりたいと思います。
よろしくお願いします。
　知事、最後に今のお話なんですが、知事も毎日通っ
ていらっしゃると思います。今部長が答弁したように
那覇市の考え方もあるようですが、やはり那覇市も市
民会館の跡利用とか、中央図書館とかの、この点で考
えていると思うんですよね。ですけれども、せっかく
あれだけ広大な県有地があるわけですから、やはり県
も共同すればもっと大きな魅力ある地域になると思い
ます。那覇市の路面電車もあそこの前を通る計画にな
るんですね。そういった意味でやはり県都の那覇市で
あり、また那覇市の中心地でもありますので、知事の
応援も必要だと思いますが、最後に知事の見解をお聞
かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　ちょうど知事公舎がすぐ横
にありまして、本当に毎日朝、夕、出勤、退庁のとき
にはその横を通りますと、ちょうど今与儀公園は桜の
季節がもう葉桜に変わりまして、若葉が勢いよく芽吹
いております。そして公園の中にも花壇があって、
季節の花を植えていただいていて、私の孫たちもよく
与儀公園で遊んでいる。そして多くの方々が散策をし
て、リフレッシュをしていらっしゃるというのが本当
にこのコロナの中でもそういう公園の機能というのは
大切だなというように改めて思います。
　ですから、その与儀公園を含む周辺の土地や建物の
活用は那覇市とも十分協議をして、当然県としても協
力していけるところは一緒に協力をして、市民・県民
の潤いある生活に活用できるように考えていきたいと
思います。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
　　　〔山里将雄君登壇〕
○山里　将雄君　ハイサイ　グスーヨー。



─ 436 ─

　てぃーだネットの山里です。
　それでは一般質問をさせていただきます。
　１、辺野古新基地建設問題について。
　(1)、陸上自衛隊の水陸機動団をキャンプ・シュワ
ブに常駐させ、共同使用することが極秘で合意されて
いたと報道されました。
　そこで、ア、極秘合意報道に対する県の見解を伺い
ます。
　イ、辺野古新基地建設との関連について伺います。
　ウ、県としての対応について伺います。
　次に (2)、辺野古埋立変更承認申請に関する名護市
長意見について。
　辺野古の埋立変更承認申請の地元名護市長の意見
が、名護市の12月定例議会で否決された後、今現在、
３月議会の議案に提案されていません。追加議案に提
案するかどうかも分からないということです。12月
提案の渡具知名護市長の意見案はたった３行で、軟弱
地盤の改良工事によって、大浦湾の自然・生態系、市
民の生命・財産、地域住民の生活環境への影響等につ
いて全く触れていないという、無責任な内容で結果、
否決されたものです。
　そこで、ア、名護市の12月定例議会で意見案が否決
されたが、県の見解を伺います。
　イ、地元名護市の市長意見は県の判断に重要だと考
えますが、県から名護市に意見の提出を促すべきだと
思いますがいかがですか。
　(3)、名護市安和の琉球セメント桟橋出入口舗装に
土砂搬出作業に起因すると思われるひび割れ（クラッ
ク）が生じています。そのことについて。
　ア、土砂搬出の大型車両の通行によって道路舗装に
ひび割れが生じているが、県は確認をしているか伺い
ます。
　イ、クラックの原因は何か伺います。
　ウ、事業者から報告や調整はあったか伺います。
　エ、沖縄県赤土等流出防止条例の目的について伺い
ます。
　オ、赤土で汚濁された車両洗浄水が道路側溝を通っ
て海に流れ込んでいる現状を確認しているか伺いま
す。
　２、新型コロナ感染症対策について。
　私は１月に新型コロナウイルスに感染をいたしま
した。家族からの家庭内感染で、感染のリスクは誰に
でもあると改めて実感をいたしました。会派の同僚議
員や議会事務局の皆さんに御迷惑をおかけしたこと
をおわび申し上げます。幸い無症状で自宅療養となっ
たんですが、療養期間中は県のコロナ対策室と北部病

院から毎日電話がありまして、これは非常に安心だっ
たんですけれども、無症状でも急変することがあると
聞いていましたので、そこはやはり不安がありまし
た。医療現場やホテル療養所が逼迫していることを考
えたらしようがないとは思っていたんですが、そんな
とき、テレビで私よりも年下の自民党の石原伸晃幹事
長が無症状で即入院したとの報道があり、少し鬱々と
した気持ちになりました。そう感じた方は多かったん
じゃないかと思います。
　では、今回は自宅療養をした経験から少しだけ質問
させていただきます。
　(1)、宿泊療養、自宅療養の基準について伺います。
　(2)、市町村ごとの陽性者数の公表について伺います。
　最後に、３、我が会派の代表質問との関連について。
　瑞慶覧功議員の３、基地問題について、(3)、辺野
古埋立土砂の南部地域からの採取についてに関連し
て伺います。
　(1)、２月24日から県で行っている土砂採掘予定地
での遺骨収集作業で、十数個の骨片が見つかったのと
のことですが、その後の状況と今後の予定を伺います。
　(2)、県から自然公園法に基づく一時中止指導の後、
業者から改めて届出があり、内容審査中だと聞いてい
ます。今後の対応はどうなるか伺います。
　(3)、ガマフヤーの具志堅代表は戦没者の尊厳を守
るために、南部の土砂を辺野古の埋立てに使うことは
絶対に許されず、玉城知事は自然公園法第33条の２
項に基づき、採掘を止めるべきだと訴えています。同
法の適用について伺います。
　(4)、防衛省は、南部からの土砂を使う場合は採掘
業者に対し、遺骨に配慮した対応を求めると言ってい
ます。ガマフヤーの具志堅さんはそれは不可能だと
言っています。実際に遺骨収集を行っている県として
このことをどう思いますか。
　以上、一般質問とします。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時２分休憩
　　　午前11時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○山里　将雄君　大変失礼いたしました。
　２の (3) が抜けておりました。
　(3)、ワクチン接種の対応状況について伺う。
　以上、お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　山里将雄議員の御質問にお
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答えいたします。
　辺野古新基地建設問題についての御質問の中の１の
(1) のア、陸上自衛隊のキャンプ・シュワブ常駐報道
についてお答えいたします。
　去る１月、加藤官房長官及び岸防衛大臣は記者会見
において、米軍施設等における共同使用は、日米安全
保障協議委員会や日米合同委員会の枠組みの下で意
思決定がなされるものであり、陸自と海兵隊において
決定されるようなものではないなどと発表しており
ます。しかしながら、沖縄県民は過重な基地負担を強
いられ続けており、たとえ共同訓練とはいえ、これ以
上の負担は受け入れることはできないと考えます。今
回報道にあるような、県内の米軍施設等における共同
使用は、さらなる基地負担の増加につながるものであ
り、断じて容認できないということから、引き続き情
報収集に努めてまいりたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、辺野古新基地建設
問題についての (1) のイ、辺野古新基地と陸上自衛隊
の常駐についてお答えをいたします。
　辺野古新基地については、米海兵隊専用施設である
普天間飛行場の代替施設として、同飛行場の危険性を
早期に除去することを目的に建設されるものと承知し
ております。なお、平成25年の公有水面埋立承認願
書には、陸上自衛隊の常駐に関する記載はありません。
　同じく１の (1) のウ、陸上自衛隊のキャンプ・シュ
ワブ常駐に関する県の対応についてお答えをいたしま
す。
　県は、新聞報道を受け、沖縄防衛局及び在沖海兵隊
に事実関係を確認したところ、いずれも報道にある極
秘合意について、そのような事実はないと否定してお
り、現時点において、新たな情報は得られておりませ
ん。今回報道にあるような、県内の米軍施設等におけ
る共同使用は、さらなる基地負担の増加につながるも
のであり、断じて容認できないことから、引き続き情
報収集に努めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、辺野古新基地建
設問題についての御質問のうち (2) のア、名護市長の
意見についてお答えいたします。
　公有水面埋立法第３条第１項の規定に基づき、公有

水面埋立の免許の出願があったときは、都道府県知事
は、地元市町村長の意見を聞くこととされております。
また、地元市町村長が意見を述べるに当たっては、公
有水面埋立法第３条第４項の規定に基づき、議会の議
決が必要とされております。そのため、名護市長の意
見の提出については、名護市長及び名護市議会の判断
によるものと考えております。
　次に１の (2) のイ、名護市長の意見の提出時期につ
いてお答えいたします。
　令和２年４月に沖縄防衛局から提出のあった公有水
面埋立変更承認申請書について、県では、令和２年11
月27日付で名護市長に意見照会を行っております。
意見の提出期限は令和３年３月26日までとしている
ことから、今後、意見書の提出については、名護市長
において判断されるものと考えております。
　次に１の (3) のア、国道449号の舗装のひび割れの
確認と原因及び事業者との調整についてお答えいたし
ます。１の (3) のアから１の (3) のウまでは、関連し
ますので一括してお答えさせていただきます。
　国道449号の名護市安和の事業者の敷地に係る出口
付近において、舗装面にひび割れが生じたことによ
り、当該事業者から北部土木事務所に修繕についての
問合せがあり、令和２年11月に現地の確認を行った
ところであります。舗装面にひび割れが発生した原因
は、当該事業者の大型車両の通行による劣化であると
考えられることから、北部土木事務所が、道路法第24
条に基づく原因者による修繕について調整を行ってい
るところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　１、辺野古新基地建設問
題についての (3) エ及びオ、赤土等流出防止条例の目
的と車両洗浄水の流出についてお答えします。１の
(3) エと１の (3) オは関連しますので、一括してお答
えします。
　沖縄県赤土等流出防止条例は、切土、盛土または整
地によって土地の物理的形状を変更する事業行為に
伴って発生する赤土等の流出を規制することを目的と
しております。安和桟橋敷地内の車両タイヤ洗浄場所
で発生する濁水が、敷地外に流出している状況は条例
の趣旨からして好ましくないことから、敷地外に流出
させないよう事業者に対し行政指導を行ってまいりま
す。
　次に３、我が会派の代表質問との関連についての
(2) 及び (3)、自然公園法における県の対応について
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お答えします。３の (2)と３の (3)は関連しますので、
一括してお答えします。
　自然公園法に係る土砂採取業者からの届出は、糸満
市を経由して１月に県へ提出され、届出書について形
式審査を行った結果、記載内容に修正すべき点があっ
たことから、現在、補正指示をしているところであり
ます。自然公園法第33条第２項の適用については、
国が策定した国立公園普通地域内における措置命令
等に関する処理基準によりますと、露天掘りによる鉱
物の掘採または土砂の採取について、眺望の対象に著
しい支障を及ぼすかどうか、及び跡地の整理を適切に
行うこととされているかどうかについて審査し、山稜
線の著しい改変を伴う場合など風景を保護するため
に必要があると認められる場合は、措置命令等を行う
ものとするとされております。ただし、既に鉱業権が
設定されている区域内における鉱物の掘採にあって
は、露天掘りでない方法によることが著しく困難であ
ると認められるものである場合については、その限り
ではないと定められております。この国の処理基準を
踏まえ、措置命令等の発出が可能か検討してまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナ感
染症対策についての御質問の中の (1)、宿泊療養、自
宅療養の基準についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染者は、症状や重症化リスク
の有無等を踏まえて、入院治療、宿泊療養または自宅
療養を行うことになります。医師の判断で入院治療
を必要としないと判断された軽症者や無症状者には、
宿泊施設での療養をお願いしております。しかし、家
庭の事情等により自宅療養を希望される方などにつ
いては、重症化リスクの高い方と同居していないこと
や、周囲に見守りができる方がいるなど一定の要件を
満たしている方に自宅療養を行っていただいており
ます。なお、自宅療養者については、コロナ本部内に
設置している健康管理センターから毎日連絡し、適切
に健康観察を行っております。
　同じく２の (2)、市町村ごとの陽性者数の公表につ
いてお答えいたします。
　陽性者数については、居住地区分ごとの累計を含
め、公表しております。居住地区分につきましては、
市の場合は市の名称を記載し、町村については個人が
特定されることのないよう配慮し、所管する保健所管
内と記載しているところです。なお、各市町村には、

当該市町村の陽性者数等について、随時、情報提供を
行っております。
　同じく２の (3)、ワクチン接種の対応状況について
お答えいたします。
　現在、国から示された接種スケジュールに基づき、
まず、３月上旬に県内約５万7000人の医療従事者等
を対象にしたワクチン接種開始に向け、接種に係る基
本型接種施設23施設及び連携型接種施設164施設を
決定したところであります。その後に開始予定の市町
村実施のワクチン接種についても、各市町村及び医師
会をはじめとした関係医療団体と情報共有を図りな
がら、市町村が円滑に接種体制を構築できるよう、連
携を図り取り組んでいるところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　３、我
が会派の代表質問との関連についての御質問の中の
(1)、遺骨収集の状況と今後の予定についてお答えい
たします。
　県では、糸満市米須の石灰岩採掘場において、昨年
11月に御遺骨が見つかった箇所を中心に、先月24日
から遺骨調査を開始しております。これまでのとこ
ろ、歯など十数個の骨片を収容しており、引き続き調
査を実施していく予定であります。
　県としましては、今後も御遺骨が残されている可能
性がある場所についても遺骨収集に取り組んでまい
ります。
　同じく (4)、国の発言に対する考えについてお答え
いたします。
　沖縄戦の激戦地であった南部地域には、いまだ収容
がかなっていない御遺骨が残されております。
　県としましては、いまだ収容がかなっていない御遺
骨について、一柱でも多く、御遺族にお帰しできるよ
う、引き続き遺骨収集に取り組んでまいります。国に
おいては、今なお多くの未収容の御遺骨が県民の日常
に存在するという沖縄県の実情に目を向けるととも
に、悲惨な戦争を体験し多くの犠牲者を出した県民の
思いに耳を傾けていただきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
　休憩いたします。
　　　午前11時17分休憩
　　　午前11時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○山里　将雄君　それでは、再質問をさせていただき
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ます。
　まず１の辺野古新基地建設問題についてですけれど
も、１月25日の新聞報道でこの件が明るみに出まし
たが、防衛省は即座に合意をしていないと、合意の事
実はないと把握していないと否定をしました。
　御承知のこととは思うんですけれども、自衛隊の水
陸機動団がキャンプ・シュワブに配置される計画があ
ることは以前から指摘されていたんです。平成30年
の外務委員会で日本共産党の穀田恵二衆議院議員がそ
のことを指摘しています。ここにその議事録があるん
ですけれども、読んでみたいと思います。穀田議員の
発言の部分です。
　「この陸幕文書には、もう一つ、重大な計画が記さ
れています。」、この陸幕文書というものをこちらで手
に入れたんですけれども、「沖縄本島にも、2019年度
末を目途に、新たに自衛隊の部隊を配備する計画があ
る。」、「部隊の配備先を見ますと、沖縄本島の地図の
米軍キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセンあたり
を矢印で指しています。」、「在沖縄米海兵隊のトップ、
ニコルソン四軍調整官は、昨年11月の記者会見で、水
陸機動団の部隊を沖縄に置くことについては聞き及ん
でいると述べ、配備先としてキャンプ・シュワブやキャ
ンプ・ハンセンが想定されるなどの認識を示していま
す。」。
　こういうふうに国会でも取り上げられているんで
す。このときもその当時の山本防衛副大臣ですか、す
ぐにこの件を否定しています。
　防衛省がどんなに否定しても、オスプレイ配備のと
きも否定しながら、その後沖縄に強行配備したと。そ
ういったことを考えた場合に信用はできないと私は思
うんです。
　その点についてどう思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　在沖米軍へのオスプレイ配備の際は、米軍の計画で
は沖縄への配備計画が記述されていたものの、政府は
具体的に決まっているわけではないとしておりました
が、配備の１年前になって突然配備を伝えられた経緯
があります。政府はキャンプ・シュワブの共同使用に
より水陸機動団を配備する計画を有しないとしており
ますが、県としましては、県内の米軍施設等における
共同使用はさらなる基地負担の増加につながるもので
あり、断じて容認できないことから、引き続き情報収
集に努めてまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　結局、最後には負担を押しつけてく

るんじゃないかというふうなことが懸念されるんです。
　2018年の10月に鹿児島県種子島で、米海兵隊と自
衛隊水陸機動団の共同訓練が初めて行われています。
その３年前の2015年に極秘合意がなされたというこ
となんです。昨年の１月から２月には、金武町の米軍
ブルービーチ訓練場や近海で共同訓練が行われまし
た。2017年には、当時のニコルソン四軍調整官がキャ
ンプ・シュワブやキャンプ・ハンセン等に水陸機動団
が配備されるという認識を示しています。当時の小野
寺防衛大臣もキャンプ・シュワブとは限らず、全体と
しての共同使用は必要だと述べています。この一連の
動きは、将来のキャンプ・シュワブへの配備を見据え
たものであると考えると、非常につじつまが合うんで
す。やはり極秘合意はあったと考えるのが普通だと思
います。いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　繰り返しになりますけ
れども、県は新聞報道を受けまして沖縄防衛局及び在
沖海兵隊に事実関係を確認したところ、いずれも報道
にある極秘合意について、そのような事実はないと否
定をしており、現時点において新たな情報は得られて
いない状況でございます。
　引き続き情報収集に努めてまいりたいと考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　今回のことが報道されたすぐ後に辺
野古を抱える地元名護市では、市民から名護市と名護
市議会に対して、事実確認と市民への説明を求める陳
情が出されています。名護市議会ではこの件を審議す
る特別委員会を立ち上げ、調査を進めることになって
います。恐らく今日その立ち上げになっていると思い
ます。名護市民は―この件は新聞にも載っていまし
たけれども―危機感を強く持っています。県は名護
市民や名護市議会の対応をどう思っているか聞かせて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　キャンプ・シュワブの共同使用により、水陸機動団
を配備する報道をめぐり名護市議会が事実関係を確認
するため特別委員会を設置する方針を固めたというこ
とは、新聞報道等で承知しております。
　政府は、報道にある極秘合意について、そのような
事実はないと否定をしておりますが、地元住民の不安
を払拭するためにもより丁寧な説明を行う必要がある
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
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○山里　将雄君　名護市議会への市民の陳情では市議
会での協議審査を持ってしかるべき部署等への意見書
を提出するようにということも求めているんです。恐
らくですけれども、沖縄県知事宛てにも市議会から意
見書が提出されると思いますので、対応をよろしくお
願いします。
　確認のために幾つかお聞きします。
　沖縄県内の米軍専用施設を教えてください。
　それから、沖縄県内の自衛隊の施設数、米軍と自衛
隊による共同使用施設数、米軍基地から自衛隊基地へ
変更された施設数―これはさきの仲村家治県議の質
問にもありましたけれども、改めてお答えをお願いい
たします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　沖縄県内の米軍専用施設数でございますけれども、
防衛省の資料によりますと、令和２年３月31日現在、
沖縄県内の米軍専用施設数は31施設となっておりま
す。
　次に、沖縄県内の自衛隊施設数についてでございま
す。防衛省の資料によりますと、令和２年３月31日
現在、沖縄県内の自衛隊施設数は47施設となってお
ります。
　次に、米軍と自衛隊による共同使用施設数について
でございますけれども、防衛省の資料によりますと、
令和２年３月31日現在、米軍が共同使用している自
衛隊の施設数は浮原島訓練場や那覇飛行場など５施設
となっております。また、自衛隊が共同使用をしてい
る米軍の施設数は、キャンプ・シュワブやキャンプ・
ハンセンなど10施設となっております。
　さらに米軍基地から自衛隊基地に変更された施設数
についてお答えをいたします。
　復帰後、米軍から自衛隊に引き継がれたものとし
て、航空自衛隊が那覇基地や那覇基地与座分屯基地な
ど８施設、海上自衛隊が沖縄基地隊や沖縄基地隊具志
川送信所の２施設、陸上自衛隊が那覇駐屯地や那覇駐
屯地八重瀬分屯地など８施設、合計18施設あるもの
と承知しております。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　ありがとうございました。
　そのような状況を前提として伺いますけれども、今
回の報道を考えると国はほかにも沖縄の米軍施設を自
衛隊が共同使用することを考えているんじゃないかと
思うんです。
　昨日の當間盛夫議員も同じような趣旨での発言が
あったと思っていますけれども、もし意味が違うので

あれば、當間議員、すみません。
　県内の米軍施設を県外の自衛隊基地に統合して共同
使用すれば、沖縄県民の負担は減ります。米軍専用施
設の率も減るということになると思います。でも県
外ではどこでも沖縄の基地を引き受けようとしない
から、それは非常に難しいことではあるんですけれど
も、逆に沖縄の米軍施設を自衛隊が共同使用したら沖
縄の負担は全く変わらずむしろ増えるかもしれないで
すね。そういう状態で、国はもうここは米軍専用施設
ではありませんよ。沖縄における米軍施設の率は下
がっていますよ。沖縄の基地負担軽減を進めています
よとなるかもしれません。沖縄の米軍施設を自衛隊と
共同使用することで、数字の上で負担を少なく見せる。
国にはそんな狙いもあるのではないかと、これは琉球
新報の社説でもありましたけれども、本当に私もそう
思います。
　いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　県としては、県民の目に見える形での基地負担の軽
減を図る観点からも、沖縄の米軍基地を整理縮小する
に当たっては、県外または国外への分散移転、ローテー
ション配備をより一層促進する必要があると考えてお
ります。
　今回報道にあるような新たな部隊を沖縄に常駐さ
せ、米軍専用施設を共同使用することは、地元へのさ
らなる基地負担の増加につながるものであり、断じて
容認できないものと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　私の質問がそうだからなんでしょう
か、答弁が同じものになってしまっていますけれども。
　辺野古の正式事業名は、普天間飛行場代替施設建設
事業であって新基地建設事業ではない。県が辺野古
新基地建設と表現することは、県民を誤解させている
と指摘する議員がいらっしゃいますが、今回の秘密合
意報道でまさしく新基地であるという実態が浮かび上
がったと思います。県は堂々と新基地建設事業と呼ぶ
べきだと私は思いますけれども、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
政府が推進する辺野古移設計画において係船機能付護
岸、弾薬庫搭載エリア、２本の滑走路の新設など現在
の普天間飛行場と異なる機能等を備えることとされて
いることから、単なる代替施設ではなく新基地である
というふうに認識しております。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　県は２月22日に、沖縄防衛局から
の埋立変更承認の疑義としてこの件について質問に加
えたというふうに新聞に載っていましたけれども、そ
の内容について具体的にどんな疑義があるのか。それ
から知事の判断にどう影響するのか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　平成25年に提出された公有水面埋立承認願書には、
普天間飛行場代替施設における陸上自衛隊の共同使用
に関する記載は確認できません。
　そのようなことから、陸上自衛隊と米海兵隊との間
で普天間飛行場代替施設を含むキャンプ・シュワブの
共同使用に関する合意等が行われた事実があるのか質
問を行ったところであります。令和３年２月22日付
で行った沖縄防衛局への質問―13項目、96件でご
ざいますが、これにつきましては回答期限を３月８日
としております。
　県としては、沖縄防衛局から提出された回答を詳細
に確認し、公有水面埋立法への適合性について厳正に
審査していくこととしております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　どんな回答になるのかしっかり見て
いきたいと思います。県もしっかりと審査をしていた
だきたいと思います。
　この件については、国は合意があったということは
絶対に認めないと思いますけれども、県としては先ほ
ど答弁もあるように、今後も情報収集にしっかり努め
るということですから、それを実行していただいて県
民にその情報を提供していただきたい。しっかり取り
組んでいただきたいとそういうことをお願いします。
　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時33分休憩
　　　午前11時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○山里　将雄君　では次ですけれども、(3) の安和
のクラックについて再質問します。（パネルを提示）　
今、パネルが出ていますけれども、これが安和の土砂
搬出の出口になっています。左側が国道で、こちら
が入り口ということになるんですけれども、入り口の
ほうにこんなふうにクラックが生じている。これは
ちょっと修正した跡があるんですけれども、国道のほ
うでもこんなふうに非常に荒れているという状況があ
ります。

　これが逆に入り口なんです。入り口はこのとおりき
れいな状態なんです。入り口は荷を積んで入ります
けれども、出口では荷を降ろして空になったものが出
る。なぜじゃ、出口がこんなふうになっているかとい
うと、これは出口の様子で空のトラックが通るんです
けれども、このように出口のほうでは桟橋構内で構内
全体が赤土で汚れていまして、出口付近に土砂を地区
外に出さないための洗い場が設置されています。そこ
での洗浄が原因じゃないかと思います。このようにし
て散水車で水を流していると。ぬれっ放しという感じ
です。そこの洗浄をしっかりされていないために、タ
イヤに付着した泥が道路を汚していてひび割れの原因
となっているというふうに思われるんです。
　私は土木の専門家ではありませんから詳しくない
んですけれども、知り合いの土木技師さんに教えても
らったんです。アスファルト舗装は、一旦ひび割れす
るとそこから水が浸透していって、下の路盤が軟弱に
なってひび割れが広がるということのようです。ここ
は自転車や歩行者もよく通りますので、安全面からも
非常に問題があると思います。この道路は国道です
が、道路の維持管理は沖縄県が行っていますので、管
理者としてこの問題をどう捉えているか。先ほど１次
答弁でもあったんですけれども、もう一度お願いしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　写真で確認できますように、出口付近において舗装
面にひび割れが生じております。県の北部土木事務所
が現地を確認しております。事業者のほうからも修繕
に関する調整、問合せがございますので、原因は明ら
かに事業者の大型車両の通行による劣化であるという
ことで、事業者のほうも自ら修繕を行うということで
意思表示しておりますので、道路法第24条に基づく
修繕について、現在調整を行っているところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　私も土木事務所で確認したんですけ
れども、現場に一度行って確認したということなんで
すけれども、もう少し具体的にどんな調整をなさった
んですか。少し修繕されていますけれども、それも土
木事務所の指示でということを聞いたんですけれども。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　確かに簡単な修繕がなされています。現場は歩道面
の途中ということで、アスファルト舗装で舗装すべき
ところですけれども、かなり段差ができたということ
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で、応急的、暫定的にコンクリート舗装でもって修繕
を行ったと。今後、道路法第24条に基づく協議を行っ
て修繕を行っていただきますけれども、適切にアス
ファルト舗装でもってやっていただくという調整を
しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　こんな状態なんですが、その程度と
いいますか、そういう調整でいいんでしょうか。もっ
と根本的な対策を取ってもらわないと、非常に危険な
状態が続くというふうに思うんですけれども、それで
はもう一つ別の観点からお伺いをします。
　先ほど赤土等流出防止条例の目的について伺った
んですけれども、答弁は違うような感じになっていた
ような気がします。出口で車両の土を洗い流すこと
で、道路に赤土で濁った水が流れ出しています。それ
が道路側溝に流れて海に流れ込んでいます。沖縄県の
赤土等流出防止条例の目的にある、事業行為に伴って
発生する赤土等の流出を規制する、あるいは赤土等の
流出による公共用水域の水質の汚濁の防止、これに違
反していませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　今回の届出がなされた区域は、安和桟橋構内の一部
の4240平米に係る部分でありまして、条例の適用さ
れる範囲についてはこの届出区域ということになっ
ております。一方、この敷地の出口付近でございます
けれども、これは届出の区域外でありまして、厳密に
は条例そのものは適用される区域ではないというふ
うに考えております。しかしながら、洗浄水が公共用
水域に流出するということは条例の趣旨からして好
ましくないというふうに考えておりまして、事業者に
対して指導を行ってまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　そうなんですか。ちょっとよく分か
らないですね。一応そこに流れているわけですよ。そ
こでの洗浄が原因として流れていく。流れているわけ
ですから、構外であったとしてもそれは対象となると
いうふうに思うんですけれども違うんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　赤土等流出防止条例にお
きましては、土地の切土、盛土または整地によって土
地の物理的形状を変更する事業行為ということでご
ざいまして、今回の場合は、土砂の仮置場が届出条例
の対象になってございます。桟橋の入り口あるいはそ
の出口というのは、仮置場の区域の外になるというこ
とでございまして、厳密に条例が適用される区域では

ないというふうになっております。しかしながら条例
の趣旨にのっとって考えた場合、公共用水域に流出す
る行為は望ましくないということですので、事業者を
指導してまいりたいというふうに考えているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　よく分かったような、分からないよ
うな気がするんですけれども、先ほど言っていますけ
れども、工事の面積についての確認をします。安和桟
橋の入り口に掲示している沖縄県赤土等流出防止条
例に関わる表示というのがあります。これは表示され
ています。その工事面積が4240平米と表示されてい
んですけれども、以前より土砂のストックが増えてい
るといいますか、手前に広がっているというふうに感
じるという声があったんですけれども、その件は調査
する必要はないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　地元の保健所、それから
環境部の所管課におきましても何度か立入りを行い
まして現場の状況は確認しております。その中で、区
域を拡大している状況というのはこれまでは確認さ
れておりませんが、引き続き不適切な行為が確認され
た場合は、条例にのっとって対応してまいりたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　私も勉強不足のところがあってな
かなか深く質問できないんですけれども、安和の現場
にはいろいろと問題があるような気がします。私も現
地にはよく行くんですけれども、県民投票で県民の７
割が反対した辺野古新基地建設に関わることでもあ
ります。県は県民の民意を尊重して辺野古新基地建設
を認めないと言っているわけですから、法令・条例違
反をしっかりと監視していく。そして違反があるので
あれば、道路管理の立場から、あるいは環境保全の立
場から土砂搬出作業の停止を命ずるなどの毅然とし
た対応を取るべきだと私は思っています。この件につ
いてはもう少ししっかりと見ていきたいというふう
に思っていますので、県としても対応をよろしくお願
いしたいと思います。
　休憩お願いします。�
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時43分休憩
　　　午前11時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○山里　将雄君　新型コロナ感染症対策についての、
宿泊療養、自宅療養の基準についてなんですけれど
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も、ネットでいろいろ見ていたら他の県の基準という
のは出てくるんです。大体国の基準に従って同じよう
な感じになっているんですけれども、沖縄県は県独自
の基準というのは定めていないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時44分休憩
　　　午前11時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　基準という形では
なくて、自宅療養はどのような方々に適当であるかと
いうようなことを専門家会議の御意見もいただきなが
ら、マニュアル等で整理しているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　何でこのことを聞くかというと、私
も自分が10日ですぐ解除と言われたものですから、
ＰＣＲをしてまた確認してから解除になるのかと思っ
ていたらそうじゃなくて、すぐ解除になったものです
からちょっと戸惑ったんです。そういうふうに思う人
も多いんじゃないかと思って今聞いたんですけれど
も、分かりました。やっぱりそこはしっかりと説明す
る必要があると思いますので、解除の段階でそこら辺
の対応をよろしくお願いします。
　もう時間がないですね。
　我が党の代表質問に関連しての１つだけ、知事、今
ガマフヤーの具志堅代表が土砂採掘に抗議して、県庁
前でハンガーストライキを行っていますけれども、ど
うですか。知事にタシキティクミソーリと呼びかけて
いますけれども、聞こえていますか。どうお応えにな
りますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この件に関しましては、戦
没者の御遺骨がいまだに残されているということと、
ボランティアで長く遺骨収集を続けておられる具志堅
さんの思いと非常に胸に迫るものがあるというものを
正直感じております。悲惨な戦争を体験した県民、
御遺族にとってもそのような痛い思いを持っていらっ
しゃるのではないかと思います。
　ですから、引き続き具志堅さんが訴えていらっしゃ
る南部の土砂の使用禁止については、どのような対応
が可能か県においても今確認をさせていただいており
ます。引き続き、私もしっかりと受け止めてどう対応
できるかについて検討してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　知事の前向きな答弁がありますの
で、本当に期待をしたいと思います。

　それからガマフヤーの代表の具志堅さんも強く言っ
ていますけれども、この問題は辺野古に反対、賛成あ
るいは容認とかそういった問題ではないんです。沖縄
戦で犠牲になった多くの御霊が眠り、なおその遺骨が
眠る場所の土砂を海に沈めていいのかと。軍事基地の
建設のために埋め立てていいのかという人道の問題だ
と、具志堅さんは訴えています。これはひいてはウチ
ナーンチュのチムグクルの問題なんです。この場にい
る辺野古容認の立場である自民党の皆さんも同じ気持
ちだと私は思います。県民の心に寄り添う県政とし
て、この観点からこの問題の解決に当たっていただき
たい。そのことを申し上げまして一般質問を終わりま
す。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時48分休憩
　　　午後１時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　会派おきなわ、新垣光栄、一般質問
を行います。
　よろしくお願いいたします。
　まず初めに、大枠の１番、知事の政治姿勢について。
　(1)、新型コロナウイルス感染症対策についてであ
ります。
　私はウイルスの蔓延防止をするためには、検疫と隔
離が必要であり、これしかないと考えております。ま
ずはウイルスの侵入をできるだけ防ぐこと、これが大
切であり、それが水際対策、検疫であります。侵入を
許してしまったら、疫学調査と検査によって感染者を
探し出し、隔離して感染の機会をできるだけウイルス
に与えないようにすることが感染対策の基本だと思っ
ています。
　そこでア、水際対策の現状と課題、県の対応につい
て、知事の所見を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　国や各自治体独自
の緊急事態宣言の発令及び県内の新型コロナウイルス
の感染状況を踏まえまして、県では、県外からの来訪
者に対し、事前の検査を推奨しているところでござい
ます。しかしながら、やむを得ず検査を受けられない
場合は、那覇空港において希望者のＰＣＲ検査を実施
しております。一方、離島へ向かう場合は、出発地で
検査を実施するよう引き続き協力を求めるとともに、
那覇空港から離島空港へ出発する渡航者に対しても検
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査の対象を拡充したところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　今県では感染源調査、そして積極的
疫学調査ということでしっかり取り組んでいただい
ております。しかし水際対策が一番大切だと思ってお
りますので、沖縄県は島嶼県であり、陸続きの他府県
と比べて対策が異なると思っております。全国一律の
対策ではなく、沖縄県独自の水際対策に関する制度要
請、施策・費用の要請を行ったことがあるか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　検疫と申しますと、
国と国の間の検疫でございますけれども、県としまし
ても県内にウイルスを持ち込まないために水際対策
を強化することは必要と認識しております。国内の移
動において全ての人の検査をするということは、法的
にも課題がございまして、なかなか困難な状況にはご
ざいますが、出発前の検査を推奨するとともに、全国
知事会を通して国に要請をしているところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　私も検疫とは国と国との対策だと
思っていましたけど、でもそうではないんですよ。国
内でも検疫というのがありまして、小笠原諸島でも小
笠原村では東京都などと連携して独自の感染対策、水
際対策の強化を行っています。まずは宮古島、石垣島
等の離島で、ぜひ私たち沖縄県も独自の水際対策を行
う必要があるのではないかと思っていますけどどう
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど保健医療部長から、
知事会を通して国へ制度といいますか、取組を要求し
ているということの内容を少し紹介させていただき
たいと思いますが、実は検査体制の充実について、検
査技師等の人材育成を図ることも含め、必要な体制の
確保を図るとともに、幅広い検査により感染抑制につ
ながる各地域の積極的検査を支援することというこ
とで、ＰＣＲ検査体制の整備に関連させた意見も知事
会で取り上げていただきました。
　知事会では水際対策という項目になると外国から
の水際ということになるんですが、我々沖縄県は、
やっぱり離島県ですので、このＰＣＲ検査体制の幅広
い拡充は当然各空港などにおけるＰＣＲ検査も含め
た、そういう検査の拡充だということで、要請で取り
上げていただいています。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　よろしくお願いいたします。

　続いてイです。医療対策と経済対策の現状と課題、
県の対応について伺います。
　私は臨床と治療の医療と、公衆衛生は全然違うもの
だと思っています。医療と公衆衛生の違いを伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず医療とは、健
康状態が悪化した方を回復させる、それから悪化させ
ないために取られる行為であると認識しております。
　コロナ対策の目標は、県民の命を守ることでござい
まして、そのために県では患者の重症度に応じた病床
の確保、それから相談体制、外来診療体制の充実、診
断や感染防止対策のための施設整備等、医療体制の確
保に努めております。
　一方、公衆衛生と申しますと、人々の健康保持・増
進させるため、公私の機関によって行われる組織的な
衛生活動と認識しておりまして、県では感染拡大を未
然に防止するための対策として保健所における積極
的疫学調査を強化しまして、接触者を早期に特定し、
行動の自粛要請、行政検査の実施、調査による感染源
の特定などを行っているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　私は医療は個人を治すもの、公衆衛
生は集団的に感染症に対応するものだと思っていま
す。沖縄県はすばらしい医療体制があるがゆえに、コ
ロナ対策を医療施策に頼り過ぎていないかと思って
います。それで公衆衛生の部分がおろそかになってい
るのではないかと思っております。
　昨日の島袋議員からもありましたように、保健所の
強化が必要だと考えますがどうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員おっしゃいま
すとおり、公衆衛生の対策の強化は重要であると考え
ておりますので、令和３年度は保健所へ保健師５名を
動員するとともに、指定感染症対応支援員として計９
名を配置することで強化してまいりたいと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　沖縄県の主要産業である観光は、安
心・安全の上にしか成り立たないということをこの１
年でしっかり私たち認識しました。
　そこで、知事が沖縄の安全宣言を行うことがコスト
のかからない最高の経済対策であると思います。その
中で、私は１週間当たりの感染者の抑制目標が必要だ
と思いますけれども、そのような目標は立てられてい
ますか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
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○保健医療部長（大城玲子さん）　県では感染症対策
の警戒レベル判断指標というものを設定しておりまし
て、今回緊急事態宣言を終了するに当たっても警戒レ
ベルを第２段階に引き下げるという目標を持って対策
に当たるという方向性を示したところでございます。
第２段階における指標の一つである１週間当たりの新
規感染者数については、１週間当たり37名以下とし
ておりますので、そのような状態になることを目指し
ているということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　私はやっぱり沖縄の経済、観光を回
すためには１日当たり５名以下とか３名とかそういう
目標が必要ではないかと思っていますけれども、その
辺はどうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時20分休憩
　　　午後１時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　この指標は１週間
当たりの新規感染者数ということで、37人以下です
から、１日当たりにするとだいたい５人から６人とい
うことになるかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひそういう目標を達成できるよう
に頑張っていただきたいと思います。
　続きまして (2)、基地問題についてお伺いします。
　私は昨年の11月に本会議で代表質問をさせていた
だきました。さきの戦争で激戦地、慰霊の地から戦没
者の遺骨が残る土砂を、まだ戦没者の発掘調査が行わ
れていない遺骨が残る大浦崎の収容所跡から辺野古新
基地埋立てのため、戦没者の遺骨を向こうに持ってい
くということは戦没者を冒瀆するものであり、人道的
に許されないものだと思っております。
　そこで、糸満一帯からの辺野古埋立土砂採取に伴う
遺骨収集について、知事の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　沖縄戦の
激戦地であった南部地域には、いまだ収容がかなって
いない御遺骨が残されております。県では、糸満市
米須の石灰岩採掘場において昨年11月に遺骨が見つ
かった箇所を中心に先月24日から遺骨調査を実施し
ているところです。これまでのところ歯など十数個の
骨片を収容しており、引き続き調査を実施していく予
定であります。
　県としましては、御遺骨が残されている可能性があ

る場所について、引き続き遺骨収集に取り組んでまい
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　埋立地には大浦崎収容所があるんで
すけど、そこの情報は。お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時22分休憩
　　　午後１時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　大浦崎収
容所につきましては、市町村のほうからそこに遺骨は
ないのではないかといったような情報は寄せられてい
ると聞いてはおりますが、詳細な情報につきましては
今後確認してみたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　よろしくお願いいたします。
　それでは、この土砂採取予定地には、隣接する地域
には、どのような公共施設が点在しているのか。例え
ば地下ダムの遮水壁とか魂魄の塔とかあると思います
けれども、よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時23分休憩
　　　午後１時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　当該採石
場の近くには、魂魄の塔でありますとか、他県の慰霊
塔などが多数あるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　隣地には沖縄県平和創造の森公園が
あると思うんですけど、この設置目的等はどういうこ
とでしょうか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時25分休憩
　　　午後１時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　沖縄県平和創造の森公園は、平和で緑豊かな潤いに
満ちた環境を創出し、次の世代に引き継ぐことを目的
に平成５年に開催された第44回全国植樹祭の意義を
踏まえ、緑化推進の拠点及び平和への思いを新たにす
る場とするため、会場跡地及びその周辺を整備し、平
成10年に開園しております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
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○新垣　光栄君　その会場は、天皇皇后両陛下がお手
植え樹を植えられたところだと思っているんですけ
ど、そういうことで大丈夫でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　平成５年に行われました
第44回全国植樹祭において、天皇皇后両陛下がお手
植えされた樹木がそこの公園の中にございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　このような地域での土砂採取は許さ
れないと思っています。
　私も建築業の仕事をしておりまして、戦跡からの土
砂は施主さんの住宅の新築工事にはなかなか埋戻し
には敬遠されました。それにまた、私の自治会では地
域の方が亡くなると私たち若者が納骨のためにお墓を
開けたりします。その中には遺骨の入っていない小さ
な骨つぼと遺骨の入った大きなつぼがあります。そう
いった方々のつぼを見ると、戦争で亡くなった方々は
お墓に入ってまで尊厳がありません。そういう観点か
らも私はこの土砂採取は、戦没者の聖地である尊厳を
守る地域からの土砂採取は必要ないと思っております。
　知事の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　おっしゃるとおり、私も糸
満市米須の現地を視察させていただきましたが、先月
の24日から遺骨収集を実施しており、十数個の骨片
が見つかったということです。
　議員おっしゃるように、やはり沖縄には土地に対す
る様々な考え方がありますが、実は私が聞いたところ
によりますと、アメリカも戦争で亡くなった方々、行
方不明者の方々に対して大変深い思いをずっとつなげ
ていただいているということです。ですからこの南部
一帯の激戦であった地域には国を問わず御遺骨がまだ
収容されていないという状況がはっきりとしているわ
けですから、ある一定の期間しっかりと御遺骨を収集
させていただく時間が必要ではないかというように思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　続きましてイのほうです。
　米軍機の低空飛行訓練、海兵隊による強制わいせつ
事件について、知事の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
県民に強い不安を与えるような米軍による低空飛行訓
練が常態化することは断じて容認できないものと考え
ております。また、強制わいせつ事件については、基
地と隣り合わせの生活を余儀なくされている県民に強

い不安を与えるだけでなく、女性の人権をじゅうりん
するものであり、断じて許せるものではないと考えて
おります。そのため、県は、米軍及び日米両政府に対
し、提供施設・区域外における訓練を実施しないこと
や、より一層の綱紀粛正を図ることなどについて抗議・
要請を行ったところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　強制わいせつの事件に遭われた被害
者のサポートはどのようになっているか。
　北谷町にあゆむという施設が今回設置されましたけ
ど、その活用もできるのかどうかです。お伺いいたし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　北谷町役
場内に設置をいたしましたあゆむにつきましては、米
軍関係との家事相談業務を行うモデル事業として実施
しているところでございます。沖縄在住の方が米軍関
係者との間のトラブル等に関しまして相談を受けなが
ら、同行支援等をはじめ手厚い支援を行うということ
をモデル事業として実施しております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　そのような条件ですので、私は県独
自の米軍の事件・事故のワンストップ相談窓口の設置
が必要ではないかと思っておりますけれども、見解を
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　県民が米軍関係者の事件・事故に巻き込まれた場合
の対応につきましては、被害者の心情にも十分配慮し
た上で、基地の提供責任者である国の責任において誠
実に対応されるべきと考えております。また、米軍関
係者による事件・事故の相談窓口としては、沖縄被害
者支援ゆいセンター、沖縄県交通事故相談所などのほ
か、県警においても各所轄警察署などで事件・事故に
ついての相談対応を行っており、また沖縄防衛局にお
きましても管理部業務課において損害賠償業務を行っ
ているとのことでございます。
　県としましては、総合的なワンストップ相談窓口の
設置についてもどのような対応が可能か検討してまい
りたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひ、これ沖縄県の特殊事情という
ことで相談窓口を設けていただきたいと思います。
　それでは次、(3) です。少子化対策について。
　ア、ＳＤＧｓを軸とする持続可能な少子化対策につ
いて、知事の見解を伺います。
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○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　活力ある
持続可能な社会の実現に向けては、結婚や出産を望む
人々が、安心して結婚し、出産・子育てができる社会
をつくることが重要であると考えております。県は、
現在、結婚支援や待機児童の解消、ワーク・ライフ・
バランスの推進などに取り組んでいるところであり、
今後も引き続き関係機関と連携を図りながら、結婚、
妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援に取り組んで
まいります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　続きまして、イです。
　厳しい子育て環境の現状と課題、対策について伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　近年、核
家族化の進行等により、子育てに関する助言や協力を
得ることが困難になるなど、子育て環境は厳しさを増
しており、地域の実情に応じた多様な子育て支援が求
められております。県では、子育てに関する相談や子
育て中の親子の交流の場を提供する地域子育て支援拠
点事業や、子供の預かりを希望する方とそれを支援し
たい方をつなぐファミリーサポートセンター事業な
ど、市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業の
取組を支援しており、引き続き市町村と連携し、取り
組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　少子化対策は、沖縄県でも重要な施
策だと思っています。私たち沖縄県は長寿県として
知られていましたが、今ではもう最下位に近い状態で
す。この出生率、沖縄は日本一でありますので、それ
が崩れていくと一気に出生率も崩れてくると思います
ので、しっかり対策をお願いいたします。
　それでは大枠の２、新たな振興計画（骨子案）につ
いて。
　(1)、県土のグランドデザインと中南部都市圏のゾー
ニングについて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画（骨子案）
においては、圏域別の展開に加え、圏域の枠を超えた
広域的な観点から、施策展開の基本方向を示しており
ます。その中で、県全体の発展を牽引する中南部圏域
の一体的な100万都市圏の形成、駐留軍用地跡地利用
に伴う持続可能な都市の形成や、強固な経済基盤の構
築に向けた東海岸サンライズベルト構想の展開などを
掲げております。

○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　中南部都市圏のゾー
ニングについてお答えいたします。
　新たな振興計画（骨子案）において、中南部都市圏
を一体的に捉え、県全体の発展を牽引するアジアの主
要都市に匹敵する100万都市圏の形成を目指すことと
しております。また、交通インフラや各地域の特性を
生かし、環境の保全や開発のバランスを保ちながら観
光や産業振興等に資する土地利用を展開していくた
め、駐留軍用地の返還も見据えた取組を進めることと
しております。中南部都市圏のゾーニングについて
は、まちづくりの主体である関係市町村や国と連携・
協議しながら、検討を進めていくことになるものと考
えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　これまでの振興計画になかったグラ
ンドデザインを、今回示したことは大変すばらしいこ
とだと思っています。
　ありがとうございます。
　その中で中南部都市圏構想は、世界水準の町をつく
るためにぜひ必要なものでありますので、よろしくお
願いいたします。　
　そして今、部長から答弁いただいたんですけれど
も、主体が市町村ということだったんですが、私は答
弁が後退しているような気がします。市町村が主体で
はなく、県が主体になって主導的な立場に立って進め
ていかないとこれは現実味がないと思いますけど、ど
うでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　確かに新たな振興計画において、中南部都市圏の
ゾーニングについては広域的な観点から計画をつくっ
ていかなければならないと思いますが、どうしてもま
ちづくりの主体というのはやはり市町村でございます
ので、その市町村の意向も十分踏まえながら、国と連
携しながら進めていきたいということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひ主体が市町村であっても、やっ
ぱり主導的な立場に立ってもらうのは県だと思います
けれども、どうでしょうか。知事。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
　土建部長が答弁したとおり、主体は市町村だと思い
ますけど、実は東海岸の関連市町村からも、そうでは
あるけど東海岸の発展がいまいち遅れているので、県
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としてリードするような構想を打ち出してほしいと。
実はこれがサンライズベルト構想でございまして、大
きな枠、細長い沖縄県にもう一つの背骨をつくって、
それを市町村と協議しながら固めていくという方向
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひこの主導的な立場、各市町村、
今回のこの取組、大変評価しておりますので、今後も
続けていただきたいと思います。
　よろしくお願いいたします。
　(2) です。東海岸サンライズベルト構想と新規道路
計画について伺います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時38分休憩
　　　午後１時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県では、東海岸サンライ
ズベルト構想の策定に向け、有識者や関係市町村、関
係部局で構成される検討委員会を昨年12月に開催し、
マリンタウンＭＩＣＥエリアの形成、ＩＴイノベー
ション拠点の形成、円滑な交通ネットワークの構築な
ど東海岸一帯の活性化・発展に向けた検討を進めてお
ります。来る３月に第２回の検討委員会を開催し、今
年度中に同構想を取りまとめ、新たな振興計画に反映
することとしております。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　新規の道路計画についてでございますが、東海岸地
域の新規道路計画につきまして、国と県で連携して取
り組んでおりますハシゴ道路ネットワークのうち、国
において国道329号西原中城バイパスの事業化に向け
て、現在取り組んでいるとのことであります。県では
また、池武当インターチェンジや宜野湾横断道路東側
区間などの事業化に向けて、関係機関と連携して取り
組んでいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時40分休憩
　　　午後１時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　光栄君　大変ありがとうございます。
　サンライズベルト構想の策定に西原中城バイパス、
それとただいま確認しました宜野湾横断道路の整備

について、土建部の皆さんが精力的に取り組んでいた
だいて大変ありがとうございます。
　しかし、東海岸の発展のためには中城沿岸における
産業集積地を結ぶ物流を担う新しい基幹道路が必要
だと思っております。新たな振興計画にはないんです
けど、私は盛り込むべきだと考えていますけど、どう
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時41分休憩
　　　午後１時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　サンライズベルト構想の中で、どういった形で位置
づけができていくかというのはまだ未知数ではござ
いますけれども、ハシゴ道路ネットワークにおいて国
道329号の西原中城バイパスも取り組んでおります。
今後そういった広域的な観点での道路計画というの
は順次計画なされていくものだというふうに考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ありがとうございます。
　その構想と一体化させるためには総合交通体系の
見直しも含めて考えなければならないと思います。そ
の位置づけをする必要があると思うんですけれども、
総合交通体系の中に。その認識はどうでしょうか。
　お伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄県の総合交通体系基
本計画にあっては、新たな振興計画の策定に併せて見
直しを検討しております。今、有識者も交えて検討を
進めているところで、その中で公共交通システムネッ
トワークの充実等について議論していきたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひよろしくお願いします。
　続きまして (3)、大型ＭＩＣＥ施設について、今後
整備をどのように進めていくか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　県では、官民連携の事業手法によりましてマリンタ
ウンに大型ＭＩＣＥ施設、それから必要なホテルなど
の機能を一体的に整備するために、新たな基本計画の
検討を進めているところでございます。次年度も引き
続き多様な業種・業態の民間事業者の方々と対話を重
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ねながら、詳細な調査・分析を行いまして、ウイズコ
ロナ、アフターコロナに即した強靭なＭＩＣＥエリア
の形成に向けて、新型コロナウイルス感染症の状況も
踏まえながらも新たな基本計画の策定にスピード感を
持って取り組んでまいりたいというふうに考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　今聞いていると、私骨子案も読ませ
ていただいたんですけれども、大型ＭＩＣＥ施設とい
う言葉の記述がないんですよ。マリンタウンＭＩＣＥ
エリア、今もＭＩＣＥエリアと言っていたと思います
けれども、エリアとしか書いていないのはなぜかお伺
いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　官民連携の手法によって―もちろん大型ＭＩＣＥ
施設そのものの整備も重要でございますけれども、そ
れだけではなくて周辺のマリンタウンという一体化し
た事業でもって、それを構築することでその地域に活
力あるものを生み出そうということで、マリンタウン
というような位置づけで記述をしているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　まだ理解できないですけれども、エ
リアということは大型ＭＩＣＥ施設を含めた計画であ
ると、発展的な意味合いということで捉えてよろしい
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　議員おっしゃるとおり、大型ＭＩＣＥ施設そのもの
ももちろん重要でございますけれども、それに付随し
た周りの観光施設、宿泊施設とかと一体になって整備
していくということで、マリンタウンＭＩＣＥエリア
という表現にしているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　エリアとして捉えていただくことは
大変ありがたいと思いますけれども、肝腎な大型ＭＩ
ＣＥ施設の整備はどのようになっているかを伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　県では、
新たな基本計画の策定に向けて検討する中で、新型コ
ロナウイルス感染症の影響によりますＭＩＣＥの開催
ですとか、不動産マーケットの動向調査をしまして、
昨年12月の時点で取りまとめを行いました。しかし

ながら第３波と言われます、特に令和２年12月中旬
頃からのコロナウイルスの急激な感染拡大を受けて、
ＭＩＣＥの開催、それから不動産マーケットの動向を
さらに収集・分析し、改めてＭＩＣＥ施設の規模、機
能や事業スケジュールなどに関する民間事業者の意見
を丁寧に確認した上で、基本計画を取りまとめる必要
があるということで判断をいたしまして、２月に予定
していました基本計画案の公表を後ろに持ってくると
いうことにいたしました。民間事業者からは、感染の
終息がある程度見通せる状態になってからのほうが、
より積極的な検討を進めやすいといったような意見も
ございまして、県としても、そのほうが民間投資の規
模の拡大によります財産収入や県税収入などを確保で
きるため望ましいというふうに考えております。その
ため、感染終息を見通せるまでの間を活用しまして、
より競争性の高いＭＩＣＥエリアの形成ですとか、積
極的な民間投資を呼び込むため、引き続き多様な業種・
業態の関心企業、地元企業との対話、それから関係機
関、関係市町村との協議を重ねながらニューノーマル
に耐え得る強靭なＭＩＣＥエリアの在り方、スマート
シティなどの先駆的な取組の検討を深めて、熟度の高
い基本計画の策定にスピード感を持って取り組んでい
きたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　どうもありがとうございました。
　しっかり大型ＭＩＣＥ施設も新たな振興計画のほう
に位置づけていただきたいと思います。
　このように振興計画の骨子案作成に取り組んでいた
だいた富川副知事、本当にお疲れさまでした。富川副
知事はぜひ知事も新たな振興計画の素案ができるまで
協力してくれると答弁をおっしゃっておりました。私
は心強く思っています。素案づくりだけではなく、新
たな振興計画ができるまで最後まで関わってほしいと
思います。よろしくお願いいたします。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時48分休憩
　　　午後１時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　光栄君　続きまして、大枠の３です。県は、
県立郷土劇場の再建に向けて取り組んでおります。
　そこで取組状況について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　県では、県立郷土劇場に代わる施設の在り方につい
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て検討を行っておりまして、当面は既存の文化施設を
活用しながら必要な機能を補完する施設として、文化
発信交流拠点を整備する基本計画を平成25年度に策
定いたしました。整備場所となる浦添の組踊公園にお
きます条件整理などを行うために、平成30年度に実
施計画案を策定したところでございます。当該計画案
について、関係団体等とこれまで意見交換を行ってい
るところでありまして、引き続き施設の規模や在り方
について検討していきたいというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　今、整備計画については答弁のとお
りですが、現在の計画では国立劇場おきなわに隣接す
る浦添市の公園内に整備するという予定になっており
ますが、公園の緑地率の問題、駐車場確保の問題があ
り、そもそも地元の浦添市からはこの計画は困難だと
いう意見も出されていると思います。今後の見通しが
立っていないそのような条件下ではなくて、県土の均
衡ある発展からも、私はこの施設を県営中城公園内に
整備すべきだと思っています。世界遺産である中城城
に文化芸能の拠点を整備する意義は大きいと思ってお
りますし、沖縄の文化芸能を広く世界に発信でき、さ
らに大城立裕の生誕地でもあることから、文化芸能の
後継者の育成、人材育成にもふさわしいと言える場所
だと思っています。長年の懸案だった中城公園内の廃
墟のホテルも土建部のおかげで、協力して撤去されま
した。さきの土木委員会で土建部に確認したところ、
公園内での整備は可能だと言っておりました。要請に
とどめておきます。答弁は要りませんので、次４番に
行きます。よろしくお願いいたします。検討していて
ください。
　４番、鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入
について伺います。
　(1)、鉄軌道の導入に関する課題と対策について伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄鉄軌道は、市街地が
形成された中での導入となるため、多額の事業費を要
することから、施設の整備保有から運行までを事業者
が行う一般的な整備手法では、黒字化が図れないこと
になります。このため、持続的運営の観点から駅やレー
ル等のインフラ部分を公共が整備保有し、事業者は運
行のみを行う全国新幹線鉄道整備法を参考とした特例
制度の創設が不可欠と考えており、今後国に求めてい
くこととしております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。

○新垣　光栄君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時52分休憩
　　　午後１時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　光栄君　鉄軌道の導入に向けて、国の調査と
県の調査に大分差異があるようですが、これまで国と
の協議を何回、どのような協議内容だったか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　費用便益比が昨年ケース
によっては、１を超えるという結果となりました。精
緻化を図ったことによって、ケースによっては１を超
える場合が出てきた。これについては、内閣府に対し
ても説明を行っているところです。今後、特例制度に
ついて国に求めていくことになりますが、費用便益比
の分析結果も含めて、さらに詳細について国と協議を
重ねていくこととしております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　鉄軌道の導入は長期目標でありま
すので、(2)、中部都市圏内の渋滞が激しく、中南部
都市圏の交通渋滞のために、私は中間的な施策として
フィーダー交通の交通対策を充実させてはどうかと思
いますけれどもどうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　確かに鉄軌道については、
長期的な取組になります。短中期的な取組として、県
は基幹バスシステムを導入し渋滞解消の緩和に努めて
いきたいと考えております。
　今、基幹バス自体は既に運行しているのですが、こ
の支線バスはまだ少し課題がありますので、その辺り
バス事業者と協議を重ねていきたいというふうに考え
ているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　フィーダー交通をバスと位置づけて
いるんですけれども、先ほど市街地が形成された中で
の導入は多額の費用がかかるということだったと思い
ます。その観点からも今、モノレールの調査をしてい
ただけるということで、私たち会派の代表質問にも答
えていただきました。今もそう聞き取ったんですけれ
ども、そうするとモノレール延伸に関する調査を来年
からやっていただけるということは、大変ありがたく
思っておりますので、都市計画とセットで検討しては
どうかと思いますけれども、どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　まずモノレールの延伸に
ついてでございます。
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　平成30年度にモノレールを延伸した場合の影響等
について検討を行った結果、採算性に課題があること
が分かりました。その結果を踏まえて、令和３年度に
おいて需要確保に向けた利用促進策や、その効果につ
いて調査・分析を次年度行うこととしております。市
町村と共同による公共交通の充実に向けた取組の中に
おいて、これらの検討結果も踏まえつつ、地域にふさ
わしい公共交通ネットワークの在り方について検討を
進めていくこととしております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　採算性に不安があるということだっ
たんですけれども、今の答弁でですね。私はこの調査
を調べさせてもらいましたけれども、これは18年度
の調査だったと思います。先ほども言われたように市
街地に形成されてしまっては、もっともっと多額な予
算がかかると思いますので、ぜひ将来の需要も見越し
て、モノレールというのは、各市を横断的に進めてい
かないといけないと思いますので、ぜひ県のこういう
主導的な立場の提案が必要だと思います。どうでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画の骨子案
においては、シームレスな陸上交通体系の整備を図る
こととしております。新たな公共交通システムの導入
も含めて検討してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時58分休憩
　　　午後１時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　光栄君　ぜひモノレールのほうも検討してい
ただきたいと思います。県民から大分期待が大きいと
思いますので、よろしくお願いします。
　続きまして５番、沿道の景観の形成と雑草対策等の
適切な管理についてお伺いいたします。
　その中で (1)、雑草対策と高木の適切な維持管理に
ついて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　県では、沖縄県沿道景観向上技術ガイドラインに基
づき、適正な雑草管理に取り組んでおります。また、
道路除草の性能規定方式の導入については、関係団体
等との意見交換を継続しながら、本格的な導入に向け
て、次年度、試験施工を拡大して行う予定であります。
　高木の管理については、信号機等の視認性を阻害す

る箇所の剪定を優先的に実施し、道路利用空間の安全
確保に努めております。今後とも、効果的・効率的な
道路の維持管理に努めていきたいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　性能規定の導入、前倒しで行ってい
ただいて本当にありがとうございます。私は、今年度
から本格導入と思っていたんですけれども、その導入
についてはどういう過程でやっていくのかもう一度お
願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　性能規定方式は今、
試験的に導入を始めておりますけれども、次年度各圏
域で路線を拡大しまして行っていくということを考え
ているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　私は、世界水準の観光地を目指すこ
の沿道形成は、一丁目一番地の政策だと思っておりま
す。そのことで昨年の11月議会では世界水準という
レベルをどう考えているかと質問をいたしました。私
は沖縄らしさが世界水準だと思っています。
　知事におかれましては、どういう世界水準を目指す
のか、都市形成を目指すのか決意をお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時０分休憩
　　　午後２時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　世界水準の観光地に
ふさわしい沿道景観、都市を形成していくということ
を目指しておりますけれども、世界的にシンガポール
ですとか、認知されるような景観を持ちながら都市と
して成熟した状態というようなことをしっかり目指し
ていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　私はシンガポール、ハワイのような
都市ではなく、沖縄らしさがないとこの沖縄は世界水
準の都市とは言えないと思います。その沖縄らしさを
ぜひ出すためには、知事、土建部だけではできません。
企画部、観光部、全ての部局を網羅していかないとこ
の世界水準の沖縄らしい観光地というのはできないと
思いますので、そのためには知事のリーダーシップが
絶対的に必要なんです。部局横断的に行うためには。
その知事のリーダーシップの決意を伺いたいと思いま
す。
　よろしくお願いいたします。
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○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　ありがとうございます。
　個別具体の内容については、今企画部、土木建築部
からお話しをさせていただきましたが、今沖縄県で沖
縄らしいＳＤＧｓの取組を進めています。これは沖縄
の歴史的、地理的、自然的、社会的な特殊事情を踏ま
えた上で優先課題を設定し、さらに未来に向かって総
合的に沖縄県を県土の未来づくりをしていこうとい
うもので、５つのＰというものが設定されています。
この５つのＰは、ピープル・人間、プロスペリティ・
繁栄、プラネット・地球、ピース・平和、パートナーシッ
プの５つなんですが、その中の例えばプロスペリティ・
繁栄というところには、基幹産業として持続可能で責
任ある観光の推進、観光との連携、そして気候変動に
適応する強靭なインフラと交通網の整備など、やはり
沖縄はここからこういう道をしっかり目指していこ
うということを沖縄21世紀ビジョンとかみ合わせて
こういう発展戦略に乗せていこうということでの計
画を立てておりますので、そういう壮大ではあります
けれども、きちんと細かいところまで心が行き届く県
土づくりを目指していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひ、本当に土木建築部頑張ってい
ただいています。本当に知事の決意がないとできませ
んので、ぜひしっかり決意を持ってやっていただきた
いと思います。また小さくなるんですけれども、この
項目の適切な管理のためには、中部土木そして各事務
所に現業職員の継続雇用と造園技術者の任用配置が
絶対的に必要だと思っておりますけれども、見解を伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　現業職員のうち道路の管理等を行っているのは土
木整備員でございますが、近年土木整備員について
は、職員の新規採用を行っておりません。これは道路
パトロール等の維持管理業務を民間業者へ委託する
ことによりまして、それぞれの専門技術やノウハウを
活用し、効果的・効率的な維持管理を実施していくこ
とという方針の下に行われております。しかしなが
ら、専門の造園の職員というのは、やはりそういった
任用配置というのは検討すべき課題かなと思ってお
りまして、緑化に関連する部署全体で課題として共有
しまして、その方向性について検討していきたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひ、私、技術者がいないと何もで

きないと思います。私、技術者が一番大切だと思って
います。その中で今年度の人事採用枠を見ますと、土
木建築部、そして農林水産部の現業職員の採用が全く
なくて、かえって減らされている状況であります。人
事部、この技術者に対する考え方をどう思っているの
か、すみませんけど、通告はなかったと思いますけれ
ども、答弁よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　現業業務につきましては、県行政として担うべき役
割や業務執行の在り方を抜本的に見直し、簡素で効率
的な組織体制を構築するため、平成17年に方針を策
定してこれまで取り組んでおります。見直し、基本的
には民間でできるものに対しては民間に委ねるとし
て、業務のスリム化を図っていくという方針に基づき
実施しているところでございます。
　県としましては、引き続き当該見直し方針に沿いま
して、効率的な行政運営に努めていきたいと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　私が言うのは、任用職員もそうなん
ですけれども、技術者の採用なんです。土建部そして
農林水産部の職員がどんどんどんどん減っていく中
で、沖縄は１次産業も今からやっていかないといけな
いし、基盤整備も世界水準を目指してやっていかない
といけない。その技術者の大切さっていうのをもう
少し一元的に行うものではなくて、しっかり現場を見
て何が必要かということを技術者の必要性というの
をぜひ認識していただきたいんですけれども、どうで
しょうか。もう一度答弁をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時６分休憩
　　　午後２時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　令和３年度の職種別の採
用予定数を紹介したいと思います。
　一般事務職が45人、社会福祉士が10名、土木職が
13名、建築が11名、農業土木が13名、農業職が12名、
畜産が３名、水産が８名、保健師が４名など技術職に
ついても適宜定数等勘案しながら採用しているとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　よろしくお願いいたします。
　もう時間がないので急いで６番、教育・子育て支援
について (1)、35人学級拡大についての取組状況と課
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題について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　国においては、令和３年度から５年かけて小学校全
学年で35人学級を実施することとしております。県
教育委員会では、これまで小学校１年生及び２年生で
30人学級、小学校３年生から中学校１年生で35人学
級を実施しており、令和３年度から中学校２年生及び
３年生に35人学級を拡大し、小中学校全学年で少人
数学級が実現し、きめ細かな指導体制が整うというふ
うに考えます。
　課題といたしましては、教室や教員の確保等がござ
いますので、市町村教育委員会としっかり連携を取っ
ていきたいと思います。
　以上でございます。
○新垣　光栄君　最後まで質問できなくて、準備な
さった皆さん、大変すみませんでした。また後日やり
ます。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
　　　〔西銘純恵さん登壇〕
○西銘　純恵さん　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時８分休憩
　　　午後２時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　純恵さん　日本共産党の西銘純恵です。
　一般質問を行います。
　高齢者医療福祉について。
　後期高齢者医療制度について。
　複数の疾患を持って、治療が長期化するリスクの高
い75歳以上の高齢者のみを対象とする医療制度は、
世界的にもほとんど例がないと言われています。高齢
者に際限ない保険料値上げを押しつけて、負担増を我
慢するか、それとも医療を受けるのを制限するかを迫
るような後期高齢者医療制度は、国民の権利としての
社会保障制度への転換が求められます。
　それでは質問します。
　後期高齢者医療の保険料徴収人数、滞納者、収納率
はどうなっていますか。滞納者の医療はどうなってい
ますか。
　医療費の窓口負担を２倍にする後期高齢者医療制度
の改悪法案が今国会に提出されました。沖縄県の２割
負担になる人数と割合はどうなっていますか。撤回を
求めることについて見解を問います。
　独り暮らしの高齢者は何人いますか。県営住宅の改

築計画に、独り暮らし高齢者の戸数確保のための計画
について伺います。
　独り暮らし高齢者の困り事何でも相談窓口を設置し
て、ワンストップの支援体制をつくることについて伺
います。
　独り親世帯の医療費を病院での窓口払いのない現物
給付にすべきです。対応を伺います。
　コロナ対策について。
　沖縄県が12月から実施した時間短縮協力金の予算
額と申請状況、給付実績について伺います。また、酒
類など関連する仕入れ納入業者にも支援を拡大するこ
とについて伺います。
　コロナ対策特別融資の返済据置期間の延長や、金融
機関も含めて既往債務を返済猶予して、再融資ができ
るように業者支援を行うことについて見解を問います。
　子供の貧困対策の推進について。
　貧困対策基金事業などは次年度で終了しますが、
県の21世紀ビジョンの柱に据えられた子供の貧困対
策について、次期沖縄振興計画に向けての取組はどう
なっていますか。
　新年度の就学援助の入学前支給や拡充の状況及びメ
ディアによる広報、周知を継続することについて伺い
ます。
　コロナ禍での子供の居場所、中高校生の居場所の成
果を伺います。さらなる拡充が求められますが、拡充
策を伺います。
　教育行政について。
　コロナ対応で教師の多忙化が増しているのではあり
ませんか、残業の実態を伺います。正規教員による少
人数学級や教師を支援する職員体制をつくるべきで
す。対応を伺います。
　教員の病休と精神疾患は改善されていますか。全国
比較での実態を問います。
　県立高校で運動部主将の生徒が自ら命を絶ったこと
に、衝撃と深い悲しみが広がっています。教育長の対
応と勝利至上主義的な部活動の在り方、指導の在り方
を検証する必要があると考えますが、いかがでしょう
か。
　ジェンダー平等の推進について。
　法律で夫婦同姓を強制している国は日本だけです。
民間団体の選択的夫婦別姓についての調査によると、
沖縄県民は全国より高い76.5％が賛成しています。
選択的夫婦別姓の早期実現についての見解を問います。
　女性蔑視発言をした森東京オリンピック・パラリン
ピック組織委員会会長が辞任に追い込まれました。見
解を伺います。ジェンダー平等推進のための県の管理
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職への女性登用は進んでいますか。
　米兵との家庭問題や交際のトラブルに対応する相談
窓口の設置状況を伺います。また、米軍と支援機関と
のネットワーク構築の見通しについて伺います。
　明け方の那覇市内で米海兵隊員による女性への強制
わいせつ、性犯罪が起こったことに怒りを込めて抗議
します。県は米兵の基地外への外出禁止、海兵隊の撤
退を要求すべきです。対策を伺います。
　核兵器禁止条約が発効しました。唯一の被爆国であ
る日本政府は一日も早く批准すべきです。デニー知事
は、核兵器禁止を求めるヒバクシャ国際署名に署名を
されましたが、条約発効に対する知事の所見を求めま
す。
　浦添軍港建設問題について。
　日米両政府に、遊休化している那覇軍港の使用状況
を早急に公表させること。同時に、県も独自に調査を
すべきです。取組を伺います。
　浦添軍港は、沖縄県や日本国のコントロールの利か
ない米軍専用の軍港になります。制限水域や制限空域・
陸域、水深や機能などを明らかにさせるべきです。対
応を伺います。
　私は一貫して、浦添の自然の海の埋立てと軍港建設
に反対をしてきました。松本浦添市長は、2020年10
月31日、那覇軍港の浦添移設問題に関する市民説明
会の中で、軍港欲しいと思っている浦添市民手を挙げ
てください。私も含めて一人もいないと思いますと発
言しています。今回の市長選挙で、選挙公報では軍港
について全く記述していません。また、デニー知事が
軍港の先行返還を国に求めたことを理由にして、松本
市長は、知事の中で変化があり、浦添に移設せずにい
こうというなら容認する必要がなくなる。知事の意向
を確認したいと発言しています。知事は、一度立ち止
まって、軍港問題について検証すべきではありません
か。見解を問います。
　浦添の西海岸は、中南部地域で唯一自然が残され
た、サンゴ礁の生物多様性の貴重な海です。波と戯れ、
赤い夕陽に癒やしを求めて市民、県民や観光客が訪れ
て人間も自然の中で生きていることを実感する場所に
なっています。沖縄県民だけでなく、世界人類が後世
に残したいと願う自然の宝の海です。自然環境を破壊
して、気候変動に拍車をかけるような埋立てはきっぱ
りとやめるべきです。知事は、持続可能な開発目標Ｓ
ＤＧ s 推進の立場から、浦添の海の埋立て、軍港建設
に関してアンケートで、中学生や高校生を含めた県民
から広く意見を求めることについて、対応を問います。
　我が党、渡久地修議員の代表質問に関連して。

　南部戦跡での土砂採取について質問します。南部戦
跡からの土砂搬入に関して、沖縄戦からいまだ収骨さ
れないまま地中に埋もれている遺骨はどれだけ残され
ていますか。
　ガマフヤー代表の具志堅さんが戦没者の尊厳を守る
とハンガーストライキで訴えています。沖縄県民は、
戦没者を冒瀆し、遺族への非人道な仕打ちをする南部
の土砂を基地建設に使わせることは断じて許しませ
ん。知事の決意を伺います。
　沖縄戦跡国定公園は第二次大戦における戦争の悲惨
さ、平和の尊さを認識し、20万余りの戦没者の霊を
慰めるとともに、景観の保護を図ることを目的とし戦
跡としての性格を有する国定公園としては我が国唯一
のものです。
　現場調査を行った知事に伺います。自然公園法に
のっとって、県知事への届出や許可を必要とするのは
どのようなものがあるのか。また、措置命令も検討す
べきだと思いますが、対応を問います。
　土砂調達量の７割を南部地域から採取する設計概要
変更申請は不承認とすべきです。不承認の理由になる
と思いますがどうでしょうか。
　お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　西銘純恵議員の御質問にお
答えいたします。
　核兵器禁止条約発効について９の (1)、核兵器禁止
条約発効についてお答えいたします。
　沖縄県では、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶこ
とを全ての国に求めるヒバクシャ国際署名に、沖縄県
知事として署名しております。悲惨な地上戦により、
多くの貴い命と貴重な文化遺産を失ったという経験か
ら、平和の尊さを肌身で感じている沖縄県としまして
は、今年１月22日に核兵器禁止条約が発効したこと
は、核兵器のない世界に向けた大きな一歩であると考
えています。
　沖縄県としましては、核兵器禁止条約の最終目標で
ある核兵器の廃絶に向けて、引き続き普及啓発に取り
組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、高齢者福祉に
ついての御質問の中の (1) のア、後期高齢者医療の被
保険者数、滞納の状況についてお答えいたします。
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　沖縄県後期高齢者医療広域連合によりますと、被保
険者数は令和元年度末時点で14万6927人、滞納者数
は令和２年６月１日時点で3039人、令和元年度にお
ける現年度分収納率は99.08％となっております。保
険料を滞納した場合は、納付相談等により通常の被保
険者証より有効期限の短い短期被保険者証が発行され
ることがありますが、その場合でも通常と同じ自己負
担割合で医療機関を受診することができます。
　同じく１の (1) のイ、後期高齢者の窓口負担の引上
げについてお答えいたします。
　国の資料によると、窓口負担が２割に引き上げられ
る沖縄県の被保険者数は約２万2000人、全体に占め
る割合は15.2％と試算されております。国における
制度見直しの検討に対し、必要な医療への受診抑制に
つながることがないよう、全国知事会においては特に
低所得者に十分配慮するよう要請してきたところです。
　県としましては、今後の国における法案審議の動向
を注視してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、高齢
者福祉についての御質問の中の (2)、高齢者の単独世
帯数についてお答えいたします。
　平成27年度国勢調査によると、沖縄県の高齢者単
独世帯は、約５万2000世帯となっております。また、
令和元年に国立社会保障・人口問題研究所が行った推
計によると、令和２年度時点で約６万7000世帯となっ
ております。
　同じく (3)、独り暮らし高齢者の相談窓口設置につ
いてお答えいたします。
　高齢者に関わる様々な相談を受ける総合相談窓口
として、県内に81か所の地域包括支援センターが設
置されており、地域住民からの相談に対し適切な機関
やサービスにつないでいるところです。今後、高齢者
人口の増加に伴い、業務量の増加も見込まれることか
ら、県としましては、引き続き市町村と連携し、高齢
者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう
地域包括支援センターの機能強化を図るとともに、運
営状況についても適宜、指導助言等を行ってまいりま
す。
　次に２、独り親世帯の医療費の現物給付についてお
答えいたします。
　独り親世帯の医療費について、独り親世帯医療費助
成における現物給付の導入については、一部、検討し
たいとする自治体はあるものの、自動償還の維持を希

望する市町村が大部分となっております。現在、市町
村においては、令和４年度からのこども医療費助成に
おける通院対象年齢の拡大及び現物給付の導入に取り
組んでおり、その状況を踏まえ、独り親世帯医療費助
成については対応を検討したいとしております。
　県としましては、引き続き現物給付の導入について
市町村と意見交換を行ってまいります。
　次に４、子供の貧困対策の推進についての中の (1)、
今後の子供の貧困対策についてお答えいたします。
　県では、これまで国や市町村、関係団体等と連携し
て各種施策を推進してまいりました。支援につながる
子供や保護者は増えておりますが、依然として困窮家
庭を取り巻く環境は厳しいと認識しております。この
ため、新たな沖縄振興に係る制度提言において、貧困
対策に資する取組に活用可能な交付金制度の創設を国
に求めていくこととしております。
　今後とも、子供の貧困の解消に向け、県政の最重要
政策として全力で取り組んでまいります。
　同じく４の (3)、コロナ禍における対策についてお
答えいたします。
　コロナ禍では、多くの子供の居場所が一時的に休止
したことから、食事を必要とする子供たちへ、居場所
による配食支援や民間企業による食料支援などが行わ
れました。県では、沖縄子どもの未来県民会議と連携
し、これら活動の支援や10月からは日本郵便株式会
社沖縄支社等と協力し、県内全域の居場所等へ食料品
を配送する取組も開始しました。
　県としましては、引き続き困窮家庭の生活の安定を
図るため、持続可能な食支援体制の構築に取り組んで
まいります。
　次に６、ジェンダー平等の推進についての御質問の
中の (1)、選択的夫婦別姓制度の早期実現についてお
答えいたします。
　現行制度においては、結婚に際して女性が氏を改め
ることが圧倒的に多い状況であります。社会制度や
慣行の中には、性別による固定的役割分担意識を前提
とするものが多く残されており、このことが多様な生
き方の選択を妨げている場合があると認識しておりま
す。国の第５次男女共同参画基本計画の策定に当たっ
ては、選択的夫婦別姓についても様々な意見が出され
たところであり、その導入については、全国的な調査
や司法の判断なども踏まえ、国民的議論がなされてい
くものであると考えております。
　同じく６の (2)、東京オリンピック・パラリンピッ
ク組織委員会の森前会長の発言についてお答えいたし
ます。
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　ジェンダー平等の実現については、ＳＤＧｓにおい
ても17のゴールの一つに掲げられ、よりよい世界を
目指す国際目標となっております。男女が対等に意思
決定に関わることは非常に重要であることから、県で
は管理職における女性の登用や審議会等委員への女性
の参画促進に取り組んでいるところであり、今回の一
連の発言については誠に残念であります。
　次に７、米兵との家庭問題や交際のトラブルへの対
応についての御質問の中の (1)、相談窓口の設置状況
及び支援機関のネットワーク構築についてお答えいた
します。
　今般、県においては、米軍人・軍属との家庭問題等
に特化した相談窓口を北谷町役場内に開設し、離婚や
養育費などの相談について、同行、立会い等による支
援に取り組んでおります。また、日米の関係機関の連
携による相談支援体制の構築に向け、在沖米軍におけ
る各種支援制度の内容等に関する調査を行っておりま
す。
　県としましては、今後とも米軍関係者との間に家庭
問題等を抱える県民への支援体制の強化に努めてまい
ります。
　次に11、我が党の代表質問との関連についての御
質問の中の (1)、未収骨数及び南部地域の土砂につい
てお答えいたします。
　沖縄戦では、18万8136人の方が戦没されており、
令和２年３月末現在、県内にはいまだ収容がかなって
いない御遺骨が2790柱残されております。戦没者の
御遺骨がいまだ残されているかもしれない場所の土砂
を使用するということは、悲惨な戦争を体験した県民
や御遺族の思いを傷つけるものと考えており、このよ
うな県民の思いを強く国に対しても伝えていかなくて
はならないと考えております。
　今般の土砂採取に関する件につきましては、県とし
て今後どのような対応が可能か全庁的に検討してまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、高齢者福祉につ
いての御質問のうち (2)、県営住宅改築計画における
独り暮らし高齢者の戸数確保についてお答えいたしま
す。
　県営住宅では、入居者及び入居希望者において、独
り暮らし高齢者世帯が増加傾向にあります。このた
め県としては、令和元年度以降に団地再生計画を策定
する県営住宅については、団地ごとの入居状況を踏ま

え、単身入居が可能な小規模住戸の割合を増やした整
備計画としております。
　次に11、我が党の代表質問との関連についての御
質問のうち (3)、公有水面埋立変更承認申請書につい
てお答えいたします。
　令和２年４月に提出された公有水面埋立変更承認申
請書では、県内の埋立土砂等の採取場所として７地区
で、約4476万立方メートルの調達が可能と記載され
ております。そのうち、糸満市、八重瀬町の南部地区
から約７割となる約3160万立方メートルの土砂の調
達が可能と記載されております。しかしながら、具体
的な採取場所及び調達量については、契約段階におい
て決定されるものであり、現時点において決まったも
のではないと承知しております。
　県では、公有水面埋立変更承認申請書について、２
月22日付で13項目96件の２次質問を行ったところで
あり、今後、回答を詳細に確認し、厳正に審査してい
くこととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　３、コロナ対策につ
いての御質問の中の (1)、協力金の予算額、申請状況、
給付実績、納入業者に対する支援拡大についてお答え
いたします。
　昨年12月以降の時短要請に係る協力金の予算額は
206億2528万円となっております。協力金の申請状
況等については、昨年12月14日と同23日に時短要請
を発出した５市分について、３月３日時点で、申請
5902件に対し、支払い済み4669件、申請数に対する
支給割合は79.1％、支払総額は45億5240万円となっ
ております。また、全市町村を対象とした協力金につ
いては２月８日から受付を開始し、順次審査を進めて
いるところであり、３月１日からは緊急事態宣言の延
長分の申請についても受付を開始したところです。国
が実施する緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
については、国の緊急事態宣言地域の飲食店に直接ま
たは間接的に納入する県内卸売業についても対象とな
り得ることとなったことから、国及び市町村等と連携
を図りながら、これらの事業者への周知及び活用に向
けた県独自の相談・サポート体制の整備に向け調整を
進めているところであります。
　同じく３の (4)、コロナ関連融資に関する据置期間
の延長等についてお答えします。
　昨年５月に創設した新型コロナウイルス感染症対応
資金は、３年間実質無利子、据置期間５年以内の融資



─ 457 ─

で、借換えや追加融資も可能となっており、今年の２
月１日には同資金の融資限度額を4000万円から6000
万円に拡充しております。また県では、県内金融機関
に対し、既存融資の返済猶予等の条件変更など、迅速
かつ柔軟な対応を求めてまいりました。
　県としては、引き続き円滑な資金繰りを支援し、中
小企業者の事業の継続につなげていきたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　４、子供の貧困対策の推進
についての御質問の中の (2)、就学援助の入学前支給
等についてお答えします。
　就学援助の入学前支給については、令和２年度の入
学生では26市町村が実施し、令和３年度の入学生に
は金武町、西原町、宜野座村の３町村が新たに支援を
予定しているほか、入学祝金の支給を行っている事例
があるなど拡充が図られております。周知広報につい
ては、テレビ広報番組うまんちゅひろば、ラジオ県民
室、広報誌美ら島沖縄、ツイッター等県の媒体を利用
した広報を展開するとともに、各市町村と連携し全て
の児童生徒に制度を紹介するリーフレットの配布を行
う予定です。
　次に５、教育行政についての御質問の中の (1)、教
師の残業の実態等についてお答えします。
　市町村立小中学校における教職員の勤務時間につい
て調査したところ、月80時間以上の長時間勤務を行っ
た教職員は、昨年度上半期が約6.6％、今年度はコロ
ナ禍により臨時休業があったため約3.1％と減少して
おります。
　県教育委員会では、教員の負担軽減を図るため、ス
クール・サポート・スタッフや部活動指導員を配置す
る市町村に対し配置に係る費用の一部を補助している
ところです。また、平成23年度以降、正規教員の採用
者数を増やす取組を実施しており、令和３年度からの
中学校２年生及び３年生への35人学級拡大への対応
を含め、必要な教員の確保に努めてまいります。
　同じく (2)、教員の病気休職の状況についてお答え
します。
　令和元年度における教育職員の病気休職者は419人
となっており、前年度に比べ７人減少しております。
そのうち、精神疾患による病気休職者数は、190人と
なっており、前年度に比べ14人増加しております。
令和元年度の全国平均と比較しますと、在職者に占め
る病気休職者の割合は、全国平均0.89％に対し、本県

は2.73％、在職者に占める精神性疾患による病気休
職者の割合は、全国平均0.60％に対し、本県は1.24％
となっております。
　県教育委員会としましては、保健師等による相談窓
口の設置や学校訪問による面談などを行っており、引
き続き教職員の健康管理に努めてまいります。
　同じく (3)、高校生の自殺事案についてお答えしま
す。
　県立高校２年生の男子生徒が自ら命を絶ってしまっ
たことは、誠に痛ましく、痛恨の極みであります。事
案発生後、学校においてはその背景を明らかにするた
め、職員やクラスの生徒及び部顧問や部員を対象に基
本調査を行ってまいりました。その調査で背景に部活
動との関係がうかがわれたことから、県教育委員会と
しましては、さらなる調査が必要であると判断し、弁
護士と公認心理師から構成される第三者調査チームに
よる詳細調査を進めているところであります。
　今後の詳細調査を踏まえ、部活動の指導の在り方等
の検証も含めこのような痛ましい事案が繰り返されな
いよう、再発防止に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　６、ジェンダー平等の推
進についての (2)、県の管理職への女性登用について
お答えします。
　沖縄県における令和２年度の課長級以上の女性管理
職登用率は、13.3％となっており、47都道府県中11
位の割合となっています。このうち知事部局における
女性登用率は14.7％となっており、前年度13.5％よ
り1.2％増加しています。
　引き続き女性職員の管理職への登用に努めてまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　８、米兵の基地外への
外出禁止、海兵隊の撤退についての (1)、米軍人の外
出禁止及び海兵隊の撤退についてお答えいたします。
　県は、今回の強制わいせつ事件を受け、在沖海兵隊
政務外交部長を県庁に呼び、深夜から午前５時までの
間、隊員の外出等を制限するリバティー制度の運用実
態の検証と、その結果を踏まえた抜本的な再発防止策
を早急に講じることなどを求めたところであります。
また、県としては、沖縄県議会においてこれまで２度、
在沖米海兵隊の撤退を図ることを全会一致で決議して
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いることなどを重く受け止めており、このことも踏ま
えた形で日米両政府に基地の整理縮小を要請したい
と考えております。
　10、浦添軍港建設問題についての (1)、那覇港湾施
設の利用状況についてお答えいたします。
　那覇港湾施設の利用状況は、昭和61年から平成14
年までの入港隻数が公表されており、昭和62年の96
隻をピークに平成14年の35隻まで漸減しております。
平成15年以降のデータについては、在沖米軍から情
報提供がないため把握できておりません。
　県としては、引き続き基地の提供責任者である国に
対し情報提供を求めてまいりたいと考えております。
　同じく10の (2)、那覇港湾施設の制限水域、水深な
どについてお答えいたします。
　沖縄防衛局によると、代替施設の制限水域や水深な
どについては、米側と調整中であり、現時点で具体的
に定まったものはないとのことであります。
　県としては、引き続き基地の提供責任者である国に
対し情報提供を求めてまいりたいと考えております。
　同じく10の (3)、那覇港湾施設移設の検証について
お答えいたします。
　那覇港湾施設は、平成７年の日米合同委員会及び平
成８年のＳＡＣＯ最終報告により、浦添ふ頭地区への
移設方針が示され、平成13年に当時の儀間浦添市長
が受入れを表明し、那覇港湾施設移設に関する協議会
等が設置され、現在に至っているものと理解しており
ます。
　県としては、那覇港湾施設の返還が実現されれば、
基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与す
ると考えており、これまでの経緯を踏まえつつ今後と
も移設協議会などにおいて、関係機関と協議を行いな
がら対応してまいります。
　同じく10の (4)、那覇港湾施設移設に関するアン
ケートについてお答えいたします。
　浦添ふ頭地区調整検討会議においては、港湾計画の
改訂に当たりＣＯ２削減、ゼロ・エミッション等、Ｓ
ＤＧｓの考え方を踏まえた上で、県民意見を反映させ
るような調査の在り方や調査時期等について議論を
しているものと承知しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　11、我が党の代表質問と
の関連についての (2)、自然公園法の手続と措置命令
についてお答えします。
　自然公園法では、国定公園区域内で工作物の新設、

鉱物の掘採など一定の行為をするに当たっては、特別
地域においては県知事への許可申請、普通地域におい
ては県知事への届出を行うこととなっております。糸
満市の自然公園区域内における土砂採取業者からの
届出は、糸満市を経由して１月に県へ提出されており
ます。届出書について形式審査を行った結果、記載内
容に修正すべき点があったことから、現在、補正指示
をしているところであります。
　今後は、補正された内容を確認するとともに、自然
公園法第33条第２項に基づく命令等の発出が可能か
検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　子供の貧困対策の次期振計の関
係で、名渡山部長にお尋ねします。
　交付金制度の創設について答弁されました。新たな
沖縄振興のための制度提言の中で、子供の貧困に触れ
ていますけれども、内容の紹介をお願いできますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　沖縄の子
どもの未来を創造する総合支援制度として提言をさ
せていただいておりますが、この制度は沖縄の未来を
担う子供たちが生まれ育った環境に左右されること
なく夢や希望を持って成長していける社会の実現を
目指すことを目的として、子供の貧困対策に係る国の
財政支援、交付金制度のこれは創設でございますが、
それをはじめとする総合支援制度となっております。
その中で子供の貧困対策に係る国の財政支援は、子供
の居場所の運営支援や支援員の配置など、既存の沖縄
子どもの貧困緊急対策事業の継続要望に加え、当該交
付金を活用し、沖縄の実情を踏まえた事業を実施して
いくことが可能な制度となるように国に求めていき
たいというふうに考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　制度概要の中で今居場所を話さ
れましたけど、学童クラブ、書かれています。就学援
助については書いてないんですけれども、継続、この
中に触れてないのはなぜでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　就学援助
制度につきましてもその中に盛り込んでいるところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　就学援助が今コロナ禍の中でま
すます重要になっていると思うんです。それで次年度
もそうですけれども、就学援助をぜひ今後も継続した
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財政支援ができるような制度提言の中で、交付金制度
とおっしゃいましたけれども、新たに求めていくって
いうことになれば国の制度的な交付金ということで、
ちゃんと措置するかという部分で重要なところになる
と思うんですけれども、これは企画部長、制度提言の
見通し、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　見通しということですけ
れども、４月に制度提言を行う予定としております。
当初の計画では昨年11月に中間報告を取りまとめた
後、国との調整に臨みたかったんですけれども、国の
沖縄振興の総点検がまだ終わっていないということ
で、今ずれ込んでいる状況にございます。
　いずれにしましても、国に対して制度提言した後
は、この制度化の実現に向けてあらゆる機会を捉えて
市町村とも一丸となって対応してまいりたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　名渡山部長、交付金制度を創設す
るというのと、もう一つ、国庫補助率、財政支援の拡
充と独り親関係の特例措置の創設ということで、これ
財源問題とっても大きいだろうと思うんですよ。これ
を新たにやっていくというのは子供の貧困対策という
のが沖縄の重要な次期振計の課題だと思っているんで
すけど、私この件については、やっぱり与野党問わず
議会でもみんなが一緒になって要求できる内容じゃな
いかと思うんです。それで、ぜひこの実現をしていけ
ば、財源問題も県の基金で頑張ってきたけれども、今
後はきちんとした国の財政支援を入れていくっていう
継続した事業になると思いますので、ぜひ実現のため
に議会としても私は一緒になって頑張る必要があると
思っておりますが、まだ４月という話、部長なさいま
したけど、知事の決意を最後に伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　子供の貧困対策は、県政に
とっては非常に重要な課題であり、引き続き次の新振
計でも貧困対策に資する取組、活用可能な交付金制度
の創設などさらにしっかりとした対策が取っていける
よう議員御発言のとおり議会も挙げて協力をいただき
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　続いてコロナ対策、融資問題につ
いてお尋ねいたします。
　これまでの県のコロナ対策融資の予算額、融資枠、
件数、融資枠の残り、残。どれだけなのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。

○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症関連融資については、今
年度の貸付金予算額が約566億円、融資枠が2550億
円となっております。また融資実績については、１月
末時点の保証承諾実績が１万1580件、これ約1719億
円となっておりまして、融資枠の残りが約831億円と
なっております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　２月17日に私、観光関連業界と
意見交換させていただきました。融資について大変切
実な訴えがあったんです。3000万円の借入れをして
いたけれども返済のめどがなくって、今回4000万円
の借入れを申請したら3000万円の返済が先だと迫ら
れたと言っていました。県のこれまでの返済据置期間
がそろそろ迫るということも出てきていると思うんで
すけれども、これまでの据置延長とか返済猶予の県の
取組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、県内金融機関に対し、返済猶予等の条件変
更などを要請したほか、全国知事会を通じて国に対し
て金融支援の拡充を要請しております。直近では、令
和３年１月26日及び２月27日に民間金融機関の実質
無利子、無担保融資の期間延長や、返済猶予等を全国
知事会を通じて求めたところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　県も努力して業者支援のために頑
張ってこられたと。１月28日に国会で参議院の財政
金融委員会に関連するような質疑があったと思うんで
すけれども、紹介していただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時54分休憩
　　　午後２時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　去る１月28日の参議院、財政金融委員会におきま
して、大門国会議員から実質無利子、無担保の新型コ
ロナウイルス感染症関連融資について、これは据置期
間の延長に向けての柔軟な対応の必要性、それから増
大した債務が原因で事業者が将来的に必要な資金の確
保に支障を来すこと等が指摘されております。その
後、金融庁から各金融機関に対し、企業債務の条件変
更について引き続き実情に応じた最大限柔軟な対応を
行うよう要請しております。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　質問したことに対して、財務省の
総括審議官とか金融庁の栗田監督局長とか、要望に対
して答えたんですよね。それは答えていただけます
か。紹介いただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時56分休憩
　　　午後２時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　これ財務省の審議官の答弁ですけれども、官民の金
融機関に、融資審査の際、財務状況等のみで判断する
のではなく、経営実態や特性を踏まえた対応を行う、
また既往債務の据置期間の延長を含めた条件変更も
最大限柔軟に対応するというふうに答弁されており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　そういうことがあって、据置延長
とかが今度出てきたということで、県は業者に対して
もそれを広報周知していくということになると思う
んですけど、金融機関に対してどのように周知された
のか。それと、この断られた業者さんとかまだ業界の
皆さんが知らないのではないか。２月17日にそうい
う訴えがあって、その直後にそういう変更があった
と、緩和があったということですから、ぜひそれ知ら
せてほしいと思うんですが、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では企業債務の条件変更に対応できるよう、この
新型コロナウイルス感染症対応資金において再度借
り換えられる取扱いに変更し、実質的な借入条件の再
設定が可能となっております。このような県融資制度
の取扱い変更等については県内金融機関や商工会等
に対する連絡や県のホームページへの掲載により中
小企業の活用促進につなげているところであります。
　それから議員御指摘ありました借入れがなかなか
できなかったという案件ですけれども、これ信用保証
協会のほうに連絡いたしまして、その後うまく借入れ
ができたという連絡を受けております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　業者の皆さん、融資枠は2000億
超えて借入れをして、当座はしのげると。けれどもコ
ロナが終息するその後の債務超過になるのではない
かというところも今度は世界的にそうだし、日本中が

今大変な状況になって、この国会審議の中で大門議員
がまだ麻生金融大臣とやり取りしているんですけれ
ども、今後30兆円の日本全国として業者の皆さんが
債務超過になるけれども、これを本当に個人というこ
とで企業ということで解決をさせることはできない
と。これに公的支援もやるべきだというようなやり取
りも最後にあったと思うんですが、それも最後に紹介
していただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　この大門氏からコロ
ナ禍のことで30兆円以上の融資がされて、中小企業
は債務超過になる可能性があるということが指摘さ
れまして、債務軽減の検討というものを麻生金融担当
相に対しまして提案いたしております。
　それに対して、担当相のほうからは、いい提案をい
ただいたということで承知しております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　東北大震災のときにもそのよう
な民間支援という形で債務を何らかの形で支援して
いくというのがあったんですよ。それを今後も国とし
ても考えていくということですから、業者の皆さんに
はそういう意味ではやっぱり借入れをしても経営が
維持できるように頑張ってほしいと。今踏ん張ってほ
しいというメッセージを県からも出していく必要が
あるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いい
たします。
　次、教育について、教師の病休や精神疾患の休暇に
ついてですけれども、結構横ばいどころか、精神疾患
が増えているんですよ。ですから、私とりわけ、県教
育庁として特別な対策を考えるべきではないかと思
うんですけれども、全国に比べて割合が高い。そして、
例えば職場復帰したときの軽減策とか、それとそうい
うメンタルヘルスとか、労働安全衛生の問題とか、い
ろいろやることがあると思うんですけれども、教育長
の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　議員御指摘のとおり、特に病休・休職者、精神疾患
の割合が全国に比べ３倍であったり、２倍であった
りということで、これが長く続いているということも
あって、非常に県教育委員会としても大きな課題だと
いうふうに認識しております。当然のことながら、
やはりその中には長時間勤務の改善ですとか、再発防
止、予防に向けた措置、療養支援なども様々な措置を
講じていかないといけないのかなと思っています。
　ちなみにでございますけど、令和元年度に少し県立
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学校の職員の安全衛生管理規則を改正させていただき
ました。その中で病気、精神疾患等で休職に入られた
方に対しては、しっかり療養に専念していただくとい
うことと併せて、復職後には再発防止するための措置
を強化するということで少し取組を変えさせていただ
きました。特に療養に関しましては、やはり定期的に
病院に行かれて療養されているということを職場とし
ても把握するですとか、後はまた復職の際には主治医
の意見をしっかり把握するとか、また復職後の状況に
ついてもいわゆる勤務緩和をしたりということもしっ
かりやりながら職場で支えていくと。あわせて、休職
にならないようないわゆるメンタル、精神疾患で休む
ようなことがないように取組を併せてやることが重要
だというふうに考えていまして、そういったものをい
ろいろ措置を講じながら取組を進めていきたいと思っ
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　最後に、那覇軍港問題についてお
尋ねをします。
　平成15年以降、使用状況が公表されていないとい
うところですけれども、知事は那覇港管理組合の管理
者なんですね。管理組合は前にもやりましたけれど
も、軍港部分と民港部分の調整をずっとやっていると。
これは記録をきちんと残してやるだけで１年間取ろう
と思えばできるんですよ。それについてぜひ管理者で
ある知事にその措置を取っていただきたい。管理組合
の職員はそういう形でできないかっていうことなんで
すよ、私が提案しているのは。いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　どのような手だてができる
のか、管理組合のほうで検討してみたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　お願いします。
　去る11月議会で那覇軍港の使用状況について、金
城公室長は防衛省の地方協力局次長に県への情報提供
を求めたということを言われました。その結果どうな
りましたか。防衛省は情報を持っているけれども沖縄
県には提供しないという立場なんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　昨年10月30日に防衛省
の地方協力局次長に面談をしまして、那覇港湾施設の
使用状況等の情報提供を求めたところでございます。
その後、沖縄防衛局に対して那覇港湾施設の使用状況
等を確認しておりますけれども、昭和62年から平成
14年までは米軍が公表しており、それ以降は米軍の

運用のため公表されていないこと。また米軍の運用に
係ることであり、網羅的に把握しているわけではない
が、例えば11月９日、11月16日、本年１月に複数の
米軍艦艇が使用しているのを確認しており、日々恒常
的に使用されていると認識しているといった回答が
あったところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　米軍が公表しないということに対
して、やっぱりワシントン事務所とか直接米国の情報
を取るということが大事になってくるかと思います。
　もう一つは、キンザーに去年の11月、海兵隊の第３
上陸支援大隊が配備されたことに対して、謝花副知事
は、ワシントン事務所が入手した2020年３月海兵隊
発表の部隊再編計画、そして連邦議会調査局発表の海
兵隊再編イニシアチブ、この入手をしたということも
やっぱりワシントン事務所が米国で相当なそれなりの
仕事を頑張っているという証拠だと思うんですけれど
も、在沖海兵隊の基地が強化されるのか調査するとい
うことを答弁されました。調査・分析を急いでほしい
と思うんですけれども、調査・分析できましたでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　ワシントン駐在におきましては、第３上陸支援大隊
の配備や海兵隊再編計画につきまして、基地機能の強
化あるいは住民負担の増加にならないかなどの情報収
集に努めているところでございますが、現時点におい
ては、具体的な中身や沖縄への影響については明らか
になっておりません。
　県としましては，引き続きワシントン駐在の活用、
あるいは沖縄防衛局への確認などによって情報収集に
努めてまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　海兵隊というのは殴り込みの部隊
ですよね。県民女性への性犯罪というのも本当に海兵
隊がこのような事件・事故を平気で起こしているし、
それが罰されたのかどうか県民は一切知らないという
ところもあります。どのような処罰を受けたのかとい
うのも、ぜひ明らかにしてほしいと県警が捜査してい
るんであればそういうことも思うんですけれども、海
兵隊そのものが沖縄県民の女性や子供たちや県民の命
に関わる人権・尊厳に関わるようなことも本当に脅か
しているんですよ。だからこの海兵隊がキンザーにこ
のような新たな支援大隊を配備したとかいうことは、
とても重要だと思うんですね。逆に私はこの沖縄から
基地の整理縮小、おっしゃいましたけれども、海兵隊
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そのものを撤去してほしいということで県は日米政
府に言うべきではないかと。この時期だからこそ基地
の強化になる。海兵隊が強化される、それだったら海
兵隊は帰ってもらうというような立場で言うべきだ
と思うんですがいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
県議会における海兵隊撤退の全会一致の決議と、ある
いはまた沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げるとこ
ろの基地のない平和な沖縄を目指すといった基本的
な考え方を踏まえまして、引き続き基地の整理縮小を
日米両政府に求めていきたいというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　すみません。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　純恵さん　皆さん、見ていただきたいんです
が、（パネルを掲示）　知事、これ見えづらいでしょう
か。あっち見えにくいと思ってこちらへやったんです
けれども、こちらパルコなんですよ。こちらがパルコ
で、これ海のほう、西側のほうから写したサンゴの海
なんですよ。これを本当に─この部分が軍港が造ら
れる部分、パルコの近くは民港でどうのと言っている
部分なんです。この海、本当に埋立てをしていいのか
ということで、私たちはやっぱり県民に対して、この
海が見えるようになっているのでアンケートを取っ
てほしい。さっき港湾組合でも頑張っている、それが
実施されたらということをおっしゃったんですけれ
ども、県民の皆さんに知事はＳＤＧｓということでこ
の気候変動との関連でもサンゴを壊してはいけない
ということもおっしゃっていますし、ぜひ県民のアン
ケートを取っていただきたいなと思いますけれども
いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　このような一つのイシュー、
課題に対してのアンケートについてはどのような方
法が取れるのかということについて検討してみたい
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　やっぱり持続可能な沖縄の魅力
というのは、県民が豊かな海に、県民自身も海に触れ
て自然を生かして、そしてキンザーが返還されたら、

そこに経済発展する平和な町をつくっていくという
明らかに県民の望む、市民の望む町があります。ぜひ、
知事のおっしゃった民意をはかっていただきたいと
思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時11分休憩
　　　午後３時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　崎山嗣幸君。
　　　〔崎山嗣幸君登壇〕
○崎山　嗣幸君　皆さん、こんにちは。
　これより一般質問を通告に従って行いたいと思い
ます。
　まず１番目でありますが、在日米軍基地問題につい
てであります。
　米軍は沖縄周辺空域・水域を爆撃訓練場としており
ます。また、日本の排他的経済水域は、日台・日中協
定で漁業圏域を奪われております。まさしく沖縄の空
と海のほとんどが米軍や他国によって奪われ、県民の
経済的な活動と生存権が脅かされております。しかも
今回の低空飛行は提供施設外であり、沖縄周辺全てが
米軍の使い放題であると言っても過言ではないと思
います。怒りを覚えずにおられません。
　では伺います。
　(1) 番、米軍機が慶良間諸島、金武湾、国頭等で低
空飛行を拡大させ住民を恐怖に陥れております。提供
区域外の訓練であり、許し難いことである。なぜ、日
本政府は容認しているのか伺いたいと思います。
　(2) 番、米軍による制限空域・水域について。
　ア、制限空域・水域の面積は幾らか伺います。
　イ、民間機とのニアミスの回数は幾らか伺います。
　ウ、航行中漁船の危険性への対応はどうなのか伺い
ます。
　エ、制限水域内の好漁場、マグロ、ソデイカ等はど
う守っているのか伺います。
　オ、定置網など漁具破壊の漁業補償はなされている
のか伺います。
　カ、制限水域による漁船の漁場間移動の燃料費は補
償されているのか伺います。
　キ、制限水域・空域の縮小、撤廃を強く求めるべき
ではないか伺います。
　(3)、在沖米軍駐留経費について。
　日米地位協定24条は米軍施設・区域の提供するほ
かは全ての経費、従業員の給与、光熱費、訓練費移転
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などは日本に負担をかけずに米国が負担すると定めて
おります。しかし実際は莫大な予算を日本政府が負担
をしております。米軍の維持、優遇例外措置がますま
す助長していると私は思います。
　では伺います。
　ア、日本政府の肩代わり負担額、年間と内訳を伺い
ます。
　イ、日本政府が支払う法的根拠はあるのか伺います。
　ウ、見直し時期である21年度予算編成ではどうなっ
ているか伺います。
　エ、地位協定すら守らない米国の姿勢をどう考えて
いるか伺います。
　オ、基地従業員の雇用、労働条件への影響対策は取っ
ているのか伺います。
　２、沖縄振興開発金融公庫の存続について。
　(1)、これまで公庫の果たしてきた役割と実績を伺
います。
　(2)、2022年以降の存続にどのように対応していく
のか伺います。
　３、電動車転換事業について。
　県は地球温暖化対策として、2050年までに二酸化
炭素排出量を実質ゼロにすることを目指していると思
います。沖縄県は特に自動車保有が年々増加し、二酸
化炭素排出削減が重要な課題となっております。
　では伺います。
　(1)、地球温暖化対策の一環としての目的と役割を
伺います。
　(2)、県内における電気自動車導入台数と実態を伺
います。
　(3)、普及拡大の取組を伺います。
　４、試験研究機関について。
　沖縄県の試験研究機関は、沖縄振興計画の実現に向
け、科学技術の発展と産業振興に貢献する重要な役割
を果たしております。特に農林水産分野や工業が中心
となり、着実な成果を出していると思います。県教育
機関としての人員やスタッフなど課題と問題点を伺い
ます。
　では伺います。
　(1)、研究所名と業務体制と内容を伺います。
　(2)、特徴的な研究成果を伺います。
　(3)、職種の役割分担は重要ではないか伺います。
　(4)、成果はどのように生かしているか伺います。
　５、現業職員について。
　現業業務の見直しによって現業職の人員が大幅に削
減されてきました。その結果、現場では一般行政職が
現業業務を兼務し業務の停滞を余儀なくさせられてい

る実態もあります。特に、豚熱発生時には現業職員の
持つ技能や経験の必要性を痛感させられたと聞いてお
ります。今現業職の役割と必要性を見直し、定数確保
を検討すべきではないか伺いたいと思います。
　(1)、現業職員の配置状況、職種と定数を伺います。
　(2)、現業業務の見直し方針以降、検証されたか。
その課題と問題点を伺います。
　(3)、現業職員の勤務条件は法で交渉要件が規定さ
れておりますが、誠実に対応してきたのか伺います。
　６、親子で歯っぴ～プロジェクトについて。
　沖縄県における乳幼児の虫歯は、全国平均より悪い
状況であります。特に永久歯萌出時期の５歳児の取組
は重要と考えます。県は市町村とタイアップして乳幼
児虫歯対策を強化すべきであります。
　以下、伺います。
　(1)、事業の目的と課題を伺います。
　(2)、県内の乳幼児虫歯の実態を伺います。
　(3)、どのような対策の取組をするか伺います。
　(4)、Ｌ8020乳酸菌は虫歯や歯周病に効果があるの
か伺いたいと思います。
　７、県営住宅の建設について。
　県営住宅の入居率の倍率が高く、低所得者や生活困
窮者が何回応募しても入居できない事態に不満の声が
出ております。県民の県営住宅への需要は高く、新規
の県営団地の建設が求められております。
　では伺います。
　(1)、県営住宅入居倍率を伺います。
　(2)、新年度の住宅建設費の予算額の内訳を伺います。
　(3)、県営住宅の需要にどう応えていくのか伺います。
　以上でありますが、答弁をよろしくお願いしたいと
思います。
　再質問は後ほど行います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　崎山嗣幸議員の御質問にお
答えいたします。
　沖縄振興開発金融公庫の存続について２の (1) 及び
２の (2)、公庫の実績・役割と存続への対応について
お答えいたします。２の (1) と２の (2) は関連します
ので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　沖縄振興開発金融公庫は、昭和47年度の設立から
令和元年度までの間、約6.7兆円の出融資実績があり、
沖縄特有の政策課題に応えるための独自制度を活用
し、地域に密着した政策金融を展開しています。特に、
新型コロナウイルス感染症関連融資では、令和３年１
月末時点で融資実績の件数は１万2581件、融資額は
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2581億円で、平成30年度の同公庫のセーフティネッ
ト融資実績と比べ件数で約99倍、金額では約68倍と
なり、県内事業者の事業継続に大きく貢献するなど、
経済界からも高く評価されていると聞いております。
　沖縄県としては、民間投資等を支援する同公庫の政
策金融は、国による財政支援と並び、沖縄振興におけ
る車の両輪として、令和４年度以降も必要不可欠と考
えております。今後、経済団体等とも連携し、国に対
して同公庫の実績や今後の沖縄振興における必要性等
を丁寧に説明し、同公庫の現行の組織及び機能が存続
されるようしっかり取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、在日米軍基地問題
についての (1)、米軍の低空飛行訓練を政府が容認し
ている理由についてお答えをいたします。
　政府は、米軍による飛行訓練は、パイロットの技能
の維持向上を図る上で必要不可欠な要素であり、日米
安全保障条約の目的達成のために重要な訓練であると
認識しているとしております。また、県内における低
空飛行訓練について、米側から、日米合意等に基づき
行われていると回答を受けているとしており、同訓練
を容認しているものと考えております。
　県としては、県民に強い不安を与えるような訓練が
常態化することは断じて容認できないことから、２月
19日に知事が岸防衛大臣に、また謝花副知事からは
外務省北米局長に対し、口頭で提供施設・区域外にお
ける訓練を一切実施しないことなどを要請したところ
です。
　同じく１の (2) のアと１の (2) のイ、制限水域・空
域の面積及びニアミス回数についてお答えいたしま
す。１の (2) のアと１の (2) のイは関連しますので、
一括してお答えをいたします。
　沖縄県及びその周辺には、訓練水域が27か所、約
５万4940平方キロメートル、訓練空域が20か所、約
９万5416平方キロメートル設定されております。ま
た、国土交通省に確認したところ、沖縄周辺における
米軍機と民間機との異常接近の報告については、過去
５年でゼロ件とのことであります。
　同じく１の (2) のキ、制限水域・空域の縮小、撤廃
についてお答えをいたします。
　沖縄県及びその周辺には、広大な米軍訓練水域が設
定され、漁場が制限されているとともに、米軍の訓練
により安全操業が脅かされている状況にあります。ま

た、嘉手納飛行場及び普天間飛行場から発生する航空
機騒音は、広大な米軍基地や訓練水域・空域において、
常駐機及び外来機による訓練等が日常的に行われてい
ることが要因の一つと考えております。そのため、県
としては、沖縄周辺の訓練水域・空域の大幅な削減を
日米両政府に対して求めてまいりたいと考えておりま
す。
　同じく１の (3) のアと１の (3) のウ、在沖米軍駐留
経費の負担額及び21年度予算についてお答えをいた
します。１の (3) のアと１の (3) のウは関連しますの
で、一括してお答えをいたします。
　令和２年度の在日米軍駐留経費負担、いわゆる思い
やり予算の額は1993億円であり、その内訳は労務費
が1553億円、訓練移転関連が10億円、提供施設整備
が207億円などとなっております。そのうち、在沖米
軍基地に係る同経費負担は552億円で、労務費が487
億円、提供施設整備が65億円となっております。また、
防衛省によると、在日米軍駐留経費負担に係る特別協
定については、去る２月17日に日米両政府が１年間
延長することに合意したとのことであります。これに
より、令和３年度の在日米軍駐留経費負担は2017億
円となり、その内訳は労務費が1555億円、訓練移転
関連が10億円、提供施設整備が218億円などになると
のことです。また、在沖米軍基地に係る同経費負担に
ついては549億円で、労務費が493億円、提供施設整
備費が57億円となっております。
　同じく１の (3) のイ、米軍駐留経費負担の法的根拠
についてお答えをいたします。
　在日米軍駐留経費負担、いわゆる思いやり予算は、
日米地位協定第24条の範囲内で行う措置として昭和
53年度から支出され、昭和62年に、地位協定の経費
負担原則の特例的な暫定措置として特別協定が締結さ
れ、今日に至っているものと承知しております。
　同じく１の (3) のエ、地位協定に関する米国の姿勢
についてお答えをいたします。
　これまでの沖縄県の他国地位協定調査により、ヨー
ロッパ４か国においては、自国の法律や規則を米軍に
も適用させることで、米軍の活動をコントロールして
いることが明らかになりました。これに対し、日本で
は、原則として国内法が適用されず、また、日米で合
意した騒音規制措置についても、米軍の任務に必要と
される場合は、必ずしも規制措置に拘束されない内容
となっており、結果として定められた時間を超えても
飛行が行われる状態となっております。このため、県
としましては、日米両政府に対し、米軍に国内法を適
用することなど、日米地位協定の抜本的な見直しを引
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き続き強く求めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　１、在日米軍基地問
題についての御質問の中の (2) のウ、制限水域内を航
行する漁船の危険性への対応状況についてお答えしま
す。
　米軍が演習を行う際には、事前に沖縄防衛局及び水
産庁から県に通知があり、県は、県漁業無線局や漁業
協同組合を通じて、漁業者に演習情報を周知しており
ます。また、県漁業無線局等への定時報告で、漁船の
位置が報告されており、訓練水域内での漁船の有無を
確認しております。さらに県では、沖合操業の安全確
保支援事業により、漁船への無線機の設置に対する補
助を実施し、漁船の安全確保に努めております。
　同じく (2) のエ、米軍訓練水域における漁場の確保
についてお答えします。
　制限水域内におけるマグロ、ソデイカやマチ類等の
好漁場の確保については重要であると認識しておりま
す。しかしながら鳥島射爆撃場等は、長年の実弾射爆
撃訓練により、島としての形状を失いつつあり、地元
漁業者は漁場への影響を懸念しております。
　同じく (2) のオ、漁具等の被害が発生した場合の補
償についてお答えします。
　過去に、マグロはえ縄切断の被害が発生した事案で
は、沖縄県漁業協同組合連合会が窓口となり、米軍と
交渉を行った結果、賠償金が支払われた例があります。
　同じく (2) のカ、漁場間の移動に伴う燃料費につい
てお答えします。
　制限水域により迂回を余儀なくされる漁船の燃料費
については、補償の対象とはされておりません。
　次に４、試験研究機関についての御質問の中の (1)、
農林水産部の試験研究機関についてお答えします。
　農林水産部では、５つの試験研究機関で技術開発を
行っております。農業研究センターでは、７班体制の
本所と３つの支所で構成され、新品種や栽培技術の開
発などについて、畜産研究センターは、３班体制で、
種雄牛の造成、アグー豚の改良などについて、森林資
源研究センターは、班を置かずに、森林管理や県産木
材の利用加工技術について、水産海洋技術センターは、
３班体制の本所と石垣支所で構成され、水産資源の持
続的利用や養殖技術、漁業調査船の図南丸による漁場
開発について、海洋深層水研究所は、班を置かず、海
洋深層水を利用した養殖技術等の開発に取り組んでお
ります。

　同じく (2)、農林水産部の試験研究機関の成果につ
いてお答えします。
　これまでの主な研究成果として、農業研究センター
では、サトウキビ、パイナップル、ゴーヤーなどの優
良品種の育成、畜産研究センターでは、優良種雄牛の
造成や沖縄アグー豚の肉質判定技術、森林資源研究セ
ンターでは、早生樹の育苗・育林技術やキノコ類など
の特用林産物生産技術、水産海洋技術センターでは、
モズク養殖の生産不調における海水温の影響の特定、
海洋深層水研究所では、海洋深層水を活用したクルマ
エビ母エビ養成技術の開発などを行っております。
　同じく (3)、職種の役割分担についてお答えします。
　農林水産部の試験研究機関では、研究員が115名、
現業職員である農林水産技能員が37名配置されてお
ります。研究員は研究計画を立案し実施するほか、関
係団体や大学、民間などとの調整、現地調査など、試
験研究に係る一連の業務を担っております。一方、農
林水産技能員は、栽培作物の管理、家畜や試験魚など
の飼養管理のほか、特殊機械による作業や機械の整備
などを担っております。
　同じく (4)、成果の活用についてお答えします。
　農林水産部では、試験研究機関で得られた研究成果
の中から、農林水産業の振興に特に効果が期待される
技術を普及に移す技術として、毎年選定しております。
選定された技術については、県の普及組織やＪＡ、関
係団体等に配布し、農林漁業者への技術指導に活用し
ていただくことで、生産現場での技術普及を図ってい
るところであります。
　農林水産部としましては、引き続き農林水産業の振
興のため、試験研究の推進と成果の普及に努めてまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、在日米軍基地問
題についての御質問の中の (3) のオ、基地従業員の雇
用、労働条件への影響対策についてお答えいたします。
　外務省の発表によると、去る２月24日、日米両政府
は現行の在日米軍駐留経費に係る特別協定の有効期限
を令和３年度まで１年間延長する改正議定書への署名
を行ったとのことから、基地従業員の雇用の安定や労
働条件の確保が図られているものと認識しております。
　県としましては、引き続き両国政府の動向を注視し
ながら、今後とも軍転協等と連携し、基地従業員の雇
用の安定や労働条件の確保を国に対し、求めてまいり
ます。
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　次に４、試験研究機関についての御質問の中の (1)
から (4)、工業技術センターの取組についてお答えい
たします。４の (1) から４の (4) までは関連しますの
で、一括してお答えいたします。
　沖縄県工業技術センターは、県内製造業の技術向上
を図るため、食品醸造、環境資源、機械金属の分野に
おける企業ニーズ等に対応した研究開発と技術支援を
行っております。業務体制としては、研究及び技術支
援を担う研究職と、施設管理等を行う行政職のほか、
研究補助員等で構成しています。特徴的な研究としま
しては、県産原料を活用した酒類開発や、首里城赤瓦
の研究、生分解性プラスチック原料の製造及び金型加
工技術の研究開発などに取り組むとともに、県内企業
へ成果を普及するなどの技術支援を行っております。
その結果、これまで県内で対応できなかった樹脂及び
アルミ成形の金型や醸造等の技術が県内企業に導入さ
れ、電動車やイムゲーなどの新製品開発が可能となっ
たほか、首里城赤瓦の復元に寄与するなど、県内製造
業の幅広い分野でその研究成果が活用されています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　３、電動車転換事業につ
いての (1) から (3)、電動車導入の目的と役割、県内
の導入台数、普及拡大の取組についてお答えします。
３の (1) から３の (3) までは関連しますので、一括し
てお答えします。
　本県の温室効果ガスの排出割合は運輸部門が約３割
で、最も大きな割合を占めております。また、令和２
年３月時点の県内におけるプラグインハイブリッドを
含む電動車の導入台数は2336台、全体の0.2％にとど
まっております。そのため、県が率先して全ての公用
車を電動車に転換していくことで、普及拡大に向けた
環境づくりを行ってまいります。また、新たな沖縄振
興のための制度提言（中間報告）で、太陽光発電設置
済みの施設における電気自動車導入の財政支援を国に
求めているところであり、電動車の充電時の脱炭素化
についても取り組んでいきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　５、現業職員についての
(1)、現業職員の配置状況についてお答えします。
　現在、現業職員は、農林水産技能員43名、運転士
40名、土木整備員７名、調理士５名、用務員２名、印
刷技士１名、守衛１名の合計99名が配置されており

ます。
　同じく５の (2)、現業業務の見直しについてお答え
します。
　現業業務については、簡素で効率的な組織体制を構
築するため、平成17年に方針を策定し、見直しに取
り組んでおり、その後も部局への聞き取りなどを通し
て、業務の執行状況を確認しております。これまでの
見直しにより、民間との適切な役割分担の下、委託化
が図られるなど、業務の効率化が推進されておりま
すが、一定の技能が必要な業務については、円滑な執
行体制の確保に向け、他県の状況なども参考にしなが
ら、引き続き検討してまいります。
　同じく５の (3)、現業職員との交渉についてお答え
します。
　現業職員の給与をはじめとする勤務条件について
は、地方公務員法に規定する情勢適応の原則、地方公
営企業等の労働関係に関する法律に規定する均衡の原
則の考え方にのっとり、社会一般の情勢に適応するよ
うに所要の措置を講じております。労働組合との交
渉においては、誠意を持って対応しているところであ
り、引き続き現業職員の納得が得られるよう努めてい
きたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　６、親子で歯っぴ
～プロジェクトについての御質問の中の (1)、事業の
目的と課題についてお答えいたします。
　親子で歯っぴ～プロジェクトは、乳幼児健診におけ
る歯科保健指導の標準化を図り、乳幼児の虫歯状況の
改善を図ることを目的としております。課題として
は、仕上げ磨きの実施率を向上させること及びフッ化
物応用の定着を図ることであると考えております。
　同じく６の (2)、県内の乳幼児虫歯の実態について
お答えいたします。
　県内の３歳児虫歯有病者率は令和元年度20.2％と
なっており、平成27年度の30.7％から10.5ポイント
改善しております。また、全国平均との差も改善傾向
にあり、平成27年度の13.7ポイント差から平成30年
度は9.2ポイント差に縮まっております。
　同じく６の (3)、取組内容についてお答えいたしま
す。
　親子で歯っぴ～プロジェクトでは、乳幼児健診の歯
科保健指導内容の標準化を図るため、保護者用の説明
資料や歯科保健指導マニュアルの作成、研修会開催等
を行っているところであり、令和２年度においては全
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市町村の乳幼児健診で当該マニュアルに基づく歯科保
健指導が実施されております。また、令和３年度から
は永久歯虫歯状況の改善を目的に、就学時健診等での
歯科保健指導内容の標準化を進めることとしておりま
す。
　同じく６の (4)、Ｌ8020乳酸菌の効果についてお答
えいたします。
　Ｌ8020乳酸菌は広島大学の教授によって発見され
た乳酸菌で、口腔内環境を改善する効果があるとの研
究報告がなされており、タブレット剤やマウスウオッ
シュなどが販売されていることは承知しております
が、現段階で厚生労働省や日本歯科医師会等の見解は
示されていないところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　７、県営住宅の建設
についての御質問のうち (1)、県営住宅入居倍率につ
いてお答えいたします。
　令和元年度の県営住宅の入居倍率は、子育て世帯、
高齢者世帯、障害者世帯等の優遇世帯が6.8倍、一般
世帯が10.0倍、全体で7.4倍となっております。
　次に７の (2)、新年度予算の内訳についてお答えい
たします。
　令和３年度における県営住宅整備に係る予算は、
８団地の建替事業に約42億6000万円、９団地の改修
事業等に約９億4000万円、その他安全対策費等に約
２億1000万円で、合計で約54億円となっております。
　次に７の (3)、県営住宅の需要への対応についてお
答えいたします。
　公営住宅の供給目標量については、住生活基本法に
基づき、平成28年度から令和７年度までの10年間の
住宅施策について、新設、増設を含めた沖縄県住生活
基本計画を定めております。現在、中間年における計
画改定に向け基礎調査を実施しているところであり、
その結果や新型コロナウイルス感染症による影響を勘
案し、令和３年度に市町村や有識者の意見を踏まえ、
今後の住宅施策や公営住宅供給目標量を設定する予定
であります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　答弁ありがとうございました。
　再質問をさせてもらいます。
　１番目の在日米軍基地の中における低空飛行の件で
ありますが、米軍の低空飛行、慶良間諸島、国頭、広
範に拡大して県民に大きく不安を与えております。提

供区域外であるということは明確でありますが、治外
法権的な特権を与えているからそうなっているのか。
　まず見解をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　政府におきましては、在日米軍が施設・区域でない
場所の上空で飛行訓練を行うことが認められるのは、
日米地位協定の特定の条項に明記されているからでは
なく、日米安保条約及び日米地位協定により米軍が飛
行訓練を含む軍隊としての機能に属する活動を、一般
的に行うことを当然の前提とした上で、日米安保条約
の目的達成のため、我が国に駐留することを米軍に認
めていることから導き出されるものであるというふう
にしております。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　そういった意味では、地位協定すら
守らない、飛行制限を守らないということはでたらめ
と思いますが、先ほど答弁があったように、提供区域
内だけれども空域20か所、９万5000平方キロ、水域
27か所、５万5000平方キロ。これは米軍の提供区域
内でも射爆訓練をしたり、それから墜落が起こった
り、それから不時着が起こったりそういったことが頻
繁にあるわけですよ。また今回、新たに臨時訓練空域
も設定され、訓練が広がっているということも聞いて
おりますが、新たなる訓練空域の拡大についてはどう
対応するのか伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
広大に存在する訓練空域・水域については県民の生活
に非常に影響が大きいことから、整理縮小について今
後政府に求めていきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　先に岩国に移転をしていた米軍のＫ
Ｃ130空中給油機でありますが、また沖縄に舞い戻っ
てきて訓練をしておりますよね。この目的なんです
が、広大な米軍基地の訓練場があるからと。とてもこ
こが沖縄が魅力的な訓練場だということで、舞い戻っ
てきているのではないかということを言われているん
ですが、これは何で戻ってきているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御指摘のとおり、
ＫＣ130空中給油機の移転先において─岩国飛行場
でございますけれども、十分な訓練空域が確保されな
いということで、沖縄近海での訓練が行われていると
いうふうに認識をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
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○崎山　嗣幸君　そう簡単に言われてもたまったもん
じゃないと思いますが、一旦沖縄の基地負担軽減をす
るという名目で訓練移転しながら戻ってきていると。
簡単に許していいことではないですよこれは。
　続けますが、特に慶良間諸島での低空飛行は目視で
30メートル以下とも言われておりますが、この慶良
間諸島近辺は那覇空港の周辺空域だと私は思います
が、空港周辺は航空法で、建物ですら高さ制限される
ほど厳しくされていると思いますが、その周辺を米軍
機が30メートル以下の高度で飛行している。これは
民間機も含めて離発着が米軍優先によって相当制限さ
れながら、その中で飛行しているわけですよ。そこは、
米軍機それから旅客機、自衛隊機等も含めて空港周辺
のニアミスは度々起こってきていますよ。この中にお
ける危険性は、相当米軍の低空飛行にあると私は思い
ますが、空港周辺における慶良間諸島での米軍の低空
飛行については、那覇空港周辺を飛ぶ危険性はないの
か。それを伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　大阪航空局の空港事務
所に確認をいたしましたところ、航空機の管制につき
まして定められた空域、高度において行われていると
いうことでありました。また、民間航空機が通常飛行
する際の高度につきましては、今議員からございまし
た例えば慶良間諸島周辺であれば600メートル以上の
場合に、那覇空港が管制を行っていること。その管制
の範囲内であれば、米軍航空機も管制と交信を行いそ
のコントロールに入る必要があるとのことでした。一
方で、管制の範囲外、すなわち600メートル以下であ
れば、米軍に限らずどの航空機も自身の判断の下に、
有視界飛行を行っているということの説明がございま
した。
　こうしたことから、今議員からございましたとお
り、同海域、地域における米軍機の低空飛行というも
のの危険性は否定できないというふうに考えておりま
して、県といたしましては、提供施設・区域外にある
訓練を一切実施しないように強く求めているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　この空港周辺の高度の制限は、航空
法では360メートルじゃないですか、空港周辺では。
これは先ほどの600メートルというのは間違いないで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　私がお答えいたしたの
は、管制の対象という高さで600メートル以上であれ

ば管制の対象になると。以下であれば、パイロット自
身の有視界による飛行になるという説明でございまし
た。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　私が聞いているのは、離発着の民間
機が上昇するとき、離発着するときの高度というのは
民間機が米軍優先制限されているから、低空飛行で米
軍機に入ってこられたらニアミスが起こらないかとい
うことで、私は空港周辺の話をしているんですが、慶
良間諸島で30メートル以下で飛んだら、米軍機が紛
れ込んだら明らかにそこで当然ぶつかるでしょうとい
うことを聞いているわけです。それはあり得ないかと
いうことなんです。空港周辺は来ないかと言っている
わけです。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御質問の危険性に
ついては、全く除外されるものではないというふうに
理解しておりまして、県としてはそういうことから、
提供施設・区域外での訓練は一切実施しないよう求め
ているということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　除外されるものではないというん
だったら、大変な危険性が及ぶので相当な危険を持っ
て那覇空港周辺、ぜひ徹底的に政府に対して、そうい
うことはやめなさいということを含めて、言ったほう
がいいと思います。先ほど日本政府の対応について
は、パイロットの訓練、安保の範囲内だったという答
弁だったと思いますが、私たち県民の安全が脅かされ
てそのことが理由にされたらたまったものじゃないと
思います。答弁はそういうことでしたか、日本政府の
理由は。ちょっと聞きそびれたんですが、米軍のパイ
ロットの訓練と、安保の目的で低空飛行がされている
ということの答弁でしたか。それを再度説明お願いし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　政府として、米軍航空
機が提供施設・区域外で訓練を行うことができるとい
うことについては、日米地位協定に特別に規定をして
いるわけではなくて、日米安保条約及び日米地位協定
により、米軍が飛行訓練を含む軍隊としての機能に属
する諸活動を一般的に行うことを当然の前提とした上
で、日米安保条約の目的達成のため、我が国に駐留す
ることを米軍に認めていることから導き出されるとい
うふうな見解を示しているということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　米軍機の低空飛行の目的なんです
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が、これは従来言われているように低空飛行をするこ
とによって、特殊部隊がレーダーをかいくぐって山間
部、建物とかをくぐり抜けながら目的地に行く役割を
しているのではないかと言われているが、この米軍の
低空飛行の目的で、これはそういう目的で、沖縄近海
を見立てて戦闘状態の中に置いてそういう目的と役割
で低空飛行をしているんですか。
　皆さんの見解をお聞きします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時19分休憩
　　　午後４時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　米軍からは、米軍の即
応態勢、練度の維持のために訓練を実施しているとい
うふうに聞いているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　どっちにしても許されることではな
いんだけれども、先ほど答弁ありましたが、提供水域
内も含めて、ホテル・ホテル区域は、カツオ、マグロ、
ソデイカの好漁場、鳥島射撃場はパヤオ、ここに漁業
者が行けない。迂回しながら行くということを含め
て、相当な漁場破壊がされているわけです。そこを含
めて取り戻すということを含めて、そういった訓練空
域の縮小・撤廃というものを早く求めないと、なめら
れるわけです。
　私は、県の新たな沖縄振興計画（骨子案）の中でど
ういっているかと言ったら、皆さんの骨子案の中で
は、県内は、県土総面積は海域の１％程度であるので、
これは相当海域そのものが重要な意味があるというこ
とを言っていますが、しかも「世界第６位の排他的経
済水域を有する我が国において、南西端の広大な海域
の確保に寄与する本県は、新たな海洋立国日本の発展
への貢献の可能性を有している」というのが皆さんの
新たな振興計画（骨子案）の意義ですよ。そこを空域
も水域も皆さんが言っている海洋立国日本の発展貢献
するのが、経済水域と言っているわけ。こういったこ
との矛盾を皆さんは位置づけると解消できないでしょ
う、これは。空域も水域も縮小・撤廃させないと空も
海も南西は奪われているわけだこれを。そういった沖
縄振興を位置づける場合については、この沖縄の今皆
さんが言われているような160の島々が点在する本県
では、海洋島嶼圏としての意味があると。県土総面積
は海域の１％にしかすぎないと。相当広大な海域が沖
縄県にとっては重要な意味を持つというのが、沖縄振
興計画の皆さんの骨子ですよ。それを米軍や日台、日

中に奪われていてこれで描けますかと言っているわけ。
　これは公室長で答えられるか、三役なのか。答弁お
願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時22分休憩
　　　午後４時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御指摘のとおり、
沖縄県に広大な訓練空域・水域が存在しているという
ことでもって、先ほど議員からありましたように、漁
業を営む方の経済的損失等もございます。そういった
ことで県としては、広大に存在する空域、あるいは制
限水域の削減を強く求めていきたいというふうに考え
ているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　これは知事、ちゃんと答えませんか。
振興計画（骨子案）の中で私、先ほどから言っている
ように、県内の排他的経済水域が大きな意味を持つと
いうことを骨子に載っているわけでしょう。基本的な
ことについて、知事の政策的な根幹だから知事答弁で
きませんかこれ。考え方は。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時23分休憩
　　　午後４時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　骨子案の中にも、沖縄周辺
の訓練水域・空域の大幅な削減を行うとともに、臨時
訓練空域の有無や使用実態を明らかにする必要があ
るということも書いておりますが、これまでにもホテ
ル・ホテル海域ですとか、様々な利用する漁民の方々
からの要請に応える形で削減を求めてきたところでも
あります。しかしなおこの広大な空域や海域が存在す
ることによって、我々の沖縄県の振興発展に障害とな
るものであれば、やはりさらに大幅な削減を行うとと
もに、臨時訓練空域の使用実態を明らかにし、その臨
時訓練空域の使用制限も併せて求めていく必要がある
と思います。要請文の中でそのように要請をしている
ということを、重ねて要請していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　分かりました。よろしくお願いしま
す。
　それから７番目の県営団地のことを聞きますが、県
営団地のことは相当な住宅事情の悪化によって県民が
困っているということの倍率でした。そう簡単に県営
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に入れないという実態の中において、優遇所帯ですが
身障者や独り所帯、低所得者についての入居の割合率
なんですが、この入居の割合率を教えてくれますか直
近で。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時25分休憩
　　　午後４時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　全入居者のうち―全体で１万6226戸ございます
が、そのうち優遇世帯が9932戸、61.2％になってお
ります。そのうち子育て世帯が2788戸、17.2％、障
害者世帯が1895戸、11.7％、高齢者世帯が4608戸、
28.4％。それ以外にもございますが、そういった内訳
になってございます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　県の、県住生活基本計画、16年か
ら25年、10年間のスパンですが、この供給目標と実
績、今言われた達成率なんですが目標の達成率を示し
てくれますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時28分休憩
　　　午後４時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　平成28年から令和７年までの10年間における、新
規の建設、建て替え、空き家募集を含めた公営住宅供
給目標量は、１万4400戸としております。令和元年
度までの４年間で、県と市町村合わせて5871戸を供
給しておりまして達成率は約40.8％となっておりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　達成率40.8％ということでありま
すが、その間住民の住宅需要は高くなっていると私は
思います。この達成率の困難さなんですが、老朽化に
よって建て替えするのがピークになってきていると
いうことだと思いますが、建て替えするのに精いっぱ
いで新規の団地は造られていないということが実態
だと思います。建て替え時期が10年間の今に来ると
いうことは、時期が想定されたのではないかと思いま
すが、今になって建て替えが一斉に来てしまって、建
て替えと同時に１戸というか１割ぐらい増やすのが
精一杯ということで、皆さんの考えですが、これでは

今言っている40.8％というのは、とてもじゃないけれ
どもそう簡単に県営住宅、公営団地に入れないという
実態だと思います。この達成率を伸ばすためには、こ
ういったことの一つの住生活基本計画の総括が私は
必要ではないかと思いますが、いかがだったんでしょ
うか。予測できなかったのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時30分休憩
　　　午後４時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　先ほど答弁いたしましたが、10年間のうち４年間
で達成率が40.8％ということで、入居倍率は依然高い
状況でございますので、十分ではございませんが、あ
る程度の供給目標量の達成は行われているのかと。先
ほど１万4400戸と申しましたけれども、そのうち新
規建設も904戸やる予定でございますので、今後しっ
かりと供給しながらやっていきたいと。
　あと倍率が非常に偏っているというところもござ
いまして、先ほどの答弁で優遇世帯で6.8倍、一般世
帯が10.0倍、全体で7.4倍というふうに答弁いたしま
したけれども、県営住宅の入居倍率は市町村ごとにか
なり違いがございます。築年数の浅い団地や立地のよ
い団地に応募が偏るという傾向もございます。特に、
浦添市で22倍ですとか、宜野湾市で12倍。
○崎山　嗣幸君　那覇市は。
○土木建築部長（上原国定君）　那覇市は12倍でござ
います。
　そういった形で、やはり倍率に偏りもあると。ちょ
っと郊外のところでは、倍率が低いところもございま
すので、そういったことから、空き家の募集もしっか
りやりながら供給をしていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　確かに倍率にアンバラがあるとい
うのは、地域によってあると思います。都市部―那
覇市において12倍という意味では、そう簡単に入れ
るものではないと思いますが、私はこの間の住宅政策
のスパンは若干予測に対して甘かったのではないか
と思います。
　今頃私言うつもりはないんですが、県が参与を送っ
て、市町村が運営をした古島団地については、７年ぐ
らい前に売却をしているんですが、これは再開発をし
て、それから再建するということを約束、合意をしな
がら売却したんですよ。それが759戸、2000人余り
が結局そこを失ったんです。最後まで行く当てがない
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人たちに対して、立ち退き訴訟を起こしたんですよ。
最後まで路頭に迷う人たちが出てきたものだから、
今日でも団地に入れないかなと来るんです。そういっ
た人たちを2000人余りの皆さんの建て替えを県が関
与して、市町村が入っていたことを郵住協を解散をし
て売却したんですよ。私はあのときに、それをちゃん
とやっておけば救えたんじゃないかと思っているが、
今頃になって建て替えがピークに来ているとか、新規
が難しいとかという意味では、県、市町村それから民
間のアパートも借りてこれがバランスよく住宅政策を
決めていかないとそれは起こると思うんですよ。一般
的に県営、公営に入りたいといってもなかなか入れな
いですよこれは。何回応募しても入れないということ
は、倍率が高いからですよ。私はそういった反省の下
に改めての計画をつくるべきではないかと思っている
んですが、先ほど部長が改定を21年からすると言っ
ているから、今までのパターンを検証して、老朽化す
る建物がいつ頃建て替えするのか、新規なのかを含め
て今言っている供給目標も含めて、専門家を交えて研
究なさるわけだから、そういう反省がないようにやら
ないと、私は執拗にそのときにこだわって提起したん
だが、結果的には県はあのときに余剰金で５億も給付
を受けているんですよ。それから再開発費をすると値
引きした13億もどこにいったか分からない状態のや
り方というのは、私は県としては指導監督の観点から
とてもまずかったと思うんですよ。
　今頃言うつもりはないんですが、今でも来るんです
よ。追い出されたということで。最後は、見舞金で出
ていっているんでしょう。そういったことで県民に犠
牲を負わせてはいけないというのを私は思ったので
言ったので、それにもし部長、見解がありましたら今
後に生かしてもらいたいと。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時35分休憩
　　　午後４時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　郵住協団地の再開発ということで、しっかり再開発
がなされるべきであるというふうに考えておりますけ
れども、そういった過去の経緯も含めて、今回令和３
年度に市町村や有識者の意見を踏まえて、今後の住宅
施策や公営住宅供給目標量を分析しながら計画してい
くということで考えておりますので、この辺、入居倍
率が高いということも踏まえつつ、県民の要望に応え
られるようにしっかり検討していきたいというように

考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　最後に、５点目の現業職員の件であ
りますが、昨年沖縄市、うるま市で発生した豚熱のと
きなんですが、現業職員が現場でどんな役割を果たし
たのかということも含めて、説明をお願いしたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時36分休憩
　　　午後４時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　令和２年１月に発生しました、豚熱の防疫措置に動
員された農林水産技能員につきましては、消毒ポイン
トでの対応、それから資格が必要な重機類のオペレー
ター、運搬車両の運転などに配置をしまして防疫対応
に従事しております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　そういった役割が即応的に技能が発
揮されたと思うので、今後現業職員の不補充の見直し
をぜひ図ってもらいたいということで、総務のほうに
注文して終わります。
　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
　　　〔瀬長美佐雄君登壇〕
○瀬長　美佐雄君　ハイサイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　皆様、こんにちは。
　日本共産党、瀬長美佐雄です。
　まず新型コロナウイルス感染でお亡くなりになられ
た方々の御冥福をお祈りするとともに、感染し闘病中
の方や後遺症で苦しんでおられる方々にお見舞い申し
上げます。コロナ感染者の治療に従事する医療スタッ
フや関係者の皆様に敬意を表し、感謝を申し上げます。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、2021年度予算はコロナ感染対策予算をはじめ、
経済や暮らしを支え、次期振興計画に係る重要な予算
となります。沖縄振興予算は3010億円を確保したと
はいえ、増額を要請した県内自治体の願いに背を向
け、一括交付金が減額されています。しかし、沖縄県
を介しない特定事業推進費は増額されています。県民
分断につながる交付の在り方が問われています。
　新年度県予算の特徴及び一括交付金の減額の影響、
沖縄振興特定事業推進費の推移を伺います。
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　(2)、辺野古新基地建設は、留意事項や行政指導を
無視した違法工事であり、中止すべきであります。辺
野古埋立変更申請書は、沖縄県が追加質問を繰り返す
ほどにずさんな申請書であります。沖縄県南部地域の
戦没者の血の染み込んだ、遺骨が混じった土を軍事基
地建設に使用することは許されません。辺野古埋立工
事は技術的に無理があります。環境破壊の面、税金の
無駄遣いの面、戦没者を冒瀆することからも許せませ
ん。知事は県民の民意に応え、辺野古埋立変更申請に
対し、自信を持って不承認にすべきです。答弁を求め
ます。
　(3)、米軍の横暴勝手に県民の怒りが高まっていま
す。戦後76年目、来年は復帰50周年、全国知事会も
国に求める日米地位協定の抜本的見直し実現の年に
するため全県挙げた取組が必要です。答弁を求めます。
　２、コロナ禍における県民の命と暮らし支援を求め
ます。
　(1)、14次にわたるコロナ対策補正予算の執行状況
を伺います。
　(2)、介護施設のクラスター防止対策、介護施設の
ＰＣＲ定期検査の実施状況と課題を伺います。
　(3)、指定・協力病院等への空床補償の支援状況を
伺います。医療機関の赤字補塡を含めた支援の拡充を
求めます。
　(4)、営業時間短縮事業者への協力金支給は、速や
かな対応が求められます。状況と課題を伺います。
　(5)、保育所や学校、学童施設職員など、エッセンシャ
ルワーカーに対するＰＣＲ定期検査の拡充及び那覇
市が新年度に実施する慰労金に類する支援を県とし
て実施の検討を求めます。
　３、高齢者福祉と住宅政策について、ＳＤＧｓの視
点・推進を求めます。
　(1)、県営住宅戸数の拡大が求められます。入居倍
率の高さ、申し込んでもなかなか入れない状況を解決
しなければなりません。今後の整備計画について伺い
ます。
　(2)、公営住宅におけるコロナ禍での家賃支払い困
窮者などへ親身な対応が求められます。制度の活用や
ケースワーカーの対応などを伺います。
　(3)、県営住宅入居に当たり、連帯保証人の規定を
削除することを求めます。
　(4)、軽費老人ホーム等の施設都合による退去に対
する支援について伺います。
　(5)、セーフティネット住宅の家賃低廉化支援など、
住宅入居支援の拡充を伺います。
　(6)、振替加算年金の時効分支給について、昨年末

に年金事務所に時効分を求めた方が、裁判を経ずに振
替加算年金の時効分が認められ、今月に振り込むと那
覇年金事務所から連絡がありました。窓口対応では時
効分は裁判が必要だと言われながらも不服申立てを
行い、時効分の支払いを求めた結果、年金の時効分を
受け取ることができました。全国的には３件目という
状況です。振替年金を受け取るためにも制度の周知が
重要です。関係機関との連携を伺います。
　４、農業振興について。
　(1)、本部町伊豆味などで、タンカンの立ち枯れが
広がり、生産者の不安の声が寄せられました。先日、
農家に呼ばれ調査を行い、農林水産部の担当には実態
調査とその対策を求めました。昨年現地調査を踏ま
え、調査を求めたシークヮーサーの立ち枯れ対策も併
せて伺います。
　(2)、県産農林水産物の学校給食への食材提供及び
公共施設等での飾花活動支援事業について、コロナ禍
で厳しい農家支援となる事業として期待します。事業
の概要と効果を伺います。
　(3)、県立農業大学校の移転に当たり、同窓会長と
して検討委員会に参加した者として喜ばしく思いま
す。教育環境面の拡充を求めた立場から、どのような
大学校をつくるのか期待しています。今後の取組を伺
います。
　５、学校教育環境整備、学習支援、拡充について。
　(1)、コロナ禍で教育現場の負担となる全国学力テ
ストは、新年度見送るべきではないか伺います。
　(2)、高校生通学バス代支援の状況と、中学生への
拡充及び所得条件の廃止を求め伺います。
　６、台湾大学から県に移管された、琉球人の遺骨の
経過、遺族へ返還すべきではないか伺います。
　７、ワシントン事務所の成果と新年度の重点的取組
を伺います。県系人との連携を強め、来年の世界のウ
チナーンチュ大会へのネットワーク構築も期待され
るがどうか伺います。
　８、我が党代表、渡久地修県議の質問１(4) のイ、
生活保護について関連質問します。
　１点目は、国会質問を受けて、政府は扶養照会を弾
力的に運用する通知を実際に出しています。その通知
の内容を伺います。
　２点目は、扶養照会の確認作業こそ効率的な業務を
阻害していないか。保護決定に至る遅れの要因ではな
いか。要保護者の扶養支援が受けられている割合、実
態について併せて伺います。
　次に、渡久地修県議の質問３、復帰50周年を迎える
に当たって (2)、復帰措置に関する建議書の質問に対
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して、特殊事情から派生する固有課題を抱えていると
答弁しています。
　１点目は、1971年の建議書、2013年の建白書の歴
史的意義を伺います。
　２点目は、特殊事情による固有課題を解決するため
の取組として、21世紀ビジョンに掲げた基地のない
平和な沖縄、県議会全会一致決議を踏まえ、１、日米
地位協定の抜本改定、２、低空飛行訓練の禁止、３、
普天間基地の運用停止、閉鎖・返還、４、海兵隊の撤
退などを実現するためには、県民的世論を高める取組
が必要と思い提案します。建白書に匹敵する国への働
きかけについて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　瀬長美佐雄議員の御質問に
お答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の (1)、
令和３年度当初予算の特徴についてお答えいたします。
　令和３年度は、コロナ禍においても、県民の生命・
生活・雇用・事業を守り抜くとともに、より幅広い分
野においてアフターコロナに向けた将来を見通した取
組を進める必要があります。このため、限られた財源
を重点的に配分することにより、持続可能な沖縄の発
展と誰一人取り残さない社会づくり（ＳＤＧｓ）の実
現に向けて取り組む方針の下、令和３年度一般会計当
初予算は、過去最大となる約7912億円を計上したと
ころです。新規または拡充した主な取組を申し上げま
すと、経済分野では、事業承継推進事業やデジタル人
材ＵＩＪターン支援事業などを新たに予算計上してお
ります。また、生活分野では、地域子ども・子育て支
援事業やバス通学費等支援事業、北部基幹病院整備推
進事業などを進めてまいります。平和分野では、平和
祈念資料館学芸員人材育成事業や第32軍司令部壕事
業などを計上しております。令和３年度は、残り期間
が１年となる沖縄21世紀ビジョン基本計画の総仕上
げに、各種施策に全力で取り組むこととしております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢につ
いての (1)、一括交付金の減額の影響についてお答え
します。
　令和３年度の沖縄振興一括交付金は、約33億円減
の981億円となっております。令和３年度の予算編成
に当たっては、市町村事業に配慮しつつ、県事業につ

いては、各事業の執行状況等の精査や必要に応じた事
業内容の見直しを行ったほか、費用対効果の高い取組
や事業効果が早期に発現する取組への重点化などを
行ったところであります。
　県としましては、限られた財源を効果的かつ効率的
に活用しながら、可能な限り県民生活への影響が小さ
くなるよう取り組んでまいります。
　次に２、コロナ禍における県民の命と暮らし支援を
求めることについての (1)、コロナ対策関連予算の執
行状況についてお答えします。
　県においては、これまで14次にわたる補正予算に
おいて、総額1626億円のコロナ対策関連予算を計上
したところですが、本年１月から申請受付が開始され
た営業時間短縮要請に係る協力金を除いた１月末時点
での執行率は約８割となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての (1) のうち、沖縄振興特定事業推進費の推移に
ついてお答えいたします。
　国における沖縄振興特定事業推進費の最終予算額の
推移については、創設初年度である令和元年度は35
億円、令和２年度は70億円となっております。また、
令和３年度の当初予算案として85億円が計上されて
おります。
　次に８、我が党の代表質問との関連についてのう
ち、復帰措置に関する建議書についてお答えいたしま
す。
　復帰措置に関する建議書は、沖縄が望む復帰の在り
方を表明するとともに、将来の平和で豊かな沖縄県づ
くりのための具体的な措置を政府に求めたものであり
ます。同建議書では、県民福祉を最優先に考え、地方
自治の確立、反戦平和、基本的人権の確立、県民本位
の経済開発等を骨組みとする新生沖縄像を描いてお
り、現在においても地方行政運営の基本的な考え方で
あると認識しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問のうち (2)、工事の中止及び変更承
認申請についてお答えいたします。
　県では、令和２年４月17日及び６月25日に、工事
を停止して事業によるジュゴンへの影響を再評価する
よう求めております。さらに、12月24日には、デッ
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キバージ等の運用停止を求める等、行政指導を行って
おりますが、沖縄防衛局は、従うことなく工事を継続
しております。沖縄防衛局から提出された公有水面埋
立変更承認申請書については、令和３年２月22日付
で13項目96件の２次質問を行ったところであり、今
後、回答を詳細に確認し、厳正に審査していくことと
しております。
　次に３、高齢者福祉と住宅政策にＳＤＧｓの視点・
推進を求めることについての御質問のうち (1)、住生
活基本計画の改定についてお答えいたします。
　公営住宅の供給目標量については、住生活基本法に
基づき、平成28年度から令和７年度までの10年間の
住宅施策について、新設、増設を含めた沖縄県住生活
基本計画を定めております。現在、中間年における計
画改定に向け基礎調査を実施しているところであり、
その結果や新型コロナウイルス感染症による影響を
勘案し、令和３年度に市町村や有識者の意見を踏ま
え、今後の住宅施策や公営住宅供給目標量を設定する
予定であります。
　次に３の (2)、コロナ禍での家賃支払い困窮者への
対応についてお答えいたします。
　県営住宅の家賃の支払いが困難な入居者に対して
は、６名の専門相談員を配置し、家賃の減免、収入再
認定による家賃の見直し等の対応を行っております。
また、新型コロナウイルスの影響等による相談件数増
加への対応として、令和３年１月から２名の補助員を
配置しております。
　次に３の (3)、県営住宅の保証人についてお答えい
たします。
　県では、平成29年に県営住宅連帯保証人取扱要綱
を制定し、その中で連帯保証人の取扱いについて定め
ております。
　県としては、入居者の家賃等の長期滞納未然防止策
のみならず、緊急連絡先として、連帯保証人の果たす
役割は重要であると考えております。しかしながら、
入居を希望する者の努力にもかかわらず、特別な事情
により連帯保証人が見つからない場合には、金銭債務
を負担しない身元引受人を届け出ることで連帯保証
人を免除しております。
　次に３の (5)、セーフティネット住宅の家賃低廉化
支援についてお答えいたします。
　県では、高齢者や子育て世帯等の住宅確保が困難な
世帯の入居を拒まない住宅、いわゆるセーフティネッ
ト住宅について、登録促進に向け説明会等を実施して
おり、不動産関係団体等へ登録を呼びかけるととも
に、市町村へ家賃低廉化支援制度の周知を図っており

ます。
　県としては、家賃低廉化支援については、地域の住
宅実情を把握している市町村が実施することが望ま
しいと考えており、実施市町村に対して支援をしてい
きたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (3)、日米地位協定の見直しに向けた取組に
ついてお答えをいたします。
　県では、本土復帰50年という大きな節目を迎える
に当たり、在沖米軍基地の整理縮小や日米地位協定
の抜本的な見直し等を日米両政府に対し求めてまい
りたいと考えております。また、他国地位協定調査や
トークキャラバンの実施等により国民的な議論の喚
起を図るとともに、全国知事会や渉外知事会、軍転協
等と連携を図り、日米地位協定の見直しに向けた取組
を強化してまいります。あわせて海外の有識者等を招
いたシンポジウムの開催について、新型コロナウイル
ス感染症の動向を見極めながら、進めたいと考えてお
ります。
　７、ワシントン事務所の成果と新年度の重点的取組
についての (1)、ワシントン駐在の成果と今後の取組
についてお答えをいたします。
　ワシントン駐在は、米国政府や連邦議会関係者等に
対し、沖縄の基地問題に関する正確な情報発信を行う
とともに、辺野古新基地建設問題をはじめとする沖縄
の基地問題の解決を求めるなど、精力的に働きかけを
行っております。これまで駐在の働きかけの結果、
2019年の６月及び10月には連邦議会調査局報告書に
在沖米軍の状況について正確な記載がなされたほか、
2020年６月には連邦議会下院軍事委員会即応力小委
員会において、軟弱地盤等を理由に辺野古新基地建設
計画に対する懸念が示されたことは、駐在の成果の一
つと考えております。令和３年は、バイデン新政権及
び改選された連邦議会議員により構成される新たな
軍事委員会等において海兵隊の再編が議論される重
要な時期であり、沖縄の基地問題の実情を訴えるため
の好機であることから、積極的な取組を行ってまいり
ます。また、新型コロナウイルスの状況を見ながら知
事訪米を行い、辺野古新基地建設に反対する民意など
を訴えたいと考えております。
　８、我が党の代表質問との関連についての (3)、建
白書の意義についてお答えをいたします。
　平成25年１月28日に、オスプレイ配備に反対する
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沖縄県民大会実行委員会、沖縄県議会、市町村関係４
団体、市町村、市町村議会の連名で、当時の安倍総理
大臣及び関係閣僚に直接、建白書を提出したことは、
大きな意義があったものと考えております。建白書の
精神に基づき、県民が心を一つにし、共に力を合わせ
て、国内外に向けた働きかけを行っていくことが基地
負担軽減の実現につながるものと考えております。
　同じく８の (4)、基地問題解決のための取組につい
てお答えをいたします。
　沖縄県に所在する広大な米軍基地は、日常的に発生
する航空機騒音や排気ガスによる悪臭をはじめ、実弾
射撃演習による原野火災や自然環境の破壊、油類によ
る河川、海域及び土壌の汚染、航空機事故のほか、米
軍人等による刑法犯罪等の発生など、県民生活に様々
な影響を及ぼしております。このため、沖縄県が本土
復帰50年という大きな節目を迎えるに当たり、日米
両政府に沖縄の米軍基地の整理縮小、基地負担の軽
減、日米地位協定の見直し等を訴えることは、大きな
意義があると考えております。また、米軍基地の整理
縮小に当たっては、県民の納得できるものにする必要
があることから、引き続き市町村と連携し取り組んで
まいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２、コロ
ナ禍における県民の命と暮らし支援を求めることに
ついての御質問の中の (2)、介護施設における感染拡
大防止対策の現状と課題についてお答えいたします。�
　介護施設等においては、感染拡大防止のため、職員
や利用者の健康状態の把握、標準予防策の徹底や衛生
物品の確保、職員研修等に取り組んでいるところです。
課題としましては、発生時の個人防護具の適切な使用
や、ゾーニング等の感染拡大防止に必要な知識をより
多くの職員が習得し、実践することが重要であると考
えております。このため、県では、感染防止対策に必
要な費用等の補助や、模擬訓練、研修会の実施など、
関係機関と連携し支援に努めているところです。
　同じく２の (5)、慰労金の給付についてお答えいた
します。
　県は、保育所及び認可外保育施設、放課後児童クラ
ブ等における衛生用品の購入費用や、事業継続に必要
な感染症対策実施手当などの経費を支援し、保育所等
における感染防止対策等に取り組んでおります。保育
所等児童福祉施設等の職員につきましては、自身の感
染リスクを抱えながら社会機能を維持するために業務

を継続いただいていることから、慰労金の給付につい
て、昨年９月に県知事より厚生労働大臣へ、11月に
全国知事会から国へ要望しているところです。
　次に３、高齢者福祉と住宅政策にＳＤＧｓの視点・
推進を求めることについての御質問の中の (4)、軽費
老人ホーム等の休廃止等に伴い退去が必要となる入居
者への支援についてお答えいたします。
　軽費老人ホーム等の事業の休廃止等に伴い、退去が
必要となる入居者に対しましては、事業者において、
近隣のケアハウスや有料老人ホームなど、転居先の確
保を図ることとなります。また、地域包括支援センター
や介護支援専門員等において、介護等の必要なサービ
スが受けられるよう、相談や情報提供などの支援も行
われております。県では、必要に応じて市町村等と連
携し、必要なサービスが受けられるよう支援すること
としております。
　同じく３の (6)、振替加算制度の周知等についてお
答えいたします。
　県民誰もが安心して暮らすため、年金制度は非常に
重要であり、振替加算の支給につきましては、国や日
本年金機構において適切に対応いただく必要があると
考えております。
　県と市町村におきましては、年金制度への県民の理
解促進や、高齢者等の年金受給対象者の受給漏れが生
じないよう、引き続き年金事務所等と連携し、テレビ
やラジオ、チラシ、インターネット等の様々な広報媒
体で周知に取り組んでまいります。
　次に８、我が党の代表質問との関連についての御質
問の中の (1)、扶養照会の弾力的運用に関する通知の
内容についてお答えいたします。
　２月26日付の国の通知の主な内容は、扶養義務の
履行が期待できない者として扶養照会を行わないケー
スに著しい関係不良等を挙げ、その具体例として、親
族に借金を重ねている、相続をめぐり対立している、
縁が切られている、一定期間音信不通であるなど交流
が断絶していると判断される場合を例示しています。
また、扶養を求めることにより明らかに要保護者の自
立を阻害することになると認められる者として、虐待
等の経緯がある者が例示として追加されております。
　同じく８の (2)、扶養照会の確認作業等についてお
答えいたします。
　扶養照会の主な内容は、経済的支援のみならず対象
者に対する定期的な訪問や電話等の精神的な支援の可
否も含まれております。扶養義務者による扶養の可否
等は、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではない
ことから、保護決定に至る遅れの主な要因とはなって
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いないものと考えております。また、平成29年度に
国が実施した調査における扶養・支援が受けられてい
る割合は、本県の場合、扶養照会者663人のうち、経
済的支援が得られたのは10人で約1.5％、精神的支援
を含めると269人で約40.6％となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、コロナ禍にお
ける県民の命と暮らし支援を求めることについての
御質問の中の (2) と (5)、介護施設でのＰＣＲ検査の
実施状況、課題及び検査対象の拡充についてお答えい
たします。２の (2) と２の (5) は関連しますので、一
括してお答えいたします。
　県では、介護従事者約２万5000人を対象とした定
期的な検査を２月10日から開始し、３月１日までに
約２万5000人分の検査を行い、４名の陽性者が確認
されております。令和３年度は、今年度の検査対象に
加え、障害者施設、保育施設等の従事者を対象に検査
を行うための予算を計上しております。今後の流行状
況によって、効果的な検査対象やタイミングを判断し
ていくことが課題であることから、検査結果の検証を
行いながら、事業を進めていきたいと考えております。�
　同じく２の (3)、空床確保料の交付状況等について
お答えいたします。
　県は、新型コロナ患者等の受入れ病院に対する空床
確保の補助として約166億3000万円の予算確保をし
ております。現在、23病院に対し、約136億6000万
円が交付決定済みであり、執行率は82.1％となって
おります。また、年末年始後の感染拡大に伴う確保病
床数の増に対応するため、今議会において、約44億
2000万円の増額補正を提案したところです。
　県としましては、引き続き医療機関に対する財政支
援及び感染拡大防止対策に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、コロナ禍におけ
る県民の命と暮らし支援を求めることについての御
質問の中の (4)、協力金支給の状況と課題についてお
答えいたします。
　時短協力金の支給状況等については、昨年12月14
日と同23日に時短要請を発出した５市分について、
３月３日時点で、申請5902件に対し、支払い済みが
4669件、申請数に対する支給割合は79.1％、支払い
総額は45億5240万円となっております。また、全市

町村を対象とした協力金については２月８日から受
付を開始し、順次審査を進めているところであり、３
月１日からは緊急事態宣言の延長分の申請について
も受付を開始したところです。協力金の迅速な支給に
向けては、事務処理の一層の円滑化、不備申請の低減
等が必要なことから、県としては、事務体制の強化、
不備申請についての注意喚起など、引き続き迅速な支
給に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　４、農業振興につい
ての御質問の中の (1)、タンカンやシークヮーサーの
立ち枯れの実態調査とその対策についてお答えしま
す。
　シークヮーサーの立ち枯れ対策については、カンキ
ツ立ち枯れ症状対策チームにおいて、農家へのアン
ケート調査結果等に基づき、対策を検討しておりま
す。当該調査については、タンカンを含むかんきつ類
についても調査の対象としており、今後は調査結果に
基づき、対策を実施してまいります。
　県としましては、生産農家等に対して原因究明調査
結果の説明会や効果的な対策についての講習会等を
行う等、市町村、関係団体等と連携して取り組んでま
いります。
　同じく (2)、県産農林水産物の学校給食提供及び飾
花事業の概要と効果についてお答えします。
　県では、需要低下の影響が大きい品目について、延
べ1724校の小中学校等や、延べ899か所の保育園等
へ提供するとともに、県立高校など128か所の公共施
設等への飾花・展示を行っているところであります。
同事業については、約３億2000万円の直接的な消費
による農林漁業者支援と併せ、県内児童等へのパンフ
レット提供など、食育・花育を通じた地産地消の推進
に大きく寄与するものと考えております。
　県としましては、引き続き食育等を通じた県産農林
水産物の消費喚起に取り組んでまいります。
　同じく (3)、県立農業大学校の移転に伴う教育環境
面の強化についてお答えします。
　県立農業大学校は、築40年以上が経過し、施設の老
朽化、分散化等の課題があります。県立農業大学校の
移転に当たっては、現行の機能を維持しつつ、現代の
農業技術に対応した実習施設整備をはじめ、牧草地、
農業機械実習圃場、大型特殊免許実習コース等を効率
的に一元配置するなど、教育環境の充実に取り組んで
まいります。引き続き、次世代の農業を担う経営感覚
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に優れた新たな担い手を育成し、地域農業を先導する
実践的なリーダーを養成してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　５、学校教育環境整備、学
習支援、拡充についての御質問の中の (1)、全国学力・
学習状況調査の実施についてお答えします。
　全国学力・学習状況調査は、調査結果を分析し、児
童生徒の学習状況を把握することによって効果的・効
率的な指導等、授業改善に生かすことができると考え
ております。文部科学省では、現在のコロナの状況も
踏まえつつ、５月実施を予定しております。
　県教育委員会としましては、今後も学力調査の結果
等の分析を通して、学びの質を高める授業改善を推進
し、児童生徒の確かな学力の向上に努めてまいります。
　同じく (2)、中高生バス通学無料化についてお答え
します。
　県では、住民税所得割非課税世帯等の高校生を対象
として、令和２年10月１日からバス・モノレール通
学費の無料化を開始し、認定を受けた方は２月16日
現在で約3400人となっております。令和３年度は、
高校生に加え、通学区域が全県域の中学校の生徒まで
対象を広げ、経済的負担の軽減を図っていく予定であ
ります。さらなる対象者の拡充については、持続可能
な支援の在り方を踏まえ、検討していきたいと考えて
おります。
　次に６、台湾大学から県に移管された琉球人の遺骨
の経過、遺族への返還についての御質問にお答えしま
す。
　京都帝国大学の人類学者において、昭和初期に県内
各地から研究目的で採集した人骨が、台湾大学に収蔵
されていました。人骨の移管については、平成29年
８月頃から調整を始め、その後、台湾大学、今帰仁村
教育委員会、県教育委員会で協議書を締結し、平成31
年３月に県立埋蔵文化財センターへ搬入し、保管して
います。人骨は、協議書の中で貴重な学術資料として
再風葬することなく、研究に活用していくと明記され
ていることから、今後とも適切に保管していきたいと
考えています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　７、ワシ
ントン事務所の成果と新年度の重点的取組についての
(1)、世界のウチナーンチュ大会のネットワーク構築

についてお答えいたします。
　県では、令和４年度に開催する第７回世界のウチ
ナーンチュ大会に向け、基本方針の策定、ウェブを含
む広報宣伝やプレイベント等について検討していると
ころです。また、海外県人会等とウェブ会議を実施し
て意見交換を行ったほか、今後、ワシントン駐在とも
連携し、大会への周知を図り、参加促進につなげてい
きたいと考えております。
　県としましては、本大会を契機として、世界のウチ
ナーネットワークのさらなる継承・発展に取り組んで
まいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　どうも答弁ありがとうございまし
た。
　まず代表質問関連の再質問ですが、扶養照会は義務
ではないというふうに国会で大臣が答弁しています。
そのやり取りでもそうなんですが、扶養照会によって
起こる申請者に対するプレッシャーというのがあり
ます。要するに生活が厳しいから、支えて、国に頼る
しかないんだという実態が親族に知られるというこ
とが、どういうふうなプレッシャーになっているのか
と、精神的な苦痛がやっぱり生じると。それを何とか
すべきだということに答えたのが、大臣がいやこれは
義務ではないんだと。
　ですから、まず一つはこの精神的な苦痛に対する認
識を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時21分休憩
　　　午後５時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　保護を必
要とされる方々は様々な困り事を抱えながら、生活を
していらっしゃるところですけれども、今回の件につ
きまして福祉事務所等に話を聞いてみたのですけれど
も、先ほど御答弁申し上げましたように、扶養照会に
ついては経済的な支援だけではなくて精神的な支援も
含まれるというところで、保護を受けられる方にとっ
ても、親族からの声かけや励まし、見守りがあること
がプラスに働くというような意見が大半を占めており
まして、精神的な負担につながっているという側面も
あるとは思いますけれども、そのような実際の現場で
はプラスの面もあるという意見でございました。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　全然認識が違うと思うんですね。
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これがあるために申請をためらうだけではなくて、実
際に申請をやめるということが起こっています。そう
いった立場で義務ではないんだと、業務上差し支えな
いと思う。逆にこういう業務をやるからこそ、申請・
確認、様々なやるべきことが必要に伴ってきます。同
時に、実際にそういった照会をしたけれども、実際に
は支援できないんだと。精神的な部分はありました
が、実態的には本当に少ない皆さんしか経済的な支援
できないんですというこの実態に照らせば、速やかに
この申請し頼るべきところがない皆さんが国に頼ら
ざるを得ないという状況に対応する上では、この義務
化を外して、もろにストレートに申請に即応じるとい
う対応が求められるんじゃないかと思いますが、検討
お願いします。どうなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　制度的な
ことを御説明させていただきますと、生活保護法では
扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるもので
あるというふうに規定をされておりまして、国会で扶
養照会は義務ではないというような答弁がされたこ
とは、生活保護法に扶養照会が要件として規定されて
いるわけではないという旨の説明であったというふ
うに理解しております。
　扶養照会につきましては、今回改正の通知を受けて
ありますけれども、法定受託事務の処理基準である生
活保護法による保護の実施要領等について定められ
ております。これに基づいて、福祉事務所は扶養義務
の履行が期待できない例として、掲げられたもの以外
は扶養照会を行うというような手続が必要になって
くるところでございます。
　県といたしましては、今回の国からの通知を踏まえ
まして、福祉事務所に対し扶養照会は扶養の履行が期
待できると判断される者に対して行うものであるか
ら、扶養照会を行わない取扱いとなる類型に該当する
者につきましては、その旨を周知徹底することによっ
て、個々の被保護者の皆様に寄り添った対応をしてい
くよう努めてまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　これについては委員会でも取り
上げたいと思います。
　続きまして、一括交付金について再質問します。
　一括交付金事業は沖縄県による主体的な政策立案、
それを国が尊重しその事業から沖縄の発展に資する
というのが、予算を国が認めてきたと思うのですが、
この一括交付金を創設したそもそもの目的を伺いま
す。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時25分休憩
　　　午後５時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　補助金、それ従前の補助
金等につきましては補助メニューが決まっていて、使
途が決まっているというところです。一方、一括交付
金いわゆるソフト交付金にあっては、県あるいは市町
村が自主的に主体的に計画を作成し、事業を執行でき
る、いわゆる使途の自由度が高い交付金と言えると思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　ちなみに国直轄事業は増額され
ると、一方、一括交付金の県への配分は減額されると。
県を飛び越え、国が直接事業審査し、市町村に交付す
るということが起こっています。一括交付金制度を創
設した趣旨に照らしたら、問題じゃないかなという思
いがあります。あと稲嶺進名護市長の当時には、名護
市の久辺３区に名護市を通さずに国が直接交付した
という補助金もありました。それを想起させます。
　地方自治体に対する国への行政運営の在り方とし
てどうなのか、課題、問題じゃないかと思いますが、
どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　国が直接市町村に補助を
するという仕組みについては、地方自治法や地方財政
上は特に問題はないものと考えております。ただし、
いわゆる特定事業推進費がソフト交付金を補完する
とされていることから、国、県、市町村で情報共有が
図られるように連携していく必要があると考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　辺野古の基地問題について質問
します。
　埋立承認を取り消した理由は、留意事項違反、行政
指導を繰り返しても国は従わない、工事を強行した
と。軟弱地盤、活断層、環境保全の問題、違法な状態
は放置できないということで、謝花副知事が承認撤回
されたかと思いますが、確認ですが、その立場、現実
に違法工事を続けていると。埋立承認撤回したってそ
の立場は変わらないんだと、違法工事状態ですという
認識なのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時28分休憩
　　　午後５時28分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　現在辺野古においては、
公有水面埋立法の承認要件を充足しない工事が継続を
されているというふうに認識をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　ちなみに審査をやっている土建部
に対して言えば、国の申請が不十分だからこそ２度に
わたって質問を行わざるを得ないと思いますが、その
質問の特徴的なポイント、簡潔にお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　県が行った２次質問の主な内容として、Ｂ27地点
については飛行場を運用するに当たって重要な護岸に
位置することや、土の強度についてほかの３地点から
類推して求めていることなどから、土質の再調査の必
要性について質問を行っております。また、ジュゴン
の鳴音データは所有していないとして提供されなかっ
たことから、受注者に提供を求め県に提供できないか
など、13項目96件の質問を行っております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　ちなみに水深90メートルの軟弱
地盤を認めたからこそ申請したと思いますが、この国
内で水深90メートルの改良工事の実績、あるいは作
業船、国内に存在するのかどうか、端的にお答えくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　大浦湾においては、水面下90メートルまで軟弱地
盤が確認されております。令和２年４月に提出された
公有水面埋立変更承認申請書では、水面下70メート
ルまで地盤改良を行い、地盤の安定性を確保できると
した計算結果が記載されております。県では改良深度
の施工実績について、１次質問を行ったところ、沖縄
防衛局からの回答では、国内では水面下65メートル、
国外では水面下70メートルにおける地盤改良工事の
実績等が示されておりますが、水面下90メートルの
実績は示されておりません。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　世界に誇る多様性のある地域だ
と、ホープスポットに指定されました。環境面につい
ては取り立てていいのですが、実質サンゴが移植され
た経過があります。そのサンゴは移植して実態どうな
のか、ポイントとして簡潔にお答えください。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時31分休憩
　　　午後５時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　普天間飛行場代替施設建設事業におけるサンゴ類の
移植につきましては、オキナワハマサンゴ９群体の特
別採捕許可申請を平成30年７月13日付で許可をして
おります。令和３年２月17日に沖縄防衛局が開催し
た第30回環境監視等委員会における報告によります
と、移植した９群体のうち５群体が死亡または消失を
しているという状況でございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　要するに技術的にはまだ確立され
てない、過半数は既に死滅したというふうな実態です。
　そこで今回の埋立土砂搬出の先が沖縄戦の終えんの
地と多くの御霊が眠り、血と涙の染み込んだ南部の土
地を軍事基地に使うなという、そういうことは絶対に
許せないと県民的にも怒りが高まっていますが、その
予定地の開発された鉱山の隣にあります魂魄の塔、こ
の魂魄の塔はどのような経緯で建立されたのか、どう
いう存在なのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　魂魄の塔
は、昭和21年２月に糸満市米須に建立された慰霊塔
で沖縄県遺族連合会が現在管理しております。
　同塔の説明板によりますと、戦後真和志村民が収
容、移住を許されたところで、村民及び地域住民の協
力によって道路、畑の中、周辺至るところに散乱して
いた遺骨を集めて祭ったのがこの魂魄の塔であると記
載しております。同塔には３万5000柱という沖縄県
で最も多くの御霊が合祀されている慰霊塔であり、慰
霊の日をはじめ多くの県民が参拝に訪れる県民の塔と
して位置づけられております。
　なお、御遺骨につきましては、那覇市識名にあった
中央納骨所へ転骨された後に昭和54年に国立戦没者
墓苑に納骨されているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　ありがとうございます。
　この遺骨収集に当たっては、翁長前知事のお父さん
が地域の皆さんと一緒に音頭を取って、そういった霊
を文字どおり慰霊すると。そういう意味では、今は亡
き翁長前知事の意向を受けて埋立承認撤回した、その
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立場は変わらないし、効力は今も生きているというこ
とです。そのＳＤＧｓに照らしても、生物多様性を後
世に継続する責任の上からも、そして戦没者が今文字
どおりチムワサワサーしているんじゃないかと思わ
れます。
　この埋立変更は承認できないという立場を取るべ
きではないかと、知事にこの場所、今回の土砂搬出に
対してやっぱり承認できないという立場を明らかに
できないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時34分休憩
　　　午後５時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今、土木建築部においては
この承認変更申請書を厳正に審査しているところで
ありますし、また係るその埋立事業についての土砂の
搬入先、搬出先が南部の鉱山であるということが予定
されていると―まだ決定ではないんですけど、予定
されているということですが、何度も答弁をさせてい
ただいておりますけれども、戦没者の御遺骨がまだ
残っているかもしれないというような場所からこの
土砂を搬出するということについては、県民、御遺族
共に大変深い傷を負っているというそのお気持ちを
考えると到底認められるものではないと、私も繰り返
し申し上げております。
　ですから、この土砂の件について、採取についての
件は県としてどのような対応ができるのかというこ
とを全庁的に今検討させていただいているところで
す。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　今議会で確認できたのは、復帰
50年を前に基地のない平和な沖縄を目指すと、それ
が本来の沖縄のあるべき姿だということが保守・革
新問わず一致した思いというのがひとつ確認できた
のかなと思います。そういう意味で基地の整理縮小、
50％の捉え方が議題になったのかなと思います。
　私は先ほど、やっぱり全会一致で今解決すべきもの
として日米地位協定の抜本改定が必要です。低空飛行
訓練については、訓練区域以外だろうがどこでも訓練
するなというのが県議会の決意です。普天間基地の運
用停止、閉鎖・返還、海兵隊の撤退、これを今年、来
年50周年に向けた大きなうねりを、やっぱり建白書
が全ての県議、市町村長、議会議長、各種団体という
そういった網羅した運動を展開した、それに匹敵する
ような思いを日米両政府に届けると示すという点で

再度お答え願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時37分休憩
　　　午後５時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　平成25年１月28日にオスプレイ配備に反対する沖
縄県民大会実行委員会、それから沖縄県議会、市町村
関係４団体、市町村、市町村議会の連名で安倍総理大
臣及び関係閣僚に直接建白書を提出したことは大き
な意義があったというふうに考えております。
　議員からございましたように、米軍基地の整理縮小
に当たっては、こうした県民の民意も反映した形で県
民の納得できる形で要請を行うことが重要であると
考えておりまして、市町村とも連携しながら引き続き
取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　海兵隊については、代表質問でも
明らかにしましたが、そもそも沖縄の任務はもうない
んですよと。殴り込む部隊なんですということが明ら
かになりましたし、低空飛行訓練については、国が無
条件に日米安保の目的達成のためなんだからという
アメリカの言いなりになってこれを止める気概さえ
ないというのが大きな問題だと思います。
　ちなみに地位協定の改定できればどういう未来が
あるんだというこのイメージ化は重要じゃないかな
と思うんです。他国の地位協定を調べても米軍駐留軍
はその国のコントロール下に置かれている、やりたい
放題できないんだと。だからやりたい放題ができない
状況になったときに沖縄はこういう状況になるとい
うイメージ化、これ重要じゃないかと思いますが、ど
うでしょうか。示していただけないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時39分休憩
　　　午後５時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　沖縄の米軍基地問題を解決する上で基地の整理縮
小と併せて日米地位協定の改定は非常に重要な課題
であると考えております。
　県といたしましては、これまで地位協定の改定につ
きまして、例えば第３条でいうところの基地の立入
り権等、それから環境条項を新設することといったこ
と、それから今般新型コロナウイルスの関係でござい
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ましたように、９条関係で検疫の関係で、国内法を適
用していただくといったようなこと、さらに人権の観
点からいいますと、裁判権の関係で身柄の引き渡しの
関係等につきまして要請をしてきたところであり、引
き続き全国知事会、渉外知事会などとも連携しながら
地位協定の改定に全力で取り組んでまいりたいという
ふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　海兵隊撤退を求めると、ぜひ検討
していただきたいということと、この課題については
地位協定改定を掲げる政権、建白書実現の政権を誕生
させる。それが明るい未来が開けるんじゃないかと思
います。
　質問終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後５時41分休憩
　　　午後６時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際申し上げます。
　子ども生活福祉部長から本日の新垣光栄議員の質問
に対する答弁について、釈明発言の申出がありました。
　議長としましては、子ども生活福祉部長からの釈明
発言の申出について、発言趣旨や発言責任を明らかに
する必要があると判断したことから、発言を許可いた
します。
　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　先ほど新
垣光栄議員の名護市大浦崎収容所に係る答弁で、市町
村から遺骨はないのではないかという情報を得ている
とお答えいたしましたが、誤りがありましたので正し
い経緯を御説明いたします。
　同収容所は昭和20年、名護市大浦崎に設けられた
民間人収容所で、多くの住民が収容されておりました。
県では、名護市などで聞き取りを行い、埋葬地情報が
得られたことから、平成28年に現地での目視調査を
実施しましたが、埋葬地の痕跡は確認できませんでし
た。
　県としましては、今後遺骨に関する確度の高い新た
な情報が得られた場合には、再度現地調査等について
検討していきたいと考えております。
　先ほどの答弁、おわびして訂正をいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩前に引き続き質問及び質
疑を行います。
　仲村未央さん。

○仲村　未央さん　冒頭、県立病院の課題を取り上げ
ますけれども、この瞬間も今病床で厳しい中にあられ
る皆さんの一日も早い回復、それからその介護、看護、
医療に当たる全ての従事者の皆様に心からの敬意と感
謝を申し上げながら質問に入りたいと思います。
　まず、新型ウイルスの感染の状況の中で、地域の医
療、公的医療ということに対する大切さ、その認識は
非常に深まったというふうに思います。そういう中で
はありますけれども、県立病院は長く欠員の問題を抱
えております。
　直近３か月の欠員状況を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　欠員の状況に関しては、看護師と医師ということで
よろしいでしょうか。看護師の方でということで。
○仲村　未央さん　はい。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　看護師ということ
で話をさせていただきます。
○仲村　未央さん　はい、どうぞ。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　それでは、直近の
看護師の欠員についてでございますが、令和２年12
月の欠員数は52名、それから令和３年１月の欠員は
61名、令和３年２月の欠員は69名となっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　今看護師を局長に言っていただい
たんですが、全体で109名、そのうちの69名が看護師
ということで非常に大きなウエートを欠員の中に占め
ているということも深刻さを一層大きくしているとい
うふうに思います。
　そういう意味で、局長は先日の代表質問の答弁にお
いて、30名の増員、正規職員の増員を図るというこ
とでおっしゃっていましたけれども、実際には現時点
で69名最新ですから、30名を増員したとしてもこれ
は抜本的な改善という意味ではまだ程遠いわけですよ
ね。そういう意味で、実際の欠員が生じていることに
よる職員環境の負担、現場の状況というのをどのよう
に把握をされていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　２月の欠員は69名
ということでございますが、４月になりますと休職者
がまず戻っていることはございます。それから、新し
い採用が110名ということでございますが、過去３年
の４月の欠員の平均数を見ると、33名ということに
なっております。
　そういうことで30名を補充するとほぼスタート時
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点では、充足されるのではないかなというふうに考え
ております。
　それから、労働時間の環境、負担についての御質問
だと思いますが、県立病院の看護師１人当たりの月平
均の時間外勤務は令和元年は4.2時間、それから令和
２年度は４月から10月まででございますが、４時間
となっており、今年度は例年と比べて特に増加はござ
いません。
　それから、対策として、臨時的任用職員の早期補充
による欠員の解消に努めるとともに、令和２年度は看
護補助員を年度当初から41名増員したほか、それと
新たに夜勤帯に看護補助員を配置し、看護師の負担軽
減を図るとそういうことにしております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　そうであれば非常に認識がやっ
ぱり弱いというふうに言わざるを得ないんですね。
　去年の４月時点での看護師の欠員は43名、毎年欠
員がいなかった４月というのはないわけです。むし
ろ、欠員の状況に加えて４月の異動、新人の対応、こ
れも含めて非常に逼迫する状況が４月に毎年やって
くるというのがある。これは恒常的な問題で、ある意
味ではコロナ禍以前からある課題ですよね。その中で
いわゆる業務が押すことによって人手が足りないで
すから、残業が増える。そういう中で非常に現場の復
帰も厳しくなる。これは夜勤の対応ができないという
ことで万全じゃないから現場に復帰できないという、
そういう声が本当に看護師の中から聞かれます。そう
いう意味では、インシデントのリスクが上がるという
意味では、非常に県立病院の質をどう維持していくか
ということに直結する課題だと思います。
　それから、前々回か６月の議会でしたか、病院の院
内保育のことも取り上げました。その返事はあるべ
き夜間保育、この２年ないと。なぜないかというと、
院内保育所の体制が取れないから夜間保育がないと
いうんですけれども、こういった中で職員の保育環境
が整わないために、いるスタッフすらみすみす逃して
いるというのが状況で、ここには医師も含まれていま
す。そういうことをどのように認識されていますかと
いうことで、先ほどの現場環境どう認識されているか
と聞いたんですけれども、もう一度お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　ただいまの夜間保
育について少し述べさせてもらいますが、県立病院で
は院内保育を設置しているのは、中部病院と南部医療
センター・こども医療センターにおいては毎週水曜日
に夜間保育を実施している状況でございます。

　それから、令和２年４月から令和３年２月までの両
病院の夜間保育を利用した職員は、中部病院は０名、
南部医療センター・こども医療センターは１名でござ
いました。
　これに関して、必要性についてアンケートを取りま
した。中部病院はこれ50名のアンケートなんですが、
１週間に１遍、水曜日に夜間保育をしているんです
が、水曜日以外の夜間保育を希望するとする職員は、
50名中５名、南部医療センターは150名中３名という
ことでございました。
　夜間保育などの院内保育所のサービス充実に関し
ましては、アンケート調査の結果や費用対効果等を踏
まえ慎重に判断していきたいとそういうふうに考え
ております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　これは本当にもう費用対効果と
いう意味では、必要です。なぜならば皆さん病院自体
が今回のコロナの中で感染症が増加して医療従事者
が子供を預けることができなくなって出勤が困難と
なるケースがあるから、周りの民間病院の院内保育を
紹介していますよね。病院の中でも。そういう意味で
も非常に必要性は指摘をされていますし、声が上がっ
ています。その環境が整わないためにさっき言った
ように現場に復帰できないということがあるので、他
の民間病院とか他県の公立病院はどうしているかと
いうと、実際にはシフトを組める人、夜勤に対応でき
る人の人数をまず確認して、それに併せて定数をやっ
ぱり増やしているわけですよ。そうでない限りは、抜
本的な改善にはならないということで、いつまでもそ
の数だけ置いても夜勤対応ができないから同じ人に
ずっとしわ寄せが来るというような体制が非常に厳
しいということがありますので、そこの改善をぜひお
願いしたいと思いますがいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　県立病院におきま
しては、人員の夜間保育はできないということで、ほ
かの民間の病院に紹介するということは、これは確認
しましたけれどもなかったということを聞いていま
す。これに関してはコロナ対策で復職するときに、
やっぱり夜間保育が必要ではないかということを、
これはコロナ対策本部のほうが民間の病院ではこう
いったところがありますよというふうなところを紹
介したと、そういうことを聞いております。
　だから、今議員のおっしゃったように水曜日しか夜
間保育をしていないんですが、水曜日以外に夜間保育
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を必要とするような方に関しては、そういったときに
はシフトを替えて、なるべく夜間を、その日に当たっ
ては勤務をするようなことを避けるというようなこと
は、一月くらい前に調整しながら勤務体制を整えてい
るということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　引き続き課題として、なかなか現
場の状況が上がっていないような感じがしますので、
取り上げていきたいと思います。
　それでは続きまして、新型コロナの状況の中で県経
済の実態どのように把握をされているかということに
ついて、お尋ねをいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、女性や非
正規労働者の割合が特に高い飲食サービス業等におい
て解雇等の割合が高く、新規求人数も大幅に減少して
いることなどから、女性や非正規労働者は厳しい状況
にあると認識しております。
　そのため、県では、雇用の維持と事業継続を最優先
に、雇用調整助成金や県独自の上乗せ助成の活用を促
進するほか、女性や非正規労働者を含む就職困難者等
への再就職支援や生活相談等を強化しております。女
性や非正規労働者の雇用対策に関する今後の方向性
としましては、正規雇用化を促進するほか、人材育成
の機会の増加や処遇改善を一層進めるとともに、テレ
ワーク等の多様な働き方を促進し、雇用と生活の安定
につなげていくことが重要であるというふうに考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　３次産業に占める大きなウエート
がある。就業人口でも全就業者に占めるのが８割と。
産業構造でも東京に次ぐ８割超えです。そういう意味
での深刻さというか厳しさというのは、非常に高いと
思うんですけれども、３次産業の占める割合が１位の
東京が八十数％、その次沖縄ということで、東京85、
沖縄82ということになりますけれども、ただそれが
与えるＧＤＰに対するインパクト、県内総生産に対す
るインパクトという意味ではいかがでしょうか。
　これは付加価値の誘発効果というふうに算出されて
いるはずですけれども、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時20分休憩
　　　午後６時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。

○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　令和元年度におきます観光消費がもたらすＧＤＰに
相当する付加価値誘発効果は、5891億円となってお
りまして、それが平成29年度県内総生産に占める割
合は、13.3％というふうになっております。
○仲村　未央さん　東京との比較で聞いています。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　東京都に
おきます令和元年の付加価値誘発効果は、４兆5795
億円となっておりまして、東京都の都内総生産に占め
る割合が4.3％となっておりまして、沖縄県は東京と
比較して県内総生産に占める割合が高くなっていると
認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　実際には県内総生産に占める観光
の誘発効果というのは３倍大きいわけです。
　それから、今雇用調整助成金、先ほど商工労働部長
がおっしゃっていましたけれども、その中で実際に休
業者、支給対象となっていく休業者、それから支給額
についてこの割合の中での３次産業の占める割合はい
かがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時21分休憩
　　　午後６時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　沖縄県雇用継続助成金の支給決定額は、２月26
日現在で15億5777万2000円、延べ休業者数は８万
6963人となっております。
　そのうち宿泊業、飲食サービス業は支給決定額が
11億4223万2000円、これ73.3％、それから延べ休
業者数が５万7301人、65.9％となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　もう一つあえて聞いておきたいの
が、県民生活、いわゆる社協を通じた小口総合支援資
金を含めての貸付状況、前年比どれくらいなのか。そ
れから住宅確保給付金、この辺りも前年比どれくらい
になっているのかお尋ねをいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　社会福祉
協議会のほうで行っております緊急小口資金等の特
例貸付けの２月19日時点での貸付実績は、緊急小口
資金、総合支援資金を合わせて７万4245件、約265
億円となっております。前年度の実績と比較いたし
ますと件数で495倍、金額で1737倍となっておりま
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す。また、住居確保給付金でございますが、令和３年
１月末現在の支給実績は、速報値で新規支給決定件数
が3021件、対前年度比の約25倍、支給決定額が５億
3449万1644円、対前年比約38倍となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　先ほどの雇用調整助成金は、４月
末までということで言われていますけれども、見通し
として今言うような休業者、これがその時点であるい
は次年度の予算も通じてでしょうけれども、見通しと
してどんなふうに県は見ているのか。この休業者が回
復をして職場に戻っていくという想定をしているの
か。あるいはむしろ失業のほうにこれは行くのではな
いかという厳しさを見ているのか。そこの想定はどの
ようにされていますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　国では４月末まで現行の特例措置を継続しまして、
それ以降の対応については雇用情勢等を総合的に考
慮して改めて判断することとしております。
　県としましては、県内経済が回復し、多くの企業が
事業を再開して休業者等が職場に復帰するという状
況でない限り、雇用調整助成金の現行の特例措置は必
要であるというふうに考えておりまして、これについ
ては全国知事会を通じて同特例措置の延長の要請等
を行っているところであります。
　引き続き県内経済や雇用情勢等を見極めつつ、適切
に対応していきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　なかなか時間が限られています
ので、支援策については予算特別委員会に回したいと
思うんですけれども、ただ今の数々の答弁を聞いてい
ましても、県民の経済環境、雇用の環境、生活環境、
一体どうなっているのかということに対する危機感
や検証の在り方が非常に甘いというか、全体として一
体どうしていこうか、どうなっているんだということ
に対する迫り方が非常に弱いというふうに感じるん
です。
　これは今回の本会議で代表・一般質問通じてかなり
厳しい指摘がそれぞれの議員からもありました。この
根本的な原因は、やっぱり県民とのコミュニケーショ
ン不足というのが非常に大きいのではないかと感じ
ているんです。それは、私は会派としてもこの間何度
か提案をしてきましたが、例えば北海道モデルで検証
するのはどうでしょうかということも申し上げてき
ました。
　北海道はどうしているかというと、まず第１波、第

２波、道が講じた策はどうでしたかということに対し
て、179市町村にまずアンケートを取っていること。
それから、50団体―この50団体というのは、もち
ろん経済団体だけではありません。医療・福祉関係、
それから教育・生活、そして交通・物流、この全般に
及ぶその方々も含めて丁寧にアンケートを取って、こ
れがどんなふうに―例えばどういうことを聞かれ
たかというと、道がやった緊急事態宣言、これについ
てはその情報の共有や連携の在り方は市町村の皆さ
んどうでしたかと聞いています。それから、道独自の
緊急事態宣言によって地域の経済活動に最も影響を
及ぼしたと思われるものを選んでください。３つまで
と。何が一番経済的に大変でしたかと。それからこう
いった検査体制も含めて医療の体制、これは解除した
ときの緊急事態解除の判断はよかったですか。早かっ
たですか。遅かったですか。妥当でしたか。こういう
ことをさっき申し上げた自治体、市町村とあまねく団
体、ＰＴＡに至るまでアンケートを取っているんです。
　そして、第１波、第２波の検証をどのように今度は
生かしているかというと、有識者会議を立ち上げてい
ます。この有識者会議のメンバーも医療関係者だけで
はもちろんなくて、そこは公共政策や、あと老人福祉
の例えば施設の協議会であったり、町村会、農業団体、
経済連、それから連合―労働組合、そして学校、医
師会、市長会、こういった有識者の皆さんにアンケー
ト結果も見てもらって、一番厳しく反応が出たのはコ
ミュニケーション不足が北海道でも指摘されている
わけです。
　その厳しいところを一番先生たち、あるいは有識者
の皆さんにどうですかと聞いて、中間の取りまとめを
やって議会に報告をするというそういう手続を北海
道モデルとしてはやっているということもあるから、
こういう危機管理、未曽有の危機であるからこそ、
やっぱり何よりも県民との情報共有、コミュニケー
ションが必要なんじゃないか。このように思いますけ
れども、ここは知事どのようにお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時29分休憩
　　　午後６時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この間、県としては担当部
局を中心に保健医療部、総括情報部それから商工労働
部、病院事業局、それぞれの分野関係者の方々との意
見交換をできるだけ丁寧にといいますか、回数はそん
なに多くはないんですが、常にどういう状況ですかと
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いうことを積極的に聞きに行って、そこから必ず意見
を拾ってきてそれを対策本部会議の前の幹部会議で
オーソライズ、みんなで確認をして、ではどういう取
組をやっていきましょうということでの方法を取って
きました。
　議員御指摘のとおり、確かに市町村に対して投げる
頻度は非常に少なかったかもしれませんし、また例え
ばＰＴＡとかそういういろいろな本当に地域の団体に
しっかり声をかけたかということについては、我々は
猛省をしなければいけないという気持ちがあります。
しかし、今第３波が終わるか終わらないか、これから
先の取組もずっと続いている状況ですので、しっかり
真摯に反省を重ね、分析を加えて、またどのような方々
と意思の疎通を図っていくべきか、それをしかも迅速
に、確実にしっかりとやっていくかということをもう
一度検証していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　対策本部は、あくまでもその部長
の皆さんによる庁内の会議です。先ほど言ったよう
な有識者会議の設置であり、あるいは検証についても
具体的に聞く。それからそもそも議事録を作成してく
ださい。これも含めて本当に繰り返し、情報の共有の
在り方、県民との共有の在り方を指摘されていますの
で、そこは危機管理体制をしっかり構築するというこ
とをぜひしていただきたいというふうに思います。
　次に参ります。
　ちょっと休憩お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時31分休憩
　　　午後６時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　未央さん　３点目の南部地区からの土砂の調
達計画について、これは今非常に県民が注目をする大
きな問題に発展しています。
　まずお聞きしたいのは、南部地域というのはそもそ
も鉱山が幾つあるのか。それから今自然公園法に基づ
く手続の確認をしているということですけれども、何
社に対して確認をして、手続が適正であるというふう
に確認されたのは、うち何社なのかお尋ねをいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時31分休憩
　　　午後６時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。

　南部地区における鉱業の実態についてということ
で、南部地区における鉱業については、沖縄総合事務
局に確認しましたところ、石灰石に関する鉱山が糸満
市で13か所、八重瀬町で３か所、糸満市及び八重瀬町
にまたがるものが５か所ですが、２か所は休止してい
るため、合計では19か所とのことであります。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　糸満市及び八重瀬町に鉱
山を有している事業者数としては18業者でございま
す。現在、この18の業者に対しまして、文書により照
会を行っておりまして、本日の時点で10社から回答
を得ております。現在、その事業者の鉱山の住所と公
園法に基づく届出の住所の照合作業を行っておりまし
て、10社中２社については照合が終わったところで
ございます。残り８社については照合を行っていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　この自然公園法、手続の中で今糸
満市からも調書が出されていますよね。その中では特
に景観法に基づく糸満市の計画に照らして非常に重要
な指摘が出されているというふうに見ていますけれど
も、その内容についてお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　糸満市から提出されてお
ります調書を読み上げたいと思います。
　米須集落形成景観重点地区の景観形成方針におい
て、緑のつながりが織りなす豊かな風景を守ること、
慰霊塔やガマなどの戦争の歴史を刻む遺産について、
その周辺環境を含めた風景の保全を図っていくことが
掲げられているという記載がございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　それでその調書の中にも触れられ
ていますが、この33条２項に基づく措置命令につい
ては、県に対してどのようなことを期待していますか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　同じく調書の総合判断の
欄には、届出地は風景の保護の必要性が高いため、同
法第33条第２項に基づく措置命令を検討すべきであ
る。具体的には、採掘中にあってものり面の緑化など、
風致景観に配慮するよう求める。２番目としまして、
採掘後にあっては、原状にできる限り近づけた形で早
期の埋戻しと緑化を求める旨の措置命令を検討すべき
である。なぜなら、届出地は米須集落景観形成重点地
区内にあり、できる限り斜面緑地の保全を図る必要が
ある。また、届出地周辺には慰霊塔などもあり、来訪
者も多い。そのため戦跡等とともに、斜面緑地も歴史
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の風景として保全を図る必要もあるというふうな記
載がされています。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　それで今どのように―検討す
るべきとする糸満市のその期待に対する対応は、どの
ようにされるのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　国の国立公園普通地域内
における措置命令等に関する処理基準等に基づき審
査を行っているところでございます。原則としまし
て、当該基準を踏まえて措置命令等の発出が可能かど
うか検討することとしておりますが、風景を保護する
必要があるかどうかについて、行為場所の風景、行為
に伴う影響、また糸満市からの意見等も踏まえた上で
検討を進めてまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　今おっしゃっていただいた処理
基準、文書を頂きました。最終改正が平成29年３月
になっているものです。その中で今その本基準という
今部長がお答えになった基準、これによるものとこれ
によるほかということであえてその特段の冒頭にそ
の基準の在り方が示されていると思いますが、そこを
ぜひ紹介してください。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　国立公園普通地域内にお
ける措置命令等に関する処理基準の中で、なお書きで
ございますけれども、「なお、本基準によるほか、本
基準に掲げる行為であるかどうかにかかわらず、風景
を保護するために必要であると認めるときは、措置命
令等を行うことができるものであるので念のため申
し添える。」というふうな記載がございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　まさに冒頭に今のように本基準
に掲げる行為であるかどうかにかかわらず、保護の必
要があるときには、あえて踏み込んで措置命令を行う
ことができますよというのが基準に示されています
ね。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時37分休憩
　　　午後６時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　未央さん　今パネルで見ていただいて―
パネルというか皆さんのお手元のもので見ていただ
いている、これが今の糸満の風景です。実は私の身内、
大おばも最後の場所がまさにこの喜屋武、何て言うん

でしょうか最後に見かけられたというか、当時19歳、
ひめゆり学徒として、最後、そこで消息を絶ったとい
うことで、その生存をされた、生き延びられた同窓生
と一緒に私もその場所を訪ねて、その岩陰だっただろ
うか、あるいはそのアダンの下だっただろうか、はだ
しで歩いたんだろうか。そういうことも含めて非常に
県民にとっては大事な場所です。もちろんお骨を拾え
るはずもありません。そこら辺にある石も含めて面影
として持ち帰るというのが多くの県民の中にあるそ
の思いだと思います。
　そういう中でまさに慰霊の場所という意味で国内
唯一の戦跡国定公園であるということも含め、それか
ら今その思いを象徴するかのように具志堅隆松さん
がハンガーストライキも行って５日目ということで
す。こういう中で本当に多くの県民の思いというのは
この土地の大事さ、そしてここでましてや資材として
基地建設に使ってほしくないというのはこのような
大事な風景の一つ一つも含めて、それは先ほど糸満市
がまさに、指摘をした調書で上げてきた緑のつながり
が織りなす豊かな風景を守ること、それから慰霊塔や
ガマなど戦争の歴史を刻む遺産について大事にして
ほしいと。その取扱いについては先ほどの処理基準の
ように具体的にその基準ということを超えてもなお、
その行為であるかどうかにかかわらず、保護するとあ
ると認めるときには措置命令を出してくださいとい
うのが処理基準にうたわれていることです。
　そういう意味では知事におかれてはこういった県
民の思いに立って、ぜひ自らの権限、それを生かして
この措置命令について判断をしていただきたいとい
うふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
　知事の思い、それからこの措置命令に関する基準と
照らし合わせ、また糸満市からの調書も含めて思いを
いただけたらというふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄における原風景という
ものを私たちが思い描くときに、どれを私たちの心の
風景として描いていけるかということを考えると、そ
れぞれの人の歴史、家庭の歴史、地域の歴史が織りな
しているいろいろな表情があるというふうに思いま
す。私も現場に行って、その遺骨を収集するその場所
に行き、実際にその骨片を手に取ってみると、まさに
ここをどうしようかというその思いで頭も胸もいっ
ぱいになるということが私の正直な気持ちです。そ
して、その現場の裏側には東京の塔があり、さらに海
辺に行くと今度はサーファーたち、サーフィンを楽し
む若い方たちが波のまにまに楽しんでいる。そこは
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そういうサーファーの方たちも利用しながら近くに戦
跡があり、魂魄の塔をはじめとしたその一つの―何
て言うんでしょう。生のつながりみたいなものが、今
現代だからこそ、それをたどれるような場所なんだな
ということが、その周辺を少し散策しただけでも本当
にしっかり分かるような場所なんですね。ですから、
そういうことがいわゆる措置命令とどのように結びつ
けられるのか、あるいは結びつけられないのかという
ことを今一生懸命、全庁挙げて考えておりますけれど
も、しかし何らかの―戦争を経験した、あるいはそ
れは国を問わずにそこで失われた方々に対する惜別の
思いとそして慰霊の念を込めた何らかの方法を見いだ
さなくてはいけないだろうということで、連日そのこ
とを一生懸命考えている次第です。
○仲村　未央さん　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時43分休憩
　　　午後６時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　未央さん　４点目の平和祈念資料館、学芸員
の配置、創設以来初めてということになりますけれど
も、創設はいつだったのかお尋ねいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　現在の平
和祈念資料館は平成12年４月に旧資料館から新築移
転をしております。
　沖縄戦の実相と、教訓の継承、恒久平和の樹立に寄
与する平和発信拠点施設として、令和２年度で開館
21年目、20周年を迎えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　20周年を迎えて、ひとつ前進で
はありますけれども、非常にその一歩が時間かかった
なというふうに思えてなりません。
　ちょっとお伺いしたいんですけれども、観光部長、
沖縄にいらっしゃる修学旅行、そのニーズ調査をされ
ているのか、目的としてどのようなことが挙がってい
るのかお尋ねをいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　県では平
成29年度に国内修学旅行に関する調査を実施してお
ります。その中でいろいろ項目ありますけれども、修
学旅行で重視している活動として何があるかというこ
とに対する問いとして、平和学習に関することが中学
校で46.4％、高校で47.6％ということで２位を大き
く引き離して１位になっているという結果が表れてお
ります。

○仲村　未央さん　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時45分休憩
　　　午後６時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　これ、類似施設の学芸員の配置状
況ということで調べてもらっていますけれども、特に
特筆すべきはひめゆり平和祈念資料館なんです。こ
こには数としては３名、３名の正規雇用というふう
に載っていますけれども、実際に資料館に確認します
と、その学芸員に加えて説明員やあるいは研究員とい
うことで、７名の学術的な専門スタッフを置いて正規
雇用しているという状況ですね。そういう意味では
やっぱり、文化、芸能もそうなんですけれども、知事、
何をもって沖縄の優位性とするか差別化するかという
こと、それから本当に量より質ということをおっしゃ
いますけれども、その質っていうものを示すという意
味ではほかにはない歴史とかそこで育まれた人の心と
か、そういうことを醸成していくというのがこれは一
日にしてならず不断の取組だと思います。
　その意味ではこの学芸員の配置一人ではあまりに
も、年間40万もいらっしゃるその場所として、そして
ひめゆりはもうはるかに超えて60万来るわけです。
ミリオンも達成したこともあるくらいの資料館のその
質ということも隣にあって一緒に学び合いながら来た
はずです。その意味での平和行政の継続性、必要性、
大事さ、学芸員のその必要についてお尋ねをいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　まさに議員おっしゃるとお
り、その平和祈念資料館の果たす役割がこれからの未
来の子供たちをはじめいろんな世代の方々に対して
しっかりと伝えられていくこと、それはまさにその学
芸員をはじめとする専門的な知識を有している方々の
力をしっかりと伸ばしていくことにもつながると思い
ます。これからもぜひこのスタッフの増強を図りなが
ら、あまねく全ての方々に沖縄の求める平和の未来の
ためのその場所をしっかり生かしていきたいというよ
うに思います。
○仲村　未央さん　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって通告による一般
質問及び議案に対する質疑は終わりました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　予算については、２月９日の議会運営委員会におい
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て19人から成る予算特別委員会を設置して審議する
ことに意見の一致を見ております。
　よって、ただいま議題となっております議案のう
ち、甲第１号議案から甲第34号議案までについては、
19人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置
し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思
います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選
任については、委員会条例第５条第１項の規定により
お手元に配付の名簿のとおり指名いたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、予算特別委員会の委員は、お手元に配付の
名簿のとおり選任することに決定いたしました。

〔予算特別委員名簿　巻末に掲載〕

○議長（赤嶺　昇君）　ただいま予算特別委員会に付

託されました予算を除く乙第１号議案から乙第43号
議案までについては、お手元に配付してあります議案
付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いた
します。

〔議案付託表　巻末に掲載〕
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時50分休憩
　　　午後６時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案整理のため、明３月５日から９
日までの５日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明３月５日から９日までの５日間休会とす
ることに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、３月10日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時52分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。
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議　　事　　日　　程　第９号
令和３年３月10日（水曜日）

午前10時開議
第１　乙第10号議案及び乙第13号議案（経済労働委員長報告）
第２　乙第38号議案（総務企画委員長報告）
第３　乙第34号議案（経済労働委員長報告）
第４　甲第25号議案から甲第34号議案まで（予算特別委員長報告）

本日の会議に付した事件
日程第１　乙第10号議案及び乙第13号議案
　　　　　　乙第10号議案� 沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例
　　　　　　乙第13号議案� 沖縄県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例
日程第２　乙第38号議案
　　　　　　乙第38号議案� 副知事の選任について
日程第３　乙第34号議案
　　　　　　乙第34号議案　指定管理者の指定について
日程第４　甲第25号議案から甲第34号議案まで

甲第25号議案　令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第15号）
甲第26号議案　令和２年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案　令和２年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案　令和２年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第29号議案　令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第

１号）
甲第30号議案　令和２年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
甲第31号議案　令和２年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
甲第32号議案　令和２年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案　令和２年度沖縄県水道事業会計補正予算（第１号）
甲第34号議案　令和２年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算（第１号）

令和３年
第 １ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第９号）

� 令和３年３月 10日（水曜日）午前 10時開議

　　　　　　
出　席　議　員（48名）

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君

８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
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17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君

33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事　　務　　局　　長　　勝　連　盛　博　君
次　　　　　　　　長　　知　念　弘　光　君
議　　事　　課　　長　　平　良　　　潤　君
副 参 事 兼 課 長 補 佐　　佐久田　　　隆　君
主　　　　　　　　査　　宮　城　　　亮　君

主　　　　　　　　査　　親富祖　　　満　君
政��務��調��査��課��長　　上　原　貴　志　君
副　　　参　　　事　　中　村　　　守　君
主　　　　　　　　幹　　下　地　広　道　君
主　　　　　　　　幹　　城　間　　　旬　君

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　３月４日の会議において設置されました予算特別委
員会の委員長から、同日の委員会において委員長に次
呂久成崇君、副委員長に仲村家治君を互選したとの報
告がありました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　乙第10号議案及び
乙第13号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。

〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　おはようござい
ます。
　ただいま議題となりました乙第10号議案及び乙第
13号議案の条例議案２件について、以下、委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、商工労働部長及び文化観光
スポーツ部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいり
ました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第10号議案「沖縄県新型コロナウイルス感染症
対応中小企業事業資金調達支援基金条例」は、新型コ
ロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置に
よりその経営に影響を受けた中小企業者の資金調達を
支援することを目的として、沖縄県新型コロナウイル
ス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金を設置
し、その管理及び処分に関し必要な事項を定める必要
があるため条例を制定するものであるとの説明があり
ました。
　本案に関し、基金に積み立てる金額は幾らかとの質
疑がありました。
　これに対し、基金には８億9322万6000円を積立
て、県が補助することで中小企業セーフティネット資
金の保証料をゼロにしているとの答弁がありました。
　そのほか、中小企業セーフティネット資金の融資上
限額、融資利率や融資総額及び融資件数の見込みなど
について質疑がありました。
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　次に、乙第13号議案「沖縄県ホストタウン等新型
コロナウイルス感染症対策基金条例」は、東京オリン
ピック競技大会等に備えての競技技術の向上を図るた
め県内に来訪する選手等を受け入れることに伴い、新
型コロナウイルス感染症の発生の予防等を図るための
取組を強化することを目的として、沖縄県ホストタウ
ン等新型コロナウイルス感染症対策基金を設置し、そ
の管理及び処分に関し必要な事項を定める必要がある
ため条例を制定するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、基金の対象となる経費は、どのような
ものがあるのかとの質疑がありました。
　これに対し、選手団等のＰＣＲ検査費、交通宿泊費
に係る感染予防費、外国語翻訳機等の借り上げ費用、
病床確保の費用等が対象となる。また、保健所の体制
強化として、非常勤職員を新たに雇用した場合の人件
費、情報連携等に要する人員の派遣費用、保健所職員
の時間外勤務手当等も対象となるとの答弁がありまし
た。
　次に、市町村の交流会や合宿等で多くのボランティ
アが関わると思うが、ボランティアへの感染対策費用
は対象となるのかとの質疑がありました。
　これに対し、ボランティアとして関わる方のＰＣＲ
検査費用は対象経費となるものと認識しているが、現
地で使用する消毒液の費用はこの基金で計上ができな
いため、地方創生臨時交付金や別の事業で手当てして
いきたいと考えているとの答弁がありました。
　そのほか、キャンプ地となる県内市町村名と具体的
な競技種目、基金の上限額やオリンピックが予定どお
り行えなかった場合の経費の精算方法、キャンプ受入
れ自治体の具体的な体制づくりの状況、キャンプ地と
なる予定の市町村の数とホストタウンに登録している
市町村の数が違う理由などについて質疑がありました。
　採決の結果、乙第10号議案及び乙第13号議案の条
例議案２件については、全会一致をもって原案のとお
り可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第10号議案及び乙第13号議案の２件を
一括して採決いたします。

　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第10号議案及び乙第13号議案は、原案
のとおり可決されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　乙第38号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。
　

〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第38号議案について、以下、委員会におけ
る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第38号議案「副知事の選任について」は、副知
事１人が令和３年３月８日に任期満了するので、その
後任を選任するため、地方自治法第162条の規定によ
り議会の同意を求めるものであるとの説明がありまし
た。
　本案に関し、照屋義実氏の政策参与の任期中に、照
正組が入札に参加した案件は県全体でどのくらいある
のか、また、全国紙等へのインタビュー記事の内容に
ついては、虚偽に当たるのではないかとの質疑があり
ました。
　これに対し、照正組の応札等の件数については、一
部手作業で確認中の部分もあるが、建設行政システム
による確認では、応札回数が73件、契約件数が５件と
なっている。
　また、照屋氏にインタビュー記事について事実確認
をしたところ、応札した事実はあるがいずれも受注を
意図したものではなく、導入予定の電子入札制度に慣
れるため試行的に入札にトライしたものであり、入札
等の参加については担当セクションに任せていたため
把握していなかった。インタビューについては事前に
質問内容を知らされておらず、実績を精査・確認して
応答したものではなく、当時の持論を述べたものであ
ると聞いており、虚偽には当たらないと考えていると



─ 494 ─

の答弁がありました。
　次に、富川副知事の後任として経済振興に取り組ん
でいただきたいと知事も答弁していたが、予定されて
いる担当部局に関し、次期振興計画に係る担当が含ま
れていないのはなぜかとの質疑がありました。
　これに対し、照屋氏の担当として商工労働部や文化
観光スポーツ部など、今一番コロナでダメージを受け
ている部分の担当を引き継ぐ方向で調整しているが、
あくまでも決定ではない。また、担当部局については、
議会の同意を得た後に知事や副知事等で話し合って
決定するものであり、これまでの例においても、必ず
しも前任の業務を全てそのまま引き継ぐことにはな
らないとの答弁がありました。
　次に、副知事の選任に当たっての欠格条項はどのよ
うになっているか、また、今回のインタビュー記事と
の関係や公共工事の応札等について、欠格条項に該当
するのかとの質疑がありました。
　これに対し、欠格事由としては、禁固以上の刑に処
せられ、執行を終わるまでの者や執行を受けることが
なくなるまでの者などが定められているが、本人の本
籍の所在市町村に刑罰照会も行っている。今回のイン
タビュー記事等に関する部分も含め、欠格条項には該
当しないとの答弁がありました。
　そのほか、脱公共工事を掲げる照屋氏が副知事とな
ることによる影響の有無、政策参与としてのこれま
での報酬の総額、公共工事に携わる方が副知事以上に
なった事例の有無などについて質疑がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要であり
ますが、乙第38号議案については、採決に先立ち、無
所属の会所属委員が意見を表明した後に退席し、採決
の結果、賛成多数をもって同意すべきものと決定いた
しました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより討論に入ります。
　乙第38号議案に対する討論の通告がありますので、
順次発言を許します。
　島尻忠明君。
　　　〔島尻忠明君登壇〕

○島尻　忠明君　おはようございます。
　自民党会派、島尻忠明でございます。
　先ほど総務企画委員長からも御報告がありました
ように、この議案につきましては、本会議そして総務
企画委員会でも多くの質問、質疑がありました。その
中におきましてやはりしっかりとこの件につきまし
ては、県民に丁寧に説明するべきものだというふうに
私は思っております。その説明の機会がこれから行わ
れる討論だというふうに私は思って、今日の本会議に
臨みましたが、この議案に同意をする各会派代表から
しっかりと賛成討論がありまして、県民に説明がある
のかと思っておりましたが、賛成討論１人ということ
で、大変戸惑っているというか残念であります。
　そして、我が委員会におきましてもやはり慎重に精
査をするその旨、私たちは参考人招致を提案いたしま
した。しかし、これも反対多数で否決をされておりま
す。今日はそういうことも踏まえながらしっかりと討
論をしていきたいと思っておりますので、よろしくお
願いいたします。
　それでは乙第38号議案「副知事の選任について」
の議案に反対の立場から討論を行います。
　同議案は、副知事が令和３年３月８日に任期満了と
なることでその後任を選任するため地方自治法第162
条の規定により提案をされるものであります。
　我が自民党会派も県政運営におきまして、副知事を
はじめ人事の刷新、交替は必要であり、通常の人事案
であれば問題はないという考えであります。しかし、
今回の人事案には到底同意することができないので
あります。玉城知事は、一般質問における我が会派議
員の質問に対し、提案をしている照屋義実氏につきま
しては、富川盛武氏の業務を担ってもらうと明確な答
弁をしております。
　富川副知事は御案内のとおり、令和４年３月までに
切れる、沖縄振興特別措置法のさらなる延長と今後
10年間の新たな振興計画の策定に向けた県の総責任
者でありました。次期振計策定は50年・半世紀に及
んだ沖縄振興計画等の総点検作業、計画の骨子案、県
審議会への新計画案の諮問に向けた作業、また国に対
し、中間報告や骨子案の提示など作業の全てに関わっ
てきたのであります。そして、まさにここから国との
本格的な調整に入るのであり、直接国と対峙する副知
事の本気度が重要なのであります。
　その後任とする現政策参与の照屋義実氏は、てるま
さグループ代表で産業振興等に明るいとしておりま
すが、県の経済計画や県予算確保に全く関与をしてお
りません。しかも、今県政の重要課題である次期振計
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に向けた作業は、４月には制度提言の最終報告があり、
12月には新計画案の答申が待っており、待ったなし
であります。なぜ、この時期に起用するというのは私
は到底理解ができません。
　それ以上に懸念されるのは、照屋氏のこれまでのイ
ンタビュー等での発言であります。
　2014年10月29日の朝日新聞デジタル版で、経済的
自立を阻む差別構造として、公共事業依存から転換を
図ったとして、徐々に軌道に乗り、今は公共事業の割
合は２割にすぎない。ここ10年ほどは、米軍や防衛
省関連の工事には手を挙げてさえいない。政府が振興
予算を増やす中で、公共事業や基地経済への依存傾向
が強まっていると述べております。
　また、2015年５月15日の週刊金曜日で、復帰後の
産業構造がいびつなものも日本政府が沖縄開発庁、
今の内閣府沖縄担当部局を通じて沖縄県をコントロー
ルしてきたのではないかと辛辣であります。そして、
2018年９月14日のしんぶん赤旗で、「自民党は一括
交付金などの振興予算を減らし、「県政不況」をあおっ
て大田県政を倒した20年前の知事選の再来を狙って
います。」、「安倍政権は辺野古基地建設を強行し、米
軍や自衛隊基地を沖縄に押しつけた上で憲法を変え、
国全体を軍事国家にしようとしています。」等々政府
不信、振興予算軽視など露骨な国批判を繰り返してお
ります。しかし、実際には脱公共事業と言いながら政
策参与時に５件の県事業いわゆる公共工事を受注して
おります。また、ここ10年、米軍や防衛省の工事に手
も挙げてないと言いながら、実際にはその間に沖縄防
衛局の発注工事５件の入札に参加をしていたことが明
らかになっております。まさに、二枚舌そのものであ
ります。さらにこの応札につきましては、電子入札制
度が予定されております。その制度に慣れるために応
札をしたと総務部長が答弁をしております。私は、応
札制度そのものに対しての照屋氏の見解を先ほど申し
上げたように参考人招致でじかに聞きたいというふう
に思っておりました。
　一方、去る３月８日の総務企画委員会で総務部長
は、照屋氏は次期振計策定の担当としないと驚きとあ
きれた発言をしておりました。数々の問題が指摘され
ると担当副知事を替えると簡単に判断を変更する、ま
さに玉城県政のいいかげんさが見事に証明されました。
　我々が問題にしているのは、今後10年間の次期振
興計画を国にいかに認めてもらうことができるのか大
変心配をしております。この問題に適切に対応し得る
人事であるか問題に思うわけであります。単に担当を
替えればいいというものではありません。替えるとな

れば謝花現副知事になりますが、国との交渉や調整を
支障なく行えるのか、国との信頼関係が築かれている
のかであります。
　今、国と県の関係は深刻で知事や副知事がいつでも
総理や関係閣僚と話ができる関係には程遠いというの
が私の見解であります。さらに申し上げますと、その
原因は辺野古移設問題にありますが、その問題の担当
が謝花副知事であります。将来の沖縄の在り方を決す
る沖縄振興特別措置法のさらなる延長と今後10年間
の新たな振興計画の策定に、このような安易な考えで
対応しようとする玉城県政は基地問題以外は眼中にな
いと言わざるを得ません。
　よって、乙第38号議案「副知事の選任について」
反対するものであり、議員各位の御賛同をよろしくお
願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
　　　〔國仲昌二君登壇〕
○國仲　昌二君　会派てぃーだネット、國仲昌二です。
　私は、乙第38号議案「副知事の選任について」、賛
成の立場から討論いたします。
　今回の副知事提案は、富川副知事の任期満了に伴う
提案であります。
　照屋義実氏は長く経済界で活躍され、沖縄県建設業
協会会長や沖縄県商工会連合会会長等を歴任されたほ
か、沖縄県教育委員会教育長や沖縄県政策参与を務め
ており、豊富な知識や経験から副知事として適任であ
るとして提案されております。
　先日の一般質問等で沖縄県建設業の談合問題につい
て疑念がある旨の質問がありましたが、この件につい
ては県議会において調停案の同意議決を得て調停が成
立している、そういった経緯があり、全く問題はあり
ません。
　また、マスコミでの発言が虚偽ではないかとの指摘
がありましたが、県として確認したところ虚偽ではな
い旨が確認され、欠格条項にも全く該当しない旨の説
明があり、これについても全く問題はありません。そ
のほかいろいろ指摘はありますけれども、私は全く問
題はないと考えております。
　照屋義実氏には、これまでの民間企業の経営に携
わった実務経験を生かして、コロナ禍で厳しい状況に
ある県経済の回復、中小企業・小規模事業者の再生、
各産業分野における施策の推進、本県の振興・発展に
寄与することが期待でき、また、これまで政策参与と
して、しまくとぅばや空手など沖縄県民に寄り添う伝
統文化の保存・継承に取り組んでおり、誰一人取り残
さない、誇りある豊かな沖縄の実現を目指す玉城デ
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ニー知事を支える副知事として県民からも大きな期
待を寄せられており、最適任者だと私は考えまして、
賛成の討論といたします。
　議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
（拍手）
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　県民の皆さん、おはようございます。
　ただいま議題となっております、副知事人事案、反
対の立場から討論を行います。
　今回の副知事の人事の件について玉城知事は何の
ために提案したのか、その目的、真意が分からなく
なっております。新たな沖縄振興計画や沖振法を進め
るのであれば引き続き富川さんを提案すべきであり
ます。私は富川さんであれば全会一致になったと思い
ます。いかがですか、与党の皆さん。そうでしょう。
玉城知事の選挙対策のための副知事人事であれば、今
回の提案は納得できます。富川副知事では選挙対策が
できないということなのでしょうか。
　1997年の副知事選任の記事も出されております。
今回と比較されてそのことが次の県知事選に影響し
たかのような報道であります。玉城知事は、この新聞
報道のとおり、今回の副知事の提案は次の県知事選挙
に影響するとのことでしょうか。それは玉城知事を支
える与党の皆様も共通認識ですか。そうですか。そう
であれば大変残念なことであります。
　私ども沖縄・自民党は沖縄県が置かれている現状、
かなり厳しい状況ですね。次の副知事に先ほども賛
成のほうからありましたようにコロナの部分、そうい
うふうな問題、特に新たな沖縄振興計画です。これを
国と交渉して実現をする県民や沖縄県のために役に
立つ、そのような視点で我々沖縄・自民党は副知事の
選任を考えているわけです。冒頭に申し上げましたよ
うに、沖振の担当副知事を替えることが果たして今沖
縄県のためになるのか。私はならないと考えておりま
す。これが一番大きな反対の理由です。
　今回の人事案の採決に向けて私ども沖縄・自民党が
無記名投票を提案したら、知事を支える与党が記名投
票を提案されているようであります。これから討論の
後に無記名にするか、記名投票にするかそれを決める
ということであります。これ、沖縄県議会史上初めて
のことですね。そうですか。ありますか。すごいです
ね。同時に全く情けないと思いませんか。この県政を
担って、県民のためにやっていくという人事を、本来
は基本的には全会一致ですよ。それを誰が入れたか投
票する、名前を入れるという。玉城知事は自信を持っ

て照屋義実さんを提案していませんか。県議会で指摘
されたらその不安が募って、それを県議会の与党の皆
様方が確実に選任される記名投票を提案している。そ
ういうふうに考えておりますけれども、与党の皆さん
大丈夫ですか。本来はこのような人事は沖縄県のため
になる副知事ですから、玉城知事が与党、野党問わず
丁寧に説明して、全会一致を目指すべきではありませ
んか。普通そうしませんか。玉城知事、何の努力もし
ませんよ。おかしいですよね。自分が自信を持って、
この人だということだったら自民党にも公明さんに
も無所属にもみんな説明できるでしょう。照屋義実さ
んがうそをついていたと指摘されているだけで、何か
慌ててとにかく採決で勝てる体制をつくるという、何
かそういう感じがするわけです。
　提案者である玉城知事が、先ほども言いましたよう
に野党にも中立にも説明して、全会一致を目指すとい
うふうなことですから、私は提案した玉城知事の責任
が問われるんじゃないかなと思っています。こういう
人事案件で、議会対策もしっかりやらなければ照屋義
実さんに大変失礼じゃありませんか。本来は県知事が
そういう環境を整えないといけないわけでしょう。全
く異常です。やっぱり玉城知事は毅然として、先ほど
賛成討論あったように、そうであれば知事が毅然とし
てしっかりこういうことで、必要だからということを
議会にも説明をして、納得をしてもらうというそうい
う行動がないことが残念ですね。
　ですからその不安が県議会にも今影響を与えてい
て、記名投票か無記名投票かという前代未聞の議論が
出ているわけですね。
　さらにまた今回の副知事人事案、与党の皆様から賛
成が１人、反対の側は２人、どういうことですか。玉
城知事を支える与党の皆さんは本当にいいというこ
とであれば、５名ぐらい出さないといけないでしょ
う。少なくても自民党を上回るくらいの３名は必要で
しょうね。我々が指摘する分について一つ一つ反応し
て県民に説明をするという、そういうことですから、
本音は皆さん方も不安持っていませんか、大丈夫です
か。やっぱり自信を持たないと駄目ですよ。知事も不
安があり、支える側も不安があるというこういう人事
ではありませんか。私はそのように見ていますけど。
特に共産党の皆さんどうしたんですか、堂々とやるべ
きじゃないですか。（「討論させなさい」と呼ぶ者あり）
これ討論ですよ。一緒ですよ。ですから与党の皆様方
が自信を持って賛成討論をすることができない、これ
は県民に映りますからね、県民の皆さん分かりますか
らね。どうやって説明しますか。県民の方々には玉城
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知事が提案をしたから賛成した、そういう説明するん
ですか、与党の皆さん。
　私はとにかくいずれにしてもこの議会の対応も含め
て、この根源には提案者である玉城知事が本来は責任
を持って照屋義実さんという方を挙げているわけです
から。それをしっかりと全会一致で通すという、そう
いうことをやるべきだったんだろうなと。先ほど島尻
忠明議員からもありましたように、総務企画委員会で
説明を求めたんです、参考人で。それが実現をしませ
んでしたけれども、そういうことも含めて非常に残念
な思いをしております。
　討論まだ続きますからね。
　実は私は、オール沖縄というのは翁長前知事から玉
城県政に替わって大きく変わったと考えております。
翁長前知事のオール沖縄は辺野古反対でまとまり、
辺野古以外は知事に任せる、保革腹八分で進める、そ
れがオール沖縄でした。政策を進めてきたものが今の
玉城県政のオール沖縄は選挙で勝つためが何か目的に
なっていると考えられ、辺野古については反対をしな
がら工事が進んでいるという状況であります。特に
オール沖縄、玉城県政の人事については身内、側近、
選挙功労、選挙対策人事が露骨に行われていると私は
考えております。玉城知事の特別秘書はたしか玉城知
事の娘婿ではなかったですか。違いますか。前知事の
特別秘書が玉城県政で知事公室の参事になっています
よね。ほかにもいろいろ参与の件もありますけれど
も、これは後ほど一般質問でやりますから。
　玉城知事は県知事の権力をそういうふうな形で、身
内、側近のために使っているのではないかというそう
いう感じがするわけですね。ですから今回副知事の問
題もありますけれども、やっぱりそこは前提は玉城県
政の人事問題が発端になって、ここに来るわけです。
　今回の副知事の人事については現在の県参与を副知
事にする提案ということですけれども、照屋義実さん
は参与として数々の選挙に関わっています。ですか
ら、そういうことも含めて、選挙功労やあるいは今後
の県知事選挙も含めた選挙対策人事ではないかなとい
うことで考えております。特にお隣の那覇市の選対本
部長、そういうことも含めた県議会議員選挙、様々与
党議員団ともいろいろ意見交換をしているという場面
があって、参与人事についても新聞報道がありました。
今回の副知事人事につきましては、本会議で照屋参与
の発言が指摘をされて、玉城知事も対応するというこ
とでありました。そうですよね。ところが玉城知事は
議会に対して何の説明もしておりません。玉城知事は
副知事を提案した知事として、誠意のなさに私はがっ

かりしております。
　３月８日の総務企画委員会では採決に先立ち、先ほ
ど申し上げましたように沖縄・自民党から参考人招致
を求めたにもかかわらずそれが実現しなかったことを
大変残念に思います。参考人招致でしっかり御本人、
義実さんの意見も聞いておけば恐らくこの場面は変
わっていたかもしれません。
　私ども沖縄・自民党は、義実さんは先ほど賛成討論
もありましたように、様々な経済界の組織も含めて
リードしております。照屋義実さんは非常にプライド
が高いと思っています。ですから、そういうふうな方
をもっと丁寧に、議会あるいは知事は対応すべきだっ
たなというふうに私は思っております。そうすると、
やっぱり我々沖縄・自民党だって考え方が変わってい
たかもしれませんよ。ですから今、こういう報道がさ
れて照屋義実さんの県民に与える不信感が出てきてお
ります。
　私はせんだって言われました、やっぱり県民はそう
思っているんだなとそういうふうなことがあって、
このことが本来はそういうのを回復してあげたいんだ
けど、回復できない。沖縄・自民党だけではそれでき
ませんから。非常に厄介なことになったなという思い
と、現状では我々県議会がどのような意思決定をする
かという問題よりも、県民が照屋義実さんやあるいは
また玉城知事に対する信頼の回復、これ不可能じゃな
いですかもう。厳しいと思いますね。県民は沖縄県政、
玉城県政に失望すると思いますよ。
　８日の総務企画委員会で忠明議員も本会議同様、義
実さんが2014年の全国紙のインタビューでここ10年
ほどは米軍や防衛局関連の工事には手を挙げてさえい
ないと答えながら、この間に沖縄防衛局の発注工事５
件で入札に参加したと指摘をしております。池田県総
務部長は３月５日に照屋義実さんに確認したと報告、
応札の事実はあるとのことであります。義実さんが応
札の事実はあると言っている、それを池田総務部長は
委員会に報告している。全国紙のインタビューではな
いと言った。８日のほうで３月５日に義実さんに確認
したら応札の事実はあると言っています。どうします
か。照屋義実さんが応札の事実はあると言っているん
ですよ。池田総務部長が言っているんですよ。このこ
とは全国のインタビューですから、全国紙ですから、
これ報道されていますよ。真逆ですよ。これはだから
あれが虚偽だった、うそだったということを３月５日
に本人が認めているわけでしょう。どうするんですか。
これ全国紙に対しても、こうだったという形で説明し
ていませんよ。これ全国民にそういうのが広がってい
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るんですよ。これは３月５日の応札は事実であると照
屋義実さんが言ったことは、玉城知事も確認したはず
ですよ。そうでしょう。だから、そのまま議案は取り
下げないわけですよ。本来はそこで応札の事実はある
と言っていますから、その時点でこの副知事人事の案
件は取り下げるべきじゃないですか。違いますか。な
ぜうそをついていたという虚偽をしていたということ
を３月５日に確認しながら、応札の事実はあると言っ
ているのに、県議会にそのまま委ねるんですか。我々
はそういうのを受けて、総務部長の説明を受けて、こ
れを上等ですね、払拭されましたね、どうぞ賛成しま
すと言えますか。言えないでしょう。本人に直接して、
応札の事実はあると言っているんですから、あの当時
はないと言って、今あると言っているんですからね。
これは県知事として非常に厄介ですよ。県知事も確認
しているわけでしょう。ですから知事はやっぱり自ら
の提案したものについては自らの責任を持って、議会
にも説明すると言っているのにしていないじゃないで
すか。本会議での答弁でしょうあれは。本来は取り下
げるべきでしたよ、あのときに。
　ですから今玉城県政になって、政策的には辺野古の
問題もああいう形で反対をしながら工事は進められ
ているという状況、主な政策ってなかなか実現してい
ませんけれども、こういう人事については、県の最高
責任者としての権力、本当に遺憾なく発揮しているん
じゃないですか。おかしくないですか。我々県議会は、
この人事で沖縄県をどうよくしていくかというそうい
う視点で考えるのに、知事はとにかくこの人をそこに
張りつけたいというそういうことなんでしょう。
　先ほどありましたように、聞き捨てならないのが
あって、しんぶん赤旗の電子版のもので、この義実さ
んが、自民党批判をしているということなんですけ
ど、大丈夫ですか皆さん。我々自民党は義実さんに批
判されるいわれはないですよ。そういう人を副知事に
迎えてくださいと言って我々自民党が認められます
か。そういうのも含めてこれは大変なことですよ。我々
自民党まで批判して、そういう人を副知事に迎えて、
自民党政権と副知事は対応するんでしょう。沖縄・自
民党どうすればいいんですか。
　とにかく繰り返しますけれども、先ほど申し上げま
したように全国紙のインタビューでは手を挙げてさえ
いない。３月５日には義実さんは応札の事実はある。
これを頭に入れておいてくださいよ、皆さん。
　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩

　　　午前10時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　まだ、もうちょっと。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　先ほどこの玉城知事が富川副知事の
後は義実さんにという、そういう趣旨のものが本会議
であったようですけど――ありましたよね。これは、
もう一回議事課の議事録もこれは後で確認しないとい
けませんけれども、要するにこの３月８日の総務企画
委員会で、御丁寧に池田総務部長は、この責任分担、
そこまで説明しているんですよね。責任分担。照屋義
実さんがまだ決まってもないのに、照屋義実さんはこ
うですよと、謝花副知事はこうですよともう決めてあ
るんですよね。こんなことって議会に対して失礼じゃ
ないですか、決まってもないのに。さらにびっくりし
たのは、謝花副知事が企画部、沖縄振興の担当になる
という話ですよね。先ほどもありましたように、謝花
副知事は知事公室で辺野古反対ということと、今度企
画で新たな振興をつくれという、同時に２つの責任を
負うわけですよね。これできますか、できますか。こ
の沖縄振興計画は、前回から２回目の振興計画じゃあ
りませんよ。50年間終わるんですよもう。50年間終
わって、さらに沖縄を何とかしてもらいたいという要
望ですよね、10年間という決まりもないんですよ、
まだ。法律でやるという決まりもないんですよね、そ
ういう非常に厳しい課題ですよ。ですから、これを一
方で辺野古反対をしながら、それを国に対して新たな
振興計画を求めるということはなかなか難しいんじゃ
ないですか。そう思いませんか。何で、富川副知事の
後を謝花さんにするかという、そういうふうな課題が
ありますよね。ですからそういう観点からも、玉城知
事は本当に議会に対して失礼だなと思いますよ。
　これは謝花さん、副知事としてどういうことをやっ
てきたかというと、総務担当、予算の関係やりました。
予算の関係は沖縄振興の予算、次年度まで3000億台
という形で決まって、オール沖縄県政になってずっと
沖縄の予算減ってきました。それを担当するのは謝花
さんだったんですね。謝花さんは本来はそういう国
との信頼関係が取れていればこの予算を3010億円、
一括交付金を減らさずにさらにそれを増やすというこ
とが本来できたはずですよ。だから予算担当からして
も国との信頼関係って構築されてないと私は思ってい
るんですね。ですから、そういう謝花副知事が沖縄振
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興関係のものをやっていく、信頼関係が構築されてな
い人がやる。これは来年３月までに決めないといけな
いという、待ったなしですよね。ですからそういうふ
うなことも含めて、知事はこの振興計画をどうやって
つくっていくか、新しい法律をどうやってつくらせて
いくかという、知事そのもの自体がその考え方がまと
まってない、戦略がないということがこの人事にもつ
ながっているような感じがします。ですから、そうい
う観点からも、非常に難しいと思いますね。
　整理します。
　反対の理由を改めて申し上げます。
　照屋義実さんは、全国の報道機関に対して発言した
内容は虚偽だった。これを３月５日に認めております。
これが一つ。
　２つ目は、そのことを全国の読者に対して、虚偽の
説明がない。これ２つ目ですね。
　３つ目、受注を意図したものではないという形で、
説明をしております。総務企画委員会で受注を意図し
たものではないという、応札した理由を説明しており
ますけど、受注する意図があるから応札するんです。
意図がなければ応札はしません。これ、普通の常識で
す。普通の常識です。ですから、この受注を意図した
ものではないとする、照屋義実さんが、それを本当に
言ったということであれば、これも虚偽に当たりませ
んか。おかしくないですか。受注する意図があるから
応募するんでしょう。そういうことでしょう。ですか
ら、ここの部分もあの前回の虚偽をここで認めて、い
やそうじゃなかったということですから、この受注を
意図したものではないということも、もう一回確認し
たら、いやいやそれは受注を意図したものってまた変
わるんじゃないですか。確認したら。そういうふうな
ことも新たな虚偽に当たるということにならないかな
と。同時に、こういうことを言っています。
　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時54分休憩
　　　午前10時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　新人の議員の方々は少し、気をつけ
てくださいね。ちゃんと正当な賛成討論、反対討論で
すよ。それに対して、皆様方からとやかく、やじ言わ
れる筋合いないですよ。
　どこまで言ったか忘れてしまいましたよ。
　３つ目、総務企画委員会で池田部長は、照屋義実さ
んは、応札を把握していなかったという説明をしてい
ますね。会社の代表者たる者が、責任ある者がそうい

う問題があったときに、応札を把握してなかった、知
らなかったという、そういうことを本当に言っている
んであれば、もうこの一点だけでも、副知事としては
ふさわしくないですよ。どうなるんですか。副知事に
して、副知事いろんな部署の責任を負わせますよ。そ
れに対してそういうふうなことになると、非常に厄介
なことになるわけであります。
　ですからいずれにしても、もうやめますけれども、
大変長々となってしまって失礼しておりますけれど
も、今回の人事についてはやっぱり反対という形で再
確認させていただきます。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
　これをもって討論を終結いたします。
　これより乙第38号議案を採決いたします。
　この採決については、島袋大君外18人から無記名
投票によられたいとの要求と、仲村未央さん外23人
から記名投票によられたいとの要求が同時にあります。
　よって、いずれの方法によるかを会議規則第65条
第２項の規定により無記名投票をもって採決いたしま
す。
　まず、乙第38号議案を無記名投票によって決する
ことについて採決いたします。
　議場を閉鎖いたします。
　　　〔議場閉鎖〕
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの出席議員数は、議
長を除き47人であります。
　会議規則第31条第２項の規定により立会人に
　　　１番　新　垣　光　栄　君　及び
　　　６番　大　城　憲　幸　君　
を指名いたします。
　投票用紙を配付いたします。
　念のため申し上げます。
　無記名投票によることを可とする諸君は賛成と、否
とする諸君は反対と記載願います。
　　　〔投票用紙配付〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票用紙の配付漏れはありま
せんか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　配付漏れなしと認めます。
　投票箱を改めます。
　　　〔投票箱点検〕
○議長（赤嶺　昇君）　異状なしと認めます。
　これより投票に移ります。　　　　　　　　
　職員の点呼に応じて順次投票願います。
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　点呼いたします。
　　　〔氏名点呼〕
　　　〔投　　票〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票漏れはありませんか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票漏れなしと認めます。
　投票を終了いたします。
　開票を行います。
　新垣光栄君及び大城憲幸君、立会いを願います。
　　　〔開　　票〕
　　　〔立会人点検〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票の結果を報告いたします。
　投票総数　　47票
　　有効投票　47票
　有効投票中
　　賛成　23票
　　反対　24票
　以上のとおり反対が多数であります。
　よって、乙第38号議案を無記名投票によって決す
ることは否決されました。
　議場の閉鎖を解きます。　
　　　〔議場開鎖〕
○議長（赤嶺　昇君）　ただいま乙第38号議案を無記
名投票で決することが否決されましたので、次に、乙
第38号議案を記名投票によって決することについて
採決いたします。
　議場を閉鎖いたします。
　　　〔議場閉鎖〕
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの出席議員数は、議
長を除き47人であります。
　会議規則第31条第２項の規定により立会人に
　　　１番　新　垣　光　栄　君　及び
　　　６番　大　城　憲　幸　君
を指名いたします。
　投票用紙を配付いたします。
　念のため申し上げます。
　記名投票によることを可とする諸君は賛成と、否と
する諸君は反対と記載願います。
　　　〔投票用紙配付〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票用紙の配付漏れはありま
せんか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　配付漏れなしと認めます。
　投票箱を改めます。
　　　〔投票箱点検〕
○議長（赤嶺　昇君）　異状なしと認めます。

　これより投票に移ります。　　　　　　　　
　職員の点呼に応じて順次投票願います。
　点呼いたします。
　　　〔氏名点呼〕
　　　〔投　　票〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票漏れはありませんか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票漏れなしと認めます。
　投票を終了いたします。
　開票を行います。
　新垣光栄君及び大城憲幸君、立会いを願います。
　　　〔開　　票〕
　　　〔立会人点検〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票の結果を報告いたします。
　投票総数　　47票
　　有効投票　47票
　有効投票中
　　賛成　24票
　　反対　23票
　以上のとおり賛成が多数であります。
　よって、乙第38号議案を記名投票によって決する
ことは可決されました。
　議場の閉鎖を解きます。
　　　〔議場開鎖〕
○議長（赤嶺　昇君）　ただいま乙第38号議案を記名
投票で決することが可決されましたので、本案の採決
については記名投票をもって行います。
　議場を閉鎖いたします。
　　　〔議場閉鎖〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票札を配付いたします。
　　　〔投票札配付〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票札の配付漏れはありませ
んか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　配付漏れなしと認めます。
　ただいまの出席議員数は、議長を除き47人であり
ます。
　会議規則第31条第２項の規定により立会人に
　　　１番　新　垣　光　栄　君　及び
　　　６番　大　城　憲　幸　君
を指名いたします。
　投票箱を改めます。
　　　〔投票箱点検〕
○議長（赤嶺　昇君）　異状なしと認めます。
　これより投票に移ります。
　念のため申し上げます。
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　本案に同意する諸君は白票を、同意しない諸君は青
票を職員の点呼に応じて順次投票願います。
　なお、棄権者は否と取扱います。
　点呼いたします。
　　　〔氏名点呼〕
　　　〔投　　票〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票漏れはありませんか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票漏れなしと認めます。
　投票を終了いたします。
　開票を行います。
　新垣光栄君及び大城憲幸君、立会いを願います。
　　　〔開　　票〕
　　　〔立会人点検〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票の結果を報告いたします。
　投票総数　47票
　　　白票　24票
　　　青票　23票
　以上のとおり、白票が多数であります。
　よって、乙第38号議案は、これに同意することに決
定いたしました。
　議場の閉鎖を解きます。
　　　〔議場開鎖〕

〔乙第38号議案の記名投票の結果　巻末に掲載〕

○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　乙第34号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。

〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました乙第34号議案の議決議案について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、文化観光スポーツ部長の出
席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第34号議案「指定管理者の指定について」は、
沖縄県立博物館・美術館の指定管理者の指定につい
て、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会
の議決を必要とする。

　主な内容は、指定管理者となる団体は、一般財団法
人沖縄美ら島財団であり、指定期間は令和３年４月１
日から令和８年３月31日までであるとの説明があり
ました。
　本案に関し、指定管理者の再公募の経過と指定管理
料17億2900万の算定根拠について質疑がありました。
　これに対し、令和２年８月11日から60日間公募を
行ったが応募がなかったため、同年11月13日に沖縄
県立博物館・美術館に係る第２回指定管理者制度運用
委員会を開催し、募集要項の承認を得た後、同年11月
17日から60日間の再公募を行い、最終的に４団体か
ら申請があった。
　その後、令和３年１月28日に、指定管理者制度運用
委員会において、書類審査や申請団体によるプレゼン
テーションを行い、審査を経て、今回候補者の選定を
行ったところである。
　また、指定管理料の算定見直しについては、自主事
業の中で、特に公共性が高いものについては、施設利
用料の減額を行うことでコスト軽減を図り、指定管理
者における活発な企画展の開催を促し、施設利用の活
性化につなげたいということで、指定管理料の年間
上限額を当初公募時の年３億3156万5000円から、
1432万3000円増の３億4588万8000円に増額したと
の答弁がありました。
　次に、博物館・美術館の利用に関して、県内児童生
徒の施設利用を高めるためにどのような取組を行って
いるかとの質疑がありました。
　これに対し、令和元年度、博物館においては、民具
体験や各教科の学習などで小学校から大学まで合計
253校の来館があった。また、平成30年度から出前授
業を実施しており、令和元年度は小学校で３校、高等
学校で５校、その他１施設で授業や校内研修を行って
いる。
　美術館においては、美術館招待事業を実施し、令和
元年度は11校、673人の児童生徒が美術館に足を運
んでいる。
　さらに、学校現場との交流事業を行っており、各教
科の授業や学校行事における博物館・美術館の活用に
ついて積極的に連携しているとの答弁がありました。
　そのほか、火災等への危機管理対策の内容、不測の
事態が起こった場合に施設が適切に管理・運営できる
ための方策などについて質疑がありました。
　採決の結果、乙第34号議案は、全会一致をもって可
決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
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まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第34号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第34号議案は、委員長の報告のとおり可
決されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　甲第25号議案から
甲第34号議案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　予算特別委員長次呂久成崇君。

〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　〔予算特別委員長　次呂久成崇君登壇〕
○予算特別委員長（次呂久成崇君）　ただいま議題と
なりました甲第25号議案から甲第34号議案までの予
算議案10件について、委員会における審査の経過及
び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長及び企業局長をは
じめ関係部局長等の出席を求め慎重に審査を行って
まいりました。　
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず初めに、甲第25号議案「令和２年度沖縄県一
般会計補正予算（第15号）」は、新型コロナウイルス
感染症対策の実施に要する経費、国の補正予算関連経
費及び扶助費等の義務的経費等について計上するも
のである。
　補正予算案の総額は、歳入歳出ともに、192億
1278万2000円で、補正後の改予算額は、9331億
5137万8000円となる。
　歳入の主な内容は、全国の地方消費税収入の増によ
る地方消費税清算金の増、交付決定額の未計上分であ
る地方交付税の増、地方創生臨時交付金や包括支援交
付金、その他国の補正予算関連の国庫補助金等の計上
による国庫支出金の増、首里城火災復旧・復興支援寄

附金の計上による寄附金の増、令和元年度決算剰余金
の未計上分である繰越金の増、減収補塡債等の発行に
伴う各事業の追加充当等による県債の増、事業税や地
方消費税など県税の減、特定目的基金を活用した事業
の減に伴う繰入金の減等である。
　歳出の主な内容は、令和元年度決算剰余金等の積立
てに伴う財政調整基金積立金の増、沖縄県社会福祉協
議会に対する個人向け緊急小口資金等の貸付原資を
補助するための生活福祉資金貸付事業費の増、新型コ
ロナウイルス感染患者の受入れに備え病床を確保し
た医療機関に対し補助するための救急医療対策費の
増、国の補正予算を活用したかんがい排水施設の整備
に伴う水利施設整備事業費の増、プレミアム付クーポ
ン発行に伴う商業振興対策費の増、中小企業セーフ
ティネット資金に係る信用保証料補塡及び利子補給
に要する経費の補助に伴う中小企業金融対策費の増、
県内観光施設の利用促進、観光体験商品の消費喚起を
図ることに伴う観光宣伝誘致強化費の増、国の補正予
算を活用し、河道掘削や護岸等の整備等をすることに
伴う社会資本整備総合交付金の増、国の補正予算を活
用し、専門高校における設備のデジタル化に対応した
産業教育装置を整備することに伴う施設整備費の増、
雇用調整助成金の上乗せ助成に係る申請が想定を下
回ったことに伴う雇用対策推進費の減などである。
　なお、繰越明許費は、当初予算編成後の事由により、
年度内に完了しない見込みの事業や、新型コロナウイ
ルス感染症対応のため継続して取り組む必要のある
事業について翌年度に繰り越して実施するため追加
をし、また、これまでに計上した繰越明許費に係る事
業について、新たに繰越しが必要となる箇所が生じた
ことなどにより変更するものである。
　また、債務負担行為は、沖縄県立博物館・美術館の
指定管理に要する経費等について設定するものであ
る。
　また、地方債は、事業費の増減や減収補塡債の発行
等によるものである。
　次に、甲第26号議案から甲第32号議案までの特別
会計補正予算は、貸付対象施設の整備に係る工期見直
しにより、中小企業高度化資金の貸付けが令和３年度
に変更となったことに伴う減、空港使用料等の増収に
よる財源振替及び繰越明許費の追加、沿岸漁業改善資
金の貸付実績の減に伴う減、中城湾港（新港地区）の
土地売却時期の変更により行った既発債の借換えで
償還金が生じたことに伴う増、新型コロナウイルス感
染症の影響により、県民広場地下駐車場の改修計画を
見直したことに伴う減、新発債の借入利率が予定利率
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を下回ったことに伴う減、令和２年度保険給付費の実
績減及び令和元年度療養給付費負担金等の精算に伴う
補正であるとの説明がありました。
　次に、甲第33号議案「令和２年度沖縄県水道事業
会計補正予算（第１号）」は、国の令和２年度沖縄振
興公共投資交付金を組替え、水道施設の耐震化等を図
るため資本的収支予算の補正を行うものである。
　補正予算案の額は、資本的収入の国庫補助金を
8804万4000円増額し、資本的支出の建設改良費を
１億1739万2000円増額するものであるとの説明があ
りました。
　次に、甲第34号議案「令和２年度沖縄県流域下水
道事業会計補正予算（第１号）」は、国の令和２年度
補正に係る社会資本整備総合交付金を活用し、水処理
施設の耐震化を図るため資本的収支予算の補正を行う
ものである。
　補正予算の額は、資本的収入及び支出をそれぞれ
４億8681万9000円増額するものであるとの説明があ
りました。
　まず、甲第25号議案に関し、これまでの15次にわ
たる補正予算における国庫と県単独の財源の内訳や、
執行率はどうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、２月補正を含めてこれまでに1722億
円を計上しており、内訳としては国庫が1112億円、
一般財源が603億円、その他、諸収入や基金の繰入れ
及び県債等で１億円となっている。また、１月から開
始した時短営業の協力金を除き、全体としての執行率
は約８割であるとの答弁がありました。
　次に、財政調整基金及び減債基金について、今回の
補正でどのような工夫をして140億円弱を積み増した
のか、また、財政調整基金の今後の取り崩しの見込み
はどうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、歳入面では、交付決定がなされた全て
の交付税等を計上した上で、発行できる県債も全て発
行し、さらに、例年やったことのない減収補塡債や特
別減収対策債なども計上している。歳出面では、執行
の見込みのない予算を減額補正してそれらを全てかき
集めて対応し、約140億円を積み立てた。
　また、今回の補正により令和２年度末の財政調整基
金の残高見込みが133億円となるが、令和３年度は税
収の減少やコロナ関連経費の計上により収支差が広が
ることから、当初予算で95億円を取崩し、現時点で令
和３年度末の残高は約38億円を見込んでいるとの答
弁がありました。
　次に、ワシントン駐在員活動事業費の減額補正の理
由は何か、また、一時帰国した職員の取扱いやその経

費はどうなっているのかとの質疑がありました。
　これに対し、減額の理由は、米国での新型コロナウ
イルス感染症拡大を受けて、駐在員が昨年３月から９
月まで一時帰国していたため、その間の現地活動を支
援する経費が不要となったことによるものである。
　また、駐在員２名のうち１名は人事異動があったた
め、一時帰国者としては１名となるが、その間は出張
扱いとなり、米国と日本との往復運賃や滞在中の旅行
雑費等、トータルで32万1990円が支給されたとの答
弁がありました。
　次に、生活保護援護費の増額に関し、生活保護の増
加の現状はどうなっているか、また、車の保有が支給
の際のネックと思われるが、今般のコロナ禍において
はどのように取り扱っているかとの質疑がありました。
　これに対し、令和元年度の月平均と令和３年１月
の速報値で比較すると、被保護世帯数が２万9568世
帯から３万354世帯と786世帯、2.7％の増、被保護
人員数が３万7845人から３万8418人と573人の増と
なっている。
　また、令和３年２月１日現在、緊急事態措置期間経
過後に収入が増加すると考えられる場合で、通勤用自
動車の保有を認めているケースが７世帯ある。自動車
保有の要否については、コロナの状況等も踏まえなが
ら、実施機関が個別、丁寧に状況を把握しながら適切
に判断しているところであるとの答弁がありました。
　そのほか、県職員の正規・非正規雇用率と採用に関
する考え方、県有財産の積極的な売却による財源捻出
に向けた考え方、離島・過疎地域振興特別事業費で国
の交付決定が得られなかった理由、産業廃棄物に係る
県外搬出の状況、医療機関への協力金交付事業の執行
率、豚熱発生に伴う制限区域内農場への補償の進捗状
況、おきなわ彩発見バスツアー促進事業に係るバス事
業者への直接支援の可能性、無電柱化推進事業の離島
での実施状況、首里城復興基金積立金の活用予定と復
元のスケジュール、教育用コンピューターの整備とオ
ンライン授業実施の状況などについて質疑がありまし
た。
　次に、甲第33号議案に関し、水道施設の具体的な耐
震化の状況はどうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、中長期計画に基づき、年間約100億円
ほどの経費を組んで、老朽化した施設の更新に合わせ
て優先度の高いものから耐震化を進めており、管路に
ついては平成30年度末で42.8％の耐震化率となって
いるとの答弁がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、甲第25号議案については、採決に先立ち、沖縄・
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自民党所属委員から修正案が提出され、無所属の会所
属委員が意見を表明した後に退席し、採決の結果、修
正案は賛成少数で否決されました。
　修正案が否決されたことに伴い、無所属の会所属委
員は引き続き退席したまま、甲第25号議案の原案に
ついて採決した結果、全会一致で原案のとおり可決す
べきものと決定いたしました。
　また、甲第26号議案から甲第34号議案までの９件
は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと
決定いたしました。
��以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第25号議案から甲第34号議案までの10
件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。

　ただいまの議案10件は、原案のとおり決すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第25号議案から甲第34号議案までは、
原案のとおり可決されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案整理のため、明３月11日から
29日までの19日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明３月11日から29日までの19日間休会と
することに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、３月30日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後０時７分散会
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議　　事　　日　　程　第10号
令和３年３月24日（水曜日）

午前10時開議
第１　甲第35号議案（知事説明、質疑）
　　　　　　

本日の会議に付した事件
日程第１　甲第35号議案
　　　　　　甲第35号議案　令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第16号）
日程追加　甲第35号議案
　　　　　　甲第35号議案　令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第16号）

令和３年
第 １ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第 10 号）

� 令和３年３月 24日（水曜日）午前 10時開議

　　　　　　
出　席　議　員（48名）

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

説明のため出席した者の職、氏名
知　　　　　　　　事　　玉　城　デニー　君 副　　　知　　　事　　謝　花　喜一郎　君
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副　　　知　　　事　　照　屋　義　実　君
総　��務　��部　��長　　池　田　竹　州　君

子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん
総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事　　務　　局　　長　　勝　連　盛　博　君
次　　　　　　　　長　　知　念　弘　光　君
議　��事　��課　��長　　平　良　　　潤　君
副�参�事�兼�課�長�補�佐　　佐久田　　　隆　君
主　　　　　　　　査　　宮　城　　　亮　君

主　　　　　　　　査　　親富祖　　　満　君
政��務��調��査��課��長　　上　原　貴　志　君
副　　　参　　　事　　中　村　　　守　君
主　　　　　　　　幹　　下　地　広　道　君

○議長（赤嶺　昇君）　去る３月10日の会議において、
本日は休会とすることに議決されましたが、議事の都
合により特に会議を開きます。

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　２月９日から３月10日までに受理いたしました陳
情47件は、３月17日に配付いたしました陳情文書表
のとおりそれぞれ所管の常任委員会及び議会運営委員
会に付託いたしました。
　次に、３月22日、知事から、お手元に配付いたしま
した議案１件及び補正予算説明書の提出がありました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　甲第35号議案を議
題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕

　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　ッ
ウィチェーウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　令和３年第１回沖縄県議会（定例会）に追加提出い
たしました議案について、その概要及び提案の理由を
御説明申し上げます。
　追加提出いたしました議案は、予算議案１件であり
ます。
　甲第35号議案「令和２年度沖縄県一般会計補正予
算（第16号）」は、個人向け緊急小口資金等の特例貸
付けに要する経費につきまして、歳入歳出予算額に

101億6000万円を追加するものであります。
　甲第35号議案につきましては、先議案件として御
審議を賜りますようお願い申し上げます。
　以上、追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしく
お願い申し上げます。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。イッペーニ
フェーデービル。
　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております甲第35号議案につ
いては、予算特別委員会に付託の上、審査することに
いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第35号議案については、予算特別委員会
に付託の上審査することに決定いたしました。
　委員会審査のため、暫時休憩いたします。
　　　午前10時３分休憩
　　　午後２時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に予算特別委員会に付託いたしました甲第
35号議案については、先ほど予算特別委員長からお
手元に配付の委員会審査報告書が提出されました。
　この際、お諮りいたします。
��甲第35号議案を日程に追加し、議題といたしたいと
思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第35号議案を日程に追加し、議題とする
ことに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　甲第35号議案を議題といたし
ます。
��本案に関し、委員長の報告を求めます。
��予算特別委員長次呂久成崇君。

〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　〔予算特別委員長　次呂久成崇君登壇〕
○予算特別委員長（次呂久成崇君）　ただいま議題と
なりました甲第35号議案「令和２年度沖縄県一般会
計補正予算（第16号）」の予算議案について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第35号議案「令和２年度沖縄県一般会計補正予
算（第16号）」は、個人向け緊急小口資金等の特例貸
付けに要する経費について補正予算を計上するもので
ある。
　補正予算案の総額は、歳入歳出ともに101億6000
万円で、補正後の改予算額は、9433億1137万8000
円となる。
　歳入内訳は、全額が国庫補助金である。歳出の内訳
は、生活福祉資金貸付事業費により、沖縄県社会福祉
協議会に対し、貸付原資を補助するものであるとの説
明がありました。
　本案に関し、今回の補正を含めた貸付資金の総額と
緊急小口資金及び総合支援資金の支給実績はどうなっ
ているか、また、申請の窓口となる社会福祉協議会に
対し、受付対応強化のための費用の手当てはあるのか
との質疑がありました。
　これに対し、貸付資金については今回を含め総額で
374億800万円となっている。３月12日時点の貸付実
績としては、緊急小口資金が３万9131件、74億1364
万円、総合支援資金が４万781件、216億3279万円、
合計で７万9912件、290億4643万円の実績となって
いる。また、特例貸付けに係る体制強化のために必要
な費用については、今回の特例貸付けの原資から取り
崩して使用できることとなっており、県社会福祉協議
会から各市町村社会福祉協議会へ委託費として交付し

ている。なお、県社会福祉協議会においては、人材派
遣会社と契約し、職員20名の派遣を受け、受付体制の
強化に努めているとの答弁がありました。
　次に、今回の補正でどれくらいの件数や期間に対応
できると考えているのか、また、今後の状況次第では
追加交付の見込みもあるのかとの質疑がありました。
　これに対し、今回の100億円余りの追加補正により、
６月末までの申請受付分について賄える見込みである
が、今後も原資が枯渇しないよう必要があればさらに
補正を計上していく考えである。また、追加交付の見
込みとして、生活福祉資金についてはこれまでも順次
補正を行い拡大してきたところであり、今後の経済状
況にもよるが、必要があれば国も予備費等も含め予算
を確保していくものと考えているとの答弁がありまし
た。
　そのほか、返済猶予の具体的内容と周知の方策、コ
ロナ関連予算に係るこれまでの専決処分の件数及び補
正予算作成のプロセス、本事業に係る県独自の上乗せ
支援の検討の有無、申請受付から貸付決定に至る手続
の流れと外国人への対応状況、今回の補正予算計上の
具体的経緯及び繰越しの可否、コロナ禍の前後におけ
る貸付実績の対比及び他府県との比較、本事業に係る
これまでの執行率及び申請手続に係るサポート体制の
状況などについて質疑がありました。
　採決の結果、甲第35号議案は、全会一致をもって原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
��以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第35号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第35号議案は、原案のとおり可決されま
した。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
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��次会は、３月30日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。

　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後２時21分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員　　上　　里　　善　　清

会議録署名議員　　島　　尻　　忠　　明





令和３年３月30日令和３年３月30日

令和３年
第 １ 回　 　 沖縄県議会（定例会）会議録

（第11号）





─ 513 ─

議　　事　　日　　程　第11号
令和３年３月30日（火曜日）

午前10時開議
第１　乙第１号議案から乙第３号議案まで、乙第20号議案及び乙第21号議案（総務企画委員長報告）
第２　乙第11号議案及び乙第12号議案（経済労働委員長報告）
第３　乙第４号議案から乙第９号議案まで及び乙第16号議案から乙第19号議案まで（文教厚生委員長報告）
第４　乙第14号議案及び乙第15号議案（土木環境委員長報告）
第５　沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則

當間　盛夫君　座波　　一君
花城　大輔君　末松　文信君
島袋　　大君　次呂久成崇君
仲宗根　悟君　瀬長美佐雄君　　提出　議員提出議案第５号
比嘉　瑞己君　翁長　雄治君
玉城健一郎君　新垣　光栄君
上原　　章君

第６　乙第25号議案、乙第28号議案、乙第29号議案、乙第32号議案、乙第33号議案、乙第35号議案及び乙第
39号議案から乙第43号議案まで（総務企画委員長報告）

第７　乙第27号議案、乙第30号議案、乙第31号議案及び乙第37号議案（文教厚生委員長報告）
第８　乙第22号議案から乙第24号議案まで、乙第26号議案及び乙第36号議案（土木環境委員長報告）
第９　甲第１号議案から甲第24号議案まで（予算特別委員長報告）
第10　中国海警局による尖閣諸島周辺海域における日本漁船への威圧行為に対する意見書

又吉　清義君　島尻　忠明君
仲村　家治君　花城　大輔君
仲田　弘毅君　当山　勝利君
仲宗根　悟君　西銘　純恵さん　提出　議員提出議案第６号
渡久地　修君　國仲　昌二君
山里　将雄君　平良　昭一君
當間　盛夫君　上原　　章君

第11　中国海警局による尖閣諸島周辺海域における日本漁船への威圧行為に対する抗議決議
又吉　清義君　島尻　忠明君
仲村　家治君　花城　大輔君
仲田　弘毅君　当山　勝利君
仲宗根　悟君　西銘　純恵さん　提出　議員提出議案第７号
渡久地　修君　國仲　昌二君
山里　将雄君　平良　昭一君
當間　盛夫君　上原　　章君

第12　陳情令和２年第118号、同第135号、陳情第31号及び第52号（総務企画委員長報告）
第13　陳情令和２年第57号（経済労働委員長報告）
第14　陳情令和２年第23号、同第35号、同第92号、同第156号、同第162号、同第166号、同第194号、同第

令和３年
第 １ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第 11 号）

� 令和３年３月 30日（火曜日）午前 10時 35分開議

⎧
⎜⎜⎜
⎜
⎜
⎨
⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜⎜⎜
⎜
⎜
⎬
⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎭

⎧
⎜⎜⎜
⎜
⎜
⎨
⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜⎜⎜
⎜
⎜
⎬
⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎭

⎧
⎜⎜⎜
⎜
⎜
⎨
⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜⎜⎜
⎜
⎜
⎬
⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎭



─ 514 ─

197号、同第202号、陳情第18号の２及び第59号の２（土木環境委員長報告）
第15　陳情令和２年第131号、同第132号、同第208号、同第209号及び陳情第２号（米軍基地関係特別委員長

報告）
第16　陳情令和２年第152号（新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長報告）
第17　閉会中の継続審査の件

本日の会議に付した事件
日程第１　乙第１号議案から乙第３号議案まで、乙第20号議案及び乙第21号議案

乙第１号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県債権管理条例
乙第３号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第20号議案　沖縄県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例
乙第21号議案　沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例の一部を改正する�

�条例
日程第２　乙第11号議案及び乙第12号議案

乙第11号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第12号議案　琉球歴史文化の日条例

日程第３　乙第４号議案から乙第９号議案まで及び乙第16号議案から乙第19号議案まで
乙第４号議案　沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正す

る条例
乙第５号議案　沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する�

�条例
乙第７号議案　特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
乙第８号議案　沖縄県公立大学法人評価委員会条例の一部を改正する条例
乙第９号議案　公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例
乙第16号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第17号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
乙第18号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第19号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する�

�条例
日程第４　乙第14号議案及び乙第15号議案

乙第14号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
乙第15号議案　建築基準法施行条例の一部を改正する条例

日程第５　沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則
日程第６　乙第25号議案、乙第28号議案、乙第29号議案、乙第32号議案、乙第33号議案、乙第35号議案及び
　　　　　乙第39号議案から乙第43号議案まで

乙第25号議案　財産の取得について
乙第28号議案　交通事故に関する和解等について
乙第29号議案　交通事故に関する和解等について
乙第32号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第33号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第35号議案　包括外部監査契約の締結について
乙第39号議案　沖縄海区漁業調整委員会委員の任命について
乙第40号議案　専決処分の承認について
乙第41号議案　専決処分の承認について
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乙第42号議案　専決処分の承認について
乙第43号議案　専決処分の承認について

日程第７　乙第27号議案、乙第30号議案、乙第31号議案及び乙第37号議案
乙第27号議案　財産損傷事故に関する和解等について
乙第30号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第31号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第37号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の設立について

日程第８　乙第22号議案から乙第24号議案まで、乙第26号議案及び乙第36号議案
乙第22号議案　工事請負契約について
乙第23号議案　工事請負契約について
乙第24号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第26号議案　訴えの提起について
乙第36号議案　県道の路線の認定について

日程第９　甲第１号議案から甲第24号議案まで
甲第１号議案　令和３年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案　令和３年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案　令和３年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案　令和３年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案　令和３年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案　令和３年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案　令和３年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第８号議案　令和３年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第９号議案　令和３年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第10号議案　令和３年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第11号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第12号議案　令和３年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第13号議案　令和３年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第14号議案　令和３年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第15号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第16号議案　令和３年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第17号議案　令和３年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第18号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第19号議案　令和３年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第20号議案　令和３年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
甲第21号議案　令和３年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案　令和３年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案　令和３年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案　令和３年度沖縄県流域下水道事業会計予算

日程第10　中国海警局による尖閣諸島周辺海域における日本漁船への威圧行為に対する意見書
日程第11　中国海警局による尖閣諸島周辺海域における日本漁船への威圧行為に対する抗議決議
日程第12　陳情令和２年第118号、同第135号、陳情第31号及び第52号

陳情令和２年第118号　沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例に関する
陳情

陳情令和２年第135号　八重山地域民放ラジオ放送中継局移転・強靭化事業（仮称）の国庫補助を
求める陳情

陳情第31号　沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例の一部改正に関する
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出　席　議　員（48名）
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君

７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君

　　　　　　陳情
陳情第52号　沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例（水上安全条例）の

改正に関する陳情
日程第13　陳情令和２年第57号

陳情令和２年第57号　新型コロナウイルス感染拡大に伴う県内酪農家等への経済的補塡に関する
陳情

日程第14　陳情令和２年第23号、同第35号、同第92号、同第156号、同第162号、同第166号、同第194号、同第
197号、同第202号、陳情第18号の２及び第59号の２
陳情令和２年第23号　新石垣空港駐車場における無料時間の設定に関する陳情
陳情令和２年第35号　道路整備事業に必要な予算確保に関する陳情
陳情令和２年第92号　八重瀬町施行による「那覇広域都市計画事業土地区画整理事業」に関する陳

情
陳情令和２年第156号　建築設計等業務委託の最低制限価格引上げに関する陳情
陳情令和２年第162号　土木設計等業務委託の最低制限価格の引上げに係る陳情
陳情令和２年第166号　一般競争（指名競争）参加資格申請書（測量及び建設コンサルタント等）

の登録を受けている業種欄に土地家屋調査士業を追加することに関する陳
情

陳情令和２年第194号　闘鶏禁止等に関する条例の制定を求める陳情
陳情令和２年第197号　宮古空港駐車場の利用に関する陳情
陳情令和２年第202号　闘鶏を禁止する条例の制定を求める陳情
陳情第18号の２　公共工事の現場で働く労働者に公共工事設計労務単価に見合う賃上げを行うこと
　　　　　　　　を求める陳情
陳情第59号の２　公共工事の現場で働く労働者に公共工事設計労務単価に見合う賃上げを行うこと
　　　　　　　　を求める陳情

日程第15　陳情令和２年第131号、同第132号、同第208号、同第209号及び陳情第２号
陳情令和２年第131号　在沖米軍に対する新型コロナウイルス感染防止対策を求める陳情
陳情令和２年第132号　在沖米軍における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の徹底を求める

陳情
陳情令和２年第208号　ＣＶ22オスプレイの飛来に関する陳情
陳情令和２年第209号　嘉手納基地における米軍機の騒音激化に関する陳情
陳情第２号　相次ぐ外来機の飛来に関する陳情

日程第16　陳情令和２年第152号
陳情令和２年第152号　沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置の期限延長を求める陳情

日程追加　甲第36号議案
甲第36号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）

日程追加　会期延長の件
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15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君

32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

説明のため出席した者の職、氏名
知　　　　　　　　事　　玉　城　デニー　君
副　　　知　　　事　　謝　花　喜一郎　君
副　　　知　　　事　　照　屋　義　実　君
総　　務　　部　　長　　池　田　竹　州　君

保��健��医��療��部��長　　大　城　玲　子　さん
商��工��労��働��部��長　　嘉　数　　　登　君
文化観光スポーツ部長　　渡久地　一　浩　君
総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事　 �務　 �局　 �長　　勝　連　盛　博　君
次　　　　　　　　長　　知　念　弘　光　君
議　　事　　課　　長　　平　良　　　潤　君
副 参 事 兼 課 長 補 佐　　佐久田　　　隆　君
主　　　　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　　　　査　　親富祖　　　満　君

政��務��調��査��課��長　　上　原　貴　志　君
副　　　参　　　事　　中　村　　　守　君
主　　　　　　　　幹　　下　地　広　道　君
主　　　　　　　　幹　　城　間　　　旬　君
主　　　　　　　　幹　　比　嘉　　　猛　君
主　　　　　　　　幹　　嘉　陽　　　孝　君

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　昨日、當間盛夫君外12人から議員提出議案第５号

「沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則」、又吉清
義君外13人から、議員提出議案第６号「中国海警局
による尖閣諸島周辺海域における日本漁船への威圧行
為に対する意見書」及び議員提出議案第７号「中国海
警局による尖閣諸島周辺海域における日本漁船への威
圧行為に対する抗議決議」の提出がありました。
　また、知事から、お手元に配付いたしました議案１
件及び補正予算説明書の提出がありました。

○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　知事から提出されました補正予算の審議のため、日
程第９の各予算議案議決後もなお、予算特別委員会を

存続させることにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　乙第１号議案から
乙第３号議案まで、乙第20号議案及び乙第21号議案
を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕



─ 518 ─

○総務企画委員長（又吉清義君）　おはようございま
す。
　ただいま議題となりました乙第１号議案から乙第
３号議案まで、乙第20号議案及び乙第21号議案の条
例議案５件について、以下、委員会における審査の経
過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長、警察本部警務
部長及び同生活安全部長の出席を求め慎重に審査を
行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要
等について申し上げます。
　まず、乙第１号議案「沖縄県の事務処理の特例に関
する条例の一部を改正する条例」は、農地法、土地区
画整理法及び都市計画法に基づく知事の権限に属す
る事務の一部を、権限移譲の協議が調った市町村が処
理することとする等の必要があるため条例を改正す
るものであるとの説明がありました。
　本案に関し、県としてはどのような視点を持って市
町村への権限移譲を進めているのか、また、事務が増
える市町村の財政的な負担に対して必要な手当てを
しているかとの質疑がありました。
　これに対し、住民に身近な事務は可能な限りその住
民に身近な自治体で行うことにより、行政サービスの
向上が図られるものと考えており、その視点で権限移
譲を進めている。
　また、市町村の財政的な負担に対しては、事務１件
当たりの人件費等の単価を算定し、その事務処理件数
に応じて権限移譲交付金を交付しており、令和元年度
の実績として4348万7508円を交付しているとの答弁
がありました。
　次に、都市計画法の事務移譲について、権限移譲後
の市町村への支援や、開発行為に係る住民トラブル等
への県の関与はどうなるのかとの質疑がありました。
　これに対し、権限移譲した事務は基本的に市町村長
の責任で行うことになるが、県としては、開発審査会
の活用等を通して必要に応じて相談等へのアドバイ
スを行うことを考えており、法令上何らかの問題があ
れば、地方自治法に基づいた是正や助言等によること
も可能であるとの答弁がありました。
　そのほか、権限移譲に係る計画目標に対する進捗状
況、権限移譲の具体的なメリット、権限移譲の対象と
なっている事務の範囲、市町村職員の事務処理能力向
上に対する方策などについて質疑がありました。
　次に、乙第２号議案「沖縄県債権管理条例」は、県
の債権の管理の一層の適正化を図ることにより、公正
かつ円滑な行財政の運営に資することを目的として、

県の債権の管理に関し必要な事項を定める必要があ
るため条例を制定するものであるとの説明がありま
した。
　本案に関し、放棄が可能な要件として「500万円以
下」の債権であることについて、どのような考え方に
よるものかとの質疑がありました。
　これに対し、復帰後これまでに債権放棄した130件
の事例のうち、約２割に当たる500万円以下の債権の
内容のほとんどが、所在不明等による徴収見込みのな
いものであったため、これらの債権は基本的に政策的
判断の余地がないものと考え、債権放棄の上限額とし
て設けたものであるとの答弁がありました。
　次に、時効期間を経過した未収金で、500万円以下
の件数と金額はどれくらいあるか、また、今後の債権
回収の在り方についてはどのように考えているかと
の質疑がありました。
　これに対し、昨年４月の調査においては、時効期間
を経過した未収金が約2500件あり、そのうちの４分
の１、金額で約5000万円がこれに該当すると考えて
いる。
　また、債権回収に当たっては、放棄による債権管理
コストの削減を進め、資力はあるが履行意思がない方
にはサービサーの活用や強制執行の手続を活用する、
資力がない方には納付の分割や延期の手続を行うな
ど、新たな取組に力をシフトしていきたいとの答弁が
ありました。
　そのほか、履行期限延長の具体的な方法、福祉施策
等との連携の内容、債権放棄を決定するまでのチェッ
ク体制などについて質疑がありました。
　次に、乙第３号議案「沖縄県使用料及び手数料条例
の一部を改正する条例」は、工業技術センターの機器
の使用料等について徴収根拠を定め、及び廃止するほ
か、医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、
地域連携薬局の認定の申請に対する審査に係る手数
料の徴収根拠を定める等の必要があるため条例を改
正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、工業技術センターと民間施設における
機器使用料の差額の把握状況、地域連携薬局の目的や
機能などについて質疑がありました。
　次に、乙第20号議案「沖縄県警察の組織に関する
条例の一部を改正する条例」は、複雑化し、及び多様
化する犯罪に適切に対処しつつ、県民からの幅広い要
望に適切かつ的確に対応する体制を整備するため、警
察本部に新たに地域部を置く必要があるため条例を
改正するものであるとの説明がありました。
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　本案に関し、新設される地域部の人員体制及び地域
課が担う業務内容などについて質疑がありました。
　次に、乙第21号議案「沖縄県水難事故の防止及び
遊泳者等の安全の確保等に関する条例の一部を改正す
る条例」は、水難事故を防止し、海域等利用者の生命、
身体及び財産の保護を図るため、県及び海域等利用者
の責務及び海域レジャー業等の欠格事由を定めるとと
もに、スノーケリング業者に対し事故防止等の措置を
義務づける等の必要があることから条例を改正するも
のであるとの説明がありました。
　本案に関し、暴力団員が海域レジャー事業を営んで
いる実態があるとのことだが、このような悪質業者等
を排除していく具体的な方策はどう考えているかとの
質疑がありました。
　これに対し、これまでにも不法行為を認知した場合
には各省令に基づき厳正に対処し、トラブル等の相談
についても適切に助言指導を行ってきているが、今回
の条例改正において、暴力団員や破産手続の決定を受
け復権を得ない者、条例に違反して罰金刑に処せられ
た場合等を欠格事由として新設している。また、届出
の際に暴力団ではない旨の誓約書を提出させることな
どにより、悪質業者や不適格者について排除できるよ
うなシステムづくりをしているとの答弁がありました。
　そのほか、新設するスノーケリング業に対する規制
方法、条例改正との関わりで沖縄マリンレジャーセイ
フティービューローの果たす役割などについて質疑が
ありました。
　採決の結果、乙第１号議案から乙第３号議案まで、
乙第20号議案及び乙第21号議案の条例議案５件につ
いては、全会一致をもって原案のとおり可決すべきも
のと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第１号議案から乙第３号議案まで、乙第
20号議案及び乙第21号議案の５件を一括して採決い
たします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案５件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。

　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第１号議案から乙第３号議案まで、乙第
20号議案及び乙第21号議案は、原案のとおり可決さ
れました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　乙第11号議案及び
乙第12号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。

〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました乙第11号議案及び乙第12号議案の条例議
案２件について、以下、委員会における審査の経過及
び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、商工労働部長及び文化観光
スポーツ部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいり
ました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第11号議案「沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及
び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄
ＩＴ津梁パーク施設内に新たな企業集積施設を整備す
ることに伴い、その使用料の徴収根拠を定める必要が
あるため条例を制定するものであるとの説明がありま
した。
　本案に関し、企業集積施設７号棟に入居する企業の
数と雇用者数はどれぐらい見込んでいるか、また、入
居企業の現地法人を設置するのかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、現在、２号棟に入居しているＮＴＴデー
タの事業拡大に伴い、７号棟の建設に着工し、今年７
月の供用開始を目指しているところである。入居企業
は、基本的にＮＴＴデータと関連グループ会社となっ
ており、雇用者数は約300人を予定している。全国規
模の企業のため現地法人は設置しないとの答弁があり
ました。
　次に、乙第12号議案「琉球歴史文化の日条例」は、
琉球歴史文化の日を設けること等を定め、沖縄の歴史
及び文化への理解を深めるための施策を効果的に推進
することにより、沖縄の文化の継承と発展を図るため
条例を制定するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、琉球歴史文化の日を11月１日と定め
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た理由は何かとの質疑がありました。
　これに対し、県立博物館・美術館が開館した日であ
ること、識名園が一般公開された日であること、泡盛
の日及び美ら島おきなわ教育の日など、沖縄の歴史文
化に関連した事柄や記念日があることや、10月30日
の世界のウチナーンチュの日など、近接した日に連携
した取組が期待される記念日が複数ある。
　さらに、令和元年10月31日の首里城焼失の翌日
でもあり、首里城がウチナーンチュのアイデンティ
ティーやチムグクルと深く結びついていることを改め
て認識させられた日であることから、11月１日を琉
球歴史文化の日としたところであるとの答弁がありま
した。
　次に、第５条に規定している使用料等の免除に係る
事業選定基準は、どのような内容を規定するものなの
かとの質疑がありました。
　これに対し、沖縄の歴史と文化への理解と関心を深
めること、地域文化の歴史を見詰め直すこと、県民が
ふるさとへの愛着と誇りを再認識すること、また個人
の行事でないこと、営利目的を主たる目的とする行催
事でないこと、国または地方公共団体の施策に反対す
るものではないこと、政治的または宗教的意図を持つ
ものではないこと及びその他使用を承認すべきでない
特段の事情がないことなどを規定する予定であるとの
答弁がありました。
　採決の結果、乙第11号議案及び乙第12号議案の条
例議案２件については、全会一致をもって原案のとお
り可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第11号議案及び乙第12号議案の２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第11号議案及び乙第12号議案は、原案
のとおり可決されました。

―◆・・◆―
○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　乙第４号議案から
乙第９号議案まで及び乙第16号議案から乙第19号議
案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。

〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕　
○文教厚生委員長（末松文信君）　おはようございます。
　ただいま議題となりました乙第４号議案から乙第９
号議案まで及び乙第16号議案から乙第19号議案まで
の条例議案10件について、以下、委員会における審査
の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、子ども生活福祉部長、保健
医療部長、教育長及び病院事業局長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第４号議案「沖縄県養護老人ホームの設備
及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正す
る条例」は、国が定める指定居宅サービス等の事業の
人員、設備及び運営に関する基準等の一部が改正され
たことに伴い、条例を改正するものであるとの説明が
ありました。
　本案に関し、県内の養護老人ホームの数及び入所者
数はどうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、県内の養護老人ホームは６施設で定員
は合わせて300人、令和３年２月１日現在の入所者数
は165人で入所率は55％となっているとの答弁があ
りました。
　次に、乙第５号議案「沖縄県安心こども基金条例の
一部を改正する条例」は、子供を安心して育てること
ができる体制を整備するための事業を引き続き実施す
るため、沖縄県安心こども基金の設置期間を延長する
必要があるため条例を改正するものであるとの説明が
ありました。
　次に、乙第６号議案「沖縄県児童福祉施設の設備及
び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する
条例」は、国が定める障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉
サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
等の一部が改正されたことに伴い、条例を改正するも
のであるとの説明がありました。
　次に、乙第７号議案「特定非営利活動促進法施行条
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例の一部を改正する条例」は、特定非営利活動促進法
の一部が改正されたことに伴い、認定特定非営利活動
法人等の書類の提出に係る規定を整理する等の必要が
あるため条例を改正するものであるとの説明がありま
した。
　本案に関し、県内ＮＰＯ法人の資産譲渡の実績につ
いて質疑がありました。
　次に、乙第８号議案「沖縄県公立大学法人評価委員
会条例の一部を改正する条例」は、沖縄県立看護大学
の設置及び管理を行う公立大学法人を設立することに
伴い、当該公立大学法人に関する事務を処理させるた
め、知事の附属機関として設置された公立大学法人評
価委員会に関し必要な事項を定める必要があるため条
例を改正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、運営費交付金の規模はどれくらいにな
るのかとの質疑がありました。
　これに対し、現在の看護大学に対しては、基本的に
入学金、授業料にプラス交付税をベースに県の一般財
源として予算化している。公立大学法人設立後もほぼ
同規模の額である９億円程度を引き続き運営交付金と
して交付していく予定であるとの答弁がありました。
　次に、ガバナンスの部分において、学長の権限によ
り恣意的な人事権の行使等がないよう、防ぐことがで
きる仕組みはあるのかとの質疑がありました。
　これに対し、外部の方も入っている合議制の機関で
ある理事会があり、そこには知事が直接任命する監事
も構成メンバーとなっているので、一定の抑止力が働
くものと考えているとの答弁がありました。
　次に、乙第９号議案「公衆浴場法施行条例及び旅館
業法施行条例の一部を改正する条例」は、国において

「公衆浴場における水質基準等に関する指針」、「公衆
浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における
衛生等管理要領」が改正されたことに伴い、構造設備
の基準及び衛生措置の基準を見直す必要があるため条
例を改正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、条例改正により影響を受ける施設数は
どれくらいか、またそれに伴う経費はどれくらいかと
の質疑がありました。
　これに対し、旅館業においては6066業者、公衆浴
場においては283業者である。循環型の公衆浴場を所
有しているところが改修の対象になるが、正確な費用
は把握していないとの答弁がありました。
　そのほか、混浴できる年齢が条例改正により引き下
げられた理由及び周知方法などについて質疑がありま
した。
　次に、乙第16号議案「沖縄県病院事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例」は、県立宮古病院
に病理診断科を置くため、条例を改正するものであ
り、条例の施行期日を令和３年４月１日からとするも
のであるとの説明がありました。
　本案に関し、各県立病院に病理診断医がどれくらい
配置されているか、また、病理診断医の養成について
どのように計画されているかとの質疑がありました。
　これに対し、北部病院に２名、中部病院に３名、南
部医療センター・こども医療センターに３名、宮古病
院に１名配置している。また、病理診断医の養成機関
としては、基本的に琉球大学となっている。現在、北部・
中部・南部の各県立病院には専門医がいるが、琉球大
学から専攻医が週に何回か回ってきて専門医の病理を
育成するという機能があるとの答弁がありました。
　次に、乙第17号議案「沖縄県立高等学校等の設置
に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄県立那
覇みらい支援学校を設置するため条例を改正するもの
であるとの説明がありました。
　本案に関し、那覇みらい支援学校の小学部、中学部
及び高等部の定員数と教職員の人数はどれくらいを予
定しているかとの質疑がありました。
　これに対し、小学部で約90名、中学部で70名、高
等部で約90名の合計250名である。また、教職員の配
置については、令和３年４月から県立学校教育課に準
備室を設置後、開校準備のため10月に７名の教職員
を配置する予定である。その後、令和４年４月の開校
に向けて教職員の正確な配置人数について検討してい
くとの答弁がありました。
　そのほか、スクールバスの台数と通学区域及び通学
時間の短縮見込み、公立小中学校と特別支援学校の連
携方法などについて質疑がありました。
　次に、乙第18号議案「沖縄県学校職員定数条例の
一部を改正する条例」は、児童生徒数の増減等により、
学校職員の定数を改める必要があるため条例を改正す
るものであるとの説明がありました。
　本案に関し、市町村立の小中学校、県立中学校及び
特別支援学校の教職員の定数の増減とその理由は何か
との質疑がありました。
　これに対し、児童生徒数及び学級の増加に伴い、小
中学校の教職員数が全体で185人の増、そのうち県立
球陽中学校、開邦中学校の学級増に伴い２人増となっ
ている。あと、特別支援学校が入学生徒の増加により
教職員数が21人の増となっているとの答弁がありま
した。
　そのほか、県単独定数で措置されている教職員の配
置についての考え方、義務教育の対象である全学年に
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おいて35名以下学級を実施している都道府県数など
について質疑がありました。
　次に、乙第19号議案「沖縄県教育委員会の権限に
属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正
する条例」は、沖縄県職員の給与に関する条例及び沖
縄県人事委員会規則に基づく市町村立学校教職員の
扶養手当等の認定に関する事務で、沖縄県教育委員会
の権限に属する事務の一部を、権限移譲の協議が調っ
た市町村が処理することとする必要があるため条例
を改正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、既に権限移譲が済んでいる35市町村
について、いつ移譲したのか、また、今回３村が計画
されているが、これまで権限移譲が進まなかった理由
は何かとの質疑がありました。
　これに対し、国頭地区は平成22年度、中頭地区は平
成17年度、那覇地区が平成23年度、島尻地区が平成
17年度、宮古地区が平成24年度、八重山地区が平成
20年度開始となっている。また、３村についてこれ
まで権限移譲が進まなかった理由として、小規模離島
のため学校数が少ないことや複数離島に学校が点在
していることにより共同実施が難しいという状況が
あった。さらに、小規模離島においては地元の学校事
務職員が少なく、事務長となる経験豊富な事務主幹等
の継続的な配置が難しいという状況もあり、権限移譲
が進まなかったとの答弁がありました。
　採決の結果、乙第４号議案から乙第９号議案まで及
び乙第16号議案から乙第19号議案までの条例議案10
件については、全会一致をもって原案のとおり可決す
べきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第４号議案から乙第９号議案まで及び
乙第16号議案から乙第19号議案までの10件を一括し
て採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案10件は、原案のとおり決すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。

　よって、乙第４号議案から乙第９号議案まで及び乙
第16号議案から乙第19号議案までは、原案のとおり
可決されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　乙第14号議案及び
乙第15号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長瑞慶覧　功君。

〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　〔土木環境委員長　瑞慶覧　功君登壇〕
○土木環境委員長（瑞慶覧　功君）　ハイサイ。
　おはようございます。
　ただいま議題となりました乙第14号議案及び乙第
15号議案の条例議案２件について、以下、委員会にお
ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要
等について申し上げます。
　まず、乙第14号議案「沖縄県屋外広告物条例の一
部を改正する条例」は、良好な景観を形成し、風致を
維持するため、景観地区及び準景観地区を広告物の表
示または掲出物件の設置をしてはならない地域とす
る等の必要があるため条例を改正するものであると
の説明がありました。
　本案に関し、市町村に権限移譲しているのはどのく
らいあるかとの質疑がありました。
　これに対し、現在16市町村に権限移譲を行ってお
り、今回新たに３町村に権限移譲することにより19
市町村となる。
　なお、那覇市は中核市ということで、独自の条例を
持っているとの答弁がありました。
　次に、第14条の２に点検の項目が新設されている
が、その目的は何かとの質疑がありました。
　これに対し、札幌市での看板落下事故等を受けて、
点検の部分の項目を抜き出して、新たに明文化する
ことにより、点検項目として強化、あるいは点検の
チェックリスト等の項目を増やして、より効果のある
内容へと改正するものであるとの答弁がありました。
　そのほか、実際に今ある広告物と今回改正する条例
との整合性、これまでの広告物による事故件数または
損害等の発生の有無などについて質疑がありました。
　次に、乙第15号議案「建築基準法施行条例の一部
を改正する条例」は、都市計画に定められた地域地区
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内における建築物の高さ等に関する特例の許可申請に
対する審査手数料の徴収根拠を定める等の必要がある
ため条例を改正するものであるとの説明がありました。
　採決の結果、乙第14号議案及び乙第15号議案の条
例議案２件については、全会一致をもって原案のとお
り可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第14号議案及び乙第15号議案の２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第14号議案及び乙第15号議案は、原案
のとおり可決されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第５　議員提出議案第５
号　沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則を議題
といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　當間盛夫君。

〔議員提出議案第５号　巻末に掲載〕

　　　〔當間盛夫君登壇〕
○當間　盛夫君　皆さん、こんにちは。
　それでは、ただいま議題となりました議員提出議案
第５号「沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則」
につきまして、昨日開催した議会運営委員会の委員に
より協議した結果、議員提出議案として提出すること
に意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案
理由及びその内容を御説明申し上げます。
　提案理由は、女性を含めた多様な層の住民が、より
議会に参画しやすくなるための環境整備の必要があ
り、第32次地方制度調査会答申、第５次男女共同参
画基本計画等で欠席事由として認めるべきと指摘され
た「育児、介護」について、また、第５次男女共同参

画基本計画に基づいて、女性活躍担当大臣から要請が
あった産前産後期間への配慮について、それぞれ明文
化することが適当であると考えられること等から、本
県議会会議規則について所要の改正を行うためであり
ます。
　主な改正点は２点あり、１点目に、欠席事由を例示
している会議規則第２条において、これまでの「公務、
疾病、出産」に加え、出産の補助、育児、看護、介護
を新たな例示として追加し、また「事故」を「やむを
得ない事由」に改めること。
　２点目に、産前産後の欠席期間を明記した上で、議
長にあらかじめその旨届け出ることができる規定を追
加することであります。
　以上で説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よ
ろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第５号
については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第５号
「沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則」を採決
いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
��よって、議員提出議案第５号は、原案のとおり可決
されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第６　乙第25号議案、
乙第28号議案、乙第29号議案、乙第32号議案、乙第
33号議案、乙第35号議案及び乙第39号議案から乙第
43号議案までを議題といたします。
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　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第25号議案、乙第28号議案、乙第29号議
案、乙第32号議案、乙第33号議案、乙第35号議案、
乙第39号議案及び乙第40号議案から乙第43号議案ま
での議案11件について、以下、委員会における審査の
経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長、警察本部警務部
長及び同生活安全部長の出席を求め慎重に審査を行っ
てまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第25号議案「財産の取得について」は、平
成16年度に整備した現警察無線機は老朽化等に伴い
令和４年12月に廃止されるため、ＩＰＲ形移動用無
線機ほか２点の取得について、議会の議決に付すべき
契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規
定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明が
ありました。
　本案に関し、当該契約の内容及び全体的な機器整備
の予定と金額などについて質疑がありました。
　次に、乙第28号議案「交通事故に関する和解等に
ついて」は、交通事故について和解をし、損害賠償の
額を定めるため、地方自治法第96条第１項の規定に
基づき議会の議決を求めるものである。
　事故の概要は、蛇行運転や信号無視を繰り返し逃走
する相手方の車両を停止させるため、職員が緊急走行
で運転する公用車が前方に出ようとしたところ、相手
方の車両に接触し転倒させたものである。損害賠償金
は、1190万9900円であるとの説明がありました。
　本案に関し、今回の事故における追跡行為の状況、
和解及び議案提出に至るまでに時間がかかった理由、
暴走族の最近の動向と取締り状況などについて質疑が
ありました。
　次に、乙第29号議案「交通事故に関する和解等に
ついて」は、交通事故について和解をし、損害賠償の
額を定めるため、地方自治法第96条第１項の規定に
基づき議会の議決を求めるものである。
　事故の概要は、対向車線の右折帯で信号待ちのため
に停車している相手方に対し、職務質問及び逃走防止
を図るため、職員が公用車を相手方車両の前方に移動

させようとしたところ、相手方の車両に衝突したもの
である。損害賠償金は、1028万7912円であるとの説
明がありました。
　次に、乙第32号議案「車両損傷事故に関する和解
等について」は、車両損傷事故について和解をし、損
害賠償の額を定めるために地方自治法第96条第１項
の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
　事故の概要は、沖縄警察署内の駐車場で相手方が駐
車するために車両を後退させた際、駐車場の車止めの
設置が不十分であったため、相手方車両が駐車場の
設置物に衝突したものである。損害賠償金は、12万
4500円であるとの説明がありました。
　本案に関し、衝突した鉄格子の設置業者の過失の有
無について質疑がありました。
　次に、乙第33号議案「車両損傷事故に関する和解
等について」は、車両損傷事故について和解をし、損
害賠償の額を定めるために地方自治法第96条第１項
の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
　事故の概要は、浦添警察署内の駐車場で相手方が駐
車するために車両を後退させた際、駐車場の車止めの
設置が不十分であったため、相手方車両が同署庁舎の
コンクリートばりに衝突したものである。損害賠償金
は、２万5000円であるとの説明がありました。
　次に、乙第35号議案「包括外部監査契約の締結に
ついて」は、地方自治法第252条の36第１項の規定に
基づき議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、令和３年度における外部の専門家によ
る監査の実施及び結果の報告について1071万3000円
を上限とし、弁護士の宮里猛氏と契約するものである
との説明がありました。
　次に、乙第39号議案「沖縄海区漁業調整委員会委
員の任命について」は、海区漁業調整委員会委員15
名が、令和３年３月31日に任期満了するので、その後
任を任命するために、漁業法第138条第１項の規定に
基づき議会の同意を求めるものであるとの説明があり
ました。
　次に、乙第40号議案から乙第43号議案までの「専
決処分の承認について」は、新型コロナウイルス感染
症対応のため早急に予算を補正する必要があったが、
議会を招集する時間的余裕がなく専決処分を行ったた
め、地方自治法第179条第３項の規定に基づき議会の
承認を求めるものである。
　補正予算の内容は、県の発出した時短要請への協力
事業者に対する感染拡大防止協力金に要する経費及び
県民の県内旅行促進に要する経費であり、総額は190
億7288万円であるとの説明がありました。
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　採決の結果、乙第25号議案、乙第28号議案、乙第
29号議案、乙第32号議案、乙第33号議案及び乙第35
号議案の議決議案６件については、全会一致をもって
可決すべきものと決定いたしました。
　また、乙第39号議案の同意議案については、全会一
致をもって同意すべきものと決定いたしました。
　また、乙第40号議案から乙第43号議案までの承認
議案４件については、全会一致をもって承認すべきも
のと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより乙第25号議案、乙第28号議案、乙第29号
議案、乙第32号議案、乙第33号議案、乙第35号議案
及び乙第39号議案から乙第43号議案までの採決に入
ります。
　議題のうち、まず、乙第25号議案、乙第28号議案、
乙第29号議案、乙第32号議案、乙第33号議案及び乙
第35号議案の６件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案６件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第25号議案、乙第28号議案、乙第29号
議案、乙第32号議案、乙第33号議案及び乙第35号議
案は、委員長の報告のとおり可決されました。

○議長（赤嶺　昇君）　次に、乙第39号議案を採決い
たします。
　お諮りいたします。　
　本案は、委員長の報告のとおり同意することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第39号議案は、委員長の報告のとおり同

意することに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　次に、乙第40号議案から乙第
43号議案までの４件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案４件は、委員長の報告のとおり承認
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第40号議案から乙第43号議案までは、
委員長の報告のとおり承認することに決定いたしまし
た。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第７　乙第27号議案、乙
第30号議案、乙第31号議案及び乙第37号議案を議題
といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。

〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました乙第27号議案、乙第30号議案、乙第31号議
案及び乙第37号議案の議決議案４件について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、保健医療部長及び教育長の
出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第27号議案「財産損傷事故に関する和解
等について」は、財産損傷事故について和解をし、損
害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第１項
の規定により議会の議決を求めるものである。
　事故の概要は、令和２年８月に北部地区教職員住宅
（第２住宅）において県が設置する教職員住宅の電気
設備の故障により、屋内配線に過電圧が加わり一部の
入居者の財産を破損させたものである。
　損害賠償額は、１万6720円であるとの説明があり
ました。
　本案に関し、事故の発生した場所、発生原因及び損
傷した財産は何かとの質疑がありました。
　これに対し、事故発生場所は名護市宇茂佐にある北
部地区教職員住宅で、原因はブレーカーの劣化により
屋内配線に過電圧が加わり、これによりエアコンが損
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傷したものであるとの答弁がありました。
　そのほか、事故調査報告書の有無及び調査内容、管
理業務委託業者の瑕疵の有無などについて質疑があ
りました。
　次に、乙第30号議案「車両損傷事故に関する和解
等について」は、車両損傷事故について和解をし、損
害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第１項
の規定により議会の議決を求めるものである。
　事故の概要は、令和２年８月に八重山地区教職員住
宅（赤生団地Ａ棟）の網戸が落下し、駐車していた２
台の車を損傷させたものである。
　損害賠償額は、24万5981円であるとの説明があり
ました。
　本案に関し、今回の事故の原因は何か、また、再発
防止策はどうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、事故の原因としては、網戸を取り付け
る金具の固定が不十分であったことが理由である、ま
た、赤生団地の全ての住宅において落下防止用のＬ型
金具の設置を依頼するなどの再発防止策を講じてい
るとの答弁がありました。
　次に、乙第31号議案「車両損傷事故に関する和解
等について」は、車両損傷事故について和解をし、損
害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第１項
の規定により議会の議決を求めるものである。
　事故の概要は、令和２年７月に県立島尻特別支援学
校駐車場において、体育の授業の際の熱中症対策に使
用するために設置していたテントが、風に飛ばされ当
該駐車場に駐車していた相手方の車両に衝突し、当該
車両のフロントガラス、屋根及びボンネットを損傷さ
せたものである。
　損害賠償額は、31万8000円であるとの説明があり
ました。
　本案に関し、今回設置していたテントは常設された
ものか、それともイベント等により臨時的に設置した
ものかとの質疑がありました。
　これに対し、体育の授業中に説明等を行う場合な
ど、子供たちが暑さをしのぐための熱中症対策として
設置したものであるとの答弁がありました。
　次に、乙第37号議案「公立大学法人沖縄県立看護
大学の設立について」は、公立大学法人沖縄県立看護
大学を設立し、定款を定めるには、地方独立行政法人
法第７条の規定により議会の議決を求めるものであ
るとの説明がありました。
　本案に関し、法人定款の第18条第６号に関連して
諮問機関が必要ではないかと思うが、なぜ条文として
明記しなかったのかとの質疑がありました。

　これに対し、この公立大学法人の制度上、理事会の
両隣に経営審議会と教育研究審議会があり、そこで専
門的な領域である経営と教育研究を審議し、理事会で
最終的に意思決定する仕組みなので、両審議会が諮問
機関の役割を担っていくものと考えるとの答弁があ
りました。
　次に、法人化することによって県職員の処遇や給与
体系にどのような変化があるかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、派遣条例に基づいて派遣される職員に
ついては、当該職員が不利とならないよう派遣先と協
定書を締結して、県において勤務する状況を下回らな
い形で勤務することになっているとの答弁がありま
した。
　採決の結果、乙第27号議案、乙第30号議案、乙第
31号議案及び乙第37号議案の議決議案４件は、全会
一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第27号議案、乙第30号議案、乙第31号
議案及び乙第37号議案の４件を一括して採決いたし
ます。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案４件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第27号議案、乙第30号議案、乙第31号
議案及び乙第37号議案は、委員長の報告のとおり可
決されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第８　乙第22号議案から
乙第24号議案まで、乙第26号議案及び乙第36号議
案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長瑞慶覧　功君。

〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
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　　　〔土木環境委員長　瑞慶覧　功君登壇〕
○土木環境委員長（瑞慶覧　功君）　ただいま議題と
なりました乙第22号議案から乙第24号議案まで、乙
第26号議案及び乙第36号議案の議決議案５件につい
て、以下、委員会における審査の経過及び結果を御報
告申し上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第22号議案及び乙第23号議案の「工事請
負契約について」の２件は、陽明高校校舎改築工事の
工事請負契約について、地方自治法第96条第１項の
規定に基づき議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、同工事（建築１工区）の契約金額が
14億3719万1800円、契約の相手方は、株式会社屋部
土建、南洋土建株式会社及び株式会社高橋土建の３者
で構成する特定建設工事共同企業体である。同工事（建
築２工区）の契約金額が10億3884万円、契約の相手
方は、株式会社大城組、株式会社大興建設及び株式会
社りゅうせき建設の３者で構成する特定建設工事共同
企業体であるとの説明がありました。
　これらの議案について、乙第22号議案に関し、県内
の高校で老朽化や耐震基準不足等で改築をしようとし
ているのはどれだけあるかとの質疑がありました。
　これに対し、耐震基準を満たしていない建物は、高
校で３高校８棟がまだ耐震基準を満たしていないが、
令和２年度中に２棟が、令和３年度で１棟、令和４年
度で陽明高校を含め、全ての建物が耐震基準を満たす
見込みとなっているとの答弁がありました。
　そのほか、総合評価方式での優良表彰業者への評
価、最低制限価格が引き上げられた経緯、学校内にお
いてのバリアフリー対応状況などについて質疑があり
ました。
　次に、乙第24号議案「工事請負契約についての議
決内容の一部変更について」は、令和２年第７回沖縄
県議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議
決内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもの
である。
　主な内容は、県立那覇Ａ特別支援学校（仮称）新築
工事（建築２工区）の契約金額を3934万7000円増額
し、12億1064万5700円に変更するものであり、変更
の理由は、設計の一部変更に伴う工事費用の増額であ
るとの説明がありました。
　本案に関し、変更内容は当初で想定できないものな
のかとの質疑がありました。

　これに対し、建設発生土は原則として50キロメー
トルの範囲内の他の工事現場へ搬出することになって
いるが、本工事の建設発生土は搬出の時期までに他の
建設工事への受入れ調整が折り合わなかったことか
ら、処分場へ搬出することになったとの答弁がありま
した。
　そのほか、特別支援学校の過密化の見通し、県の公
共工事で発生した残土の処分方法などについて質疑が
ありました。
　次に、乙第26号議案「訴えの提起について」は、
県営住宅に入居する長期家賃滞納者に対し、建物の明
渡しと滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起するた
め、地方自治法第96条第１項の規定に基づき議会の
議決を求めるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、滞納や減免により家賃収入がない場
合、県営住宅の運営にどういった影響があるのかとの
質疑がありました。
　これに対し、県営住宅の家賃収入については、その
主要財源を基に県営住宅の維持管理の費用に充ててお
り、現在の家賃収入で維持管理に係る費用は十分確保
されているとの答弁がありました。
　そのほか、次年度の専門相談員の配置予定数、次回
定例会に提出予定の訴えの提起に予定されている人
数、提訴にかかる裁判費用、提訴対象者への費用回収
見込み、令和元年度の家賃減免件数などについて質疑
がありました。
　次に、乙第36号議案「県道の路線の認定について」
は、座間味村道慶留間阿嘉線及び慶留間里原線の一部
の県への移管に伴い、新たに慶良間空港阿嘉線を認定
するため、道路法第７条第２項の規定に基づき議会の
議決を求めるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、今まで村道であったものを県道に格上
げして整備する目的は何かとの質疑がありました。
　これに対し、慶良間諸島全域が国立公園に指定さ
れ、観光客が増加し、その路線としての重要性が増し
てきたことや交通の拠点である阿嘉漁港を結ぶ路線と
しても重要な路線となっている。今後、道路利用者の
安全を確保し、観光客の交通手段を確保するために県
道に認定するものであるとの答弁がありました。
　採決の結果、乙第22号議案から乙第24号議案まで、
乙第26号議案及び乙第36号議案の議決議案５件につ
いては、全会一致をもって可決すべきものと決定いた
しました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
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○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第22号議案から乙第24号議案まで、乙
第26号議案及び乙第36号議案の５件を一括して採決
いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案５件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第22号議案から乙第24号議案まで、乙
第26号議案及び乙第36号議案は、委員長の報告のと
おり可決されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第９　甲第１号議案から
甲第24号議案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　予算特別委員長次呂久成崇君。

〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　〔予算特別委員長　次呂久成崇君登壇〕
○予算特別委員長（次呂久成崇君）　ただいま議題と
なりました甲第１号議案から甲第24号議案までの当
初予算24件について、以下、委員会における審査の経
過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、室部局長の出席を求め、総
務部長から概要説明を聴取した後、会派代表委員によ
る総括的な質疑を行いました。
　その後、各常任委員会に対し、所管の予算事項につ
いて調査を依頼し、本委員会での審査に加え、各常任
委員会において専門的な立場から慎重に調査を行って
まいりました。
　以下、審査及び調査の過程における執行部の説明及
び質疑の概要等について申し上げます。
　委員会においては、まず初めに、令和３年度は残り
期間が１年となる沖縄21世紀ビジョン基本計画の総
仕上げに向け全力で取り組まなければならず、コロナ
禍においても県民の生命・生活・雇用・事業を守り抜
くとともに、より幅広い分野においてアフターコロナ
に向けた取組を進める必要がある。このため、限られ
た財源を重点的に配分することにより、持続可能な沖

縄の発展と誰一人取り残さない社会づくり（ＳＤＧｓ）
の実現に向けて取り組む方針の下、予算を編成したと
ころである。一般会計予算案の総額は、過去最大とな
る7912億2600万円で前年度に比べ5.3％の増となっ
ている。
　農業改良資金特別会計など19会計予算案の合計は、
2312億7360万1000円で前年度に比べ3.4％の減と
なっている。
　病院事業会計予算など４公営企業会計予算案の合計
は、1393億3178万3000円で前年度に比べ１％の減
となっている。
　一般会計予算案について歳入の主な内容は、新型コ
ロナウイルス感染症による経済活動への影響などに
よる県税の減、国の地方財政計画の動向等を勘案した
地方譲与税の減、税収の減等を勘案した地方交付税の
増、新型コロナウイルス感染症対応に係る交付金の
増、中小企業振興資金貸付金元金収入の増等による諸
収入の増、臨時財政対策債の増等による県債の増など
である。
　歳出の主な内容は、離島航路運航安定化支援事業な
ど総務費の減、生活保護援護費など民生費の増、新型
コロナウイルス感染症受入病床確保事業など衛生費の
増、沖縄県雇用調整助成金事業など労働費の増、配合
飼料製造基盤整備事業など農林水産業費の減、県単融
資事業費など商工費の増、南ぬ島国際観光戦略拠点整
備事業など土木費の増、職員費など警察費の増、沖縄
県実習船代船建造事業など教育費の減、地方消費税清
算金など諸支出金の減、予備費の増などであるとの概
要説明がありました。
　次に、当初予算案に関し、７名の会派代表委員から
予算編成の基本的な考え方、室部局の予算体系及び主
な事業の概要などについて質疑がありました。
　また、各常任委員会においては所管の予算事項につ
いて、室部局長から概要説明を聴取した後、質疑を行
いました。
　まず、当初予算案に関しワシントン駐在員活動の実
績と成果はどうなっているか、また、次年度の１年間
は予算を凍結して事業を再構築してはどうかとの質疑
がありました。
　これに対し、ワシントン駐在の活動実績としては、
設置当初の2015年度と2019年度を比較すると面談者
の人数は190人から３倍の587人へ、情報収集の件数
は17件から約９倍の158件と増加している。その結
果、米国連邦議会調査局の報告書に沖縄の基地問題に
関する正確な情報が記載され、会計検査院ＧＡＯの報
告書に辺野古の懸念事項が記載される、あるいは連邦
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議会下院軍事委員会の即応力小委員会が軟弱地盤等を
理由に新基地建設計画への懸念を示すなど米国内で沖
縄の基地問題への認識が広がりつつある。
　また、ワシントン駐在は平成27年度の設置以来、地
道な働きかけによって米国関係者との信頼関係を構築
してきたところであり、米軍基地問題の解決は県民に
とっての重要課題であることからコロナ禍の状況にお
いても引き続き駐在員活動を継続していきたいとの答
弁がありました。
　次に、公共施設マネジメント推進事業について、令
和３年度の具体的な取組内容とＰＰＰやＰＦＩの活用
に対する考え方について質疑がありました。
　これに対し、令和３年度は、国の指針改定や全ての
施設等の個別計画策定に合わせた沖縄県公共施設等総
合管理計画の改定と、総合精神保健福祉センター等４
施設12棟について施設の長寿命化等を目的とした大
規模改修工事を実施する予定である。
　また、現計画の基本方針であるコスト縮減と財政負
担の平準化について、新たにＰＰＰ、ＰＦＩの活用方
針を追加し、各施設管理者に対してその積極的な導入・
検討を促すことで効率的かつ効果的な施設整備を行っ
ていきたいとの答弁がありました。
　次に、振興推進事業費の減額の理由と新たな制度及
び計画策定に係る国との調整は今後どのように取り組
むのかとの質疑がありました。
　これに対し、減額の理由は、令和２年度に比較して
新たな振興計画に向けたいろいろな調査、委託等の調
査費が減額となったことによるものである。
　新たな振興計画については３月末に素案を取りまと
め、５月頃には沖縄県振興審議会に諮問する予定であ
り、前回の計画策定のときより若干早めに進んでいる。
新たな制度提言については、国の総点検の結果を踏ま
えた上で、急ぎ知事を先頭に関係要路に丁寧に説明し
て理解と支援をいただくことが重要と考えており、幅
広い視野を持って対応を検討していきたいとの答弁が
ありました。
　次に、国がデジタル化に向けて動く中、今後重要と
なるサイバーセキュリティーについてはどのように取
り組んでいくのかとの質疑がありました。
　これに対し、サイバーセキュリティー対策は３本の
柱から成っており、１つ目にサイバー犯罪に対する捜
査体制をしっかりと構築すること、２つ目はそのため
の内部人材を育成すること、３つ目に県警自体が攻撃
されないための内部セキュリティー対策である。計画
的な人材育成を中心に各種事件への対応や内部セキュ
リティーの基本はできているが、重要な事業であり予

算が不足するようなことがあれば必要な措置・対応を
取っていきたいとの答弁がありました。
　次に、県預金利子に係る資金運用の状況及び歳入が
減額となっている理由について質疑がありました。
　これに対し、最低支払準備金に余裕がある際には歳
計現金等の外貨建ての運用により県預金利子の歳入が
生ずるが、運用額として令和元年度は１兆2594億円
で平均利率が0.021、令和２年度は5300億円で平均
利率0.002での運用となった。令和３年度は引き続き
預金利子が引き下げられていることと、資金繰りが非
常に厳しく既に今年の１月時点で一時借入れが発生し
ている状態であるため運用額や平均利率等を見込んで
歳入見込額が減となっているとの答弁がありました。
　次に、コロナ禍における１次産業への影響の度合い
について質疑がありました。
　これに対し、家庭向けの品目については、巣ごもり
需要の高まりもあり回復基調にあるが、一方で緊急事
態宣言の発出による往来の自粛、時短要請、イベント
の自粛等によって花卉類や畜産物、水産物などの飲食・
ホテル・土産品向けの品目について、消費や価格面で
影響が出ている状況である。金額ベースで見ると、花
卉類が対前年度比マイナス11.3％、肉用牛の取引実績
が対前年度比マイナス3.7％、水産物の取扱金額が対
前年度比マイナス21.1％となっているとの答弁があ
りました。
　次に、情報関連企業の集積状況と企業が沖縄に集積
する理由について質疑がありました。
　これに対し、立地企業の内訳は、ソフトウエア開発
業が176社、コンテンツ制作業が84社、情報サービス
業が104社、コールセンターが85社、その他ＩＴイン
フラ等で41社、合計で490社、約３万人の雇用を創出
している。
　情報通信関連産業が沖縄を目指した理由は、政策的
に通信回線料を安くしたこと、若い労働力が豊富にあ
ること、さらに国を挙げて税制や制度的な支援をして
もらったことなどが挙げられるとの答弁がありました。
　次に、危機的状況の観光業界を助ける支援策等につ
いて、どこが主体となって取り組むべきかとの質疑が
ありました。
　これに対し、いろいろな側面での支援の在り方が考
えられるが、例えば国内需要安定化事業では国内の旅
行需要をいかに回復させるかということや、また雇用
支援や経営支援ということで商工労働部の県単融資事
業や雇用調整助成金の上乗せ分といったことも併せて
県庁一丸となって観光業界に手厚く支援し、観光関連
産業の回復に努めていくこととしているとの答弁があ
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りました。
　次に、生活保護援助費の予算増の理由及び想定人数
について質疑がありました。
　これに対し、令和３年１月の被保護世帯数は３万
354世帯、対前年度比1.9％の増、前年の令和２年１
月では、対前年度比2.6％の増と、現在のところ新型
コロナウイルス感染症の影響は顕著に現れていると
は言えないが、リーマンショックの際には、その翌年
度及び翌々年度に被保護世帯数及び被保護実人数が
大幅に増加したという結果が出ており、新型コロナウ
イルス感染症の拡大に伴い生活への影響は長期に及
んでいることから、今後、福祉事務所への申請の増加
が予想される。
　令和２年度当初予算までは、各扶助費ごとに過去５
年間の対前年度伸び率の平均を乗じて算出していた
が、令和３年度当初予算においては、直近３年間の各
扶助費の伸び率の最大値を取って積算しており、令和
３年度当初予算額は103億円余り計上し、対前年度比
約12億7300万円、14％の増となっているとの答弁が
ありました。
　次に、特定不妊治療費助成事業が増額されている理
由と県独自の対応の有無について質疑がありました。
　これに対し、国は令和４年度から保険適用を目指し
ており、令和３年１月から令和４年３月まで現在の助
成事業が拡充されることとなっている。拡充内容は所
得要件の撤廃、助成上限額が初回のみ30万円であっ
たものが一律30万円、また、事実婚も助成対象にな
り、助成回数が生涯６回までとなっていたものが１子
ごとに６回までと拡充された。また、県独自の対応と
しては、相談事業として特定不妊の相談を受けたり相
談センターを運営しているとの答弁がありました。
　次に、病院事業局の手元流動性の残高に係る改善状
況について質疑がありました。
　これに対し、経営的な安定度をはかる指標として、
手元流動性の残高が年間事業費用の一月分から二月
分の資金が必要とされているが、資金を獲得するまで
には至ってない。資金が枯渇した場合に備え、令和３
年度は当初予算案に一時借入金を組み入れ、70億円
を限度額として借入れができるように措置している
との答弁がありました。
　次に、直近10年間の高校卒業時における進路未決
定者数の状況及び全国との比較について質疑があり
ました。
　これに対し、本県の高等学校卒業者の進路未決定者
数は、令和２年３月卒で1797名、卒業生に占める割
合は12.1％となっている。未決定者数が一番多かっ

たのは平成24年３月卒で2754名、卒業生に占める割
合が18.2％となっており、近年は改善傾向にあるがこ
の10年間の状況を全国と比較すると、全国平均値が
4.8％、本県は14.4％と依然開きがあるとの答弁があ
りました。
　次に、沖縄市のごみ山の現状と同問題を解決するた
めの新年度予算額及び今後の処理計画について質疑
がありました。
　これに対し、令和元年度に株式会社倉敷環境が測量
をしたところ、約47万立方メートルの体積があり、
話合いを継続している間においても事業者は少しず
つできる範囲で改善を進めている状況にある。
　また新年度は、ごみ山周辺環境モニタリング業務と
して1743万5000円の予算を計上している。処理計画
については15年で改善する計画を示しており、地元
といろいろ話をしているところだが、具体的な処理方
法については新たな施設、湿式トロンメルと呼ばれる
ものを導入して廃棄物を選別し可燃物は焼却すると
ともに、リサイクルできるものはリサイクルする。そ
れでも残るものについてはうるま市内で現在建設中
の最終処分場で埋立処分し、15年かけて改善する計
画となっているとの答弁がありました。
　次に、道路事業に係る沖縄振興公共投資交付金にお
ける令和３年度の市町村道事業の予算の見通しにつ
いて質疑がありました。
　これに対し、道路事業における沖縄振興公共投資交
付金の市町村道事業の予算配分は、令和３年度は29
市町村69路線に対して、予算額は国費ベースで15億
3598万7000円で、対前年度比は0.93倍となってい
る。県としては市町村と年４回のヒアリングを実施し
ており、事業の進捗についての確認や調整、また繰越
額の縮減に向けて支援などを行っており、今後とも引
き続き市町村と連携しながら要望額の確保に向け取
り組んでいくとの答弁がありました。
　次に、座間味浄水場の建設に係る座間味村との協定
内容と今後のスケジュールについて質疑がありまし
た。
　これに対し、協定書の内容は、１、新規浄水場の整
備に当たり座間味村の既存浄水場用地に建設するこ
とを村は承諾し、無償譲渡をすること、２、新規浄水
場の整備に当たり車道の通行について住民生活に影
響を及ぼすことがないこと、３、既存浄水場から新規
浄水場への移行まで企業局は技術支援を行うととも
に、水道用水供給事業の開始を可能な限り早期に実現
できるよう努めること、４、新規浄水場の整備に当た
り企業局は、座間味村が構想している災害時における
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備蓄庫並びに避難所としての活用について、浄水場整
備の設計段階から可能な限り配慮することとなってい
る。
　また、今後のスケジュールとしては、次年度に設計
業務に着手をして令和７年度までに用水供給開始を目
指し、建設を進めていきたいとの答弁がありました。
　そのほか、広報活動事業の具体的内容、コロナ禍に
おける新年度予算編成の基本的な考え方、ＳＤＧｓに
関する県と市町村及び民間等における取組内容、少年
警察支援要員に係る予算減額による影響と対応策、公
用車の管理状況、監査委員事務局におけるＳＤＧｓ推
進の取組内容、公務員採用試験の実施時期及びクオー
タ制度の検討に対する考え方、県議会連絡通路の必要
性と改修内容、６次産業化の総合化事業計画認定件数
と九州との比較、令和３年度のエネルギー施策の具体
的な取組と今後のビジョン、観光危機管理マニュアル
に基づく観光関連産業の情報収集及び分析の実施状
況、労働委員会事務局の職員数、戦没者遺骨収集事業
の現状と今後の取組、北部基幹病院開院に向けての進
捗状況、医師・看護師等の配置状況と欠員に対する県
の対応、バス通学費支援事業の拡充に伴う中高校生の
利用見込み、有機フッ素化合物環境中残留実態調査に
係る立入調査の状況及び調査結果の活用方法、都市モ
ノレール３両化の完了時期及び延伸計画の検討状況、
企業債の調達先及び償還方法などについて質疑があり
ました。
　また各常任委員会の調査の過程で５項目の要調査事
項が提起されましたが、委員会での協議及び採決の結
果、総括質疑は行わないこととなりました。
　甲第１号議案については、採決に先立ち、沖縄・自
民党所属委員から修正案が提出され、採決の結果、修
正案は委員長裁決により否決されました。
　修正案が否決されたことに伴い甲第１号議案の原案
について採決した結果、全会一致をもって原案のとお
り可決すべきものと決定いたしました。
　次に、甲第２号議案から甲第24号議案までの当初
予算23件は、全会一致をもって原案のとおり可決す
べきものと決定いたしました。
　なお、甲第１号議案については、総務企画委員会及
び経済労働委員会から報告のあった特記事項について
協議し、附帯決議案として採決した結果、全会一致で
可決されました。
　以上、委員会における審査及び調査の経過及び結果
を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い
申し上げまして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり

ますが、ただいまのところ通告はありません。
��質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午後０時５分休憩
　　　午後０時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　甲第１号議案に対しては、座波一君外18人から修
正の動議が提出されております。
　この際、提出者の説明を求めます。
　座波　一君。

〔甲第１号議案に対する修正案　巻末に掲載〕

　　　〔座波　一君登壇〕
○座波　　一君　この際、甲第１号議案に対する修正
動議を提出いたします。
　修正案はお手元に配付のとおり、甲第１号議案「令
和３年度沖縄県一般会計予算」に対する修正案でござ
います。
　読み上げます。
　令和３年度沖縄県一般会計予算の一部を次のように
修正する。
　第１表中、歳入歳出予算の一部を次のように改める。
歳出の款２総務費、項１総務管理費を219億3469万
6000円に、款14予備費、項１予備費を10億6635万
4000円とする。なお、この歳入歳出の合計は変わり
ません。詳細は添付の資料を御覧ください。
　修正内容としては、知事公室所管の事項、基地対
策調査費の中のワシントン駐在員活動事業費6635万
4000円を減額し、予備費について同額を増額するも
のであります。
　提案理由といたしましては、ワシントン事務所は平
成27年４月に普天間の辺野古移設を阻止する目的で
設立されましたが、私たち沖縄・自民党は当初の時点
から国の専管事項である外交防衛問題に係る県の出先
機関を置くことを不適切とし、その目的である事業効
果に問題があるとして反対しております。
　歴代の知事たちは、厳しい財政運営の中、必要に応
じた情報収集や訪米活動で沖縄の基地問題の解決を
図ってきたのであります。翁長県政から玉城県政にか
けてはワシントン事務所を設置したことで、令和元年
までのこの５年間で人件費を含め約６億円の県民の血
税を投じたことになります。
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　今回で７回目の修正動議となるわけですが、ワシン
トン駐在員活動費の事業報告等はあるものの、事業成
果は辺野古埋立工事の進捗を見ればその目的達成は
全く見えず、埋立承認撤回を取り消した国交省の裁決
の取消を求める訴訟も県側の敗訴となりました。それ
でもなお、辺野古埋立てが不可能として、法と秩序に
厳格であるべき沖縄県政をゆがめて進める玉城知事
の行政手法を異常と言わざるを得ません。さらに、コ
ロナ禍でますます厳しくなる観光業や県経済界と沖
縄県の財政事情を鑑みれば、一日でも早くワシントン
事務所を閉鎖し、駐在員活動事業を終了させることが
沖縄県の行財政の責任者たる知事の良識ある判断で
ございます。
　知事は昨日、県内飲食店等に４回目の時短要請を宣
言いたしました。この本会議の最後に、時短要請に係
る協力金の補正予算が急遽提案されるようでありま
すが、県民生活をコロナ禍で死ぬか生きるかの瀬戸際
に立たせておきながら、県行政の無駄な支出を止めよ
うとしない対応に到底納得できるものではありませ
ん。
　玉城知事が辺野古埋立反対活動こそ自らの政治生
命の生命線として固執し、あたかも辺野古に反対する
ことが県民のためであるという矛盾に満ちた行政手
法の限界が見えてきたのであります。知事のパフォー
マンスにしては、あまりにも莫大過ぎる経費であり、
全く県民生活を直視していないのであります。
　沖縄・自民党は、ワシントン事務所関連以外の予算
案に反対するものではなく、コロナ禍で窮地に立つ多
くの県民の命と暮らしを守るために党派を超えて協
力する覚悟であります。
　どうか議員各位におかれましては、修正案に対し、
御理解と御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　これより本修正案に対する質
疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はあ
りません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって座波一君外18人から提出された修正
案に対する質疑を終結いたします。
　これより討論に入ります。
　甲第１号議案に対する討論の通告がありますので、
順次発言を許します。
　当山勝利君。
　　　〔当山勝利君登壇〕
○当山　勝利君　沖縄・平和の当山勝利です。

　ただいま議題となっております令和３年度一般会
計当初予算修正案に反対し、原案に賛成する討論を行
います。
　さて、令和３年度一般会計当初予算案は、新型コロ
ナウイルス感染症対策経費や社会保障関係費の増加
により過去最大の7912億円が計上されています。コ
ロナ禍にあって、法人事業税や法人県民税、地方消費
税の減額などにより、県税全体で189億円の収入減が
見込まれているという厳しい予想がされております。
歳入不足を補うために政策的経費などに対し、８年ぶ
りのマイナスシーリングが実施され、さらに不足分を
財政調整基金や減債基金などを取り崩して対応する
など、令和３年度一般会計当初予算において、難しく
かつ厳しい予算組みがなされていると思われます。
　今定例会において、ワシントン駐在員活動事業を削
減する修正案が提出されておりますが、私はワシント
ン駐在活動事業費を次年度以降も継続していかなけ
ればならないと考えております。
　県内に存在する広大な米軍専用施設は、地域の産業
振興や生活環境整備の重大な阻害要因になっており
ます。また、基地あるがゆえに起こる事件・事故や航
空機騒音、発がん性が疑われているＰＦＡＳなどによ
る環境汚染など県民生活に大きな影響を与えていま
す。日本国土の約0.6％しかない沖縄に、約70％の米
軍専用施設が置かれている。そのような特殊な環境に
ある沖縄県は、米軍基地問題を解決するために、当事
者である米国政府や連邦議会関係者に対し、自らが直
接訴えることが重要であるとし、平成27年度よりワ
シントン駐在を設置しました。普天間基地の現状と辺
野古新基地建設の技術的な、いわゆる軟弱地盤などの
問題や、また先ほど申し上げたＰＦＡＳなどによる環
境問題、そして多発する米軍関係の事件・事故など、
沖縄の正確な情報を伝え、さらに米軍の安全保障政策
や米軍の戦略などの最新情報をリアルタイムに収集
し、沖縄県の基地政策の参考にしているところであり
ます。
　これまで連邦議会関係者871名、国務省関係者88
名、国防省関係者42名、国家安全保障会議関係者３
名、副大統領経験者１名、シンクタンクなどを含め延
べ1882名の方々と意見交換を行い、沖縄の基地問題
に関係する情報提供などをしているところです。令
和２年度はコロナ禍の中、オンラインにより昨年11
月、選挙で当選された連邦議会議員関係者60人以上
と面談し、辺野古新基地建設の技術的課題、在沖米軍
における事件・事故など沖縄の現状を伝えています。
オンラインで面談できたのはワシントンに駐在を置
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き、継続的に活動を行ってきたからこそできたことで
あり、これまでの地道な活動がなかったらできなかっ
たことと言えます。また、ワシントン駐在が発信する
ニュースレターや、沖縄からワシントン駐在を通じて
文書等を発出する際は、委託事業者及び米国連邦議会
やワシントンＤＣの情勢や仕組みに見識が深い専門
家により、文書の形式面を含めた内容確認とネーティ
ブチェックも行っており、ワシントン駐在が発出した
文書については、適切な確認手順を経て、一定以上の
水準を確保していると考えています。このようなワシ
ントン駐在の地道な活動により、アメリカ議会図書館
に設置されている立法補佐機関である米国連邦議会
調査局（ＣＲＳ）の報告において、次のように記載が
されました。
　「米国占領の遺産とその極めて重要な戦略的位置か
ら、沖縄は、不均衡な在日米軍駐留の負担を受け入れ
ている。日本の国土面積の１％に満たないにもかかわ
らず、沖縄は在日米軍兵士５万4000人の半数以上及
び全在日米軍専用施設・区域の約70％を受け入れて
いる。　沖縄出身者の多くは、広大な米軍の駐留に対
し苛立ちを感じており、波乱な歴史と日本「本土」お
よび米国との複雑な関係を一部反映している。」と報
告され、また別の報告書には、「ほとんどの沖縄県民
は、政治的、環境的、そして生活の質的など複合的な
理由からアメリカの新基地建設を反対しており、普天
間の代替施設を県外に移転させることを要求してい
る。2019年２月に、米軍の移転について、沖縄県は
法的拘束力のない県民投票を行った。投票者数のう
ち、およそ72％が新基地建設に反対した。」と記載さ
れているわけであります。
　「2020年６月23日の下院軍事委員会即応力小委員
会の国防権限法審議に当たり、関連資料に沖縄県が要
望していた普天間基地代替施設に関する懸念事項等
と記載され、それが採決されました。」。以下がその内
容です。
　「軍事委員会は、沖縄県北部の辺野古で現在継続中
の普天間代替施設の開発を懸念する。　軍事委員会
は、このプロジェクトに悪影響を及ぼす可能性がある
大浦湾の海底での地震の可能性及び不安定性に対す
る懸念が高まってきたことを指摘する。　軍事委員会
は、２本の活断層と50メートルの深海が建設予定地
の近くに存在することに注意を促したい。　加えて、
委員会は、海底の調査が実施された結果、地質学者ら
がこの開発計画の推進を困難にする問題を特定した
ものと認識している。」。
　これに対して報告を求め、その５点について最低限

報告するようにということで、例えば海底の地盤強化
を含む懸念事項、環境全体、サンゴ礁、特に海洋哺乳
類などへの影響の環境計画などを求めてきたわけで
あり、米国連邦議会の法案審議の過程で初めて辺野古
新基地建設に関して懸念が示されたことは大きな意
義があると思います。
　さらに外交、防衛、安全保障など、米国トップクラ
スのシンクタンクであり、歴代政権に政策提言を行っ
ている戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）は、2020年
11月の調査報告書に次のように記述しております。
　「海兵隊は、グアム（日本の本州、ハワイ、そして
米国本土にも移転するが）に部隊を移転し沖縄の駐留
負担を軽減する長期的な取り組みの最中である。現行
計画は在沖海兵隊数を2027年までに半数の１万1500
名にすることである。（中略）再配備の取組には、比
較的住民が少ない沖縄の北部のキャンプ・シュワブ
における普天間代替施設と呼ばれる新航空施設の建
設も含まれる。この計画は困難続きで、完成予定日が
2030年に再度延期され、費用は跳ね上がっている。
これが完成することなどないように思われる。」。米国
トップクラスのシンクタンクは辺野古新基地建設に
対して完成することがないと指摘しています。
　米政府機関や有力シンクタンクにおいて、沖縄県に
おける米軍基地に関することが示され、報告されたこ
とはワシントン駐在の活動により辺野古新基地問題
や沖縄における米軍基地の過重な負担を米国政府に
おいて正確に認識され、理解されている証拠でありま
す。
　また、米軍に起因する事件・事故が発生した場合、
例えば2019年４月に北谷町において、在沖海兵隊所
属の米海軍兵が事件を起こした。それに対して県議会
は意見書及び抗議決議を全会一致で可決しましたが、
ワシントン駐在も速やかに米国政府関係者に県内の
状況を伝えるとともに、事故の再発防止の実施などを
求めています。それ以外に普天間基地のＰＦＯＳを含
む泡消火剤の漏出事故や在沖米軍に係る新型コロナ
の発生などについても対応しています。
　このように、多発する在沖米軍による事件・事故に
対し、県民の米軍に対する不安や沖縄の状況、米軍へ
の抗議内容について、国務省や国防総省の担当者に対
して直接沖縄県から説明し、訴えることができること
は非常に重要であります。
　令和３年度は、バイデン新政権及び改選された連邦
議会議員により、軍事委員会等において、海兵隊の再
編が議論される重要な時期であり、沖縄の基地問題の
実情を政府要人や連邦議会議員と直接面談して働き
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かけ、訴えるのに好機であります。
　そのためには、ＦＡＲＡ登録を行っているワシント
ン駐在を引き続き活用する必要があります。さらに、
米国内に住む県系人とのネットワークや発信力の高
い人物などの沖縄県への招聘などにより、沖縄の基地
問題解決に向けて沖縄県と米国との間にネットワー
クを構築するなど、ワシントン駐在が今後取り組むべ
き重要事項はまだまだたくさんあります。
　辺野古新基地建設の阻止や、在沖米軍から派生する
諸問題の解決に向け、米国政府等に対し、沖縄県が積
極的かつ継続的に取り組むことは重要であることか
ら、ワシントン駐在員活動事業費を削減する修正案に
反対し、原案に賛成するものであります。
　ぜひとも議員各位の御賛同を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げ討論といたします。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
　　　〔西銘啓史郎君登壇〕
○西銘　啓史郎君　こんにちは。
　会派沖縄・自民党の西銘啓史郎です。
　修正予算に賛成の立場で討論を行います。
　まず、我々会派沖縄・自民党は、ワシントン事務所
に関わる予算に対するその必要性及び効果について
疑義を呈し、これまで代表質問・一般質問等でも取り
上げてまいりました。また、今議会の代表質問におい
てワシントン事務所の必要性・効果に疑義を呈した他
会派もありました。
　我々会派沖縄・自民党は、ワシントン事務所以外の
予算については賛成の立場であることを先に表明し
て賛成討論に入ります。
　さて、ワシントン事務所は、現地での情報収集・情
報発信を主目的として平成27年に設置されました。
来年度は７年目を迎えますが、その必要性・効果につ
いて冷静に分析・評価をし、ワシントンコア社、業務
委託先のコア社からの報告書での指摘についても確
認をしたいと思います。
　与党の皆さんもワシントンコア社の報告書に目を
通されていると思いますが、私は目を通して大変愕然
といたしました。後ほど触れたいと思います。
　まず１点目、委託業務先のワシントンコア社の毎年
度末に行われる定例報告書より、ワシントンコア社の
運営支援業務について確認をしておきたいと思いま
す。
　令和元年度の予算ベースでワシントンコア社への
委託業務費用の内訳は大きく３点あります。
　まず１点目、事務所の運営支援4600万円、２点目、
駐在員の活動支援2300万円、３点目、特別旅費、こ

れは帰国時や米国内の移動の旅費というふうに書い
ていますが300万円、総額は7200万となっております。
　その委託料の概要・内訳についてでありますけれど
も、事務所の運営支援の中で、事務所の家賃726万円、
駐在員の調査活動、交通費、携帯電話、新聞・雑誌の
定期購読の手続、更新、支出事務206万円、海外傷害
保険133万円、そしてＦＡＲＡ―フォーリン・エー
ジェント・レジストレーション・アクト―外国代理
人登録法関連業務としてＦＡＲＡ登録維持に必要な
米国政府に対する定期報告と登記更新、弁護士・会計
士への費用で830万円、そして現地採用スタッフの給
与で970万円。そしてこれもまた非常に不明なんです
が、その他ということで受託事業者ワシントンコア社
の人件費等ということで1700万円計上されておりま
す。
　そして、駐在員の活動支援の内訳ですけれども、専
門家等の起用に関わる再委託費1200万円、そして諸
経費、これは知事の訪米時の車両代や会場使用料とい
うふうに書かれているんですが180万円、そして同じ
くこの中でもその他受託事業者人件費等で970万円、
つまり、受託者の人件費等で総額何と2670万円の予
算が計上されておりました。これもしっかり精査する
必要があると私は思います。
　次に、具体的な活動支援として、先般、全米アンケー
ト調査において、このワシントンコア社は沖縄県・ワ
シントン事務所との調整、質問内容の検討、メールの
配信、回答の回収、分析を行っております。
　そのアンケートの結果について特徴的な質問と回
答でありますが、まず開設して６年にもなるワシント
ン事務所の存在を知らない方が53％、そしてワシン
トン事務所の主催する会議やイベントに参加したこ
とがないが70％、そしてさらにもっと研究したいこ
とという―これ複数回答でしたけれども、米軍基地
や日米同盟について回答したのは15％、残りの85％
は沖縄の歴史・文化、空手、紅型、自然遺産と回答を
しております。
　つまり、ワシントン事務所の存在価値を地元のアン
ケートの対象になった方々がどれだけ認識をしてい
るかが分かると思います。
　そしてもう一つ、ワシントンコア社の大きな支援事
業の中に、知事訪米時の支援が書かれております。事
前打合せ、有識者との面談・意見交換アレンジ、車両
アレンジ、関連費用支払い、面談相手のプロフィール
作成一式、当日同行業務、事後処理、関係者へのお礼
メール、経費支払い等、このように業務委託先のワシ
ントンコア社が微に入り細に入り支援をしているこ
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とが実態であります。
　２点目、ロビー活動について申し上げます。
　県の説明では当初、初代ワシントン事務所長がロ
ビー活動をしているとの説明があったときに、ロビー
活動に必要な登録手続を県は行っていませんでした。
違法行為と言われても仕方がありませんでした。その
後、ＦＡＲＡ登録を行い、今では堂々とロビー活動を
行っていると県は説明をしております。
　ジェトロ（日本貿易振興機構）の2017年度報告資
料では、連邦政府関連ロビー活動は今や１万1000人
以上を擁する年間31億ドルの産業となっていると報
告があります。米国内各民間企業が、ロビー活動のた
めの予算を投下、活用し、情報の収集・発信を行って
いるようです。つまり、米国内でのロビー活動は各企
業が必死になり、それなりの資金を投入しないと重要
な情報は入手できないということが明らかであります。
　日本の一自治体のスタッフが行っているロビー活動
は、決して重要な情報を事前に収集することはできな
いものであると言えると思います。
　また、さきの与党の代表質問に対し、玉城知事が米
国シンクタンクＣＩＰによると、日本の代理人として
活動する全51機関のＦＡＲＡ報告実績で、沖縄県駐
在が１位という答弁がありました。残念ながら先ほど
申し上げましたＦＡＲＡ報告は、業務委託先のワシン
トンコア社と弁護士事務所で作成されているものであ
り、ワシントン事務所駐在員の実績評価であるとは言
えないのではないかと私は思います。
　そして、次に３点目、連邦議会調査局ＣＲＳ―コ
ングレーショナル・リサーチ・サービスについて申し
上げます。
　議会調査局は、議会図書館の一部局という扱いで委
員会や議員の立法機能を補佐するため主要な政策に係
る報告書の執筆等を行い、日本における国立国会図書
館の調査及び立法考査局と同等の役割を有している組
織と言えます。650名の職員が在籍し、多岐にわたる
課題に対する年間１万2000件の報告書を作成してお
ります。そのレポートの中で、2017年２月、沖縄県
には在日米軍関連施設の25％の施設が配置されてい
るとの表現がありました。
　そして反対討論でもありましたけれども、2019年
６月、専用施設の70％と初めて記載されました。し
かし、その４か月後2019年10月、在日米軍が使用、
これは専用・一時使用する全施設の25％と修正をさ
れております。そして直近の2020年２月、同じよう
に25％という数字が使われております。つまり、こ
れまで翁長知事、玉城知事が訪米されて主張されてい

る数値、専用施設面積の70％が配置されているとい
う表現は一度も使われておりません。訂正をされてお
ります。ということから、知事の思いが議会調査局に
全く認識されていないということも言えるのではない
でしょうか。
　そして次に４点目、ワシントンコア社からの沖縄県
駐在事務所に対する指摘事項についてであります。こ
れは非常に私も残念な指摘だと思いますが、読み上げ
たいと思います。
　平成30年度の報告書の中で、専門家から以下のよ
うな助言が寄せられたとあります。沖縄県が作成した
英語資料について、ａ、有識者への説明・説得という
観点では単語の選択が適切ではなかったり、説得力に
欠ける文書や表現が多く見られた。これワシントンコ
ア社が指摘している専門家からの助言に対する指摘で
す。ｂ、沖縄県の意図を十分把握してなければ誤解し
てしまいそうな表現も多々含まれていることから、こ
のような資料を配布することはリスキーであるように
思われたとの記載があります。
　さらに2020年３月31日の最終報告での指摘につい
ても読み上げたいと思います。
　沖縄県やワシントン事務所からの情報発信の内容や
形態について指摘があります。①、簡潔なメッセージ、
②、分かりやすい説明、③、米国の利益を意識した内
容、④、ＤＣ、これワシントンＤＣの読み手を意識し
た構成、⑤、外交を意識した言葉遣い、⑥、議会の情
勢を鑑みた内容にすべきとの指摘があります。その中
で米国利益を意識した内容についてはこう記載されて
います。資料を書く上で最も重要なことは、資料で取
り上げたことが米国政府及び米国納税者の利益にどの
ような悪影響を与えるのかを明確にすることである。
―中略します―また、米国の議員や補佐官は沖縄
県民ではなく米国市民のために働いているため、米国
政府や国民への影響には強い関心を持つが、沖縄県民
だけに影響するように聞こえる内容であれば関心を
持ってもらうことは難しいだろうとも指摘をされてお
ります。
　次に、外交を意識した言葉遣いについては、議員や
補佐官に向け沖縄の状況を理解してもらうためには、
外交的、論理的な用語を使う必要がある。沖縄県民の
心情も理解できるが、民主・共和の党派にかかわらず、
議員、補佐官の中には軍にいた経験や米軍関係者、国
防総省と密に連携している人もいるため、沖縄県から
のメッセージに米軍への強い不満、苦情を印象づける
内容や用語が含まれているとその段階で話を聞くこと
をやめてしまう議員もいるとの指摘もあります。
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　さらに議会の情勢を鑑みた内容との指摘について
は、面談する議員と大統領の党派が異なる場合は、議
員向けメッセージに大統領の氏名や方針に対し、沖縄
県の見解を説明する内容は含まないほうがよい。ま
た、ＮＤＡＡ（国防権限法）案や予算関連案、ＰＦＡ
Ｓ法案等、沖縄県が賛同する法案でも相手議員が反対
している可能性があるため要注意であるとの指摘もあ
りました。
　これまで翁長知事、玉城知事は訪米時に議員45名、
補佐官４名と面談したと報告がありました。ただ、そ
のアポイントや調整は駐在員ではなくワシントンコア
社が行っているとの報告になっております。駐在員に
おいてはこれまで米国連邦議会関係者延べ1267人と
面談との答弁が今定例会での代表質問において玉城知
事からありました。しかし、大切なのは面会者の人数
での評価ではなく、その内容、その後の米国政府の動
きを評価すべきと私は考えます。
　これまで５年間で３億4000万を投入したワシント
ン事務所、現地駐在員２人の人件費や家賃、海外手当
等も含めるとこれまで５年間トータルで約６億円の費
用、大切な県民の税金を投入したことになります。
　辺野古に絶対基地を造らせないという知事の強い思
いが、ワシントン事務所の設置により米国政府を動か
し、工事の停止、中止につながるのであればワシント
ン事務所の設置意義は理解・評価をいたします。しか
し、その効果は残念ながらこの６年間ほとんどないと
言っても過言ではなく、知事や与党の皆様はワシント
ン事務所の必要性や効果を過大評価しているとしか思
えません。
　沖縄県民は、民主党政権誕生時に最低でも県外とい
う当時の総理大臣の発言に大きな期待を寄せました。
しかしその期待はもろくも崩れました。民主党政権時
の３人の総理大臣は辺野古を県外にも移設できず、中
止させることもできなかったのであります。そして、
辺野古に基地は絶対造らせないという公約を掲げ当選
した知事に対して、多くの県民は期待をしています。
しかし本当に公約を実現できるのかという不安の声も
出始めているとの声も聞こえてきます。ワシントン事
務所は絶対的に必要なものではないと考えます。情報
収集も情報発信も駐在員の皆様は必死に努力されてい
るとは思いますが、沖縄県事務所単独でのロビー活動
には限界があります。それより外務省への出向、大使
館への勤務やジェトロ（日本貿易振興機構）への出向
のほうが県の人材育成の観点からも県益につながると
私は思います。
　以上、長々と理由を述べましたが、議員各位の賛同

を心より強くお願い申し上げ、賛成討論といたします。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
　これをもって討論を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午後０時39分休憩
　　　午後０時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより甲第１号議案から甲第24号議案までの採
決に入ります。
　議題のうち、まず甲第１号議案を採決いたします。
　まず、本案に対する座波一君外18人から提出され
た修正案について採決いたします。
　お諮りいたします。
　本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（赤嶺　昇君）　起立少数であります。
　よって、修正案は、否決されました。

○島袋　　大君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時40分休憩
　　　午後０時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次に、原案について採決いたします。
　お諮りいたします。
　原案に賛成の諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（赤嶺　昇君）　起立全員であります。
　よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時41分休憩
　　　午後０時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次に、甲第２号議案から甲第24号議案までの23件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案23件は、原案のとおり決すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第２号議案から甲第24号議案までは、原
案のとおり可決されました。
―◆・・◆―
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時42分休憩
　　　午後２時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き議事進行をいたします。
　この際、日程第10　議員提出議案第６号　中国海
警局による尖閣諸島周辺海域における日本漁船への
威圧行為に対する意見書及び日程第11　議員提出議
案第７号　中国海警局による尖閣諸島周辺海域にお
ける日本漁船への威圧行為に対する抗議決議を一括
議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　又吉清義君。

〔議員提出議案第６号及び第７号　巻末に掲載〕

　　　〔又吉清義君登壇〕
○又吉　清義君　ただいま議題となりました議員提
出議案第６号及び同第７号の２件につきましては、３
月23日に開催した総務企画委員会の委員により協議
した結果、議員提出議案として提出することに意見の
一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御
説明申し上げます。
　提案理由は、中国海警局による尖閣諸島周辺海域に
おける日本漁船への威圧行為について関係要路に要
請するためであります。
��次に、議員提出議案第６号を朗読いたします。
　　　〔中国海警局による尖閣諸島周辺海域における

日本漁船への威圧行為に対する意見書朗読〕
　次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同
じでありますので、宛先だけを申し上げます。
　　　〔中国海警局による尖閣諸島周辺海域における

日本漁船への威圧行為に対する抗議決議の宛
先朗読〕

　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第６
号及び第７号については、会議規則第37条第３項の

規定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第６号
「中国海警局による尖閣諸島周辺海域における日本漁
船への威圧行為に対する意見書」及び議員提出議案第
７号「中国海警局による尖閣諸島周辺海域における日
本漁船への威圧行為に対する抗議決議」の２件を一括
して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
��よって、議員提出議案第６号及び議員提出議案第７
号は、原案のとおり可決されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第12　陳情４件を議題と
いたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました陳情４件につきましては、慎重に審査いたし
ました結果、お手元に配付してあります審査報告書の
とおり処理すべきものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報
告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情４件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
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議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情４件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第13　陳情１件を議題と
いたします。
　本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。

〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました陳情１件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、審査報告書のとおり処理すべきものと
決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報
告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情１件
を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第14　陳情11件を議題
といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長瑞慶覧　功君。

〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔土木環境委員長　瑞慶覧　功君登壇〕
○土木環境委員長（瑞慶覧　功君）　ただいま議題と
なりました陳情11件につきましては、慎重に審査い

たしました結果、審査報告書のとおり処理すべきもの
と決定いたしました。
��なお、陳情令和２年第194号及び同第202号につい
ては、闘鶏に限るものとするとの意見がありました。
��よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情11件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情11件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第15　陳情５件を議題と
いたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　米軍基地関係特別委員長照屋守之君。

〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔米軍基地関係特別委員長　照屋守之君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長（照屋守之君）　ただいま
議題となりました陳情５件につきましては、慎重に審
査いたしました結果、審査報告書のとおり処理すべき
ものと決定いたしました。
��よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。　
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情５件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
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議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情５件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第16　陳情１件を議題と
いたします。
　本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長中川
京貴君。

〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員
　　　長　中川京貴君登壇〕
○新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長（中
川京貴君）　ただいま議題となりました陳情１件につ
きましては、慎重に審査いたしました結果、審査報告
書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時14分休憩
　　　午後２時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、お諮りいたします。
��甲第36号議案を日程に追加し、議題といたしたいと
思います。
　これに御異議ありませんか。

　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第36号議案を日程に追加し、議題とする
ことに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　甲第36号議案を議題といたし
ます。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕

　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　令和３年第１回沖縄県議会（定例会）に追加提出い
たしました議案について、その概要及び提案の理由を
御説明申し上げます。
　追加提出いたしました議案は、予算議案１件であり
ます。
　甲第36号議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予
算（第１号）」は、新型インフルエンザ等対策特別措
置法第24条第９項に基づく時短要請への協力事業者
に対する感染拡大防止協力金に要する経費につきまし
て、歳入歳出予算額に129億4132万円を追加するも
のであります。
　以上、追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申
し上げます。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。イッペーニ
フェーデービル。
　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　この際、念のため申し上げます。
　甲第36号議案に対する質疑につきましては、本日
の議会運営委員会において確認された質疑の方法等に
従って行うことにいたします。

○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入ります。
　甲第36号議案に対する質疑の通告がありますので、
順次発言を許します。
　下地康教君。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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○下地　康教君　会派沖縄・自民党の下地でございま
す。
　私はこの提出された議案について、離島から選出さ
れた議員として質問を行いたいというふうに思って
おります。
　まず、私の所見を述べながら質問を進めていきたい
というふうに思っております。
　まず第１に、今回新年度予算と同時に補正予算を提
案する事態が異常事態であるということを認識し、県
民の皆様方に十分理解していただく必要があるとい
うふうに考えております。
　このコロナ禍の厳しい状況の中において、新年度予
算と同時に補正予算を可決しなければならない状況
を、知事は重大な決意を持って県民に説明をしなけれ
ばならないというふうに考えております。コロナ感染
拡大の第４波に入っていると思われる今、沖縄県民が
最後に何を守らなければならないのか、これをしっか
りと考える必要があると思っております。
　戦後の激動の沖縄を生き抜き、沖縄の歴史や文化を
引継ぎ、つないできた先輩方の命を守り抜き、次の世
代を担う若者たちに命の大切さを伝えていくのが沖
縄県民を代表する玉城知事の使命ではないかという
ふうに考えております。コロナ禍における世界恐慌と
いう状況は、第三次世界大戦とも言える近代の有事と
いうふうに捉えることができると思います。基地反対
だけが命ドゥ宝ではないというふうに私は考えてお
ります。
　玉城知事は沖縄の歴史と文化をつないで、築き上
げ、コロナ禍の中で倒れていった先輩方の思いに寄り
添って、命ドゥ宝を若い人たちに対して決意と信念を
持って発信すべきだというふうに思っております。沖
縄の歴史を刻んできた先輩方の大切な命を守り、若者
自身の未来を築いていくために、この困難を全ての沖
縄県民と一緒になって乗り越えていかなければなら
ないというふうに思っておりますので、これからの沖
縄県民にとって、玉城知事の決断と責任は非常に重い
ものだというふうに感じております。
　そこで質問をいたします。
　今回執行部は、本補正予算の提案理由として、新型
コロナ感染防止としてこの予算を計上しております
けれども、本来ならば感染防止拡大対策ではなく、感
染予防対策としての施策を実施することが重要であ
るというふうに考えております。感染が拡大してから
対策を打つのではなく、予防対策を実行することが本
来のあるべき姿だというふうに考えております。そう
であるならば、感染が拡大している地域のみに協力金

を実施するのではなくて、離島を含む全ての圏域にお
いてこの予算が実施されるべきだというふうに考え
ております。
　今年の１月に宮古島において、新型コロナ感染のパ
ンデミックが発生しております。その時期に医療崩壊
もささやかれておりました。そういった事例を未然に
防ぐためにも、離島においても協力金を実施するべき
であると私は考えております。しかし、今回の対策は
離島に及んでいない理由として、離島における感染防
止対策はどのような時期に実施されるのか、その数値
をもってその根拠を示していただきたいというふう
に思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時24分休憩
　　　午後２時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回の緊急対策に
つきましては、時短要請につきましては特に感染の急
拡大の状況でありますとか、特に飲食店への制限でご
ざいますので飲食に関わる感染者の増加であります
とか、そういった数値をもって判断したところでござ
います。ただ今回、県全体として感染者が増えている
状況を鑑みますと、感染対策としては、対処方針の中
では時短以外にも、例えば必要以上の外出を控えてい
ただくとか、あとイベントにつきまして、それから離
島と離島の移動、離島と本島の移動等についても県民
の皆様にお願いしているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　こういう対策は、理由といいますか
根拠はもう以前から、皆様方の考え方として説明をさ
れてきております。しかし今回、私は第４波に入って
いるというふうに思っておりますので、入る前にどう
いった施策が考えられていたのか、それをお聞かせい
ただきたいというふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員おっしゃいま
すとおり、先ほどお話にもありましたけれども、高齢
者が重症化するというリスクが高いということもご
ざいますので、私どもとしましては、高齢者施設の従
業員に対する定期的なＰＣＲ検査というのを県独自
の策として取り組んできたところでございます。また
その他の検査についても、事業で独自でやったという
こともございます。そのような検査等に対する対策の
拡充であるとか、そういったことで防いでいくという
ことで対策は取ってまいりましたけれども、今般、３
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月の人の移動により感染が急拡大したことに伴いまし
て、今回の措置ということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　今後離島において、そういった感染
拡大が発生する可能性は十分に考えられます。それは
どの基準で支援をするのか、具体的な数字を教えてい
ただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時26分休憩
　　　午後２時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　例えば、宮古島、
八重山地域といったところにつきましては、その地域
でどの程度の感染が広がっているか。それから特に時
短の関係で言いますと、飲食での関連の感染者がどの
程度出ているかということが非常に大きなポイントに
なると思います。
　今回宮古地域については、飲食関連の感染はぽつぽ
つとは出ておりますけれども、それが抑えられている
ということと、拡大に至っていないということから今
回は対象としていないという状況でございます。
　ちなみに時短要請の開始のポイントとしましては、
10万人当たりの感染者の数などについて、県として
は目安として持っているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　これは感染の数が拡大したというの
も大事なんですけれども、その状況において、離島に
おける飲食店の方々は今非常に困っておりますので、
これをつぶさに判断をして、早めにその措置が取られ
るようにしていただきたいというふうに思っておりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時28分休憩
　　　午後２時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　特に営業時間の短
縮につきましては、その店舗の私権の制限にも関わる
重要なことでございますので、経済界からもできるだ
けピンポイントで集中的にというお話もございまし
た。しかしながら、感染拡大の兆候が確認される場合
には、ここは対象地域の追加についても検討する必要
があると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。

○下地　康教君　離島をぜひ取り残さないように、皆
様方のしっかりとした対策をお願いしたいというふう
に思っております。
　以上です。
　私の質問はこれで終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　まず初めに、私は名護選出の県議会
議員として、知事にぜひ尋ねたいことがあります。
　今朝の新聞報道を市民の方が見て、私のところに
メールが入りました。これにはどう書いてあったかと
いうと、名護・やんばるは置いてけぼりになって大変
悲しいですねと、こういうメールが入っておりました。
これは取りも直さず時短要請について、名護・やんば
るが除外されているということにほかなりません。
　このことについて知事、どう答えますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時31分休憩
　　　午後２時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今回は、先ほど保健医療部
長からも説明がありましたとおり、現在、対象地域と
して時短の協力をお願いしようとしている20市町村
は、３月に入って会社での歓送迎会、それからゴルフ
コンペ後の会食、同級生の模合などが確認されていま
す。また、３月に発生した７つのクラスターの発生地
域も含まれており、感染を抑制する必要があること、
それから感染者の大半を占める中南部の那覇市、宜野
湾市、浦添市だけではなく、隣接する市町村も対象に
加えることで抑制効果を高めることが期待できるとい
うところから、20市町村ということで、そのデータ
に基づいて判断をさせていただきました。
　なお、名護市・北部町村については、名護市内の飲
食関連の陽性者は友人宅での送別会などによるもの
ということで報告が届いており、感染経路はある程度
把握ができているということ。しかし、北部町村も名
護市内で飲食を行う機会が多く、名護市で感染が広が
ると北部全域に広がるということもあるところから、
我々としては感染状況をしっかり注視してまいりたい
というように考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　ありがとうございました。
　これまでの時短要求が今度４回目でありますけれど
も、この間、当初予定されていた時短要請がその範囲
が広がって、次々と要請をしていったという経緯があ
ります。そのことで今回も、今20市町村であります
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けれども、離島含めてあるいは先島を含めて北部・や
んばるも含めて、どこかでクラスターが発生したらこ
れ追加で措置されるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回の時短を対象
としている地域以外についても感染拡大の兆候が確
認される場合には、時短要請についても検討する必要
があると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　その目安というのは、どの程度にな
ればそういう対応されるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時34分休憩
　　　午後２時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回、時短要請を
かけさせていただいた圏域につきましては、まずは県
全体の新規感染者数が211人以上になっていること、
県全体ですね。その中の飲食関連の新規感染者数がそ
の３分の１程度あるということ。それから対象地域と
なる新規感染者数が、人口10万人当たり15人以上と
いうふうにある程度の目安を考えております。
　ちなみに那覇市、中南部保健所管内、今回時短要請
を行った管内の場合には、183人以上と。10万人当
たり15人ということで換算しますと、183人以上と
いうことになりました。仮に、北部地域ということで
あれば、その人口に応じて10万人当たり15人以上と
いう目安はかけていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　またその節はよろしくお願いしたい
と思います。
　この感染経路ですが、今ＧｏＴｏは一時中止してお
りますけれども、沖縄県内では恩納村から名護・本部
にかけて観光客がうんと押し寄せています。そういう
状況の中で大変心配しておりますけれども、１か所
で何か影響が出ると、これ全部伝播しているわけです
よ。そういう状況からすると、単にこの20市町村と
いうことじゃなくて、常にそういったところも視野に
入れながら調査をしていただきたいとこう思います
が、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど申し上げた
目安と併せて総合的な判断はやはり必要だと考えて
おります。周辺市町村の状況であるとか、拡大の急増
であるというようなことは視野に入れながら検討す

る必要があると思います。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　実は今の129億ですか、この予算で
今朝の説明会のときにお尋ねしましたら、9000名ぐ
らい対象だというふうにおっしゃっていましたけれ
ども、私は沖縄県全体からしても全体一緒にやっても
そんなに予算が膨らむわけじゃなくて、むしろそれだ
け県民からの協力が得られると。今は逆に反発を受け
るような状況にあるんで、どうしてそういった対応を
したのかということについて、知事、もう一度御答弁
願えますか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　私のほうで答弁させてい
ただきます。
　我々も今回の急激な増に対してどのように対応す
べきか、やはり全県一律にやるべきではないかという
議論も行いました。ただ、しかしながら先ほど来答弁
がありますように、それぞれ地区によって状況が違う
ということ、そして何よりも経済界のほうからポイン
トを絞ってやってもらいたいというような意見など
もあって、そういったことを我々土曜日からずっと議
論をしてまいりましたけれども、やっぱり経済界の意
見等も踏まえると、ある程度限定的に行う。ただやは
り離島も北部もそうなんですが、中南部と比べて離島
の脆弱性等について我々としても懸念しております
ので、そういった観点から知事のほうからもコメント
の中ではそういった兆候があればしっかり注視する
と、兆候があればより厳しい対応も取りますというよ
うな話をしております。北部地域の方々、それから先
島地域の方々も含めて、不安な思いを我々もしっかり
把握した上で、より効果的な観点からしっかりと対応
してまいりたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　沖縄県、県土と言ってもそんな広い
ものではなくて、こんなにちまちまして区切ってやる
ような性質のものじゃないと思うんです。むしろ県
民の協力を得るためには、一括してみんなにお願いし
て、みんなが一丸となって取り組むと。こういう状況
をつくる必要があると思いますけれども、これについ
ていかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　確かにおっしゃるように、
我々は全ての県民の方々の健康と暮らし、生命につい
てしっかりと常に考えていかなければならないと思
います。
　私伊江島にいとこがおりまして、先日いとこに島の
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状況を聞いてみました。島では親子ラジオが各世帯に
入っていて、お昼になると役場のほうから、マスクを
つけてください、手洗いをしてください、風通しをよ
くしてください、御協力ありがとうございます、おか
げさまで感染者は島内ではゼロですというような呼び
かけをしていらっしゃるそうなんです。ですから、今
般私たちは改めて市町村とも連携しながら、広報やあ
るいは啓発活動についてもしっかり行っていこうとい
うことで、全市町村と協力をさらに進めていきたいと
いうように考えています。
○末松　文信君　時間となりましたけれども、とにか
く県民全員が一方向に向かって取り組める状況をつ
くっていただきたいという要望を申し上げて終わりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　よろしくお願いします。
　今、知事が全市町村と協力するということの副知事
とは裏腹な今回の議案について非常に衝撃を受けてお
ります。新年度予算を決める会期末に、いきなり129
億円4132万円のコロナ対策予算を県議会に提案する
ことに疑問を持っております。しかも、41市町村の
うち20市町村が対象であります。これは市町村に対
しても差別的であると考えております。玉城知事は有
効な予防策が打ち出せず、第４波の到来で慌てて対応
していると思っております。
　それでよいか伺います。
　知事に伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時41分休憩
　　　午後２時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今般の第４波と認められる
感染のこの異常なスピードについては、我々は非常に
強い危機感を持っております。沖縄県緊急事態宣言を
終了した２月28日以降、再発警戒段階ということで
我々は引き続き県民の皆様に警戒を呼びかけるとと
もに、医療提供体制や検査体制の拡充を図ってきたと
ころであります。しかし、県内の新規感染者数は徐々
に増加し、歓送迎会や人の移動が増える３月後半にか
けて、感染拡大の速度が上昇してまいりました。３月
21日と28日の直近１週間の新規感染者数を比べると
約1.9倍に増えており、今年１月に緊急事態宣言を発
出した時期を上回る速度で感染状況が急拡大していま
す。現段階においては、感染者の多くを20代から40
代の世代が占めていますが、しかしこれまでの感染拡

大の状況を比較してみますと、次第に高齢者層にも感
染が拡大し、入院治療が必要な重症中等症の患者が増
えるという事態を引き起こすことも考えられます。そ
れは今後、各市町村におけるワクチン接種を円滑に実
施するため、多くの医療従事者の協力が必要であるた
め、この感染拡大によって医療が逼迫してしまうとい
う状況はどうしても避けなければならないというふう
に受け止めております。
○照屋　守之君　議長、休憩願います。
　私の質問に答えてください。長いですよ。
　我々の質問時間は制限しておいて……
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時42分休憩
　　　午後２時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事（玉城デニー君）　そのような医療体制の逼迫、
さらには感染の拡大の危機感などから、今般第４波が
間違いなく到来しているものと思い、４月１日から緊
急に時短協力の要請をコロナウイルス対策本部で決定
したところであります。
○照屋　守之君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時43分休憩
　　　午後２時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋守之君。
○照屋　守之君　玉城知事は、コロナ対策本部長とし
て、これまで予防対策をしっかりやるべきだったと私
は思いますよ。今回の対応は予防対策とは思いません
ね。感染が拡大したから対応する。なぜもっと前に対
応しなかったか、不思議であります。玉城知事の対策
本部長としての認識や決断力のなさが露呈されている
と私は考えております。緊急事態の玉城知事の対応が
遅い、知事も認めざるを得ないんじゃないですか。知
事いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時44分休憩
　　　午後２時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども答弁をさせていた
だきましたが、我々は２月28日以降は再発警戒段階
にあるものとして、県民の皆さん、事業者の方々に懸
命に感染防止対策を呼びかけてまいりました。コロナ
対策本部会議で状況確認をし、必要であればメッセー
ジもしっかりと発出をさせていただいているところで
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あります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　私が聞いているのは対策本部長と
して、認識や決断力がないんでしょうという、そうい
うことを聞いているわけですよ。緊急事態の玉城知事
の対応が遅い、これを聞いているわけですよ。玉城知
事の県民の命と暮らしを守るコロナ対策本部長とし
ての決断とか今の対策は、私は県民に不信感を与えて
いると思いますよ。
　時短要請はコロナ感染予防のための対策でありま
す。そうであれば、20市町村ではなく、41市町村と
すべきではありませんか。全市町村を対象にした予算
を組み替えるべきだと思いますけどいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時46分休憩
　　　午後２時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回の時短要請に
つきましては、今般の急拡大に伴って、感染を抑制す
るためにということで、大きな目的で捉えて発してい
るものでございます。ですので、感染状況であるとか、
その数値的なものを踏まえた上での対策であるとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　先ほどの説明で、感染が拡大したら
対象に入れるというんでしょう。そうだったら、最初
から41市町村でやるべきじゃないですか。おかしい
でしょう、予防対策なんですから。組み替えたほうが
いいんじゃないですか。
　再度伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　この時短措置につ
きましては、店舗等の私権を大きく制限する要請でも
ございます。ですので、国の基本的対処方針の中でも
必要最小限の措置とするとともにということで、私権
を制限するに当たっては、必要最小限ということは根
底に流れているところでございますので、そういう意
味で今般、数値に基づいて必要な措置を取らせていた
だいたというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、全市町村からするとおか
しいでしょうと、差別化でしょうということなんです
よ。これ時短要請について、12月25日から１月11日
まで、県は宜野湾市と名護市を追加指定して、うるま
市は除外しました。そのときの名護市、宜野湾市の対

象企業数の数と協力金の総額、それとうるま市の対象
飲食業と指定を受けていたらどのくらいの協力金に
なっているか、説明お願いできますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず名護市と宜野湾市が追加されたというところ
の対象事業者数と金額実績ですけれども、令和２年
12月25日から令和３年１月11日の営業時間短縮要請
について、名護市は対象事業者が583件、支給実績は
513件、支給額が３億6936万円となっております。
それから宜野湾市は対象事業者が554件、支給実績が
490件、支給額が３億5280万円となっております。
　それからうるま市は対象外ではありましたけれど
も、対象となった場合の対象事業者数、それから金額
ということでしたけれども、まず対象となった場合
は、対象事業者数が568件、支給額は１事業者当たり
72万円ですので、トータル４億896万円となる見込み
ということになります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　知事、聞きましたか。うるま市が外
れて、うるま市は４億余りもらってないんですよ。名
護は３億5000万、宜野湾市もそのぐらいの金額。皆
さんが指定していればそれができたんでしょう。４億
余りですよ。ですからそういうふうに今回の件も、差
別化が起こっているんですよ。起こっていくんです。
去年も、以前もそのようなことをやったのに、今回も
20だけ入れてほかは外す。何で同じことまた繰り返
すんですか。おかしいじゃないですか。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　感染の予防というのと、
先ほど来言葉が出ていました、感染予防はこれ当然に
全県民やらないと、全国民一緒にやらないといけない
ものです。３密を避ける、うがい、手洗いしっかりや
る。これはもうしっかり我々はこれまでずっと求めて
きておりますけれども、今回のものは感染の急拡大を
何とかして抑えるということで、先ほど来、出ている
営業時間の短縮というものを、ある意味営業の自由を
制限する、そういった厳しい措置を取るということで
ございます。それはやっぱり限定的にやらなければな
らないだろうと。これは経済界からも言われているこ
とでございますし、法の立てつけもそうなっていると
いうことでございまして、予防は我々しっかり求めま
す。ただ……
○照屋　守之君　時間がないです。もういいです。
○副知事（謝花喜一郎君）　そういったことでござい
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ます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　今回の予算は国から出るんですよ
ね。これ除外された市町村が直接国に要請したらどう
なるんですか。県の立場ありますか。国は一律的にそ
ういうふうにやってほしいということで予算をつける
わけでしょう。これが市町村が直接国に要請したらど
うなるんですか。説明してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時50分休憩
　　　午後２時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　時短要請につきま
しては、県のコロナ対策本部において指定することに
なっております。
○照屋　守之君　とにかく玉城県政のこのようなやり
方はおかしいですよ。全市町村対象にやってください。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　知事、ここに提示しているのは何で
すか。（パネルを掲示）
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時52分休憩
　　　午後２時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　首都圏に発令されておりました緊急事態宣言が３月
７日から21日まで延長されます中、航空会社から３
月から４月にかけて予約状況が上向いていると、沖縄
路線は予約の増加率が高い状況にあるというふうに
伺っております。そのため、緊急事態宣言解除後は、
春休みということと相まって首都圏を含め多くの観光
客の来訪が予想されたということで、渡航者を迎える
に当たっての沖縄県の取組を発信すると同時に、体調
が悪い場合の延期を含むなどの徹底した対策を呼びか
けるということを目的として、こういった広告を掲載
したものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　保健医療部長、この日、26日に何
名いたのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時53分休憩
　　　午後２時53分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　３月26日の新規陽
性者数は、88名です。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　総務部長、これは幾らかかったのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時53分休憩
　　　午後２時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　広告費用でございますけれども、合計で2257万
2000円でございました。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　与党の皆さん分からないと思います
けれども、これ、26日の新聞に出ているんですよ、本
土新聞に。沖縄では出ていない。全国紙だからこっち
で取っている人もいるんでしょうけれども。私は、こ
れをやるなとは言わない。ところが、これを読んでみ
たら、今観光スポーツ部の部長が言っているような話
ではない。沖縄に来てくださいというものですよ。こ
ういう状況で拡大、88名がその日に―まあその前
日も高かったでしょう。この１週間高かったはずだ。
だけど、これを出すタイミングがあるんじゃないのか。
僕はやるなとは言わない。観光の皆さんも苦しいから。
そういうところを一つ一つ検証しながらこういう広告
というのは打つのであって、一方でこの広告を金曜日
に出して、４月１日から緊急事態宣言ではないけれど
も、いわゆる時短をやるわけでしょ。どう思うのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時55分休憩
　　　午後２時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　昨日、沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部で
決定されました感染急拡大を封じ込めるための緊急特
別対策の実施につきましては、観光客などの来訪者に
対しまして、新しい生活様式、新しい旅のエチケット
の実践ですとか、事前の十分な健康観察、感染防止対
策の徹底、体調不良の際の来県の中止または延期を求
めているところでございます。
　今回の広告におきましても、同様に新しい旅のエチ
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ケットの実践ですとか事前のＰＣＲ検査、体調が悪い
場合の延期などを呼びかけておりまして、今回の広告
は必ずしも誘客のためでもなく、来訪時の徹底した対
策を呼びかけるための広告であるということで、方向
性、軌を一にしているものだというふうに認識をして
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　部長、僕の３倍くらいしゃべってい
る。これ見たら、僕も読んでいるから分かります、今
僕の質問だから。
　皆さんの今までのこれまでの対策を見ていると簡単
ですよ。感染者が上がれば時短、下がれば解除。この
対策しかないんですか。
　知事、もう一つ僕は聞くけれども、今までるるこの
対象の20市町村のことは言っていたけれども、僕は
逆に副知事、ここの担当なんでしょ、副知事は。照屋
さんに聞きますけれども、そもそもコロナ対策とは何
ですか。何をやることなのか。どんなしたら抑制でき
るのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時56分休憩
　　　午後２時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　端的に申し上げますと、人
の流れを止めなさいというふうに言われておりますの
で、人の往来を止めるということは、すなわち本土か
らの観光客流入についてできるだけ抑制をしていく。
それから、周辺離島との往来についても自粛をしてい
ただくと。こういうふうになると思うんですけれど
も、今回の感染急拡大においては、なお一層―アン
ダーコントロールといいますか、抑制をしていく必要
があるという認識でやっております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　そもそも認識がここでずれているん
ですよ。徹底的な検査、徹底的な囲い込み、徹底的な
補償なんですよ。今、皆さんは、全く社会の中でこう
いうコミュニケーションをやってない。今何でこれが
拡大していくかというと、一定のところまでは抑えら
れるけれども、それ以上は行かない。濃厚接触者が今、
手を挙げて濃厚接触者になると思いますか。２週間、
そこでとどめられて給料も出ないのに俺の名前出すな
よというのが普通ですよ。そこのところを分からない
から、この陽性者だろうが陰性者であろうが、そこで
休んだときの給料補償をどこまで持っていくかという
ところが大きいところなんですよ。だから、感染経路

不明だとか当たり前ですよ、感染経路不明になるのは。
そういうところを徹底的に、そういう感覚って聞いた
ことがないですか、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時58分休憩
　　　午後２時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員がおっしゃい
ますとおり、感染者を早期に発見して隔離をして、そ
れから積極的疫学調査をするということが一番必要な
ことだと思います。そのために県といたしましても、
検査について拡充してきたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　それでは、なぜその検査が地方で広
がらないのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時59分休憩
　　　午後２時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　当初は衛生環境研
究所だけで検査がされていたものですけれども、それ
が徐々に民間の検査センターなどができて、これに対
しては、県としても機器を整備するなどして広げてき
たところでございます。ただ、離島地域については、
まだまだ不足しているところもございますので、その
対策としては、県としても取り組んでいきたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　本当に、もっと住民が、県民がどう
考えているかということを見てください。いいですか。
僕は本島内の市町村を保健担当と首長とずっと会って
きました、全部。何て言うと思うか、市町村が。これ
は簡単なことです。ワクチンを打つのにスケジュール
を調整するのが大変だ、大変だ。だからＰＣＲまで回
らない。そんな話がどこにありますか。検査を徹底し
なければ囲い込みすらできない。それをまだ程遠いと
は言わないけれども、ワクチンの心配をして市町村は
やっているんだよ。皆さんがそれを知っているのか。
僕は、こういうところをしっかりと押さえていかない
限り、このコロナ対策なんてしっかりできないですよ。
　知事はどう思うのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時０分休憩
　　　午後３時０分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　地域におきまして
もエッセンシャルワーカー、介護従事者については県
全体で今やっているところでございまして、今回３回
目がそろそろ終わるところでございます。次年度もそ
れはやっていきたいというふうに考えております。
　それから県民が安価で受けられるＰＣＲ検査につき
ましても、郵送等の方法ができる検査所もありますの
で、そういった意味で地方への広がりを確保していき
たいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　対策が後手なんだよ、全部。私は何
でそんなことを言うかというと、この対策をやってい
くときに一番大事なところというのは、市町村の指導
性、県知事の指導力、そういうところがこの感染対策
をやるときに、大阪見てください。東京見てください。
三重県見てください。先頭に立っているのはみんな知
事ですよ。そこから発信されていくんですよ。そうい
うところが私は少ないだろうなと思います。
　それと、今地方で僕は先週の月曜日、名護の飲み屋
の接客業の女の人と３名で話をしました。怖がってい
るんですよ。開けるのが怖い。この思いが皆さんに通
じていますか。多分皆さんは補償料を取ろうと思って
いるっていうような感じで思っているのかも知れない
けれども、現場は違うんだよ。現場は開けるのが怖い
の。だからそういうことが防止対策じゃないのか。安
心して飲める。開ければ必ず来ますよ、お客さんは。
お店の人たちだってコロナにかかりたくないからやり
たくないんです。ですから、もっと住民とコミュニケー
ション持ってください。それが皆さんのやることです。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　知事にお尋ねいたします。
　４度目の時短要請であると。しかも１か月の間のリ
バウンド。先ほど想定外というような早さだという表
現も出ましたけれども、実際には２月末の解除、緊急
事態宣言の解除。その判断について、振り返って適切
だったのか。甘かったのではないかというような指摘
もありますけれども、その辺りどのように検証されて
いるでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　２月の緊急事態宣
言の終了に当たりましては、２月の中旬あたりからか
なり数字が改善いたしました。私たちが想定している
以上に下がってきているという状況もございました。

経済界からも早く戻してほしいというような御意見も
ありました。その辺の総合的な判断の下、ある程度抑
え込めたという判断で終了したところでございます。
ただ、以前のようにゼロにすることはできておりませ
んので、やはりリバウンドを警戒した対策は必要だと
いうことで、県民の皆様には注意喚起を併せて行った
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　朝の議案説明等でもありましたけ
れども、新規感染者に占める60歳以上の割合という
のがまだ１割だということですよね。そういう意味で
は、若い世代がこれからまだ重症化リスクが高いとさ
れる高齢者世代に感染を拡大させる可能性があるとい
う意味では、これからの感染拡大のスピードというの
をどのように判断されているのか。先ほど対象外のエ
リアのこともありましたけれども、そこも含めてこの
３週間、どういう見通しを持ってエリアを指定し、あ
るいは拡大の予兆を判断されているのかお尋ねいたし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時５分休憩
　　　午後３時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在は、先ほどの
資料にもありましたとおり、60歳以上の重症化リス
クの高い高齢者の割合というのがまだ低い状況にござ
います。ただこれまで私たちが経験しましたとおり、
そこから高齢者に入っていくとさらに急激に感染が拡
大する。あるいは、リスクが高いので死亡例が出てし
まうというような危機感を持っております。ですの
で、今回、まずは今若者の中ではやっている部分もあ
りますので、時短要請を行ってその行動を抑制すると
いうことが重要であろうということで、ゴールデンウ
イークまでの間にきっちりとその対策を取りたいとい
う趣旨で、３週間というふうな設定をさせていただい
たところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　その辺りの判断ですよね。まだま
だ拡大の見通しが高いというふうに思われる中で、今
回エリアの対象があるわけですから、県民からすると
このような中で３週間本当に持ちこたえられるんだろ
うかという、そういう不安な状況があると思います。
　それで今、沖縄の感染状況というのは全国で２番目
です。例えば、まん延防止等重点措置、この辺りの要
請も含めて、沖縄県よりむしろ10万人当たりの割合
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が低い大阪などがこの適用を要請しつつあるという
ような報道も聞かれます。このことについてはどのよ
うな判断だったのか。要請をしようというような議論
があったのか。あったとするなら、どのような調整が
あったのか。あるいは国との間での含めてのそのよう
な対応。この判断についてはいかがでしたでしょう
か、お尋ねいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県の感染対策につ
きましては、日頃から国の内閣府のコロナ本部である
とか、厚労省のコロナ本部とも意見交換をずっとして
おります。まん延防止措置につきましても、法が改正
されて、県としましてもこの適用を要請すべきなのか
どうかということは、もちろん議論の俎上には上がっ
ております。ただ、まん延防止措置をするに当たって
は、その対象となった時短については、例えば最終的
には勧告であったり命令であったり、その後は過料の
設定であったりというようなこともございますので、
そういった強い措置というよりも、県民の皆様に協力
を求めて行動を抑制していただくということを選択
したというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　であればなおさら感染予防対策、
今飲食に特に重点を置いて感染対策をしようという
のが、今回取られているこの時短要請の措置ですよ
ね。例えば、山梨県などは今10万人当たり0.25とい
うことで、沖縄は30.78ですから相当に低いレベルで
感染対策を取られている。山梨の状況を見ると、県独
自で解除の基準なども具体的に示して、各店舗を直接
調査して、これほどの基準がクリアされるのであれ
ば時短要請の対象ではありませんということを明確
に基準化しているというような取組をしています。
それからグリーンゾーンということで、調査に実際出
向いて、認可も認証も含めて直接県がやると。ところ
が今、沖縄県が取っているシーサーステッカーの制度
というのは、あくまで店舗任せ、業界任せということ
で、自主的な判断の中で感染対策をやっていますとい
うことの表明にはもちろんなるんだけれども、それは
やっぱり客観的に、あるいは県が具体的に調査をした
り指導を入れたり、そういう中で安全をつくり出して
いくということの仕組みをつくっていくというのは
非常に大事な取組だと思うんです。
　このような、まだ感染の拡大が想定されるというよ
うなことを先ほど来御答弁なされているわけで、沖縄
はそういう意味では観光立県でもあり、県民の安全も
そうですが、いらっしゃる方々、お客様にどのように

安全を担保していくかということの仕組みは、どこの
地域よりもより増して確保していかなければならな
い取組だと思うんです。そこはどのようにされるの
か、検討しているのか。そこをぜひ知事の考えも含め
てお聞かせいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　まず、県が実施して
おりますシーサーステッカー制度ですけれども、これ
は県内事業者の感染防止ガイドラインの徹底を早急
に促すことを目的に、昨年８月から実施しておりま
す。結果としまして、現在１万以上の多くの店舗に御
登録いただいておりまして、感染防止対策の導入促進
に一定の効果を果たしてきているものと認識してお
ります。また県では、同制度の感染防止対策の効果を
高めるために、店舗での感染防止対策方法を紹介する
動画の作成ですとか、それをホームページ等で公開す
るとともに、市や業界団体と連携して飲食店への巡回
点検キャンペーンの実施等に取り組んでまいりまし
た。
　ただ一方で、経済団体との会議の中でも、実効性確
保の指摘もあったところでありますので、県としまし
ては、引き続き各種感染防止対策を講じるとともに、
シーサーステッカー制度の実効力の評価に向けまし
て、他の自治体ですとか、県庁内では複数の部局と連
携して、参考にしつつ取り組んでまいりたいというふ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　結局取り組むということなのか、
知事、今部長から答弁ありましたけれども、さきほど
蔓延防止等の措置もなるべく活用しない形で適用し
ない形で、協力を県民にいただきたいというのが今、
県のスタンスだということですよね。であれば、対象
業種の皆さん、あるいは観光客の皆さんも含めて、本
当に安全で安心な沖縄をどうつくっていくかという
ことの取組というのは、やっぱり一方では具体的にア
クションを起こさなければならないと思うんです。こ
のように２か月もたたない間にまたリバウンドをす
る。そして今ゴールデンウイーク、間に合わせで一生
懸命抑えようとしても、ゴールデンウイークが明けた
らまた同じような状況が繰り返されかねないという
のが、正直県民が見ている状況だと思うんですよ。そ
こにもう一歩踏み込んで何をするんですか、対策はど
うなんですかということを、併せて表明していって、
そのクリアできるようなことの―助成も含めて。も
ちろん今は言ってみれば協力も、閉めることに対する
直接の協力ですから、これに加えて、例えばこのアク
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リル板を設置する助成をするとか、店舗ごとに入って
いって何がどのように足りないのか。換気なのか、場
所なのか。密にならない工夫というのがどのようにさ
れるのかということは、これは具体的に調査に入って
コミュニケーションを取らないと、安全が確保できな
いというように思うんです。その取組については、進
める考えはあるでしょうか。ぜひ知事にもお伺いした
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　新進的に取り組んでいらっ
しゃる都道府県の事例なども参考にしながら、当然
我々も、どのような形で沖縄県型のそのような取組が
進められるだろうかということについては、るるそれ
ぞれの情報を持ち寄って意見交換をさせていただいて
います。
　先ほど来答弁にもありますけれども、先般、私があ
るソーシャルコミュニティツールの代表の方とウェブ
で面談をする機会がありました。その際に、例えば県
外の方々にＴＡＣＯ、ＮＡＰＰ、ＲＩＣＣＡ、シーサー
ステッカー、そういうふうな話をすると知らなかった
ですと。ぜひもっと情報を発信して、多くの方々に沖
縄の安心・安全を呼びかけてくださいというお話をい
ただいて、それは常に広報していこうと。広報してし
尽くすことはないのでやっていこうということと併せ
て、今般、対策本部会議の前にもそのような店舗の徹
底した巡回は市町村と協力してぜひやっていこうとい
う話にもなり、業界の方々も非常に協力的ですのでそ
れもやっていきたいというふうに思います。その中か
ら、いろいろな情報を持ち寄って沖縄型の感染防止対
策と同時に、県民の暮らしと生活、暮らしと命を守る、
健康を守るということが同時に取り組んでいけないか
ということについては、鋭意検討努力をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　今、市町村のお話もされましたけ
れども、巻き込んで具体的なアクション、その対策、
一歩踏み出すということが今の繰り返しに対して一つ
踏み込む、そういう時期だと思いますので、ぜひ取組
を強くお願いいたします。
　それから今日の報道で出ておりました、最近米軍関
係者の感染状況も上がってきていて、この数日でも
二十何件とか出ているようなんですが、この中で、ま
た一方では米軍内の移動に関しての規制が緩和される
というような報道です。今日の報道なので、そのよう
な状況をつかんでいるのか。あるいはこのタイミング
で施設間の移動というものに要件が緩和されてしまう
と、沖縄はフェンス１枚隔てながら具体的に接触をす

るという場面に対策を強いられますので、その辺り県
としてはどのように今回の規制緩和措置に対して対応
を求めようとするのか。その辺りの取組をお尋ねいた
します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時17分休憩
　　　午後３時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　米軍基地内の規制
の緩和と申しますか、そういったものについては本日
報道で私も知りまして、先ほど少し問合せをさせてい
ただいたところでございます。大まかに言うと、米国
ではワクチン接種が進んでいるということで、２回の
ワクチン接種が完了した方については、待機の時間を
短くするというような措置が取られるということでご
ざいます。
　県のほうとしましては、毎日、米側の保健医療当局
と感染状況についてはやり取りをしておりますので、
その中でさらに詳しい状況を確認していって、必要で
あれば中身についても要請をするというようなことも
考えないといけないと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　ぜひ特に医療者の皆さん、現場の
保健師も含め保健所の皆さんも本当に逼迫する中で、
体制も十分かなという気になりますけれども、その辺
りの強化も含めて取組をしていただけますようお願い
をして質問を終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　よろしくお願いします。
　私たち日本共産党県議団は、このコロナ対策の最も
重要なことは、徹底した検査体制だということを度々
指摘してまいりました。大規模なＰＣＲ検査や医療・
介護従事者などのエッセンシャルワーカーへの定期的
そして頻回な検査、こうしたことを提案してまいりま
したが、玉城県政もこうした取組をやってきました。
希望者が誰でも安価にＰＣＲ検査が受けられるこうし
た体制の整備、那覇空港でＰＣＲ検査が受けられるこ
のＮＡＰＰなどの体制も構築してきました。また、
今月27日からは、沖縄県最大の繁華街と言われる那
覇市松山での飲食店従業員を対象にした無料ＰＣＲ検
査、こうした県独自の対策をやってきたわけですが、
この３月に入ってのリバウンド、急速な感染拡大と
なっています。現在のこの状況について、県がこれだ
けやってきたのになぜリバウンドを許してしまってい
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るのか、この原因はどこにあるのかをまず聞かせてく
ださい。
　また、新型コロナウイルスのこの第４波が到来した
と、これは正式に県は認めている認識なのかお聞かせ
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県としましては、
議員おっしゃいますとおり、検査体制の拡充に取り組
んできておりまして、独自の手法としまして、介護従
事者等への定期的な検査も導入してきたところでござ
います。そういった意味で高齢者の施設での感染者が
発見された場合にも、ある程度それを抑えてこられた
というふうには認識をしておりますが、今般の感染の
拡大につきましては、やはり若い方々の――例えば帰
省であるとか、そのようなことで学生さんが飲み会を
何度もやったということが、実際に事例として上がっ
てきております。ですので、そこへの注意喚起、特に
若い方々にどう届けるかということは、ある意味課題
であるというふうには考えているところでございます。
○比嘉　瑞己君　第４波。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　昨日の記者会見でも発表さ
せていただきましたが、先週１週間は、その前の週の
１週間から新規陽性者数は各曜日ごとにずっと増加を
続けてきております。そして先ほど来、数字について
は部長から報告させていただいておりますが、我々の
認識としては第４波に突入しているということで、対
策をしっかりと取っていこうということでの本部会議
での決定であります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　エビデンスもあるわけですから、そ
れに基づいた対策を取っていただきたいと思います。
　この県が行ってきた安価なＰＣＲ検査やあるいは松
山での無料ＰＣＲ、この検査結果も出始めております
がその特徴は何でしょうか。この今、新規感染者が緊
急事態宣言で感染者減ったんですが、また検査数を減
らしてしまったら、また次の感染拡大の波を迎えてし
まう。こうした悪循環を繰り返さないためにも今こそ
検査体制の拡充を、こういうときこそしっかりと進め
ることが大切だと思いますが、併せてお聞かせくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時23分休憩
　　　午後３時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。

○保健医療部長（大城玲子さん）　県独自の事業とし
まして、安価なＰＣＲ検査の結果につきましては、資
料でもお示ししましたとおり、別の検査よりも陽性率
が高く出ているというような状況がございます。です
ので、何か心当たりがあるという方が多く受けられた
のかなという印象は持っているところでございます。
　また、那覇市松山、繁華街での拡大も非常に危惧し
ておりましたので、そこには集中的に２週間、従業員
の皆様に無料でクーポンをお配りして、検査を受けて
くださいという取組をしております。現在のところ
クーポンの利用者が29名、3000枚ほどもう配布して
おります。配布予定は１万枚を予定しておりますが、
その3000枚の中から利用した方が29名いらっしゃっ
て、予約中が58名いるというふうに聞いております。
今のところ陽性者は出ておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　検査を行うことでいろんなことが分
かると思いますので、しっかり取り組んでいただきた
いと思います。
　今回のこの第４波の特徴で、この変異株があると思
います。ただこの変異株の恐ろしさがまだまだ県民に
共有できていないんじゃないかなと思います。
　そこで伺うんですが、変異株の患者数、沖縄県の今
の検査割合、こうした解析状況はどうなっているのか。
そして実際、変異株の感染者と分かった場合、これま
での感染者との対応でどのような違いが出てくるんで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県内の新規陽性者
数のうち、一定割合をこれまでもずっと国立感染症研
究所のほうに送っておりまして、その中で今般、これ
までに確認された変異株の確認数が31件となってお
ります。これは当初からの全部の数字でいきますと
13.4％ということでございます。県では、２月８日
から衛生環境研究所でも一定のスクリーニングができ
るようになっておりまして、そこからある程度件数を
増やしていけるのかなというふうに思っております。
　ただ、変異株につきましては種類がございまして、
感染性が強くなるという非常に危険―ある意味危険
な株というものがＮ501Ｙと言いまして、その中にイ
ギリス型、ブラジル型、アフリカ型というのがあるん
ですが、県の場合はここが３件、それ以外の注目すべ
き株ということで、そこは感染性が拡大するというよ
うなことは示されていない状況でございます。
○比嘉　瑞己君　対応はどう違うんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後３時27分休憩
　　　午後３時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど申し上げま
した501Ｙの株、３種類の株につきましては、一般の
コロナの感染者とは別に個室で管理するようにという
ことでございます。
　それから、退院の際にも２回の陰性確認の検査が必
要という扱いが他のコロナ患者とは違う状況でござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　特にこの501に感染すると、ホテル
療養や自宅療養というのができないんですよね。すぐ
入院になってしまう。もう一気に医療機関が逼迫して
しまいます。こうしたことが共有されないと、県民も
本当に意識を高めていかないといけないなと思いま
す。そういった意味で、この医療機関での定期的なＰ
ＣＲ検査は、大変従事者の皆さんに喜ばれています。
　３月まで県が先駆けてやってきたわけですけれど
も、この成果はどういったものなのか。また４月に入
りますが、新年度以降も続けていくお考えかお聞かせ
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　エッセンシャルワー
カーを中心としました介護従事者、医療従事者につい
ての検査につきましては、新年度には保育所それから
障害者施設に拡充することとしておりまして、新年度
も引き続き実施したいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　政府もようやくこの３月に基本方針
で、高齢者施設への検査ということ打ち出したんです
けれども、やはりそれも自治体任せになっている弱さ
がありますので、ぜひ知事におかれては、こういった
大切なことは自治体任せではなく、国の責任で行うべ
きだと。この検査費用についても最初から全額国庫負
担だということをやれば、もっと大胆に取り組めると
思いますので、この点は要望にとどめたいと思います。
　次に、補正予算の中身なんですが、営業時間の短縮
協力金ですが、この協力金、事業目的は感染防止対策
であることを私は理解をしております。ですが、県民
にとっては今のこの苦しい経済状況の中で、不公平
だ、こうした声があるのもまた事実です。事業規模や
雇用者数に応じた金額にしてほしい、飲食店だけでは
なく対象事業を拡大してほしい。こうした声です。今
回の時短協力金の財源は、国の時短協力要請推進枠と
いうものを使っての制度だと聞きました。

　そこで伺いますが、例えば沖縄県独自で時短協力金
の金額を増やしたり、あるいは対象事業者を増やした
りする。こうしたことはできるんでしょうか。制度設
計の権限についてお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　時短要請の協力金に
ついてですけれども、沖縄県としまして当初、事業所
ごとに支給しておりましたが、感染拡大防止の観点か
ら１月22日に発出した時短要請以降は、大企業含め
まして店舗ごとに協力金を支給するということで感染
拡大防止の効果をより高める措置を講じております。
その制度設計については、今沖縄県が財源を国庫に求
めている観点から、この時短要請に応じた飲食店とい
うことで国のほうにもお願いしておりますので、その
飲食店を対象としてこの協力金というものを支給する
ということとしております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　県の権限で対象事業者を増やした
り、金額増やしたりすることはできるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　例えばその緊急事態
宣言が出されていた地域については、１日６万円とか
ありましたけれども、沖縄県はそういう状況ではあり
ませんので、今その支給できる、１店舗当たり支給で
きる上限の４万円という形で支給させていただいてい
るというところでございます。さらに、やはり時短の
要請というのは、かなり私権の制限もありまして、か
なりきつい措置ではありますので、事業者の協力をい
ただくという観点からも、今のその支給額については
妥当性があるというふうに考えております。
○比嘉　瑞己君　対象事業者増やすことできますか。
横出しとかできるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　対象事業者を増やすという
ことについて、先般３月20日に全国知事会が開催さ
れました。これは緊急事態宣言解除を受けた今後の対
策に係る緊急提言ということで、全12ページの要請
の中で沖縄県が要請をしていた項目が幾つかあります
ので、簡潔に御紹介いたします。
　国においては、緊急事態宣言対象地域はもとより、
それ以外の地域や飲食業以外の業種においても実効性
ある経済雇用対策を公平に講ずるよう、強く求める。
感染症対応地方創生臨時交付金において、緊急事態宣
言地域以外の飲食店や関連事業者を支援するための新
たな特別枠を創設することを含めて地方が独自に支援
できるようにすること。また、裾野の広い観光産業を
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はじめ地域経済に大きな影響が及んでおり、特に大き
な損失を被っているバス、航空、船舶、タクシー等の
交通事業者、旅行業者、宿泊業者、土産物店の観光関
連事業者、飲食事業者、運転代行業者、ブライダル業
者等に対し、事業規模に応じた手厚い経営支援を行う
ことなどなど、実に丁寧にそれぞれの分野にしっかり
とその国の協力金が支援できるように要請をしてお
りまして、国においてもそのような検討を進めている
というようなお話も伺っています。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　部長、今回の補正予算は国の財源を
使っているから制限があるわけですよ。県がどんなに
やりたくても、やはり国が示しているこの中でしかで
きないわけですよね。飲食店以外、小売にやりたいか
と言ったらそれには使えないわけですよ。やはりそう
いったところが県民に伝わっていない。沖縄県として
も何とかしたいんだけれども、今回の補正予算は、あ
くまでも感染防止対策の一環なんです。飲食店に時短
を求めるためのものですという情報発信がやはり必
要だと思います。
　やはりここは国の責任も問われていると思うので、
私たちも頑張りたいんですが、一方でただ国、国と
言っているだけでも駄目ですよね。県独自の経済対策
というのは今後必要になってくるわけですから、今後
の経済対策について補正予算も考えていると思いま
すが、今後の方針を聞いて終わりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時34分休憩
　　　午後３時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　沖縄県としての当面の経済対策ということで、令和
２年度の２月補正、それから令和３年度の当初予算の
ほうにおいても、資金繰り支援ですとか、それから雇
用維持のための雇用調整助成金の上乗せ助成といっ
たようなものを組ませていただいております。それか
らこういう非常に厳しい状況下にあっても、域内の経
済は何とかして回さなければいけないという観点か
ら、例えばハピ・トク沖縄クーポン事業、これは第２
弾を予定しておりますし、それから彩発見事業につき
ましても第３弾を実施するということと、それから飲
食とかそういった業種だけではなくて、原料を供給す
る側も非常に傷んでいるという話もございますので
―あるいは土産品等、そういった県産のお土産品を
学校給食で活用するとか、原材料を学校給食に活用し

てもらうということで、こういった厳しい状況下にお
いても、域内経済を循環させるような取組についても
しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考え
ております。
　以上です。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　よろしくお願いします。
　てぃーだネットの翁長雄治です。
　ここまで６名の方が質疑されてきておりますので、
少し重複する部分もあろうかと思いますが、よろしく
お願いいたします。
　まず、改めてこの今回指定された20市町村、その根
拠となるところ、指定されなかったところが指定され
なかった理由というものをまずはお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回の場合は、圏
域ごとにどの程度の感染者が出ているか、それからそ
のうちの飲食関連での感染者がどの程度あるか、その
拡大状況等につきまして、数値をもって目安として判
断したところでございます。今回の指定に当たらな
かった地域につきましては、感染の状況が落ちついて
いるということ、それから出ていたとしても抑えられ
ている状況にあることから、時短要請については私権
の制限にも関わることですので、集中的に限定的に対
処させていただいているというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　沖縄県としては、このように指定し
てきます。指定から外しましたというのは理解をしま
した。今回のものは国の財源で交付金が来て、それは
皆さんのほうに出していく、支援していくわけなんで
すけれども、この国の交付要件みたいなものには、例
えば10万人当たり何名以上出ているから、出ている
場合のみ使えるよというものがあったりするんです
か。交付要件のほうを教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時38分休憩
　　　午後３時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　国庫の交付要件基準
等についてお答えいたします。
　本協力金については、新型インフルエンザ等対策特
別措置法第24条第９項に基づき、県が行う営業時間
短縮等を行い、飲食業等の対象事業者に協力金を支払
う場合、この地方創生臨時交付金追加配分となる協力
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要請推進枠といっております。それと、即時対応特定
経費交付金というものが活用可能というふうになって
おります。この協力要請推進枠等の活用に当たって
は、内閣府と事前協議を行って承諾を得るということ
になっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　政府との交付要件の中に具体的な数
字は特にはないというふうに僕らは認識していいんで
すか。例えば具体的な数字があって、今沖縄県内で今
回指定されていない地域があるけれども、もちろんそ
こに住まわれている方々みんな不安なわけですよね。
要件があるからできないのか、それとも要件はないけ
れども、今先ほどずっと答弁にあった、県内の経済界
からも場所を絞ってほしいとか、動かせるところは動
かしながらというところを要請されている分も県は
あってのものなのかというところを、少しお聞かせく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　時短要請の対象地
域を選定することについては、県に任されているとい
う状況でございます。ただ、県としましては、やはり
私権の制限に関わることですので、そこは数値を持っ
て、それから感染症の疫学的なエビデンスも持って、
それから経済団体の御意見等も伺いながらコロナ対策
本部において決定しているという状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ありがとうございます。
　県民の中でも僕らの周りでも、一方で全ての経済活
動を止めてほしいぐらいのことを言う方もいれば、も
うここまできたらもうみんなで感染防止をしっかりし
ながら、とにかく社会を動かしていくべきじゃないか
ということで、もう意見が本当に二分していて、どっ
ちが正しいか正しくないかというものではなくなって
きているんです。なので県としてはできる部分を―
だから今回のものも当然、協力に応じる店、応じない
店、当然この協力金じゃやっていけないというのは初
めから言われている話でもあるので、次のほうお伺い
していきたいと思うんですけれども、これまで時短営
業を要請してきているかと思うんですが、この協力に
応じているところと応じていないところの割合という
のは出ているんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時40分休憩
　　　午後３時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　時短要請に協力いただいた店舗の割合については、
直近で支給を完了した12月17日から１月11日分まで
の協力金の支給済みの件数から見ますと、対象となる
想定店舗数5878件に対して5817件が支給済みとなっ
ております。その割合は約98％というふうになって
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　98％の飲食店が協力しているとい
うことでよろしいわけですね。そういう数字の下で見
ると、この時短営業というものが大きな山をひとつ抑
えていくという意味では、やっぱり大きな意味がある
のかなというふうには思います。その中でお伺いして
いきたいものがあるんですが、この飲食が感染の中で
占める割合、これ飲食店だけじゃなくて、当然自宅の
中であったりとか、これから例えばバーベキューの季
節になってきた、そういった中で外の飲食店、経営に
関わる以外のところの私たちの普通の生活の中で考え
ると、飲食というものはどれくらいあるのかというの
を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時42分休憩
　　　午後３時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず７月以降から
の集計でございますけれど、飲食関係として36％、こ
れは必ずしも飲食店だけには限っておりません。ただ
し、その次に多い家庭内感染が24％でございますの
で、そこからの持込みということは考えられるかと思
われます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ありがとうございます。
　もう一つこの不公平感のところの話をすると、どう
してもこの夜８時までお酒を出すお店ということで今
ずっと出ているんですけれども、ランチ営業している
お店とかでの感染の大きさというのかな、そういった
ものは県としては何か把握されているものはあるのか
どうか、お伺いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　昼間のお店で感染
したのか夜間のお店でというようなことの集計は残念
ながらしておりませんけれど、ただ上がってくる情報
を見ますと、やはりお酒を伴っているものが多くござ
います。お酒が入るとどうしても声が大きくなります
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し、マスクを外してということ、それからカラオケな
どで飛沫を飛ばすというようなこともございますの
で、そういう意味では酒類を提供する夜間のお店のほ
うがリスクは高いのかなというふうには感じており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　おそらくこの今、県民がエビデンス
を数字をというところ、恐らくこういったところも含
めてだと思うんですよ。ランチをされているところ
からすると、非常に不公平感がすごいんですよね。何
で同じ飲食で私たちは出なくて、でも県が外出自粛と
かこういった飲食でというと、当然開けていても昼間
厳しいところ出てくるんです。これ泉崎近辺見ている
と、やっぱり少し鈍っているよと。僕らから見るとそ
んなに変わってないように見えるけれども、人出だっ
たりとかのものは、この時短とかそういったものを県
が何かしら発表すると県民の動き自体もやっぱり鈍
るよというところあるんですね。その辺をしっかり数
字として県が把握して、ランチであれば少し安心して
出てくださいとか、恐らくそういったやり方も発表し
ていかなきゃいけないんですね。今のところ県民の感
覚からいうと、飲食を伴った集まりは全て厳しいんだ
というふうに見られているのが多いのかなと。僕も周
り飲食店たくさんいますので、そういうふうに今感じ
ております。この時短営業をしていく中で、これまで
３度やってきて指定された、指定されなかったという
ものがあったりするんですけれども、この中で指定さ
れなかったところに人が逆に押し寄せて、感染が広が
るというようなことがあったのかどうかお伺いした
いと思っています。先ほどから話がよく出るうるま市
とか、そういったところであったのかどうかお伺いし
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時46分休憩
　　　午後３時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員がおっしゃる
ような状況があったかどうかというところは、詳細に
把握はしておりませんが、ただ中には、この地域では
例えば８時までしか飲めないということであれば出
かけてでもというような動きがあることは承知して
おります。ですので、県としましては、こういう期間
中でありますし、それであれば意味がないのでという
ことで、知事のほうからも随時、記者会見などで発信
をさせていただいているところでございます。

○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ありがとうございます。
　すみません、さっきちょっと１個聞き忘れてしまっ
たのでここで関連で聞きますけれども、この対象地域
を指定するに当たって、市町村ベースのもので判断を
していくのか、それとも保健所の管轄の圏内で判断し
ていくのか。例えば北部保健所管内には入ってないん
ですけど、僕らが一般的にヤンバル、北部って思うよ
うな地域でも――例えば金武町とか、指定されている
部分はあったりするんですよね。ここは中部保健所の
管内だからということだとは思うんですけれども、こ
の県としてどういうベースに判断していくのかとい
うのを持っているのかどうかお伺いしたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　時短の措置につき
ましては、やはり私権の制限に関わる重要な要請であ
るということに鑑みますと、本来であれば市町村の単
位でかけるべきものだということが原則であると思
います。ただし、今回の場合はかなり急速に伸びてい
るということと、中南部につきましては、市町村が非
常に入り組んでいるということもございまして、保健
所管内で見たほうが抑制効果を高めることができる
ということの判断でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　このこれから先、先ほどから話した
みたいに、ここで―もう正直言って県民も疲れ切っ
ているんですよね。本当にこのコロナ、飲食店のとこ
ろだけではなくて、そこで働く人だけじゃなくて、普
段そこに行く人たちもどこまで自分たちは我慢すべ
きなのか、国はどこにゴールを持っているのか、県は
どこを目指して今やっているのかというのがなかな
か見えないというところにみんなやきもきして、取り
あえず時短中は自粛しよう、でも明けたらもうぱんっ
てやろうと、このいたちごっこが今ずっと繰り返され
ている。これはもう僕が指摘するまでもないところだ
と思うんですけれども、僕の周りの特に若い人たち、
今若い人の感染が広がっているというところでいう
と、若い人たちのそういった多くの不安だったり、不
満だったりとかというものがあります。
　県はこれまでずっと国の、政府の方針の中でやって
きたわけなんですけれども、ここまで感染状況とか経
済支援の方法を政府とどのようにやり取りしてきた
のか、お伺いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
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　まずは経済支援という観点からお答えしますが、当
然その時短要請をする場合の財源等については、内閣
府等々とその財源の確保について調整をしてまいりま
した。それと特に沖縄総合事務局は、経産部のほうと
はやっぱり地元の企業の状況とかかなり詳細につかん
でおりますので、例えばその国が打ち出した経済支援
策をいかにして県内企業がスムーズに受けられるかと
いう観点、それから対象をもっと広げることができな
いかという観点でいろいろ意見交換しまして、国のほ
うにも要望を出させていただいております。それから
先ほど知事も答弁しましたが、全国知事会にいろいろ
県としての要望を上げるに当たっては、他県の状況と
かそういったものも情報収集しながら、国とも連携し
ながら経済支援策については検討しているという状況
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ありがとうございます。
　ここまで国、政府は検査数を絞っていったりとか、
あと世論的に見てなかなか支援が足りてないんじゃな
いかというようなところがありますけれども、県とし
てそれをどのように評価するかお伺いしたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　検査数につきまし
ては、国もできる限り広めに取るようにというような
通知などは出されておりました。ただその財源的な問
題であるとか、また体制であること等については、や
はり都道府県、県のほうでしっかりと取り組む必要が
あろうかというふうには考えております。ただ感染状
況の拡大に当たっては、これまでも国との連携によっ
て国立感染研から専門の先生に来ていただいたり、厚
労省のリエゾンに入っていただいたりということで、
御協力はいただいているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　よく台湾に学べというようなことも
出てくるんですが、あれはロックダウンして域内の動
きを動かしたりということがあったと思うんですけれ
ども、今後県としてそういった台湾に学んで、ロック
ダウンまで、そこまで大きなことなのかどうか、そう
いった方向性みたいな可能性としてあるのかどうかお
伺いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　台湾については、
徹底的な水際対策であるとか―国と国との関係です
けれども、水際対策であるとか、あとＩＴを駆使した
感染対策などについて、世界的にも評価をされている

というふうに考えております。
　県としましても、見習うべきところは見習う必要が
ありますし、そのＩＴを活用したというところではＲ
ＩＣＣＡであるとか、健康観察にＬＩＮＥを使ったり
というようなことを取り入れてやっているところでご
ざいます。
○翁長　雄治君　１つ聞きそびれましたが時間なので
終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　これまで３度にわたって協力願いを
行ってきましたので、関係者からいろんな御意見をい
ただき感染防止対策についても努力してきた経緯を聞
かされてまいりました。
　それに対する県の考え方を少しお聞かせ願いたいと
思います。
　これまでの営業時間短縮協力金の支給状況について
伺いたいと思いますけれども、協力金の支払いが遅延
していると聞いているがどのような状況なのか伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時53分休憩
　　　午後３時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　まず協力金の支給状
況についてお答えいたします。
　県では、これまで昨年の４月末に発出した休業要
請や経済的影響を受けた事業者に対しまして、１万
9660件の申請を受け付けまして、うち１万7701件に
対して支給をいたしました。また、昨年８月に発出し
た時短要請等については、2473件の申請を受け付け
まして2351件を支給、それから昨年12月に発出した
時短要請については、5907件の申請を受け付け、う
ち5817件を支給、それから今年１月に発出した時短
要請については、３月29日時点で１万133件の申請
を受け付け6046件を支給、さらに今年２月に発出し
た時短要請については、３月29日時点でございます
が8577件を受け付け、うち300件に対して支給をし
ているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　これをスムーズにやっていくことが
一番大事だと思いますので、そういう声が出ないよう
に努力していただきたい。
　そして、これまでいろいろありましたけれども、な
ぜ対象地域が県内全域ではないのか。前回の一部の市
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だけの対象でしたが、対象外地域からの困窮の声が上
がっているのは当然であります。保健所管轄別での選
定だと言っておりますけれども、連携と巡回は市町村
単位で行う。これ、矛盾していませんか。その辺に対
してどう説明いたしますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時55分休憩
　　　午後３時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回の場合につき
ましては、市町村の感染状況も、それから圏域ごとの
感染状況も踏まえた上で、この急拡大の抑制を行うた
めに保健所管内とさせていただいたところでござい
ます。また、市町村に対しましては、県と協力して巡
回について一緒にやっていただきたいということで
協力のお願いをしたいというふうには考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　現在の対象件数、今の指定している
ものの、それ以外の全県を対象とした場合の件数、ど
れくらいになりますか、両方。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時56分休憩
　　　午後３時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　全県実施の場合の予算規模ということですが、41
市町村を対象とした場合の対象事業者数は１万1358
事業所、１事業所当たり84万円、金額にしますと95
億4072万円となる見込みとなっております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　現在の対象地域の件数は。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時57分休憩
　　　午後３時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　20市町村で9041事
業所になっております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　全県対象でもそんなに件数は変わ
らないんですよ。これまでの状況、伊平屋村でもこう
いう飲食業からのクラスターが発生しましたよね。脆
弱な離島を抱えている我々沖縄県なんですよ。そうい

う面では特殊な事情がありますので、国との予算折衝
の中で全県での対応をすること、それを県のほうで言
えるような状況がなかったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時58分休憩
　　　午後３時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　やはり店舗の営業
時間を短縮するということは、非常に私権に関わると
いう強い要求でございますので、そういう意味では対
象を絞って数値に基づいて判断すべきであるという
のが原則でございまして、法の趣旨としましても必要
最小限に抑えるべきというふうな考え方がございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　そうであれば支給対象とならない
事業者からの不公平感に対する対策、それも打たぬと
いけませんよ。感染症対策を頑張っている名護以北の
北部地域の関係者から、納得ができないという声が既
にたくさんあるんですよ。不公平な扱いではないかと
言っている。そのような方々に対する対策はどうやり
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、沖縄県の経済対策基本方針に基づきまし
て、まずは最重要課題である事業継続と雇用維持のた
めの資金繰り支援の拡充ですとか、雇用調整助成金の
上乗せ助成を継続していくこととしております。さら
に経済対策のための需要喚起策を加えた回復期の出
口戦略としまして、幅広い業種で利用可能なハピ・ト
ク沖縄クーポンの第２弾の発行ですとか、県産品の県
外向けの送料支援及び奨励キャンペーン、それからお
きなわ彩発見キャンペーンの第３弾の実施、県産の土
産品や農林水産物の学校給食への提供など、令和２年
度２月補正予算及び令和３年度当初予算として商工、
観光、農林の産業振興分野で総額にしますと559億円
を計上しまして、当面の経済対策として取り組んでま
いります。
　今後も感染症対策を徹底し、経済活動への影響を最
小限にとどめるため、必要に応じて追加の補正予算も
視野に入れまして、関係部局一丸となって切れ目のな
い経済対策を講じてまいりたいというふうに考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　先ほどからもありましたとおり、
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対象地域から対象外地域にお客さんが流出することが
過去の経験で実証されているんですよ。拡大防止のた
めに店を閉める方も多いんですよ。お客さんが来てし
まったら、お店の前まで来たら断れないんですよ。そ
のような対応をしているのも、感染拡大防止のために
協力しているという言い分なんですよ。その辺に対し
てどう丁寧に説明をするかというのが大事だと思うん
ですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時１分休憩
　　　午後４時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　時短要請を行う事業
者に対する協力金の対象とならない事業者について
は、今国が実施する緊急事態宣言の影響緩和に係る一
時支援金というものがございまして、これは県内でも
かなりの事業者が対象となるということになっており
ます。
　県としましては、３月15日に沖縄産業振興公社内
に相談サポート窓口を設置しまして、中小企業診断士
などの専門スタッフを配置して国及び市町村、経済団
体等通じた情報の共有、それから制度の周知を行いま
して、当該支援金の対象となり得る県内事業者が円滑
かつ幅広に給付を受けられるよう取り組んでいるとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　市町村単位で線を引いてしまってい
るような状況がある。例えば、金武、宜野座、恩納村
以北はないんですよ。名護にもどんどん入ってくる。
これもう目に見えて分かる。しっかり対策をしようと
いう名護以北の方々がいる中で、線を引かれるだけで
対応が違ってくる。人間的な感情がここにもう出てき
ているんですよ。その辺をどう丁寧に説明するか。支
援策はいろいろ言ってもいいですよ。それに対してで
きる人とできない人がいるんだよ。それは柔軟にどう
対応して説得するかがこれからの課題です。どう対応
していくのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時２分休憩
　　　午後４時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　各種支援策の活用と
いう点で多くの企業が活用できるように、我々として
はしっかりとサポートをしていくことが重要だと思っ

ておりまして、先ほど答弁させていただきましたけれ
ども、相談窓口は３月15日に開けました。既に相談
件数として35件の相談が来ております。そういった
相談を通じて国、県それから市町村もいろんな対策を
取っておりますので、そういった公的支援の活用が図
られるよう取り組んでまいりたいというふうに考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　もう時間がありませんけれども、昼
間の飲食店に対する対策はどうなっているかというこ
とも、県民の一番の関心事なんですよ。経済的な影響
は夜間の営業の飲食店だけではなく日中営業している
店も同じなんですよ。感染拡大防止のために営業を休
止している。そのような方々から不満の声もたくさん
出てきています。そこに対する県の考え方を聞かせて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時４分休憩
　　　午後４時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　先ほど答弁もさせていただきましたが、国が実施す
る緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金、この中
で県内でも時短営業の要請を受けた協力金の支給対象
でない飲食店についても対象となり得るということに
なっておりますので、こちらについても相談サポート
窓口でしっかりサポートしていきたいというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　最後に、ある反面、飲食事業者から
感染拡大は飲食が原因ではないんだという声も聞こえ
ます。そういう面ではこのそういう声に対して、この
点に対して皆さんの考え方を最後に聞かせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　推定感染源につき
ましては、まず第１に保健所で積極的疫学調査をし、
それを衛生環境研究所において分析して定期的に発表
しているところでございます。その中で飲食関係とし
て36％が上がっているということで、その次に多い
家庭内感染の24％に比べても多数を占めているとい
うことでございますので、やはり飲食の場が感染源に
なっているところには間違いないものと考えておりま
す。
○平良　昭一君　はい、分かりました。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
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○金城　　勉君　では、よろしくお願いをいたします。
　これまでも、この時短営業に対する協力金の支給と
いうことで一生懸命手当てをしていただいたんです
けれども、ほかの皆さんからの指摘があるように、そ
の時短営業の対象業種というのはそれなりの手当て
を受けていいんでしょうけれども、やはり今、これま
で何度も緊急事態宣言をやって、そして時短営業の要
請をやって協力金を支給してということを繰り返し
ている中で、同じようにその時短営業の影響を受ける
業種というのがたくさんあるわけです。その影響を受
ける皆さん方への手当てというものは、これまでの経
験上もやはり多くの皆さん方が業種が影響を受けて
いるということははっきりしているわけですから、そ
れに対して何の手当てもできない、やらないというの
は、非常に県民に対して説明が立たないんじゃないか
と思うんですがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　飲食業以外の業種への支援という観点からお答え
いたします。
　国が実施する、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時
支援金というものがございますが、県内でも旅客運送
事業者、宿泊事業者、土産物小売店、旅行代理店、そ
れからイベント事業者等かなり幅広い事業者が対象
となり得ることとなっております。
　県としましては、県独自の相談サポート窓口を３月
15日に沖縄県産業振興公社内に設置し、中小企業診
断士などの専門スタッフを配置して、国及び市町村、
経済団体等を通じた情報共有や制度の周知、当該支援
金の対象となり得る県内事業者が円滑かつ幅広に給
付を受けられるよう取り組んでおります。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　首都圏、緊急事態宣言をやった他の
地域、他の都道府県との交流のある、あるいはまた取
引のある沖縄の業種というのはそういう対象になる
んですけれども、しかし、そうでない業者については
いかがですか。その一時支援金の対象というのは。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　確かに一時支援金に
ついても対象となり得る部分と、そこになかなかその
対象になるのが厳しいというところがございます。
　そのため県として事業の継続、雇用の維持というの
が非常に重要だという観点から、県の経済対策の基本
としましては資金繰り支援―これは県単で500億円
余りの予算を確保しておりますし、それから雇用の維
持という点も非常に重要でございますので、国の雇用

調整助成金に上乗せをやって雇用の維持を図ってい
るというところでございます。特に雇用調整助成金
に係る上乗せ助成については、沖縄を含めまして全国
で６県が実施しております。その６県の中でも上限額
―助成の上限額を設定せずに助成しているところ
は沖縄県のみとなっておりまして、こういった事業を
通じて、県内の事業者の事業継続、雇用の維持、そう
いったものをしっかりと支えていきたいというふう
に考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　そういう手当てというのは非常に
評価をしたいんですけれども、やっぱり協力金の支給
対象あるいはまた一時支援金の支給対象、そういうも
のがきちんと満遍なく適用できていれば一番いいん
でしょうけれども、その一時支援金の対象業者の中で
は、外出自粛の影響を受けた業種というのも対象に
なっているはずなんです。そういう飲食業に関わる、
そして取引業者である、そういうものに限らず外出自
粛を促されることによって影響を受ける業種という
のもあるわけです。例えば、代行業などはもうてきめ
んなんです。しかし代行業などはその対象外になって
全く手当てがなされていないと。もう悲惨な状況に追
い込まれているんです。そういうところは、県独自の
支援策というものを検討していくべきだと思うんで
すけれども、もう一度よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時11分休憩
　　　午後４時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　先ほど答弁しました
資金繰りとか雇用維持のための事業に加えまして、地
域消費の活性化を支援するための事業―ハピ・トク
沖縄クーポンという事業を実施しておりまして、これ
もかなり幅広い事業者が受けられるようになってお
ります。当然その前提として、店舗を登録していただ
くという作業がございますが、ぜひ多くの事業者が登
録をしていただいてハピ・トククーポンを活用した地
域消費、あるいは事業の継続という点について取り組
んでいただきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　それでもなお漏れる業種というも
のもあるんです。だから例えば地方創生臨時交付金、
これは都道府県それぞれの独自の裁量によっていろ
いろ計画が立てられると思うんですけれども、地方創
生臨時交付金などの活用というものをこういうとこ
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ろに向けてさらに支援の手を差し伸べていくという、
そういう考え方、計画はいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時12分休憩
　　　午後４時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　沖縄県としましては、もちろん沖縄県独自の経済対
策と事業というものを考えてまいりましたが、やはり
全国知事会等を通じて、感染拡大の影響を受け厳しい
経営環境にある事業者に対して、地方が独自に支援で
きるようにすることということで、全国知事会を通じ
て国のほうに要望しております。そういった財源も含
めて活用できるものがあれば、しっかりと活用してい
きたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　ですから、それを具体的にメニュー
化してほしいんです。今回のそういう協力金で漏れた
業種、幅広く拾い上げて、そして広くそういうものを
手当てができるような事業メニューの開発、それを臨
時交付金で充てると。そのことによって多くの業種、
多くの雇用を守ることができる。ですからそれが今な
いのでいろんな苦情が殺到しているわけですよ。や
はり対象になる業者はいいでしょうけれども、場合に
よっては対象になる業者は普段あまり売り上げのない
ところでも、１日４万円保証される、84万円それが
支給されるというように、非常にアンバランスという
指摘も、厳しい指摘もあるわけです。ですから幅広く
それをすくい上げる手立てという、メニュー開発とい
うものがぜひ必要になってくると思うんですが、ぜひ
踏み込んでほしいんですがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　これまでにも、国の
一時支援金について対象業種を拡充していただくよう
要望してきたところでありまして、結果として、我々
としてはかなり広げていただいたのかなという受け止
め方もしております。ただ一方で、そこにもやっぱり
漏れているというような声も当然ございますので、こ
れは国とも連携しながら、どういう対策が取れるかと
いうことについて、引き続き検討してまいりたいとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　ぜひ頑張っていただきたいと思いま
す。
　ともあれ、感染防止対策を徹底して取り組むことに

よって、今後の緊急事態に至らないように―第４波
に突入という知事の認識も示されておりますけれど
も、これをとにかく一日も早く抑え込んで生活が回っ
ていくような、そういう対策をぜひお願いしたいと思
います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　最後、無所属の会、10番目の大城
でございます。
　先ほど来あるように、これまで第４波はどうしても
防がなければならないという議論をしてきましたけれ
ども、残念ながら４回目の自粛要請、経済に沖縄県自
らがブレーキをかけるということになってしまいまし
た。
　まず１点目、先ほども議論ありましたけれども、県
が出した広告、これ３紙2200万の予算でということ
ですけれども、これも全て広告出たんですか。その経
過をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　それぞれ
の新聞で掲載した日についてちょっと御説明したいん
ですけれども、掲載日でいきますと読売新聞の東京・
大阪版が３月25日、それから朝日新聞、日経新聞の全
国版が３月26日となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　３紙で2200万ということで、ずっ
とかねがね我々は、感染対策も頑張らないといけない
し、それと同時に経済対策も頑張らないといけない。
そういう意味では、これは経済対策の一環であること
は間違いありません。ただ、残念ながら最悪のタイミ
ングになってしまった。それと含めて、やはりやって
いる部分が、ちぐはぐ感が否めないなというのが印象
ですけれども、残念であります。
　そこで、この中で言っているのは、とにかく沖縄県
に安心して来てくださいと。沖縄県は感染症対策も
しっかりやっているから観光地として安心していま
す。県民も歓迎しますから来てくださいというような
ことも書かれているわけですけれども、その中での１
点、水際対策で冒頭出ているのはＴＡＣＯの取組です
けれども、簡潔にＴＡＣＯの実績を説明願います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　ＴＡＣＯ
は令和２年６月19日から、まず一等最初に実施しま
した那覇空港でサーモグラフィーで熱を感知した方を
看護師に……
○大城　憲幸君　数字だけでいいです。
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○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　そして検
査体制につないでいくといったようなことで実施を
し、離島空港にも宮古、下地島、新石垣、久米島と
いうことで同じようにサーモグラフィーで検知され
た方を検査体制につなげていくというような取組を
次々と実施しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　言いたいのは、我々ずっと水際対策
の議論をしてきましたけれども、ＴＡＣＯの取組も、
いらしてくださる方の気持ちの緊張感につながると
いうのは否定しません。ただ、２億も３億もかけて、
もう多分最終的には300万人くらいは通っているんで
しょうけれども、なかなか陽性の方につながらないと
いうことになっていると思いますけれども、その確認
をどうですか、１件でも陽性者は出たんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　陽性者は
出ておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　２点目に指摘しているのは、この広
告でやっているのは、那覇空港でのＰＣＲ検査。これ
もやっていますから安心ですよということですけれ
ども、この那覇空港でのＮＡＰＰでしたか、それの直
近１週間の検査数と陽性者の数をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時20分休憩
　　　午後４時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　３月22日から３月28日までの１週間ということ
で、受検者が1028人となっております。そのうち陽
性者が２人となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　ここで言いたいのは、やっぱり検査
をすると残念ながら陽性者が出るんですよ。１週間で
1028名ですから、１日当たりにすると百数件。前か
らずっと議論していますけれども、経済を動かすとい
うことは１日当たり那覇空港を通過する人が数万人
になるということですよ。その中で検査数が100件、
200件ですよと。それも完全予約制の１人7000円で
すよということでは、なかなか広がらない。これでは
本当に水際対策として機能しているんですかという
のが前からの議論です。
　もう一点、確認させてください。

　対策本部のほうから、残念ながらやっぱり年末年始
で移入例が増えてしまったという話がありました。
12月と１月の移入例の数は何名と把握していますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時21分休憩
　　　午後４時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　すみません。少し
足し算をしないといけないんですけれども、12月の
15日の週が７名、その次の週が32名、最終週が39名、
１月５日からの最初の週が64名、その次が58名、27
名、10名というような状況でございました。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　皆さんの出した資料ですけれども、
大雑把にいくと、大体12月と１月で県外からいらし
た方、帰省者との接触、そういう皆さんで237名にな
るんですね。これは発症した、あるいは濃厚接触者か
何かで検査をした皆さんだけで237名が残念ながら陽
性になったということになるんですよ。この移入例と
変異株の関係というのは、皆さんどう把握しています
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時22分休憩
　　　午後４時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県のほうで移入例
と捉えている417件のうち、変異株が検出されたのは
１件でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　今現時点では移入例と変異株の関
連というのは、きっとエビデンスはないというような
認識になると思いますけれども、なかなか全くないわ
けはないと個人的には思っています。だから、今県民
が本当に恐れている変異株の部分も含めて、ずっと議
論してきたように、県民がどんなに頑張って経済を止
めて感染を止めても、我々は観光が主要産業なわけで
すから、観光客を受け入れるとまた外から入ってきて
しまう。残念ながらこれ１回２回３回まで、そういう
議論をしてきました。水際対策の大事さもずっと議論
をしてきたつもりです。様々な意見もあるんでしょう
けれども、水際対策は、ＴＡＣＯの過去の実績を見て
もＰＣＲ検査の数を見ても、なかなか十分ではない。
そういう中で４回目になってしまったわけです。ずっ
と言っているように観光産業が6000億、7000億なの
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に経済対策で100億やったって、それは十分に行き渡
るわけないですよ。そう考えると、やっぱりこれまで
空港のクリニックの提案、あるいはもうＰＣＲにこだ
わらなくても、抗原検査で広く網を広げて、そして何
か引っかかったらＰＣＲにつなげていく、クリニック
の取組。そういうようなことを散々提案してきたと思
うんですよ。そういう中でやはり今回の第４波とい
うのは、私は本当に大きく反省をしないといけないと
思っております。
　今議会の冒頭で玉城知事が言ったのはそのとおり
ですけれども、とにかく沖縄県として知事として全身
全霊で感染対策と経済対策に取り組むと、そういうよ
うなものを所信表明で述べておりました。ただ、この
１か月、その結果が今回の経済対策がこういう広告で
あったり、あるいは感染対策としては残念ながら、も
う第４波を起こしてしまった。これに関して、知事は
どう全身全霊でやったんだと胸を張って言えるのか。
これはもう県民が緩んでいたからなのか。それとも想
定外の何かがあったのか。その辺はどう考えています
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時25分休憩
　　　午後４時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　いろんな取組については、
細部について担当部長から答弁をさせていただければ
と思いますが、まず、この広告については、これから
も笑顔でお迎えするためにということで、私と感染症
対策医であります高山義浩先生と２人で、要するに感
染症の専門的な立場と観光客を迎える県知事としての
立場とそれぞれから感染防止対策についてのお願いと
いうことで、快適な旅を楽しむためには２週間前から
の健康観察、できれば事前のＰＣＲ検査を受検する、
那覇でも受けることができるので希望者は受けてくだ
さいなど……
○大城　憲幸君　知事、そこはあまりこだわりありま
せんので、ちょっと第４波について少し責任をお願い
します。
○知事（玉城デニー君）　そういうことについて県外
の方に呼びかけて、できるだけ自己観察による感染拡
大防止を取ってくださいと呼びかけをしました。同じ
ようにそれは県民の皆さんにも呼びかけさせていただ
いていることと同じ内容で、県外の方々にも呼びかけ
をさせていただきました。ですから、３月はいつでも
誰でも安価で受け付けられるＰＣＲ検査の体制も拡充

できましたし、それはこれからももちろん進めてまい
りたいと思います。つまり、打てる手立てをしっかり
とその状況、環境を整備しつつ、さらに県民の健康・
安心をしっかりと構築していくためには、様々な知見
を積み上げていって取り組みたいというように考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　４回目と、これまでもこういう議論
はずっとやってきたんですよ。全身全霊で取り組むっ
て言ったんだけれども結果として第２波、第３波、そ
して起こしちゃいけない第４波が起こってしまった。
今の答弁では、また第５波になるのかという話になっ
てしまいます。やっぱりここは具体的に取り組んでい
ただきたい。やっぱり水際対策についてもほかの検査
体制にしても、まだ私はできることはあると思ってい
ますので、ぜひとも議会も知恵を出しながら県民と一
緒に頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願い
します。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております甲第36号議案につ
いては、予算特別委員会に付託の上、審査することに
いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第36号議案については、予算特別委員会
に付託の上、審査することに決定いたしました。
　委員会審査のため、暫時休憩いたします。
　　　午後４時28分休憩
　　　午後11時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、申し上げます。
　本日の残り時間も少なくなったことから、甲第36
号議案を本日中に議了することは極めて困難だと申さ
ざるを得ません。
　よって、この際、お諮りいたします。
　会期延長の件を日程に追加し、議題といたしたいと
思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、この際、会期延長の件を日程に追加し議題
とすることに決定いたしました。
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○議長（赤嶺　昇君）　会期延長の件を議題といたし
ます。
　お諮りいたします。
　今期定例会の会期は、３月30日までと議決されて
おりますが、議事の都合により明３月31日まで１日
延長いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、明３月31日まで１日延長すること
に決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　本日の会議は、延会いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、本日は、これをもって延会することに決定
いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　明３月31日の開議時刻は、議事の都合により午前
０時30分に繰り上げたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　次会は、明３月31日午前０時30分より会議を開き
ます。
　議事日程は追って通知いたします。
　本日はこれをもって延会いたします。
　　　午後11時46分延会
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議　　事　　日　　程　第 12 号
令和３年３月 31日（水曜日）

午前０時 30分開議
第１　閉会中の継続審査の件

本日の会議に付した事件
日程追加　甲第 36号議案
　　　　　　甲第 36号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）
日程追加　議員提出議案第８号　感染拡大防止協力等に関する決議
日程追加　議員提出議案第９号　甲第 36号議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）」に係る決議
日程第１　閉会中の継続審査の件

令和３年
第 １ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第 12 号）

� 令和３年３月 31日（水曜日）午前３時 15分開議

出　席　議　員（48名）
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
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事　　務　　局　　長　　勝　連　盛　博　君
次　　　　　　　　長　　知　念　弘　光　君
議　　事　　課　　長　　平　良　　　潤　君
副�参�事�兼�課�長�補�佐　　佐久田　　　隆　君
主　　　　　　　　査　　宮　城　　　亮　君

主　　　　　　　　査　　親富祖　　　満　君
政��務��調��査��課��長　　上　原　貴　志　君
副　　　参　　　事　　中　村　　　守　君
主　　　　　　　　幹　　下　地　広　道　君

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　昨日、予算特別委員会に付託いたしました甲第36
号議案については、先ほど予算特別委員長からお手元
に配付の委員会審査報告書が提出されました。
　また、仲村未央さん外23人から、議員提出議案第
８号「感染拡大防止協力等に関する決議」、座波一君
外18人から、議員提出議案第９号「甲第36号議案「令
和３年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）」に係る
決議」の提出がありました。
　この際、お諮りいたします。
��甲第36号議案を日程に追加し、議題といたしたいと
思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第36号議案を日程に追加し、議題とする
ことに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　甲第36号議案を議題といたし
ます。
��本案に関し、委員長の報告を求めます。
��予算特別委員長次呂久成崇君。

〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　〔予算特別委員長　次呂久成崇君登壇〕
○予算特別委員長（次呂久成崇君）　ただいま議題と
なりました甲第36号議案「令和３年度沖縄県一般会
計補正予算（第１号）」の予算議案について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上
げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要
等について申し上げます。
　甲第36号議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予
算（第１号）」は、営業時間短縮の要請に協力した事
業者に対する感染拡大防止協力金に要する経費につ

いて補正予算を計上するものである。
　補正予算案の総額は、歳入歳出ともに129億4132
万円で、補正後の改予算額は、8041億6732万円となる。
　歳入内訳は、新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金の国庫支出金及び財政調整基金繰入金
である。歳出の内訳は、うちなーんちゅ応援プロジェ
クトによる飲食業を対象としたこれまでの感染拡大
防止協力金の不足分及び那覇市ほか19市町村におけ
る飲食業を対象として、４月１日から新たに実施する
営業時間短縮要請に係る協力金であるとの説明があ
りました。
　本案に関し、対象地域から北部地域等が除かれてい
る理由及び今後感染拡大した場合の対応について、ど
う考えているのかとの質問がありました。
　これに対し、営業時短要請というのは、私権の制限
に関わるということで集中的に、限定的にやるのが原
則と考えているが、今回は感染が急拡大したという要
素があるので、ある程度面的な対応として、保健所管
轄で対象地域を設定した。それ以外の地域についても
感染拡大の兆候があれば、追加の措置というものが必
要になると考えているとの答弁がありました。
　次に、経済対策関係団体との意見交換では、感染防
止対策が不十分な店舗が多いという意見があったよ
うだが、店舗ごとの感染予防対策についてどのような
指導を行っているのかとの質疑がありました。
　これに対し、県ではシーサーステッカー制度で感染
防止対策効果を高めるために、店舗での感染防止対策
の方法を紹介する動画を作成し、ホームページで公開
するとともに、市や業界団体と連携し飲食店等への巡
回点検キャンペーンを実施している。また、実際に店
舗で感染対策がどのように行われているかチェック
する体制が必要だと考えており、どういうふうにでき
るのか早急に取りまとめたいとの答弁がありました。
　そのほか、当初予算になされた附帯決議への対応、
安価なＰＣＲ検査体制の整備、41市町村を対象とし
た場合の金額、対象地域を拡大する場合の国との調整
期間、これまでのコロナ対策費の総額と財源内訳、政
府に支援策を求めるための取組方法などについて質
疑がありました。
　採決の結果、甲第36号議案は、全会一致をもって原
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案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げま
して報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより、甲第36号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第36号議案は、原案のとおり可決されま
した。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　議員提出議案第８号「感染拡大防止協力等に関する
決議」及び議員提出議案第９号「甲第36号議案「令
和３年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）」に係る
決議」を一括して日程に追加し、議題といたしたいと
思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第８号「感染拡大防止協力等
に関する決議」及び議員提出議案第９号「甲第36号
議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）」
に係る決議」を一括して日程に追加し、議題とするこ
とに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前３時22分休憩
　　　午前３時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　議員提出議案第８号　感染拡大防止協力等に関する
決議及び議員提出議案第９号　甲第36号議案「令和
３年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）」に係る決
議を一括議題といたします。
　まず、議員提出議案第８号について提出者から提案
理由の説明を求めます。
　仲村未央さん。

〔議員提出議案第８号　巻末に掲載〕

　　　〔仲村未央さん登壇〕
○仲村　未央さん　ただいま議題となりました議員提
出議案第８号につきまして、提出者を代表して提案理
由を御説明申し上げます。
　提案理由は、感染拡大防止協力等について知事に要
求するためであります。
　それでは、議員提出議案第８号を朗読いたします。
　　　〔感染拡大防止協力等に関する決議朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前３時31分休憩
　　　午前３時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより質疑に入ります。
　議員提出議案第８号に対する質疑の通告があります
ので、順次発言を許します。
　なお、質疑の回数は２回までといたします。
　下地康教君。
　　　〔下地康教君登壇〕
○下地　康教君　皆様、おはようございます。
　それでは、議案８号感染拡大防止協力等に関する決
議について質問をさせていただきたいというふうに思
います。
　令和３年度の予算執行に当たって、感染拡大防止協
力金の対象地域を20市町村に限定し、他の21市町村
に至っては感染拡大に応じてその対象市町村を決定
し、感染拡大防止協力金を補正予算で執行するという
意味合いになっていると思いますけれども、そこで質
問を行います。
　まず１、どうして北部地区、離島地域は今回の補正
予算では対象地区とならず、感染状況に応じた感染拡
大防止協力金の対象地区となっているのか。それをお
伺いいたします。
　２、宮古島市では、去る１月に爆発的な感染拡大が
起こり、玉城知事は自衛隊医療班の協力要請により脆
弱な離島における医療体制の崩壊の危機を回避してい
ます。したがって、離島において感染の状況に応じた
感染拡大協力金支援策を実施することは、去る１月に
起こった宮古島の悪夢の再現を思い起こさなければな
らないというふうになります。医療体制が脆弱な離島
においては、感染状況に応じた対策では遅く、感染予
防により感染を抑え込むことが重要であります。今回
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の補正予算で離島地区も対象とすることが賢明である
ことは明白であります。玉城知事は、離島振興を政策
の一丁目一番地として掲げていますが、これでは離島
が取り残されてしまうことになっております。離島対
策をどのように実施しようとしているのか、その考え
を伺いたいと思います。
　３、今回の補正予算の内訳は、協力要請期間が４月
１日から21日までの21日間、84万円、20市町村、対
象件数9041店舗、金額にいたしますと75億9944万
円。それと、令和３年１月12日から２月28日までの
令和２年度における感染拡大防止協力金の不足額、
53億4688万であります。つまり前年度で執行できな
かった額を令和３年度で手当てすることになっており
ます。このように協力金の支給が大幅に遅れることが
十分考えられる状況において、感染拡大予防の観点か
ら早急に対象地区を離島を含めた全県区域とすべきで
あるが、その見解を伺いたいと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
　　　〔仲村未央さん登壇〕
○仲村　未央さん　下地議員の質問にお答えいたしま
す。
　まず１点目。今回対象となった20市町村、21市町
村は対象にならなかった。この中に北部、離島、その
対象にならなかったところがあるがなぜかということ
がありました。また２点目も関連しておりますので、
併せてお答えいたします。
　まず、今回対象になった地域というのは、感染が非
常に拡大を急速にしていると。その反面、対象になら
なかった地域というのは、当然その目安も含めて対象
の範疇ではないと。これは国の方針としても示されて
いるというような、当局からの答弁がありました。対
象を限りなく範囲を定め、そして実施することによっ
て効果を上げていくというのが基本的な国の考えであ
り、そして、時短要請は基本的に私権を制限するとい
う意味からも、その私権の制限については慎重に行う
必要があるということも併せて説明がありました。そ
ういう意味で今回の対象地域は、まさに感染の状況に
合わせて対策をするためのものであって、今般の私た
ちの提案にあるように感染状況に合わせて、そこは速
やかな対策をしっかりと取っていくということになろ
うかと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
　　　〔比嘉瑞己君登壇〕
○比嘉　瑞己君　下地議員の２点目の質疑、宮古島の

件なんですが補足をさせていただきます。
　宮古島の感染状況の説明も委員会でありました。宮
古地区は今週、飲食関連の感染が確認されております
が、感染経路の把握が進んでいること、このことが上
げられております。また宮古の１月末のような一度蔓
延した場合の影響が大きいことから、当局としても感
染状況を注視していくというような答弁がありました。
　いずれにしましても、感染状況に応じて対象地域を
速やかに追加していくというのが今回の一貫した方針
だと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
　　　〔國仲昌二君登壇〕
○國仲　昌二君　３番目の質問ですけれども、今回の
129億円の内訳は、先ほども質問にあったように、令
和３年４月１日から４月21日までの感染拡大防止協
力金に要する経費―これが76億円です。そして令
和３年１月12日から２月28日までの感染拡大防止協
力金―これ不足額の追加に要する経費として53億
円ということで、この内訳、この予算で内閣府のほう
と調整をして今回補正予算につながったという答弁が
ありましたので、こういう考えで計上しているという
ことでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
　　　〔下地康教君登壇〕
○下地　康教君　丁寧な、当局の答弁と非常に似た答
弁をいただきました。
　まず感染拡大が起こった地域においてこの補正予算
を対応していくということでありますけれども、宜野
座は対象地区に入っております。しかしながら宜野座
においては感染拡大が認められていない。なぜそれが
感染拡大等の対象地域に入っているのか、それをお聞
きしたいというふうに思います。
　それと、私の質問の３番の前年度における感染拡大
防止協力金の不足額の答弁でございますけれども、こ
れが53億もあるんです。その不足額が53億というこ
とは、当初の予測をする算定が、その算定根拠がどの
ようになっていたのか非常に疑問である。それぐらい
の大きな差額が発生しているというふうに考えますの
で、なぜその差額が発生しているのか、それをお聞き
したいというふうに考えます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前３時44分休憩
　　　午前３時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村未央さん。
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　　　〔仲村未央さん登壇〕
○仲村　未央さん　今、下地議員から１点目の質問が
ありました。なぜ宜野座が対象に入ったのかと。感染
状況はそんなにまでということでしたけれども、これ
はあくまで面的な対象としては、保健所の管轄市町村
ということが対象になって基準が取られるということ
ですので、そこは中部保健所管轄という整理でこのよ
うな対応になったというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
　　　〔國仲昌二君登壇〕
○國仲　昌二君　２番目の今質問ですけれども、先ほ
ど質問があったのは、この予算の内訳の質問であった
のでそれを答えたつもりでしたけれども、今回私たち
が質疑に応じているのは、この感染拡大防止協力等に
関する決議の中身でありまして、この件に関して当局
と同じ答弁しかできないので、この件に関しては先ほ
どと同様だということでお答えしたいと思います。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
　　　〔仲里全孝君登壇〕
○仲里　全孝君　皆さん、おはようございます。
　感染拡大防止協力等に関する決議、第８号について
質疑を行います。
　北部地域や宮古・八重山地域がなぜ今回含まれな
かったのか、ちょっと残念に思います。玉城デニー知
事は、誰一人取り残さないとありますが、今回なぜ21
市町村が含まれなかったのか。
　そこで決議案第８号について、２点お伺いしたいと
思います。
　まず１、我が沖縄・自民党案になぜ歩み寄れない、
その理由をお聞かせください。
　２、皆さんの下記事項の１番、感染状況に応じてと
あります。内容を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前３時49分休憩
　　　午前３時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村未央さん。
　　　〔仲村未央さん登壇〕
○仲村　未央さん　仲里議員の質問にお答えをいたし
ます。
　なぜ自民党案に乗れないのかと、これから提案をい
ただくことになるので提案理由説明はこれからだと思
いますが、恐らく一番の違いというのが、自民党さん
の案では対象地域を限定するのではなくというとこ
ろ、そして我々のところが感染状況に応じてという、

ここが恐らく少しニュアンスというか、違うんだろう
と。我々としましては、やはり感染状況に応じる対策
というのが、まさにこの拡大防止に協力をいただかな
ければいけない、今の非常に逼迫した状況があると。
その先ほども申し上げましたとおり、今回対象になっ
た地域の感染状況というのは非常に大きな拡大があ
ると、そしてその基準等々も含めてその国との調整の
中で、まさにそこは対策を打たなければならないとい
う、その一定を超えていると。ところが対象にならな
かったところというのは、まだ、なお感染が爆発的と
いうことではないという、この違いが一番の大きなと
ころですので、その感染状況を見ながらまさに対応を
していくということに尽きるかと。そこの表現が、あ
らかじめその感染が起きていないところも含めて、そ
の対象としていくということの立てつけにはなってい
ないというふうに思いますので、よろしくお願いいた
します。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
　休憩いたします。
　　　午前３時51分休憩
　　　午前３時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村未央さん。
　　　〔仲村未央さん登壇〕
○仲村　未央さん　お答えいたします。
　感染状況に応じてという、その感染状況というのは
どういうことかとおっしゃっていましたので、感染状
況の基準というのが幾つか県からも示されておりま
すけれども、例えば県全体の新規感染者数、１週間、
10万人当たり15人とか、対象となる飲食関連の新規
感染者数、１週間当たりで10万人当たり71人以上と
か、そういった一定の基準があるという拡大がある場
所、そこにやっぱり限定的にその絞り込んでいくとい
うことが、いわゆる感染状況に応じてということにな
ろうかと思います。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
　　　〔仲里全孝君登壇〕
○仲里　全孝君　ありがとうございます。
　この感染状況において説明を受けました。今回感染
状況に応じて北部地域、離島を含め沖縄全域41市町
村を新たに対象とすることと、そういうふうに明記さ
れているんですよ。この感染状況といえば、例えば補
正予算に20市町村は対象区域になっているんですよ。
皆さんの説明からいうと41市町村、感染がなければ
対象にはならないという理由なんでしょうか。提案さ
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れているのは、既に20市町村はもう提案されて当局
も対象区域に入っているんですよ。先ほどの説明から
いうと21市町村が今回含まれてないから、この提案
理由になっているのではないのかなと思う。そこで、
今理由からすると、41市町村全てが感染がなければ、
国との調整がなければ、41市町村新たに該当しない
ようにも取られます。それからいうと、41市町村全
て追加対象区域に含めてくださいと、条件としては感
染状況に応じてですよと、そういった考え方なのか教
えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前３時57分休憩
　　　午前３時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村未央さん。
　　　〔仲村未央さん登壇〕
○仲村　未央さん　仲里議員の質問ですが、感染がな
ければ対象とはならないということだと思います。
○仲里　全孝君　ちょっと休憩してください、議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前３時58分休憩
　　　午前３時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　國仲昌二君。
　　　〔國仲昌二君登壇〕
○國仲　昌二君　20市町村が対象となっているのは、
令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）のこと
です。この私たちが今提案している感染拡大防止協力
等に関する決議というのは、この補正予算にかかわら
ず、これからの県の姿勢として感染状況に応じて、北
部地域、離島含めて沖縄全域41市町村を対象とする
ことというふうになっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
　　　〔末松文信君登壇〕
○末松　文信君　おはようございます。
　夜明け前ですけれども、頑張りましょう。
　私のほうからは、感染拡大防止協力等に関する決
議、第８号について、その罫書きのところの感染状況
に応じてというところについて質問をいたします。
　まず、昨日のこの新聞ですけれども（資料を掲示）　
そもそも今回は４度目の時短要請となっております
が、沖縄県はこれまで３回にわたって時短要請をして
まいりました。それが１回目は那覇市、浦添市、沖縄
市。２回目は私どもの要請もあって、あるいはまた地
域の状況も変わったかもしれませんけれども、名護

市、宜野湾市というふうにして拡大していきました。
　最終的には、全県的に時短要請をし、また協力金を
支給してきたという経緯があります。それからする
と、今20市町村と言っておりますけれども、これは最
終的には41市町村にわたる可能性もあります。これ
までの経緯からすると、そうなるのではないかという
ことが推測されます。であれば、当初でなぜ41市町
村を対象にしなかったのか。それが私どもとしては腑
に落ちません。
　それで質問ですけれども、この県民が等しく協力を
していくという観点からすると、全県一斉に時短要請
をし、協力いただく皆さんにはそれなりの給付金を支
給する。これが当然ではないかと思いますけれども、
皆さんのお考え方を伺いたいというふうに思います。
　それから２つ目でありますけれども、やっぱり今回
の時短要請について、いち早く私が市民から疑問を指
摘されたのは、本会議でもお話ししましたけれども、
なぜ名護・やんばるは置いてけぼりにするのかと。
これは協力を求めるという観点からするのであれば、
さっきも申し上げましたけれども、最初からそういう
対応をすべきではないかというふうに思います。
　もう一つは、実際当たっている皆さんのお話を聞
くと、風評被害といいますか、時短要請をすることに
よって市民は自らの行動に制約がかかります。そうす
ると時短要請でないにしてもお客さんは来ない。時短
要請を受けたのと同じような境遇になっている。これ
をどうしてくれるんだというのが、地域の皆さんの、
あるいは経営者の強い思いであります。このことに皆
さんはどう応えていくのかお尋ねしたいというふう
に思います。
　あとはまた２次質問やりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前４時４分休憩
　　　午前４時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村未央さん。
　　　〔仲村未央さん登壇〕
○仲村　未央さん　末松議員の質問にお答えをいた
します。
　今、名護・やんばるの状況、その切実な声があると
いうこともお聞きをしました。
　実は私たちの今回提案者の中にも、同じように対象
外の地域の選出の県議もおります。また、その地域か
らは対象外となったことで非常に安堵をしていると。
何としても制約を受けることがないような、時短要請
が及ばないようなことで頑張ってほしいというよう
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な、そういう連絡もいただいております。
　ですので、やっぱり私権を―先ほど来申し上げる
ように、営業の権利というのは非常に重く、またそれ
を制約するということに関しても一定の基準、先ほど
申し上げたような管轄内の感染状況、まさに何万人当
たりというようなああいう形のものをやはり一定、照
らして対象を限りなく限定しながら効果を上げていく
というのが今一定の方針ですので、そのことを含めて
感染対策を取っている。これが私たちの今回、またそ
のような状況があれば速やかに対処をしてほしいとい
うことで知事に要求するものです。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前４時７分休憩
　　　午前４時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村未央さん。
　　　〔仲村未央さん登壇〕
○仲村　未央さん　今ありましたその対象地域でなく
ても影響を受けるというようなことも、もちろんこれ
はあります。そういう意味では本当に厳しい中ですの
で、私たちのこの今回の決議の２点目、新型コロナウ
イルス感染症により影響を受けている様々な業種に対
し、経済支援策を強化すること。やはりこれも併せて
ぜひとも対応を取っていただきたいということも含め
ての知事に対する決議というふうになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
　　　〔末松文信君登壇〕
○末松　文信君　そもそも、この時短要請というの
は、飲食店であったりそういったところで営業時間の
制約を受けるわけですよ。今の答弁からすると、我々
もこの罫書きの２番は、我々が最初書いたところなん
ですけれども、これは当然のこととしてあるわけです
よ。私が聞いているのは、今時短要請をしているその
事業者の皆さんにどう対応するのかと。そういう事業
者の皆さんから切実な声が上がっているわけですか
ら、これにどう応えていくのかということを問うてい
るわけです。
　それについて、そうでないと言う人たちもいるよう
だけれども、しかし私どもが知る限りは、そういう声
は全くありません。むしろ影響が大きくて、お客さん
も来ないから閉めて、店を閉めて、給付金を頂いたほ
うが経営的には楽だという声がほとんどであります。
それを、時短要請を受けないほうがいいという話は聞
いたことがありません。
　もう一度、答えてください。

　それからもう一点ですけれども、この時短要請を受
けるこの20市町村においては、9000件と言っており
ましたけれども、沖縄全県展開しても私は１万件ない
のではないかというふうに思います。そういったこと
からすると、やっぱり県民の皆さんの協力を得てこの
コロナ禍を乗り越えていこうというんであれば、そう
いった県民の思いをやっぱり知事としてもこれはしっ
かり捉えて、その制度も運営すべきだというふうに
思っております。そういう意味では、与党の皆さんに
おいても、実際こういった地域の声をしっかり受け止
めて、知事に進言する必要があるんではないかという
ふうに思いますけれども、引き続き御答弁をお願いし
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前４時12分休憩
　　　午前４時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　國仲昌二君。
　　　〔國仲昌二君登壇〕
○國仲　昌二君　今回の感染拡大防止協力金に対象に
ならないということで、そういうところの支援はどう
するかということですけれども、現行でもこの協力金
以外にも様々な支援策があるというふうに答弁してお
ります。ただ、しかしながらそれでもまだまだ対象に
ならないというような方々がいると思いますので、そ
のことについてもしっかりと支援策を広げて、対象を
拡大していって、しっかりとそこも目配りして支援す
るようにということで、この２の新型コロナウイルス
感染症により影響を受けている様々な業種に対し、経
済支援策を強化することというふうにうたっておりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
　　　〔比嘉瑞己君登壇〕
○比嘉　瑞己君　末松議員の質疑にお答えします。
　全地域を対象にするような進言もできるのじゃない
かという趣旨だったと思うんですが、繰り返し質疑に
答弁させていただいておりますが、今回のこの時短協
力金の目的が感染防止対策です。なので、この感染状
況に応じて地域の対象を決めて行っている事業です。
もちろんそういう状況になれば、迅速に追加を検討し
ていくということが当然でありますので、その制度の
趣旨にのっとった運用が今求められていると思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
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　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前４時14分休憩
　　　午前４時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次に、議員提出議案第９号について提出者から提案
理由の説明を求めます。
　座波　一君。

〔議員提出議案第９号　巻末に掲載〕

　　　〔座波　一君登壇〕
○座波　　一君　ただいま議題となりました議員提
出議案第９号につきまして、提出者を代表しまして提
案理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、甲第36号議案「令和３年度沖縄県一
般会計補正予算（第１号）」に係る決議について知事
に要求するためであります。
　提案理由といたしましては、本日緊急提案された令
和３年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）では、コ
ロナ対策として時短要請のための感染拡大防止協力
金129億円が計上された。２月議会最終日における新
年度の第１号予算として審議する、極めて異例な事態
となっております。そこで私たちが問題としたのは、
時短要請と感染拡大防止協力金の対象地域が沖縄本
島の20市町村にとどまっており、名護市や北部そし
て宮古・八重山の離島地域が対象に入っていないこと
であります。その理由は、第４波が見られる中で感染
拡大のスピードが遅いという理由であります。これま
での感染拡大の経過からそのような基準で除外する
ことはふさわしくなく、第３波の際にも後づけで対象
に追加した経緯があるのであります。
　玉城知事は、誰一人取り残さない社会を目指すこと
を理念としており、北部や離島地域の落胆は大きい
のであります。私たちは、令和３年度予算の執行に当
たっては、今回対象外となっている21市町村を速や
かに対象とするための決議を提案するものでありま
す。
　それでは、議員提出議案第９号を朗読いたします。
　　　〔甲第36号議案「令和３年度沖縄県一般会計補
� 正予算（第１号）」に係る決議朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようよろしくお願い
申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。

　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第８
号及び第９号については、会議規則第37条第３項の
規定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　これより討論に入ります。
　議員提出議案第８号及び第９号に対する討論の通
告がありますので、順次発言を許します。
　大浜一郎君。
　　　〔大浜一郎君登壇〕
○大浜　一郎君　おはようございます。
　もう４時20分になりました。本当にお疲れさまで
ございます。
　私は議案第９号に賛成し、議案第８号に反対する立
場から討論をいたします。沖縄・自民党会派、大浜一
郎でございます。
　本来であるならば、これ歩み寄って一つの案を導き
出すという努力を我々議会人としてはやるべきだっ
たんじゃないかなと、今の質疑を見ても僕はそう思い
ました。もう少し我々は議会人として努力すべきだっ
たと思います。県民の代表ですから。
　なぜ、我が会派は決議にこだわったか。現在、第４
波の到来と言われる状況において、リバウンドが多発
しているというのが玉城知事の判断であります。感染
拡大防止策として４月１日より時短要請について指
定された20の市町村の感染状況の悪化によるものと
されておりますが、私たちは41市町村全体で取り組
むべきという、地域の切実な声に応える必要性を強く
認識したから決議にこだわったわけであります。特に
北部地域、離島地域における医療体制の脆弱性は、こ
れまでも何度も何度も議会で議論されてきたことで
あり、実は県立八重山病院にも今年の２月になって、
やっとＰＣＲの機械が配備された。これぐらい離島の
医療に対する配慮というのが遅い。実はこれが現実な
んです。これらの地域への特段の感染拡大防止策の徹
底と20の市町村と同様に４月１日より感染拡大防止
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対策をすることは、過去の経験から当然配慮されるべ
き課題であります。特に、感染が拡大している現在の
状況下において、感染拡大に応じて対策を検討するな
どということは全く甘い考えであり、特に北部地域、
離島地域で感染拡大が起きてからは全く遅いのであり
ます。まさしく県議会は、北部地域、離島地域の住民
にとっては、住民生活を軽視しているとの批判に、そ
ういう声にどう応えるか、私たちは考えなければいけ
ないと思います。これら地域においては高齢者住民の
割合も高く、小さな感染状況であっても、その時点で
徹底した感染対策が必要不可欠なのはもはや当たり前
です。沖縄県は全県民に対して、この状況を乗り切る
ためにこれまでも本当に多くの我慢、負担を県民にお
願いしてきました。そして、今次においてもさらにお
願いをしなければならないのであります。今こそ全県
41市町村が等しく感染対策を徹底していくべきです。
県議会は地域の声に耳を傾けてその課題に対して最善
の方策をお示しすることこそ使命であり、感染拡大防
止と経済の循環をどう実現するかが今本当に問われて
いると思います。そのためにも、４月１日からの全県
41市町村への感染拡大防止協力の実施と速やかな追
加補正予算の実施が必要であることから、私たちは議
案第８号感染拡大防止協力等に関する決議へ反対をい
たします。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
　　　〔新垣淑豊君登壇〕
○新垣　淑豊君　最後でございますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。
　私は第９号につきまして賛成、第８号に反対の立場
で討論をさせていただきます。
　まず今回２点、まず前提がございます。
　１点は、これは与野党共に県民のために今必死に
なってやろうということは一致しているということが
ございます。この決議に関してのもう一つの前提は補
正予算、この補正予算があったということであります。
　まずこの決議案に記載されている記の１番にあり
ますように、感染拡大防止協力金に関して、対象地域
を限定するのではなく、北部地域、離島を含め沖縄県
全域を対象とすることについてということですが、
今回の補正予算は先ほど来ございますように、20市
町村を対象にした感染拡大防止の協力金となっており
ます。一部地域といっても時短協力を要請すること
により、ほかの地域のお客様も減ってしまうというこ
とは、これはもう全県的に必ず発生するであろうとい
うふうに思っております。さらに、これまでも一部地

域を対象とした時短協力要請では、開いている他の地
域に移動して飲食店の利用がなされたりしておりまし
た。現在感染が抑えられている地域においても、その
ような移動が行われれば、感染拡大が広がる可能性が
否めない状況であります。
　今回も執行部の答弁でありましたが、予想を超えた
感染の急拡大がありました。だからこそ、沖縄県全体
の感染拡大の予防を行うことが、今後の全県的な医療
体制の逼迫を緩和することにつながるものであると考
えております。
　記の２番以降には、新型コロナウイルス感染症によ
り影響を受けている様々な業種に対し経済支援策を強
化することについてございます。私も多くの業種・業
態の方から意見をいただいております。時短営業を行
う際には、飲食店だけではなく、そのほか多くの影響
を受ける業種・業態があります。店舗への卸業者、そ
してその商品を作っている生産者、またタクシーや運
転代行、そういったところも非常に大きな影響を受け
るわけです。さらにはこの時短営業を要請するという
ことで、この議会でも多くの質疑がありました観光関
連の事業者なども、沖縄に来て食事もなかなか取れな
いんじゃないかということも聞こえてくると。来県を
控えることは目に見えております。
　県は、ゴールデンウイークに合わせ、その時短解除
を目指すということでもありますけれども、それまで
にしっかりとしたサポートをしなければゴールデンウ
イークに人を迎えることができなくなってしまうだろ
うというふうに私は思っております。だからこそ、ほ
かの業種・業態に対しても早急な支援を行うことが必
要であります。
　この２つの点は、予算特別委員会において我々の提
案の後に提出をされた、先ほどありました第８号議案
の文章も、ほぼほぼ同じ文面となっております。しか
し、今回我々が提出した議案書案タイトルは、８号の
感染拡大防止協力等に関する決議と異なり、補正予算
に係る決議ということになっております。それは冒頭
にも申し上げたとおり、この補正予算は20の市町村
が対象であり、21の市町村は含まれていないという
ことで、この予算に関して、特に医療体制が脆弱と言
われている離島と北部地域において感染後に応じて手
当てするのでは後手後手となってしまう、遅いという
ことで、さらには医療にも経済にも影響が出てくるの
ではないかと考えております。だからこそ、この補正
予算にありましたように、支援をするのはこれは当た
り前です。ただ、この先のことも考えると、今このタ
イミングで早急にその今回の範囲に含まれていない
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21の市町村に対応するべきということをしっかりと
したメッセージとして伝えたいということで、我々は
この補正予算に係るということを決議書のタイトルに
しております。
　誰も取り残さない県政であるならば、与野党問わず
にその意味を御理解いただき、議員各位の賛同を賜り
ますようお願いを申し上げまして、９号に賛成、８号
に反対という討論とさせていただきます。
　どうぞよろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
　これをもって討論を終結いたします。
　採決に入る前に申し上げます。
��仲村未央さん外23人から提出の議員提出議案第８号
と座波一君外18人から提出の議員提出議案第９号に
ついては、共通する部分がありますが、表決の便宜上、
別個のものとみなし、それぞれについて採決いたしま
す。
　これより議員提出議案第８号「感染拡大防止協力等
に関する決議」及び議員提出議案第９号「甲第36号
議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）」
に係る決議」の採決に入ります。
��議題のうち、まず議員提出議案第９号「甲第36号議
案「令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）」
に係る決議」を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起
立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（赤嶺　昇君）　起立少数であります。
��よって、議員提出議案第９号は、否決されました。

○議長（赤嶺　昇君）　次に、議員提出議案第８号「感
染拡大防止協力金等に関する決議」を採決いたします。

　お諮りいたします。
��本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起
立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（赤嶺　昇君）　起立多数であります。
��よって、議員提出議案第８号は、原案のとおり可決
されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　閉会中の継続審査
の件を議題といたします。
　各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長か
ら、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いた
しました申出書のとおり閉会中の継続審査の申出があ
ります。
　お諮りいたします。
　各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審
査に付することに決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位に
は長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長と
して心から感謝申し上げます。
　なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど
文書をもって報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって令和３年第１回沖縄県議会定例会を閉
会いたします。
　　　午前４時36分閉会
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